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九州電力株式会社川内原子力発電所 1 号炉及び２ 号炉の審査書案に対す
る意見募集の結果等及び発電用原子炉設置変更許可について（案） 

 
平成２６年９月１０日 

原子力規制委員会 

１．経緯 

原子力規制委員会は、平成２５年７月８日に九州電力株式会社から核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）第４

３条の３の８第１項の規定に基づき提出された川内原子力発電所の発電用原子炉

設置変更許可申請書を受理した。また、平成２６年４月３０日、６月２４日及び９月４

日に、同社から当委員会に対し同申請の補正書の提出がなされた。 

当委員会は、本申請について、審査会合等において審査を進めてきたところ、原

子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項

各号のいずれにも適合しているものと認められることから、審査の結果の案を取りま

とめ、科学的・技術的意見の募集を行うとともに、原子力委員会及び経済産業大臣

の意見を聴くこととしていた。（平成２６年７月１６日 原子力規制委員会） 

今般、科学的・技術的意見の募集並びに原子力委員会及び経済産業大臣への

意見聴取の結果を踏まえ、当該設置変更許可の可否について判断を行うこととす

る。 

 

２．申請書に関する審査書案に対する意見募集の結果 

（１）意見募集の概要 

１） 期間： 平成２６年７月１７日～８月１５日（３０日間） 

２） 対象： 九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（１号及び２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書案（原子

炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの））に対

する科学的・技術的意見 

 

（２）御意見の総数 

１７８１９件 

※御意見の全体は原子力規制委員会のホームページに後日掲載予定です。 

※なお、同一の方から同一の意見が複数寄せられたものもありましたが、原子力

規制庁の意見送付宛先に到着したものを全て計上しています。 

 

資料１ 
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（３）御意見に対する回答 

寄せられた御意見については、以下のとおりとりまとめた。 

（別紙１）審査書（案）に対する御意見への考え方（Ⅰ～Ⅲ章関連） 

（別紙２）審査書（案）に対する御意見への考え方（Ⅳ～Ⅴ章関連） 

（別紙３）その他の御意見について 

 

３．審査書について 

審査書については、寄せられた御意見を踏まえ、別紙４のとおりとする。当該申請

が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るものに限る。）、

第３号及び第４号に適合しているものと認められるとの結論に変更は無い。 

 

４．原子力委員会への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第

３項に基づき、同法第４３条の３の６第１項第１号に規定する許可の基準の適用につ

いて原子力委員会の意見を聴いたところ、別紙５のとおり「本件申請については、

（略）発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる

とする原子力規制委員会の判断は妥当である」との回答があった。 

 

５．経済産業大臣への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第７１条第１項に基づき、経済産業大臣の意見を聴いたところ、

別紙６のとおり「許可することに異存はない」との回答があった。 

 

６．発電用原子炉設置変更許可処分の取扱いについて 

以上を踏まえ、本申請が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項各号に規定する

許可の基準のいずれにも適合していると認められることから、同法第４３条の３の８

第１項の規定に基づき、設置変更の許可を別紙７のとおり行うこととする。 
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＜これまでの経緯＞ 

平成 25 年 7 月 8 日 九州電力株式会社が川内原子力発電所１号炉及び２号炉の設置変更許可

申請書を提出 

平成 26 年 4 月 30 日 九州電力株式会社が当該設置変更許可申請の補正書を提出 

平成 26 年 6 月 24 日 九州電力株式会社が当該設置変更許可申請の補正書を提出 

平成 26 年 7 月 16 日 原子力規制委員会は、当該設置変更許可申請に対する審査の結果の案を

とりまとめ、審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の実施を了承、原

子力委員会、経済産業大臣への意見聴取の実施を決定 

平成 26 年 8 月 5 日 原子力委員会から意見聴取に対する回答を受領 

平成 26 年 8 月 11 日 経済産業大臣から意見聴取に対する回答を受領 

平成 26 年 9 月 4 日 九州電力株式会社が当該設置変更許可申請の補正書を提出（内容の変更

をともなわない補正） 

 

＜資料＞ 

別紙１ 九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号及び２

号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方（Ⅰ～Ⅲ

章関連） 

別紙２ 九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号及び２

号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方（Ⅳ～Ⅴ

章関連） 

別紙３ その他の御意見について 

別紙４ 九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（1 号及び 2

号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第

２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（修正案） 

別紙５ 原子力委員会からの回答 

別紙６ 経済産業大臣からの回答 

別紙７ 発電用原子炉設置変更許可（案） 

 

参考資料 九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（1 号及び 2

号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第

２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（修正案）（７月１７日意見募集版

からの変更見え消し） 

机上参考資料 審査書案に対する御意見一覧 
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Ⅰ はじめに 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.1 の 1.の 2 行目「第 43 条の 3の 8第 1項」：変更の許可の申請

書の提出を規定している「政令第 20 条の 3」も引用すべき。 

 

 p.1 の 1．の 5行目「申請書の内容」：実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則第 5条第 2項に規定されている「申請書に添

付する書類」の内容については本審査の対象外なのか。 

 

 p.1 の(1)、(2)の括弧内の冒頭に「九州電力株式会社に」を追記す

るべき。（理由：法第 43 条の 3の 6第 1項第 2号、第 3号に「そ

の者に」と規定されているから） 

 

 p.1 の(1)、(2)、(3)の括弧内の末尾「こと。」は「ことを規定。」

等の記載として、条文そのものを一字一句引用しているわけでは

ないことを明確にするのが適当。 

 

 p.1 の 1.の(1)の 2 行目、(2)の 2 行目、(3)の 2 行目の「発電用原

子炉」、(3)の 1 行目の「発電用原子炉施設」はそれぞれ、「変更後

の発電用原子炉」、「変更後の発電用原子炉施設」と記載すべき。（理

由：本審査処分の内容は設置許可ではなくて変更許可であるから） 

 

 p.1 の 1.の「(1)」、「(2)」、「(3)」は削除するべき。2.についても

同。（理由：箇条書きだと 1．(2)、(3)、１．第 3段落の「同条同

項」がなにを指すのか不明なので） 

 

 p.1 の 2.(1)の冒頭には 1.(1)と同様に「原子炉等規制法第 43 条の

 

 当該記述は、設置変更許可申請の手続きの根拠となる法律の条番

号を記載したものです。したがって原案のとおりとします。 

 

 設置許可申請書本文の妥当性を確認するために、添付書類の内容

を審査において確認しています。 

 

 

 ご指摘の記載は、当該条文の趣旨を記載したものです。したがっ

て原案のとおりとします。 

 

 

 括弧書きは規定の内容を説明したものであり、条文を一言一句記

載する必要はないことから原案のとおりとします。 

 

 

 本審査書が、設置変更許可申請に対するものであり、変更後の施

設が対象になることは明らかであることから、原案のとおりとし

ます。 

 

 

 ご意見の趣旨を踏まえ、１．第３段落目の「同条同項」を「原子

炉等規制法第４３条の３の６」と修正します。 

 

 

 原子炉等規制法第４３条の３の６第１項の規定が、同法第４３条



 

2 
 

Ⅰ はじめに 

ご意見の概要 考え方 

3 の 8 第 2 項で準用する」旨の記載が必要。（理由：本審査処分の

内容は設置許可ではなくて変更許可であるから） 

 

 p.1 の 2.(1)の 3 行目「原子力安全委員会決定」：すでに存在しな

い組織が定めた決定内容を本審査での基準に採用することの妥当

性についての説明が必要。 

 

 

 

 

 

 p.1 の 2.(2)の 4 行目「原子力規制委員会」：1.の 4 行目での定義

どおり「規制委員会」と記載すべき。 

 

 p.2 の 5 行目「6月 19 日」：6月 28 日の誤記ではないのか。（理由：

規則解釈が規則の制定日（6月 28 日）以前の日付で決定されるは

ずがないから） 

 

 

 p.2 の 6 行目「解釈」：平成 26 年 4 月 16 日、7月 9日の改正は判

断基準としなかった理由はなにか。 

 

 

 

 p.4 の参考の表：削除するか修正のうえ巻末に添付するのが適当。

（理由：全ての略語等が記載されていないこと（たとえば p.7 の

の３の８第２項の規定の準用であることは１．（１）で記載してい

ることから、原案のとおりとします。 

 

 御指摘の原子力事業者の技術的能力に関する審査指針（平成 16 年

5 月 27 日原子力安全委員会決定）は、廃止されているわけではな

く、また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等（原規総

発第 1306193 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））

において、実用発電用原子炉の設置許可に係る審査基準として位

置付けています。 

 

 一体の固有名詞であることから原案のとおりとします。 

 

 

 設置許可基準規則解釈は平成２５年６月１９日に原子力規制委員

会決定されていることから、原案のとおりとします。なお、関係

規則の公布は６月２８日ですが、委員会決定は６月１９日になさ

れています。 

 

 全ての改正年月日を記載すること煩雑になることから、制定に係

る委員会決定日のみを記載することとしていますが、平成２５年

４月１６日及び７月９日の改正に基づいて基準適合性を審査して

います。 

 

 ご意見を踏まえ、略語等の表は巻末に記載することとします。な

お、本参考は、審査書において繰り返し用いられる略語等を中心
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Ⅰ はじめに 

ご意見の概要 考え方 

1.(2)の「原子力関連部門」）、後述の定義と異なる定義がなされて

いること（たとえば p.30 の「解釈別記 1」）、本文の該当箇所で略

語等の定義と適用範囲の指定がなされているのであるから重複し

て定義をここで示す必要はないことから） 

 

 １号炉と２号炉の審査内容が共通する場合には、号炉毎ではなく

まとめて記載している。設備面では同じであったとしても、設置

されている場所により、地盤も含め違いはあるのではないか。ひ

とくくりにして審査できるのか。 

 

 

に記載したものです。 

 

 

 

 

 １号炉と２号炉とは一律に共通で審査したのではなく、必要な事

項については個別に審査を実施しています。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 p.7 の第 1段落の 2行目、3行目「発電用原子炉設置者に」：法第

43 条の 3の 6「発電用原子炉を設置しようとする者」に対する規

定ではないのか。 

 

 p.7 の第 2段落の 1行目「原子炉」：ここ以降の記載では「発電用

原子炉」ではなくて「原子炉」と記載している理由はなにか。 

 

 p.7 の 1.の 2 行目「構築する方針を示すこと」：技術的能力指針で

は設計及び工事については方針を示せばよいとは規定していな

い。指針の内容は正確に引用すべきである。（後述の「2.技術者の

確保」、「3.経験」、「4.品質保証活動体制」についての同様の記載

についても） 

 

 川内原子力発電所構内には関連企業の社員も常駐し、九州電力の

社員と一体となって発電所施設の運転、保守、補修業務に携わっ

ている。従って技術的能力の有無の審査は関連企業を含めて行う

べきだ。 

 

 

 運転実績を鑑みる審査を行うのであれば、九州電力の言い分を提

出された資料で確認するだけに留まらず、これまでの運転におけ

るトラブル発生の有無とその事例、トラブル発生時の対応様態、

トラブル隠しや公開すべき情報の隠蔽の有無、技術者の教育や訓

練の実態、特に重大事故を想定した復旧訓練の実態などについて

社員へのヒアリングを含めた現地審査を行うべきではないか。 

 

 既に発電用原子炉施設を設置している者であることから、原案の

とおりとします。 

 

 

 川内原子力発電所の設置変更許可に係るものであり、「発電用原子

炉」を示すことが明らかであることから、原案のとおりとします。 
 

 技術的能力指針解説の「構築されている」には、設計及び工事の

進捗に合わせて構築する方針が適切に示されている場合を含むこ

とが記載されていることから、原案のとおりとします。 

 

 

 

 九州電力が技術者を確保するにあたり、協力会社社員については

品質保証活動としての調達管理のもとで適切に行われる仕組みが

あることを確認しています。なお、重大事故等発生時において協

力会社社員を含めた事故対処要員が適切に対処できるよう、教育

訓練を実施する方針であることを確認しています。 

 

 トラブル対応に関する情報収集及び活用の実績や教育・訓練の実

績を確認しています。なお、情報収集や教育・訓練等に関する具

体的な活動等については、保安規定に規定され、その遵守状況は

保安検査等にて確認します。 

 

 

 



 

5 
 

Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 廃棄物処理に関する記載がない。 

 

 

 過酷事故対策が具体的ではなく、方針を確認しただけであります。 

 

 

 技術的能力で記述されている項目は６項目である。本当にこの様

な審査で「適合するものと判断した」と言い切って良いのか。 

 

 

 

【組織】 

 ７ページ ２－１組織 いざという時に、本当にスムーズに、本

店との連携が可能なのでしょうか。渋滞、通信混雑、その他様々、

考えられる困難な事態において、心を合わせて、もしものトラブ

ルに対応できるのでしょうか。あくまでも、本店と現場は対等な

立場で対応にあたるのでしょうか。どちらかが優位になるのでし

ょうか。 

 

 1.組織 「規制委員会は、九電が、役割分担を明確化するとして

おり、更に・・・防災組織を設置し、対応するとしていることな

ど、申請者の組織の構築については適切なものであることを確認

した」と記載しているが、空約束になる可能性もある。組織や名

簿や活動状況や訓練の達成度合いを現認した上でなければ、審査

は終わらない。審査を尽くしていないのではないか。 

 

 本申請においては、廃棄物処理に関する事項は審査の対象ではあ

りません。 

 

 重大事故等における具体的な対応については、Ⅳ章に記載してい

ます。 

 

 技術的能力指針に基づき、設計及び工事並びに運転及び保守につ

いて６項目に整理して、同指針への適合性について確認していま

す。なお、重大事故等防止技術的能力基準に基づく適合性確認結

果はⅣ章に記載しています。 

 

 

 重大事故等が発生した場合は、発電所長を本部長とした原子力防

災組織を中心に、本店と連携を取りつつ事態に対処することを確

認しています。なお、重大事故等における具体的な対応について

はⅣ章に記載しています。 

 

 

 

 役割分担が明確化された組織を構築すること等を確認していま

す。なお、組織の構成や教育・訓練の具体的な内容は、保安規定

に規定され、その遵守状況は、保安検査等にて確認します。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 重大事故等の非常事態に対応するための組織として「原子力防災

組織を設置、対応する」としている。適切であると確認している

とあるが、この組織のメンバーの所属や専門性、人数などがわか

らず、何ら具体性がなく不十分である。規制委員会が適切と確認

した内容を具体的に示すべきである。 

 

 ページ８ 1.組織 当該組織にあって、重大事故時、その命令の

内容が人命に係る場合に効力はあるのか？福島事故において、多

くの作業員が第二原発に退避したことは記憶に新しい。生命への

危険や重度の被ばくを伴う可能性のある作業への指示に関する基

準、ならびに作業員退避に関する基準が不可欠である。 

 

 

 当該組織にあって、重大事故時、その命令の内容が作業員の人命

に係る場合の効力の基準が見当たらない。福島事故において、多

くの作業員が職場を放棄して第二原発に退避した。生命への危険

や重度の被ばくを伴う可能性のある作業への指示の効力（強制力）

に関する基準、ならびに作業員退避に関する基準が不可欠である。

その基準は、構内で作業する全ての作業員（社員、元請、下請の

区別なく）に適用されねばならず、また契約時に内容の周知と合

意が必要である。 

 

 p.8 の 2.(1)の 2 行目「原子炉主任技術者の資格」：「原子炉設置者

に選任された原子炉主任技術者」とのことか、それとも、「免状を

有し実務の経験を有する者」のことか。 

 

 原子力防災組織を含め、役割分担が明確化された組織を構築する

こと等を確認しています。なお、重大事故等における具体的な対

応についてはⅣ章に記載しています。また、原子力防災組織の設

置については、第１０８回原子力発電所の新規制基準適合性に係

る審査会合において確認を行っています。 

 

 今回の新規制基準においては、重大事故等発生時において協力会

社社員を含めた事故対処要員が適切に対応できるよう、緊急時対

策所を初めとする重大事故等対処施設や要員を防護するための手

順、機材等の整備を求めており、その適合性について確認してい

ます。なお、重大事故等における具体的な対応についてはⅣ章に

記載しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉主任技術者の資格を有する者とは、原子炉主任技術者免状

を有する者であって、必要な実務経験を有する者を指します。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 ８ページ：２－１．組織 「原子力防災組織」の詳細について述

べられていない。特に福島第一でも実施したベントや海水注入と

いった非常時対応の判断を誰が行うのか明示されていないことに

危惧を感じます。また「申請者は以下のとおりとしている」とあ

りますが、どの評価会合で審議したのか本文中に記載していただ

きたい。 

 

 組織について 「事業者は、(3)国内外への関連施設に対する技術

者の派遣並びにトラブル対応に関する情報の収集及び活用によ

り、 設計及び工事並びに運転及び保守の経験を蓄積する」と言い、

「規制委員会は、・・・経験を蓄積する方針については適切なもの

である ことを確認した」とある。未来の方針ではなくて、現在十

分に経験の蓄積が終わっていなければ、危険な原発の運転を任せ

ることは できない。したがって、現状では不合格とするのが相当

である。 

 

 申請者の組織の構築については適切であることを確認した”と記

載されているが、組織の構築でなくて、構築された組織の実態を

審査しなければ意味がない。 

 

 

 安全文化は事業者の組織内各層の人々の精神の中にあり、それは

現場において立会ながら確認していかなければ分からない。審査

書発行に先立って、そのような確認が必要。社員のモラルが信頼

できるか、厳しく確認すべき。 

 

 重大事故等が発生した場合は、発電所長を本部長とした原子力防

災組織を中心に対処することを確認しています。なお、具体的な

対応についてはⅣ章に記載しています。また、本件については、

第５８回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合におい

て確認を行っています。 

 

 

 必要な経験については、国内外の関連施設への技術者の派遣並び

にトラブル対応に関する対応情報の収集及び活用の実績、今後と

もこれらを適切に継続する方針等を確認しています。なお、具体

的な内容については、保安規定に規定され、その遵守状況は、保

安検査等にて確認します。 

 

 

 

 

 平成２６年６月１日現在の体制等を確認するとともに、今後も、

適切な組織を構築する方針を確認しています。なお、具体的な内

容は、保安規定に規定され、その遵守状況は、保安検査等にて確

認します。 

 

 品質保証活動を通じて、安全文化を醸成するための仕組みがある

ことを確認しています。なお、具体的な活動は、保安規定に規定

され、その遵守状況について保安検査等にて確認します。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

【技術者の確保】 

 ８ページ ２－２技術者の確保 何か起こったときに、信頼のた

る技術者が常に、その現場にいるとは限りません。駆けつけよう

と思っても、そうできない事態も考えられます。１分１秒が争わ

れるようなとき、決定的なロスになるかもしれません。本当に「そ

の時」に技術者が確保できるのでしょうか。 

 

 原発敷地内でエボラ出血熱や、新型インフルエンザが流行した際

の対策が不十分。１Fでも、プラントを熟知した運転員が対応した

にも関わらず、大事故に至った。パンデミックでプラントに精通

した運転員が多数死亡した場合に、安全に運転することは出来な

い。 

 

 福島第一原子力発電所事故の収束のための技術者確保が難しくな

っている時に、川内再稼動に必要な技術者が確保できるのか。そ

の技術者の専門知識、技術及び技能は福島で活かすべき。 

 

 ベテランの技能者を継続的に確保することは困難。 

 

 ここでの「設置及び運転」には工事、保守まで含まれている。申

請書には 468 人の「技術者」に関する記載しかない。468 人で工事、

保守から重大事故の発生及び拡大の防止まですべてできるのか。 

 

 

 

【経験】 

 

 重大事故等の対応に必要な要員を確保するための具体的な対応に

ついては、Ⅳ章に記載しています。 

 

 

 

 

 運転員を含めた重大事故等発生時の対応に必要な要員に欠員が生

じた場合の対応は、Ⅳ章に記載しています。 

 

 

 

 

 技術者の確保については、継続的な採用、教育・訓練の実績を確

認するとともに、今後とも必要な技術者を確保していく方針であ

ることを確認しています。 

 

 同上 

 

 設計及び工事並びに運転及び保守に必要な技術者の確保について

は、技術系社員に加え協力会社社員を品質保証活動としての調達

管理のもとで、適切に確保する方針であるとともに、重大事故等

の対応に必要な要員の確保についても、その方針が適切であるこ

とを確認しています。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 ページ９ ３.経験 「事業者は、（３）国内外への関連施設に対

する技術者の派遣並びにトラブル対応に関する情報の収集及び活

用により、設計及び工事並びに運転及び保守の経験を蓄積する」

と言い、「規制委員会は、・・・経験を蓄積する方針については適

切なものであることを確認した」とある。未来の方針ではなくて、

現在十分に経験の蓄積が終わっていなければ、危険な原発の運転

を任せることはできない。 

 

 

 福島原発事故に相当する事案への対応経験があるとは述べられて

いない。 

 

 

 

 ３.経験について  当該組織にあって、重大事故時、その命令の内

容が作業員の人命に係る場合の効力の基準が見当たらない。福島

事故に おいて、多くの作業員が職場を放棄して第二原発に退避し

たことは記憶に新しい。生命への危険や重度の被ばくを伴う可能

性のある 作業への指示の効力(強制力)に関する基準、ならびに作

業員退避に関する基準が不可欠である。その基準は、構内で作業

する全ての作業員(社員、元請、下請の区別なく)に適用されねば

ならず、また契約時に内容の周知と合意が必要である。 

 

 発電用原子炉のアクシデントマネジメントについては、東電 1F 事

故の収束および廃炉までの経過と、そこから得られる知見を精査

することなく「経験を有する」と評価するのは著しく不誠実であ

 緊急安全対策を通じた経験や国内外の関連施設への技術者の派遣

並びにトラブル対応に関する対応情報の収集及び活用の実績を確

認するとともに、今後ともこれらを適切に継続する方針等を確認

しています。 

 

 

 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた知見は新規制基準

に反映されています。本審査においては、これら新規制基準への

適合性を確認しています。 

 

 

 新規制基準においては、重大事故等発生時において協力会社社員

を含めた全ての事故対処要員が適切に対応できるよう、緊急時対

策所を始めとする重大事故等対処施設や要員に対する放射線防護

のための手順、機材等の整備を求めており、本審査はその適合性

について確認しています。なお、重大事故等の具体的な手順等に

ついては、Ⅳ章に記載しています。 

 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた知見は新規制基準

に反映されています。本審査においては、これら新規制基準への

適合性を確認しています。また、国内外の関連施設への技術者の
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

り、その点のみをもってしても本審査書案は無効である。 

 

 

 既に東京電力福島第一原子力発電所（以下、福一）で重大事故が

起きており、この事故の原因究明、事故処理対策を行った経験を

有するものだけが原子炉における重大事故の拡大防止に必要な措

置を実施するために必要な技術的能力を有するとみなすべきであ

る。 

 

 「国内外の関連施設に対する技術者の派遣並びにトラブル対応に

関する情報の収集及び活用～の実績があることを適切なものであ

ることを確認した。」とあるが、国内に東京電力株式会社福島第一

原子力発電所という関連施設を持ち、そこが事故を起こして後３

年５ヶ月を経ても汚染水さえ止められない現場となっており、止

める技術も確立されていない中で、先述の「実績を確認する」こ

との科学的・技術的な意味が明記されていない。 

 

【品質保証活動体制】 

 申請者は「ＪＥＡＣ４１１１－２００９，品質管理の技術基準規

則に基づき品質マニュアルを定める」としており，規制委員会は

「適切なものであることを確認した」としている。ＪＥＡＣ４１

１１－２０１３が発行されていることから，これを適用規格とす

るよう求めるべきであると考えます。「２０１３年版の技術評価未

済」が障害となるのであれば，規制側が早急に評価すればよい。（２

００９年版＋安全文化・福島第一事故の反省であるから特に支障

ないと考えます。） 

派遣並びにトラブル対応に関する対応情報の収集及び活用の実

績、今後ともこれらを適切に継続する方針等を確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係

る品質管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する

規則では、ＪＥＡＣ４１１１－２００９を適用していることから、

品質保証活動体制については、これに基づく品質マニュアルを定

めていることを確認しています。ＪＥＡＣ４１１１－２０１３に

ついては、ＩＡＥＡにおけるマネジメントシステムに係る基準の

改訂作業が進められており、その検討状況等を踏まえた上で、技

術評価の実施について検討します。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.9 の 4.の 2 行目「方針とすること」：指針では「方針を示すこと」

と規定しているはず。 

 

 企業からの報告は役割について決めたまでである。体制だけでは

品質管理できない。マニュアルの中身も不明である。何故ならば、

頻度はどうなのか、毎月か半年か、年単位か、不明である。プロ

ジェクト単位か、日常業務での品質管理はどうなっているのか 

不明である。品質管理の最高責任者が社長であればその管理は年

間１から２回であろう。それすら明示出来ていない。当企業は企

業間の競争も無いし未経験、製造物責任にも問われない様なので

品質管理は出来ていないか、形だけの印象を受ける。たんにＰＤ

ＣＡを回すとも言っていない。全く科学的とは言えない。この様

な報告を上げる九州電力の川内原子力発電所の運用は品質管理か

ら見て全く不十分と考えます。 

 

 P.9～11 2ー4.品質保証活動体制 「品質保証」と「品質マネジ

メント」が混同されています。実際に「品質保証」などができな

いことは、福島第一その他の事故やトラブルが何度も起こってい

ることから明かです。根拠のない「品質保証」を謳うのではなく、

「品質マネジメント」として、過去の事故・トラブルを改善する

ための「計画、実施、評価、改善を実施する仕組み及び役割を明

確化した体制を構築」する PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルによ

る継続的改善の立場から審査すべきなのに、その観点での具体性

が全く検討されていないため、不合格とすべきです。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 品質保証活動の体制については、品質マニュアル等の下で調達管

理を含めた品質保証活動に関する計画、実施、評価、改善の仕組

み及び役割を明確化した体制を構築していること等を確認してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 品質保証活動に関する計画、実施、評価、改善の仕組み及び役割

を明確化した体制を構築していること等を確認しています。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 １０ページの終わりから１１ページにかけて、「規制委員会は、品

質保証活動については、品質マニュアルを定めた上で、申請者の

品質保証活動体制の構築については適切なものであることを確認

した」とあるが、安直過ぎる。まず、品質マニュアルを公開され

たい。公開されてないので判断できないが、それが適切かどうか

をどのように客観的に審査されか示されたい。最大の欠陥は、事

業者内部のチェック体制に終わっていることである。ＩＳＯ９０

００のような専門家による外部審査機関による客観的な定期的な

チェックが必要である。客観的という意味は、他の原発（事業者）

にとどまらず、他の産業や他国を含めた品質保証体制に関する能

力ということである。必要なら適切な機関を設けるべきである。

とにかく品質マニュアルがあればよいといったような審査結果で

は、原子力規制委員会のこの方面の審査能力を疑う。この方面の

専門家にヒアリングし、実効あるものになっているか審査しなお

すべきである。 

 

 品質管理における現場とのコミュニケーションへの配慮が不足し

ている。社長または組織の長が子会社・委託先を含めて膨大な人

員から報告を上げやすくする特別な配慮が必要だが、その記述が

ない。 

 

【技術者に対する教育・訓練】 

 p.11 の 5．(2)の文末「実施する」：「国内の原子力関係機関」での

教育、訓練は申請者が実施するわけではないのであるから、それ

らの教育、訓練については「参加させる」等の記載が適当。 

 

 品質保証活動の体制については、品質マニュアル等の下で調達管

理を含めた品質保証活動に関する計画、実施、評価、改善の仕組

み及び役割を明確化した体制を構築していること等を確認してい

ます。なお、具体的な活動は、保安規定に規定され、その遵守状

況は、保安検査等にて確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 品質保証活動を通じて、協力会社を含めて、人的・組織的問題の

報告を重視する開かれた安全文化を醸成するための仕組みがある

ことを確認しています。なお、具体的な活動は、保安規定に規定

され、その遵守状況は、保安検査等にて確認します。 

 

 

 技術者に対して訓練を実施するという趣旨であることから、原案

のとおりとします。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 審査書案は、事業者の教育及び訓練の方針は適切なものであるこ

とを確認した、とするが、 これから実運転をするための審査であ

るから、教育及び訓練は十分に完成していなければならない。方

針の確認のみでは審査を合格にすることはできない。 

 

 過酷事故に対応する能力は、人知を超えたものであることが、福

島事故で証明された。したがって、そのような能力は、他の施設

や模擬的な訓練では身につかない。 

 

 自然災害や重大事故等に対する教育・訓練では、協力会社社員に

ついても必要な訓練を実施するとあるが、現状では孫請けなどい

くつにもわたる下請けの構図がある。これらすべての原発で働く

者に対しての教育と訓練が必要である。すべての原発で働く者た

ちへの教育と訓練が確実にいきわたるのかこの内容では不明であ

る。何を持って規制委員会が適切と確認したのか、国民の前にわ

かりやすく示すことが審査書には必要である。 

 

 教育・訓練（ｐ11）がまったく抽象的で、適正かどうか判断でき

ない。かつて、イギリス核燃料公社では、燃料データのねつ造が

あった。「関西電力は１９９９年１２月１６日、イギリスで製造さ

れたＭＯＸ（プルトニウムとウランの混合）燃料データで、また

新たなねつ造が見つかったため、輸送されたＭＯＸ燃料すべて（８

体）の使用を中止すると発表した。」日本でもこのような事態が発

生する可能性が高まっている。近年多発している、飲食店を中心

としたいわゆる「バイトテロ」が、原子力関連企業でも生じる可

能性は高い。申請書においては、従業員の教育・訓練がどの程度

 技術者に対する教育・訓練については、その実績を確認するとと

もに、専門知識、技術及び技能を維持及び向上させるため、実施

の方針を確認しています。 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた知見は新規制基準

に反映されています。本審査においてはこれら新規制基準への適

合性について、教育・訓練の方針を確認しています。 

 

 自然災害や重大事故等に対する教育・訓練については、協力会社

社員を含め全ての事故対処要員を対象として、役割に応じて実施

の方針を確認しています。 

 

 

 

 

 

 技術者に対する教育・訓練については、協力会社社員を含め専門

知識、技術及び技能を維持及び向上させるため、実施の方針を確

認しています。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

のものなのか、さっぱり判断できない内容となっている。バイト

テロ類似の行為による災害、事故の可能性がきわめて高い。 

 

 「9 ページ 2-3.経験及び 11 ページ 2-5.技術者に対する教育・

訓練」について 本審査書の適合性評価は不十分である。発電用

原子炉のアクシデントマネジメントについては東日本大震災に伴

う東京電力福島第一原発事故の収束・廃炉までの経過・転機を精

査することなく「経験を有する」という評価は不可能である。廃

炉完了を待ち、どのような経験・技術が必要かなどの詳細が明ら

かになった後に適合性審査を再開すること。 

 

 事業者の教育及び訓練の方針は適切なものであることを確認し

た”と記載されているが、方針でなく教育・訓練の実態を審査し

なければ意味がない。 

 

 P.11、2-5-1 技術者に対する教育・訓練 「新たに配属された技

術者に対しては、原子力発電の基礎知識の習得を図るため、現場

教育及び訓練を実施する。」とあるが、これから運転実務を開始す

る前提においての審査であるから、教育及び訓練を十分に受けた

人が配属されるべき。これから実施するでは遅い。 

 

 規制委員会の原発事故の原因究明はもっぱら技術面に偏っている

が、事故は人災であると言われている。津波への甘い対処やイソ

コン（非常用復水器）の操作を知らず、訓練も行っていなかった

ために、みすみすメルトダウンに至ったとも言われており、企業

の危機管理や規制委員会のあり方などの究明と対策が欠落してい

 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた知見は新規制基準

に反映されています。本審査においてはこれら新規制基準への適

合についての経験や技術者に対する教育・訓練等を確認していま

す。 

 

 

 

 

 技術者に対する教育・訓練については、その実績を確認するとと

もに、専門知識、技術及び技能を維持及び向上させるため、実施

の方針を確認しています。 

 

 技術者に対する教育・訓練については、各人の役割や習得状況に

応じ、計画的かつ継続的に実施する方針を確認しています。 

 
 
 
 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた知見は新規制基準

に反映されています。本審査においてはこれら新規制基準への適

合性について、技術者に対する教育・訓練等の方針を確認してい

ます。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

る。 

 

 更田委員は「特に重要だと考えているポイントは、発電所をもっ

ている事業者自身による自らの発電所に対する理解の深さ」「万一

事故が起きた場合に、それがどう進んでいき、どう食い止めるか

に関して、電力会社がどれだけ自分のものとして考え努力してい

るか、そこをきちんと見たいと思っている」と述べていたが、そ

う見受けられない。 

 

【原子炉主任技術者等の選任・配置】 

 「規制委員会は、・・・申請者の有資格者等の選任及び配置の方針

については適切なものであることを確認した」と述べている。け

れども、「方針」ではなく「実態」を確認し、その当人を面接する

レベルまで確認しなければ、原子炉の運転を任す人々の選任を適

切と判断するレベルに達しないのではないか。 

 

 p.11 の 6.の「原子炉主任技術者」：原子炉等規制法（第 43 条の 3

の 26）の文言「発電用原子炉主任技術者」を使用するべき。 

 

 

 p.11 の 6.の「技術的能力指針は、原子炉主任技術者及び運転責任

者を選任し配置することを要求している」：炉主任等の選任を要求

しているのは指針ではなくて法令である。指針が要求しているの

は「その職務が適切に遂行できるよう配置されている」ことであ

る。 

 

 

 

 設置変更許可に係る審査においては、新規制基準への適合性につ

いて確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 実務経験を有する原子炉主任技術者を適切に選任することが法律

に定められています。 

 

 

 

 

 川内原子力発電所の設置変更許可に係るものであり、「発電用原子

炉」を示していることが明らかであることから、原案のとおりと

します。 
 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

ご意見の概要 考え方 

 少なくとも各原子炉１基に対して１人以上の原子炉主任技術者を

配置し、役割の明確化や資格要件などを整備すべき。ハード面に

注力するのではなく、原発の管理・運営に対する責任ある体制の

整備も必要不可欠。 

 原子炉主任技術者について、必要な要件を定めた上で、原子炉ご

とに選任し、独立性が確保された職位として配置することを確認

しています。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

【地盤モデルについて】 

 柏崎刈羽原子力発電所や浜岡原子力発電所では地下の構造によっ

て地震動の異常な増幅が観測されたが、川内原子力発電所におい

ては詳細な調査を反映した地盤モデルの設定がなされていないの

ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P14(2)の 3 行目にある岩相・岩質の不均一性について、地震基盤

の位置及び形状も評価すべきである。 

 P14(2)の 6 行目の「評価を示した。」との記載について、(1)と同

様の記載とすべきである。 

 P15④の 8行目の「地震調査委員会」の記載を他のものと統一すべ

きである。 

 P16②の 2行目は「中期更新世以降」ではないか。 

 

【活断層評価について】 

 敷地周辺の活断層の調査が十分に行われていないのではないか。

 

 地下構造モデルの設定に当たっては、地下構造が地震波の伝播特

性に与える影響を検討するため、地層の傾斜、断層及び褶曲構造

等の地質構造を評価するとともに、地震基盤の位置及び形状、岩

相・岩質の不均一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤

の減衰特性を評価することを求めています。 

審査では、敷地及び敷地周辺における地質調査、地震観測記録の

分析等から、基盤は相当な拡がりを持って分布すること、地震の

到来方向別に敷地における特異な増幅傾向は認められないこと、

地下構造モデルによる理論伝達関数と地震観測記録による伝達関

数は概ね整合すること及び、敷地の経験的サイト増幅特性と敷地

周辺の観測点の経験的サイト増幅特性を比較すると顕著な増幅特

性が認められないこと等から、敷地の地下構造を水平・成層と評

価し、１次元地下構造モデルを設定していることを確認していま

す。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震源断層に係る調査及び評価については、文献調査、変動地形学
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

例えば、地震調査研究推進本部地震調査委員会の有識者からも、

九州電力の海上音波探査の解釈には問題があるとの指摘があっ

た。 

 

 

 

 

 敷地周辺の断層評価において、九州電力の断層長さの評価は地震

調査研究推進本部地震調査委員会の評価よりも短くなっており、

過小評価なのではないか。（例えば、五反田川断層について、九州

電力の評価では 19km だが、地震調査研究推進本部地震調査委員会

では 25km と評価されている 等） 

 

 

 

 

 

 川内川の両岸でステージ5eの旧汀線高度に段差が見られることか

ら、川内川河口沿いに活断層が存在するのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 川内原子力発電所は、日本最大の活断層である中央構造線の西端

的調査、地質調査及び地球物理学的調査を適切に組み合わせ、十

分に調査を行うことを求めています。 

具体的には、評価した結果が信頼できるデータに基づいているか、

解釈が適切かといったことを特に重視し、追加検討の指示、ボー

リングコア、物理探査データ等の確認、現地調査等を実施し、そ

れらに基づき、評価結果を確認しています。 

 

 検討用地震動の選定については、各種の調査等に基づき、敷地に

大きな影響を及ぼすと想定される地震を求めています。申請者は、

調査等の結果に基づいて断層長さを評価しましたが、断層長さが

より長く評価されている地震調査研究推進本部地震調査委員会の

知見の存在は申請時点でも確認されていましたので、第 2回審査

会合において、「少なくとも推進本部評価を反映して評価し直すこ

と」を主要な論点として申請者に指摘しています。これを受けて

申請者は審査を通じてこの知見を反映し、断層長さを見直してい

ます。 

 

 川内川河口沿いの断層は、申請者が示すように秩父帯と四万十帯

の付加体境界（仏像構造線）を切る東西方向の地質断層の可能性

が高いと評価しています。その活動性については、審査の過程に

おいて、河口付近及びその西方沖の音波探査断面データをすべて

確認した結果、後期更新世以降の地層に変位又は変形を与えてい

ないため、将来活動する可能性のある断層等ではないと判断して

います。 

 

 震源断層に係る調査及び評価については、文献調査、変動地形学
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

近くに位置するとともに、仏像構造線も付近を通過している。こ

れらの活動性についても評価されているのか。 

 

 

 

 

 

 断層の活動可能性評価において、「いずれも活動する可能性のある

断層等と評価しない」と評価しているが、過去に動いたことがな

いから今後も動かないというのは、判断の根拠としては薄いので

はないか。 

 

 海域の活断層の認定において、音波探査等の記録で端部設定をし

ているが、12 万年前の地層のズレが小さい場合、音波探査の記録

では断層の認定ができず、断層長さを過小評価しているのではな

いか。原子力発電所周辺の海底地形について検討を行ったのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敷地の近傍で新たに見つかった３本の断層について、「断層の粘土

は軟らかく、新しい活断層の可能性がある。」「地下で原発直下に

的調査、地質調査及び地球物理学的調査を適切に組み合わせ、十

分に調査を行うことを求めています。敷地周辺の活断層評価にお

いては、九州における中央構造線及び仏像構造線を含んだ範囲に

おいて評価されており、調査等の結果、これらについては将来活

動する可能性のある断層等ではないと判断し、地震動評価を行っ

ています。審査では、その内容について確認しています。 

 

 後期更新世以降に活動した断層等については、現在の応力場の下

で繰り返し活動してきたと想定されます。したがって、この時期

に活動していないのであれば、将来活動する可能性は低く、評価

対象とする必要がないものと判断しています。 

 

 海域の活断層評価では、すべての音波探査断面データについて、

後期更新世以降の地層に変位又は変形を及ぼしていないか、海底

地形との関係を含めて確認し、活断層や活撓曲の有無を確認して

います。また、海域の断層等の端部の評価に当たっては、端部と

評価した測線のみならず、可能な限り複数の測線や手法により得

られたデータについて、その延長部も慎重に確認することとして

います。その結果、断層等であることが否定できない場合には、

端部を延長するよう求めています。 

審査においては、Ｆ－Ａ断層の端部の評価について見直しを求め

て延長させるなど、申請者の評価結果について慎重に確認してい

ます。 

 

 審査においては、信頼できるデータか、解釈が適切かどうかを慎

重に確認しており、追加検討の指示、ボーリングコア、物理探査
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

伸びている可能性が高い。」という専門家の指摘がある。九州電力

は３本のうち１本だけを調査し活断層ではないとしているが、全

ての断層について調査すべきである。 

 

 

 

 

 

【基準地震動評価・総論について】 

 川内原子力発電所で将来どのような地震が起こり、どの程度の地

震動に見舞われるかを正確に予測する科学的根拠は無いと考える

べきである。そのため、基準地震動としては、少なくとも日本列

島で観測された既往最大の加速度（岩手・宮城内陸地震の

4,022gal）や、原子力発電所での既往最大の加速度（新潟県中越

沖地震時の柏崎刈羽原子力発電所の 1,699gal（解放基盤相当））を

想定すべきである。 

 基準地震動 620gal は他のサイトと比べても過小評価となってい

る。少なくとも、柏崎刈羽原子力発電所の基準地震動 2,300gal を

想定すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

データ等の確認、現地調査等を実施し、それらに基づいて確認し

ています。申請者は御指摘の断層の西方延長に位置する、敷地内

の水平断面露頭、ボーリング、トレンチ、反射法地震探査データ

を確認した結果、最新の断層系は南北方向の断層系で、かつ、連

続する東西方向の断層系は存在しないと評価しています。 

なお、軟化した粘土層の存在自体が必ずしも活断層の可能性を示

すものではありません。  

 

 

 地震動の評価については、各種の不確かさを考慮しつつ適切な方

法で立地地点の諸特性を十分に考慮して策定していることを確認

しています。 

また、地震動に影響を及ぼす震源、地質構造、伝播特性等は発電

所ごとに異なるため、発電所ごとに評価を行うことを求めていま

す。したがって、過去に他の地域で発生した最大の地震をすべて

の発電所に対して単一水準の地震動を適用するのではなく、発電

所ごとに評価することを求めています。さらに、地表で観測され

た観測値を用いて地震動評価を行うのではなく、発電所の地下構

造を踏まえた解放基盤における評価を行うことを求めています。 

具体的には、基準地震動は、発電所ごとに敷地内及び敷地周辺の

地質・地質構造を調査し、その結果を踏まえて評価しています。「敷

地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を特定せず

策定する地震動」をそれぞれ策定し、基準地震動を解放基盤表面

において設定することを求めています。 

審査においては、これらの評価の妥当性について確認しています。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 以前の耐震指針にあった「残余のリスク」の概念が新しい基準で

は削除されている。基準地震動以上の地震動が発生しないという

のであれば、その根拠を明示すべきである。 

 

 

 

 

【敷地ごとに震源を特定して策定する地震動評価について】 

 南海トラフや琉球海溝で発生すると予想される巨大なプレート間

地震や、海洋プレート内地震のスラブ内地震について、検討用地

震として選定しおらず、過小評価ではないか。 

 基準津波の波源として想定している琉球海溝北部から中部での地

震（Mw9.1）が、基準地震動に反映されていないのはおかしいので

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 応答スペクトルに基づく地震動評価に関して、松田式によるマグ

ニチュードの算出や Noda et al.(2002)の方法を用いた応答スペク

トルの設定は、+2σ、3σといった広い範囲で誤差を想定しておら

ず、過小評価になっているのではないか。 

 

 基準地震動を超えるような地震が発生する可能性は否定できませ

んが、想定外の事象を可能な限り少なくする手法で評価すること

を求めています。具体的には、地震動の評価に当たっては、不確

かさの考慮を求めるとともに、震源を特定せず策定する地震動と

して、震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内

地震を評価することを求めています。 

 

 

 地震動評価に当たっては、プレート間地震、海洋プレート内地震

及び内陸地殻内地震について過去の発生状況等を踏まえ、この中

から敷地に大きな影響を与えると予想される地震を検討用地震と

して複数選定することを求めています。申請者は、プレート間地

震及び海洋プレート内地震については、それぞれ最大規模のもの

の発生位置が敷地から十分に離れており、敷地に大きな影響を与

える地震ではないと考えられることから、検討用地震として選定

していません。 

なお、長周期の地震応答が卓越する緊急時対策所（免震重要棟）

のための基準地震動 Ss-L の検討の中で、M9 クラスのプレート間地

震として、琉球海溝北部から中部（Mw9.1）による地震が Ss-1 へ

大きな影響を及ぼさないことを確認しています。 

 

 基準では、応答スペクトルに基づく地震動評価において用いられ

ている地震記録の地震規模、震源距離等から、適用条件、適用範

囲について検討した上で、経験式が適切に選定されていることを

求めており、対象となる検討用地震の地震規模や震源距離は、審

査において、松田式及び Noda et al.(2002)の適用条件、適用範囲
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 断層モデルを用いた地震動評価において用いられている、入倉・

三宅式他による強震動予測レシピは、地震動の平均像を表すもの

にすぎない。基準地震動として設定する場合には、地震モーメン

トがより大きくなる武村式を用いた評価を行うべきである。 

 九州電力は、強震動予測レシピの２倍の地震モーメントを設定し

ているが、武村式を用いてレシピの４倍程度のものを算定すべき

である。 

 

 

 

 

 

 

 地震動の統計的な不確かさを考慮するため、応力降下量等の震源

パラメータの不確かさの考慮をより大きく見積もるべきである。 

を満足していることを確認しています。 

また、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定におい

ては、検討用地震ごとに「応答スペクトルに基づく地震動評価」

及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価」を行うととも

に、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震発生様式、地震

波の伝播経路等に応じた諸特性を十分に考慮することを求めてい

ます。応答スペクトルに基づく地震動評価においては、用いる距

離減衰式の特徴や適用性、地盤特性を考慮するとともに、断層傾

斜角や断層長さ等の震源の不確かさも踏まえて評価を行っている

ことを確認しています。 

 

 地震ガイドにおいては、震源断層のパラメータを、活断層調査結

果等に基づき、地震調査研究推進本部地震調査委員会による「震

源断層を特定した地震の強震動予測手法」（以下「強震動予測レシ

ピ」という。）等の最新の研究成果を考慮して設定することを求め

ています。 

川内原子力発電所の検討用地震の震源パラメータの設定は、1997

年鹿児島県北西部地震の観測記録を用いた発電所周辺の地域性の

検討から得られたパラメータを踏まえて算出されており、この設

定が強震動予測レシピに基づく設定よりも安全側であることを確

認しています。 

また、不確かさケースとして、応力降下量を 1.25 倍したもので地

震動が策定されていることを確認しています。 

 

 震源パラメータの不確かさとしては、断層の長さ、地震発生層の

上端・下端深さ、断層傾斜角、破壊開始点等を考慮し、必要に応
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地震動想定に用いている 1997 年 5 月 13 日鹿児島県北西部地震の

地震モーメントについて、九州電力が採用している数値は、複数

ある研究結果のうち最も小さいものを設定している。より大きな

気象庁 CMT 解や、the Global CMT project による値を用いるべき

である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じてこれらの組合せを評価していることを確認しています。さら

に、2007 年新潟県中越沖地震の知見も踏まえ、応力降下量の不確

かさについても評価することを求めており、不確かさの考慮が十

分であることを確認しています。 

なお、断層パラメータの設定は、いわゆる強震動予測レシピに基

づく手法ではなく、より安全側の震源パラメータとなる 1997 年の

鹿児島県北西部地震の知見に基づいて設定されています。その結

果、応力降下量の不確かさは基本ケースの 1.25 倍を考慮していま

すが、地震動の評価結果は、強震動予測レシピに基づく基本ケー

スの 1.5 倍のものを概ね上回っていることを確認しています。 

 

 各種機関及び文献において1997年の鹿児島県北西部地震の地震モ

ーメントが算出されており、申請者は、菊地・山中(1997)の地震

モーメントに基づいて各種のパラメータを設定しています。これ

は、単にモーメント値の大小のみで判断するのではなく、菊地・

山中(1997)の地震モーメントを用いて設定したパラメータに基づ

く経験的グリーン関数法による評価結果が観測記録と概ね整合す

る結果となることから選定しているものであり、妥当であると判

断しています。 

なお、申請者は、気象庁のデータについては、CMT 解の理論波形と

観測波形の一致が悪く、精度が悪いため、評価には用いないとし

ています。また、念のため、菊地・山中(1997)の地震モーメント

よりも大きい the Global CMT project による地震モーメントを用

いて地震動評価を行った結果、Ss-L と同等レベルであることを確

認しています。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 the Global CMT project による地震モーメントを用いた地震動評

価では、長周期側だけではなく短周期側でも大きくなるのではな

いか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【震源を特定せず策定する地震動評価について】 

 地震調査研究本部地震調査委員会の全国地震動予測地図では、川

内原発付近での今後30年以内の震度6弱以上の発生確率を6～26%

と推計している。また、川内原発付近での「陸域の予め震源断層

を特定しにくい地震の最大マグニチュード」を M7.1 としている。

これらの知見を基に、より大きい地震動を設定すべきである。 

 旧 JNES が行った震源を特定しにくい地震動の検討で、最大

1,340gal という計算結果が出ており、これを反映すべきである。 

 

 

 

 

 Ss-1 については、応答スペクトルに基づく地震動評価と断層モデ

ルに基づく地震動評価を行い、それらを包絡するように策定して

います。その結果、Ss-1 に対して短周期側は応答スペクトルによ

るものが、長周期側は理論的手法を併用した断層モデルによるも

のが支配的な影響であったことから、断層モデルのパラメータで

ある地震モーメントを見直した検討では、長周期側の影響を評価

し、Ss-L と同等レベルになっていることを確認しています。 

短周期側の影響については、1997 年 5 月 13 日 鹿児島県北西部地

震が２つの破壊領域を持つ地震であったことから、震源過程を詳

しく解析した菊地・山中(1997)の地震モーメントの値に信頼性が

あり、 the Global CMT project のように１つの震源を想定して求

めた地震モーメントの値で評価するのは適切ではないと考えま

す。 

 

 

 震源を特定せず策定する地震動は、震源と活断層を関連付けるこ

とが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍に

おける観測記録を収集・検討し、原子力発電所の敷地の地盤物性

に応じた応答スペクトルを設定して策定することを求めていま

す。 

評価に当たっては、上記のとおり、観測記録を収集し、評価する

ことを求めており、地震調査研究推進本部地震調査委員会の全国

地震動予測地図で示したような実際に発生した地震から求めてい

ない震度等については評価の対象としておりません。また、旧 JNES

が試算した地震動は、地震動評価の際に参照する基準地震動の超

過確率が、どの程度の大きさの超過確率になるか確認する目的で、
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

 「震源を特定せず策定する地震動」は、2004 年北海道留萌支庁南

部地震をベースに 620gal としているが、過小評価ではないか。 

 

 

 

 

 震源が特定できない地震はM6.5までは国内のどこでも発生すると

なっているが、M5.7 まで（2004 年北海道留萌支庁南部地震）しか

考慮していないのは過小評価ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 Mw6.5 に近い規模の地震動（2011 年長野県北部地震や 2003 年宮城

県北部地震など）の場合、地盤情報が少ないことが問題かと思わ

れるが、ボーリング・検層など実施して地盤情報も取得した上で、

評価に反映すべきである。 

 

厳しいパラメータを設定して評価した結果であり、試算した地震

動をそのまま震源を特定せず策定する地震動として用いるために

試算したものでないことから、今回の評価では検討の対象にして

いません。 

 

 2004 年北海道留萌支庁南部地震の知見を踏まえた地震動の評価に

当たっては、地上での観測波をそのまま地震動評価に用いるので

はなく、地上で観測された記録から、地下構造の影響を考慮する

ためのはぎとり解析を行い、減衰定数を安全側に設定する等によ

り、裕度をもって策定されていることを確認しています。 

 

 震源を特定せず策定する地震動は、震源と活断層を関連付けるこ

とが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍に

おける観測記録を収集・検討し、敷地の地盤物性に応じた応答ス

ペクトルを設定して策定することを求めています。そのうち、

Mw6.5 未満の地震については 2004 北海道留萌支庁南部地震につい

て評価しています。このように、地震ガイドでは、上記のような

地震の観測記録に基づいて評価することを求めており、単に仮想

的な Mw6.5 の地震動を評価することを求めているわけではありま

せん。 

 

 申請者は、震源を特定せず策定する地震動のうち Mw6.5 未満の地

震については、現時点の知見に基づいて５地震を選定し、そのう

ち、ボーリング調査等により地盤情報が得られ、解放基盤波が評

価できる 2004 年北海道留萌支庁南部地震の評価を行っています。

他の地震については地盤情報が不足していることや、観測結果そ
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 岩手・宮城内陸地震や鳥取県西部地震を検討対象としない根拠が、

「地質学的かつ地震学的背景が異なる」だけでは不十分ではない

か。 

 川内原子力発電所周辺では横ずれ型地震も発生しており、同じ横

ずれ型である鳥取県西部地震を反映させるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 過去に発生した地震規模が Mw6.5 以上の地震のうち、2011 年 4 月

11 日に発生した福島県浜通りの地震（Mw6.6）は、井戸沢断層及び

湯ノ岳断層に沿って正断層型の地震断層が出現したものであるの

で、これを検討対象とすべきである。 

 

 

のものに非線形情報が含まれている等、現時点では評価が不適切

なものになると認識しています。 

 

 申請者は、2008 年岩手・宮城内陸地震や 2000 年鳥取県西部地震に

ついては、地質学的・地震学的背景について比較検討し、活断層

や地表地震断層の出現要因の可能性として、活断層の成熟度、上

部の堆積構造、地質体の違い等があり、それらを個別に評価した

結果、検討対象としないとしたものです。 

具体的には、2000 年鳥取県西部地震については、花こう岩、流紋

岩等が広く分布し、横ずれ断層主体の地域であることに対し、川

内原子力発電所周辺は、堆積岩類等を基盤とした正断層主体の地

域であることから、地質・地質構造が異なると評価しています。 

また、2008 年岩手・宮城内陸地震については、火山岩、堆積岩が

厚く堆積し、褶曲・撓曲構造が発達し、地すべりが多数分布し、

ひずみ集中帯に位置する逆断層を主体とする地域で活断層のトレ

ースの認定が困難としていることに対し、川内原子力発電所周辺

は、火山岩の堆積層が薄く、褶曲・撓曲構造が認められず、地す

べりが少なく、正断層主体の地域で活断層のトレースが困難では

ないことから、地質・地質構造が異なると評価しています。 

 

 2011 年福島県浜通りの地震については、断層として知られていた

井戸沢断層及び湯ノ岳断層で発生したものです。仮に、湯ノ岳断

層と同規模の断層が敷地近傍に認められる場合には、規制基準に

基づく詳細な地質調査等を踏まえ、敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動として活動性評価を行います。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

【長周期地震動について】 

 Ss-L の策定に当たって南海トラフでの地震による地震動評価を行

っているが、強震動生成域の設定が川内原子力発電所に対して厳

しくなっておらず、東海領域の連動を考慮していないなど、過小

評価ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 基準地震動の年超過確率について、算出方法や信頼度、誤差等の

算定根拠を明示すべきである。 

 

 

 

 

 基準地震動（620gal）、クリフエッジ（1,000gal 以上）がどのよう

にして導きだされたのか、算出過程を公開してほしい。また、ど

の程度の揺れになるのか示して欲しい。 

 

 申請者は、緊急時対策所（免震重要棟）が免震構造のため、やや

長周期の地震応答が卓越することから、他の施設とは別に Ss-L を

定めています。策定に当たっては、長周期の地震動が卓越する可

能性がある震源や要因を抽出しています。具体的には、①長大な

断層、②M9 クラスのプレート間地震、③地震動の指向性（ディレ

クティビティー効果）を対象とした検討を行っています。このう

ち②については、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動評価

の際に検討したとおり、その発生位置から施設までの距離が十分

離れているため、敷地に対する影響は小さいと評価していますが、

琉球海溝北部から中部（Mw9.1）等の地震や免震構造の耐震設計に

用いられる建設省告示等を踏まえて、長周期側を卓越させた Ss-L

を設定しています。 

 

 

 基準地震動に対する超過確率については、審査書案ではその評価

結果を 10-4～10-5程度であると記載しておりますが、審査の過程に

おいては、モデルの設定、ロジックツリー、根拠となるデータ等

の具体的な評価手法等についても確認しており、規制委員会の HP

において資料等を公開しています。 

 

 基準地震動の具体的な策定方法については、原子力発電所の新規

制基準適合性に係る審査会合（平成 26 年 4 月 23 日など）におい

て申請者から検討結果の説明を受けており、規制委員会の HP にお

いて資料等を公開しております。なお、クリフエッジにつきまし

ては、申請及び審査の対象となっていません。また、耐震性評価
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

に用いる地震動の大きさの表し方は、震度ではなく、加速度(gal)

によって表示することとしています。 
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Ⅲ－１．２ 周辺斜面（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

【評価手法について】 

 「すべり安全率 1.2 以上」は「安全であるが少々不安」のレベルで

あり、安全側の評価と言えるのか。境界条件を様々に設定した上で

計算結果を明示すべきである。 

 

 

 

 周辺斜面のすべり安全率については、審査の過程において、評価対

象斜面として選定された斜面の動的解析結果を個々に確認し、前提

条件として、モビライズド面の評価や、個々の結果の導出に当たっ

て複数のすべり面を対象として検討していること等も確認してい

ます。なお、地盤ガイドでは、動的解析におけるすべり安全率が

1.2 以上であることを確認することを求めていますが、個々の評価

において十分な裕度があることを確認しています。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

【耐震重要度分類の方針】 

 分類方針だけでなく、分類結果も審査すべき。 

 

 

 

 

 「耐震重要度分類」の定義を記載すべき。 

 

 

 全ての施設の耐震重要度をＳクラスと分類すべき。 

 

 

 

 

 原子炉建屋の使用済燃料プール及び発電所内の使用済燃料中間貯

蔵施設並びにそれらの冷却機能を維持するために必要な設備は耐

震Ｓクラスでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 非常用ディーゼル発電機、ディーゼル発電機の燃料油タンクは高

い耐震性を確保している必要がある。 

 

【耐震重要度分類の方針】 

 耐震重要度分類の結果については、安全機能別に分類した施設を

耐震重要度に応じてクラス分類し、各施設を安全機能の役割別の

設備に区分していることを、申請書添付書類八の具体的な施設分

類に基づき確認しています。 

 

 「耐震重要度分類」については、解釈別記２の２項に定義してい

るため、審査書（案）には記載しておりません。 

 

 ご指摘のように全ての施設の耐震重要度をＳクラスに分類すると

いうことは、重要性が均質化されてしまい、特に重要な施設を確

実に守るとの観点では不利になるため、合理的でないと考えます。 

 

 

 使用済燃料ピット（川内原子力発電所の使用済燃料プール）につ

いては、耐震重要度分類上の設備の区分として主要設備に分類さ

れるものであり、Ｓクラスの施設の安全機能を直接担う設備とし

て、Ｓクラスの設計方針であることを確認しています。また、非

常時の水位を維持するため、使用済燃料ピット水補給設備につい

てもＳクラスの設計方針であることを確認しています。なお、使

用済燃料中間貯蔵施設については、川内原子力発電所に設置され

ていません。 

 

 非常用ディーゼル発電機、燃料油貯油そう及び燃料油貯蔵タンク

（川内原子力発電所の燃料油タンク）、燃料移送系等の非常用電源

設備については、耐震重要度分類上の設備の区分として補助設備
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 重大事故時に的確な判断をするには計測・制御系の健全性も必要

であり、それらの耐震重要度分類が考えられてもよいのではない

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 「設備の区分」「検討用地震動の設定」について解釈、ガイドに記

載がないが判断基準は何か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に分類されるものであり、Ｓクラスの施設の安全機能を補助する

役割を担う設備として、Ｓクラスの設計方針であることを確認し

ています。 

 

 計測・制御系の設備については、耐震重要度分類上の設備の区分

として補助設備に分類されるものであり、それらの設備のうちＳ

クラスの施設の安全機能を補助する役割を担う設備は、Ｓクラス

の設計方針であることを確認しています。重大事故等対処設備に

耐震重要度分類はありませんが、「Ⅳ-４．１５」において、重大

事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合において、当該パラメータを推定す

るために有効な情報を把握するための必要な設備及び手順等を整

備する方針であることを確認しています。 

 

 設備の区分については、既往の審査実績を踏まえ、安全機能別に

分類された施設のそれぞれに課せられる安全機能の役割を直接担

うものを主要設備、補助的な役割をもつものを補助設備、その設

備を支持する構造物を直接支持構造物、それらを間接的に支持す

る構築物を間接支持構造物と区分していることを確認していま

す。また、それらの設備のうちＳクラスの設備に接続又は隣接す

る耐震重要度が下位の設備であって、その設備の損傷がＳクラス

の設備の安全機能を損なうおそれが考えられる設備を、波及的影

響を検討すべき設備と区分していることを確認しています。間接

支持構造物、波及的影響を検討すべき設備に適用される検討用地

震動については、それぞれの設備が属する施設に安全上支障が無

いように、関連する主要設備、補助設備又は直接支持構造物に適
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

【弾性設計用地震動の設定方針】 

 ２．の要求事項について、「工学的判断に基づいて」の記載は解釈

に合わせるべき。 

 

 ２．（１）②について、旧耐震設計審査指針に基づき２号炉の基準

地震動Ｓ１が規定されているわけではないので「２号炉の」は削除

すべき。 

 

 弾性設計用地震動の設定方針の確認だけでなく、方針に基づき設

定した結果についても確認すべき。 

 

 

 

 

 

 弾性設計用地震動の年超過確率が 10-3～10-4となる根拠が記載さ

れていない。 

 

 

 

 

 

 

 

用する地震動としていることを確認しています。 

 

【弾性設計用地震動の設定方針】 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 弾性設計用地震動の設定結果については、申請書添付書類八の図

表を用いて、基準地震動との応答スペクトルの比率を 0.6 と設定

した弾性設計用地震動が、２号炉の基準地震動Ｓ１の応答スペクト

ルと比較して余裕をもたせたものとなっていること、また、弾性

設計用地震動の年超過確率が、供用状態Ｃの設計基準事象の発生

確率と同程度であることを確認しています。 

 

 弾性設計用地震動については、供用状態 Ds での評価に用いる基準

地震動に対し、安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率

に基づき設定した係数を乗じることにより、供用状態 Cs での評価

に用いる（弾性設計用の）地震動として設定していることを確認

しています。また、弾性設計用地震動の発生確率については、申

請書添付書類八の図表を用いて、基準地震動に対する一様ハザー

ドスペクトルから評価された年超過確率を踏まえ、構造強度評価

上の弾性限界で評価する供用状態 C（運転状態Ⅲ）での設計基準事

象の発生確率（10-2～10-4）の範囲内に入ることを確認しています。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 弾性設計用地震動の設定に関して、「工学的判断に基づいて」とし

ているが、科学的あるいは技術的根拠が必要ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地震応答解析による地震力と静的地震力の算定方針】 

 ３．（１）の要求事項について、「～に基づく地震動」は、「～に基

づく入力地震動」とすべき。 

 

 ３．（１）①の「地盤等の非線形性」の「等」は何を指すのか。 

 

 ３．（１）② Ｂクラスの施設の地震力の算定方針の 2行目「入力」：

「① Ｓクラスの施設の地震力の地震力の算定方針」と同様に「入

力地震動」のほうが適当ではないか。 

 

 ３．（１）②Ｂクラスの施設の地震力の算定方針で「Ｓクラスと同

様に～」とあるが、「建物・構築物との相互作用」等について記載

 

 規制基準では、弾性設計用地震動について、基準地震動との応答

スペクトルの比率の値を、工学的判断に基づいて設定することと

しています。工学的判断としては、原子炉施設の安全機能限界と

弾性限界に対する入力荷重の比率が0.5程度であるという知見と、

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（ 昭和 5 6 年 7 月

20 日原子力安全委員会決定、平成 13 年 3 月 29 日一部改訂）」（以

下「旧指針」という。）に基づく基準地震動Ｓ１が耐震設計上果た

してきた役割を踏まえ、余裕を持たせた比率の値を設定すること

としています。設置許可変更申請に係る審査では、規制基準の要

求に基づき設定された弾性設計用地震動の年超過確率が、弾性限

界により構造強度の評価をする供用状態 Cでの設計基準事象の発

生確率の範囲内に入ることを確認しています。 

 

【地震応答解析による地震力と静的地震力の算定方針】 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 「等」とは、建物・構築物のことです。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 Ｂクラス施設の地震力算定については、建物・構築物と地盤との

相互作用を考慮しない方針であることを確認しています。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

がないが、これらを考慮しないのか。 

 

 ３．の結論について、「施設、地盤等との相互作用」の「等」は何

を指すのか。 

 

 B クラスの地震力の算定で、弾性設計用地震動 Sd に 1/2 を乗じた

地震動を入力に用いるのはなぜか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＡクラスとＢクラス施設間の接続部における破断等、およびＢク

ラス施設の損傷によるＡクラス施設への影響が考慮されていな

い。 

 

 

 

 

 

 ３．（２）①の「標準層せん断力係数」は、「標準せん断力係数」

ではないか。 

 

 

 

 「等」については、指すものが特にありませんので、削除します。 

 

 

 規制基準では、静的地震力のうち水平地震力について、地震層せ

ん断力係数 Ci に、施設の耐震重要度分類に応じた係数（Ｓクラス：

3.0、Ｂクラス：1.5、Ｃクラス：1.0）を乗じて算定することを要

求しています。 

一方で、Ｓクラスの弾性範囲の設計においては、弾性設計用地震

動を動的地震力の算定に用いています。従って、Ｂクラスの耐震

設計のうち共振影響検討において弾性設計用地震動に乗じる係数

については、静的地震力の算定におけるＳクラスに対するＢクラ

スの比率と整合するよう 1/2 と設定されています。 

 

 Ｓクラスの施設（旧指針におけるＡsクラスの施設を含むＡクラス

の施設）については、耐震重要度分類の下位のクラス（Ｂクラス

及びＣクラス）に属する施設の波及的影響によって、その安全機

能を損なわないように設計する方針であることを確認していま

す。また、波及的影響の評価に当たっては、Ｓクラスの施設と下

位のクラスの施設との接続部における相互影響を考慮する方針で

あることを確認しています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 ３．（２）①の水平地震力の算定で、Ｓクラスは 3.0、Ｂクラスは

1.5、Ｃクラスは 1.0 の係数を乗じるとしたのはなぜか。 

 

 

 

 

【荷重の組合せと許容限界の設定方針】 

 ４．（１）②において、Ｓクラス,Ｂクラス,Ｃクラスについてまと

めて記載されているが,Ｂクラス,Ｃクラスについては、「弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力を組み合わせ」るのではな

く、「共振影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力を組み

合わせる」のであるから、その趣旨での記載の修正が必要。 

 

 

 Ｓクラスの建物・構築物について事故時荷重、設計用自然条件を

考慮しているが解釈、ガイドに記載がなく「適合している」との

判断は言い過ぎではないか。 

 

 「自然条件の荷重」と「設計用自然条件」との違いはあるのか。 

 

 

 Ｓクラスの建物・構築物の許容限界で「終局耐力」とあるが、終

局耐力時の変形をも許容してはならない。設置当時の余裕が基準

地震動の引き上げによって失われたからといって、耐震補強もせ

ず、後付けで終局耐力時の変形条件を付け加えている。「十分な変

形能力の余裕」「妥当な安全余裕」という表現での審査で耐震性が

 規制基準では、発電所のサイト特性によらず耐震重要度に応じた

一定の耐震性を確保するため、耐震重要度に応じた係数を乗じて

静的地震力を算定することを要求しています。また、耐震重要度

に応じた係数としては、旧指針に規定されていた値（Ｓクラス：

3.0、Ｂクラス：1.5、Ｃクラス：1.0）を引き続き要求しています。 

 

【荷重の組合せと許容限界の設定方針】 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 ご指摘の二つの用語の意味に違いはありません。 

 

 

 Ｓクラスの建物・構築物の許容限界については、建物・構築物が

構造物全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分

な余裕を有し、建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を

有するものとするとの方針を確認しています。具体的な許容限界

については、既往の工事計画認可の実績として、終局限界を用い
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

保証されるのか。 

 

 

 

 

 Ｓクラスの建物・構築物の許容限界について、「建築基準法等の安

全上適切と認められる規格及び基準による」としているが、建築

基準法準拠では耐震性が確保できないのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 地震と風水害との複合被害が想定されていない。 

 

 

 

 

 

 ４．（２）①において、許容限界を「破断延性限界に十分な余裕を

有し」としているが、耐震性を確保できるのか。 

 

 

 

ることはせず、Ｓクラスの建物・構築物に求められる間接支持機

能、遮蔽機能、耐漏えい機能が確実に保持できるよう終局限界か

ら余裕をもって設定されたもの（機能保持限界）を用いることと

しています。 

 

 Ｓクラスの建物・構築物の弾性設計用地震動による地震力又は静

的地震力に対する設計方針については、これらの地震力に対して

おおむね弾性状態に留まる範囲で耐えること、また、建築基準法

等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とすることを確認しています。これらの方針は、Ｓクラス

の建物・構築物について、建築基準法で一般建築に要求される地

震力の３倍の大きさの静的地震力に対し、建物・構築物の構造部

材に発生する応力を建築基準法等に規定される短期許容応力度以

下に抑え、耐震性を確保することを意味しています。 

 

 耐震設計における地震と自然現象との荷重組合せについては、自

然現象として積雪、風等の荷重と地震による荷重を組み合わせる

方針を確認しています。また、自然現象の組合せによる安全機能

に対する影響については、「Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ」にお

いて確認しています。 

 

 Ｓクラスの機器・配管系に適用される許容限界については、基準

地震動による地震力から求められる荷重で塑性ひずみが生じる場

合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に

十分な余裕を有し、その施設に要求される機能（容器、配管等の

バウンダリ機能とそれらの支持機能）に影響を及ぼさないように
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 ４．（２）②において、基準地震動以外の地震動による地震力又は

静的地震力との組合せに対して、「応答が全体的に概ね弾性状態に

留まる許容限界」としているが、確実に弾性状態に留まらなけれ

ばならないのではないか。 

 

 

 

 

 

 ４．（３）②において、津波による荷重と地震による荷重の組合せ

を「必要に応じて考慮する」としており「必要に応じて」とは何

か不明確である。 

 

 

 

 

 

【その他】 

 電気ではなく空気圧で動かす制御系装置や配管の耐震性 はチェ

ックしたのか。 

 

 

 

 

設計する方針を確認しています。 

 

 規制基準では、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力に

対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされることを

要求しています。「弾性範囲の設計」とは、施設を弾性体とみなし

て応力解析を行い、施設各部の応力を許容限界以下に留めること

をいいます。また、前述の「許容限界」は、必ずしも厳密な弾性

限界ではなく、局部的に弾性限界を超えている部位が存在しても

施設全体として剛性・強度を保持している場合はこれを容認し、

許容限界としています。 

 

 耐震設計における荷重組合せにおいては、基準地震動による地震

力と津波による荷重の組合せを必要に応じて考慮する方針である

ことを確認しています。「必要に応じて」と方針に記載しているの

は、基準地震動を策定する際に考慮した震源が活動した際に、津

波の波源として敷地に影響を及ぼさない、もしくは影響を及ぼす

としても基準地震動と同時に荷重として作用しない可能性が考え

られるためです。 

 

【その他】 

 計測・制御系の設備については、耐震重要度分類上の設備の区分

として補助設備に分類されるものであり、それらの設備のうちＳ

クラスの施設の安全機能を補助する役割を担う設備は、Ｓクラス

の設計方針であることを確認しています。また、配管系の設備に

ついては、耐震重要度分類に応じた設計方針であることを確認し

ています。 
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Ⅲ－１．３ 耐震設計方針（第４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 原発施設自体・原子炉自身の地震による揺れを観測する震度計な

どについて、柏崎刈羽で見られたような震度記録の上書き等の不

具合が起こらないよう適切に設置が行われているのか。 

 

 

 

 地震検知については、ある程度以上の地震が起こった場合に原子

炉を自動停止させるために、地震感知器を設置していること、ま

た、フェイルセーフ設備とし、地震以外のショックによって原子

炉をトリップさせないよう配慮していることを確認しています。

また、地震観測については、安全上特に重要な施設に対して、地

震観測網を適切に設置し、地震観測等により震動性状の把握を適

切に行うこと、地震観測を継続して実施するために、地震観測網

の適切な維持管理を行う方針であることを確認しています。 
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Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

【基礎地盤について】 

 原子炉施設などの重要な構造物を設置する地盤に将来活動する可

能性のある断層等が無いことをどのように確認しているのか。ま

た、基礎地盤が十分な安定性を有していること、地震による地殻

変動に伴う変形や敷地内地盤の変状による影響をどのように評価

しているのか。 

 

 

 

 

 

 

 「Ⅲ-1.1 基準地震動」の「1.地盤モデル」のうち「（1）解放基盤

表面の設定」において、「地質調査及び弾性波探査の結果、Ｐ波速

度が約 3.2km/s、Ｓ波速度が約 1.5km/s の岩盤が」と記載してい

るが、これは 1号炉のみに適用される値ではないか。 

 P32 の 3.の 1 行目は「地盤が変形した場合」ではないか。 

 

 原子炉建屋等が設置される地盤は、変動地形学的調査及び地表地

質調査のほか、熱水変質活動及び断層活動の前後関係に着目した

活動性評価手法に基づき、将来活動する可能性のある断層等の露

頭が無いことを確認しています。 

基礎地盤の安定性については、想定される地震動による地震力に

対して、動的解析により支持力を、地殻変動による傾斜に関する

解析により変形をそれぞれ評価するなどにより、当該地盤に設置

する耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの機器及び系統を支持する

建物並びに構築物の安全機能が重大な影響を受けないことを確認

しています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

ご意見の概要 考え方 

【評価方法について】 

 基準津波の評価に当たって、福島第一発電所における津波高さ等

の過去の事例や地震以外の要因による津波を踏まえると、現在の

評価では不十分ではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基準津波の策定に当たっては、南海トラフと琉球海溝までを波源

として評価すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ハワイ等の遠隔地で発生した津波による影響を評価しているの

か。 

 

 

 基準津波は施設ごとに、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波

源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地震活動性等

の地震学的知見から想定することを求めています。また、地震の

ほか、地すべり、斜面崩壊や火山の山体崩壊等地震以外の要因、

及びこれらの組合せによるものを複数選定し、不確かさを考慮し

て数値解析を実施して策定することを求めています。審査におい

ては、これらの評価の妥当性について確認しています。また、火

山現象に起因する津波についても評価しており、火山からの距離

及び地理的条件を踏まえ、火山事象に起因する基準津波を設定す

る必要はないとしており、その内容について確認しています。 

 

 申請者は、南海トラフから琉球海溝までの津波波源について検討

を行い、南海トラフと琉球海溝については大規模な固着域が存在

する可能性はあるものの、テクトニクス若しくは応力降下量等に

関する情報において、大規模な地震の記録がある沈み込み帯との

差異が認められることから連動させる必要はないと評価していま

す。また、申請者は琉球海溝の北部と中部についても連動させる

必要はないとの評価結果でしたが、不確実性を考慮し、連動させ

て評価しています。このように、津波波源の設定に当たっては、

敷地に最も影響のある津波波源を設定して評価していることを確

認しています。 

 

 基準津波の策定に当たっては、遠隔地で起きた地震による津波の

影響についても調査しています。このうち、1960 年のチリ地震に

伴う津波の影響が大きく、中甑で 1.65m と評価し、この結果も踏
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Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 近年研究が進んできた津波堆積物調査を実施しているのであれ

ば、その結果を審査書に記載すべきである。 

 

 

 

 基準津波による津波防護方針の妥当性を具体的な数値解析によっ

て評価すべきである。 

 

 

まえて評価されていることを確認しています。 

 

 申請者は、既往津波による被害状況等についての文献調査等の結

果、発電所周辺の沿岸域に顕著な影響を及ぼした被害津波は無い

と評価していますが、今後、津波堆積物調査を通じて知見の拡充

に努めるとしています。 

 

 基本設計では、基準津波の策定を行い、津波防護設計に用いる入

力津波についての設計方針を審査しています。具体的な数値につ

いては、今後の詳細設計において確認し、津波防護対策の妥当性

を確認していくことになります。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

【防護対象施設の選定方針】 

 １．の「防護対象施設」は、規則等に記載がない用語なので定義が

必要ではないか。 

 

 １．に記載の要求は「解釈別記３」ではなく「規則」である。 

 

 

 

 安全重要度分類指針は津波の分類を目的とした指針ではないので、

安全重要度分類を「踏まえ」ではなく「参考にして」等と適正化す

べき。 

 

 １．の「クラス１」との記載が唐突であり、「安全重要度分類にお

けるクラス１」等と適正化すべき。 

 

【基本事項】 

 ２．（１）の「人工構造物」の用語記載がガイドと異なる。 

 

 

 ２．（１）の「海水ポンプ」「海水ポンプ以外の防護対象施設」は審

査対象としているのか。 

 

 

 

 

【防護対象施設の選定方針】 

 「防護対象施設」については、「防護対象とする施設」と記載を適

正化します。 

 

 解釈別記３では、規則の要求事項に対する具体的な方針を記載し

ているため、規則と同様の要求をしているものとみなしました。

したがって、審査書（案）は原案のとおりとします。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

【基本事項】 

 御意見を踏まえ、「人工構造物」に統一します。したがって、審

査書（案）は原案のとおりとします。 

 

 御指摘の点については、耐震重要度分類におけるＳクラス施設

と、安全重要度分類におけるクラス１及びクラス２に属する構築

物、系統及び機器を防護対象として選定していることを確認して

います。ここでは、海水ポンプが EL.5m 盤に設置された主な設備

であること、また、海水ポンプ以外の主な設備を内包する建屋及

び区画が EL.13m に位置していることを確認しています。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 ２．（２）に記載の要求は解釈別記３ではなくガイドである。 

 

 

 ２．（２）②e.で河川の堤防が崩壊しても影響はないとしているが、

図示も説明もなく影響がないと断定できないのではないか。 

 

 

 

 ２．（３）に記載の要求は解釈別記３ではなくガイドである。 

 

 

 海面振動の励起に関する評価は、実施済みなのか。それとも実施予

定なのか。 

 

 

 

 ２．（４）に記載の要求は解釈別記３ではなくガイドである。 

 

 

 ２．（４）の「津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉

補機冷却海水系の評価」は、「解釈」「ガイド」等に規定されている

わけではない。 

 

 ガイドの「強震動に伴う敷地地盤の沈下の考慮」について記載がな

いが審査したのか。 

 

 御指摘の点については、解釈別記３第３項１号②及び第３項５号

②において要求しており、審査書（案）は原案のとおりとします。 

 

 河川の存在が遡上経路に及ぼす影響については、基準津波による

遡上解析結果に基づき、川内川における津波の遡上状況から、河

川周辺の浸水域を経由して遡上波が敷地に回り込まないことを確

認しています。 

 

 御指摘の点については、解釈別記３第３項５号②において要求し

ており、審査書（案）は原案のとおりとします。 

 

 海面振動の励起に関する評価については、耐津波設計の基本方針

を確認する際に、当該評価の結果を申請書添付書類八で確認して

います。また、工事計画認可申請に係る審査においても当該評価

の結果を確認します。 

 

 御指摘の点については、解釈別記３第３項７号において要求して

おり、審査書（案）は原案のとおりとします。 

 

 御指摘の点については、解釈別記３第３項７号において要求して

おり、審査書（案）は原案のとおりとします。 

 

 

 遡上域及び浸水域を評価する際の強震動に伴う敷地地盤の沈下

の考慮については、P.38（２）「基準津波による敷地周辺の遡上
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

 

 ２．（４）の「高潮等」の「等」は何を指すのか。 

 

 

 

 再現期間 100 年の高潮を算定しているが、至近 40 年で高潮をもた

らす台風が「阿久根」に上陸しておらず、「阿久根」を基準にして

も意味がないのではないか。台風による高潮の状況を沖縄周辺など

広く調査し設定すべき。今、発生している 915hPa の台風が直撃し

ても水没しない設計とすべき。 

 

【津波防護の方針】 

 ３．（１）において、「明示する」とあるが、ガイドの「網羅する」

ことについて審査したのか。 

 

 

 

 ３．（２）において、「重要な安全機能を有する施設」とあるが、解

釈の規定では「Sクラスに属する設備」である。 

 

 

域及び浸水域」で考慮することを確認しています。また、津波防

護施設及び浸水防止設備並びに原子炉補機冷却海水系の設備は、

耐震 Sクラスの施設であり、第３条に係る審査において基準地震

動による地震力に対する支持性能が確保されていることを確認

しています。 

 

 御指摘の点については、地球温暖化による影響を否定できないた

め「等」としていますが、潮汐による潮位変動に含めて評価され

ています。 

 

 高潮による潮位変動については、敷地周辺での高潮の発生履歴及

びその状況並びに敷地の汀線方向を考慮して、敷地における高潮

の発生可能性を検討した上で、再現期間１００年の高潮を算定

し、基準津波との重畳を考慮する方針を確認しています。 

 

 

【津波防護の方針】 

 敷地に応じた津波防護の概要については、津波ガイドに記載され

た「網羅する」との観点を踏まえ、外郭防護の位置及び浸水想定

範囲の設定、内郭防護の位置、浸水防護重点化範囲の設定等を確

認しています。 

 

 防護対象とする施設については、耐震 Sクラスの施設及び安全重

要度分類におけるクラス１及びクラス２の構築物、系統及び機器

とし、「重要な安全機能を有する施設」としています。 

 



 

45 
 

Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 ３．（２）①a.～d.は既設に限っているようだが、新設についての

設計方針は審査対象外か。 

 

 

 

 ３．（２）の「遡上高さは最高で約６ｍとなる。津波が到達する可

能性のある海水ポンプエリア（海抜５ｍ）に防護壁を設置する方針

で、新基準に適合している。」では不十分である。 

 

 

 

 

 ３．（３）の要求は「施設への影響防止」ではなく「機能への影響

防止」ではないか。 

 

 

 貫通部の止水処置で、浸水そのものによる電源・制御系配線のショ

ート、システムダウンが考慮されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 要求事項に対して必要な施設（経過措置があるものを除く。）に

ついては、基本設計ないし基本的設計条件の審査対象としていま

す。なお、今回、審査した対象は、既に設置済みのものと認識し

ています。 

 

 防護壁については、基準津波による海水ポンプエリア周辺の遡上

高さが海抜 6m（浸水深で 1m 程度）であることから、津波の流入

を防止するため、当該エリアを取り囲むよう海抜 15m の高さの津

波防護施設として設置する方針を確認しています。また、津波防

護施設については、設置位置における入力津波に対して津波防護

機能が十分に保持できるよう設計する方針を確認しています。 

 

 御指摘の「機能への影響防止」については、機能を有する施設や

設備を対象に設計方針の設定を行っているため、「施設への影響

防止」としています。 

 

 重要な安全機能を有する施設の耐津波設計については、設置され

る区画及び建屋に津波が浸入しないよう可能な限り対策を施し、

当該施設を浸水域から隔離し、津波による影響を防止する方針で

あること確認しています。また、対策を施しても漏水する可能性

を考慮し、当該施設が設置された区画への浸水量を算定し、重要

な安全機能への影響を検討する方針であることを確認していま

す。 

御指摘の電源、制御系統の設備については、重要な安全機能を有

する施設に関連するものが検討対象として考慮されることとな

ります。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 浸水防止対策の「水密扉」の閉止は遠隔自動で操作ができるもので

はければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．（４）の要求は「重要な安全機能を有する設備」ではなく、「S

クラスに属する設備」ではないか。 

 

 

 地震後の地下水の流入について、湧水サンプポンプが耐震性を有す

るとしているが、電源喪失時にも運転可能なのか。また、津波やガ

レキの流入による機能喪失を考えるべきである。 

 

 

 

 

 ３．（５）の要求は「施設への影響防止」ではなく「機能への影響

防止」ではないか。 

 

 

 

 規制基準では、水密扉の配置、通常時及び避難時の人員の動線等、

各発電所さらには各号機ごとの特性を考慮し、より柔軟な対応を

可能とするため、水密扉を遠隔自動操作とする等の具体的な仕様

までは要求していません。 

川内原子力発電所１，２号機に浸水防止設備として設置される水

密扉については、中央制御室から開閉状態を監視可能な設計とし

た上で、開放後の確実な閉止操作等（津波警報発令時の閉止確認、

操作を含む。）の手順を整備し、津波来襲時に閉止された状態を

保持する方針であることを確認しています。 

 

 防護対象とする施設については、耐震 Sクラスの施設及び安全重

要度分類におけるクラス１及びクラス２の構築物、系統及び機器

とし、「重要な安全機能を有する施設」としました。 

 

 地震により外部電源喪失に至った場合には、湧水サンプポンプ、

湧水サンプポンプ電源及び排出ラインは耐震性を有しているた

め、地震時においても機能が保持できることを確認しています。

なお、湧水サンプピットは、内郭防護における浸水防護重点化範

囲にあり、浸水防護重点化範囲は津波による影響から隔離する方

針であることを確認しています。 

 

 御指摘の「機能への影響防止」については、機能を有する施設や

設備を対象に設計方針の設定を行っているため、「施設への影響

防止」としています。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 引き波による海水ポンプ吞口の露出を想定し、その影響を評価すべ

き。 

 

 

 

 水位低下時の海水ポンプの継続運転のために貯留堰を設置すると

しているが、水面上昇時の海水の流入（水位の回復）が遅れてしま

うことも考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 循環水ポンプの運用として、大津波警報発令時に循環水ポンプを停

止するとしているが、警報の遅れ、ポンプ停止の失敗、誤操作の可

能性があり、「運用を整備する」というやり方では津波対策と言え

ないのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 津波時の海水ポンプの機能確保の観点から、津波荷重による海水ポ

ンプの本体、取り付けボルト部の照査が必要ではないか。また、津

波繰り返し作用による疲労を考慮する必要があるのではないか。 

 基準津波による水位低下時においては、取水ピット内の水位が海

水ポンプの取水可能水位を下回らないよう貯留堰を設置し、海水

ポンプの機能を保持できる設計方針であることを確認していま

す。 

 

 基準津波の襲来時の取水口付近及び取水ピットにおける水位変

化については、貯留堰の有る場合と無い場合の管路解析結果を比

較することで貯留堰の影響を確認しています。貯留堰の設置によ

り取水口付近の水位回復にわずかな遅れが生じていますが、取水

ピットではその傾向がほとんど見られないことを確認していま

す。 

 

 設置許可変更申請に係る審査においては、大津波警報発令時に循

環水ポンプを停止して、海水ポンプの取水量を確保する運用とす

ること等により、水位変動に伴う取水性低下に対して海水ポンプ

の機能を保持できるよう設計する方針であることを確認してい

ます。また、循環水ポンプの停止（プラント停止）操作に関して、

申請者は、ヒューマンエラーの防止を行うため、①大津波警報を

確実に受信するため受信手段の多様化を図る、②受信した大津波

警報を確実に認識するため運転員に報知する仕組みを設ける、③

大津波警報を認識した運転員が確実に循環水ポンプの停止（プラ

ント停止）操作を行えるよう教育を実施するとしています。 

 

 基準津波により海水ピット内の海水ポンプに作用する波圧等の

荷重が、ポンプ本体及び支持構造に及ぼす影響については、工事

計画認可に係る審査において確認します。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 ３．（５）の「大津波警報時」は「大津波警報発令時」が適当では

ないか。 

 

 ３．（５）において、「構造である」ではなく「構造とする」と記載

しているのは、「使用している」海水ポンプについて今後そのよう

な構造に改造するという意味か。 

 

 ３．（５）において、「ポンプ軸受に混入したとしても」としている

が、砂がポンプ軸受部に混入しないようにストレーナをラインのし

かるべき箇所に設けてラインに混入した砂を除去しているのでは

ないのか。「ラインに混入したとしても」という記載なら意味が通

じる。 

 

 ３．（５）において、「1mm」は、海水ポンプの軸受循環水ラインス

トレーナの網目径の寸法のことか。また、「4.5mm」は異物逃がし溝

の深さの寸法のことか。 

 

 

 ３．（５）の「逃がし溝からも排出され」の「も」は不要ではない

か。また、主語が必要である。 

 

 ３．（５）の「大きな粒径」とポンプの機能との関係が不明である。 

 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 海水ポンプについては、既設の設備ですが、設置許可変更申請に

係る審査において「構造とする」設計方針であることを確認して

います。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 

 御指摘のとおり、約１ｍｍという数値は、上部軸受循環水ライン

のストレーナの網目径の寸法です。また、約 4.5mm という数値は、

下部軸受の異物逃がし溝の深さの寸法です。御意見を踏まえて修

正します。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 津波の二次的な影響のうち漂流物の評価に関し、ガイド（4.5.2(3)）

にある取水スクリーンが漂流物となる可能性は審査したのか。 

 

 

 

 津波の二次的な影響のうち漂流物の評価に関し、漂流物の大きさ等

の記載が不足しており、「取水性への影響が無い」とした根拠が欠

如している。 

 

 

 

 

 津波の二次的な影響のうち漂流物の評価に関し、漂流物荷重とし

て、漁船ではなく、付近を航行する船舶のうち最大の船舶を考慮す

べき。また、燃料輸送船を漂流しないとする根拠が不十分である。 

 

 

 

 

 ガイドにある陸上斜面崩壊による土砂移動・堆積及び漂流物に対す

る要件については審査したのか。 

 

 

 津波の繰り返し襲来によって土砂や瓦礫が海水ポンプへ流入する

ことを考慮して、海水ポンプへの影響を評価すべき。 また、海水

ポンプの機能が喪失した場合の代替手段等の対策を実施すべき。 

 バースクリーン及びロータリースクリーンについては、基準津波

の流速により当該設備の上流側と下流側に生じる水位差が設備

仕様の範囲内であるため、損傷することはなく漂流物とならない

ことを確認しています。 

 

 基準津波によって生じる可能性のある漂流物については、敷地の

港湾内及び遡上域における流速及び浸水深並びに漂流物となる

可能性のあるものの形状、重量を考慮した上で特定しています。

さらに、特定した漂流物が取水性に与える影響の評価に当たって

は、基準津波による取水口付近の水位と取水口の形状を考慮して

いることを確認しています。 

 

 漂流物となる可能性のあるものの抽出に当たっては、発電所周辺

において航行中、停泊中の船舶について、津波警報発令後の退避

措置の実効性並びに基準津波襲来時の発電所周辺の海流速及び

流れの方向の経時変化を踏まえて、漂流の可能性を検討してお

り、燃料輸送船等の大型船舶が取水性に影響を及ぼさないことを

確認しています。 

 

 御指摘の点については、敷地北側盛土の崩壊に伴う土砂移動・堆

積及び漂流物に対して、取水口、取水路及び取水ピットの通水性

が確保できる設計とする方針を確認しています。 

 

 基準津波の襲来時には、取水路及び取水ピットにおける流速が小

さいため砂の流入も浮遊砂程度であること、また、引き波時であ

っても取水路は満管状態であり浮遊した瓦礫が取水口から流入
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

【施設又は設備の設計方針及び条件】 

 津波防護施設、浸水防止設備等の構造、仕様、強度及び設置状況な

ど具体的な説明が一切無い。 

 

 

 ガイド（5.1(2)）にある津波による荷重の設定の考え方について審

査したのか。浸水防止設備についても同じ。 

 

 

 

 ４．（２）において、事業者が「浸水想定範囲等」としている「等」

は何を指しているか審査したのか。 

 

 

 浸水防止対策の「水密扉」は、実証試験がなされておらず無条件に

信頼してよいものではない。 

 

 

 地震時及び地震後に津波監視設備の電源が確保されているのか。 

 

 

しにくいことから、海水ポンプへの影響がないことを確認してい

ます。なお、仮に最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失し

た場合においては、重大事故等への対処としての同機能を有する

設備による対策を講じることを確認しています。 

 

【施設又は設備の設計方針及び条件】 

 設置許可変更申請に係る審査においては、津波防護施設や浸水防

止設備等について、入力津波に対してそれぞれの機能が十分に保

持できるよう設計する方針を確認しています。 

 

 設置許可変更申請に係る審査においては、津波ガイドを踏まえ、

入力津波に対して津波防護機能が十分に保持できるよう設計す

る方針並びに荷重の組合せ及び許容限界の設定の考え方を確認

しています。また、浸水防止設備についても同様です。 

 

 御指摘の「等」については、外郭防護１及び内郭防護に係る設計

方針を設定する上で考慮した浸水範囲のことであり、これらの範

囲について確認しています。 

 

 設置許可変更申請に係る審査においては、浸水防止設備である水

密扉について、入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持でき

るよう設計する方針を確認しています。 

 

 津波監視設備及びその電源設備については、耐震 Sクラスの設計

方針であることを確認しています。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 余震による荷重に関し、ガイド（5.4.1）にあるサイトの地学的背

景を踏まえた検討について審査したのか。 

 

 

 

 

 

 津波による瓦礫の漂流や油の流出から火災が発生することを考慮

して、火災対策を実施すべき。 

 設置許可変更申請に係る審査においては、耐津波設計において余

震荷重を考慮する方針であることを確認しています。なお、荷重

組合せにおける余震による荷重の設定については、サイトの地学

的背景を踏まえた検討を含め、その他自然現象による荷重の設定

及び組合せとの整合性に配慮する必要があるため、工事計画認可

申請に係る審査において確認します。 

 

 基準津波の襲来時には、遡上範囲内にある油倉庫の保管物、航行

不能となった漁船の燃料等が流失し火災発生源となる可能性が

考えられますが、遡上範囲の浸水する時間が限られていることも

踏まえると火災の発生箇所は限定されるものと考えます。また、

遡上範囲内の防護対象設備である海水ポンプは、津波防護壁に周

囲を取り囲まれていることに加え、さらに外側を高さ３ｍ（標高

８ｍ）、幅１０ｍ程度の防護堤により取り囲まれ離隔距離があり

ます。このため、海水ポンプは、基準津波が襲来することにより

発生火災の影響を受けないものと考えます。なお、原子炉施設で

発生する火災に対しては、火災防護対策を実施するために必要な

手順、機器及び体制等を定める火災防護計画を策定することとし

ています。 
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Ⅲ－４ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.53 の「3-4 外部からの衝撃による損傷の防止(第 6条関係)」の

1行目「組合せも含む」：第 6条には規定されていない。 

 設置許可基準規則解釈第６条第３項に、設計上の考慮を要する自

然現象又はその組み合わせに遭遇した場合において、自然事象そ

のものがもたらす環境条件及びその結果として施設で生じ得る環

境条件において、その設備が有する安全機能が達成されることが

規定されています。 
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Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.54 の「3-4.1 外部事象の抽出」：「外部事象」の定義が必要。 

 

 

 

 p.54 の１.の 3行目「自然現象を関連して」：文章になっていない。

「自然事象に加えて,」という趣旨か。 

 

 p.54 の１.の 3行目「関連して発生する可能性がある自然現象」：

「解釈」の規定では「自然事象そのものがもたらす環境条件及び

その結果として施設で生じ得る環境条件」としており「自然現象」

とは称していない。審査書での用語の定義が必要。 

 

 

 自然現象である太陽活動に起因する大規模な電磁障害による電源

喪失の指摘が一部にある．人類の電気・電子文明はたかだか百数

十年の経験しかなく，近い将来生ずる可能性を否定できず，検討

が必要である。隕石の落下なども，2013 年のロシアでの事例など

を見ると，杞憂として無視はできない．確率が低いという理由の

みで対策を放棄し，被害の大きさの見積もりや対応策を無視した

結果は，先の大震災で見たとおりである。また、悪意を持った人

為的な事象、たとえば、原子炉建屋に直接航空機の墜落、テロや

戦争、ミサイル等の武力攻撃などの事象や送電線の切断の検討は

なされていません。また、これ以外にもこの申請書に記載されて

いない想定外のリスクがある可能性を否定することは科学的に不

可能です。原子炉建屋に直接航空機が墜落した場合について、確

率が低くても可能性があれば考慮が必要と考えます。 

 Ⅲ－４．１の柱書きにより、「外部事象」とは原子炉施設に影響を

及ぼし得る自然現象及び人為事象であることが明らかなことか

ら、原案のとおりとします。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 Ⅲ-4.1の1.において、自然現象の抽出についての考え方を記載し、

また、Ⅲ-4.2.1～Ⅲ-4.2.4 において、自然事象そのものがもたら

す環境条件及びその結果として施設で生じ得る環境条件におい

て、その設備が有する安全機能が達成されることを記載している

ため、原案のとおりとします。 

 
 その発生確率が十分小さい事象については、これを想定し対策を

実施することを要求していません。しかしながら、そのような事

象に対しても、その影響が大きいと考えられるものに対しては、

大規模損壊（大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊)が

発生した場合における体制の整備を要求しており、消火活動の実

施や、炉心や格納容器の損傷を緩和するための対策を求めていま

す。武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護

法に基づき、必要な対策を講じることとしています。 
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Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 テロに関して。審査書案では、テロ集団が小型船舶を使い、川内

原子力発電所の排水口に近づき 小型爆弾を仕掛けることを防ぐ

ことは出来ない。よって、原子炉の再稼働は出来ない。 

 

 テロに関して、テロ集団が 川内川河川敷からエンジン付きパラ

グライダーにて 川内原子力発電所敷地上空に侵入し 上空から

小型爆弾を投下することを防ぐことは不可能である。よって 再

稼働は認められません。 

 

 原子炉設置場所および周辺の土壌を調べ、そこに生存する微生物

がどのような微生物で、いかなる特徴を持っているか全く調べて

いない。原子炉設置場所周辺の水圏を調べ、そこに生存する生物

がどのような生物で、いかなる特徴を持っているか全く調べてい

ない。また、事故が起きた場合、海洋や陸地における生物多様性

にどのような影響を与えるかと言った視点がまったくない。 

 

 例えば、Ｈ２ロケットや航空機が制御不能となり、飛び込んだ場

合を想定した強度を保証できるのか説明が不足しています。 

 

 同上 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 設置変更許可に係る審査においては、新規制基準への適合性につ

いて確認しています。なお、御指摘の生物圏を含む環境の防護に

ついては、国際的な動向を踏まえつつ、今後検討されるべきもの

と考えます。 

 

 

 

 設置許可基準規則解釈第 6条第 8項において、航空機の落下につ

いての評価は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価

について」に基づき、防護設計の要否について確認する旨規定さ

れています。当該手法においては、最近の２０年間において国内

で発生した事故事例を対象とすることとしています。 
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Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 太陽活動（太陽フレア、CME)による磁気嵐、ならびに大気圏外核

爆発による EMP は考慮されているのでしょうか？磁気嵐の場合、

送電線網より過大な誘導電流が流入し、所内の変電設備の損壊、

ならびに広域停電による外部電源喪失が発生する可能性があると

思われる。 

通信機器及び電子機器も損傷する可能性が高いと思われる。外

部電源喪失時の所内電源の燃料の輸送手段として、タンクローリ

の記載が、審査書全体に散見されますが、輸送用車両もエンジン

制御等で電子回路を使用している認識です。タンクローリの耐電

磁強度についても、安全性を診断すべきと思われる。 

 

 p.56 の 5 行目「又は設計上考慮する必要はないとする設計方針を 

策定している」：なにに対する設計方針なのか示されていない。「お

よび設計上考慮する必要はない人為事象に対する設計方針」とい

う趣旨か。 

 

 太陽活動に起因する大規模な電磁障害（太陽フレア）については、

磁気嵐により誘導電流が発生する可能性があるが、日本では、磁

気緯度、大地抵抗率の条件から地磁気変動が影響を及ぼす可能性

は極めて小さく、その影響は欧米に比べて無視しうる程度である

ため除外するとしていることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 人為事象について、設計上考慮すべきものと設計上考慮する必要

はないものに区分して設計方針を策定するとの意図です。 
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Ⅲ－４．２．１竜巻に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 「九電は、竜巻に対する防護設計のため、国内で過去に発生した

最大の竜巻にさらに余裕を持たせた最大風速１００ｍを設定。竜

巻による飛来物となり得るものを固定するなどの対策を講じ、施

設の安全機能が損なわれないことを確認した。」とあるが、想定外

の竜巻への対応策が不十分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 海外では風速 200km／時以上の竜巻が現実に発生しており、現行の

設定では安全係数が十分とは言えない。なぜなら、最近の気候変

動は著しいものがあり、過去に日本で発生していないからといっ

て、今後もそうである保証は全くない。現に、最近は気象条件が

以前の例が当てはまらないものが多々観測されている。現行では、

安全係数に余裕が無さすぎる。200km／時まで想定すべきと考え

る。 

 

 ３ー４・２・１竜巻 ｐ５６ 台風（竜巻）の影響でついでに気

になることは，吹き付ける風には結構耐えられる。しかし，こわ

いのは反対側である。風速８０ｍという沖永良部台風を経験した

が，吹き付ける風にはサッシ窓は耐えた。しかし，風下側のサッ

シは弓なりに曲がって吸い出されようとした。寸前で台風の目に

 原子力発電所の設計上想定される竜巻に対する防護設計を行うた

め、当該竜巻検討地域においては、Ｆ３の竜巻はこれまで発生し

たことは確認されておりませんが、竜巻ガイドに基づき、設計竜

巻の最大風速（92m/s）にさらに余裕を持たせた竜巻（最大風速

100m/s）を想定しています。設計竜巻の設定にあたっては、①国

内において過去に発生した竜巻の最大風速（F3： 70m/s～92m/s）

と②竜巻検討地域において過去に発生した竜巻の規模や発生頻

度、最大風速の年超過確率等を考慮し竜巻最大風速のハザード曲

線による最大風速（75.4m/s）を比較し最も大きな値として 92m/s

を基準竜巻として設定していること確認しています。この基準竜

巻の設定については、データの信頼性を考慮し設計基準として保

守的な値を設定していると判断しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 竜巻ガイドにおいて、竜巻による評価対象施設内外の気圧差によ

る荷重についても考慮することとされており、審査の段階でもそ

の旨確認しています。 

 

 



 

57 
 

Ⅲ－４．２．１竜巻に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

入ってまぬがれたが，たぶん真空状態が形成されるのだろう。気

圧差による荷重にこのことについて考慮され，実験などが行われ

て対策が取られていないように思う。 

 

 竜巻飛来物について、一時保管物（たとえば工事資材）の全てを

想定し、必要な措置をとるとの考え方は、非現実的ではないか？ 

一時保管物が、必ず、発電所内の規則を遵守して仮置きされると

の想定は、非安全側の想定であり、本来的には、飛来物による衝

撃荷重が加わらない状態での竜巻荷重に対する耐力に十分な余裕

が無い建物等を評価しておき、その周囲に一時保管物を仮置きし

ないといった運用とすべきと考える。また、飛来物を想定できる

としているが、形状や重量、材質は、どのような方法で想定でき

るのか？ たとえば、竜巻による建物等の破損を防止する設計と

していると言うなら、飛来物は、発電所外から到達することにな

る。発電所外に対して、飛来物化しやすい物体に関する固縛等の

管理を行うことは不可能であろうし、発電所外に何が存在するか

を想定してしまうこと自体、非現実的で非安全側の思想であり、

不適切な設計思想であろう。飛来物に関しては、そのものの姿を

想定するのではなく、まず、破壊を防ぎたい建物等に備えさせる

べき安全余裕を工学的判断に基づいて設定することが必要ではな

いのか。その上で、その安全余裕が確保できるように、破壊を防

ぎたい建物等の周囲に遮蔽物を設置し、その遮蔽物が破壊される

ことによる一次的衝撃エネルギーの低減効果（設計竜巻風速で吹

き上げられる、高強度材質で作られた一般的な構造物あたりを想

定することになるのだろう）と、設置（構造設計）段階での遮蔽

物の破壊モード制御により飛来物化する遮蔽物の形状を限定して

 

 

 

 

 竜巻ガイドに基づき、竜巻による飛来物については、代表飛来物

として鋼製材を選定し、運動エネルギーや貫通力が代表飛来物よ

り大きくなる飛来物については、固定や固縛、または、必要な離

隔を確保するように退避させ、飛来物とならないように管理を行

う手順等を予め整備し、的確に実施するとしていることを確認し

ています。また、その他の飛来物によって防護する機器等の安全

機能が損なわれることがないよう、建屋又は防護ネット等により

衝突時の衝撃荷重に耐える設計とすることを確認しています。ま

た、竜巻ガイドを踏まえ、敷地外から飛来してくる飛来物につい

ては、代表飛来物の運動エネルギーや貫通力に包含されているこ

とや、十分な離隔が確保されていることが考慮されているものと

考えます。 
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Ⅲ－４．２．１竜巻に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

しまい、その飛来物化した遮蔽物が持つ二次的衝撃エネルギーを、

建物等が耐えうる水準まで低減させる対策を講じる、との思想を

とる方が、余程に現実的で安全側の設計思想と考える。 

 

 p.56 の「Roman3-4.2.1 竜巻に対する設計方針」の 4行目「1.竜巻

に対する・・」：10 行目の「1.設計対象施設を抽出するための方針」

と項目名を合わせるべき。 

 

 p.57 の 3 行目「竜巻ガイドを踏まえたもの」：「ガイド」では耐震

Sクラス施設を竜巻防護施設にすると規定しているが、申請者はク

ラス 1,2 の施設としており、両者は整合していない。 

 

 

 p.57(2)の 5 行目「竜巻ガイドを踏まえたもの」：「ガイド」では「波

及的影響」と規定され、申請者は「影響」としているが、違いは

なにか。 

 

 p.57(2)の次の段落の 1 行目「竜巻防護施設を内包する建屋」：

(1),(2)に該当せず,倒壊等によっても竜巻防護施設に影響を及ぼ

し得ない当該建屋を設計対象施設に抽出するのは安全上の意味が

ないと思われるが,その妥当性についてはどのように審査したの

か。 

 

 p.57 の 1.の最終段落の 2行目「竜巻ガイドに・・加え」：「ガイド」

を踏まえただけでは安全上不十分であるということなのか。 

 

 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 竜巻から防護する施設として、設置許可基準第６条に基づき、竜

巻ガイドで示す耐震重要度分類 Sクラスを包含する安全重要度分

類クラス１、２、３の設備等を対象としていることを確認してい

ます。 

 

 「竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設」として一般的な表現と

したものであり、竜巻ガイドにある「竜巻防護施設に波及的影響

を及ぼし得る施設」と同意です。 

 

 竜巻防護施設を内包する建屋は、(1)で抽出された竜巻防護施設の

安全機能を損なわれないようにするために必要となる外殻となる

施設であることから、設計対象施設として抽出し竜巻による影響

評価を行うことを確認しています。 

 

 

 竜巻ガイドは、設置許可段階において確認する具体的内容を例示

し、審査に活用することを目的としています。審査においては、

設置許可基準第６条に基づき、安全施設が想定される竜巻が発生
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Ⅲ－４．２．１竜巻に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 p.57 の 2.の 4 行目「竜巻検討地域」：「ガイド」では「類似の地域」

だけでなく「立地地域」も設定の候補と規定しているが,記載が漏

れているのでは。 

 

 p.57 の 2.(1)の 1 行目「本発電所が立地する地域と気象条件の類

似性の観点」：日本語としておかしい。「・・地域の気象条件との・・」

の意か。 

 

 

 P60 3-4-2.1 ３）竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設 倒壊

等により竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設については、設計

荷重による影響を受ける場合においても竜巻防護施設に影響を与

えないように、固定等の防護対策を講じる方針としている。規制

委員会は、申請者の設計が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、

設計荷重によって生じる影響を考慮し、必要に応じて竜巻防護施

設及び竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設に対して防護対策を

講じることにより、竜巻防護施設の安全機能が損なわれない方針

としていることを確認した。とあるが、考慮した、や、方針を確

認したではなく、具体的な内容を説明するなどを明記しないとそ

れが本当に反映されるかが判断できないので、パブコメの意味を

なさない。 

 

した場合においても安全機能を損なわれないことを確認するた

め、申請者の申請内容に対し、必要に応じてガイドに加えて確認

しています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 竜巻ガイドに基づき、竜巻検討地域は、本発電所が立地する地域

及び本発電所が立地する地域と気象条件等が類似する地域から設

定することを確認しています。本記載箇所は申請書の記載を引用

していることから原案のとおりとします。 

 

 設置許可段階では、変更しようとする原子炉施設の位置、構造及

び設備の基本設計ないし基本的設計方針を確認するものであり、

竜巻防護施設の安全機能が損なわれない設計とする方針を確認し

ています。 
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Ⅲ－４．２．１竜巻に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 P６１  ３－４－２．１ 規制委員会は、申請者の設計が、竜巻

ガイドを踏まえたものであり、燃料タンク等と竜巻防護施設の位

置関係を本発電所の図面等により確認する等、随伴事象の影響を

適切に設定した上で、その随伴事象に対して竜巻防護施設の安全

機能が損なわれない設計とする方針としていることを確認した。

とあるが、安全機能が損なわれない設計とする方針とはなにか。

具体的に記載がないので、判断材料として不十分である。 

 

 竜巻による飛来物を固定するなどの対策を講じ施設の安全機能が

守られることを確認したと言うが、飛来物がどんなものか、竜巻

のコース、強さなど、検証がされていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 川内原発の設計飛来物は、竜巻影響評価ガイドに記載されている

鋼製材としており、最大水平速度及び最大鉛直方向速度は、ＪＮ

ＥＳの委託研究で評価された値であるが、飛散評価をする際に用

いる空力パラメータの計算過程に過誤がある可能性があり、最大

水平速度の計算を再確認する必要がある。 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 竜巻ガイドに基づき、竜巻による飛来物については、代表飛来物

として鋼製材を選定し、運動エネルギーや貫通力が代表飛来物よ

り大きくなる飛来物については、固定や固縛、または、必要な離

隔を確保するように退避させ、飛来物とならないように管理を行

う手順等を予め整備し、的確に実施するとしていることを確認し

ています。また、その他の飛来物によって防護する機器等の安全

機能が損なわれることがないよう、建屋又は防護ネット等により

衝突時の衝撃荷重に耐える設計とすることを確認しています。 

また、竜巻ガイドを踏まえ、敷地外から飛来してくる飛来物に

ついては、代表飛来物の運動エネルギーや貫通力に包含されてい

ることや、十分な離隔が確保されていることが考慮されているも

のと考えます。 

 

 御指摘を踏まえ、竜巻影響評価ガイドの解説表４．１ 飛来物及

び最大速度の設定例のうち、鋼製材の最大水平速度の数値を修正

します。なお、誤りは最大水平速度を大きくしていたものであり、

より保守的な評価となっていることから、竜巻防護設計の妥当性

には影響しません。 
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Ⅲ－４．２．１竜巻に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 「審査書では、竜巻への対処は日本国内での最大既往の F スケー

ル３に余裕を持たせた設計竜巻の設定とそれを基にした設計方針

をとることを審査したとしている。それでは、「安全機能が影響を

受ける場合であって、安全上支障のない期間に補修等が行うこと

ができる場合は、修復等によって確実に復旧させる運用としてい

る。」とある。設計方針が守られているかは工事計画を見なければ

判断できない。また運用は審査書にはない。それは保安規定を見

なければならない。」 

 

 III－４．２．１ 竜巻に対する設計方針竜巻に対応できると評価

しているが、竜巻に直撃されて送電線が破壊されれば、電源喪失

になることは間違いなく、復旧できるまでの期間に対応できる非

常電源に設備が不十分である。 

 

 

 設置許可段階では、変更しようとする原子炉施設の位置、構造及

び設備の基本設計ないし基本的設計方針を確認するものであり、

竜巻防護施設の安全機能が損なわれない設計とする方針を確認し

ています。 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則第３３条に基づき、７日間の外部電源喪失を仮

定しても必要とされる電力を供給できる電源を、発電所内に確保

していることを確認しています。７日以降については、外部電源

の復旧または外部からの支援により電源が確保されることとなり

ます。 
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

ご意見の概要 考え方 

【火山の抽出について】 

 過去の最大休止期間より長く休止していることをもって、将来の

活動可能性を否定することはできないのではないか。 

 

 

 

【個別評価について】 

 カルデラ噴火の時期や規模を予測することは不可能であり、運用

期間中のカルデラ噴火の可能性は十分に小さいと判断する根拠や

基準が不十分ではないか。 

 

 

 

 

 

 階段ダイヤグラムを用いた評価や、鹿児島地溝全体として VEI7 以

上の噴火の平均発生間隔を９万年としている評価は不適切ではな

いか。 

 

 

 

 

 

 

 鬼界も鹿児島地溝に含めて平均的発生間隔を評価すべきである。 

 

 

 申請者は、完新世に活動が無い火山が将来活動する可能性がある

かどうかの評価に当たっては、個々の火山の活動履歴から、火山

活動が終息する傾向が顕著であるかどうかを判断しており、その

評価について確認しています。 

 

 

 火山の活動性の評価については、火山ガイドに基づき、将来活動

する可能性がある、若しくは否定できない火山を抽出し、原子力

発電所の運用期間中における検討対象火山の活動性を総合的に評

価することを求めております。具体的には、過去の活動間隔、マ

グマ溜まりの浮力中立点に関する検討、GPS による観測結果等によ

り、現在のマグマ溜まりが VEI7 以上の噴火直前の状態でないとす

る評価について確認しています。 

 

 階段ダイヤグラムを用いた火山噴火履歴の検証は、精度の問題は

あるものの、活動履歴を把握する手法として有効と考えています。

その際、個々のカルデラでは、必ずしも明確な周期性は確認され

ていませんが、鹿児島地溝における複数の火山を一括して評価し

ていることについては、大局的な考察手法として捉えています。 

なお、個別火山の活動可能性については、岩石学的、地球物理的

な既知の知見を基に総合的に評価されており、その結果を確認し

ています。 

 

 鬼界を含めた VEI7 以上の噴火の活動間隔は約 6万年、最新の VEI7

以上の噴火は約 7,300 年前と評価されています。鬼界を含んだと
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 Nagaoka(1998)による噴火ステージの考え方は、一般化できないの

ではないか。 

 

 

 鬼界のカルデラ噴火は 6地質学的にはごく最近で、マグマ活動が

収束し後カルデラ期になったとはいえないのではないか。 

 

 

 

 「Druitt et al.(2012)」の論文は、ミノア噴火という過去 1回の

事例だけについて述べているのであって、南九州の VEI7 以上の噴

火が同様であるという論拠にはならないのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VEI7 未満の噴火による敷地への影響を否定している根拠が不十分

ではないか。川内原子力発電所の敷地では桜島薩摩噴火による影

響が最も大きいとしているが、桜島大正噴火についても検討対象

しても、その間隔は最新の VEI7 以上の噴火からの経過時間に比べ

て十分長いとした評価を確認しています。 

 

 Nagaoka(1998)による知見は、姶良カルデラ、阿多カルデラ及び鬼

界を対象として検討されているものであり、有用な知見であると

考えています。 

 

 申請者は、鬼界については、Nagaoka(1998)による噴火履歴に関す

る知見をはじめ、岩石学的情報や測地学的情報によるマグマ溜ま

りの知見等から、現在は薩摩硫黄島における後カルデラ火山噴火

ステージと評価しており、その評価結果について確認しています。 

 

 申請者は、ミノア噴火の事例のみならず、Nagaoka(1998)による噴

火履歴に関する知見をはじめ、過去の活動間隔、岩石学的情報、

測地学的情報によるマグマ溜まりの知見、マグマ溜まりの浮力中

立点に関する検討、GPS による観測結果等により、現在のマグマ溜

まりが VEI7 以上の噴火直前の状態でないと評価しており、原子力

発電所の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さいとした申

請者の評価は妥当であると判断しています。 

なお、一つの知見がすべての火山に適用可能とは考えていません。

様々な知見に基づいて総合的に評価していくことが重要と考えて

います。 

 

 申請者は、VEI7 未満の火山事象については、原子力発電所の運用

期間中に火砕流、溶岩流、岩屑なだれ等の火山事象が敷地に影響

を及ぼす可能性が十分小さいと評価しています。その上で、降下
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ご意見の概要 考え方 

とすべきである。 

 

 

 

 姶良カルデラではマグマの供給が現在も継続し、年間 1cm の割合

で山体が膨張している。現時点でのマグマ蓄積量は不明なのにカ

ルデラ噴火の可能性が小さいと評価できるのか。 

 

 

 

 

 

 一度でも火砕流が敷地に到達した可能性が否定できないのであれ

ば、立地不適とするべきである。 

 

 

 

 

 

【火山事象の影響評価について】 

 巨大噴火による降灰量や、風向き・地形等の影響を考慮すると、

降下火砕物の影響予測が過小評価ではないか。 

 

 

 

 

火砕物については、桜島大正噴火規模を超える噴火として、姶良

Tn 以降の既往最大規模である桜島薩摩噴火を評価対象としていま

す。 

 

 申請者は、姶良カルデラのマグマ溜まりの評価については、現在、

桜島のマグマ溜まりが深さ約 6㎞に位置しているものの、姶良カ

ルデラ中央部については、深さ約 12 ㎞であると評価しています。

マグマ溜まりの浮力中立点に関する検討等により、姶良カルデラ

のマグマについては、運用期間中に VEI7 以上の噴火の可能性があ

るような大規模な珪長質マグマ溜まりではないと評価しているこ

とを確認しています。 

 

 火山ガイドでは、原子力発電所の運用期間中において設計対応が

不可能な火山事象が敷地に到達する可能性が十分小さいと評価で

きない場合は立地不適となりますが、十分小さいと評価できる場

合は立地不適とはならず、火山灰などの影響について評価するこ

ととしています。なお、過去に火砕流が到達した可能性が考えら

れる火山についてはモニタリングを実施することとしています。 

 

 

 申請者は、降下火砕物について、文献調査、地質調査等の結果、

敷地に最も影響が大きいと評価した桜島薩摩噴火を対象としてシ

ミュレーションを行って降灰量を推定しています。その際、風向

きや粒径等の不確かさも考慮し、安全側の評価となっていること

を確認しています。 
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 新たな火山の誕生が川内原子力発電所に影響を及ぼす可能性を検

討すべきである。 

 

 

 

【兆候把握、モニタリングについて】 

 モニタリングによって噴火の兆候や規模を把握することは困難で

はないか。また、兆候を認めた場合はどう対応するのか。 

 

 

 

 

 

【その他】 

 九州電力は岩石調査を行うと審査会合で述べていたが、審査書確

定前に公表すべきである。 

 

 

 日本火山学会や火山噴火予知連絡会等の外部専門家による火山評

価ガイドの見直しを行った上で、改めて火山の影響評価を行うべ

きである。 

 

 

 

 

 

 申請者は、新たな火口の開口については、火山事象の一つとして

評価しています。敷地近傍における低周波地震及び熱水活動が認

められないこと等から、新しい火口の開口による敷地への影響は

ないと評価していることを確認しています。 

 

 

 モニタリングは、噴火可能性が十分小さいことを継続的に確認す

ることを目的としており、噴火の時期や規模等を予知・予測する

ことを目的としていません。なお、モニタリングによって、GPS

による基線長や地震観測結果等に変化が生じた場合は、原子炉の

停止措置等の措置を講じるかどうか判断する方針であることを確

認しています。 

 

 

 御指摘の申請者による岩石調査は、今後、モニタリングを実施し

つつ、新しい知見の収集の一環として検討を行っていくものと認

識しています。 

 

 火山ガイド策定に当たっては、火山の専門家から御意見を伺うと

ともに、原子力規制委員会や旧 JNES でこれまでに蓄積された火山

に関する専門的知見を活用しています。安全への取組に終わりは

なく、常に新たな知見の収集を継続していくことが必要と考えて

います。新たな知見が得られ、将来的に調査研究が進むことによ

って実用可能な手法が出てきた場合には、必要に応じて規制に取

り込み、更なる安全の向上に取り組んでいきます。 
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 火山影響評価における立地評価において、地理的領域を半径 160km

とした根拠が不明である。 

 

【降下火砕物の影響】 

 九電は桜島火山噴火で最大15センチ程度の火山灰が川内原発敷地

内に降り積もると予測しています。15 センチもの火山灰が敷地全

域に降り積もった場合、冷却系や電気系統、配管系統など全域に

多大な被害を受けると想定されますが、そうした事態での原子炉

保全策が審査対象になっていません。これは５層の防護のうち３

層までの部分に含まれている対策であり、これらを審査していな

いことは規制委の重大な瑕疵と指摘せざるを得ません。九電は 15

センチ降り積もった火山灰対策として「道路の灰を除去する大型

重機も配備した」としていますが、冷却水をくみ上げるポンプの

ある岸壁も上からの火山灰対策は示されていませんし、電源喪失

の可能性も具体的に示されていません。九電が火山灰堆積を想定

しているのですから、規制委としても審査結果を公表するべきで

す。 

 

 火山灰の軽石が多い場合には、降下した軽石が海岸線を覆うこと

になり、原子炉の冷却に必要な海水の取水ができなくなる可能性

がある。 

 

 

 火山灰がもし送電線に降りかかったら、福島よりもいとも簡単に

全電源の喪失も予想されます。 

 

 既往最大である阿蘇４の噴火による火砕流の到達距離を踏まえて

設定しています。 

 

 

 敷地全域に最大１５ｃｍの降下火砕物が湿潤状態で堆積すること

を想定し、構造健全性が維持されることを確認するとともに、降

下火砕物の特徴を踏まえて、直接的影響及び間接的影響を考慮し

ても安全機能が損なわれることがないことを確認しています。 

なお、外部電源の喪失については、ディーゼル発電機、燃料貯油

槽及び燃料油貯蔵タンクを備え、除灰作業も行うことによりディ

ーゼル発電機等の７日間の連続運転ができる設計としていること

を確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 桜島薩摩噴火による降下火砕物のシミュレーション結果による

と、粒径の９５％以上が４ｍｍ以下とされています。粒子の大き

な軽石については、海水ストレーナーにより除去できる設計とす

る方針を確認しています。 

 

 外部電源の喪失については、ディーゼル発電機、燃料貯油槽及び

燃料油貯蔵タンクを備え、除灰作業も行うことによりディーゼル

発電機等の７日間の連続運転ができる設計としていることを確認
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 火山灰は電気を通す。電線の絶縁体の碍子にも降りそそぎ、高圧

電源はそれでショートする。バックアップ電源を動かすというが、

ディーゼルのエンジンは空気を吸わないと冷やせないから、火山

灰が降る中では動かせない。つまり、火山灰が降る中では福島よ

り早いスピードでメルトダウンするだろう。 

 

 

 

 

 原子力発電所は５００℃の火山灰の降下に耐えられない。 

 

 

 

 道路に数ミリでも濡れた火山灰が積もると、一般車両の通行は不

可能となり事故対応人員さえ確保できない。 

 

 

 

 

 火山活動は一般に硫化物の噴出を伴う。電子機器は硫化物にさら

されたとき、腐食が生じる。半導体は特に端子部分から腐食が進

みボンディングワイヤの断線やシリコンの劣化が発生することは

電子業界では常識にとなっている。つまり、全ての電子機器の動

作が停止したときにどのような安全性が確保されるか検討する必

しています。 

 

 電気系及び計測制御系の施設は、降下火砕物の特徴を踏まえ、設

計対象施設に与える機械的影響等に対して安全機能が損なわれな

い設計であることを確認しています。ディーゼル発電機について

は、外気の取り入れを必要とすることから、フィルタによって降

下火砕物が侵入し難い設計であること、機関に侵入したとしても、

機器に間隙を設けることにより閉塞させないこと、換気空調設備

のフィルタの取替等作業は予め手順等を整備し的確に実施するこ

と等を設計方針としていることを確認しています。 

 

 原子力発電所に到達する降下火砕物の粒径が小さく、火口から離

れた場所に立地することから、降下火砕物は冷却されると判断し

ています。 

 

 構内に堆積した火山灰については、ホイルローダーにより除去す

ることにより、必要な活動が確保できることを確認しています。

また、外部と途絶されても７日間は構内の人員や物資により必要

な活動を継続できることを確認しています。その後についても、

陸路又は海路から必要な支援が行われることを確認しています。 

 

 電気系及び計測制御系の施設は、降下火砕物の特徴を踏まえ、設

計対象施設に与える化学的影響等に対して安全機能が損なわれな

い設計であることを確認しています。計装盤は、絶縁低下しない

ように、外気取入口にフィルタを設置する等の空調管理された場

所に設置するとしている方針であることを確認しています。 
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要があると考える。 

 

 （４）ばい煙及び有毒ガスについて検討を加えフィルターで除去

すると記載しているが、火山噴火のように継続的かつ大量の粉

塵、硫化物に対し、フィルターは目づまりを発生し、機能しない

であろうことは容易の想像できる。非常用電源があると言って

も、ディーゼルエンジンの設置ルームの冷却やフィルターの目詰

まりで、非常用電源さえ止まる危険がある。 

 

 現在設置されているフィルターは、0.12mm 以上の粉塵の 90％は

除去できるとしているが、残りの 10％の粉塵の影響は無視でき

ない。さらに、0.12mm 以下の粉塵は機械が粉砕すると説明され

ているが、火山灰の 80％は 0.06mm 以下であり、0.06mm 以下の火

山灰が大量に通過した際に機械に及ぼす影響は無視できず、現在

のフィルターでは対応できない可能性が高い。 

 

 下記の四点について、懸念を払拭する為の設計的考慮と事前の実

験検証が必要と考えます。 

① ６７ページの、８．降下火砕物の直接的影響に対する設計方

針 の（２）安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

の 丸２ 水循環系の閉塞・・・において、『降下火砕物の性状

の変化による閉塞については、降下火砕物が粘土質でないため

考慮する必要はない』としている。しかし、冷却水である海水

に塵状の火山灰が混じって混濁液（スラリー状）となった場合、

海水ポンプによっては噛み込みがおき、焼付いて作動不全にな

る、と懸念される。また、スラリーが配管内壁に堆積沈着して

 

 

 フィルタ－は取替えが可能な設計であり、当該作業の手順等を予

め整備し、的確に実施することを確認しています。 

 

 

 

 

 

 降下火砕物や、設計対象施設の特徴を踏まえて、降下火砕物の進

入防止対策として、平型フィルタ等の設置や換気空調系の停止に

より、安全施設の安全機能が損なわれないようにするとともに、

原子炉制御室にあっては、閉回路循環運転により居住性を確保す

る方針としていることを確認しています。 

 

 

 

 

 ①のご意見については、取水設備には複数のストレーナを設置す

るとともに、海水ポンプに降下火砕物の粒子に対して狭隘部に十

分な幅を設けることにより閉塞しないように設計することを確認

しています。 
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閉塞や流路抵抗を増し、冷却に必要な流量を確保できなくなる、

と懸念される。 

② ６８ページの、８．降下火砕物の直接的影響に対する設計方

針 の（２）安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

の 丸４ その他の影響において、『電気系及び計装制御系の計

装盤は、絶縁低下しないように外気取入口にフィルタを設置す

る等の空調管理された場所に設置する』としている。しかし、

火山灰は微粒であるため、通常の空調に用いる目の粗いフィル

ターでは捕捉しきれず、管理すべきエリアへの侵入を防ぎきれ

ない。また、火山灰は大量であるため、目の細かい高性能フィ

ルターを使用した場合には目詰まりを起こし、長時間の防護運

転ができない。ということが懸念される。 

③ ６８ページの、８．降下火砕物の直接的影響に対する設計方

針 の（３）外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計

方針 において、『降下火砕物の侵入防止対策として、平型フィ

ルタ等の設置や換気空調系の停止により、安全施設の安全機能

が損なわれないようにする』としている。しかし、上記２項に

述べたと同じ理由で同じ懸念がある。 

④ ６９頁の、９．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 に

おいて、『原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないよ

うにディーゼル発電機、燃料油貯油槽及び燃料油貯蔵タンクを

備えるとし、タンクローリによる燃料の運搬も含めて 7 日間の

連続運転が可能』としている。しかし、ディーゼル発電機もタ

ンクローリーのエンジンも内燃機関であることから、外気を取

り入れる際に火山灰を取り込み、焼付いて作動不全になること

が懸念される。 

 

 

 ②、③、④のご意見については、電気系及び計測制御系の施設は、

降下火砕物の特徴を踏まえ、設計対象施設に与える機械的影響等

に対して安全機能が損なわれない設計であることを確認していま

す。ディーゼル発電機については、外気の取り入れを必要とする

ことから、フィルタによって降下火砕物が侵入し難い設計である

こと、機関に侵入したとしても、機器に間隙を設けることにより

閉塞させないこと、換気空調設備のフィルタの取替等作業は予め

手順等を整備し、的確に実施すること等を設計方針としているこ

とを確認しています 
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

ご意見の概要 考え方 

 

 発電機の設置室には、部屋の外気取り入れ口には平型フィルタが

設置されているが、粒径６．６μｍ～８．６μｍの火山灰粒子を

８５％しか除去できない。発電機本体には、吸気フィルタは粒径

１２０μｍ以上の粒子を９０％以上しか除けないので、粒径が数

μｍ以下の火山灰粒子はシリンダライナーとピストンリングの隙

間（油膜厚さ相当：数μｍ～数十μｍ）に侵入できる。 

 

 ｐ６５ ３－４－２．２ 規制委員会は、申請者による設計対象

施設を抽出するための方針が、安全重要分類類指針に従って、降

下火砕物によって安全機能が損なわれるおそれがある構築物、系

統及び機器並びに上位クラスへ影響を及ぼし得る施設について、

火山ガイドを踏まえて降下火砕物の特徴を考慮した上で、適切に

抽出するものとしていることを確認した。とあるが、特徴を考慮

とは、どう考慮するのか、適切に抽出するものとしていることを

確認と方針を確認するだけでなく、実際にともなう具体的な中身

を表してほしい。それでないと実効性が伴わない。パブコメに出

す段階ではない。 

 

 P61－３-4-2.2 火山の影響に対する設計方針申請者は「降下火砕物

の影響を設計に考慮する施設にクラス１と２、それに影響を及ぼ

すクラス３のみを抽出し、降下火砕物で損傷しても、代替手段が

あるクラス３は抽出しない」とし、規制委員会はこれを認めてい

る。この考え方は福島事故前まで言われてきた「原発は五重の壁

があるから安全」の安全神話を反省していない。代替えがあるか

ら安全機能は失われないとする考え方は改めるべき。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 設置変更許可に係る審査においては、基本的な設計方針について

確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則第６条第１項において、安全施設は想定される

自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわないことが

要求されており、審査においては、安全施設が、その重要度に応

じて、必要なときに必要な機能が果たせることを確認しています。 
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.65 の 5.の 5 行目「安全重要度分類指針に基づき」：抽出する方

針については同指針に規定されてはいない。ここは「同指針で定

義されている重要度分類であるクラス 1」という趣旨では。 

 

 p.65 の 5.の第 2段落の 3行目「このうち」：「クラス 1,2 構築物等

全体からいくつかを抽出する」ということを意味しているのであ

れば「クラス 1,2 構築物等を内包する建屋」はクラス 1,2 ではな

いのであるから文意に適合していない。 

 

 p.66 の 2 行目「火山ガイドを踏まえて」：p.65 の 5.の第 2段落の

記載では申請者は安全重要度分類指針に基づくとしており「ガイ

ド」についての言及はない。「ガイド」では規定されていない同指

針に基づく申請内容が「ガイド」の規定を踏まえているかどうか

について審査したのか。 

 

 ｐ６７ ３－４－２．２ 降下火砕物から海水に溶出した腐食性

成分による腐食に対しては、塗装又は耐食性を有する材料の使用

等により影響を及ぼさないように設計するとしている。とあるが、

設計するとしているとは、具体的な内容が記載されていないし、

するとしているとは、可能性を述べているだけで、確実性がない。

このような文言の表現は不確かである。 

 

 道路は５cm で通行不能、雨が降ると灰が粘土状に固まり、５mm 程

度でも車が動かせず、原発に近づくことさえできなくなるのです。

原発の冷却水の取水口は、海にくらげが大量発生しただけで支障

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 重要度分類指針には、安全施設を収納する建屋も「関連系」とし

て、安全機能を有する構築物に含まれることが記載されています。 

 

 

 

 審査書６５ページ５．の第２段落に記載のとおり、「申請者は、降

下火砕物の影響を設計に考慮する」ことを前提に、施設の抽出が

行われていることが明らかであり、これは火山ガイドを踏まえた

対応であることから、規制委員会として「火山ガイドを踏まえて」

いると判断しています。 

 

 設置変更許可にかかる審査においては、基本的な設計方針につい

て確認しています。 

 

 

 

 

 

 降下火砕物の特徴として、粘土質ではないこと、硬度は砂より低

くもろいこと等が挙げられます。この降下火砕物による間接的影

響として、交通の途絶も想定し、ディーゼル発電機、燃料貯油槽
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

ご意見の概要 考え方 

をきたしたので、 粘土状の灰が詰まって、取水不能となるでしょ

う。灰に阻まれ、除去作業もできない可能性が大です。 

 

 

 

 

 

 p.68(3)の第 2段落の 3行目「原子炉制御室」：第 1段落の最終行

「中央制御室」との違いはなにか。 

 

 p.68(3)には「ガイド」(6.1(3)(a)丸数字 3)で規定する非常用ディ

ーゼル発電機の損傷等に係る記載がないが審査したのか。 

 

 p.69 の 9.の 2 行目「外部からの支援がなくても」：「ガイド」

(6.1(3)(b))では「外部からの支援等により」と規定している。 

 

 p.69 の 9.の第 3段落の 3行目「7日間の連続運転を可能とするた

めに」：7日間の根拠等を明示するために「設置許可基準規則解釈

で要求しているディーゼル発電機の 7日間の連続運転による必要

な電力の供給を可能とするために」等の記載の適正化が必要。 

 

 原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないためのディー

ゼル発電機などの運転について「タンクローリによる燃料の運搬

も含めて７日間の連続運転が可能」としている。しかし、これは

「燃料の運搬のためのアクセスルートの除灰作業を行う」ことが

前提であり、実際に巨大噴火の状況下では除灰作業を行うことが

及び燃料油貯蔵タンクを備え、ディーゼル発電機等の７日間の連

続運転を可能とするために、燃料の運搬のためのアクセスルート

の除灰作業を行う運用とする方針であることを確認しています。

また、水循環系を有する施設は、降下火砕物の特徴を踏まえ、設

計対象施設に与える機械的影響等に対して安全機能が損なわれな

い方針としていることを確認しています。 

 

 新規制基準では、いわゆる「中央制御室」を「原子炉制御室」と

定義していることから、原案のとおりとします。 

 

 審査書６７ページ８．の（２）ないし（３）において、確認して

います。 

 

 火山ガイドの趣旨から逸脱はないため、原案のとおりとします。 

 

 

 設置許可基準規則第３３条第７項に係る解釈において、「７日間の

外部電源喪失を仮定しても」と明示されており、設計基準で想定

される外部電源喪失の期間は明らかであることから、原案のとお

りとします。 

 

 降下火砕物による間接的影響として、交通の途絶も想定し、ディ

ーゼル発電機、燃料貯油槽及び燃料油貯蔵タンクを備え、ディー

ゼル発電機等の７日間の連続運転を可能とするために、燃料の運

搬のためのアクセスルートの除灰作業を行う運用とする方針であ

ることを確認しています。 
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不可能になることが想定される。除灰作業を行うことができない

場合、ディーゼル発電機は短期間で停止し、原子炉及び使用済燃

料プールの安全性は損なわれてしまう。 

 

 火山灰によって非常用ディーゼル電源が動かなくなる可能性がな

いか。フィルターで全部除去できるか。フィルターで除去できな

い火山灰でディーゼル電源がストップする時の対策も考えるべ

き。 

 

 

 

 

 

 3-4.2.2.9  「降灰時の道路条件を想定しても除灰作業によりアク

セス性を確保する」とありますが、12cm の降灰を除灰するのにど

れだけの人力機材が必要になるのか、災害時にとても集められな

いと思います。どのような計算で簡単に「除灰により」と言える

のか。 

 

 火山ガイドの「長期間の外部電源の喪失及び交通の途絶」に対し，

申請者は「7 日間の連続運転が可能な設計方針として」いるが，

火山噴火の継続時間の諸例をみれば，7日間では不十分であること

が明らかである。 

 

 桜島が噴火し原発の敷地内に15センチメートルの火山灰が積もっ

たとすると、桜島から近距離にある鹿児島市では１メートル以上

 

 

 

 

 電気系及び計測制御系の施設は、降下火砕物の特徴を踏まえ、設

計対象施設に与える機械的影響等に対して安全機能が損なわれな

い設計であることを確認しています。ディーゼル発電機について

は、外気の取り入れを必要とすることから、フィルタによって降

下火砕物が侵入し難い設計であること、機関に侵入したとしても、

機器に間隙を設けることにより閉塞させないこと、換気空調設備

のフィルタの取替等作業は予め手順等を整備し、的確に実施する

こと等を設計方針としていることを確認しています。 

 

 設置変更許可にかかる審査においては、基本的な設計方針につい

て確認しています。 

 
 
 
 

 設置許可基準規則第３３条第７項に係る解釈において、「７日間の

外部電源喪失を仮定しても」と明示されております。 

 

 

 

 降下火砕物による間接的影響として、交通の途絶も想定し、ディ

ーゼル発電機、燃料貯油槽及び燃料油貯蔵タンクを備え、ディー
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ご意見の概要 考え方 

の火山灰が積もっているはずだ。そうなると、川内原発と鹿児島

市内を結ぶ交通網は、寸断されるだろう。海からの救援もできな

くなる。 

 

 大雨が降れば土石流も発生する。 

 

 

 

 火山噴火がモニタリングなどで予測できることを前提としている

が、その根拠が明示されていない。大規模な火砕流だけでなく、

火山灰降下による電源喪失、原発装置などの悪影響が複合した場

合への対応がなされていない。 

 

 火山灰では視界が悪く燃料の移送ができずに非常用発電が使えな

いなどさまざまな普通に想定できる範囲のことが不足してません

でしょうか？  

 

 

 

 火山の予徴があった場合の核燃料の避難はいつどこに行われるの

か、タイムスケジュールが確保できるか、詳細を確認すべき。輸

送の具体的方法や受け入れ先等についても十分な検討を済ませた

上で再稼動すべき。いざというときに速やかに行えるよう万全を

期すべき。 

ゼル発電機等の７日間の連続運転を可能とするために、燃料の運

搬のためのアクセスルートの除灰作業を行う運用とする方針であ

ることを確認しています。 

 

 川内原子力発電所は、敷地周辺に急な斜面がないことから、大雨

による土石流で安全施設が機能を喪失することがないことを確認

しています。 

 

 設置許可基準規則に基づき、原子炉施設について個々の設計対象

施設について、降下火砕物が及ぼす影響を想定し、安全機能に支

障のない設計であることを確認しています。 

 

 

 設置許可基準第３３条第７項に対する審査において、タンクロー

リによる給油作業等については、地震等の想定される自然現象及

び人為事象（故意によるものを除く。）を想定しても、燃料貯蔵タ

ンクから燃料油貯油槽に燃料の運搬を確実に行う方針であること

を確認しています。 

 

 川内原子力発電所敷地周辺の火山について、過去の活動履歴や地

球物理学的調査から、川内１・２号機の運用期間中に火砕流等の

影響が及ぶ可能性は十分小さいとしており、その評価が妥当であ

ると判断しています。また、川内１・２号機の運用期間中に火砕

流等の影響が及ぶ可能性が十分小さいことを継続的に確認するた

めに、火山活動のモニタリングを行うこととしています。その上

で、事業者は、仮に火山活動の活発化の兆候を把握した場合の対
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処として、原子炉の停止、適切な燃料の搬出等を実施する方針と

しており、事業者において具体的な検討がなされる必要がありま

す。 
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 外部火災の想定に送電線が含まれていないのはおかしい。原子  

力発電所は電気が必要な発電所という自己矛盾を抱えている。そ

の送電線が火災で切断されることを考慮しないのは、真摯に安全

と取り組んでいるとはいえない。 

 

 69 ページ 3-4.2.3 に関する意見 「第 6条第 1項及び第 2項は、

想定される・・・」とあるが、第 2項は第 3項の誤りではないか？

本章は、森林、近接の産業施設、航空機落下等による火災・爆発

及びばい煙及び有毒ガス等の人為によるもの(第 6条第 3項)に係

記載であり、自然災害による衝撃及び応力(第 6条第 2項)に係る

記載はない。 

 

 近隣施設の火災における木造建物延焼限界距離、人体接近限界距

離など、外部火災の危険性をきちんと把握し、評価した上で事象

を抽出しているのか、妥当であると確認した詳細な根拠を公開す

べき。 

 

 

 

 p.69 の Roman3-4.2.3.のクレジットの括弧書き：括弧内の記載が

なにを意味するのか不明なので削除が適当（定義なのか例示なの

か。後述のばい煙の記載がないが）  

 

 p.69 の Roman3-4.2.3.の 2 行目「「外部火災」という」：「ガイド」

(1.1)では「原子力発電所敷地外で発生する火災」と定義している。 

 

 原子力発電所の安全設計の評価においては、外部電源が失われた

場合においても安全が確保されるよう、高い信頼性を持った所内

の非常用発電設備を設置することを要求しています。したがって、

外部火災の評価においては送電線を評価対象とはしていません。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 

 

 審査書のとおり、近隣の産業施設の火災・爆発に関する評価につ

いては、発電所敷地外の１０㎞以内に存在する石油コンビナート

及び危険物貯蔵所等が抽出された上で、危険物等の流出による火

災やガス爆発が想定され、危険距離及び危険限界距離について、

外部火災ガイドに沿って評価がなされていることを確認していま

す。 

 
 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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 p.69 の Roman3-4.2.3.の 3 行目「要求している」：第 6条には「自

然現象等による火災等」についての規定はない。（「解釈」のまち

がいか） 

 

 

 p.69 の Roman3-4.2.3.の 6 行目「１．外部火災に対して・・」：後

述の「1.外部火災防護施設を抽出するための方針」と項目名が一

致しない。  

 

 p.70 の 1.の第 2段落の１行目「原子炉の安全性」：申請者は「原

子炉施設」ではなくそのうちの「原子炉」のみの安全性について

のみ言及しているのか。 

 

 p.70の 1.の第2段落の記載によると,外部火災防護構築物とは「建

屋」と「外気を取り入れる構築物等」であると理解されるが,これ

は申請内容と合致しているのか。 

 

 p.70 の 1．の第 3段落の 2行目「火線強度及び火炎輻射強度によ

る影響」：影響評価を実施する前の段階でどうやってパラメータの

影響を考慮したのか。 

 

 p.70 の 1．の第 3段落の 4行目「安全重要度分類指針に従って抽

出」：クラス 1,クラス 2,クラス 3に分類されない「建屋」を抽出

しているのは指針に従っていないのでは。 

 

 p.70 の 2.の 4 行目「航空機落下」：3.(3)では「航空機落下等」と

 設置許可基準規則第６条解釈において、森林火災、近隣工場等の

火災等が例示されており、審査書の記載はこれらを踏まえて記載

しているものであるため、原案のとおりとします。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 
 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 重要度分類指針には、安全施設を収納する建屋も「関連系」とし

て、安全機能を有する構築物に含まれることが記載されています。 

 

 

 航空機落下による火災については、敷地内の危険物タンクによる



 

78 
 

Ⅲ－４．２．３ 外部火災（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

しているが。 

 

 

 p.70 の 2.の 7 行目「外部火災ガイドを踏まえたもの」：「ガイド」

では「航空機墜落」と規定しているが「航空機落下」との違いは

あるのか。また「ガイド」（4.1(3)(解説-2))では「原子炉施設の

敷地広さを考慮して,(航空機墜落の)評価の要否について判断す

る」と規定しているが審査したのか。 

 

 p.71 の a.イ.では保守性については確認できなかったのか。 

 

 

 

 p.72 の b.の最終段落の 1行目、丸数字 1の最終段落の 2行目「外

部火災ガイドを踏まえたものであり、」：段落内の後述の記載内容

とパラレルに記載しているのは,後述の記載内容は「ガイド」を踏

まえてはいないということなのか。 

 

 p.72 の丸数字 2の 2行目「発電所敷地境界までの」：4行目では「防

火帯までの」としているが。 

 

 

 

 

 

 p.72 の丸数字 2の 2行目「到達時間及び防火帯幅の設定」：到達時

火災との重畳も考慮されていることを確認していることから、原

案のとおりとします。 

 

 御意見を踏まえて修正します。航空機墜落による火災については、

審査書のとおり、敷地内において航空機落下確率が 10-7 回／炉・

年以上となる範囲が設定された上で、評価がなされていることを

確認しています。 

 

 

 気象条件の設定については、外部火災ガイド附属書 A に沿ったも

のですが、さらなる保守性は特段考慮されていないことを確認し

ています。 

 

 森林火災による影響評価において、防火帯の設定等について一定

の保守性が考慮されていることを確認したことから、これを付加

的に表現することを意図した表現であるため、原案のとおりとし

ます。 

 

 外部火災ガイド附属書 Aにおいては、「発火点から発電所までの到

達時間」とされています。一方、審査書においては、森林火災の

発火点の一つが発電所敷地境界の内側を通過する道路沿いに設定

されていること、防火帯が発火点よりも内側に設定されているこ

と、発火点から防火帯までの到達時間が算出されていることを確

認していることから、原案のとおりとします。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅲ－４．２．３ 外部火災（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

間は設定するものではないであろう。 

 

 p.73 の 2 行目「可能である」：後述に防火帯幅の確保は今後実施す

る旨の記載があることから、ここでは「防火帯幅が確保後は」等

の前提条件の記載が必要。 

 

 p.72 6 行目ー7行目：``最大火線強度を 366kW/m とし、・・・・

最大の火炎輻射強度を 426kW/m2 としている。"" p.73 4 行目ー

6行目：``熱影響（最大の火炎輻射強度）が 426kW/m^2 と算出さ

れたことから、設計方針の策定に用いる火炎輻射強度を 

500kW/m^2 とし"" 

``最大火線強度"" および ``最大の火炎輻射強度"" (``最大""と

``最大の""の区別は何か？)の算出に際し、さまざまな仮定や状況

設定がなされた筈であり、これらの不確定性に起因する誤差が生

ずる筈である。誤差評価なしに有効数字三桁の結果(366kW/m、

426kW/m^2）を報告するのは科学的センスが疑われる。算出結果

426kW/m2 に対し余裕を見て 500kW/m^2 とするということらしい

が、例えば、仮に算出結果 426kW/m2 の誤差がプラスマイナス２割

程度 (つまり、誤差付き算出結果が(426 プラスマイナス

85)kW/m^2）ならば、``500kW/m^2"" では不十分となる。 

 

 p.73 の 3 行目「森林伐採」：可燃物となり得る構築物の設置等の禁

止措置も必要なのではないのか。 

 

 p.73 の第 4段落の 2行目「外壁」：「ガイド」(4.4(1))の規定では

「天井スラブ」も対象としている。 

 

 

 設置変更許可にかかる審査においては、基本的な設計方針を確認

しています。 

 

 

 審査書のとおり、火炎輻射強度だけでなく、防火帯幅の設定等に

ついても、一定の保守性が考慮されていることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防火帯の維持・管理については、あらかじめ手順等を整備し、的

確に実施する方針を確認しています。 

 

 外壁に天井スラブも含んでいます。 
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Ⅲ－４．２．３ 外部火災（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.73(2)の 6 行目「隔離距離」：(1)の「隔離距離」とは定義が異な

るのであれば(1)でも定義を記載すべき。 

 

 p.74の丸数字1の第 2段落「半径10km」：「ガイド」(附属書B 3.2.2)

では爆発については「発電所の南北 10km、東西 10km」と規定して

いるので評価対象範囲が狭いのではないのか。 

 

 

 

 p.74 の丸数字 1の第 3段落の 3行目「火災の発生を想定」：爆発は

想定しないのか。 

 

 p.74 の丸数字 2の 3行目「離隔距離」：p.73(2)の 6 行目の「離隔

距離」の定義と異なるのはなぜか。 

 

 

 p.75 の b.の 2 行目「外部火災防護施設」：p.76 の 3 行目「安全施

設」との違いはなにか。 

 

 p.76 の 1 行目「外部火災ガイドを踏まえたもの」：「ガイド」には

危険物タンクによる火災の設定についての規定はないはず。 

 

 

 

 p.76 の丸数字 2の第 3段落の 2行目「外壁」：ガイド(4.4(3))の規

 

 「離隔距離」については、一般的な２点間の距離を表現したもの

ですので、原案のとおりとします。 

 

 外部火災影響評価ガイド付属書Ｂ３．２．２に記載している「評

価対象範囲は発電所の南北１０ｋｍ、東西１０ｋｍとする。」は、

発電所からの直線距離１０ｋｍの範囲を評価対象範囲とすること

を意図しています。今後、当該記載の適正化を行うことを検討し

ます。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 「離隔距離」については、一般的な２点間の距離を表現したもの

です。括弧内の記載は、具体的な説明を加えたものであるため、

原案のとおりとします。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 外部火災ガイドにおいて、「（ただし、発電所敷地内に存在する石

油類やヒドラジンなどの危険物タンク火災については、（３）の航

空機墜落と同様に原子炉施設への熱影響評価等を行う。）」と記載

されています。 

 

 外壁に天井スラブも含まれています。 
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Ⅲ－４．２．３ 外部火災（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

定では「天井スラブ」も対象としている。 

 

 森林火災に対する設計方針に関して、自衛消防隊による延焼防止

活動を構築物等の防護方針の一部に認めているが、どの様な方法

で「確認｝できたのか。人的要因のような確実性の乏しい事項を

評価の対象に加えるべきではない。規制庁は柏崎刈羽発電所の地

震火災を教訓にしていないのか。 

 

 昨年、オーストラリアのシドニーから 2時間程のところで起きた

森林火災は風速 70km/h で延焼しました。オーストラリアと日本は

森林も環境も違うので比較にならないかもしれませんが、関東地

震の際は最大延焼速度は 800m/h でした。申請書の森林火災による

影響評価は何を持って有効とお考えでしょうか？ 

 

 P76 （４）ばい煙及び有毒ガスについて検討を加えフィルターで

除去すると記載しているが、火山噴火のように継続的かつ大量の

粉塵、硫化物に対し、フィルターは目づまりを発生し、機能しな

いであろうことは容易の想像できる。 

 

 Ｐ、７５(３)１、a、航空機による火災の設定において、落下確率

とあるが、このような緊急時には原子炉建屋や使用済燃料プール

に直接落下することも想定でき、その場合は安全の確保は困難と

言わざるをえない。 

 

 

 P.61 以下 3－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の

 

 

 森林火災の延焼防止については、防火帯を設置することにより対

処する方針を確認しています。 

 

 

 

 

 外部火災ガイドに基づき、発電所敷地周辺の植生や気象条件等を

踏まえて、森林火災による影響が評価された上で、その延焼を防

ぐための手段としての防火帯を設けるとする設計方針が策定され

ていることを確認しています。 

 

 

 フィルタの差圧が上昇した場合には、交換可能な構造とする方針

を確認しています。 

 

 

 

 設計基準対処施設に対しては、外部火災ガイドに基づき、航空機

墜落（故意によるものを除く。）による火災が想定され、安全施設

の安全機能が損なわれない設計とすることを確認しています。一

方、故意による航空機墜落等については、大規模損壊対策として

Ⅳ章に記載しています。 

 

 同上 
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Ⅲ－４．２．３ 外部火災（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

火災・爆発、航空機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計

方針：審査書では航空機落下について対策と審査が除外されてい

る。このところの航空機事故の多発、また歴史を遡っても御巣鷹

山のJAL機迷走墜落にも象徴される様にこの可能性は充分に高い。

また自衛隊機やオスプレイをはじめとする米軍機の活動が増えて

いる事も過去に実際に起きた複数の墜落事故との相関で考慮すべ

きである。 

 

 旅客機の墜落はB747-400が 2km以上離れた点に墜落した場合を想

定したようであるが、「米国同時多発テロ」を経験し、福島原発事

故により国土の狭い日本では原子力発電所が弱点であることを世

界に広く知られた以上、故意による墜落を想定しないことは、過

度に楽観的であると感じる。また、退役が近い F-15 や B747-400

を対象としていることに、真剣な議論がなされたのか、疑問を感

じた。 

 

 航空機落下物等の飛来物についての落下確率が甘すぎる。計算根

拠を公表すべき。 

 

 ６９ページ「３－４．２．３ 外部火災（・・・略・・・）に対

する設計方針」について 発電所敷地内に航空機が落下した場合

の火災輻射熱を想定しているが、原子炉に航空機が衝突した場合

を想定していない。可能性があるものは想定すべき。 

 

 飛来物（航空機落下等）について、「実用発電用原子炉施設への航

空機落下確率の評価基準について」等を基に、航空機落下による

 

 

 

 

 

 

 

  

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 航空機が飛行中に航路を外れ、かつ、航空機が原子炉に落下する

ケースや、軍用機が爆発物を搭載したまま原子炉に墜落する確率
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Ⅲ－４．２．３ 外部火災（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

防護については設計上の考慮は不要としているが、このような確

率論的評価姿勢から導かれた「安全」の上では、真の安全は担保

されないことは明らかである。過去の航空機事故の事例からも、

航路を大きく外れた墜落直撃事故は想定しておかねばなない。ま

た、航空機の落下について F-15 墜落が想定され、いくつかの評価

が行われているようであるが、燃料の燃焼が主として想定されて

いるようである。F-15 は軍用機であり、火器の暴発が考慮されて

いないことは、甚だ疑問である。 

 

 民間航空機や米軍機の飛行ルートを調べているのであれば報告す

るべき。 

 

は相当程度、低くなるものと考えられますが、審査においては、

大規模損壊（大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊)が

発生した場合に備えて対策が行われることを確認しています。 
 

 

 
 

 

 航空機墜落による火災の評価に関して、航空機の種類別の飛行ル

ートについては、平成２６年７月７日付けで九州電力から提出さ

れた資料に掲載されています。 
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Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 去年フィリピンを襲った殺人台風には耐えられるのですか？風速

70m の強風に耐えられる構造なのですか？冷却のための配管はあ

のクラスの台風に耐えられるのですか？地球温暖化が進む中フィ

リピンを襲った殺人台風が九州に来ないという保証はありませ

ん。本評価では、竜巻（台風）・溢水評価等に包絡されております

が、過去のデータによりリスクを評価されており、将来的なシミ

ュレーションによる評価はされないのでしょうか。懸念として、

送電線網の健全性がどの程度保持できるかです。フィリピン・台

風３０号の事例もあり、数時間に渡る強烈な風雨にさらされた場

合、発電所までの道路網の被害、各変電所の被害、送電線網の被

害（山崩れ、風による線の切断）による外部電源（３回路・２回

線）の喪失などと、その後の復旧に時間がかかることは十分予想

されることです。外部電源喪失に対しては、バッテリー及び緊急

安全対策用電源により対応可能としております。所内での被害（が

れきの散乱、情報通信網の遮断、免震建屋の被害による指令系統

の混乱）による対応の遅れ、また外部の軽油燃料タンクなど、竜

巻評価以上の想定外事象の発生も想定されます。 

 

 火山、地震、津波はもとより、近年台風などの自然災害の規模が

これまでの想定を超えたものになっています。ゲリラ豪雨、氾濫、

突風、竜巻、土砂崩れは全く予測ができません。気候変動に伴い

これまでのデータを大幅に超える破壊的自然現象が多発してい

る。安全基準そのものがこれまでの経験に基づくものなら意味を

なしませんし、このことが審査に反映されていない。 

 

 

 安全施設は、設計上考慮すべき自然現象として、風速１００ｍ／

Ｓの竜巻による荷重に対して防護できる設計としていることを確

認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則において、設計上想定する自然現象は、最新の

科学的技術的知見を踏まえて適切に予想されるものとすると規定

しており、過去の国内における記録等のみに基づくことなく、当

該自然現象の特性を踏まえた評価が行われていることを確認して

います。 
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Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 外部自然環境（設計条件）が、予想される大地震・火砕流・台風

などに対して、マージンが十分に確保されていません。 

 

 台風の直撃地域でもあり、複合災害を招きかねない。複合災害時

における原発事故時の対策を、現実的な方法で策定して追加すべ

きである。 

 

 ７７ページ ３ー４．２．４ 高潮、洪水、地滑りがあった場合

は、想定外として処理されてしまうのか、可能性がないというだ

けで何の対策もしないのか。 

 

 

 

 

 p.77 の最終行「除塵設備を設ける設計」：ハード対応だけではなく,

原子炉出力の低下等のソフト対応も必要ではないのか。（理由：想

定外の多量のクラゲ漂着による取水量低下による原子炉出力低下

措置が取られた実例が国内原発であったから） 

 

 

 

 

 

 

 p.78 の下から 3行目「最大の積雪量」：7行目の「建築基準法」で

規定する積雪量は最大値ではない。 

 同上 

 

 

 台風も含めた、設計上考慮すべき自然現象の組合せにより安全施

設の安全機能が損なわれない設計とすることを確認しています。 

 

 

 高潮については、その影響を受けないよう安全施設への影響とし

て考えられる最大の潮位を考慮して安全施設を設置する方針とし

ていること、その防護対策は津波に対する防護対策に包絡されて

いることを確認しています。また、洪水、地滑りについては、発

電所の敷地及びその周辺の地形状況から、設計上考慮する必要が

ないとしていることを確認し、合理性があると判断しています。 

 

 安全施設は、生物学的事象に対して、クラゲ等の発生を考慮し、

原子炉補機冷却海水設備に対して除塵設備を設け、また、小動物

の侵入については、屋外設置の端子箱貫通部等にはシールを行う

設計とすることを確認しています。また、除塵装置を通過する貝

等の海生生物については、海水ストレーナやスポンジボール洗浄

装置により、原子炉補機冷却水冷却器や復水器等への影響を防止

する設計とすることを確認しています。さらに定期的な開放点検、

清掃ができるよう点検口等を設ける設計とすることを確認してい

ます。 

 

 申請者が、敷地付近で観測された積雪の深さの月最大値を調査し、

積雪荷重はその積雪の深さの月最大値を考慮し建築基準法に基づ
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 生物学的事象で小動物などの対策とありますが、虫、鳥などの異

常大量発生時などの想定はありませんか？海についてはくらげと

貝しかありませんが、植物の大量発生、赤潮などプランクトンの

大量発生などの想定はないのでしょうか？ 

 

 全体的にですが危険についての想定は、将来のどのぐらいの期間

についての危険想定でしょうか？前提となる条件がなく、現在、

一瞬における安全性のように感じます。そこで、時間の経過とと

もに考えるべき自然災害の想定もするべきだと思います。風化、

劣化についての想定がありません。海沿いですが、塩害について

の想定がありません。 

 

 河川の土石流についての考察がありません。雨量が 1000 ミリを超

えるなど集中豪雨など近年頻発していますが、土砂崩れ、がけ崩

れなどの想定は甘いと思います。 

 

 

 

 川内原子力発電所は立地条件と原子力発電という特性から、自然

現象の組み合わせについての特別な配慮が必要なのに、今度の審

査書案では、それが欠落しています。川内川河川事務所の観測で

は、川内川の流量は例えば、平成１４年の場合、年間平均で毎秒

７０・９４トンです。  原子力発電所は川内川の流量をはるかに

超える微量ながらも放射能を含んだ排水を河口近くに放流してい

き設定していることを確認しています。 

 

 申請者が、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を収集し、海

外の選定基準を考慮の上、発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境

を基に、安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象を抽出

していることを確認しています。 

 

 高経年化対策としては、原子炉等規制法に基づき、運転開始後 30

年を経過する原子炉施設について、10 年ごとに、機器等の劣化評

価及び長期保守管理方針を含めた保安規定変更認可を行い、その

後の遵守を義務付けています。 

 

 

 

 土石流については、安全施設の機能に影響を及ぼす可能性は極め

て低いが、影響については地滑りに包絡されるとしていることを

確認しています。なお、地滑りについては、発電所の敷地及びそ

の周辺の地形状況から、設計上考慮する必要がないとしているこ

とを確認し、合理性があると判断しています。 

 

 川内原子力発電所から放出される放射性物質は、法令に基づき管

理されています。 
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ご意見の概要 考え方 

るのです。その河口から川内川へは毎日、２回、海水が遡上し、

しばらく停滞して、また海に下るという、自然現象が繰り返され

ているのです。たとえ今は安全とは言え、将来にわたって安全と

言い切れるのか、そういう漠然たる不安があります。 

 

 自然災害の影響を過小評価しています。巨大噴火等、発生の可能

性が低いとされている部分に関しても、被害予想の最大値に基づ

いて安全計画を打ち出してください。 

 

 申請者は考慮すべきその他の自然現象として９事象を取り上げ、

規制委員会ではそれらの項目についての検討をおこなっている。

これについて、問題点が２点あることを指摘したい。審査書案を

みるかぎり規制委員会としては申請者が挙げた９項目についての

み検討、審査し、その他に考慮すべき自然現象があるのかどうか

についての検討はなされていない。規制委員会は本来、考慮すべ

き項目としてどの様な自然現象があるか自らの頭で考えて独自に

検討し、申請者が挙げた「９項目」が適正なのかの判断をすべき

である。これがなされていない。受け身の姿勢だと言われても否

定できない。 

 

 

 

 

 

 設計上考慮すべき自然現象により安全施設の安全機能が損なわれ

ない設計とすることを確認しています。 

 

 

 国内外の基準や文献等に基づき、設計基準において想定される自

然現象として網羅的に５５事象を抽出し、設置許可基準第６条解

釈第２項において例示されている自然現象を含め、安全施設の安

全機能に影響を及ぼし得る自然現象を抽出しており、その抽出の

考え方に合理性があることを確認しています。 
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 悪意又は故意による人為的事象に対する評価が欠けています。端

的にいえば、テロリズムやサポタージュによる原子力発電所施設

に対する、安全確保が全くされていません。川内原発は広く海に

面し、取水口に対する攻撃も容易です。また、携行型の小火器に

も原子炉敷地内に届き、充分な破壊力を有する物は実在する以上、

防御態勢や破壊された場合の対処が用意されなければなりませ

ん。防護の無い海岸線に沿っての侵入は特に容易であり、占拠さ

れ道路を封鎖されれば、支援の手段も無い現状は危険極まり無い

といえます。さらに、航空機テロ等というおうげさな手段を用い

なくとも、洋上の小舟から、農薬散布用のラジコンヘリにガソリ

ンや薬物を満載し、墜落させる手法なら、過激派にも実行可能で

す。また、原発作業員のサポタージュによる異常事態など想定さ

れていません。 

 

 p.79 の３-4.2.5 の 1.の 4 行目「オイルフェンスを設置」： ハード

対応だけでなく,原子炉出力の低下等のソフト対応も必要ではな

いのか。（理由：悪天候によりオイルフェンスの設置ができない場

合が想定されるので） 

 

 「大型船舶が衝突するまたは機関故障によって漂流すると船舶は

制御不能となり風と潮の流れにより座礁する可能性が極めて高

く、座礁するとかなりの頻度で船体は大破し真二つに折れて沈没

してしまう。衝突、座礁あるいは老朽化した石油タンカーナホト

カ号（1997 年船体折損し沈没、福井県を中心に日本海側の広範囲

を重油で汚染）のように船体折損により重油などの大量流出も起

こり得る。原油タンカーや LNG タンカーの大規模な事故の場合に

 新規制基準において、故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応を求めており、Ⅳ章に記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本発電所周辺の航路や船舶漂流等の可能性も踏まえて、船舶の衝

突により、安全施設の安全機能が損なわれない設計としており、

申請者によって必要な対策が適切に講じられるものと判断してい

ます。 

 

 同上 
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ご意見の概要 考え方 

は、広域のしかも長時間にわたる火災も懸念されることから、主

要な建屋の耐火限界を評価すべきである。船舶の衝突・座礁等複

合的事故の影響を現実的な脅威として評価すべきである。 

 

 航空機等の墜落の確率が出されているが、川内原発の東には火山

活動の激しい桜島が存在している。過去に旅客機などが、桜島の

火山灰をエンジンに吸い込み緊急着陸をするなどの事故が発生し

ていることを考えれば、墜落の確率は高くなるのではないだろう

か。この影響を加味しているのだろうか。 

 

 

 ＲＮＡＶ（広域航法）導入後の事故データサンプル数が少ないた

め事故確率の計算ができない。在日米軍機の落下事故の詳細情報

が開示されていない。在日米軍機のオスプレイなどの新型軍用機

の事故が反映されていない。在日米軍機の飛行訓練計画の情報開

示が不十分である。在日米軍機の原子炉施設上空の飛行規制への

回答が公開されていない。 

 

 p.79 の３-4.2.5 の 3.の 1 行目「実用発電用原子炉施設への航空機

落下確率の評価について」：p.1 の「2.判断基準及び審査方針」の

記載にはない基準だがその本審査への適用の妥当性について審査

したのか。また本内規は平成 21 年に改正されているが改正後の内

規は基準としてなぜ採用しなかったのか。 

 

 

 p.79 の３-4.2.5 の 3.の 3 行目「約 4.7×10-8 回/炉・年」：平成

 

 

 

 

 設置許可基準規則第６条解釈の規定により、航空機落下について

は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価について」

（平成 14・07・29 原院第 4号（平成 14 年 7 月 30 日原子力安全・

保安院制定））に基づき、我が国の最近２０年間の航空機落下事故

事例（民間航空機並びに自衛隊機及び米軍機）を対象に評価して

います。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則解釈第 6条第 8項において、航空機落下につい

ての評価は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価に

ついて」（平成 14・07・29 原院第４号（平成１４年７月３０日原

子力安全・保安院制定））に基づき、防護設計の要否について確認

する旨規定されています。なお、全ての改正年月日を記載すると

煩雑になることから、制定日のみを記載することとしています。 

 

 申請書の評価結果は、「平成２３年度航空機落下事故に関するデー
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Ⅲ－４．２．５ その他の人為事象に対する設計方針（第６条関係関係） 
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22 年 6 月 17 日開催の原子力安全委員会で国は 1号炉は「約 5.0×

10-8 回/炉・年」、2号炉は「約 5.1×10-8 回/炉・年」と報告して

いる。申請者の評価結果の数値を妥当とした根拠はなにか。 

 

 p.79 の３-4.2.5 の 3.の 5 行目「10-7 回/炉・年を超えない」：火

災評価では p.75 の a.の 4 行目で「敷地内において航空機落下確率

が 10-7 回/炉・年以上となる区域を、選定された航空機ごとに特

定」しているが、敷地内で超えたり超えなかったりすることがあ

り得るのか。 

 

 

 

 

 P79 下から 7行目 ３―４．２．５ 航空機落下確率を評価した

結果、約 4.7×10-8 回/炉・年であり、・・・」と記載されている

が、これは 1 号炉だけの結果ではないか。 

 

 佐賀空港に欠陥機といわれるオスプレイ配備が計画されている。

落下実績がないとするのは危険。 

 

 

 

 

 

 確率の基づく平均値で評価できるか墜落事故発生確率も過去何年

間かにおける事故の発生件数に基づいて平均値を採用していると

タの整備」（平成２４年９月独立行政法人原子力安全基盤機構）等

に示される最新の航空機の落下データ等に基づき再度評価された

ものです。 

 

 設置許可基準規則解釈第 6条第 8項において、航空機落下につい

ての評価は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価に

ついて」（平成 14・07・29 原院第４号（平成１４年７月３０日原

子力安全・保安院制定））に基づき、10-7回/炉・年を超えないため

設計上考慮する必要がないことを確認しています。一方、外部火

災の影響評価においては、敷地内の 10-7回/炉・年以上となる航空

機墜落の可能性を無視できない範囲の最も厳しい箇所に円筒火災

を設定し、火災による影響を評価しています。 

 

 ご意見を踏まえ、２号炉の評価結果も追記します。 

 

 

 

 設置許可基準規則第６条解釈の規定により、航空機落下について

は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価について」

（平成 14・07・29 原院第 4号（平成 14 年 7 月 30 日原子力安全・

保安院制定））に基づき、我が国の最近２０年間の航空機落下事故

事例（民間航空機並びに自衛隊機及び米軍機）を対象に評価して

います。 

 

 設置許可基準規則解釈第 6条第 8項において、航空機落下につい

ての評価は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価に
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思われるが、平均値に意味があるかどうか分からない。 

 

 

 現実の事故は、確率論の対象たりうるか。現実の問題として、事

故へと至った航空機は飛行パタ－ン一つをとっても、じつに多様

である。機体を構成する膨大な数の部品、部材の健全性は厳密に

確認されていたか。またそれらは各機ごとに異なっている。運航

中の、のパイロットの判断も一律とは限らない。ごく基本的なこ

のようなことだけからも、そもそも、確率論として考察・議論の

対象となりうる問題なのか否かの検討が必要である。仮定に仮定

を重ねたこの種の議論は、「物理数学」の演習問題の一例の域を出

ず、現実におこる事故を論ずることとはほど遠い。 

 

 「規制委員会は、・・・以下のとおり、安全施設の安全機能が損な

われない方針としていることを確認した。・・・4.飛来物(航空機

落下等)に対しては、・・・防護設計の要否判断の基準である 10-7

回/炉・年を超えていないことから、設計上考慮する必要はないと

していることは合理性があること」とあるが、74 ページ 3-4.2.3

の 3.(3)にように、航空機落下も具体的に評価すべきではないか？

火災及び火災以外について、各々、外部火災ガイド及び「実用発

電用原子炉施設への航空機落下確率の評価について（平成 14・07・

29 原院第 4号）」に基づく結果なら、これらのガイド等間の不整合

を見直すと同時に、審査をやり直すべきではないか？ 

 

 3-4.2.5 ８０ページで 航空機落下等に対しては、最新の---情

報を踏まえて航空機落下確率を評価し、---設計上考慮する必要な

ついて」に基づき、防護設計の要否について確認する旨規定され

ています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 航空機が落下する確率は、原子炉建屋に落下する場合には１０-7

回／年を下回り、設計上想定する必要がない場合おいても、原子

力発電所の敷地内のような広い場所を考えた場合には１０-7回／

年を超える場合が考えられることから、外部火災影響評価ガイド

では、落下する確率が１０-7回／年を超える面積となる最短の距離

の場所に航空機が落下するものとして評価することを求めていま

す。したがって、両者の間に不整合はありません。 

 

 

 

 

 設置許可基準規則第６条解釈の規定により、航空機落下について

は、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率の評価について」
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いとしていることは合理性があるとしているが、７９ページには

平成１４年のもの等に基づく評価とあり、１２年前のものであり、

けっして最新とは言い難い。評価基準は最新でないが評価に入れ

る情報が最新という意味ということであろうか。これには最新の

オスプレイ情報も入っているのでしょうか？過去に、世界では原

発を狙ったテロも存在し、設計上考慮する必要がないとはいえな

いと思う。 

 

 航空機のみならずミサイルや人工衛星落下の可能性も視野にいれ

ておく必要がある。勿論人工衛星が原子炉建屋に落下する確率は

低いとは考えられるが、確率は０ではない。０でない以上有り得

るのであるから、落下した場合「想定外」という言い逃れはでき

ない。また、原子炉建屋に直接航空機が落下した場合について、

確率が低くても可能性があれば考慮が必要と考えます。また、意

図的な突入や爆撃も考慮すべき。 

 

 

 

 航空機の落下についても、具体的な機種などの条件が示されてお

らず、評価の現実性や妥当性は読み取れない。最も厳しい条件を

当てはめる必要がある。例えば軍用機が爆弾を搭載したままで墜

落するなどの条件を与えるべきだ。さらに、軍事攻撃により原子

炉が破壊されることも想定した対策を考えなければならない。 

 

 

 

（平成 14・07・29 原院第 4号（平成 14 年 7 月 30 日原子力安全・

保安院制定）（平成２１年６月３０日付け平成 21・06・25 原院第

１号により一部改正））に基づき審査しています。評価に使用する

データは、最新２０年間の国内で発生した事故実績を使用したも

のとなっています。 

 

 

 

 その発生確率が十分小さい事象については、これを想定し対策を

実施することを要求していません。しかしながら、そのような事

象に対しても、その影響が大きいと考えられるものに対しては、

大規模損壊（大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊)が

発生した場合における体制の整備を要求しており、消火活動の実

施や、炉心や格納容器の損傷を緩和するための対策を求めていま

す。武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護

法に基づき、必要な対策を講じることとしています。 

 

 航空機が飛行中に航路を外れ、かつ、航空機が原子炉に落下する

ケースや、軍用機が爆発物を搭載したまま原子炉に墜落する確率

は相当程度、低くなるものと考えられますが、審査においては、

大規模損壊（大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊)が

発生した場合に備えて対策が行われることを確認しています。武

力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に基

づき、必要な対策を講じることとしています。 
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Ⅲ－４．２．５ その他の人為事象に対する設計方針（第６条関係関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 3-4.2.5 その他人為事象に対する設計方針は、4-5 大規模な自然災

害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応

と矛盾する。前者が一定の確率を超えないため設計上考慮する必

要がないことは合理的であるとしているのに対し、後者は航空機

の衝突その他のテロリズムが発生する可能性があることを前提と

した審査項目である。 

 

 

 

 審査書では、人為事象として、船舶の衝突、電磁的障害、飛来物、

ダムの崩壊の４事象しか言及されておりませんが、これは問題で

あると感じました。原発を故障させる最悪の２つの人為事象が全

く無視されているからです。 

まず、テロの最前線としてサイバーアタックがあります。既に

2003 年、米国オハイオ州 Davis Besse 原発におけるウィルス感染

による通信設備停止、イランのブシェール原発へのイスラエルに

よるものと思われるサイバー攻撃などある。イラン核施設の破壊

に実績のあるスタックスネットなどが何らかの方法で原発のコン

ピュータ制御システムに植え付けられる可能性があります。いっ

たんシステムに入り込むと、このマルウェアは何か月も潜伏後に

システムを誤動作させます。強力なファイアーウォールで防御し

ても、システムを隔絶させても、ウィルスを USB で持ち込まれた

らお手上げです。サイバー攻撃に対する２重３重の防御態勢やシ

ステムの分散化が必要です。 

 

 一定の発生確率を超えない事象については設計上考慮する必要は

ないとしています。しかしながら、発生確率が十分小さい事象あ

るいはテロリズム等発生確率の想定が困難な事象であっても、そ

の影響が極めて大きいものに対しては、大規模損壊（大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る発電用原子炉施設の大規模な損壊)が発生した場合における体

制の整備を要求しており、消火活動の実施や、炉心や格納容器の

損傷を緩和するための対策を求めているものです。 

 

 平成２６年７月７日付けで九州電力から提出された資料により、

国内外の基準や文献等に基づき、設計基準において想定される人

為事象として網羅的に２３事象を抽出し、それぞれ個別に評価し、

安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出してお

り、不合理性がないことを確認しています。また、新たに施行さ

れた設置許可基準規則第７条（発電用原子炉施設への人の不法な

侵入等の防止）の規定に基づき、サイバーテロへの対策を求める

とともに、第２４条（安全保護回路）第６項の規定に基づき不正

アクセスの防止について対策を求めており、申請者は当該規定に

適合する設計を行っていることを確認しています。 
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Ⅲ－４．３ 自然現象の組み合わせ（第６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 川内原発の安全対策については、科学的見地から決定的な欠落が

ある。それは「地震」「噴火」「台風」の同時発生の想定だ。 

 

 

 地球温暖化の影響が考えられる近年の自然災害の異常さは、今後

とも続きさらに厳しくなると考えるべきでしょう。巨大台風の来

襲、豪雨、強風、竜巻などが火山活動ともに起きる可能性も否定

できません。 

 

 自然現象の組合せの検討が不十分である。自然現象、たとえば台

風と火山の組合せを考えると風速 60m/s 程度で車両の運行ができ

ないときに火山の噴火の恐れがある場合はどのようにして燃料対

を搬出するのか検討されていない。P81 に「火山の影響に対する設

計方針」において記載している。とあるが当該記述がない。よっ

て、報告書には不備がある。 

 

 

 

 

 

 津波しか想定されておらず、他に起きうる自然災害すべて想定さ

れるべき。そして、最悪の事態として、さまざまな自然災害が同

時に重なって起きたときなども想定されるべき。福島の事故を「想

定外」とするのであれば原子力発電は動かすべきではない。 

 

 複合的な危険性についての想定がゆるい感じがします。火山によ

 自然現象の組合せについて網羅的に検討し、安全施設に与える影

響を考慮して抽出し、自然現象の組合せによる影響に対して、安

全機能が損なわれない設計としていることを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 川内原子力発電所敷地周辺の火山について、過去の活動履歴や地

球物理学的調査から、川内１・２号機の運用期間中に火砕流等の

影響が及ぶ可能性は十分小さいとしており、その評価が妥当であ

ると判断しています。また、川内１・２号機の運用期間中に火砕

流等の影響が及ぶ可能性が十分小さいことを継続的に確認するた

めに、火山活動のモニタリングを行うこととしています。その上

で、事業者は、仮に火山活動の活発化の兆候を把握した場合の対

処として、原子炉の停止、適切な燃料の搬出等を実施する方針と

しており、事業者において具体的な検討がなされる必要がありま

す。 

 

 自然現象の組合せについて網羅的に検討し、安全施設に与える影

響を考慮して抽出し、自然現象の組合せによる影響に対しては、

安全機能が損なわれない設計としていることを確認しています。 

 

 

 同上 
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Ⅲ－４．３ 自然現象の組み合わせ（第６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

る地震の発生、火山による火災、火山による有毒ガスなどの発生

はないのでしょうか？たとえば、地震が原因の火災について、道

路がゆがんでいて消火活動が思うように行えない。必要な連絡先

に電話も携帯も通じずに連絡できず、命令指示を確実に行える人

に連絡がつかないなど。火山灰では視界が悪く燃料の移送ができ

ずに非常用発電が使えないなどさまざまな普通に想定できる範囲

のことが不足してませんでしょうか？  

 

 大型台来襲時などいわゆる複合災害時における原発事故は十分想

定できる。複合災害時における原発事故時の対策を策定するまで

再稼働してはならない。 

 

 地震と台風の組み合わせが考慮されていない。 

 

 

 近年の異常気象の広がりを考えると、全てが、想定が難しい自然

現象として考えていかねばならない。洪水及び地滑りについて、

80 ページの「保安発電所の敷地では発生しないと評価」は、誤り

である。 

 

 自然現象の組み合わせで、「同時に発生するとは考えられない」と

いうのは、主観でしかありません。物理的に矛盾しない限り、す

べての組み合わせが、同時に発生しうるとして対策してください。 

 

 巨大地震・津波、大規模火山噴火、台風・集中豪雨等の自然複合

災害と重なるリスクがある。これに対する行政等のソフトの対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 地震と台風の組み合わせについては、荷重に対する影響を考慮し、

Ⅲ-1.3 の 4.(2)①に記載しています。 

 

 洪水、地滑りについては、発電所の敷地及びその周辺の地形状況

から、設計上考慮する必要がないとしていることを確認し、合理

性があると判断しています。これらについては、審査書に記載し

ています。 

 

 「③同時に発生するとは考えられない」というのは、自然現象の

組合せにより物理現象として同時に発生しないとしていることで

あり、その考え方は合理性があることを確認しています。 

 

 設置許可基準規則解釈第６条第３項により、自然現象の組み合わ

せによる影響を考慮して安全施設の安全機能が損なわれない設計
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Ⅲ－４．３ 自然現象の組み合わせ（第６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

整備が十分に考慮されているとは言い難い。 

 

 

 

 

 地震や津波や台風の同時発生の荷重など複合的な対策や計算が不

明ではないか？  

 

 

 

 火山噴火と大雨・長雨（一週間以上続く降雨で総降水量が 1000 ミ

リ程度以上、当然ながら落雷の可能性もある）の組み合わせは検

討されているのか（降水に対しては排水設備についての記載しか

見つからなかった）。安全機能を保つことが出来るか。上記 2つに

加えてさらに地震が起きた場合はどうか。被害地震の揺れは一回

ではない。例えば震度６が 1回起こることに加えて震度 5が数回

起きる場合に安全機能は保たれるのか。 

 

 ３-４．３自然現象の組合せ（P80）２．原子炉施設に与える影響

が自然現象を組み合わせることにより、個々の自然現象がそれに

与える影響よりも小さくなる。同時に発生するとは考えられない

とあるのは、どちらも非科学的で主観的な屁理屈だ。２．は常識

に反した、どこでも証明されていない主張。３．は「地震とそれ

に同期する崖崩れ」など、災害が同時に発生する場合は沢山ある。 

 

 

であることを確認しています。なお、大規模な自然災害による原

子炉施設の大規模な損壊が発生した場合における体制の整備につ

いて、重大事故等防止技術的能力基準に適合していることを確認

しています。 

 

 自然現象の組合せについて網羅的に検討し、安全施設に与える影

響を考慮して抽出し、自然現象の組合せによる影響に対しては、

安全機能が損なわれない設計としていることを確認しています。

なお、設置許可段階では、基本的な設計方針を確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 「②原子炉施設に与える影響が自然現象を組み合わせることによ

り、個々の自然現象がそれに与える影響よりも小さくなる」とい

うのは、例えば、森林火災と降水のような、同時に発生すること

で、組み合わせた自然現象としての影響が緩和されるものです。

また、「③同時に発生するとは考えられない」というのは、自然現

象の組合せにより物理現象として同時に発生しないとしているも

のです。これらの考え方は合理性があることを確認しています。 
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Ⅲ－４．３ 自然現象の組み合わせ（第６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 ページ８０ ３－４．３ 自然現象の組み合わせ地震による津波

や地滑りの発生、台風による暴風・大雨による高潮、竜巻、土石

流、山崩れが全て同時に発生した前提で対策を講じる必要がある

と考える。 

 

 火山 地震 地盤 竜巻 津波 被ばく評価 内部火災 等のガ

イドについてそもそもすべて申込者である、九州電力株式会社が

過去の文献やデータ等で作成したもので各分野の専門家の意見を

加味していることの明記が一切ない事に対して「適切なものであ

ることを確認した」とは決して決して認めることは出来ない。 

 

 

 本申請書において、火山の噴火や航空機の墜落などのリスクは十

分に小さいことを示していますが、起こる可能性は否定されてい

ません。 

 

 地震、津波、火山噴火、テロ、等の外部事象に加えて、それによ

り引き起こされる 2次的事象として、「電力会社役員の積極性の消

失」を入れるべきと考えます。 

 自然現象の組合せについて網羅的に検討し、安全施設に与える影

響を考慮して抽出し、自然現象の組合せによる影響に対しては、

安全機能が損なわれない設計としていることを確認しています。 

 

 

 原子力規制委員会は、独立した立場で、科学的・技術的見地から

審査し、自ら責任を持って判断をすることが役割です。審査は、

委員及び規制庁職員に加え、本年３月１日に原子力規制委員会に

統合したＪＮＥＳが蓄積した専門的知見等を活用しつつ進めてき

ており、また、必要に応じ、外部専門家の意見を聴取してきてい

ます。 

 

 新規制基準への適合性を審査し、自然現象等が原子炉施設の安全

機能が喪失しない設計方針となっていることを確認しています。 

 

 

 事業者に対し、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力を要求しています。 
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Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重要安全施設への考慮（第６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 変電所を重要安全施設に加えて、耐震対策を義務付けることを求

めます。【理由 福島第一原発事故時には、48 施設が損壊した他、

噴砂などを伴なう液状化、陥没を生じ、その復旧に膨大な時間と

人員を費やし、無用な被曝をさせたことの教訓です。】 

 原子力発電所の安全設計の評価においては、外部電源が失われた

場合においても安全が確保されるよう、高い信頼性を持った所内

の非常用発電設備を設置することを要求しています。  
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 不法な侵入の防止に係る趣旨として設備に関する審査なので仕方

がないのかもしれませんが、ソフト的な面の審査はできないもの

でしょうか。 

 

 冷却水配管の継ぎ手部分を破壊することにより二次系冷却水供給

を不可能となることの対策は検討されましたか。また、コンピュ

ーター回線をダウンさせる行為に関して検討がされていますか。

建造物の堅牢性が基準を満たしても上記のようなつなぎ目やソフ

ト面の脆弱性が懸念されます。 

 

 武装集団テロ対策や悪意に満ちた爆発物、有毒ガスへの飛来攻撃

への対応、大型車等の侵入が全く抜けている。 

 

 ８２ページ３－５ サイバーテロについて、「上記の対策１．から

３．を講じるとしていることを確認したことから、設置許可基準

規則に適合するものと判断した。」と書かれているが、世界中で

日々、サイバーテロとその防御のイタチごっこが続いているのに、

どうして防御しきれると言えるのか。 

 

 

 

 

 防護区域の設定の認識不足：核セキュリティ(注１)対策は、核燃

料または核燃料物質が収容されている原子炉等への設備へのテロ

行為を想定しているが今般の事故を鑑みると、現在の厳重な防護

区域(注２)の設定だけではテロを防ぐことは出来ないと判断す

 審査においては、変更しようとする原子炉施設の位置、構造及び

設備が災害の防止上支障がないことを確認するために、不法な侵

入等を防止するための設備が設けられることを確認しています。 

 

 不法な侵入等の防止を講じることとしており、その中では破壊行

為や不正アクセスの防止対策が図られていることも確認していま

す。 

 

 

 

 武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に

基づき、必要な対策を講じることとしています。 

 

 サイバーテロ対策については、実用発電用原子炉及びその附属施

設の技術基準に関する規則第 9条において、不正アクセス行為を

防止するため、適切な措置を講じることを要求しています。 

なお、核物質防護対策としては、事業者に対し、情報システムセ

キュリティ計画を策定すること、発電用原子炉施設及び特定核燃

料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報シス

テムに対する外部からのアクセスを遮断することを要求していま

す。 

 

 核物質防護対策については、核物質防護規定の認可において確認

しています。 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

ご意見の概要 考え方 

る。つまり、全交流電源の喪失対策、原子炉施設の冷却機能の喪

失、使用済み燃料プールの冷却機能の喪失、以上３つの設備の機

能喪失を防ぐ対策が十二分ではない。 

注１）核セキュリティとは、核物質、その他の放射性物質、関連

施設とその輸送を含む関連活動を対象にした犯罪の防止。 

注２）防護区域とは、核燃料保護のため、鉄筋コンクリート造り

の障壁その他の堅固な構造の障壁で区画されるエリア。 

 

 侵入者の早期検知力不足：テロ目的侵入者の通報および対応の時

間をより確保するため、不法侵入者をより 早期に検知する対策

が成されていない。従来よりもさらにセンサー等を用いた侵入検

知ラインを敷地境界側へと拡大しなければならないのではない

か？  

 

 テロ行為の遅延対策不足：我が国原子力施設は敷地の狭隘が顕著

であり、この事情を踏まえ、施設個別の状況に応じたセンサーの

設置が必要となる。当然、不法侵入者の活動を侵入検知点で阻害

し遅延させることが望ましい。その為の敷地境界等へのフェン 

ス等の増設など、効果的な防護対策が欠けている。 

 

 

 防護すべき設備の耐性がもろい：防護すべき設備を現行よりさら

に強固な材料で覆い、爆発物等からの攻撃に耐性を高める措置が

成されていない。 

 

 防護体勢の脆弱：爆発物などを用い、不法侵入するテロ行為に対

 

 

 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 同上 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

ご意見の概要 考え方 

して、民間レベルの体制では不十分である。今後、防護すべき設

備を万全の体制で護るため、対応する治安当局との連携およびそ

の（人員、装備、資機材等）をさらに充実・強化せねば防護体勢 

の脆弱さから、最悪のシナリオへの悪化の状態が懸念される。 

 

 

 最悪のシナリオ（緩和策等の準備）が成されていない。：防護すべ

き設備が破壊された場合を想定し、その備え、深層防護(注３)の

考え方に沿ってテロ行為の影響を緩和する対策が講じられていな

い。テロ行為の大きさに対応困難な場合を想定しているだろう

か？その際の追加的に必要な人員、装備等を動員する計画、なら

びに従業員や負傷者、近隣住民等を安全に退避させる計画とその

訓練が行われていない。また、動員および退避に関わる計画に関

係するずべての組織間の情報伝達、意思疎通の在り方さえ検討さ

れていない状態である。 

注３）テロ行為により第一の防護措置が破られたとしても、その

後の有害な影響の発生を阻止する第二防護措置、さらに有害

な影響を出来うる限り小さくする第三の防護措置 

 

 内部脅威対策：防護すべき設備のなかには従業員等の近接が容易

なものがある。現行の出入り管理、身体および持ち込み品の検査

等を徹底強化する必要がある。また、信頼性確 認の代替措置と

してのツーマンルール(注４)が徹底され、実効性を高めていると

は思われない。 

注４）危険な物質を取り扱ったり、重大な結果を招くおそれのあ

る操作を行う際に、人的ミスや不正行為による重大な脅威

 

 

 

 

 

 

 新規制基準において、故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応を求めており、Ⅳ章に記載しています。武力攻撃

事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に基づき、

必要な対策を講じることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 核物質防護対策については、核物質防護規定の認可において確認

しています。 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

ご意見の概要 考え方 

の発生を予防するために、担当者が必ず二人一組で行動す

ることを定めた規則。 

 

 建物の設計上不法侵入に対する対策を講じることを確認した”と

記載されているが、対策を講じることではなく、不法侵入対策の

実態を審査しなければ意味がない。人の接近管理及び出入管理が

行える設計、持込み検査が可能な設計、当該情報システムに対す

る外部アクセスを遮断する設計と、いう記述はすべて当然の内容

であり、その方針の元、どのような設計をするのかこそが問われ

るものである。よって、この内容をもって設置許可基準規則に適

合するという判断は不十分である。 

 

 

 

 設置変更許可に係る審査は、変更しようとする原子炉施設の位置、

構造及び設備の基本設計ないしは基本的設計方針を確認するもの

であり、核物質防護対策については、核物質防護規定の認可にお

いて確認しています。 
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 
ご意見の概要 考え方 

 申請者は可燃性ケーブルについて、難燃性ケーブルへの取り換え

ではなく、シール材で処理するとしている。しかし、シール材の

経年劣化や施工不良などによる漏れなどが発生するおそれがある

ことから、難燃性ケーブルに交換して、本質的に燃えないように

すべきである。 

 

 

 

 

 p.85 の 4.の１行目：火災防護基準に規定する重要な要求内容であ

る「安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響

を限定し、」が記載に抜けている。 

 

 

 p.85 の 4.の 4 行目「誤作動」：火災防護基準では「誤動作」と規

定。 

 

 p.85 の 4.の 4 行目「誤操作が起きた場合においても」：火災防護

基準の規定どおり「誤操作によって」のほうが適当。（操作は自然

現象ではなく人為的な行為であり「起きる」のではないから） 

 

 p.86 の 1 行目「則った」：3行目の「ただし書き」を受けて「一部

を除いては則った」とするべき。 

 

 p.86 の 4 行目「十分な保安水準が確保されること」：火災防護基準

（1.まえがき）で規定されている「本基準に適合しない場合であ

 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機

能を有する構築物、系統及び機器と放射性物質の貯蔵又は閉じ込

め機能を有する構築物、系統及び機器に係るケーブルについては、

核計装ケーブルを除き、難燃ケーブルを使用することを確認して

います。核計装ケーブルについては、ケーブルは専用電線管に収

納するとともに、電線管の両端は、酸素供給防止のため難燃性の

耐熱シール材により密封することにより、十分な保安水準が確保

されることを確認しています。 

 

 審査において、申請者は、火災防護基準２．２の規定に則って火

災の影響を限定するために火災の感知、消火設備を設計する方針

であることを確認しています。 

 

 

 設置許可基準規則第８条解釈第３項の規定に基づき、原案のとお

りとします。 

 

 設置許可基準規則第８条解釈第３項の規定に基づき、原案のとお

りとします。 

 

 

 十分な保安水準が確保されることを確認していることから、原案

のとおりとします。 

 

 設置許可基準規則では「設置許可基準に定める技術的要件を満足

する技術的内容は、本解釈に限定されるものではなく、設置許可
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 
ご意見の概要 考え方 

っても、それが技術的な改良、進歩等を反映したものであって、

本基準を満足する場合と同等又はそれを上回る安全性を確保し得

ると判断される場合」に該当するか否かについては審査したのか。

また、p.86(1)丸数字 2の 3行目「防爆型の火災感知器を設置」：

屋外での誤作動防止対策は必要ないのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 モントリオール議定書により、オゾン層破壊物質であるハロンは

原則、使用が抑制されることとなった。原子力施設においては、「ハ

ロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について(平成 3年消防予

第 161 号)」及び「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・

機器の使用抑制等について(平成13年消防予第155号)」に基づき、

ハロンの使用が認められてはいる。今回、川内原子力発電所にお

いても、ハロン 1301 の消火設備が導入されてるが、この必要性に

ついて本当にクリティカルユース(必要不可欠な分野における使

用)のみの導入であるのかについて、実質的な審査は行われたの

か。 

 

 p.86(1)の最終段落の 2行目「発火源がなく可燃物を置かない運用

基準規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根

拠があれば、設置許可基準規則に適合するものと判断する。」とし

ています。また、火災防護基準では「本基準に適合しない場合で

あっても、それが技術的な改良、進歩等を反映したものであって、

本基準を満足する場合と同等又はそれを上回る安全性を確保し得

ると判断される場合は、これを排除するものではない。」としてい

ます。アナログ式の感知器を設置しない場所については、水素の

漏えいが否定できない場所や降水等により誤作動が想定される屋

外に限定した上で、火災防護上の安全性を確保できるとする防爆

型の火災感知器を設置するとしている申請者の方針が適切であ

り、火災防護対策として十分な保安水準を確保した設計としてい

ることを確認したことから設置許可基準規則に適合するものと判

断しています。 

 

 本審査では、変更しようとする原子炉施設の位置、構造及び設備

が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染されたもの又は発

電用原子炉による災害の防止上支障がないものとして設置許可基

準規則に適合するものであることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料ピットは常時、冷却水で満たされており火災が発生し
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 
ご意見の概要 考え方 

とする」：近傍の火災の延焼によるピット、タンク室での火災発生

のおそれはないのか。 

 

 

 

 

 

 

 火災感知設備、消火防止設備は、火災時にケーブル損傷等により

機能喪失しないシステム構成になっていることを確認すべきであ

る。火災が発生した時に、火災によりケーブル等が損傷し機能喪

失するようなことがあれば、火災感知器や消火設備として意味を

なさない。 

 

 

 

 p.87(2)の最終段落「使用済樹脂貯蔵タンク室に消火設備を設置し

ない」：火災感知器を設置しない使用済燃料ピットには消火設備を

設置するのか。そうであるならばその理由はなにか 

 

 

 使用済燃料ピット及び使用済樹脂貯蔵タンク室に火災感知器を設

置しなくて良いことにしているが、火災源がなく可燃物を置かな

い運用とするとしても、例えば水素燃焼など火災が発生した時に

重大な問題に発展することもないとは言えないので、火炎報知器

を改めて設置すべきである。使用済燃料ピットは、水位低下に気

ないことを確認しています。同ピットがある燃料取扱建屋には消

防法に基づき火災感知器及び消火設備を設置するとしているた

め、適切に消火活動が行われることを確認しています。また、使

用済樹脂貯蔵タンク室については、同様に隣接区画に消防法に基

づき火災感知器及び消火設備を設置するとしているため、適切に

消火活動が行われることを確認しています。これらにより、他の

区画からの延焼を防止することができることを確認しています。 

 

 火災感知設備は、火災を早期に感知できるよう固有の信号を発す

る異なる種類の感知設備により信頼性が向上し、さらには、火災

により機能喪失した場合には、警報が作動するため、火災の発生

を感知できることを確認しています。また、消火設備は煙等によ

る二次的な影響を受けないよう、消火対象となる火災区域又は火

災区画とは別のエリアに消火設備を構成するボンベ及び制御盤等

を設置することを確認しています。 

 

 使用済燃料ピットは常時、冷却水で満たされており火災が発生し

ないことを確認しています。また、同ピットがある燃料取扱建屋

には消防法に基づき火災感知器及び消火設備を設置することを確

認しています。 

 

 使用済燃料ピットについては、設置許可基準規則第１６条第３項

に基づき、水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量を測定で

きる設備により、水位の変化を監視することができる設計として

いるため、使用済燃料が冷却できなくなる事態には至らないと判

断しています。なお、使用済樹脂貯蔵タンク室には、火災の要因
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 
ご意見の概要 考え方 

付かず、燃料が冷却できなくなる事態のなると、大量の水素が出

て火災になる可能性が高い。しかも、使用済燃料ピットは原子炉

のような堅牢な放射性物質の閉じ込め機能を備えていないからよ

けい重要である。 

 

 火災報知機の設置につき、使用済燃料ピット及び使用済樹脂貯蔵

タンク室への設置を、発火源が無く、可燃物を置かない運用によ

り設置を免除しています。人為的ミスは必ず起こることを考慮し、

例外規定は作るべきではないと考えます。 

 

 p.88(4)の 8 行目「誤作動」：(4)のクレジットの「誤動作」との違

いはなにか。 

 

 p.88(4)の第 2段落「火災防護基準に規定に」：「火災防護基準の規

定に」の誤記では。 

 

 「原子炉格納容器内で火災が発生し動的機器の安全機能を全て喪

失した場合であっても、原子炉を安全に停止することができると

していることにより、十分な保安水準が確保されることを確認し

た。」とありますが，本当でしょうか。 

 

 

 

 

 

 １時間以上の耐火能力を有する隔壁等による系統分離を行う事に

となる大量の水素は発生しません。 

 

 

 

 

 使用済樹脂タンク室は高線量であること、当該タンク自体は水で

満たされたものであること、同室に人は立ち入ることはないこと、

また、可燃物を持ち込むことがないことを確認しています。また、

使用済燃料ピットは常時、冷却水で満たされています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 原子炉格納容器内における火災発生時に、原子炉の高温停止及び

高温停止の維持が可能となるよう、火災の影響を受けても、制御

棒は炉心に全挿入する設計とし、原子炉格納容器外の補助給水設

備と主蒸気系統設備により蒸気発生器による除熱ができる設計と

していることを確認しています。また、火災鎮火後、原子炉格納

容器内の電動弁を手動操作し余熱除去設備を使用することによ

り、原子炉の低温停止への移行ができる設計としていることを確

認しています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 
ご意見の概要 考え方 

ついて、火災防護基準に則った方針であると記載されているが、

以下の理由により「１時間以上」を「１時間」に修正すべきであ

る。１）火災防護基準 2.3.1(2)c.では、隔壁等の耐火能力は「１

時間」と規定されている。２）本プラントの審査資料において、

隔壁等の耐火能力について「１時間以上」と記載されてはいない。

３）審査書案の誤記と推察される。 

 

 ４．（３）３ 火災感知設備及び消火設備の耐震クラスと、安全機

能を有する機器等の耐震クラスを同一とする事について、火災防

護基準に則った方針であると記載されているが、以下の理由によ

り火災防護基準の規定によらない事業者独自の設計方針であると

評価すべきである。１）火災防護基準 2.2.2(2)では、消火配管の

地盤変位対策のみを要求しており、耐震クラスについては規定し

ていない。２）火災防護基準 2.2.2(参考)では、火災感知設備及び

消火設備の耐震クラスを特定する要求は無く、基準地震動による

火災時においても火災防護対象機器等の機能維持を要求してお

り、この要求に対しては火災感知及び消火以外の火災防護対策に

よって達成する事も可能である。なお火災防護基準に記載されて

いる（参考）は、「対審査官に向けての視点、注意事項を整理した

もの」とされており、これが審査基準ではないとの認識である。

３）安全機能を有する機器等の耐震設計は S クラス等である事に

より、基準地震動が発生した場合にも損傷せず、火災も発生しな

い。従って、火災感知設備及び消火設備を S クラス等で設計する

事に技術的な必然性は無い。 

 

 92 ページ 3-6 の 6.(6)に関する意見「使用済燃料貯蔵施設は、純

 

 

 

 

 

 

 

 火災防護基準２．２．２は地震等の自然現象の影響によっても、

火災感知及び消火の機能、性能が維持されることを求めています。

（３）には、地盤変位対策の考慮について記載されていますが、

火災防護基準は地震によっても火災感知及び消火の機能、性能が

維持されることを求めているものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 使用済燃料貯蔵設備は、消火水が流入しても未臨界となるように
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 
ご意見の概要 考え方 

水中においても未臨界となるよう・・・、また、新燃料貯蔵設備

は、・・・消火水が入ったとしても臨界にならない」とあるが、火

災を想定した場合、純水／消火水ではなく、霧（ミスト）状態で

の最適減速状態でも未臨界／臨界にならない、ことを規制委は確

認する必要があるのではないか？  

 

 ３－６．５．（２）において申請者が火災防護対象ケーブルの系統

分離を行っていないことは規制委員会によって既に指摘されてお

り、不合格と判定されなければならない。また、規制委員会の確

認は、申請者が申告する代替対策の実施と「原子炉格納容器内で

火災が発生し動的機器の安全機能が全て喪失した場合であっても

原子炉を安全に停止することができる」とした仮定に基づいて行

われており、これらが申請者の申告どおり稼動することを確認し

たものではない。 

 

 

 

 火災区域の分離でいう３時間というのは通常の大規模ビルでも要

求されるレベルであり原子力発電所の耐火性能としてはお粗末。

Ｐ89 の１時間耐火は論外に短い。 

 

 

 ニューシア通番 8151 の、廃棄物処理建屋での火災は、それまで経

験したことのない管理区域内での火災であり、関西電力は、防火

意識の徹底、火災発生時の対応を改善する観点から、改善対策を

立案している。計画の項目には、「防火意識の維持や監視を目的と

使用済燃料を配置する設計とすることを確認しています。また、

新燃料貯蔵設備は、消火水が噴霧されても臨界とならないよう、

新燃料を保管するラックを一定のラック間隔を有する設計とする

ことを確認しています。 

 

 

 設置許可基準規則では「設置許可基準に定める技術的要件を満足

する技術的内容は、本解釈に限定されるものではなく、設置許可

基準規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根

拠があれば、設置許可基準規則に適合するものと判断する。」とし

ています。原子炉制御室及び原子炉格納容器内については、火災

防護基準に規定している対策と同一ではないものの、可燃物が限

定されており火災が発生しにくいことや動的機器の安全機能が全

て喪失した場合であっても原子炉を安全に停止することができる

ように設計することなど総合的に判断し、十分な保安水準の確保

が達成できることを確認しています。 

 

 3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁、1時間の耐火壁と火災感知

設備及び消火設備の組合せは、火災の影響軽減のための対策とし

て適切なものであると考えます。なお、これらについては、米国

の基準を参照して設定したものであります。 
 

 火災防護対策は現場での活動が重要であることは言うまでもな

く、発電用原子炉施設全体を対象とした火災防護対策を実施する

ために必要な火災防護計画を策定することを確認しており、かつ、

技術的能力の審査において、品質保証活動の一環として、国内外
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Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 
ご意見の概要 考え方 

して、パトロール頻度の見直」等、他原発でも即応が求められる

ものの他、「退避指示が発令された場合の消火活動の対応方法や防

火扉が閉まっている場合の消火活動の具体的な方法」等の重いも

のがあり、全国の原発の中で、川内、玄海、泊、東海第二の４原

発が、未検討、対策未実施となっている。川内では、火災に関し、

未検討未実施のものが、この他に、ニューシア通番 11004、10696、

10096 等、多数存在している。防火活動は現場での地道な活動が重

要であり、川内原発の自信が防火面へ悪影響を与えていることを

心配します。 

 

 「互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、3時間以上の耐火能

力を有する耐火壁等により分離された火災区域又は火災区画に設

置する」とあるが、通常の火災時はともかく、重大事故発生時に

は本耐火壁の耐火能力では不十分か慎重に評価すべきである。 

のトラブル情報を収集し、必要な措置を講じる体制を構築するこ

とを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則第４１条に基づき、火災により重大事故等に対

処するために必要な機能を失うことがないことを確認していま

す。 
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Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.93 の３-7 の 1 行目「発電用原子炉施設」：1.の 1 行目の「原子

炉施設」との違いはなにか。 

 

 p.93 の３-7 の 5 行目「溢れた」：規則の規定では「あふれ出た」 

 

 p.93 の３-7 の第 2段落の 2行目「適合しているものであることを

確認する」：適合しているはずという予断が示されており安全文化

の姿勢が感じられない。p.1 の 1.で記載されているとおり審査に

おいては適合しているか否かを確認するべきものではないのか。 

 

 p.94 の 4 行目「安全機能を有する設備」：「解釈」で規定している

のは「安全施設の安全機能が損なわれないようにするために必要

な設備」ではないのか。（安全機能を有する設備だけにはとどまら

ないはず） 

 

 p.94 の 2.(1)の 1 行目「溢水ガイドを踏まえて」：「ガイド」を踏

まえているのは溢水源の想定だけなのか。 

 

 p.94 の 2.(1)の 5 行目「隔離時間」：「ガイド」(付録 B(1))の規定

では,高エネルギー配管で自動隔離のない系統については隔離時

間を考慮していないが。 

 

 p.94 の 2.(1)の最終行「確認した」：申請内容が「ガイド」を踏ま

えているかどうかについては確認しなかったのか。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 本節の要求事項として、「安全施設の安全機能が損なわれないよう

にするための必要な設備を防護対象設備として抽出する」という

要求が記載されており、ご意見の趣旨は含まれていることから、

原案の記載としています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 隔離時間については、自動隔離の他に原子炉制御室での手動隔離

も含みます。 

 

 

 内部溢水影響評価ガイドは技術基準への適合性を確認することを

念頭においたガイドであることから、「ガイドを踏まえている」と

の記載はしていません。 
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Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.94 の 2.(2)の 2 行目「放水量」：「放水率」または「単位時間あ

たりの放水量」ではないのか。また本パラメータについては「３

-6」に記載がないが審査したのか。 

 

 p.94 の 2.(2)の 2 行目「火災防護審査基準に従い 3時間」：「基準」

(2.2.1(2)丸数字 8)では「消火設備は,2 時間の最大放水量を確保

できる設計であること」と規定している。 

 

 ｐ.95(3)の 2 行目「地震以外の自然現象により発生する溢水は・・

対象としない」：このことは「ガイド」では規定されていないし、

設備配置等の詳細が未定の段階でなぜ「包絡される」という結論

が出せるのか。（今後の詳細設計の段階で包絡されるか否かを審査

するというのなら理解できるが） 

 

 

 

 

 

 

 ｐ.95(3)の 5 行目「Bクラス及び Cクラス機器」：ある機器が Bク

ラスと Cクラスの両方に分類されうるとの誤解を生む記載。「ガイ

ド」の規定どおり「B,C クラス機器」のほうが適当。 

 

 p.95(3)の 11 行目「運転員の手動操作」：「ガイド」に規定する「自

動操作の考慮」はしていないのか。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 屋外タンクに対しては、基準地震動による地震力に対して、破損

を想定する耐震Ｂ 、Ｃ クラス屋外タンクについて、接続配管の

完全全周破断等による溢水を想定し、発生する溢水水位が、防護

対象設備が設置されている建屋の開口部高さを超えない設計とす

ることを確認しています。また、地震以外の自然現象として、竜

巻を想定し、屋外タンクが破損することなどにより生ずる溢水を

考慮することが竜巻ガイドに示されていますが、竜巻による溢水

は、水頭圧として厳しい地震の破損箇所と比べて、同等または小

規模であることが容易に推察されることから、包絡できるとして

いることを確認しています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 地震時に起因する破損が想定される溢水源となり得る機器は、全

て手動隔離とする設計方針とすることを確認したことから、原案

のとおりとします。 
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Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.95 の 2.の最終段落「保守的な設定」：「ガイド」で規定する「高

エネルギー配管破損とスプリンクラーからの放水が同時に発生す

る溢水」,「原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水」

については審査したのか。  

 

 

 

 

 ９８ページ (4)使用済燃料ピットのスロッシング後の機能維持

に関する設計方針 「申請者は、使用済燃料ピットの冷却及び給

水に必要な設備の没水、被水、蒸 気放出の影響に対する安全機能

維持に係る設計に加え、使用済燃料ピットが、 スロッシング後に

おいても、ピット冷却機能及び遮蔽機能維持に必要な水位を 確保

する設計方針としている。」 使用済燃料ピットについて、使用済

み燃料は原子炉内の燃料と同じあるいはそれ以上の放射性がある

ので、原子炉格納容器と同様の遮蔽性が求められる。しかし、使

用済み燃料ピット内部には水が満たされているのみで、その上部

は開放されており、何らの遮蔽性もない。したがって、何らかの

事故で原子炉建屋の上部が破壊されたとき、使用済み燃料が露出

したり放射性物質が放出される可能性がある。 

 

 p.99 の「エリア内で生じる溢水」：大量の降雨の影響も考慮してい

るのか。 

 

 

 

 防護対象設備の設置箇所はハロン消火方式を採用しており、スプ

リンクラーを使用しないことを確認しています。また、他の区画

でスプリンクラーから放水された水が流入することはないことも

確認しています。また、設計基準事故時に原子炉格納容器スプレ

イ系統が作動し場合においても安全機能が損なわれないように、

格納容器内の機器等は耐環境仕様とされていることを確認してい

ます。 

 

 使用済燃料ピットは、スロッシング後においてもピット冷却機能

及び遮蔽機能維持に必要な水位を確保する設計としていること

を確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 降雨の影響については、Ⅲ－４．２．４のとおり、適切に排水で

きる能力の排水設備を有しており、降雨による溢水を評価する必

要がないことを確認しています。 
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Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.99 の 7.の 2 行目「溢れた場合」：第 9条第 2項では「あふれ出

た場合」と規定。 

 

 近年異常気象による大量降水が発生するようになって来た。１０

０ｍｍ日以上の降雨にも対応できる仕様にすべきである。その際

電源盤が冠水した場合、発電機等いくら多数用意しても対応不能

となる。キュービクル冠水時の代替受電盤等の用意が必要と思い

ます。 

 

 審査書案９７ページ、４－（２）－３ 防護対象設備への止水処

置等による被水対策を実施する。に関する意見。川内１号２号の

発電規模（各９０万ＫＷ級）では復水器用を主とした冷却用海水

のタービン建屋内への流入量は、９万トン／時程度である。 こ

の海水管が亀裂・破断等を起こした場合、同一建屋内の地下構造

物／電気室は極めて短い時間（数分程度）で水没し機能を失い再

使用も不可となる。仮に非常用発電機・蓄電設備が他の建屋に別

置きされていたとしても分電・配電は電気室内であるので使用で

きず、反応器の冷却・監視機能を喪失する。 

 

 本件審査書案 p.93 の「３－７ 溢水による損傷の防止等(第 9条

関係)」には、現在、東京電力福島第一原発事故で深刻な課題とな

っている地下水流入対策がない。 

 

 地震後の地下水の流入について、湧水サンプポンプが耐震性を有

しているとしているが、電源喪失時にも運転可能なのか？ 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 川内原子力発電所近隣の気象観測所での観測記録によって設計上

考慮すべき降水を想定し、それを上回る排水性能を有した排水施

設を設置するとしていることを確認しています。また、設置許可

基準規則第９条に対する適合性の審査においても、安全施設は溢

水に対して防護される方針であることを確認しています。 

 

 タービン建屋内には、防護対象設備が設置されていないこと、溢

水伝播により防護対象設備が設置されている建屋へ流入しない設

計方針であることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 地震により外部電源喪失に至った場合、湧水サンプポンプ、湧水

サンプポンプ電源及び排出ラインは耐震性を有しているため、地

震時においても機能が維持できるとしています。 

 

 同上 
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Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 審査項目に欠落が多い。審査項目の見直しをすべき。川内原発で

は原子炉建屋、タービン建屋内に湧水があり、建屋内のピットに

溜まる。それをポンプで常時汲み上げている（以上は九州電力の

広報より。1日平均で 300 トンと。最大は何トンか未回答。川内原

発では福島原発のようなサブドレンに相当するものは無いとのこ

と）。ポンプが機能停止した場合何が起きるか検討していない。 

 

 同上 
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Ⅲ－８ 誤操作の防止（第１０条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 化学工場も当初は各計器盤が並んでいましたが現在ではコンピー

ター画面があるだけです。しかし、異常が発生した時はどの部分

でどのような異常があるのか直ちに見ることができます。スリー

マイル島の事故でも計器盤の裏側に表示盤があり、異常の検出が

遅れて事故になったと聞いています。全体の状況が直ちに分かり、

異常が発生したら直ちに分かるシステムの構築が必要です。さら

に自動的に安全に停止させるシステムが必要です。 

 

 １００ページ ３ー８ 運転員は地震を想定して、常に訓練が必

要です。 

 

 p.100「３-8 誤操作の防止」：誤操作の防止についての記載がない

が、第 10 条第 1項が審査の対象外であるならば項目名が不適当で

は。 

 

 １００ページ ３－８誤操作の防止 色、形で誤操作を防止し、

停電時でも、その見分けがつくように必要な照明は維持されると

のことですが、操作する側が見ることができない、操作すること

ができない（体を負傷する）などの事態になることもあるわけで、

電気がついて見分けがつけばいいという単純な方策だけを想定し

ている部分に不安を感じます。 

 

 人間は必ず間違いを犯すものであるからどれだけ容易な操作や技

術的能力を規則で求めても完全に安全にはならない。通常時でさ

えミスはあり得るし、事故時にはパニック等により作業場のミス

はさらに増えると考えられる。さらに、この設計基準では、構造

 今回の新規制基準に係る変更申請及び審査の対象ではありません

が、既に、設計基準対象施設については、人間工学上の諸因子を

考慮した操作性を有していること、発電用原子炉の状態が正確か

つ迅速に把握できること等の措置が講じられた設計とされていま

す。 

 

 

 

 地震発生の想定も含めた教育訓練を実施する方針を確認していま

す。 

 

 変更申請があった事項に該当する基準規則の条文の表題を記載す

ることとしていることから、原案のとおりとします。 

 

 

 本節のみならず、設置許可基準規則第１１条第３号では、設計基

準事故が発生した場合に用いる照明及びその専用の電源を備える

設計とする方針であることを確認しています。なお、設置許可段

階では、基本的な設計方針を確認しています。 

 

 

 

 適切な措置を講じるための手順を定め、教育・訓練を実施する方

針を確認しています。また、従来からの誤操作防止に加え、新規

制基準において安全施設は容易に操作することができる設計方針

を求めており、これに適合することを確認しています。 
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Ⅲ－８ 誤操作の防止（第１０条関係） 

ご意見の概要 考え方 

上の当初からの欠陥あるいは劣化による欠陥が後になって判明し

た場合の対処方法が示されていない。故障やその後露呈するかも

しれない機能不足を技術要件として明示すべきである。 

 

 ３ー８ 誤操作の防止（第１０条関係）について「４項目を満た

していることから設置許可基準規則に適合するもの」と判断して

いるが、福島第一原発事故に伴う地震の際の多数の証言から、現

行の設計方針では人が立つのが困難な地震動状況下では、確実か

つ迅速な操作を行うことが不可能である。よって、中央制御室は

地震動を伝えない独立した建屋にするか、振動発生時にも運転員

が上体を保持できる器具ないしは装置を設置することが必要不可

欠だと推察する。 

 

 ヒューマンエラーが事故を引き起こす場合は多々あると思いま

す。事故がおきれば、と言う事体を想定しないで、本気で稼働さ

せようとしていることの正気をうたがいます。 

 

 

 

 

 

 地震発生時は操作を中止し安全確保に努める運用や手順としてお

り、その間は、運転員は新たに設置された手すり等につかまり安

全を確保し、余震が収まった後に適切な操作ができる設計として

いることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 ヒューマンエラーを考慮して単一故障の防止を要求するととも

に、設計基準事故が生じた場合は、ヒューマンエラーも含め最も

厳しい単一故障を想定しても事故に対応できることを求めていま

す。 
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Ⅲ－９ 安全避難通路等（第１１条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 ３－９ 安全避難通路等（第１１条関係） １０１ページ（避難

用の照明を除く。）とあるが、除く条例的、法的根拠を示せ。安

全避難通路等の項目に夜間照明がなくていいのか。 

 

 p.101 の「３-9 安全避難通路等」」：安全避難通路についての記

載がないが、第 11 条第 1号、第 2 号が審査の対象外であるなら

ば項目名が不適当では。 

 

 重大事故と台風が重なった場合、避難通路が確保できない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夜間のタンクローリの移動に備えて可搬型照明を準備可能な設計

とするとありますが、降灰中や航空機衝突時にこれらが人手によ

り設置できるとは到底思えません。つまり、人手に頼らざるを得

ない施策については、可搬型照明の準備という物品管理だけでは

検討したことになっていません。 

 

 ３－９ 安全避難通路等（第１１条関係）について 非常用電源、

無停電電源など、照明を電灯電源に頼る設計方針となっているが、

先般の事故において、電源設備は浸水において悉く点灯不能とな

 避難用照明については既に設置されており、従来からの基準に変

更はないことから、今回の申請には含まれておらず、審査の対象

ではありません。 

 

 見出しについては、該当する基準規則の条文の表題を記載するこ

ととしていることから原案のとおりとします。 

 

 

 重大事故対策におけるアクセスルートの確保に関して、事業者が、

設計基準上の想定を超える自然現象等の発生により単一のルート

ではアクセスルートの確保が困難になる場合を想定し、迂回路も

考慮して複数のアクセスルートを確保した上で、被害状況に応じ

て複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なアクセスルー

トを選択するなどの措置を講ずることを示しており、アクセスル

ートの確保に関し実効性のある運用管理を行う方針であることを

確認しました。 

 

 設計基準事故が発生した場合に用いる照明として、夜間にタンク

ローリによるディーゼル発電機燃料の輸送を実施する場合に備え

て、輸送開始が必要となる時間までに可搬型照明を準備可能な設

計とするとしており、いわゆる物品管理のみならず、その使用等

に関する教育・訓練を行うとしていることを確認しています。 

 

 設計基準事故が発生した場合に用いる照明として、原子炉の停止、

停止後の冷却、監視等の操作が必要となる可能性のある場所等に

対して、作業用照明を設置する設計としていることを確認してい
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Ⅲ－９ 安全避難通路等（第１１条関係） 

ご意見の概要 考え方 

ることが既知となったことから、現状の設計方針では不十分であ

る。よって、電気電源によらない照明設備、（例としてＮ夜光を利

用した発光設備）を併設することが必要不可欠だと推察する。 

ます。 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 「・・・設計基準事故時に、配管の全周破断又はフィルター本体

の閉鎖を仮定したとしても・・・安全上支障のない期間内に除去

又は修復できる」この下線部の文言は規制委員会の記載として適

切ではない。規制委員会の要求はあくまで長時間は動的機器の単

一故障又は想定される静的機器の単一故障に対しても安全機能を

果たすことであり、結果、静的機器に対して多重設計を求めるも

のである。しかし、静的機器については以下を合理的に説明でき

る場合は多重設計は要しないというのが基準要求である。ダクト

の全周破断やフィルターの本体の閉鎖を単一故障として考えろと

までは要求しておらずまた要求すべきものではない。 

 

 

 

 

 

 p.102 の 1.の 2 行目「最も過酷な条件である完全機能喪失を」：こ

の記載は「規則」、「規則の解釈」の規定にないし,p.101 の３-10

の 4 行目で「単一故障」の定義をしているのに加えてこのような

記載をするのは定義の内容にブレを生じさせるおそれがある。 

 

 復旧作業を約 3日としているが福島第一原発事故の話を見聞する

とそれで充分とは思えない（もし 3日で普及していれば爆発して

いなかったのではないでしょうか）。つまり福島第一原発事故の反

省に立つというのであればもっと長い復旧時間をとるべき。 

 

 

 設置許可基準規則第１２条第２項は、重要度が特に高い安全機能

を有する系統を構成する設備のうち、静的機器であって長期間の

機能維持を期待するものに対して、最も過酷な条件である完全機

能喪失を単一故障として想定した場合でも、当該系統を構成する

機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は

多様性を確保し、及び独立性を確保した設計とすることを要求し

ています。当該規則解釈第１２条第５項には、静的機器の単一故

障の長時間の安全機能の評価に当たっては、想定される最も過酷

な条件下においても、その単一故障が安全上支障のない期間に除

去又は復旧できることが確実であれば、その単一故障を仮定しな

くてよいことが規定されています。申請者は自ら、当該規定の適

用にあたって、ダクトの全周破断やフィルター本体の閉塞を最も

過酷な条件と設定して評価したものであり、その設定は妥当であ

ると判断しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 設計基準事故における作業に要する想定時間については、作業場

所の被ばく線量を適切に評価する上で、申請者が想定したダクト

における単一故障の特定は容易であることを踏まえ、修復（足場

設置・解体・補修）に要する時間の算出を適切に実施しているこ

とを確認しています。 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 「第 12 条 7 項においては、安全施設について、二以上の発電用原

子炉施設における安全施設と相互に接続する場合には、発電用原

子炉施設の安全性を損なわないものであることを要求している」

が、静的機器の多重性について、『原子炉格納容器のアニュラス部

の換気ダクトの破断と安全補機室排気設備のフィルタユニット閉

塞』を挙げ、いずれの故障においても、安全上支障のない修復作

業を 3日間として緊急作業による被曝線量が線量限度以下になる

から単一故障を不要としている。しかし、3日間という妥当性と

DBA を超え重大事故に至ると線量が上がるからこのような評価は

妥当ではない。DBA と重大事故は連続して生じ得るもので、線量増

加もあらかじめ想定しておくべきである。 

 

 「第 12 条 6 項において重要安全施設について、二つ以上の発電用

原子炉施設において共用し、または相互に接続するものであって

はならないこととした上で、共用または相互に接続することによ

って安全性が向上する場合は、この限りではないとしている」が、

『安全性の向上とはどのような判断によるのか』を明示すべきで

ある。 

 

 p.101 の３-10 の 1 行目「原則として」：このことは第 12 条第 2項

には規定されていない。 

 

 

 

 p.101 の３-10 の 4 行目「単一故障」：前述の p.100 の 8.の 6 行目

で最初の記載がなされているのでそこで用語の定義をすべき。 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則第１２条第６項の解釈には、「「安全性が向上す

る場合」とは、例えば、ツインプラントにおいて運転員の融通が

できるように居住性を考慮して原子炉制御室を共用した設計のよ

うに、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件を満たしつつ、

共用することにより安全性が向上するとの評価及び設計がなされ

た場合をいう。」とされています。 

 

 設置許可基準規則第１２条解釈第５項に設置許可基準規則第１２

条第２項の規定の単一故障の仮定の適用除外及び多重性要求の適

用除外の条件が示されており、「原則として」を記載することで適

用除外条件が存在することを示しています。 

 

 ご意見を踏まえ「単一故障」は本審査書の初出箇所において定義

するように修正します。 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.101 の３-10 の 5 行目「所定の安全機能が達成できる」：主語が 2

行目の「静的機器については」であれば文意が間違っている。主

語となるべき「重要度の特に高い安全機能を有する系統は」の記

載が漏れているのでは。 

 

 p.101 の３-10 の 6 行目「要求している」：要求しているのは「規

則の解釈」であり規則は要求していない。 

 

 

 

 

 p.101 の３-10 の第 2段落の 3行目「安全性が向上する」：主語が

「重要安全施設について」と誤読されるおそれがある。第 12 条第

6項の規定をそのまま引用すべき。 

 

 p.101 の３-10 の第 3段落の 1行目「安全施設について」：「重要安

全施設以外の安全施設について」としないと間違いである。 

 

 

 p.102 の 1.の 8 行目「仮定しなくてもよい」,12 行目「適用しない」：

「解釈」からの引用であれば「仮定しなくてもよいと「解釈」は

要求している」等の記載とすべき。 

 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 設置許可基準規則解釈は、設置許可基準規則の要求内容が、設置

許可基準規則解釈のとおり解釈されることを原子力規制委員会の

審査基準として示しているものであり、設置許可基準規則によっ

て規制要求がなされています。したがって、原案のとおりとしま

す。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 設置許可基準規則解釈は、設置許可基準規則の要求内容が、設置

許可基準規則解釈のとおり解釈されることを原子力規制委員会の

審査基準として示しているものであり、設置許可基準規則によっ

て規制要求がなされています。したがって、原案のとおりとしま

す。 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.102 の 1.の第 2段落の 1行目「対象として」：文章構成上唐突な

ので,第1段落の記載のうちどの箇所が対象なのかを示すべき。（第

1段落のただし書き以降の内容？） 

 

 p.102 の 1.の第 2段落の 3行目「として」：1行目の「として」と

重複して読みにくくなるので,「である」のほうが適当では。 

 

 P102 下から 13 行目、下から 5行目、P103 上から 15 行目 ３

―１０ アニュラス空気再循環設備」は、「アニュラス空気浄化設

備」ではないか。 

 

 p.103 の「(2)多重性の要求を適用しない場合」の 1行目：「各号炉

において単一の設計とする」：「1号炉及び 2号炉において共用とす

る」のであれば「単一の設計」ではないのではないのか。（1号炉

専用、2号炉専用のフィルタユニットがそれぞれの原子炉施設に設

置されているのではなくて,1 号炉と 2号炉で共用するフィルタユ

ニット 2基が設置されているということでは） 

 

 

 

 

 

 

 

 p.103 の「(2)多重性の要求を適用しない場合」の 3行目：「多重性

を確保」：論拠として重要なことが記載されていない。（中央制御

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 発電用原子炉施設の安全性は、号炉ごとに判断するものであり、

重要度の特に高い安全機能を有する系統は、号機ごとに多重化さ

れるべきものであります。原子炉制御室の非常用循環フィルタユ

ニット及びダクトの一部については、号炉ごとに単一の設計とす

るとしているが、共有することにより、他の系統により代替し、

所定の安全機能を維持することができるとしていることを確認し

ています。なお、当該設備を他号炉と共用することについては、

号炉ごとに設置し、片系列単独で原子炉制御室遮へいとあいまっ

て原子炉制御室の居住性を維持できる設計としていること、共用

により更なる多重性を持ち、単一設計とする原子炉制御室の非常

用循環フィルタユニット及びダクトを含め、安全性が向上するこ

とを確認しています。 

 

 同上 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

ご意見の概要 考え方 

室は 1号炉と 2号炉で共用していること。非常用循環フィルタユ

ニットの運転が必要なときは 1号炉のユニットか 2号炉のユニッ

トのどちらかを運転すれば必要な能力を満たすこと。）また多重性

の要求を適用して多重性を確保しているのではないのか。 

 

 重要安全施設において、「中央制御室は共用することにより運転員

の融通が可能となり、総合的な運転管理ができること、また、中

央制御室の換気空調設備については、各号機の換気空調設備を共

用することにより、単一設計とする中央制御室非常用フィルタユ

ニットも含め、安全性が向上することから、二以上の原子炉施設

の安全性が向上する」としている。『しかしながら、号機間の共有、

相互接続の問題は福島事故の教訓であるが、状況次第でどちらが

安全か決まる訳で、申請どおり号機間の共用、相互接続を選択す

るなら、事故の時に逆に分離、独立すべきと判断された場合の検

討も行っておくべきであろう。 

 

 p.104(1)：代替緊急時対策所は中央制御室に対して共通要因故障

を防止するため位置的分散を確保するとしているが、中央制御室

についても共用とすることで共通要因故障防止のうえでは安全性

が低下するのではないのか。 

 

 p.104(1)の 3 行目「単一設計」：p.103(2)の「単一の設計とする」

と同じ意味ではないかと考えられるが用語の定義が必要。（系統に

おいて対象機器を単一の構成とする設計であるという意味か） 

 

 p.104(1)の 3 行目「中央制御室非常用フィルタユニット」：p.103

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 申請書では「単一設計」とされていますが、用語が定義されてい

るわけではないため、「単一の設計」としています。 

 
 

 申請書では例示として「中央制御室非常用フィルタユニット」と
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

ご意見の概要 考え方 

の 9行目では「ダクトの一部」にも言及しているが。 

 

 

 p.104(1)の 4 行目,(2)3 行目「ニ以上」：申請対象の原子炉は 2基

だけなのだから「ニ」とすべき。 

 

されており、「中央制御室非常用フィルタユニット及びダクトの一

部」を含んでおりますので、原案のとおりとします。 

 

 申請書では「二以上」とされていますので、原案のとおりとしま

す。 
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Ⅲ－１１ 全交流動力電源喪失対策設備（第１４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.104 の３-11 の第 2段落の 4行目「容量」：これは蓄電池の容量

(Ah)のことであろうが,第 1段落の 3行目の「電気容量」(VA)に

ついての言及がなされるべきところである。 

 

 p.104 の最終段落「設備に対し電源供給が可能な電気容量を有す

る蓄電池」は意味不明である。ここは「設備が必要とする電気容

量(VA)を一定時間供給可能な容量(Ah)を有する蓄電池」であるこ

とが設計上要求されるべき。 

 

 １０４ページ ３－１１全交流動力電源喪失対策設備 電源喪

失から事故対応の電源が準備されるまでが２５分間で、その間も

つような蓄電池を設計するとのこと。「２５分間」で、本当に大

丈夫なのか不安に思います。 

 

 

 全電源喪失に備えて２５分の蓄電池容量の確保を要求し１時間

の容量設計の回答をしています。福島原発は設計上８時間だった

と聞いています。下記要求基準とあまりにも時間がかけ離れてい

ますが、なぜ適切と判断できるのでしょう。 

 

 

 「全交流電源喪失に備えて、重大事故に対処するための電源設備

から電力供給されるまでの間（約２５分)、原子炉の安全な停止

や冷却、格納容器の健全性確保のための設備に、電力を１時間以

上供給できる蓄電池を備える方針を確認した。」とあるので、外

部電源を供給する施設の複数にして、耐震構造の強化を実行す

 設置許可基準規則第１４条のとおりの用語を用いています。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するための電源設備

によって電力が供給されるまでの時間約 25 分間に対し、申請者は

原子炉を安全に停止し、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全

性のため、必要となる設備に１時間以上の電源供給が可能な容量

を備えた設計とすることを確認しています。 

 

 設置許可基準規則解釈第５７条において、重大事故等対処設備と

しての蓄電池は負荷の切り離しを行わずに８時間、その後、必要

な負荷以外を切り離して１６時間の合計２４時間に渡り電気の供

給を行うことが可能であることを規定しており、当該申請はそれ

に適合していることを確認しています。 

 

 外部電源系の強化のため、発電所構内における電気系統の信頼性

向上、電線路の独立性・物理的分離、複数号炉を設置する場合に

おける電力供給を確保するとしていることを確認しています。ま

た、外部電源喪失時においてもディーゼル発電機等の 7日間の連

続運転を可能とするために、必要となる燃料を貯蔵する設備とし
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Ⅲ－１１ 全交流動力電源喪失対策設備（第１４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

る。外部電源装置は最高Ｓクラスの重要設備でおねがいします。 

 

 

 

 

 104 頁，３－11，全交流動力電源喪失対策設備，外部電源は３系

統装備している，としているが，フクイチ事故の実例を見ると，

鉄塔上の空中架線では地震・暴風などによる鉄塔倒壊により電源

喪失に至る恐れがある。少なくとも１系統は地下敷設線とするべ

きである。 

 

 3-11 における「電池」の設置について, 福島第一原発事故と同

じ誤りを犯す可能性が排除されていません.例えば, もし「電池」

の設置場所が, 津波の被害を受ける様な位置であったならば,非

常用電源の役目を果たすことはできません。 

 

て、燃料油貯油槽に加えて燃料油貯蔵タンクを設置し、地震等の

想定される自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）を想

定しても、燃料油貯蔵タンクから燃料油貯油槽に燃料の運搬を確

実に行うことを確認しています。 

 

 外部電源系については、互いに独立した２回線以上の電線路を設

ける等の規制基準の強化を行った上で、これに期待しないものと

して原子力発電所の安全性を確保することを設計の基本的な考え

方としており、そのために信頼性の高い所内非常用発電設備の設

置を要求しています。 

 

 蓄電池（安全防護系用）およびその附属設備は、非常用２系統を

各々別の場所に設置しており、共通要因により機能を喪失しない

よう多重性及び独立性を確保することとし、地震、津波、内部火

災、溢水の観点から、これら共通要因により機能が喪失しないよ

う頑健性を有していること、その系統を構成する機械又は器具の

単一故障が発生した場合にも、機能が確保される設計とすること

を確認しています。 
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Ⅲ－１２ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 １０５ページ ３ー１２ クレーンを操作する技術者が必要です

が、技術者を養成する訓練所が必要です。人間はミスを犯します

ので、常に訓練をしないと危険です。 

 

 106 ページ ３-１２（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設）に関す

る意見「規制委員会は、以下の項目について審査を行った。１．

使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 ２．使用済燃

料貯蔵槽を監視する機能の確保」とありますが、そもそも、使用

済燃料の保管にあたり、大前提として、使用済燃料貯蔵槽が安全

な場所に設置されているかということについての審査が必要であ

ると考えます。これは、福島第一原発の４号機が爆発し、使用済

み燃料プールの下の階が破壊され、プールが中ぶらりんになると

いう、危機的状況を経験したことからも、絶対的に審査されるべ

き項目であると考えます。 

 

 燃料取扱建屋の構造物については、基準地震動に対して落下しな

いように設計するとしているが、福島原発では、事故時の水素爆

発などによって燃料貯蔵施設にガレキが落下、燃料の損傷が起こ

るところであった。構造物が基準地震動に耐えるだけでは技術的

に不十分である。 

 

 

 p.105 の３-12 の 2 行目「燃料体の落下」：第 16 条第 2項第 2号ニ

では「燃料体等の落下」と規定。 

 

 

 ご意見のとおり、必要な力量を有した者が操作を行うとしている

ことを確認しています。 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて策定された新規制

基準においては、炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策に加

え、使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策も求めています。

審査においては、これらについての適合性を確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 現場の状況及び作業実態を考慮した上で、使用済燃料貯蔵施設の

機能に与えないことが既に確認されている燃料集合体の落下時の

エネルギーと比べてその値が大きいものを、落下によって使用済

燃料貯蔵施設の機能を損なうおそれがある重量物として抽出する

方針とし、それぞれの重量物に対して落下を防止する方針として

いることを確認しています。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅲ－１２ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.105 の３-12 の 5 行目「放射線量に加えて」：第 16 条第 3項第 1

号では放射線量が最優先と規定しているわけではない。 

 

 p.105 の 1.の 2 行目「要求している」：なにが？（規則の規定は？） 

 

 p.105 の 1.の 3 行目、(1)の題名「落下のおそれがある重量物の抽

出」：「落下のおそれ」（落下するかどうかという意味にとれる）で

はなくて「（想定する）落下時に影響を及ぼすおそれ」について審

査しているのではないのか。  

 

 p.105 の 1.(1)の 3 行目「落下時」：「影響を及ぼす重量物の落下時」

であるとの誤解を生じるおそれがある。「落下のおそれのある重量

物の落下時」等と記載すべき。 

 

 p.105 の 1.(1)の 4 行目「抽出する」：これではカッコ内の機器の

意味が不明。後述の(2)の記載にあるとおり「抽出した」のではな

いのか。（そしてその結果はカッコ内に記載のとおり） 

 

 p.106 の丸数字 2の 2行目「走行レールも含む」：レールを固定し

ている基礎部も対象とするべき。 

 

 p.106 の丸数字 3の 4行目「地震時」：この「地震」とはなにを指

しているのか。丸数字 1,丸数字 2では「基準地震動」としている

が。 

 

 p.106 の 1.の最終段落の 4行目「抽出する方針とし」：今後抽出す

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 本節冒頭に記載があることから原案のとおりとします。 

 

 申請者の記載に準拠しているため、原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 「走行レールも含む」の記載には、走行レールを固定する金具及

びその基礎部を含んでおり、評価の対象としています。 

 

 使用済燃料貯蔵設備は耐震Ｓクラスであることから、使用済燃料

ピットクレーンの落下評価に適用する地震動は、基準地震動とし

ています。 

 

 設置変更許可に係る審査では、変更しようとする原子炉施設の位
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Ⅲ－１２ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

ご意見の概要 考え方 

る方針ではなくてすでに抽出済みなのだから「抽出し」と記載す

べき。 

 

 p.106 の 2.の 3 行目,4 行目「要求している」：なにが？（規則の規

定は？） 

 

 ３－１２ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６号関係）に

ついて ２項の使用済み燃料貯蔵槽を監視する機能の確保に関し

て、「使用済み燃料ピットの水位及び水温、放射線量を原子炉制御

室から監視し、外部電源喪失時においても監視を可能とする方針」

としているが、先般の事故において、そのいずれのパラメータが

原子炉制御室から把握できなくなったことが報告されている。よ

って、現状の方針では不十分である。改善策として、原子炉制御

室に加えて、原子炉建屋内部から有線以外の方法で監視情報を伝

達する手段。また、原子炉制御室以外でその情報を受け取る仕組

みが必須だと考える。 

置、構造及び設備の基本設計ないしは基本的設計方針を確認して

います。 

 

 本節冒頭に記載があることから、原案のとおりとします。 

 

 

 設置許可基準規則第３５条への適合性として、水温、水位及び周

辺線量率を緊急時対策所において監視できること、また、通信設

備については、通信方式の多様性を有した設計であることを確認

しています。 
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Ⅲ－１３ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 ３-１３機器・配管について（P107）「原子炉冷却材圧力バウンダ

リとなる機器及び配管は、いずれもこれまでクラス２機器であっ

たことから、クラス１機器における要求を満足していることを確

認する」というだけでは非科学的で意味をなさない。上位の設計

ランクに変更するのであるから、「確認する」ではなく新設計を要

求すべき。たまたま要求を満たすとしても、余裕度は小さいはず

である。福島の事故は、耐震性の弱い機器・配管から全システム

崩壊にいたった。形式的な安全基準は科学的に無意味。 

 

 p.107 の３-13 の 1 行目「第 17 条の解釈」：p.2 の 5 行目の定義に

従って「第 17 条の設置許可基準規則解釈」と記載されるべきとこ

ろ。 

 

 p.107 の３-13 の 1 行目「原子炉冷却材圧力バウンダリに接続して

いる配管」：接続配管の定義としては「解釈」の規定に従っていな

い。「解釈」では接続配管そのものを「バウンダリ」と定義してい

るのだから。 

 

 p.107 の３-13 の 4 行目「クラス 1機器である」：第 17 条とその解

釈には規定されていない。 

 

 

 p.107 の３-13 の 3.の 3 行目「じん性」：第 17 条第 1項第 3号では

「破壊じん性」と規定。 

 

 p.107 の３-13 の 3.の 3 行目「クラス 1としての」：4.の 4 行目「ク

 設置許可基準規則は原子炉施設の安全を確保するために必要な性

能を要求しており、審査では当該基準への適合性を確認していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 現行の記載においても、設置許可基準規則解釈の規定に適合して

いることから原案のとおりとします。 

 

 

 

 技術基準規則第２条第２項第３２号において明示されているとお

り、原子炉冷却材圧力バウンダリであることは明らかであること

から、原案のとおりとします。 

 

 申請書のとおりの記載としていることから、原案のとおりとしま

す。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 
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Ⅲ－１３ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係） 

ご意見の概要 考え方 

ラス 1機器としての」との違いはなにか。 

 

 p.107 の３-13 の 4 行目「可能とする」：「可能とする設計とする」

と記載すべき。 

 

 p.107 の 4.「第 17 条の規定」：「設置許可基準規則解釈第 17 条の

規定」と記載すべき。 

 

 p.107 の３-13 の最終段落「設置許可基準規則に適合」：第 17 条と

その解釈にはクラス 1機器としての位置づけについての規定はな

い。 

 

 107 ページの「III－１３ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条

関係）」において、蒸気発生器も対象となる記述もありますが、「当

該機器及び配管をクラス１機器として位置付ける方針としている

ことを確認した」などとされているだけです。蒸気発生器のよう

な重要な機器の設計に対する審査が行われているのか、行われて

いるとすればどのような審査が行われたのか、明確にするべきで

す。蒸気発生器の伝熱管破損は仮に起きたとしても「重大事故等

対処」で補うからよいのだという発想であるならば、本審査は極

めて危険なものあると言えます。蒸気発生器のような最重要であ

り、かつ複数回の問題を起こしている機器について、厳重な審査

が行われていない本「適合性審査」、あるいはその記述がない本「審

査書案」は欠陥があり、見直しがなされるべきです。 

 

 

 

 

 構文上、原案のとおりとします。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 技術基準規則第２条第２項第３２号において明示されているとお

り、原子炉冷却材圧力バウンダリであることは明らかであること

から、原案のとおりとします。 

 

 蒸気発生器伝熱管は、従来の原子炉冷却材圧力バウンダリであり、

その旨審査をしています。 
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Ⅲ－１４ 安全保護回路（第２４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.107 の３-14 の 2 行目「回路を設ける設計」：第 24 条第 6号が

要求しているのはハード対応だけではないはず。 

 

 p.108 の 4 行目「規定」：JEAC なら「規程」のはず。 

 

 101 ページ 3-8 ,107 ページ 3-14 想定故障を単一故障としてい

るが、世の中で起きる故障は単一など稀で、ハード故障やソフト

バグ、ノイズや人的誤操作などで多重故障になるのが普通として

考慮しなくてはならない。また、保護回路は人間が設計する以上、

完璧など有り得ない。世の中で今起きている社会インフラや社会

システムの問題がそれを如実に物語っている。運用管理するのも

人間であるから、マニュアルを整備するからとか訓練をするかと

言っても綺麗事に過ぎず、安全が確保されるから許可するなどと

ても言えない 

 

 108 頁に「規制委員会は、申請者の設計が、物理的分離及び機能

的分離を適切に講じるとともに、使用するソフトウェアについ

ては検証及び妥当性確認により、コンピュータウイルスが混入

することを防止する等、承認されていない動作や変更を防ぐこ

とができるとしていることを確認したことから、設置許可基準

規則に適合するものと判断した。」とありますが、コンピュータ

ウイルスは、常に進化しており、使用する OS に新たな脆弱性が

発見されるとも限りません。何を持ってハッカー攻撃に耐えら

れるのか不明です。抽象的な表現ではなく、もっと具体的に使

用しているソフトウェアの記述がないと信用出来ません。ベネ

ッセの個情報漏洩事件をみても、物理的な分離やパスワード管

 ここでいう設計は、設備対応だけではなく、いわゆるソフト対応

も含めていることから、原案のとおりとします。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 設計基準対象設備に係る評価では、単一故障を想定しているが、

多重故障を想定した重大事故等に係る対策も要求しており、審査

においては、その有効性を確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 設置許可段階では、設計方針を確認します。 
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Ⅲ－１４ 安全保護回路（第２４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

理をしていても、漏洩を防げませんでした。107 頁から 108 頁の

記述だけで、適合を信用しろとは、バカにするにもほどがあり

ます。 

 

 「使用するソフトウェアについては検証及び妥当性確認により、

コンピュータウィルスが混入することを防止する等」という理由

を元に設置許可基準規則に適合するとしているが、その検証及び

妥当性をだれがどのような手段で確認するかが明確でない。仮に

九州電力社内であれば、その確認・審査を行うものが九州電力社

員に限定し、請負社員や派遣社員といった短期契約の社外の者で

ないことを担保すべきである。また更に仮に、九州電力の関連会

社や協力会社までを考えているのであれば、先般のベネッセフォ

ールディングでの情報流出のように危険性を常にはらんでいる

ことから、安全性を担保すべき原子力発電施設としては、許容す

べきでない。 

 

 送信のみに制限するとあるが、新規稼働や変更については、何ら

かの形で受信作業が必要で、その場合、「５」のセキュリティ管

理では外部からの悪意ある侵入を防止できないのでないかと考

えます。情報システムの運用を下請けの会社や派遣社員等に任せ

ない、などの非現実的な対応が必要と考えます。 

 

 

 

 「固定のプログラム及び言語の使用」に関して、川内原発にのみ

閉じられたシステムや言語体系等はシステムの事故や不具合を

 

 

 

 

 設置変更許可にかかる審査においては、基本的な設計方針を確認

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全保護系については、外部ネットワークに直接接続されていな

いことを確認しています。また、物理的アクセスや、電気的アク

セスの制限を行うことによって、外部からの人の侵入により不正

なプログラムを USB メモリ等から侵入させないこと、パスワード

管理を行うことなどにより防護する設計とする方針であること

を確認しています。これらによって、承認されていない動作や、

変更を防ぐことを確認しています。 

 

 安全保護系に使用するプログラムは従来から使用実績があるも

のであり、検証及び妥当性確認がなされたソフトウエアを使用す
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Ⅲ－１４ 安全保護回路（第２４条関係） 

ご意見の概要 考え方 

生じさせる可能性も少なくないと考えます。 

 

 サイバー攻撃に対する防御が充分でない。不正アクセス行為に対

処するために安全保護回路をもうける設計とするとしているが

（P107）、Stuxnet のような最近の高度なサイバー攻撃に対処する

には不十分である。すなわち外部と接続されていない制御ネット

ワークにも侵入された事例があること、メーカーや上部機関に報

告のための専用回線、業務系のネットワークからも侵入されこと

もある。 

 

 108 ページ III－１４ 安全保護回路（第２４条関係） 「規制

委員会は、申請者の設計が、物理的分離及び機能的分離を適切に

講じるとともに、使用するソフトウェアについては検証及び妥当

性確認により、コンピュータウイルスが混入することを防止する

等、承認されていない動作や変更を防ぐことができるとしている

ことを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判

断した。」としているが、設置許可基準規則に適合するものと判

断したという審査結果は、極めて問題があります。「防ぐことが

できることを確認」して初めて適合するものと判断するのが道理

です。本当に防ぐことができるかどうかは、実際に国内外のさま

ざまな手法を用いて調査をするべきです。 

るとしていることを確認しています。 

 

 安全保護系については、外部ネットワークに直接接続されていな

いことを確認しています。また、物理的アクセスや、電気的アク

セスの制限を行うことによって、外部からの人の侵入により不正

なプログラムを USB メモリ等から侵入させないこと、パスワード

管理を行うことなどにより防護する設計とする方針であること

を確認しています。これらによって、承認されていない動作や、

変更を防ぐことを確認しています。 

 

 設置変更許可に係る審査においては、基本的な設計方針を確認し

ています。 
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Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 p.108 の３-15 の 1 行目「保安電源」：規則の規定の「保安電源設

備」との違いはなにか。 

 

 p.109 の 1.(1)の第 2段落の最後行近傍「非常用所内電源設備」：

丸数字 3の「非常用所内電源系」との違いはなにか。 

 

 P.111 の 2(1)の第 2段落の 4行目「電力を供給できる燃料」：日

本語としておかしい。「ディーゼル発電機の連続運転により必要

とする電力を供給するために,燃料を貯蔵する設備については」

の意味か。 

 

 P.111 の 2(1)の第 2 段落の 6 行目「7 日分以上の連続運転」：「7

日間以上」の誤記では。また,丸数字 2の 1行目では「7日間」と

していて「以上」の記載がないのはなぜか。 

 

 外部電源多重化と南九州変電所がダウンした場合を想定した結

果、出水揚水発電所から人吉変電所ー川内火力を通じて電力供給

可能と評価したことに疑問を感じる。揚水発電所は常に必要な水

量があるわけではなく常時の信頼性がない。又、近傍の川内火力

も施設自体は新しくなく 原発程 耐震性及び対津波性能は担保

されていないと思われる。当該石油火力はディーゼル発電源でも

なく直ぐには稼働出来ない。 

 

 外部電源は、異なる系統から３系統受けているので、独立性があ

るとしている。しかし、現状の外部電源系統の耐震クラスは一般

産業施設相当の Cクラスなので、基準地震動が生じるとすべての

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 

 

 設置許可基準規則第３３条においては、外部電源系の強化のた

め、発電所構内における電気系統の信頼性向上、電線路の独立

性・物理的分離、複数号炉を設置する場合における電力供給確

保を要求しています。さらには、外部電源喪失時においても発

電所内で必要となる電力を供給できるよう、ディーゼル発電機

等の７日間の連続運転を要求しています。審査において、これ

らへの適合性を確認しています。 

 

 外部電源系については、互いに独立した２回線以上の電線路を

設ける等の規制基準の強化を行った上で、これに期待しないも

のとして原子力発電所の安全性を確保することを設計の基本的
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Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

外部電源が失われるので独立性があるとは言えない。外部電源系

統の耐震クラスを高めるべきである。 

 

 外部電源は３系統装備している，としているが，フクイチ事故の

実例を見ると，鉄塔上の空中架線では地震・暴風などによる鉄塔

倒壊により電源喪失に至る恐れがある。少なくとも１系統は地下

敷設線とするべきである。 

 

 もともとの地震動想定が余りに過小評価であること、しかも送電

鉄塔・電線、変電所設備・機器などの従来の耐震設計基準がその

ままでは、送電線や変電所の停電による外部電源喪失による停電

が起きない保証はない。 

 

 単独の経路の送電網が運用できなくなることに対処するため、電

力網を切り替える時間を評価しているが、４時間という復旧時間

は、危機対応の最中としては長すぎるため、実際には多重系（３

回線以上の）による冗長性のある防護がされているとは言えない

という評価を下すべきである。（p.418 ５ 審査結果 に関して

もその旨を記入すること） 

 

 とくに川内原発においては、火山の影響を想定するべきである。

カルデラ噴火の際は言うまでもなく南九州の変電所が同時に複

数破壊され機能を失う怖れがあるが、そればかりでなく通常の火

山灰の堆積（新燃岳などの霧島および桜島を想定）で同時多発的

に複数の変電所が機能を喪失することも想定すべきである。 変

電所の運転継続要件について、もっと重視した詳しい検討が必要

な考え方としており、そのために信頼性の高い所内非常用発電

設備を設置することを要求しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 同上 
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Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

である。 

 

 福島事故においても、全部の交流電源が停止をした原因には受電

鉄塔の倒壊だけではなく開閉設備の耐震性に関わる問題があっ

たと言われているが、仮にそうであれば、開閉設備の耐震性基準

をもっと上げて Sクラスに変える必要があるのではないか。変電

所設備についても、耐震性の見直しが必要になることになる。局

所的な送電線の重なり具合については評価していたが、変電所設

備の耐震性基準をクラスを変えるべきではないか。 

 

 ３-１５保安電源について（P110）電線路の「鉄塔基礎の安定性

を確保する」というのは、具体的にどこまで対策するのか。1 つ

の送電鉄塔が倒壊しただけで1ラインの外部電源が失われる。「安

定性を確保する」ではなく、鉄塔基礎の接地強度、耐震性、塔自

身の強度の要求事項を指示すべきである。 

 

 サイト外の鉄塔が地震などで倒壊しないように対策がなされる

のか確認がない。 

 

 外部電源は、異なる系統（南九州変所と新鹿児島線）から 3 系統

うけているので、独立性があるとしているが、基準地を超える振

動が来た場合、すべての電源が失わる危険性 について は考慮し

ているのか？「想定外」では済まされない。福島第一原発の事故

は、「想定外」の連続という言い訳を東電がしていることを九電

はどう考えるのか。現在の技術力では、「想定外」のことが一旦

起きた場合、対処しきれないのではないか？被害が生じた場合、

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 同上 
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Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

それを誰が、どう補償できるのか？  

 

 安全対策の方法として、ポンプや発電機への燃料供給手段として

タンクローリの記述が散見されますが、タンクローリは大型車両

運転免許ならびに牽引免許の必要な特殊車両の認識です。 

以下の項目についても確認が必要だと思われます。 

・どのような状況でも運行できる運転技能者の確保 

・燃料タンクと燃料を必要とする施設間を結ぶ通路の確保 

・同上通路の障害物(倒壊した設備、飛来/飛散した障害物）の

撤去用の重機の確保 

 

 

 

 

 

 タンクローリによる移送は、大地震で燃料受け入れ口が破損する

可能性、道路が通れなくなることも考えて、配管で貯蔵タンクか

ら結合して運転できるようにすべきです。タンクローリによる輸

送はバックアップにすべきです。 

 

 ３－１５－２（１）非常用電源設備等について ディーゼル発電

機燃料油をタンクローリで運搬し、損傷を考慮して必要な台数を

確保するとしているが、先般の事故で明らかになったように、タ

ンクローリでの運搬自体ができないことを考慮しなければなら

ない。そのため、ドラム缶単位で搬送できるリアカー等、人力で

運用可能な代替手段が必要不可欠である。よって、現状の方針で

 

 

 ディーゼル発電機等の 7日間の連続運転を可能とするために、必

要となる燃料を貯蔵する設備として、燃料油貯油槽に加えて燃料

油貯蔵タンクを設置し、地震等の想定される自然現象及び人為事

象（故意によるものを除く。）を想定しても、燃料油貯蔵タンクか

ら燃料油貯油槽に燃料の運搬を確実に行うことを確認していま

す。具体的には、非常用電源設備及びその付属設備は重要安全施

設であり、これらを構成する非常用ディーゼル発電機、燃料油貯

油槽、燃料油貯蔵タンク等については基準地震動に耐える設計と

すること、タンクローリや重機等を運転できる有資格者の確保、

輸送に必要なアクセスルートの確保、想定される自然現象である

火山による降下火砕物等を撤去するための重機の確保等について

も確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 



 

139 
 

Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

は不十分であると考えざるを得ない。 

 

 111 ページ 2(1)外部電源喪失時の非常用電源設備では、7日間の

連続運転のためには、発電所内の新設貯蔵タンクから、タンクロ

ーリで供給する必要があるようです。まず 7日間は短すぎると思

います。福島第１原発事故時は原子炉の状態が安定するまで１か

月程度かかったと思いますので、発電所内の貯蔵量は１か月分程

度は必要だと思います。 

 

 東日本大震災では複数の発電所で非常用電源（ディーゼル発電

機）が作動しない事象が多発した。実績としてよく故障する機材

を２重にしても目的の安全性には達しないと考える。ディーゼル

発電機自体を信頼性の高い他の設備に変更するか、ディーゼル発

電機自体の信頼性を向上した上で更なる多重化すること等を稼

動の条件とするべきである。その他、燃料タンクや大容量空冷式

発電機やポンプ車およびそれらの燃料タンクについても更なる

多重化が必要と考える。 

 

 ディーゼル発電機の燃料油タンクの耐震性、耐火性に関する記述

がない。幼稚な計画としか言えない。こんな杜撰な審査に地球の

未来を託す訳にはいかず、川内原発再稼働は容認することは出来

ない。 

 

 緊急時のディーゼル発電用燃料は 7日間分しかなく、自然災害時

に火山灰が降り積もったり（数センチ積もった程度で車などの走

行は不能になる）津波や土砂災害で原発までの道が寸断された場

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所の事例を踏まえ、事象発生 7日間

は外部支援なしで対応が維持できること及び事象発生後 6日間ま

でに外部支援が受けられることを要求しています。 

 

 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた重大事故等への対

策として、従来の多重化された非常用ディーゼル発電機に加え、

常設代替電源設備及び１基当たり２台以上の可搬型の電源設備

(電源車及びバッテリ等）を新たに要求しています。また、所内直

流電源設備については、従来のバッテリの容量の増強を要求して

おり基準に適合していることを確認しています。 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 交通の途絶や外部電源の喪失に備え、ディーゼル発電機等の７日

間の連続運転を可能とする方針であることを確認するとともに、

７日以降については、外部電源の復旧または外部からの支援によ
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Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

合や台風・強風時は車やヘリは使えなくなるが、燃料切れ時はど

うするのか？  

 

 本審査書の３-１５保安電源設備の２の（1）非常用電源設備にお

いて、多重性、独立性を考慮しディ-ゼル発電機及び付属設備を

を２台備えるとしています。多重性、独立性といいながらも、２

台のみでは、福島の事故の状況からみて極めて不十分です。内閣

府が 2012 年に出している「広域的な火山防災対策に係る検討会

（3）資料 2」の火力発電所（発電機）の検討においても、フィル

ターとその取り換えにより運転が確保できたとしても「どの程度

の降灰影響で連続運転が可能であるか不明」とされており、そも

そも火山災害は地震や津波災害とセットで起こる可能性があり、

全交流電源喪失時において、長時間連続発電を継続することを想

定した場合、審査書案にあるディ－ゼル発電機２台の体制と、降

下火砕物の侵入防止対策では全く不十分で、到底基準に適合して

いるとは認められません。 

 

 非常用ディーゼル発電機による７日間の連続運転に必要とする

燃料の供給を、タンクローリで運搬するとあるが、地震による破

損で、構内の自動車による燃油の運搬が困難になることは容易に

想像できる。少なくとも連続７日間連続供給できる容量の燃料油

貯油槽にすべきである。 

 

 非常用ディーゼル発電は燃料が漏れてしまうとか起きませんで

しょうか？発電機、燃料タンクについての危険想定が不十分だっ

たなどはないでしょうか？発電機や燃料の管、燃料の移動に関し

り電源が確保する方針を確認しています。 

 

 

 ディーゼル発電機等の 7日間の連続運転を可能とするために、必

要となる燃料を貯蔵する設備として、燃料油貯油槽に加えて燃料

油貯蔵タンクを設置し、地震等の想定される自然現象及び人為事

象（故意によるものを除く。）を想定しても、燃料油貯蔵タンクか

ら燃料油貯油槽に燃料の運搬を確実に行うことを確認していま

す。具体的には、非常用電源設備及びその付属設備は重要安全施

設であり、これらを構成する非常用ディーゼル発電機、燃料油貯

油槽、燃料油貯蔵タンク等については基準地震動に耐える設計と

すること、タンクローリや重機等を運転できる有資格者の確保、

輸送に必要なアクセスルートの確保、想定される自然現象である

火山による降下火砕物等を撤去するための重機の確保等について

も確認しています。 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 同上 
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Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

ても自然災害すべての危険想定をする必要がありますがされて

いますでしょうか？竜巻や火砕流で破壊されませんか？ 

  
 非常用ディーゼル発電機に関する記述は、ほとんどが燃料の確保

に終始している。7日分の連続運転能力を確保しているというが、

それでは従来の原発の基準と何ら変わらない。また、非常用電源

を共有しないことを確認ということについても意味が分からな

い。相互に融通できなければ一基だけ非常用ディーゼル発電機が

稼働したような場合、他号機にも電源を送らなければ二基ともメ

ルトダウンする。 

 

 非常用電源について、問題は燃料や、発電機、配線接合部、配線

自体が地震、溢水に対して機能するかではないか。特に外部電源

を含め、配線の設置安定性をどう確保しているか大変疑問であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 審査書 111 ページには、「蓄電池は、非常用 2系統を別の場所に

設置し、多重性及び独立性を確保する設計とするとしている。」

と書かれています。まず、例えば東日本大震災で発生した、もし

くは今後発生すると考えられる地震で発生する津波の高さを想

 

 

 

 設計基準対象施設として非常用電源設備は、隣接する原子炉施設

に過度に依存しないことから共用する必要がないことを確認して

います。一方、新規制基準の重大事故等の対策では、予備ケーブ

ル（号炉間電力融通用）を重大事故等対処設備として敷設し、手

動による接続を行い電源融通することを確認しています。 

 

 

 

 非常用電源設備については、地震等の想定される自然現象、人為

事象（故意によるものを除く。）、火災、溢水によっても安全機能

が損なわれないように設計することを確認しています。外電喪失

については、設置許可基準規則第３３条において外部電源系の強

化のため、発電所構内における電気系統の信頼性向上、電線路の

独立性・物理的分離、複数号炉を設置する場合における電力供給

確保を要求しています。さらには、外部電源喪失時においても発

電所内で必要となる電力を供給できるよう、ディーゼル発電機等

の７日間の連続運転を要求しています。審査においては、これら

の適合性を確認しています。 

 

 原子炉施設の基準津波に対する防護設計により、原子炉施設への

津波による浸水が防護され、蓄電池を含む安全施設は安全機能が

損なわれないことを確認しています。また、蓄電池を含む非常用

電源設備は、多重性及び独立性を考慮し、それぞれ別の場所に設
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Ⅲ－１５ 保安電源（第３３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

定し、津波を避けるための高所への配置や設置となっているか

が、明確でないと考えます。また、バックアップ態勢として、発

電所内での電源が確保されない時、「発電所外からの電源装置等

の持ち込み」を電源確保の仕組みとして担保することが書かれて

いないことに不安を覚えます。 

 

 「第 33 条第 8項は、設計基準対象施設について、隣接する発電

用原子炉施設 に属する非常用電源設備及びその附属設備から受

電する場合にあっても、これ に過度に依存しない設計とするこ

とを要求している。申請者は、非常用電源設備及びその附属設備

は 1号炉及び 2号炉にそれぞれ 別に設置し、隣接する原子炉施

設と共用しない設計としている。規制委員会は、「申請者が、隣

接する原子炉施設に属する非常用電源設備等を共用しない設計

とすることを確認した。」としているが、「依存しない設計」とい

う要求に対し「共用しない設計」としており、これを確認したと

している。これでは緊急時に転用できない設計ということにな

る。要求意図と申請者の回答にずれがある。いざというときには

転用可能な設計を要求すべきだと考える。 

 

 開閉所がつぶれたらどうなるのでしょうか？つまり原子炉建屋

へ接続される経路が NG となった場合はどのような対応が用意さ

れているのか、明確にすべきである。 

 

 

 

 

置することにより、その系統を構成する機器又は器具の単一故障

が発生した場合であっても、設計基準事故に対処するための設備

の機能を確保することを確認しています。また、万一、当該蓄電

池が機能を喪失しても大規模災害から守るために防護された可搬

型蓄電池によりバックアップできることを確認しています。 

 

 設計基準対象施設として非常用電源設備は、隣接する原子炉施設

に過度に依存しないことから共用する必要がないことを確認して

います。一方、新規制基準の重大事故等の対策では、予備ケーブ

ル（号炉間電力融通用）を重大事故等対処設備として敷設し、手

動による接続を行い電源融通することを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審査書のとおり、設置許可基準規則第３３条においては、外部電

源系の強化のため、発電所構内における電気系統の信頼性向上、

電線路の独立性・物理的分離、複数号炉を設置する場合における

電力供給確保を要求しています。さらには、外部電源喪失時にお

いても発電所内で必要となる電力を供給できるよう、ディーゼル

発電機等の７日間の連続運転を要求しています。審査において、

これらへの適合性を確認しています。 
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ご意見の概要 考え方 

 

 外部電源、非常用ディーゼル発電機、追設の発電機、バッテリー

の全てを従来よりも高い安定性を維持することを求めるべきで

ある。電源系統を１系統から２系統に増設しただけで十分を言え

る根拠は。 

 

 

 

 外部電源設備については、せいぜいが同一鉄塔に回線を複数敷設

しないことなどと当たり前すぎる対策しか出されていない。な

ぜ、交流とは別に直流電源を別途地下敷設するなどの強度の高い

方法を考えないのか。 

 

 ニューシア通番 10689 の運転上の制限逸脱事故の水平展開は、対

策実施率６６％と、川内原発のみが未実施となっている。 北陸

電力が示した再発防止対策は 

・D/G 停止時に潤滑油圧力を一旦下げ、圧力制御逆止弁を閉止 

・定期的に潤滑油を交換 であり、なぜ川内原発のみが実施率６

６％で、未完了なのか、理解に苦しむ。 

非常用ディーゼル発電機に関して、同様なものが、ニューシア通

番 11449（全原発中、川内と玄海のみが未検討、対策未実施）、11420

（九州電力と開催電力のみが未検討、対策未実施）11282、11263、

11645、11438、11612 等 多数存在している。水平展開対応のご

指示と、使用前検査時のご確認とを要請いたします。 

 

 電源塔の耐震性や電源車が置かれた場所の耐震性が審査項目に

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえた重大事故等への対

策として、従来の多重化された非常用ディーゼル発電機に加え、

常設代替電源設備及び１基当たり２台以上の可搬型の電源設備

(電源車及びバッテリ等）を新たに要求しています。また、所内直

流電源設備については、従来のバッテリの容量の増強を要求して

います。 

 

 原子力発電所の安全設計の評価においては、外部電源が失われた

場合においても安全が確保されるよう、高い信頼性を持った所内

の非常用発電設備を設置することを要求しています。 

 

 

 技術的能力の審査において、品質保証活動の一環として、国内外

のトラブル情報を収集し、必要な措置を講じる体制を構築するこ

とを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地滑り等による共通要因により電力の供給が全て同時に停止しな
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ご意見の概要 考え方 

含まれていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよう電線路の物理的分離や電線路の独立性、発電所構内の開閉

所から主発電機側の設備は十分な支持性能を持つ地盤に設置し耐

震性の高い機器を使用するとともに、外部電源を期待しなくても

所内のディーゼル発電機等から電気供給が行われる設計とする方

針を確認しています。さらに、重大事故等対処設備として設置さ

れる常設式の大容量空冷式発電機からも電気供給が行われる設計

とする方針を確認しています。電源車は可搬型重大事故等対処設

備として整備され、地震、津波その他の自然現象等を考慮した上

で、常設重大事故等対処設備との離隔距離を確保した場所に複数

箇所に分散することを確認しています。 

 



 

九州電力株式会社川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（１号及び２号発電用原子炉施設 

の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方（Ⅳ～Ⅴ章関連） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年 9月 

  

別紙２ 
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Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 全般 

ご意見の概要 考え方 

 緊急時の手順書は膨大な内容だが、実際の事故時に有効か、手順

書にもとづいて作業する人に即して審査すべき。 

 

 重大事故対処等について、多くの項目で「申請者が…する方針と

していることを確認した」とあるだけで具体的な中身やその審査

について書かれていない。つまり、まだ対策が実施されていない

ことを示している。具体的な中身を書き込んだ上で保安規定など

に反映されるとともに、それを実行・維持する体制が整っていな

ければ安全を担保するものとはならない。 

 

 一般高圧ガス保安規則など、原子炉等規制法以外の類似の法令で

は同等の条項が存在する安全弁等の設置、除害設備の設置、計器

や電気機器の防爆化、一時冷却系の二重管化、緊急用自家発電設

備の増強、原発建屋の耐震強度の見直し、自衛防災組織の設置、

緊急停止装置の設計ミス等は対応するよう求めるべき。福島第一

原発における最大の教訓は、格納容器を含む一次冷却系が大破損、

開口した場合、漏洩する一次冷却水の持つ高熱と高い放射線のた

め人が接近できず、修理・復旧等が不可能になるということです。 

 

 

 川内原発のような複数機立地プラントにおいて２基同時に過酷事

故に至ることを想定すべき。 

 

 

 適合性審査は、設備が新品同様であることが前提となっており、

 重大事故等に対して、必要な設備、手順書、要員の教育及び訓練

などについて審査を行い、対応が可能なことを確認しています。 

 

 審査書(案)は設置変更許可申請に対する審査にかかるものであ

り、事業者の対策や設計の方針を確認するものです。 

 

 

 

 

 

 重大事故等に対処するための設備等については、実用発電用原子

炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則、

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則等に

おいて規定しています。審査では、重大事故等に対処するために

必要な設備や手順等を適切に整備していることを確認していま

す。 

また、事故の原因となる事象の抽出、起因事象と安全機能の喪失

の組み合わせを網羅的かつ体系的に行っていることを確認してい

ます。 

 

 １号炉及び 2号炉が同時に重大事故等に至る可能性を想定し、重

大事故等対策要員、対応手段及び所要時間等を評価していること

を確認しています。 

 

 原子炉等規制法第 43 条の 3の 14（発電用原子炉施設の維持）は、
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Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 全般 

ご意見の概要 考え方 

老朽化について考慮されていない。 

 

 

 １９９９年６月１４日志賀発電所で非常用発電機のクランクシャ

フトにひび割れ発見後、６月１８日に原子炉が臨界となった事例

では、試験のため弁が閉になっていたという想定外の事象が実際

に起きている。 

 

 ベントについて、手順に従って正しく訓練されているのかを確認

してから、基準への適合を判断して欲しい。フィルター付ベント

の性能については規制委員会が独自に実証試験をして確認してい

るのか。 

 

申請者に発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術

上の基準に適合するように維持することを求めています。 

 

 想定外の事象をできるだけ少なくするために、事故の原因となる

事象の抽出、起因事象と安全機能の喪失の組み合わせを網羅的か

つ体系的に行っていることを確認しています。 

 

 

 申請者は、重大事故等対処設備にフィルター付ベント装置を含め

て申請していません。 

 

 

 

  



3 
 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

ご意見の概要 考え方 

 115 ページ ４.1.1 必ず想定する事故シーケンスグループに対

応しない地震及び津波特有の５つの事故シーケンスを新たな事故

シーケンスグループとして追加して審査をやり直すべき。 

 適合性審査では、必ず想定する事故シーケンスグループに対応

しない地震及び津波特有の５つの事故シーケンスを新たな事故シ

ーケンスグループとして追加しないことは、頻度が全炉心損傷頻

度に対する寄与が極めて小さいことを確認し、大規模損壊対策な

どにより緩和措置を図ることができるとしていることから妥当と

判断したが、頻度の大小で除外することは安全確保のためには許

されない。大規模損壊の対策を考えていれば事故シーケンスから

除外していいということになれば、全ての事故シーケンスを除外

していいことになる。 

 

 重大事故を未然に防止するのに PRA はなんら役に立たない。PRA

を活用する根拠は何か。 

 

 

 原子力発電所について、確率論的リスク評価を活用することは、

不適当。詳細な計算プロセスを示すべき。 

 

 PRA のシナリオは、複数事故の同時発生が検討できないのではない

か。 
 

 

 選定された格納容器破損モードにＴＭＩ事故のような場合が含ま

れていないのは何故か。 

 審査書(案)｢Ⅳ-1.1 事故の想定 1.(1)①d  PRA の結果を考慮し

た事故シーケンスグループの特定」において記載したとおり、地

震及び津波特有の５つの事故シーケンスを追加すべきか検討を行

った結果、新たに追加する必要がないことを確認しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRA は、事故の原因となる事象の抽出、起因事象と安全機能の喪失

の組み合わせを網羅的かつ体系的に検討し、重要事故シーケンス

等を選定する有効な手段と考えています。 

 

 同上。申請書（追補２．Ⅰ)の「川内原子力発電所 1号炉及び 2号

炉確率論的リスク評価（PRA）について」において確認できます。 
 

 PRA においては、事故の原因となる事象の抽出、起因事象と安全機

能の喪失の組み合わせを網羅的かつ体系的に検討していることを

確認しています。 

 
 審査書(案)｢Ⅳ-1.2.1.6 ECCS 注水機能喪失」の重要事故シーケン

ス（中小破断 LOCA の発生＋ECCS 注水機能の喪失） に TMI 事故の
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 イベントツリーでは運転員の誤解はどのように考慮されているの

か。 

 
 
 
 

 国内外の論文では、原子炉容器の中小破断ＬＯＣＡにより炉心損

傷に至る事例が報告されているが、有効性評価では原子炉容器の

中小破断ＬＯＣＡを考慮していないことを、国内外の知見に照ら

して妥当と判断した理由は何か。 

 

 

 事故想定において実施した PRA 手順として、事故シーケンスグル

ープの類型化などの選定手順、日本原子力学会の確率論的リスク

評価(PRA)手順に従って実施したというその中身を明示すべき。 

 

 表 4-1 の記号に AED,TED,AEW、AEI など p.6 の略語表にはない略語

が使用されており分かりにくい。 

 

 運転中原子炉において重大事故に至るおそれがある事故①事故シ

ーケンスグループの特定 C.必ず想定する事故シーケンスグループ

との対応について、「･･･地震・津波特有の５つの事故シーケンス

が、必ず想定する事故シーケンスグループに含まれなかった。」と

しているが、原子炉建屋損傷、原子炉格納容器破損、原子炉補助

事故シーケンスは包含されていることを確認しています。 

 

 申請書（追補２．Ⅰ)の別添「川内原子力発電所１号炉及び２号炉

確率論的リスク評価（PRA）について」の 3.1.1.g で、人的過誤を

評価していることを確認しています。これらの人的過誤は、イベ

ントツリーの各分岐の失敗確率の計算で、人の操作が関係するフ

ォールトツリーで使用されていることを確認しています。 

 

 審査書(案)｢Ⅳ-1.2.1.6 ECCS 注水機能喪失」において、中小 LOCA

の発生+ECCS 注水機能喪失を想定していることを確認しています。 

 

 

 
 

 申請書（追補２．Ⅰ)の「Ⅰ 事故シーケンスグループ及び重要事

故シーケンス等の選定について」において、事故シーケンスの類

型化などのプロセスを確認可能です。 

 

 記号の説明を略語表に追記します。 

 

 

 審査書(案)｢Ⅳ-1.1 事故の想定 1.(1)①d  PRA の結果を考慮し

た事故シーケンスグループの特定」において記載したとおり、地

震及び津波特有の５つの事故シーケンスを追加すべきか検討を行

った結果、新たに追加する必要がないことを確認しています。 
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

ご意見の概要 考え方 

建屋損傷、この３つは必ず想定する事故シーケンスグループから

除外すべきではない。 

 

 申請者のイベントツリーは、時間の流れが明確ではない、因果関

係が不明瞭、確率の計算がまったく行われていないという問題点

がある。事故シーケンスの選定は安全審査の根幹に関わる最も重

要な事柄である。申請者に正確なイベントツリーを作成させ、科

学的根拠に基づいた事故シーケンス選定を行わせるべき。 

 

 過去、PRA は積極的には活用されてこなかった。過去の実態をかん

がみて事業者に PRA を策定するだけの能力があるのか。 

 PRA 実施状況のピアレビュー、PRA データから読み取れるリスクに

関する第三者的警告等、PRA の質を高めるための検討を行ったの

か。 

 

 

 地震等の影響でどのような環境になっているか分からないのに、

可搬設備の台数の確認だけで十分なのか。また、消防車や電源車

をいくら備えてあっても、山が崩れて土砂が道を塞いだり、津波

による漂流物で通行できなくなることは十分考えられる。このよ

うに、重大事故時の環境を適切に想定すべき。 

 

 

 

 

 事故想定において自然現象は１００％予測はできないので運転し

 

 

 

 申請書（追補２．Ⅰ)の「事故シーケンスグループ及び重要事故シ

ーケンス等の選定について」と別添「川内原子力発電所１号炉及

び２号炉確率論的リスク評価（PRA）について」において事故シー

ケンスの選定が適切に行われていることを確認しています。 

 

 

 申請書（追補２．Ⅰ)の別添「川内原子力発電所１号炉及び２号炉

確率論的リスク評価（PRA）について」において、学会 PRA 標準に

沿って適切に PRA を実施したことを確認しています。また、審査

書(案)｢Ⅳ-1.1 事故の想定 3(2)｣において品質確保として手法

が妥当であることについて海外を含めた PRA の専門家のレビュー

を受けていることを確認しています。 

 

 審査書(案)｢Ⅳ-3.2 地震による損傷の防止（第 39 条関係）｣にお

いて、重大事故等対処施設が、施設の区分に応じて適用される地

震力に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とすることを確認しています。また、審査

書(案)｢Ⅳ-3.5 重大事故等対処設備（第 43 条関係）｣において、

可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を

把握するため、発電所内の道路及び通路が確保できることを確認

しています。 

 

 申請書（追補２)別紙 1「有効性評価の事故シーケンスグループ等
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

ご意見の概要 考え方 

てはいけない。 

 

 

 

 申請者によるイベントツリーの想定は、福島の過酷事故の原因が

究明されていないことを受けて、個々のイベントの重大性・危険

性を故意に過小評価していないか。 

 

 

 イベントツリーにそって対策を実行するには、きわめて短時間の

うちに多岐にわたるオペレーションを正確に遂行することが必要

であり、実行可能性に疑問がある。 

 

 重大事故対策は普段からの訓練・試運転・実験等が不可能なため

原理的に対策の有効性が検証し得ない。地震・津波等により、こ

れらのシステム等がそれ自体破損し機能しない可能性もあるが、

緊急時においてそれらが想定通り機能するという検証は不可能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の選定に際しての外部事象の考慮について」で考慮すべき自然現

象として 55 項目を抽出し、その中で設計上考慮すべき事項として

12 項目を選定し、評価を行っていることを確認しています。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故については、基本的な事象進

展等について整理されています。また、イベントツリーのヘディ

ングについては、必要な安全機能などを考慮し、適切に選定して

いることを確認しています。 

 

 重大事故等対処に係る手順については、想定される重大事故等が

発生した場合においても、重大事故等対処設備を確実に操作でき

るよう、実際の操作に係る時間の実績等を確認しています。 

 

 重大事故等対策は、原子炉施設の状況に応じた幅広い対策が必要

であることを踏まえ、教育及び訓練を実施することを確認してい

ます。重要事故シーケンスの特徴を踏まえた上で、対策の考え方

が示されていること、初期の対策及び安定状態に向けた対策が整

備されるとともに対策を講じる際の判断基準が示されているこ

と、使用した解析コードおよび解析条件の不確かさを考慮しても

評価項目を概ね満足することに変わりがないこと等により、炉心

損傷防止対策は、有効なものであることを確認しています。また、

審査書(案)｢Ⅳ-3.2 地震による損傷の防止（第 39 条関係）｣、｢Ⅳ

-3.5 重大事故等対処設備（第 43 条関係）｣において、重大事故

等対処設備は、地震力に対して必要な機能を維持する設計とし、

アクセスルートを確保できることを確認しています。 
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

ご意見の概要 考え方 

 121～122 ページ「規制委員会は、申請者が、必ず想定する事故シ

ーケンスグループに対応しない地震及び津波特有の５つの事故シ

ーケンスを新たな事故シーケンスグループとして追加しないとし

ていることについて、設置許可基準規則解釈に則って、頻度は全

炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいことを確認し、加えて、

大規模損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしてい

ることから、妥当であると判断した。」とあるが、「頻度は全炉心

損傷頻度に対する寄与が極めて小さい」とした根拠が不明。 

 

 １２２ページ５－９行目の文章「また事故シーケンスには、・・・

妥当であると判断した」は、新基準第三十七条で「発電用原子炉

施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合におい

て、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの

でなければならない。」と定められていることと整合が取れておら

ず、この判断は間違っている。 

 

 基準３７条解釈１－２では、「炉心の著しい損傷を防止するための

十分な対策が計画されており、かつ、その対策が想定する範囲内

で有効であることを確認する。」とあるが、「想定する範囲内で」

の意味は何か。 

 

 P124 で、「規制委員会は、必ず想定する格納容器破損モードと異な

る 2 つの破損モード及び高温誘因蒸気発生器伝熱管破損について

の扱いを明確にすることを求めた。申請者は、それぞれ格納容器

破損モードについて、以下の理由により新たな格納容器破損モー

ドとして追加する必要はないとしている。」としているが、福島原

 各事故シーケンスの頻度は、申請書（追補２．Ⅰ)の別添「川内原

子力発電所１号炉及び２号炉確率論的リスク評価（PRA）について」

において確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則解釈第37条1-2(a)及び1-4に則った考え方であ

ることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 申請者が重大事故等対策として計画する対策が想定する範囲で

す。 

 

 

 

 審査書(案)｢Ⅳ-1.1 事故の想定 3.(4) 想定する格納容器破損モ

ードに含まれないモードについて」で記載したとおり、各モード

については発生確率が極めて低いと認められることや、人的過誤

を防止する運用がなされていること等を確認したことから、新た

な格納容器破損モードとして追加する必要はないとしたことは妥
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

ご意見の概要 考え方 

発事故では水蒸気爆発、格納容器破損は事実として起きているの

であり、福島事故で起きたことが再度起きないと考えられるのか

全く理解できない。 

 

 P124 で「人的過誤による発生確率は極めて低いと評価した。」のは

不適切。 

 

 

 

 一昨年から損害賠償問題となっている三菱重工製の蒸気発生器の

配管摩耗の件は、その発生の配管摩耗により放射能漏れ事故が発

生し、修理もされないまま、サンオノフレ原発は廃炉が決定され

たものである。川内原発の場合は、蒸気発生器の配管摩耗につい

て、破損をどう修理することができるのかなど、対策はどうなっ

ているのか。 

 

 福１事故を踏まえると、冷却材喪失が始まってから一時間以内に

炉心損傷を食い止める有効な処置を完了することが求められる。

重大なハザード発生から１時間以内に、ハザードやシーケンスを

誤りなく正確に特定するために要する時間も含めて１時間以内に

十分に有効な対策が完了しているか、各々のシーケンス毎に厳し

く審査されねばならない。時間的余裕はどのくらいあるか、「使用

可能時間」の概念が審査書全体を通して流れていることが必要。

審査後の実施段階でのフォローと指導、模擬訓練などでの確認も、

規制委員会の重要な必須業務である。 

当と判断しています。 

 

 

 

 審査書(案)｢Ⅳ-1.1 事故の想定 3(4)②｣において、手順書に基づ

く確実な操作、原子炉格納容器圧力の運用管理、及びエアロック

の管理等により人的過誤の発生確率が極めて低いことを確認して

います。 

  

 原子炉等規制法第 43 条の 3の 14（発電用原子炉施設の維持）は、

申請者に発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術

上の基準に適合するように維持することを求めています。仮に維

持基準を満たさない場合には保安措置等の命令がなされる場合が

あります。 

  

 

 必要な設備、手順書及び要員などについて審査を行い、重大事故

等の対応が可能なことを確認しています。なお、訓練などの実施

状況は保安検査等で確認していきます。 
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．１．１ 2 次冷却系からの除熱機能喪失 

ご意見の概要 考え方 

 ２次冷却系からの除熱機能喪失への対策として炉心注入を行うと

きは、タンク保有水が十分であること、補給方法の明確化等が必

要。 

 

 

 

 

 

 

 第７３回会合で、「充填/高圧系、注入系を兼用しているプラント

では、これらを分離しているプラントに比べて緩和手段が少ない」

との説明があり、資料５－３の２頁の図で、待機ポンプ台数が川

内１，２号炉の場合２台、玄海３，４号炉の場合４台との差があ

る。規則第４３条第２項第３号と解釈４から、「共通要因によって、

設計基準事故対処設備の安全機能と同時に重大事故対処機能が、

損なわれるおそれが無いように可能な限り多様性を考慮するこ

と」が、許可の条件であると解され、設計基準対象施設である充

填系と、重大事故等対処設備である高圧注入系とで、ポンプを共

用とした設計の川内原子力発電所は不適格。充填系と高圧注入系

を分離独立させた炉型設備へ改造指示すべき。 

 

 高圧注入ポンプ（重大事故等対処設備）を、高ホウ素環境にさら

すことを避けるべき。 

 

 本事故シーケンスグループの有効性評価では、1次冷却系のフィー

ドアンドブリードの水源として、格納容器再循環サンプ水位及び

燃料取替用水タンク水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれ

ば、高圧再循環運転へ切替えて 1 次冷却系のフィードアンドブリ

ードを実施することとしており、燃料取替用水タンクへの補給が

不要であることを確認しています。なお、燃料取替用水タンク等

の水源が枯渇した場合の補給に必要な設備及び手順等について

は、審査書（案）「Ⅳ－4.13」において確認しています。 

 

 審査書（案）「Ⅳ－4.2」にあるとおり、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって、2次冷却系からの除熱機能が喪失した

場合の原子炉を冷却するために必要な設備及び手順等として、重

大事故等対処設備である充てん／高圧注入ポンプを用いた 1 次冷

却系のフィードアンドブリードを整備するとしています。この充

てん／高圧注入ポンプは、2次冷却系からの除熱機能を担う設計基

準事故対処設備に対して多様性を有し、位置的分散を図る設計と

することを確認しています。 

 

 

 

 

 審査書（案）「Ⅳ－3.5」にあるとおり、重大事故等対処設備は、

想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷

重その他の使用条件において、その機能が有効に発揮できるよう、
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．１．１ 2 次冷却系からの除熱機能喪失 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 認可の根拠に関する記述の科学性、特に再現に必要な情報の記述

が不足している。また、文中極めて多くの箇所で「確認した」と

いう記述が出てくるが、どのような観点でどれだけの確実性で確

認が行われたかを知ることができない。数学的な記法で論理関係

と事実を記述すれば記述の透明性は改善される。 

 

 

 以下の点において、1次冷却系のフィードアンドブリードの結果を

十分に検討できていない。 

①炉心冷却を始めるということは、当然放射性物質の外部への発

生リスクも生じるタイミングであるとみるべきであり、丁寧に事

故シークエンスを検討している中で、フィードアンドブリードの

結果を検討する時間と人員が与えられていない。 

②平成２３年４月１５日、経済産業省へ報告された玄海及び川内

原子力発電所における緊急安全対策の実施状況の図中には、「大気

へ蒸気（放射能を含まない）を放出し原子炉を冷却」とあるが、

放射性キセノン Xe 希ガス等が含まれていた場合、本当にウェット

ベントで除去されるのか、どのように確認するかの記載が見当た

らない。 

③人員交代などで建物外部にでれば、一般住民と同じ環境条件と

なるわけであり、その際の風向きはどのように考慮しているか。

その設置（使用）・保管場所に応じた耐環境性を有する設計とする

とともに、操作が可能な設計とすることを確認しています。 

 

 解析条件については、審査書（案）「Ⅳ－1.2.1.1」に主要なもの

として記載している事故条件、機器条件及び操作条件以外も含め

て申請書に記載があり、その設定の妥当性を確認しています。ま

た、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策が、当

該審査書「２．審査結果」に記載している観点から、有効なもの

と判断しています。 

 

 1 次冷却系のフィードアンドブリード運転中は、中央制御室におい

て、運転員が 1 次冷却材圧力、温度等の監視により炉心の冷却状

態を監視することを確認しています。また、1次冷却系のフィード

アンドブリードにより 1 次冷却系の蒸気が原子炉格納容器内に移

行することで原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容

器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっていることから、原

子炉格納容器は健全であることを確認しています。なお、ご意見

にある緊急安全対策の実施状況の図中に示された対策は、2次冷却

系による冷却手段であり、この事故シーケンスグループでは、希

ガス等は放出されません。 

 



11 
 

Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．１．１ 2 次冷却系からの除熱機能喪失 

ご意見の概要 考え方 

SPEEDI 環境放射線モニタリングポストに関する情報をフィードバ

ックする設備や組織を整えていない。 

④冷却を開始する判断にあたっての充分な人員配置と設備、特に

風向き情報の事前確認と地域への周知が手順から欠落している。 
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Ⅳ－１．２．１．２ 全交流動力電源喪失 

ご意見の概要 考え方 

 波長の長い地震動によるタービン動翼の破壊について検討してい

るか。タービンの動翼破壊は、全交流電力電源喪失のシナリオに

大きく影響するが、タービン動翼の破壊を検知するセンサーはな

い。 

 

 タービン動補助給水ポンプを駆動するには駆動蒸気が必要である

が、主蒸気系は逃がし弁操作等を行っておるので、安定して蒸気

を供給出来る補助ボイラーを利用した方が信頼がおける。補助ボ

イラーを重大事故対処設備に加えるべき。 

 

 全交流動力電源喪失については、訓練を行い操作に慣れておく必

要がある。 

 

 

 定期検査の機会を利用して、重大事故対策の訓練、特に冷却系統

の切り替え訓練を行うことを保安規定で定めるべき。 

 

 全電源喪失、ブラックアウトに至っても、建屋内、格納容器内、

圧力容器内の状態を直ちに知ることができるように、パラメータ

の可視化、配管の重要部分などの常時可視化等に係る設備を変更

すべき。 

 

 

 

 

 

 タービン動翼の破壊により負荷の喪失などが発生しますが、これ

は、運転時の異常な過渡変化の事象として評価されています。 

 

 

 

 本事故シーケンスグループの有効性評価では、全交流動力電源喪

失を想定していることから、蒸気発生器への給水手段として、交

流動力電源を不要とするタービン動補助給水ポンプを重大事故等

対処設備としており、その対策の有効性を確認しています。 

 

 訓練の実施については、審査書（案）「Ⅳ－2」にあるとおり、重

大事故等防止技術的能力基準 1.0 項（４）解釈 2 に則ったもので

あることを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 審査書（案）「Ⅳ－4.14」にあるとおり、設計基準事故対処設備の

電源が喪失した場合において炉心の著しい損傷等を防止するため

に必要な電力を確保する設備として、大容量空冷式発電機、蓄電

池（安全防護系用及び重大事故等対処用蓄電池）、直流電源用発電

機等を重大事故等対処設備とすることを確認しています。さらに、

審査書（案）「Ⅳ－4.15」にあるとおり、直流電源喪失時に、特に

重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等を整備することを

確認しています。 
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Ⅳ－１．２．１．２ 全交流動力電源喪失 

ご意見の概要 考え方 

 所内の電源が確保されない場合に所外から電源装置を持ち込むこ

とが書かれていない。 

 

 フェイルセイフという本質安全の思想を、交流電源、制御装置、

警報装置、インターロック装置などに広く適用すべき。 

 

 

 福島第一の炉心溶融事故を踏まえて、いきなりのプラント直流電

源系の全喪失対応を想定すべき。全電源（交流および直流電源）

喪失時にも炉心冷却を維持できる設計にすることができるのでは

ないか。 

 

 PWRにとって、全電源喪失時にはRCPのシール部からのシールLOCA

が最も厳しい事象となっており、高温高圧下でもたえる耐熱 Oリ

ングを開発して既設プラントに適用すべき。 

 

 

 

 

 全交流電源喪失・SBO が長期化する場合の対応策も、検討、審査す

べき。第３世代＋の原子炉に倣って、72 時間の SBO でも原子炉崩

壊熱除去能力を保つべき。 

 

 全交流電源喪失・SBO 条件での、炉心、格納容器への注水手段に消

火系・FP の消防用デーゼルポンプを使えるようにすることを提案

する。 

 同上 

 

 

 フェイルセイフは重要な設計思想であることはご指摘のとおりで

あり、審査においてもこの思想を基本として基準に適合している

か確認しています。 

 

 審査書（案）「Ⅳ－4.2」にあるとおり、全交流動力電源の喪失及

び常設直流電源系統の喪失の場合においても、タービン動補助給

水ポンプを現場での人力による操作により起動し、蒸気発生器に

水を給水し原子炉を冷却できることを確認しています。 

 

 本事故シーケンスグループの有効性評価では、RCP シール LOCA が

発生する場合の RCP シール部からの漏えい率について、保守的に

RCP の全シールの機能喪失を仮定し、シール部や配管等の抵抗を考

慮せず、サーマルバリア付近のラビリンス部の抵抗のみを考慮し

た漏えい率に対して、さらに保守性を持たせた漏えい率を用いて

も、炉心損傷防止対策が有効なものであることを確認しています。 

 

 事故発生後 7 日間は、代替交流電源及び所内備蓄燃料により事故

収束対応を維持できる方針であることを確認しています。 

 

 

 審査書（案）「Ⅳ－4.4」にあるとおり、電動消火ポンプ、ディー

ゼル消火ポンプ、消防自動車等については、消火を目的としてお

り、重大事故等対処設備に要求される信頼性は十分でないものの、
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Ⅳ－１．２．１．２ 全交流動力電源喪失 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 福島原発事故の際に東京電力は、最終的には「海を水源として利

用」し「代替炉心注水」したが、この決断には、はるかに多くの

時間を要した。この決断をする人間が必ずしも専門家に限らない

ことを踏まえ、重大事故時の水の供給の余裕時間を精査すべき 

 

 

 

 原子炉格納容器の下部への炉心落下以上に進行した事故事象につ

いては無視している。 

 

炉心注入手段となり得ることから、自主的対策における設備とし

て整備することを確認しています。 

 

 審査書（案）「Ⅳ－4.13」にあるとおり、重大事故等の収束に必要

となる水の供給設備及び手順等を適切に整備することを確認して

います。なお、復水タンク、燃料取替用水タンク及び使用済燃料

ピットの水源の枯渇に対する代替淡水源として、宮山池、2次系純

水タンク、ろ過水貯蔵タンク等の複数の淡水源が確保できること

を確認しています。 

 
 設置許可基準規則第 37 条第 2項に基づき、想定される格納容器破

損モードに対して、格納容器破損防止対策の有効性を確認してい

ます。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失 

ご意見の概要 考え方 

 原子炉の停止機能が失われた場合の対策としてホウ酸溶液をポン

プで注入する設計となっているが、緊急停止装置は無動力、無操

作でも一定の条件で作動するようにすべきであり、設計ミスでは

ないか。また、主蒸気逃がし弁等も人力による操作となっており、

安全装置として不適格。 

 

 

 原子炉の緊急停止装置は無動力、無操作でも一定の条件で作動す

るものとなっていますが、審査書（案）「Ⅳ－1.2.1.5」にあると

おり、これが機能喪失した場合の対策として、ATWS 緩和設備を重

大事故等対処設備として整備することを確認しています。また、

主蒸気逃がし弁の開操作等は、中央制御室から行えるものとなっ

ていますが、これが機能喪失した場合の対策として、人力による

操作が可能であることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．１．６ ECCS 注水機能喪失 

ご意見の概要 考え方 

 ＥＣＣＳ注水機能喪失時の燃料系統の破壊、火災に対する担保が

無い。 

 

 

 ECCS 注水機能はきわめて重要であり、冷却系の配管破断は重大な

事故となる。破断回避のため、長距離・多岐にわたる配管の保守・

管理・点検は重要。冷却系配管のどのような破断のケースを想定

したか公開すべき。 

 

 

 配管の劣化による損傷や圧力容器の経年劣化について考慮してい

るか 

 

 審査書（案）「Ⅳ－3.4」において、重大事故等対処施設が火災に

よって必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止

すること、かつ、火災を感知及び消火することを確認しています。 

 

 審査書（案）「Ⅳ－1.2.1.6」の事故条件にあるとおり、破断位置

は、低温側配管（原子炉容器と ECCS の注水配管の間）としていま

す。この場合、破断ループに接続された ECCS の注水効果に期待で

きないことなどにより、炉心の冷却の観点では、厳しい設定とな

ることを確認しています。 

 

 原子炉等規制法第 43 条の 3の 14（発電用原子炉施設の維持）に基

づき、申請者は発電用原子炉施設を原子力規制委員会規則で定め

る技術上の基準に適合するように維持することが求められていま

す。なお、本事故シーケンスグループでは、何らかの原因で、１

次冷却系の配管の破断があった場合において、炉心損傷防止対策

に有効性があることを確認しています。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．７ ECCS 再循環機能喪失 

ご意見の概要 考え方 

 ＥＣＣＳ再循環機能喪失の規制要求が不明確。福島原発の事故に

おいて、なぜＥＣＣＳが働かなかったのかの検証がなく、原因に

ついては津波のみならず、操作タイミングのミス（操作訓練の不

足）、地震、停電、設計ミス（外部から操作）など考えられ、この

検証が先ではないか。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故については、基本的な事象進

展について整理されおり、これに基づき新規制基準を作成し、そ

れに適合しているか審査を行ったものです。なお、本事故シーケ

ンスグループでは、LOCA の発生後、何らかの理由で、ECCS の再循

環機能が喪失した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があ

ることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．１．８ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA，蒸気発生器伝熱管破損） 

ご意見の概要 考え方 

 炉心損傷防止対策の蒸気発生器損傷による事故対策の記述中、放

射能漏洩事故のシミュレーションにおいて、容器や配管破損が複

合的に発生する場合、事故対応ができるのか。 

 

 本事故シーケンスグループの事故シーケンスのひとつとして、蒸

気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故

における対策の有効性を確認しています。なお、審査書（案）「Ⅳ

－1.1」にあるとおり、蒸気発生器伝熱管の複数本破損等について

は、大規模損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとし

ていることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧） 

ご意見の概要 考え方 

 原子炉圧力容器への注水を放棄し、格納容器の下部に水をためて、

そこに溶融燃料を落とすという手順では、溶融燃料により格納容

器が破損するおそれがあり、水素爆発や水蒸気爆発の危険性も高

まるのではないか。  

 

 原子炉圧力容器への注水を放棄し、格納容器の下部に水をためて、

そこに溶融燃料を落とすという手順は、「溶融炉心の原子炉格納容

器下部への落下を遅延又は防止するため、原子炉圧力容器へ注水

する手順等を整備すること」を要求している基準と齟齬が生じる

のではないか。 

   

 

 

 

 冷却水を失う配管破断と全交流電源喪失が同時に起こった場合の

対策について、九電の回答は「炉心溶融と原子炉容器の破損は防

げない」というものであり、検討不十分。 

 

 

 

 

 フィルタ付ベントが設置されていなくて重大事故対策は十分なの

か。必要な安全装置なのではないか。 

 

 フィルター付きベントの設置及びその系統について審査が必要で

 原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用に係る格納容器破

損防止対策については審査書(案)｢Ⅳ-1.2.2.4｣に、水素燃焼に係

る格納容器破損防止対策については審査書(案)｢Ⅳ-1.2.2.5｣に記

載されています。 

 

 技術的能力に係る審査基準「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心

を冷却するための手順等」の解釈に従って、川内 1・2号炉におい

ては、B充てん/高圧注入ポンプにより原子炉圧力容器内へ注水し、

溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延または防止する手

段を整備することを確認しています。加えて、溶融炉心・コンク

リート相互作用の抑制については、常設電動注入ポンプによる格

納容器スプレイにより原子炉下部キャビティに注水し、必要な水

位を確保する手順を整備することを確認しています。 

 

 大破断 LOCA と全交流電源喪失が同時に起きる事故シーケンスは、

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷

として防止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる

事故シーケンスに該当し、事故シーケンスグループに含めないが、

格納容器破損防止対策における評価事故シーケンスに包絡させる

ものであることを確認しています。 

 

 格納容器再循環ユニットによる格納容器自然対流冷却を実施する

ことで、原子炉格納容器の除熱ができることを確認しています。 

 

 同上 
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Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧） 

ご意見の概要 考え方 

はないか。 

 

 九州電力は、過酷事故が起き、電源喪失が起きた場合、炉心冷却

を行わず、格納容器下部に水を溜め、高温の核溶融物を冷却する

と述べており、わずか１．４時間で圧力容器が損傷し、２時間後

には格納容器が水蒸気爆発する可能性がある。このような短時間

では、対応ができない。 

 

 格納容器破損防止対策について、規制委員会が、モデルの妥当性

をどのように確認したのか説明がなされていない。規制庁が所有

する解析コード MELCOR で検証した結果、原子炉容器破損時間等の

差意を明らかにすべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧)において、事業

者が使用した解析コードMAAPの不確かさについての記載が不足し

ている。事業者とは異なる解析モデル、具体的には規制庁が整備、

 

 

 本評価事故シーケンスでは事象進展が早いことから、常設電動注

入ポンプにより原子炉圧力容器が破損するまでに原子炉下部キャ

ビティに必要水位を確保することで原子炉格納容器の破損を防止

すること、原子炉圧力容器外の FCI については、水蒸気爆発は除

外可能である（審査書（案）｢Ⅳ-.2.2.4｣）ことを確認しています。 

 

 シビアアクシデントの解析には、比較的大きな避けられない不確

かさを伴うことを踏まえ以下の点を確認しています。 

①炉心損傷後を含めた事象進展に係る重要現象の解析モデルが説 

明されていること。 

②国際的に利用されている代表的なコードであり、豊富な適用実 

績があること。 

③他のシビアアクシデントコードとのベンチマーク計算により、 

一定の信頼性が確認されていること。 

 ④規制委員会が抽出した不確かさ要因を踏まえて、感度解析によ

る不確かさ評価を行っていること 

また、規制委員会は、MELCOR による解析を実施しており、MAAP

解析結果と同様の傾向を確認しています。MELCOR を用いた解析事

例は NRA 技術報告 2014-2001 で公開しています。 

 

 同上 
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Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧） 

ご意見の概要 考え方 

保有している MELCOR を使って、MAAP による解析結果の妥当性及

び不確かさについて検証すべき。 

 

 原子炉容器破損解析に際しては、計装用案内管溶接部及び原子炉

容器下部ヘッド材料データの信頼性が重要。申請者が使った材料

データを確認したのであれば、使用した材料データの一覧とその

適用温度範囲を明示すべき。 

 

 

 

 事業者が確認した計装用案内管溶接部及び原子炉容器下部ヘッド

の温度過渡変化を開示すべき。 

 

 新規制基準第三十七条第２項の一つとして、IVR-AM の整備を求め、

審査すべき。 

 

 

 運転員全員が理解し操作できるよう、免許制度にすべき。 

 

 

 

 

 

 

 大 LOCA や中 LOCA などの複合的な事態が検証されていない。 

 

 

 

 審査では、温度の過度変化を確認しています（但し、行政機関の

保有する情報の公開に関する法律第５条の不開示情報に該当する

と考えられるため、公開していません。）。加えて、原子炉圧力容

器破損に係る不確かさとして、原子炉圧力容器破損時間の判定に

用いる計装用案内管の最大歪みについて感度解析を実施し、その

影響を確認しています。 

 

 同上 

 

 

 原子炉圧力容器内での溶融物保持（IVR）は、その事象進展におけ

る不確かさが大きいため、保守側に全ての溶融炉心が原子炉格納

容器下部へ落下するとして評価していることを確認しています。 

 

 運転員（当直員）、重大事故等対策要員及び緊急時対策本部要員の

対象者については、重大事故等発生時における事象の種類及び事

象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処できるよう、各要員の役割

に応じた教育及び訓練（検証）を実施し、計画的に評価すること

により力量を付与し、運転開始前までに力量を付与された要員を

必要人数配置するとしていることを確認しています。 

 

 評価事故シーケンスの選定においては、PRA の手法を活用し、格納
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Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧） 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 特に蒸気発生器細管破断が無視されている。 

 

 

 

 

 格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧破損）」に対して事業者の事象進展解析結果を妥当と判断し

た根拠が不明。 

 

 

 

 

 炉心溶融が始まると、爆発を含む急激な現象が生じるので、事故

の収束は極めて困難になる。炉心溶融後は、炉内あるいは炉外で

水が入っても溶融炉心が冷却できるかどうか、大量の水素発生で

爆発は起こらないか、水蒸気爆発の可能性は確実に否定できるか、

コア・コンクリート反応（MCCI）による水素、一酸化炭素ほか種々

のガスが大量に出る発熱反応を確実に防ぐことができるかなど、

事象の検証が困難。実機規模の実証試験ができないものについて、

どのように安全性を確認したと言えるのか。 

 

 放射性物質の放出量５．６TB（７日間）はフィルターベントを前

容器破損モードに対して最も厳しいと考えられる事故シーケンス

を選定していることを確認しています。 

 

 より厳しい事故シーケンスである｢蒸気発生器伝熱管破損時に破

損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故｣について、審査書（案）｢Ⅳ

-1.2.1.8｣において、炉心損傷防止対策の有効性を確認していま

す。 

 

 本評価事故シーケンスの特徴を踏まえた上で、対策の考え方が示

されていること、初期の対策及び安定状態に向けた対策が整備さ

れるとともに対策を講じる際の判断基準が示されていること、使

用した解析コードおよび解析条件の不確かさを考慮しても評価項

目を満足することに変わりがないこと等により、格納容器破損防

止対策は、有効なものであることを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 フィルターベントは前提としていません。審査書(案)｢Ⅳ
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Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧） 

ご意見の概要 考え方 

提としているのか。 

 

 

 

 p174 原子炉格納容器から環境に放出される Cs-137 の放出量は、

100TBq を下回っていることが基準になっているが、放出量がここ

でとどまれる保証があるのか。７日間で約 5.6TBq とあるが、基準

の数値に辻褄を合わせているだけではないか。 

-1.2.2.1｣にあるように、原子炉格納容器内の放射性物質はアニュ

ラス部を経由して大気に放出されるものとして評価を行っている

ことを確認しています。 

 

 審査書(案)｢Ⅳ-1.2.2.1｣にあるとおり、申請者の解析結果では

Cs-137 の放出量は７日間で約 5.6TBq です。不確かさを考慮して

も、評価項目を概ね満足しているという判断は変わらないことを

確認しています。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．２ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温） 

ご意見の概要 考え方 

 雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過温)について、審査

結果には、本現象に関する解析コード MAAP における不確かさの影

響評価として、「格納容器圧力・温度を解析した場合、HDR 実験解

析等の検証結果より、圧力については 1割程度高めに、温度につ

いては十数度高めに評価する傾向がある(後略)」との記述がある

が、この検証データの取得に用いられた HDR(廃炉にされたドイツ

の PWR)は川内原発とは寸法形状を含めて構造的に異なる点が多

く、また実験条件も小 LOCA であり、川内原発の事故シーケンス(全

動力電源喪失+補助給水機能喪失による炉心溶融、原子炉容器破

損)とは異なるので、検証結果の実機への適用性自体に不確かさが

ある。 川内原発の事故シーケンスに対して、規制庁の保有する解

析コード MELCOR によりクロスチェック解析を行い、MAAP による

解析結果の妥当性の評価を厳正に行うことを求める。 

 規制委員会は、MELCOR による解析を実施しており、MAAP 解析結果

と同様の傾向を確認しています。MELCOR を用いた解析事例は NRA

技術報告 2014-2001 で公開しています。 

また、申請者は、申請書補正案「追補 2.Ⅲ 5.1.8」にあるとおり、

HDR 試験における予測誤差について考慮したとしても、実機評価に

おける静的負荷に対する判断には影響を及ぼさないとしているこ

とを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．２．３ 高温溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

ご意見の概要 考え方 

 審査結果には、解析コード MAAP の不確かさを定量的に明確化して

いないので、審査不十分。高温溶融物放出について、規制庁の保

有する解析コード MELCOR により検証すべき。 

 

 

 申請者は、申請書補正案「追補 2.Ⅲ 付録 1」にあるとおり、原

子炉圧力容器損傷に至る事象進展を分析し、破損時の圧力に対す

る不確かさ要因を考慮した上でも、漏えい率は変化せず、格納容

器の健全性の判断に影響がないとしています。また、規制委員会

は、MELCOR による解析を実施しており、MAAP 解析結果と同様の傾

向を確認しています。本事象に対するMELCORの解析結果において、

原子炉圧力容器破損時点の 1次系圧力値が 2MPa を下回り、高温溶

融物放出/格納容器雰囲気直接加熱の発生がないことを確認して

います（NRA 技術報告 2014-2001、4.2）。 
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Ⅳ－１．２．２．４ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

ご意見の概要 考え方 

 「申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしているこ

とは妥当と判断した。」 と記載されているが、何に基づいて妥当

と判断したのか示すべき。 

 

 

 

 

 事業者による「水蒸気爆発の発生の可能性はきわめて低い」とい

う解析について、下部キャビティにおける溶融燃料と水との接触

ケースを含めて妥当と判断した根拠を具体的に説明すべき。 

 

 国内の高温溶融炉の水蒸気爆発の事故調査では、水蒸気爆発が起

きるのは、溶融金属が一度に大量に水中に落下する場合、連続し

て落下しているが大きなトリガリングが有った場合、溶融金属の

上部を覆っているスラグの黒皮がトリガリングで破けて、水と溶

融金属が急激に接触する場合の３ケースである。溶融燃料－冷却

材相互作用においては、溶融燃料が一度に大量に水中に落下する

場合、連続して落下しているが大きなトリガリングが有った場合、

溶融燃料を覆っているクレストの黒皮がトリガリングで破けて、

水と溶融燃料が急激に接触する場合の３ケースである。適合性審

査では１と３のケースの検討はないし、実機において、どのよう

なトリガリングが予測できるかの検討が無い。 

 

 ｢申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしているこ

とは妥当と判断した。」 と記載されているが、１炉心溶融事故あ

たりの確率が示されておらず「きわめて低い」の判断ができない。

 審査書(案)｢Ⅳ-1.2.2.4｣にあるとおり、水蒸気爆発に関する大規

模実験の条件と実機条件との比較及び JASMINE コードを用いた水

蒸気爆発の評価における想定と実機での想定との相違を踏まえる

と、実機においては液-液直接接触を生じさせるような、外乱とな

り得る要素は考えにくいため、原子炉圧力容器外での水蒸気爆発

は除外可能であることを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のとおり、実機においては、炉外での水蒸気爆発は除外可能

であることから、溶融炉心・コンクリート相互作用を抑制するた

め、原子炉下部キャビティに注水し必要水位を確保することを確
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Ⅳ－１．２．２．４ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

ご意見の概要 考え方 

水蒸気爆発の結果は破局的大事故に至ることにかんがみ、より小

さい可能性も深く追求すべき。 

 

 溶融炉心・コンクリート相互作用のリスクと九州電力の下部キャ

ビティに蓄水した場合のリスクを比較検討すべき 

 

 MELCOR によりクロスチェック解析を行い、MAAP による解析結果の

妥当性の評価をするべき。 

 

 

 

 

 配管破断（冷却水喪失）と全交流電源喪失が同時に起こった場合、

炉心溶融と原子炉容器の破損は防ぐことはできず、対策が不備で

ある。容器の破損や炉心が溶融した場合、その後起こりうるさま

ざまな現象について、溶けた炉心とコンクリートとの反応はどう

か、水蒸気爆発、水素爆発などの具体的な防止策は不確実。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃

認しています。 

 

 

 同上 

 

 

 規制委員会は、MELCOR による解析を実施しており、MAAP 解析結果

と同様の傾向を確認しています。MELCOR を用いた解析事例は NRA

技術報告 2014-2001 で公開しています。また、審査書(案)「Ⅳ

-1.2.5」にあるとおり、解析モデルの不確かさについては実験結

果、感度解析等も踏まえていることを確認しています。 

 

 大破断 LOCA と全交流電源喪失が同時に起きる事故シーケンスは、

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷

として防止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる

事故シーケンスに該当し、事故シーケンスグループに含めないが、

格納容器破損防止対策における評価事故シーケンスに包絡させる

ものであることを確認しています。 

また、大破断 LOCA と全交流動力電源喪失が同時に起こった場合に

おける格納容器破損防止対策のうち過圧破損については、審査書

(案)｢Ⅳ-1.2.2.1｣に、原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互

作用については、審査書(案)｢Ⅳ-1.2.2.4｣に、水素燃焼について

は、審査書(案)｢Ⅳ-1.2.2.5｣に、溶融炉心・コンクリート相互作

用については、審査書（案）｢Ⅳ-1.2.2.6｣に記載されています。 

 

 TROI 装置による実験のうち、自発的な水蒸気爆発が生じた実験に
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Ⅳ－１．２．２．４ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

ご意見の概要 考え方 

料－冷却材相互作用」において、申請者が水蒸気爆発の発生の可

能性は極めて低いとしていることは妥当と判断したとあるが、こ

の最終的な判断は、一部実験結果からのデータのみで妥当性を欠

いている。 

問題点１：申請者は実験データとして、TROI 装置による実験結果

には言及がない。 

問題点２：水蒸気爆発が高い割合で発生した TROI の実験結果を

無視したのは、意図的かつ恣意的で悪質である。 

問題点３：KROTOS の一部実験においてのみ水蒸気爆発が発生して

いるとしているが、これは正確ではなく、あるいは意図的である。

申請者があげた大規模実験として、COTELS の実験装置では約 60 

kg の試料を用いているが、KROTOS では約 3kg であり、KROTOS よ

り規模の大きい実験である TROI を評価しない理由は理解できな

い。しかも TROI は KROTOS などよりも最近に行われており、爆発

の発生の有無には混合物の割合など、様々な因子が関与しており、

爆発の条件を満たした場合は、容易に爆発が発生する可能性があ

ることからも、判断が妥当とは言い難い。 

おいては、溶融物に対して融点を大きく上回る加熱を実施するな

どの条件で実施しており、この条件は実機の条件とは異なってい

ます。国際協力の下で実施された OECD SERENA 計画では、TROI 装

置を用いて溶融物の温度を現実的な条件とした実験も行われ、そ

の結果、本実験においては自発的な水蒸気爆発は生じていないこ

とを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

ご意見の概要 考え方 

 水素爆発の可能性について、過去に実施された実験、解析、経験

の観点からの判断の根拠が不十分。シビアアクシデントの解析に

は MAAP が用いられているが、MELCOR，SAMPSON，THALES 等の他

の解析コードでの検証も可能である。他の解析コードを用いた検

証が実施されるべきである。 

 

 水素発生について「イグナイタを設置する」ことで対処するとあ

るが、審査書に記載のあるとおり、水素が均一に分布するわけで

はなく、濃度が異なる場所が想定され、イグナイタについても、

より慎重な設置が必要であるとともに、水素濃度についてより細

かく把握する必要があるのではないか。 

 

 

 水素濃度が１３％以上になる可能性を否定できず、新基準を満た

していない。 

 

 

 

 

 

 事業者の解析では、水素濃度の空間分布に１３％を上回っている

区間があり、爆轟の可能性を示している。これは新規制基準の新

規制基準の要求である、格納容器破損防止対策の評価項目(f)「水

素濃度がドライ条件に換算して 13%以下である こと」にも反する。

水素濃度についてより細かく把握する必要があるのではないか。 

 

 規制委員会は、代表的な事故シーケンスについてモデルプラント

を対象にした解析を MELCOR により実施し、事故時の事象推移や考

慮すべき主要な不確かさ等について把握した上で、申請者の解析

結果を確認しています。また、解析結果の妥当性の判断にあたっ

ては適切な不確かさを考慮しています。 

 

 イグナイタは、水素の成層化など水素が均一に分布しない場合も

考慮して、水素放出の想定箇所、その隣接区画、水素の主要な通

過経路、さらに格納容器上部ドーム頂部付近にも設置されること

を確認しています。申請者は GOTHIC コードを用いて格納容器内を

分割した水素燃焼解析も実施しており、審査では解析結果のみな

らずこれまでに得られている知見も鑑みて判断しています。 

 

 水素発生量の評価において、原子炉圧力容器内の全ジルコニウム

量の 75%が水と反応し発生するという保守的な仮定の下で評価を

行っていることを確認しています。さらに、炉内に存在する金属

のうち反応しやすいアルミや亜鉛の腐食量について不確かさの影

響を評価しており（審査書(案)ｐ198）、ジルコニウム以外の金属

の酸化による水素濃度への影響が小さいことを確認しています。 

 

 基準の要求は、原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆

轟を防止することであり、そのために水素濃度を爆轟限界の１

３％以下にすることは適切な対策と考えられます。水素濃度が局

所的に 13%に達した状態で着火する場合は、解析により局所的に爆

轟が生じても影響が小さいことを確認しています（平成 26 年 3 月

11 日審査会合資料２－１, 9 ページ。）。また、爆轟限界未満の水
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Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 原子炉格納容器内水素濃度が計算上最大約 12.6%であっても、水素

が均一に拡散して原子炉格納容器内のどの区画部分でも 12.6%以

下の爆轟領域外になっていることにはならない。水素の拡散過程

の各区画の濃度変化に関する解析が必要である。 

 

 爆轟防止対策として、イグナイタで水素燃焼を行うとしているが、

水素の爆発限界は４．０％から７５．０％なのに、水素濃度が６％

の時、イグナイタで着火して水素燃焼を行うとしていることは間

違いである。  

 

 爆燃が考慮されていない。 

 

 イグナイタは予混合気に点火すれば爆発する。事業者は点火後の

火炎伝播を数値シミュレーションして安全としているが、計算ソ

フトでは乱流伝播火炎をつくれないので検証が不十分である。 

 

 評価項目として「水素濃度ドライ条件にして 13％を超えないこと」

としているが、化学常識では「空気に４～75％の濃度で燃える」

であり、水素濃度１３％は甘い基準である 

 

 水素濃度の空間分布解析の規制委員会による公開資料では、格納

容器内のノード分割及びノードごとの水素濃度分布が「商業機密

に属する」として白抜きにされており不適。 

素濃度 13%以下で着火する場合には爆燃が生じますが、解析により

爆燃が設備に重大な影響を与えないことを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 同上 

 

 

 

 同上 
 
 
 

 審査では、水素濃度分布を確認しております。（但し、行政機関の

保有する情報の公開に関する法律第５条の不開示情報に該当する

と考えられる情報であるため、公開していません。） 
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Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

ご意見の概要 考え方 

 

 炉内及び炉外での構造物（鉄）・水反応による水素の発生量が考慮

されていない。これを考慮した場合、水素濃度は基準の１３％を

超える可能性がある。 

 

 

 

 

 ジルコニウム・水反応による水素発生量の評価において、炉内に

存在するジルコニウム量の 75%との反応を前提としているが、この

想定では不十分。この 75%は、燃料有効発熱部（＝燃料ペレットの

ある部分）のジルコニウムに相当するものであり、燃料被覆管が

初期形態を保っていることが前提であるが、燃料溶融が生じると

炉心形態が崩れ、プレナム部など非発熱部のジルコニウムが溶融

デブリに巻き込まれて高温になり、水と反応して水素が発生する

可能性が十分にある。従って、安全側に厳しく評価するために炉

内ジルコニウム量 100%との反応による水素量を考慮すべきであ

る。 

 

 水素爆燃に関して、機器に使用されているエポキシ樹脂の種類、

銘柄が明示されていないので、経年劣化を含めた耐熱性を評価で

きない。施工可能でかつ耐熱性の高い特殊なエポキシ樹脂はきわ

めて限られているというのが業界ではよく知られている。 

 

 PAR の水素再結合反応の応速度は遅く、水素高濃度が数時間継続す

るため、水素爆発が起こる危険が存在する。PAR は性能不足ではな

 

 事業者は、水素の発生に関して、原子炉圧力容器内の全ジルコニ

ウム量の 75%が水と反応し発生するという保守的な仮定の下で評

価を行っていることを確認しています。また、寄与の度合いが大

きいアルミや亜鉛（イオン化傾向及び酸化反応速度が鉄よりも大

きい）を対象に不確かさの影響を確認し、水素濃度への影響は小

さいことを確認しています。 

 

 炉内に存在するジルコニウム量の 75%が反応するという仮定は、十

分に保守的であることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水素濃度が局所的に高くなり、燃焼が発生した場合、その近傍の

温度が限界温度を短時間超える可能性がありますが、格納容器壁

の熱伝導を考慮すると、その影響範囲は、格納容器の健全性に影

響を及ぼさない程度であると判断しています。 

 

 ＰＡＲのみによる水素処理速度では水-ジルコニウム反応が急速

に進んだ場合の水素発生に対応出来ないと考えられます。そこで、
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Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

ご意見の概要 考え方 

いか。 

 

 

 

 

 ジルコニウムの燃焼によって発生する水素は格納容器内で成層化

することを否定できず，その水素の低減策として PAR は非力であ

り，イグナイタは危険。 

 

 「ＰＷＲプラントは原子炉格納容器自由体積が大きい事により水

素濃度が高濃度にならないという特徴がある」と説明は明らかな

間違いである。 

 

 川内原発の格納容器は、福島の８倍、福島原子炉建屋と同じ位の

大容量となるため、爆発を予防する窒素が封入されていない。こ

のような状況で爆発が起きれば、核燃料を閉じ込めるものが何も

なく、大惨事になる。 

 

 原発の格納容器内でメルトスルーが起きると、水中でもコリウ

ム・コンクリート反応（ＣＣＩ）が起こり、大量の水素と一酸化

炭素が発生し、爆発や中毒事故が起きる。これを踏まえて、一酸

化炭素中毒の対処など、一酸化炭素爆発対策が必要ではないか。 

 

 

 九電はコリウムコンクリート反応については考慮していないが、

海外の文献にはコリウムコンクリート反応によるＣＯの発生の報

申請者は、水素の発生個所近傍、通路及び水素停留個所近傍にイ

グナイタを設置するとしています。 

また、爆轟限界未満の水素濃度で着火する場合には爆燃が生じま

すが、爆燃が設備に重大な影響を与えないことを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 その説明を前提とせず、川内１，２号機の格納容器の自由体積を

考慮して水素濃度の評価を行っていることを確認しています。 

 

 

 窒素封入を行わなくても水素爆発による格納容器破損を防止でき

ることを確認しています。 

 

 

 

 キャビティへの注水により、溶融炉心の冷却が行われることから、

MCCI によるコンクリートの浸食量は僅かであり、CO 及び CO2の発

生は無視できることを確認しています。また、仮に発生したとし

ても、CO はイグナイターにより処理することが可能であり、CO2

は不活性化に寄与します。 

  

 同上 
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Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

ご意見の概要 考え方 

告例がたくさんある。また、水中でも溶融炉心はクレストに保温

されて、コンクリートと反応し、ＭＣＣＩは進行し、水素が発生

する。こうした現象の検討が行われていない。 

 

 静的触媒式水素再結合装置 PAR の設置に伴う危険性について、海

外情報の検討・評価が必要。具体的には、米国 NRC にインディア

ポイント 2号機の PAR の撤去の請願が提出されたことを踏まえて

調査、検討の上、その安全性を厳正に判断するべき。 

 

 

 

 事業者の解析では、炉心内の全ジルコニウムが水と反応するとし

ても、ドライ条件(水蒸気を除く条件)に換算した原子炉格納容器

内水素濃度は最大１２．６％としているが、福島第一原発の３号

機のような爆轟が起きるのは１３％以上だから、爆轟が起きるま

での余裕は０．４％しかなく、「ＰＷＲプラントは原子炉格納容器

自由体積が大きい事により水素濃度が高濃度にならないという特

徴がある」との説明は間違っている。このことから、フィルター

付ベントが必要な事は明らかである。 

 

 ジルコニウムの燃焼速度には大きな誤差が含まれる。どのような

燃え方を想定したのか物理現象の説明がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当該請願については2013年 6月に NRCにより却下されたとの情報

を得ています。また、我が国としても、格納容器内の水素濃度を

１３％以下とし水素爆轟の防止を求めている状況下では、PAR 等を

着火源とする水素爆轟に至ることはないため、当該設備を起因と

する水素爆轟に係るリスクを評価する必要は無いと考えていま

す。 

 

 感度解析において、MCCI が起こりやすい極端な条件を与えた場合

における水素濃度評価値が１２．６％であることから、要求を満

たすと判断しました。また、爆轟限界未満の水素濃度においてイ

グナイタで着火することにより水素を処理しますが、爆燃が生じ

ても設備に重大な影響を与えないことを解析で確認しています。 

 

 

 

 

 実機の燃料被覆管形状を考慮した相関式及び炉心損傷時の複雑な

炉内状況等を踏まえていることを確認しています。その上で、有

効性評価においては、保守的に全炉心内のジルコニウム量の 75%

が反応するものとして水素発生量及び反応速度を評価しているこ

とを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

ご意見の概要 考え方 

 水素は成層化せず、均質に混合されるとしているが、根拠が不十

分。漏れ出た水素のかたまりは浮力で数秒間で格納容器上部に達

してしまい，水素の濃い層を形成する可能性が高いのではないか。 

 

 

 PAR の触媒の耐熱温度について、申請書では、水素と反応する触媒

担持面の温度の解析の結果が示されておらず、その温度の影響が

不明であり、PAR の作動が十分に機能するという保証がなされてい

るのか。 

 

 

 水素燃焼に伴う格納容器の圧力上昇の見積もりについて、公開資

料の解析では、ジルコニウムー水燃焼反応によって水素が形成さ

れる際に原子炉内で発生する熱量が加味されていない。これを加

味すれば、水素燃焼後の圧力はかなり高くなり、格納容器の耐圧

許容範囲を超えるおそれがあると考えられる。 

 

 ジルコニウムー水反応による水素の発生期間と発生量及びそれに

伴う事象について、水素発生の状況を、過小評価しているのでは

ないか。水素発生期間が、実現象よりは３倍程度長く見積もられ

ている。また全ジルコニウムの７５％しか水素燃焼しないとの過

程は、その根拠が薄い。水素の発生期間短縮・発生総量増加に伴

い、燃焼学的な追加検討事項が必要ではないか。 

 

 格納容器スプレイ等及びイグナイタが、地震で両方とも機能停止

になったらどうするのか。 

 申請者の解析では成層化は起こらない結果になっていますが、審

査では成層化の懸念を指摘し、申請者は確実に処理するために格

納容器上部ドーム頂部付近にもイグナイタを設置すること確認し

ています。 

 

 ＰＡＲによる水素処理については、本評価事故シーケンスにおい

て想定する格納容器内の水素濃度（4％から最大 12.6％）を処理し

た場合の接触担持面の上昇は、触媒耐熱温度を超えることはなく、

ＰＡＲによる水素処理の能力が低下しないことを確認していま

す。 

 

 申請者の解析において、ジルコニウム－水反応による生成熱が考

慮されていることを確認しています。 

 

 

 

 

 規制委員会は、代表的な事故シーケンスについてモデルプラント

を対象にした解析を MELCOR により実施し、事故時の事象推移や考

慮すべき主要な不確かさ等について把握した上で、申請者の解析

結果を確認しています。また、解析結果の妥当性の判断にあたっ

ては適切な不確かさが考慮されていることを確認しています。 

 

 

 常設重大事故緩和設備が設置される施設は基準地震動による地震

力に対して必要な機能を維持できるよう設計されていることを確
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Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

ご意見の概要 考え方 

 認しています。なお、重大事故緩和設備が破損した場合には、大

規模損壊対応に移行します。 

 

  



33 
 

Ⅳ－１．２．２．６ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

ご意見の概要 考え方 

 

 審査書では格納容器の底に水を溜めて、そこに炉心溶融物を落と

すとしているが、圧力容器と格納容器が貫通している状況で水が

接することになれば、水素爆発や水蒸気爆発の危険性が高まり、

格納容器が破損されかねず、大量放射能の大気中への飛散となる。

この様な方法が本当に利用可能か検討すべき。 

 

 

 

 

 

 

 炉心が溶融した場合でも冷却が可能としているが、最後は海水で

冷却する必要がある。このとき、海抜ゼロにある海水の取水管が

使えるのか。 

 

 申請者がコアキャッチャーを設置しないのは不適切。ロシアやヨ

ーロッパの原子炉はコアキャッチャー対策を取っているので、「溶

融炉心・セラミック相互作用」の検討を行っているが、日本の PWR

原子炉はロシアやヨーロッパ並の安全対策は取らないので、初め

から「溶融炉心・セラミック相互作用」の検討の必要はないと説

明している。極めて検討不十分ではないか。 

 

 

 ヨーロッパは格納容器下部にコアキャツチャーを取り付けるよう

になっており、コアキャツチャーにはマグネシア（ＭｇＯ）煉瓦

 

 水蒸気爆発に関する大規模実験の条件と実機条件との比較及び

JASMINE コードを用いた水蒸気爆発の評価における想定と実機で

の想定との相違を踏まえると、実機においては液-液直接接触を生

じさせるような、外乱となり得る要素は考えにくいため、原子炉

圧力容器外での水蒸気爆発は除外可能であることを確認していま

す。また、実機においても水蒸気爆発は除外可能であることから、

溶融炉心・コンクリート相互作用を抑制するため、原子炉下部キ

ャビティに注水し必要水位を確保することを確認しています。ま

た、水素爆発については、審査書(案)｢Ⅳ-1.2.2.5｣に記載してい

ます。 

 

 常設の取水設備が機能喪失した場合でも、可搬設備により海や貯

水池から取水できることを確認しています。 

 

 

 新規制基準では、規則解釈第 37 条 2-3(i)において、溶融炉心によ

る侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失し

ないこと及び溶融炉心が適切に冷却されることを要求している。

それに対し申請者は、溶融炉心が圧力容器外に落下した後のコン

クリートとの反応（MCCI）を想定した場合、格納容器への下部注

水により溶融炉心・コンクリート相互作用を抑制し、格納容器破

損を防止するとしており、その有効性を確認しています。 

 

 同上 
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Ⅳ－１．２．２．６ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

ご意見の概要 考え方 

やジルコニア（ＺｒＯ２）煉瓦が使用され、マグネシア（ＭｇＯ）

煉瓦は２８５０℃で溶け、ジルコニア（ＺｒＯ２）煉瓦は２７１

５℃で溶ける。ヨーロッパの進んだ原子炉の格納容器下部の溶け

る温度が２７００℃程度であるのに対し、日本の原子炉の格納容

器下部の溶ける温度が１２３０℃程度であるが、日本も最低限の

対策として、ヨーロッパ原発並みの２７００℃くらいまでは溶け

ない格納容器に改造すべきではないか。 

 

 原子炉圧力容器から溶融炉心が原子炉格納容器内の床上に流出

し、溶融炉心と接触した床のコンクリートが熱分解により浸食さ

れ、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失し、原子炉格納

容器の破損に至るとの見解は、高温領域における耐火物技術から

専門的にみると、著しい認識の不足である。一般に自然に存在す

る多くの素材は１２００℃の溶融金属と接触すると低融物をつく

り溶けてしまう。まして、コンクリートは溶融核燃料と反応する

と、１２００℃以下で簡単に溶ける。また、コンクリートは溶融

金属と接触すると、内部水分の蒸気爆発が起こり、爆発したコン

クリート塊が周りの機器を破壊する。１２００℃以下で簡単に溶

けるコンクリートを２６００℃の溶融核燃料を受けるペデスタル

に使用したことは、原子炉の重大設計ミスである。今般の審査で、

この基本的な重大設計ミスの検討が行われていない。 

 

 溶融炉心を冷却し、溶融炉心によるコンクリート浸食を抑制する

ために、原炉下部キャビティへ注水するとの見解は、金属製錬炉

における長年の経験から専門的にみると、著しい認識の不足であ

る。第５８回適合性に係わる審査の資料２－２－７に、国内外の

 

 

 

 

 

 

 

 

 下部注水の後に落下した溶融炉心の原子炉下部キャビティ床面で

の拡がり及び溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱の不確か

さについて感度解析を実施し、厳しい伝熱条件で、かつ、溶融炉

心が床全面に拡がる場合は床面及び側面に約 4mm のコンクリート

侵食が発生し、拡がりが小さい場合（拡がり面積約 11m2）は床面

及び側面に約 19cm の侵食が発生するということを確認していま

す。この結果から、床面及び側面に 19cm の侵食が生じても、原子

炉格納容器の構造部材の支持機能に与える影響はないことを確認

しています。なお、いずれのケースにおいても現実には溶融炉心

が拡がる過程で先端から冷却が進むと考えられ、また、実験等の

知見によれば側面コンクリートが侵食されて形成されたギャップ

に水が浸入するため溶融物の冷却が促進されコンクリート侵食は

抑制されることを確認しています。 

 

 同上 
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Ⅳ－１．２．２．６ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

ご意見の概要 考え方 

溶融炉心とコンクリートの相互作用についての実験が記載されて

おり、ここで報告された実験の多くで、コンクリート上に溶融炉

心が落下し、溶融炉心とコンクリートの相互作用が起きた時、溶

融核燃料が作る溶融プールの周りに軽石状のクレストが覆いかぶ

さり、クレストは低熱伝導率なので溶融プールから水への大量の

伝熱を阻害し、水では溶融核燃料を冷却できないと報告されてい

る。この状態で、何らかの原因のトリガリングでクレストが破け

ると、溶融金属から水への大量の伝熱が起こり、多くの場合には

水蒸気爆発が起きると予測される。新規制基準の適合性に係わる

審査では、この基本的な検討が行われていない。 

 

 重大事故時に、格納容器下部水をためて溶融燃料を受ける手順に

おいて、溶融燃料が落ちるまでの時間は解析コードによる計算値

だが、原子力規制委員会は、別の解析コードによる解析を行い、

検証すべき。福島第一原発１号機の地震生後原子炉圧力容器の破

損時間について、東電の MAAP による解析結果が約 15 時間であっ

たのに対し、原子力安全・保安院が MELCOR という解析コードで実

施したクロスチェック解析においては、約 5時間となった。この

解析実績から原子炉圧力容器の破損までの時間が、実際には、MAAP

による解析結果より約 3分の 1程度に短い可能性がある。 

 

 核燃料が溶融して原子炉を溶かして落下していった場合、核物質

等の量や形状によっては再臨界の危険性があるのではないか。福

島で実際に起きている状況において再臨界リスクを検討している

のに、川内原発の審査でも検討すべきではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不確かさが大きいと予想される MAAP の解析結果については、規制

委員会が MELCOR による解析を実施しており、MAAP 解析結果と同様

の傾向を確認しています。MELCOR を用いた解析事例は NRA 技術報

告 2014-2001 で公開しています。また、審査書(案)「Ⅳ-1.2.5」

にあるとおり、解析モデルの不確かさについては実験結果、感度

解析等もふまえて確認しています。 

 

 

 

 

 形状が失われ、ほう酸水が注入された状態において、デブリが臨

界に至ることは考え難いと判断しています。 
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Ⅳ－１．２．２．６ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

ご意見の概要 考え方 

 炉心溶融開始後の原子炉下部のキャビティーへの注水作業が、作

業員の確保、注水等の作業の実行可能性等の観点で問題無いのか。

フィルターベントや免震重要棟の施設がない段階で注水作業が可

能な環境を維持できているか疑問。 

 

 コンクリート浸食量に影響を与えるパラメータの検討として、含

塩セメント使用による腐食は考慮されているか。 

 大容量発電機車及び常設電動注入ポンプを用いたCVスプレイによ

る注水を実施することとしており、注水に要する時間、容量、必

要な要員、原子炉下部のキャビティまでの流路について審査し、

有効であることを確認しています。 

 

 施行時にコンクリートの物性については、管理されているため、

含塩セメント使用による腐食は考慮する必要はないと考えます。 
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Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

ご意見の概要 考え方 

 

 想定事故１において、重大事故で炉心が損傷、高線量で近づけな

いところで注水ポンプまで破損した場合、果たして 2.4 日以内に

確実に回復できるのか不明確。 

 

 

 

 想定事故１の想定は使用済み核燃料プールの構造物が健全に保た

れる、と言う仮定においてのみ成立するという危うさがある。コ

ンクリートのプール自体が地震で亀裂が入れば水は当然その部位

から重力のまま流れ出すのに、たかが 5m3/h 注水能が上回ってい

るだけで審査適合と言うにはあまりにも非科学的である。格納容

器と比べるとプールが堅固に防御されているとは言い難い。 

 

 使用済燃料貯槽内の燃料損傷の事故だけが想定され、放射性核燃

料は原子炉容器内で管理されるという審査の大前提が明示される

べき。大前提が維持される確率の信頼係数(1-10 のマイナス 7乗）

の信頼区間を明示すべき。 

 

 使用済燃料貯蔵槽はメルトダウン対応として格納容器への収納を

要求すべき。 

使用済燃料ピットについて、飛来防止として堅固な設備で囲う必

要がある。喫緊には、使用済燃料ピット上にアクリルボードでも

良いので、カバー設置すべき。 

使用済み核燃料の貯蔵は強固な格納容器に保管されなければ危険 

 

 使用済燃料貯蔵槽の水位低下や水温上昇を検出した段階で対策に

着手するため、燃料の損傷を回避できることを確認しています。

なお、高線量で近づけないような状態においては、スプレイ等に

よる対策を整備することを確認しています（審査書(案)Ⅳ－４．

１１）。 

 

 ポンプ流量を超えて水が漏えいする場合に対する対策は、スプレ

イ等による対策など別途整備することを確認しています。（審査書

(案)Ⅳ－４．１１）。 

 

 

 

 

 使用済燃料貯槽内の燃料は、事故時の炉心燃料に比べて崩壊熱が

はるかに小さいこと、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓

を踏まえて多様な注水手段が整備されることから、必要な水位を

維持することで燃料損傷を防止できると判断しています。 

 

 同上 
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Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

ご意見の概要 考え方 

 

 非科学的定性的な修飾語が多い。例）「徐々に」「緩慢に」「小規模

な」等 

 

 

 

 

 p207 最終行「･･･崩壊熱による蒸発量により・・・」は意味が通ら

ない。つまり何が崩壊して熱を出すのかが不明である。「崩壊熱」

を「沸騰」（１気圧前提）とすれば、いくらか意味が通る。 

 

 想定事故は福島第一原発の教訓として、外からの注水が出来ない、

注水しても水位が上昇しない、内部の圧力が大きい、容器が破損

して水が漏れる等の事故を、考慮に入れていないのではないか。 

 

 

 ２０７ページ、○2 解析結果、a.：「使用済燃料ピット冷却機能及

び注水機能の喪失により、使用済燃料ピット内の水温が約 14 時間

後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し始める。」とあるが、PWR

の使用済燃料ピットのライナーの最高使用温度は９５℃であり、

使用済燃料ピットのコンクリート躯体の強度評価の温度条件は６

６℃である。使用済燃料ピット内の水温が１００℃を超えること

は、最高使用温度及びコンクリート躯体の強度評価条件を逸脱す

ることを意味する。また、コンクリートの耐熱温度は６６℃（長

時間について）である。こうした点を考慮すれば、長期間にわた

 

 事象の推移が遅い事故であることを示すために「徐々に」「緩慢に」

という表現を用いましたが、これらに対応する定量的な情報も審

査書(案)及び申請書に記載されています。「小規模な」は想定事故

２の定義として設置許可基準規則解釈３－１に用いられている表

現です。 

 

 崩壊熱は、使用済み燃料の核分裂生成物が放射崩壊する際に放出

するエネルギーが熱に変わったものです。このため、原案の「･･･

崩壊熱による蒸発量」のままにします。 

 

 福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて多様な注水手段が整

備されました。また、想定事故１及び２を超えて、大規模に水が

漏えいする事故に対する対策と手順は別途整備されることを確認

しています。（審査書(案)Ⅳ－４．１１） 

 

 一時的に１００℃に達しても強度が失われるものではなく、長期

的には注水や冷却により６５℃以下を維持することが可能です。

重大事故等の中長期的な対応のための適切な体制を整備する方針

であることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

ご意見の概要 考え方 

って使用済燃料ピットへの注水のみではピットの健全性は維持で

きないはずである。こうした点を踏まえない審査は極めて甘いと

言わざるを得ない。評価をやり直させ、使用済燃料ピットの最高

使用温度を超えた場合の対策を提示させるべきである。 

 

 ２０９ページ、（３）必要な要員及び燃料等、○3：「本想定事故の

対応に必要な燃料としては、事故発生 6時間 20 分後からの運転を

想定した 7日間の使用済燃料ピットへの注水、さらに、7日間のデ

ィーゼル発電機等の運転を考慮する場合等に必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄

された重油量約 510.0kL で対応が可能である。」とあるが、７日間

を超えた場合の対応はどうするのか？  

 

 使用済燃料プールからの著しい水漏れもしくは、燃料プール崩落

により使用済み燃料がむき出しになったときの対策を検討すべ

き。 

 

 P208 の d.の 5 行目「沸騰前の実効増倍率が十分低い」：JAERI 臨界

ハンドブック等では実効増倍率が0.95以下であれば未臨界である

としているのであるから,2 行目に記載の「0.95」は未臨界として

は最大の値であり「十分低い」とは言い難い。 

 

 

 

 

 

 有効性評価では、「少なくとも外部支援がないものとして７日間評

価する」ことを求めており、それ以降は外部からの支援体制を構

築する方針であることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 使用済燃料プールからの著しい水漏れについては、スプレイ等に

よる対策が整備されていることを確認しています（審査書(案)Ⅳ

－４．１１）。 

 

 使用済燃料ピットが純水冠水状態における実効増倍率が約0.95で

す。実際には、使用済燃料ピットのほう酸水濃度は 2700ppm 程度

ですので、当該事象の進展中は十分に未臨界が確保されているこ

とを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．４ 停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失 

ご意見の概要 考え方 

 

 冷却水がなくなると燃料棒が溶け出し、容器まで溶けて圧力隔壁

内の圧力があがりベンド用バルブが作動しなくなる構造は欠陥。 

 

 

 

 

 p.216 の d.の 3 行目「実効増倍率が 1.00(臨界)」：JAERI 臨界ハン

ドブック等では実効増倍率が0.95以下であれば未臨界としている

のではないのか。（つまり 0.96 なら臨界状態とみなすべき） 

 

 

 

 審査書(案)｢Ⅳ-1.2.4.1｣にあるように、本重要事故シーケンスに

おいては、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水及び格納容器

スプレイ系による再循環運転により、原子炉内燃料体の露出及び

損傷を防止するために必要な１次系保有水量を維持できることを

確認しています。 

 

 当該事象の進展中において、実効増倍率は最大でも 0.93 であり、

実機炉心の運転実績から確認されている計算の不確定性を考慮し

ても、十分に未臨界が確保されていることを確認しています。 

 

 

 

Ⅳ－１．２．４．４ 反応度の誤投入 

ご意見の概要 考え方 

 反応度の誤投入の結果解析において、中性子束高警報から臨界に

至るまで 12 分間、警報発信から純水注入停止操作に 10 分、純水

注入操作停止の所要時間が 25 秒と示されており、このシーケンス

では数秒間の判断ミスが重大事故につながる。この事象を数秒の

判断ミス誤操作なく実施できると評価するのは楽観的過ぎる。 

 処置に要求される操作は非常に単純であり、十分な余裕時間を持

っていることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

ご意見の概要 考え方 

 

 解析コードの検証として使用されている実験データは、全体的に

小規模実験設備によるものが多く含まれており、大規模施設であ

る実機への適用性には大きな問題がある。大型装置による実証試

験を公開の場で実施し、現象把握・分析と取得データによる解析

コードの詳細な検証をするべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 全般にわたり事業者と異なる解析コードを用いて検証すべき。ク

ロスチェック解析が実施されていない。 

 

 解析コードの信頼性が疑わしい。 

 

 

 事業者が用いたコード GOTHIC では、格納容器内の区分けも不十分

であり、水素ガスの偏在を計算できるとは思えない。水素濃度分

布について正確な認識を得ていないのではないか。 

 

 

 シビアアクシデントの解析には、比較的大きな避けられない不確

かさを伴うことを踏まえ以下の点を確認しています。 

①炉心損傷後を含めた事象進展に係る重要現象の解析モデルが説 

明されていること。 

②国際的に利用されている代表的なコードであり、豊富な適用実 

績があること。 

③他のシビアアクシデントコードとのベンチマーク計算により、 

一定の信頼性が確認されていること。 

 ④規制委員会が抽出した不確かさ要因を踏まえて、感度解析によ

る不 確かさ評価を行っていること。 

また、規制委員会は、MELCOR による解析を実施しており、MAAP

解析結果と同様の傾向を確認しています。MELCOR を用いた解析事

例は NRA 技術報告 2014-2001 で公開しています。 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 申請者は、申請書補正案「追補 2.Ⅲ 4.8.1」にあるとおり、GOTHIC

による水素分布予測の妥当性について、NUPEC が実施した実機 PWR

の格納容器区画を模擬した実験結果から、ドーム部に顕著な濃度

成層化は発生しないとしています。また、有効性評価においては、
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Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 有効性評価で使用した解析コードが十分に検証されているのか確

認できない。例えば、ＥＣＣＳ注水機能喪失に相当するベンチマ

ーク解析としてＮＵＲＥＧ／ＩＡ－０２０１があり、ここでＲＥ

ＬＡＰ５／ＭＯＤ３．２に課題が報告されているが、Ｍ－ＲＥＬ

ＡＰ５でこれらの課題が解決されていることをどのように確認し

たのか。また、原子炉停止機能喪失ではＮＵＲＥＧ／ＩＡ－０１

８０があり、ここではＲＥＬＡＰ５／ＭＯＤ３．１に課題が報告

されているが、ＳＰＡＲＫＬＥ－２ではこれらの課題は解決され

ていることをどのように確認したのか。 

 

 P.235 c.－３項に対し、Ｍ－ＲＥＬＡＰ５の検証としてＲＯＳＡ

／ＬＳＴＦ ＳＢ－ＣＬ－３９試験を対象としているが、蓄圧タ

ンクの非凝縮性ガスの検証はＳＢ－ＣＬ－４０試験ではないか。 

 

 

 

 

 P.233 ４－１．２．５ 個別の事故シーケンスグループおよび格

納容器破損モードに対して申請者の作成したＰＩＲＴをどのよう

に確認したのか。ＳＦＰ評価ガイドでは申請者の作成したＰＩＲ

Ｔをどのように確認したのか。 

 

コードの不確かさをふまえて、試験解析や感度解析による妥当性

確認を行っています。 

 

 審査書(案)「Ⅳ-1.2.5」にあるとおり、M-RELAP5 及び SPARKLE-2

の双方に対して、重要現象に係る解析モデルについて、実験等を

基に検証が行われ、適用範囲が示されていることを確認しており、

解析コードの検証及び有効性評価の適用性を確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 両実験の相違は、蓄圧注入系から非凝縮性ガスが 1次系に注入し

ない条件（SB-CL-39）と注入する条件（SB-CL-40）です。後者は

非凝縮性ガスが 1次系内に混入した場合の自然循環等への熱流動

挙動への影響を調べた実験です。有効性評価では非凝縮性ガスが

混入しないように隔離操作を行っているため、検証対象に

SB-CL-39 を選定していることは妥当であると考えられます。 

 

 「申請書（追補２．Ⅲ、例えば M-RELAP5 の場合は第 1部、表 2-2)」

にあるとおり審査の過程において、国内外の PIRT（Phenomena 

Identification and Ranking Table）手法と比較し、最新試験も

加味して、コードのモデル化、実験的知見、不確かさの評価の妥

当性を確認しています。 
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Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防止技術的能力基準１．０関係） 

ご意見の概要 考え方 

 申請書で示されたアクセスルートでは住民は避難できない。 

 

 

 

 

 重大事故対策に必要な要員について、５２名で妥当とした根拠が

不明確。福島原発事故においては 4機の原子炉の事故に対して、3

月 14 日の夜には 720 人がいて、十分な対策ができなかった教訓か

らすると、原子炉 2機の当発電所では、単純比例でも 360 名は必

要ではないか。想定外の事態が起こり、例えば無数にある配管や

バルブなどの点検に相当程度の人員が割かれるおそれはないの

か。 

 

 福島原発事故においては、現地では食料や睡眠が不足していた様

子が伝えられており、こうした状況で万全の判断・対策がとれる

とは到底思えないが、交替要員を考慮しているのか 

 

 １，２号機同時に発災するなど、複数の重大事故が同時発生した

場合の対応はどうするのか。 

 

 火山灰等の影響により交通が遮断され、要員が参集できない事態

や災害による負傷・死亡を想定しているのか。 

 

 

 

 高濃度の放射能汚染が広がる現場で、作業員の被曝量を抑えられ

 本申請におけるアクセスルートは、重大事故等が発生した場合に、

重大事故等対処要員が速やかに重大事故等に対処するために必要

な発電所内のアクセスルートであり、住民避難のためのものでは

ありません。 

 

 重大事故等が発生した場合に必要な作業に応じた人員を積み上げ

ているか審査し、52 名で対応が可能であることを確認しています。 

また、緊急時対策本部要員として非常召集が期待される召集要員

約 260 名が、複数ルートから通行可能なルートを選択し発電所へ

参集することを確認しています。 

 

 

 

 召集要員による交替を考慮していることを確認しています。 

 

 

 

 川内１号炉及び２号炉で同時に重大事故等が発生した場合におい

ても、52 名で対応可能であることを確認しています。 

 

 大規模な自然災害が発生した場合に、万一召集までに時間を要す

る場合であっても、発電所構内の重大事故等対処要員及び専属消

防隊等により当面の間は事故対応を行えるよう体制を整えること

を確認しています。 

 

 作業環境（放射線量、温度等）について審査し、作業に支障が無
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Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防止技術的能力基準１．０関係） 

ご意見の概要 考え方 

るのか。特別の被ばく線量限度を定めた特攻隊員を送り込む法整

備が必要ではないか。 

 

 

 

 

 高線量下でのロボット活用も検討すべき。 

 

 地震、津波、火山噴火、テロ、等の外部事象に加えて、それによ

り引き起こされる 2次的事象として、「電力会社役員の積極性の消

失」を入れるべきと考えます。 

いことを確認しています。 

また、被ばく低減のために遠隔操作可能なロボット等の資機材の

提供、提供資機材操作の支援及び提供資機材を活用した事故収束

活動に係る助言を受けることができるように外部からの支援計画

を定めていることも確認しています。 

 

 同上 

 

 原子炉等規制法は、原子炉設置者に対し、発電用原子炉を設置す

るために必要な技術的能力、重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子

炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力について規定して

おり、組織として外部事象等に対応する能力を有していることを

確認しています。 
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Ⅳ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１条及び第４３条関係） 

ご意見の概要 考え方 

 重要な弁を働かせるための機器保管系の耐震性が低いことが問題

ではないか。 

 

 

 

 随所に「重大事故等対象設備に要求される耐震性としては、十分

ではないものの、設備が健全である場合は・・・・」と記載あり、

なぜ OK と判断できるかわからない。設備が健全でなかったら対応

できないのか。 

 

 本審査書（案）には原子力発電における技術的危険、地震等の自

然災害に対して当然検討すべき問題点がいくつもある。しかしな

がら字数の関係でそのすべてを議論することは困難であることか

ら１点に絞って技術的問題を指摘する。それは給水ポンプの耐震

性についての検討がなされていないことである。一次安全系であ

る主給水ポンプは、原子炉を冷却する機能を保持するうえで極め

て重要な設備である。この一点をもってしても本審査書（案）が

新規制基準そのものの瑕疵を証明していると言わざるを得ない。 

 

 福島第１原発事故を踏まえたＥＣＣＳの機能や耐震性の再確認が

不十分である。 

 

 重大事故等対処施設の耐震設計については、重大事故等における

運転状態、重大事故等の状態で施設に作用する荷重等を考慮し、

適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能

が損なわれるおそれがないものとすることを確認しています。 

 

 審査では、重大事故対処をより確実に実施するため、自主的な対

策も含めて提示することを要求し審査を行いました。御意見の点

は、申請者が自主的な対策として位置付けた理由を示したもので

す。別途、重大事故等対処設備は耐震設計方針を確認しています。 

 

 申請者は、電動主給水ポンプを２次冷却系への注水に対する自主

的対策のための設備として位置付けています。別途、重大事故等

対処設備は耐震設計方針を確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 ＥＣＣＳについては新たに設定された基準地震動に基づき耐震Ｓ

クラスの設計方針であることを確認しています。また、重大事故

等対処としては、ＥＣＣＳの機能が喪失した場合の対策を確認し

ています。 
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Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等 

Ⅳ－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 重大事故対処の要員が、その場から逃げ出さないことを明記すべ

き。 

 

 

 

 

 

 ATWS 緩和設備の作動と有効性は、実機、あるいは確証試験設備で

確認されているのか。失敗確率や、ホウ酸注入が失敗した場合の

措置は考えているのか。 

 

 

 

 

 

 ＡＴＷＳ緩和設備が何らかの原因で作動しない場合の想定や、ホ

ウ酸注入が出来ない場合の想定がされていない。また、ATWS と同

時に原子炉に出力振動が発生し炉心破壊にいたるケースも検討さ

れていない。 

 

 必要な人数や復旧にかかる時間の記載があるが、実際にそのよう

にいくか検証が不十分ではないか。 

 

 

 ＡＴＷＳのフォールトツリーを解析して、不具合・機能喪失が連

 重大事故等の発生時には重大事故等対処要員に過度な被ばくが無

いことを確認しています。重大事故等対処要員については、必要

な人員を確保するととともに必要な訓練を行うことを確認してい

ます。重大事故が発生した場合、緊急時対策所において、放射線

防護措置により重大事故等対処要員がとどまることができること

を確認しています。 

 

 ATWS 緩和設備の信頼性、誤動作率、自動起動に失敗した場合の手

動操作について確認しています。 

また、ポンプについて高圧／充てん注入ポンプ３系統、タンクに

ついてほう酸タンクと燃料取替用水タンクの２種を整備している

ことで多重性を確保していることを確認しています。 

なお、PWR の核熱水力安定性については炉心内の冷却材がほぼ液単

相であり熱水力学的な安定度が高いため、問題となっていません。 

 

 同上 

 

 

 

 

 重大事故等対処に係る手順については、想定される重大事故等が

発生した場合においても、重大事故等対処設備を確実に操作でき

るよう、実際の操作に係る時間の実績等を確認しています。 

 

 原子炉トリップ失敗によるＡＴＷＳの発生確率は、ＰＲＡに関す
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Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等 

Ⅳ－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

鎖する確率を確認すべき。 

 

 訓練と現実の緊急時では状況が異なる。緊急時において、作業ミ

ス等の回避はどのように担保するのか。 

 

 

 

 

 

 電気工事にすぐに取りかかれるように、原発内の電気関係を熟知

している工事要員を確保しているか、また必要な用具資材（適切

なハシゴ車、ゴンドラ車）もすぐに使える場所にそれぞれ配備さ

れているかも、重要。 

 

 

 

 

 自主的対策は、重大事故等対処設備に位置づけるべきではない。

審査書において「自主的対策のための設備及び手順等」の下に、

重大事故等対処設備に分類される設備が記載されているが、自主

的対策のための設備については、重大事故等対処設備としての要

求事項（耐震性、強度、可搬式の場合容量など）を満足しなけれ

ばならず、柔軟な対応が困難になることが想定されるため、すべ

てその他の自主的対策として位置づけ、規制要求に対する設備の

みを重大事故等対処設備に位置づけるべき。 

る審査において確認しています。 

 

 重大事故等対策は、原子炉施設の状況に応じた幅広い対策が必要

であることを踏まえ、教育及び訓練を実施することを確認してい

ます。また、手順書の整備においては、操作等の判断基準をあら

かじめ明確化するなど、重大事故等における運転員及び重大事故

等対策要員の単独作業によるヒューマンエラーの防止対策の整

備、運用等を実施することを確認しています。 

 

 重大事故等対処設備については、想定される重大事故等が発生し

た場合においても、確実に操作できるように手順書の整備、訓練

において実操作及び模擬操作を行うことを確認しています。また、

重大事故等対処設備については、一般的に用いられる工具又は取

付金具を用いて確実に作業ができる設計とし、専用工具が必要な

場合は、作業場所の近傍又はアクセスルートの近傍に保管できる

設計とすることを確認しています。 

 

 重大事故等対処設備は、申請者が自ら設置許可申請書において位

置づけているものであり、それらが規制基準を満たすことを確認

しています。 
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Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等（第４５条及び重大事故等防止技術的能力

基準１．２関係） 

ご意見の概要 考え方 

 事故時の作業環境は，空間線量の上昇等で，思わぬ支障が出てく

るのではないか。事故時作業の環境の想定が十分か。 

 

 作業環境（放射線量、温度等）について審査し、作業に支障が無

いことを確認しています。 

 

 

 

Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等（第４７条及び重大事故等防止技術的能力

基準１．４関係） 

ご意見の概要 考え方 

 炉心冷却のための代替注水手段として消防自動車等が挙げられて

いるが、東京電力が福島第一原発事故時に行った消防車による注

水について、「注水のために圧力容器の弁を開いて圧力を低下させ

たが、それによって原子炉内の水位が地下し核燃料が露出。消防

車による注水で水蒸気が大量に発生した上、核燃料の被覆管と反

応して水素も出たことから原子炉内の圧力が再び上昇、対応がさ

らに困難になること」が明らかにされた。東電福島第一原発事故

の教訓を踏まえ、代替注水手段としての消防自動車等の妥当性を

検討すべき。 

 

 「機器類が復旧した場合はそれが防止策となり得る」との評価は

余計。より安全性を印象づけようとする意図が感じられ、規制委

員会の再稼働前のめりの姿勢が現れており削除すべき。 

 代替炉心注入等のための重大事故等対処設備として常設電動注入

ポンプが設置され、必要な流量が確保されていることを確認して

います。なお、消防自動車は、申請者の自主的対策のための設備

です。 

 

 

 

 

 

 

 重大事故発生時には、規制要求上の対策と同時に自主的対策も行

われるため、自主的対策も含めて申請者が講じることとしている

対策の全体を確認しました。 
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Ⅳ－４．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備及び手順等（第４９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６関係 

ご意見の概要 考え方 

 「１． ハ）上記イ）及びロ）の格納容器スプレイ代替注水設備

は、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、

位置的分散を図る。」としているが、位置的分散とはどのような場

所に配置するのか、また、もし外的条件で配置できなかった場合

はどうするのかが明らかではない。 

 

 移動式大容量ポンプ車の台数に関して、1、2号機で 3台としてい

るが、1台が保守点検中にポンプ車の故障が発生した場合の対応が

不明。 

 

 代替格納容器スプレイのための常設電動注入ポンプは、原子炉補

助建屋内の設計基準事故対処設備である格納容器スプレイポンプ

とは異なる区画に設置することにより位置的分散を図ることを確

認しています。 

 

 

 保安規定において、運転上の制限（ＬＣＯ）及びその逸脱時の対

応について規定されることとなります。 

なお、移動式大容量ポンプ車は、１号炉及び２号炉が同時被災し

ても１台で対応可能な容量を有していることを確認しています。 

 

 

Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係） 

ご意見の概要 考え方 

 原子炉格納容器の加圧破損を防止するための設備として、格納容

器圧力逃がし装置及び加圧器逃がし弁を重大事故等対処設備とし

て位置づけて確認している。このことは原発の外部環境に放射能

の放出を認めたことであるにも関わらず、放射能放出前に近隣住

民を避難させ被曝を防ぐための措置が検討されていない。当然検

討されるべき。 

 

 本申請には、格納容器圧力逃がし装置は含まれていません。申請

者は、原子炉格納容器の加圧破損を防止するための設備として、

格納容器再循環ユニット、格納容器スプレイポンプ等を重大事故

等対処設備として位置付けています。 
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Ⅳ－４．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手順等（第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８関係） 

ご意見の概要 考え方 

 炉心溶融が起こるときには循環系が破損し常設電動注入ポンプ等

の設備を使えないという事態が十分に考えられ、その場合、福島

第一原発事故でのように放水車で炉心冷却のための水を注ぎ続け

る必要があり、必然的に大量の汚染水が海に流れでることになる

が想定していない。 

 

 炉心損傷を起こした場合の機器の環境条件、及び、システムの運

転条件が、既設設備の設計時点の条件より悪化することの機器や

システムへの影響が十分審査されていない。各種システムの中で

も特に、計装・制御系や事故後の原子炉の状態を把握するのに重

要であるが、使われているセンサーやトランスミッターなどの電

子部品は環境条件の影響を受けやすい。環境条件が最悪でどの様

な状態になるのかを確定し、かつ、その条件の下で各システムが

機能を維持できることを確認すべき。 

 格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプは、重大事故等対

処設備として適切に整備されることを確認しています。 

なお、格納容器からの除熱は、格納容器再循環ユニットを使用す

るため、長期的な注水を維持する必要はありません。 

 

 

 重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合に

おける温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その

機能が有効に発揮できるよう、その設置（使用）・保管場所に応じ

た耐環境性を有する設計とするとともに、操作が可能な設計とす

ることを確認しています。 
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Ⅳ－４．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備及び手順等（第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９関

係） 

ご意見の概要 考え方 

 イグナイタ作動による温度上昇が他に影響しないか、具体的な方

策が示されず、実施期限も不明であるが、確認すべき。 

 

 イグナイタは自主的対策における設備として位置づけられるので

はないか。申請者は、有効性評価においてイグナイタによる水素

濃度低減効果を期待しておらず、申請書の記載をみても、自主的

な取組の一環としてイグナイタを設置しているものと考えられる

が、審査書において規制要求に対する設備として位置づけた理由

はあるのか。 

 

 有効性評価において水素濃度低減効果を期待していないイグナイ

タを申請者が多様性拡張設備としたのに対し、規制側がイグナイ

タがないと十分な事故への対処ができないとしたなどの根拠が示

されていない。基準によらず、より高い信頼性を追加要求するた

めに位置づけの見直しを要求したように読み取れる。 

 イグナイタは、水素燃焼が他の機器に悪影響を与えないよう、離

隔距離をとった位置に設置することを確認しています。 

 

 重大事故対処等設備は、申請者が自ら設置許可申請書において位

置づけているものであり、それらが規制基準を満たすことを確認

しています。 

 

 

 

 

 規制委員会は、申請者に、イグナイタについて、より高い耐震性

をもたせるとともに確実な保守管理を行うために、重大事故等対

処設備として位置付けることを検討することを指示し、それを踏

まえ、申請者は、設置許可申請書において重大事故等対処設備と

して位置づけたものです。 
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Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等（第５４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 使用済燃料プールからの著しい水漏れもしくは、燃料プール崩落

により使用済み燃料がむき出しになったときの対策を検討すべ

き。 

 

 

 

 使用済燃料ピット水位低下が継続する時、同ピットへのスプレイ

着手とあるが、福島第一原発４号機の実績を見ても、重大事故対

策としては、極めて不十分である。２２名で２時間実施とあるが、

その後も長時間にわたり作業を継続し続けなければならないはず

であり非現実的な対策である。 

 

 ロープ式水位計による事故対処の信頼性がわからない。 

 

 

 

 

 ガスケット材等による事故対処の信頼性がわからない。 

 

 

 

 

 設置許可基準規則第 54 条等に基づき、使用済燃料貯蔵槽からの大

量の水の漏えいその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が異常に低下した場合において、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷

の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備及び手順

等を整備することを確認しています。 

 

 「２時間２０分で実施」とは、使用済燃料ピットへのスプレイ手

順の着手から、スプレイを開始するまでの時間を指しています。

一旦、給水流路を確立できていれば、後は定期的にポンプを起動

し、使用済燃料ピットの水位を確保することを確認しています。 

 

 

 ロープ式水位計は、申請者が自主的対策のための設備として整備

するものです。作業員が使用済燃料ピットに接近可能な場合にし

か使用できませんが、電源のない状況等において水位を把握する

手段になり得るとしています。 

 

 ガスケット材等は、申請者が自主的対策のための設備として整備

するものです。使用済燃料ピット水の漏えいを完全に止めること

は期待できませんが、ポンプ注水により水位を維持出来る程度ま

で漏えい量を低減する手段になり得るとしています。 

 

 

 

 

 



53 
 

Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

ご意見の概要 考え方 

 福島第一原発で現に起きている汚染水事故対策について検討して

おらず、防止策も採られていない。汚染水対策を講じるべき。 

 

 

 

 

 

 

 汚染水対策を講じていないことは、格納容器が破損した場合でも、

放射能の大量の拡散を防止する策を講ずるよう要求する新規制基

準にも違反する。  

 

 地下水の調査をして、対策を盛り込むべき。 

   

 ５５条で想定されている「格納容器の破損」では、破損形態は限

定されていない。格納容器の上部から気体状で出るような破損だ

けを取り上げればよいという根拠はない。事実、福島第一原発で

は格納容器の下部から直接汚染水が外部に流出している。この事

実を教訓として重視すべき。 

 

 川内原発のサブドレン、原発建屋の周囲に掘られた地下水を汲み

上げる井戸からは1日に300トン余り汲み上げられていると聞く。

この地下水に損傷した格納容器の放射能が混じり汚染水ができる

様になった場合、その汚染を検出するシステム、汚染水の発生を

抑えるシステム、大量な汚染水から放射能を除染するシステムな

どなど、審査が必要。 

 東京電力福島第一原子力発電所におけるような汚染水について

は、まず、これを発生させないことが重要であり、新規制基準で

は、仮に、炉心が損傷した場合でも放射性物質が格納容器から流

出しない対策を要求しています。 

また、重大事故等の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、

適切な対応を検討できる体制を整備する方針であることを確認し

ています。 

 

 同上 

 

 

 

 同上 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 同上 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 原子炉がメルトダウンし、格納容器も破損した場合に備えた準備

は「建屋への放水設備」となっているが、原子炉建屋への放水の

有効性についての確認が不十分。 

 

 大型放水砲の有効性が低いのではないか。この種の放水砲は、通

常大規模火災に対する設備として使用されるものであり、飛散す

るプルームの中の粉塵や希ガスを補足することに有効ではない。 

 

 原子炉建屋に対する放水設備が災害時に損傷し、動作しない可能

性が高い。 

 

 放水作業による敷地内放射能汚染による作業員の被ばく評価及び

事故収束作業への影響について検討し、対策を明示すべき。その

中では、p.353「移動式大容量ポンプ車及び放水砲は、海を水源と

し」とあることから、海水に含まれる様々な物質の放射化による

影響の評価も含めること。 

 

 

 放射性物質の海洋への流出について、軽石状の吸着剤を配置して

拡散の抑制を図るとのことであるが、吸着剤では放射性物質の拡

散を抑制できない。 

 

 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体

等の著しい損傷に至った場合に発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために申請者が整備する方針としている対策は、放水手

 

 放水砲により放水した水により、放射性プルームに含まれる微粒

子状の放射性物質の拡散が抑制されることを確認しています。 

 

 

 同上 

 

 

 

 放水設備の保管場所については、地震、津波の影響を考慮した適

切な保管場所に保管することを確認しています。 

 

 移動式大容量ポンプ車及び放水砲による放水については、作業員

は放射線防護具を着用するとともに、設備については放射線の影

響を考慮した場所に設置することを確認しています。作業員は、

プルーム通過時には被ばくを避けるため代替緊急時対策所にとど

まることを確認しています。海水に含まれる様々な物質の放射化

による影響は無視できるほど少ないものです。 

 

 放射性物質吸着剤は、放射性物質を吸着しやすい性質のため、海

洋への放射性物質の拡散抑制に資することが可能であることを確

認しています。 

 

 シルトフェンスについては、設置許可基準規則第５５条において

要求している海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備に対応す

るものであることを確認しています。 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

ご意見の概要 考え方 

段、吸着材、シルトフェンスだけである。大量の汚染水が発生し

た場合に、吸着材やシルトフェンスのような不確実な方法に頼っ

ても海洋への流出に対し対応できない。 

 

 シルトフェンスによる抑制効果を検証し、結果を公表すべき。 

 

 小型船舶によるシルトフェンス設置という作業は、台風などによ

り、波が高い場合や、豪雨・暴風などの場合には、極めて困難で

危険あるいは不可能な作業となる。船舶を使用せずにシルトフェ

ンスの設置する方法が求められる。 

 

 大規模な津波の後に、海上・海中に大量のガレキが漂流している

状況で、シルトフェンスを仮に設置することができたとしても、

シルトフェンスの健全性が保たれるかどうかは大いに疑問です。

漂流ガレキによる破損などを想定するべき。 

 

 東日本大震災の津波では、多くの船舶等が流された。この重大事

故等対処設備である小型船舶をどこに設置するかは審査書案には

明記されていない。海岸に係留するのであれば、津波に耐えられ

るとは思えない。高台に設置するのであれば、そこから津波のガ

レキをかき分けて海に出すまでの手順も確認するべき。 

 

 施設外への放射性物質の異常な水準の放出をもたらす事態につい

て検討されておらず防止対策も取られていない。 

 

 「使用済燃料ピットスプレイヘッダ」は「放水設備を用いた屋外

 

 

 

 

 同上 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 放射性物質の総放出量は、環境への汚染の視点も含め、その影響

をできるだけ小さくとどめるものであることを確認しています。 

 

 使用済燃料ピット内燃料体等が著しい損傷のおそれがある場合
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

ご意見の概要 考え方 

から……燃料取扱建屋への放水」のための設備ではないはずであ

り、ここに記載するのは不適切ではないか。 

に、使用済燃料ピットスプレイヘッダ等により、淡水又は海水を

燃料取扱建屋へ放水（スプレイ）する手順を整備することを確認

しています。 

 

 

Ⅳ－４．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等（第５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３関係） 

ご意見の概要 考え方 

 海水を重大事故対策に用いる場合、海水を濾過する装置はあるの

か。それとも塩分を含んだ水をタンクに補給しても害は無いのか。 

 

 

 重大事故対処設備の設計方針において、常時海水を通水する、海

に設置する又は海で使用する重大事故等対処設備は、耐腐食性材

料を使用する方針であることを確認しています。ただし、常時海

水を通水するコンクリート構造物については、腐食を考慮した設

計とすること、使用時に海水を通水する若しくは淡水又は海水か

ら選択可能な重大事故等対処設備は、海水影響を考慮した設計と

することを確認しています。 
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Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

ご意見の概要 考え方 

 全交流電源喪失・SBO の長期間化について考慮されていない。 

 

 

 

 第 3世代+の原子炉は、72 時間はモーターなどの動力に頼ることな

く、原子炉崩壊熱除去能力を保つ設計がされている。これに倣っ

て、72 時間の SBO でも原子炉崩壊熱除去能力を保つ対策を求める。 

 

 炉の圧力が約 1.7MPa 以下で約 0.7MPa 以上で、SBO 条件では炉（１

次冷却水）の冷却水注水手段は準備されていない。 

 

 「４－1.2.1.6 ECCS 注水機能喪失」、「４－1.2.1.7 ECCS 再循環

機能喪失」、「４－1.2．1.8 格納容器バイパス」の対策では、外部

から交流電源喪失した場合常設の非常用発電機が生きていると想

定しているが、東電核災害では非常用発電機が使えない状態であ

った。非常用発電機が使えない場合は「事象発生から 35 分後に大

容量空冷式発電機が利用可能になり、常設電動ポンプによる炉心

注水操作開始は 50 分後」（221 頁）と約 35 分で電源車で交流電源

で回復となっているが、楽観的希望的条件の想定である。 

 

 35 分で大容量空冷式発電機を使えるようにし、その電力を常設電

動ポンプに繋ぎ込んで50分後に注水開始を選択することは合理的

であるが、「系統構成、消火ポンプなどの起動、炉心への注水を計

3名により、約 20 分で実施する」（300 頁）「系統構成、ディーゼ

ル消防ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分」（316 頁）と、常

設されているディーゼル消防ポンプでは更に短時間の17分で注水

 本申請において整備される重大事故等対処設備、燃料等により、

事故発生後 7 日間は事故収束対応に必要な電力が維持できる方針

であることを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 タービン動補助給水ポンプによる注水を行うこと確認していま

す。 

 

 重大事故等対処に係る手順については、想定される重大事故等が

発生した場合においても、重大事故等対処設備を確実に操作でき

るよう、実際の操作に係る時間の実績等を確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 審査では、重大事故等対処設備について確認を行いました。「系統

構成、ディーゼル消防ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分」

については、ディーゼル消防ポンプ等が消火を目的としているた

め、重大事故等対処設備として要求される信頼性は低いことから、

自主的対策のための設備として位置付けられています。 
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Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

ご意見の概要 考え方 

が可能になっている。50 分と 17 分なら 17 分を選ぶことが合理的

である。 

 

 川内原発の ECCS では、駆動電力を必要しない SBO でも稼働する蓄

圧注入系は炉圧の点では、蓄圧タンクの窒素ガスが炉（１次冷却

系）に流入する圧力の 1.2MPa、それに操作余裕を考慮した炉圧で

停止操作する。九州電力は約 1.7MPa としている。だから、最低限

その程度の圧力で注水できる性能が必要である。 

 

 ESBWR（高経済性単純化沸騰水型原子炉）の GDCS（重力駆動冷却系)、

約１０メートルの高度差を利用して原子炉に注水するシステムに

倣って、宮山池（淡水）から高度差、落差を生かした非能動的注

水を炉や格納容器に可能にする整備を提案する。 

 

 代替注水手段の電動注水ポンプ、ディーゼルポンプがともに使え

ない場合も想定して対応策を検討しておくべき。 

 

 

 電源設備や電源の確保は語られているが、その電源を受ける設備

の根本問題には触れられていない。福島原発ではポンプ駆動用電

動機や電動弁の駆動用電動機の制御盤が原子炉建屋内に置かれて

いたため、事故時に放射能が原子炉建屋内に拡散し、これらの制

御盤にアクセスすることが出来ず、外部の電源車を用意しても的

確に電動機を動かすことが出来なかった。電動機の制御盤のみな

らず、各種計装機器の制御盤は全て原子炉建屋から離れた別棟に

設けなければ福島の二の舞は避けられない。原子炉建屋内には、

 

 

 

 申請者は、全交流動力電源喪失時に２次冷却系の強制冷却（注水

及び蒸気放出）を実施することとしており、その妥当性を確認し

ています。 

 

 

 

 申請者は注水のための手段としてポンプを使用することとしてい

ます。 

 

 

 

 代替炉心注入に用いる可搬型電動低圧注入ポンプ、可搬型ディー

ゼル注入ポンプ等は、多様性及び独立性を有しており、規制基準

を満たしていることを確認しています。 

 

 作業環境（放射線量、温度等）について審査し、作業に支障が無

いことを確認しています。 
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Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

ご意見の概要 考え方 

動力用の電線や各種計装、制御配線の接続箱以外の物は置くべき

ではない。 

 

 福島原発事故の教訓では、同じ構内の他号機からの電源供給は当

てにされない。福島原発事故を踏まえると、携帯用蓄電池に繋ぎ

込むまでは、「圧力、温度、水位、非常用照明等」が全部死んでい

る状態となり、整備不能、制御不能の状態が続くのではないか。 

 

 発電機をトレーラーに乗せるのではなく、キャタピラ式の運搬車

両に乗せるべき。電源車が目的の場所にまで行く途中に大きな地

割れや段差等が予測され、タイヤのトレーラーでは運搬が不可能

の場合もあると考えられる。 

 

 

 

 

 

 全交流動力電源喪失時において、所内常設蓄電式直流電源設備は、

24 時間にわたり、必要な電力の給電を行うことが可能であること

を確認しています。 

 

 

 アクセスルートの地盤については、基準地震動による地震力に対

して、耐震裕度を有する地盤に設定することで通行性を確保する

設計とする、又は、耐震裕度の低い地盤に設定する場合は、道路

面のすべりによる崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上

で、ホイールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行い、通行性を確

保する設計とすることを確認しています。 
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Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５関係） 

ご意見の概要 考え方 

 計測系の健全性の保証について、事故対応に必要な主要パラメー

タが使用不能となった場合に、主要パラメータの計測系を修復し、

値を保証する方針と手順を示すべき。 

 

 

 表 4―4(計測する重要なパラメータ)をみると、従来よりわずかの

改善でしかないように見える。具体的にどのように福島原発事故

で露呈された欠陥が克服されたのか明確にすべきである。 

 

 過酷事故時において原子炉の状態を観察し、把握するための計器

類において抜本的な見直しがされていない。 

 

 炉内温度の計測範囲は 0-500℃が適切。 

 

 

 

 注水 対処範囲 0-140 となっているが、代替えは 114%で可能なの

か。 

 

 

 一時的に計測範囲を超えるが・・・低下するので、現状で可能と

あるが、「低下するので」は実証されているか。計測範囲を超える

が、なぜ「問題ない」とするのか。 

 

 重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを

計測することが困難となった場合において、当該パラメータを推

定するために有効な情報を把握するための必要な設備及び手順等

を整備することを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 同上 

 

 

 原子炉圧力容器内の温度については、主要パラメータを計測する

計器の計測範囲（表示が 400℃までとなっている。）を超えた場合、

可搬型計測器にて 0～500℃まで計測可能としています。 

 

 重大事故等時の注水量は 0～140m3/h であり、主要パラメータ（0

～160 m3/h）により監視可能であることを確認しています。 

 

 設計基準事故初期は中性子束が急激に上昇し、一時的に計測範囲

を超えるが、負のドップラ反応度帰還効果により抑制され急峻に

低下することは実験で確認されており、これにより現状の計測範

囲まで低下することから、事故対応が可能とすることを確認して

います。 
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Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第２６条、第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

ご意見の概要 考え方 

 ７日間で１００ｍＳｖを超えないための手順があいまい。 

 

 

 

 中央制御室で把握できる数値を外部でも把握できるようにしつ

つ、作業工程を確認できるようにする仕組みを整えるべき。 

 

 

 マスクで被ばく低減が図れるのか。 

 

 

 制御室居住性の基準（7日間で 100mSv を超えない）制定の経緯如

何。 

 

 中央制御室等の居住性を確保するため、重大事故時に換気空調設

備により外気から隔離するなど中央制御室の適切な空調管理を行

う手順等を整備していることを確認しています。 

 

 原子炉施設外との通信連絡を行うため、緊急時対策支援システム

（ERSS）等へ必要なデータを伝送する設備、緊急時運転パラメー

タ伝送システム（SPDS）を整備することを確認しています。 

 

 フィルタ付き全面マスクを着用することで、被ばく低減を図るこ

とが可能です。 

 

 線量については、現行法で規定している緊急時対策に係る放射線

業務従事者の線量限度である 100mSv としています。 

また、期間については、実際の個々の運転員等の被ばく線量は、

線量限度を超えないよう管理することが原子炉設置者に義務付け

られていますので、必要に応じて、他の運転員等に交代させるな

どの措置が講じられることになることから、７日間としています。 
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Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第３１条、第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７関係） 

ご意見の概要 考え方 

 モニタリングポストやモニタリングステーションの値（空間放射

線量率）では、空気中の粉じんに含まれる放射能を評価できず、

住民の安全・安心のよりどころとならない。 

 

 敷地内外における放射能の測定・空間線量把握のための計測器の

設置や各種の観測計器類の設置は適切に行われているのか。また、

それをタイムリーに観測して、適切・確実に意思決定を行う対策

本部に伝え、地域住民に周知徹底する体制はできているか。 

 

 

 

 敷地境界での累積放射線量が年間 100mSv におさまっているのか、

根拠を示されたい。 

 

 モニタリングステーション及びモニタリングポストの設置概要が

未記載である。人的測定で 2時間線量測定すれば、被ばく限度を

超過する可能性がある。 

 

 申請者は、発電所から放出される空気中の放射性物質の濃度を測

定するため、可搬型ダストサンプラを重大事故等対処設備として

整備することを確認しています。 

 

 重大事故が発生した場合においても、発電所及びその周辺（発電

所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性

物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果

を記録することを確認しています。また、計測等行った特に重要

なパラメータを発電所内外の必要な場所で共有するための設備及

び手順等が整備されていることを確認しています。 

 

 規制基準においては、格納容器破損防止対策の評価項目として、

放射性物質の総放出量を確認しています。 

 

 モニタリングステーション及びモニタリングポストの位置、設備

について確認しています。 
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Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

ご意見の概要 考え方 

 免震重要棟の仮の場所である緊対所はかなり狭く、人が入りきら

ない。 

 

 

 免震重要棟が完成していない。九電は免震重要棟の代替施設があ

ると言うが、それは５０人程の人しか入らない大きさの部屋に机

があるのみと聞いており、そのくらいの施設では過酷事故に対応

できない。 

 

 放射性物質の除染のためのシャワー設備もなくウエットティッシ

ュでの対応を良しとするのは認められない。 

 

 

 

 

 

 緊急作業１００ｍＳｖを超過した場合の対応をどのように考えて

いるのか。 

 

 

 事故時の体制に関連して、生命の危機や重度の被ばくを伴う作業

基準及び待避基準を明確にすべき。 

 

 免震重要棟ができるまで使用する代替緊急時対策所について、重

大事故等に対処するために必要な数の要員を収容できる設計とす

ることを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 代替緊急時対策所のチェンジングエリア内での身体サーベイにお

いて、現場作業を行う要員等に放射性物質による汚染が確認され

た場合には、サーベイエリアに隣接した除染エリアにて濡れウエ

ス等による拭き取り除染を行うことを基本とします。また、拭き

取りにて除染ができない場合は、簡易シャワーにて汚染部位の水

洗による除染を行うことを確認しています。 

 

 重大事故が発生した場合において、重大事故に対処するための要

員等の被ばく線量が 100mSv を超えないよう管理をすると共に、中

長期においては外部支援を受けることを確認しています。 

 

 同上 
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Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手順等 （第３５条、第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

１９関係） 

ご意見の概要 考え方 

 九州電力によるＥＲＳＳの受信障害の発生原因の解決方法によれ

ば、特定の機器、他の事業所等に関わらず回線の切断が必要とな

り、仮に設備の健全性が確保できても常時使用できる設計となら

ないこととなるが如何か。 

 

 代替電源設備からの給電は、電源喪失時には即座に自動的に切り

替えられるべきであり、不適切。 

 

 全原発に関してオンラインによる原子炉の運転状況の常時監視体

制を確立すべき。 

 

 

 

 電話は無線などの多様性拡張設備は、重大事故等対処設備に要求

される耐震性が十分でない上、設備にも不備があることから、通

信連絡設備の代替とはなり得ない。 

 

 

 ご指摘のケースについては、代替の通信連絡機能により、基準規

則に照らして十分な保安水準の確保が達成できていたものと判断

しています。 

 

 

 通信連絡設備は、非常用所内電源及び無停電電源に接続している

ことを確認しています。 

 

 重大事故等が発生した場合において、発電所外の通信連絡をする

必要がある場所と通信連絡する手段として、国の緊急時対策支援

システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送し、パラメータを共有

する手段があることなどを確認しています。 

 

 電話設備や無線連絡設備は、申請者が自主的対策のための設備と

して整備するものです。重大事故等対処設備に要求される耐震性

としては十分ではないものの、設備が健全である場合は、通信連

絡設備の代替設備となり得るとしています。別途、緊急時運転パ

ラメータ伝送システム（SPDS）等を重大事故等対処設備として適

切に整備することを確認しています。 
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Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 自然現象やテロは予測不可能であり、不測の事態には対応できる

と思えない。 

 

 

 

 

 

 

 テロなどの意図的な破壊に対する具体策が見えず、重大性にどう

対応するかの真剣さが伝わらない。 

 

 大規模損壊時に放射性物質の放出低減のための具体的対策の説明

がない。 

 

 人為的な飛来物（航空機・ミサイル等）、送電線の切断等への対応

を検討すべき。 

 

 中央制御室での監視及び操作が行えない場合の想定として、目視

による確認とあるが、まさにこれは「近づけず何も出来ない、お

手上げ状態」そのもののことであり、無意味。 

 

 テロや戦争により原発が狙われることを想定した場合の対応策と

して、原子炉停止、燃料搬出等の対処方針を具体的に記載すべき。 

格納容器が爆発したら人間には止める手立てがない。 

 

 具体的なテロリズムの定義、もしくはテロ行為の具体的累型、事

 重大事故等が発生した場合にも対処できるよう設備を整備すると

ともに、関連する手順書、体制の整備が行われる方針であること

を確認しています。 

設計上の想定を超えるような事態を想定外とせずに、大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る大規模損壊を想定すること、及びその対策をとるための手順書

等を作成し、対応する方針であることを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 

 武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に

基づき、必要な対策を講じることとしています。 

 

 

 同上 
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Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

象が想定されていない。 

 

 意図的な突入や爆撃などを含めて考慮すべき。事故の可能性の範

囲は極力広げて予防対策をとるべき。 

 

 テロの同時多発を想定すべき。大地震と同時にテロが起きること

もある。 

 

 意図的な航空機落下について航空機落下確率１０のマイナス 7乗

回/炉・年という平時を前提にした確率論は使えない。 

 

 主に事後的な対応ばかりが書かれているが、事前的な予防策はな

いのか。例えば、地震やテロや核ミサイルが落ちてくるような蓋

然性が高まったときに、原発をあらかじめ停止するなど。 

 

 大型航空機の衝突については、ヨーロッパで格納容器の二重化が

導入されているが、我が国で格納容器の二重化を要求しないのは

不適切。 

 

 

 

 すべての受電用送電線と送電用送電線が切断された場合、運転中

の原子力発電所における対応は大丈夫か。この場合、「全交流動力

電源の喪失」の対策としての電池電源や自家発電機の能力を２倍

以上に高めるとともに、「送電線切断」を素早く把握できる能力が

必要ではないか。 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 

 規制基準においては、大型航空機の衝突やテロリズム等により施

設が大規模に損傷した状況における消火活動の実施や、炉心や格

納容器の損傷を緩和するための対策を求めています。 

なお、規制基準においては、満足すべき性能水準を規定しており、

二重格納容器といった特定の技術は要求していません。 

 

 外部電源喪失に対して、ディーゼル発電機等を整備することを確

認しています。また、異常を検知する対策を行うことを確認して

います。 
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Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 原子炉施設の大規模な損壊が発生した場合における手順書、体制

の整備に関し、方針の確認だけであり具体的な整備状況について

確認していない。 

 

 

 

 

 大規模損壊に係る審査では原子炉容器内の放射性核燃料が全量大

気中に放出される事態も想定すべき。故意による大型航空機の衝

突による大規模な航空機燃料火災だけを想定しているのはあまり

に過小。 

 

 大規模損壊が発生した場合には、原子炉放棄、全員待避もありう

ることを許すべき。 

 

 日本でもスイスと同等の耐衝撃性設計を求めるべき。 

 

 原子炉圧力容器が破損するような事故が起きた場合、高線量下で

の人間の活動は限界がある。 

 

 建屋から１００メートルは、福島の結果から見ても不十分。 

 

 スパイや不審者の侵入を防ぐ対策が不十分。 

 

 

 

 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応については、施設の広範囲にわたる損壊、不特定

多数の機器の機能喪失及び大規模な火災等の発生を考慮し、可搬

型設備による対応を中心として柔軟で多様性のある対応ができる

ように手順書や体制、設備等を整備する方針であることを確認し

ています。 

 

 同上 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 核物質防護対策については、核物質防護規定の認可において確認し
ています。 
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Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 すべての技術者、作業者に対し、工場主である九州電力側が身元

を把握することを検討すべき。 

 

 原子炉を覆う堅牢な建屋や扉に対して付随する配管設備等は脆弱

である。原子炉建屋本体へのテロ攻撃ではなく、建屋内に結ばれ

ている電源、通信、換気、空調、冷却水などの外部配管、開口部

や制御盤のテロ対策如何。 

 

 災害発生時に従業者の居場所を把握すべき。 

 

 

 

 食料等の備蓄を確認するべき。 

   

 

 

 

 

 大規模災害が発生した場合、通信インフラはもちろん、人員・資

材の運搬、交通インフラも寸断されることが予想される。大規模

なカタストロフは設計により対応困難。 

 

 テロ対策の検証が非公開で不明。非公開会合での議論を開示すべ

き。 

 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 大規模損壊発生時において、指揮者と現場間、発電所外との連絡

に必要な手段を確保するため、多様な通信手段を複数配備するこ

とを確認しています。 

 

 緊急時対策所には、少なくとも外部からの支援なしに 1 週間、重

大事故対処のための活動をするために必要な飲料水及び食料等を

備蓄する方針であることを確認しています。また、発電所外部か

ら支援体制として、本店対策本部において必要な資機材の輸送等

を実施する体制を整備することを確認しています。 

 

 同上 

 

 

 

 大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応については、テロの

想定脅威の具体的内容や対策の具体的内容を確認していますが、

防護上の観点から公開しておりません。 
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Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 大規模損壊を想定しているのであれば、最悪の事態によってどれ

だけの被害が生じるのかを想定すべき。 

 

 人員および資機材は分散配置としているが、具体的な配置図がな

ければ、重大事故時の対応に時間がかかったり、複合災害時に対

応不可能な事態を招くのではないか。 

 

 消防車の具体的配置や数量等の記載が無い。消防用ヘリコプター

等による空から対処という視点に欠けている。 

 

 外部からの具体的な支援・協力体制が決められた上で、安全性を

再評価すべき。 

 

 

 

 

 テロリズムの発生により、通常の原子力防災体制での指揮命令系

統が機能しなくなる場合を考慮するとされているが、具体的体制

が示されていない。 

 

 

 

 

 

 訓練が実施されているかの検証がない。 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 

 同上 

 

 

 外部からの支援として、関係者と外部支援計画を定め、他の原子

力事業者及び原子力緊急事態支援組織からの技術的な支援、協力

会社より現場作業や資機材輸送等に係る要員の派遣、プラントメ

ーカ及び建設会社による技術的支援を受けられる体制を整備する

方針であることを確認しています。 

 

 通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も考慮

し、原子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定めることで体

制を維持することを確認しています。 

通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定した指揮者等の個別

訓練、発電所内又は発電所近傍の対応要員を最大限に活用しなけ

ればならない事態を想定した個別の教育及び訓練等を実施するこ

とを確認しています。 

 

 同上 
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Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 テロにより連絡系統、指揮命令系統が機能しなくなることも考慮

しうる。 

 

 重大事故対処要員は常時分散待機すべき。 

 

 

 

 発電所内または発電所近傍に事故対応要員５２名及び専属消防隊

８名を確保するとあるが、この人数で大規模損壊に対応できると

判断した根拠を示すべき。 

 

 

 

 

 

 

 大規模損壊事故発生時に多くの人員を招集することは、地理的に

不可能ではないか。 

 

 大型機の衝突による燃料プールへの影響についても確認すること

が必要。特に、燃料プール内（高層階にあり、衝突の祭には損傷

度合いが大きいと考えられる）への物体が侵入することは、燃料

ラックが変形する等の事象がおき、臨界に達する可能性があると

考えられ、その防護策を検討しておくことが必要。 

 

 

 同上 

 

 

 時間外、休日（夜間） における重大事故対処のための要員は、大

規模損壊対応のみならず、分散して待機することを確認していま

す。 

 

 申請者の体制の整備の計画については、大規模損壊の発生により

重大事故等発生時の体制がどのような影響を受けるか検討を行う

など、大規模損壊発生時の特徴を踏まえた体制を整備する方針と

していることから、適切なものと判断します。また、大規模な自

然災害が発生した場合に、万一召集までに時間を要する場合であ

っても、発電所構内の重大事故等対処要員及び専属消防隊等によ

り当面の間は事故対応を行えるよう体制を整えることを確認して

います。 

 

 同上 

 

 

 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するた

めの対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策について

確認しています。また、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏え

いその他の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下

した場合において、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し、及び臨界を防止するために必要な設備及び手順等を整備する

ことを確認しています。 
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Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

ご意見の概要 考え方 

 

 カルデラ噴火の場合には発電所の核燃料を別の場所に搬出する必

要がある。稼働していない場合及び稼働した場合に分けて、待避

のための手順、予め用意しておくべき設備等、待避に掛かる時間

などについて想定しておく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 川内原子力発電所敷地周辺の火山について、過去の活動履歴や地

球物理学的調査から、川内１・２号機の運用期間中に火砕流等の

影響が及ぶ可能性は十分小さいとしており、その評価が妥当であ

ると判断しています。 

また、川内１・２号機の運用期間中に火砕流等の影響が及ぶ可能

性が十分小さいことを継続的に確認するために、火山活動のモニ

タリングを行うこととしています。 

その上で、事業者は、仮に火山活動の活発化の兆候を把握した場

合の対処として、原子炉の停止、適切な燃料の搬出等を実施する

方針としており、事業者において具体的な検討がなされる必要が

あります。 

 

 

 

Ⅴ 審査結果 

ご意見の概要 考え方 

 『九州電力株式会社が提出した・・・許可申請書・・・を審査し

た結果、当該申請は、・・・に適合しているものと認められる。』

と記述されていますが、『当該申請』は間違いで『当該申請書』と

すべきです。理由は『申請』は実行を伴っており、『申請書』は書

面上のことで、今回の適合はあくまでも書面上のことで、規制委

員会は申請の実行に責任を取ることはないと考えるからです。 

 

 本審査書(案)は原子炉等規制法第４３条第３の８第２項において

準用する第４３条の３の６に規定された申請に対する許可の基準

への適合性について審査した結果を記載したものであることか

ら、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 p.113 のローマ数字 4の 1行目「原子炉等規制法は・・施行された」：

施行されたのは「原子炉等規制法の改正法」ではないのか。 

 

 p.113 のローマ数字 4の 4行目「施行されている」：法律の場合と

異なり,規則等を施行したのは規制委員会であるのだから受け身

の記載ではなく「施行した」等の主体性のある記載が望まれる。 

 

 p.113 のローマ数字 4の 5行目「申請者の計画」：計画だけを審査

するわけではないはず。 

 

 p.113 のローマ数字 46 行目「(2.2)」：後述の記載では 2.2 以外も

対象としているのだが。 

 

 p.113 のローマ数字 4の 7行目「審査の概要」：後述しているのは

「審査の方針」ではないのか。 

 

 p.113 のローマ数字 4の 7行目「用いる条番号は、断りのない限り

設置許可基準規則のものである。」：ここでの記載は不要。（理由：

p.4 の 3 行目ですでに記載済みだから） 

 

 p.113 の 1.の 1 行目「事故」：第 37 条第 1項で規定する「重大事

故に至るおそれがある事故」のことか。 

 

 p.113 の 1.(1)の 5 行目「事故シーケンスグループ等」：p.116 では

なく初めて記載するここで「事故シーケンス部ループ」の用語の

定義をするべき。また「等」はなにをさすのか不明。 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 

 申請者の計画も審査資料としています。 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 あくまで審査の概要として説明しています。 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 「等」は格納容器破損における評価事故シーケンスを指します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.113 の 1.(1)の 5 行目「類型化する」,7 行目「選定する」,最終

行「選定する」：主語が規制委員会であると誤読されないか。 

 

 p.113 の 1.(1)の 7 行目「選定する」：「事故シーケンスグループに

含まれる事故シーケンスのなかから選定する」という意味か。 

 

 p.113 の 1.(1)の 7 行目「重要事故シーケンス」：「ある事故シーケ

ンス」とすべき。 

 

 p.113 の 1.(1)の 8 行目「当該重要事故シーケンス」：「当該事故シ

ーケンス」とすべき。 

 

 p.113 の 1.(1)の 9 行目「判断できる重要事故シーケンス等を選定

する」：「判断できるものを重要事故シーケンス等として選定する」

とすべき。 

 

 p.113 の 1.(2)の 3 行目「有効性」：「有効性評価」としないと申請

者ではなく委員会が有効性評価をすると読めてしまう。 

 

 

 p.113 の 1.(2)の 6 行目「燃料」：核燃料と誤読されないように「デ

ィーゼル発電機の燃料」等としたほうが適当。 

 

 p.114 の 3 行目「自主的な対応」：判断の基準である,設置許可基準

規則第三章及び重大事故等防止技術的能力基準には規定されてい

 

 選定するのはあくまで申請者です。 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 炉心損傷防止のためのシーケンスとして重要事故シーケンスと定

義しております。 

 

 同上 

 

 

 同上 

 

 

 

 評価者はあくまで申請者です。 

 

 

 

 記載上燃料と核燃料との区別は必要ないと考えています。 

 

 

 申請者自らが実施する対策です。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

ない。 

 

 p.114(2)丸数字 2の 1行目「上記」：どの記載を指しているのか。

丸数字 1の記載には該当する記載が見当たらないが。 

 

 p.114(2)丸数字 3の記載全体：この記載内容は自主的な対応が事

前要求事項であるという前提で書かれているが、それでは「自主

的」という言葉の意味と矛盾しているのではないのか。「規則」、「基

準」では要求はされていないが申請者が自主的に申請してきた内

容に対する審査方針を示すというのであれば理解できるのである

が。 

 

 p.114 の 3.「2.1 項」：他の箇所での記載ぶりと合わせるために「項」

は削除するのが適当。 

 

 p.115 の 1 行目「方針であること」：「基準」では「方針を示すこと」

と規定。 

 

 p.115 のローマ数字 4-1 の 2 行目,4 行目,6 行目,8 行目「講じるこ

と」：「発電用原子炉施設は・・講じる」というのは日本語として

主従がおかしいので、ここは第 37 条の条文の文言のとおり「講じ

たものであること」とすべき。 

 

 p.115 の最終行「原子炉施設」：第 37 条では「発電用原子炉施設」

と規定。 

 

 

 

 この「上記」は前項の１．重大事故等の防止のための有効性評価

を指しています。 

 

 ご指摘のとおり、申請者が自主的に取り組む内容を申請したこと

に対しての方針を示しております。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 規則及び解釈での表現ですので、原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 p.116 の 3 行目「有意な頻度又は影響」：「解釈」の規定にしたがえ

ば「以下に示す事故シーケンスグループ等に含まれない有意な頻

度又は影響」と記載すべき。 

 

 p.116 の第 2段落の 2行目「以下「重要事故シーケンス」という」：

p.113 の 1.(1)での定義と異なるが、定義はひとつであるべき。 

 

 p.116 の第 2段落の 4行目「重要な事故シーケンス」：ガイドは「厳

しい格納容器破損シーケンス」と規定。 

 

 p.116 の第 3段落の 1行目「燃料の損傷に至る重要事故シーケン

ス」：重要事故シーケンスの定義が第 2段落の 2行目の定義（炉心

の著しい破損）と異なっている。（ガイドごとで「重要事故シーケ

ンス」の定義は異なっているのであれば審査書でもそれらに合わ

せた記載とすべき） 

 

 p.116 の第 4段落の 2行目「想定するとしている」：これを規定し

ているのは(後述の p.117 の丸数字 4に記載されているとおり)ガ

イドの上部に位置する「設置許可基準規則解釈」ではないのか。

ガイドはアプリオリに引用しているにすぎない。 

 

 p.117 の丸数字 4の a.,b.:設置許可基準規則解釈の規定のうち最

も重要な「水位が低下する」ことの記載が漏れている。 

 

 p.118 の d.の 5 行目「全炉心損傷頻度に対する寄与」：「解釈」（第

37 条 1-1(b)丸数字 2）「全炉心損傷頻度」ではなく「炉心損傷頻度」

 ガイドに従った表現を用いておりますので、原案のとおりとしま

す。 

 

 

 炉心損傷防止と格納容器破損防止とで定義を使い分けています。 

 

 

 同上 

 

 

 審査においても明確に使い分けております。 

 

 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 急激な水位低下については大規模損壊として扱います。 

 

 

 損傷頻度を炉全体の発生頻度に対する割合で示す方法です。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

と規定。 

 

 p.121 の 2.(1)の 3 行目「日本原子力学会の PRA に関する実施基準

に則った標準的な手法」：p.117 の 1.(1)丸数字 1 a.の記載には本

手法によるとの記載はないが。また本手法については「解釈」「ガ

イド」では引用されていないがアプリオリに審査基準として使用

していいものなのか。 

 

 p.122 の第 2段落の 4行目「設置許可基準規則解釈に則った考え

方」：「解釈」には明示的な規定が見当たらないが論拠はなにか。 

 

 p.122(2)の 7 行目「BWR 固有のものを除く」：p.116 に審査対象と

して記載されている「必ず想定することを要求している事故シー

ケンスグループ等」は,運転中事故シーケンスグループに BWR 固有

の高圧・低圧注水機能喪失の記載がないことからわかるように PWR

に対する要求事項であると考えられる。したがって p.116 に格納

容器破損モードとして記載されている「e.格納容器直接接触（シ

ェルアタック）」については BWR 固有のものだから除いていいとい

うのはp.116の記載と整合していないし,設置許可基準規則解釈に

もそのことを許す規定は見当たらない。 

 

 p.122(3)には「解釈」で規定する「必ず想定する運転停止中事故

シーケンスグループ」についての言及がないが審査したのか。 

 

 p.124(4)の 3 行目「それぞれ格納容器破損モード」：「それぞれの

格納容器破損モード」としたほうが日本語的に適当。 

 

 

 解釈及びガイドではなく規則で要求しています。また最新の知見

として引用可能なものを用いています。 

 

 

 

 

 解釈全般にわたり PRA については触れておりません。 

 

 

 シェルアタックについては、PWR の圧力容器下部構造がシェルアタ

ックを起こすような構造ではないとの考察をもって除外していま

す。発生頻度によるものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 設置許可基準規則解釈における必ず想定する運転停止中事故シー

ケンスグループと一致することを確認しています。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 １２６ページ、表４－１：申請者の重要事故シーケンス等の選定

について、格納容器破損防止対策の欄：雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過温）の重要事故シーケンスが「外部電源喪

失＋非常用所内電源喪失」となっているが、「外部電源喪失＋非常

用所内【交流】電源喪失」が正しいのでは？ 

 

 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱の重要事故シーケンス

が「外部電源喪失＋非常用所内電源喪失」となっているが、「外部

電源喪失＋非常用所内【交流】電源喪失」が正しいのでは？ 

 

 p.127 の Roman4-1.2 の 1 行目「第 37 条」：有効性評価を要求して

いるのは第 37 条ではなく「第 37 条の解釈」であろう。 

 

 

 

 

 １２９ページ、○2 解析結果の a.：「……燃料被覆管最高温度（以

下「PCT」という。）は約 380℃、1次冷却系圧力の上昇は約

16.7MPa[gage]までにとどまる。」とあるが、「圧力の上昇は……ま

でにとどまる」という表現は不正確。「……燃料被覆管最高温度（以

下「PCT」という。）は約 380℃【に】、1次冷却系の【圧力の上昇

は→最高圧力は】約 16.7MPa[gage]【までにとどまる→に抑えられ

る】。」とすべき。 

 

 p.130(3)丸数字 2の「場合など」：「など」とはなにを指すのか。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 設置許可基準規則解釈は、設置許可基準規則の要求内容が、設置

許可基準規則解釈のとおり解釈されることを原子力規制委員会の

審査基準として示しているものであり、設置許可基準規則によっ

て規制要求がなされています。したがって、原案のとおりとしま

す。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.130(3)の最終行「十分大きい」：重油量の場合と同様に数値で定

量的に示すべき。 

 

 p.135 の d.の最終行「0.83MPa [gage]」：空白字挿入の意味は？ 

 

 １３６ページ、RCP シール LOCA が発生する場合、ａ．：「……PCT

は約 380℃、1次冷却系圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]までにとど

まる。」とあるが、「圧力の上昇は……までにとどまる」という表

現は不正確。「……PCT は約 380℃【に】、1次冷却系の【圧力の上

昇は→最高圧力は】約 16.2MPa[gage]【までにとどまる→に抑えら

れる】。」とすべき。 

 

 １３６ページ、RCP シール LOCA が発生する場合、b.：「……原子炉

格納容器圧力の上昇は約 0.178MPa[gage]まで、原子炉格納容器温

度の上昇は約 110℃までにとどまる。」とあるが、「上昇は……まで

にとどまる」という表現は不正確。「……原子炉格納容器【圧力の

上昇は→の最高圧力は】は約 0.178MPa[gage]【まで→に】、原子炉

格納容器【温度の上昇は→の最高温度は】約 110℃【までにとどま

る→に抑えられる】。」とすべき。 

 

 １３６ページ、RCP シール LOCA が発生しない場合、ａ．：「……PCT

は約 380℃、1次冷却系圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]までにとど

まる。」とあるが、「圧力の上昇は……までにとどまる」という表

現は不正確。「……PCT は約 380℃【に】、1次冷却系の【圧力の上

昇は→最高圧力は】約 16.2MPa[gage]【までにとどまる→に抑えら

 

 審査では詳細な数値を確認しており、十分な大きさであることを

確認しています。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

れる】。」とすべき。 

 

 p.138(3)丸数字 2の第 2段落の 4行目「最大負荷」,「給電容量」：

p.130(3)丸数字 2の 5行目の「電力供給量」との違いはなにか。 

 

 １４４ページ、○2解析結果、ａ．：「……PCT は約 340℃、1次冷

却系圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]までにとどまる。」とあるが、

「圧力の上昇は……までにとどまる」という表現は不正確。「……

PCT は約 340℃【に】、1次冷却系の【圧力の上昇は→最高圧力は】

約 16.2MPa[gage]【までにとどまる→に抑えられる】。」とすべき。 

 

 １４４-１４５ページ、○2解析結果、b.：「……原子炉格納容器圧

力の上昇は約 0.350MPa[gage]まで、原子炉格納容器温度の上昇は

約 134℃までにとどまる。」とあるが、「上昇は……までにとどまる」

という表現は不正確。「……原子炉格納容器【圧力の上昇は→の最

高圧力は】は約 0.350MPa[gage]【まで→に】、原子炉格納容器【温

度の上昇は→の最高温度は】約 134℃【までにとどまる→に抑えら

れる】。」とすべき。 

 

 １５０ページ、「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失す

る事故」、○2 解析結果、ａ．：「……PCT は約 360℃、1次冷却系

圧力の上昇は約 18.5MPa[gage]までにとどまる。」とあるが、「圧力

の上昇は……までにとどまる」という表現は不正確。「……PCT は

約 360℃【に】、1次冷却系の【圧力の上昇は→最高圧力は】約

18.5MPa[gage]【までにとどまる→に抑えられる】。」とすべき。 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 １５０ページ、「負荷喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事

故」の解析結果、ａ．：「……PCT は約 360℃、1次冷却系圧力の上

昇は約 18.5MPa[gage]までにとどまる。」とあるが、「圧力の上昇は

……までにとどまる」という表現は不正確。「……PCT は約 360℃

【に】、1次冷却系の【圧力の上昇は→最高圧力は】約18.5MPa[gage]

【までにとどまる→に抑えられる】。」とすべき。 

 

 p.152(3)の丸数字 2の 5行目「電力供給源」：他の箇所では「電力

供給量」としているがここだけ異なる理由はなにか。 

 

 １５６ページ、○2 解析結果、b.：「……原子炉格納容器圧力の

上昇は約 0.211MPa[gage]まで、原子炉格納容器温度の上昇は約

119℃までにとどまる。」とあるが、「上昇は……までにとどまる」

という表現は不正確。「……原子炉格納容器【圧力の上昇は→の最

高圧力は】は約 0.211MPa[gage]【まで→に】、原子炉格納容器【温

度の上昇は→の最高温度は】約 119℃【までにとどまる→に抑えら

れる】。」とすべき。 

 

 １６０ページ、○2 解析結果、ａ．：「……1次冷却系圧力の上昇

は約 16.2MPa[gage]までにとどまる。」とあるが、「圧力の上昇は…

…までにとどまる」という表現は不正確。「……1次冷却系の【圧

力の上昇は→最高圧力は】約 16.2MPa[gage]【までにとどまる→に

抑えられる】。」とすべき。 

 

 １６０ページ、○2 解析結果、b.：「……原子炉格納容器圧力の

上昇は約 0.211MPa[gage]まで、原子炉格納容器温度の上昇は約

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

119℃までにとどまる。」とあるが、「上昇は……までにとどまる」

という表現は不正確。「……原子炉格納容器【圧力の上昇は→の最

高圧力は】は約 0.211MPa[gage]【まで→に】、原子炉格納容器【温

度の上昇は→の最高温度は】約 119℃【までにとどまる→に抑えら

れる】。」とすべき。 

 

 p.161 丸数字 3の a.の 2 行目「炉心露出開始時間」：「時間」は「時

刻」のほうが適当では。 

 

 １６７ページ、インターフェイスシステム LOCA の解析結果、ａ．：

「……PCT は約 380℃、1次冷却系圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]

までにとどまる。」とあるが、「圧力の上昇は……までにとどまる」

という表現は不正確。「……PCT は約 380℃【に】、1次冷却系の【圧

力の上昇は→最高圧力は】約 16.2MPa[gage]【までにとどまる→に

抑えられる】。」とすべき。 

 

 １６７ページ、「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔

離に失敗する事故」の解析結果、ａ．：「……PCT は約 340℃、1次

冷却系圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]までにとどまる。」とあるが、

「圧力の上昇は……までにとどまる」という表現は不正確。「……

PCT は約 340℃【に】、1次冷却系の【圧力の上昇は→最高圧力は】

約 16.2MPa[gage]【までにとどまる→に抑えられる】。」とすべき。 

 

 １７０ページ、４－１．２．２ 格納容器破損防止対策、（c）：「放

射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も

含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること

 

 

 

 

 

 

 経過時間を意味する場合もあるので「時間」としています。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 規制委員会の定める審査ガイドの表現をそのまま用いているた

め、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

（※9）。」とあるが、（※9）では「Cs-137 の放出量が 100TBq を下

回っていること」となっている。したがって、「放射性物質の総放

出量」は「「放射性物質のうち、Cs-137 の放出量」とすべき。 

 

 １７４－１７５ページ、○2 解析結果、b.：「……原子炉格納容

器圧力・温度はそれぞれ、約 0.355MPa[gage]、約 133℃までの上

昇にとどまる。」とあるが、「までの上昇にとどまる」という表現

は不正確。「……原子炉格納容器【圧力・温度→の最高圧力・最高

温度】はそれぞれ、約 0.335MPa[gage]、約 133℃【までの上昇に

とどまる→に抑えられる】。」とすべき。 

 

 １８１ページ、e.：「原子炉格納容器内保有水量が 1700m3 に到達

した時点で原子炉格納容器圧力が 0.283MPa[gage]に到達していな

い場合は一旦停止し、原子炉格納容器の最高使用圧力到達の 30 分

後に再開するものとする。」とあるが、「原子炉格納容器内保有水

量が 1700m3 に到達した」ことをどのようにして確認するのか？ 

 

 １８１ページ、○2 解析結果、c.：「……原子炉格納容器圧力・

温度はそれぞれ、約 0.345MPa[gage]、約 138℃までの上昇に留ま

る。」とあるが、「までの上昇に留まる」という表現は不正確。「…

…原子炉格納容器【圧力・温度→の最高圧力・最高温度】はそれ

ぞれ、約 0.345MPa[gage]、約 138℃【までの上昇にとどまる→に

抑えられる】。」とすべき。 

 

 １８７ページ、○3 不確かさの影響評価、a. 解析コードにおける

不確かさの影響：「解析コードには、……炉心ヒートアップ、加圧

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 水位計若しくは投入される水量を確認しています。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

器逃がし弁からの冷却材放出、原子炉圧力容器における溶融燃料

のリロケーション、原子炉圧力容器内溶融炉心－冷却材相互作用、

下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、原子炉圧力容器破損・溶融

【の→に】の係る不確かさがある。」 

 

 １８９ページ、（２）1 次系強制減圧の継続性：「このため、規制

委員会は、原子炉圧力容器破損の時点まで 1次系強制減圧を継続

できることが重要であるため、原子炉圧力容器上部プレナム気相

温度が高温になることにより減圧の継続に支障が生じないこと

【を】示すよう求めた。」〔「を」の脱字〕 

 

 １９２ページ、○2 解析結果、ａ.：「……原子炉格納容器圧力・

温度はそれぞれ約0.262MPa[gage]、約122℃までの上昇に留まる。」

とあるが、「までの上昇に留まる」という表現は不正確。「……原

子炉格納容器【圧力・温度→の最高圧力・最高温度】はそれぞれ

約 0.262MPa[gage]、約 122℃【までの上昇にとどまる→に抑えら

れる】。」とすべき。 

 

 １９３ページ、２．審査結果：「規制委員会は、格納容器破損モー

ド「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」において、

申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしていること

は妥当と判断した。」とあるが、「水蒸気爆発の発生の可能性は極

めて低い」ことは、発生する可能性を否定しない以上、甘い審査

である。水蒸気爆発を評価に加えるべきである。 

 

 １９９ページ、２．審査結果：「また、イグナイタにより、可燃状

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 水蒸気爆発についてはトリガリングを行わなければ再現しないと

いう多くの知見が存在しており、それに従って判断しています。 

 

 

 

 

 

 解析ではイグナイタの効果は期待しておりません。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

態になった時点で水素を燃焼させることによって、MCCI によるさ

らなる水素生成がある場合なども含めて、水素濃度をより確実に

低く抑えることができることを確認した。イグナイタは、水素が

頂部に成層化する可能性にも考慮して、格納容器ドーム部頂部付

近にも設置することを確認した。」とあるが、１９７ページ、○1、

d.では「イグナイタは、12 基設置するが、水素濃度の観点で厳し

くなるように機能することを期待しない。」とあり、矛盾する。イ

グナイタに期待しない場合の解析を行わせるべきである。 

 

 ２００ページ、（２）水素対策の強化：「申請者は、格納容器スプ

レイ等による原子炉格納容器内の攪拌などにより水素濃度が均一

化することを示したものの、仮に格納容器ドーム頂部で水素が滞

留又は成層化した場合においても、早期段階から確実に処理する

ために、格納容器上部ドーム頂部付近にもイグナイタを設置する

こととした。これにより、規制委員会は、水素燃焼による格納容

器破損防止のための妥当な対策が行われることを確認した。」とあ

るが、１９７ページ、○1、d.では「イグナイタは、12 基設置す

るが、水素濃度の観点で厳しくなるように機能することを期待し

ない。」とあり、矛盾する。イグナイタに期待しない場合の解析を

義務づけるべきである。 

 

 ２０７ページ、○2 解析結果、a.：「使用済燃料ピット冷却機能及

び注水機能の喪失により、使用済燃料ピット内の水温が約 14 時間

後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し始める。」とあるが、PWR

の使用済燃料ピットのライナーの最高使用温度は９５℃であり、

使用済燃料ピットのコンクリート躯体の強度評価の温度条件は６

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 短期でのコンクリートの腐食は僅かであり、使用済燃料ピットへ

の注水のみではピットの健全性が大きく損われるものではないこ

とを確認しております。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

６℃である。使用済燃料ピット内の水温が１００℃を超えること

は、最高使用温度及びコンクリート躯体の強度評価条件を逸脱す

ることを意味する。また、コンクリートの耐熱温度は６６℃（長

時間について）である。こうした点を考慮すれば、長期間にわた

って使用済燃料ピットへの注水のみではピットの健全性は維持で

きないはずである。こうした点を踏まえない審査は極めて甘いと

言わざるを得ない。評価をやり直させ、使用済燃料ピットの最高

使用温度を超えた場合の対策を提示させるべきである。 

 

 p.208 の d.の 5 行目「沸騰前の実効増倍率が十分低い」：JAERI 臨

界ハンドブック等では実効増倍率が0.95以下であれば未臨界であ

るとしているのであるから,2 行目に記載の「0.95」は未臨界とし

ては最大の値であり「十分低い」とは言い難い。 

 

 ２０９ページ、（３）必要な要員及び燃料等、○3：「本想定事故の

対応に必要な燃料としては、事故発生 6時間 20 分後からの運転を

想定した 7日間の使用済燃料ピットへの注水、さらに、7日間のデ

ィーゼル発電機等の運転を考慮する場合等に必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄

された重油量約 510.0kL で対応が可能である。」とあるが、７日間

を超えた場合の対応はどうするのか？ 

 

 p.216 の d.の 3 行目「実効増倍率が 1.00(臨界)」：JAERI 臨界ハン

ドブック等では実効増倍率が0.95以下であれば未臨界としている

のではないのか。（つまり 0.96 なら臨界状態とみなすべき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ほう酸濃度が高い場合における記載であるため、原案のとおりと

します。 

 

 

 

 事故発生 7日間以降、燃料等が残っているとともに外部への支援

を含めて検討されていることを確認しています。 

 

 

 

 

 

 

 臨界はあくまで実効増倍率が 1.0 の時をさします。 
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ご意見の概要 考え方 

 p.222(3)丸数字 2の 4行目「ために,」：意味不明。 

 

 p.227 の b.の 1 行目の「保守的な値（大きい）」：「保守的な（大き

い）値」と記載したほうが適当。 

 

 p.227 の最終行、p.228 の１行目：重油量の単位記号の「リットル」

は他の箇所と字体を合わせるのが適当。 

 

 p.230 の e.の 3 行目「デガード」,4 行目「デカード」：どちらが正

しい用語なのか。 

 

 ２３２ページ、４－１．２．４．４ 反応度の誤投入、（３）必要

な要員及び燃料等、○2：「本重要事故シーケンスが発生し、使用

済燃料ピットへの給水、代替緊急時対策所への電源供給を 7日間

継続する場合等に必要となる重油量は約19.2kLの重油が必要とな

る。」とあるが、「使用済燃料ピットへの給水、代替緊急時対策所

への電源供給」がなぜ必要になるのか？ これらは、「反応度の誤

投入」に対する有効性評価とは関係がなく、誤記では？ 

 

 ２３６ページ、○3 審査過程における主な論点、a. 炉心水位計算

値の不確かさ評価：「さらに、膜沸騰熱伝達モデルの特性により、

燃料棒表面の熱伝達率【が→を】最大で 40%程度低く予測する傾向

があり、被覆管温度を高めに予測するとした。」 

 

 ２３８ページ、（２）SPARKLE-2、○1 申請内容、b.：「プラント過

渡解析モデルに関しては、M-RELAP5 であり、ベースとしている

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 申請内容に係る部分であり、原案のとおりとします。 
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RELAP-3D については、欧米において実績がある。」とあるが、文意

不明。ここの記述と SPARKLE-2 との関係は？ 

 

 p.244 の c.の 3 行目「欧州」：「欧州委員会」のほうが適当。 

 

 p.244 の c.の 4 行目「NUPEC」：「旧日本原子力研究所」と同様に「旧

NUPEC」と記載すべき。 

 

 p.244 の d.の 5 行目「MPa」：ここだけ[gage]ではなく絶対圧なの

か。 

 

 ２４５ページ、（４）GOTHIC の上：「……さらに FP 放出速度につい

ての感度解析を通じて、炉心溶融時点で線量率から炉心損傷【を】

検知する手段への影響が小さいとしていることを確認した。」

〔「を」の脱字〕 

 

 p.246 の 10 行目「規制委員会は・・認められる」：「認めた」とし

ないと文章的におかしい。(p.248 の 3 行目にも同様の記載あり) 

 

 p.251 の 6 行目「6日間までに」：「6日間以内に」のほうが日本語

的に適正。 

 

 ２５４ページ、○3 複数号炉の同時被災への対応【解釈３c)】、b.：

「要員を発電所近傍に常時確保し、1号炉及び 2号炉の同時【発災

→被災】が発生した場合においても対応できる体制とする方針で

あること。」 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 増減の変化量を示しています。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 規制委員会において認めることを指しています。 

 

 

 審査基準における記載のとおりであり、原案のとおりとします。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 ２５５ページ、○10 外部からの支援体制の整備【解釈３ｊ）】、b.：

「緊急時体制を発令した場合、速やかに原子力施設事態即応セン

ターに本店対策本部を設置し、原子力部門のみでなく他部門も含

めた全社大での体制にて原子力災害対策活動を実施する方針であ

ること。」とあるが、「全社大」の意味不明。 

 

 P257「Ⅳ-3.1 重大事故等対処施設の地盤（第 38 条関係）」の「2.

支持力」において、「緊急時対策所（免震重要棟内）を切る東西及

び南北方向の二つの評価対象断面を設定して動的解析を行い」と

記載しているが、評価対象断面は一つではないのか。 

 

 ２６６ページ、○6 アクセスルートの確保：「屋内及び屋外におい

て、想定される重大事故等【へ】の対処に必要な可搬型重大事故

等対処設備の……」 

 

 p.267 の Roman4-4.1「基準 1.1」：本文の 2行目では「基準 1.1 項」

なのでどちらかに統一するのが適当。 

 

 ２７０ページ、「○2 重大事故等対処設備の設計方針」の上：「…

…上記 d.の対策が第４４条等要求事項【二）→ニ）】に対応するも

のであることを確認した。」〔漢字の「二」でなく、カタカナの「ニ」〕 

 

 p.270 の 9 行目「第 44 条等要求事項イ)」：p.268 の 1.(1)イ)のこ

とを指すのであろうが一読では理解しがたい。p.268 において略語

として定義したほうが適当。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 基準 1.1 項に統一します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.270 の 11 行目「第 44 条等要求事項二）」：漢数字の「二」ではな

くてカタカナの「ニ」を記載すべき。 

 

 p.271 の 4 行目「運転員等 1名」：運転員でない者がひとりで操作

することもあるということか。 

 

 ２７１ページ、下から３行目：「……○1d.の対策が第４４条等要

求事項【二）→ニ）】に対応するものであること、……」〔漢字の

「二」でなく、カタカナの「ニ」〕 

 

 ２７４ページ、上から２行目：「さらに、申請者が、自主的な対応

により重大事故等【への】対処をより確実に実施する方針である

かを確認した。」 

 

 ２７４ページ、脚注（※27）：「申請者は、「原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原

子炉の冷却機能」は以下のとおりとしている。」は表現不適切。「申

請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態」における「設

計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能」を以下のとおり

としている。」とすべき。 

 

 p.274 の脚注の米印 27「申請者は」：p.274 の 1.(1)は規制委員会

の判断基準についての記載なのだから申請者の解釈ではなくて規

制委員会の解釈を記載すべき。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見のとおり、重大事故等発生時において、重大事故等対策要

員のうち運転対応要員による操作も想定しています。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 



90 
 

審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 ２７５ページ、○2－１：「現場での人力による弁の操作により、

タービン動補助給水ポンプ【の→を】起動・運転継続するための

設備及び手順等」 

 

 ２７８ページ、下から２行目：「規制委員会は、申請者が、有効性

評価（第３７条）において、【1次冷却材→１次冷却系】が高圧時

に原子炉を冷却するための……」 

 

 

 P 280 下から 10 行目 ４―４．２ 

「補助給水ポンプ、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張ポンプ

が使用できない場合…」は、「補助給水ポンプの故障等により、補

助給水流量等が確認できない場合…」ではないか。 

 

 ２８１ページ、下から２行目：「さらに、申請者が、自主的な対応

により重大事故等【への】対処をより確実に実施する方針である

かを確認した。」 

 

 ２８２ページ、脚注（※33）：「申請者は、「原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原

子炉の減圧機能」は以下のとおりとしている。 

・2次冷却系の注水及び蒸気放出による 1次冷却系統の減圧機能。」

とあるが、表現不適切。「申請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダ

リが高圧の状態【」における「】設計基準事故対処設備が有する

原子炉の減圧機能」【は→を】以下のとおりとしている。 

・2次冷却系【へ】の注水及び蒸気放出による 1次冷却系統の減圧

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

機能。」 

 

 ２８３ページ、脚注※35）：「有効性評価において、炉心損傷防止

対策のうち「全交流【動力】電源喪失」、……」 

 

 ２８４ページ、上から５行目：「……重大事故等【への】対処をよ

り確実に実施する方針であることを確認した。」 

 

 ２８５ページ、c.の下：「規制委員会は、申請者の計画において、

a)加圧器逃がし弁は、駆動用の窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）

から供給される駆動用【空気→窒素】の設定圧力について、格納

容器最高使用圧力に対し十分な余裕を考慮して設定しているこ

と、主蒸気逃がし弁は、人力により現場の手動ハンドルにて操作

するが、重大事故等時の環境条件においては必要に応じて要員の

防護措置を講じることにより確実に操作できること、b)加圧器逃

がし弁は、電磁弁の電源を可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）

から給電し、駆動用【空気→窒素】を窒素ボンベ（加圧器逃がし

弁用）から供給すること、……」〔「空気」を「窒素」に〕 

 

 ２８５ページ、「○3 手順等の方針」の上：「また、規制委員会は、

申請者が○1に掲げる重大事故等対処設備について、第４６条等要

求事項ホ）に適合する措置等を講じた設計とする方針であること

を確認した。」とあるが、「ロ）」への適合について記述されていな

いのはなぜか？ 

 

 ２８６ページ、最下段段落：「以上のとおり、規制委員会は、○1a.

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審査書の注記３４のとおり、代替電源に関する設備及び手順等に

ついては、Ⅳ－４．１４において整理しています。 

 

 

 

 

 審査書(案)の注記３４のとおり、代替電源に関する設備及び手順
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

及び b.の対策が規則４６条等要求事項イ）、ハ）、ニ）に対応する

ものであること、○1c.の対策が第４６条のうち原子炉格納容器の

破損を防止するための対策に対応するものであること、○1a.に掲

げる重大事故等対処設備が第４６条等要求事項ホ）に適合する設

計方針であること、○1に掲げる重大事故等対処設備及びその手順

等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、

第４６条等に適合するものと判断した。」とあるが、「ロ）」への適

合について記述されていないのはなぜか？ 

 

 ２８８ページ、b.の下の段落：「c)復水タンクは、蒸気発生器への

給水量に対し、淡水又は海水【を】補給するまでの間、水源を確

保する設計であることなどを確認した。」 

 

 ２９１ページ、脚注（※37）：「申請者は、「原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原

子炉の冷却機能」は以下のとおりとしている。」は表現不適切。「申

請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態【」における

「】設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能」【は→を】

以下のとおりとしている。」とすべき。 

 

 p.291 の脚注の米印 37「申請者は」：p.291 の 1.(1)は規制委員会

の判断基準についての記載なのだから申請者の解釈ではなくて規

制委員会の解釈を記載すべき。 

 

 p.292 の脚注の米印 38「手順等ついて」：「手順等について」と修

正するのが適当。 

等については、Ⅳ－４．１４において整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 ２９２ページ、（２）：「申請者は、有効性評価（第３７条）（※39）

において、【1次冷却材→1次冷却系】低圧時に原子炉を冷却する

ため……」 

 

 ２９２ページ、（３）：「規制委員会は、【1次冷却材→1次冷却系】

低圧時に原子炉を冷却するために……」 

 

 ２９２ページ、脚注（※38）：「代替電源に関する設備及び手順等

【に】ついては、……」 

 

 ２９２ページ、脚注（※39）：「有効性評価において、炉心損傷防

止対策のうち「全交流【動力】電源喪失」、……」 

 

 ２９３ページ、ｃ．の下：「規制委員会は、○1 a.の対策が４７

条等要求事項イ）、○1 b.の対策が第４７条等要求事項ロ）に対

応するものであることを確認した。」とあるが、「ハ）」への対応が

記述されていないのはなぜか？ 

 

 P 293 上から 7行目 ４―４．４ 

「Ａ格納容器スプレイポンプ」は、「格納容器スプレイポンプ」で

はないか。 

 

 ２９４ページ、「（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手

順等」の上：「以上のとおり、規制委員会は、○1 a.の対策が第

４７条等要求事項イ）、○1 b.の対策が第４７条等要求事項ロ）

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 審査書(案)の注記３８のとおり、代替電源に関する設備及び手順

等については、Ⅳ－４．１４において整理しています。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 審査書(案)の注記３８のとおり、代替電源に関する設備及び手順

等については、Ⅳ－４．１４において整理しています。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

に対応するものであること、……」とあるが、「ハ）」への対応が

記述されていないのはなぜか？ 

 

 P 298 下から 12 行目、下から 3行目 ４―４．４ 

「Ｂ充てん／高圧注入ポンプ（自己冷却）」は、「充てん／高圧注

入ポンプ」ではないか。 

 

 ２９９ページ、○3 手順等の方針、a.：「この手順は、格納容器内

自然対流冷却、燃料取替用水タンクへの水源【からの】補給操作、

同タンクを水源とした原子炉への注水等を計 7 名により実施す

る。」 

 

 ２９９ページ、b.の下：「……d)格納容器内自然対流冷却、燃料取

替用水タンク【へ】の補給、原子炉への注水の継続等を行う作業

環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していること

などを確認した。」 

 

 ３０２ページ、脚注（※43）：「申請者は、設計基準事故対処設備

が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は以下のとおりと

している。・【原子炉補機冷却水海水設備→原子炉補機冷却海水設

備】及び原子炉補機冷却水設備による冷却機能」〔設備名は「原子

炉補機冷却海水設備」が正〕 

 

 ３０３ページ、脚注（※44）：「……「全交流【動力】電源喪失」、

……「全交流【動力】電源喪失」をいう。」 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 p.307 の 3(1)丸数字 4の 3行目：自動動作であれば「着手する」,

「実施する」という記載は不適当。 

 

 ３１０ページ、脚注（※47）：「……「全交流【動力】電源喪失」、

……「全交流【動力】電源喪失」をいう。」 

 

 ３１５ページ、３．自主的対策における設備及び手順等：「規制委

員会は、申請者に対して、重大事故等【への】対処をより確実に

実施するため、」 

 

 ３１６ページ、表４－４．６－１の上：「規制委員会は、申請者の

計画が、上記の追加対策によって、重大事故等【への】対処【を

→が】より確実に実施される方針であることを確認した。」 

 

 ３１６ページ、最下行：「……重大事故等【への】対処をより確実

に実施する方針であるかを確認した。」 

 

 p.317 の 1.(1)の最終行「丸数字 1 格納容器内自然対流冷却を実施

するための設備及び手順等」：この記載はなにを意味しているの

か。  

 

 ３１７ページ、（３）：「……重大事故等【への】対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。」 

 

 ３１８ページ、○2 重大事故等対処設備の設計方針：「申請者は、

○1に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、Ａ、

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

Ｂ格納容器再循環ユニット等は原子炉格納容器内の雰囲気を除熱

できる容量を確保する【ことである】としている。」 

 

 ３２０ページ、３．自主的対策のための設備及び手順等：「規制委

員会は、申請者に対して、重大事故等【への】対処をより確実に

実施するため、」 

 

 ３２３ページ、表４－４．７－１の上：「規制委員会は、申請者の

計画が、上記の追加対策によって、重大事故等【への】対処【を

→が】より確実に実施される方針であることを確認した。」 

 

 ３２５ページ、（３）：「……重大事故等【への】対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。」 

 

 P 325 下から 8行目 ４―４．８ 

「充てん／高圧注入ポンプ（高圧又は低圧注入ライン使用、ある

いは、充てんライン使用）」は、「充てん／高圧注入ポンプ（高圧

注入ライン使用、あるいは、充てんライン使用）」ではないか。 

「余熱除去ポンプ（高圧又は低圧注入ライン使用）」は、「余熱除

去ポンプ（低圧注入ライン使用）」ではないか。 

 

 ３２６ページ、下から２行目：「また、規制委員会は、申請者が○

1a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備について、第５１条等要求

事項【二）→ニ）】及びホ）に適合する設計方針であることを確認

した。」〔漢字の「二」でなく、カタカナの「ニ」〕 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 ３２８ページ、ｅ．の下：「規制委員会は、申請者の計画において、

a)手順の優先順位を、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却のための手順として○3－１）a.、b.の順に、また、溶融炉心

の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための手順とし

て、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全な場合は○3－

２）a.、b.、c.、d.の順に、全交流動力電源又は原子炉補機冷却

機能が喪失した場合は○3－２）e.、d.の順に設定して明確化して

いること、……」とあるが、「○3－２）e.、d.の順に」は「e.」

のみであるので、次のようにすべき。「規制委員会は、申請者の計

画において、a)手順の優先順位を、原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心の冷却のための手順として○3－１）a.、b.の順に、ま

た、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のた

めの手順として、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全

な場合は○3－２）a.、b.、c.、d.の順に【設定して明確化し、ま

た】、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合は○

3－２）【e.、d.の順に設定して→e.の手順を】明確化しているこ

と、……」 

 

 ３２８ページ、下から４行目：「……○1a.及び b.に掲げる重大事

故等対処設備が第５１条等要求事項【二）→ニ）】、ホ）に適合す

る設計方針であること、……」〔漢字の「二」でなく、カタカナの

「ニ」〕 

 

 ３２９ページ、（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手

順：「また、これらに関する【重要事故→重大事故】等対処設備の

設計方針及び手順等の方針も同じである。」 

 申請者が当該手順において、e.、d.の順に優先順位を設定してい

ることを確認していることから原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 ３２９ページ、３．自主的対策における設備及び手順等：「規制委

員会は、申請者に対して、重大事故等【への】対処をより確実に

実施するため、」 

 

 ３３２ページ、１行目：「規制委員会は、申請者の計画が、上記の

追加対策によって、重大事故等【への】対処【を→が】より確実

に実施される方針であることを確認した。」 

 

 ３３３ページ、上から４行目：「さらに、申請者が、自主的な対応

により重大事故等【への】対処をより確実に実施する方針である

かを確認した。」 

 

 p.337 の 7 行目「さらに」以降の作業に必要な人員数の記載が漏れ

ている。 

 

 ３３８ページ、表４－４.９－１の上：「規制委員会は、申請者の

計画が、上記の追加対策によって、重大事故等【への】対処をよ

り確実に実施する方針であることを確認した。」 

 

 ３４０ページ、（１）「窒素ボンベ（アニュラス空気浄化ファン弁

用）」の意味不明。「窒素ボンベ（【アニュラス空気浄化ファン弁用

→アニュラス空気浄化設備ダンパ駆動用】）」の意味か？ 

 

 ３４３ページ、表４－４.１０－１の上：「以上により、規制委員

会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等【へ

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 窒素ボンベ（アニュラス空気浄化ファン弁用）は、アニュラス空

気浄化系の弁に窒素を供給し、弁を駆動するためのものです。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

の】対処【を→が】より確実に実施される方針であることを確認

した。」 

 

 ３４４ページ、４－４．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

設備及び手順等（第５４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

１１関係）：「さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等

【への】対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。」 

 

 ３４６ページ、（３）：「なお、規制委員会は、申請者が、更なる対

策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）以外の設備及び手順

等を整備することにより、重大事故等【への】対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。」 

 

 P 350 上から 9行目 ４―４．１１ 

「使用済燃料ピット補給用水中ポンプ」は、「燃料取替用水タンク、

２次系純水タンク」ではないか。 

 

 ３５０ページ、表４－４.１１－１の上：「規制委員会は、申請者

の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等【への】対処を

より確実に実施する方針であることを確認した。」 

 

 

 ３５１ページ、４－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑

制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術

的能力基準１．１２関係）：「さらに、申請者が、自主的な対応に

より重大事故等【への】対処をより確実に実施する方針であるか

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

を確認した。」 

 

 P 353 上から 18 行目 ４―４．１２ 

「放水砲は、１号炉及び２号炉の同時使用を想定し、それぞれで

１セット（合計２台）を保管する。」となっているが、「１号炉及

び２号炉で１セット（合計２台）を保管する。」ではないか。 

 

 P 355 上から 1行目 ４―４．１２ 

「使用済燃料ピット線量率の指示値上昇により使用済燃料ピット

へのアクセスが不可能と判断される場合には、…」は、「燃料取扱

建屋に近づけないと判断される場合には、…」ではないか。 

 

 ３５６ページ、３．自主的対策における設備及び手順等：「規制委

員会は、申請者に対して、重大事故等【への】対処をより確実に

実施するため、」 

 

 ３５６ページ、表４－４．１２－１の上：「規制委員会は、申請者

の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等【への】対処を

より確実に実施される方針であることを確認した。」 

 

 ３５７ページ、４－４．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の

供給設備及び手順等（第５６条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．１３関係）：「さらに、申請者が、自主的な対応により重大

事故等【への】対処をより確実に実施する方針であるかを確認し

た。」 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 ３５８ページ、（３）：「なお、規制委員会は、申請者が、フォール

トツリー解析により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）以外の設備及び手順

等を整備することにより、重大事故等【への】対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。」 

 

 P 360 下から 1行目 ４―４．１３ 

「可搬型電動低圧注入ポンプ」は、「取水用水中ポンプ」ではない

か。 

 

 P 361 下から 7行目、P362 上から 3行目、上から 15 行目、下か

ら 17 行目 ４―４．１３(2)１対策と設備の項に記載されている、

１－１）ｃ、１－２）e、１－４）ｈ及びｉの水を供給するための

対策は、他の条文と重複しているため第 37 条への記載は不要では

ないか。 

 

 P 363 上から 12 行目 ４―４．１３ 

「原子炉納容器サンプ」は、「格納容器再循環サンプ」ではないか。 

 

 ３６３ページ、○2－４）使用済燃料ピットへの水の供給、h.の下：

「規制委員会は、……c)余熱除去ポンプの故障等により、原子炉

への注入機能が喪失【した】場合に、……」 

 

 ３６４ページ、○3－１）蒸気発生器 2 次側による炉心冷却のため

の代替水源の確保と水の供給、b.：「復水タンクの破損等【により

→による】燃料取替用水タンクを水源とする 1 次冷却系のフィー

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

ドアンドブリードの手順については……」 

 

 ３６５ページ、３．自主的対策における設備及び手順等：「規制委

員会は、申請者に対して、重大事故等【への「】対処をより確実

にするため、……」 

 

 P 366 上から 15 行目 ４―４．１３ 

「ろ過水貯蔵タンクサンプル弁」は、「消防隊専用採水口弁」では

ないか。 

 

 ３６７ページ、（３）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源

の確保と水を供給する設備及び手順等、○2：「……又は 1次冷却

材配管【大破断が、発生し→大破断が発生し】、……」〔「、」不要〕 

 

 ３６７ページ、（３）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源

の確保と水を供給する設備及び手順等、○3：「……又は 1次冷却

材配管【大破断が、発生し→大破断が発生し】、……」〔「、」不要〕 

 

 ３６８ページ、表４－４．１３－１の上：「規制委員会は、申請者

の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等【への】対処【を

→が】より確実に実施される方針であることを確認した。」 

 

 ３６９ページ、上から２行目：「さらに、申請者が、自主的な対応

により重大事故等【への】対処をより確実に実施する方針である

かを確認した。」 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 p.373 の e.の 3 行目：自動動作であれば「着手する」という記載

は不適当。 

 

 P 374 上から 5行目 ４―４．１４ 

「大容量発電機」は、「大容量空冷式発電機」ではないか。 

 

 ３７６ページ、上から３行目：「……重大事故等【への】対処をよ

り確実に実施する方針であるかを確認した。」 

 

 p.378 の「表 Roman4-4.15-1」の圧力の単位には[gage]の記載がな

いがすべて絶対圧なのか。 

 

 p.379 の「重要な監視パラメータ欄」の 6段目「原子炉格納容器 

内」：空白字は不要。 

 

 p.380 の主要パラメータ欄の 2段目の括弧内の数字の前後の空白

字の意味はなにか。 

 

 p.381 の主要パラメータ欄の 2段目の「水源 の確保」：空白字の

意味はなにか。 

 

 p.387 の丸数字 2の 3行目「2系統」：中央制御室遮蔽、中央制御

室非常用循環フィルタユニットは 2系統ではないはず。 

 

 P 387 下から 14 行目 ４―４．１６ 

「中央制御室遮蔽」は、不要ではないか。 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 

 p.390 の Roman4-4.17 の 1 行目「監視測定設備について」：設備に

ついてだけではなく,監視測定等に関する手順等についても確認

したのでは。 

 

 p.390 の Roman4-4.17 の 4 行目「モニタリングポストが」：「モニタ

リングポストを」とすべきところ。 

 

 p.390 の Roman4-4.17 の 8 行目「放射性物質」：「気体状の放射性物

質」として対象を明確にするべき。（10 行目で「気象条件」とし「海

象」は対象外としていることとの整合） 

 

 p.390 の最終行「方針であるか」：自主的対応は要求事項ではない

のであるから「方針であること」等とするのが適当。 

 

 p.391 の 1.(1)の冒頭「第 31 条第 5項」：規則第 31 条の条文には

第 5項は存在しないはず。 

 

 p.391 の 1.(1)の 2 行目「供給」：主語は「モニタリングポスト」

なのだから「受電」とすべき。（解釈の規定のとおり「電源復旧ま

での期間を担保できる」のほうがさらに適当なのは言うまでもな

い） 

 

 p.391 のホ)「モニタリングは」：p.392 の丸数字 6と同様に「モニ

タリングについて」のほうが適当。 

 

 

 当該記載は、監視測定設備についての確認に関する記載であり、

監視測定等に関する手順等についての確認に関する記載は同章で

記載していることから、原案のとおりとします。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 水中、土中の放射性物質のモニタリングも対象としていることか

ら、原案のとおりとします。 

 

 

 審査の方法であるため、原案のとおりとします。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

 p.393 の第 2段落の 3行目「非常用ディーゼル発電機」：他のペー

ジでの記載「ディーゼル発電機」との違いはなにか。 

 

 p.394 の丸数字 1の最終段落の 1行目「第 60 条等要求事項」：本用

語の定義の記載が必要。 

 

 p.394 の丸数字 1の最終段落の 3行目「対応する」：ニ)へは対応し

ていないのか。 

 

 p.396 の g.の最終行「1箇所当たり約 2時間で実施」：何名で実施

するのかの記載が漏れている。 

 

 p.400 のチ)「少なくとも外部からの支援なしに 1週間」：「少なく

とも」は「期間」への形容詞なのであろうから「外部からの支援

なしに少なくとも 1週間」と記載するのが適当。（p.401,p.406 に

も同様の記載箇所あり） 

 

 p.403 の d.の 3 行目の「緊急時運転パラメータ伝送システム

（SPDS）」：すでに p.377 で略号を定義済みなのになぜそれを記載

しないのか。後述での同様の記載（p.410 の丸数字 1の a.の 2 行

目など）についても同様。 

 

 SPDS は 377 ページ目に「緊急時運転パラメータ伝送システム（以

下「SPDS」という。）」と書かれているが、その後も 403、410、411

ページで「緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS)」と書かれ

ている。２回目以降は SPDS とするか、最初の（以下「SPDS」とい

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 

 審査書(案)の注記６８のとおり、代替電源への対応については、

「Ⅳ－４．１４」で整理しています。 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 審査基準における記載であり、原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 
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審査書案の表記 

ご意見の概要 考え方 

う。）を削除しないと不整合となる。 

 

 P404 下から 3行目、P405 上から 3行目、上から 10 行目、上か

ら 18 行目、P406 上から 6行目 

４―４．１８ ３－１、３－２、３－４の手順等に記載されてい

る「操作を○名により・・・」は、「操作を総括班他○名により・・・」

ではないか。 

 

 P407 上から 3行目、P407 上から 11 行目（表 4-4.18-1 中） 

４―４．１８「電力保安通話用電話設備」は、「電力保安通信用電

話設備」ではないか。 

 

 p.407 の Roman4-4.19 の 5 行目「発電所外」：第 35 条第 2項では「発

電用原子炉施設外」と規定。 

 

 ERSS は略語一覧にあるが、本文では 409 ページに「緊急時対策支

援システム（ERSS)」という形式でしか登場しない。この場合一覧

に掲載する意味は無い。 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 

 

 ご意見を踏まえ、修正します。 

 

 

 

 審査書(案)において、わかりやすさの観点から「発電所外」に記

載を統一しています。 

 

 略語として用いるため、原案のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 



 

 

その他の御意見について 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６年９月 

  

別紙３ 
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ご意見の概要 考え方 

【審査全般】 

 今回の審査書案は安全を担保するものではないと田中委員長が発

言している。発電所の安全は担保されていないため、再稼働して

はならない。 

 福島第１原発事故の実体解明が不十分なまま再稼働させるのはお

かしい 

 福島事故が収束していないことから、重大事故等対処設備に関し

て環境条件や荷重条件を満たしていると判断できないのではない

か。 

 

 重大事故が発生したときの事故の責任は誰にあるのか。審査書案

に、責任の所在を記載すべき。 

 申請者が行った評価に対し、規制委員会・規制庁が自ら調査を行

ったうえで判断するべきではないか。 

 

 本審査の責任範囲、規制委員会名簿、事務局名簿、本審査書の枠

外で原子力発電所の安全に関わる項目とその担当者を明示して下

さい。 

 

 原発のリスクがどの程度残ったかについて、規制委員会はリスク

評価文書をつくり至急公表していただきたい。我々が知りたいの

は規制強化によってどの程度リスクが減り、原発の安全性が今後

どの程度保証されるのかについての委員会の判断である。 

 Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っていることを確認とあるが、実

際にはこれを超える残余のリスクがあることを明示すべき。 

 

 

 

 今般の審査は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて

定めた新規制基準への適合性を確認したものであり、地震、津

波といった自然現象の想定や、重大事故に対応するための設備

及び手順等の実現可能性などを厳しく審査しました。しかし、

安全に絶対はありません。安全追求に終わりはなく、より一層

の安全を追求すべく、事業者には努力を継続するよう促しつつ、

当委員会としても不断の努力をしていきます。 

 

 

 安全確保の一義的責任は事業者が負い、規制当局は、事業者の

活動が法令の要求を満たすことを確認します。なお、審査の過

程において、必要に応じ、現地調査やボーリングコアの直接確

認等を行うこととしています。 

 

 審査の対象や範囲は審査書（案）の冒頭に明記しています。ま

た、審査会合やヒアリングへの出席者を議事録等において明ら

かにしています。 

 

 原子力規制委員会では、事故による大量の放射性物質の放出頻

度を安全目標として、セシウム１３７の放出量が１００ＴＢｑ

を超えるような事故発生頻度が「１００万炉年に１回」程度を

超えないように抑制されるべきと言う目標を設定しています。 

 これは規制基準として直接的に用いられるものではありませ

んが、新規制基準を満たした原子炉については、この安全目標

についても概ね達成できるものと考えています。 

 川内原子力発電所については、様々な重大事故を想定した上
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ご意見の概要 考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 審査書案には、具体的な設備や手順の記載がなく、原子力規制委

員会は、事業者が申請書に記載した方針を確認することで、適合

性を判断している。方針を確認しただけでは、安全性を担保する

ことはできない。 

 川内原子力発電所の地震、津波及び火山に対する安全性について、

詳細設計を審査しない段階で判断できるのか。 

 

 原子炉の構造的弱点の評価を行わずに附属設備の強化のみで良し

としたことは問題。 

 大地震、大津波、火山大爆発の経験者が何人いるのか。 

 

 

 不法な侵入の防止に関連して、警察の関与は当然あると思います

が、警備を担当する警備会社の規模・能力を求めたり、従業員の

安全性の確認方法も評価してはいかがでしょうか。特に後者につ

いて、政治的信条的な偏りから、内側から破壊活動をするおそれ

は十分あると思われます。もちろん憲法上信条的なところは計れ

ないにしても、前科の確認や一般の採用試験でも活用されている

YG 性格検査を実施するなど、リスクを減らす取り組みはできるの

ではないでしょうか。 

で、最も厳しいケースにおいては、放出される放射性物質のう

ちセシウム１３７の放出量は約５．６ＴＢｑ（※７日間の数値）

になると評価されています。これを上回る事故が発生すること

や、想定通りの事故対応が出来ないこともあり得ますが、新規

制基準を踏まえて準備した様々な対応により、その可能性は相

当程度低く抑えられるものと考えています。 

 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更

しようとする原子炉施設の基本的な設計方針等について確認し

た結果を記したものです。引き続き、事業者からの申請を踏ま

え、機器等の詳細設計に関する工事計画や保安規定変更につい

て審査していきます。 

 

 

 設置許可基準規則は、発電用原子炉施設の位置、構造及び設備

が原子炉等による災害の防止上支障がないことを確認するもの

として定めたものであり、この基準への適合性を審査している

ものです。 

 

 警備体制等の核物質防護対策については、核物質防護規定の認

可段階において確認しています。また、原子力規制委員会にお

いて、有識者からなる「核セキュリティに関する検討会」を開

催し、個人の信頼性を予め確認しておく仕組みについて現在検

討を進めているところです。 
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 定期検査の機会を利用して、重大事故対策の訓練を行うことを保

安規定で定めるべき 

 

 

 過去、PRA は積極的には活用されてこなかった。過去の実態をかん

がみて原子力規制委員会に実施内容を確認できるだけのノウハウ

の蓄積は存在するのか。 

 

 原子炉安全専門審査会委員を審査会合に参加させるべき。 

 適合性審査を、それぞれの分野の有識者を入れて公開でやり直す

べき。 

 九電が補正を出してから一度も開催していない更田委員チームと

島崎委員チームをそれぞれ実施し、その際に、異論を述べている

多くの有識者、地震学者や火山学者を集めて再検討する必要があ

る。 

 火山 地震 地盤 竜巻 津波 被ばく評価 内部火災 等のガ

イドについてそもそもすべて申込者である、九州電力株式会社が

過去の文献やデータ等で作成したもので各分野の専門家の意見を

加味していることの明記が一切ない事に対して「適切なものであ

ることを確認した」とは決して決して認めることは出来ない。 

 

 福井地裁による大飯原発３，４号機運転差止請求の判決を考慮し、

再稼働してはならない。当該判決による指摘をまじめに検討しな

ければならない。 

 

 過去に川内原子力発電所の建設時に実施されたボーリング調査に

 

 新規制基準において、重大事故対策に係る訓練の実施等が義務

付けられているとともに、必要に応じ保安検査で確認すること

としています。 

 

 審査に必要な専門的知見・ノウハウは十分に有していますが、

今後ともその拡大に努めるべきと考えます。 

 

 

 原子力規制委員会は、独立した立場で、科学的・技術的見地か

ら審査し、自ら責任を持って判断をすることが役割です。審査

は、委員及び規制庁職員に加え、本年３月１日に原子力規制委

員会に統合したＪＮＥＳが蓄積した専門的知見等を活用しつつ

進めてきており、また、必要に応じ、外部専門家の意見を聴取

してきています。なお、規制基準等は、専門家を交えた検討チ

ームにより議論を行い、意見を踏まえたものとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法に基づき、原子力発電所

の規制に必要な基準を設定し、原子力発電所がその基準に適合

しているか否かを確認することが役割です。 

 

 適合性審査の過程において申請者から提示されるボーリング試
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おいて試料のねつ造があったとの内部告発があったことを踏まえ

ると、今回の安全審査における地質調査等の結果も信用できない

のではないか。 

 

 

【審査基準】 

 福島第一原発事故を踏まえたECCSの機能や耐震性の再確認もして

いない、川内原発のような加圧水型原子炉の格納容器は、ただ大

きいだけで、水素爆発防止のための窒素ガス注入も行われず、ま

た、水素爆発防止対策もいい加減だし、そもそも格納容器自体が

沸騰水型のそれに比較して強度が１／２程度しかない、過酷事故

時の原子炉圧力容器内部を計測する水位計・圧力計・温度計など

の基本的な計測器についての見直しもしていない、蒸気発生器と

いう加圧水型に特有の地震に弱い機器類への耐震対策もおざな

り、スリーマイル島原発事故の教訓も生かされずなど、そもそも

原発全体の基本設計を根本的に見直さずに、小手先の付け足し安

全対策をつけている。 

 

 特定重大事故対処施設は設置に猶予期間が設けられており、現時

点では設置されていないため、再稼働は認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

料等については、必要に応じ現地において実物を確認すること

としています。仮に、今後、不正の事実があれば、厳正に対処

することになります。 

 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故については、基本的な事象

進展等について整理されています。これを踏まえ、新規制基準

を制定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昨年７月に施行した新規制基準において、重大事故を起こさな

いための対策に加えて、大規模自然災害やテロを含めて様々な

事象により万一重大事故が起きた場合の対策として必要な機能

をすべて備えていることを求めています。 

 施行後５年までに実現を求めている特定重大事故等対処施設

は、これらの必要な機能を満たした上でその信頼性をさらに向

上させるための対策です。 
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 コアキャッチャー、格納容器の二重化、格納容器熱除去設備が基

準に含まれていないなど、新規制基準自体に不備がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 環境に放出される Cs137 放出量評価の評価期間において、３０～

１００日間で原発一基当たり１００テラベクレルまで放出を認め

るとは、あまりに緩すぎる。等価線量にすれば３００ミリシーベ

ルトに相当するわけで、作業員や周辺住民への影響を考えればあ

り得ない数値である。 

 

 新規制基準では、「立地審査指針」は廃止されているのはいったい

どういうことか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新規制基準においては、個別の機器の設置を求めるのではなく、

炉心溶融防止対策や格納容器破損防止対策等のために必要な機

能を求めています。規制基準は、満足すべき性能水準を要求し、

それを実現する「技術」は指定しないのが国際的にみても一般

的です。規制要求を満たすのであれば、ご指摘の設備に限らず、

他の方法でも問題ありません。 

 なお、ご指摘の欧州の基準は、新設の原子炉に係るものであ

り、欧州でも全ての既設の原子炉に対して、ご指摘のあった技

術の導入を義務付けるような基準にはなっていないと承知して

います。 

 

 Cs137 の放出量 100ＴＢｑは、原子炉格納容器が破損し、放射性

物質の異常な水準の放出を防止するための措置の有効性評価に

おいて、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものである

ことを確認するために設定したものです。 

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故において、従来の立地審査

指針で想定していた事故の規模を上回る事故が発生したことを

踏まえ、これまでの立地審査指針を用いた立地評価についても、

その内容を見直すこととしました。具体的には、従来の「重大

事故」、「仮想事故」として想定した放射性物質の放出量を用い

る考え方を改め、重大事故等対処施設として必要な機能がある

ことを前提に、重大事故等が発生した場合を想定した上で、申

請者が行った解析評価について、そのような事態の下でも、基

本設計ないし基本的設計方針において、炉心の著しい損傷を防

止又は原子炉格納容器の破損及び工場等外への放射性物質の異
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 地震動や津波の評価手法は従来の考え方を踏襲しており、東京電

力福島第一原子力発電所事故以前と変わっていないのではない

か。 

 

 

 

 

 

 

 １９９５年の兵庫県南部地震のような衝撃的な上下動による影響

が考慮されておらず、極短周期の高周波の地震波による被害を規

制基準として取り上げる必要があるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 技術的能力には、環境管理体制（環境マネジメントシステムの導

入義務づけ）がかけている。 

 

 

 

常な水準の放出を防止するという観点から、重大事故等対策の

有効性を確認することとしています。 

 

 東日本大震災等の教訓を踏まえ、基準を強化しています。 

具体的には、基準地震動の策定にあたり、原子力発電所の敷地

の地下構造を三次元的に把握することや、複数の活断層の連動

性について考慮することを求めるほか、活断層の長さや深さ、

地震発生層の不確かさを考慮することを求めています。 

また、基準津波の策定にあたっては、複数の津波波源を選定し、

様々な不確かさも考慮した上で既往最大を上回るレベルの基準

津波を想定することなどを求めています。 

 

 震源極近傍における極短周期地震による影響については、未解

明の部分があり、検討が進められていると承知しています。今

後、新たな知見が得られ、実用可能な手法が得られた場合には、

必要に応じ、規制に取り込みさらなる安全の向上に取り組んで

いきます。 

なお、地震ガイドでは、震源が敷地に極めて近い場合の地震動

評価において、十分な裕度を考慮して地震動評価を行うこと等

を求めていますが、川内原子力発電所では、該当するような断

層等はありません。 

 

 原子炉等規制法において事業者に対して要求されているのは、

発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力、重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術

的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる

技術的能力です。環境管理体制はこれらに含まれる技術的能力
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 原子炉施設の共通の技術的要件について、点検時の操作性も考慮

すべき。 

 

 

 すべての事故シーケンスは、本来、炉心損傷防止対策と格納容器

破損防止対策の両方を実施すべきではないのか。このように、ど

ちらかに分類するのはおかしいのではないか。 

 
 

 

【意見募集の進め方】 

 平和的利用について、パブリックコメントに付さなくても良い理

由を明確にすべき。 

 平和的利用の基準に適合していないのではないか。 

 経理的基礎についてパブリックコメントに付さなくても良い理由

を明確にすべき。 

 重大事故発生時の対応について、住民と地域産業に対する保障等

が可能な経理的基礎の有無について審査を行う必要がある。 

 パブリックコメントは科学的・技術的意見だけではなく広く意見

を募集すべき。 

 具体的な内容が、工事計画認可や保安規定認可の審査で確認され

るなら、その内容もパブリックコメントにかけるべきである。 

 

 集まったパブコメの扱いについて不明確。あらゆる意見を公正に

集約し、公開・審議し、行政運営に反映させるべき。 

ではありません。 

 

 設置許可基準規則第１２条第４項において、安全施設は運転中

または停止中に試験、検査ができるものであることを要求して

います。 

 

 事故シーケンスを網羅的に検討した上で、炉心損傷防止につい

ては事故シーケンスグループ毎に最も厳しい事故シーケンス、

格納容器破損防止については格納容器破損モード毎に最も厳し

い事故シーケンスを抽出していることを確認しています。 

 

 

 

 本意見募集は、今回の審査がこれまでの基準を抜本的に改正し

た新規制基準に基づく初めての審査であることから、基本的な

判断となる設置変更許可に係る審査結果を取りまとめた審査書

（案）に対し、科学的・技術的意見を広く募集することとした

ものです。平和的利用や経理的基礎については、基準の変更等

はなかったため、パブリックコメントにかける必要はないと考

えています。なお、これらの事項に対する審査結果は、平成２

６年度第１７回原子力規制委員会の資料１に記載しています。 
 

 

 

 

 頂いたご意見については、同様の意見を集約した上で、原子力

規制委員会の考え方を示すとともに、必要な場合には審査書
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 ネットがない、操作できない、原本を見れない者の声はどうやっ

て届けるのか。 

 提出期間が短すぎる、書式を変更すべき 

 

 

【結果説明】 

 立地・周辺自治体で説明会を実施し納得を得るまで審査書の確定

や再稼動はすべきではない。 

 安全を主張する専門家と批判する専門家が意見を交わし、市民の

判断を助けるような場が必要。 

 規制委員会は原子力発電所の稼動など周辺への影響が考えられる

事案について事前に地元住民への情報提供、議論の場、その結果

の説明の場を設けることを要望する。 

 規制委員会は九州電力の説明を聴くだけで、それに対して批判的

な検証を行っている専門家や市民団体の意見を、公式には一度も

聴取しておらず、また、川内原発の周辺自治体の意見聴取も行っ

ていない。審査書案を撤回するべき。 

 

 事業者の申請書は、装置の寸法、材質などが空白となって隠され

ている情報がある。国民が重要な情報を入手することができず、

審査書の妥当性を評価できないため問題だ。 

 

 

 

（案）に反映しています。また、頂いたご意見については、個

人情報等を除き、原則としてすべて公開します。 

 

 意見募集の実施にあたっては、政府が実施する他の意見募集に

ならい、電子政府の総合窓口［e-Gov］を利用しています。 

 

 

 

 

 立地自治体からの要請に基づく住民への説明の機会等を通じ

て、国民に対し分かりやすい説明を行っていきたいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業者からの申請書等は、原子力規制委員会の業務運営の透明

性の確保のための方針に基づき、原則として公開することとし

ていますが、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第５

条の不開示情報に該当すると考えられる情報については、公開

していません。 
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ご意見の概要 考え方 

 数学的な記法で論理関係と事実を記述し半自動証明の形で論理関

係の確認と証明過程全ての記述を行う形式手法を導入すれば記述

の透明性は大きく改善され、確実性の点でも向上します。シミュ

レーション設定の明記と形式手法を用いた論理関係の精査を求め

ます。 

 

 専門家である第三者にも理解できるように根拠を審査書に記載

し、規制の予見性を高めるべき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 審査書にも引用している文献のリストを付けるべきである。 

 

 

 

 審査書に個別の評価結果が記載されていない、評価において十分

等と記載されており定量的な評価がなされていない等のことか

ら、審査結果にどの程度の信頼性があるのか疑問である。 

 

 

 

 今般の審査書（案）は、新規制基準に係る適合性確認結果を記

した最初の文書です。今後の審査において、より良い審査書を

作成するよう努めていきます。 

 

 

 

 規制基準は、満足すべき性能水準を規定し、それを実現する方

法の詳細は指定しないのが一般的であり、原子力規制委員会と

しても、このような考えの下、必要十分な規制基準及びその解

釈、審査ガイド等を定め、提示しました。 

 また、審査では、申請された内容について基準への適合性を

丁寧に確認してきており、審査書（案）には、単に審査結果を

示すだけではなく、審査で主に論点となった点を示すなどの工

夫を行っています。 

 今後の審査においても、より良い審査書を作成するよう努め

ていきます。 

 

 審査において用いた法令等は記載しています。なお、審査書（案）

に記載している文献等は、申請者から提出された資料からの引

用であり、個々の出典はそれぞれの資料に記載されています。 

 

 審査において、個別の評価内容についても確認しており、申請

者が行った評価の条件や不確かさの考慮等の妥当性を確認して

います。 
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ご意見の概要 考え方 

【高経年化対策】 

 高経年化対策が審査書案に含まれていない。川内発電所の高経年

化対策について、審査をしなければ許可を出してはならない。 

 風化、劣化についての想定がありません。 

 

 

 

【長期停止の影響】 

 長期間停止したプラントの劣化が懸念されるので、地元住民への

説明が必要。 

 ３年もの間停止していることのプラントの評価をまず行うべき。 

 

 

【原子力防災】 

 地域住民の避難計画が原子力規制委員会の審査対象になっていな

いため、審査書案には不備がある。 

 IAEA 等で提唱されている「深層防護」の概念に照らすと、第５層

が抜けている。 

 緊急事態対応のため、申請者側の通信連絡設備や手順のみならず、

外部の通信連絡先の機能も審査すべき。 

 

 高経年化対策としては、原子炉等規制法に基づき、運転開始後

30 年を経過する原子炉施設について、10 年ごとに、蒸気発生器

を含む機器等の劣化評価及び長期保守管理方針を含めた保安規

定変更認可を行い、その後の遵守を義務付けています。 

 

 

 

 原子力発電所については、停止中であっても事業者が保守管理

を実施しており、また、事業者の活動が適切になされることに

ついては、保安検査等により確認しています。 

 

 

 

 原子力防災については、原子力災害対策特別措置法に基づき、

対応が講じられます。 

 
  



11 
 

その他の主なご意見 

 

今回の意見募集では、その他、多くの貴重なご意見をいただきました。今後の原子力規制委員会、原子力規制庁の活動にあたっての参考とさ

せていただきます。 

 

 規制委員会は、福島事故を収束させることを最重要課題とすべき。 

 規制委員会は活断層に厳しい意見を言う委員を辞めさせて原発関連企業から寄付や報酬を得ていた人物に入れ替えた。信頼性が疑われ

ている。 

 申請者のイベントツリーの想定は、日本原子力学会の提案する手法によって行われている。この学会は、福一原発の過酷事故を引き起

こした日本の原子力産業・行政に重要な役割を果たし、事故後も原子力発電の推進を目指す団体である。そうした団体が提案する「確

率論的リスク評価」を批判的検討もなく、「標準的な手法」と認める『審査書』の姿勢は、原子力規制委員会による規制基準審査の中

立性を疑わせるものとなっている。 

 米国では NRC が全体を統括して、そのもとに多くの国立機関が、安全性について科学的で、体系的に研究活動しており、９．１１後、

アメリカ政府は、検証実験を大々的に行い、結果を広く公開した。このような事実を見ると、アメリカ国民は、アメリカ政府を信頼す

ることができる。 

 「安全文化」は現場において立会いながら確認しなければ分からない。審査書発行に先立って、そのような確認作業が必要。 

 定期的な保全訓練や安全活動への取組の公開性を義務付けるべき。 

 安全性よりも経済性を優先した安全対策ではいけないということが、福島第一原発事故の教訓。安全対策と経営問題の競合をどのよう

に解決するのかのプロセスが検討されていない。 

 緊急時作業の被ばく限度の線量を 250mSv にする動きがあるが、低線量被ばくの害について研究が進んでない中、被ばく限度を引き上

げるのは問題でないか。 

 本審査請求は、上位の法令（原子炉等規制法、原子力規制委員会設置法、社会権規約）に違反する新基準に適合したに過ぎず審査結果

が適法になることはない。 

 受動的な長期安全性をもった使用済核燃料貯蔵の技術的・経理的体制があるかを、運転要件として審査するべき。 

 これまでの規制基準と比べ、どこがアップグレードしているかを各審査項目に記載すべき。 

 誤動作防止のため、自動弁、手動弁とも、開閉信号とインターロックをとり、P&I には、すべての弁が記載されることや、弁の開閉確

認は電力の担当者が P&I に記録し、操作後に電力関係者が複数で確認することを求めるべき。 
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 工事計画認可申請書には、破壊板は安全弁出口側には該当する設備がないため記載しないとしているが、入口と出口の両方に設置が必

要ではないか。破壊板については、消防法にも基準があるが、出口に破壊板が設置されていなければ、当該基準に規定された試験に準

じていないのではないか。当該試験に合格できないのではないか。 

 ESBWR（高経済性単純化沸騰水型原子炉）の GDCS（重力駆動冷却系)、約１０メートルの高度差を利用して原子炉に注水するシステム

に倣って、宮山池（淡水）から高度差、落差を生かした非能動的注水を炉や格納容器に可能にする整備を提案する。 

 なぜ、乾式貯蔵への移行を義務付けないのか。 

 原子炉主任技術者への負担が大きすぎる。世界にアピールできる新たな資格制度等を作り、総合的な安全技術者の育成を強化し、他事

業の範となり得るよう取り組むべき。 

 規制委員会が筆記試験と、シミュレーターによる模擬試験を行って、九電運転員全員が合格しなければ再稼動は出来ないと考える。運

転員だけでなく、本社の対応も試験すべき。 

 オフサイトセンター改修終了前の判定は理解できない。 

 UPZ が３０ｋｍでは狭すぎる。 

 重大事故が発生した際の省庁間や地方自治体、医師会等との連携について、審査書案に明記すべき。 

 事故後の避難者の放射線防護、被ばく管理、放射線による健康被害、環境の放射能汚染の除染等の対策に関して審査の対象になってい

ない。 

 事故拡大回避のために必要に応じてベント等により放射性物質を施設外部へ放出することへの同意を、関係住民から得ておくべき。 

 申請者が想定している教育訓練の内容、進捗状況、対応能力の向上の可能性などの情報について、適切に公表した上で、国民各層から

の意見を聴取すべき。 

 通報類を即座に一般公開する通信もしくは放送設備の設置を追加する。 

 事故発生時の事故情報の集約について明確ではない。国が情報に絡むと遅くなると共に事実が隠蔽される。電力会社に一元化し、スピ

ーディ等の情報は民間委託すべき。 

 原子力施設内に監視カメラやマイクを設置し、国民がいつでも閲覧できるようにしたり、事故時の対応が明らかになるようにすべき。 

 福島原発の溶融炉心の落下については、発表に２ヶ月を要したが、審査に際して検討したのか。 

 地下水の調査・汚染水対策がなく、地元合意の仕組みもない。 

 建屋地下での漏水の記載がないが、建設時の建屋地下での漏水の有無について資料を提出させるべき。 

 核廃棄物の最終処分場がないのに、原子力発電所を再稼働させるのはおかしい。 

 原発で作る電気は安くない。 

 日本が原子力から撤退することにアメリカは反対しているが国民の安全を追求すべき。 
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（修正案） 
 

 

 

九州電力株式会社川内原子力発電所の 

発電用原子炉設置変更許可申請書 

（1号及び2号発電用原子炉施設の変更）

に関する審査書 
（原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号 

（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、九州電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「川内原子力発電所の発電用原子炉

設置変更許可申請書（1号及び 2号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25年 7 月 8

日申請、平成 26 年 4月 30 日、同年 6月 24 日及び同年 9月 4日補正）（以下「本

申請」という。）の内容が、 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の８第２項で準用する第４３条の３の６第１

項第２号の規定（発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理

的基礎があること。）のうち、技術的能力に係るもの、 
（２）同条同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があること。）、及び、 
（３）同条同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料

物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであること。） 
に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 
 
なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１号の規定（発電用原子炉が平和の

目的以外に利用されるおそれがないこと。）及び第２号の規定のうち経理的基礎

に係るものに関する審査結果は、別途取りまとめる。 
 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力

に係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。） 

（２）同条同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用

発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発

第 1306197 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事

故等防止技術的能力基準」という。） 



2 
 

（３）同条同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6月 28 日

規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電

用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「設置許可基準規則解釈」という。） 

同条同項第４号の規定に関する審査においては、設置許可基準規則解釈に

おいて規定される、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審

査基準（原規技発第1306195号（平成25年6月19日原子力規制委員会決定）。

以下「火災防護基準」という。）に適合しているかどうかについても確認し

た。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイド等を参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１） 原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第 13061910 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「火山ガイド」という。） 

（２） 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原規技発第 13061911 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「竜巻ガイド」という。） 

（３） 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061912 号（平

成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「外部火災ガイド」と

いう。） 

（４） 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（原規技発第 13061913 号（平

成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「溢水ガイド」という。） 

（５） 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061914 号（平

成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「内部火災ガイド」と

いう。） 

（６） 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061915 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「有効性評価ガイド」という。） 

（７） 実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061916 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「SFP 評価ガイド」という。） 

（８） 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061917 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「停止中評価ガイド」という。） 
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（９） 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061918 号（平成

25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「被ばく評価ガイド」とい

う。） 

（１０）敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発

第 1306191 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地

質ガイド」という。） 

（１１）基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306192 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地震ガイド」と

いう。） 

（１２）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「津波ガイド」と

いう。） 

（１３）基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原管地発第

1306194 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地盤ガ

イド」という。） 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅲ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則のうち設計基準対象施設に

適用される規定への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」には、設置

許可基準規則のうち重大事故等対処施設に適用される規定及び重大事故等防止

技術的能力基準への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、規制委員会としての結論を示した。 

 

なお、同一施設であって、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の双方の

機能を有するもののうち、原子炉制御室等、監視設備、緊急時対策所及び通信連

絡設備に関する審査内容については、「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等

対処に係る技術的能力」において、設計基準対象施設としての基準適合性に関す

る審査内容と併せて示した。 

 

また、1 号炉と 2号炉の審査内容が共通する場合には、号炉ごとではなく、ま

とめて記載した。 
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本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力があ

ることを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を

適確に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

このうち、本章においては、原子炉を設置するために必要な技術的能力及び原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

についての審査結果は、Ⅳ－２、Ⅳ－４及びⅣ－５で記載する。 

 

規制委員会は、申請者の技術的能力を技術的能力指針に沿って審査した。具体

的には、本申請が既に運転実績を有する原子炉に関するものであることにかんが

み、技術的能力指針の項目を以下の項目に整理して審査を行った。 

１．組織 

２．技術者の確保 

３．経験 

４．品質保証活動体制 

５．技術者に対する教育・訓練 

６．原子炉主任技術者等の選任・配置 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した

結果、技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．組織 

技術的能力指針は、原子炉施設の設計及び工事並びに運転及び保守を実施す

るために、役割分担が明確化された組織を構築すること又は構築する方針を示

すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）設計及び工事並びに運転及び保守の業務は、川内原子力発電所原子炉施

設保安規定（以下「保安規定」という。）で定めた業務所掌に基づき実

施する。 

（２）設計及び工事の業務は、本店発電本部の各担当部門及び技術本部の土木

建築部門（以下「原子力関連部門」という。）並びに本発電所の担当課
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それぞれにおいて実施する。なお、設計及び工事の業務のうち、現地に

おける管理は本発電所の担当課において実施する。 

（３）運転及び保守の業務は、本発電所の担当課において実施する。なお、自

然災害及び重大事故等の非常事態に際しては、本発電所に設置する原子

力防災組織により、運転及び保守の業務を実施する。なお、この組織は、

本店に設置する原子力防災組織とも連携する。 

（４）保安規定等の法令上の手続きを要するものについては、本店の原子力発

電安全委員会において審議し、本発電所で使用する手順については、本

発電所の川内原子力発電所安全運営委員会において審議する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守の業務を実施する原子力関

連部門及び本発電所の担当課並びに原子力発電安全委員会及び川内原子力発電

所安全運営委員会については、本店と本発電所の役割分担を明確化するとして

おり、更に自然災害及び重大事故等の非常事態に対応するための組織として、

原子力防災組織を設置し、対応するとしていることなど、申請者の組織の構築

については適切なものであることを確認した。 

 

２．技術者の確保 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を行うための専門知識、

技術及び技能を有する技術者を確保すること又は確保する方針を示すことを要

求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）原子力関連部門及び本発電所においては、設計及び工事並びに運転及び

保守に必要な技術者の人数を確保するとともに、原子炉主任技術者、放

射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者等の資格を有する技術

者を確保する。さらに、本発電所では、自然災害及び重大事故等の対応

に必要な大型重機、小型船舶等を運転する資格を有する技術者を確保す

る。 

（２）設計及び工事に必要な技術者は、業務の各工程において必要な人数を配

置する。また、運転及び保守に必要な技術者及び有資格者である技術者

についても、業務を実施するために必要な人数を配置する。 

（３）さらに、必要な技術者については、採用、教育及び訓練を行うことによ

り、今後とも継続的に確保する方針とする。 

 

規制委員会は、原子力関連部門及び本発電所における、技術者数の推移、採

用実績及び訓練実績により、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な技術者
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及び有資格者である技術者を確保していること、及び、今後とも計画的かつ継

続的に採用、教育及び訓練を実施するとしていることなど、申請者の技術者の

確保については適切なものであることを確認した。 

 

３．経験 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な経験として、

本変更と同等又は類似の施設の経験を有していること又は経験を蓄積する方針

を示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）本発電所 2 基及び玄海原子力発電所 4 基の建設及び改造を通じた設計及

び工事の経験に加えて、約 40 年にわたる運転及び保守の経験を有する。 

（２）また、アクシデントマネジメント対策である代替再循環、代替補機冷却、

格納容器自然対流冷却及び格納容器内注水を可能とするための設備改造

を実施した経験を有していることに加えて、経済産業大臣の指示に基づ

き実施した緊急安全対策である大容量空冷式発電機、高圧発電機車、仮

設ポンプ等の配備を通じた設計及び工事並びに運転及び保守の経験を有

する。 

（３）さらに、国内外への関連施設に対する技術者の派遣並びにトラブル対応

に関する情報の収集及び活用により、設計及び工事並びに運転及び保守

の経験を蓄積する。 

 

規制委員会は、緊急安全対策も含めたこれまでの設計及び工事並びに運転及

び保守の経験に加えて、国内外の関連施設への技術者派遣実績並びにトラブル

対応情報の収集及び活用の実績があること、また、今後ともこれらを適切に継

続する方針であることなど、申請者の設計及び工事並びに運転及び保守の経験

並びに経験を蓄積する方針については適切なものであることを確認した。 

 

４．品質保証活動体制 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要

な品質保証活動を行う体制を構築すること又は構築する方針を示すことを要求

している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）社内の体制 

① 品質保証活動の実施に当たっては、原子力発電所の安全を達成、維持

及び向上することを目的として、安全文化を醸成する活動並びに関係

法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るための活動を含め



8 
 

た品質マネジメントシステムを構築するため「原子力発電所における

安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」及び「実用発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及

びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に基づいて品質マ

ニュアルを定める。 

② 本店各部門及び本発電所並びに監査部門である本店の原子力・保安監

査部においては、品質マニュアルに基づき、手順及び記録に関する文

書体系を定める。 

③ 社長は、品質マニュアルに基づく方針を定め、原子力安全の重要性を

組織内に周知する。また、実施部門の管理責任者である発電本部長の

下、本店各部長及び発電所長は、同方針に基づき各部門における品質

保証活動に関する計画を策定、実施、評価及び改善する。 

④ 監査部門の管理責任者である原子力・保安監査部長は、原子力関連部

門の各部長及び発電所長とは独立した立場で監査を実施する。 

⑤ 社長は、管理責任者から品質保証活動に関する報告を受け、その実施

状況を踏まえた改善の必要性についてマネジメントレビューを行う。 

⑥ さらに、品質マネジメントシステムの有効性を維持あるいは向上させ

るために、組織全体に共通する活動については本店の原子力品質保証

委員会において審議し、一方、本発電所において実施する活動は川内

原子力発電所品質保証委員会において審議し、それぞれの審議結果を

業務へ反映する。 
（２）設計及び工事並びに運転及び保守の品質保証活動 

① 設計及び工事は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

い、その重要度に応じて実施する。調達する場合には、供給者に対し

て要求事項を明確にするとともに、重要度に応じて管理を行い、試験

及び検査等により調達する製品等が要求事項を満足していることを確

認する。 

② 運転及び保守は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

って、個々の業務を計画し、実施する。調達する場合には、設計及び

工事と同様に管理、確認する。 

③ 設計及び工事並びに運転及び保守において不適合が発生した場合、各

業務を主管する組織の長は、不適合を除去し、原因を特定した上で是

正処置を実施する。調達においては、これらを供給者に行わせ、各業

務を主管する組織の長が確認する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守の業務における品質保証活
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動については、品質マニュアルを定めた上で、その品質マニュアル等の下で調

達管理を含めた品質保証活動に関する計画、実施、評価、改善を実施する仕組

み及び役割を明確化した体制を構築していることなど、申請者の品質保証活動

体制の構築については適切なものであることを確認した。 

 

５．技術者に対する教育・訓練 

技術的能力指針は、技術者に対して、専門知識、技術及び技能を維持及び向

上させるための教育及び訓練を行う方針を示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）新たに配属された技術者に対しては、原子力発電の基礎知識の習得を図

るため、現場教育及び訓練を実施する。 

（２）設計及び工事並びに運転及び保守に従事する技術者に対しては、専門知

識、技術及び技能の習得を図るため、本発電所内の原子力訓練センター

に加え、株式会社原子力発電訓練センター等の国内の原子力関係機関に

おいて能力に応じた机上教育及び実技訓練を実施する。 

（３）教育・訓練は、専門知識、技術及び技能の習得状況に応じて対象者、内

容及び時間等に関する実施計画を策定し実施する。 

（４）自然災害及び重大事故等に対応する技術者、事務系社員及び協力会社社

員に対しては、各役割に応じて必要な教育及び訓練を実施する。 

 

規制委員会は、技術者に対しては専門知識、技術及び技能を維持及び向上さ

せるため、教育訓練基準を策定した上で必要な教育及び訓練を実施すること、

更に事務系職員及び協力会社社員に対しても、自然災害対応等の役割に応じて、

教育及び訓練を実施することなど、申請者の技術者等に対する教育及び訓練の

方針は適切なものであることを確認した。 

 

６．原子炉主任技術者等の選任・配置 

技術的能力指針は、原子炉主任技術者及び運転責任者をその職務が適切に遂

行できるよう配置していること又は配置する方針を示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者の免状を有し、実務経験を有す

る者から、原子炉ごとに選任する。 

（２）原子炉主任技術者は、原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最

優先に行うこととし、原子炉施設の運転に関して必要な指示ができるよ

う、職務の独立性が確保された原子炉保安監理担当として配置する。 

（３）原子炉主任技術者の代行者は、原子炉主任技術者の要件を有する課長以
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上の職位の者から選任する。 

（４）運転責任者は、規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、

当直の責任者である当直課長の職位として配置する。 

 

規制委員会は、原子炉主任技術者については、必要な要件を定めた上で選任し、

独立性が確保された職位として配置すること、運転責任者については、基準に適

合した者の中から選任し、当直課長の職位として配置することなど、申請者の有

資格者等の選任及び配置の方針については適切なものであることを確認した。 
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Ⅲ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設に関して変更申請がなされた内容について審

査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
 
 

Ⅲ－１ 地震による損傷の防止（第４条関係） 

第４条は、設計基準対象施設が耐震重要度に応じた地震力に十分に耐えることが

できる設計とすることを、また、基準地震動による地震力及び基準地震動によって

生じるおそれがある斜面の崩壊に対して耐震重要施設の安全機能が損なわれるお

それがない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－１．１ 基準地震動 

１．地盤モデル 

２．震源を特定して策定する地震動 

３．震源を特定せず策定する地震動 

４．基準地震動の策定 

Ⅲ－１．２ 周辺斜面 

Ⅲ－１．３ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

２．弾性設計用地震動の設定方針 

３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

５．波及的影響に係る設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－１．１ 基準地震動 
設置許可基準規則解釈別記２（以下「解釈別記２」という。）は、施設の耐震設

計に用いる基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震

源を特定せず策定する地震動」について、敷地の解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することを要求している。 
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規制委員会は、申請者が行った地震動評価について審査した結果、本申請におけ

る基準地震動は、各種の不確かさを考慮して適切に策定していることから、解釈別

記２の規定に適合していることを確認した。 
 

１．地盤モデル 

（１）解放基盤表面の設定 

解釈別記２は、基準地震動を設定する解放基盤表面は、著しい高低差がなく、

ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定される自由表面であり、せん断波速度が

概ね 700m/s 以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないことを要求

している。 
申請者は、本発電所敷地周辺の地質・地質構造に関する調査について以下の

ように評価を示した。 

① 地質調査及び弾性波探査の結果、1号炉周辺ではＰ波速度が約3.2km/s、

Ｓ波速度が約 1.5km/s、2 号炉周辺ではＰ波速度が約 4.0km/s、Ｓ波速度

が約1.8km/sの岩盤が相当の広範囲にわたり基盤を構成していることが

確認されており、解放基盤表面を当該岩盤中の原子炉格納施設基礎設置

位置の標高（以下「EL.」という。）-18.5m に設定している。 

 

規制委員会は、申請者が設定している解放基盤表面は必要な特徴を有し、要

求されるせん断波速度を持つ硬質地盤であることから、解釈別記２の規定に適

合していることを確認した。 

 

（２）敷地地盤の地下構造 

解釈別記２は、敷地及び敷地周辺の地下構造が地震波の伝播特性に与える影

響を検討するため、敷地及び敷地周辺における地層の傾斜、断層及び褶曲構造

等の地質構造を評価するとともに、地震基盤の位置、形状及び岩相・岩質の不

均一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性を評価するこ

とを要求している。 
申請者は、敷地及び敷地周辺における地質調査、地震観測記録の分析等につ

いて、以下のように評価を示した。 
① 地質調査の結果、敷地近傍の地質は、ジュラ紀～白亜紀の秩父層群を基

盤とし、敷地付近で地表付近に露出し、当該層群を新第三紀の北薩火山

岩類等が不整合関係で厚く覆っている。 

② 高重力異常域の分布範囲から、敷地周辺の秩父層群等からなる基盤は、

相当な拡がりを持って分布することが推定される。 

③ 敷地地盤で得られている地震観測記録（M2.5～M7.1）のうち、M5.0 以上
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の地震により敷地地盤（EL.11.0m）で得られた地震観測記録の応答スペ

クトルと Noda et al.（2002）による標準的な応答スペクトルの比を、

到来方向別に算定し、比較検討した結果、特異な増幅傾向はどの方向に

も認められない。 

④ 地震波速度構造に関して、原子炉建屋直下の解放基盤表面 EL.-18.5m か

らEL.-28.5mまでのごく浅部は試掘坑弾性波試験結果により、EL.-28.5m

から EL.-118.5m までは鉛直アレイ地震観測結果及び微動アレイ観測結

果による平均的な速度構造により値を設定している。また、EL.-118.5m

からEL.-1018.5mまでは長周期帯における理論的方法による地震動評価

に観測事実から得られた平均的な地下構造特性を反映させるため、微動

アレイの結果を基に地下構造モデルを設定している。さらに、深部につ

いては、宮腰ほか（2004）及び地震調査研究推進本部地震調査委員会

（2003）により設定している。 

⑤ 当該地下構造モデルを基に、レイリー波の理論位相速度を算出した結果、

微動アレイ探査から得られた観測位相速度と概ね一致している。 

⑥ 当該地下構造モデルから算出した伝達関数が、鉛直アレイ地震観測記録

の伝達関数及び地震観測記録から同定された地下構造による理論伝達

関数とほぼ整合している。 

⑦ 本発電所の経験的サイト増幅特性は、独立行政法人防災科学技術研究所

の強震観測網（K-NET、KiK-net）による敷地周辺の観測点及び敷地近傍

の観測点の経験的サイト増幅特性と比較して、顕著な増幅傾向は認めら

れない。 

⑧ 1 号炉及び 2 号炉建屋基礎上端の地震観測記録において、プラント間の

振動特性に顕著な差異が認められない。 

 

規制委員会は、本発電所敷地及び敷地周辺の地下構造に関して申請者が行っ

た調査の手法は、地質ガイドを踏まえているとともに、当該地下構造が地震波

の伝播特性に与える影響を評価するに当たって適切なものであり、その結果の

評価に基づき地下構造を水平かつ成層と評価し、一次元地下構造モデルを設定

していることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 
 

２．震源を特定して策定する地震動 

解釈別記２は、「震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地震、プレ

ート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想

される地震（以下「検討用地震」という。）を複数選定し、選定した検討用地震

ごとに、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデル
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を用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面までの地震波の伝播特性を反映

して策定することを要求している。 

（１）将来活動する可能性のある断層等 

解釈別記２は、震源として考慮する活断層の評価に当たっては、調査地域の

地形及び地質条件に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査、地

球物理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に組み合わせた調査を実施し

た上で、活断層の位置、形状、活動性等を明らかにすることを要求している。 

申請者は、調査の結果及びその評価を以下のように示した。 

① 文献調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査の結果か

ら敷地周辺において認定された以下の活断層のうち、五反田川断層、Ｆ

－Ａ断層、Ｆ－Ｂ断層及びＦ－Ｃ断層が、敷地からの距離及び断層の長

さから敷地への影響が相対的に大きいと想定する。 

五反田川断層、辻の堂断層、笠山周辺断層群－水俣南断層群、長島

西断層・長島断層群、出水断層系、Ｆ－Ａ断層、Ｆ－Ｂ断層、Ｆ－

Ｃ断層、Ｆ－Ｄ断層、Ｆ－Ｅ断層、Ｆ－Ｆ断層、人吉盆地南縁断層、

布田川・日奈久断層帯、緑川断層帯、甑島北方断層、甑島西方断層、

長崎海脚断層、男女海盆北方断層、男女海盆断層 

② 後期更新世（約 12～13 万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期

更新世以降の活動性が明確に判断できない場合は、中期更新世以降（約

40 万年前以降）まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的

に検討した上で活動性、長さ及び地下の断層面形状を適切に評価する。 

③ 敷地北部から瀬戸野付近にかけて確認されているＧ－１断層について

は、深部で緩傾斜又は水平になる円弧状の断層形態を示しており、平面

形態も西側に開いた円弧状を示しており、当該断層を覆う後期更新世以

前の礫層基底面に変位が認められないことを踏まえ、将来活動する可能

性のある断層等でないと評価する。 

④ 既存の文献である「鹿児島県久見崎の古生層・中生層」（九大教養地学

研報 No.17）（橋本ほか（1972））等が指摘した川内川河口付近の推定断

層については、断層による変位又は変形は認められないことを踏まえ、

将来活動する可能性のある断層等でないと評価する。 

 

規制委員会は、審査の過程において、申請者が行った本発電所周辺の将来活

動する可能性のある断層等の調査について、十分に適切な判断ができるよう申

請者に対して調査情報の充実等を求めた。申請者は、断層等の調査情報を拡充

し、より詳細な調査情報に基づく評価を実施した。 

規制委員会は、これらの調査及びその結果の評価が、調査地域の地形・地質
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条件に応じ適切な手法、範囲及び密度で行われ、活断層の位置、形状、活動性

等を明らかにしており、それらの結果を総合的に検討していることから、解釈

別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

（２）検討用地震の選定 

解釈別記２は、検討用地震の選定を行うに当たっては、内陸地殻内地震、プ

レート間地震及び海洋プレート内地震について、活断層の性質、地震発生状況

等を精査し、中・小・微小地震の分布、応力場、地震発生様式（プレートの形

状・運動・相互作用を含む。）に関する既往の研究成果等を総合的に検討し、

検討用地震動を複数選定することを要求している。 

申請者は、検討用地震の選定について以下のように示した。 

① 内陸地殻内地震については、将来活動する可能性のある断層等のうち、

想定されるマグニチュード（以下「M」という。）、震央距離及び震度の

関係から、敷地において建物等に被害が発生するとされている震度５弱

程度以上と推定されるものについて、Noda et al.（2002）による応答

スペクトルの比較により、敷地に特に大きな影響を及ぼすと想定される

以下の地震を、検討用地震として選定している。それに加え、将来活動

する可能性のある断層等よりも断層長さが長く評価されている地震調

査研究推進本部地震調査委員会による長期評価を反映して、震源断層を

想定している。 

a. 市来断層帯市来区間（五反田川断層に対応）による地震 

b. 甑断層帯甑区間（Ｆ－Ａ断層、Ｆ－Ｂ断層に対応）による地震 

c. 市来断層帯甑海峡中央区間（Ｆ－Ｃ断層に対応）による地震 

② 複数の活断層の離隔距離、走向及び傾斜、微小地震分布並びに重力異常

の観点から、それらの活断層の連動可能性について検討を行っている。 

③ プレート間地震及び海洋プレート内地震については、それぞれ最大規模

のものの発生位置が敷地から十分に離れており、敷地に大きな影響を与

える地震でないと考えられ、検討用地震として選定しない。 

④ その他の地震として、1914 年桜島地震があるが、Noda et al.（2002）

による応答スペクトルの比較により、上記の検討用地震よりも敷地に与

える影響は小さいと考えられ、選定しない。 

 

規制委員会は、審査の過程において、申請者による将来活動する可能性のあ

る断層等の評価よりも断層長さが長く評価されている地震調査研究推進本部

地震調査委員会（2013）による長期評価を反映させること、Ｆ－Ａ断層の評価

について海上音波探査の結果から北東側に延長させることなどを求めた。申請
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者がこれらを反映した検討用地震の選定に係る評価は、活断層の性質や地震発

生状況を精査し、既往の研究成果等を総合的に検討することにより検討用地震

を複数選定していることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認し

た。 

 

（３）地震動評価 

解釈別記２は、「震源を特定して策定する地震動」について、検討用地震ご

とに不確かさを考慮して「応答スペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モ

デルを用いた手法による地震動評価」に基づき、解放基盤表面までの地震波の

伝播特性を反映して策定することを要求している。また、地震動評価に当たっ

ては、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震波の伝播経路等に応じた諸

特性を十分に考慮することを要求している。 

申請者は、地震動評価に際して行ったパラメータ設定、解析等の内容につい

て以下のように評価を示している。 

① 地震発生層の設定に当たっては、1997 年鹿児島県北西部地震に着目し、

各種機関による余震分布の分析、気象庁一元化震源を参考にし、上端

深さ 2km、下端深さ 15km としている。 

② 応答スペクトルに基づく地震動評価の手法は、解放基盤表面における

水平方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを予測することが

でき、震源の拡がり、地震観測記録を用いて諸特性を考慮することが

できる方法である Noda et al.（2002）に基づく方法を採用する。 

③ 断層モデルを用いた手法による地震動評価は、敷地における九州西側

海域の地震（1984 年 8 月 15 日、M5.5）の観測記録を要素地震として

適切なものと評価した上で、1997 年鹿児島県北西部地震に着目し、「震

源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）」よりも保守的

な震源特性パラメータを設定し、経験的グリーン関数法並びに長周期

帯に理論的手法を適用したハイブリッド合成法を用いた手法に基づ

き評価している。 

④ 応答スペクトルに基づく地震動の評価について、評価結果に保守性を

持たせるため、Noda et al.（2002）による内陸地殻内地震の補正係

数及び観測記録による補正係数を適用していない。 

⑤ 震源特性パラメータのうち、断層長さ及び震源断層の拡がり、断層傾

斜角、応力降下量、アスペリティの位置及び破壊開始点については、

不確かさを考慮すべきものとして、認識論的不確かさと偶然的不確か

さに大別し、前者の不確かさについては、それぞれ独立して考慮し、

後者の不確かさとは重畳させて考慮している。 
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規制委員会は、申請者が行った本発電所の耐震設計において考慮すべき「震

源を特定して策定する地震動」について、各種の不確かさを考慮しつつ適切な

方法で立地地点の諸特性を十分に考慮して策定していることから、解釈別記２

の規定に適合していることを確認した。 

 

３．震源を特定せず策定する地震動 

解釈別記２は、「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連付

けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における

観測記録を収集し、これらを基に各種の不確かさを考慮して、敷地の地盤物性を

加味した応答スペクトルを設定して策定することを要求している。 

申請者は、地震ガイドに例示する収集対象となる内陸地殻内地震を考慮する必

要性に係る検証内容について以下のように示している。 

（１）地震規模がモーメントマグニチュード（以下「Mw」という。）6.5 以上の地

震については 2008 年岩手・宮城内陸地震と 2000 年鳥取県西部地震を検討

対象としている。 

（２）2008 年岩手・宮城内陸地震については、当該地震震源域周辺はひずみ集中

帯で、逆断層を主体とする地域であり、新生代新第三紀以降の火山岩類及

び堆積岩類が厚く複雑に堆積し、顕著な褶曲又は撓曲構造が発達しており、

正断層を主体とし、新生代新第三紀以降の火山岩類が薄く、概ね成層して

いる本発電所周辺とは、地質学的かつ地震学的背景が異なるとして、観測

記録収集対象の地震としていない。 

（３）2000 年鳥取県西部地震については、当該地震震源域周辺が横ずれ断層を主

体とする地域であり、中生代白亜紀～新生代古第三紀の花こう岩類が広く

分布しており、正断層を主体とし、中生代ジュラ紀～白亜紀の堆積岩類等

を基盤とし、新生代新第三紀以降の火山岩類が覆っている本発電所周辺と

は、地質学的かつ地震学的背景が異なるとして、観測記録収集対象の地震

としていない。 

（４）また、Mw6.5 未満の地震については、収集した観測記録を、司・翠川（1999）

による距離減衰式及び加藤ほか（2004）の地震動レベルと対比させ、その

結果から、敷地に及ぼす影響が大きいものとして、5地震（2004 年北海道

留萌支庁南部地震、2011 年和歌山県北部地震、2011 年茨城県北部地震、

2011 年長野県北部地震、2013 年栃木県北部地震）が抽出されている。こ

のうち、2004 年北海道留萌支庁南部地震については、ボーリング調査等に

よる精度の高い地盤情報を元に信頼性の高い解放基盤波が得られ、これに

一定の余裕を持たせた地震動を設定している。 
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規制委員会は、審査の過程において、地震ガイドに震源を特定せず策定する地

震動の評価において収集対象となる内陸地殻内の地震の例として示しているす

べての地震について観測記録等を収集し、検討することを求めた。さらに、この

うち 2004 年北海道留萌支庁南部地震については、その地震観測記録について、

既往の知見である微動探査等に基づく地盤モデルによるはぎとり解析のみなら

ず、適切な地質調査データに基づく地盤モデルによるはぎとり解析等を求めた。

申請者がこれらを反映した本発電所の耐震設計において考慮すべき「震源を特定

せず策定する地震動」の評価については、過去の内陸地殻内の地震について得ら

れた震源近傍における観測記録を精査し、各種の不確かさ及び敷地の地盤物性を

考慮して策定していることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認し

た。 

 

４．基準地震動の策定 

申請者は、施設の耐震設計に用いる基準地震動として、以下の（１）及び（２）

に示すような基準地震動 Ss-1 及び Ss-2 を策定した。 

（１）基準地震動 Ss-1 検討用地震の応答スペクトルを包絡して設定した地震動

（最大加速度：540cm/s2） 

（２）基準地震動 Ss-2 「震源を特定せず策定する地震動」として、2004 年北

海道留萌支庁南部地震におけるK-NET港町観測点の解放基盤波に余裕を持

たせた地震動（最大加速度：620cm/s2） 

 

規制委員会は、これらについて、「１．地盤モデル」で示した地盤モデルの設

定に基づいて、「２．震源を特定して策定する地震動」及び「３．震源を特定せ

ず策定する地震動」において導き出された地震動を、敷地の解放基盤表面におけ

る水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定していること、並びに最新

の科学的・技術的知見を踏まえ、地震学及び地震工学的見地から想定しているこ

とから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

なお、申請者は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を

特定せず策定する地震動」の各々の年超過確率を 10-4～10-5程度としている。 

また、申請者は、常設重大事故緩和設備である緊急時対策所を有する免震重要

棟の周波数特性に着目し、基準地震動 Ss-L を策定しており、Ss-L については、

「Ⅳ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１条及

び第４３条関係）」に示す。 
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Ⅲ－１．２ 周辺斜面 

解釈別記２は、耐震重要施設の周辺斜面に、基準地震動による地震力を作用させ

た安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認するとともに、崩壊のおそれが

ある場合には、崩壊によって耐震重要施設に影響を及ぼすことがないようにするこ

とを要求している。 

申請者は、以下のとおり、耐震重要施設の周辺斜面について評価している。 

１．評価対象とする斜面は、斜面崩壊に伴う土砂の到達想定距離と対象施設との

離間距離の観点から、選定している。 

２．すべり安全率の評価は、地形及び地質・地質構造の観点から、評価対象断面

を選定し、有限要素法による動的解析により行っている。 

３．動的解析は、周波数応答解析法を用いた等価線形解析により、基準地震動に

基づき作成した水平地震動及び鉛直地震動の同時加振による応答を考慮し

ている。 

４．動的解析に用いる入力値については、地盤パラメータを各種の調査の結果か

ら総合的に判断して設定しており、岩盤及び断層内物質の強度特性のばらつ

きを考慮している。また、入力地震動の位相の反転についても考慮している。 

５．動的解析の結果から得られた最小すべり安全率は、1.2 以上である。 

 

規制委員会は、耐震重要施設の周辺斜面について、申請者が基準地震動による地

震力を作用させた適切な動的解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認している

ことから、解釈別記２の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 
 
 

Ⅲ－１．３ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

解釈別記２は、耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに設計基

準対象施設を分類することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、耐震重要度分類を設定する方針としている。 

（１）施設の分類 

設計基準対象施設について、耐震重要度に応じて、重要な安全機能を有する

施設（地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止す

るために必要となる施設を含む）をＳクラス、これと比べて安全機能を喪失し

た場合の影響の小さいものをＢクラス、これら以外の一般産業施設、公共施設

と同等の安全性が要求される施設をＣクラスに分類する。 

（２）設備の区分 
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設計基準対象施設について、その施設に要求される安全機能の役割に応じて、

施設を構成する設備（主要設備、補助設備、直接支持構造物、間接支持構造物

及び波及的影響を検討すべき施設）に区分する。 

（３）検討用地震動の設定 

間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき施設について、それぞれに関連

する主要設備、補助設備及び直接支持構造物の耐震設計に適用する地震力を踏

まえ、検討用地震動（当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されること

を確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動）を設定

する。 

 

規制委員会は、申請者が、耐震重要度分類の策定について、地震に伴って発生

するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設

を含む設計基準対象施設を、耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラ

スに分類する方針としていること、さらに、分類した施設を、安全機能の役割に

応じた設備に区分する方針とし、安全機能に間接的な役割を担う設備については、

それに関連する設備に適用する地震力を踏まえ検討用地震動を設定する方針と

していることから、これらの方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地

震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．弾性設計用地震動の設定方針 

解釈別記２は、基準地震動との応答スペクトルの比率が目安として 0.5 を下回

らないような値で、工学的判断に基づいて、弾性設計用地震動を設定することを

要求している。 

申請者は、以下のとおり、弾性設計用地震動を設定する方針としている。 

（１）地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクトルの比率について、工学的判断として以下を考

慮し 0.6 と設定する。 

① 基準地震動との応答スペクトルの比率は、安全機能限界と弾性限界に対

する入力荷重の比率に対応し、その値は 0.5 程度である。 

② 弾性設計用地震動は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（昭和 5 6 年 7月 2 0 日原子力安全委員会決定、平成 1 3 年 3 月 2 9 日

一部改訂）における基準地震動 S１が耐震設計上果たしてきた役割を一部

担うものであることを踏まえ、その応答スペクトルは、2 号炉の基準地

震動 S１の応答スペクトルを概ね下回らないようにする。 

（２）弾性設計用地震動 
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前項の条件で設定する弾性設計用地震動は、最大加速度が Sd-1 については

水平方向 324cm/s2及び鉛直方向 194cm/s2、Sd-2 については水平方向 372cm/s2

及び鉛直方向 192cm/s2であり、その地震動の年超過確率は 10-3～10-4程度とな

る。 

 

規制委員会は、申請者が、安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率を

考慮すること及び基準地震動 S１の応答スペクトルを概ね下回らないように考慮

すること、これらの工学的判断に基づき、基準地震動との応答スペクトルの比率

を 0.6 として弾性設計用地震動を適切に設定する方針としており、この方針が解

釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認

した。 

 

３．地震応答解析による地震力と静的地震力の算定方針 

（１）地震応答解析による地震力 

解釈別記２は、基準地震動又は弾性設計用地震動を用いて、水平 2方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせたものとして、地震応答解析による地震力

を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、地震応答解析による地震力を算定する方針として

いる。 

① Ｓクラスの施設の地震力の算定方針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から定まる入力地震動を用いて、建

物・構築物の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影響を考慮し、水平 2

方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ、地震応答解析による地震力

を算定する。なお、地震応答解析には、建物・構築物と地盤との相互作用、

地盤等の非線形性を考慮する。 

② Ｂクラスの施設の地震力の算定方針 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設の影響検討に当たって、

弾性設計用地震動に 2分の 1を乗じたものから定まる入力地震動を用いる

こととし、加えてＳクラスと同様に、水平 2方向及び鉛直方向について適

切に組み合わせ、地震力を算定する。 

③ 入力地震動の設定方針 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動について、対象建物・

構築物の地盤条件を考慮し、必要に応じて 2次元 FEM 解析又は 1次元波動

理論を用いて設定する。地盤条件の設定については、敷地全体の地下構造

との関係に留意し、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。
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また、必要に応じて敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技

術的知見を踏まえる。 

④ 地震応答解析方法 

地震応答解析方法について、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を

踏まえ、解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、使用する解析方法

を選定するとともに、十分な調査に基づく解析条件を設定する。また、対

象とする施設の形状、構造特性等を踏まえたモデル化を行う。 

 

規制委員会は、申請者が、施設、地盤等の構造特性、振動等の施設の応答特

性、及び施設と地盤との相互作用、地盤の非線形性を適切に考慮し、水平 2方

向及び鉛直方向を適切に組み合わせたものとして地震応答解析による地震力

を算定する方針としていることから、この方針が解釈別記２の規定に適合して

いること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）静的地震力 

解釈別記２は、耐震重要度分類に応じて水平方向及び鉛直方向の静的地震力

を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、静的地震力を算定する方針としている。 

① 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力について、地震層せん断力係数に、施設の重要度分類に応じ

た係数（Ｓクラスは 3.0、Ｂクラスは 1.5 及びＣクラスは 1.0）を乗じ、

さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。 

ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数を 0.2 以上とし、建

物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

② 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力について、必要保有水平耐力を上回るものとし、必要保有

水平耐力については、地震層せん断力係数に乗じる係数を 1.0、標準せん

断力係数を 1.0 以上として算定する。 

③ 建物・構築物の鉛直地震力 

鉛直地震力について、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より

算定する。 

④ 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力について、建物・構築物で算定した地震層せん断

力係数に施設の耐震クラスに応じた係数を乗じたものを水平震度と見な
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し、その水平震度と建物・構築物の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとして算

定する。 

⑤ 水平地震力と鉛直地震力の組合せ 

Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。 

⑥ 標準せん断力係数等の割増し係数 

標準せん断力係数等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点

から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定す

る。 

 

規制委員会は、申請者が、施設の振動特性等を考慮し、耐震性向上の観点に

配慮して算定に用いる係数等の割増をして求めた水平震度及び鉛直震度より

静的地震力を算定する方針としていることから、この方針が解釈別記２の規定

に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

（１）建物・構築物 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの建物・構築物についての荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時

に作用する荷重と基準地震動による地震力との組合せに対して、構造物

全体としての変形能力について十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当

な安全余裕を有していること。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、常時作用

している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラ

スは共振影響検討用の地震動、Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又

は静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準

法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容

限界とすること。 

申請者は、以下のとおり、建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

① 荷重の組合せ 

Ｓクラスの建物・構築物について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、常時作用し

ている荷重（固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による

荷重）、運転時に作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の
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異常な過渡変化時に生じる荷重）、事故時に生じる荷重（事故が発生し長

時間継続する事象による荷重）及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）と

する。Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物について、共振影響検討用の

地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、常時作用して

いる荷重及び運転時に作用する荷重とする。なお、運転時及び事故時の荷

重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、

地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含ま

れるものとする。 

② 許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物について、基準地震動による地震力との組合せ

においては、構造物全体として十分変形能力（終局耐力時の変形）の余裕

を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を有することとする。なお、終局

耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力が漸次増大し、その変形又は

ひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基

づき定めるものとする。Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物

について、基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力との組合

せにおいては、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とする。 

 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重を地震力と適切に組み合わ

せる方針としており、荷重の組合せに対する許容限界については、基準地震動

による地震力との組合せの場合は、構造物全体としての変形能力に十分な余裕

を有し、終局耐力に対して妥当な安全余裕を有するようにする、また、その他

の地震力との組合せの場合は、安全上適切と認められる規格及び基準による許

容応力度とする方針としていることから、これらの方針が解釈別記２の規定に

適合していること及び地震ガイドを踏まえていること、これらに加え、事故時

に生じる荷重及び自然事象による荷重についても適切に考慮する方針として

いることを確認した。 

 

（２）機器・配管系 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの機器・配管系について、荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの機器・配管系について、通常運転時に作用する荷重、運転時

の異常な過渡変化時に生じる荷重又は事故時に生じる荷重と基準地震

動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、その施設に要求され
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る機能を保持すること。組合せ荷重により塑性ひずみが生じる場合であ

っても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、通常運転時

に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重又は事故時に

生じる荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラスは共振影響検討用の地震動、

Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又は静的地震力を組み合わせた荷

重条件に対して、応答が全体的に概ね弾性状態に留まること 

③ 運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じる荷重については、次の荷

重を考慮すること。 

a. 地震によって引き起こされるおそれのある事象により生じる荷重 

b. 地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、事象の

発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ長時間

継続する荷重 

申請者は、以下のとおり、機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

① 荷重の組合せ 

Ｓクラスの機器・配管系について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時

に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重、事故時に生じ

る荷重及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）とする。 

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時作用す

る荷重及び運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。 

なお、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じる荷重は、地震によ

って引き起こされるおそれのある事象による荷重及び地震によって引き

起こされるおそれはないが、事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ長時間継続する事象による荷重とする。 

② 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系について、基準地震動による地震力との組合せ

においては、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及

ぼすことがない限度に応力を制限する許容限界とする。なお、地震時又は

地震後の機器等の動的機能要求については、実証試験等により確認されて

いる機能維持加速度等を許容限界とする。 
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Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、基準地震動

以外の地震動による地震力又は静的地震力との組合せにおいては、応答が

全体的に概ね弾性状態に留まる許容限界とする。 

 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

運転状態の荷重を地震力と適切に組み合わせる方針としており、荷重の組合せ

に対する許容限界については、基準地震動による地震力との組合せの場合は、

破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及ぼすことがない

ように、また、その他の地震力との組合せの場合は、応答全体が概ね弾性状態

に留まるように、適切に設定する方針としていることから、これらの方針が解

釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていること、これ

らに加え、自然事象による荷重についても適切に考慮する方針としていること

を確認した。 

 

（３）津波防護施設、浸水防止設備等 

解釈別記２は、津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物並

びに浸水防止設備及び津波監視設備についての荷重の組合せと許容限界の考

え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による

地震力の組合せに対して、その施設、設備に要求される機能（津波防護

機能、浸水防止機能及び津波監視機能）を保持すること。 

② これらの荷重の組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性

について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷

重の組合せを考慮すること。 

申請者は、以下のとおり、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せ及

び許容限界を設定する方針としている。 

① 荷重の組合せ 

基準地震動による地震力と組み合わせる荷重は、津波防護施設及び浸水

防止設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重（固

定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による荷重）及び運転

時に作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変

化時に生じる荷重）とし、浸水防止設備及び津波監視設備については、通

常運転時に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重及び事

故時に生じる荷重とする。また、必要に応じて津波による荷重の組合せを

考慮する。なお、津波以外の地震力に組み合わせる荷重は、（１）又は（２）

の荷重の組合せの荷重に準じるものとする。 
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② 許容限界 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物の許容限界は、

構造全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有

し、その施設に要求される津波防護機能及び浸水防止機能を保持できるも

のとする。また、浸水防止設備及び津波監視設備の許容限界は、塑性ひず

みが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津

波監視機能）が保持できるものとする。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せと

許容限界について、Ｓクラスの建物・構築物又は機器・配管系に準じて設定す

る方針とすること、また、基準地震動による地震力には必要に応じて津波によ

る荷重を組み合わせる方針としていることから、これらの方針が解釈別記２の

規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

５．波及的影響に係る設計方針 

解釈別記２は、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によ

って、耐震重要施設の安全機能を損なわないように設計することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価を行

う方針としている。 

（１）敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等を含めて、以下に示す 4つの影響（視

点）について、波及的影響の評価に係る事象選定を行う。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下

による影響 

② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震重

要施設への影響 

④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震重

要施設への影響 

（２）これら 4つの影響（視点）以外に追加すべきものがないかを、原子力発電所

の地震被害情報をもとに確認し、新たな検討事象が抽出された場合には、そ

の影響（視点）を追加する。 

（３）各影響（視点）より選定した事象に対して波及的影響の評価を行い、波及的

影響を考慮すべき施設を摘出する。 

（４）波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地

震力を適用する。 
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（５）波及的影響の評価においては、溢水防護及び火災防護の観点からの波及的影

響についても確認する。 

 

規制委員会は、申請者が、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価につ

いて、以下のとおりの方針としていることから、これらの方針が解釈別記２の規

定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

（１）波及的影響の評価に係る事象選定について、敷地全体を俯瞰した調査・検討

の内容等を含めて波及的影響の評価に係る事象選定を行う方針としている

ことに加え、原子力発電所の地震被害情報についても併せて検討する方針と

していること。 

（２）影響評価について、選定された事象による波及的影響を評価して考慮すべき

施設を摘出する方針としていることに加え、溢水防護及び火災防護の観点も

踏まえて考慮すべき施設を摘出する方針としていること。 

 

 

Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係） 

第３条は、設計基準対象施設は、当該設計基準対象施設を十分に支持することが

できる地盤に設けること、また、耐震重要施設は、変形した場合においてもその安

全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けること、変位が生ずるおそれがない地

盤に設けることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．変位 

２．支持力 

３．変形 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．変位 

設置許可基準規則解釈別記１（以下「解釈別記１」という。）は、耐震重要施

設を、変位が生ずるおそれがない地盤に設けることを要求している。 
申請者は、敷地及び敷地近傍における変動地形学的調査及び地表地質調査の結

果のほか、熱水変質活動及び断層活動の前後関係に着目した活動性評価手法によ

る検討結果を示した。 
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（１）原子炉施設設置位置に分布する断層と同時期に活動したと考えられる敷地

東部の断層（Ａ－４７断層、Ｄ－４５断層、Ｄ－４６断層、Ｄ－４８断層）

は、当該断層の破砕部の観察の結果、熱水変質鉱物が断層内のせん断構造

を横切って晶出、又は、断層内の粒子間に晶出しており、これらの変質鉱

物に断層による変位又は変形は認められず、少なくとも新第三紀鮮新世の

熱水活動以降の活動はないこと。 
 
規制委員会は、申請者が行った変動地形学的調査及び地表地質調査の結果、耐

震重要施設を設置する地盤における断層の活動性評価手法等が適切であり、原子

炉施設設置位置に分布する断層は、少なくとも新第三紀鮮新世以降の活動がない

としていることから、解釈別記１の規定に適合していることを確認した。 
 

２．支持力 

解釈別記１は、設計基準対象施設を、各々の耐震重要度に応じて算定した地震

力（耐震重要施設については、基準地震動による地震力）が作用した場合におい

ても、当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けることを

要求している。 
申請者は、解析モデルの設定、動的解析等の内容を以下のとおりとしている。 

（１）設計基準対象施設については、各々の耐震クラスに応じた地震力が作用し

た場合においても、十分な支持力を有する設計とする。 

（２）耐震重要施設については、原子炉建屋及び貯留堰を評価対象とする。 

（３）動的解析は、原子炉建屋基礎地盤の地質・地質構造から、1 号原子炉炉心

及び2号原子炉炉心並びに津波防護施設を通る東西断面及び南北断面の直

交する 2断面を対象に有限要素法により評価する。その際、周波数応答解

析法を用いた等価線形解析により、基準地震動に基づき作成した水平地震

動及び鉛直地震動の同時加振による応答を考慮する。 

（４）動的解析に用いる入力値については、地盤パラメータを各種の調査の結果

から総合的に判断して設定しており、基礎岩盤及び断層内物質の強度特性

のばらつきを考慮している。また、入力地震動の位相の反転についても考

慮している。 

（５）動的解析の結果から得られた原子炉建屋基礎底面の最大接地圧は、6.45 

N/mm2 であり、原子炉建屋基礎地盤の主体であるＣＭ級礫岩の極限支持力

13.7N/mm2を下回る。 

（６）動的解析の結果から得られた原子炉建屋基礎地盤の最小すべり安全率は、

1.5 以上である。 

（７）動的解析の結果から得られた原子炉建屋基礎底面の最大傾斜は、1/2,000
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を下回る。 

 

規制委員会は、設計基準対象施設を設置する地盤の評価については、申請者が

行った動的解析の手法、地盤パラメータの設定方法等が適切であり、当該施設を

十分に支持することができる地盤に設けるとしていることから、解釈別記１の規

定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえていることを確認した。 
 

３．変形 

解釈別記１は、耐震重要施設を設置した地盤が変形した場合においてもその安

全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けることを要求している。 
申請者は、建屋等の施工内容、地殻変動による傾斜に関する解析内容を以下の

とおりとしている。 
（１）耐震重要施設は、直接又はマンメイドロック等を介して岩盤に支持させて

いるため、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等の影響はないと評価して

いる。 

（２）施設の傾斜は、敷地内及び敷地近傍に「将来活動する可能性のある断層等」

が分布していないため、顕著な地殻変動が生じることはないものの、敷地

に近い活断層について地震発生に伴う地殻変動による地盤変動量を Wang 

et al.（2003）の手法により算出した結果、1/2,000 を下回っている。 

 

規制委員会は、耐震重要施設を設置する地盤の評価については、申請者が行っ

た建屋等の施工内容、傾斜に関する解析に用いた手法及び入力値等が適切であり、

当該施設を変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地

盤に設けるとしていることから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤

ガイドを踏まえていることを確認した。 
 
 

Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係） 

第５条は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損なわれるお

それがないことを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
Ⅲ－３．１ 基準津波 
１．地震による津波 

２．地震以外の要因による津波及び地震との組合せ 

３．基準津波の策定等 

Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 
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１．防護対象とする施設の選定方針 

２．基本事項の検討 

３．津波防護方針 

４．施設又は設備の設計方針及び条件 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－３．１ 基準津波 

設置許可基準規則解釈別記３（以下「解釈別記３」という。）は、基準津波は、

最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質

構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策定する

ことを要求している。また、津波の調査に関しては、調査地域の地形・地質条件に

応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査等の特

性を活かし、これらを適切に組み合わせることを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が検討した津波評価の内容について審査した結果、本申請

における基準津波は、不確かさを考慮して適切に策定していることから、解釈別記

３の規定に適合していることを確認した。 

 

１．地震による津波 

解釈別記３は、地震による津波としては、プレート間地震、海洋プレート内地

震及び海域の活断層による地殻内地震に伴う津波を考慮することを要求してい

る。また、国内のみならず世界で起きた大規模な津波事例を踏まえ、津波の発生

機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮することを要求している。 

申請者は、地震による津波評価を以下のとおりとしている。 

（１）既往津波による被害状況等に関する文献調査の結果、日本周辺の海域や遠

地で過去に発生した津波を含めて、本発電所敷地周辺の沿岸域に顕著な影

響を及ぼした既往津波は認められない。 

（２）プレート間地震について、世界で起きた大規模な地震の発生地域と南海ト

ラフ～琉球海溝を比較分析した結果、南海トラフや琉球海溝南部では

Mw8.5 クラスの地震が繰り返し発生していることから、大規模な固着域が

存在する可能性はあるものの、テクトニクス若しくは応力降下量等に関す
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る情報において、大規模な地震の記録がある沈み込み帯との差異が認めら

れる。しかしながらプレート間地震として考慮する南海トラフの巨大地震

の津波波源を、内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会（2012）」に

基づき設定しており、想定ケースで最も安全側の Mw9.1 を考慮し、震源域

としては、地震発生域の深さの下限の深部低周波地震が観測されなくなる

深さ 40km から、海溝軸までを考慮している。 

（３）プレート間地震として考慮する琉球海溝の地震は、固着域の分析結果を踏

まえると、各領域内における最大規模の固着域による破壊範囲は各領域の

大きさに比べ、小さいと考えている。しかしながら、不確かさとして領域

内にある複数の固着域の連動破壊により、領域全範囲が破壊する場合を考

慮し、琉球海溝北部から中部（Mw9.1）の津波波源を想定している。また、

琉球海溝の固着域は、南海トラフに比べ、小さいと考えられるが、不確か

さとして、南海トラフと同等の深さに対応する断層幅を設定している。 

（４）海域活断層による津波については、敷地周辺の活断層調査や地震調査研究

推進本部における評価に基づき、断層の長さと位置を設定している。阿部

（1989）の簡易予測式による津波高の比較から、発電所に及ぼす影響が大

きいと考えられる市来断層帯市来区間、甑断層帯甑区間①・②、市来断層

帯甑海峡中央区間、甑島北方断層、甑島西方断層及び長崎海脚断層を津波

波源として抽出している。 

（５）海洋プレート内地震による津波については、フィリピン海プレートの沈み

込みに関連した海域での発生を検討しているが、想定される津波の規模及

び敷地とプレート境界との位置関係から、琉球海溝におけるプレート間地

震に伴う津波に比べ、影響が小さい。 

 

規制委員会は、審査の過程において、南海トラフ～琉球海溝の波源、琉球海溝

北部から中部（Mw9.1）による津波、地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013）

による長期評価を反映させた海域活断層による津波について検討を求めた。申請

者は、これらを評価した結果、琉球海溝北部から中部（Mw9.1）による津波の影

響が大きいと評価した。 

規制委員会は、申請者が実施した地震による津波に関する調査及びその結果の

評価は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、断層の特性や位置等から考えられ

る適切な規模の波源を考慮しており、また、国内のみならず世界で起きた大規模

な津波事例を踏まえ、津波の発生機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮し、

さらに不確かさを考慮して行われていることから、解釈別記３の規定に適合して

いることを確認した。 
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２．地震以外の要因による津波及び地震との組合せ 

解釈別記３は、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、斜面崩壊その

他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによるものを複数選定することを要求

している。 

申請者は、地震以外の要因による津波調査の内容を以下のとおりとしている。 

（１）海底地すべり地形については、文献調査及び海上音波探査記録等から発電

所に影響を与える可能性のある海底地すべり地形が抽出され、調査の結果、

上甑島の西側大陸斜面近傍の海底谷下に音響的散乱層が認められること

から、この大陸斜面を津波発生要因となる可能性のある地すべり地形とし

ている。また、海底地すべりに伴う津波の数値計算については、二層流モ

デルに基づく手法及び Watts et al.（2005）の予測式に基づく手法の複数

の手法を用いて総合的に評価している。 

（２）火山活動に伴う山体崩壊による津波については、過去の火山現象として鬼

界カルデラの噴火による津波の知見はあるものの、運用期間中における火

山爆発度指数（以下「VEI」という。）7 以上の噴火の活動可能性は十分低

いとしている。 

（３）地すべり及び斜面崩壊に伴う津波については、文献調査の結果、発電所か

ら半径約 10km 以内にある地すべり地形として、轟川河口地点を除き、地

すべり地形が認められないとしている。また、轟川河口地点における現地

確認の結果、明瞭な地すべり地形は認められず、地すべり移動土塊は、轟

川方向に流入する地形であり、発電所に影響のある津波が発生するもので

はないとしている。 

（４）地震による津波と地震以外の要因による津波の組合せは、上甑島の西側大

陸斜面における海底地すべりに伴う津波以外は、上記のとおり発電所への

影響はないと考えられることから、その大陸斜面周辺にある海域活断層に

よる津波との組合せを考慮した数値解析により評価している。 

 

規制委員会は、申請者が実施した地震以外の要因による津波に関する調査及び

その結果の評価、並びに地震との組合せは、波源の特性や位置等から考えられる

適切な規模の津波を考慮しており、組合せによるものを複数選定し、不確かさを

考慮して行われていることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認し

た。 

 

３．基準津波の策定等 

解釈別記３は、基準津波の策定に当たっては、策定過程に伴う不確かさの考慮

として、波源特性の不確かさの要因及びその大きさの程度並びに解釈の違いによ
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る不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求している。また、

波源モデルの設定に係る調査、津波の伝播経路に係る調査及び砂移動の評価に係

る調査を行うことを要求している。 

申請者は、基準津波の策定の内容を以下のとおりとしている。 

（１）津波伝播の数値計算手法は、慣性項、海底摩擦項を含む非線形長波方程式

を用い、津波の波源、海底地形、海岸地形等に係る最新の調査・測量に基

づいて適切にモデル化している。 

（２）南日本海域の計算領域は、南北約 2,000km、東西約 2,300km を確保すると

ともに、計算格子間隔は、沖合の最大 1,600m から 6.25m まで 1/2 ずつ徐々

に細かい格子サイズに設定している。また、他の計算条件についても、波

源域の大きさ、津波の空間波形、海底地形の特徴等を考慮して、津波の挙

動を精度よく推計できるよう適切に設定している。 

（３）基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよ

う、施設から約 8km 離れた水深約 50m の沿岸域で定義している。この地点

で、琉球海溝北部から中部（Mw9.1）による津波が、不確かさとして断層

長さ、断層の幅、平均すべり量、すべり量の不均一及び破壊様式を考慮し

た数値解析の結果、最大水位上昇量1.98m、最大水位下降量-1.60mとなり、

地震に伴う津波、地震以外を要因とする津波及びこれらの組合せによる津

波の中で水位変動量が最も大きくなる。 

（４）基準津波（琉球海溝北部から中部（Mw9.1）による津波）と琉球海溝（Mw9.0）

による津波について、朔望平均潮位を考慮した水位変動量を比較した結果、

港内、取水口、取水ピット及び放水口地点における時刻歴波形はほとんど

変わらないとしている。ただし、取水口及び取水ピット地点における水位

上昇側の水位は、琉球海溝（Mw9.0）の津波によるものが約 10cm 程度高く

なることから、耐津波設計においては、水位上昇側の不確かさを考慮し、

安全側に入力津波が設定される方針である。 

（５）行政機関として鹿児島県と沖縄県が想定している最大クラスの津波波源を

用いて、数値解析を実施した結果、取水口位置での最大水位変動量は、基

準津波による最大水位変動量を下回る。 

（６）基準津波に伴う砂移動の数値計算については、藤井ほか（1998）、高橋ほ

か（1999）による複数の方法を用いて総合的に評価している。 

 

規制委員会は、申請者が、基準津波を、伝播に関する調査、モデルの設定、砂

移動の評価、行政機関による評価の精査、不確かさによる影響要因の考慮等を適

切に行って策定していることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認

した。 
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なお、申請者は、基準津波策定位置における基準津波による水位の年超過確率

を水位上昇側で 10-5～10-6程度、水位下降側で 10-6～10-7程度としている。 

 

 
Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 

解釈別記３は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損なわ

れるおそれがないことを要求している。また、津波ガイドでは、重要な安全機能

を有する施設は、基準津波に対して、その安全機能を損なわない設計であること

を基本方針として示している。 

申請者は、設計基準対象施設のうち、耐震重要度分類におけるＳクラスの施設

を防護対象とする施設として選定する方針としている。これに加えて、「発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2年 8月 30

日 原子力安全委員会決定）（以下「安全重要度分類指針」という。）に基づく安

全機能を有する構築物、系統及び機器に対する設計上の考慮（自然現象に対する

設計上の考慮）を参考にして、安全重要度分類におけるクラス１及びクラス２に

属する構築物、系統及び機器についても防護対象とする施設として選定する方針

としている。クラス３に属する構築物、系統及び機器については、代替設備によ

って必要な機能を確保する等の対応を行うよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、防護対象とする施設の選定について、設計基準対象

施設のうち耐震重要度分類におけるＳクラスの施設を選定すること、重要な安全

機能を有する施設に着目して選定することとしており、これらの方針が解釈別記

３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．基本事項  

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

津波ガイドでは、耐津波設計の前提条件に関する基本事項として、敷地及び

敷地周辺における地形、施設の配置等について、以下の事項を網羅的に示すこ

ととしている。これらの事項は、遡上域及び浸水域の評価並びに漂流物の評価

において必要な情報である。 

① 敷地及び敷地周辺における地形、標高、並びに敷地周辺における河川の

存在 

② 敷地における施設の位置、形状等 

③ 敷地周辺における人工構造物等の位置、形状等 

申請者は、敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、以下のとおり
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としている。 

① 敷地は、東シナ海に面し、川内川河口の左岸側に位置する。 

② 敷地は、海側から EL.5m、EL.13m、EL.23m 以上に分かれている。屋外の

防護対象とする施設である原子炉補機冷却海水ポンプ（以下「海水ポン

プ」という。）は EL.5m に位置する。 

③ 海水ポンプ以外の防護対象とする施設を内包する建屋及び区画は、

EL.13m に位置する。 

④ 津波監視設備は、EL.5m に位置する取水ピットに設置する。 

⑤ EL.5m の敷地には、津波防護施設以外の建物・構築物等として、排水処

理建屋等の建屋、排水処理施設、防風林等がある。 

⑥ 港湾施設として、敷地内に荷揚岸壁、敷地外に川内港、唐浜漁港及び寄

田漁港がある。 

⑦ 海上設置物として、周辺の漁港に船舶及び漁船が係留されている。 

⑧ 敷地周辺には、本発電所北方に川内火力発電所があり、その敷地内に鉄

塔やタンクが存在する。また、敷地周辺には、民家や倉庫がある。 

⑨ 敷地前面海域の通過船舶として、周辺の港間に運行される定期船がある。 

 

規制委員会は、申請者が、耐津波設計の前提条件として必要な事項として、

敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、図面等を用いて網羅的に示

しており、これらの事項が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）基準津波による敷地周辺の遡上域及び浸水域 

解釈別記３は、遡上域及び浸水域の評価に当たって、敷地及び敷地周辺の地

形及びその標高、河川等の存在、沿岸域の海底地形、津波の侵入角度、伝播経

路上の人工構造物等を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを含め

敷地への遡上の可能性を検討することを要求している。また、地震時の変状（地

盤の液状化）又は津波襲来時の洗掘と堆積を起因とする地形及び河川流路の変

化が可能性として考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討す

ることを要求している。 

申請者は、以下のとおり遡上解析を実施するとしている。 

① モデル 

a. 敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、解析上影響を及ぼす

斜面、道路等を考慮してモデル化する。 

b. 津波の伝播経路上の人工構造物については、図面を基に解析上影響

を及ぼす構造物の設置状況を考慮してモデル化する。 

c. 敷地沿岸の海底地形については、国土地理院発行の「数値地図 25000
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空間データ」、発電所近傍海域の水深データについては、最新のマ

ルチビーム測深の結果を使用する。 

② 考慮事項 

a. 敷地前面、側面及びその周辺における津波の侵入角度及び速度、並

びにそれらの経時変化を把握する。 

b. 敷地の地形、標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込

みを考慮する。 

c. 地震による液状化、流動化、すべり、標高変化を考慮する。 

d. 敷地北側斜面及び盛土の安定性、敷地の沈下について検討し、検討

結果に基づき想定した被害状況を解析の初期条件として設定する。 

e. 敷地北方に位置する河川については、敷地から十分に離れているこ

とから、地震時及び津波襲来時に堤防の崩壊が生じても敷地への遡

上波に影響しない。 

f. 敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁となってい

る箇所はない。 

g. 遡上可能性を検討するに当たって、初期潮位は、潮位のばらつきを

考慮して設定する。 

 

規制委員会は、申請者が、遡上解析について、公的機関による信頼性の高い

データや最新技術に基づいたデータを用いてモデルを作成すること、地震によ

る影響を適切に考慮した上で実施し、敷地への遡上可能性を検討することとし

ており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイド

を踏まえていることを確認した。 

 

（３）入力津波の設定 

解釈別記３は、基準津波の波源からの数値計算により、各施設、設備等の設

置位置において算定される水位変動の時刻歴波形を入力津波として設定する

ことを要求している。また、入力津波の設定に当たっては、津波による港湾内

の局所的な海面振動の励起を適切に評価し考慮することを要求している。 

申請者は、基準津波の波源から各施設、設備等の設置位置において、海水面

の基準レベルからの水位変動量を算定し、時刻歴波形として入力津波を設定す

るとしている。入力津波を設計又は評価に用いるに当たっては、各施設、設備

等の設置位置において算定された津波高さ、津波速度、衝撃力等の数値に対し

て、保守的な設計又は評価となるような配慮を加えて入力津波高さや速度を設

定するとしている。また、港湾内の局所的な海面振動については、津波シミュ

レーション結果を分析し、港湾の内外で最高水位や傾向に大きな差異がないこ
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とから励起しないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、入力津波の設定について、各施設、設備等の設置

位置において、海水面からの水位変動量の時刻歴波形で設定すること、港湾内

の局所的な海面振動の励起に関する評価を、港湾内外の水位分布の傾向を基に

実施することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合しているこ

と及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 

解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却

海水系の評価に当たって、潮汐に加え高潮等の要因による水位変動も考慮して

保守的な評価を実施することを要求している。また、地震に伴う広域的な地殻

変動による敷地の隆起又は沈降を考慮して保守的な評価を実施することを要

求している。 

申請者は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却海水

系の評価について、以下のとおり実施するとしている。 

① 潮汐による水位変動 

敷地周辺の「串木野漁港」における潮位観測記録に基づき求めた朔望平

均満潮位を、入力津波による上昇側水位変動に対して考慮するとともに、

朔望平均干潮位を入力津波による下降側水位変動に対して考慮する。また、

敷地周辺の観測地点「阿久根」における潮位観測記録に基づき求めた潮位

のばらつきを考慮する。 

② 高潮による水位変動 

潮汐以外の要因による潮位変動については、影響の大きなものとして高

潮を抽出する。観測地点「阿久根」における至近約 40 年の潮位観測記録

に基づき高潮の発生状況の調査及び高潮のハザード評価を行い、基準津波

の超過確率を踏まえ、再現期間 100 年の高潮を算定し、これと基準津波と

の重畳を考慮する。 

③ 地殻変動による隆起又は沈降の影響 

地震に伴う地殻変動による敷地の隆起又は沈降については、地殻変動解

析に基づき、基準津波の波源である琉球海溝におけるプレート間地震の発

生に伴い敷地全体が 0.01m 沈降すると評価して、それを上昇側の水位変動

に対して考慮する。 

 

規制委員会は、申請者が、水位変動、地殻変動について、朔望平均満潮位を

入力津波の上昇側水位変動に対して考慮し、朔望平均干潮位を入力津波の下降
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側水位変動に対して考慮し保守的な設定をすること、潮汐に加えて影響の大き

な高潮による水位変動をハザード評価に基づき考慮すること、地震によって発

生する広域的な地殻変動（沈降）を上昇側の水位変動に対して考慮し保守的な

評価をすることとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合している

こと及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

３．津波防護の方針 

（１）津波防護の基本方針 

津波ガイドでは、津波防護の基本方針について、敷地の特性に応じた方針で

あること、また、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等、設置するも

のの概要を敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等に明示するとしている。 

申請者は、敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等を示した上で、津波防護

の基本方針を以下のとおりとしている。 

① 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。以下③において同じ。）を内

包する建屋及び区画の設置された敷地には、基準津波による遡上波を地

上部から到達、流入させない設計とする。また、取水路、放水路等の経

路から流入させない設計とする。 

② 取水施設、放水施設、地下部等において、漏水の可能性を考慮のうえ、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能を有する施設への影響

を防止できる設計とする。 

③ ①及び②の方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画については、浸水防護を実施することにより、津波によ

る影響等から隔離可能な設計とする。 

④ 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影

響を防止できる設計とする。 

⑤ 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護の基本方針について、敷地の特性に応じ

た方針であること及び当該方針に基づく津波防護施設、浸水防止設備、津波監

視設備等の配置を図面により示していることから、この方針が津波ガイドを踏

まえていることを確認した。 

 

（２）敷地への浸水防止（外郭防護１） 

① 遡上波の地上部からの到達、流入の防止 
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解釈別記３は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び重要な

安全機能を有する屋外の施設を、基準津波による遡上波の到達しない十分

高い場所に設置することを要求している。また、到達する高さにある場合

には、津波防護施設、浸水防止設備を設置することを要求している。 

申請者は、遡上波の地上部からの到達、流入を防止するため、以下の方

針を示している。 

a. 基準津波による遡上解析について、潮汐による潮位のばらつき及び

地震による地盤沈下量を初期条件として考慮した遡上解析を実施

した。その結果、遡上高さは最も高いところで EL.6m 程度（浸水深

2m 程度）となる。 

b. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋は、

津波が到達しない EL.13m 以上の高さの敷地にあり、遡上波は地上

部から到達、流入しない。 

c. 屋外の津波防護対象設備である海水ポンプが設置されている敷地

の高さは EL.5m であり、津波による遡上波が地上部から到達、流入

する可能性があることから、津波の流入を防止するため、海水ポン

プエリアを取り囲むように EL.15m の海水ポンプエリア防護壁（以

下「防護壁」という。）を津波防護施設として設置する。 

d. 海水ポンプエリアへの連絡通路から遡上波が流入することを防止

するため、当該箇所に浸水防止設備として水密扉を設置する。さら

に、海水ポンプエリアにおける、床面及び壁面に存在する配管等の

貫通部に止水処置を実施する。 

 

規制委員会は、申請者が、遡上波の地上部からの到達、流入の防止につ

いて、基準津波による遡上域を把握するために実施した解析の結果に基づ

き、遡上波が到達する可能性のある海水ポンプエリアに防護壁、海水ポン

プエリアの連絡通路に水密扉等を設置することとしており、これらの方針

が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

 

② 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 

解釈別記３は、取水路、放水路等の経路からの津波の流入の可能性につ

いて検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部、貫通部等）を

特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、津波の流入を防止す

ることを要求している。 
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申請者は、以下のとおり、津波の流入経路を特定した上で、流入防止対

策を施す方針としている。 

a. 流入経路の特定 

流入の可能性のある取水路、放水路等の経路について、取水路又は

放水路につながる海水系、循環水系、それ以外の屋外排水路等それぞ

れの設置位置における入力津波高さと、それらの開口部等の標高に基

づく津波許容高さを比較することにより、その差を裕度として評価し、

津波が流入する可能性を検討する。検討に当たっては、高潮による水

位変動を考慮する。この結果、津波の流入防止等の方針を検討するた

めに算定した取水ピットの入力津波高さ（水位上昇側：EL.5.02m）及

び放水ピットの入力津波高さ（水位上昇側：EL.6.25m）に基づき、流

入の可能性のある経路として、取水ピットを特定した。 

b. 津波の流入防止対策 

特定した取水ピットには津波防護対象設備である海水ポンプが位置

するため、海水ポンプエリア周りに津波防護施設である防護壁を設け

る。海水ポンプエリアには、浸水防止設備として連絡通路の水密扉、

床ドレンライン逆止弁の設置及び貫通部の止水処置を実施する。 

 

規制委員会は、申請者が、取水路、放水路等の経路から津波の流入する

可能性を網羅的に検討して取水ピットを流入経路として特定した上で、流

入経路に近接した海水ポンプエリアに防護壁、水密扉等を設置することに

より津波の流入を防止することとしており、これらの方針が解釈別記３の

規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（３）漏水による重要な安全機能を有する施設への影響防止（外郭防護２） 

① 漏水対策 

解釈別記３は、取水設備及び放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取

水施設、放水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、漏水の継続

による浸水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣という。）するとともに、

同範囲の境界において浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、

貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、浸水範

囲を限定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、浸水想定範囲を設定した上で、浸水対策を施

す方針としている。 

a. 浸水想定範囲 

取水設備及び放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水施設、放
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水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、津波が取水路から

流入する可能性があり、漏水が継続するものと仮定して、取水ピット

にある海水ポンプエリアを浸水想定範囲として設定する。 

b. 浸水対策 

浸水想定範囲である海水ポンプエリアへの浸水の可能性のある経路

として、床や壁にケーブル、配管等の貫通部が挙げられるため、これ

らに止水処置を実施する。また、海水ポンプエリアへの連絡通路、床

ドレンラインには、それぞれ、水密扉、逆止弁を設置する。 

 

規制委員会は、申請者が、漏水による重要な安全機能を有する施設への

影響防止について、海水ポンプエリアを浸水想定範囲として設定した上で、

同エリアへの浸水経路である床及び壁の貫通部に止水処置を実施するこ

とにより浸水範囲を限定することとしており、これらの方針が解釈別記３

の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認し

た。 

 

② 重要な安全機能を有する施設への影響評価 

解釈別記３は、浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備があ

る場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて同区画内への浸水量評

価を実施して、重要な安全機能を有する施設への影響がないことを確認す

ることを要求している。 

申請者は、浸水想定範囲である海水ポンプエリアに津波防護対象設備で

ある海水ポンプを設置しているため、水密扉及び床ドレンライン逆止弁を

設置することにより本エリアを防水区画化するとしている。また、水密扉

及び床ドレンライン逆止弁について、漏水による浸水経路となる可能性が

あるため、浸水量を評価し、海水ポンプへの影響がないことを確認すると

している。 

 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する施設への影響評価に

ついて、浸水想定範囲である海水ポンプエリアを防水区画化した上で、区

画内への浸水量評価によって海水ポンプへの影響がないことを確認する

こととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及

び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

③ 排水設備設置の検討 

解釈別記３は、浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、
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排水設備を設置することを要求している。 

申請者は、浸水想定範囲である海水ポンプエリアにおける浸水量評価に

基づき、長期間の冠水が想定される場合は、排水設備を設置する方針とし

ている。 

 

規制委員会は、申請者が、排水設備設置の検討について、「② 重要な

安全機能を有する施設への影響評価」における「浸水想定範囲における浸

水量評価」に基づき、長期間の冠水の有無に応じて排水設備を設置するこ

ととしており、この方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画につい

て、浸水防護重点化範囲として明確化することを要求している。また、津波に

よる溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、浸水防護重

点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、貫通口等）を

特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、重要な安全機能を有する

施設を津波による影響等から隔離することを要求している。 

申請者は、重要な安全機能を有する施設の隔離について、以下のとおり、浸

水防護重点化範囲を設定した上で、浸水対策を施す方針としている。 

① 浸水防護重点化範囲の設定 

津波に対する浸水防護重点化範囲として、原子炉格納施設、原子炉補助

建屋、燃料取扱建屋、タンクエリア（復水タンク、燃料取替用水タンク及

び燃料油貯油槽。以下同じ。）、海水管ダクト、海水ポンプエリア及び燃料

油貯蔵タンクを設定する。 

② 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

浸水防護重点化範囲へ浸水の可能性のある経路については、地震による

溢水の影響も考慮して、タービン建屋から中間建屋及び制御建屋への浸水、

取水ピットから海水ポンプエリアへの浸水、さらに、地震時の地下水の流

入を以下のとおり検討し、浸水の経路を特定する。特定した経路に対して、

水密扉、床ドレンライン逆止弁の設置、貫通部止水処置を実施する。 

a. 機器及び配管の損傷によるタービン建屋内の津波浸水量、溢水 

ア．タービン建屋内に流入した津波により、タービン建屋に隣接す

る浸水防護重点化範囲（中間建屋及び制御建屋）への影響を評

価する。 

イ．地震に起因する循環水管の伸縮継手の全周破損及び耐震性の低
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い 2 次系機器の破損を想定し、循環水ポンプ停止までに生ずる

溢水量、2 次系設備の保有水による溢水量及び循環水管の損傷

箇所からの津波流入量の合計が建屋内に滞留するとして、浸水

量を算定する。 

ウ．循環水系機器及び配管の損傷による津波浸水量の算定では、入

力津波の時刻歴波形に基づき津波の繰り返しの都度、津波が流

入し、保守的に一度流入したものは流出しないとする。 

エ．地震に起因する地下部外壁の損傷による地下水の流入について

は、タービン建屋の想定溢水水位と安全側に設定した地下水位

を比較して流入量を算定する。 

b. 屋外配管等の損傷による海水ポンプエリアの津波浸水量、溢水 

ア．循環水管の損傷箇所を介して、取水ピット内に津波が流入する

ことが考えられるため、取水ピット内に流入した津波が、隣接

する浸水防護重点化範囲（海水ポンプエリア）に及ぼす影響を

評価する。 

イ．取水ピットでの循環水系配管の損傷では、循環水ポンプの運転

時はポンプ吐出が支配的であるが、別途実施する内部溢水評価

で、防護壁によって浸水を防止できることを確認する。 

ウ．循環水ポンプ停止時は、損傷箇所からの溢水水位が循環水ポン

プ周辺の津波の浸水水位に包絡されるため、津波に対して海水

ポンプエリアは防護壁、水密扉、貫通部止水処置により浸水が

防止され、この経路からの流入はない。 

c. 地下水の流入 

1 日当たりの地下水（湧水）量の実績値に対して湧水サンプポンプ

の排出量が大きく上回ることと、湧水サンプポンプが耐震性を有する

ことから外部の支援を期待することなく排水可能である。 

d. 施設、設備の施工上生じうる隙間部 

津波及び溢水による浸水を想定するタービン建屋地下部において、

施工上生じうる建屋間の隙間部には、止水処置を行い、浸水防護重点

化範囲への浸水を防止する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防

護）について、発電所の施設の配置、基準津波の特性に応じた浸水の可能

性のある津波の流入や溢水を保守的に評価して、重要な安全機能を有する

施設を隔離することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合

していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 
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（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影

響防止 

① 海水ポンプの取水性 

解釈別記３は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保

持できる設計であることを要求している。 

申請者は、海水ポンプの取水性について、以下の方針としている。 

a. 取水ピットの評価水位 

基準津波による水位低下に伴う海水ポンプ位置での水位を算定する

ため、取水路の管路形状、材質及び水路表面の状況に応じた摩擦損失

を考慮したモデル化を行い、開水路及び管路の水理解析（以下「管路

解析」という。）を実施する。 

b. 水位低下に対する耐性の確保 

管路解析（後述の貯留堰が無いと仮定した場合）に基づき、取水ピ

ット内の基準津波による下降側の水位を、EL.-5.49m と算定した。こ

の値は、水理試験により確認できた海水ポンプの取水可能（最低）水

位（EL.-5.07m）を下回る水位であり、取水可能水位を下回る時間にお

いても海水ポンプを継続運転可能とするため、海水を貯水する対策と

して取水口前面に貯留堰を設置する。 

c. 循環水ポンプの運用 

原子炉補機冷却海水系及び循環水系で取水路及び取水ピットを併用

していることから、水位低下時の海水ポンプの取水量を確保するため、

発電所を含む地域において大津波警報が発令された場合に、原則とし

て循環水ポンプを停止（プラントを停止）する運用を整備する。 

 

規制委員会は、申請者が、水理試験で求めた海水ポンプ取水可能水位と、

引き波時の下降側の水位を比較し取水性を評価した上で、海水ポンプの継

続運転を可能とするための貯留堰を設置すること、及び大津波警報発令時

に循環水系ポンプを停止して、海水ポンプの取水量を確保する運用とする

ことにより、水位変動に伴う取水性低下に対して海水ポンプの機能を保持

できるよう設計することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に

適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

② 津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能保持確

認 

解釈別記３は、基準津波による水位変動に伴う取水口付近の砂の移動及
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び堆積並びに漂流物について適切に評価することを要求している。また、

原子炉補機冷却海水系については、砂の移動及び堆積並びに漂流物に対す

る通水性を確保すること、混入した浮遊砂に対して機能を保持することを

要求している。 

申請者は、取水口付近の砂の移動及び堆積並びに取水口付近の漂流物の

評価について、以下のとおりとしている。 

a. 取水口付近の砂の移動及び堆積 

基準津波に伴う砂の堆積について、砂移動解析では、取水口付近の

砂の堆積はほとんどないことから、取水口及び取水路は閉塞しない。 

b. 混入浮遊砂に対する海水ポンプの機能保持 

本発電所で使用している海水ポンプについて、砂が混入しても軸固

着しにくい構造とする。具体的には、海水ポンプ取水時に浮遊砂の一

部がポンプ軸受潤滑水ラインに混入したとしても、網目径約 1mm のス

トレーナで除去可能である。また、下部ポンプ軸受に混入したとして

も深さ約 4.5mm の異物逃がし溝から排出される構造とする。一方で、

本発電所付近の砂の平均粒径が約 0.2mm で、数 mm以上の砂は僅かであ

り、基準津波での海流速では、数 mm 以上の砂は浮遊しにくいことを踏

まえると、軸受循環水ラインやストレーナーを閉塞させるような大き

な粒径の砂はほとんど混入せず、海水ポンプの取水機能は保持できる。 

c. 取水口付近の漂流物 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物について、以下のとおり取水性

に影響を与える漂流物はないと評価している。 

ア．津波シミュレーションの結果を踏まえ、発電所近傍半径 5km の

範囲で漂流物となる可能性のある施設、設備等を網羅的に調査

して抽出する。 

イ．上記について、地震による損傷が漂流物の発生可能性を高める

ことを考慮（地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊するとみ

なす。）して漂流物を特定する。 

ウ．地震に起因する敷地地盤の変状、標高変化等、及び潮位のばら

つきを保守的に考慮して特定する。 

エ．発電所構内で漂流物となる可能性があるものとして、EL. 5m の

敷地にあるタンク、防風林の林木等を特定し、これらが漂流し

ても防護堤で止まり、取水性への影響はない。また、これらの

漂流物が取水口に向かった場合を仮定しても、取水口上部に留

まるため取水路呑口に到達することはなく、通水機能は損なわ

れない。 
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オ．発電所構内の荷揚岸壁に停泊する燃料等輸送船は、津波警報等

発令時は緊急避難するため漂流物とはならない。 

カ．発電所構外で漂流物となる可能性のあるものとして発電所近傍

で航行不能となった漁船を特定している。この漁船が取水口に

向かった場合を仮定しても、取水路呑口が十分に広いことから

呑口が閉塞することはなく、通水機能は損なわれない。 

 

規制委員会は、申請者が、設備の構造等を踏まえた基準津波による取水

口付近の砂の移動や堆積及び取水口付近の漂流物の影響も含めて検討を

実施することにより、津波の二次的な影響に対して原子炉補機冷却海水系

の機能を保持することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適

合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（６）津波監視 

津波ガイドでは、津波監視設備を設置して敷地への津波の繰り返しの襲来を

察知し、津波防護施設、浸水防止設備の機能を確実に確保することを示してい

る。 

申請者は、津波監視設備として、取水ピット周辺に津波監視カメラと水位計

を設置するとしている。津波監視カメラは赤外線撮像機能を有し、昼夜問わず

監視可能な設計とし、水位計は津波水位約 EL.-8m～EL.+9m を測定範囲として

上昇側及び下降側の津波高さが計測できる設計とし、いずれも中央制御室から

監視可能な設計としている。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確保する

ために津波監視設備を設置して、敷地への津波の繰り返しの襲来を察知するこ

と、及び当該設備により昼夜問わず原子炉制御室から監視可能としており、こ

れらの方針が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．施設又は設備の設計方針及び条件 

津波ガイドでは、「３．津波防護の方針」を具体化するために必要な津波防護

施設、浸水防止設備、津波監視設備等を対象にして、個別施設、設備の設計方針

及び漂流物による波及的影響の防止等に係る検討方針を確認することを示して

いる。 

（１）津波防護施設の設計 

解釈別記３は、津波防護施設について、その構造に応じ、波力による侵食及

び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時
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の耐性にも配慮した上で、当該施設の設置位置における入力津波に対して津波

防護機能が十分に保持できるよう設計することを要求している。 

申請者は、津波防護施設（防護壁、貯留堰）について、波力による侵食及び

洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の

耐性にも配慮した上で、当該施設の設置位置における入力津波に対して津波防

護機能が十分に保持できるよう設計する方針としている。これに加えて、荷重

の組合せについては、漂流物による荷重、余震による荷重、自然条件（積雪、

風荷重等）と入力津波による荷重の組合せを考慮するとしている。また、許容

限界については、地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用を想定し、

当該施設が構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕

を有するよう、施設又は設備を構成する材料が弾性域内に収まることとしてい

る。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設の設計について、入力津波に対して

津波防護機能を十分に保持できるよう設計すること、施設に作用する荷重を適

切に組み合わせること、及び地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用

に配慮し十分な余裕を有するよう許容限界を設定することとしており、これら

の方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえてい

ることを確認した。 

 

（２）浸水防止設備の設計 

解釈別記３は、浸水防止設備について、浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、当該

設備の設置位置における入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる

よう設計することを要求している。 

申請者は、浸水防止設備（海水ポンプエリア水密扉、中間建屋水密扉及び制

御建屋水密扉）について、浸水想定範囲等における浸水時及び冠水後の波圧等

に対する耐性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、当該設備の設置位置

における入力津波に対して浸水を防止する機能が十分に保持できるよう設計

する方針としている。これに加えて、荷重の組合せ及び許容限界については、

建屋内の水密扉である中間建屋水密扉及び制御建屋水密扉の荷重組合せにお

いて漂流物による荷重及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮していないこと

を除き、津波防護施設の設計と同様に設定するとしている。また、浸水防止設

備のうち水密扉については、常時開閉可能であるが、開放後の確実な閉止操作、

中央制御室からの閉止確認（閉止操作含む。）を実施する手順等を整備し、当

該手順を的確に実施する方針としている。 
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規制委員会は、申請者が、浸水防止設備の設計について、入力津波に対して

浸水防止機能を十分に保持できるよう設計すること、設備に作用する荷重を適

切に組み合わせること、地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用に配

慮し十分な余裕を有するよう許容限界を設定すること、及び水密扉について開

放後の確実な閉止操作等の手順を整備し、津波襲来時に閉止された状態を保持

することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及

び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（３）津波監視設備の設計 

解釈別記３は、津波監視設備について、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）

を受けにくい位置への設置若しくは影響の防止策又は緩和策等を検討した上

で、当該施設の設置位置における入力津波に対して津波監視機能が保持できる

よう設計することを要求している。 

申請者は、津波監視設備について、取水ピットの入力津波高さに対して波力、

漂流物の影響を受けにくい高さに設置し、津波監視機能を十分に保持できるよ

う設計する方針としている。これに加え、余震による荷重、自然条件（積雪、

風荷重等）と入力津波による荷重の組合せ、漂流物の影響を受けた場合の支持

構造物への衝突荷重を考慮するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、津波監視設備の設計について、入力津波に対して

津波監視機能を十分に保持できるよう設置高さを設定すること及び漂流物に

よる荷重を考慮することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合

していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）施設、設備等の設計又は評価に係る検討事項 

① 津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項 

解釈別記３は、津波防護施設、浸水防止設備等の設計に当たり、津波に

よる荷重の設定、余震荷重の考慮及び津波の繰り返し作用の考慮について、

耐津波設計上の十分な裕度を確保する方針であることを要求している。 

申請者は、津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項につ

いて、以下の方針としている。これに加えて、津波による荷重の設定にお

いて、入力津波が有する数値計算に含まれる不確かさ及び各施設、設備等

の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮

する方針としている。 

a. 各施設、設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力、波
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圧、洗掘力、浮力等）について、入力津波から十分な余裕を考慮し

て設定する。 

b. 余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じて余震による荷重

と入力津波による荷重との組合せを考慮する。 

c. 入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用

が津波防護機能及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設、浸水防止設備等の設計につい

て、津波荷重の設定において不確かさを十分に考慮すること、余震による

荷重を安全側に組み合わせることなどにより、耐津波設計上の十分な裕度

を確保することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合して

いること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

② 漂流物による波及的影響の検討 

解釈別記３は、津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建

物・構築物、設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性がある場合に、こ

れらの漂流物が津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響を及ぼさな

いよう、漂流物の発生を防止する措置又は津波防護施設及び浸水防止設備

への影響を防止する措置を要求している。 

申請者は、「３．（５）②津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海

水系の機能保持確認」のとおり漂流物の可能性の検討及びその影響評価を

実施するとしている。その結果を踏まえ、防護壁、水密扉及び津波監視設

備について、入力津波による津波波力及び漂流物の衝突力に対して十分耐

えうる構造として設計する方針としている。さらに、津波や漂流物の衝突

に対する安全裕度を向上させるため、海水ポンプエリアを取り囲む防護堤

を設置する方針としている。防護堤の設計に当たっては、漂流物として衝

突する可能性があるもののうち最も重量のある小型漁船（重量 30t）が衝

突した場合の荷重を考慮する方針としている。ただし、発電所港湾内に停

泊する燃料等輸送船については、津波警報が発令された場合において、荷

役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させ、緊急離岸する船側と

待避状況に関する情報連絡を行う手順等を整備し適確に実施することに

より漂流物としないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、漂流物による波及的影響について、津波防護

施設及び浸水防止設備が漂流物による波及的影響を受けないよう、入力津

波による漂流物の衝突力に対して十分耐えうる構造として設計すること
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としており、この方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガ

イドを踏まえていることを確認した。 

また、発電所港湾内に停泊する燃料等輸送船については、津波襲来時に

退避する手順を整備して適確に実施することにより、漂流物としないこと

を確認した。 

 

③ 津波影響軽減施設及び設備の扱い 

解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波

影響軽減施設及び設備の効果を期待する場合は、当該施設及び設備の設置

位置における入力津波に対して津波による影響の軽減機能が保持される

よう設計することを要求している。 

申請者は、以下の a.及び b.の施設を津波影響軽減施設と位置付けると

した上で、これらの施設の設置位置における入力津波に対して津波による

影響の軽減機能が保持されるよう設計する方針としている。また、入力津

波による荷重の設定、余震等の荷重組合せ及び津波の繰り返し作用への考

慮について、津波防護施設及び浸水防止設備と同様に耐津波設計上の十分

な裕度を確保する方針としている。さらに、基準地震動に対して津波によ

る影響の軽減機能が保持されるよう設計する方針としている。 

a. 発電所周辺を波源とした津波に対して波力低減を考慮するための

防波堤 

b. 津波や漂流物の衝突による影響の軽減を考慮するための防護堤 

 

規制委員会は、申請者が、津波影響軽減施設及び設備の設計について、

入力津波に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計する

こと、及び耐津波設計上の十分な裕度を確保することとしており、これら

の方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえ

ていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

第６条は、設計上考慮すべき自然現象（組合せも含む。）及び人為事象（故意に

よるものを除く。以下本節において同じ。）により、安全施設の安全機能が損なわ

れないような設計とすることなどを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 

１．自然現象の抽出 
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２．人為事象の抽出 

Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空

機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する

重要安全施設への考慮 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 

安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る外部事象として、自然現象（地震及び津

波を除く。）及び人為事象を抽出する必要がある。 

 

１．自然現象の抽出 

自然現象に対する設計方針を検討するためには、自然災害や自然現象の知見・

情報を広く収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の環境を基に、安全施設の

安全機能に影響を及ぼし得る自然現象に加え、当該自然現象に関連して発生する

可能性がある自然現象も含めて、抽出する必要がある。 

申請者は、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を収集し、海外の選定基準

を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、竜巻、火山の影響、森林火災、風

（台風）、降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、高潮、洪水及び地滑りの 12

事象を抽出している。 

また、これらの自然現象ごとに、関連して発生する可能性がある自然現象も含

めている。 
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規制委員会は、申請者による自然現象の抽出が、自然災害や自然現象に関する

国内外の知見・情報を広く収集した上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環

境を基に、安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象を抽出していること、

その抽出した自然現象について、関連して発生する可能性がある自然現象も含ま

れていること、及び設置許可基準規則解釈に具体的に例示した自然現象が全て含

まれていることにより、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 

 

２．人為事象の抽出 

人為事象に対する設計方針を検討するためには、人為事象に関する知見・情報

を広く収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に、安全施設の安全

機能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出する必要がある。 

申請者は、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を収集し、海外の選定基準

を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に、安全施設の安全機能に

影響を及ぼし得る人為事象として、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の

衝突、電磁的障害、飛来物（航空機落下等）及びダムの崩壊の 7事象を抽出して

いる。 

 

規制委員会は、申請者による人為事象の抽出が、人為事象に関する国内外の知

見・情報を広く収集した上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に、安全

施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出していること、その抽出した

人為事象について、設置許可基準規則解釈に具体的に例示した人為事象が全て含

まれていることにより、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき外部事象（設計上考慮すべき

自然現象及び設計上考慮すべき人為事象）によって、安全施設の安全機能が損なわ

れない設計とする必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）について、自然現象ごと（関連して発

生する可能性がある自然現象がある場合はそれも考慮に含める。）に原子炉施設に

与える影響を評価した上で、設計上考慮すべき自然現象に対する設計方針又は設計

上考慮する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）に対する

設計方針について、竜巻については「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針」、

火山の影響については「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」、森林火
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災については外部火災の一部として「Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣

の産業施設の火災・爆発、航空機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計方針」、

風（台風）、降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、高潮、洪水及び地滑りの 9

事象（以下「その他自然現象」という。）については「Ⅲ－４．２．４ その他自

然現象に対する設計方針」において記載している。 

また、申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の

安全機能に影響を及ぼし得る人為事象（7事象）について、人為事象ごとに原子炉

施設に与える影響を評価した上で、設計上考慮すべき人為事象に対する設計方針又

は設計上考慮する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象（7事象）に対する設

計方針について、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスについては外部火災の一部

として「Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航

空機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計方針」、船舶の衝突、電磁的障害、

飛来物（航空機落下等）及びダムの崩壊の 4事象（以下「その他人為事象」という。）

については「Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針」において記載し

ている。 

 

 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項は、想定される竜巻が発生した場合においても安全施設

の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．竜巻に対する防護に関して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．発生を想定する竜巻の設定 

３．設計荷重の設定 

４．設計対象施設の設計方針 

５．竜巻随伴事象に対する設計対象施設の設計方針 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

竜巻によって安全施設の安全機能が損なわれないことを確認するための施設

を抽出することが必要である。この抽出をするための区分としては、竜巻ガイド

において、その施設の安全機能が損なわれないように防護する必要がある竜巻防

護施設と、竜巻防護施設に対して影響を及ぼし得る施設の双方（以下この節にお

いて「設計対象施設」という。）を示している。 
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（１）竜巻防護施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻防護施設として、安全重要度分類指針に基づくクラス１及び

クラス２に属する構築物、系統及び機器を抽出する方針としている。また、ク

ラス３に属する構築物、系統及び機器は、竜巻により損傷した場合であっても、

代替手段があることなどにより安全機能が損なわれないことから抽出しない

方針としている。 

規制委員会は、申請者による竜巻防護施設を抽出するための方針が、竜巻ガ

イドを踏まえたものであり、それぞれの安全機能を勘案するとしていることを

確認した。 

（２）竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設として、倒壊等により竜巻

防護施設に影響を及ぼし得る施設や、気圧差等によるダクト等の損傷により竜

巻防護施設の機能維持に影響を及ぼし得る施設を抽出する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設を抽出する

方針について、竜巻ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

なお、竜巻防護施設への竜巻による影響として飛来物によるものもあるが、

この点については「３．（１）設計竜巻荷重の設定」にて記載している。 

 

（１）及び（２）に加え、申請者は、竜巻防護施設を内包する建屋についても

設計対象施設として抽出する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、竜巻によって安全施設の安全機能が損なわれないよ

うに設計する上で必要な竜巻防護施設を内包する建屋を抽出するとしているこ

とを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計対象施設を抽出するための方

針が、竜巻ガイドを踏まえたものであることに加え、安全施設の安全機能に着目

した検討が行われていることを確認した。 

 

２．発生を想定する竜巻の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、本発電所敷地への襲来を想定する竜巻

（以下「設計竜巻」という。）を設定することが必要である。この設定に当たっ

ては、竜巻ガイドにおいて、竜巻発生の観点から、発電所が立地する地域及び類

似の気象条件等を有する地域（竜巻検討地域）を設定した上で、竜巻検討地域へ

の竜巻襲来実績を踏まえて設計対象施設の安全性に影響を与えるおそれがある

竜巻（以下「基準竜巻」という。）を設定することを示している。さらに、発電
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所が立地する地域の特性を踏まえて基準竜巻に対して最大風速を割り増す必要

性を検討した上で、設計竜巻を設定することを示している。 

（１）竜巻検討地域の設定 

申請者は、本発電所が立地する地域と気象条件の類似性の観点及び局所的な

地域性の観点から検討を行い、竜巻検討地域を設定している。 

規制委員会は、申請者による竜巻検討地域の設定が、竜巻ガイドを踏まえた

ものであり、気象条件に関する公開文献等の知見を踏まえて検討していること、

単位面積当たりの竜巻発生数が大きくなるように、かつ、藤田スケール（以下

「Fスケール」という。）が比較的大きな竜巻が含まれるように、保守的に設定

していることを確認した。 

（２）基準竜巻の最大風速の設定 

申請者は、基準竜巻の最大風速の設定に当たり、竜巻検討地域において過去

に発生した竜巻の規模や発生頻度、最大風速の年超過確率等を考慮し、過去に

発生した竜巻による最大風速（VB1）と、竜巻最大風速のハザード曲線による最

大風速（VB2）を求め、その結果、大きい方を基準竜巻の最大風速として設定し

ている。 

具体的に VB1の設定に当たっては、竜巻検討地域で過去に発生した竜巻の最

大風速について、信頼性のあるデータ等が得られないことから、日本国内で過

去に発生した最大の竜巻である F スケール 3（風速 70m/s～92m/s）の最大値

（92m/s）を選定している。VB2の設定に当たっては、竜巻検討地域におけるハ

ザード曲線を基に、年超過確率 10-5 に相当する最大風速（75.4m/s）を選定し

ている。その上で、VB1と VB2を比較し、大きい方の VB1を基準竜巻の最大風速

と設定している。 

規制委員会は、申請者による基準竜巻の最大風速の設定が、竜巻ガイドを踏

まえたものであることに加え、データの信頼性を考慮して、より保守的な値を

選択していることを確認した。 

（３）設計竜巻の最大風速等の設定 

申請者は、設計竜巻の最大風速の設定に当たり、本発電所の地形等を踏まえ

れば、基準竜巻の最大風速を割り増す必要がなく、基準竜巻の最大風速を設計

竜巻の最大風速とするとしている。また、設計竜巻の特性値の設定に当たり、

米国原子力規制委員会（NRC）の基準類を参考としたモデルを用いるとしてい

る。 

規制委員会は、申請者による設計竜巻の最大風速等の設定が、竜巻ガイドを

踏まえたものであることに加え、割り増しの要否の検討に当たって、本発電所

の地域特性や公開文献等の知見を踏まえて検討し設定していることを確認し

た。 
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以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計竜巻の設定が、竜巻ガイドを

踏まえたものであることに加え、保守性を持たせるなどの考慮をしたものである

ことを確認した。 

 

３．設計荷重の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、設計竜巻による荷重（以下「設計竜巻

荷重」という。）とその他の荷重を適切に組合せた荷重（以下「設計荷重」とい

う。）を設定することが必要である。 

（１）設計竜巻荷重の設定 

申請者は、竜巻に対する防護設計を行うため、設計竜巻の最大風速にさらに

余裕を持たせた竜巻（最大風速 100 m/s）による設計竜巻荷重を設定している。

設計竜巻荷重としては、「風圧力による荷重」、「評価対象施設内外の気圧差に

よる荷重」及び「飛来物の衝撃荷重」を設定している。このうち「飛来物の衝

撃荷重」の設定に当たっては、本発電所構内において飛来物となり得るものを

現地調査等により抽出した上で、運動エネルギー及び貫通力の大きさを踏まえ、

設計上考慮すべき飛来物（以下「設計飛来物」という。）を設定している。そ

の上で、衝突時に設計対象施設に与えるエネルギーが設計飛来物によるものよ

り大きくなる物については、浮き上がりや横滑りの有無を考慮した上で、固定、

固縛、車両の退避等により確実に飛来物とならないようにする運用としている。 

規制委員会は、申請者による設計竜巻荷重の設定が、竜巻ガイドを踏まえた

ものであることに加え、衝撃荷重について、飛来物となり得るものを抽出し設

計飛来物を選定した上で設定していること、設計飛来物より運動エネルギー又

は貫通力が大きくなる場合には固縛等の飛来物発生防止対策を講じる方針と

していることを確認した。 

（２）設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

申請者は、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定に当たり、設計対象施設

に常時作用する荷重（自重）と運転時荷重（死荷重及び活荷重）を組み合わせ

るとしている。 

また、竜巻と同時に発生し得る自然現象による荷重については、竜巻と同時

に発生し得る自然現象が与える影響のモードを踏まえた検討により、設計竜巻

荷重と組み合わせる荷重として考慮する必要がないとしている。 

さらに、設計基準事故時の荷重との組み合わせを適切に考慮する設計として

いる。 

規制委員会は、申請者が、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を設定するとし

ていることについて、竜巻ガイドを踏まえたものであることを確認した。 
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なお、設計基準事故時の荷重との組合せについては「Ⅲ－４．４ 大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重要安全施設への考

慮」で記載している。 

 

以上のとおり、規制委員会は、「風圧力による荷重」、「評価対象施設内外の気

圧差による荷重」及び「飛来物の衝撃荷重」の設定について、竜巻ガイドを踏ま

えたものであることを確認した。これに加え、「飛来物の衝撃荷重」については、

飛来物となり得るものを抽出し設計飛来物を選定した上で設定していること、設

計飛来物より運動エネルギー又は貫通力が大きくなる場合には固縛等の飛来物

発生防止対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

４．設計対象施設の設計方針 

設計対象施設については、設計荷重に対してその構造健全性が維持され、竜巻

防護施設の安全機能が損なわれない設計とすることが必要である。 

申請者は、以下のとおり、竜巻に対して竜巻防護施設の安全機能が損なわれな

いように設計とするとしている。 

（１）建屋に内包される竜巻防護施設 

竜巻防護施設のうち、建屋に内包される施設（外気と繋がっている施設を除

く。） は、建屋による防護により、設計荷重に対して安全機能が損なわれない

方針としている。また、建屋の健全性が確保されず、貫通又は裏面剥離が発生

する場合であっても、補強等の防護対策を実施することにより、設計荷重に対

して安全機能が損なわれない方針としている。 

（２）屋外の竜巻防護施設及び建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護施設 

屋外の竜巻防護施設は、設計荷重による影響により安全機能が損なわれない

設計とする。安全機能が損なわれる場合には、必要に応じ竜巻防護ネットや防

護壁等の設置等の防護対策を講じることにより安全機能を損なわない設計と

している。建屋により防護される竜巻防護施設のうち、外気と繋がる施設は、

設計荷重の影響を受けても、安全機能が損なわれない設計としている。ただし、

設計荷重によって竜巻防護施設の安全機能が影響を受ける場合であって、安全

上支障のない期間に補修等が行うことができる場合には、修復等により確実に

復旧させる運用としている。 

（３）竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設 

倒壊等により竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設については、設計荷重に

よる影響を受ける場合においても竜巻防護施設に影響を与えないように、固定

等の防護対策を講じる方針としている。 
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規制委員会は、申請者の設計が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、設計荷重

によって生じる影響を考慮し、必要に応じて竜巻防護施設及び竜巻防護施設に影

響を及ぼし得る施設に対して防護対策を講じることにより、竜巻防護施設の安全

機能が損なわれない方針としていることを確認した。 

 

５．竜巻随伴事象に対する設計対象施設の設計方針 

竜巻に伴い発生が想定される事象（以下「竜巻随伴事象」という。）の考慮に

ついては、竜巻ガイドにおいて、竜巻防護施設の安全機能が損なわれない設計と

することを示している。 

申請者は、竜巻随伴事象として、過去の他地域における竜巻被害状況及び本発

電所のプラント配置から想定される事象として、火災、溢水、外部電源喪失を抽

出している。 

火災については、屋外にある燃料タンク等からの火災を想定し、火災源と竜巻

防護施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で、竜巻防護施設の許容温度

を超えないように防護対策を講じる方針としている。なお、詳細については、「Ⅲ

－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空機落下

による火災及び有毒ガス）に対する設計方針」にて記載する。 

溢水については、屋外タンク等からの溢水を想定し、溢水源と竜巻防護施設の

位置関係を踏まえた影響評価行った上で、竜巻防護施設の安全機能が損なわれな

いよう必要に応じた防護対策を講じる方針としている。なお、詳細については、

「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係）」にて記載する。 

外部電源喪失については、ディーゼル発電機を竜巻防護施設として設定し、そ

の安全機能が損なわれないように防護する設計とする方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、燃料タン

ク等と竜巻防護施設の位置関係を本発電所の図面等により確認する等、随伴事象

の影響を適切に設定した上で、その随伴事象に対して竜巻防護施設の安全機能が

損なわれない設計とする方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

２．原子力発電所の運用期間（原子力発電所に核燃料物質が存在する期間）にお
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ける火山活動に関する個別評価 

３．火山活動のモニタリング 

４．火山事象の影響評価 

５．火山活動に対する防護に関して、設計対象施設を抽出するための方針 

６．降下火砕物による影響の選定 

７．設計荷重の設定 

８．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

９．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

火山ガイドは、将来の火山活動可能性のある火山の抽出について、地理的領域

にある第四紀火山の完新世における活動の有無を確認するとともに、完新世に活

動を行っていない火山については過去の活動を示す階段ダイヤグラムを作成し、

将来の火山活動可能性が否定できない場合は、個別評価対象とすることを示して

いる。 

申請者は、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の調査及び評価として、完新

世に活動を行った火山及び将来の火山活動可能性が否定できない火山の抽出に

ついて以下のとおり評価を示した。 

（１）検討対象火山について、文献調査及び地形・地質調査に基づいて第四紀火

山の噴出物の分布等を把握し、敷地から半径 160km の範囲に存在する 39

火山を抽出している。 

（２）39火山について将来の活動可能性の評価を行い、活動履歴において最後の

活動終了からの期間が過去の最大休止期間より長いことなど（兼岡・井田

（1997）等に基づいて 100 万年前以降の活動が認められない場合、及び横

瀬ほか（1998）を参考として今後数十年程度の期間において本発電所周辺

の火山活動は現在の火山フロント付近に収束する傾向にあることを含む。）

から25火山を将来の活動性がないと評価し、将来活動する可能性がある、

若しくは否定できない火山として 14 火山を抽出している。 

 

規制委員会は、申請者が実施した本発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出は、

地理的領域の設定や階段ダイヤグラムの作成等に基づいて行われていることな

どから、火山ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 
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火山ガイドは、将来活動する可能性がある、若しくは否定できない火山につい

て、原子力発電所の運用期間中における検討対象火山の活動の可能性を総合的に

評価し、可能性が十分小さいと判断できない場合は、火山活動の規模及びその火

山事象の影響評価を実施することを示している。 

申請者は、これらについて以下のとおり評価を示した。 

（１）鹿児島地溝（加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ及び阿多カルデラが含

まれる地帯）全体としての VEI7 以上の噴火の平均発生間隔は約 9 万年で

あり、当該地域における最新の VEI7 以上の噴火は約 3.0 万年前ないし約

2.8 万年前であることから、鹿児島地溝については VEI7 以上の噴火の活動

間隔は、最新の VEI7 以上の噴火からの経過時間に比べて十分長く、運用

期間中における VEI7 以上の噴火の活動可能性は十分低いとしている。 

（２）Nagaoka（1998）による噴火ステージ、鍵山編（2003）、東宮（1997）など

によるマグマ溜まりの浮力中立点に関する検討及び Roche and Druitt 

（2001）、篠原ほか（2008）などによるメルト包有物・鉱物組成等に関す

る分析結果などに基づくと、VEI7 以上の噴火時のマグマ溜まりは少なくと

も地下 10km 以浅にあると考えられること、Druitt et al.（2012）が VEI7

以上の噴火直前の100年程度の間に急激にマグマが供給されたと推定して

いる知見、及び地球物理学的調査の情報からカルデラの地下構造を推定し

た知見等に基づき、国土地理院の電子基準点間基線距離の変化率からマグ

マ供給の状態を推定し、また、階段ダイヤグラムに基づく噴火ステージの

評価を行うことで、現在のマグマ溜まりが VEI7 以上の噴火直前の状態で

はないと評価し、阿蘇カルデラ、鹿児島地溝のカルデラ及び鬼界における

運用期間中の VEI7 以上の噴火の活動可能性は十分に小さいとしている。 

（３）運用期間中の噴火規模について、阿蘇カルデラ、鹿児島地溝のカルデラ及

び鬼界における噴火は VEI6 以下の既往最大を、その他の 9 火山について

は各火山の既往最大規模をそれぞれ考慮した上で、設計対応不可能な火山

事象（火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊、新しい

火口の開口、地殻変動）は敷地への影響はないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が実施した本発電所の運用期間中の検討対象火山の活動

の評価は、過去の活動履歴の把握や地球物理学的調査に基づいており、これらの

手法が火山ガイドを踏まえていることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者がその結果に基づき、本発電所の運用期間中に設

計対応不可能な火山事象によって本発電所の安全性に影響を及ぼす可能性につ

いて十分小さいとしていることは妥当であると判断した。 
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３．火山活動のモニタリング 

火山ガイドは、火山活動のモニタリングに関して、個別評価により運用期間中

に火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、設計対応不可能な

火山事象が敷地に到達したと考えられる火山に対しては、噴火可能性が十分小さ

いことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行い、

噴火可能性につながるモニタリング結果が観測された場合には、必要な判断・対

応をとることを示している。 

申請者は、敷地から半径5kmの範囲に火砕流堆積物が認められていることから、

設計対応不可能な火山事象が過去に敷地に到達したことが否定できない加久

藤・小林カルデラ、姶良カルデラ及び阿多カルデラを含め、阿蘇カルデラ、加久

藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ及び鬼界を対象に、運用期間中

のモニタリングについて以下のとおり方針を示した。 

（１）VEI7以上の噴火の早期の段階であるマグマの供給時に変化が現れる地殻変

動及び地震活動について、既存観測網等による地殻変動及び地震活動の観

測データ、公的機関による発表情報等の収集・分析を行い、第三者の火山

専門家の助言を得た評価を定期的にかつ警戒時には臨時で行うことで火

山活動状況に変化がないことを定期的に確認する計画としている。 

（２）対象火山の状態に変化が生じた場合は、設計対処不可能な火山事象を伴う

VEI7以上の噴火への発展の可能性を評価し、その可能性がある場合には、

原子炉の運転の停止、燃料体等の搬出等を実施する方針としている。 

 

規制委員会は、火砕物密度流による影響に関する審査の過程において、地球物

理学的な調査項目を考慮したモニタリング計画の検討、噴火の可能性につながる

モニタリング結果が観測された場合の対応方針の検討等を求め、申請者はこれら

を反映したモニタリング計画を再検討した。 

規制委員会は、申請者が計画している運用期間中のモニタリングが、設計対応

不可能な火山事象が過去に敷地に到達したことが否定できない火山を監視対象

として抽出し、その監視項目及び監視の方法、定期的評価の方針及び火山活動の

兆候を把握した場合の対処方針を示していることなどから、火山ガイドを踏まえ

ていることを確認した。 

 

４．火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を地理的距離から抽出し、その影響評価を行うことを示している。 
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申請者は、設計対応不可能な火山事象以外の火山事象の影響評価について、以

下のとおり示した。 

（１）設計対応不可能な火山事象以外の火山事象については、運用期間中に考慮

する噴火規模と本発電所との位置関係を踏まえ、降下火砕物については桜

島における桜島薩摩噴火（約 12,800 年前、噴火規模は約 11km3）によるも

のが敷地において最も影響が大きいと評価し、文献調査によって層厚が

12.5cm 以下であること及び地質調査によって敷地付近に降下火砕物が認

められないことを踏まえ、敷地において考慮する降下火砕物の層厚を 15cm

としている。 

（２）降下火砕物以外の火山事象である火山性土石流、火山泥流及び洪水、火山

から発生する飛来物（噴石）、火山ガス、津波及び静振、大気現象、火山

性地震、熱水及び地下水の異常の影響については、将来活動する可能性が

ある、若しくは否定できない火山から、いずれも敷地に影響を及ぼさない

としている。 

（３）桜島薩摩噴火による火山灰の堆積量の推定について、シミュレーションに

よる検討を行い、シミュレーション結果による層厚を 12cm 以下、シミュ

レーションの前提条件として得られた諸元として密度を 1.3 ないし

1.5g/cm3（飽和）、0.6 ないし 0.8g/cm3（乾燥）、粒径を 4mm 以下が 95%以

上としている。 

 

規制委員会は、申請者が実施した設計対応不可能な火山事象以外の火山事象の

影響評価については、降下火砕物の数値シミュレーションを行うことにより算出

していることなどから、火山ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

５．火山活動に対する防護に関して、設計対象施設を抽出するための方針 

降下火砕物によって安全施設の安全機能が損なわれないようにするために必

要な設備を設計上対処すべき施設（以下この節において「設計対象施設」という。）

として抽出する方針が示されることが必要である。 

申請者は、降下火砕物の影響を設計に考慮する施設として、安全重要度分類指

針で規定されているクラス１及びクラス２に属する構築物、系統及び機器を抽出

する方針としている。このうち、建屋に内包される構築物、系統及び機器につい

てはこれらの施設を内包する建屋、屋外に設置されている施設、屋外に開口して

いる施設並びに外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取込む機構を有する

施設を設計対象施設としている。さらに、降下火砕物の影響によりクラス１及び

クラス２に属する施設に影響を及ぼし得るクラス３に属する施設を設計対象施

設として抽出する方針としている。それ以外のクラス３に属する施設にあっては、
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降下火砕物により損傷した場合であっても、代替手段があることなどにより安全

機能が損なわれないことから抽出しない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計対象施設を抽出するための方針が、安全重要

度分類指針に従って、降下火砕物によって安全機能が損なわれるおそれがある構

築物、系統及び機器並びに上位クラスへ影響を及ぼし得る施設について、火山ガ

イドを踏まえて降下火砕物の特徴を考慮した上で、適切に抽出するものとしてい

ることを確認した。 

 

６．降下火砕物による影響の選定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、設計対象施設の安全機能に及ぼ

す影響を選定することが必要である。この選定に当たっては、火山ガイドにおい

て、降下火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外の

影響（以下「間接的影響」という。）をそれぞれ選定することを示している。 

（１）直接的影響 

申請者は、降下火砕物の特徴から荷重、閉塞、摩耗、腐食、大気汚染、水質

汚染及び絶縁低下を設定した上で、外気吸入の有無等の特徴を踏まえ、直接的

影響の主な因子として、構造物への静的負荷及び化学的影響（腐食）、水循環

系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食）、換気系、電気系及び計

装制御系に対する機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影響（腐食）を選定し

ている。 

（２）間接的影響 

申請者は、降下火砕物が原子力発電所に間接的に与える影響について、外部

電源の喪失及び交通の途絶といった本発電所外で生じる影響を選定している。 

 

規制委員会は、申請者による降下火砕物の直接的影響及び間接的影響の選定が、

火山ガイドを踏まえたものであり、降下火砕物の特徴及び設計対象施設の特徴を

考慮していることを確認した。 

 

７．設計荷重の設定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、その堆積荷重に加え、火山事象

以外の自然事象や設計基準事故時の荷重との組合せを設定する必要がある。 

申請者は、降下火砕物に対する防護設計を行うために、個々の設計対象施設ご

とに応じて常時作用する荷重、運転時荷重（自重、死荷重及び活荷重）を適切に

組み合わせるとしている。火山事象以外の自然事象による荷重との組合せについ

ては、同時発生の可能性のある風（台風）及び積雪を対象としている。さらに、
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設計基準事故時の荷重との組合せを適切に考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計荷重の設定が、設計対象施設ごとに常時作用

する荷重、運転時荷重等を考慮するものとしていることを確認した。 

なお、同時発生の可能性のある風（台風）及び積雪の組合せについては「Ⅲ－

４．３ 自然現象の組合せ」、設計基準事故時の荷重との組合せについては「Ⅲ

－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重要

安全施設への考慮」で記載している。 

 

８．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

降下火砕物の直接的影響によって安全機能が損なわれない設計方針とする必

要がある。 

（１）安全機能を有する構築物等の健全性の維持（荷重）に対する設計方針 

申請者は、設計対象施設のうち降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設につ

いて、設計荷重が許容荷重に対して構造健全性を失わず、安全機能を損なわな

い設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計について、設計荷重が許容荷重に対して安全裕

度を有することにより構造健全性を失わず安全機能が損なわれない方針とし

ていることを確認した。 

（２）安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

申請者は、降下火砕物による構造物への化学的影響（腐食）、水循環系の閉

塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食）、電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影響（腐食）等によって、以下のとお

り安全機能が損なわれないように設計するとしている。 

① 構造物への化学的影響（腐食） 

設計対象施設である建屋及び屋外施設は、外装塗装等を実施し、降下火

砕物に付着した腐食性ガスによる化学的影響（腐食）に対して、安全機能

が損なわれないように設計するとしている。 

② 水循環系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

設計対象施設である水循環系を有する施設は、降下火砕物の粒径に対し

て、その施設の狭隘部に十分な幅を設け閉塞しないように設計するとして

いる。降下火砕物の性状の変化による閉塞については、降下火砕物が粘土

質でないため考慮する必要はないとしている。また、降下火砕物から海水

に溶出した腐食性成分による腐食に対しては、塗装又は耐食性を有する材

料の使用等により影響を及ぼさないように設計するとしている。摩耗につ
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いては、降下火砕物の硬度が砂よりも低くもろいことから、点検及び補修

により対応が可能としている。 

③ 電気系及び計装制御系に対する機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影

響（腐食） 

電気系及び計装制御系の設計対象施設は、外気と遮断された全閉構造等

により機械的影響（摩耗、閉塞）を受けず、また塗装等により化学的影響

を受けないように設計するとしている。 

④ その他の影響 

設計対象施設への直接的影響としては、上記の①から③の他に、降下火

砕物の粒子の衝突、水質汚染の影響が考えられるが、設計対象施設の構造

上、有意な影響を受ける可能性がないとしている。また、電気系及び計装

制御系の計装盤は、絶縁低下しないように外気取入口にフィルタを設置す

る等の空調管理された場所に設置するとしている。 

規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物の特徴を踏まえ、設計対象施設

に与える化学的影響、機械的影響その他の影響に対して、安全機能が損なわれ

ない方針としていることを確認した。 

（３）外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 

申請者は、屋外に連通する開口部を有する設計対象施設については、降下火

砕物が侵入し難い設計方針とするとともに、塗装を行うとしている。降下火砕

物により大気汚染が本発電所で発生した場合、当該汚染が外気取入口から中央

制御室に侵入しないように換気空調系の閉回路循環運転を実施することとし、

この場合であっても酸素濃度の低下又は炭酸ガス濃度の上昇により制限値に

達するまでの間の中央制御室の居住性が確保される設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物や設計対象施設の特徴を踏まえ

て、降下火砕物の侵入防止対策として、平型フィルタ等の設置や換気空調系の

停止により、安全施設の安全機能が損なわれないようにするとともに、原子炉

制御室にあっては閉回路循環運転により居住性を確保する方針としているこ

とを確認した。 

（４）降下火砕物の除去等の対策 

申請者は、設計対象施設に、長期にわたり静的荷重がかかることや化学的影

響が発生することを避け、安全機能を維持するために、除灰作業や点検等を実

施する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、降下火砕物の除去等について、除灰作業等に必要

な資機材を確保するとともに、手順等を整備する方針としていることを確認し

た。 
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以上のとおり、規制委員会は、申請者が、降下火砕物の直接的影響により安全

機能が損なわれないとしており、この設計方針が火山ガイドを踏まえていること

を確認した。 

 

９．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

火山ガイドは、降下火砕物による間接的影響として長期間の外部電源の喪失及

び交通の途絶を想定し、外部からの支援がなくても、原子炉及び使用済燃料プー

ルの安全性を損なわないように対応が取れることを示している。 

申請者は、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないようにディーゼ

ル発電機、燃料油貯油槽及び燃料油貯蔵タンクを備えるとし、タンクローリによ

る燃料の運搬も含めて 7日間の連続運転が可能な設計方針としている。燃料貯蔵

タンクから燃料油貯油槽への燃料運搬については、降灰時の道路条件を想定して

も除灰作業によりアクセス性を確保するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物の間接的影響として外部電源喪失

及び交通の途絶を想定し、ディーゼル発電機、燃料油貯油槽及び燃料油貯蔵タン

クを備え、7 日間の連続運転を可能とするために、燃料の運搬のためのアクセス

ルートの除灰作業を行う運用とするとしており、この方針が火山ガイドを踏まえ

たものであることを確認した。 

 
 

Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針 

第６条第１項から第３項は、敷地及び敷地周辺で想定される自然現象及び人為事

象（故意によるものは除く。）による火災等（以下「外部火災」という。）が発生し

た場合においても、その影響によって、安全施設の安全機能が損なわれないように

設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．外部火災に対して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．考慮すべき外部火災 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

（３）発電所敷地内における航空機落下等による火災 

（４）ばい煙及び有毒ガス 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 



68 
 

 

１．設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

外部火災に対して、安全施設の安全機能が損なわれないような設計方針を策定

するに当たり、外部火災の影響を受け得る施設を抽出する必要がある。 

申請者は、安全施設が外部火災の影響を受けた場合において、原子炉施設の安

全性を確保するため、安全重要度分類指針に基づき、設計上対処すべき施設（以

下「外部火災防護施設」という。）として、クラス１、クラス２及びクラス３に

属する構築物、系統及び機器を抽出する方針としている。このうち、建屋に内包

される構築物、系統及び機器については、建屋を外部火災防護施設として抽出す

る方針としている。また、外部火災の二次的影響に対して、外気を取り入れるク

ラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器を外部火災防護施

設として抽出する方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災防護施設の抽出方針について、外部火災

によって安全機能が損なわれるおそれがある構築物、系統及び機器を、火炎及び

輻射熱の影響による影響並びにばい煙等の二次的影響の特徴を考慮した上で、安

全重要度分類指針に従って抽出するものとしていることを確認した。 

 

２．考慮すべき外部火災 

外部火災に対して、安全施設の安全機能が損なわれないような設計方針を策定

するに当たり、外部火災ガイドは、種々の火災とその二次的影響について、考慮

すべきものを示している。 

申請者は、外部火災として、森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及び航空

機落下による火災（発電所敷地内に存在する危険物タンク火災を含む。）を選定

し、二次的影響としてばい煙及び有毒ガスによる影響を選定している。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたも

のであることを確認した。 

 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

森林火災に対する防護設計を行うために、安全施設の安全機能が損なわれな

いように、外部火災ガイドは、発電所周辺で発生し得る森林火災の設定方法、

森林火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり森林火災を設定し、その延焼を防ぐための手段とし

て防火帯を設けるとした上で、防火帯の幅、危険距離（火災の延焼防止に必要



69 
 

な距離）及び火炎が防火帯外縁に到達するまでの時間を評価し、設計方針を策

定している。 

① 発生を想定する森林火災による影響評価 

森林火災による影響を評価するに当たり、外部火災ガイドは、発生を想

定する森林火災の設定方法、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度の算出

方法を示すとともに、延焼速度を基に発火点から発電所までの到達時間を、

火線強度を基に防火帯幅を、火炎輻射強度を基に危険距離を算出する方法

を示している。 

a. 発生を想定する森林火災の設定 

申請者は、発生を想定する森林火災の設定として、本発電所周辺の

可燃物の量（植生）、気象条件、発火点等の森林火災の発生に関連する

条件について、以下のように設定している。 

ア．可燃物の量（植生）の設定 

申請者は、鹿児島県から入手した森林簿、現地調査等により得

られた樹種、林齢に基づき、可燃物となる植生を設定している。 

規制委員会は、この設定については、現地状況を踏まえたもの

であることを確認した。 

イ．気象条件の設定 

申請者は、鹿児島県における森林火災発生頻度が年間を通じて

比較的高い月の過去 10年間の気象データの中から、最小湿度、最

高気温及び最大風速をそれぞれ抽出し、それらの組み合わせを気

象条件として設定している。また、風向については、最大風速時

における風向と卓越風向の 2 つを設定し、これらを基に評価に必

要なパラメータを算出した上で、パラメータごとに、より厳しい

値を採用している。 

規制委員会は、この設定については、本発電所周辺の特徴が考

慮されていることを確認した。 

ウ．発火点の設定 

申請者は、発火点の設定について、最大風速時の風向が東であ

ることを踏まえ、発電所東側で最も近い道路沿いの駐車場を設定

するとともに、卓越風向が北北東であることを踏まえ、北東の森

林も設定している。2 つの発火点を基に評価に必要なパラメータ

を算出し、パラメータごとに、より厳しい値を採用している。ま

た、いずれの発火点も、発電所からの直線距離が 10km までの範囲

内であり、発火源として人為的行為を想定している。なお、発電

所東側の発火点については、周辺に森林が多いことから、より遠
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い場所を発火点とした場合の森林火災も評価し、道路沿いの駐車

場の方がより厳しくなることを確認している。 

規制委員会は、この設定については、本発電所周辺の特徴が考

慮されており、保守的なものであることを確認した。 

エ．土地の利用状況及び地形の設定 

申請者は、土地の利用状況について、国土交通省により提供さ

れている国土数値情報の 100m メッシュのデータを用い、地形デー

タについては国土地理院により提供されている基盤地図情報の

10m メッシュの標高データを用いている。 

規制委員会は、この設定については、高い空間解像度を有する

データが採用されており、現地状況を踏まえたものであることを

確認した。 

オ．発火時刻の設定 

申請者は、森林火災の発火時刻について、日照時間に応じた感

度解析を行い、火線強度が最大となる時刻を採用している。 

規制委員会は、この設定については、火線強度を最大にするも

のであり、保守的なものであることを確認した。 

b. 森林火災による影響評価 

申請者は、以上の設定を基に、森林火災シミュレーション解析コー

ド（FARSITE)を用いて、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度を算出

した上で、延焼速度を基に発火点から防火帯までの到達時間を、火線

強度を基に防火帯幅を算出している。具体的には、延焼速度を 0.03m/s

とし、これを基に、発火点から防火帯までの火災の到達時間を約 5時

間としている。防火帯の外縁での最大火線強度を 366kW/m とし、これ

に必要な防火帯幅を 16m としている。また、最大の火炎輻射強度を

426kW/m2としている。 

規制委員会は、申請者による森林火災の影響評価が、外部火災ガイ

ドを踏まえたものであり、受熱側の輻射強度が保守的に評価されるよ

う森林火災をモデル化するとともに、延焼速度、火線強度及び火炎輻

射強度を評価し、防火帯幅を導出していることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災の設定及び森林火災による影響評

価が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、必要なパラメータが適切に

設定及び算出されていることを確認した。 

 

② 森林火災に対する設計方針 
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発生を想定する森林火災の設定等に関して、外部火災ガイドは、発火点

から発電所敷地境界までの到達時間の算出及び防火帯幅の設定の考え方

を示している。 

申請者は、発火点から防火帯までの到達時間が約 5時間と算出されたこ

とから、発電所に常駐する自衛消防隊により、万が一の飛び火等による火

炎の延焼を防止することが可能であるとしている。 

必要な防火帯幅が 16m と算出されたことから、森林伐採により 20m の防

火帯幅を確保するとしている。また、森林火災による熱影響（最大の火炎

輻射強度）が 426kW/m2と算出されたことから、設計方針の策定に用いる火

炎輻射強度を 500 kW/m2とし、これに対する危険距離を算出した上で、危

険距離に応じた離隔距離を確保するとしている。 

これらの消火活動、防火帯幅及び離隔距離の設定を前提として、森林火

災に対する設計方針を、以下のように策定するとしている。 

クラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器を内包

する建屋について、防火帯外縁における森林火災から最も近い建屋の外壁

温度が許容値を下回るように設計するとしている。クラス１及びクラス２

に属する屋外の構築物、系統及び機器については、森林火災に伴う温度上

昇により安全機能が損なわれないように設計するとしている。また、クラ

ス３に属する屋外の構築物、系統及び機器については、防火帯の内側への

設置、代替設備の確保又は火災防護計画に基づく消火活動により防護する

方針としている。 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計が、外部火災ガイド

を踏まえたものであり、必要な防火帯幅及び外部火災防護施設との離隔距

離を確保するとしていること、代替設備の確保及び火災防護計画に基づく

消火活動によりクラス３に属する屋外の構築物等を防護する方針として

いることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計が、森林火災による影響

に対して必要な防火帯幅等を確保する方針としていることを確認した。 

 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

近隣の産業施設の火災・爆発に対して、安全施設の安全機能が損なわれない

ように、発電所敷地外の石油コンビナート等を抽出した上で、設計方針を策定

する必要がある。外部火災ガイドは、それらに火災・爆発が発生した場合の影

響（飛来物を含む。）について評価する方法を示している。 

申請者は、以下のように近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価した
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上で、離隔距離（火災・爆発の発生が想定される地点から外部火災防護施設ま

での距離）が危険距離（火災の延焼防止に必要な距離）及び危険限界距離（爆

発の爆風圧が 0.01MPa 以下になる距離）以上となるように、設計方針を策定し

ている。 

① 近隣の産業施設の火災・爆発の発生の想定 

近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価するためには、発電所に

影響を及ぼすような火災・爆発を発生し得る近隣の産業施設を抽出する必

要がある。外部火災ガイドは、具体的な火災・爆発の設定方法、危険距離

及び危険限界距離の算出方法を示している。 

申請者は、発電所敷地外の半径 10km 以内に存在する石油コンビナート

及び危険物貯蔵所等を抽出した上で、危険物等の流出による火災やガス爆

発を想定し、危険距離及び危険限界距離を算出している。 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設の火災・爆発の発生の想定

が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、地図等を用いて近隣の産業施

設が抽出された上で、その施設における危険物等の火災やガス爆発の発生

を想定し、近隣の産業施設の火災・爆発による危険距離及び危険限界距離

が算出されていることを確認した。 

② 想定される近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計方針 

発生を想定する近隣の産業施設の火災・爆発に対して防護設計を行うた

めに、設計方針を策定する必要がある。外部火災ガイドは、危険距離及び

危険限界距離に対して、必要な離隔距離（近隣の産業施設と原子炉施設の

間の距離）を確保することを示している。 

申請者は、近隣の産業施設において想定される火災・爆発に対して算出

された危険距離及び危険限界距離を上回る離隔距離が確保されるとして

いる。また、近隣の産業施設の爆発に伴い発生が想定される飛来物につい

ては、過去の実績を踏まえた算出方法によって求められた最大の飛距離を

上回る離隔距離が確保されるとしている。 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計

が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、算出された危険距離及び危険

限界距離等に対して、必要な離隔距離を確保する方針としていることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計が、

外部火災ガイドを踏まえたものであり、当該火災・爆発による影響に対して必

要な離隔距離を確保する方針としていることを確認した。 
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（３）発電所敷地内における航空機落下等による火災 

航空機落下等による火災に対して防護設計を行うために、安全施設の安全機

能が損なわれないように、外部火災ガイドは、発電所敷地内における航空機落

下の想定の方法、この火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のように、発電所敷地内における航空機落下等による火災を

設定した上で、設計方針を策定している。その際、航空機落下による火災と発

電所敷地内の危険物タンクによる火災の重畳を考慮している。 

① 発生を想定する発電所敷地内における航空機落下等による火災の設定

等 

航空機落下による影響を評価するに当たり、外部火災ガイドは、落下を

想定する航空機の条件及び落下地点の設定方法、輻射強度の算定方法を示

している。 

申請者は、以下のように、発電所敷地内への航空機落下による火災だけ

でなく、これに伴う危険物タンクによる火災についても想定し、航空機落

下による火災とそれに伴う危険物タンクによる火災も考慮し、輻射強度を

算出している。 

a. 航空機による火災の設定 

申請者は、航空機落下事故の発生状況や機種による飛行形態の違い

に関する最新の知見を基に、航空機を種類別に分類し、その種類ごと

に燃料積載量が最大の航空機を選定している。その航空機ごとの落下

確率に関する知見を基に、敷地内において航空機落下確率が 10-7 回/

炉･年以上となる区域を、選定された航空機ごとに特定し、その中で安

全施設から最も近い場所に航空機が落下し、搭載された全燃料が発火

した場合の火災を想定している。なお、落下実績がない航空機につい

ては、保守的に落下実績を 0.5 件としている。その上で、選定された

航空機ごとの燃料積載量と落下地点から安全施設までの距離を基に、

輻射強度が最大となる航空機の種類を特定し、その落下による火災を

設計方針の策定のために設定している。 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災の設定が、外部

火災ガイドを踏まえたものであり、航空機落下確率が 10-7回/炉・年以

上となる範囲が設定されていること、搭載された全燃料が燃焼した場

合を想定していること、その上で輻射強度が最大となる航空機の種類

と落下地点を仮定することにより、航空機落下による火災が保守的に

設定されていることを確認した。 

b. 発電所敷地内の危険物タンクによる火災の設定 

申請者は、発電所敷地内に存在する危険物タンクのうち、燃料保有
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量及び燃焼面積が最大のタンク又は各外部火災防護施設の最も近くに

設置されたタンクを選定し、タンク内の燃料量と原子炉建屋からの距

離から、輻射強度が最大となる火災を想定している。 

規制委員会は、申請者による発電所敷地内の危険物タンクによる火

災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、発電所敷地内に

存在する危険物タンクが特定され、タンク内の全燃料が燃焼した場合

を想定し、タンクと各外部火災防護施設との距離を考慮して、輻射強

度が最大となるタンクが選定され、そのタンクにおける火災が設定さ

れていることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下等の火災の設定について、外部

火災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

② 航空機落下等による火災に対する設計方針 

発生を想定する発電所敷地内における航空機落下等による火災の設定

等に基づき、外部火災防護施設に対する設計方針を策定する必要がある。 

申請者は、航空機落下による火災及び敷地内の危険物タンクによる火災

を想定した場合について、それぞれについて算出した輻射強度に対し、ク

ラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器を内包する

建屋の外壁温度が、許容値を下回るように設計するとしている。 

さらに、航空機落下による火災と敷地内の危険物タンクによる火災の重

畳について、同様に建屋の外壁温度を評価し、必要に応じて危険物タンク

と建屋との間に障壁を設けることにより、外壁温度を許容値以下とすると

している。 

また、クラス１及びクラス２に属する屋外の構築物、系統及び機器につ

いては、航空機落下等による火災に伴う温度上昇により安全機能が損なわ

れないこととしている。クラス３に属する屋外の構築物、系統及び機器に

ついては、代替設備の確保又は消火活動により防護する方針としている。 

規制委員会は、申請者による航空機落下等による火災に対する設計が、

外部火災ガイドを踏まえたものであり、航空機火災の設定において敷地内

の危険物タンク火災との重畳を考慮し、厳しい火災に対する輻射強度が算

出されていること、算出された輻射強度に対して、必要に応じて障壁を設

置することにより建屋の外壁温度を許容値以下とする方針としているこ

とを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下等の火災に対する設計が、外部火災
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ガイドを踏まえたものであり、当該火災が保守的に評価された上で策定されて

いることを確認した。 

 

（４）ばい煙及び有毒ガス 

外部火災による二次的影響に対して、安全施設の安全機能が損なわれないよ

うに、発生を想定する二次的影響を適切に考慮した上で、その二次的影響に対

する設計方針について策定する必要がある。外部火災ガイドは、考慮すべき二

次的影響として、ばい煙、有毒ガス等を示している。 

申請者は、発生を想定する二次的影響として、火災に伴い発生するばい煙及

び有毒ガスによる影響を抽出している。その上で、それぞれの影響に対して、

安全機能が損なわれるおそれがある構築物、系統及び機器として、外気を取り

込むクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器を抽出し

た上で、設計方針を策定している。 

これらの設備については、フィルタ等によりばい煙を捕獲又はその侵入を低

減させることにより、安全機能を損なわないように設計するとしている。また、

これらの設備のうち、居住性の確保が必要な場所については、外気取入れダン

パを閉止し、換気空調系の閉回路循環運転を行うこととしている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の二次的影響に対する設計が、外部火

災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他自然現象によって、安

全施設の安全機能が損なわれない設計とする必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）のうち、「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対

する設計方針」、「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」及び「Ⅲ－４．

２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空機落下による火

災及び有毒ガス）に対する設計方針」に記載したもの以外のその他自然現象（9事

象）については、以下のとおり、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計する

としている。 

１．風（台風）に対しては、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し機

械的強度を有する設計とする。 

２．降水に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された日最大１時間降水

量を上回る処理能力を持つ構内排水設備を設置して海域に排水する設計と
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する。 

３．落雷に対しては、建屋等に避雷設備を設置するなどの設計とする。 

４．生物学的事象に対しては、クラゲ等の発生を考慮して原子炉補機冷却海水設

備に除塵設備を設ける設計とする。また、除塵装置を通過する貝等の海生生

物に対して、海水ストレーナやスポンジボール洗浄装置により原子炉補機冷

却水冷却器や復水器等への影響を防止する設計とする。小動物の侵入に対し

て屋外設置の端子箱貫通部等にシールをする設計とする。 

５．凍結に対しては、本発電所近隣の気象台で観測された最低気温を考慮し、屋

外機器で凍結のおそれがあるものは保温等の凍結防止対策を行う設計とす

る。 

６．積雪に対しては、建築基準法に基づき積雪荷重を設定し、これに対し機械的

強度を有する設計とする。 

７．高潮に対しては、本発電所近隣の験潮場での過去最高潮位以上の敷地高さに

安全施設を設置し、高潮により影響を受けることのない設計とする。 

８．洪水に対しては、本発電所の敷地付近には川内川があるが、本発電所敷地は

丘陵地帯であるため、洪水による被害を受けないことから、設計上考慮する

必要はない。 

９．地滑りに対しては、本発電所敷地内に地滑りの素因となるような地滑り地形

の存在は認められず、地滑りが発生しないことから、設計上考慮する必要は

ない。 

 

規制委員会は、申請者の設計について、以下のとおり、安全施設の安全機能が損

なわれない方針としていることを確認した。 

１．風（台風）に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影

響として考えられる最大の風速を考慮して風荷重を設定し、これに対して機

械的強度を有する方針としていること。なお、風（台風）に対する防護対策

は、「Ⅲ－４．２．１ 竜巻による対する設計方針」に包絡される。 

２．降水に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最大の降水量を考慮して構内排水設備を設計するとしている

こと。なお、降水に対する防護対策は、「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止（第

９条関係）」に包絡される。 

３．落雷に対しては、避雷設備、接地網等を有する方針としていること。 

４．生物学的事象に対しては、個々の生物学的事象に対してそれぞれ防護措置を

とる方針としていること。 

５．凍結に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最低気温を考慮して凍結防止対策を行う方針としていること。 
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６．積雪に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最大の積雪量を考慮して積雪荷重を設定し、これに対して機械

的強度を有する方針としていること。なお、積雪に対する防護対策は、地震

及び火山の影響による設計荷重の評価に包絡される（地震に対しては「Ⅲ－

１ 地震による損傷の防止（第４条関係）」、火山の影響に対しては「Ⅲ－

４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」）。 

７．高潮に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、高潮の影響を受けない

よう安全施設への影響として考えられる最大の潮位を考慮して安全施設を

設置する方針としていること。なお、高潮に対する防護対策は、「Ⅲ－３ 津

波による損傷の防止（第５条関係）」に包絡される。 

８．洪水に対しては、川内川と本発電所周辺の地形状況から、洪水による被害を

受けないとして設計上考慮する必要はないとしていることは合理性がある

こと。 

９．地滑りに対しては、本発電所の敷地の地形状況から、地滑りが発生しないと

して設計上考慮する必要はないとしていることは合理性があること。 

 

 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他人為事象によって、安

全施設の安全機能が損なわれない設計とする必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る人為事象（7事象）のうち、「Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森

林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空機落下による火災及び有毒ガス）に対

する設計方針」に記載したもの以外のその他人為事象（4事象）については、以下

のとおり、安全施設の安全機能が損なわれない設計としている。 

１．船舶の衝突については、航路を本発電所敷地から離していることなどから、

船舶が取水口に進入する可能性は極めて低く、仮に船舶が漂流した場合でも、

閉塞しないよう開口部を十分広くした設計とする。また、重油流出事故が発

生した場合はオイルフェンスを設置する設計とする。 

２．電磁的障害については、原子炉保護系計器ラック及びケーブルに対し、電磁

波の侵入防止対策を行う設計とする。 

３．飛来物（航空機落下等）については、「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率の評価について（平成14･07･29原院第4号）」等に基づき、航空機落下

確率を評価した結果、１号炉は約4.7×10-8回/炉･年、２号炉は約4.8×10-8

回/炉･年であり、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対して、本発電

所1号炉及び2号炉ともに防護設計の要否判断の基準である10-7回/炉･年を超
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えないため、航空機落下による防護については、設計上考慮する必要はない。 

４．ダムの崩壊については、崩壊により本発電所に影響を及ぼすようなダムはな

いことから、設計上考慮する必要はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計について、以下のとおり、安全施設の安全機能が損

なわれない方針としていることを確認した。 

１．船舶の衝突に対しては、本発電所周辺の航路や船舶漂流等の可能性も踏まえ

たものとしていること。 

２．電磁的障害に対しては、計測制御回路を構成する機器に電磁波侵入防止対策

を講じるとしていること。 

３．飛来物（航空機落下等）に対しては、最新の航路、飛行実績等の情報を踏ま

えて航空機落下確率を評価し、防護設計の要否判断の基準である10-7回/炉･

年を超えていないことから、設計上考慮する必要はないとしていることは合

理性があること。 

４．ダムの崩壊に対しては、本発電所周辺にダムはないことから、設計上考慮す

る必要はないとしていることは合理性があること。 

 

 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

安全施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき自然現象の組合せを検討する必

要がある。なお、安全施設の安全機能が損なわれないことを広く確認する観点から、

地震と津波についても、組み合わせる自然現象の対象に含める必要がある。 

その上で、その組合せによる影響（地震と津波に係る影響は「Ⅲ－１ 地震によ

る損傷の防止（第４条関係）」及び「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」

において検討していない影響）により、安全施設の安全機能が損なわれないように

設計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）のうち、「Ⅲ－４．２．４ その他自

然現象に対する設計方針」で本発電所の敷地では発生しないと評価した洪水及び地

滑りを除くとともに、「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」において

評価した高潮を除いた 9 事象に、地震及び津波を加えた 11 事象について、組合せ

を検討している。その際、各自然現象によって関連して発生する可能性がある自然

現象も考慮し、自然現象の組合せについて網羅的に検討している。 

この組合せが原子炉施設に与える影響について、①個々の自然現象（関連して発

生する可能性がある自然現象も含む）の設計に包絡されている、②原子炉施設に与

える影響が自然現象を組み合わせることにより、個々の自然現象がそれに与える影
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響よりも小さくなる、③同時に発生するとは考えられない、という 3つの観点から

検討している。 

その結果、上記の①から③のいずれかに該当する自然現象の組合せについては、

安全施設の安全機能が損なわれないことを確認したとしている。また、①から③の

いずれにも該当しない設計上考慮すべき自然現象の組合せとして、火山の影響、風

（台風）及び積雪が抽出され、その組合せに対して安全施設の安全機能が損なわれ

ない設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者による自然現象の組合せが、安全施設に与える影響を考慮

して抽出されていること、また、抽出されたもの以外の自然現象の組合せによる安

全施設に与える影響に対しては、安全機能が損なわれないとしていることを確認し

た。 

なお、設計上考慮すべき自然現象の組合せ（火山の影響、風（台風）及び積雪）

に対する設計方針については、「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」

において記載している。 

 

 

Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対

する重要安全施設への考慮 

重要安全施設の設計に当たっては、これに大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象（必要に応じて異種の自然現象を重畳させる）により作用する力

（衝撃）に設計基準事故時の荷重（応力）を適切に考慮する必要があり、それぞれ

因果関係や時間的変化を踏まえて、適切に組み合わせる必要がある。 

申請者は、重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した自然現象に含まれるとし

ている。また、これらの自然現象又は「Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せとそれに対

する設計方針」で抽出した自然現象の組合せにより、重要安全施設を含む安全施設

の安全機能が損なわれない設計としていることから、これらの自然現象により設計

基準事故は発生しないため、当該自然現象と設計基準事故を組み合わせる必要はな

いとしている。また、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然

現象により重要安全施設に作用する衝撃と設計基準事故時に生じる応力を適切に

考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、当該自然現象によって設計基準事故が発生しな

いように設計するとしていること、また、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生す

ると考えられる自然現象により、重要安全施設に作用する力と設計基準事故時の荷

重を適切に組み合わせる方針としていることを確認した。 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

第７条は、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、爆発性又は易燃性を有する物

件等が不正に持ち込まれること及び不正アクセス行為のそれぞれを防止するため

の設備を設けることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．原子炉施設への人の不法な侵入を防止するため、安全機能を有する構築物、

系統及び機器を含む区域を設定し、その区域を人の侵入を防止できる障壁等

により防護し、人の接近管理及び出入管理が行える設計とする。 

２．原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件等の持ち込み（郵便物等

による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため、

持込み検査が可能な設計とする。 

３．原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に

係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテ

ロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部から

のアクセスを遮断する設計とする。 

４．これらは、核物質防護対策の一環として実施する。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、核物質防護対策として上記の対策１．から３．

を講じるとしていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと

判断した。 

 

 

Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 

第８条は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発

生を防止すること、かつ、早期に火災を感知消火すること並びに火災の影響を軽減

することができるように設計することを要求している。また、消火設備の破損、誤

作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための

機能を損なわないように消火設備を設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．火災区域又は火災区画の設定 

２．火災防護計画を策定するための方針 

３．火災の発生防止に係る設計方針 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 
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６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、火災防護基準に則り、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．火災区域又は火災区画の設定 

火災防護基準は、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じるために、火災区域又は火災区画を設

定することを要求している。 

申請者は、原子炉を安全に停止する（本節において、「原子炉を安全に停止す

る」とは、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、これを維持することをいう。）

ために必要な安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又

は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器（以下「安全機能を有する機器等」

という。）を、火災から防護する対象として抽出する方針としている。安全機能

を有する機器等を設置する区域であって、耐火壁によって他の区域と分離されて

いる区域を火災区域として、また、火災区域を耐火壁等によりさらに細分化した

ものを火災区画として設定している。 

なお、設計基準対象施設のうち、安全機能を有する機器等以外の構築物、系統

及び機器については、それぞれについて火災防護対策を行うとしている。 

規制委員会は、申請者が、安全機能を有する機器等を設置する場所を、火災区

域又は火災区画として設定する方針としていることを確認した。 

 

２．火災防護計画を策定するための方針 

火災防護基準は、火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び体制等

を定める火災防護計画を策定することを要求している。 

申請者は、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を定めるとして

いる。 

規制委員会は、申請者が、以下の内容を含む火災防護計画を策定する方針とし

ており、火災防護基準の規定に則っていることを確認した。 

（１）原子炉施設全体を対象とする計画であること。 

（２）火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、防護するための機器、

組織体制を定めること。 
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（３）安全機能を有する機器等を火災から防護するため、火災の発生防止、火災

の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれの目的を達成するため

の火災防護対策についても同計画に定めること。 

 

３．火災の発生防止に係る設計方針 

火災防護基準は、発電用原子炉施設に対して、火災の発生を防止するための対

策を講じること、安全機能を有する機器等に対して、不燃性材料又は難燃性材料、

難燃ケーブルを使用すること、発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器に対

して、自然現象によって火災が発生しないように対策を講じることを要求してい

る。 

（１）原子炉施設における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 火災区域に、発火性又は引火性物質を内包する設備を設置する場合、発

火性又は引火性物質の漏えいやその拡大の防止、配置上の考慮、換気、

防爆、貯蔵を考慮した設計とする。 

② 可燃性の蒸気が滞留するおそれがある火災区域においては、換気により

可燃性の蒸気を滞留させない。 

③ 火災区域には、可燃性の微粉を発生する設備を設置しない。 

④ 水素が発生するおそれがある火災区域においては、水素の換気及び漏え

い検知等の対策を図る。 

⑤ 火災区域には、放射線分解等により水素を発生する設備を設置しない。 

⑥ 原子炉施設には、火花を発生する設備等発火源となる設備を設置しない。 

⑦ 原子炉施設には、電気系統の過電流による加熱、焼損の防止等の対策を

図る。 

規制委員会は、申請者による原子炉施設における火災の発生防止に係る設計

が、火災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

（２）安全機能を有する機器等における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 機器等の支持構造物のうち、主要な構造材には不燃性材料を使用する。 

② 変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを

使用する。 

③ 難燃ケーブルは、実証試験により自己消火性及び延焼性を確認したケー

ブルを使用する。 

④ 換気設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き不燃性材料又は難燃

性材料を使用する。 

⑤ 保温材は、金属等の不燃性のものを使用する。 
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⑥ 建屋内装材は、不燃性材料を使用する。 

規制委員会は、申請者による安全機能を有する機器等における火災の発生防

止に係る設計が、火災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

ただし、難燃ケーブルとすべき核計装用ケーブルは、それ単体では延焼を確

実に防止できないものの、チャンネルごとに専用電線管に収納し、電線管外部

からの酸素の供給防止のため、両端を難燃性の耐熱シール材で処置する設計と

することにより、十分な保安水準が確保されることを確認した。 

（３）自然現象による原子炉施設内の構築物、系統及び機器における火災の

発生防止 

申請者は、安全機能を有する機器等を十分な支持性能をもつ地盤に設置し、

自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること、設計に当たっ

ては、設置許可基準規則解釈に従って設計すること、原子炉施設内の構築物、

系統及び機器について、落雷による火災の発生防止対策として建屋等に避雷設

備を設置するとしている。 

規制委員会は、申請者の設計が、自然現象により原子炉施設内の構築物、系

統及び機器における火災の発生を防止する方針としており、火災防護基準の規

定に則っていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の発生防止に係る設計が、火

災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災防護基準は、火災感知設備及び消火設備について、早期の火災感知及び消

火を行える設計とすることを要求している。また、これらの火災感知設備及び消

火設備は、地震等の自然現象に対して機能及び性能を維持すること、消火設備の

破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても、安全機能を有する機器等の安

全機能が損なわれないよう消火設備を設計とすることを要求している。 

（１）火災感知設備 

申請者は、火災感知設備について、以下の設計方針としている。 

① 各火災区域における環境条件や想定される火災の性質を考慮して設置

する。 

② 早期に火災を感知するため、煙感知器と熱感知器等異なる種類の感知器

を組み合わせて設置するとともに、火災の発生場所を特定することがで

きるものとする。 
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③ 感知器の誤作動を防止するため、平常時の状況の温度や煙の濃度を監視

し、急激な温度上昇や煙の濃度上昇を把握することができる「アナログ

式の火災感知器」を使用する。 

④ 外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう内蔵型蓄電池

を設置する。 

⑤ 火災感知設備の情報が中央制御室で監視できる。 

規制委員会は、申請者による火災感知設備の設計が、火災防護基準の規定に

則った方針としていることを確認した。 

ただし、一部については火災防護基準が求める「アナログ式の火災感知器」

を設置するとしないものの、以下の対応により、十分な保安水準が確保される

ことを確認した。 

① 「アナログ式の火災感知器」は火花が出る可能性があるため、水素の漏

えいの可能性が否定できない火災区域又は火災区画には設置せず、代わ

りに防爆型の火災感知器を設置する。また、当該火災区域又は火災区画

は、機械空調により環境を維持し誤作動を防止する。 

② 「アナログ式の火災感知器」は、降水等による誤作動の可能性があり、

それを低減するため、屋外の火災区域又は火災区画には設置せず、代わ

りに密閉性を有する防爆型の火災感知器を設置する。 

使用済燃料ピット及び使用済樹脂貯蔵タンク室に火災感知器を設置しない

としていることについては、発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで

火災を発生させないとしていることを確認した。 

（２）消火設備 

申請者は、消火設備について、以下の設計方針としている。 

① 煙の充満等により消火活動が困難となる区域等における消火設備の設

計方針 

原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等を設置

する火災区域又は火災区画には、火災時の煙の充満及び放射線の影響によ

り消火活動が困難となる場合、中央制御室からの手動操作又は自動起動の

消火設備により消火することとする。ただし、火災が発生しても煙が大気

に放出され充満するおそれがない火災区域又は火災区画、又は、運転員が

常駐し高感度の火災感知器を設置することにより消火活動が可能である

火災区域又は火災区画においては、消火器等で消火する。 

また、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機

器を設置する火災区域には、火災時の煙の充満及び放射線の影響により消

火活動が困難となる場合、中央制御室からの手動操作又は自動起動の消火

設備により消火することとする。ただし、可燃物がほとんどなく煙が充満
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しにくい火災区域又は火災区画においては、消火器等で消火する。 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の確保 

ろ過水貯蔵タンク2基及び燃料取替用水タンク1基を水源とし、水道水系

とは共有しない。消火ポンプは、ディーゼル消火ポンプと電動消火ポンプ

を各々1台設置する。 

③ 消火設備の系統分離に応じた独立性の確保 

系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置する消

火設備は、動的機器である弁等の単一故障（単一の原因によって一つの機

械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含

む。）をいう。）を仮定しても、消火機能を喪失することがないようにする。 

④ 火災に対する二次的影響の考慮 

煙等による二次的な影響を受けないよう、消火対象となる火災区域又は

火災区画とは別のエリアに消火設備を構成するボンベ及び制御盤等を設

置する。 

⑤ 消火設備の電源確保 

消火設備は、外部電源喪失時においても消火が可能となるように、蓄電

池を有したものとする。 

⑥ その他 

①から⑤に加えて、以下の対策を講じる。 

a. 消火剤及び消火用水の確保 

b. 移動式消火設備の配備 

c. 中央制御室への故障警報を発するための吹鳴機能の確保 

d. 全ての火災区域又は火災区画の消火活動を可能とするための消火

栓の配置 

e. 固定式ガス消火設備の作動前における退出警報を発するための吹

鳴機能の確保 

f. 管理区域内での消火活動を行うことにより、管理区域内から放射性

物質を含むおそれがある排水の流出防止 

g. 消火活動を行うために必要となる照明の設置 

規制委員会は、申請者による消火設備の設計が、火災防護基準の規定に則っ

た方針としていることを確認した。 

ただし、使用済樹脂貯蔵タンク室に消火設備を設置しないとしていることに

ついては、発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで火災を発生させな

いとしていることを確認した。 

（３）地震等の自然現象に対する火災感知設備及び消火設備の機能等の維持 
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申請者は、消火設備及び火災感知設備について、凍結、風水害及び地震時に

おける地盤変位を以下のとおり考慮するとしている。 

① 外気温が 0℃まで低下した場合、凍結を防止するために、屋外の消火栓

及び消火配管のブロー弁を微開とする運用とする。また、屋外の火災感

知設備は－10℃の環境下でも使用可能なものとする。 

② 屋外における消火設備の制御盤には浸水防止対策を講じる。また、建屋

外の火災感知設備は、風水害によって流れ込む水などに対しても、早期

に取替を行うことにより当該機器の機能及び性能の維持ができる運用

とする。 

③ 火災感知設備及び消火設備を、安全機能を有する機器等の耐震クラスに

応じて火災区域及び火災区画に設置すること、基準地震動が発生した場

合においても当該機器の機能及び性能の維持ができるものとする。 

④ 地盤変位による影響を直接受けないように配管の建屋接続部に溶接継

手を採用する。消火配管を地上又はトレンチ内に設置する。消火配管接

続口を建屋の外部に設置する。 

規制委員会は、申請者の設計が、火災防護基準の規定に則った方針としてい

ることを確認した。 

（４）消火設備の破損、誤作動又は誤操作による安全機能への影響 

申請者は、消火設備の放水による溢水に対して、安全機能を有する機器等の

安全機能が損なわれないよう設計するとしている。また、ガス消火設備として、

二酸化炭素及びハロンを用いることとしているが、二酸化炭素は不活性である

こと及びハロンは電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから消火設備の破損、

誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても、電気及び機械設備に影響を与

えないとしている。なお、溢水に対する防護設計については、「Ⅲ－７ 溢水

による損傷の防止等（第９条関係）」において記載する。 

規制委員会は、申請者の設計が、火災防護基準の規定に則った方針としてい

ることを確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者による火災感知設備及び消火設備の設

計が、火災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 

火災防護基準は、原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器

等について、発電用原子炉施設内のいかなる火災による影響を考慮しても、互い

に異なる系統を分離することにより、多重化された系統が同時に機能を喪失する

ことがないように設計することを要求している。また、火災によって運転時の異
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常な過渡変化又は設計基準事故が発生した場合にも、原子炉を安全に停止できる

ように設計することを要求している。 

（１）原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等を設置

する火災区域の分離 

申請者は、原子炉を安全に停止するための安全機能を有する機器等を設置す

る火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁、貫通部シール、防火扉及び

防火ダンパで分離するとしている。 

規制委員会は、申請者が、火災耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等に

より互いに異なる系統を分離する設計としており、火災防護基準の規定に則っ

た方針としていることを確認した。 

（２）原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等の系統

分離 

申請者は、原子炉施設において火災が発生した場合に、その機能の喪失によ

り原子炉を安全に停止することを阻害するおそれがある機器（以下「火災防護

対象機器」という。）及び火災防護対象機器を駆動若しくは制御するケーブル

（以下「火災防護対象ケーブル」という。これらを総称して「火災防護対象機

器等」とする。）を防護するため、同機器等の相互の系統分離及びこれらに関

連する火災防護対象ケーブル以外のケーブルとの系統分離を行うとしている。

系統分離に当たっては、火災区画内及び隣接火災区画間の延焼を防止するため、

以下のいずれかに該当する設計とするとしている。 

① 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、3 時間以上の耐火能力を有

する耐火壁等により分離された火災区域又は火災区画に設置する｡ 

② 水平距離 6m以上の距離等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、互いの系統間の水平距離を

6m 以上とし、その間には仮置きするものを含め可燃性物質を置かないこと、

かつ、当該区域又は区画内に火災感知設備及び自動消火設備を設置する｡ 

③ 1 時間の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、1 時間以上の耐火能力を有

する隔壁等により分離し、かつ、当該区域又は区画内に火災感知設備及び

自動消火設備を設置する｡ 

規制委員会は、申請者による原子炉制御室及び原子炉格納容器内の区画以外

に係る火災の影響軽減に係る設計が、火災防護基準に規定に則っており、火災

耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等により互いに異なる系統を分離し

た上で、原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等の系統

分離を図ることにより、当該火災区域又は火災区画において火災が発生した場
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合においても原子炉を安全に停止することができるとしていることを確認し

た。 

ただし、原子炉制御室及び原子炉格納容器内の区画に係る影響軽減に係る設

計方針については、（３）及び（４）で記載している。 

（３）原子炉制御室における火災の影響軽減対策 

申請者は、中央制御室制御盤内で発生が想定される火災に対して、運転員の

操作性及び視認性向上を目的として機器等を近接して設置することから、上記

（２）の系統分離対策を講じることができないものの、以下のとおり対策を講

じるとしている。 

① 制御盤内における操作スイッチ及びケーブルにおいて火災が発生した

場合であっても、近接する他の構成部品に影響がないことを実証試験に

より確認すること。 

② ケーブルは、当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず、また、周囲へ

の火災を与えない金属外装ケーブル、テフロン電線及び難燃ケーブルを

使用すること。 

③ 中央制御室に設置する異なる種類の火災感知器とは別に、直ちに煙を検

知できる火災感知器を制御盤内に設置すること。 

④ 常駐する運転員により早期の消火活動が実施できるよう手順を定めて

訓練を実施すること。 

⑤ 火災の発生箇所の特定ができるようサーモグラフィカメラ等を配備す

ること。 

⑥ 制御盤の一つの区画内で火災が発生し安全機能が全て喪失した場合で

あっても、他の区画の制御盤による運転操作、現場の遮断器等の操作に

より原子炉を停止することができること。 

規制委員会は、申請者による原子炉制御室における火災の影響軽減対策が、

火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、複数の運転員が常駐

していることを踏まえ、上記①から⑥の対策を講じることにより、火災の発生

防止対策、火災による他系統への延焼を防止する上で必要な火災感知及び消火

の対策を講じること、制御盤の一つの区画内で火災が発生し当該区画における

安全機能が全て喪失した場合であっても、原子炉を安全に停止することができ

るとしていることにより、十分な保安水準が確保されることを確認した。 

（４）原子炉格納容器内における火災の影響軽減対策 

申請者は、原子炉格納容器内で発生が想定される火災に対して、ケーブルト

レイが原子炉格納容器内で近接して設置されていること並びに1時間耐火性能

を有している隔壁等は事故が発生した場合にデブリ発生の要因となり再循環
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サンプの閉塞をもたらす可能性があることから、上記（２）の系統分離対策を

講じないものの、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① ケーブルトレイには、火災の延焼や火災からの影響を抑制するため蓋を

設置すること。 

② 電気盤の筐体、油内包機器のケーシング等により、原子炉格納容器内に

おける火災の影響を限定すること。 

③ 火災源となり得る油を内包したポンプは、油が漏れた場合でも拡大しな

いように設計すること。 

④ 防爆型の煙火災感知器及び防爆型の熱火災感知器を設置すること。 

⑤ 原子炉格納容器内で火災が発生した場合の消火要員の進入の可否の判

断を含めた消火手順を定め、消火要員が進入可能な場合は要員による早

期の消火活動を行う運用とすること。 

⑥ 消火要員が進入困難な場合は、中央制御室で手動操作可能な原子炉格納

容器スプレイ設備を用いた消火を行うこと。 

⑦ 格納容器内で火災が発生し動的機器の安全機能を全て喪失した場合で

あっても、原子炉格納容器外に設置される補助給水設備と主蒸気系統設

備により原子炉の高温停止を維持し、火災鎮火後、原子炉格納容器内の

電動弁を手動操作し余熱除去設備を起動することで、原子炉の低温停止

を達成することができること。 

規制委員会は、申請者による原子炉格納容器における火災の影響軽減対策が、

火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、原子炉格納容器内に

は可燃物の持ち込みが制限されることを踏まえ、申請者が上記①から⑦の対策

を講じることにより、原子炉格納容器内において発火源として想定される機器

に火災が発生した場合においても火災の影響を限定し、火災による他系統への

延焼や火災からの影響を防止する上で必要な火災感知及び消火の対策を講じ

ることにより、火災防護対象機器等の機能が損なわれないとしていること、原

子炉格納容器内で火災が発生し動的機器の安全機能を全て喪失した場合であ

っても、原子炉を安全に停止することができるとしていることにより、十分な

保安水準が確保されることを確認した。 

（５）その他の影響軽減に対する設計上の考慮 

申請者は、放射性物質の貯蔵機能を有する構築物、系統及び機器が設置され

る火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁等によって他の火災区域から

分離すること、他の火災区域又は火災区画へ火炎、熱、煙が悪影響を及ぼさな

いよう換気空調設備には防火ダンパを設置する設計とすること、中央制御室の

火災発生時の煙を排気するために建築基準法に準拠した容量の排煙設備を配
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備すること、油タンクは換気空調設備による排気等により屋外へ排気すること

を踏まえた設計としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、火災防護基準の規定に則った方針としてい

ることを確認した。 

（６）火災影響評価 

申請者は、火災により運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した

としても事故等を収束できるよう設計するとしている。 

規制委員会は、申請者が、火災による影響を考慮しても、発電用軽水型原子

炉施設の安全評価に関する審査指針（以下「安全評価指針」という。）に基づ

き、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するための機器の単一故

障を想定して多重性をもったそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく異

常状態を収束できる設計とする方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の影響軽減に係る設計が、火

災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

 

６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

火災防護基準は、１．から５．までの項目に加え、安全機能を有する機器等そ

れぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じた設計とすることを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）配線処理室には、2 箇所の入口を設置する設計とする。また、中央制御室

から配線処理室までのケーブルトレイ間は、運転員が消火活動を行うこと

を考慮しスペースを確保した設計とする。 

（２）安全補機開閉器室は、電源供給のみに使用する設計とする。 

（３）蓄電池室には、蓄電池のみを設置し直流開閉装置やインバータは設置しな

い設計、換気設備は水素ガスの排気に必要な換気量以上となるように設計、

換気設備が停止した場合には、中央制御室に警報を発する機能を有する設

計とする。 

（４）ポンプ室には、煙を排気できる可搬型の排風機を設置できる設計とする。 

（５）中央制御室を含む火災区域の換気空調設備には、防火ダンパを設置する設

計とする。また、中央制御室の床面には、防炎性を有するカーペットを使

用する設計とする。 

（６）使用済燃料貯蔵設備は、純水中においても未臨界となるように使用済燃料

を配置する設計とする、また、新燃料貯蔵設備は、新燃料を保管するラッ

クが一定のラック間隔を有する設計とするため、消火水が入ったとしても

臨界にはならない。 
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（７）放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域は、

換気設備が排気筒に繋がるダンパを閉止し隔離できるように設計する、放

射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び HEPA

フィルタは、固体廃棄物として処理を行うまでの間、金属製の容器や不燃

シートに包んで保管する、崩壊熱による火災の発生を考慮する放射性物質

はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、安全機能を有する機器等それぞれの特徴を考

慮した対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

第９条第１項は、安全施設は発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合に

おいても安全機能が損なわれないように設計することを要求している。また、同条

第２項の規定においては、設計基準対象施設について、発電用原子炉施設内の放射

性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって当該容器又は配管から

放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えい

しないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．溢水に対し防護すべき設備（以下「防護対象設備」という。）を抽出するた

めの方針 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

６．建屋外からの流入防止に関する設計方針 

７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計方針 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．防護対象設備を抽出するための方針 

発電用原子炉施設内で発生する溢水に対して、安全施設の安全機能が損なわれ
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ないようにするために必要な設備を防護対象設備として抽出する方針が示され

ることが必要である。 

申請者は、防護対象設備として、原子炉の高温停止、低温停止を達成し、これ

を維持するために必要な設備、放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要

な設備並びに使用済燃料貯蔵槽の冷却機能及び給水機能を維持するために必要

な設備を防護対象設備として抽出する方針としている。なお、それらのうち、溢

水によって安全機能が損なわれない静的機器、原子炉冷却材喪失事故等を想定し

て設置する原子炉格納容器内の機器、溢水の影響を受けて動作機能を損なっても

安全機能を維持できる機器及び主給水隔離弁の機能を代替できる主給水逆止弁

については、溢水による影響評価の対象として抽出しないこととしている。 

規制委員会は、申請者による防護対象設備を抽出するための方針について、設

置許可基準規則解釈で規定されている安全機能を有する設備を全て抽出すると

していることを確認した。 

 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

防護対象設備の設計方針を検討するに当たり、機器の破損等により生じる溢水

（以下「破損による溢水」という。）、異常状態（火災を含む。）の拡大防止のた

めに設置される系統からの放水による溢水（以下「放水による溢水」という。）

及び地震等の自然現象による機器の破損等により生じる溢水（以下「地震等によ

る溢水」という。）における、溢水源及び溢水量を設定する方針が示されること

が必要である。 

（１）破損による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、機器の破損等により生じる溢水を想定して、

配管の破損箇所を溢水源として設定している。この場合の溢水量は、配管の破

損箇所から流出した漏水量と隔離範囲内の系統保有水量を合算して設定する

方針としている。ここで、漏水量は、配管の破損形状を考慮した流出流量と漏

水箇所の隔離までに必要な時間（以下「隔離時間」という。）を乗じて設定す

るとし、配管の破損形状については、内包する流体のエネルギーに応じて、配

管を高エネルギー配管と低エネルギー配管に分類した上で、詳細応力評価によ

り設定する方針としている。 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については、

全ての高エネルギー配管及び低エネルギー配管を対象として破損を想定する

配管を抽出した上で、単一の破損を設定する方針であること、また、溢水量に

ついては、操作時間を踏まえた隔離時間の設定や漏水量が最大となる破損位置

等を検討の上、保守性を有するよう設定する方針としていることを確認した。 

（２）放水による溢水 



93 
 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、「Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条

関係）」において設置するとした消火設備からの単位時間当たりの放水量と放

水時間から溢水量を設定する方針としている。放水時間の設定は、3 時間を基

本とし、火災源が小さい場合は、火災荷重に応じて放水時間を設定する方針と

している。 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については、

火災発生時の消火設備からの放水とする方針であること、また、溢水量につい

ては、保守性を有するよう設定する方針としていることを確認した。 

（３）地震等による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、本カテゴリーに入る溢水として、地震によ

り発電所内で発生する溢水を想定するとし、地震以外の自然現象（津波を除く。

以下本節において同じ。）により発生する溢水は、防護対象設備の配置及びタ

ンク等の破損条件から地震による溢水に包絡されることから対象としないと

している。具体的な溢水源として、流体を内包するＢ、Ｃクラス機器（配管及

び容器）のうち基準地震動に対する耐震性が確保されない機器及び使用済燃料

ピットのスロッシングによる溢水を想定している。ただし、防護対象設備が設

置されていない水密化区画内で生じる溢水は、溢水源として想定しないとして

いる。配管の破損により生じる溢水量は、流出流量と隔離時間とを乗じて得ら

れる漏水量と、隔離範囲内の保有水量を合算して設定する方針としている。容

器の破損により生じる溢水量は、容器内保有水の全量流出を基本としている。

また、運転員の手動操作により漏えい停止が期待できる場合には、これを考慮

し設定する方針としている。使用済燃料ピットからの溢水量については、基準

地震動により発生するスロッシングによるピット外への漏水量としている。 

規制委員会は、申請者が、地震以外の自然現象による溢水が、地震による溢

水に包絡されるとしており、溢水源については、流体を内包する全てのＢクラ

ス及びＣクラス機器（配管及び容器）を対象として基準地震動に対する耐震性

を考慮し破損を想定する機器を抽出した上で、設定する方針としていること、

また、溢水量については、操作時間を踏まえた隔離時間を考慮して設定する方

針としていることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が、スロッシングによる溢水量について、評価

条件を保守的に設定するとともに実績のある解析プログラムを使用する方針

としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、本発

電所の状況を踏まえた検討を行った上で、保守的な設定を行う方針としているこ

とを確認した。 
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３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

防護対象設備の設計方針を検討するに当たり、防護対象設備が設置される区画

及び溢水経路を設定する方針が示されることが必要である。 

（１）溢水防護区画の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、防護対象設備が設置されている全ての場

所並びに中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路を対象に溢

水防護区画を設定する方針としている。 

規制委員会は、申請者による溢水防護区画の設定が、防護対象設備が設置さ

れている全ての区画等を対象に、壁、堰等又はそれらの組合せによって設定す

る方針としていることを確認した。 

（２）溢水経路の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、溢水防護区画内外で発生する溢水を想定

した上で、床ドレン、開口部、扉等からの流入又は流出を保守的に設定した条

件で当該区画内の水位が最も高くなる経路を溢水経路として設定する方針と

している。ただし、消火活動時の区画扉は、開放状態と設定するとしている。

溢水影響を軽減することを期待する壁、扉、堰等については、必要により、保

守点検や水密扉閉止等の運用を適切に実施するとしている。 

規制委員会は、申請者による溢水経路の設定が、溢水防護区画内の水位が最

も高くなるように適切に行われるとしていること、また、経路上の堰等に溢水

影響の軽減を期待する場合は、基準地震動に対する耐震性を評価するとともに、

扉等については適切に運用するとしていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水防護区画及び溢水経路の設定

が、現場設備等の設置状況を踏まえ、防護対象設備が設置されている全ての区画

等を対象に溢水防護区画として設定する方針としているとともに、当該区画内の

溢水水位が最も高くなるような保守的な条件で溢水経路を設定する方針として

いることを確認した。 

 

４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

防護対象設備は、破損、放水及び地震等による溢水に関して、没水影響、被水

影響及び蒸気影響の観点で、安全機能が損なわれないよう防護される設計方針で

あることが必要である。 

また、使用済燃料ピット水が地震に伴うスロッシングによってピット外へ漏水

しても、当該ピットの冷却及び給水ができる設計方針であることが必要である。 

（１）没水の影響に対する設計方針 
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申請者は、溢水ガイドを踏まえ、没水による影響を受けて、防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とするとしている。具体的には、以下のいずれかの

設計を行う方針としている。 

① 溢水による水位に対して、機能喪失高さが上回るように設置することに

より、防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。その際、流入

状態、溢水源からの距離、人のアクセス等による一時的な水位変動を考

慮し、発生した溢水水位に対して裕度を確保する設計とする。 

② 防護対象設備が、多重性又は多様性を有し、各々を別区画に設置するこ

とにより、同時に安全機能を損なわない設計とする。 

③ 壁、扉、堰等による没水対策を実施する。 

放水による溢水に対しては、火災により壁貫通部の止水機能が損なわれ当該

貫通部からの消火水の流入を想定しても、防護対象設備が機能喪失しない設計

方針としている。また、現場操作が必要な設備に対しては、環境条件を考慮し

ても操作場所までのアクセスが可能な設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、①溢水による水位に対し防護対象設備ごと

に現場設備等の設置状況を踏まえて機能喪失高さを評価し、一時的な水位変動

等を考慮しても機能喪失高さを上回るように設置すること、②多重性又は多様

性を有する安全施設については、同時に安全機能が損なわれないよう別区画に

設置すること、③没水対策を講じることにより、安全機能が損なわれない設計

とすることのいずれかとする方針としていることを確認した。また、消火活動

時の放水に伴う没水水位に対しては、保守的に放水量を見積もっても、機能喪

失高さを上回らないとする方針としていることを確認した。 

（２）被水の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、被水による影響として、破損した機器から

の飛散による被水、天井開口部からの被水及び消火活動時の放水による被水の

影響を想定している。その上で、溢水源となる機器からの飛散による被水や天

井貫通部からの被水による影響を受けて、防護対象設備が安全機能を損なわな

い設計とするとしている。具体的には、被水による影響を受ける範囲に防護対

象設備が設置される場合は、以下のいずれかの設計を行う方針としている。 

① 防護対象設備が被水試験等により確認された防滴機能を有しており安

全機能を損なわない設計とする。 

② 防護対象設備が、多重性又は多様性を有し、各々を別区画に設置するこ

とにより、同時に安全機能を損なわない設計とする。 

③ 防護対象設備への止水処置等による被水対策を実施する。 

この他、消火活動時の放水による被水の影響については、防護対象設備に不

要な放水を行わないように消火時の注意事項を定め、教育により周知徹底を図
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ることにより被水させるおそれがないとしている。また、現場操作が必要な設

備に対しては、環境条件を考慮しても操作場所までのアクセスが可能な設計方

針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、①被水により安全機能を損なわないよう防

滴機能を有すること、②多重性又は多様性を有する防護対象設備については、

同時に安全機能が損なわれないよう別区画に設置すること、③防護カバー等の

被水対策を講じることにより安全機能が損なわれない設計とすることのいず

れかとする方針としていることを確認した。 

（３）蒸気放出の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、高エネルギー配管の破損により放出される

蒸気放出の影響を評価し、その影響を受けて、防護対象設備が安全機能を損な

わない設計とするとしている。具体的には、蒸気暴露試験又は机上評価によっ

て防護対象設備の健全性が確認されている条件（温度、湿度及び圧力）を超え

ることがなく、防護対象施設が安全機能を損なわない設計とし、必要に応じて

以下のいずれかの設計を行う方針としている。 

① 蒸気影響を緩和するための対策として、蒸気の漏えいを自動検知し、遠

隔隔離を行う設計とする。 

② 自動検知及び遠隔隔離対策だけでは、その防護対象設備の健全性が確保

されない破損想定箇所については、防護カバーを設置する。 

なお、破損想定箇所の近傍に防護対象設備が設置されている場合は、漏えい

蒸気の直接噴出による防護対象設備への影響を考慮するとしている。また、現

場操作が必要な設備に対しては、環境条件を考慮しても操作場所までのアクセ

スが可能な設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、防護対象設備の健全性が確認されている条

件を超えることがないようにする方針とし、必要に応じて、①漏えいの自動検

知及び遠隔隔離による蒸気影響緩和対策又は、②破損想定箇所への防護カバー

を設置することによる緩和対策を行う方針としていることなどを確認した。 

（４）使用済燃料ピットのスロッシング後の機能維持に関する設計方針 

申請者は、使用済燃料ピットの冷却及び給水に必要な設備の没水、被水、蒸

気放出の影響に対する安全機能維持に係る設計に加え、使用済燃料ピットが、

スロッシング後においても、ピット冷却機能及び遮蔽機能維持に必要な水位を

確保する設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、使用済燃料ピットのスロッシング後の水位

が最も厳しい初期条件等を想定しても水温 65℃以下に維持し、申請者が規定す

る使用済燃料ピット中央水面における線量率以下に維持するために必要な水

位を確保する方針としていることを確認した。 
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規制委員会は、申請者による溢水に対する設計が、没水、被水、蒸気放出に対

して防護する方針としていることを確認した。 

 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

建屋外の防護対象設備については、溢水に対して安全機能が損なわれない設計

方針であることが要求される。 

申請者は、建屋外の防護対象設備である海水ポンプについて、海水ポンプエリ

ア内外で生じる溢水に対して安全機能が損なわれない設計方針としている。海水

ポンプエリア外で生じる溢水（屋外タンク接続配管の破損等）に対しては、当該

エリアへ流入させないように防護壁及び水密扉の設置や壁貫通部の止水措置を

講じる方針としている。エリア内で生じる溢水に対しては、破損による溢水、放

水による溢水及び地震等による溢水を想定しても、当該設備が没水し機能喪失す

ることがないようにエリア内の床ドレンからの排水を可能とする設計方針とし

ている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、溢水防護区画外からの溢水に対する防護壁等

の流入防止及び区画内の溢水に対する床ドレンから排水が可能な設計とする方

針としていることを確認した。 

 

６．建屋外からの流入防止に関する設計方針 

防護対象設備が設置されている建屋については、建屋外からの流入防止対策を

講じる設計方針であることが必要である。 

申請者は、建屋外の溢水源として、タービン建屋、貯水池（みやま池）、廃棄

物処理建屋、Ｂクラス及びＣクラスの屋外タンクからの溢水を想定して、水密扉

の設置等による流入防止対策を講じる設計方針とするとしている。また、貯水池、

Ｂクラス及びＣクラスの屋外タンクからの溢水に関しては、防護対象設備が設置

されている建屋の開口部高さに水位が達しない設計方針としている。なお、ター

ビン建屋内で生じる溢水及び地下水による溢水に対する設計方針については、

「Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針」に記載している。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、溢水経路を特定した上で、それぞれの流入経

路に対して水密扉の設置等の対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計

方針 
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第９条第２項は、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によっ

て当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、管理

区域外へ漏えいしないことを要求している。 

申請者は、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって当該

容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、伝播経路の

制限措置を講じることにより、当該液体が管理区域外へ漏えいしない設計方針と

している。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、建屋内の壁、堰等の設置によって、放射性物

質を含んだ液体の管理区域外への伝播経路を制限することにより、当該液体が管

理区域外へ漏えいしない方針としていることを確認した。 

 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

溢水に対する設計方針を踏まえた上で、溢水により原子炉に外乱が及び、かつ、

安全保護系、原子炉停止系の作動が要求される場合には、溢水の影響を考慮して、

安全評価指針に基づき安全解析を行うことが必要である。 

申請者は、防護対象設備が溢水により安全機能が損なわれない設計とし、評価

に当たっては、安全評価指針に基づき、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事

故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる

設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、安全評価指針に基づき、運転時の異常な過渡

変化又は設計基準事故に対処するための機器の単一故障を考慮しても異常状態

を収束できる設計とする方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－８ 誤操作の防止（第１０条関係） 

第１０条第２項は、安全施設は、容易に操作できるものでなければならないこと

を要求している。 

申請者は、想定される地震や外部電源喪失等の環境条件下においても、運転員が

容易に安全施設を操作できるよう、以下の設計方針としている。 

１．中央制御室の盤面機器は系統ごとにグループ化した配列にするとともに、操

作器は、形状や色等の視覚的要素での識別を行う設計とする。 

２．現場の弁等については、系統等により色分し識別管理できる設計とする。 

３．中央制御室の制御盤等は床等に固定することにより、地震発生時においても

運転操作に影響を与えない設計とする。 
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４．外部電源が喪失した場合においても、ディーゼル発電機等により運転操作に

必要な照明を確保する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、原子炉制御室や現場で操作する機器等の識別管

理及び操作に係る照明等への配慮を行うことによって、想定される地震や外部電源

喪失等の環境条件下においても、運転員が安全施設を容易に操作できるようにする

としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅲ－９ 安全避難通路等（第１１条関係） 

第１１条第３号は、設計基準事故が発生した場合に用いる照明（避難用の照明を

除く。）及びその専用の電源を備える設計とすることを要求している。 

申請者は、以下の設計方針としている。 

１．原子炉の停止、停止後の冷却、監視等の操作が必要となる可能性のある中央

制御室、現場操作場所（主蒸気配管室等）及び当該現場へのアクセスルート

に、避難用照明とは別の作業用照明を設置する設計とする。 

２．中央制御室の作業用照明は非常用電源から給電し、さらに専用の無停電電源

装置を備えた設計とする。 

３．中央制御室以外の作業用照明は常用電源又は非常用電源から給電し、さらに

内蔵電池を備えた設計とする。 

４．夜間にタンクローリによるディーゼル発電機燃料の輸送を実施する場合に備

えて、輸送開始が必要となる時間までに可搬型照明を準備可能な設計とする。  

 

規制委員会は、申請者の設計が、設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照

明及びその専用の電源を備える方針としていること、また、可搬型照明を時間的余

裕も考慮し準備可能とすることにより、昼夜及び場所を問わず作業可能とする方針

としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

第１２条第２項は、重要度が特に高い安全機能を有する系統に対して、原則とし

て多重性又は多様性及び独立性の確保を要求している。当該系統のうち静的機器に

ついては、長期間（24時間あるいは運転モードの切替え時点を境界とする。）にお

いて想定される静的機器の単一故障を仮定しても、所定の安全機能が達成できるよ

うに設計することを要求している。 

また、同条第６項においては、重要安全施設について、二以上の発電用原子炉施
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設において共用し、又は相互に接続するものであってはならないこととした上で、

共用又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が

向上する場合は、この限りではないとしている。 

さらに、同条第７項においては、重要安全施設以外の安全施設について、二以上

の発電用原子炉施設における安全施設と相互に接続する場合には、発電用原子炉施

設の安全性を損なわないものであることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．静的機器の多重性 

２．共用又は相互接続（重要安全施設及び重要安全施設以外の安全施設） 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

  

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

  

１．静的機器の多重性 

第１２条第２項は、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する設備の

うち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものに対して、最も過酷な

条件である完全機能喪失を単一故障として想定した場合でも、当該系統を構成す

る機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保

し、及び独立性を確保した設計とすることを要求している。ただし、想定される

静的機器の単一故障を仮定すべき長期間の安全機能の評価に当たっては、想定さ

れる最も過酷な条件下においても、その単一故障が安全上支障のない期間に除去

又は修復できることが確実であれば、その単一故障を仮定しなくてもよい。また、

単一故障の発生の可能性が極めて小さいことが合理的に説明できる場合、あるい

は、単一故障を仮定することで系統の機能が失われる場合であっても、他の系統

を用いて、その機能を代替できることが安全解析等により確認できる場合は、当

該機器に対する多重性の要求は適用しない。 

申請者は、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する設備のうち、多

重性を有しない静的機器であって、設計基準事故が発生した場合に、長期間にわ

たり機能が要求される設備として、アニュラス空気浄化設備の排気ダクトの一部、

安全補機室排気設備のフィルタユニット及びダクトの一部及び中央制御室非常

用循環フィルタユニット及びダクトの一部を抽出している。 

抽出された設備については、以下のとおり、（１）単一故障を仮定しなくても

よい場合、あるいは、（２）多重性の要求を適用しない場合に該当するとしてい

る。 
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（１）単一故障を仮定しなくてもよい場合 

アニュラス空気浄化設備の排気ダクトの一部並びに安全補機室排気設備の

フィルタユニット及びダクトの一部については、当該設備に要求される原子炉

格納容器内又は放射性物質が原子炉格納容器内から漏れ出た場所の雰囲気中

の放射性物質の濃度低減機能が喪失する単一故障として、想定される最も過酷

な条件となる故障を、ダクトについては全周破断、フィルタユニットについて

はフィルタ本体の閉塞を想定している。いずれの故障においても、単一故障に

よる放射性物質の放出に伴う被ばくの影響を最小限に抑えるよう、安全上支障

のない期間に故障を確実に除去又は修復できる設計とし、その単一故障を仮定

しないとしている。安全上支障のない期間については、修復作業を3日間とし、

その間における被ばくが緊急時作業に係る線量限度以下とすることができる

としている。 

（２）多重性の要求を適用しない場合 

各号炉において単一の設計とする中央制御室の非常用循環フィルタユニッ

ト及びダクトの一部については、容易に補修が可能であることに加え、1 号炉

及び 2号炉において共用とすることにより、当該設備の多重性を確保できる設

計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構

成する設備のうち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものを抽出し

た上で、以下のとおりとしていることを確認した。 

（１）申請者が単一故障を仮定しないとしたアニュラス空気浄化設備の排気ダク

トの一部並びに安全補機室排気設備のフィルタユニット及びダクトの一

部については、設計基準事故時に、ダクトの全周破断又はフィルタ本体の

閉塞を仮定したとしても、放射性物質の漏えい時の運転員等の被ばくによ

る実効線量の評価値が、「添付書類十 3 . 4 環境への放射性物質の異常な

放出」の評価結果と同程度となるよう安全上支障のない期間内に除去又は

修復できるとしていること。 

（２）申請者が単一の設計とするとした原子炉制御室の非常用循環フィルタユニ

ット及びダクトの一部については、他の系統により代替し、所定の安全機

能を維持することができるとしていること。 

 
２．共用又は相互接続 

第１２条第６項は、二以上の発電用原子炉施設における重要安全施設の共用又

は相互接続について、これらを行うことは原則せず、二以上の発電用原子炉施設

の安全性が向上する場合にのみ認められることを規定している。また、同条第７
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項においては、二以上の発電用原子炉施設における重要安全施設以外の安全施設

について、共用又は相互に接続する場合、発電用原子炉施設の安全性が損なわれ

ないことを要求している。 

申請者は、重要安全施設のうち中央制御室及び中央制御室換気空調設備につい

て、二以上の原子炉施設において共用するとし、重要安全施設以外の安全施設の

うち補助蒸気連絡ラインについて、二以上の原子炉施設において相互に接続する

としている。これらの設備については、以下の理由から共用又は相互に接続する

としている。 

（１）重要安全施設 

抽出された中央制御室は、共用することにより運転員の融通が可能となり総

合的な運転管理ができること、また、中央制御室の換気空調設備については、

各号炉の換気空調設備を共用することにより、単一の設計とする中央制御室非

常用フィルタユニットも含め、安全性が向上することから、二以上の原子炉施

設の安全性が向上するとしている。 

（２）重要安全施設以外の安全施設 

抽出された補助蒸気連絡ラインは、相互に接続するが、通常時は連絡弁を施

錠閉により物理的に分離し、また、連絡時においても各号炉の補助蒸気の圧力

等が同じであることにより、二以上の原子炉施設の安全性が損なわれないとし

ている。 

 

規制委員会は、申請者による安全施設の共用又は相互接続の設計について、重

要安全施設である原子炉制御室及び原子炉制御室換気空調設備の共用は、1 号炉

及び 2号炉の原子炉施設の安全性が向上すると判断した。また、重要安全施設以

外の安全施設である補助蒸気連絡ラインを1号炉及び2号炉相互に接続すること

は、1号炉及び 2号炉の原子炉施設の安全性を損なわないと判断した。 

 

 

Ⅲ－１１ 全交流動力電源喪失対策設備（第１４条関係） 

第１４条は、全交流動力電源喪失（外部電源喪失と非常用所内交流動力電源喪失

の重畳）に備えて、非常用所内直流電源設備は、原子炉を安全に停止、停止後の冷

却及び原子炉格納容器の健全性の確保のために必要とする電気容量を一定時間（重

大事故等に対処するための電源設備から電力が供給されるまでの間）確保できるよ

うな設計とすることを要求している。 

申請者は、蓄電池（安全防護系用）について、全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するための電源設備によって電力が供給されるまでの約 25 分間に対し、

原子炉を安全に停止し、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全性確保のため、必
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要となる設備に 1 時間以上の電源供給が可能な容量を備えた設計とするとしてい

る。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、重大事故等対処設備からの電力供給が可能とな

るまでの間、原子炉停止等のために必要な設備に対し電源供給が可能な容量を有す

る蓄電池（安全防護系用）を備える方針としていることを確認したことから、設置

許可基準規則に適合しているものと判断した。 

 

 

Ⅲ－１２ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

第１６条第２項第２号ニは、使用済燃料の貯蔵施設（乾式キャスクを除く。）に

おいて想定される燃料体等の落下時だけでなく、他の重量物の落下時においても、

使用済燃料の貯蔵施設の機能（遮蔽能力、最終ヒートシンクへの崩壊熱の輸送及び

漏えい検知等）が損なわれないように設計することを要求している。 

同条第３項第１号は、燃料取扱場所の放射線量並びに使用済燃料貯蔵槽の水位及

び水温についても、その異常を検知し、原子炉制御室における監視等が可能な設計

とすることを要求している。同第２号は、外部電源が利用できない場合であっても、

使用済燃料貯蔵槽の状態を示すパラメータの監視が可能な設計とすることを要求

している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 

２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 

想定される重量物の落下時においても、使用済燃料の貯蔵施設の機能が損なわ

れないように設計することを要求している。 

申請者は、使用済燃料の貯蔵施設内において落下のおそれがある重量物を抽出

した上で、それぞれの重量物が落下しないよう、以下の設計方針としている。 

（１）落下のおそれがある重量物の抽出 

落下時に使用済燃料ピットの機能に影響を及ぼす重量物については、使用済

燃料ピット周辺の状況、現場における作業実績、図面等にて確認することによ



104 
 

り、落下のおそれのある重量物等の落下時のエネルギーを評価し、気中におけ

る落下試験時の燃料集合体の落下エネルギー以上となる設備等を抽出してい

る（建屋構造物、使用済燃料ピットクレーン、新燃料取扱クレーン、燃料取扱

建屋クレーン）。 

（２）抽出された各重量物に対する設計又は運用に関する方針 

抽出したそれぞれの重量物に対して、以下のような対策を講じる。 

① 燃料取扱建屋の構造物については、基準地震動に対して落下しないよう

に設計する。 

② 使用済燃料ピットクレーンについては、基準地震動に対して、クレーン

脚部等（走行レールを含む）に発生する荷重が許容応力以下となるよう

に、吊荷を考慮し保守的に設計する。 

③ 新燃料取扱クレーンについては、使用済燃料ピットクレーンと同じレー

ル上を走行するため、使用済燃料ピットから離れた場所に固縛すること

により、使用済燃料ピット上を走行することがないような措置を講じる

か、クレーンの転倒防止対策等により、地震時にも使用済燃料ピットに

落下しない設計とする。 

④ 燃料取扱建屋クレーンについては、使用済燃料ピットの上部に走行レー

ルを敷設せず、仮に走行レールから脱落したとしても、建屋の構造上、

クレーン本体及び吊荷が使用済燃料ピットに落下しない設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、現場状況及び作業実態を調査した上で、当該

貯蔵施設の機能に影響を与えないことが既に確認されている燃料集合体の落下

時のエネルギーと比べて、その値が大きい物を、落下によって使用済燃料の貯蔵

施設の機能を損なうおそれがある重量物として抽出する方針とし、それぞれの重

量物に対して落下を防止する方針としていることを確認した。 

 

２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 

燃料取扱場所の放射線量に加え、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温についても、

その異常を検知し、原子炉制御室における監視等が可能なように設計することを

要求している。また、外部電源が利用できない場合においても、使用済燃料貯蔵

槽の状態を示すパラメータの監視が可能であることを要求している。 

申請者は、使用済燃料ピットの水位及び水温、燃料取扱場所の放射線量を中央

制御室において監視し、異常時に警報を発信するように設計するとしている。さ

らに、外部電源が利用できない場合においても、非常用所内電源からの給電によ

り、使用済燃料ピットの温度、水位及び放射線量を監視できるように設計すると

している。 
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規制委員会は、申請者の設計が、使用済燃料貯蔵槽を監視するために必要なパ

ラメータとして、放射線量に加え、水位及び水温についても、異常の検知や原子

炉制御室における監視を可能とする方針としていること、外部電源喪失時におい

ても監視を可能とする方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－１３ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係） 

設置許可基準規則解釈第１７条第１項第３号ロは、原子炉冷却材圧力バウンダリ

に接続している配管（以下「接続配管」という。）のうち、通常時及び事故時とも

に閉となるべきにもかかわらず、通常時又は事故時に開となるおそれがある弁を有

する配管については、原子炉側からみて、第 2隔離弁を含むまでの範囲を、クラス

１機器である原子炉冷却材圧力バウンダリとすることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を

有する接続配管は、原子炉側からみて、第 2隔離弁までの範囲を原子炉冷却

材圧力バウンダリとする。 

２．なお、上記以外の第 1隔離弁については、施錠管理を行うことにより開とな

らない運用とする。 

３．原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管については、原子炉冷却材

圧力バウンダリに加わる負荷に耐えるとともに、瞬間的破壊が生じないよう

十分なじん性を有する設計とする。また、クラス１機器としての供用期間中

検査を可能とする。 

４．設置許可基準規則解釈第１７条の規定により新たに原子炉冷却材圧力バウン

ダリとなる機器及び配管は、いずれもこれまでクラス２機器であったことか

ら、クラス１機器における要求を満足していることを確認する。当該配管と

管台の溶接継手に対して、非破壊検査を全数継続的に行い健全性を確認する

とともに、クラス１機器としての供用期間中検査を行う。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器

及び配管を抽出するとしていること、当該機器及び配管をクラス１機器として位置

付ける方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するもの

と判断した。 
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Ⅲ－１４ 安全保護回路（第２４条関係） 

第２４条第６号は、不正アクセス行為等による被害を防止できるように安全保護

回路を設ける設計とすることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．安全保護系のデジタル計算機は、盤の施錠等により、ハードウェアを直接接

続させないことで物理的に分離する設計とする。 

２．安全保護系のデジタル計算機は、ゲートウェイを介することにより送信のみ

に制限することで機能的に分離する設計とする。 

３．安全保護系のデジタル計算機は、固有のプログラム及び言語を使用し、一般

的なコンピュータウイルスが動作しない環境となる設計とする。 

４．安全保護系のデジタル計算機の設計、制作、試験及び変更管理の各段階にお

いて、「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」

（JEAC4620-2008）及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関

する指針」（JEAG4609-2008）に準じて、検証及び妥当性確認がなされたソフ

トウェアを使用する設計とする。 

５．発電所出入管理により、物理的アクセスを制限するとともに、安全保護系の

デジタル計算機のパスワード管理により、電気的アクセスを制限する設計と

する。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、物理的分離及び機能的分離を適切に講じるとと

もに、使用するソフトウェアについては検証及び妥当性確認により、コンピュータ

ウイルスが混入することを防止する等、承認されていない動作や変更を防ぐことが

できるとしていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判

断した。 

 

 

Ⅲ－１５ 保安電源設備（第３３条関係） 

第３３条は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止することが

ないように設計することを要求している。また、外部電源喪失時における発電所構

内の電源として、必要な電力を供給するように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の事項について審査を行った。 

１．保安電源の信頼性 

（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

（２）電線路の独立性 

（３）電線路の物理的分離 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 
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２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

（２）隣接する原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

  

１．保安電源の信頼性 

（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

第３３条第３項は、保安電源設備について、電線路、発電用原子炉施設にお

いて常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給

が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知するととも

に、その拡大を防止するように設計することを要求している。 

申請者は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止すること

がないように設計するとしている。安全施設に対する電気系統を構成する機器

は、短絡、地絡又は母線の低電圧、過電流等を検知し、検知した場合には遮断

器により故障箇所を隔離した上で、故障による影響を局所化することができる

とともに、他の安全機能への影響を限定できるよう設計するとしている。また、

1 相開放時は、電力の供給の安定性を回復できる設計としている。重要安全施

設に対する電気系統については、系統分離を考慮した 500kV 母線を 2 母線、

220kV 母線を 1 母線により構成することで、多重性を有し、系統分離が可能で

ある母線構成としており、電気系統を構成する機器は、規格等で定められた適

切な仕様とするとともに、非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替え操

作が容易な設計としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、以下の点を考慮する方針としていることを

確認した。 

① 保安電源設備については、安全施設への電力の供給が停止することがな

いようにすること、電力系統の異常の検知とその拡大防止については、

遮断器により短絡等の故障による影響を局所化するともに、他の安全機

能への影響を限定できること。 

② 外部電源に直接接続している変圧器の 1 次側において、3 相のうちの 1

相の電路の開放が生じた場合にあっては、安全施設への電力の供給が不

安定になったことを検知し、保護継電器が作動することによる故障箇所

の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策
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を行うことによって、安全施設への電力の供給の安定性を回復できるこ

と。 

③ 重要安全施設に対する電気系統については、系統分離を考慮した母線に

よって構成されるとともに、電気系統を構成する個々の機器が信頼性の

高いものであって、非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替え操

作が容易であること。 

（２）電線路の独立性 

第３３条第４項は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも 2

回線について、それぞれ互いに独立しているものであって、当該施設において

受電可能なものであり、かつ、それにより当該施設を電力系統に連系する設計

とすることを要求している。 

申請者は、本発電所について、送受電可能な500kV送電線 1ルート2回線と、

受電専用 220kV 送電線 1 ルート 1 回線の 3 回線で電力系統に連系しており、

500kV 送電線は約 60 ㎞離れた南九州変電所に連系し、220kV 送電線は約 3㎞離

れた新鹿児島線に連系するとしている。南九州変電所が停止した場合には、確

実に電力供給するために、人吉変電所等を経由するルートに接続する運用とし

ている。 

規制委員会は、申請者の設計が、原子炉施設に接続する電線路の上流側の接

続先の変電所が停止した場合であっても、当該原子炉施設に接続された送電線

による電力の供給が全て停止しないとしており、独立性を有する方針とするこ

とを確認した。 

（３）電線路の物理的分離 

第３３条第５項は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも 1

回線について、当該設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離して受

電できる設計とすることを要求している。 

申請者は、500kV 送電線 2 回線と 220kV 送電線 1回線について、同一の送電

鉄塔に架線しない設計とした上で、大規模な盛り土崩壊、大規模な地滑り等に

よる被害の最小化を図るため、鉄塔基礎の安定性を確保するとともに、強風発

生時の事故防止対策の実施により、外部電源系からの電力供給が同時に停止す

ることのないよう設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者の設計が、地滑り等の共通要因にて電力の供給が全て

同時に停止しないように、同一の送電鉄塔に架線しない方針としていることを

確認した。 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 

第３３条第６項は、設計基準対象施設に接続する電線路について、同一の発

電所の二以上の発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの 2
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回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設への

電力の供給が同時に停止しないように設計することを要求している。 

申請者は、設計基準対象施設に接続する電線路について、受電可能な 3回線

を有し、いずれの 1 回線によっても 1号炉及び 2号炉の停止に必要な電力を供

給し得る容量を備えるとした上で、500kV 送電線は、母線連絡遮断器を介し、

母線のタイラインにより 1 号炉及び 2 号炉に接続する設計としている。また、

開閉所から主発電機側の送受電設備は、十分な支持性能を持つ地盤に設置する

設計とした上で、碍子及び遮断器等の機器についても、耐震性の高いものを使

用するとしている。また、当該開閉所等は、津波の影響を受けない敷地高さに

設置するとともに、塩害を考慮する設計としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、設計基準対象施設に接続するいずれの 2回

線が喪失した場合でも他の1回線によって1号炉及び2号炉に電力を供給でき

る方針としていることを確認した。 

 

２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

第３３条第７項は、非常用電源設備及びその附属設備について、多重性又は

多様性及び独立性を確保し、その系統を構成する機器又は器具の単一故障が発

生した場合であっても、設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量を有する設計とすることを要求している。 

申請者は、ディーゼル発電機及びその附属設備は、多重性及び独立性を考慮

し、必要な容量のものを 2台備え、それぞれ非常用所内高圧母線に接続すると

している。また、蓄電池は、非常用 2系統をそれぞれ別の場所に設置し、多重

性及び独立性を確保する設計とするとしている。ディーゼル発電機の連続運転

に必要な燃料を貯蔵する設備は、既設のディーゼル発電機燃料油貯油槽に加え、

7 日間の連続運転を可能とするために燃料油貯蔵タンクを新たに発電所敷地内

に設ける設計としている。燃料油貯油槽と燃料油貯蔵タンクは、接続されてい

ないことから、連続運転のためにはタンクローリにより燃料を運搬する必要が

ある。運搬に当たっては、地震等の自然現象及び人為事象（故意によるものを

除く。）に対して、タンクローリが複数台損傷することを考慮し、必要な台数

を確保した上で、確実に運搬する運用によって 7日間の連続運転に支障のない

設計としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、以下の方針としていることを確認した。 

① ディーゼル発電機及び直流電源設備について、多重性及び独立性を考慮

し、それぞれ別の場所に設置することにより、その系統を構成する機器

又は器具の単一故障が発生した場合であっても、設計基準事故に対処す
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るための設備の機能を確保する。 

② ディーゼル発電機の 7日間連続運転を可能とするために、必要となる燃

料を貯蔵する設備として、燃料油貯油槽に加えて燃料油貯蔵タンクを設

置し、地震等の自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）を想

定しても、燃料油貯蔵タンクから燃料油貯油槽に燃料の運搬を確実に行

う。 

（２）隣接する発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 

第３３条第８項は、設計基準対象施設について、隣接する発電用原子炉施設

に属する非常用電源設備及びその附属設備から受電する場合にあっても、これ

に過度に依存しない設計とすることを要求している。 

申請者は、非常用電源設備及びその附属設備は 1号炉及び 2号炉にそれぞれ

別に設置し、隣接する原子炉施設と共用しない設計としている。 

規制委員会は、申請者が、隣接する原子炉施設に属する非常用電源設備等を

共用しない設計とすることを確認した。 
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Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて原子炉等規制法は、重大事故（炉

心の著しい損傷その他の重大な事故）への対策を規制の対象と位置付け、平成２５

年７月に施行された。この際、設置許可基準規則及び重大事故等防止技術的能力基

準が併せて施行されている。 

 本章においては、申請者の計画が、設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施

設」及び重大事故等防止技術的能力基準（２．２）に適合しているか否かを審査し

た。審査の概要は、以下のとおりである。用いる条番号は、断りのない限り設置許

可基準規則のものである。 

１．重大事故等の拡大の防止等（第３７条） 

申請者は、事故の想定を幅広く行い、その想定した事故に対して有効な対策

を計画しなければならない。 

（１）事故の想定 

事故の原因となる事象の抽出、起因事象（※1）と安全機能の喪失の組み合

わせを網羅的かつ体系的に行っているかを審査する。 

起因事象と安全機能の喪失の組み合わせは多数存在することから、効率的

に対策を計画するため、起因事象、安全機能の喪失状況、対策の共通性に着

目して少数の事故シーケンスグループ等に類型化する。その上で、事故シー

ケンスグループ等ごとに事故の進展や対策の実施等の観点から最も厳しい重

要事故シーケンス等を選定する。すなわち、重要事故シーケンス等に対して

対策が有効であれば、その対策は当該重要事故シーケンス等が含まれる事故

シーケンスグループ等に対して有効であるものと判断できる重要事故シーケ

ンス等を選定する。これらが適切に行われているかを審査する。 

（２）有効性評価 

事故シーケンスグループ等ごとに、申請者の計画する対策が、当該事故シ

ーケンスグループ等の特徴を踏まえたものか審査する。その上で、重要事故

シーケンス等に対して申請者が計画している対策の有効性について、適切な

解析手法を用いているか、解析結果が評価項目を満たしているか、解析コー

ド等の不確かさを考慮しても評価項目を満たしていることに変わりは無いか

を審査する。また、当該対策が要員及び燃料等の観点からも対応可能である

かを審査する。    

 

２．設備及び手順等（第３８～第４１条、第４３～第６２条、重大事故等防

止技術的能力基準１．０～１．１９） 

                                                   
（※1） 通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷、格納容器破損及び燃料損傷に波及する可能性のある事

象（外部電源喪失、LOCA 等）。以下この章において同じ。 
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申請者は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対策や前記のように

網羅的かつ体系的に想定した事故への対策に関する設備及び手順等を適切に

整備する必要がある。さらに、自主的な対応により重大事故等への対処をより

確実に実施する必要がある。 

（１）設備及び手順等に対して要求される共通事項（第３８～第４１条、第

４３条、重大事故等防止技術的能力基準１．０） 

   地震及び津波などにより機能を喪失しないこと、炉心損傷防止などに必要

な容量を確保することなどは、重大事故等に対処するための設備及び手順に対

して要求される共通の事項であり、これらが適切になされる方針であるか審査

する。 

（２）機能ごとに要求される事項（第４４～６２条、重大事故等防止技術的

能力基準１．１～１．１９） 

① 設置許可基準規則等の逐条において必要とされる設備及び手順等 

設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施設」及び重大事故等防止技

術的能力基準第１項では、主として福島第一原子力発電所事故の教訓から

導かれた要求事項から構成されている。申請者が設備及び手順等を整備す

る上での申請者の方針が、要求事項に則った適切なものであるかについて

審査する。 

② 有効性評価において必要とされる設備及び手順等 

上記有効性評価において必要とされた重大事故等対処設備及びその手

順等の整備が、適切な方針の下に行われるかを審査する。 

③ 申請者の自主的な設備及び手順等 

機能喪失の原因分析などを行った上で、さらなる対策の抽出を行い、上

記以外の設備及び手順等を整備など自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であることを確認する。なお、有効性評価

においては厳しい条件で解析を行うため、故障した設備の復旧などは見込

まないが、実際には復旧対策などの自主的な対応が行われる。このため、

全体としての対策の実現性を検討するためには、自主的な対応も確認する

ことが必要である。 

 

３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力基準２．１） 

申請者は、原子炉施設が大規模な損壊に至った場合に対しても、事故の影響を

緩和する対策を整備しておく必要がある。 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における手順書、当該手順書に
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従って活動を行うための体制及び資機材を適切に整備する方針であることを要

求している。 

 大規模損壊に対する手順書、体制及び資機材の整備については、大規模損壊発

生時の特徴を踏まえた適切な方針であるかを審査する。 

 
 
Ⅳ－１ 重大事故等の拡大の防止等（第３７条関係） 

第３７条は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、重大

事故が発生した場合においては、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

また、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」

という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、運転停止中に

おける発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の

著しい損傷を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策  

Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．４ 停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

 

また、規制委員会は、申請者が有効性評価に用いた解析コードについて、その適

用性を確認した。 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

なお、以下において位置付けた重大事故等対処設備及びその手順等の整備の方針

は、Ⅳ－２からⅣ－４に示している。 

 

 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

第３７条の設置許可基準規則解釈は、評価対象とする原子炉施設において「想定
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する事故シーケンスグループ（※2）」若しくは「想定する格納容器破損モード（※
3）」は、以下に示す事故シーケンスグループ等を必ず含めた上で、当該プラント

に対する確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）などを実施し、有意な頻度

又は影響がある事故シーケンスグループ等が見いだされた場合には、これを追加す

ることを求めている。 

有効性評価ガイドは、想定する事故シーケンスグループごとに、炉心の著しい損

傷に至る重要な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定し、

有効性評価の対象とするとしている。また、格納容器破損モードごとに、格納容器

の損傷に至る重要な事故シーケンス（以下「評価事故シーケンス」という。）を選

定するとしている。 

また、停止中評価ガイドは、燃料の損傷に至る重要事故シーケンスを選定し、有

効性評価の対象とするとしている。 

さらに、SFP 評価ガイドは、使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷防止については、想

定事故１及び想定事故２を想定するとしている。 

（事故シーケンスグループ等（設置許可基準規則解釈が、必ず想定することを要求

しているもの）） 

① 運転中事故シーケンスグループ 

a. 2 次冷却系からの除熱機能喪失 

b. 全交流動力電源喪失 

c. 原子炉補機冷却機能喪失 

d. 原子炉格納容器の除熱機能喪失 

e. 原子炉停止機能喪失 

f. ECCS 注水機能喪失 

g. ECCS 再循環機能喪失 

h. 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA、蒸気発生器伝

熱管破損） 

② 格納容器破損モード 

a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

b. 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

c. 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

d. 水素燃焼 

e. 格納容器直接接触（シェルアタック） 

f. 溶融炉心・コンクリート相互作用 

③ 運転停止中事故シーケンスグループ 

                                                   
（※2）起因事象、安全機能の喪失状況に着目して事故シーケンスを類型化したもの。単数若しくは複数の事故シ

ーケンスを含む。 
（※3）格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目して類型化したもの。 
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a. 崩壊熱除去機能喪失（RHR の故障による停止時冷却機能喪失） 

b. 全交流動力電源喪失 

c. 原子炉冷却材の流出 

d. 反応度の誤投入 

④ 想定事故１及び想定事故２ 

a. 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能の喪失 

b. 使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失 

 

１．申請内容 

 事故シーケンスグループ等の特定及び事故シーケンスグループ等ごとの重要

事故シーケンス等の選定については、以下のとおりとしている。 

（１）運転中原子炉において重大事故に至るおそれがある事故 

① 事故シーケンスグループの特定 

a. イベントツリーによる炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出 

内部事象（※4）レベル 1PRA の手法を活用し、各起因事象と炉心損

傷を防止するための手段等との組合せをイベントツリーで分析し、炉

心損傷に至る事故シーケンスを抽出した。また、地震 PRA 及び津波 PRA

の手法を活用し、複数機能の同時喪失を伴う事象の発生を想定し、起

因事象をプラントに与える影響度の高いものから順に並べた起因事象

階層イベントツリーと、炉心損傷を防止する手段等の状況を示すイベ

ントツリーによって分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出し

た。 
b. PRA に代わる方法による炉心損傷に至る事故シーケンスの検

討 

内部事象、地震及び津波以外の事象について、現時点では、内部事

象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケンスを検討した。 

内部溢水及び内部火災の事故シーケンスについては、溢水、火災に

より様々な同時故障が発生しても、炉心損傷を防止するための手段等

との組合せは内部事象レベル 1PRA と同じであるため、内部事象レベル

1PRA により抽出された事故シーケンスと同じ事故シーケンスになる

と推定される。 

洪水、風（台風）、竜巻等の事故シーケンスは、安全上の重要度の

高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部

に設置された設備への影響として海水ポンプ及び変圧器・送電線等の

                                                   
（※4）PRA の方法論には、①偶発故障を仮定した PRA と、②特定の事象を事故の原因とする PRA がある。偶発故

障を仮定した PRA を「内部事象 PRA」という。 
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機能喪失による全交流電源喪失があるが、これは内部事象レベル 1PRA

の手法を活用したイベントツリーにより抽出済みの事故シーケンスで

ある。 

よって、新たに炉心損傷に至る事故シーケンスは抽出されなかった。 
c. 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

上記 a.においてイベントツリーにより網羅的に抽出した炉心損傷

に至る事故シーケンスを起因事象及び安全機能の喪失状況に着目して

類型化し事故シーケンスグループを特定するため、まず、抽出された

炉心損傷に至る事故シーケンスと、必ず想定する 8つの事故シーケン

スグループとの対応関係を整理した。その結果、抽出した炉心損傷に

至る事故シーケンスのうち、地震・津波特有の 5つの事故シーケンス

（原子炉建屋損傷、原子炉格納容器破損、原子炉補助建屋損傷、複数

の信号系損傷、蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損））が、必ず想定

する事故シーケンスグループに含まれなかった。 
d. PRA の結果を考慮した事故シーケンスグループの特定 

上記の 5つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとし

て追加するか否かの検討を、PRA の結果も考慮し、頻度及び影響度の

観点から必ず想定する事故シーケンスグループと比較することにより

行った。その結果、頻度の観点からは、5 つの事故シーケンスは、全

炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいことを確認した。また、影

響度の観点からは、建屋損傷等により機能喪失する炉心損傷を防止す

るための設備の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅がある

が、発生する事象の程度に応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防

止対策を柔軟に活用するとともに、必要に応じて大規模損壊対策によ

る影響緩和を図ることができることを確認した。以上より、頻度及び

影響度の観点から必ず想定する事故シーケンスグループと比較し、総

合的に判断して、5 つの事故シーケンスは新たに追加する必要はない

とした。 

よって、想定する事故シーケンスグループは、設置許可基準規則解

釈が必ず想定することを要求しているものと同一である。 

e. 原子炉格納容器の機能に期待する事故シーケンス 

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷防

止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる事故シーケン

スは、事故シーケンスグループに含めないが、格納容器破損防止対策

における評価事故シーケンスに包絡させるものとする。 

② 重要事故シーケンスの選定 
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有効性評価ガイドの指定する 4つの着眼点（系統間機能依存性、余裕時

間、設備容量、代表性）に沿って事故シーケンスグループごとに重要事故

シーケンスを選定した。4 つの着眼点の各々について、影響度を「高」、

「中」、「低」で整理し、選定に用いた。また、選定の際に複数の事故シ

ーケンスが重要事故シーケンスの候補となる場合には、事象進展が早いも

のなど、より厳しいシーケンスを選定した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

（２）運転中原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 
① 格納容器破損モードの抽出 

a. PRA の知見を活用した格納容器破損モードの検討 

内部事象については、プラント状態を分類し、事象の進展に伴い生

じる格納容器の健全性に影響を与える負荷を分析して、格納容器バイ

パス、格納容器隔離失敗及び格納容器物理的破損に係る以下の１２の

格納容器破損モードを日本原子力学会の PRA に関する実施基準（※5）

に則って検討対象とした。 

1) 蒸気発生器伝熱管破損（ｇモード） 

2) インターフェイスシステム LOCA（νモード） 

3) 格納容器隔離失敗（βモード） 

4) 原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード） 

5) 格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（ηモード） 

6) 溶融物直接接触（μモード） 

7) 格納容器雰囲気直接加熱（σモード） 

8) 水素燃焼又は水素爆轟（γモード） 

9) ベースマット溶融貫通（εモード） 

10) 格納容器貫通部過温破損（τモード） 

11) 水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δモード） 

12) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード） 

b. PRA に代わる方法による格納容器破損モードの検討 

内部事象以外の事象については、現時点では、内部事象レベル 1.5

（※6）PRA の手法と工学的な判断により検討を実施した。 

検討の結果、地震特有の格納容器破損モードとして、βモード、ｇ

モード及び地震による格納容器破損（χモード）が考えられるが、β

モード及びｇモードについては a.の 12 の破損モードで抽出されてい

ること、χモードについては直接的な格納容器の閉じ込め機能喪失で

あることから、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とせず、大

                                                   
（※5）日本原子力学会標準 原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準 （レ

ベル 2PSA 編）：2008 

（※6）レベル 1.5PRA とは、格納容器破損頻度を求めるまでの PRA をいう。 
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規模損壊対策で対応することとし、新たに追加すべき格納容器破損モ

ードはないとした。 

津波、火災、溢水及びその他の自然現象については、内部事象レベ

ル 1PRA で抽出された事故シーケンス以外の事故シーケンスはなく、炉

心損傷後の格納容器内物理現象についても a.の 12 の破損モードで想

定するものと同じと考えられることから、新たに追加すべき格納容器

破損モードはないとした。 

c. 評価対象とする格納容器破損モードの抽出 

上記 a.において検討対象とした 12 の格納容器破損モードには、必

ず想定する 7つの格納容器破損モードが含まれる。なお、必ず想定す

る格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）

については、BWR の一部の格納容器に特有の事象とみなされているた

め、PWR である当該評価の対象から除外する。 

必ず想定する格納容器破損モードに分類されない 2つの破損モード

（α及びβ）について、海外知見等に基づいて検討を行い当該破損モ

ードは発生する可能性が極めて低いこと、及び 3つの破損モード（θ

モード、ν及びｇモード）について、事故シーケンスグループに含め

炉心損傷防止対策として評価することから新たな格納容器破損モード

として考慮する必要はない。 

よって、想定する格納容器破損モードは、6 つの格納容器破損モー

ド（η、σ、γ、ε、τ、δ）とする。 

② プラント損傷状態の特定 

炉心損傷後のプラント損傷状態（以下「PDS」という。）は、起因事象

と 1 次系圧力、炉心損傷時期、格納容器内事象進展（格納容器破損時期、

溶融デブリの冷却手段）の 3種類の属性を用いて定義した。 

レベル 1PRA で抽出された炉心損傷に至る事故シーケンスから、さらに

高圧注入・再循環、格納容器スプレイ注入・再循環の分岐・ヘディングを

考慮し、内部事象レベル 1.5 評価用のイベントツリーを作成した。これを

用いて各事故シーケンスの PDS を特定した後、PDS ごとに事故シーケンス

を整理した。 

さらに、PDS ごとに、設備の動作状態及び各種現象の発生状態を検討し

て、格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る事故シーケン

スが、①c．の 6 つの格納容器破損モードのいずれかに対応することを確

認した。この結果を用いて、格納容器破損モードごとに PDS を整理した。 

③ 評価事故シーケンスの選定 
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格納容器破損モードごとの PDS から、影響の観点で最も厳しくなる PDS

を選定した。この PDS を構成する事故シーケンスから、事象進展が最も厳

しくなる事故シーケンスを抽出し、有効性評価の評価事故シーケンスとし

た。 

さらに、事象進展を厳しくする観点から複数の機能の喪失の重畳を考慮

した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

（３）運転停止中原子炉において燃料損傷に至るおそれがある事故 

① 事故シーケンスグループの特定 

運転停止中について、各起因事象と燃料損傷を防止するための手段等と

の組合せをイベントツリーで網羅的に分析し、炉心損傷に至る事故シーケ

ンスを抽出した。 

抽出した炉心損傷に至る事故シーケンスについて、喪失した機能及び炉

心損傷に至った主要因の観点から、必ず想定する 4つの事故シーケンスグ

ループとの関係を整理した。その結果、必ず想定すべき事故シーケンスグ

ループに含まれない炉心損傷に至る事故シーケンスは新たに抽出されな

かった。 

② 重要事故シーケンスの選定 

停止中評価ガイドの指定する 3つの着眼点（余裕時間、設備容量、代表

性）に沿って事故シーケンスグループの中から有効性評価の代表シーケン

スとする重要事故シーケンスの選定を実施した。3 つの着眼点の各々につ

いて、影響度を「高」、「中」、「低」で整理して、選定に用いた。具体

的には表Ⅳ－１のとおり。 

（４）使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷に至るおそれがある事故 

   想定事故１及び想定事故２を想定する。 

 

２．審査結果 

（１）運転中原子炉において炉心損傷に至るおそれがある事故 

規制委員会は、申請者が、炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出を、内部事

象については炉心損傷イベントツリー、地震及び津波については階層イベント

ツリーと炉心損傷イベントツリーを構築して行うという日本原子力学会の PRA

に関する実施基準に則った標準的な手法で行っていることを確認した。また、

内部事象、地震及び津波以外の事象について、当該事象を対象とする PRA に代

わる方法として、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケ

ンスを検討していることは妥当と判断した。 

規制委員会は、申請者が、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しな

い地震及び津波特有の5つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループ
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として追加しないとしていることについて、設置許可基準規則解釈に則って、

頻度は全炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいことを確認し、加えて、大

規模損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしていることから、妥

当であると判断した。 

また、事故シーケンスには、国内外の先進的な対策と同等のものを講じても、

炉心損傷の防止が困難なものがあり、申請者がこれらの事故シーケンスを炉心

損傷防止対策における事故シーケンスグループに含めず、格納容器破損防止対

策において考慮するとしたことは、設置許可基準規則解釈に則った考え方であ

ることから、妥当であると判断した。 
規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

有効性評価ガイドの考え方を踏まえ4つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当であると判断

した。 

（２）運転中原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 
規制委員会は、申請者が、内部事象による格納容器破損モードを日本原子力

学会の PRA に関する実施基準に則って検討対象としていることを確認した。ま

た、申請者が、自然現象について、新たに追加すべき格納容器破損モードはな

いとしていることは、最新の技術に基づく内部事象レベル 1.5PRA の手法と工

学的な判断により検討していることから、妥当と判断した。評価対象とした 12

の格納容器破損モードは、設置許可基準規則解釈における必ず想定する格納容

器破損モード（BWR 固有のものを除く。）と一致することを確認した。これは、

申請者が、検討対象とした 12 の格納容器破損モードのうち、発生する可能性

が極めて低いもの、炉心損傷防止対策において評価するものを除き、すべて評

価対象としていることから、妥当であると判断した。 

規制委員会は、申請者が、格納容器破損モードごとに最も厳しいプラント損

傷状態を選定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケン

スを評価事故シーケンスとしていることは、有効性評価ガイドを踏まえ厳しい

ものを選定していることを確認した。 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した格納容器破損モード及び選

定した評価事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当なものであると判

断した。 

（３）運転停止中原子炉において燃料損傷に至るおそれがある事故 
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規制委員会は、申請者が、各起因事象と燃料損傷に至ることを防止するため

の手段等との組合せをイベントツリーで分析し、運転停止中に炉心損傷に至る

事故シーケンスを抽出しており、これは日本原子力学会の PRA に関する実施基

準に則った標準的な手法であることを確認した。 

規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

停止中評価ガイドの考え方を踏まえ3つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。  

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認から、妥当なものであると判断

した。 

 

３．審査の主な論点 

（１）PRA の評価対象 

規制委員会は、申請者に、PRA 手法の現状の技術知見について示した上で事

故シーケンスグループを特定するように求めた。申請者は、日本原子力学会の

PRA に関する実施基準の策定状況、国内での使用実績に基づいて、現時点で適

用可能なものとして、下記の PRA を実施している。 

出力運転時レベル 1PRA 

運転停止時レベル 1PRA 

出力運転時レベル 1.5PRA 

出力運転時地震レベル 1PRA 

出力運転時津波レベル 1PRA 

規制委員会は、PRA を用いて評価するに当たり、内部事象は定期安全レビュ

ー（PSR）においての実績、地震及び津波は試評価等の実施経験を有するもの

の、その他の PRA は、日本原子力学会の PRA に関する実施基準が未整備である

こと、又は、評価実績が乏しいことを考慮すれば、PRA の評価対象が上記の範

囲に留まるとすることは、最新の技術に基づいた適用範囲であると判断した。 

（２）PRA 手法の確認 

規制委員会は、申請者が実施した上記の PRA のプロセスが最新の知見を踏ま

えているかについて説明を求めた。規制委員会は、申請者の評価手法及びその

技術的根拠は日本原子力学会の実施基準に基づいていること、国内外の知見に

照らして手法が妥当であることを海外を含めたPRAの専門家により確認してい

ることから、標準的な手法に則って実施されていると判断した。 

（３）PRA に代わる手法で評価する事象 

申請者は、地震及び津波以外の自然現象として、洪水、風（台風）、竜巻等

の 12 事象を評価する事象として選定した。規制委員会は、申請者に対し、検
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討する事象の範囲及びその抽出方法、評価する事象の選定の方法の説明を求め

た。 

申請者は、検討する事象には、想定される自然現象及び人為事象（故意によ

るものを除く。）があり、これらについて、国内外の 8つの基準を参考に、網

羅的に 55の自然現象と 23 の人為事象を抽出した。抽出した自然現象と人為事

象について、評価上考慮すべき事象を選定するため、米国機械学会の基準を参

考に除外基準を設定してスクリーニングを行い、12 の自然現象と 7の人為事象

を選定した。このうち、人為事象については、航空機落下等の大規模損壊とし

て取り扱うべきものが含まれており、本評価では自然現象に着目して整理した

としている。 

これにより規制委員会は、検討する事象は複数の基準に基づき抽出している

ことから網羅性があると考えられること、評価する事象のスクリーニング基準

に合理性があると考えられること、航空機落下は大規模損壊で対応することが

適当であること及び船舶の衝突等は安全上の重要度の高い建屋内部の設備に

直接的な影響を及ぼす可能性は低いことから、評価する事象は妥当なものと判

断した。 

（４）想定する格納容器破損モードに含まれないモードについて 

規制委員会は、必ず想定する格納容器破損モードと異なる 2つの破損モード

（α、β）及び高温誘因蒸気発生器伝熱管破損についての扱いを明確にするこ

と求めた。申請者は、それぞれの格納容器破損モードについて、以下の理由に

より新たな格納容器破損モードとして追加する必要はないとしている。 

① 原子炉内での水蒸気爆発（αモード）については、国内外における実験

的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極めて低

いと評価されている。 

② 格納容器隔離失敗（βモード）については、定期検査及び原子炉起動前

の格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施すること、

原子炉運転時には原子炉格納容器圧力を 12 時間に１回確認する運用であ

ること及びエアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能であ

ること、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を

運転員が確認する手順となっていることなどにより、人的過誤による発生

確率は極めて低いと評価した。 

③ 高温誘因蒸気発生器伝熱管破損については、発生頻度が非常に小さいこ

とに加え、発生を防止するための 1次系強制減圧を確実に行うための対策

が整備されていること、1 次系が高温状態でも 1 次系強制減圧（加圧器逃

がし弁の開状態）を維持できることを解析により確認していること、蒸気

発生器への給水により炉心損傷を回避できる場合があることなどから、発
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生を防止できるとしている。 

 

規制委員会は、αモードについては発生確率が極めて低いと認められること、

βモードについては人的過誤を防止する運用がなされていること、高温誘因蒸

気発生器伝熱管破損については1次系強制減圧を確実に行うための対策等が整

備されていることを確認したことから、申請者がこれらの破損モードを新たな

格納容器破損モードとして追加する必要はないとしたことは妥当と判断した。 
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表Ⅳ－１：申請者の重要事故シーケンス等の選定について 

炉
心
損
傷
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

2 次冷却系からの 

除熱機能喪失 

主給水流量喪失＋ 

補助給水失敗 

主給水が全喪失することで1次系が早期に高温・高圧状態となる事象であり、

特に「主給水流量喪失」では原子炉トリップ（蒸気発生器水位低）時点での

蒸気発生器水量が少なく、「外部電源喪失」と比較して補助給水失敗時点で

の崩壊熱が大きく、除熱の観点でより厳しい事象となる。 

全交流動力電源喪失 外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失＋非常用所内交

流電源喪失」のみである。 

原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却機能喪失＋ 

RCP シール LOCA 

加圧器逃がし弁/安全弁 LOCA は気相部破断であり、1 次冷却材の漏えいの観

点で RCP シール LOCA の方が厳しい事象である。 

原子炉格納容器の 

除熱機能喪失 

中破断 LOCA＋ 

格納容器スプレイ注入失敗 

格納容器スプレイ注入失敗時の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ

除熱量が小さくなり格納容器内の温度・圧力上昇が早いため余裕時間が厳し

く、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。破断口径の

大きい「中破断 LOCA」が、格納容器除熱に必要なスプレイ流量の観点で厳し

い。 

原子炉停止機能喪失 原子炉トリップが必要な起因事

象＋原子炉トリップ失敗 

多様化自動作動設備の作動に期待する事象のうち、より多くの機能を期待す

る必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性確保の観点で厳しい

「主給水流量喪失」及び圧力評価が厳しい「負荷の喪失」を選定。 

ECCS 注水機能喪失 中破断 LOCA＋高圧注入失敗 破断口径が大きい「中破断 LOCA」が 1 次冷却材の流出量が多いため、操作（2

次系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）

の観点で厳しい。 

ECCS 再循環機能喪失 大破断 LOCA＋低圧再循環失敗 1 次冷却材の系外への流出が多いため再循環切替えまでの時間が短く、再循

環切替時点での崩壊熱が大きくなることを踏まえ「大破断 LOCA」を選定。 

格納容器バイパス IS-LOCA 及び 

蒸気発生器伝熱管破損＋破損側

蒸気発生器の隔離失敗 

格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、両方のシーケンスを選定 

格
納
容
器
破
損
防
止
対
策 

格納容器破損モード 評価事故シーケンス 選定理由 

雰囲気圧力・温度による 

静的負荷（格納容器過圧） 

大破断 LOCA＋低圧注入失敗＋格

納容器スプレイ注入失敗 

破断規模が大きく格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、格納容器

内への注水により圧力上昇が抑制されない AED から選定する。 

AED のうち事故進展が早い大破断 LOCA を選定。 

雰囲気圧力・温度による 

静的負荷（格納容器過温） 

外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

原子炉容器破損時に溶融物が高圧で格納容器内に分散することで格納容器

内雰囲気への伝熱が大きく、補助給水及び格納容器内への注水がなく温度上

昇が抑制されない TED から選定する。 

TED のうち 1 次系圧力が高圧となり溶融物が格納容器内に分散する割合が多

い全交流動力電源喪失シーケンスを選定する。さらに、外部電源喪失時の緩

和機能である補助給水の失敗も考慮する。 

高圧溶融物放出/ 

格納容器雰囲気直接加熱 

外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

1 次系が高圧で維持され、格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格

納容器直接加熱が抑制されない TED から選定する。TED のうち 1 次系圧力が

高圧となり溶融物が格納容器内に分散する割合が多い全交流動力電源喪失

シーケンスを選定する。また、事故進展を早める観点から補助給水失敗の重

畳を考慮する。 

原子炉圧力容器外の溶融

燃料─冷却材相互作用 

大破断 LOCA＋低圧注入失敗＋格

納容器スプレイ再循環失敗 

破断規模が大きく格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで

原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、格納容器内が冷却されない

AEW から選定する。 

AEW のうち事故進展が早い大破断 LOCA を選定する。事象進展を早める観点で

高圧注入失敗を考慮する。原子炉下部キャビティ水のサブクール度を小さく

するため、代替格納容器スプレイによる注入を想定する。 

水素燃焼 大破断 LOCA＋低圧注入失敗 破断規模が大きく格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで

事象進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝

縮により格納容器内の水素濃度が高くなる AEI から選定する。 

AEI のうち事象進展の早い大破断 LOCA＋低圧注入失敗を選定。 

溶融炉心・コンクリート 

相互作用 

大破断 LOCA＋低圧注入失敗＋格

納容器スプレイ注入失敗 

破断規模が大きく、原子炉下部キャビティへ落下する溶融物が冷却されない

AED から選定する。AED のうち事故進展が早い大破断 LOCA を選定。 

運
転
停
止
中
原
子
炉
に
お
け
る

燃
料
破
損
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

崩壊熱除去機能喪失 余熱除去機能喪失 余熱除去系及び原子炉補機冷却系の故障は、事象進展が同じであるため、余

裕時間の観点から、代表として余熱除去系の故障により余熱除去機能が喪失

する事象を選定。 

全交流動力電源喪失 外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 

原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリ機

能喪失 

いずれのシーケンスも原子炉冷却材の流出事象であり、1 次冷却材の流出流

量が大きい原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を選定。 

反応度の誤投入 反応度の誤投入 反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

第３７条は、想定する事故シーケンスグループ等ごとに、その対策に有効性があ

ることを確認することを要求している。 
事故シーケンスグループ等ごとの申請内容、審査結果及び審査過程における主な

論点は以下のとおりである。 
 

 
Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

第３７条第１項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの

でなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈において、「炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な措置を講じたもの」とは、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があ

ることを確認するという要件を満たすものとしている。「有効性があることを確認

する」とは、以下の（a）から（d）の項目（以下「炉心損傷防止対策の評価項目」

という。）を概ね満足することを確認するとしている。 

（a）炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を

十分に冷却できるものであること。（※7） 

（b）原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍又

は限界圧力を下回ること。 

（c）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力

を下回ること。 

（d）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること。 

 

Ⅳ－１．２．１．１ 2 次冷却系からの除熱機能喪失 

事故シーケンスグループ「2次冷却系からの除熱機能喪失」（以下この節におい

て「本事故シーケンスグループ」という。）では、運転時の異常な過渡変化又は設

計基準事故（大破断 LOCA 及び中破断 LOCA を除く。）の発生と 2次冷却系からの除

熱機能喪失が重畳した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認し

た。 

                                                   
（※7）「炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること」

とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。ただし、燃料被覆管の最高温度及び酸化量について、十分

な科学的根拠が示される場合には、この限りでない。 

（a）燃料被覆管の最高温度が 1,200℃以下であること。 

（b）燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であること。 
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１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：2 次冷却系からの除熱機能の喪失に

伴い 1次冷却系が高温・高圧状態となり、加圧器安全弁、その他シール部

からの冷却材漏えいが継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、早期に 1次冷却系を強制

的に減圧するとともに、炉心注水を行い、炉心を冷却する必要がある。 

③ 初期の対策：加圧器逃がし弁の開操作による 1次冷却系の減圧と充てん

/高圧注入ポンプによる炉心注水を行う 1 次冷却系のフィードアンドブリ

ードを実施する。このため、充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁及

び燃料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：1 次冷却系のフィードアンドブリードによ

り、1 次冷却系の冷却・減圧が進み、余熱除去系が使用可能な温度及び圧

力に到達すれば、余熱除去系による炉心冷却に移行する。このため、余熱

除去系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び事象進展解析に用いるコー

ド（以下「解析コード」という。）の選定、解析条件の設定を以下のとお

りとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失す

る事故」を選定する。これは、対策の実施に対する余裕時間の観点で

は、1 次冷却系のフィードアンドブリード開始までの余裕時間が短い

こと、また、対策に必要な設備容量の観点では、主給水系及び補助給

水系が喪失しているため、大きな容量を必要とすることなど、より厳

しい事故シーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：加圧器における気液熱非平衡、水位変化及び冷却材の

放出、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達及び蒸気発生器

2 次側保有水量の変化やドライアウト等を取り扱うことができる

M-RELAP5 を用いる。 

c. 評価上想定する事故の条件（以下「事故条件」という。）：外部電

源はあるものとする。これは、原子炉冷却材ポンプ（以下「RCP」と
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いう。）の運転継続による蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱

伝達の促進により蒸気発生器ドライアウト到達時間が短くなり、炉心

崩壊熱が高い状態で 1次冷却系のフィードアンドブリードを開始する

ことから、炉心冷却の観点では厳しい設定となる。 

d. 重大事故等対処設備の機器条件（以下「機器条件」という。）：1

次冷却系のフィードアンドブリードにおける炉心注水流量は、充てん

/高圧注入ポンプ 2台使用時の最小注入特性とする。 

e. 重大事故等対処設備の操作条件（以下「操作条件」という。）：1

次冷却系のフィードアンドブリードの開始時間は、蒸気発生器広域水

位 0%到達から 5分後とする。 

② 解析結果 

 申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 2 次冷却系からの除熱機能の喪失に伴い 1 次冷却系が高温・高圧状

態となるが、1 次冷却系のフィードアンドブリードにより、燃料被覆

管最高温度（以下「PCT」という。）は約 380℃に、1次冷却系の最高

圧力は約 16.7MPa[gage]に抑えられる。 

b. 1 次冷却系のフィードアンドブリードにより 1 次冷却系の蒸気が原

子炉格納容器内に移行することで原子炉格納容器圧力及び温度は上

昇するが、格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 1 次冷却系のフィードアンドブリードにより 1 次冷却系の冷却・減

圧が進むと、余熱除去系による炉心冷却により原子炉を安定停止状態

へ移行させることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

  M-RELAP5（※8）を用いて 1次冷却系のフィードアンドブリードにつ

いて解析した場合、試験データと比較して 1 次冷却系圧力を数百 kPa

程度、温度を数℃程度低く評価する傾向がある。このため、1 次冷却

系の冷却･減圧後の 1 次冷却系圧力が解析結果よりも数百 kPa 程度高

くなる可能性があるが、この影響に対する充てん/高圧注入ポンプに

                                                   
（※8）M-RELAP5 の適用性については「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」において記載している。

以下、SPARKLE-2、MAAP、GOTHIC、COCO についても同様。 
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よる炉心注水流量の減少量はわずかであることから、解析結果に与え

る影響は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

  解析条件では、炉心の崩壊熱に保守的な（大きめの）値を設定して

いるため、蒸気発生器の水位低下が速めに解析されている。このため、

蒸気発生器の水位を起点とした 1次冷却系のフィードアンドブリード

操作が必要なタイミングが遅くなる可能性があり、この影響を確認す

るために操作開始時間を 5分遅らせた感度解析を実施した。結果とし

て、炉心が露出することはなく、燃料被覆管温度の上昇は数十℃程度

にとどまっており、解析結果に与える影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、1 次冷却系のフィードアンドブリード操作が必要な

タイミングが遅くなるなど、そのタイミングは変動する可能性がある

が、この操作は、中央制御室で専任の運転員が担当することから、必

要なタイミングに変動があったとしても、この変動に対応が可能であ

り、対策の実施に与える影響はない。 

 （３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び

燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及

び 2 号炉あわせて 44 名である。これに対して、重大事故等対策要員は

52 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、

7 日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要となる重油

量は、約 494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に

備蓄された重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、重大事故等対

処設備全体に必要な電力供給量に対して、ディーゼル発電機からの電力

供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「2 次冷却系からの除熱機能喪失」に

対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している1次冷却系のフィードアン

ドブリード及び余熱除去系による炉心冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策であ

ると判断した。 

重要事故シーケンス「主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故」にお

いて1次冷却系のフィードアンドブリードを行った場合に対する申請者の解析結
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果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使

用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を

概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析で

は、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（主給水ポンプ、

補助給水ポンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこ

れらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

また、1 次冷却系のフィードアンドブリードにより炉心の損傷を回避した後、

原子炉を安定停止状態へ導くために、余熱除去系による炉心冷却へ移行する対策

が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「主給水流

量喪失時に補助給水機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したことに

より、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「2 次冷却系からの除熱機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損

傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）1次冷却系のフィードアンドブリードの開始判断 

申請者は、解析条件では 1次冷却系のフィードアンドブリードの開始判断を

「蒸気発生器広域水位計指示 0%」としていた。一方、実際の運転員の手順では、

その開始判断を「蒸気発生器広域水位計指示 10%」としている。解析条件の開

始判断と実際の手順の開始判断が異なっていることから、操作条件が適切に設

定されているか確認できない。このため、規制委員会は、この違いの理由を明

確にするよう求めた。申請者は、実際の運転員の手順では、蒸気発生器広域水

位計の計器誤差や操作余裕を考慮し、蒸気発生器広域水位が 0%となる前に確実

に 1 次冷却系のフィードアンドブリードを開始する観点から、「蒸気発生器広

域水位計指示 10%」で操作を開始することを示した。また、解析条件の開始判

断を「蒸気発生器広域水位計指示 0%」と設定することで、1次冷却系のフィー

ドアンドブリードの開始が遅くなるため、炉心冷却の観点では、厳しい設定で

あることを示した。これに対して、規制委員会は、解析の不確かさや運転員の
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操作遅れを考慮しても、適切に 1次冷却系のフィードアンドブリードが実施で

きるものと判断した。 

（２）1次冷却系のフィードアンドブリードの操作余裕時間 

規制委員会は、1 次冷却系のフィードアンドブリード操作が確実に実施でき

ることを確認するため、その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求

めた。申請者は、解析により、操作条件の設定時間よりもさらに 5分間程度の

余裕があることを示した。これにより、この操作が原子炉制御室での操作であ

ることも踏まえ、規制委員会は操作条件が妥当であるものと判断した。 

（３）充てん/高圧注入ポンプ台数（注水量）と炉心冷却性の関係 

申請者は 1 次冷却系のフィードアンドブリードの実施に当たって充てん/高

圧注入ポンプ 2 台を使用するとしているが、使用できる充てん/高圧注入ポン

プが 1台となるなど、注水量が少ない場合には、炉心の冷却が十分には行われ

ない可能性がある。このため規制委員会は、1 次冷却系のフィードアンドブリ

ードにおける炉心への注水量と PCT との関係を示すよう求めた。申請者は、充

てん/高圧注入ポンプ 1 台のみを使用した場合の PCT を解析し、この場合でも

炉心の冷却には十分な余裕があることを示した。規制委員会は、申請者が本事

故シーケンスグループへの対策として計画している1次冷却系のフィードアン

ドブリードにおいて、十分な余裕をもって注水量が見込まれていることを確認

した。 

（４）余熱除去系による炉心冷却への移行 

本事故シーケンスグループでは、1 次冷却系のフィードアンドブリードによ

る炉心の冷却･減圧に成功した後、より長期的な対策として余熱除去系による

炉心冷却へ移行し、原子炉の安定停止を図る必要がある。申請者は当初、1 次

冷却系のフィードアンドブリードから余熱除去系による炉心冷却への移行に

係る判断について明確な説明をしていなかった。このため、規制委員会は、こ

の移行に係る判断の基準を明確にするよう求めた。申請者は、余熱除去系が使

用可能となる 1 次冷却系の圧力（2.7MPa[gage]以下）及び温度（177℃以下）

を示した。また、その値に到達する時間を解析により示した上で、これに到達

後、余熱除去系による炉心冷却に移行できることを示した。規制委員会は、1

次冷却系のフィードアンドブリードに続いて原子炉を冷温停止状態に導くた

めの対策を確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．２ 全交流動力電源喪失 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、全交流動力電源の喪失後、交流動力電源を
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必要とする安全機能を有する系統及び機器が機能を喪失し、さらに 1次冷却材の補

給を必要とする規模のRCPシール部からの漏えいが発生する場合（RCPシールLOCA）

と発生しない場合のそれぞれにおいて、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認

した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：交流動力電源を必要とする ECCS に

よる炉心注水ができず、さらに RCP シール LOCA 等により 1 次冷却系の保

有水量が継続的に減少し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、2 次冷却系を強制的に冷

却・減圧することにより 1次冷却系を冷却・減圧するとともに、代替交流

動力電源を確保して代替炉心注水を行い、炉心を冷却する必要がある。 

また、長期的には、最終ヒートシンクへの継続的な熱の輸送手段を確保

する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2次系強制冷却を実施する。このため、タービン動補助給水ポンプ、主

蒸気逃がし弁、蒸気発生器、復水タンク等を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

さらに、2 次系強制冷却後に代替炉心注水を実施する。このため、常設

電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機等を重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、燃料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位

置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策： 

a. RCP シール LOCA が発生する場合は、原子炉補機冷却系統による冷却

の代わりとして移動式大容量ポンプ車による充てん/高圧注入ポンプ

及び余熱除去ポンプへの海水通水後、格納容器再循環サンプ水位及び

燃料取替用水タンク水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、高

圧再循環による炉心冷却に移行する。このため、移動式大容量ポンプ

車等を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、充てん/

高圧注入ポンプ、余熱除去系、格納容器再循環サンプ等を重大事故等

対処設備として位置付ける。 

さらに、移動式大容量ポンプ車による格納容器再循環ユニットＡ系

統及びＢ系統への海水通水後、原子炉格納容器温度が格納容器再循環
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ユニットのダクト開放機構動作温度である 110℃に到達すれば、格納

容器内自然対流冷却を実施する。このため、移動式大容量ポンプ車等

を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、格納容器再循

環ユニットＡ系統及びＢ系統などを重大事故等対処設備として位置付

ける。 

b. RCP シール LOCA が発生しない場合は、2次系強制冷却による炉心冷

却を継続し、交流動力電源が回復後、タービン動補助給水ポンプから

電動補助給水ポンプへの切替えを行う。このため、取水用水中ポンプ、

復水タンク補給用水中ポンプ、中間受槽等を重大事故等対処設備とし

て新たに整備するとともに、電動補助給水ポンプ等を重大事故等対処

設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪

失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事

故」及び RCP シール LOCA が発生しない「外部電源喪失時に非常用所

内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」を選定す

る。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた本事故シーケンスグループにおける事故シーケン

スは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」のみで

あるが、共通原因故障、系統間依存性の観点から、ここでは従属的に

発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畳を考慮する。また、RCP

シールからの漏えいの有無による影響を確認する観点から、RCP シー

ル LOCA が発生しない場合についても選定する。 

b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系からの冷却材の放出、蒸気発生器におけ

る 1 次側と 2 次側との熱伝達等を取り扱うことができる M-RELAP5 を

用いる。 

また、原子炉格納容器内の構造材と水蒸気との間の熱伝達、原子炉

格納容器内の構造材内部の熱伝導を取り扱うことができる COCO を併

せて用いる。 
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c. 事故条件：RCP シール LOCA が発生する場合、RCP シール部からの漏

えい率は、定格圧力において 1 台当たり約 109m3/h とし、3 台からの

漏えいとする。 

RCP シール LOCA が発生しない場合については、RCP シール部からの

漏えい率は、定格圧力において 1 台当たり約 1.5m3/h とし、3 台から

の漏えいとする。 

d. 機器条件：蓄圧タンク保有水量は、最低保有水量 29.0m3/基を用い

る。 

RCP シール LOCA が発生する場合には、代替炉心注水流量として常設

電動注入ポンプの注水流量 30m3/h を用いる。これは、1次冷却系圧力

0.7MPa[gage]到達時点で炉心注水を開始することにより、想定する漏

えい流量に対して 1次冷却系の保有水量の維持が可能な流量である。 

RCPシールLOCAが発生しない場合、1次冷却材の漏えい停止圧力は、

RCP 封水戻りライン逃がし弁の閉止圧力である 0.83MPa[gage]を用い

る。 

e. 操作条件：2 次系強制冷却の開始時間は、主蒸気逃がし弁の手動に

よる開操作等に必要な時間を考慮し、事象発生から 30 分後とする。

その後、1 次冷却材温度約 208℃（1 次冷却系圧力約 1.7MPa[gage]）

に到達した段階でその状態を維持する。 

代替交流電源が利用できるまでの時間は、RCP シール LOCA が発生す

る場合には 60 分とし、RCP シール LOCA が発生しない場合には 24時間

とする。 

蓄圧タンク出口弁を閉止する時間は、1 次冷却系圧力約

1.7MPa[gage]到達及び代替交流電源が利用できるまでの時間から 10

分後とする。 

2 次系強制冷却の再開時間は、蓄圧タンク出口弁の閉止から 10 分後

とする。その後、1 次冷却材温度約 170℃（1 次冷却系圧力約

0.7MPa[gage]）に到達した段階でその状態を維持する。 

また、RCP シール LOCA が発生する場合、代替炉心注水の開始時間は

1次冷却系圧力約 0.7MPa[gage]到達時点とする。  

② 解析結果 

RCP シール LOCA が発生する場合について、申請者が行った解析の結果は

以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、RCP シール LOCA により、1次冷却系

の保有水量が減少するが、2 次系強制冷却による 1 次冷却系の冷却・
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減圧及び代替炉心注水を行うことにより、PCT は約 380℃に、1次冷却

系の最高圧力は約 16.2MPa[gage]に抑えられる。 

b. RCP シール LOCA により、1次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいす

ることで原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容器再循環

ユニットによる自然対流冷却を行うことにより、原子炉格納容器の最

高圧力はは約 0.178MPa[gage]に、原子炉格納容器の最高温度は約

110℃に抑えられる。 

c. 高圧再循環による炉心冷却及び自然対流冷却による原子炉格納容

器内からの除熱により、原子炉を安定停止状態へ移行させることがで

きる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

RCP シール LOCA が発生しない場合について、申請者が行った解析の結果

は以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、交流動力電源を必要とする安全機能

を有する系統及び機器の機能が喪失するが、RCP シール LOCA が発生し

ないことから、事象初期の 1次冷却系の圧力の低下及び保有水量の減

少は、RCP シール LOCA が発生する場合に比べて緩やかとなる。2次系

強制冷却による1次冷却系の冷却・減圧により、蓄圧注入系が作動し、

1次冷却系の保有水量が回復することで PCT は約 380℃に、1次冷却系

の最高圧力は約 16.2MPa[gage]に抑えられる。 

b. 原子炉格納容器内への 1次冷却材の漏えい量は、RCP シール LOCA が

発生する場合に比べて少ないことから、原子炉格納容器圧力及び温度

の上昇は小さなものにとどまり、その評価は RCP シール LOCA が発生

する場合の評価に包絡される。 

c. 交流動力電源の回復後、タービン動補助給水ポンプから電動補助給

水ポンプへの切替えを行い、2 次系強制冷却を継続することで原子炉

を安定停止状態へ移行させることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

    申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5を用いてRCPシール部からの漏えいについて解析した場合、

試験データと比較して二相臨界流量を数十%多く評価する傾向がある。
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解析結果によれば、事象発生後の大部分の期間において、漏えい流は

二相状態である。このため、実際の漏えい流量は解析結果よりも少な

くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

全交流動力電源喪失事象など、RCP のトリップ後の 1 次冷却材の自

然循環冷却に期待している場合には、この自然循環を阻害する可能性

のある蓄圧タンク内の窒素ガスの混入を防止するため、蓄圧タンク内

の保有水量が全量注入される前に、蓄圧タンク出口弁を閉止する。こ

の場合、蓄圧タンク内の圧力変化と気相部体積の膨張量の関係から、

蓄圧タンク内の初期の保有水量が少なく気相部の初期の体積が大きい

方が、気相部圧力が持続しやすく、蓄圧タンク出口弁を閉止するまで

の炉心への注水量が多くなる。解析条件では、蓄圧タンク保有水量に

最低保有水量を設定しているため、蓄圧タンク内の初期の気相部の体

積が大きくなり、上記のとおり非保守的な設定となっている。そのた

め、この影響について、蓄圧注入系による炉心注水が行われている期

間における 1次冷却系の保有水量の観点から検討した。結果として、

蓄圧注入系による炉心注水が行われている間、1 次冷却系の保有水量

は十分多く、これに対して蓄圧タンク初期保有水量の設定の影響によ

る炉心への注水量の減少はわずかであり、解析結果に与える影響は小

さい。 

解析条件では、RCP シール部からの漏えい率に保守的な（大きめの）

値を設定（３．（２）参照。）しているため、1 次冷却材の漏えい流

量を多めに、かつ、1 次冷却系の圧力及び温度低下が速めに解析され

ている。このため、実際は 1次冷却系の圧力及び温度を起点とした運

転員操作である 2 次系強制冷却操作が必要となるタイミングが遅くな

る可能性があり、この影響を確認するため、2 次系強制冷却の開始時

間を 30 分遅らせた場合の解析を実施した。結果として、炉心が露出す

ることはなく、燃料被覆管温度の上昇もないことから、解析結果に与

える影響は小さい。 

また、上記と同様に代替炉心注水の開始時間が遅くなる可能性があ

るため、1 次冷却系の保有水量の低下率と炉心の露出に至る可能性が

ある保有水量との関係から、代替炉心注水の開始に関する時間的余裕

について検討した。概算評価によると、40 分間程度の遅れの範囲内で

は解析結果に与える影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 
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上記のとおり、2 次系強制冷却操作が必要なタイミングが遅くなる

など、そのタイミングは遅くなる可能性があるが、この操作は現場で

専任の運転員が担当することから、必要なタイミングに変動があった

としても、この変動に対応が可能であり、対策の実施に与える影響は

ない。  

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉及び 2 号炉あわせ

て 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応が

可能である。なお、解析では復旧を期待していないが、長期的な対策とし

て原子炉補機冷却機能等の復旧作業は、発電所近隣から召集される緊急時

対策本部要員等で対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、2 次系強制冷却を継続して実施するた

めには、蒸気発生器 2次側への注水の継続が必要となり、その水源は復水

タンク（約 640m3）である。この復水タンクへの補給を行わない場合、事

象発生から約 10.9 時間後に枯渇すると評価している。これに対して、そ

れまでの間に、淡水（宮山池）又は海水を取水源として復水タンクへの補

給を開始することで、対応が可能である。  

燃料として、大容量空冷式発電機等の 7日間の運転継続に必要な重油量

の合計は約 279.8kL であり、発電所内の大容量空冷式発電機用燃料タンク

等に備蓄された重油量約 314.0kL で対応が可能である。また、本重要事故

シーケンスの最大負荷は約 2090kW であり、大容量空冷式発電機の給電容

量 3200kW を超えないため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対して申請

者が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、代替交流動力電源を

用いた代替炉心注水等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉

補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事故」及び RCP シール LOCA

が発生しない「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却

機能が喪失する事故」において、2 次系強制冷却、代替炉心注水等を行った場合

に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足して

おり、さらに申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、

解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、
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申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した

設備（非常用所内交流電源、原子炉補機冷却系統等）の復旧を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対

策となり得る。 

また、2 次系強制冷却や代替炉心注水等により炉心の損傷を回避した後、原子

炉を安定停止状態へ導くために、高圧再循環による炉心冷却への移行や 2次系強

制冷却による炉心冷却を継続する対策が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「外部電源

喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シー

ル LOCA が発生する事故」及び RCP シール LOCA が発生しない「外部電源喪失時に

非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」におけるそ

の有効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効

であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「全交流動力電源喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策

は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）2次系強制冷却の開始までに確認すべきプラントパラメータ 

   申請者は、漏えい量の抑制や炉心注水を行うために、事象初期の段階で 1次

冷却系を減圧するための 2 次系強制冷却を実施するとしている。この 2次系強

制冷却では、蒸気発生器伝熱管が破損している場合、破損側の主蒸気逃がし弁

を開とすると、放射性物質が外部に放出されることになる。このため、規制委

員会は、全交流動力電源喪失時における蒸気発生器伝熱管破損を確認するため

のプラントパラメータを明確にするよう求めた。申請者は、このプラントパラ

メータが蒸気ライン圧力、蒸気発生器水位等であること、これらが全交流動力

電源喪失時においても監視可能なことを示した。これにより、規制委員会は、

申請者が、全交流動力電源喪失時においても、蒸気発生器伝熱管からの漏えい

の兆候を把握することができ、漏えいの兆候がある場合には、健全側の主蒸気

逃がし弁の開操作により、放射性物質の外部への放出を限定的とすることがで

きることを確認した。 
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（２）RCP シール部からの漏えい率の根拠 

 申請者は、RCP シール部からの漏えい率の根拠を明確に示していなかった。

漏えい率を過小評価している場合には、事象進展に影響するため、対策の有効

性が確認できない。このため、規制委員会は、その根拠を明確に示すよう求め

た。申請者は、RCP シール LOCA が発生する場合は、保守的に RCP の全シールの

機能喪失を仮定し、シール部や配管等の抵抗を考慮せず、サーマルバリア付近

のラビリンス部の抵抗のみを考慮した漏えい率に対して、さらに保守性を持た

せた漏えい率を用いていることを示した。また、このラビリンス部について、

全交流動力電源喪失時の1次冷却系の圧力及び温度の条件下における構造健全

性を示した。 

RCP シール LOCA が発生しない場合は、RCP シール部が健全であるとして、全

交流動力電源喪失時の1次冷却系の圧力及び温度の条件下におけるRCP封水戻

りライン等からの漏えい率を用いていることを示した。 

これにより、規制委員会は、漏えい率が適切に設定されているものと判断し

た。 

（３）2次系強制冷却等の操作余裕時間 

 規制委員会は、2 次系強制冷却操作や代替炉心注水操作が確実に実施できる

ことを確認するため、その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求め

た。申請者は、解析等により、2 次系強制冷却操作については操作条件の設定

時間よりもさらに 30 分間程度、また、代替炉心注水操作については操作条件

の設定時間よりもさらに40分間程度の余裕があることを示した。これにより、

規制委員会は、操作条件が妥当であるものと判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．３ 原子炉補機冷却機能喪失 

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」（以下この節において「本

事故シーケンスグループ」という。）では、原子炉補機冷却機能の喪失後、RCP シ

ール LOCA が発生する場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認し

た。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉補機冷却系統がその機能を喪

失した後、RCP シール LOCA が発生する。RCP シール LOCA により、1次冷却
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系の保有水量が減少するが、原子炉補機冷却系統による冷却が必要な ECCS

による炉心注水ができず、保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、2 次冷却系を強制的に冷

却・減圧することにより 1次冷却系を冷却・減圧するとともに、原子炉補

機冷却系統による冷却が不要な代替ポンプにより炉心注水を行い、炉心を

冷却する必要がある。 

また、長期的には、最終ヒートシンクへの継続的な熱の輸送手段を確保

する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2次系強制冷却を実施する。このため、補助給水ポンプ、主蒸気逃がし

弁、蒸気発生器、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、2 次系強制冷却後に代替炉心注水を実施する。このため、常設

電動注入ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、燃

料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：原子炉補機冷却系統による冷却の代わりと

して移動式大容量ポンプ車による充てん/高圧注入ポンプ及び余熱除去ポ

ンプへの海水通水後、格納容器再循環サンプ水位及び燃料取替用水タンク

水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、高圧再循環による炉心冷却

に移行する。このため、移動式大容量ポンプ車等を重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、充てん/高圧注入ポンプ、余熱除去系、格

納容器再循環サンプ等を重大事故等対処設備として位置付ける。     

さらに、移動式大容量ポンプ車による格納容器再循環ユニットＡ系統及

びＢ系統への海水通水後、原子炉格納容器温度が格納容器再循環ユニット

のダクト開放機構動作温度である 110℃に到達すれば、格納容器内自然対

流冷却を実施する。このため、移動式大容量ポンプ車等を重大事故等対処

設備として新たに整備するとともに、格納容器再循環ユニットＡ系統及び

Ｂ系統を重大事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

申請者は、PRA の手法等を踏まえて、重要事故シーケンス「原子炉補機冷却

機能喪失時に RCP シール LOCA が発生する事故」を選定している。この事故シ

ーケンスは、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属

して発生する事故シーケンスに含まれている。このため、対策に有効性がある

ことを確認するために評価を行う重要事故シーケンスは、「外部電源喪失時に

非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA

が発生する事故」としている。これは、「全交流動力電源喪失」の重要事故シ

ーケンスと同一である。 
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このため、解析手法及び結果、不確かさの影響評価については、「全交流動

力電源喪失」と同一であるとしている。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。  

① 要員数、燃料及び電源については、「全交流動力電源喪失」と同一であ

り、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して

申請者が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、原子炉補機冷却

系統による冷却が不要な代替ポンプを用いた代替炉心注水等が、事象進展の特徴

を捉えた対策であると判断した。 

規制委員会は、申請者が「全交流動力電源喪失」と同じ重要事故シーケンス「外

部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び

RCP シール LOCA が発生する事故」を選定していることから、その解析手法及び結

果、不確かさの影響評価について、「全交流動力電源喪失」と同一としているこ

とは妥当と判断した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者が「全交流動力電源喪失」と同一としていることは妥当と判断した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「外部電源

喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シー

ル LOCA が発生する事故」におけるその有効性を確認したことにより、対策が本

事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。  

  

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止

対策は、有効なものであると判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．４ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」（以下この節におい

て「本事故シーケンスグループ」という。）では、LOCA の発生後、原子炉格納容

器の除熱機能が喪失した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認

した。 
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１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉格納容器の除熱機能の喪失に

伴い、原子炉格納容器内の圧力上昇を抑制できないため、原子炉格納容器

の先行破損に至り、その後、格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰が生じる

ことで炉心注水が継続できなくなることから、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉格納容器内からの

除熱を行うための代替策を実施する必要がある。 

③ 初期の対策：充てん/高圧注入ポンプ等による炉心注水を実施する。こ

のため、充てん/高圧注入ポンプ、余熱除去ポンプ、燃料取替用水タンク

等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、格納容器内自然対流冷却を継続的に実施する。このため、窒素

ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク用）を重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、格納容器再循環ユニットＡ系統及びＢ系統、原

子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水サージタンク等を重大事故等対

処設備として位置付ける。 

④  安定停止状態に向けた対策：格納容器再循環サンプ水位及び燃料取替

用水タンク水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、高圧・低圧再循

環による炉心冷却に移行する。このため、充てん/高圧注入ポンプ、余熱

除去ポンプ、格納容器再循環サンプ等を重大事故等対処設備として位置付

ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定を以下の

とおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「中破断 LOCA 時に格納容器スプレイ注入機

能が喪失する事故」を選定する。これは、対策に必要な設備容量の観

点では、1 次冷却材の流出流量が多いため大きな容量を必要とするこ

と、また、対策の実施に対する余裕時間の観点では、事象初期から格

納容器スプレイによる原子炉格納容器内の冷却ができないため余裕

時間が短いことなど、より厳しい事故シーケンスであることから選定

する。 
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b. 解析コード：原子炉格納容器内の構造材と水蒸気との間の熱伝達、

原子炉格納容器内の構造材内部の熱伝導、格納容器再循環ユニットに

よる自然対流冷却モデル等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：中破断 LOCA における破断口径は約 10cm（4 インチ）と

する。これは、約 5cm（2 インチ）、4 インチ及び約 15cm（6 インチ）

で感度解析を実施した結果として、原子炉格納容器圧力及び温度評価

の観点では、厳しい設定となる。 

  破断位置は、低温側配管（原子炉容器と ECCS の注水配管の間）と

する。これは、蒸気発生器 2次側保有水の保有する熱量が原子炉格納

容器内に放出されることなどにより、原子炉格納容器圧力及び温度評

価の観点では、厳しい設定となる。 

また、外部電源はあるものとする。これは、ECCS の作動が早くなり、

再循環切替時期が早くなることで、より高温の原子炉格納容器サンプ

水で再循環することになり、原子炉格納容器内に放出されるエネルギ

ーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点で

は、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：炉心注水流量は、充てん/高圧注入ポンプ及び余熱除去

ポンプそれぞれ 2台使用時の最大注入特性を用いる。最大注入特性と

した場合、破断口からの 1次冷却材の放出量が増加することで、原子

炉格納容器内に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉

格納容器圧力及び温度評価の観点では、厳しい設定となる。 

また、格納容器再循環ユニットは 2基使用し、除熱特性については

1 基当たり、原子炉格納容器温度 100℃～155℃に対して、除熱量約

1.9MW～約 8.1MW を用いる。 

e. 操作条件：格納容器内自然対流冷却の開始時間は、現場での原子炉

補機冷却水サージタンクの加圧操作等に必要な時間を考慮し、原子炉

格納容器の最高使用圧力到達から 30 分後とする。 

② 解析結果 

 申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 中破断 LOCA の発生後、1次冷却系の保有水量が減少するが、充てん

/高圧注入ポンプによる炉心注水を行うことにより、PCTは約 340℃に、

1次冷却系の最高圧力は約 16.2MPa[gage]に抑えられる。 

b. 1 次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいすることで原子炉格納容器

圧力及び温度は上昇するが、格納容器再循環ユニットによる自然対流

冷 却を 行う ことにより、原子炉格納容器の最高圧力は約
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0.350MPa[gage]に、原子炉格納容器の最高温度は約 134℃に抑えられ

る。 

c. 高圧・低圧再循環による炉心冷却及び自然対流冷却による原子炉格

納容器内からの除熱により、原子炉を安定停止状態へ移行させること

ができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

     申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP では、LOCA について解析した場合、試験データと比較して原子

炉格納容器圧力を数十 kPa 程度、温度を十数℃程度高く評価する傾向

があり、事象進展の観点では保守的（厳しめ）の結果を与えることが

示されている。実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果よりも

低くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

破断口径の変動を考慮した場合、1 次冷却材の漏えい流量が変動す

ることで、解析結果に影響を与える可能性がある。このため、中破断

LOCA の破断口径の範囲内において、2インチ及び 6インチの感度解析

を実施した。この結果、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点では、

4 インチにおける結果を下回る。また、4 インチから 2 インチ及び 4

インチから 6インチの間の破断口径の場合について、原子炉格納容器

圧力及び温度上昇に対する傾向を上記の感度解析の結果から検討した。

結果として、いずれの場合も原子炉格納容器圧力及び温度の最高値が

低下する傾向となる。 

格納容器再循環ユニットの除熱特性を、ラフフィルタを撤去した場

合の除熱特性として感度解析を実施した。結果として、評価項目に対

する余裕は大きくなる。（３．（１）参照。） 

c. 対策の実施への影響 

格納容器内自然対流冷却操作の実施前の準備作業は、事象発生後約

1.5 時間時点で終了し、実施は解析上約 9.3 時間としている。格納容

器内自然対流冷却の実施時に、現場操作を担当している運転員は、そ

の操作前に格納容器スプレイ系の回復操作を実施しているが、上記の

とおり、格納容器内自然対流冷却の準備完了から実施まで、十分な余

裕がある。 
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このため、当該操作が必要なタイミングに変動があったとしても、

この変動に対応が可能であることから、対策の実施に与える影響はな

い。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及び

2 号炉あわせて 22 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、7

日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、電源として、仮に外部電源

の喪失を仮定しても、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対し

て、ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能で

ある。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に

対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している格納容器内自然対流冷却

等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「中破断 LOCA 時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する

事故」において格納容器内自然対流冷却等を行った場合に対する申請者の解析結

果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使

用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を

概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析で

は、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（格納容器スプレ

イポンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの

設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

  また、格納容器内自然対流冷却等により炉心の損傷を回避した後、原子炉を安

定停止状態へ導くために、高圧・低圧再循環による炉心冷却や格納容器内自然対

流冷却を継続する対策が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 
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「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「中破断 LOCA

時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認した

ことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損

傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）格納容器再循環ユニットの除熱特性及び長期的な原子炉格納容器の安

定状態への移行 

申請者は、格納容器再循環ユニットの除熱特性を明確に示していなかった。

これに加えて、この除熱特性を用いた解析結果によれば、原子炉格納容器圧力

及び温度の上昇が抑制され、評価項目を下回っているものの、長期的な原子炉

格納容器の安定状態への移行の観点からは、圧力及び温度の低下幅が小さなも

のにとどまっていた。このため、規制委員会は、解析で用いている除熱特性と

本発電所における格納容器再循環ユニットの除熱特性の関係を明確にした上

で、長期的な原子炉格納容器の安定状態への移行に対する対策を示すよう求め

た。申請者は、解析で用いている除熱特性は、本発電所の除熱特性より大きい

値を用いており、非保守的な解析となっていることを示した。これに関して、

申請者は、格納容器再循環ユニットのラフフィルタを撤去する運用とすること

で解析で用いている除熱特性を上回る値（原子炉格納容器温度 100℃～149℃に

対して、除熱量約 5.0MW～約 8.3MW）となることから、この運用により除熱特

性の向上を図る方針とした。この対策を行った場合の解析により、長期的な原

子炉格納容器圧力及び温度の低下傾向が改善されたことを示した。これにより、

規制委員会は、格納容器再循環ユニットによって十分な自然対流冷却が行われ

ることを確認した。 

（２）格納容器内自然対流冷却の操作余裕時間 

規制委員会は、格納容器内自然対流冷却操作が確実に実施できることを確認

するため、その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者

は、原子炉格納容器圧力の上昇率の推移により、操作条件の設定時間よりもさ

らに 4時間程度の余裕があることを示した。これにより、規制委員会は、操作

条件が妥当であるものと判断した。 
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Ⅳ－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失 
事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、主給水流量喪失及び負荷の喪失等の運転時

の異常な過渡変化の発生後、原子炉停止機能が喪失した場合において、炉心損傷防

止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化の発生後に

原子炉停止機能が作動せず、原子炉出力を下げることができないことから、

1 次冷却系圧力及び温度が上昇して、加圧器安全弁等からの 1 次冷却材の

漏えいが継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉出力を抑制し、1

次冷却系の過圧を防止する必要がある。 

③ 初期の対策：新たに ATWS 緩和設備を重大事故等対処設備として整備す

る。また、主蒸気隔離弁、補助給水ポンプ、蒸気発生器及び復水タンクを

重大事故等対処設備として位置付ける。ATWS 緩和設備とは、原子炉トリッ

プに失敗した場合に、蒸気発生器水位の低下を検知し、この設備から作動

信号を自動発信することで、タービントリップ、主蒸気ラインの隔離及び

補助給水ポンプの起動を自動で行う設備である。この設備により主蒸気ラ

インの隔離等を行うことで、1 次冷却材の温度上昇による負の反応度フィ

ードバック効果により原子炉出力を抑制する。 

④ 安定停止状態に向けた対策：原子炉出力の低下後、緊急ほう酸注入によ

り原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の開操作等により、1 次冷却

系を冷却・減圧する。1 次冷却系の冷却・減圧が進み、余熱除去系が使用

可能な温度及び圧力に到達すれば、余熱除去系による炉心冷却に移行する。

このため、充てん/高圧注入ポンプ、ほう酸ポンプ、ほう酸タンク、主蒸

気逃がし弁、余熱除去系等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 
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a. 重要事故シーケンス：「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が

喪失する事故」及び「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する

事故」を選定する。 

「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」は、ATWS

緩和設備により多くの機能（主蒸気ラインの隔離及び補助給水ポンプ

の起動）を期待することから選定する。 

「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」は、1 次冷

却系圧力の評価の観点では厳しくなる可能性があることから選定する。 

b. 解析コード：炉心における減速材温度フィードバック効果及びドッ

プラフィードバック効果、加圧器における気液熱非平衡、水位変化及

び冷却材の放出、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達等を

取り扱うことができ、かつ炉心の冷却状態及び出力分布変化を同時に

解析可能な SPARKLE-2 を用いる。 

c. 初期条件：炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び温度は、定格値を用い

る。 

減速材温度係数は、炉心サイクル寿命中の変化、炉心構成のばらつ

き及び解析コードの不確かさを考慮し、負の反応度フィードバック効

果が小さくなるように、-13pcm/℃を用いる。 

ドップラ係数は、原子炉出力の低下により正の反応度となることを

考慮し、大きめの値を用いる。 

d. 事故条件：外部電源はあるものとする。これは、RCP が停止せず 1

次冷却系の冷却が継続することで、負の反応度フィードバック効果が

小さくなるため、1 次冷却系圧力の評価の観点では、厳しい設定とな

る。 

e. 機器条件：ATWS 緩和設備からの作動信号（主蒸気ラインの隔離等が

自動で行われるための信号）は、蒸気発生器狭域水位 7%到達で発信さ

れるものとする。これは、作動設定点の設定範囲の中の下限値となる

ため、1次冷却系圧力の評価の観点では、厳しい設定である。 

f. 操作条件：ATWS 緩和設備により、自動的に主蒸気ラインの隔離等を

行うため、解析上の運転員操作はない。  

② 解析結果 

申請者が行った「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事

故」の解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 主給水流量喪失の発生後、蒸気発生器水位の低下に伴い、ATWS 緩和

設備からの作動信号による主蒸気ラインの隔離により、1 次冷却材温

度が上昇し、負の反応度フィードバック効果により原子炉出力は低下
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する。また、1 次冷却材温度の上昇に伴い、1 次冷却系圧力が上昇す

るが、加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の作動により 1次冷却系圧力

の上昇は抑制される。以上により、PCT は約 360℃に、1次冷却系の最

高圧力は約 18.5MPa[gage]に抑えられる。 

b. 加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の作動により、1 次冷却材が加圧

器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいするが、その量はわず

かである。また、原子炉格納容器圧力及び温度が上昇した場合には、

格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 緊急ほう酸注入により原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の

開操作等により、1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、余熱除去系によ

る炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行させることができる。 

   上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

申請者が行った「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」

の解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 負荷の喪失の発生後、1 次冷却材温度及び圧力が上昇するが、1 次

冷却材温度の上昇による負の反応度フィードバック効果により原子

炉出力は低下する。その後、蒸気発生器水位の低下に伴う除熱能力の

低下により、再び 1次冷却材温度は上昇し、負の反応度フィードバッ

ク効果により原子炉出力はさらに低下する。また、1 次冷却材温度の

上昇に伴い、1 次冷却系圧力が上昇するが、加圧器逃がし弁及び加圧

器安全弁の作動により 1次冷却系圧力の上昇は抑制される。以上によ

り、PCT は約 360℃に、1次冷却系の最高圧力は約 18.5MPa[gage]に抑

えられる。 

b. 加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の作動により、1 次冷却材が加圧

器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいするが、その量はわず

かである。また、原子炉格納容器圧力及び温度が上昇した場合には、

格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 緊急ほう酸注入により原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の

開操作等により、1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、余熱除去系によ

る炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行させることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 
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a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SPARKLE-2 では、ATWS 時のドップラフィードバック効果を解析する

際に、核データライブラリ ENDF/B-Ⅶ.0 を用いて計算したドップラ係

数を使用している。ドップラ係数に関する計算ベンチマークの解析結

果によれば、ENDF/B-Ⅶ.0 を含む代表的な核データライブラリを用い

て国内外の解析コードで計算したドップラ係数の標準偏差は 10%程度

と報告されており、この誤差が ATWS の解析結果に影響を与える可能性

がある。 

また、ATWS について解析した場合、加圧器及び蒸気発生器の挙動モ

デルにおいて、試験データと比較して、1 次冷却系圧力を数百 kPa 程

度、温度を数℃程度低く評価する傾向があり、解析結果に影響を与え

る可能性がある。 

これらの影響については、解析条件の不確かさの影響との重畳も考

慮し、「c. 感度解析による影響評価」に記載する。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び温度については定格値を用いてお

り、その不確かさとして、正の定常誤差（炉心熱出力：＋2%、1 次冷

却系圧力：＋0.21MPa、1 次冷却材温度：＋2.2℃）により、実際には

定格値よりも大きくなる可能性があるとしている。これらの影響につ

いては、解析コードの不確かさの影響との重畳も考慮し、「c. 感度解

析による影響評価」に記載する。 

c. 感度解析による影響評価 

解析コードの不確かさとしてドップラフィードバック効果、解析条

件の不確かさとして炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び温度の正の定常

誤差があり、これらの全てが厳しい方向に重畳する可能性もあること

から、この重畳を考慮した感度解析を実施した。なお、ドップラフィ

ードバック効果については、感度解析において、ドップラ係数の最確

評価値に対して 20%増加させる。 

結果として、「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する

事故」では、1次冷却系圧力の最高値は約 19.0MPa[gage]、「負荷の喪

失時に原子炉トリップが喪失する事故」では、1 次冷却系圧力の最高

値は約 19.2MPa[gage]となる。 

さらに、解析コードにおける加圧器及び蒸気発生器の挙動モデルに

起因する不確かさとして、1次冷却系圧力を数百 kPa 程度、温度を数℃

程度低く評価する傾向があることを考慮しても、1 次冷却系圧力バウ

ンダリの最高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 
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（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応等に必要な要員は、1 号炉及び 2 号炉あわ

せて 14 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名であり対応

が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、7

日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、電源として、仮に外部電源

の喪失を仮定しても、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対し

て、ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能で

ある。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」に対して、申

請者が炉心損傷防止対策として計画している ATWS 緩和設備の自動作動による負

の反応度フィードバック効果によって原子炉出力を抑制する対策が、事象進展の

特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」

及び「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」において ATWS 緩和

設備の機能に期待した場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評

価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード、解析条件

の不確かさを考慮し、それらを重畳させた場合でも、解析結果が評価項目を概ね

満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（制御棒駆動設備、主

給水ポンプ等）の復旧や手動による原子炉トリップ操作等を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復等も重要な炉心損傷防止

対策となり得る。 

また、ATWS 緩和設備の機能による原子炉出力の抑制により炉心の損傷を回避し

た後、原子炉を未臨界状態とし、安定停止状態へ導くために、緊急ほう酸注入や

余熱除去系による炉心冷却へ移行する対策が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策等に必要な要員及び燃料等についても、申請者の

計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「主給水流

量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」及び「負荷の喪失時に原子炉ト
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リップ機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したことにより、対策が

本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

  以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉停止機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策

は、有効なものであると判断した。 
 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）減速材温度係数の設定の考え方 

申請者は、減速材温度係数の設定の考え方を明確に示していなかった。本重

要事故シーケンスでは、原子炉停止機能が喪失していることから、負の反応度

フィードバック効果により原子炉出力を抑制することが主要な対策である。こ

の抑制程度を支配するのが減速材温度係数である。このため、規制委員会は、

減速材温度係数の設定の考え方を明確に示すよう求めた。申請者は、炉心サイ

クル寿命中の変化、炉心構成のばらつき及び解析コードの不確かさを考慮し、

負の反応度フィードバック効果が小さくなるよう -13pcm/℃に設定している

ことを示した。これにより、規制委員会は、減速材温度係数の設定が妥当であ

るものと判断した。 

（２）解析対象の期間の妥当性 

申請者は、解析に影響を与える操作条件はないとしている。これは、申請者

が、原子炉出力が低下して安定するまでの期間（事象発生 10 分後まで）の解

析にとどめているためである。このため、規制委員会は、原子炉出力が安定し

た後、原子炉を安定停止状態へ導くまでの手順を示すよう求めた。申請者は、

緊急ほう酸注入により原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の開操作等に

より、1 次冷却系の冷却・減圧を進めて、余熱除去系が使用可能な温度 177℃

以下及び圧力 2.7MPa[gage]以下に到達すれば、余熱除去系による炉心冷却に移

行することで、原子炉を安定停止状態へ移行させることが可能であることを示

した。規制委員会は、解析対象の期間及びそれに伴う操作条件の考え方が妥当

であることを確認した。 

（３）解析コード及び解析条件の不確かさの重畳 

申請者は、ドップラフィードバック効果、炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び

温度の正の定常誤差の不確かさの影響について明確に示していなかった。これ

らの項目の不確かさが全て厳しい方向に重畳した場合には、1 次冷却系圧力が

1 次冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を超え
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る可能性も考えられた。このため、規制委員会は、これらの影響を明確に示す

よう求めた。申請者は、感度解析を実施し、これらの不確かさの重畳を踏まえ

ても、1 次冷却系圧力が 1 次冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の 1.2 倍

（20.59MPa[gage]）を下回ることを示した。これにより、規制委員会はこれら

の不確かさが全て厳しい方向に重畳した場合でも、評価項目を満足することに

変わりがないことを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．６ ECCS 注水機能喪失 

事故シーケンスグループ「ECCS 注水機能喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、中小破断 LOCA の発生後、ECCS 注水機能が

喪失した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：中小破断 LOCA の発生後、ECCS 注水

機能の喪失に伴い1次冷却系の保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、2 次冷却系を強制的に冷

却・減圧することにより 1次冷却系を冷却・減圧するとともに、炉心注水

を行い、炉心を冷却する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2次系強制冷却を実施する。このため、補助給水ポンプ、主蒸気逃がし

弁、蒸気発生器、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、2 次系強制冷却により 1 次冷却系圧力が十分低下すれば、低圧

注入による炉心冷却を実施する。このため、余熱除去ポンプ及び燃料取替

用水タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：格納容器再循環サンプ水位及び燃料取替用

水タンク水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、低圧再循環による

炉心冷却に移行する。このため、余熱除去ポンプ、格納容器再循環サンプ

等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  
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申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「中破断 LOCA 時に高圧注入機能が喪失する

事故」を選定する。これは、対策に必要な設備容量及び対策の実施に

対する余裕時間の観点では、冷却材の流出流量が多いことから、より

厳しい事故シーケンスとして選定する。 

b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系からの冷却材の放出及び沸騰やボイド率

の変化、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達等を取り扱う

ことができる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件：破断口径は、約 15cm（6 インチ）、約 10cm（4インチ）、

約 5cm（2 インチ）とする。これは、高圧注入系が機能喪失した場合、

低圧注入を行うために1次冷却系の減圧が必要な破断口径の範囲とし

て、不確かさも考慮した設定である。 

破断位置は、低温側配管（原子炉容器と ECCS の注水配管の間）とす

る。この場合、破断ループに接続された ECCS の注水効果に期待できな

いことなどにより、炉心の冷却の観点では、厳しい設定となる。 

また、外部電源はないものとする。これは、常用系機器の機能喪失

及び工学的安全設備の作動遅れにより、炉心の冷却の観点では、厳し

い設定となる。 

   d. 機器条件：蓄圧タンクの保有水量は、最低保有水量 29.0m3/基を用

いる。 

また、低圧注入における炉心注水流量は、余熱除去ポンプ 2台使用

時の最小注入特性を用いる。 

e. 操作条件：2次系強制冷却操作の開始時間は、ECCS 作動信号の発信

から 10 分後とし、主蒸気逃がし弁の開操作に 1分を要するとする。  

② 解析結果 

  申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. ECCS 注水機能の喪失に伴い 1次冷却系の保有水量が減少し、4イン

チ破断及び 2 インチ破断の場合は、炉心が露出するが、2 次系強制冷

却、蓄圧注入及び低圧注入により、PCT は以下のとおりとなる。 

   ア. 6 インチ破断：約 380℃ 

 イ. 4 インチ破断：約 731℃ 

    ウ. 2 インチ破断：約 496℃ 

    4インチ破断の場合でも、燃料被覆管の酸化量は約0.1%にとどまる。 
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        また、1 次冷却系の最高圧力は、いずれの場合も約 16.2MPa[gage]

に抑えられる。 

b. 中破断 LOCA により、1次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいするこ

とで原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容器スプレイに

よる抑制が可能な範囲に収まっている。 

なお、格納容器スプレイ設備の性能は、設計基準事故（原子炉冷却

材喪失事故）において、大破断 LOCA を想定した解析で評価しており、

原子炉格納容器圧力の最高圧力は約 0.211MPa[gage]に、原子炉格納容

器の最高温度は約 119℃に抑えられる。 

c. 低圧再循環による炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行さ

せることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 を用いて 1次冷却系の挙動について解析した場合、試験デ

ータと比較して 2 次系強制冷却による 1次冷却系の冷却・減圧時に、1

次冷却系圧力を数百 kPa 程度高く評価する傾向がある。このため、解

析結果よりも 1次冷却系の冷却・減圧が速くなることで、実際の漏え

い流量は少なくなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

蓄圧タンクの保有水量について、全量が炉心へ注水される前に蓄圧

タンク出口弁を閉止する場合には、解析条件として最低保有水量に設

定することが保守的な設定とならない場合がある。これは、蓄圧タン

ク内の圧力変化と気相部体積の膨張量の関係から、蓄圧タンク内の初

期の保有水量が少なく気相部の初期の体積が大きい方が、気相部圧力

が持続しやすく、蓄圧タンク出口弁を閉止するまでの炉心への注水量

が多くなるためである。解析条件では、蓄圧タンクの保有水量を最低

保有水量に設定していることから、上記の影響を確認するため、解析

結果において炉心が露出した4インチ破断及び2インチ破断において、

蓄圧タンクの初期の保有水量に最高保有水量を与えた場合の感度解析

を実施した。結果としては、4 インチ破断の場合、蓄圧タンクからの

注水流量が少なくなり、PCTは約791℃となる。2インチ破断の場合は、
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炉心露出期間が短くなり、約392℃となる。この結果より、PCTが1200℃

以下であるという評価項目を満足することに変わりはない。 

破断口径の変動を考慮した場合、1 次冷却材の漏えい流量が変動す

ることで、解析結果に影響を与える可能性がある。このため、4 イン

チから 2インチ及び 4インチから 6インチの間の破断口径の場合につ

いて、事象初期の破断流量、蓄圧注入及び低圧注入開始時期等の観点

から検討した。結果として、いずれの場合も PCT が低下する傾向とな

る。 

c. 対策の実施への影響 

2 次系強制冷却操作が必要なタイミングが変動する可能性があるが、

この操作は中央制御室で専任の運転員が担当することから、必要なタ

イミングに変動があったとしても、この変動に対応が可能であり、対

策の実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及び

2 号炉あわせて 26 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間ディーゼル発電機を全出力で運

転した場合などに必要となる重油量は約 494.4kL である。これに対して、

発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量は約510.0kLであり対応が

可能である。また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、

ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「ECCS 注水機能喪失」に対して申請者

が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、低圧注入等が、事象進

展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「中破断 LOCA 時に高圧注入機能が喪失する事故」におい

て 2 次系強制冷却、低圧注入等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心

損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析

コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足す

ることに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳

しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（充てん/高圧注入ポンプ等）
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の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回

復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

 また、2 次系強制冷却、低圧注入等により炉心の損傷を回避した後、原子炉を

安定停止状態へ導くために、低圧再循環による炉心冷却へ移行する対策が整備さ

れていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「中破断 LOCA

時に高圧注入機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したことにより、

対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「ECCS 注水機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、

有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）2次系強制冷却の操作余裕時間 

規制委員会は、2次系強制冷却操作が確実に実施できることを確認するため、

その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者は、解析に

より、操作条件の設定時間よりもさらに 5分間程度の余裕時間が確認できたこ

とを示した。これにより、この操作は原子炉制御室での操作であることも踏ま

え、規制委員会は操作条件が妥当であるものと判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．７ ECCS 再循環機能喪失 

事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」（以下この節において「本事

故シーケンスグループ」という。）では、LOCA の発生後、ECCS 再循環機能が喪失

した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 
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① 本事故シーケンスグループの特徴：LOCA の発生後、ECCS 再循環機能の

喪失に伴い 1次冷却系の保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、ECCS 再循環機能の代替策

により継続して炉心注水を行い、炉心を冷却する必要がある。 

③ 初期の対策：格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環により、炉心

冷却を実施する。このため、代替再循環配管を重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、格納容器スプレイＡ系統、格納容器再循環サン

プ等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：代替再循環を継続する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失す

る事故」を選定する。これは、対策に必要な設備容量及び対策の実施

に対する余裕時間の観点では、1次冷却材の流出流量が多いことから、

より厳しい事故シーケンスとして選定する。 

  本事故シーケンスグループのうち、中小破断 LOCA 等の発生時に高

圧再循環機能が喪失する事故シーケンスでは、破断口径が小さいこと

から、大破断 LOCA が発生する場合と比べて 1 次冷却系圧力の低下が

緩やかなため、2次系強制冷却による1次冷却系の減圧が必要である。

このため、本重要事故シーケンスと対策が異なるが、この対策は「ECCS

注水機能喪失」における対策と同一であり、そこでこの対策の有効性

を確認する。 

b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系における気液分離や対向流などを取り扱

うことができる MAAP を用いる。 

  なお、MAAP については、大破断 LOCA 時の事象初期の原子炉容器内

水位、燃料被覆管温度及び原子炉格納容器温度に対する適用性が低い。

このため、これらの事象初期の結果については、設計基準事故（原子

炉冷却材喪失事故）における大破断 LOCA を想定した解析結果を参照

する。 

c. 事故条件：破断口径は、1次冷却系配管の完全両端破断とする。 
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  破断位置は、低温側配管（原子炉容器と ECCS の注水配管の間）と

する。これは、破断ループに接続された ECCS の注水効果に期待でき

ないことなどにより、炉心の冷却の観点では、厳しい設定となる。 

  また、外部電源はあるものとする。これは、ECCS の作動が早くなる

ことで、再循環切替失敗時期が早くなるため、その時点での炉心崩壊

熱が高くなることで、再循環切替失敗による炉心水位の低下が速くな

り、炉心の露出の観点では、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：再循環切替失敗前の炉心注水流量は、充てん/高圧注入

ポンプ及び余熱除去ポンプそれぞれ 2台使用時の最大注入特性を用い

る。最大注入特性とする場合、燃料取替用水タンクの水位の低下が速

くなることで、再循環切替時期が早くなるため、その時点での炉心崩

壊熱が高くなることによって、再循環切替失敗による炉心水位の低下

が速くなり、炉心の露出の観点では、厳しい設定となる。 

  代替再循環による炉心注水流量は、格納容器スプレイポンプ 1台を

使用して 200m3/h とする。この流量は、再循環切替時点での炉心崩壊

熱に相当する蒸発量を上回る値である。 

e. 操作条件：代替再循環の開始時間は、現場での代替再循環の系統構

成等に必要な時間を考慮し、再循環切替失敗から 30 分後とする。 

② 解析結果 

     申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 大破断 LOCA により、事象初期に、一時的に炉心が露出するが、ECCS

による炉心注水により、冠水状態となる。その後、再循環切替失敗に

より炉心水位は低下するが、代替再循環による炉心注水により炉心水

位は回復する。これらの期間を通じて燃料被覆管温度が最も上昇する

のは、事象初期であるため、設計基準事故（原子炉冷却材喪失事故）

の解析結果を参照する。PCT は約 1,027℃を超えることはない。燃料

被覆管の酸化量は約 3.6%であり、15%以下である。また、1 次冷却系

の最高圧力は、約 16.2MPa[gage]に抑えられる。 

b. 大破断 LOCA により、1次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいするこ

とで原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容器スプレイに

よる抑制が可能な範囲に収まっている。 

なお、格納容器スプレイ設備の性能は、設計基準事故（原子炉冷却

材喪失事故）において大破断 LOCA を想定した解析で評価しており、原

子炉格納容器の最高圧力は約 0.211MPa[gage]に、原子炉格納容器温度

の上昇は約 119℃に抑えられる。 
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c. 代替再循環による炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行さ

せることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP を用いて LOCA について解析した場合、炉心水位挙動に対する

不確かさがある。この影響を確認するため、M-RELAP5 と炉心露出開始

時間を比較した。結果として、MAAP による炉心露出開始時間は、

M-RELAP5 による炉心露出開始時間と比べて約 15 分遅くなるケースが

あった。 

このため、不確かさの影響の評価として、M-RELAP5 を用いて代替再

循環切替の開始時間を 15 分早めた感度解析を実施した。結果として、

再循環切替失敗以降において燃料被覆管温度が上昇することはなく、

PCT が 1200℃以下であるという評価項目を満足することに変わりはな

い。上記を踏まえると、本重要事故シーケンスの対策である代替再循

環切替操作については、再循環切替失敗から 15分後までに完了する必

要があるが、これまでの訓練実績を踏まえると再循環切替失敗から 7

分後までに完了できる。（３．（１）参照。） 

なお、M-RELAP5 を用いて LOCA について解析した場合、炉心水位挙

動において、試験データとの比較等により炉心露出予測は保守的な傾

向を示している。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、燃料取替用水タンク水量に非保守的な（多めの）値

を設定している。燃料取替用水タンク水量としてより実際的な値を与

えた場合には、この水量が少なくなるため、再循環切替水位に到達す

る時間が数分程度早くなる。このため、その時点での炉心崩壊熱が高

くなることで、1次冷却材の蒸発量がわずかに多くなる可能性がある。

しかし、この影響により炉心水位の低下の速さに与える影響はわずか

であり、代替再循環切替操作時間の余裕を踏まえると解析結果に与え

る影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、代替再循環切替操作が必要なタイミングが早くなる

など、そのタイミングは変動する可能性があるが、現場での代替再循
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環ライン系統構成は専任の運転員が担当することから、必要なタイミ

ングに変動があったとしても、この変動に対応が可能であり、対策の

実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1号炉及び

2号炉あわせて 18 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名

であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、7

日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、電源として、仮に外部電源

の喪失を仮定しても、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対し

て、ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能で

ある。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対して申請

者が炉心損傷防止対策として計画している代替再循環等が、事象進展の特徴を捉

えた対策であると判断した。 

  重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失する事故」にお

いて代替再循環等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策

の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード及び解

析条件の不確かさを考慮しても、代替再循環切替について、再循環切替失敗から

15 分後までに完了できることを踏まえれば、解析結果が評価項目を概ね満足す

ることに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳

しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（余熱除去ポンプ等）の復旧

を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重

要な炉心損傷防止対策となり得る。 

  また、代替再循環により炉心の損傷を回避した後、原子炉を安定停止状態へ導

くために、代替再循環による炉心冷却を継続することを確認した。 

  さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

本事故シーケンスグループのうち、中小破断 LOCA 等の発生時に高圧再循環機

能が喪失する事故シーケンスでは、本重要事故シーケンスと対策が異なるが、こ
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の対策は「ECCS 注水機能喪失」における対策と同一であり、そこで対策の有効性

を確認したことと併せれば、「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要

事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失する事故」における有

効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であ

ると判断できる。 

 

  以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「ECCS 再循環機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対

策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）代替再循環切替操作に要する時間 

申請者は、代替再循環の開始時間を、再循環切替失敗から 30 分後としてい

る。この操作は、現場での代替再循環ライン系統構成等があるため、操作条件

で設定した時間内で実施できることを確認する必要がある。このため、規制委

員会は、この操作について、操作条件で設定した時間内で実施できる根拠を示

すよう求めた。申請者は、これまでの訓練実績により、現場での代替再循環ラ

イン系統構成や中央制御室での代替再循環開始操作を、あわせて 7分間で実施

できることを示した。これにより、規制委員会は、操作条件が妥当であるもの

と判断した。 

（２）代替再循環切替の操作余裕時間 

 規制委員会は、代替再循環切替操作が確実に実施できることを確認するため、

その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者は、解析コ

ード M-RELAP5 を用いた解析により、解析コード間での炉心露出開始時間の違

いを考慮した操作条件（再循環切替失敗から 15 分後までに切替え完了）より

もさらに 5 分間程度の余裕があることを示した。これにより、規制委員会は、

代替再循環切替操作を再循環切替失敗から 15 分後までに完了するという操作

条件が妥当であるものと判断した。 
 
 
Ⅳ－１．２．１．８ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA，

蒸気発生器伝熱管破損） 

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」（以下この節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器



162 
 

の破損等の発生後、破損箇所の隔離に失敗した場合において、炉心損傷防止対策に

有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリ機能の

喪失に伴い、1 次冷却材の原子炉格納容器内外への漏えいが継続すること

で、保有水量が減少し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、炉心注水を継続するとと

もに、1次冷却系の減圧を行うことで、原子炉格納容器内外への漏えいを

抑制する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2 次系強制冷却及び加圧器逃がし弁の開操作と充てん/高圧注入ポンプ

による炉心注水を行う1次冷却系のフィードアンドブリードにより1次冷

却系の冷却・減圧を実施する。このため、充てん/高圧注入ポンプ、燃料

取替用水タンク、補助給水ポンプ、蒸気発生器、復水タンク、主蒸気逃が

し弁、加圧器逃がし弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策： 

a. インターフェイスシステム LOCA の場合は、2次系強制冷却を継続す

る。このため、補助給水ポンプ、蒸気発生器、復水タンク、主蒸気逃

がし弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 蒸気発生器伝熱管破損の場合は、1 次冷却系の冷却・減圧が進み、

余熱除去系が使用可能な温度及び圧力に到達すれば、余熱除去系によ

る炉心冷却に移行する。このため、余熱除去系を重大事故等対処設備

として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「インターフェイスシステム LOCA」及び「蒸

気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」を

選定する。これは、格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し

て両方の事故シーケンスを選定する。 
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b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系からの冷却材の放出、加圧器からの冷却

材の放出、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達等を取り扱

うことができる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件： 

ア．インターフェイスシステム LOCA 

1 次冷却材の漏えい箇所は、余熱除去系逃がし弁及び余熱除去

系機器等とする。 

破断口径は、原子炉格納容器外の余熱除去冷却器出口逃がし弁

では等価直径約 3.3cm（約 1.3 インチ）相当、原子炉格納容器内

の余熱除去ポンプ入口逃がし弁では等価直径約 11cm（約 4.2 イン

チ）相当とする。余熱除去系機器等では、等価直径約 4.1cm（約

1.6 インチ）相当とする。 

また、外部電源はないものとする。これは、常用系機器の機能

喪失及び工学的安全施設作動設備の作動遅れにより、炉心の冷却

の観点では、厳しい設定となる。 

イ．蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 

破断位置及び破断口径は、1 基の蒸気発生器の伝熱管１本が瞬

時に両端破断するものとする。 

破損側蒸気発生器の隔離失敗の想定は、原子炉トリップ後に主

蒸気逃がし弁が作動した時点で、破損側蒸気発生器につながる主

蒸気安全弁 1個が開固着するものとする。 

また、外部電源はないものとする。これは、常用系機器の機能

喪失及び工学的安全施設作動設備の作動遅れにより、炉心の冷却

の観点では、厳しい設定となる。 

d. 機器条件： 

ア．インターフェイスシステム LOCA 

炉心注水流量は、充てん/高圧注入ポンプ 2台使用時の最大注入

特性を用いる。これは、1次冷却材の漏えい量の観点では、1次冷

却系からの漏えい量を増加させるため厳しい設定である。 

2 次系強制冷却に使用する主蒸気逃がし弁は 3個とする。 

また、余熱除去冷却器出口逃がし弁及び余熱除去ポンプ入口逃

がし弁の吹止まり圧力は、設計値を用いる。 

イ．蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 
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炉心注水流量は、充てん/高圧注入ポンプ 2台使用時の最大注入

特性を用いる。これは、1次冷却材の漏えい量の観点では、1次冷

却系からの漏えい量を増加させるため厳しい設定である。 

また、2 次系強制冷却に使用する主蒸気逃がし弁は健全側の 2

個とする。 

e. 操作条件： 

ア．インターフェイスシステム LOCA 

2 次系強制冷却の開始時間は、余熱除去系統からの漏えいの判

断や余熱除去系統の隔離操作等に必要な時間を考慮し、ECCS 作動

信号発信から 25分後とする。 

また、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水を、高圧モードか

ら充てんモードに切替えるための操作開始時間は、原子炉トリッ

プの 1時間後からとし、操作完了に 2分を要するものとする。 

イ．蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 

破損側蒸気発生器の隔離操作の開始時間は、原子炉トリップの

10 分後からとし、操作完了に 2分を要するものとする。 

2 次系強制冷却操作の開始時間は、破損側蒸気発生器隔離操作

の完了時点からとし、主蒸気逃がし弁の開操作完了に 1 分を要す

るものとする。 

充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水を、高圧モードから充て

んモードに切替えるための操作開始時間は、ECCS 停止条件（1 次

冷却材のサブクール度 40℃以上及び加圧器水位 50%以上等）成立

時点からとし、操作完了に 1分を要するものとする。 

また、加圧器逃がし弁の開閉操作は、以下の条件が成立すれば、

1個の加圧器逃がし弁を開閉するものとする。 

 ⅰ）ECCS 停止条件成立前は、1次冷却材のサブクール度 60℃以

上で開とし、サブクール度 40℃以下又は加圧器水位 50%以上

で閉とする。 

 ⅱ）ECCS 停止条件成立後は、1次冷却材のサブクール度 20℃以

上で開とし、サブクール度 10℃以下で閉とする。  

② 解析結果 

「インターフェイスシステム LOCA」について、申請者が行った解析の結

果は以下のとおりである。 

a. 余熱除去系逃がし弁及び余熱除去系機器等からの漏えいにより、1

次冷却系の保有水量が減少するが、充てん/高圧注入ポンプによる炉
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心注水及び 2次系強制冷却による 1次冷却系の冷却・減圧を行うこと

により、保有水量は回復し、PCT は約 380℃に、1次冷却系の最高圧力

は約 16.2MPa[gage]に抑えられる。 

b. 余熱除去ポンプ入口逃がし弁から原子炉格納容器内への 1次冷却材

の漏えいにより、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容

器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、余熱除去系逃がし弁からの漏え

いが停止する。さらに、余熱除去ポンプの入口弁（ユニハンドラ弁）

を閉止することにより、余熱除去系機器等からの漏えいが停止する。

また、2 次系強制冷却による炉心冷却の継続により原子炉を安定停止

状態へ移行させることができる。 

     上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

     「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」

について、申請者が行った解析の結果は以下のとおりである。 

a. 破損した蒸気発生器伝熱管から蒸気発生器2次側への漏えいにより、

1次冷却系の保有水量が減少するが、充てん/高圧注入ポンプによる炉

心注水、2 次系強制冷却及び加圧器逃がし弁の開操作による 1 次冷却

系の冷却・減圧を行うことにより、保有水量は回復し、PCT は約 340℃

に、1次冷却系の最高圧力は約 16.2MPa[gage]に抑えられる。 

b. 加圧器逃がし弁の開操作により、1 次冷却材が加圧器逃がしタンク

から原子炉格納容器内に漏えいするが、その量はわずかである。また、

原子炉格納容器圧力及び温度が上昇した場合には、格納容器スプレイ

による抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、1 次冷却系圧力と 2 次冷却系圧

力が均圧することで、漏えいが停止する。また、余熱除去系による炉

心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行させることができる。 

  上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 を用いて 1次冷却系の挙動について解析した場合、試験デ

ータと比較して 2 次系強制冷却による 1次冷却系の冷却・減圧時に、1

次冷却系圧力を数百 kPa 程度高く評価する傾向がある。そのため、実
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際には解析結果よりも 1次冷却系の冷却・減圧が速く、漏えい流量は

少なくなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心の崩壊熱に保守的な（大きめの）値を設定して

いるため、1 次冷却系の保有水量の低下が速めに解析されている。崩

壊熱として実際的な値を与えた場合には、1 次冷却系の保有水量の低

下は緩やかとなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

2 次系強制冷却操作及び加圧器逃がし弁開閉操作が必要なタイミン

グが変動する可能性があるが、この操作は中央制御室での操作であり、

必要なタイミングに変動があったとしても、この変動に対応が可能で

あることから、対策の実施に与える影響はない。 

また、「インターフェイスシステム LOCA」においては、漏えい側余

熱除去ポンプ入口弁（ユニハンドラ弁）を閉止し、漏えいを停止させ

ることで事象が収束する。この弁の操作場所は漏えいの影響を受けに

くい場所にあるため、漏えい量の変動があったとしても、この弁の操

作を実施し、漏えいを停止させることが可能であることから対策の実

施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスグループの対応に必要な要員は、1 号炉及び 2 号

炉あわせて、「インターフェイスシステム LOCA」では 20 名、「蒸気発生

器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」では 18 名で

ある。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名であり対応が可能であ

る。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間ディーゼル発電機を全出力で運

転した場合などに必要な重油量は約 494.4kL である。これに対して、発電

所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量は約510.0kLであり対応が可能

である。また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、デ

ィーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」に対して申請者

が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、1 次冷却系のフィード

アンドブリード等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 
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重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」及び「蒸気発生器伝熱

管破損損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」において2次系強制冷却、

1 次冷却系のフィードアンドブリード等を行った場合に対する申請者の解析結果

は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用

した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概

ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（「インターフェイス

システム LOCA」では余熱除去系 2系統、「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気

発生器の隔離に失敗する事故」では主蒸気安全弁 1個の開固着）の復旧を期待し

ていないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心

損傷防止対策となり得る。 

また、1 次冷却系の冷却・減圧により炉心の損傷を回避した後、原子炉を安定

停止状態へ導くために、「インターフェイスシステム LOCA」では、余熱除去ポン

プ入口弁（ユニハンドラ弁）の閉止などにより漏えいを停止させ、2 次系強制冷

却による炉心冷却を継続する対策が整備されていることを確認した。 

「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」では、

原子炉を安定停止状態へ導くために、余熱除去系による炉心冷却と 1次冷却系圧

力と2次冷却系圧力の均圧により漏えいを停止させる対策が整備されていること

を確認した。 

さらに、規制委員会は、対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者の計

画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「インター

フェイスシステム LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔

離に失敗する事故」におけるその有効性を確認したことにより、対策が本事故シ

ーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「格納容器バイパス」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、

有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）インターフェイスシステム LOCA における 1 次冷却材の漏えい箇所及

び破断口径 
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申請者は、インターフェイスシステム LOCA における 1 次冷却材の漏えい箇

所及び破断口径の設定の根拠を明確に示していなかった。過小評価している場

合には、事象進展に影響するため、対策の有効性が確認できない。このため、

規制委員会は、その根拠を明確に示すよう求めた。申請者は、余熱除去系統の

圧力挙動の評価により、余熱除去系機器等に 1次冷却系の圧力を上回る荷重が

かからないこと、及び余熱除去系統配管が破断に至らないことを示した。その

上で、余熱除去系逃がし弁及び余熱除去系機器等の合計の破断口径が実機での

漏えい面積と等価となるような設定としていることを示した。これにより、規

制委員会は、インターフェイスシステム LOCA における 1 次冷却材の漏えい箇

所及び破断口径の設定が妥当であるものと判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

第３７条第２項は、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原

子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を防止する

ために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、想定する格納容器破損モードに対して、原

子炉格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出され

ることを防止する対策に有効性があることを確認するとしている。「有効性がある

ことを確認する」とは、以下の（a）から（i）の項目（以下｢格納容器破損防止対

策の評価項目｣という。）を概ね満足することを確認するとしている。 

（a）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力

を下回ること。 

（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること。 

（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含

め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること（※9）。 

（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減さ

れていること。 

（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機

械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 

（f）原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。

（水素濃度がドライ条件に換算して13vol%以下又は酸素濃度が5vol%以下

であること） 

                                                   
（※9）実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイドで

は、「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っていること」としている。 
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（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足

すること。 

（h）原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納

容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却される

こと。 

（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能

が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

 

上記の評価項目（a）及び（b）において、限界圧力又は限界温度を評価項目とし

て用いる場合には、その根拠と妥当性を示すこととしている。 

申請者は、上記の評価項目（a）及び（b）について、重大事故時に作用する荷重

として、自重、圧力、機械的荷重を考慮し、格納容器破損防止対策における原子炉

格納容器の限界圧力・限界温度を定めている。具体的には、既往の知見も含めた試

験又は解析評価等により根拠と妥当性が確認された値である最高使用圧力の 2 倍

（2Pd)、200℃としている。 

 

申請者は、限界圧力及び限界温度の設定について、既往の代表プラントを模擬

した実験及び解析のうち、一部結果の引用に留めており、実機への適用性に係る

根拠資料も限定的にしか示さなかった。このため、規制委員会は、示された原子

炉格納容器の限界圧力及び限界温度の妥当性の確認には情報が不足している点を

指摘し、実機を踏まえた原子炉格納容器漏えい率の設定根拠や原子炉格納容器の

応力集中部に関する情報等、調査した上で判断することが必要であることを伝え

た。申請者は、原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度の設定の前提となった原

子炉格納容器バウンダリを構成する各設備における閉じ込め機能と機能損失要因

を調査するとともに、実機で使用している状況を解析に反映し、限界圧力及び限

界温度の設定の根拠を明確にした。これにより、規制委員会は、原子炉格納容器

の限界圧力及び限界温度の設定が妥当であることを確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者が格納容器破損防止対策において、原子

炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる根拠と妥当性を示した上で、評価項目とし

て原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を設定していることを確認した。 

 

 
Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧） 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」

（以下この節において「本格納容器破損モード」という。）では、雰囲気圧力によ
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る静的負荷の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器破

損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策

に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち、｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と。｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温

度を下回ること。｣、｢（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への

汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。｣

及び｢（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足

すること。｣について、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉格納容器内へ流出した高温の原子

炉冷却材、溶融炉心の崩壊熱によって発生した水蒸気及び金属－水反応等

によって発生した非凝縮性ガスの蓄積によって、原子炉格納容器圧力が上

昇する。事故発生から数時間後には最高使用圧力に到達し、その後、放置

すれば原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器雰囲気を冷却・減圧し、原子炉格納容器圧力の上昇を抑制する必要が

ある。また、非凝縮性ガスの発生により、原子炉格納容器圧力が上昇する

ことを抑制する観点及び原子炉格納容器下部の溶融炉心を冠水・冷却し、

原子炉格納容器雰囲気が過熱状態となることを防止する観点から、原子炉

下部キャビティへ注水する必要がある。 

さらに、継続的に発生する水素を処理、低減させるとともに最終的な熱

の逃がし場へ熱を輸送することによって、原子炉格納容器の除熱を確立さ

せる必要がある。 

③ 初期の対策：代替格納容器スプレイにより原子炉格納容器雰囲気の冷

却・減圧及びこれによる原子炉下部キャビティへの注水を実施する。この

ため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機等を重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、燃料取替用水タンク、復水タンク等を重

大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉格納容器の除熱を確立させるため、格納

容器内自然対流冷却を実施する。このため、移動式大容量ポンプ車等を重
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大事故等対処設備として新たに整備するとともに、Ａ、Ｂ格納容器再循環

ユニット等を重大事故等対処設備として位置付ける。また、継続的に発生

する水素の処理及び水素濃度の監視を実施する。このため、静的触媒式水

素再結合装置（以下「PAR」という。）、電気式水素燃焼装置（以下「イ

グナイタ」という。）、イグナイタ動作監視装置等を重大事故等対処設備

として新たに整備する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機

能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故｣を選定する。これ

は、原子炉格納容器圧力上昇及び時間余裕の観点から、原子炉格納容

器内への冷却材放出量が大きくなるとともに炉心損傷が早まること、

原子炉格納容器圧力上昇の抑制の観点から、ECCS 注水機能及び格納容

器スプレイ機能を喪失していること、環境に放出される放射性物質量

の観点では、原子炉格納容器圧力が高く推移することなど、より厳し

い事故シーケンスであることから選定する。PRA の手法により抽出さ

れ、格納容器破損防止対策の有効性を確認する必要があるとされた本

格納容器破損モードにおける事故シーケンスは｢大破断 LOCA時に低圧

注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故｣であるが、

条件を厳しくするため、高圧注入機能の喪失を追加する。さらに、本

評価事故シーケンスにおいては、常設電動注入ポンプを用いた代替格

納容器スプレイ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットを用いた格納容器

内自然対流冷却の有効性を評価する観点から、全交流動力電源喪失及

び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画内や区画間の流動、構造

材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、格納容器再循環ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却などの現象を評価することが可能な、原子

炉系、原子炉格納容器系の熱水力モデルを備え、かつ、炉心損傷後の

シビアアクシデント特有の溶融炉心挙動に関するモデルを有するコ

ードとして MAAP を用いる。 

c. 事故条件：急速な 1次冷却材の喪失を仮定し、事象進展が最も速く

厳しい設定とするため、起因事象として高温側配管の大破断 LOCA が

発生するものとする。安全機能の喪失に対する仮定として、低圧注入
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機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失するものと

し、さらに全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を

考慮する。水素の発生については、水-ジルコニウム反応を考慮する。 

d. 機器条件：蓄圧注入系の保持圧力を最低圧力とし、蓄圧タンクの保

有水量も使用時の最小量を用いる。常設電動注入ポンプによるスプレ

イ流量は、設計上期待できる値として 140m3/h とする。また、PAR に

ついては、原子炉格納容器圧力の観点で厳しくなるように機能するこ

とを期待しない。一方、PAR の水素処理による発熱反応の原子炉格納

容器圧力・温度への寄与は考慮する。 

e. 操作条件：常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの開始

時間は炉心溶融開始から 30 分後とし、移動式大容量ポンプ車による

格納容器自然対流冷却の開始時間は事象発生から 24 時間後とする。 

f. Cs-137 の環境への放出シナリオ：事象発生まで、定格出力の 102%

で長期間にわたって運転されていたものとする。その運転時間は、燃

料を 1/4 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 40000 時

間とする。 

原子炉格納容器内に放出される Cs-137 の量については、炉心損傷

に至る事故シーケンスを基にした代表的なソースタームに関する報

告書である NUREG-1465 の放出割合を用い、原子炉格納容器全体にイ

ンベントリの 75%が放出される。原子炉格納容器からは 0.16%/日の割

合でアニュラス部へ漏えいする。また、アニュラス部の負圧達成及び

アニュラス空気浄化設備の起動時間の遅れを考慮して約 78 分間はア

ニュラス空気浄化設備が作動しないものとし、この間、原子炉格納容

器側からアニュラス部に Cs-137 が漏えいした場合には、漏えいした

全量が大気に放出されるものとする。 

② 解析結果 

申請者による事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源の喪失に伴い原子炉が自動停止。また、大破断 LOCA

時に高圧注入機能及び低圧注入機能が喪失することから、約 19 分で

炉心溶融に至る。その後、約 49 分より代替格納容器スプレイを実施。

事故発生から約 1.5 時間後に原子炉圧力容器が破損する。このときの

原子炉格納容器圧力は約 0.166MPa[gage]となる。約 3.4 時間後に原子

炉圧力容器からの溶融炉心の流出が停止し、原子炉格納容器圧力の上

昇が緩やかになる。 

b. 格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器の除熱が確立する

ため原子炉格納容器の最高圧力・最高温度はそれぞれ、約



173 
 

0.335MPa[gage]、約 133℃に抑えられる。以降、原子炉格納容器圧力・

温度は、約 72 時間時点でも下降傾向が維持されており、安定状態とな

っている。（原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用（以下｢FCI｣

という。）、溶融炉心・コンクリート相互作用（以下｢MCCI｣という。）

の評価については、格納容器破損モード｢原子炉圧力容器外の溶融燃料

-冷却材相互作用｣、｢溶融炉心・コンクリート相互作用｣を参照。） 

c. 原子炉格納容器内の水素分圧は、全圧 0.4MPa[abs]程度に対して

0.01MPa[abs]程度である。また、PAR による水素処理における発熱量は

崩壊熱の約 2%であり、原子炉格納容器圧力・温度に対しての影響は軽

微である。 

d. 原子炉格納容器から環境に放出される Cs-137 の放出量は、7日間で

約 5.6TBq であり、100TBq を下回っている。 

上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項

目（a）、（b）、（c）及び（g）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP を用いて原子炉格納容器圧力・温度を解析した場合、HDR 実験

解析等の検証結果より、原子炉格納容器圧力については 1割程度高め

に、原子炉格納容器温度については十数℃高めに評価する傾向がある

ことから、実際の原子炉格納容器圧力・温度は低めとなるため、評価

項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。このことから、MAAP

は原子炉格納容器圧力・温度に対して保守的な（厳しい）結果を与え

ることを確認した。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱に保守的な（大きめの）値を設定してい

るため、炉心溶融開始時間が早めに解析されている。このため、実際

は炉心溶融開始を起点とした代替格納容器スプレイの開始操作が必要

なタイミングが遅くなる。また、原子炉格納容器圧力・温度の上昇は

緩和され、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、代替格納容器スプレイ開始操作が必要なタイミング

が遅くなるなど、そのタイミングは変動する可能性がある。代替格納

容器スプレイ開始操作は、他の事象進展に影響を及ぼす運転員等操作

を実施する運転員等とは別の運転員等による操作であるため、タイミ
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ングに変動があったとしても、要員の配置による他の操作への影響は

なく、対策実施へ与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要となる要員は、1 号炉及び

2 号炉合わせて 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスが発生してから約 24 時間後までに使用する常設

電動注入ポンプは、3248m3の水量が必要となるが、所内の復水タンク、燃

料取替用水タンク及び復水タンク補給用水中ポンプによる補給量の合計

は 3370m3であり供給可能である。また、7日間大容量空冷式発電機等が運

転継続した場合に必要となる重油量は約 279.8kL である。これに対して、

発電所内の大容量空冷式発電機用燃料タンク等に備蓄された重油量約

314.0kL で対応が可能である。また、重大事故等対処設備全体に必要な電

力供給量に対して、大容量空冷式発電機からの電力供給量が十分大きいた

め、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧破損）」に対して申請者が格納容器破損防止対策として計画している代

替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下部キャビティ注水が、事象進展の特

徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容

器スプレイ注入機能が喪失する事故｣において、代替格納容器スプレイ及びこれ

による原子炉下部キャビティ注水を行った場合に対する申請者の解析結果は、格

納容器破損防止対策の評価項目（a）、（b）、（c）及び（g）を満足している。

さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項

目（a）、（b）、（c）及び（g）を概ね満足しているという判断は変わらないこ

とを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点

から、機能を喪失した設備（低圧注入系及び格納容器スプレイ系等）の復旧を期

待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な

格納容器破損防止対策となり得る。 

また、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下部キャビティ注水により

原子炉格納容器破損を防止した後、原子炉格納容器を安定状態へ導くために、格
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納容器自然対流冷却により原子炉格納容器の除熱を確立させるとともに水素濃

度低減及び水素濃度監視を継続する対策が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢大破断 LOCA

時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事

故｣におけるその有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに

対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に対して申請者が

計画している格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）対策実施のための判断の基準の明確化 

申請者は、常設電動注入ポンプを炉心損傷防止対策として炉心注水に用いる

場合もあれば、格納容器破損防止として格納容器代替スプレイに用いる場合も

あるとしている。しかしながら、常設電動注入ポンプを炉心損傷防止対策とし

て炉心注水に用いるか、格納容器破損防止として代替格納容器スプレイに用い

るかの判断をするための基準について明確に示していなかった。このため、規

制委員会は、迅速かつ適切に判断できる基準及び判断に用いるパラメータを明

確にするように求めた。 

申請者は、漏えいを検知するためのパラメータとして、1 次冷却系圧力、加

圧器水位、格納容器圧力、格納容器内温度、格納容器内高レンジエリアモニタ

（高レンジ）の指示値、格納容器再循環サンプ広域水位等を用いることを示し

た。LOCA 時の漏えい規模の判断として、1 次冷却系の圧力低下挙動に着目し、

1 次冷却系圧力が蓄圧タンク作動圧力まで急激に低下し、かつ、蓄圧タンク作

動後に 1次冷却系圧力が回復しない場合は、大規模な漏えいが発生し炉心損傷

は避けられないとして、注入先を原子炉格納容器として格納容器破損防止対策

を講じるとしている。それ以外の場合は、注入先を原子炉圧力容器として炉心

損傷防止対策を講じるが、炉心注入を行っている間に炉心出口温度 350℃以上、

かつ、格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の指示値が 1×105mSv/h

以上となれば、炉心が損傷したと判断し、注入先を原子炉格納容器へ切替える

こととするなどの判断をするための基準及び判断に用いるパラメータを示し



176 
 

た。これに対して、規制委員会は、迅速かつ適切に判断できる基準及び判断に

用いるパラメータが明確となっていることを確認した。 

（２）炉心損傷を判断するための設定根拠 

（１）の論点に関連し、申請者は、炉心損傷を判断するパラメータの設定根

拠、検出器種類等について明確にしていなかった。このため、規制委員会は、

その設定根拠、検出器種類等を明確にするように求めた。 

申請者は、炉心出口温度については、加圧器安全弁の設定圧力を踏まえ、炉

心出口温度が 1 次冷却系の飽和蒸気温度の上限値（約 350℃）以上となれば、

炉内が過熱状態であり、炉心冷却が悪化していると判断できることを示した。

格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の指示値については、既往のシ

ビアアクシデント解析結果を踏まえ、破断口のサイズ等の相違により、原子炉

格納容器内に放出される核分裂生成物の量は異なるものの、炉心損傷時の格納

容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の指示値は 1×105mSv/h 以上の線量

率となっていることを示した。さらに、炉心がヒートアップする状態では、炉

心出口温度の上昇は急峻であること、炉心損傷時の原子炉格納容器内の線量率

の上昇は急峻であることから、炉心損傷の検知タイミングが遅れる可能性は小

さいことを示した。加えて、炉心出口温度や格納容器内線量率の検出器の種類、

測定範囲等を示した。これにより、規制委員会は、炉心損傷を判断するための

パラメータの設定根拠が妥当であることを確認した。 

（３）環境に放出される Cs-137 放出量評価の評価期間 

申請者は、原子炉格納容器から環境に放出される Cs-137 の放出量は、時間

経過とともに減少していくことを踏まえて、評価期間を 7 日間としていたが、

原子炉格納容器圧力が高い状態で推移すれば、7 日間以降も放出が継続し、環

境への放出量がさらに増加することとなる。このため、規制委員会は、Cs-137

の放出量評価として、7 日間以降も放出が継続した場合の評価を示すよう求め

た。申請者は、事象発生後 30 日間（約 6.3TBq）及び 100 日間（約 6.3TBq）に

おける評価を実施し、いずれも放出量は100TBqを下回っていることを示した。

これにより、規制委員会は、Cs-137 の放出が長期間継続しても総量は大きく増

加しないことを確認した。 

（４）格納容器再循環ユニットの除熱性能に対する水素の影響 

MAAP の格納容器再循環ユニットモデルの除熱特性は、原子炉格納容器内に水

素が存在しない場合に対する最適値であり、原子炉格納容器内に水素等の非凝

縮性ガスが存在する場合は、格納容器再循環ユニットにおける凝縮伝熱量が低

下することも考えられる。このため、規制委員会は、格納容器再循環ユニット

の除熱性能に対する水素の影響評価を求めた。 
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申請者は、評価項目（f）における水素濃度の最高値（ドライ換算で水素濃

度 13vol%）を考慮した場合の格納容器再循環ユニットの除熱性能に対する感度

解析を実施した。その結果、原子炉格納容器内に水素が存在した場合において

も、原子炉格納容器圧力の上昇は 0.011MPa に留まることを示した。これによ

り、規制委員会は、原子炉格納容器内の水素濃度が格納容器再循環ユニットの

除熱性能へ与える影響は小さいことを確認した。 
 

 
Ⅳ－１．２．２．２ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温） 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」

（以下この節において「本格納容器破損モード」という。）では、雰囲気温度によ

る静的負荷の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器破

損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策

に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち、｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と。｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温

度を下回ること。｣及び｢（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、

（a）の要件を満足すること。｣について、格納容器破損防止対策に有効性があるか

を確認した。 

この節では、格納容器破損モード｢雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）｣（以下｢格納容器過圧破損｣という。）と共通する事項を省略し、本格

納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉格納容器内へ流出した高温の原子

炉冷却材、溶融炉心の崩壊熱及び金属－水反応等による化学反応熱によっ

て、原子炉格納容器温度が上昇する。事故発生から数時間後には最高使用

温度に到達し、その後、放置すれば原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器雰囲気を冷却・減圧し、原子炉格納容器温度の上昇を抑制する必要が

ある。また、1 次冷却系が高圧となり、原子炉圧力容器が破損する際に溶

融物が格納容器内に分散する割合が多くなることを防止する観点から、原
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子炉圧力容器破損前までに 1次冷却系を減圧する必要がある。また、非凝

縮性ガスの発生により、原子炉格納容器圧力が上昇することを抑制する観

点及び原子炉格納容器下部の溶融炉心を冠水・冷却し、原子炉格納容器雰

囲気が過熱状態となることを防止する観点から、原子炉下部キャビティへ

注水する必要がある。 

さらに、継続的に発生する水素を処理、低減させるとともに最終的な熱

の逃がし場へ熱を輸送することによって、原子炉格納容器の除熱を確立さ

せる必要がある。 

③ 初期の対策：高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱（以下｢DCH｣とい

う。）を防止する対策である 1次冷却系の強制減圧については、格納容器

破損モード｢高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱｣を参照。その他の

対策は、「格納容器過圧破損」と同一である。 

④ 安定状態に向けた対策：「格納容器過圧破損」と同一である。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪

失し、補助給水機能が喪失する事故｣を選定する。これは、1次冷却系

が高圧となり、原子炉圧力容器が破損する際に溶融物が格納容器内に

分散する割合が多くなること及び ECCS 又は格納容器スプレイにより

原子炉格納容器温度の上昇が抑制されないことなど、より厳しいシー

ケンスであることから選定する。PRA の手法により抽出され、格納容

器破損防止対策の有効性を確認する必要があるとされた本格納容器

破損モードにおける事故シーケンスは｢外部電源喪失時に非常用所内

交流電源が喪失する事故｣であるが、条件を厳しくするため、補助給

水機能の喪失を追加する。さらに、本評価事故シーケンスにおいては、

常設電動注入ポンプを用いた代替格納容器スプレイ及びＡ、Ｂ格納容

器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却の有効性を評価

する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画内や区画間の流動、構造

材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、格納容器再循環ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却、加圧器における冷却材放出（臨界流、差

圧流）などの現象を評価することが可能な、原子炉系、原子炉格納容

器系の熱水力モデルを備え、かつ、炉心損傷後のシビアアクシデント
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特有の溶融炉心挙動に関するモデルを有するコードとして MAAP を用

いる。 

c. 事故条件：起因事象として外部電源が喪失するものとし、安全機能

の喪失に対する仮定として、非常用所内交流電源、補助給水機能及び

原子炉補機冷却機能喪失とする。また、RCP からの漏えい率は、定格

圧力において、RCP1 台当たり 1.5m3/h の漏えいを RCP 全台に考慮し、

その他の原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいについては考慮

しない。これは、1 次冷却系が高圧となり、原子炉圧力容器が破損す

る際に溶融物が格納容器内に分散する割合が多くなるため、原子炉格

納容器温度の観点で厳しい設定となる。水素の発生については、水-

ジルコニウム反応を考慮する。 

d. 機器条件：加圧器逃がし弁に関する条件は、格納容器破損モード｢高

圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱｣を参照。その他の条件は、「格

納容器過圧破損」と同一である。 

e. 操作条件：常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの開始

時間は炉心溶融開始から 30 分後とする。また、原子炉格納容器内保

有水量が 1700m3 に到達した時点で原子炉格納容器圧力が

0.283MPa[gage]に到達していない場合は一旦停止し、原子炉格納容器

の最高使用圧力到達の 30 分後に再開するものとする。その後、格納

容器自然対流冷却の開始に伴い事象発生から 24 時間後に停止するも

のとする。移動式大容量ポンプ車による格納容器自然対流冷却の開始

時間は事象発生から 24時間後とする。 

② 解析結果 

申請者による事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源の喪失及び補助給水機能の喪失に伴い1次冷却系が

高温・高圧となるが、1 次冷却系の強制減圧により原子炉圧力容器破

損時の 1次冷却系圧力は低下する。 

b. 1 次冷却系の強制減圧に伴う加圧器逃がしタンクラプチャディスク

の作動及び原子炉圧力容器破損により、1 次冷却系の蒸気、溶融炉心

等が原子炉格納容器内に移行することで原子炉格納容器圧力・温度は

上昇するが、代替格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっ

ている。 

c. 格納容器自然対流冷却により原子炉格納容器の除熱が確立するた

め、原子炉格納容器の最高圧力・最高温度はそれぞれ、約

0.345MPa[gage]、約 138℃に抑えられる。以降、原子炉格納容器圧力・
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温度は、約 72 時間時点でも下降傾向が維持されており、安定状態と

なっている。 

d. 原子炉格納容器内の水素分圧は、全圧 0.4MPa[abs]程度に対して

0.02MPa[abs]程度である。また、PAR による水素処理における発熱量

は崩壊熱の約 2%であり、原子炉格納容器圧力・温度に対しての影響は

軽微である。 

上記 c.、d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（a）、

（b）及び（g）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP を用いて原子炉格納容器圧力・温度を解析した場合、HDR 実験

解析等の検証結果より、原子炉格納容器圧力については 1割程度高め

に、原子炉格納容器温度については十数℃高めに評価する傾向がある

ことから、実際の原子炉格納容器圧力・温度は低めとなるため、評価

項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。このことから、MAAP

は原子炉格納容器圧力・温度に対して保守的な（厳しい）結果を与え

ることを確認した。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱に保守的に大きめの値を、蒸気発生器 2

次側保有水量は保守的に少なめの値を設定しているため、炉心溶融開

始時間が早めに解析されている。原子炉格納容器自由体積は保守的に

小さめの値を、ヒートシンクは保守的に少なめの値を、格納容器再循

環ユニットの除熱特性は保守的に小さく設定しているため、原子炉格

納容器圧力・温度の上昇は早めに解析されている。このため、実際は

炉心溶融開始を起点とした代替格納容器スプレイの開始操作及び原子

炉格納容器圧力を起点とした代替格納容器スプレイの再開操作が必要

なタイミングが遅くなる。また、原子炉格納容器圧力・温度の上昇は

緩和され、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、代替格納容器スプレイ開始・再開操作が必要なタイ

ミングが遅くなるなど、そのタイミングは変動する可能性がある。代

替格納容器スプレイ開始操作は他の事象進展に影響を及ぼす運転員等

操作を実施する運転員等とは別の運転員等による操作であり、代替格

納容器スプレイの再開操作は代替格納容器スプレイ開始操作と同一の
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運転員等による操作であるため、タイミングに変動があったとしても、

要員の配置による他の操作への影響はなく、対策実施へ与える影響は

ない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本評価事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要となる要員は、1 号炉

及び 2 号炉合わせて 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は

52 名であり対応可能である。 

② 本評価事故シーケンスが発生してから約 24 時間後までに使用する常設

電動注入ポンプは、2730m3の水量が必要となるが、所内の復水タンク水量、

燃料取替用水タンク水量及び復水タンク補給用水中ポンプによる補給量

の合計は 3127m3であり供給可能である。また、7日間大容量空冷式発電機

等が運転継続した場合に必要となる重油量は約 279.4kL である。これに対

して、発電所内の大容量空冷式発電機用燃料タンク等に備蓄された重油量

約 314.0kL で対応が可能である。また、重大事故等対処設備全体に必要な

電力供給量に対して、大容量空冷式発電機からの電力供給量が十分大きい

ため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過温破損）」に対して申請者が格納容器破損防止対策として計画している 1

次冷却系の強制減圧、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下部キャビテ

ィ注水が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。評価事故シーケンス

｢外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故｣

において、1 次冷却系の強制減圧、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉

下部キャビティ注水を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防

止対策の評価項目（a）、（b）及び（g）を満足している。さらに申請者が使用

した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（a）、（b）及び

（g）を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請

者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備

（補助給水系、非常用所内交流電源等）の復旧を期待していないが、実際の事故

対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策とな

り得る。 

また、1 次冷却系の強制減圧、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下

部キャビティ注水により原子炉格納容器破損を防止した後、｢格納容器過圧破損｣



182 
 

と同一の対策を講じることにより、原子炉格納容器を安定状態に導くことができ

ることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢外部電源喪

失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故｣におけるそ

の有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに対して有効であ

ると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に対して申請者が

計画している格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が、特に指摘を行い、確認した点は以下のと

おりである。 

（１）原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却 

申請者は、原子炉圧力容器破損後、溶融炉心のほぼ全量が原子炉下部キャビ

ティに落下し継続的に冷却されるとしていたが、原子炉圧力容器内に溶融炉心

が残存する可能性も考えられる。このため、規制委員会は、原子炉圧力容器内

に残存する溶融炉心の冷却に対する考え方を示すよう求めた。 

申請者は、残存する溶融炉心を冷却するために、格納容器再循環ユニットに

よる格納容器内自然対流冷却を阻害しない限りは原子炉格納容器内へ注水す

ることを示した。 

これにより、規制委員会は、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然

対流冷却を阻害しない限りは原子炉格納容器内へ注水することで、炉心発熱有

効長の中心高さまで冠水させることができる冷却手段が整備されていること

を確認した。 

（２）現実的な漏えいの想定 

本評価事故シーケンスにおいては、申請者は、RCP シール部からの漏えい率

はシール部の機能が維持されている場合の封水戻りライン等からの漏えい率

を評価した結果に基づき、1.5m3/h/台を考慮するとしているが、規制委員会は、

1 次冷却系の高温・高圧状態が継続した場合の原子炉冷却材圧力バウンダリの

健全性を評価するとともに原子炉冷却材圧力バウンダリからの現実的な漏え

いの説明を求めた。 
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申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を評価する部位や機器とし

て、RCP シール、原子炉容器ふたフランジ、高温側配管/サージ管等を挙げ、こ

れらの部位や機器における流体温度、構造材温度を評価した。その結果、漏え

いの可能性がある部位として、RCP シール、原子炉圧力容器ふたフランジ及び

高温側配管/加圧器サージ管であるとした。また、国内製 RCP のラビリンス部

隙間形状等を踏まえると、RCP シール機能が喪失した場合（RCP シール LOCA）

の漏えい率は、シール部の機能が維持されている場合に比べ、さらに多くなる

ことを示した。この結果を踏まえ、1 次冷却系の高温・高圧状態が継続した場

合には、まずは RCP シール LOCA が発生し、1次冷却系の減圧・減温が進み、事

象進展が緩和されることから原子炉圧力容器ふたフランジ及び高温側配管/加

圧器サージ管からの漏えいが発生する可能性は低くなることを示した。 

これにより、規制委員会は、RCP シール部からの現実的な漏えいを想定した

場合には、RCP シール部以外からは漏えいが生じる可能性は低いこと、本評価

事故シーケンスで考慮している RCP シール部からの漏えい率は、現実的な RCP

シール部からの漏えい率と比較して、1 次冷却系圧力が高圧となり、原子炉圧

力容器が破損する際に溶融物が格納容器内に分散する割合が多くなることか

ら、原子炉格納容器温度の観点においては保守的な（厳しい）設定であること

を確認した。 

（３）格納容器内自然対流冷却の操作余裕 

規制委員会は、代替格納容器スプレイ操作から格納容器内自然対流冷却開始

操作への切り替えが確実に実施できることを確認するため、その操作時間にど

れだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者は、代替格納容器スプレイを

連続注水した場合の原子炉格納容器注水制限値到達までの時間を評価し、操作

時間余裕として 5 時間程度は確保できることを示した。これにより、規制委員

会は適切な操作条件であることを確認した。 
 

 
Ⅳ－１．２．２．３ 高温溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

格納容器破損モード「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」（以下この節に

おいて「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器が高い圧力の状

況で損傷する観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器の

破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策

に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（d）

原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されているこ

と。」について、対策に有効性があるかを確認した。 
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この節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過温破損）」（以下「格納容器過温破損」という。）と共通する事項を省略し、本

格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器が高い圧力の状況で損傷

し、溶融炉心等が急速に放出され、原子炉格納容器雰囲気が直接加熱され

ることで、急速に原子炉格納容器圧力が上昇し、原子炉格納容器の破損に

至る。 

② 対策の考え方：高圧溶融物放出に伴う格納容器雰囲気直接加熱を防止す

るためには、原子炉圧力容器破損前までに 1次冷却系圧力の減圧を行う必

要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前までに加圧器逃がし弁による 1次冷

却系圧力の減圧を実施する。加圧器逃がし弁を重大事故等対処設備として

位置付ける。全交流電源喪失時に加圧器逃がし弁の機能回復を行う。窒素

ボンベ（加圧器逃がし弁用）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

④  安定状態に向けた対策：「格納容器過温破損」と同一である。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪

失し、補助給水機能が喪失する事故」を選定する。これは、1 次冷却

系圧力が高圧で溶融物からの発熱による過熱ガスが高温になるとと

もに、原子炉圧力容器が破損した際に溶融物が原子炉格納容器内に分

散する割合が多くなることなど、より厳しいシーケンスであることか

ら選定している。PRA の手法により抽出され、格納容器破損防止対策

の有効性を確認する必要があるとされた本格納容器破損モードにお

ける事故シーケンスは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失

する事故」であるが、条件を厳しくするため、補助給水機能の喪失を

追加する。さらに、常設電動注入ポンプを用いた代替格納容器スプレ

イ及び格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却の
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有効性を評価する観点から、全交流動力電源の喪失により従属的に発

生する原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：加圧器逃がし弁からの冷却材放出 （臨界流・差圧流） 、

原子炉圧力容器における溶融炉心のリロケーション、原子炉圧力容器

内溶融炉心-冷却材相互作用、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、

原子炉圧力容器破損や溶融等を取り扱うことができる MAAPを用いる。 

c. 事故条件：「格納容器過温破損」と同一である。 

d. 機器条件：加圧器逃がし弁は、2個（95t/h/個）の作動を考慮する。

その他は、「格納容器過温破損」と同一である。 

e. 操作条件：加圧器逃がし弁による 1次冷却系強制減圧は、炉心溶融

開始から 10 分後とする。その他は、「格納容器過温破損」と同一で

ある。 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系圧力は、炉心溶融開始後の加圧器逃がし弁の開操作によ

る 1 次系強制減圧により減少し、2～3MPa[gage]近傍で停滞した後、

溶融炉心が原子炉圧力容器下部プレナムに落下することによる蒸気

発生により上昇する。下部プレナム水が喪失すると、1 次冷却系圧力

は減少に転じ、原子炉圧力容器破損の時点の 1 次冷却系圧力は

2.0MPa[gage]以下に抑えられる。 

b. その他の事象進展解析結果は、「格納容器過温破損」と同一である。 

上記 a. より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（d）を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

解析コードには、炉心ヒートアップ、加圧器逃がし弁からの冷却材

放出、原子炉圧力容器における溶融燃料のリロケーション、原子炉圧

力容器内溶融炉心－冷却材相互作用、下部プレナムでの溶融炉心の熱

伝達、原子炉圧力容器破損・溶融に係る不確かさがある。これらにつ

いて、感度解析を実施しており（※10）、いずれのケースにおいても、

原子炉圧力容器破損に至るまでの間に 1 次冷却系圧力は 2.0MPa 

[gage]を下回る結果になる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

                                                   
（※10）Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード ２.（３）MAAP を参照。 
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解析条件では、加圧器逃がし弁の開放操作は、解析上は保守側（対

策の実施が遅くなる側）に 10 分の操作遅れを考慮しているが、実際に

は中央制御室での操作である。このため、開始が早まる方向の不確か

さが存在するが、感度解析の結果より、評価項目に対して影響は小さ

いことを確認した。また、影響を与えると考えられる炉心崩壊熱、蒸

気発生器 2 次側保有水量等を対象に不確かさの影響を確認したが、い

ずれも評価項目に対して影響は小さいことを確認した。 

c. 対策の実施への影響 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、加圧器逃がし弁の

開放操作の開始を遅くした場合の感度解析を実施し、操作時間余裕と

して炉心溶融開始から少なくとも 20 分程度は確保できることを確認

した。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「格納容器過温破損」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加

熱」に対して、申請者が格納容器破損防止対策として計画している 1次系強制減

圧が高圧溶融物放出/格納容器直接加熱に至る可能性のある事象進展の特徴を捉

えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給

水機能が喪失する事故｣において、当該対策を行った場合に対する申請者の解析

結果は、格納容器破損防止対策の評価項目（d）を満足している。さらに申請者

が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目を概ね満足

しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行った解析で

は、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（補助給水系、非

常用所内交流電源等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たっては

これらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

また、1次系強制減圧により、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」を

防止した後、「格納容器過温破損」への対策と同一の対策をとることにより、原

子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等につい

ても、申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、評価事故シーケンス「外部電源

喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故」における
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その有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに対して有効で

あると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モード

「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」に対して申請者が計画している格

納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）加圧器逃がし弁の開操作の確実性 

規制委員会は、加圧器逃がし弁の開操作を確実に行うことが重要である旨を

指摘した。申請者は、加圧器逃がし弁の開操作失敗時の機能回復のために、全

交流電源喪失に備えて窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）、常設直流電源系喪失

に備えて可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）を新たに整備していることを示

した。規制委員会は、申請者が加圧器逃がし弁の開操作のために必要な駆動源

及び電源のバックアップを準備していることから、開操作実施の確実性は高い

と判断した。 

（２）1次系強制減圧の継続性 

申請者は、加圧器逃がし弁の開操作によって 1次冷却系圧力を 2.0MPa[gage]

以下に低減できるとしている。このため、規制委員会は、原子炉圧力容器破損

の時点まで 1次系強制減圧を継続できることが重要であるため、原子炉圧力容

器上部プレナム気相温度が高温になることにより減圧の継続に支障が生じな

いことを示すよう求めた。申請者は、加圧器逃がし弁に高温蒸気が流入した場

合の減圧継続の支障要因として、弁の流路閉塞及び弁閉止（開維持失敗）の 2

つを抽出し、その評価を行った。その結果、弁棒に発生する熱応力が小さいこ

と及びダイヤフラムへの熱負荷が小さいことから減圧継続に支障となる熱負

荷ではないと結論づけている。規制委員会は、申請者の熱応力等の評価手法は

適切であり、評価結果は構造物を健全と判断する応力・温度を下回ることから、

1次系強制減圧の継続は可能であると判断した。 

（３）1次冷却系圧力の下げ止まり 

申請者は、モデル化に起因する不確かさの影響を評価しても、原子炉圧力容

器の破損までに 1 次冷却系圧力を 2.0MPa[gage]以下に低減できるとしている。

このため、規制委員会は、様々な不確かさを考慮しても強制減圧後の 1次冷却

系圧力が 2.0MPa[gage] 近傍で下げ止まることについて、現象のメカニズムを

説明するよう求めた。申請者は、1 次冷却系圧力が下げ止まるのは、加圧器逃
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がし弁からの蒸気放出流量と蓄圧注入水の蒸発量がバランスした状態が形成

されるためであるとしている。これにより、規制委員会は、物理現象の説明に

は合理性があることを確認した。 

（４）蓄圧タンクの初期条件が評価に及ぼす影響 

申請者は、解析条件のうち、蓄圧タンク保持圧力は炉心への注水を遅くする

最低の保持圧力とするとしている。このため、規制委員会は、強制減圧後の 1

次冷却系圧力が 2.0MPa[gage]近傍で下げ止まることを踏まえ、蓄圧タンク保持

圧力を高い側に設定した場合にも、原子炉圧力容器破損に至るまでの間に 1次

冷却系圧力は 2.0MPa[gage]を下回ることを示すよう求めた。申請者は、蓄圧タ

ンク保持圧力が高い側に設定した解析を実施した結果、蓄圧タンクからの注水

量が多くなり炉心の冷却が進むことで炉心溶融進展が遅くなり、崩壊熱がより

低い状態で原子炉圧力容器破損に至るため、原子炉圧力容器破損までに 1次冷

却系圧力は 2.0MPa[gage]以下となるとしている。規制委員会は、解析条件の設

定は適切であり、解析内容は妥当であることを確認した。 

（５）原子炉圧力容器破損時の溶融物の飛散 

規制委員会は、原子炉圧力容器破損時の 1 次冷却系圧力が 2.0MPa[gage] 以

下であっても、溶融物の飛散が生じることが考えられることから、原子炉格納

容器本体壁や支持構造物等の健全性に与える影響について検討するよう求め

た。申請者は、溶融物が直接放出される原子炉下部キャビティには、支持構造

物等の重要機器は存在しないこと、原子炉下部キャビティから原子炉格納容器

内本体壁へ直線的に通じる経路がないため放出された溶融物が原子炉格納容

器本体壁に到達することはないとしている。さらに、多くの溶融炉心は原子炉

下部キャビティの蓄水によって冷却されるため、飛散する溶融物は少量であっ

て飛散する過程等で冷却されて、過度に壁面が侵食することはなく、支持構造

物等に影響を与えないとしている。これにより、規制委員会は、直接放出され

る原子炉下部キャビティに支持構造物等の重要機器は存在しないこと、原子炉

格納容器内本体壁へ直線的に通じる流出経路がないこと及び原子炉下部キャ

ビティの蓄水があることなどから、重要機器への影響はないことを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．２．４ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」（以下こ

の節において「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器外の FCI

により生じる一時的な圧力の急上昇の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに

対して原子炉格納容器破損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出さ

れることを防止する対策に有効性があるかを確認した。 
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本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち｢（e）

急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によ

って原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと｣について、格納容器破損

防止対策に有効性があるかを確認した。 

この節では、格納容器破損モード｢雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）｣（以下｢格納容器過圧破損｣という。）と共通する事項を省略し、本格

納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器外の FCI には、衝撃を伴

う水蒸気爆発と、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急

激な圧力上昇（以下｢圧力スパイク｣という。）があるが、水蒸気爆発の発

生の可能性は極めて低いと考えられるため、圧力スパイクについて考慮す

る。本格納容器破損モードの特徴として、溶融炉心と原子炉圧力容器外の

冷却水が接触して、圧力スパイクが生じる可能性があり、このときに発生

するエネルギーが大きいと構造物が破壊され、原子炉格納容器の破損に至

る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器雰囲気を冷却・減圧し、原子炉格納容器圧力の上昇を抑制する必要が

ある。 

③ 初期の対策：代替格納容器スプレイにより原子炉格納容器雰囲気の冷

却・減圧を実施する。このため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電

機等を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、燃料取替用水

タンク、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：「格納容器過圧破損」と同一である。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードに対する格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機

能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故｣を選定する。こ

れは、溶融炉心から冷却材の伝熱による水蒸気発生の観点から、事象
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進展が早く原子炉圧力容器破損時の炉心崩壊熱が高いこと、原子炉格

納容器圧力の上昇を抑制する観点から、原子炉格納容器の冷却がない

ことなど、より厳しいシーケンスであることから選定する。PRA の手

法により抽出され、格納容器破損防止対策の有効性を確認する必要が

あるとされた本格納容器破損モードにおける事故シーケンスは｢大破

断 LOCA 時に低圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する

事故｣であるが、条件を厳しくするため、高圧注入機能の喪失を追加

する。さらに、本評価事故シーケンスにおいては、全交流動力電源喪

失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮することにより、格納容

器スプレイによる注水は想定せずに、代替格納容器スプレイによる注

水を想定する。これは、代替格納容器スプレイは格納容器スプレイよ

りも開始時間が遅く、流量も小さいため、原子炉下部キャビティの冷

却材のサブクール度が小さくなり、事象を厳しく評価することになる。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画間や区画内の冷却材の流

動、構造材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、炉心損傷後の原子炉

圧力容器外の FCI 等を評価することが可能な、原子炉系、原子炉格納

容器系の熱水力モデルを備え、かつ、炉心損傷後のシビアアクシデン

ト特有の溶融炉心挙動に関するモデルを有する MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

d. 機器条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

e. 操作条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 事象発生後、約 1.5 時間後には原子炉圧力容器破損に至り、圧力ス

パイクが生じることにより原子炉格納容器圧力・温度が上昇するが、

代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器雰囲気の冷却・減圧及び

原子炉格納容器自由体積の大きさもあいまって、溶融燃料流出停止ま

での期間の原子炉格納容器の最高圧力・最高温度はそれぞれ約

0.262MPa[gage]、約 122℃に抑えられる。以降、原子炉格納容器圧力・

温度は、約 72 時間時点でも下降傾向が維持されており、安定状態と

なっている。 

b. その他の事象進展解析結果は、「格納容器過圧破損」と同一である。 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（e）を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 
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申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

原子炉容器外の FCI 現象に関する大規模実験の知見から、圧力スパ

イクへの影響因子として、原子炉下部キャビティ水深、破損口径、デ

ブリ粒子の径及びエントレインメント係数を挙げ、これらの影響因子

に対する感度解析を実施した。その結果、これらのパラメータが圧力

スパイクに与える影響は小さいことを確認していることから、解析コ

ードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

「格納容器過圧破損」と同一である。 

c. 対策の実施への影響 

「格納容器過圧破損」と同一である。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「格納容器過圧破損」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相

互作用」において、申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしている

ことは妥当と判断した。その上で、規制委員会は、格納容器破損防止対策として

申請者が計画している代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器雰囲気の冷

却・減圧が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容

器スプレイ再循環機能が喪失する事故｣において、代替格納容器スプレイを行っ

た場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止対策の評価項目（e）を

満足している。さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮

しても、評価項目（e）を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認

した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機

能を喪失した設備（低圧注入系及び格納容器スプレイ系等）の復旧を期待してい

ないが、実際の事故対策に当たっては、これらの設備の機能回復も重要な格納容

器破損防止対策となり得る。 

また、代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器雰囲気の冷却・減圧により

原子炉格納容器破損を防止した後、｢格納容器過圧破損｣と同一の対策を講じるこ

とにより、原子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 
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さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢大破断 LOCA

時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事

故｣におけるその有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに

対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」に対して申請者が計画して

いる格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性 

申請者は、原子炉圧力容器外の FCI のうち、水蒸気爆発は、実機において発

生する可能性は極めて低いとしているが、規制委員会は、その根拠を整理して

提示するよう求めた。 

申請者は、実機において想定される溶融物（二酸化ウランとジルコニウムの

混合溶融物）を用いた大規模実験として、COTELS、FARO 及び KROTOS を挙げ、

これらのうち、KROTOS の一部実験においてのみ水蒸気爆発が発生していること

を示すとともに、水蒸気爆発が発生した実験では、外乱を与えて液－液直接接

触を生じやすくしていることを示した。さらに、大規模実験の条件と実機条件

とを比較した上で、実機においては、液－液直接接触が生じるような、外乱と

なり得る要素は考えにくいことを示した。 

加えて、規制委員会は、JASMINE コードを用いた原子炉圧力容器外での水蒸

気爆発による格納容器破損確率の評価に関する論文（※11）を提示し、これに

対する申請者の見解を示すよう求めた。申請者は、JASMINE コードを用いた水

蒸気爆発の評価では、水蒸気爆発の規模が最も大きくなる時刻に、液－液直接

接触が生じるような外乱を与え水蒸気爆発を誘発していること、融体ジェット

直径分布として、0.1m～1m の一様分布を与え、流体の運動エネルギーを大きく

評価していることを示し、これらの評価想定は、実機での想定と異なることを

示した。 

                                                   
（※11）JAEA-Research 2007-072「軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価」

2007 年 8 月 
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申請者は、上記の水蒸気爆発に関する大規模実験の知見と実機条件との比較

及び JASMINE コードにおける評価想定と実機での想定との相違を踏まえ、実機

においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。こ

れにより、規制委員会は、原子炉圧力容器外の FCI で生じる事象として、水蒸

気爆発は除外し圧力スパイクを考慮すべきであることを確認した。 
 
 
Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

格納容器破損モード「水素燃焼」（以下この節において「本格納容器破損モード」

という。）では、水素燃焼の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原

子炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されること

を防止する対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（f） 

原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（水素濃度が

ドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること）」につい

て、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

この節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）」（以下この節において「格納容器過圧破損」という。）と共通する事

項を省略し、本格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：水-ジルコニウム反応、MCCI、水の放射

線分解等によって水素が発生し、発生した水素と原子炉格納容器内の酸素

が反応することにより激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：水素の爆轟を防止するためには、早期に発生する水素及

び継続的に発生する水素を処理し、原子炉格納容器内の水素濃度を低減す

る必要がある。また、MCCI に伴う水素発生に対しては、原子炉下部キャビ

ティへ注水する必要がある。 

③ 初期の対策：PWR プラントは原子炉格納容器自由体積が大きいことによ

り水素濃度が高濃度にならないという特徴がある。その上で、主に炉心損

傷時に発生した水素の処理を行う。このため、イグナイタを重大事故等対

処設備として新たに整備する。代替格納容器スプレイにより原子炉下部キ

ャビティへ注水する。このため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電
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機、燃料油貯蔵タンク、タンクローリ等を重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、燃料取替用水タンク、復水タンク等を重大事故等対

処設備と位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：継続的に発生する水素の処理を行う。このため、

上記③のイグナイタに加え、PAR を重大事故等対処設備として新たに整備

する。水素濃度、イグナイタ及び PAR の監視を行う。このため、可搬型格

納容器水素濃度測定装置、イグナイタ動作監視装置、PAR 動作監視装置等

を重大事故等対処設備として新たに整備する。                                                                                                              

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本格納容器破損モードに対する格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「大破断 LOCA 時に低圧及び高圧注入機能が

喪失する事故」を選定する。これは、事象進展が早くなり、初期から

水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる観点では、破断

口径の大きい大破断 LOCA であること、水蒸気が凝縮され水素濃度が

高くなる観点では、格納容器スプレイが作動する状態であることなど、

より厳しいシーケンスであることから選定する。PRA の手法により抽

出され、格納容器破損防止対策の有効性を確認する必要があるとされ

た本格納容器破損モードにおける事故シーケンスは「大破断 LOCA 時

に低圧注入機能が喪失する事故」であるが、条件を厳しくするため、

高圧注入機能の喪失を追加する。 

b. 解析コード：炉心損傷後の原子炉圧力容器内の溶融物リロケーショ

ン、原子炉圧力容器破損、溶融等の現象を評価することが可能であり、

原子炉系、原子炉格納容器系の熱水力モデルを備え、かつ、原子炉格

納容器内の溶融炉心挙動に関するモデルを有する MAAP を用いる。ま

た、原子炉格納容器内水素濃度評価を行うため、区画内や区画間の流

動、構造材との熱伝達等の事象を適切に評価することが可能な GOTHIC

を用いる。 

c. 事故条件：水素は、原子炉圧力容器内の全ジルコニウム量の 75%が

水と反応し発生するとする。外部電源についてはあるものとする。外

部電源がある場合、格納容器スプレイが早期に起動し、水蒸気が凝縮

されることにより、水素濃度の観点で厳しい設定となる。 
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d. 機器条件：PAR1基当たりの水素処理量は、設備設計値を基に1.2kg/h

とし、5基の設置とする。イグナイタは、12 基設置するが、水素濃度

の観点で厳しくなるように機能することを期待しない。 

e. 操作条件：PAR は、運転員等操作を介することなく原子炉格納容器

内の水素を処理するため、運転員等操作に関する条件はない。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 炉内の水が急激に減少し燃料の露出が始まると、燃料被覆管温度が

上昇し、約 24分後には炉心溶融が開始する。この炉心過熱に伴う水-

ジルコニウム反応により水素が発生する。 

b. 事故発生から約 1.3 時間後に原子炉圧力容器が破損する。約 3時間

後に原子炉圧力容器からの溶融炉心の流出が停止し、水-ジルコニウ

ム反応による水素の生成はほぼ停止する。ドライ条件に換算した原子

炉格納容器内水素濃度は最大約 9.7 vol%で減少に転じ、13 vol%を下

回る。 

c. 水の放射線分解等によって発生する水素を考慮しても、原子炉格納

容器内に設置した PAR の効果により原子炉格納容器内の水素濃度は

徐々に減少し、事象発生から 25 時間時点においても低下傾向が続い

ている。 

d. 1 次冷却材配管の破断区画において、水-ジルコニウム反応により発

生した水素が破断口から放出されることにより、一時的に水素濃度が

高くなるが、その期間は短時間であり、水蒸気を含む雰囲気下におい

て水素濃度は爆轟領域に達しない。 

e. なお、事象初期より格納容器スプレイが起動しているため、原子炉

下部キャビティに落下した溶融炉心は、安定して冷却されており、そ

の後も安定状態を維持できる。 

    上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目

（f）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

本格納容器破損モードの有効性評価では、MAAP で得られた水素発生

量を原子炉圧力容器内の全ジルコニウム量の 75%が反応するように補

正して評価する。感度解析のパラメータを組み合わせた場合、MCCI に

伴い発生する水素は、炉心内の全ジルコニウムの約 6%である。このこ
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とを考慮し、炉心内の全ジルコニウムが水と反応するとしても、ドラ

イ条件に換算した原子炉格納容器内水素濃度は最大約 12.6 vol%であ

る。したがって、解析コードに依拠せずジルコニウム最大反応量で評

価しても格納容器破損防止対策の評価項目（f）を満足している。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件の中で影響を与えると考えられる炉心崩壊熱、PAR の性能

の変動、金属腐食量等を対象に不確かさの影響を確認したが、いずれ

も水素濃度への影響は小さい又は濃度を低くすることとなる。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本評価事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及び

2 号炉あわせて 32 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 燃料取替用水タンク（約 1677m3：水位異常低警報値までの水量）を水源

とする格納容器スプレイによる格納容器注水は、燃料取替用水タンク水位

が再循環切替水位（16%）に到達後、格納容器スプレイ再循環運転に切り

替える。以降は、格納容器再循環サンプを水源とし、格納容器スプレイ再

循環運転を継続する。したがって、燃料取替用水タンクへの補給は不要で

ある。 

③ ディーゼル発電機及び代替緊急時対策所用発電機の7日間の運転などを

考慮すると合計約 494.4kL の重油が必要となる。これに対して、発電所内

の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量約 510.0kL で対応が可能である。ま

た、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定した場合

においても、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定して

いる非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることか

ら、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「水素燃焼」に対して、申請者が格納容器

破損防止対策として計画している水素濃度の低減が、事象進展の特徴を捉えた対

策であると判断した。 

評価事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧及び高圧注入機能が喪失する事故」

において、PAR の設置などを行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器

破損防止対策の評価項目（f）を満足している。さらに、解析コードに依拠せず

ジルコニウム最大反応量で評価しても格納容器破損防止対策の評価項目（f）を
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満足している。これにより、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（f）

を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行

った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（充て

ん/高圧注入ポンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たって

はこれらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

また、イグナイタにより、可燃状態になった時点で水素を燃焼させることによ

って、MCCI によるさらなる水素生成がある場合なども含めて、水素濃度をより確

実に低く抑えることができることを確認した。イグナイタは、水素が頂部に成層

化する可能性にも考慮して、格納容器ドーム部頂部付近にも設置することを確認

した。これらの水素処理装置には熱電対を設置して、作動状況を把握することが

できることを確認した。 

水の放射線分解等によって発生する水素を考慮しても、PAR の効果により原子

炉格納容器内の水素濃度は徐々に減少し、低下傾向が続くことなどから、原子炉

格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、評価事故シーケンス「大破断 LOCA

時に低圧及び高圧注入機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したこと

により、対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「水素燃焼」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、有効な

ものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）MCCI に伴う水素発生 

申請者は、原子炉下部キャビティに十分な水量が確保されていれば、床コン

クリートには有意な侵食は発生しないため、それに伴う有意な水素発生はない

としていた。規制委員会は、知見が少ない溶融燃料挙動について、不確かさに

対する検討が不足している点を指摘し、MCCI の感度解析の結果を踏まえた水素

発生について検討することを求めた。申請者は、これに対し以下のように説明

した。 

① 原子炉下部キャビティ床面での炉心デブリの拡がり、炉心デブリと原子

炉下部キャビティ水の伝熱等のパラメータを組み合わせた場合、MCCI によ
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り発生する水素は、全てジルコニウムに起因するものであり、反応割合は

全炉心内のジルコニウム量の約 6%である。 

② さらに、上記を上回るものとして、全炉心内のジルコニウムが水と反応

すると仮定した場合において、ドライ条件に換算した原子炉格納容器内水

素濃度は最大約 12.6%であり、格納容器破損防止対策の評価項目（f）を満

足する。 

規制委員会は、上記の申請者の評価が十分保守的であるため妥当であると判

断した。 

（２）水素対策の強化 

   規制委員会は、申請者の解析結果は、不確かさを考慮しても格納容器破損防

止対策の評価項目（f）を満足するとしているが、より確実な水素対策を求め

た。これに対し、申請者は水素放出の想定箇所に加えその隣接区画、水素の主

要な通過経路にイグナイタを設置することとした。 

申請者は、格納容器内の水素濃度は均一化するとしている。しかし、水素は、

成層化する懸念があり、水素が成層化すれば、格納容器上部で水素濃度が高ま

る可能性がある。規制委員会は、水素成層化の可能性を示した NUPEC における

可燃性ガス濃度分布・混合挙動試験で得られた知見に基づき、水素成層化に関

する詳細な検討を行う必要があることを指摘した。申請者は、格納容器スプレ

イ等による原子炉格納容器内の攪拌などにより水素濃度が均一化することを

示したものの、仮に格納容器ドーム頂部で水素が滞留又は成層化した場合にお

いても、早期段階から確実に処理するために、格納容器上部ドーム頂部付近に

もイグナイタを設置することとした。これにより、規制委員会は、水素燃焼に

よる格納容器破損防止のための妥当な対策が行われることを確認した。 

申請者は、PAR 及びイグナイタについて、可搬型格納容器水素濃度計測装置

により水素濃度が低減されていることを確認することで作動状況を確認する

としていた。より確実な作動状況の確認を行うため、規制委員会は、PAR に熱

電対を設置するなどの作動状況の監視手段を検討することを求めた。申請者は、

PAR 動作監視装置及びイグナイタ動作監視装置を重大事故等対処設備として新

たに整備し、中央制御室で温度を監視することで PAR 及びイグナイタの作動状

況を確認することとした。これにより、規制委員会は、PAR 及びイグナイタの

より確実な作動状況の確認が行われることを確認した。 

これらにより、規制委員会は、MCCI によるさらなる水素生成がある場合も含

めて、確実な水素濃度低減対策が行われることを確認した。 

（３）PAR の性能評価式の妥当性 

規制委員会は、GOTHIC に組み込まれた PAR の性能評価式の妥当性について、

申請者の説明が不十分であったため、確認実験の実機への適用性等を含めた追
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加説明を要求した。申請者は、PAR の性能評価式による水素除去割合と THAI

試験におけるPAR単体の性能試験の水素除去割合がよく一致していることなど

を説明した。規制委員会は、これら申請者の説明が妥当であると判断した。 

（４）水素濃度測定への対応 

申請者は、本評価事故シーケンスの対応に必要な水素濃度測定要員は他の操

作と兼ねることとし、事象発生後約 35 分から水素濃度測定の準備を開始する

ようにしていた。規制委員会は、水素濃度測定準備を早期に実施するための対

応を検討することを求めた。申請者は、本評価事故シーケンスの重大事故等対

策要員を増員し、その要員を水素濃度測定の準備作業に充てることにより、水

素濃度測定の準備開始を早めることとした。これにより、規制委員会は、水素

濃度測定の対応がプラント状況判断後、速やかに開始されることを確認した。 

 

 
Ⅳ－１．２．２．６ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」（以下この節において

「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器から流出した溶融炉心

によるコンクリートの侵食という観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対し

て原子炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出される

ことを防止する対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（i）

溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しない

こと及び溶融炉心が適切に冷却されること」について、格納容器破損防止対策に有

効性があるかを確認した。 

この節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）」（以下この節において「格納容器過圧破損」という。）と共通する事

項を省略し、本格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器から溶融炉心が原子炉格

納容器内の床上に流出し、溶融炉心と接触した床コンクリートが熱分解に

より侵食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失し、原子炉格

納容器の破損に至る。 
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② 対策の考え方：溶融炉心を冷却し、溶融炉心によるコンクリート侵食を

抑制するために、原子炉下部キャビティへ注水する。 

③ 初期の対策：代替格納容器スプレイ操作により原子炉下部キャビティへ

注水する。このため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機、燃料油

貯蔵タンク、タンクローリ等を重大事故等対処設備として新たに整備する

とともに、燃料取替用水タンク、復水タンク等を重大事故等対処設備と位

置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：「格納容器過圧破損」と同一である。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードに対する格納容器破損防止対策の有効

性評価の手法を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「大破断 LOCA 時に高圧注入機能、低圧注入

機能及び格納容器スプレイ機能が喪失する事故」を選定する。これは、

大破断 LOCA 時にはより早期に原子炉圧力容器の破損に至るため流出

する溶融炉心の崩壊熱が大きくなること、また、炉心注水及び格納容

器スプレイ機能の喪失により原子炉下部キャビティへの水の流入が

遅れることから、コンクリート侵食の観点でより厳しくなるためであ

る。PRA の手法により抽出され、格納容器破損防止対策の有効性を確

認する必要があるとされた本格納容器破損モードにおける事故シー

ケンスは「大破断 LOCA 時に低圧注入機能及び格納容器スプレイ機能

が喪失する事故」であるが、条件を厳しくするため、高圧注水機能喪

失を追加した。さらに、代替格納容器スプレイの開始時間を遅らせて、

より厳しい条件とする観点から、代替電源の準備が必要となる全交流

動力電源の喪失も考慮する。 

b. 解析コード：炉心損傷後の原子炉圧力容器内の溶融物リロケーショ

ン、原子炉圧力容器破損、溶融等の現象を評価することが可能であり、

原子炉系、原子炉格納容器系の熱水力モデルを備え、かつ、原子炉格

納容器内の溶融炉心挙動に関するモデルを有する MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

d. 機器条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

e. 操作条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 炉心溶融開始 30 分後（事象発生の約 49分後）に常設電動注水ポン

プを用いた代替格納容器スプレイ操作により原子炉下部キャビティ
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への注水を開始する。これにより、溶融炉心が原子炉下部キャビティ

に落下する時点（約 1.5 時間後）において約 1.3m の原子炉下部キャ

ビティ水位が確保され、溶融炉心の崩壊熱は除去される。コンクリー

トの侵食は約 3mm であり、原子炉格納容器の構造部材の支持機能に及

ぼす影響はない。 

b. その他の事象進展解析結果は、「格納容器過圧破損」と同じである。 

よって、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（i）を満足して

いる。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

溶融炉心/コンクリート間の伝熱及びコンクリート侵食挙動につい

ては、ACE 実験及び SURC 実験、また、より新しい DEFOR 実験及び

OECD-MCCI実験の結果との比較によりMAAP解析の妥当性が確認されて

いる（※12）。しかし、これらの現象は不確かさが大きく、また、知

見も限られることから、コンクリート侵食量に影響を与えるパラメー

タについて検討し、感度解析を実施した。その結果、厳しい条件を重

畳させた場合でも、コンクリート侵食量は評価項目（i）に関する判断

に影響を及ぼす量には至らなかった。また、これらの挙動に関連する

運転員等操作はないため、運転員等操作開始時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響評価 

炉心崩壊熱の変動を考慮して最確条件とした場合、保守的に設定し

た場合より崩壊熱が小さくなるため炉心溶融の開始が遅くなり、原子

炉下部キャビティ注水の準備時間の余裕が大きくなる。また、原子炉

圧力容器破損時間が遅くなるため、溶融炉心が原子炉下部キャビティ

に落下する時点での原子炉下部キャビティ水量が多くなり、溶融炉心

の熱量も小さくなるため、コンクリート侵食量は減少する。 

c. 対策の実施への影響 

本事故シーケンスの要員の配置による他の操作への影響については

「格納容器過圧破損」と同じであり、対策実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「格納容器過圧破損」と同一としている。 

 

                                                   
（※12）Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード ２.（３）MAAP を参照。 
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２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対

して申請者が格納容器破損防止対策として計画している代替格納容器スプレイ

操作による原子炉下部キャビティへの注水が、事象進展の特徴を捉えた対策であ

ると判断した。 

評価事故シーケンス「大破断 LOCA 時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納

容器スプレイ機能が喪失する事故」において、原子炉下部キャビティへの注水を

行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止対策の評価項目（i）

を満足している。さらに、申請者が使用した解析コード、解析条件及び現象の不

確かさを考慮し、コンクリート侵食量の感度解析を実施した結果、厳しい条件を

重畳させた場合でもコンクリート侵食量が支持機能に影響を及ぼす量には至ら

なかったことから、評価項目（i）を概ね満足しているという判断は変わらない

ことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観

点から、機能を喪失した設備（低圧注入系、高圧注入系等の設備）の復旧を期待

していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な格

納容器破損防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、評価事故シーケンス「大破断 LOCA

時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納容器スプレイ機能が喪失する事故」に

おけるその有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに対して

有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対して申請者が計画している格納容器

破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）原子炉下部キャビティへの注水開始遅れの影響について 

申請者は、解析条件では、溶融炉心が落下する時点で原子炉下部キャビティ

に十分な水量が確保されているとしていた。規制委員会は、原子炉下部キャビ

ティへの注水操作開始遅れが原子炉下部キャビティ水量に及ぼす影響の評価

を要求した。これを受けて、申請者は注水操作開始時間の余裕を把握するため

の感度解析を実施し、操作開始が 10 分遅れても原子炉圧力容器破損時におい
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て約 1m の原子炉下部キャビティ水位を確保できるという結果を得た。これに

より、規制委員会は、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点において、原子

炉下部キャビティへの注水操作開始時間の遅れが評価結果に与える影響が小

さいことを確認した。 

（２）原子炉下部キャビティへの注水状態の確認手段について 

申請者は、原子炉下部キャビティへの注水を格納容器スプレイにより行うと

している。規制委員会は、格納容器スプレイにより確実に原子炉下部キャビテ

ィに注水されることを確認する手段の説明を求めた。これを受けて、申請者は、

原子炉下部キャビティ水位監視装置により注水状態の確認が可能であること

を示した。これにより、規制委員会は、原子炉下部キャビティへの注水状態の

確認手段が用意されていることを確認した。 

（３）コンクリート侵食量に影響を与えるパラメータの検討について 

申請者は、原子炉下部キャビティに十分な水量が確保されていれば、床コン

クリートには有意な侵食が発生しないとしていた。これについて、規制委員会

は、知見が少ない溶融燃料挙動について不確かさに対する検討が不足している

点を指摘し、評価に影響を与えるパラメータを整理し、影響を明確にした上で

判断することを求めた。申請者は、床コンクリートの侵食量に影響を与えるパ

ラメータを幅広く検討し、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり及

び溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱の不確かさについて感度解析を

実施し、厳しい伝熱条件で、かつ、溶融炉心が床全面に拡がる場合は床面及び

側面に約 4mm のコンクリート侵食が発生し、拡がりが小さい場合（拡がり面積

約 11m2）は床面及び側面に約 19cm の侵食が発生するという結果を得た。ここ

で、側面の侵食は原子炉圧力容器破損位置が側面に近く、溶融炉心が側面に接

触した場合にその位置で生じる。床面及び側面に 19cm の侵食が生じても、原

子炉格納容器の構造部材の支持機能に与える影響はない。なお、いずれのケー

スにおいても現実には溶融炉心が拡がる過程で先端から冷却が進むと考えら

れ、また、実験等の知見によれば側面コンクリートが侵食されて形成されたギ

ャップに水が浸入するため溶融物の冷却が促進されコンクリート侵食は抑制

される。 

これらから、規制委員会は、コンクリート侵食量に影響を与えるパラメータ

を保守的に設定した場合でも原子炉格納容器の構造部材の支持機能に与える

影響がないことを確認した。 
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Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

第３７条第３項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽

内燃料体等」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもので

なければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止す

るために必要な措置を講じたもの」とは、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失することにより、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水

位が低下する事故（以下「想定事故１」という。）及びサイフォン現象等により使

用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下す

る事故（以下「想定事故２」という。）に対して、以下の（a）から（c）の項目（以

下「燃料損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認したものとし

ている。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が維持されていること。 

 
 
Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

「想定事故１」では、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失すること

により、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する場合

において、燃料損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故１」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：使用済燃料ピット（※13）の冷却機能又は注水機能

の喪失により、使用済燃料ピット内の水温が徐々に上昇し、沸騰して蒸発

することによって使用済燃料ピット水位が低下し、燃料が露出して損傷に

至る。 

② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料ピットへの注水を行う。 

③ 対策：使用済燃料ピットへの代替注水を行う。このため、使用済燃料ピ

ット補給用水中ポンプ、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポン

プ用発電機、燃料油貯蔵タンク、タンクローリ、取水用水中ポンプ、取水

                                                   
（※13）使用済燃料貯蔵槽に対して申請者が用いている名称。 
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用水中ポンプ用発電機、中間受槽等を重大事故等対処設備として新たに整

備する。また、使用済燃料ピットの状態を監視する。このため、使用済燃

料ピット周辺線量率計（可搬型）、使用済燃料ピット水位計（広域）等を

重大事故等対処設備として新たに整備する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故１」への燃料損傷防止対策の解析手法を、以下の

とおりとしている。 

a. 評価の考え方：使用済燃料ピットの水位が、放射線の遮蔽を維持で

きる最低水位（放射線の遮蔽設計基準値0.15mSv/h を維持できる水位。

通常水位約-3.4m）に低下するまでの時間を評価し、それよりも早期

に注水を開始できることの確認をもって、燃料損傷防止対策の評価項

目（b）を満たすものとする。評価項目（b）が満たされる場合は（a）

も同時に満たされる。 

b. 事故条件：余熱除去ポンプ等の故障により使用済燃料ピットの冷却

機能及び注水機能が喪失するものとする。事故発生時の使用済燃料ピ

ット水温は 40℃、水位は通常水位－0.08m とする。また、外部電源の

有無は事象進展及び運転員等操作時間に影響を及ぼさないが、必要な

燃料等を厳しく評価する観点から、外部電源はないものとする。 

c. 機器条件：使用済燃料ピット補給用水中ポンプの流量は 20 m3/h と

する。 

d. 操作条件：使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる注水の準備に

は、対応要員の参集に 1時間、ポンプや発電機の運搬、設置等に 5時

間 20 分で、合計 6時間 20 分を要するものとする。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能の喪失により、使用済燃料

ピット内の水温が約 14時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し

始める。 

b. 事故発生後、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するまでの時間は約 2.4日である。一方、事故発生後、

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる注水の準備に要する時間

は約 6 時間 20 分である。よって、放射線の遮蔽が失われる前に注水

を開始できる。 

c. 使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量は 20 m3/h であり、使用

済燃料ピット水温が 100℃に到達した後の崩壊熱による蒸発量（より
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条件の厳しい1号炉ピットで約14.68m3/h）を上回っていることから、

燃料有効長頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位を確保でき

る。よって、評価結果は燃料損傷防止対策の評価項目（a）及び（b）

を満足している。 

d. 使用済燃料ピットは純水冠水状態においても未臨界（実効増倍率約

0.95）であり、使用済燃料ピット内の水が沸騰状態となり密度が低下

する場合には実効増倍率が低下するため未臨界は維持される。使用済

燃料ピット水のほう酸濃度が高い場合、沸騰に伴う密度低下により実

効増倍率が増加する場合があるが、沸騰前の実効増倍率が十分低いた

め、未臨界は維持される。よって、評価結果は燃料損傷防止対策の評

価項目（c）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が用いた解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響 

崩壊熱、初期水位及び初期水温の変動を考慮した場合、使用済燃料

ピット内の水温が変動するが、使用済燃料ピット補給用水中ポンプに

よる使用済燃料ピットへの注水操作は、使用済燃料ピットの水温を起

点に開始する操作ではないことから、運転員等操作時間に与える影響

はない。 

b. 解析条件の不確かさが評価結果に与える影響 

崩壊熱の変動を考慮した場合、解析条件として設定している崩壊熱

より小さい側への変動となり、また、初期水位の変動を考慮した場合、

解析条件として設定している初期水位より高い側への変動となるため、

放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は約 2.4 日

より長くなる。初期水温の変動を考慮し、解析条件である 40℃より厳

しい 65℃（使用済燃料ピットポンプ 1 台故障時の平均水温の制限値）

として評価した結果、遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時

間は約 2.1 日となるが、使用済燃料ピットへの注水は事故発生の 6時

間 20 分後から可能であるため、評価結果に与える影響は小さい。 

その他の解析条件の不確かさ（水温 100℃未満での水面からの蒸発

による水位低下等）による影響や、操作開始時間の遅れによる影響を

考慮しても、使用済燃料ピットの水位が放射線の遮蔽が維持できる最

低水位に到達するまでの時間は注水開始に必要な時間に対して十分な

余裕を維持することから、評価結果に与える影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 
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使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注

水操作を現場にて実施する要員は、前後に他の操作がないことから、

対策の実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故１」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を以下のとおりとしている。 

① 1 号炉及び 2 号炉で同時に本想定事故が発生した場合の対応及び復旧作

業に必要な要員は 42 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52

名であり対応が可能である。 

② 本想定事故の対応では、20m3/h の流量で間欠的に使用済燃料ピットへの

注水を行うが、淡水（宮山池）又は海水を取水源としており、供給が可能

である。 

③  本想定事故の対応に必要な燃料としては、事故発生 6時間 20分後から

の運転を想定した 7日間の使用済燃料ピットへの注水、さらに、7日間の

ディーゼル発電機等の運転を考慮する場合等に必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。 

④ 本想定事故の対応に必要な電源容量は、取水用水中ポンプに 11kW 及び

使用済燃料ピット補給用水中ポンプに 5.5kW である。これに対して、取水

用水中ポンプ用発電機、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポン

プ用発電機の電源容量は各々約 80kW であり、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、使用済燃料貯蔵槽の「想定事故１」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故１」において、使用済燃料ピットへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（使用済燃料ピットポ

ンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備

の機能回復も重要な燃料損傷防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 
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以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、使用済燃料貯蔵槽

の「想定事故１」に対して申請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なも

のであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量について 

申請者は、使用済燃料ピット補給用水中ポンプの流量を、崩壊熱を最も厳し

く想定した場合に対応する蒸発量（より条件の厳しい 1 号炉ピットで約

14.68m3/h）に基づき 15m3/h としていた。規制委員会は、水位が低下した場合

に早期に水位を回復する観点から、ポンプ流量の検討を要求した。これを受け

て、申請者は、使用済燃料ピット補給用水中ポンプの流量を、崩壊熱による蒸

発量に対して十分な余裕をもつ 20m3/h とした。これにより、規制委員会は、機

器条件が妥当であることを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．３．２ 想定事故２ 

「想定事故２」では、サイフォン現象等により使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模

な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する場合において、燃料損傷防止

対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故２」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の

小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピット水位が低下し、燃料が露出して

損傷に至る。 

② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料ピットへの注水を行う。 

③ 対策：使用済燃料ピットへの代替注水を行う。このため、使用済燃料ピ

ット補給用水中ポンプ、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポン

プ用発電機、燃料油貯蔵タンク、タンクローリ、取水用水中ポンプ、取水

用水中ポンプ用発電機、中間受槽等を重大事故等対処設備として新たに整

備する。また、使用済燃料ピットの状態を監視する。このため、使用済燃
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料ピット周辺線量率計（可搬型）、使用済燃料ピット水位計（広域）等を

重大事故等対処設備として新たに整備する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故２」への燃料損傷防止対策の解析手法を、以下の

とおりとしている。 

a. 評価の考え方：使用済燃料ピット水の小規模な喪失により水位が低

下した後、放射線の遮蔽を維持できる最低水位（放射線の遮蔽設計基

準値 0.15mSv/h を維持できる水位。通常水位－約 3.4m）に低下するま

での時間を評価し、それよりも早期に注水を開始できることの確認を

もって、燃料損傷防止対策の評価項目（b）を満たすものとする。評

価項目（b）が満たされる場合は（a）も同時に満たされる。 

b. 事故条件：使用済燃料ピット冷却系の配管破断によるサイフォン現

象等によりピット水の小規模な漏えいが発生し、使用済燃料ピット出

口配管下端（通常水位－約 1.3m）まで水位が低下すると想定する。こ

の破断により冷却機能が喪失するが、重畳して、注水機能も喪失する

ものとする。漏えいはこの水位で止まるが、水温が上昇して蒸発が起

こる場合は更なる水位低下が生じる。事故発生時の使用済燃料ピット

水温は 40℃とする。また、外部電源の有無は事象進展及び運転員等操

作時間に影響を及ぼさないが、必要な燃料等を厳しく評価する観点か

ら、外部電源はないものとする。 

c. 機器条件：「想定事故１」と同一である。 

d. 操作条件：「想定事故１」と同一である。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

ａ．使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能の喪失により、使用済燃料

ピット内の水温が約 12時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し

始める。 

ｂ．事故発生後、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するまでの時間は約 1.6日である。一方、事故発生後、

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる注水の準備に要する時間

は約 6 時間 20 分である。よって、放射線の遮蔽が失われる前に注水

を開始できる。 

c. 使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量は 20m3/h であり、使用済

燃料ピット水温が 100℃に到達した後の崩壊熱による蒸発量（より条

件の厳しい 1 号炉ピットで約 14.68m3/h）を上回っていることから、
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燃料有効長頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位を確保でき

る。ここで、破断した冷却系配管の復旧を期待しないため、通常水位

を回復することは不可能だが、使用済燃料ピット出口配管下端の水位

を維持することは可能である。よって、評価結果は燃料損傷防止対策

の評価項目（a）及び（b）を満足している。 

d. 使用済燃料ピットは純水冠水状態においても未臨界（実効増倍率約

0.95）であり、使用済燃料ピット内の水が沸騰状態となり密度が低下

する場合には実効増倍率が低下するため未臨界は維持される。使用済

燃料ピット水のほう酸濃度が高い場合、沸騰に伴う密度低下により実

効増倍率が増加する場合があるが、沸騰前の実効増倍率が十分低いた

め、未臨界は維持される。よって、評価結果は燃料損傷防止対策の評

価項目（c）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響 

崩壊熱、初期水位及び初期水温の変動を考慮した場合、使用済燃料

ピット内の水の温度が変動するが、使用済燃料ピット補給用水中ポン

プによる使用済燃料ピットへの注水操作は、使用済燃料ピットの水温

を起点に開始する操作ではないことから、運転員等操作時間に与える

影響はない。 

b. 解析条件の不確かさが評価結果に与える影響 

崩壊熱の変動を考慮した場合、解析条件として設定している崩壊熱

より小さい側への変動となり、また、初期水位の変動を考慮した場合、

解析条件として設定している初期水位より高い側への変動となるため、

放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は約 1.6 日

より長くなる。初期水温の変動を考慮し、解析条件である 40℃より厳

しい 65℃（使用済燃料ピットポンプ 1 台故障時の平均水温の制限値）

として評価した結果、遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時

間は約 1.4 日となるが、使用済燃料ピットへの注水は事故発生の 6時

間 20 分後から可能であるため、評価結果に与える影響は小さい。 

その他の解析条件の不確かさ（水温 100℃未満での水面からの蒸発

による水位低下等）による影響や、操作開始時間の遅れによる影響を

考慮しても、使用済燃料ピットの水位が放射線の遮蔽が維持できる最

低水位に到達するまでの時間は注水開始に必要な時間に対して十分な

余裕を維持することから、評価結果に与える影響は小さい。 
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c. 対策の実施への影響 

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注

水操作を現場にて実施する要員は、前後に他の操作がないことから、

対策の実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故２」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を「想定事故１」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、使用済燃料貯蔵槽の「想定事故２」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故２」において、使用済燃料ピットへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（冷却系配管等）の復

旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も

重要な燃料損傷防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、使用済燃料貯蔵槽

の「想定事故２」に対して申請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なも

のであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量について 

「想定事故１」における論点と同じである。 

 

 
Ⅳ－１．２．４ 停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

第３７条第４項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、運転停止中（※14）における発電用原子炉内の燃料体（以下

                                                   
（※14）運転停止中：「停止中評価ガイド」には、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起
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「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措

置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定する運転停止中事故シーケ

ンスグループに対して、以下の(a)から(c)の項目（以下「運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認したものとしてい

る。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が確保されていること（ただし、通常の運転操作における臨界、

又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨

界は除く。）。 

 

 

Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失 

事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時

冷却機能喪失）」（以下この節において「本事故シーケンスグループ」という。）

では、原子炉運転停止中に、余熱除去系の故障等により崩壊熱除去機能が喪失した

場合において、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認

した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：余熱除去系の故障に伴う崩壊熱除去

機能の喪失に起因して、1 次冷却系の保有水が炉心崩壊熱により継続的に

蒸発して減少し、運転停止中原子炉内燃料体が損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、炉心への注水手段を確保し、1 次冷却系の保有水量を確保する必

要がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を確保し、原子炉内

燃料体の崩壊熱の除熱を継続的に実施する必要がある。 

③ 初期の対策：充てん/ 高圧注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を炉

心に注水し、1次冷却系の保有水量を維持するとともに、加圧器開口部（加

                                                                                                                                              
動過程における主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と示している。ただし、全燃料が使用済燃

料貯蔵槽に取り出され、原子炉に燃料がない場合は除くとされている。 
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圧器安全弁3弁を取り外し中）からの蒸気の放出により崩壊熱を除去する。

このため、ディーゼル発電機、充てん/ 高圧注入ポンプ、燃料取替用水タ

ンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：格納容器スプレイ系による再循環運転に切り替

え、低温停止状態に移行するとともに、炉心冷却を継続する。このため、

格納容器再循環サンプ、格納容器スプレイ系、代替再循環配管等を重大事

故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価   

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析

コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除

去機能が喪失する事故」を選定する。PRA の手法により抽出され、運

転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を確認する必要が

あるとされた本事故シーケンスグループにおける事故シーケンスは、

「余熱除去機能喪失」である。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避

に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉

冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に「余熱

除去機能喪失」が起こるとしている。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰及びボ

イド率変化、気液分離及び対向流、1次冷却系における ECCS 強制注入

等を取り扱うことのできる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件：余熱除去ポンプの故障等による余熱除去系の機能喪失が、

2系統で同時に発生することを想定する。事象発生の時期については、

定期検査工程上、原子炉停止から 1次冷却材水抜き開始（ミッドルー

プ運転の準備開始）までの時間として考えられる最短時間に余裕をみ

た（崩壊熱を高くする厳しめの設定にするために短くしている）時間、

原子炉停止後 55時間とする。 

d. 機器条件：充てん/高圧ポンプによる炉心注水流量は、30m3/h とす

る。これは、炉心注水開始を事象発生後 50 分とした場合の崩壊熱に

よる蒸発量（29.7m3/h）を上回る流量である。 

e. 操作条件：充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水操作の開始は、

事象発生の検知・判断及び充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水操

作に要する時間を考慮して、事象発生から 50 分後とする。 
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② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生 1 分後から、1 次冷却材が温度上昇により沸騰し始め、蒸

気が加圧器開口部から流出することで 1次冷却系の保有水量が減少し、

炉心水位は低下する。事象発生後 50 分で、充てん/高圧注入ポンプに

より炉心注水を開始し、事象発生後 140 分で、加圧器開口部からの流

出流量と炉心への注入流量が釣り合うことにより、1 次冷却系の保有

水量及び 1次冷却材温度は安定する。 

b. 事象発生後、燃料有効長頂部のボイド率は最大でも 0.6程度であり、

充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水により、炉心は露出すること

はなく、燃料有効長頂部は冠水している。 

c. 燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止され

ている状態であり、炉心上部の遮蔽物により空間線量率が抑えられ、

作業員の被ばく低減が図られるため、格納容器内の空間線量率は燃料

取替え時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値0.15mSv/hを上回るこ

とはない。 

d. ほう素濃度が高い条件下では、炉心崩壊熱による 1次冷却材におけ

るボイド発生により 1次冷却材の密度が低下すると、一時的に反応度

が正側になる場合がある。ただし、実効増倍率が 1.00（臨界）より十

分に低いこと、さらに、充てん/高圧注入ポンプにより燃料取替用水

タンクのほう酸水が炉心に注水されることから、未臨界は維持される。 

e. なお、燃料取替用水タンク水位が再循環切替値に到達後、格納容器

スプレイ系による再循環運転に切替え、格納容器スプレイ冷却器よる

除熱を継続することで原子炉を安定停止状態へ移行可能である。 

     上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 では、大気圧程度の低圧時における炉心水位の不確かさは

±10%（±0.4m）程度である。ただし、実際の炉心水位が評価値より

0.4m 程度低くなると仮定しても、燃料有効長頂部から更に約 0.6m 高

い位置まで水位が確保されるので、燃料有効長頂部が冠水しているこ

とには変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 
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解析条件では、炉心崩壊熱は保守的（大きい）な値に設定されてい

るため実際には、1 次冷却系の保有水量の低下は解析結果に比べて抑

制され、炉心露出に対する時間的余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水の操作については、一連の

操作が中央制御室で実施されるため、要員の配置による他の操作に与

える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料の損傷防止対策に必要な

要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 18 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応可

能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間非常用ディーゼル発電機が全出

力で運転した場合等に必要となる重油量は約 494.4kL である。これに対し

て、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量約 510.0kL で対応が可

能である。また、重大事故等対処設備全体に対して非常用ディーゼル発電

機からの電力供給量が、十分に大きいため、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の

故障による停止時冷却機能喪失）」に対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策として計画している充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水

及び再循環運転による炉心冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断し

た。 

重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失

する事故」において、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水を行った場合に対

する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目

をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確

かさを考慮しても、解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確

認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、

機能を喪失した設備（余熱除去系の 2系統）の復旧を期待していないが、実際の

事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な運転停止中原子炉内燃

料体の損傷防止対策となり得る。 
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また、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水により原子炉内燃料体の損傷を

回避した後、原子炉を安定停止状態へ導くために、格納容器スプレイ冷却器によ

る炉心冷却への移行する対策が整備されていることを確認した。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「燃料取出

前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故」におけるその有効性を

確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判

断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）」

に対して申請者が計画している原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効なもので

あると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）原子炉容器内の水位が低下した場合の遮蔽性能確保 

原子炉容器内の水位が低下すると、放射線に対する遮蔽性能は低下するため

空間線量が上昇することから、格納容器内の作業員の被ばく線量が増加する可

能性がある。このため、規制委員会は、遮蔽性能の確保について詳細な説明を

求めた。申請者は、ミッドループ運転中において原子炉容器内の水位が燃料有

効長頂部の高さ近くまで低下した場合について、格納容器内の空間線量率を評

価し、原子炉容器ふたによる放射線遮蔽効果により空間線量率は遮蔽設計基準

値 0.15mSv/h を十分に下回ることを示した。規制委員会は、原子炉容器内の水

位低下による放射線の遮蔽効果の低下に比べ、原子炉容器ふたによる放射線の

遮蔽効果が十分に大きいため、格納容器内の作業員の被ばく線量が基準値を超

過しないことを確認した。 

（２）事故が発生した場合の格納容器内の作業員の退避 

事故が発生した場合、作業員の退避手順及び退避ルートが明確にされていな

いと、作業員の退避遅れ等により被ばく線量が増加する他、原子炉格納容器の

隔離も遅れる可能性がある。このため、規制委員会は、格納容器内の作業員の

退避について詳細な説明を求めた。申請者は、運転停止中に事故が発生した場

合の作業員の退避手順及び退避ルートを具体的に示した。これにより、規制委

員会は、ミッドループ運転中の事故時における作業員の放射線防護と原子炉格
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納容器の早期隔離が確実に実施できるように、作業員が原子炉格納容器から退

避する手順と退避ルートが明確化されていることを確認した。 

（３）1次冷却材沸騰中の未臨界確保 

申請者は、ミッドループ運転中に 1次冷却材が沸騰した場合の未臨界確保に

ついて具体的な説明をしていなかった。仮に、1 次冷却材の密度が沸騰によっ

て低下すると、ほう素濃度が高い条件とは言え、一時的に反応度が正側になり、

実効増倍率が上昇する場合がある。このため、規制委員会は、未臨界の確保に

ついて詳細な説明を求めた。申請者は、沸騰開始後の 1次冷却材密度の低下に

伴う炉心反応度の変化を代表的な取替燃料炉心について評価し、取替燃料炉心

の違いによる実効増倍率の変動を考慮して事象発生前の初期の実効増倍率を

高くした場合でも、1次冷却材沸騰時の実効増倍率の上昇は約 0.93 にとどまり、

未臨界を確保できることを示した。これにより、規制委員会は、ほう素濃度が

高い条件下のミッドループ運転中に 1次冷却材が沸騰した場合でも、実効増倍

率の上昇は限定的であり、未臨界が十分に確保できることを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．４．２ 全交流動力電源喪失 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、送電系統又は所内主発電設備の故障等によ

り外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源系統が機能喪失し、これに従属

して原子炉補機冷却機能が喪失する場合において、運転停止中原子炉内燃料体の損

傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：全交流動力電源喪失に起因する余熱

除去系の炉心注水機能喪失及び全交流動力電源喪失に従属して発生する

原子炉補機冷却機能喪失に起因する余熱除去系の崩壊熱除去機能喪失に

より、1 次冷却系の保有水が炉心崩壊熱により継続的に蒸発して減少する

ことで、運転停止中原子炉内燃料体は損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、炉心へ注水手段を確保し、1 次冷却系の保有水量を確保する必要

がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を確保し、原子炉内燃

料体の崩壊熱の除熱を継続的に実施する必要がある。 
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③ 初期の対策：常設電動注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を炉心に

注水し、1 次冷却系の保有水量を維持するとともに、加圧器開口部（加圧

器安全弁３弁取り外し中）からの蒸気の放出により崩壊熱を除去する。こ

のため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機、タンクローリ等を重

大事故等対処設備として新たに整備するとともに、燃料取替用水タンク等

を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：格納容器再循環サンプと余熱除去ポンプを用

いた低圧再循環運転により炉心への注水を継続する。このため、移動式

大容量ポンプ車とタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整

備し、格納容器再循環サンプ、余熱除去ポンプ等を重大事故等対処設備

に位置付ける。また、格納容器再循環ユニットに海水を通水させること

で格納容器内自然対流冷却を実施し、格納容器内の除熱を行う。このた

め、移動式大容量ポンプ車、タンクローリ等を重大事故等対処設備とし

て新たに整備し、格納容器再循環ユニットＡ系統及びＢ系統を重大事故

等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析

コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電

源が喪失するとともに非常用所内交流電源が機能喪失し、原子炉補機

冷却機能が喪失する事故」を選定する。PRA の手法により抽出され、

運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を確認する必要

があるとされた本事故シーケンスグループにおける事故シーケンス

は「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」である。

対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評

価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃

料取出前のミッドループ運転中に「外部電源喪失時に非常用所内交流

電源が喪失する事故」が起こるとしている。さらに、従属的に発生す

る補機冷却水の喪失の重畳も考慮している。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰及びボ

イド率変化、気液分離及び対向流、常設電動注入ポンプによる炉心注

水等を取り扱うことのできる M-RELAP5 を用いる。 



219 
 

c. 事故条件：全交流動力電源喪失により余熱除去系の炉心注水機能が

喪失し、さらに、全交流動力電源喪失に従属して発生する原子炉補機

冷却機能喪失により余熱除去系の崩壊熱除去機能が喪失するものと

する。事象発生の時期については、定期検査工程上、原子炉停止から

1 次冷却材水抜き開始（ミッドループ運転の準備開始）までの時間と

して考えられる最短時間に余裕をみた（崩壊熱を高くする厳しい設定

にするために短くしている）時間として、原子炉停止後 55 時間とす

る。 

d. 機器条件：常設電動注入ポンプによる炉心注水流量は、30m3/h とす

る。これは、炉心注水開始を事象発生後 50 分とした場合の崩壊熱に

よる蒸発量（29.7m3/h）を上回る流量である。 

e. 操作条件：大容量空冷式発電機が利用できるのは、事象発生から 35

分後以降とする。常設電動注入ポンプによる炉心注水操作の開始は、

事象発生の検知・判断及び常設電動注入ポンプによる炉心注水操作に

要する時間を考慮して、事象発生から 50分後とする。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生 1 分後から、1 次冷却材が温度上昇により沸騰し始め、蒸

気が加圧器開口部から流出することで 1次冷却系の保有水量が減少し、

炉心水位は低下する。事象発生後 35 分で大容量空冷式発電機が利用

可能になり、事象発生後 50 分で、大容量空冷式発電機を電源とする

常設電動注入ポンプによる炉心注水を開始する。事象発生後 140分で、

加圧器開口部からの流出流量と炉心への注入流量が釣り合うことに

より、1次冷却系の保有水量及び 1次系温度は安定する。 

b. 事象発生後、燃料有効長頂部のボイド率は最大でも 0.6程度であり、

常設電動注入ポンプによる炉心注水により、炉心は露出することはな

く、燃料有効長頂部は冠水している。 

c. 燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止され

ている状態であり、炉心上部の遮蔽物により空間線量率が抑えられ、

作業員の被ばく低減が図られるため、格納容器内の空間線量率は燃料

取替え時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値0.15mSv/hを上回るこ

とはない。 

d. ほう素濃度が高い条件下では、炉心崩壊熱による 1次冷却材におけ

るボイド発生により 1次冷却材の密度が低下すると、一時的に反応度

が正側になる場合もある。ただし、実効増倍率が 1.00（臨界）より十
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分に低いこと、さらに、常設電動注入ポンプにより燃料取替用水タン

クのほう酸水が炉心に注水されることから、未臨界は維持される。 

e. なお、燃料取替用水タンク水位が再循環切替値に到達後、移動式大

容量ポンプ車を用いた海水通水を行い、低圧再循環運転に切替え、格

納容器内自然対流冷却による格納容器内の除熱を継続することで、燃

料及び原子炉格納容器の健全性を維持できる。 

上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 では、大気圧程度の低圧時における炉心水位の不確かさは

±10%（±0.4m）程度である。ただし、実際の炉心水位が評価値より

0.4m 程度低くなると仮定しても、燃料有効長頂部から更に約 0.6m 高

い地点まで水位が確保されるので、燃料有効長頂部が冠水しているこ

とには変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱は保守的な（大きい）値に設定されてい

るため、実際には、1 次冷却系の保有水量の低下は解析結果に比べて

抑制され、炉心露出に対する時間的余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

常設電動注入ポンプによる炉心注水については、一連の操作が中央

制御室で実施されるため要員の配置による他の操作に与える影響はな

い。 

（３）必要な要員及び燃料等 

  申請者は、本重要事故シーケンスへの運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対

策に必要な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応可

能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、大容量空冷式発電機による電源供給、

移動式大容量ポンプ車による格納容器内自然対流冷却、使用済燃料ピット

への給水、代替緊急時対策所への電源供給を 7日間継続する場合等に必要

となる重油量は、約 280.1kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯

蔵タンク容量と大容量空冷式発電機用燃料タンクに備蓄された重油量約
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314.0kL で対応が可能である。また、電源としては、重大事故等対処設備

全体に必要な電力供給量に対して、大容量空冷式発電機からの電力供給量

が十分に大きいため、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対して、申

請者が運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対策として計画している、大容量空冷

式発電機を代替交流電源とすること、常設電動注入ポンプを用いた炉心注水、余

熱除去ポンプを用いた再循環運転及び格納容器再循環ユニットによる格納容器

内自然対流冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失する

とともに非常用所内交流電源が機能喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」

において、常設電動注入ポンプによる炉心注水を行った場合に対する申請者の解

析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足

しており、さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮して

も、解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。なお、

申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した

設備（外部電源、非常用所内交流電源系統、原子炉補機冷却機能）の復旧を期待

していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な運

転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策となり得る。 

また、常設電動注入ポンプによる炉心注水により原子炉内燃料体の損傷を回避

した後、余熱除去ポンプを用いた低圧再循環運転に切替え、格納容器内自然対流

冷却による格納容器内の除熱を継続することにより、原子炉を安定停止状態へ導

くことができることを確認した。 

さらに規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者の

計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「燃料取出

前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が

機喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認した

ことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「全交流動力電源喪失」に対して申請者が計画している運転停止中原子炉

内燃料体の損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 
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審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は、原子炉停

止中の他の事故シーケンスグループである「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機

能喪失」と同じである。 

 
 
Ⅳ－１．２．４．３ 原子炉冷却材の流出 

事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、原子炉運転停止中に、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリに接続された系統から誤操作等による系外への漏えいが発生す場合にお

いて、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリに接続

された系統から系外への誤操作等による漏えいに起因して1次冷却材が流

出することで、余熱除去機能が喪失する。これにより、1 次冷却系の保有

水が炉心崩壊熱により継続的に蒸発して減少し、運転停止中原子炉内燃料

体は損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、炉心へ注水手段を確保し、1 次冷却系の保有水量を確保する必要

がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を確保し、原子炉内燃

料体の崩壊熱の除熱を継続的に実施する必要がある。 

③ 初期の対策：充てん/高圧注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を炉

心に充てん注入し、1 次冷却系の保有水量を維持するとともに、加圧器開

口部（加圧器安全弁 3弁取り外し中）からの蒸気の放出により崩壊熱を除

去する。このため、ディーゼル発電機、充てん/高圧注入ポンプ、燃料取

替用水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：格納容器スプレイ系による再循環運転に切り替

え、低温停止状態にするとともに、炉心冷却を継続する。このため、原子

炉格納容器再循環サンプ、格納容器スプレイ系、代替再循環配管等を重大

事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  
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申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析

コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「燃料取出前のミッドループ運転中に原子

炉冷却材バウンダリ機能が喪失する事故」を選定している。PRA の

手法により抽出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の

有効性を確認する必要があるとされた本事故シーケンスグループに

おける事故シーケンスは「原子炉冷却材バウンダリ機能が喪失する

事故」である。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備

容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、1 次冷却系の保有

水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に「原子炉冷却材バ

ウンダリ機能が喪失する事故」が起こるとしている。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰及び

ボイド率変化、気液分離及び対向流、1次冷却系における ECCS 強制

注入、1 次冷却材の原子炉バウンダリからの流出等を取り扱うこと

のできる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件：炉心冷却の観点から厳しくするため、以下の条件を設

定している。 

ア．事象発生の時期については、定期検査工程上、原子炉停止から

1 次冷却材水抜き開始（ミッドループ運転の準備開始）までの時

間として考えられる最短時間に余裕をみた（崩壊熱を高くする厳

しめの設定にするために短くしている）時間として、原子炉停止

後 55 時間とする。 

イ．1 次冷却材の流出は、流量の多い余熱除去系からの流出とし、

余熱除去ポンプ 1台による浄化運転時の最大流量である 380 m3/h 

とする。流出する口径は余熱除去系統の最大口径で約 20cm（8 イ

ンチ）相当とする。 

ウ．余熱除去機能喪失後も系外の漏えいの停止を見込まない。 

エ．事象発生から３分後に、1 次冷却系の水位が 1 次系冷却材管の

下端に到達することにより浄化運転中の余熱除去系が機能喪失し、

さらに運転中の余熱除去系機能喪失後に待機中の余熱除去系も機

能喪失する。 

d. 機器条件：充てん/高圧ポンプによる炉心注水流量は、原子炉停止

55 時間後を事象開始として、余熱除去系の機能喪失（事象発生から

3 分後）から 20 分後（事象発生から 23 分後）における崩壊熱によ
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る蒸発量（29.7m3/h）に加えて、流出により低下した水位を回復さ

せるための水量を見込み、31m3/h とする。 

e. 操作条件：余熱除去系の機能喪失を起点（事象発生から３分後）

として、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水操作の準備を開始

する。注水準備に必要な時間を 20分とし、充てん/ 高圧注入ポンプ

による炉心注水が、事象発生から 23 分後に開始されるとする。  

② 解析結果 

 申請者が行った事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、1 次冷却材の流出に伴い、1 次系水位が低下し約 3

分で余熱除去系が機能喪失することで流出流量が減少する。事象発

生後約 23分で、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水を開始し、

加圧器からの流出流量と炉心への注入流量が釣り合うことにより 1

次冷却系の保有水量を確保することができる。 

b. 事象発生後、燃料有効長頂部のボイド率は最大でも 0.6 程度であ

り、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水により、炉心は露出する

ことはなく、燃料有効長頂部は冠水している。 

c. 燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止さ

れている状態であり、炉心上部の遮蔽物により空間線量率が抑えら

れ、作業員の被ばく低減が図られるため、格納容器内の空間線量率

は燃料取替え時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値 0.15mSv/h を

上回ることはない。 

d. ほう素濃度が高い条件下では、炉心崩壊熱による 1次冷却材にお

けるボイド発生により 1次冷却材の密度が低下すると、一時的に反

応度が正側になる場合もある。ただし、実効増倍率が 1.00（臨界）

より十分に低いこと、さらに、充てん/高圧注入ポンプにより燃料取

替用水タンクのほう酸水が炉心に注水されることから、未臨界は維

持される。 

e. なお、原子炉冷却材流出系統の隔離を行った上で、燃料取替用水

タンク水位が再循環切替値に到達後、格納容器スプレイ系による再

循環運転に切替え、格納容器スプレイ冷却器よる除熱を継続するこ

とで燃料の健全性を維持できる。 

上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 
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a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 では、大気圧程度の低圧時における炉心水位の不確かさは

±10%（±0.4m）程度である。したがって、実際の炉心水位が評価値よ

り0.4m程度低くなる可能性があるが、燃料有効長頂部から更に約1.1m

高い位置まで水位が確保され、燃料有効長頂部が冠水していることに

は変わりはない。また、1 次系冷却材配管の下端の水位に到達するま

での時間が早まるので、余熱除去機能喪失を起点とする充てん/ 高圧

注入ポンプによる炉心注水の操作開始は早くなるが、操作開始が早ま

る時間は数十秒程度であり、燃料の冷却への影響は小さい。 

1 次冷却系における冷却材放出の不確かさとして、解析コードの臨

界流モデルの試験解析では漏えい流量は実験データに対して二相臨界

流領域では大きく評価する傾向を示している。したがって、実際の漏

えい流量は解析結果よりも小さくなり、余熱除去機能が喪失する 1次

系冷却材管の下端の水位に到達するまでの時間が遅くなる。よって、

充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水の開始は、余熱除去機能喪失

を起点としているため遅くなるが、操作開始時点の炉心水位が同じ条

件であることと実際の漏えい量が解析結果より小さいことを考慮する

と、炉心露出に対する時間的余裕は大きくなる。 

b.  解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱及び 1次冷却材流出流量は保守的な（大

きい）値で設定されているため、実際には、1 次冷却系の保有水量の

低下は解析結果に比べて遅くなり、余熱除去機能が喪失する 1次系冷

却材管の下端の水位に到達するまでの時間が遅くなる。よって、充て

ん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水開始は、余熱除去機能喪失を起点

としているため遅くなるが、操作開始時点の炉心水位が同じ条件であ

ることも考慮すると、炉心露出に対する時間的余裕は大きくなる。 

c.  対策の実施への影響 

充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水の一連の操作が中央制御室

で実施されるため要員の配置による他の操作に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

 申請者は、本評価事故シーケンスの特徴を踏まえた重大事故等対策に必要な

要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 18 名である。重大事故等対策要員は 52 名であり対応可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間非常用ディーゼル発電機が全出

力で運転した場合に必要となる重油量は約494.4kLである。これに対して、
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発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量約510.0kLにて対応が可能

である。また、重大事故対処設備全体に必要な電力供給量に対して非常用

ディーゼル発電機からの電力供給量が十分に大きいため、供給が可能であ

る。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して、申

請者が運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対策として計画している充てん/ 高

圧注入ポンプによる炉心注水及び再循環運転が、事象進展の特徴を捉えた対策で

あると判断した。 

重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材バウン

ダリ機能が喪失する事故」において、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水を

行った場合に対する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード、

解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を満足することに変わり

がないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定

する観点から、機能を喪失した設備（余熱除去系の 2系統）の復旧を期待してい

ないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な原子炉内

燃料体の損傷防止対策となり得る。 

また、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水により運転停止中原子炉内燃料

体の損傷を回避した後、格納容器スプレイポンプ冷却器による炉心冷却への移行

により、原子炉を安定停止状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者

の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「燃料取出

前のミッドループ運転中に原子炉冷却材バウンダリ機能が喪失する事故」におけ

るその有効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して

有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材バウンダリ機能が喪失

する事故」に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 
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審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は、原子炉停

止中の他の事故シーケンスグループである「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機

能喪失」と同じである。 

 
 
Ⅳ－１．２．４．４ 反応度の誤投入 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」（以下この節において「本事故シー

ケンスグループ」という。）では、原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の故障、

誤操作等により純水が1次冷却材中に注入され1次冷却材中のほう素濃度が低下し

て反応度が添加されることにより、臨界に至る可能性がある場合において、運転停

止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉の運転停止中に、化学体積制

御系の故障や誤操作等に起因する 1 次冷却材中への純水注入により、1 次

冷却材中のほう素濃度が低下することで正の反応度が添加され、臨界に至

る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の臨界を防止するためには、

早期に反応度の誤投入を判断し、速やかに希釈停止操作を行うとともに、

未臨界状態が維持されていることを確認し、必要に応じてほう酸濃縮操作

を実施する必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉補給水補給流量弁の「閉」操作及び 1次系補給水ポ

ンプの停止操作により、1次冷却系への純水の注入を停止する。 

④ 安定状態に向けた対策：充てん/高圧注入ポンプによりほう酸タンクの

ほう酸水を炉心に注水し、未臨界を維持する。このため、ほう酸タンク、

ほう酸ポンプ、充てん/高圧注入ポンプ等を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、評価の考え方、解析条件の設

定を以下のとおりとしている。 
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a. 重要事故シーケンス：「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤

動作等により原子炉へ純水が流入する事故」を選定する。PRA の手法

により抽出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性

を確認する必要があるとされた本事故シーケンスグループにおける

事故シーケンスは「反応度の誤投入」である。定期検査中においては、

原子炉起動前までは純水注入による希釈が生じない措置を講じてい

ることを考慮し、化学体積制御系の故障、誤操作等による純水注水は、

原子炉起動時に起こり得ると想定する。また、臨界到達までの時間余

裕を厳しく評価する観点からも原子炉起動時を想定している。 

b. 評価の考え方：本重要事故シーケンスでは、事象発生から臨界に至

るまでの時間が重要である。中性子束とほう素濃度の関係から導かれ

た評価式により、希釈開始から「中性子源領域炉停止時中性子束高」

警報の発信及び臨界に至るまでの時間を求める。これにより、運転員

が警報により異常な状態を検知し、臨界に至る前に希釈停止操作を実

施するための時間余裕を評価する。 

c. 初期条件：制御棒は全挿入とする。水による希釈率を大きくするた

め、1次系の有効体積は小さめにし、1次系の有効体積は加圧器体積、

原子炉容器上部ドーム部、炉心内バイパス等を除いた 215m3とする。1

次冷却系のほう素濃度については、初期は、燃料取替用水タンクの保

安規定制限値である 2700ppm とし、臨界時は 1800ppm とする 

d. 事故条件：原子炉起動時に、化学体積制御系の故障、誤操作等によ

り、1 次冷却材中に純水が注入されることを想定する。1 次冷却系へ

の純水補給最大流量は、1 次系補給水ポンプ 2 台運転時の全容量

（78.7m3/ h）に余裕を持たせた値 81.8m3/h とする。1次系補給水ポン

プにより原子炉へ純水が流入して反応度が投入される事象を想定す

るため、外部電源はあるものとする。 

e. 機器条件：評価上の「中性子源領域炉停止時中性子束高」設定値は、

警報発信から臨界までの時間的余裕を少なめに評価するため、実際の

設定値（0.5 デカード上）に余裕を見込んだ値として、停止時中性子

束レベルの 0.8 デカード上とする。 

f. 操作条件：希釈停止操作の開始は「中性子源領域炉停止時中性子束

高」警報発信から 10 分後とする。 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 1 次冷却材中のほう素濃度が低下するが、事象発生から約 52分後に

「中性子源炉停止時中性子束高」警報が発信する。警報発信から 10
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分後の約 62 分後に 1 次系補給水ポンプの停止や弁の閉止等の純水注

入停止操作（所要時間は約 25 秒）を実施し、1次冷却材の希釈を停止

する。 

b. 希釈開始から「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報が発信さ

れるまで約 52 分を要し、臨界（ほう素濃度：1800ppm）に至るまでに

はさらに約 12 分を要する。警報発信から 10分後に純水注入停止操作

を開始することから、臨界到達まで時間余裕は 2分であるが、純水注

入停止操作の所要時間が 25 秒であることを考慮すると、運転員が異

常状態を検知してから純水注入停止操作の終了までには十分な時間

があり、未臨界を維持することができる。 

c. 炉心は満水が維持されており、燃料有効長頂部が冠水している状態

である。 

d. 原子炉容器ふたが閉止されている状態であることから、放射線の遮

蔽は維持されている。 

e. ほう酸注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界の維持が可

能である。なお、事故によって、1 次冷却系が臨界ほう素濃度である

1800ppm まで希釈された際に、初期ほう素濃度 2700ppm まで濃縮する

のに要する時間は約 5時間である。 

上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

1 次冷却系への純水補給水量及び臨界ほう素濃度は、評価項目のパ

ラメータである事象発生から臨界到達までの時間に対して、余裕が少

なくなるような設定をしている。よって、1 次冷却系への純水補給水

量及び臨界ほう素濃度を変動させた場合、事象進展は遅くなるため臨

界到達までの時間が長くなり、運転員等の事象検知や操作に要する時

間に対する余裕が増す。さらに、臨界到達時期が遅くなることにより、

炉心露出に対する余裕が大きくなる。 

b. 対策の実施への影響 

運転員等操作は中央制御室における希釈停止操作のみを想定してい

ることから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

 申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料の損傷防止対策に必要な

要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 



230 
 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 14 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応可

能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、使用済燃料ピットへの給水、代替緊急

時対策所への電源供給を 7 日間継続する場合等に必要となる重油量は約

19.2kL の重油が必要となる。これに対し、発電所内の燃料油貯油槽等に備

蓄されている重油量約510.0kLにて供給可能である。また、電源としては、

重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、大容量空冷式発電

機からの電力供給量が十分に大きいため、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対して、申請者

が運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対策として計画している希釈停止操作及

びほう酸濃縮操作が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により

原子炉へ純水が流入する事故」において、希釈停止操作を行った場合に対する申

請者の評価結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいず

れも満足しており、さらに申請者が評価条件の不確かさを考慮しても、評価結果

が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。 

また、希釈停止操作により運転停止中原子炉内燃料体の損傷を回避した後、ほ

う酸注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界の維持が可能であることを

確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者

の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「原子炉起

動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が流入する事故」に

おけるその有効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対

して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が

流入する事故」に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷

防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 
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審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）臨界ほう素濃度の設定根拠 

申請者は、臨界ほう素濃度の設定根拠を詳細に説明していなかった。仮に、

臨界ほう素濃度を過小に設定してしまうと、事象発生から臨界到達までの時間

余裕を過大に評価してしまう可能性がある。このため、規制委員会は、臨界ほ

う素濃度の設定根拠について詳細な説明を求めた。申請者は、サイクル初期、

低温状態、制御棒全挿入状態における、ウラン炉心の臨界ほう素濃度について、

炉心のばらつき等を考慮して高めの厳しい設定にしていることを示した。これ

により、規制委員会は、臨界ほう素濃度は、事象発生から臨界到達までの時間

余裕を小さくする厳しい条件で設定されていることを確認した。 

（２）電源が復旧した際に 1 次系補給水ポンプが自動起動してほう酸希釈

が再開される可能性の有無 

申請者は、全交流動力電源喪失が発生後、電源が復旧した際に 1次系補給水

ポンプが自動起動してほう酸希釈が再開される可能性の有無について検討し

ていなかった。ほう酸希釈が再開された場合には、純水塊が炉心に送り込まれ、

反応度事故によって燃料の損傷を引き起こす可能性がある。このため、規制委

員会は、ほう酸希釈が再開される可能性の有無について詳細な説明を求めた。

申請者は、充てん/高圧注入ポンプがブラックアウトシーケンスでは起動しな

いこと、「外部電源喪失」の手順書により外部電源喪失後には希釈信号をリセ

ットさせる手順が整備されていることを示した。これにより、規制委員会は、

設備・手順の両面から、電源が復旧した際のほう酸希釈の再開防止を図ってい

ることを確認した。 
 

 
Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

申請者が使用している解析コードのうち、炉心損傷防止対策で使用する解析コ

ードについては、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としていることから、原則とし

て従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の検証方法が適用

可能であると考えられる。よって、これらのコードに対しては、有効性評価ガイド

を踏まえ、実験等を基に検証され、適用範囲が適切なコードを用いているかという

観点を主とし、不確かさ幅が大きいと思われる場合に感度解析による不確かさ評価

が行われているかという観点を従として審査を行う。 
他方、原子炉格納容器破損防止対策で使用する解析コードは、炉心が損傷した

後の事象進展を解析対象としており、個々の解析モデルについては部分的に実験に

よる検証が行われているものの、実験と実機のスケールの差を含めた条件の違いや、
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実機の事故では複数の現象が同時進行することから、不確かさの幅が大きいと考え

られる。このため、有効性評価ガイドの「不確かさが大きいモデルを使用する場合」

に該当すると見なし、有効性評価への適用に際しては、感度解析による不確かさ評

価結果から、解析結果の妥当性の確認が行われているかという観点を主とした審査

を行う。 

以下、コードごとに申請内容とその確認内容について示す。 

 
１．申請者が使用している解析コード 

申請者は、評価対象の事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードで考慮

すべき現象を踏まえて、有効性評価に使用するコードを以下のとおりとしている。 

（１）炉心損傷防止対策の有効性評価 

①―１ 起因事象発生時に原子炉の停止に成功する事象で、炉心の冷却状態

を解析するうえで原子炉格納容器の状態からは有意な影響がない「2 次冷

却系からの除熱機能喪失」、「ECCS 注水機能喪失」、「格納容器バイパス（イ

ンターフェイスシステム LOCA）」、「格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管

破損）」の評価については、2次冷却系も含めて炉心の冷却状態の解析が可

能な M-RELAP5 を使用している。また、「全交流動力電源喪失」の評価にお

いては原子炉格納容器内圧が有意に上昇するため、M-RELAP5 に加えて、原

子炉格納容器内雰囲気の解析が可能な COCO を併用している。 
①―２ 起因事象発生時に原子炉の停止に失敗し、炉心の冷却状態に応じて

原子炉出力が変動する「原子炉停止機能喪失」の評価については、炉心の

冷却状態及び出力分布変化を同時に解析可能なSPARKLE-2を使用している。 

②  炉心の冷却状態を解析するうえで原子炉格納容器の状態が有意な影響

を及ぼす「原子炉格納容器の除熱機能喪失」、「ECCS 再循環機能喪失」の評

価については、炉心の冷却状態と原子炉格納容器の状態の相互作用を解析

可能な MAAP を使用している。 
（２）格納容器破損防止対策の有効性評価 

① いずれの格納容器破損モードについても、炉心及び原子炉格納容器の状

態の熱水力挙動を解析でき、炉心損傷後特有の溶融炉心挙動及び核分裂生

成物（以下「FP」という。）挙動に関するモデルを有する MAAP を使用して

いる。また、「水素燃焼」の評価については、MAAP は格納容器内空間を 3

次元で模擬できずドーム部内の空間分布評価には適さないこと、水素の発

生量をガイドの条件に設定することから、MAAP に加えて、水素の区画間の

移行等を解析可能な GOTHIC を使用している。 

（３）運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 
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① いずれの事故シーケンスグループについても、余熱除去系停止時の炉心

における沸騰現象とそれに伴う水位低下を解析可能な M-RELAP5 を使用し

ている。 

 

２．解析コードの検証及び有効性評価への適用性 

（１）M-RELAP5 

① 申請内容 

申請者は、M-RELAP5 の妥当性確認及び有効性評価への適用性を以下のと

おりとしている。 

a.  M-RELAP5 は、制御系、熱水力、熱構造材、原子炉動特性（1点炉近

似）等の計算機能を有し、原子炉の異常な過渡・事故時の熱流動解析

を行う汎用性の高い計算コードである。 

b.  米国において、US-APWR の安全解析（小破断 LOCA）に適用している。

また、本コードがベースとしているRELAP5は、欧米においてNon-LOCA、

LOCA（大小の双方を含む）の安全解析への適用例がある。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当

性評価を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象のモデル（燃料棒表面熱伝達モデル、ボ

イドモデル、流動様式）については、ORNL/THTF 試験、ROSA/LSTF 

SB-CL-18 及び 39 試験、PKL/F1.1 試験の解析結果により検証している。 

c.－２  1 次冷却系における重要現象のモデル（自然循環時の壁面熱伝

達モデル、冷却材放出時の破断流モデル、気液分離・対向流の流動様

式、沸騰時の 2流体モデル及び壁面熱伝達モデル、ECCS 強制注入時の

ポンプ特性モデル、ECCS 蓄圧タンクの非凝縮性ガス）については、

PKL/F1.1 試験、Marviken 試験、美浜 2 号機の蒸気発生器伝熱管損傷

解析、ROSA/LSTF SB-CL-18 及び 39 試験、PKL/F1.1 試験の解析結果に

より検証している。 

c.－３  加圧器における重要現象のモデル（気液熱非平衡及び水位変化

の２流体モデル、冷却材放出時の臨界流モデル） については、LOFT 

L6-1 及び L9-3 試験、ROSA/LSTF SB-CL-18 及び 39 試験の解析結果に

より検証している。 

c.－４  蒸気発生器における重要現象のモデル（1 次側・2 次側の壁面

熱伝達モデル 、2 次側水位変化・ドライアウトの 2 流体モデル）

ROSA/LSTF SB-CL-39 試験、PKL/F1.1 試験、LOFT L6-1 及び L9-3 試験

の解析結果により検証している。 

d.  不確かさ評価としては、LOCA 時における炉心水位について、事故時
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条件と大気圧条件のそれぞれについて評価している。また、LOCA 時の

破断流量について、破断面積のスペクトル解析により解析結果の保守

性を確保している。 

② 確認内容 

規制委員会は、M-RELAP5 についての申請者の説明内容について、以下の

ように確認した。 

a.  炉心損傷防止対策の重要事故シーケンスにおける炉心及び 1次冷却

系の熱流動に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。 

c.  本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則と

して従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の

検証方法が適用可能である。上記 a.の重要現象に係る解析モデルにつ

いて、実験等を基に検証が行われ、適用範囲が示されている。 

d.  規制委員会は、RELAP5/MOD3.3（※15）及び SKETCH-INS（※16）/TRACE5.0

（※17）を用いて、モデルプラントを対象に重要事象の解析を実施し、

炉心損傷防止対策の有効性を評価する上で重要な現象及び考慮すべ

き主要な不確かさを確認した。そこで抽出されたものについて、不確

かさ評価を行っている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の M-RELAP5

の特性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  炉心水位計算値の不確かさ評価 

申請者は、M-RELAP5 が ORNL/THTF 試験の二相水位の測定値を 0.3m

低めに評価したことから、事故時の炉心水位及び炉心露出に関しては

保守側に評価するとした。さらに、膜沸騰熱伝達モデルの特性により、

燃料棒表面の熱伝達率を最大で 40%程度低く予測する傾向があり、被

覆管温度を高めに予測するとした。また、事故時に加え、大気圧条件

                                                   
（※15）RELAP5/MOD3.3 CODE MANUAL, VOLUME I: CODE STRUCTURE, SYSTEM MODELS, AND SOLUTION METHODS, December 

2001, Information Systems Laboratories, Inc., Rockville, Maryland, Idaho Falls, Idaho. 

（※16）（独）原子力安全基盤機構, “3次元プラント動特性コード SKETCH-INS/TRAC-BF1 の改良整備”, 04 解部

報-0012, 2003. 

（※17）TRACE V5.0 THEORY MANUAL: Field Equations, Solution Methods, and Physical Models, Division of Risk 

Assessment and Special Projects Office of Nuclear Regulatory Research, U. S. Nuclear Regulatory 

Commission. 
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の余熱除去系停止時の水位についても同様に保守側評価になるとして

いた。これに対し規制委員会は、ORNL/THTF の試験条件が 4MPa 以上の

高圧に限定されており、余熱除去系停止時に想定される大気圧付近の

条件を含んでいないため、適用範囲外であることを指摘するとともに、

同条件下で沸騰状態にある炉心水位の不確かさ評価を行うよう申請者

に求めた。規制委員会は、EPRI モデルの同条件下での炉心ボイド率の

不確かさから推定した申請者の再検討結果を精査し、平均ボイド率が

約 0.5 の時、同条件下での二相水位の不確かさが±10%程度あり、評価

上考慮する必要があることを指摘した。申請者はこれを了承し、有効

性評価において不確かさとして考慮した。 

b.  LOCA 事象における破断流量の不確かさ評価 

申請者は、LOCA 事象における破断流量について、Marviken 試験解析

により、計算値と測定値の差はサブクール臨界流で±10%程度、二相臨

界流で-10%～+50%程度の範囲に収まっているとしていた。しかし、当

コードによる全解析結果を示すのみで、物理的考察による結果の分析

が不十分であった。これに対し規制委員会は、特に L/D（長さ/内径比）

の小さい条件で熱的に非平衡な状態で配管から流出する場合には、

M-RELAP5 の臨界流モデルで解析誤差が増大すると予想されるとし、そ

の影響について説明を求めた。申請者は ECCS 注水機能喪失事象を対象

とした破断面積のスペクトル解析を実施するとともに、破断面積・流

量の不確かさの影響を包絡した破断サイズを使用することにより、解

析の保守性を確保していると説明した。申請者は、本コードを同事象

の有効性評価に使用する際に、破断面積のスペクトル解析を実施する

こととした。 

c.  1 次冷却系のフィードアンドブリード時の流体解析モデル 

申請者は、1次冷却系の減圧及び注水（1次冷却系のフィードアンド

ブリード）における1次冷却材温度及び加圧器圧力について、LOFT L6-1

試験解析により、計算値と測定値の差は 1次冷却材温度で±2℃、加圧

器圧力で±0.2MPa の範囲に収まっているとした。しかし、この説明の

中で、「2次系からの除熱機能喪失」に対する 1次冷却系のフィードア

ンドブリード実施時に、1 次系圧力挙動と高圧注入系流量に影響を及

ぼす高温側配管から加圧器サージ管へ流入する流体の解析モデルにつ

いての説明が不十分であった。そのため規制委員会は、加圧器サージ

管に流入する流体の気相部と液滴のエントレインメントのモデル化に

ついて追加説明を求めた。申請者は、加圧器サージ管へ流入する流体

を、高温側配管のボイド率（約 0.2）を持つ二相混合流（気泡流）で
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模擬することにより、蒸気相の流出を少なく評価する方法を選択した

ことを説明した。このようなモデル化では、気相部と液滴が同伴して

流入する実際の状況より流出蒸気量が少なく計算されるため、圧力が

高く評価される。よって、この選択は、炉心注水を保守側に見積もる

方向であり、規制委員会は申請者の選択を妥当と判断した。 

（２）SPARKLE-2 

① 申請内容 

申請者は、SPARKLE-2 の検証及び有効性評価への適用性を以下のとおり

としている。 

a.  SPARKLE-2 は、M-RELAP5 の炉心動特性を 1点炉近似から 3次元動特

性に変更したコードであり、1 次冷却系全体の熱流動と 3 次元炉心動

特性との相互作用が評価可能なプラント過渡特性解析コードである。 

b.  プラント過渡解析モデルに関しては、M-RELAP5 であり、ベースとし

ている RELAP-3D については、欧米において実績がある。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性評価を行っている。 

c.－１ 炉心の核特性に係る重要現象（中性子動特性、ドップラフィー

ドバック効果、減速材フィードバック効果）については、TWIGL ベン

チマーク、LMW ベンチマーク、SPERT-Ⅲ E-core 実験解析、モンテカ

ルロコードとの比較、減速材温度係数測定検査の解析により検証して

いる。 

c.－２  炉心の燃料に係る重要現象（燃料棒内温度変化）については、

FINEコードとの比較、SPERT-Ⅲ E-core実験解析により検証している。 

c.－３  炉心の熱流動に係る重要現象のモデル（沸騰・ボイド率変化の

二相流圧力損失モデル、サブクールボイドモデル、気液相対速度）に

ついては、NUPEC 管群ボイド試験の解析により検証している。 

c.－４  1 次冷却系における重要現象のモデル（ECCS 強制注入時のポン

プ特性モデル）については、PKL/F1.1 試験の解析により検証している。 

c.－５  加圧器における重要現象のモデル（気液熱非平衡及び水位変化

の 2流体モデル 、冷却材放出時の二相/サブクール臨界流モデル）に

ついては、LOFT L6-1 及び L9-3 試験の解析により検証している。 

c.－６  蒸気発生器における重要現象のモデル（1 次側・2 次側の伝熱

管熱伝達モデル 、2次側水位変化・ドライアウトの 2流体モデル）に

ついては、LOFT L6-1 及び L9-3 試験の解析により検証している。 

d.  不確かさ評価としては、「原子炉停止機能喪失」時の過渡変化に伴

う原子炉圧力評価に対して影響が大きいと思われる減速材温度係数
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初期値、ドップラ温度係数について、減速材温度係数測定検査の解析

による妥当性確認や感度解析による不確かさ評価を行っている。また、

評価用炉心が実際の炉心の運転状態を包絡する根拠として、燃料の種

類、燃料装荷パターン及び燃焼度が異なる炉心間の比較解析により確

認している。 

② 確認内容 

規制委員会は、SPARKLE-2 についての申請者の説明内容について、以下

のように確認した。 

a.  「原子炉停止機能喪失」時の 1次冷却系の熱流動と炉心動特性との

相互作用に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。 

c. 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則と

して従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の

検証方法が適用可能である。上記 a.の重要現象に係る解析モデルにつ

いて、計算ベンチマークや実験等を基に検証が行われ、適用範囲が示

されている。 
d.  不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の SPARKLE-2

の特性に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  減速材温度係数に対する感度解析方法の妥当性及び包絡性 

申請者は、減速材温度フィードバック効果（減速材温度係数）につ

いては、連続エネルギーモンテカルロコード解析結果との比較による

検証において、種々の燃料タイプ及び燃焼度に対して、「原子炉停止機

能喪失」で発生する減速材密度及びほう素濃度の範囲で両者の結果は

概ね一致するとした。また、SPARKLE-2 の一部を構成する COSMO-K コ

ードと機能が同一の設計コードである COSMO-S コードの減速材温度係

数測定検査結果を用いた妥当性確認において、2～4 ループを含む、炉

型が異なる 4プラントの複数サイクルに対する等温温度係数の計算値

と測定値の差が±3.6pcm/℃以内に収まるとした。しかし、これらの結

果を示すために実施した減速材温度係数初期値を所定の値に設定した

解析において、ほう素濃度を人為的に調整して解析を行っていた。こ
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れに対し規制委員会は、このような操作により解析対象とする炉心特

性（ドップラ温度係数、軸方向出力分布等）に影響が出ないか確認す

るよう申請者に求めた。また、申請者が解析対象としている炉心が実

際の炉心の燃焼度や炉心配置を包絡している根拠を示すよう求めた。

規制委員会は、申請者が従来手法（1 点炉近似コード）との解析結果

の比較や代表的な「原子炉停止機能喪失」での感度解析を踏まえて、

当該手法で減速材温度係数初期値をパラメータとした解析が行えると

していることを確認した。また、申請者がほう素濃度をパラメータと

した感度解析や、燃料の種類、燃料装荷パターン及び燃焼度が異なる

炉心間の比較解析の結果を踏まえて、評価用炉心が実際の炉心の運転

状態を包絡すると見なせるとしていることを確認した。 

b.  ドップラ温度係数の不確かさ評価 

申請者は、ドップラ温度係数について、ORNL の Doppler-Defect 

Benchmark（※18）の検証計算において、計算値の連続エネルギーモン

テカルロコードとの差異が、燃料種類、組成及び燃焼度の変化に対し

て有意に拡大することはないとした。また、ドップラ温度係数と燃料

温度変化の双方が関係するドップラフィードバック効果については、

SPERT-Ⅲ E-core 実験解析において、「主給水流量喪失＋原子炉停止機

能喪失」よりも広範な燃料温度変化範囲に対して適用性を示したとし

た。さらに、ドップラ温度係数の不確かさについては、過去の実績か

ら約 10%としていたが、それを裏付ける資料の提示はなかった。これ

に対し規制委員会は、本解析に使用する ENDF/B-VII.0 のドップラ温度

係数評価値について近年の研究成果を踏まえた確認を行うよう求めた。

規制委員会は、申請者が Doppler Defect Benchmark の調査を通じて、

ENDF/B-VII.0 を含む代表的な核データライブラリを用いて国内外の

コードで計算されたドップラ温度係数の標準偏差が 10%以内であると

していることを確認した。また、ドップラフィードバック効果は「原

子炉停止機能喪失」においては、出力低下により燃料温度が低下する

結果、正の反応度要因となり、その不確かさから非保守的評価となり

うることから、ドップラ温度係数を対象とした感度解析を実施するよ

う申請者に求めた。申請者はこれを了承し、感度解析による評価を実

施した。 

c.  加圧器安全弁の容量の裕度確認 

申請者は、「原子炉停止機能喪失」における 1次冷却材温度及び加圧

                                                   
（※18） Russell D. Mosteller, “The Doppler-Defect Benchmark: Overview and Summary of Results,” 

LA-UR-07-1000. 
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器圧力について、LOFT L6-1 及び L9-3 試験解析により、計算値と測定

値の差は 1 次冷却材温度で±2℃、加圧器圧力で±0.2MPa の範囲に収

まったことから、これを不確かさとしていた。しかし、これ以外の不

確かさ要因として、原子炉圧力がピーク値付近にある期間中の加圧器

安全弁の作動状況についての説明が不十分であった。これに対し規制

委員会は、加圧器安全弁の容量に余裕がなくなることにより原子炉圧

力の上昇が顕著になる可能性について確認するよう申請者に求めた。

規制委員会は、申請者が減速材温度係数初期値とドップラ温度係数に

対する感度解析結果を踏まえて、有効性評価における解析条件では加

圧器安全弁の容量には十分余裕があるとしていることを確認した。 

d.  「負荷の喪失＋原子炉停止機能喪失」の評価 

申請者が使用した「原子炉停止機能喪失」における重要事故シーケ

ンスは、「主給水流量喪失＋原子炉停止機能喪失」のみであった。規制

委員会は、これに類似するシーケンスで、同様に原子炉圧力の上昇を

もたらしうる「負荷の喪失＋原子炉停止機能喪失」についても評価す

るよう申請者に求めた。申請者はこれを了承し、両方の重要事故シー

ケンスについて有効性評価を実施した。 

（３） MAAP 

① 申請内容 

申請者は、MAAP の妥当性確認及び有効性評価への適用性を以下のとおり

としている。 

a.  MAAP は、シビアアクシデントの事象進展の各段階を網羅し、原子炉、

1 次冷却系、格納容器内で起こると考えられる重要な事故時の物理現

象をモデル化するとともに、工学的安全施設のモデル化や重要事故等

対策として用いる各種機器の取扱いが可能である。また、広範囲の物

理現象を取り扱うことが可能な総合解析コードであり、シビアアクシ

デントで想定される種々の事故シーケンスについて、起因事象から安

定した状態、あるいは過圧・過温により格納容器健全性が失われる状

態まで計算が可能であることが特徴である。 

b.  国内外でシビアアクシデント時の評価に広く利用されており、欧米

では許認可にも適用された実績がある。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等による妥当性確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象（燃料内温度変化、燃料棒表面熱伝達、

被覆管酸化・変形）については、TMI 事故ベンチマーク解析により妥

当性確認を行っている。 
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c.－２ 加圧器における重要現象（冷却材放出）については、TMI 事故

ベンチマーク解析により妥当性確認を行っている。 

c.－３  蒸気発生器における重要現象（1 次側・2 次側の熱伝達、冷却

材放出、2次側水位変化・ドライアウト）については、MB-2 実験解析

により妥当性確認を行っている。 

c.－４  格納容器の重要現象（区画間の流動、構造材との熱伝達及び内

部熱伝導、沸騰・水素濃度）については、HDR 実験、CSTF 実験の解析

及び TMI 事故ベンチマーク解析により妥当性確認を行っている。 

c.－５  炉心損傷後の原子炉容器における重要現象（リロケーション、

下部プレナムでの炉心デブリの熱伝達 、1 次系内 FP 挙動）について

は、TMI 事故ベンチマーク解析及び PHEBUS-FP 実験解析により妥当性

確認を行っている。 

c.－６  炉心損傷後の格納容器における重要現象（格納容器内 FP挙動）

については、PHEBUS-FP 実験、ABCOVE 実験の解析により妥当性確認を

行っている。 

c.－７  炉心損傷後の格納容器における重要現象（炉心デブリとコンク

リートの伝熱、コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生）については、

ACE 試験、SURC 試験、DEFOR-A 試験、OECD-MCCI 試験等の解析により

妥当性確認を行っている。 

d.  不確かさ評価としては、「ECCS 再循環機能喪失」時の炉心露出開始

時間について、M-RELAP5 との比較により不確かさを評価している。次

に、溶融炉心のコンクリート浸食量について、最新の実験的知見を反

映して感度解析による不確かさ評価を行っている。また、FCI、DCH、

MCCI の各事象について、感度解析による不確かさ評価を行っている。 

② 確認内容 

規制委員会は、MAAP についての申請者の説明内容について、以下のよう

に確認した。なお、シビアアクシデントの解析は一般的に不確かさが大き

く、申請者の解析結果の解釈においては、不確かさを踏まえて判断を下す

必要がある。 

a.  炉心損傷後を含めたシビアアクシデントの事象進展に係る重要現

象に対する解析モデルが説明されている。 

b.  シビアアクシデントの分野においては、国際的に広く利用されてい

る最も代表的なコードのひとつであり、PWR 実機を対象とした安全解

析への豊富な適用実績がある。 

c.  実験による検証や他のシビアアクシデントコードとのベンチマー

ク計算を通じて、一定の信頼性が確認されている。これを前提として、
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上記の a.の重要現象に係る解析モデルについて感度解析を行い、解析

結果が概ね妥当と見なせることを確認している。 

d .  規制委員会は、これまでに MELCOR（※19-20）によりモデルプラント

を対象とした数多くの事故シーケンスについて解析を行い、解析結果

の解釈において考慮すべき主要な不確かさ要因について確認してい

る。また、多くの事故シーケンスで、MAAP による解析と比較可能な結

果を得ている。これらで抽出された不確かさ要因について、申請者は

感度解析による不確かさ評価を行っている。 
 
以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の MAAP の解

析結果の解釈は現在の技術レベルに照らして妥当であり、適切に不確かさ

を考慮することで有効性評価に適用が可能と考えている。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  事故シーケンスで重要な物理現象の抽出と不確かさ評価 

規制委員会は、シビアアクシデント現象に関する試験は限られてい

ることから、運転時の異常な過渡変化及び事故解析に使用する最適評

価コードが備えるべき要件を整理することを目的として日米で導入が

進められている階層構造分析手法を参考にした物理現象の抽出と、重

要な物理現象に対しては最新の知見の反映と感度解析による不確かさ

の確認を申請者に求めた。申請者はこれを了承し、有効性評価の事故

シーケンスについて、主要な物理現象を対象に感度解析等に基づく不

確かさ評価を示した。 

b.  「ECCS 再循環機能喪失」時の炉心水位の不確かさ評価 

申請者は M-RELAP5 による解析から、MAAP が M-RELAP5 よりも炉心水

位を高く、炉心露出開始時間を 15分遅く評価するという解析結果を示

したが、物理的考察による結果の分析が不十分なため、有効性評価で

の適用範囲が不明であった。これに対し規制委員会は、各コードの解

析モデルの違いを踏まえて、物理的考察を充実させるよう申請者に求

めた。規制委員会は、申請者の追加説明の中で、M-RELAP5 では SG 伝

熱管への液相流入量の違いにより、スチームバインディング効果を高

く計算する結果、高温側配管領域で保有水量を相対的に少なく評価す

                                                   
（※19） R. Gauntt et. al, "MELCOR Computer Code Manuals Vol.2:Reference Manuals Ver1.8.5.," NUREG/CR-6119, 

Vol.2, Rev.2 / SAND2000-2417/2,  （May 2000）. 

（※20） R. Gauntt et. al, "MELCOR Computer Code Manuals Vol.3: Demonstration Problems," NUREG/CR-6119, 

vol.3, NRC. （2001） 
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るとしていることを確認した。なお、規制委員会は、申請者が旧日本

原子力研究所の CCTF や TPTF 実験解析を通じて、M-RELAP5 が ECCS 再

循環機能喪失での炉心露出、したがって燃料被覆管温度予測を保守的

に評価することを踏まえて、有効性評価においては MAAP と M-RELAP5

との差を不確かさとして考慮するという評価方針は妥当とした。 

c.  FCI 実験の知見の整理 

申請者の説明では、FCI 現象の説明がなかったことから、規制委員

会は、申請者に今までの知見を整理するよう求めた。申請者はこれを

了承し、FARO 実験（欧州委員会 JRC）、KROTOS 実験（欧州委員会 JRC）、

ALPHA 実験（旧日本原子力研究所）、COTELS 実験（旧 NUPEC）について

調査を行い、試験結果から実機において大規模な水蒸気爆発に至る可

能性は極めて小さいことを示した。さらに、規制委員会は FCI の知見

を踏まえ、溶融炉心が水プールに落下した時の粒子化による圧力スパ

イクについて、キャビティ水深、溶融炉心落下量等の不確かさ評価を

申請者に求めた。申請者は、複数のパラメータの組み合わせを含む感

度解析により不確かさ評価を行った。 

d.  DCH 防止に関する感度解析結果の適用範囲の確認 

申請者の説明では、MAAP による感度解析結果から影響が小さいこと

を示すのみで、物理的考察による結果の分析が不十分であった。これ

に対し規制委員会は、下部プレナムでの冷却モデルを踏まえた物理的

考察を充実し、この条件が成立する範囲を明確にするよう申請者に求

めた。申請者は、1次系圧力が 2.0MPa 付近に落ち着く理由は、蓄圧注

入水の蒸発量と加圧器逃がし弁からの放出流量がバランスすることが

原因と説明できること、原子炉容器は下部プレナムに冷却水があれば

デブリと容器間のギャップ水により冷却されるためドライアウト後に

破損となることを説明した。規制委員会は、原子炉容器は下部プレナ

ムの冷却水がドライアウトした後に破損することから、申請者の物理

的解釈は概ね妥当と判断した。 

e.  MCCI によるコンクリート浸食量の不確かさ評価 

申請者の説明では、落下した溶融炉心がキャビティ床面全体に均一

に広がるケースの結果を示すのみであった。これに対し規制委員会は、

DEFOR 試験や OECD MCCI 試験などの最新のデータとの比較により解析

結果の妥当性を確認した上で、感度解析による不確かさ評価を行うよ

う申請者に求めた。申請者はこれを了承し、有効性評価で感度解析に

より不確かさ評価を行った。 
f.  FP 挙動に関する追加説明 



243 
 

規制委員会は、FP 挙動におけるソースターム上の扱いについての追

加説明と、FP 放出速度に関する不確かさ評価を行うよう申請者に求め

た。規制委員会は、申請者が PHEBUS-FP（FPT1）実験解析結果を踏ま

えて、被覆管酸化反応熱及び燃料棒被覆管温度を高めに評価し、FP 放

出開始のタイミングを早めに評価するとしていること、また、ABCOVE

実験解析を通じて、凝集及び重力沈降により減少するエアロゾル挙動

評価が妥当であるとしていること、さらに FP 放出速度についての感度

解析を通じて、炉心溶融時点で線量率から炉心損傷を検知する手段へ

の影響が小さいとしていることを確認した。 

（４） GOTHIC 

① 申請内容 

申請者は、GOTHIC の妥当性確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a.  GOTHIC は質量、エネルギー及び運動量の 3保存則を気相・液相・液

滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式及

び相関式などを解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の作動

を考慮した過渡解析が可能である。また、ポンプ、バルブ、スプレイ、

ファン、空調機器、熱交換器、イグナイタ、水素結合器といった機器

設備の作動及び制御に対しても模擬可能である。 

b.  米国においては、各種プラントの格納容器に対する DBA 解析、SA 解

析及び建屋の設計解析など許認可申請において数多くの適用例があ

る。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析等による妥

当性の確認を行っている。 

c.－１ 格納容器における重要現象（区画間・区画内の流動 、構造材

との熱伝達及び内部熱伝導、スプレイ特性、PAR 特性、イグナイタに

よる水素燃焼）については、NUPEC 試験 Test M-7-1 及び Test M-4-3、

THAI 試験 HR-3 の解析等により妥当性確認を行っている。 

c.－２  PAR の性能評価式及び水素処理モデルについては、THAI 実験に

より妥当性確認を行っている。 

d.  不確かさ評価としては、重大事故時の格納容器内水素混合挙動につ

いて、妥当性確認が行われた実験条件と実機条件との違いを踏まえて、

有効性評価への適用性について検討している。 

② 確認内容 

規制委員会は、GOTHIC についての申請者の説明内容について、以下のよ

うに確認した。 
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a.  シビアアクシデント時の格納容器挙動に係る重要現象に対する解

析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。なお、原子力

分野に限らず一般的な熱水力系にも適用可能であり、高い汎用性を有

している。 

c.  上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、解析結果が概ね妥当

と見なせることを確認している。 

d.  不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、不確かさ

評価を行っている。 
 
以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の GOTHIC の

特性に応じた使用方法は妥当と認められる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  格納容器内水素混合挙動解析の実機適用性 

申請者は、格納容器内水素混合挙動について、ドライ型 4ループ PWR

の 1/4 規模で、4 ループ相当の区画を模擬し、ヘリウムを用いて非凝

縮性ガスの拡散・混合挙動を把握した NUPEC 試験の中で、SG 下部での

配管破断を想定して格納容器スプレイを作動させた M7-1 試験を良好

に再現することから、実機への適用性があるとした。しかし、NUPEC

試験条件と実機条件との違いに関する物理的考察が不十分なため、有

効性評価での適用範囲が不明であった。これに対し規制委員会は、両

者のスケールやスプレイ流量の違いの影響、スプレイ停止後の水素の

成層化の可能性を踏まえて、物理的考察を充実させるよう申請者に求

めた。規制委員会は、申請者がNUPEC M7-1試験解析や数値流体力学（CFD）

コードを用いた実機条件の解析結果を踏まえて、GOTHIC は幅広いスプ

レイ条件を含めた実機条件にも適応可能であるとしていることを確認

した。また、仮にスプレイがなく、水素の成層化が懸念される場合に

おいても、格納容器ドーム部のノード分割を細かくすることで当コー

ドを用いて解析が可能であるとしていることを確認した。 

b.  PAR の性能評価式及び水素処理モデルの妥当性確認 

申請者は、PAR の性能評価式はメーカより提示されており、国際的

な実証試験において試験結果との相関関係の確認を行っているとした。

しかし、PAR の性能評価式及び GOTHIC における PAR の水素処理モデル

の妥当性についての説明が不十分なため、有効性評価での適用範囲が
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不明であった。これに対し規制委員会は、追加説明を申請者に求めた。

規制委員会は、申請者の追加説明として、PAR の性能評価式が THAI 試

験における PAR 単体の性能試験により、PAR の水素処理モデルについ

ては、THAI の HR-3 試験の解析により妥当性確認を行っていることを

確認した。  

（５） COCO 

① 申請内容 

申請者は、COCO の検証及び有効性評価への適用性を以下のとおりとして

いる。 

a.  COCO は、原子炉冷却材喪失事故時の原子炉格納容器内の圧力、温度

変化の評価を主目的に開発されたコードであり、原子炉格納容器内を

気相系と液相系に大別し、各系内では状態は一様とし、各々の系につ

いて質量及びエネルギー保存則を解く。また、原子炉格納容器内構造

物との間の熱の授受もモデルとして組み込まれている。 

b.  国内 PWRの原子炉設計変更許可申請書の添付書類十の安全評価にお

いて使用実績がある。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析等による妥

当性の確認を行っている。 

c.－１ 格納容器の重要現象（構造材との熱伝達及び内部熱伝導）につ

いては、CVTR Test-3 実験の解析により妥当性確認を行っている。 

d.  不確かさ評価としては、シビアアクシデント時の格納容器圧力及び

格納容器雰囲気温度について、スプレイ条件の違いを踏まえて、複数

の実験による妥当性確認を行っている。また、格納容器再循環ユニッ

トによる自然対流冷却時を含めた長期的挙動についての適用性評価

を行っている。 

② 確認内容 

規制委員会は、COCO についての申請者の説明内容について、以下のよう

に確認した。 

a.  「全交流動力電源喪失」時の格納容器圧力及び格納容器雰囲気温度

に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。 

c.  本コードは、M-RELAP5 で計算された放出質量、エネルギー流量を境

界条件として、格納容器内圧評価を行うために補助的に使用されてお

り、他コードと比較して解析モデルや数値解法が単純なため、妥当性

確認は容易である。上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、解

析結果が概ね妥当と見なせることを確認している。 
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d.  不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、不確かさ

評価を行っている。 
 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の COCO の特

性に応じた使用方法は妥当と認められる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  CVTR 試験解析の不確かさ及び実機への適用性評価 

申請者は、格納容器圧力について、CVTR 試験の解析による妥当性確

認から、ピーク圧力の計算値が測定値を約 1.6 倍過大評価する傾向が

あること、また、格納容器雰囲気温度については、計算値が CVTR 実験

装置の平均雰囲気温度に対する測定値を約 20℃過大評価することを

確認している。しかし、CVTR 試験解析で使用している格納容器内雰囲

気と構造材との熱伝達モデルの不確かさの取り扱いについて説明が不

十分であった。これに対し規制委員会は、追加説明を求めるとともに、

CVTR 試験に類似する別の試験での妥当性確認を申請者に求めた。規制

委員会は、申請者の追加説明として、COCO コードが適用される「全交

流動力電源喪失（RCP シール LOCA)」で、格納容器内のヒートシンク量

やヒートシンク表面の熱伝達係数を小さめに設定することで評価の保

守性を確保していることを確認した。 

b.  実機条件での解析モデルの妥当性 

規制委員会は、実機において LOCA の漏えい量が少なく、格納容器内

自然循環が不十分なためにドーム部に温度成層化が起きる可能性につ

いての検討を申請者に求めた。規制委員会は、申請者が NUPEC 試験（M-3

シリーズ）の知見を踏まえて、実機条件では LOCA による破断流や格納

容器スプレイによって格納容器ドーム部に当試験条件を上回る規模で

混合が起きていると考えられることから、ドーム部には温度成層化が

起こらず、単一ノードを用いた COCO で解析が可能であるとしているこ

とを確認した。 

c.  長期的挙動への適用性評価 

規制委員会は、格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却時を含

めた長期的挙動へのコードの適用性の根拠を示すよう申請者に求めた。

規制委員会は、申請者の追加説明として、CVTR 試験解析等で妥当性が

確認されたヒートシンク量やヒートシンク表面の熱伝達係数は、長期

解析においても一定であるため、有効性評価への適用性が成立すると



247 
 

していることを確認した。 

 

 
Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重

大事故等防止技術的能力基準１．０関係） 

重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」は、重大事故等に対処する

ために必要な手順等に関し共通の要求事項、全社的な体制の整備など重大事故等に

対処するための基盤的な要求事項を満たす手順等を、保安規定等において規定する

方針であることを要求している。 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項及び同

項の解釈を踏まえ必要な検討を加えた上で策定されており、重大事故等に対処する

ために必要な手順等に関し、設置許可基準規則に基づいて整備される設備の運用手

順等も含め、共通の要求事項を満たす手順等を保安規定等で規定する方針であるこ

とを確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準１．０の要求事項に適合す

るものと判断した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

なお、各手順等における固有の要求に対する審査については、Ⅳ－４．１からⅣ

－４．１９で行っている。 
 

１．重大事故等対処設備に関する手順等に係る共通の要求事項 

（１）切替えの容易性 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

①に則って、重大事故等に対処するための系統構成を速やかに整えられるよう

必要な手順等を整備するとともに、確実に行えるよう訓練を実施する方針であ

ることを確認した。 

（２）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

②に則ったものであることを確認した。 

具体的には、 

① 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬するため、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所

内の道路及び通路が確保できるよう、迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する方針であること。 

② 障害物を除去可能なホイールローダ及びその他の重機を保管し、それら

を運転できる要員を確保する等、実効性のある運用管理を行う方針であ

ること。 
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を確認した。 

なお、規制委員会は、設計基準において想定している規模を超える自然現象

が生じた場合の対応等を示すよう求めた。申請者は、設計基準上の想定を超え

る自然現象等の発生により単一のルートではアクセスルートの確保が困難に

なる場合を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保した上で、

被害状況に応じて複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なアクセス

ルートを選択するなどの措置を講ずることを示した。これにより、規制委員会

は、申請者が、アクセスルートの確保に関し実効性のある運用管理を行う方針

であることを確認した。 

 

２．復旧作業に係る要求事項 

（１）予備品等の確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

①に則ったものであることを確認した。 

具体的には、 

① 優先順位を考慮して重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作

業を実施することとし、そのために必要な予備品及び予備品への取替え

のために必要な資機材等を確保すること。 

② 有効な復旧対策についての継続的な検討を行うとともに、必要な予備品

の確保に努めること。 

を確認した。 

（２）保管場所の確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

②に則って、地震による周辺斜面の崩落、津波による浸水等の外部事象の影響

を受けにくい場所に位置的分散を考慮して予備品等を保管する方針であるこ

とを確認した。 

（３）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

③に則って、設備の復旧作業を行うためのアクセスルートの確保について、「１．

（２）アクセスルートの確保」と同じ運用管理を実施する方針であることを確

認した。 

 

３．支援に係る要求事項 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（３）

に則ったものであることを確認した。 

具体的には、 
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（１）発電所内であらかじめ用意された重大事故等対処設備、予備品、燃料等に

より、事故発生後 7日間は事故収束対応を維持できる方針であること。 

（２）プラントメーカ、協力会社、建設会社、燃料供給会社、他の原子力事業者

等関係機関と協議及び合意の上、外部支援計画を定める方針であること。 

（３）当該発電所は、発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、

予備品、燃料等により、事象発生後 6日間までに支援を受けられる計画であ

ること。 

を確認した。 

 

４．手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

（１）手順書の整備 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈１に則ったものであることを確認した。 

具体的には、以下のとおり。 

① 情報の収集及び判断基準【解釈１a)】 

  全ての交流動力電源及び常設直流電源の喪失、安全系の機器若しくは計

測器類の多重故障、1号炉及び 2号炉の同時被災等の過酷な状態において、

原子炉施設の状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため、必

要な情報が速やかに得られるように情報の種類及び入手方法を整理する

とともに、判断基準を明確にし、手順書にまとめる方針であることを確認

した。 

② 判断に迷う操作等の判断基準の明確化【解釈１b)】 

海水の使用等、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐため

に優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確にした手順書を整備す

る方針であることを確認した。 

③ 財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針【解釈１c)】 

a. 財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動で

きるよう、社長があらかじめ方針を示すこと。 

b. 当直課長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）保護よりも安

全を優先する方針に基づき定めた判断基準を運転手順書に整備する

方針であること。 

c. 発電所の緊急時対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に従った判断を実施すること、財産（設備等）保護よりも

安全を優先する方針に基づき定めた判断基準を緊急時対策本部用手

順書に整備する方針であること。 

を確認した。 
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④ 手順書の構成及び手順書相互間の移行基準の明確化【解釈１d)】 

a. 事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するため

の運転員用及び支援組織用の手順書を整備する方針であること。 

b. 運転手順書は、事故の進展状況に応じて構成を明確化し、手順書相

互間の移行基準を明確にする方針であること。 

を確認した。 

⑤ 状態の監視及び事象進展の予測に係る手順書の整備【解釈１e)】 

a. 重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを

あらかじめ選定し、運転手順書に明記する方針であること。 

b. 重大事故等対策実施時におけるパラメータ挙動予測、影響評価すべ

き項目、監視パラメータ等を手順書に整理する方針であること。 

c. 有効性評価等にて整理した有効な情報を、運転員及び緊急時対策本

部要員が使用する手順書に整理する方針であること。 

を確認した。 

⑥ 前兆事象の確認を踏まえた事前の対応手順の整備【解釈１f)】 

a. 前兆事象として把握ができるか、重大事故を引き起こす可能性があ

るかを考慮して、設備の安全機能の維持及び事故の防止対策をあらか

じめ検討する方針であること。 

b. 前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順書を

整備する方針であること。 

c. 大津波警報が発令された場合、原則として原子炉を停止し、冷却操

作を開始する手順書を整備する方針であること。 

を確認した。 

（２）訓練の実施 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈２に則ったものであることを確認した。 

具体的には、以下のとおり。 

① 教育及び訓練の実施方針【解釈２a)】 

重大事故等対策は、原子炉施設の状況に応じた幅広い対策が必要である

ことを踏まえ、重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識の向上

を図る教育及び訓練を実施する方針であることを確認した。 

② 知識ベースの理解向上に資する教育及び総合的な演習の実施【解釈２b)】 

a. 要員の役割に応じて重大事故等の内容、基本的な対処方法等、定期

的に知識ベースの理解向上に資する教育を行う方針であること。 

b. 実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習

等を定期的に計画する方針であること。 
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を確認した。 

③ 保守訓練の実施【解釈２c)】 

普段から保守点検活動を社員自らが行って部品交換等の実務経験を積

むことなどにより、原子炉施設、予備品等について熟知する方針であるこ

とを確認した。 

④ 高線量下等を想定した訓練の実施【解釈２d)】 

  高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実施する方針で

あることを確認した。 

⑤ マニュアル等を即時利用可能とするための準備【解釈２e)】 

設備及び資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に利用できる

よう、普段から保守点検活動等を通じて準備し、それらの情報及びマニュ

アルを用いた事故時対応訓練を行う方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、重大事故等対策要員の力量付与について申請者に示す

よう求めた。申請者は、各要員の役割に応じた教育及び訓練を実施し、力量を

付与された要員を必要人数配置することを示した。これにより、規制委員会は、

重大事故等対策に必要な力量を有する要員が確保される方針であることを確

認した。 

（３）体制の整備 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈３に則ったものであることを確認した。 

具体的には、以下のとおり。 

① 役割分担及び責任者の明確化【解釈３a)】 

a. 重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担、責任者等を定める方針であること。 

b. 専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う方針であること。 

c. 指揮命令系統を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体

制を整備する方針であること。 

を確認した。 

② 実施組織の構成【解釈３b)】 

重大事故等対策を実施する実施組織を、 

a. 運転員等により事故拡大防止に必要な運転上の措置を実施する班 

b. 発電設備の応急復旧計画の策定及び措置を実施する班 

c. 放射線量及び放射性物質の濃度の状況把握並びに要員の被ばく管

理を実施する班 

d. 建物及び構築物の応急復旧計画の策定及び措置を実施する班 

で構成し、必要な役割分担を行い重大事故等対策が円滑に実施できる体制
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を整備する方針であることを確認した。 

③ 複数号炉の同時被災への対応【解釈３c)】 

a. 1 号炉及び 2 号炉において同時に重大事故等が発生した場合におい

て、本部長の指示により号炉ごとに指名した指揮者の指示のもと、号

炉ごとの情報収集や事故対策の検討を行い、重大事故等対策を実施す

る方針であること。 

b. 要員を発電所近傍に常時確保し、1 号炉及び 2 号炉の同時被災が発

生した場合においても対応できる体制とする方針であること。 

を確認した。 

④ 支援組織の構成【解釈３d)】 

a. 発電所対策本部に支援組織として、実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織、実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整

える運営支援組織を設ける方針であること。 

b. 運営支援組織は、発電所対策本部の運営及び情報の収集を行う班、

関係地方公共団体、報道機関等の社外対応を行う班、防災資機材の整

備を行う班、避難者の誘導を行う班で構成すること。 

を確認した。 

⑤ 対策本部の設置及び要員の招集【解釈３e)】 

a. 所長（原子力防災管理者）を本部長とする発電所対策本部を設置し、

その中に実施組織及び支援組織を設置する方針であること。 

b. 勤務時間外、休日（夜間）において重大事故等が発生した場合に速

やかに対応を行うため、発電所内又は発電所近傍に、緊急時対策本部

要員 4 名、運転員 12 名及び重大事故等対策要員 36 名の合計 52 名を

常時確保する方針であること。 

c. 勤務時間外、休日（夜間）を含めて必要な要員を非常召集できるよ

う、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、定期的に連絡訓練を実施す

る方針であること。 

を確認した。 

なお、規制委員会は、所定の重大事故等対策要員に欠員が生じた場合の

対応を示すよう求めた。申請者は、そのような事態に備えた重大事故等対

策要員の体制に係る管理を行うことを示した。また、重大事故等対策要員

の補充の見込みが立たない場合は、原子炉停止等の措置を実施し、確保で

きる要員で、安全が確保できる原子炉の運転状態に移行することを示した。

これにより、規制委員会は、重大事故等対策の実施が必要な状況において、

必要な要員が確保される方針であることを確認した。 

⑥ 各班の役割分担及び責任者の明確化【解釈３f)】 
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重大事故等対策の実施組織及び支援組織について、上記４．（３）②項

及び４．（３）④項に示す各班の機能を明確にするとともに、各班に責任

者である班長及びその代行者として副班長を配置する方針であることを

確認した。 

⑦ 指揮命令系統及び代行者の明確化【解釈３g)】 

発電所対策本部における指揮命令系統を明確にすること、指揮者等が欠

けた場合に備え、代行者と代行順位をあらかじめ定め明確にする方針であ

ることを確認した。 

⑧ 実効的に活動するための設備等の整備【解釈３ｈ）】 

a. 実施組織及び支援組織が定められた役割を遂行するため、発電所内

外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを含む）

を備えた緊急時対策所を整備する方針であること。 

b. 中央制御室、緊急時対策所及び現場との連携を図るため、携帯型有

線通話装置等を整備する方針であること。 

を確認した。 

⑨ 発電所内外への情報提供【解釈３ｉ）】 

原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、発電所内外

の組織への通報及び連絡を実施できるよう、衛星携帯電話及び統合原子力

防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いて、広く情報提供を行う

ことができる体制を整備する方針であることを確認した。 

⑩ 外部からの支援体制の整備【解釈３ｊ）】 

a. 発電所外部からの支援を受けることができるよう体制を整備する

方針であること。 

b. 緊急時体制を発令した場合、速やかに原子力施設事態即応センター

に本店対策本部を設置し、原子力部門のみでなく他部門も含めた全社

での体制にて原子力災害対策活動を実施する方針であること。 

c. 本店対策本部は、発電所対策本部が事故対応に専念できるよう、情

報収集及び災害状況の把握を行う班、事故拡大防止措置の支援を行う

班、外部電源や通信設備に関する支援を行う班、広報活動を行う班及

び資機材の調達運搬を行う班で構成する方針であること。 

d. 本店対策本部は、原子力事業所災害対策支援拠点の設置を行うこと、

他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織からの技術的な支援

が受けられる体制を整備する方針であること。 

を確認した。 

⑪ 事故後の中長期的な対応に備えた体制の整備【解釈３ｋ）】 
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a. 重大事故等発生後の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、社

内外の関係各所と連係し、適切かつ効果的な対応を検討できる体制を

整備する方針であること。 

b. 重大事故等発生時に、機能喪失した設備の保守を実施するための放

射線量低減活動、放射性物質を含んだ汚染水が発生した際の汚染水の

処理活動等を円滑に実施するため、平時から必要な対応を検討できる

体制を構築する方針であること。 

を確認した。 

 

 
Ⅳ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１

条及び第４３条関係） 

第３８条から第４１条は、重大事故等対処施設に対して、必要な機能が地盤の変

位等、地震、津波及び火災によって損なわれるおそれがないことを要求している。

第３８条から第４１条の審査においては、重大事故等対処施設の設計方針等につい

て、設計基準対象施設の設計方針等との相違を踏まえた審査を行った。 

また、第４３条においては、重大事故等に対処するため、重大事故等対処設備に

ついて、必要な容量の確保や悪影響の防止等の適切な措置等を講じることを要求し

ている。 
なお、各設備における固有の要求に対する審査内容については、Ⅳ－４．１から

Ⅳ４．１９で示している。 
 

 
Ⅳ－３．１ 重大事故等対処施設の地盤（第３８条関係）  

第３８条は、重大事故等対処施設について、施設の区分に応じて適用される地震

力が作用した場合においても、十分に支持することができる地盤に設けることを要

求している。 

また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備（※21）が設置されるものに限る。）は、変形した場合においても重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けること、及び変

位が生ずるおそれがない地盤に設けることを要求している。 

申請者は、常設耐震重要重大事故防止設備等が設置される重大事故等対処施設の

基礎地盤の安定性評価の対象施設として、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設のう

                                                   
（※21）「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」は、第 38 条において定義されているも

のである。以下同様。 
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ち耐震重要施設等の基礎地盤の評価断面に含まれない施設であるところの代替緊

急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）を抽出している。 

 

規制委員会は、これらの施設を抽出したことは妥当であると判断し、当該２施設

について審査を行った。 

 

１．変位 

解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）を変位が生ずるおそれがない地盤

に設けることを要求している。 

 

申請者は、敷地及び敷地近傍における変動地形学的調査及び地表地質調査の結

果のほか、熱水変質活動及び断層活動の前後関係に着目した活動性評価手法によ

り検討し、敷地東部の断層の破砕部の観察によれば断層の変位又は変形は認めら

れず後期更新世以降の活動はなく、変位が生ずるおそれがない地盤であるとの結

果等を示した。 

 

規制委員会は、申請者が行った変動地形学的調査及び地表地質調査の結果、活

動性評価手法等が適切であり、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟

内）設置位置に分布する断層は、後期更新世以降の活動がないとしていることか

ら、解釈別記１の規定に適合していることを確認した。 

 

２．支持力 

解釈別記１は、重大事故等対処施設を施設の区分に応じた地震力（常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設については、基準地震動による地震力）が作用した場合においても、当該重大

事故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設けることを要求してい

る。 

 

申請者は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）の設置地盤の

評価は、代替緊急時対策所については東西及び南北方向の二つの評価対象断面を

設定し、緊急時対策所（免震重要棟内）については基礎地盤に分布する断層の走

向を踏まえて東西方向を評価対象断面と選定した。それぞれについて動的解析を

行い、その際のパラメータの設定値は強度特性のばらつきや入力地震動の位相の

反転について考慮しており、すべり安全率が十分に大きく基礎底面の接地圧が地

盤の極限支持力を十分に下回っている評価結果を示した。 
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規制委員会は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）が設置さ

れる地盤については、申請者が行った動的解析の手法、地盤パラメータの設定方

法等が適切であり、当該施設を十分に支持することができる地盤に設けるとして

いることから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえて

いることを確認した。 

 

３．変形 

解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）を変形した場合においても重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けること

を要求している。 

 

申請者は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）の設置地盤の

評価は、当該施設が直接岩盤に支持されていることから不等沈下、液状化、揺す

り込み沈下等の影響はなく、地殻変動による傾斜の影響が十分に小さい評価結果

を得ていることを示した。 

 
規制委員会は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）を設置す

る地盤については、申請者が行った施設が直接岩盤に支持されていることによる

不等沈下等の影響評価等が適切であり、当該施設を変形した場合においてもその

安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けるとしていることから、解釈別記

１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえていることを確認した。 
 

以上のとおり、規制委員会は、重大事故等対処施設の地盤について、設置許可基

準規則に適合しているものと判断した。 
 
 

Ⅳ－３．２ 地震による損傷の防止（第３９条関係） 

第３９条は、重大事故等対処施設が、施設の区分に応じて適用される地震力に対

して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

ることなどを要求している。 

また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩

和設備が設置されるものに限る。）が、基準地震動による地震力によって生ずるお

それのある斜面の崩壊に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とすることを要求している。その際、解釈別記２は、やや長
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周期の地震応答が卓越する施設等がある場合には、他の施設とは別に基準地震動を

策定することを要求している。 

規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．基準地震動 Ss-L 

２．耐震設計方針 

３．周辺斜面 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．基準地震動 Ss-L 

解釈別記２は、施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答が

卓越する施設等がある場合には、他の施設とは別に基準地震動を策定することを

要求している。   

申請者は、常設重大事故緩和設備である緊急時対策所を有する免震重要棟の周

波数特性に着目し、かつ、長大な活断層、M9 クラスのプレート間地震、地震動の

指向性が長周期の増幅を考慮することの必要性を検討した。また、一般建築物の

免震構造の耐震設計に用いる建設省告示第 1461 号も参照し、設定の妥当性を確

認し、基準地震動 Ss-L を策定している。 

（１）基準地震動 Ss-L 第３９条に規定する常設重大事故緩和設備である緊急

時対策所を有する免震重要棟の長周期の地震応答を評価するために策定

された地震動（最大加速度：400cm/s2、最大速度：200cm/s） 

 

規制委員会は、申請者が、長周期の地震応答が卓越する免震重要棟のため、地

震の特性による長周期の増幅について確認することなどの地震動評価を行い、他

の施設とは別に基準地震動を策定していることから、解釈別記２の規定に適合し

ていることを確認した。 

 

２．耐震設計方針 

申請者は、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対処施設の

構造上の特徴、重大事故等における運転状態、重大事故等の状態で施設に作用す

る荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないことを目的として、以下のとおり耐震設計を行う
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としている。 

（１）重大事故等対処施設の施設区分に応じた耐震設計 

① 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、基

準地震動による地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する。 

② 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設

備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐え

ることができるよう設計する。 

③ 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動

による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないよう設計する。 

（２）地震力の算定方針 

地震力の算定は、設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定等を適

用する。 

（３）荷重の組合せと許容限界の設定方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、運転時

の状態で施設に作用する荷重、設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重、

又は重大事故等の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力を組

み合わせた荷重条件に対して、構造物全体としての変形能力に対して十分な余

裕を有するように設計する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過

渡変化時、設計基準事故時又は重大事故等の状態で作用する荷重と基準地震動

による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、塑性ひずみが生じる場合であ

っても、その量が微少なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、

その施設の機能を保持できるように設計する。 

なお、運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時の状態及び重大事故等の

状態で作用する荷重は、地震によって引き起こされるおそれのある事象によっ

て作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれはないが、長時間継続

する事象による荷重等を考慮する。 

（４）波及的影響に係る設計方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設は、Ｂクラス及びＣクラスの施設等の波及的影響によって、

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 
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規制委員会は、申請者が、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の

耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事

故等対処施設の構造上の特徴、重大事故等における運転状態、重大事故等の状態

で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計するとしており、解釈

別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

３．周辺斜面 

解釈別記２は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）の周辺斜面に、基準地震動による

地震力を作用させた安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認するととも

に、崩壊のおそれがある場合には、崩壊によって同施設に影響を及ぼすことがな

いようにすることを要求している。 

申請者は、以下のとおり、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）の周辺斜面について評

価している。 

（１）評価対象とする斜面は、斜面崩壊に伴う土砂の到達想定距離と対象施設との

離間距離の観点から、選定している。 

（２）すべり安全率の評価は、地形及び地質・地質構造の観点から、評価対象断面

を選定し、有限要素法による動的解析により行っている。 

（３）動的解析は、周波数応答解析法を用いた等価線形解析により、基準地震動に

基づき作成した水平地震動及び鉛直地震動の同時加振による応答を考慮して

いる。 

（４）動的解析に用いる入力値については、地盤パラメータを各種の調査の結果か

ら総合的に判断して設定しており、岩盤及び断層内物質の強度特性のばらつき

を考慮している。また、入力地震動の位相の反転についても考慮している。 

（５）動的解析の結果から得られた最小すべり安全率は、1.2 以上である。 

 

規制委員会は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重

大事故緩和設備が設置されるものに限る。）の周辺斜面について、申請者が基準地

震動による地震力を作用させる等による適切な方法により動的解析を行い、崩壊の

おそれがないとしていることから、解釈別記２の規定に適合していること及び地盤

ガイドを踏まえていることを確認した。 
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Ⅳ－３．３ 津波による損傷の防止（第４０条関係） 

第４０条は、重大事故等対処施設が基準津波に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないことを要求している。 

申請者は、重大事故等対処施設について、基準津波に対して、重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とするため、以下の耐津波設

計方針としている。 

１．設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に設置するも

のについては、設計基準対象施設と同じ耐津波設計方針とする。 

２．それ以外の建屋及び区画に設置する免震重要棟、代替緊急時対策所、大容量

空冷式発電機等については、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流

入させない設計とするなど、設計基準対象施設の耐津波設計方針に準じた設

計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設に準

じた耐津波設計により、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないとしていることから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－３．４ 火災による損傷の防止（第４１条関係） 

第４１条は、重大事故等対処施設が、火災によって必要な機能を損なうおそれが

ないよう、火災の発生を防止すること、かつ、火災を感知及び消火することを要求

している。 

申請者は、重大事故等対処施設は、火災により必要な機能を損なうおそれがない

よう、設計基準対象施設の火災防護対策に準じて、火災の発生防止、火災の感知及

び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じた設計とするとしている。 

申請者は、当初、重大事故等対処施設の火災防護設計について、火災区域を設定

していないなど、設計基準対象施設に対して適用している火災防護基準に基づく火

災防護設計を重大事故等対処施設に適用していなかった。火災区域の設定等の火災

防護基準に基づく火災防護設計が行われない場合には、火災による重大事故等対象

施設の損傷の防止が図られない可能性がある。このため、規制委員会は、設計基準

対象施設の火災防護方針との相違を踏まえた重大事故等対処施設の火災防護方針

を示すよう求めた。申請者は、重大事故等対処施設についても火災区域を設定する

など、火災防護基準に基づく火災防護設計を重大事故等対処施設にも適用する方針

を示した。 

これにより、規制委員会は、重大事故等対処施設について、火災防護基準に基づ

く火災防護設計が行われる方針であり、設置許可基準規則に適合するものと判断し
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た。 

 

 
Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

第４３条は、重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要

求している。 

① 環境条件及び荷重条件（43-1-1（※22）） 

② 操作性（43-1-2） 

③ 試験及び検査（43-1-3） 

④ 切替えの容易性（43-1-4） 

⑤ 悪影響防止（43-1-5） 

⑥ 現場の作業環境（43-1-6） 

 また、常設重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要求

している。 

① 容量（43-2-1） 

② 共用の禁止（43-2-2） 

③ 設計基準事故対処設備との多様性（43-2-3） 

 さらに、可搬型重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を

要求している。 

① 容量（43-3-1） 

② 確実な接続（43-3-2） 

③ 複数の接続口（43-3-3） 

④ 現場の作業環境（43-3-4） 

⑤ 保管場所（43-3-5） 

⑥ アクセスルートの確保（43-3-6） 

⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（43-3-7） 

 

 規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 なお、各設備が第４３条に適合しているかはⅣ－４．１からⅣ－４．１９で示し

ている。 

 

 各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

                                                   
（※

22
）「43-1-1」は、第 43 条において該当する条項「第 43 条第 1項第 1号」を示す。以下同様。 
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１．審査確認事項 

（１）重大事故等対処設備（第４３条第１項関係） 

申請者は、重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方針と

している。 

① 環境条件及び荷重条件 

重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における

温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発

揮できるよう、その設置（使用）・保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに、操作が可能な設計とする。 

   ② 操作性 

想定される重大事故等が発生した場合においても、重大事故等対処設備

を確実に操作できるように、重大事故等時の環境条件に対し、操作場所で

の操作が可能な設計とする。 

   ③ 試験及び検査 

重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、原子炉の運転

中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、

特性及び機能・性能確認、分解・開放（非破壊検査を含む。）、外観確認等

ができる構造とする。 

   ④ 切替えの容易性 

重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途として重大事故等に

対処するために使用する設備を含めて通常時に使用する系統から系統構

成を変更する必要のある設備は、速やかに切替操作可能なように、系統に

必要な弁等を設ける設計とする。 

   ⑤ 悪影響防止 

重大事故等対処設備は、原子炉施設（他号炉を含む。）内の他の設備（設

計基準対象施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対

処設備も含む。）に対して悪影響を及ぼさないよう、弁の閉止等によって

他の設備への影響を及ぼさない設計とする。 

   ⑥ 現場の作業環境 

重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事故等が発生した場

合においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の設置や線源か

らの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定し、設

置場所で操作可能な設計とする。放射線量が高くなるおそれがある場合は、

追加の遮蔽の設置により設置場所で操作可能な設計とするか、放射線の影

響を受けない異なる区画（フロア）又は離れた場所から遠隔で操作可能な

設計とする。 
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規制委員会は、本申請が、重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等とし、

他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計方針とするなど、第４３条第１項及

び同項の解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切なものであると判

断した。 

（２）常設重大事故等対処設備（第４３条第２項関係） 

申請者は、常設重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方

針としている。 

① 容量 

常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想

定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時に必要な目的を

果たすために、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

   ② 共用の禁止 

重大事故等対処設備の各機器は、二以上の原子炉施設において共用しな

い設計とする。ただし、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件を満

たしつつ、二以上の原子炉施設と共用することによって、安全性が向上す

る場合であって、更に同一の発電所内の他の原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は、共用できる設計とする。 

   ③ 設計基準事故対処設備との多様性 

常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能と、環境条

件、地震、津波その他の自然現象、外部人為事象、溢水、火災及びサポー

ト系による共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講

じた設計とする。 

規制委員会は、本申請が、常設重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等

について、想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とするなど、

第４３条第２項及び同項の解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切

なものであると判断した。 

（３）可搬型重大事故等対処設備（第４３条第３項関係） 

  申請者は、可搬型重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する

方針としている。 

   ① 容量 

可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、

想定する事象及びその事象の進展を考慮し、系統の目的に応じて１セット

で必要な容量等を有する設計とする。これを複数セット保有することによ

り、必要な容量等に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

   ② 確実な接続 
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可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては、容易

かつ確実に接続できるように、ケーブルは種別によって規格の統一を考慮

したコネクタ又はより簡便な接続規格等を、配管は、配管径や内部流体の

圧力によって、高圧環境においてはフランジを、小口径かつ低圧環境にお

いてはより簡便な接続規格等を用いる設計とする。また、原子炉施設が相

互に使用することができるように1号炉及び2号炉とも同一規格又は同一

形状とするとともに同一ポンプを接続する配管は同口径のフランジ接続

とする等、複数の系統での規格の統一も考慮する。 

   ③ 複数の接続口 

可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供

給する設備と常設設備との接続口は、故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため、建屋の異なる面の隣接しない位置に、適切な離隔距離をも

って複数箇所設置する。 

   ④ 現場の作業環境 

可搬型重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事故等が発生

した場合においても設置、及び常設設備との接続に支障がないように、遮

蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少な

い場所を選定するが、放射線量が高くなるおそれがある場合は、追加の遮

蔽の設置により、当該設備の設置、及び常設設備との接続が可能な設計と

する。 

⑤ 保管場所 

可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象、故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、常設

重大事故等対処設備から 100m の離隔距離を確保した場所に複数箇所に分

散するなどして保管する。 

 ⑥ アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所内の道路

及び通路が確保できるよう設計する。 

屋内及び屋外において、想定される重大事故等への対処に必要な可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬する

ための経路、又は他の設備の被害状況を把握するための経路（アクセスル

ート）は、自然現象、外部人為事象、溢水及び火災を想定し、迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する。 
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屋外アクセスルートに対する地震による影響その他自然現象による影

響を想定し、複数ルートの中から早期に復旧可能なルートを確保するため、

障害物を除去可能なホイールローダを 1台（予備 1 台）保管、使用する。 

   ⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 

可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済

燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、環境条

件、地震、津波その他の自然現象、外部人為事象、溢水、火災及びサポー

ト系による共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講

じた設計とする。 

規制委員会は、本申請が、可搬型重大事故等対処設備の設備共通の設計方針

について、原子炉建屋から 100m の離隔距離を確保した場所に複数箇所に分散

して保管するなど、第４３条第３項及び同項の解釈を踏まえた設計方針として

いることから、適切なものであると判断した。 
 

 
Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等 

第４４条から第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項から１．１９

項は、原子炉設置者に対し、重大事故等に対処するために必要な設備及び手順等を

整備することを要求している。このうち、手順等については、保安規定等において

規定する方針であることを要求している。 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の要求事項に対応し、適切に整備する方針

であるか、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備する方針であるかを審査した。さらに、申請者が、自主的

な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを審査した。 

 
 
Ⅳ－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及

び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係） 

本節では、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画する設備

及び手順等が、①第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項（以下「第

４４条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針で

あるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主
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的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認し

た。 

 

１．審査の概要 

（１）第４４条等は、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生

した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移

行するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第４４条等における「原子炉を未臨界に移行するために必要な設備及び手順

等」とは、「原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するお

それがある場合」において、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以

上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）手動による原子炉の緊急停止操作を実施する手順等 

ロ）原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプを自動的に起動させる設

備及び手順等と蒸気タービンを自動で停止させる設備及び手順等 

ハ）原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプが自動起動しない場合又

は蒸気タービンが自動停止しない場合は、手動操作により実施する手順等 

ニ）化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注

入を実施する設備及び手順等 

申請者は、第４４条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 手動による原子炉の緊急停止操作を実施するための設備及び手順等 

② 原子炉出力を抑制するために蒸気タービンの停止（タービントリップ）

と主蒸気隔離弁の閉止を自動作動させるとともに、1 次冷却系統の過圧防

止のために補助給水系ポンプを自動起動させるため、作動信号を自動発信

する設備及び手順等 

③ 主蒸気隔離弁が自動閉止しなかった場合は、手動により閉止するための

設備及び手順等、また、補助給水系ポンプが自動起動しない場合は、手動

により起動するための設備及び手順等 
④ 化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水

を注入するための設備及び手順等 
（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉を未

臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 
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① 原子炉出力を抑制するために蒸気タービンの停止（タービントリップ）

と主蒸気隔離弁の閉止を自動作動させるとともに、1 次冷却系統の過圧防

止のために補助給水系ポンプを自動起動させるため、作動信号を自動発信

する設備及び手順等 

② 化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水

を注入するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画

する設備及び手順等が、第４４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第４４条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条及び重大事故

等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通

的な要求事項。以下「第４３条等」という。）等に従って重大事故等対処設備

及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 手動による原子炉緊急停止。そのため、原子炉トリップスイッチを

重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. タービントリップ及び主蒸気隔離弁の閉止の自動作動による原子

炉出力の抑制と補助給水系ポンプの自動起動による 1次冷却系統の過

圧防止。そのため、主蒸気隔離弁、電動補助給水ポンプ等を重大事故

等対処設備として位置付けるとともに、多様化自動作動設備（ATWS 緩

和設備（※23））を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

                                                   
（※23）ATWS 緩和設備とは、原子炉の緊急停止失敗時に、この設備から作動信号を自動発信することで、タービ

ントリップ、主蒸気隔離弁の閉止及び補助給水系ポンプの起動を自動で行う設備である。この設備により主蒸

気ラインの隔離等を行うことで、１次冷却系の温度上昇による負の反応度フィードバック効果により原子炉出

力が抑制される。さらに、この設備により補助給水系ポンプが自動起動されることで、蒸気発生器水位の低下
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c. 主蒸気隔離弁の手動閉止による原子炉出力の抑制と補助給水系ポ

ンプの手動起動による 1次冷却系統の過圧防止。そのため、主蒸気隔

離弁、電動補助給水ポンプ等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 化学体積制御設備、又は、非常用炉心冷却設備を用いたほう酸水の

注入による原子炉の未臨界への移行。そのため、充てん/高圧注入ポ

ンプ、ほう酸タンク、ほう酸ポンプ、急速ほう酸補給弁、ほう酸注入

タンク、燃料取替用水タンク等を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第４４条等要求事項イ）、上記 b.の対策

が第４４条等要求事項ロ）、上記 c.の対策が第４４条等要求事項ハ）、上記

d.の対策が第４４条等要求事項ニ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）は、設計基準事故対処設備に

対して位置的分散を図る。 

b. 化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、原子炉トリップ失敗

の場合に原子炉を未臨界状態にするために必要な量のほう酸水を原

子炉に注入できる設計とする。 

c. 化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、設計基準事故対処設

備に対して位置的分散を図る。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)多様化自動作動設備（ATWS 緩

和設備）は、設計基準事故対処設備である原子炉安全保護系設備に対して、

原子炉補助建屋内の異なる区画に設置することで、位置的分散を図ること、

b)化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、原子炉停止失敗時におい

て原子炉を未臨界に移行するために必要な量のほう酸水を注入できる設

備であること、c)化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、設計基準

事故対処設備である原子炉安全保護系設備に対して、建屋内の異なる区画

に設置することで、位置的分散を図ることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

                                                                                                                                              
を抑制し、１次冷却系統の過圧を防止することで、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性

を維持する。 
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申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉の自動トリップ失敗を原子炉トリップ遮断器等により確認

し、原子炉出力が 5%以上又は中間領域起動率が正となった場合には、

重大事故等対処設備である原子炉トリップスイッチによる原子炉緊

急停止の手順に着手する。この手順は、中央制御室での操作を運転員

等 1名で実施する。 

b. 原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達し、原子炉ト

リップ遮断器故障等により原子炉自動トリップに失敗したことを確

認した際に、「多様化自動作動設備作動」警報が発信した場合には、

多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）の作動確認の手順に着手する。

この手順は、中央制御室での確認を運転員等 1名で実施する。 

c. 「多様化自動作動設備作動」警報発信等を確認した際、主蒸気隔離

弁の閉止及び補助給水系ポンプ起動のうち、自動作動していないもの

に対して手動操作が必要となった場合には、主蒸気隔離弁の閉止、補

助給水系ポンプの起動を手動で実施する手順に着手する。この手順は、

中央制御室での操作を運転員等 1名が約 3分で実施する。 

d.  b.及び c.の原子炉出力の抑制を図った後、手動による原子炉緊急

停止の失敗を原子炉トリップ遮断器等により確認した際（※24）に、

原子炉出力が 5%以上又は中間領域起動率が正であり、ほう酸タンクの

水位が確保されている場合には、ほう酸水注入操作の手順に着手する。

この手順は、中央制御室でのほう酸水注入の準備を運転員等 1名が約

5分以内に実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.、c.、

d.の順に設定して明確化していること、b)上記の全ての操作を中央制御室

で行えることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上により、規制委員会は、①a.の対策が第４４条等要求事項イ）、①b.の

対策が第４４条等要求事項ロ）、①c.の対策が第４４条等要求事項ハ）、①d.の

対策が第４４条等要求事項ニ）に対応するものであること、①a.から d.に掲げ

                                                   
（※24）原子炉出力抑制を図った後も、a.の原子炉手動トリップや後述の３．（１）①及び②の多様性拡張設備（（※

26）において説明する。）による原子炉トリップ操作を継続して実施する。原子炉トリップが成功した場合は、

原子炉出力が５%未満かつ中間領域起動率は負になるので、早急なほう酸水注入は不要となる。 
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る重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備され

る方針であることから、第４４条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉を未

臨界にするために、多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）により原子炉出力を

抑制すること並びに化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備を用いたほう

酸水の注入により原子炉を未臨界に移行することを必要な対策としている。 

これらの対策は、（１）①b.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等対

処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及

び手順等の方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、緊急

停止失敗時に原子炉を未臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等と

して位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針で

あることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、緊急停止失敗時に原子炉を未

臨界にする機能が喪失した場合に、その機能を構成するフロントライン系（※25）

の機能を回復するための多様性拡張設備（※26）及び手順等を整備するとしてい

る。 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にする機能を構成するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１－１参照。）を用いた

主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉手動トリップが失敗した場合には、中央制御室において、所内常

用母線４４０Ｖ遮断器 2 台操作スイッチの開放操作による MG セット電源

の遮断に着手する。この手順では、中央制御室での操作を運転員等１名に

より約 2分で実施する。 

                                                   
（※25）設計基準事故対処設備の駆動源及び冷却系などをサポート系といい、それ以外の設備をフロントライン系

（例えば、設計基準事故対処設備が有する安全機能を直接的に担保する設備）という。以下同じ。 

（※26）申請者は、自主的対策における設備の一部を「多様性拡張設備」と呼び、「多様性拡張設備：技術基準上

の全ての要求を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラントの状況によ

っては、事故対応に有効な設備」と定義している。以下同じ。 
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② 上記①に失敗した場合には、中央制御室において、手動操作により制御

棒を原子炉に挿入するとともに、現場にて、MG セット出力遮断器スイッチ

の開放操作による MG セット電源の遮断に着手する。さらに、MG セット電

源の遮断に失敗した場合には、現場で原子炉トリップ遮断器 2台を開放す

る。この一連の手順は、中央制御室及び現場での操作を運転員等 1名ずつ

により約 15 分で実施する。 

③ 多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）が作動しても、原子炉出力が抑制

されていない場合には、タービン非常停止操作スイッチの操作により、タ

ービン手動トリップを行う。この手順では、中央制御室での操作を運転員

等 1 名により約 3 分で行う。なお、この手順は、２．（１）③c.の主蒸気

隔離弁の手動閉止と補助給水系ポンプの手動起動を行う前に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

MG セット電源（所内常用

母線４４０Ｖ遮断器操作

スイッチ）、MG セット電

源（MG セット出力遮断器

スイッチ）及び原子炉ト

リップ遮断器スイッチ 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分

ではないものの、サポート系である電源系を遮断するこ

とにより制御棒を全挿入できるため、原子炉を緊急停止

する代替手段となり得る。 

制御棒操作スイッチ 制御棒全挿入完了までは時間を要するものの、上記の電

源系遮断操作完了までの間又はこれが実施できない場

合に原子炉を停止する手段となり得る。 

タービン非常停止操作 

スイッチ 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分

ではないものの、中央制御室にて速やかな操作が可能で

あるため、原子炉出力を抑制する代替手段となり得る。 

 
 
Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

２関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉を冷却する

ために申請者が計画する設備及び手順等が、①第４５条及び重大事故等防止技術的
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能力基準１．２項（以下「第４５条等」という。）における要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付け

た重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認し

た。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施

する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４５条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能（※27）が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉を冷却するために必要な設備及び手

順等を整備することを要求している。第４５条等における「原子炉を冷却する

ために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれら

と同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

①－１ 全交流動力電源の喪失及び常設直流電源系統の喪失を想定し、ター

ビン動補助給水ポンプにより原子炉を冷却するため、以下の設備及び手順

等を整備すること。 

イ）可搬型重大事故防止設備 

現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ

等）を用いた弁の操作によりタービン動補助給水ポンプの起動及び十

分な期間（※28）の運転継続を行う設備及び手順等（ただし、下記ロ）

の人力による措置が容易に行える場合を除く。） 

ロ）現場操作 

現場での人力による弁の操作により、タービン動補助給水ポンプの

起動及び十分な期間の運転継続を行うために必要な設備及び手順等 

ハ）監視及び制御 

ハ）-1 原子炉水位及び蒸気発生器水位を推定する手順等 

ハ）-2 タービン動補助給水ポンプ等の安全上重要な設備の作動状況

を確認する手順等 

ハ）-3 原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順等 

①－２ 電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続することにより、起動及

び十分な期間の運転継続ができる手順等 

                                                   
（※27）申請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉

の冷却機能」について、以下のとおりとしている。 

  ・2 次冷却系からの除熱機能 
（※28）「十分な期間」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のことをいう。 
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申請者は、第４５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

②－１ 現場での人力による弁の操作により、タービン動補助給水ポンプを

起動・運転継続するための設備及び手順等 

②－２ 計測設備により監視及び制御するための手順等 

a. 加圧器水位及び蒸気発生器水位の監視又は推定するための手順等

（※29） 

b. 補助給水ポンプの作動状況を確認するための手順等 

c. 加圧器水位及び蒸気発生器水位の制御のための手順等（※30） 

②－３ 代替交流電源設備（大容量空冷式発電機）により電動補助給水ポン

プを起動及び運転継続するための設備及び手順等（※31） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※32）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及

び手順等として以下を整備する方針としている。 

① 1 次冷却系のフィードアンドブリードのための設備及び手順等 

② 現場で人力により主蒸気逃がし弁を操作するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、1次冷却系が高圧時に原子炉を冷却するために申請者が計画

する設備及び手順等が、第４５条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第４５条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

                                                   
（※29）監視及び推定するための手順等については、審査書「Ⅳ－４．１５計装設備及びその手順等」において整

理。 

（※30）制御のための手順等については、審査書「Ⅳ－４．４原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備及び手順」、「Ⅳ－４．３原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備及び手順」

において整理。 

（※31）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理。 

（※32）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「2次系からの除熱機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「原

子炉補機冷却機能喪失」「原子炉格納容器の除熱機能喪失」、「ECCS 注水機能喪失」、「格納容器バイパス」をい

う。 
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２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. タービン動補助給水ポンプの機能回復。そのために、タービン動補

助給水ポンプ（蒸気加減弁付）（手動）、タービン動補助給水ポンプ蒸

気入口弁（手動）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 補助給水ポンプの作動状況確認。そのために、補助給水流量計、復

水タンク水位計、蒸気発生器水位計を重大事故等対処設備として位置

付ける。 

規制委員会は、①a.の対策が第４５条等要求事項ロ）、①b.の対策が第

４５条等要求事項ハ）-2 に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備の主な設計方針として、ター

ビン動補助給水ポンプの蒸気加減弁及び蒸気入口弁は、設計基準事故対処

設備に対して多様性を有する設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者の計画において、タービン動補助給水ポンプの蒸

気加減弁及び蒸気入口弁は、現場での手動操作によるものとし、設計基準

事故対処設備である常設直流電源系統による駆動源に対して多様性を有

していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 蒸気発生器への注水が必要であり、蒸気発生器への注水が確認でき

ない際、復水タンク等の水源が確保されている場合には、現場での手

動操作によりタービン動補助給水ポンプの機能を回復させる手順に

着手する。この手順は、現場での手動操作によるタービン動補助給水

ポンプの蒸気入口弁及び蒸気加減弁の開操作、タービン動補助給水ポ

ンプの流量調整等を計 4名により、約 15分で実施する。 

b. 蒸気発生器水位が低下した際、補助給水ポンプが自動起動又は手動

により起動した場合には、補助給水ポンプの作動状況確認の手順に着
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手する。この手順は、現場及び中央制御室で補助給水ポンプの運転状

況の確認を計 2名により実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を設定して明確化してい

ること、b)人力によるタービン動補助給水ポンプの機能回復の手順等につ

いて、弁の手動操作、ポンプの流量調整の手順等を定め、必要な人員を確

保するととともに必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッドライト等に

より夜間でのアクセス性を確保していること、d)トランシーバ等の必要な

連絡手段を確保していること、e)弁の手動操作、ポンプの流量調整等を行

う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４５条等要求事項ロ）、①b.

の対策が第４５条等要求事項ハ）-2 に対応するものであること、①a.及び b.

に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整

備される方針であることから、第４５条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却系が高圧時に原

子炉を冷却するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対

処設備を整備するとしている。 

a. 1 次冷却系を減圧するとともに原子炉への注水を行う 1 次冷却系の

フィードアンドブリード。そのため、充てん/高圧注入ポンプ、加圧

器逃がし弁及び燃料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位

置付ける。 

b. 現場での人力による主蒸気逃がし弁の機能回復。そのため、主蒸気

逃がし弁（手動）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系のフィードアンドブリードに用いる充てん/高圧注入ポ

ンプ、加圧器逃がし弁、燃料取替用水タンクは、設計基準事故対処設

備に対して多様性を有し、位置的分散を図る設計とする。 
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b. 充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁及び燃料取替用水タンク

は、1 次冷却系のフィードアンドブリードによる炉心冷却に必要な流

量、容量等を有する設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)1 次冷却系のフィードアンド

ブリードに用いる充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁等は、設計基

準事故対処設備である2次冷却系の除熱機能を有するタービン動補助給水

ポンプ、主蒸気逃がし弁等に対して多様性を有すること、b)加圧器逃がし

弁は原子炉格納容器内に、充てん/高圧注入ポンプは原子炉補助建屋内に

設置し、原子炉補助建屋内のタービン動補助給水ポンプ等とは異なる区画

に設置することにより位置的分散を図る設計とすることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 補助給水ポンプの故障等により蒸気発生器水位が低下し、全ての蒸

気発生器が除熱を期待できない水位（蒸気発生器広域水位計指示 10%

未満）になった際に、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タ

ンク水位が確保されている場合には、重大事故等対処設備を用いた 1

次冷却系のフィードアンドブリードの手順に着手する。この手順は、

充てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁の開操作を 1 名によ

り実施する。 

b. 中央制御室からの遠隔操作で主蒸気逃がし弁の開操作ができない

際に、蒸気発生器への注水が確保されている場合には、人力で操作す

る主蒸気逃がし弁の機能回復の手順に着手する。この手順は、現場で

の人力による主蒸気逃がし弁の開操作を計 3 名により、約 20 分で実

施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b の順

に設定して明確化していること、b)1 次冷却系のフィードアンドブリード

の手順等について、充てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁開操

作の手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとし

ていることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 
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規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却系が

高圧時に原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として位置

付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であること

を確認した。 

 

３．自主的対策のための設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、1 次冷却系高圧時において原

子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備を整備するとともに、2 次系か

らの除熱機能が喪失した場合に、その機能を構成するフロントライン系及びサポ

ート系の機能を回復するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしてい

る。 

（１）重大事故等対処設備 

① 対策と設備 

申請者は、上記２．に記したもの以外の対策として、復水タンクへ補給

ができず、2 次系純水タンクが使用できない場合には、1 次冷却系高圧時

において原子炉を冷却するために海水ポンプ、補助給水ポンプ等を用いた

蒸気発生器への海水注水を行うとしている。そのため、Ａ、Ｂ海水ポンプ、

電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁を重大

事故等対処設備に位置付けるとしている。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

蒸気発生器への給水に用いるＡ、Ｂ海水ポンプは、設計基準事故対処設備

に対して多様性を持たせ、位置的分散を図る設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)海水ポンプは、その水源を海

水とすることにより、復水タンクに対して多様性を有していること、b)海

水ポンプは屋外の復水タンクから離れた位置に設置することで、復水タン

クと位置的分散を図ることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 
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申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等として、復水タンクへの

補給ができず 2次系純水タンクが使用できない場合で、かつ、Ａ、Ｂ海水

ポンプが起動している場合には、海水ポンプ及び補助給水ポンプによる蒸

気発生器への注水の手順に着手するとしている。また、この手順は、系統

構成、ディスタンスピース取替等を計 5 名により、約 43 分で実施すると

している。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)海水ポンプ及び補助給水ポン

プによる蒸気発生器への注水の手順等について、系統構成、ディスタンス

ピース取替手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行

うとしていること、b)バッテリ内蔵型の照明によりアクセス性を確保して

いること、c)有線通話装置等の必要な連絡手段を確保していること、d)系

統構成、ディスタンスピース取替等を行う作業環境（作業空間、温度等）

に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等と

して自主的に位置付けた設備及び手順等について、第４３条等に従って適切に

整備する方針であることを確認した。 

 

（２）その他の自主的対策 

（２）－１  フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、2 次冷却系からの除熱機能を構成するフロントライン系の機能を

回復させるための設備（表Ⅳ－４．２－１参照。）を用いた主な手順等は以下

のとおりとしている。 

① 補助給水ポンプが使用できない場合には、電動主給水ポンプ及び蒸気発

生器水張ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順では、中

央制御室での操作を 1名により実施する。 

② 補助給水ポンプの故障等により補助給水流量の確認ができない場合に

おいて、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張ポンプが使用できない場合

には、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。

この手順では、可搬型ホース、可搬型ディーゼル注入ポンプの運搬及び接

続作業を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名により約 8 時間、中間

受槽を水源とする場合は計 24 名により約 8時間で実施する。 
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③ 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が確認できない場合であって、外部電源

が確保され、復水器の真空度が維持されている場合には、タービンバイパ

ス弁による蒸気放出に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1

名により実施する。 

（２）－２ サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、2 次冷却系からの除熱機能を構成するサポート系の機能を回復さ

せるための設備（表Ⅳ－４．２－１参照。）を用いた主な手順として、現場の

環境が悪化し、人力による主蒸気逃がし弁の機能回復が出来ない場合における、

窒素ボンベ（主蒸気逃がし弁用）による主蒸気逃がし弁の機能回復着手を挙げ

ている。また、この手順では、系統構成、主蒸気逃がし弁の開操作を計 2名に

より、約 30 分で実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．２－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張ポンプ等 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2次冷却系

からの除熱による長期的な事故収束のための設備となり得る。 

タービンバイパ

ス弁 

常用系設備であるため重大事故等対処設備に要求される設備

としての耐震性は十分ではないものの、主蒸気逃がし弁の故障

に際して代替設備となり得る。 

窒素ボンベ（主

蒸気逃がし弁

用） 

初期対応は、現場で人力により弁操作を行う必要があるが、そ

の作業環境が悪化した場合、使用時間に制限があるものの、主

蒸気逃がし弁の不動作に際して、中央制御室からの遠隔操作に

より、主蒸気逃がし弁の機能を回復させる設備となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備及び手順

等 （第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．３関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために申請者が計画する設備及び手順等が、①第４６条及び
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重大事故等防止技術的能力基準１．３項（以下「第４６条等」という。）における

要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価（第３７

条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される

方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４６条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能（※33）が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するために必要な設備及び手順等を整備することを要求

している。第４６条等における「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備及び手順等」とは、以下

に掲げる設備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等

としている。 

イ）可搬型重大事故防止設備 

イ-1）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（主蒸気逃がし弁

及び加圧器逃がし弁）を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

操作が行える手動設備又は可搬型代替直流電源設備及び手順等 

イ-2）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える可搬型コンプレッサー又は

窒素ボンベ及び手順等 

ロ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行える代替電源による復旧手順等 

ハ）蒸気発生器伝熱管破損発生時において、破損した蒸気発生器を隔離する

ための手順等。隔離できない場合に加圧器逃がし弁を作動させることなど

により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える手順等 

ニ）インターフェイスシステムLOCA発生時において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの損傷箇所を隔離するための手順等。隔離できない場合に原子炉を

減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑制するために、主蒸気逃がし弁及び加

圧器逃がし弁を作動させることなどにより原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧操作が行える手順等 

また、上記イ-1）及びイ-2）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

                                                   
（※33）申請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉

の減圧機能」について、以下のとおりとしている。 

・2次冷却系への注水及び蒸気放出による 1次冷却系統の減圧機能。 
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ホ）イ-1）及びイ-2）の減圧用の弁は、作動可能な環境条件を明確にすると

ともに、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において確実に

作動すること。 

申請者は、第４６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 常設直流電源系統喪失時において、主蒸気逃がし弁、加圧器逃がし弁の

機能を回復するための設備（主蒸気逃がし弁（手動）、可搬型バッテリ（加

圧器逃がし弁用）及び窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用））及び手順等 

② 上記①の設備については、減圧用の弁の作動可能な環境条件を明確にす

るとともに、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において確

実に作動する設計とする。 

③ 常設直流電源喪失時においても減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作を行うため、代替電源による復旧を行うための手

順等（※34） 

④ 蒸気発生器伝熱管破損発生時又はインターフェイスシステム LOCA 発生

時において、損傷箇所の隔離と 1次冷却系の減圧を行うための設備及び手

順等 

⑤ 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリの高圧状態が継続する場合

において、高圧溶融物放出及び格納容器内雰囲気直接加熱を防止するため、

1次冷却系を減圧するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※35）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において原子炉を減圧するための重大事故等対処設備及

び手順等として整備するものは、上記①、④、⑤に加え、以下の設備及び手順

等としている。 

① 1 次冷却系のフィードアンドブリードのための設備（充てん/高圧注入ポ

ンプ、加圧器逃がし弁等）及び手順等 

② 2 次冷却系の注水及び蒸気放出による 2次系強制冷却（※36）のための設

備（電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁等）及び手順等 

 

（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉を

減圧するために申請者が計画する設備及び手順等が、第４６条等における各々

                                                   
（※34）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理。 

（※35）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」「原

子炉格納容器の除熱機能喪失」、「ECCS 注水機能喪失」、「格納容器バイパス」、格納容器破損防止対策のうち「雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」をいう。 

（※36）申請者は、「蒸気発生器 2次側による炉心冷却（注水）」、「蒸気発生器 2次側による炉心冷却（蒸気放出）」

と記載しているが、分かりやすく本節では「2次系強制冷却」と記載。 
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の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第４６条

等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付

けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であること

を確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第４６条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第４６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 可搬型重大事故防止設備等を用いた1次冷却系の減圧。このために、

現場で人力により操作する主蒸気逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付けるとともに、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒

素ボンベ（加圧器逃がし弁用）を可搬型重大事故防止設備として新た

に整備する。 

b. 蒸気発生器伝熱管破損発生時及びインターフェイスシステム LOCA

発生時の 1次冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁及び主蒸気

逃がし弁を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリの高圧状態が継続する

場合、高圧溶融物放出及び格納容器内雰囲気直接加熱を防止する 1次

冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

規制委員会は、①ａ．の対策が第４６条等要求事項イ-1）、イ-2）、①ｂ．

の対策が第４６条等要求事項ハ）、ニ）に対応するものであることを確認

した。 

①ｃ．の対策が第４６条のうち原子炉格納容器の破損を防止するための

対策に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系の減圧に用いる減圧用の弁（加圧器逃がし弁及び主蒸気

逃がし弁）は想定される重大事故等が発生した場合の環境条件におい

て確実に作動する。 

b. 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒素ボンベ（加圧器逃がし

弁用）は、設計基準事故対処設備に対して多様性を備え、位置的分散

が図られた設計とする。 

c. 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒素ボンベ（加圧器逃がし

弁用）は、必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)加圧器逃がし弁は、駆動用の

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）から供給される駆動用窒素の設定圧力に

ついて、格納容器最高使用圧力に対し十分な余裕を考慮して設定している

こと、主蒸気逃がし弁は、人力により現場の手動ハンドルにて操作するが、

重大事故等時の環境条件においては必要に応じて要員の防護措置を講じ

ることにより確実に操作できること、b)加圧器逃がし弁は、電磁弁の電源

を可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）から給電し、駆動用窒素を窒素ボ

ンベ（加圧器逃がし弁用）から供給すること、主蒸気逃がし弁は、手動ハ

ンドルを設けること、これらにより、常設直流電源及び制御用空気を用い

た弁操作に対して多様性を有していること、c)加圧器逃がし弁は原子炉格

納容器内に設置し、原子炉補助建屋内の主蒸気逃がし弁と離れた位置に設

置されていること、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）及び窒素ボンベ

（加圧器逃がし弁用）は、通常時は使用せず常設直流電源と分離し、原子

炉補助建屋内の常設直流電源及び制御用空気圧縮機と異なる区画に分散

して保管することで設計基準事故対処設備に対して位置的分散を図るこ

と、d)可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）及び窒素ボンベ（加圧器逃が

し弁用）は、弁の作動時間、作動回数を考慮した上、予備を確保すること

により必要な容量以上を確保していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４６条等要求事項ホ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

③ 手順等の方針 
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申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 直流電源喪失時であって、1 次冷却系圧力を減圧するため加圧器逃

がし弁の開操作が必要な場合には、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁

用）による加圧器逃がし弁の機能回復を行うための手順に着手する。

この手順では、バッテリ接続及び加圧器逃がし弁の開操作を計 2名に

より、約 25 分で実施する。 

b. 制御用空気喪失時であって、1 次冷却系圧力を減圧するため加圧器

逃がし弁の開操作が必要な場合には、窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）

による加圧器逃がし弁の機能回復を行うための手順に着手する。この

手順では、窒素ボンベ接続及び加圧器逃がし弁の開操作を計 4名によ

り、約 35分で実施する。 

c. 1 次冷却系圧力の低下及び破損蒸気発生器 2 次側の水位、圧力の上

昇等により蒸気発生器伝熱管破損発生と判断し、破損側蒸気発生器の

隔離操作完了後に破損側蒸気発生器の隔離に失敗したと判断した場

合には、1 次冷却系の漏えい抑制の手順に着手する。この手順では、

加圧器逃がし弁及び主蒸気逃がし弁の開操作、蒸気発生器の隔離等を

計 5名により実施する。 

d. 1 次冷却系圧力及び加圧器水位の低下、余熱除去ポンプ出口圧力上

昇等により余熱除去系への漏えいと判断した場合には、インターフェ

イスシステム LOCA 発生時の 1 次冷却系の漏えい抑制の手順に着手す

る。この手順では、加圧器逃がし弁及び主蒸気逃がし弁の開操作、余

熱除去系の隔離等を計 6名により実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を明確化していること、

b)窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁の機能回復の手

順等について、系統構成、設定圧力等を定め、必要な人員を確保するとと

もに必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッドライト等により夜間での

アクセス性を確保していること、d)有線通話装置等の必要な連絡手段を確

保していること、e)窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）の接続等を行う作業

環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第４６条等要求事項イ）、

ハ）、ニ）に対応するものであること、①c.の対策が第４６条のうち原子炉格



285 
 

納容器の破損を防止するための対策に対応するものであること、①a.に掲げる

重大事故等対処設備が第４６条等要求事項ホ）に適合する設計方針であること、

①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に

整備される方針であることから、第４６条等に適合するものと判断した。 

なお、申請者は、インターフェイスシステム LOCA 発生時、余熱除去ポンプ

入口弁を専用工具により手動で閉止することで余熱除去系の隔離を行うこと

としていた。このため、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA が発

生した場合に生じる溢水等を考慮し、作業員の被ばくを含めた作業環境及び作

業の成立性を提示することを要求した。申請者は、専用工具による操作場所を

当初計画より溢水の影響を受けない上のフロアに変更する方針を示した。これ

により、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA に対する隔離操作の

作業環境が改善され、作業員の被ばく影響を含めた操作性が向上することを確

認した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整

備するとしている。 

a. 可搬型重大事故防止設備等を用いた 1 次冷却系の減圧。そのため、

現場で人力により操作する主蒸気逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付け、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒素ボンベ（加

圧器逃がし弁用）を可搬型重大事故防止設備として新たに整備する。 

b. 蒸気発生器伝熱管破損発生時及びインターフェイスシステム LOCA

発生時の 1次冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁及び主蒸気

逃がし弁を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリの高圧状態が継続する

場合、高圧溶融物放出及び格納容器内雰囲気直接加熱を防止する 1次

冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

d. 1 次冷却系のフィードアンドブリード。このために、充てん/高圧注

入ポンプ、加圧器逃がし弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

e. 2 次系強制冷却。このために、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし

弁、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系のフィードアンドブリードに用いる充てん/高圧注入ポ

ンプ、加圧器逃がし弁、燃料取替用水タンクは、設計基準事故対処設

備に対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

b. 2 次系強制冷却を用いた 1 次冷却系統の減圧機能として使用する復

水タンクは、十分な容量を有する設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)1 次冷却系のフィードアンド

ブリードに用いる充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁等は、設計基

準事故対処設備である2次冷却系の除熱機能を有するタービン動補助給水

ポンプ、主蒸気逃がし弁等に対して多様性を有すること、b)加圧器逃がし

弁は原子炉格納容器内に、充てん/高圧注入ポンプは原子炉補助建屋内に

設置し、原子炉補助建屋内のタービン動補助給水ポンプ等とは異なる区画

に設置することにより位置的分散が図られた設計とすること、c)復水タン

クは、蒸気発生器への給水量に対し、淡水又は海水を補給するまでの間、

水源を確保する設計であることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 蒸気発生器への注水が確保され、中央制御室からの遠隔操作で主蒸

気逃がし弁の開操作ができない場合には、手動による主蒸気逃がし弁

を用いた 2次系強制冷却による 1次冷却系減圧の手順に着手する。こ

の手順では、現場での人力による主蒸気逃がし弁の開操作を計 3名に

より、約 20 分で実施する。 

b. 補助給水ポンプの故障等により蒸気発生器水位が低下し、全ての蒸

気発生器が除熱を期待できない水位（蒸気発生器広域水位計指示 10%

未満）になった際、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タン

ク水位が確保されている場合には、加圧器逃がし弁等を用いた 1次冷

却系のフィードアンドブリードの手順に着手する。この手順では、充

てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁開操作を計 1 名により

実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b の順

に設定して明確化していること、b)1 次冷却系のフィードアンドブリード
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の手順等について、充てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁開操

作等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしている

ことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、①に掲げる設備を用いた手順等に

ついて、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的な要求事

項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉を減圧するための重大事故等対

処設備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条重大事故等防

止技術的能力基準等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

  

３．自主的対策における設備及び手順等 

  規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、1 次冷却系の減圧機能が喪失した場合に、その機能

を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するための多様性拡

張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、1 次冷却系の減圧機能を構成するフロントライン系の機能を回復

させる設備（表Ⅳ－４．３．１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりと

している。 

① 補助給水ポンプの故障等により、補助給水流量等が確認できない場合に

おいて、外部電源により所内常用電源が受電され、2 次冷却系の設備が運

転中の場合、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張ポンプによる蒸気発生

器への注水に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1名により

実施する。 

② 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が主蒸気ライン圧力等で確認できない

場合であって、外部電源が確保され、復水器の真空度が維持されている場

合、タービンバイパス弁による蒸気放出に着手する。この手順では、中央

制御室での操作を 1名により実施する。 

③ 加圧器逃がし弁の故障等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機

能が喪失した場合であって、充てん/高圧注入ポンプの運転及び体積制御

タンク等の水位が確保され充てんラインが使用可能な場合、加圧器補助ス
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プレイ弁を用いた 1次冷却系減圧に着手する。この手順では、中央制御室

での操作を 1名により実施する。 

④ 補助給水ポンプの故障等により、補助給水流量等が確認できない場合に

おいて、蒸気発生器への注水流量が喪失した場合には、可搬型ディーゼル

注入ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順では、可搬型

ホース、可搬型ディーゼル注入ポンプ等の運搬及び接続作業を、復水タン

クを水源とする場合は計 15 名により約 8 時間、中間受槽を水源とする場

合は計 24名により約 8時間で実施する。 

（２）サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、1 次冷却系の減圧機能を構成するサポート系の機能を回復させる

ための設備（表Ⅳ－４．３．１参照。）を用いた主な手順等として、現場の環

境が悪化し人力による主蒸気逃がし弁の機能回復が出来ない場合の、窒素ボン

ベ（主蒸気逃がし弁用）による主蒸気逃がし弁の機能回復着手を挙げている。

この手順では、系統構成、主蒸気逃がし弁の開操作を計 2 名により約 30 分で

実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．３．１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張ポンプ等 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2次冷却系

からの除熱による長期的な事故収束手段となり得る。 

タービンバイパ

ス弁 

 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備に要求される設備

としての耐震性は十分ではないものの、主蒸気逃がし弁の故障

に際して、代替手段となり得る。 

加圧器補助スプ

レイ弁及び充て

ん/高圧注入ポ

ンプ 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、加圧

器逃がし弁の代替手段となり得る。 

窒素ボンベ（主

蒸気逃がし弁

初期対応は、現場で人力により弁操作を行う必要があるが、そ

の作業環境が悪化した場合、使用時間に制限があるものの、主
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用） 

 

蒸気逃がし弁の不動作に際して、中央制御室からの遠隔操作に

より、主蒸気逃がし弁の機能を回復させる設備となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

４関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するために申請者

が計画する設備及び手順等について、①第４７条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．４項（以下「第４７条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適

切に整備される方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大

事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さ

らに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方

針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４７条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能（※37）が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉を冷却す

るために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第４７条等に

おける「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉を冷却するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型重大事故防止設備。その運搬、接続及び操作に関する手順等 

ロ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合には、これに対応

するための常設重大事故防止設備 

ハ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより、起動及び十分

な期間の運転継続ができる手順等 

  また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）上記イ）及びロ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対し

て、多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

                                                   
（※37）申請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉

の冷却機能」について、以下のとおりとしている。 

・１次冷却材が喪失している場合：安全注入設備を用いた原子炉への注水による原子炉の冷却機能。また、

余熱除去設備の再循環運転による原子炉の冷却機能。 

・１次冷却材が喪失していない場合又は運転停止中：余熱除去設備による除熱による原子炉の冷却機能。 
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申請者は、第４７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 代替炉心注水のための可搬型電動低圧注入ポンプ等及び手順等 

② 代替炉心注水のための格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプ等

及び手順等 

③ 全交流動力電源喪失を想定した代替電源設備（大容量空冷式発電機等）

及び手順等（※38） 

④ 上記①及び②の設備については、設計基準事故対処設備に対して多様性

及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

⑤ 原子炉圧力容器に残存する溶融炉心を冷却するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※39）において、1次冷却系低圧時に原

子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する

方針としている。 

① 2 次冷却系の注水及び減圧のための設備及び手順 

② 代替交流電源の確保及び代替炉心注水のための設備及び手順等 

③ 代替設備を用いた代替再循環運転のための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、1次冷却系低圧時に原子炉を冷却するために申請者が計画す

る設備及び手順等が、第４７条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適

切に整備される方針であることから、第４７条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

                                                   
（※38）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理。 
（※39）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」、「ECCS

注水機能喪失」、「ECCS 再循環機能喪失」、「格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）」、格納容器

破損防止対策のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」、運転停止中の炉心損傷防止対

策をいう。 
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申請者は、第４７条等に対応するために、以下の対策とそのための重大

事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 可搬型重大事故防止設備を用いた代替炉心注入。そのため、可搬型

電動低圧注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ、可搬型電動ポン

プ用発電機を可搬型重大事故防止設備として新たに整備する。 

b. 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応する

ための常設重大事故防止設備を用いた代替炉心注入。そのため、Ａ格

納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用。以下同じ。）を常

設重大事故防止設備として位置付けるとともに、常設電動注入ポンプ、

大容量空冷式発電機を新たに整備する。 

c. 原子炉圧力容器に残存する溶融炉心を冷却するための炉心冷却。そ

のため、格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプ、燃料取替用

水タンク及び復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

規制委員会は、①a.の対策が４７条等要求事項イ）、①b.の対策が第４

７条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

また、①c.の対策が規則第４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止

するための対策に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 代替炉心注入に用いる常設電動注入ポンプ、可搬型電動低圧注入ポ

ンプ等は、設計基準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、

位置的分散が図られた設計とする。 

b. Ａ格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプ、可搬型電動低圧

注入ポンプは、代替炉心注入のために必要な流量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型電動低圧注入ポンプは、

その駆動源を専用の可搬型電動ポンプ用発電機とし、水源を淡水又は海水

とすることにより、設計基準事故対処設備である余熱除去ポンプ及び充て

ん/高圧注入ポンプ（駆動源は非常用母線からの交流電源、水源は淡水の

み）に対して多様性及び独立性を有していること、可搬型電動低圧注入ポ

ンプは屋外に分散して保管されることにより設計基準事故対処設備に対

して位置的分散が図られていること、b)常設電動注入ポンプの駆動源は大

容量空冷式発電機とし、独立した電源供給ラインから供給されることなど

により、余熱除去ポンプ及び充てん/高圧注入ポンプに対して多様性及び

独立性を有していること、常設電動注入ポンプは余熱除去ポンプ及び充て
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ん/高圧注入ポンプとは異なる区画に設置することにより位置的分散が図

られていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

よって、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４７条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針で

あることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 1 次冷却材喪失事象発生後、1 系統以上の非常用炉心冷却設備によ

る原子炉への注水を余熱除去ループ流量等により確認できない場合

であって、かつ、燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合に

は、Ａ格納容器スプレイポンプによる代替炉心注入の手順に着手する。

この手順では、中央制御室での操作等を計 2 名により、約 25 分で実

施する。 

b. Ａ格納容器スプレイポンプによる原子炉への注水が余熱除去ルー

プ流量等により確認できない場合であって、かつ、燃料取替用水タン

クの水位が確保されている場合には、常設電動注入ポンプ等による代

替炉心注入の手順に着手する。この手順では、系統構成、常設電動注

入ポンプの起動及び原子炉への注水を計 6 名により、約 53 分で実施

する。なお、運転停止中に全交流動力電源が喪失し原子炉への注入を

早期に実施する場合は計 7名により約 38 分で実施する。 

c. 常設電動注入ポンプによる原子炉への注水が余熱除去ループ流量

等により確認できない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ等による

代替炉心注入の手順に着手する。この手順では、可搬型電動低圧注入

ポンプ、可搬型ホース及び中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動

低圧注入ポンプの起動並びに原子炉への注水を計 25 名により、約 7

時間 35 分で実施する。 

d. 炉心の著しい損傷、溶融が発生し、格納容器圧力と温度の上昇又は

可搬型温度測定装置（格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度用）

の温度差の変化により原子炉格納容器内が過熱状態であると判断し

た場合には、溶融炉心が原子炉圧力容器に残存する場合の冷却の手順

に着手する。この手順では、原子炉格納容器への注水、原子炉格納容

器の圧力及び温度の監視、注水の停止等を計 3名により実施する。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b、c、

の順に設定して明確化していること、b)可搬型電動低圧注入ポンプ等によ

る代替炉心注入等の手順等について、可搬型ホース及び中間受槽等の運搬、

接続作業、炉心注水等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練

を行うとしていること、c)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を確

保していること、d)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保していること、

e)可搬型電動低圧注入ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、

温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４７条等要求事項イ）、①b.

の対策が第４７条等要求事項ロ）に対応するものであること、①c.の対策が第

４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止するための対策に対応するもので

あること、①a.から c.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第４７条等に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却系が低圧時に原

子炉を冷却するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対

処設備を整備するとしている。 

a. 蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作等による 2次

系強制冷却（※40）。このために、電動補助給水ポンプ、タービン動補

助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁（手動）等を重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

b. 代替交流電源の確保及び代替炉心注入。そのため、大容量空冷式発

電機、常設電動注入ポンプ、可搬型電動低圧注入ポンプ、可搬型電動

ポンプ用発電機等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 代替設備を用いた代替再循環運転。このために、Ａ格納容器スプレ

イポンプ、原子炉格納容器再循環サンプ、格納容器再循環サンプスク

                                                   
（※40）申請者は、「蒸気発生器 2次側による炉心冷却（注水）」、「蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出）」、

「蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード」と記載しているが、分かりやすく本節では「2次系強制冷却」

と記載。なお、「蒸気発生器 2次側のフィードアンドブリード」時には、主蒸気ドレンラインを使用するとし

ている。 
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リーン、Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却（※41））、Ｃ充てん/高圧注入ポ

ンプ（海水冷却）等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、

移動式大容量ポンプ車等を重大事故等対処設備として新たに整備す

る。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 2 次系強制冷却に用いる電動補助給水ポンプの駆動源、主蒸気逃が

し弁（手動）は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、位置

的分散が図られた設計とする。 

b. 電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁（手動）等は、2 次冷却系の

除熱機能として必要な流量等を確保する。 

c. Ａ格納容器スプレイポンプ等は、代替再循環運転に必要な流量を確

保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)電動補助給水ポンプは、その

駆動源を大容量空冷式発電機とし、主蒸気逃がし弁に手動操作用のハンド

ルを設けることにより、設計基準事故対処設備の電源であるディーゼル発

電機を使用した電源に対して多様性を有していること、b)電動補助給水ポ

ンプの駆動源及び主蒸気逃がし弁は、ディーゼル発電機とは異なる区画に

設置することにより設計基準事故対処設備に対して位置的分散が図られ

ていること、c)Ａ格納容器スプレイポンプ及びＡ格納容器スプレイ冷却器

は、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器とは原子炉補助建屋内において異

なる区画に設置することにより位置的分散が図られていることなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 全交流動力電源が喪失し、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余

熱除去ループ流量等により確認できない際、2 次冷却系の除熱に必要

な復水タンクの水位が確保されている場合には、電動補助給水ポンプ

                                                   
（※41）申請者は、ポンプの軸受等を冷却する機能が喪失した場合、冷却水として海水を供給して冷却機能を回復

させたポンプについて、「設備名（海水冷却）」と表記している。（例：「余熱除去ポンプ（海水冷却）」） 
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又はタービン動補助給水ポンプによる 2次系強制冷却（注水）の手順

に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1 名で実施する。 

b. 全交流動力電源が喪失し、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余

熱除去ループ流量等により確認できない際、補助給水流量等により蒸

気発生器への注水が確保されている場合には、主蒸気逃がし弁（手動）

による 2次系強制冷却（蒸気放出）の手順に着手する。この手順では、

現場での操作を計 3名により約 20分で実施する。 

c. 主蒸気逃がし弁（手動）による 2次冷却系からの冷却効果がなくな

り、低温停止に移行する場合で、かつ、b.の条件等を満たしている場

合には、主蒸気ドレンライン使用による 2次系強制冷却の手順に着手

する。この手順は計 25名により約 10 時間で実施する。 

d. 余熱除去ポンプの故障等により再循環運転による原子炉への注水

が余熱除去ループ流量等にて確認できない場合には、Ａ格納容器スプ

レイポンプによる代替再循環運転の手順に着手する。この手順では、

系統構成、ポンプの起動及び原子炉への注水を計 2 名により、約 15

分で実施する。 

e. 運転停止中に、全交流動力電源喪失等により余熱除去系の機能が喪

失した場合又は原子炉冷却材が流出した場合、若しくは中性子源領域

炉停止時中性子束高警報が発信した場合には、原子炉格納容器内の作

業員を退避させる手順に着手する。この手順では、退避指示、作業員

の退域確認、エアロック閉止作業を計 3名により実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b、cの

順に設定して明確化していること、b)Ａ格納容器スプレイポンプ等による

代替再循環運転の手順等について、系統構成、ポンプの起動及び原子炉へ

の注水等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとして

いること、c)バッテリ内蔵型の照明によりアクセス性を確保していること、

d)ページング装置等の必要な連絡手段を確保していること、e)現場で系統

構成等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認して

いることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

なお、申請者は、ミッドループ運転中の事故時における原子炉格納容器

内からの作業員の退避に係る時間想定を 30 分としていたが、具体的な退

避時間の内訳、手順等の内容を示していなかった。このため、規制委員会
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は、事象発生後、作業員の退避が完了するまでの具体的な手順を示し、当

該手順が想定時間で確実に完了できることの成立性を提示するよう求め

た。これに対し、申請者は、作業員の退避に関する対応について、教育、

作業員の退避及び人数把握、退避時間の内訳を示し、手順着手の判断基準、

操作手順、成立性を示した。これらにより、規制委員会は、原子炉格納容

器内からの作業員を退避させる手順等が適切に整備されていることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却材低

圧時に原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを

確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、1 次冷却系が低圧時に原子炉

を冷却するために必要となる重大事故等対処設備及び手順等を整備するととも

に、1 次冷却系の低圧時に原子炉を冷却する機能が喪失した場合に、その機能を

構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するための多様性拡張

設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）重大事故等対処設備 

① 対策と設備 

申請者は、上記２．以外の設備として、1 次冷却系が低圧時に原子炉を冷

却するために必要となる以下の対策と重大事故等対処設備を整備するとし

ている。 

a. 格納容器再循環サンプスクリーン閉塞時の炉心注水。そのため、充

てん/高圧注入ポンプ、燃料取替用水タンクを重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

b. 代替炉心注入。このために、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却

（※42））を重大事故等対処設備として位置付ける。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

                                                   
（※42）申請者は、ポンプの軸受等を冷却するサポート系が喪失した場合、冷却水を自らのポンプ出口水から供給

する方式のポンプについて、「設備名（自己冷却）」と表記している。（例：「充てん／高圧注入ポンプ（自己冷

却）」） 
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申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備の主な設計方針として、炉心

注水に用いる燃料取替用水タンクは、格納容器再循環サンプ等に対して多

様性を有し、位置的分散を図る設計としている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)充てん/高圧注入ポンプは、

その水源を燃料取替用水タンクとすることにより、格納容器サンプスクリ

ーン及び格納容器再循環サンプに対して多様性を有していること、b)燃料

取替用水タンクは屋外に設置することで、原子炉格納容器内の格納容器再

循環サンプと位置的分散を図ることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 余熱除去ポンプ、充てん/高圧注入ポンプ等により再循環運転を行

っている際に、各ポンプの流量低下等により格納容器再循環サンプス

クリーンに閉塞の兆候を確認した場合、同兆候が現れた際の手順に着

手する。この手順は、格納容器内自然対流冷却、燃料取替用水タンク

への水源からの補給操作、同タンクを水源とした原子炉への注水等を

計 7名により実施する。 

b. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を確認できな

い際、燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合には、Ｂ充て

ん/高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注入の手順に着手す

る。この手順では、系統構成、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）

の起動及び運転、原子炉への注水を計 6名により約 87分で実施する。 

なお、全交流動力電源喪失時に 1次冷却材喪失事象（大破断）が発

生した場合には、計 8名により約 74 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)格納容器再循環サンプスクリ

ーン閉塞時の炉心注水の手順等について、格納容器内自然対流冷却、燃料

取替用水タンクの補給、原子炉への注水の継続等を定め、必要な人員を確

保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)バッテリ内蔵型の照

明によりアクセス性を確保していること、c)ページング装置等の必要な連

絡手段を確保していること、d)格納容器内自然対流冷却、燃料取替用水タ

ンクへの補給、原子炉への注水の継続等を行う作業環境（作業空間、温度

等）に支障がないことを確認していることなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等と

して自主的に位置付けた設備及び手順等を、第４３条及び重大事故等防止技術

的能力基準（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通的な要求事項）等に

従って適切に整備する方針であることを確認した。 

 

（２）その他の自主的対策設備 

（２）－１．フロントライン系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、1 次冷却系の低圧時に原子炉を冷却する機能を構成するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．４－１参照。）を用いた

主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を確認できない場

合であって、ろ過水貯蔵タンクの水位が確保されている場合には、電動消

火ポンプ等による代替炉心注水に着手する。この手順では、系統構成、消

火ポンプ等の起動、原子炉への注水を計 3名により、約 20 分で実施する。 

② 補助給水ポンプが使用できない場合には、電動主給水ポンプ又は蒸気発

生器水張ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順では、中

央制御室での操作を 1名により実施する。 

③ 補助給水ポンプ、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張ポンプが使用で

きない場合には、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注水

に着手する。この手順では、可搬型ホース、可搬型ディーゼル注入ポンプ

等の運搬及び接続作業を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名により

約 8 時間、中間受槽を水源とする場合は計 24 名により約 8 時間で実施す

る。 

④ 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が確認できない場合であって、外部電源

が確保され、復水器の真空度が維持されている場合には、タービンバイパ

ス弁による蒸気放出に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1

名により実施する。 

（２）－２．サポート系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、1 次冷却系の低圧時に原子炉を冷却する機能を構成するサポート

系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．４－１参照。）を用いた主な手

順等は以下のとおりとしている。 
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① Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）の故障等により、原子炉への注

入を確認できない場合において、燃料取替用水タンクの水位が確保されて

いる場合には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替炉心注

入に着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器スプレイポンプ（自

己冷却）の起動及び運転、原子炉への注水を計 8 名により約 60 分で実施

する。 

② 充てん/高圧注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を確認できな

い場合において、燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合には、

燃料取替用水タンク（重力注入）による代替炉心注入に着手する。この手

順では中央制御室での操作を 1名により実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．４－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポン

プ、ディーゼル

消火ポンプ、消

防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される信頼

性は十分ではないものの、炉心注入の代替手段となり得る。 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張ポンプ等 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ、

可搬型電動低圧

注入ポンプ、可

搬型電動ポンプ

用発電機等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2次冷却系

からの除熱による長期的な事故収束のための設備となり得る。 

タービンバイパ

ス弁 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備に要求される設備

としての耐震性は十分ではないものの、主蒸気逃がし弁の故障

に際して代替設備となり得る。 

Ａ格納容器スプ

レイポンプ（自

己冷却）等 

原子炉補機冷却水系統が復旧した場合に、原子炉補機冷却水系

統を汚染する可能性があるため、再循環運転で使用することが

できないものの、高い減圧効果が期待できる設備となり得る。 
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Ａ余熱除去ポン

プ（空調用冷水） 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、原子

炉補機冷却水の代替手段となり得る。 

燃料取替用水タ

ンク（重力注入） 

燃料取替用水タンクの水頭圧が 1 次冷却材の圧力を下回った

場合は炉心へ注水できない可能性があるものの、比較的早い代

替炉心注水の手段となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等（第

４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設備及び手順等が、①第４８条

及び重大事故等防止技術的能力基準１．５項（以下「第４８条等」という。）にお

ける要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価（第

３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備さ

れる方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等

への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４８条等は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能（※43）が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止す

るため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備及び手順等を整備

することを要求している。第４８条等における「最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこ

れらと同等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）炉心の著しい損傷等を防止するための重大事故防止設備 

ロ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、

タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除

熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる設備及び手順等 

また、上記イ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うこととしている。 

ハ）上記イ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重

性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

                                                   
（※43）申請者は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は以下のとおりとしてい

る。 

・原子炉補機冷却海水設備及び原子炉補機冷却水設備による冷却機能 
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申請者は、第４８条等の要求事項に対応するため、主蒸気逃がし弁から蒸気

を放出するとともに、タービン動補助給水ポンプ等により蒸気発生器 2次側へ

給水する2次冷却系のフィードアンドブリードを実施するための設備及び手順

等を整備する方針としている。 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※44）において、最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 

① 主蒸気逃がし弁から蒸気を放出するとともに蒸気発生器2次側へ給水す

る2次冷却系のフィードアンドブリードを実施するための設備及び手順等 

② 移動式大容量ポンプ車を用いたＡ、Ｂ格納容器再循環ユニット（※45）

による格納容器内自然対流冷却を実施するための設備及び手順等 

③ 移動式大容量ポンプ車（補機冷却海水通水）を用いて代替補機冷却を実

施するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設

備及び手順等が、第４８条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に

整備される方針であることから、第４８条等に適合するものと判断した。また、

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を

含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第４８条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は第４８条等に基づく要求事項に対応するため、その対策として

2 次冷却系のフィードアンドブリードを実施するとし、そのため、電動補

                                                   
（※44）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」、格

納容器破損防止対策のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器加圧破損）、（格納容器過温破損）」、

「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用」、「溶融炉心・

コンクリート相互作用」、運転停止中の炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」をいう。 

（※45）申請者は、格納容器内自然対流冷却時に、保有する格納容器再循環ユニットのうちＡ、Ｂ号機を使用する

としている。以下同じ。 
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助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水タンク、主蒸気逃がし弁

等を重大事故防止設備として位置付けるとしている。 

規制委員会は、上記の対策が第４８条等要求事項イ）、ロ）に対応する

ものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

2 次冷却系のフィードアンドブリードに用いるタービン動補助給水ポンプ、

主蒸気逃がし弁等は、設計基準事故対処設備に対して多様性及び独立性を

有し、位置的分散を図る設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)2 次冷却系のフィードアンド

ブリードに用いるタービン動補助給水ポンプの駆動源を蒸気とし、電動補

助給水ポンプの電源を代替電源からの給電とし、主蒸気逃がし弁はハンド

ルを設け手動操作とすることにより、非常用電源から給電される設計基準

事故対処設備である電動駆動の海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプ

に対して駆動源又は電源について多様性を有すること、b)タービン動補助

給水ポンプ、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁は原子炉補助建屋内の

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水ポンプと異なる区画に設

置し、屋外の復水タンクは設計基準事故対処設備である海水ポンプと離れ

た位置に設置することにより位置的分散を図り、独立性を有することを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４８条等要求事項ハ）に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した際に、復水タンクの水位が確保さ

れている場合には、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポン

プを用いた蒸気発生器 2次側による炉心冷却（注水）の手順に着手す

る。この手順は中央制御室で通常の運転操作により実施する。 

b. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ等の故障により、最終ヒート

シンクへ熱を輸送する機能が喪失した際に、原子炉を停止後に蒸気発

生器への注水が確認された場合には、主蒸気逃がし弁による蒸気発生
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器 2次側による炉心冷却（蒸気放出）の手順に着手する。この手順で

は、現場での手動操作を計 3名により約 20 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)現場での手動操作等の手順等

について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしてい

ること、b)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を確保していること、

c)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保していること、d)現場での手動

操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認して

いることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第４８条等要求事項イ）、ロ）に

対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備が第４８条等要求事

項ハ）に適合する設計方針であること、①に掲げる重大事故等対処設備及びそ

の手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第４８

条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシンクへ熱を

輸送するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対処設備

を整備するとしている。 

a. 2 次冷却系のフィードアンドブリードを実施。そのため、電動補助

給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水タンク、主蒸気逃がし

弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 格納容器内自然対流冷却を実施。そのため、Ａ、Ｂ格納容器再循環

ユニット等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 代替補機冷却を実施。そのため、移動式大容量ポンプ車（補機冷却

海水通水）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 格納容器内自然対流冷却に用いるＡ、Ｂ格納容器再循環ユニット等

は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 
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b. 代替補機冷却に用いる移動式大容量ポンプ車（補機冷却海水通水）

は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)格納容器内自然対流冷却に用

いる移動式大容量ポンプ車は駆動源をディーゼル駆動とすることにより、

設計基準事故対処設備である電動駆動の海水ポンプ及び原子炉補機冷却

水ポンプに対して駆動源について多様性を有していること、b)Ａ、Ｂ格納

容器再循環ユニットは原子炉格納容器内に設置すること、また、移動式大

容量ポンプ車（補機冷却海水通水）は海水ポンプに対して離れた屋外に保

管することにより、設計基準事故対処設備である海水ポンプ及び原子炉補

機冷却水ポンプに対して位置的分散を図り、独立性を有することなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合には、移動式大容量ポンプ車

を用いたＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷

却の手順に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車の配置、

ホースの接続等、系統構成、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットへの通水

作業等を計 14 名により約 14 時間 10 分で実施する。 

b. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合には、移動式大容量ポンプ車

による補機冷却海水通水による代替補機冷却の手順に着手する。この

手順では、移動式大容量ポンプ車の配置、ホースの接続等、系統構成

等を計 14名により約 14時間 10 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)移動式大容量ポンプ車の配置、

ホースの接続等、系統構成、通水作業の手順等について定め、必要な人員

を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)ヘッドライト等

により夜間でのアクセス性を確保していること、c)トランシーバ等の必要

な連絡手段を確保していること、d)移動式大容量ポンプ車の配置、ホース

の接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認し

ていることなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備

及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、フロントライン系及びサポー

ト系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための機能が喪失した場

合に、その機能を代替するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしてい

る。 

（１）フロントライン系の機能喪失時に最終ヒートシンクに熱を輸送する機

能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を回復させるための設備

（表Ⅳ－４．５－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 補助給水ポンプが使用できない場合には、電動主給水ポンプ又は蒸気発

生器水張りポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順は中央

制御室で通常の運転操作により実施する。 

② 補助給水ポンプ、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張りポンプが使用

できない場合には、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注

水に着手する。この手順では、可搬型ホース、可搬型ディーゼル注入ポン

プ等の運搬、接続作業等を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名によ

り、約 8 時間、中間受槽を用いる水源の場合は計 24 名により、約 8 時間

で実施する。 

③ 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が確認できない場合であって、外部電源

が受電され、復水器の真空度が維持されている場合には、タービンバイパ

ス弁による蒸気放出に着手する。この手順は中央制御室で通常の運転操作

により実施する。 

④ 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ等の故障により、制御用圧縮空気

が供給されない場合には、所内用空気圧縮機による代替制御用圧縮空気供

給に着手する。この手順は自動動作により実施する。 
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⑤ 原子炉補機冷却水ポンプ等の故障により、最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合であって、安全注入信号が発信している場合には、

空調用冷水ポンプによるＡ余熱除去ポンプ代替補機冷却に着手する。この

手順では、系統構成、通水作業等を計 1名により、約 45 分で実施する。 

（２）サポート系の機能喪失時に最終ヒートシンクに熱を輸送する機能を代

替するための設備及び手順等 

申請者は、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を回復させるための設備

（表Ⅳ－４．５－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 補助給水ポンプの故障等により蒸気発生器への注水ができない場合に

は、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。

この手順では、可搬型ディーゼル注入ポンプ、可搬型ホース等の運搬、接

続作業等を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名により約 8 時間、中

間受槽を用いる水源の場合は計 24名により約 8時間で実施する。 

② 現場の環境が悪化した場合において、現場の手動操作により主蒸気逃が

し弁の機能回復が出来ない場合には、窒素ボンベによる主蒸気逃がし弁の

機能回復に着手する。この手順では、系統構成、主蒸気逃がし弁の開操作

等を計 2名により、約 30 分で実施する。 

③ 長期的に制御用圧縮空気が必要と判断した場合には、Ｂ制御用空気圧縮

機への移動式大容量ポンプ車を用いた海水冷却に着手する。この手順では、

移動式大容量ポンプ車の配置、ホースの接続等を計 14 名により 14 時間強

で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．５－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張りポンプ 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、2次冷却系からの除熱による長期的な事故収

束手段となり得る。 

タービンバイパ

ス弁 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、主蒸

気逃がし弁の代替手段となり得る。 
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所内用空気圧縮

機 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、主蒸

気逃がし弁の機能回復が可能。 

空調用冷水ポン

プ（Ａ余熱除去

ポンプ冷却） 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、原子

炉補機冷却水の代替手段となり得る。 

窒素ボンベ（主

蒸気逃がし弁

用） 

現場で弁操作を行う必要があるが、その作業環境が悪化した場

合、使用時間に制限があるものの、中央制御室からの遠隔操作

により、主蒸気逃がし弁の機能回復が可能。 

Ｂ制御用空気圧

縮機（海水冷却） 

系統構成に時間を要するものの、中央制御室からの遠隔操作に

より、主蒸気逃がし弁の機能回復が可能。 

 

 

Ⅳ－４．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備及び手順等（第４９

条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６関係） 

本節では、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

が、①第４９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６項（以下「第４９条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、

適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応によ

り重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４９条等は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、また、炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要

な設備及び手順等を整備することを要求している。第４９条等における「原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必

要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以

上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能（※46）が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレ

イ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器

                                                   
（※46）申請者は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる機能は以下のと

おりとしている。 

・格納容器スプレイポンプ、燃料取替用水タンクによる原子炉格納容器への注水機能 
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スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備及び手順等 

ロ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失して

いるものとして、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設

備及び手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）上記イ）及びロ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対

処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る。 

申請者は、第４９条等の要求事項に対応するため、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の冷却等のため以

下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット等による格納容器内自然対流冷却を実施

するための設備及び手順等 

② 常設電動注入ポンプ等による代替格納容器スプレイを実施するための

設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※47）において、炉心の著しい損傷の防

止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の冷却等のため

の重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット等による格納容器内自然対流冷却を実施

するための設備及び手順等 

② 常設電動注入ポンプ等による代替格納容器スプレイを実施するための

設備及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第４９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第４９条等に適合するものと判断した。また、有

効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含

み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

                                                   
（※47）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」、「原

子炉格納容器の除熱機能喪失」、格納容器破損防止対策のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

加圧破損）、（格納容器過温破損）」、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃

料-冷却材相互作用」、「溶融炉心・コンクリート相互作用」、運転停止中の炉心損傷防止対策のうち「全交流動

力電源喪失」をいう。 
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なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第４９条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第４９条等に基づく要求事項に対応するために、炉心の著し

い損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内

の冷却等のため以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備する

としている。 

a. 格納容器内自然対流冷却。そのため、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

ト等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 代替格納容器スプレイ。そのため、常設電動注入ポンプ等を新たに

重大事故等対処設備として整備する。 

規制委員会は、上記 a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）、上記 b.

の対策が第４９条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基

準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

b. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、それぞ

れ原子炉格納容器内の雰囲気を除熱できる設計とする。 

c. 原子炉格納容器内の放射性物質濃度を低下できる設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)代替格納容器スプレイに用い

る常設電動注入ポンプは、代替電源設備から給電することにより、非常用

電源設備から給電される設計基準事故対処設備の格納容器スプレイポン

プに対して、電源について多様性を有すること、b)格納容器内自然対流冷

却に用いるＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基準事故対処設備の格

納容器スプレイポンプに対して、冷却方式が異なることから多様性を有し

ていること、c)常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、

それぞれ格納容器スプレイポンプとは異なる区画に設置することにより
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位置的分散を図り、独立性を有すること、d)常設電動注入ポンプは、炉心

崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流

量を有すること、e)Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、自然対流冷却の圧

力損失を考慮しても、炉心崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な除熱能力を有すること、f)代替格納容器スプレイを行うこと

により原子炉格納容器内の放射性物質濃度を低下できることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４９条等要求事項イ）、ハ）、①b.に掲げる重大事故等対処設備につ

いて、第４９条等要求事項イ）、ロ）、ハ）に適合する設計方針であること

を確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 格納容器圧力が 110kPa[gage]以上であり、格納容器スプレイポンプ

の故障等により原子炉格納容器へ注水できない場合には、Ａ、Ｂ格納

容器再循環ユニットを用いる格納容器内自然対流冷却の手順に着手

する。この手順では、系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作

業等を計 5名により約 70 分で実施する。 

b. 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、格納容

器スプレイポンプの故障等により原子炉格納容器へ注水されない場

合及び格納容器内自然対流冷却により格納容器圧力が低下しない場

合には、常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの手順に着

手する。この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動及び運

転、格納容器への注水を計 8名により約 38 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)格納容器内自然対流冷却、代替格納容

器スプレイ等について、系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作業、

常設電動注入ポンプの起動等の手順等を定め、必要な人員を確保するとと

もに必要な訓練を行うとしていること、c)接続等を行う作業環境（作業空

間、温度等）に支障がないことを確認していること、d)ヘッドライト等に

より夜間でのアクセス性を確保していること、e)トランシーバ等の必要な

連絡手段を確保していることなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）、

ロ）、ハ）に対応するものであること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設

備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることか

ら、第４９条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の冷却等のた

めに必要となる以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備する

としている。 

a. 代替格納容器スプレイ。そのため、常設電動注入ポンプ等を新たに

重大事故等対処設備として整備する。 

b. 格納容器内自然対流冷却。そのため、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

ト等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、移動式大容量

ポンプ車等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基

準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

b. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、それぞ

れ原子炉格納容器内の雰囲気を除熱できる設計とする。 

c. 移動式大容量ポンプ車は必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)代替格納容器スプレイに用い

る常設電動注入ポンプは、代替電源設備から給電されることから、非常用

電源設備から給電される設計基準事故対処設備の格納容器スプレイポン

プに対して、電源について多様性を有すること、b)格納容器内自然対流冷

却に用いるＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基準事故対処設備の格

納容器スプレイポンプに対して、冷却方式について多様性を有しているこ

と、c) 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、それ
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ぞれ格納容器スプレイポンプとは異なる区画に設置することによる位置

的分散が図られ、独立性を有すること、d)常設電動注入ポンプは、炉心崩

壊熱により原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量

を有すること、e)Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、自然対流冷却の圧力

損失を考慮しても、炉心崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な除熱能力を有すること、f)移動式大容量ポンプ車は、1 号炉及

び2号炉で同時に格納容器内自然対流冷却を行うために必要な量の水を格

納容器再循環ユニットへ通水できるものであること、g)移動式大容量ポン

プ車は、1 号炉及び 2 号炉で 2 セット 2 台、故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として1台の合計3台を保有することを確認し

た。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時に1次冷却材喪

失事象（大破断）が発生し、原子炉格納容器へ注水されない場合には、

常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの手順に着手する。

この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動及び運転、格納

容器への注水を計 8名により約 38分で実施する。 

b. 全交流動力電源喪失時に早期の電源回復が不能、又は、原子炉補機

冷却水系の機能が喪失した場合には、移動式大容量ポンプ車を用いた

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却の手順

に着手する。この手順では、系統構成、格納容器再循環ユニットへの

通水作業等を計 14 名により 14 時間強で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b の順

に設定して明確化していること、b)格納容器内自然対流冷却、代替格納容

器スプレイ等について、可搬型ホースの運搬、接続作業等の手順等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッ

ドライト等により夜間でのアクセス性を確保していること、d)トランシー

バ等の必要な連絡手段を確保していること、e)接続等を行う作業環境（作

業空間、温度等）に支障がないことを確認していることなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において原子炉格納容器

内の冷却等のため重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備及び

手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

  

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、フロントライン系及びサポート系の機能が喪失し、

原子炉格納容器内の冷却等のための機能が喪失した場合に、その機能を代替する

ための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）フロントライン系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための

機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に

原子炉格納容器内の冷却等のための機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

６－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷前において、格納容器雰囲気の状態に応じて、Ａ、Ｂ原子炉格

納容器再循環ファンの運転が可能な場合には、Ａ、Ｂ格納容器再循環ファ

ンによる格納容器内自然対流冷却に着手する。この手順は通常の運転操作

により実施する。 

② 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、常設電動注

入ポンプの故障等により原子炉格納容器に注水できない場合には、電動消

火ポンプ等による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、系統

構成、電動消火ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

③ 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、常設電動注

入ポンプの故障等により原子炉格納容器に注水できない場合には、可搬型

電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替格納容

器スプレイに着手する。この手順では、系統構成、可搬型電動低圧注入ポ

ンプ等の起動等を計 25名により約 7時間 35 分で実施する。 

（２）サポート系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための機能を

代替するための設備及び手順等 
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申請者は、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に

原子炉格納容器内の冷却等のための機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

６－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉格納容器への注水が確認で

きない場合には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納

容器スプレイに着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却）の起動等を計 7名により約 47 分で実施する。 

② Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の故障等により原子炉格納容器

に注水できない場合には、ディーゼル消火ポンプ等による代替格納容器ス

プレイに着手する。この手順は、系統構成、ディーゼル消火ポンプ等の起

動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

③ Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の故障等により原子炉格納容器

に注水できない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、

系統構成、ポンプの起動等を計 25名により約 7時間 35 分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．６－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

Ａ、Ｂ格納容器再循環

ファン 

原子炉格納容器内の空気を強制的に循環できるため、格

納容器内の温度の影響を受ける可能性があるものの、原

子炉格納容器を効率的に冷却する手段となり得る。 

電動消火ポンプ、ディ

ーゼル消火ポンプ、消

防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求され

る信頼性は十分ではないものの、代替格納容器スプレイ

の手段となり得る。 

可搬型電動低圧注入

ポンプ、可搬型ディー

ゼル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期に

は期待できないものの、代替格納容器スプレイの手段と

なり得る。 

Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却） 

自己冷却で使用した場合、原子炉補機冷却水に放射性物

質が流れ込み汚染する可能性があることから再循環運転

で使用することはできないものの、流量が大きく高い減

圧効果が見込める手段となり得る。 
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Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等

（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係） 

本節では、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために申請者が計画する設備及

び手順等が、①第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７項（以下「第５

０条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

るか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順

等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的

な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５０条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備及び手順等を整備することを要求している。第５０条等における「原

子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるために必要な設備及び手順等」とは、

以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手

順等をいう。 

イ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニット及びそれら設備に

より原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等 

申請者は、第５０条等の要求事項に対応するため、格納容器内自然対流冷却

を実施するための設備及び手順等を整備する方針としている。 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※48）において、原子炉格納容器の圧

力及び温度を低下させるための重大事故等対処設備及び手順等として、全交流

動力電源喪失時における格納容器内自然対流冷却を実施するための設備及び

手順等を整備する方針としている。 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるために申請者が

計画する設備及び手順等が、第５０条等における各々の要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であることから、第５０条等に適合するものと判断

した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

                                                   
（※48）有効性評価において、格納容器破損防止対策をいう。 
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具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５０条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５０条等に基づく要求事項に対応するために、格納容器内

自然対流冷却を実施するとし、そのために、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

ト（※49）、Ａ、Ｂ原子炉補機冷却水ポンプ、Ａ、Ｂ原子炉補機冷却水冷却

器、原子炉補機冷却水サージタンク、海水ポンプ等を重大事故等対処設備

として位置付けるとともに、窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク

加圧用）を新たに整備するとしている。 

規制委員会は、上記の対策が第５０条等要求事項イ）に対応するもので

あることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット等は原子炉格納容器内の雰囲気を除熱でき

る容量を確保することであるとしている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

トは、原子炉補機冷却水を通水することにより、自然対流冷却の圧力損失

を考慮しても、炉心崩壊熱による原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な除熱能力を有すること、b)窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタ

ンク加圧用）は、原子炉補機冷却水の沸騰を防止するため、原子炉補機冷

却水サージタンク気相部を必要な圧力まで加圧できる容量を確保するこ

とを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等として、格納容器圧力が

110kPa［gage］以上であり、格納容器スプレイ流量が確認できない場合に

は、格納容器内自然対流冷却の手順に着手するとしている。この手順では、

系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作業を計 5 名により約 70 分

で実施するとしている。 

                                                   
（※49）申請者は、格納容器内自然対流冷却時に、保有する格納容器再循環ユニットのうちＡ、Ｂ号機を使用する

としている。 
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規制委員会は、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却

について、a)系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水等の手順等を定

め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)

系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作業等を行う作業環境（作業

空間、温度等）に支障がないことを確認していること、c)バッテリ内蔵型

の照明によりアクセス性を確保していること、d)ページング装置等の必要

な連絡手段を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた手

順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的な要

求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５０条等要求事項イ）に対応す

るものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第５０条等に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器の圧力及

び温度を低下させるために必要となる対策として、全交流動力電源喪失時

に格納容器内自然対流冷却を実施するとし、そのために、Ａ、Ｂ格納容器

再循環ユニット等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、移動

式大容量ポンプ車を重大事故等対処設備として新たに整備するとしてい

る。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、原子炉格納容器内の雰囲気を除

熱できる容量を確保する。 

b. 移動式大容量ポンプ車は、必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)Ａ、Ｂ原子炉格納容器再循環

ユニットは、原子炉補機冷却水を通水することにより、自然対流冷却の圧

力損失を考慮しても、炉心崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な除熱能力を有すること、b) 移動式大容量ポンプ車は、1号炉

及び2号炉で同時に格納容器内自然対流冷却を行うために必要な量の水を

格納容器再循環ユニットへ通水できるものであること、c) 移動式大容量
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ポンプ車は、1 号炉及び 2 号炉で 2 セット 2 台、故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 3台を保有することを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉補機冷却機能が補機冷却水ヘッダ供給ライン流量等により

確認できない場合には、移動式大容量ポンプ車による格納容器内自然

対流冷却の手順に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車の

配置及びホースの接続、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットへの通水作業

等を計 14名により約 14時間 10 分で実施する。 

規制委員会は、格納容器内自然対流冷却について、a)移動式大容量ポン

プ車の配置、ホースの接続等、通水作業の手順等を定め、必要な人員を確

保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)移動式大容量ポンプ

車の配置、ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障が

ないことを確認していること、c)バッテリ内蔵型の照明によりアクセス性

を確保していること、d)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保している

ことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において

原子炉格納容器の過圧破損を防止するため重大事故等対処設備及び手順等と

して位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針で

あることを確認した。 

 

３．自主的対策のための設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために必要と

なる重大事故等対処設備及び手順等を整備するとともに、交流動力電源及び原子
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炉補機冷却機能が健全である場合、喪失した場合のそれぞれについて、原子炉格

納容器の圧力及び温度を低下させるための多様性拡張設備及び手順等を整備す

るとしている。 

（１）重大事故等対処設備 

① 対策と設備 

申請者は、上記２．以外の設備として、原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために必要となる以下の対策と重大事故等対処設備を整

備するとしている。 

a. 格納容器スプレイ。そのため、格納容器スプレイポンプ、燃料取替

用水タンクを重大事故等対処設備に位置付ける。 

b. 代替設備を用いた代替格納容器スプレイ。そのため、燃料取替用水

タンク、復水タンクを重大事故等対処設備として位置付け、常設電動

注入ポンプを新たに整備する。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプは、原子炉格納容器内の雰囲気の冷却に必要な

容量を確保する。 

b. 燃料取替用水タンク及び復水タンクは、必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)常設電動注入ポンプは代替格

納容器スプレイとして格納容器内の雰囲気の冷却に必要な容量を確保す

ること、b)代替格納容器スプレイの水源である燃料取替用水タンク及び復

水タンクは、原子炉格納容器への注水量に対し、淡水又は海水を補給する

までの間に必要な容量を確保することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

 申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa [gage]）以上で格納容器ス

プレイポンプが起動しておらず、燃料取替用水タンクの水位が確保さ

れている場合には、格納容器スプレイの手順に着手する。この手順で

は、中央制御室での操作を１名により実施する。 

b. 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa [gage]）以上で格納容器ス

プレイポンプの故障等により格納容器への注水が確認できない場合
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及び格納容器内自然対流冷却により格納容器圧力が低下しない場合

には、常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの手順に着手

する。この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動及び運転、

格納容器への注水を計 8名により約 38 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)格納容器スプレイ、代替格納容器スプ

レイ等について格納容器スプレイの実施、系統構成、常設電動ポンプの起

動の手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとし

ていること、c)接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がない

ことを確認していること、d)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を

確保していること、e)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保しているこ

となどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、原子炉格納容器の圧力及び温度を

低下させるための重大事故等対処設備及び手順等として自主的に位置付けた

設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認

した。 

 

（２）その他の自主的対策設備 

（２）－１ 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合 

申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合において、

原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるための機能を回復させる設備（表

Ⅳ－４．７－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 常設電動注入ポンプの故障等により格納容器への注水が確認されない

場合であって、ろ過水タンクの水位が確保されている場合には、電動消火

ポンプ等による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、系統構

成、電動消火ポンプ等の起動、格納容器への注水を計 3 名により約 17 分

で実施する。 

② 常設電動注入ポンプの故障等により格納容器への注水が確認されない

場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプに

よる代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、可搬型電動低圧注

入ポンプ、可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧
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注入ポンプの起動並びに格納容器への注水等を計 25 名により約 7 時間 35

分で実施する。 

（２）－２ 全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合 

申請者は、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合において、

原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるための機能を回復させる設備（表

Ⅳ－４．７－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、常設電動注

入ポンプの故障等により格納容器への注水ができない場合であって、燃料

取替用水タンクの水位が確保されている場合には、Ａ格納容器スプレイポ

ンプ（自己冷却）による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、

系統構成、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の起動及び運転、格納

容器への注水を計 7名により約 47分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．７－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポン

プ、ディーゼル

消火ポンプ又は

消防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される信頼

性は十分ではないものの、格納容器スプレイの代替手段となり

得る。 

可搬型電動低圧

注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、水源を特定せず原子炉格納容器への注水に使

用できる設備となり得る。 

Ａ格納容器スプ

レイポンプ（自

己冷却） 

原子炉補機冷却水系統が復旧した場合に、原子炉補機冷却水系

統を汚染する可能性があるため、再循環運転で使用することが

できないものの、高い減圧効果が期待できる設備となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手

順等（第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８関係） 

本節では、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計画する設

備及び手順等について、①第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８項（以

下「第５１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備
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及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、

自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確

認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５１条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却す

るために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第５１条等に

おける「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するための原子炉格納容

器下部注水設備及び手順等 

ロ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子

炉圧力容器へ注水する手順等 

また、上記の設備及び手順等については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続する建屋内の流路

をあらかじめ敷設すること。 

ニ）上記イ）の原子炉格納容器下部注水設備は多重性又は多様性及び独立性

を有し、位置的分散を図ること（ただし、建屋内の構造上の流路及び配管

を除く。）。 

ホ）上記イ）の設備は、交流又は直流電源が必要な場合は、代替電源からの

給電を可能とすること。 

申請者は、第５１条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却を行う格納容器スプレイを実施するための設備及び手順等 

② 常設電動注入ポンプによる原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却を行う代替格納容器スプレイを実施するための設備及び手順等 

③ 充てん/高圧注入ポンプ又は余熱除去ポンプによる溶融炉心の原子炉格

納容器下部への落下の遅延又は防止を行う炉心注入を実施するための手

順等 

④ Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）又は常設電動注

入ポンプによる溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止

を行う代替炉心注入を実施するための手順等 
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（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※50） において、原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として、常設電動

注入ポンプによる代替格納容器スプレイを実施するための設備及び手順等を

整備する方針としている。 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計

画する設備及び手順等が、第５１条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第５１条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５１条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための格納容器

スプレイ。そのために、格納容器スプレイポンプ等を重大事故等対処

設備として位置付ける。 

b. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための代替格納

容器スプレイ。そのために、常設電動注入ポンプ等を重大事故等対処

設備として新たに整備する。 

c. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための

炉心注入。そのために、充てん/高圧注入ポンプ（高圧注入ライン使

用、あるいは、充てんライン使用）、余熱除去ポンプ（低圧注入ライ

ン使用）等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための

代替炉心注入。そのために、Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タ

イライン使用）、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）等を重大事故

                                                   
（※50）有効性評価において、格納容器破損防止対策をいう。 
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等対処設備として位置付けるとともに、常設電動注入ポンプ等を重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.及び b.の対策が第５１条等要求事項イ）、上記 c.

及び d.の対策が第５１条等基準要求ロ）に対応するものであることを確認

した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための常設電動

注入ポンプは、格納容器スプレイポンプに対して多様性及び独立性を

有し、位置的分散が図られた設計とする。また、全交流動力電源が喪

失した場合でも代替電源設備により給電が可能な設計とする。さらに、

格納容器スプレイ水は溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビ

ティに十分な水量を蓄水できる設計とする。 

b. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための

常設電動注入ポンプは、Ａ格納容器スプレイポンプに対して多様性を

有し、位置的分散が図られた設計とする。また、全交流動力電源が喪

失した場合でも代替電源設備により給電が可能な設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a) 常設電動注入ポンプは、代

替電源設備から給電されるため、非常用電源設備から給電される設計基準

事故対処設備の格納容器スプレイポンプに対して、電源について多様性を

有すること、b)常設電動注入ポンプは設計基準事故対処設備の格納容器ス

プレイポンプとは原子炉補助建屋の異なる区画に設置されることにより

設計基準事故対処設備に対する位置的分散が図られ、独立性を有すること、

c)常設電動注入ポンプは全交流動力電源が喪失した場合でも代替電源設

備の大容量空冷式発電機から給電が可能な設計とすること、d)格納容器ス

プレイ水が格納容器とフロア最外周部間の隙間等を通じ格納容器最下部

フロアまで流下し、さらに小扉及び連通穴を経由して原子炉下部キャビテ

ィへ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに

十分な水量を蓄水できる設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備

について、第５１条等要求事項ニ）及びホ）に適合する設計方針であるこ

とを確認した。 
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なお、申請者の計画においては、原子炉格納容器下部注水設備として可

搬型の設備を重大事故等対処設備としていないことから第５１条等要求

事項ハ）に適合する必要はない。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

③－１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

a. 炉心が損傷し、格納容器再循環サンプ水位が 77%未満の場合におい

て、格納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの水位が確

保されている場合には、格納容器スプレイの手順に着手する。この手

順は、中央制御室での操作を 1名により実施する。 

b. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、格納容器スプレイポ

ンプの故障等により格納容器への注水が確認できない場合において、

格納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの水位が確保

されている場合には、常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレ

イの手順に着手する。この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプ

の起動操作等を計 8名により約 38分で実施する。 

③－２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

a. 炉心が損傷し、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タンク

の水位が確保されている場合には、充てん/高圧注入ポンプ又は余熱

除去ポンプによる高圧又は低圧注入ラインを使用した炉心注入の手

順に着手する。この手順は、中央制御室での操作を 1名により実施す

る。 

b. 充てん/高圧注入ポンプ又は余熱除去ポンプの故障等により原子炉

への注水が確認できない場合において、原子炉へ注水するために必要

な燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合には、Ａ格納容器

スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）による代替炉心注入の手

順に着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器スプレイポンプ

の起動操作等を計 2名により約 25分で実施する。 

c. Ａ格納容器スプレイポンプの故障等により原子炉への注水が確認

できない場合において、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水

タンクの水位が確保されている場合には、充てん/高圧注入ポンプに

よる充てんラインを使用した炉心注入の手順に着手する。この手順は、

中央制御室の通常の運転操作により実施される。 

d. 充てん/高圧注入ポンプの故障等により原子炉への注水が確認でき

ない場合において、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タン
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クの水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない場合

には、常設電動注入ポンプによる代替炉心注入の手順に着手する。こ

の手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動操作等を計 7名に

より約 38分、又は計 6名により約 53 分で実施する。 

e. 全交流電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時に炉心が損傷した

場合において、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの

水位が確保されている場合には、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷

却）による代替炉心注入の手順に着手する。この手順では、系統構成、

Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）の起動等を計 6 名により約 87

分、又は計 8名により約 74 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を、原子炉格

納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための手順として③－１）a.、b.

の順に、また、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止の

ための手順として、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全な場合

は③－２）a.、b.、c.、d.の順に、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機

能が喪失した場合は③－２）e.、d.の順に設定して明確化していること、

b)代替格納容器スプレイ、代替炉心注入等について現場での手動操作等の

手順等について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うと

していること、c)作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

していること、d)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を確保してい

ること、e)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保していることなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から d.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、上記③－２）の手順等が第５１条等要求事項ロ）

に対応するものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第５１条等要求事項イ）

に、①c.及び d.の対策が第５１条等要求事項ロ）に対応するものであること、

①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備が第５１条等要求事項ニ）、ホ）に適

合する設計方針であること、①a.から d.に掲げる重大事故等対処設備及びその

手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５１条

等に適合するものと判断した。 
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（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するために、常設電動注入ポンプを用いた代替格納容器スプレイによ

る格納容器下部への注水を必要な対策としている。この対策は、（１）①b.と

同じであるため必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関す

る重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するため重大事故等対処設備及び手順等とし

て位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であ

ることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全な場合

又は喪失した場合において、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機

能が喪失した場合に、その機能を代替するための多様性拡張設備及び手順等を整

備するとしている。 

（１）交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である時に原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための機能を代替するための設備及び手

順等 

① 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合にお

いて、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機能を回復する設

備（表Ⅳ－４．８－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとして

いる。 

a. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、常設電動注入ポンプ

の故障等により、格納容器への注水が確認できない場合であって、格

納容器へ注水するために必要なろ過水貯蔵タンクの水位が確保され

ている場合には、電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ又は消防自

動車による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、系統構

成、電動消火ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

b. 常設電動注入ポンプの故障等により、格納容器への注水が確認でき

ない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入
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ポンプによる代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、ポン

プ、可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注

入ポンプ等の起動等を計 25 名により約 7時間 35 分で実施する。 

② 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合にお

いて、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止するための

機能を回復する設備（表Ⅳ－４．８－２参照。）を用いた主な手順等は以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注水が確認できな

い場合であって、原子炉へ注水するために必要なろ過水貯蔵タンクの

水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない場合には、

電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替炉

心注入に着手する。この手順では、系統構成、電動消火ポンプ等の起

動等を計 3名により約 20 分で実施する。 

b. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注水が確認できな

い場合であって、代替格納容器スプレイに使用されていない場合には、

可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる

代替格納容器炉心注入に着手する。この手順では、ポンプ、可搬型ホ

ース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注ポンプの起動

等を計 25名により約 7時間 35 分で実施する。 

（２）交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した時に原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための機能を代替するための設備及び手順

等 

① 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

申請者は、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合にお

いて、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機能を回復する設

備（表Ⅳ－４．８－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとして

いる。 

a. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、常設電動注入ポンプ

の故障等により、格納容器への注水が確認できない場合であって、格

納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの水位が確保さ

れている場合には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代

替格納容器スプレイ着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器

スプレイポンプ（自己冷却）の起動等を計 7 名により約 47 分で実施

する。 
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b. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、常設電動注入ポンプ

の故障等により、格納容器への注水が確認できない場合であって、格

納容器へ注水するために必要なろ過水貯蔵タンクの水位が確保され

ている場合には、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替格

納容器スプレイに着手する。この手順では、系統構成、ディーゼル消

火ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

c. 常設電動注入ポンプの故障等により、格納容器への注水が確認でき

ない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入

ポンプによる代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、ポン

プ、可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注

入ポンプ等の起動等を計 25 名により約 7時間 35 分で実施する。 

② 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

申請者は、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合にお

いて、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止するための

機能を回復する設備（表Ⅳ－４．８－２参照。）を用いた主な手順等は以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注水が確認できな

い場合であって、格納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タン

クの水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない場合

には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）（RHRS-CSS タイライン

使用）による代替炉心注入に着手する。この手順では、系統構成、Ａ

格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の起動等を計 8 名により約 60

分で実施する。 

b. Ａ格納容器スプレイポンプの故障等により、原子炉への注水が確認

できない場合であって、格納容器へ注水するために必要なろ過水貯蔵

タンクの水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない

場合には、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替炉心注入

に着手する。この手順では、系統構成、ディーゼル消火ポンプ等の起

動等を計 3名により約 20 分で実施する。 

c. Ａ格納容器スプレイポンプの故障等により、原子炉への注水が確認

できない場合であって、代替格納容器スプレイに使用されていない場

合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプ

による代替炉心注水に着手する。この手順では、ポンプ、可搬型ホー

ス、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注入ポンプ等の起

動等を計 25 名により約 7時間 35分で実施する。 

 



330 
 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．８－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

（落下溶融炉心の冷却） 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポンプ、デ

ィーゼル消火ポンプ

又は消防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される

信頼性は十分ではないものの、格納容器スプレイの代替手

段となり得る。 

可搬型電動低圧注入

ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には

期待できないものの、水源を特定せず格納容器スプレイの

代替手段となり得る。 

Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却） 

自己冷却で使用した場合、原子炉補機冷却水に放射性物質

が流れ込み汚染する可能性があることから再循環運転で

使用することはできないものの、流量が大きく高い減圧効

果が見込める手段となり得る。 

 

表Ⅳ－４．８－２ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

（溶融炉心の落下の遅延又は防止） 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポンプ、デ

ィーゼル消火ポンプ

又は消防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される

信頼性は十分ではないものの、炉心注入の代替手段となり

得る。 

可搬型電動低圧注入

ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には

期待できないものの、水源を特定せず炉心注入の代替手段

となり得る。 

Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却）

（RHRS-CSSタイライ

ン使用） 

自己冷却で使用した場合、原子炉補機冷却水に放射性物質

が流れ込み汚染する可能性があることから再循環運転で

使用することはできないものの、流量が大きく高い減圧効

果が見込める手段となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

及び手順等（第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９関係） 

本節では、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請者が計画

する設備及び手順等が、①第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９項（以
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下「第５２条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、

自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確

認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５２条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する

必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第５２条等における「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）PWR のうち必要な場合には、水素濃度制御設備及び手順等 

ロ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆

発を防止する設備、放射性物質を低減する設備、水素及び放射性物質濃度

を測定する設備及びそれらの手順等 

ハ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定でき

る水素濃度監視設備及び手順等 

また、上記イ）、ロ）及びハ）については、以下の措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）上記イ）からハ）の設備は、交流又は直流電源を必要とする場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 

ホ）炉心の著しい損傷後、水-ジルコニウム反応及び水の放射線分解による

水素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等

を整備すること。 

申請者は、第５２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための PAR 等及び手順等 

② 原子炉格納容器内の水素濃度を低減するためのイグナイタ等及び手順

等 

③ 原子炉格納容器内の水素濃度を監視するための可搬型格納容器水素濃

度計測装置等及び手順等（※51） 

                                                   
（※51）原子炉補機冷却機能が喪失した場合にサンプルガスの海水冷却に用いる移動式大容量ポンプ車等に関する

手順等については、「Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等」及び「Ⅳ－４．

６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備及び手順等」において整理。 
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④ 上記設備のための代替電源設備（大容量空冷式発電機等）及び手順等（※
52） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備

する方針としている。 

① 原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内の水素濃度を監視するための設備及び手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

（３）規制委員会は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請

者が計画する設備及び手順等が、第５２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５２条等に適合するものと判

断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設

備及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、

（２）以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をよ

り確実に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５２条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉格納容器内の水素濃度の低減。そのために、PAR（電源を必

要としない）及び PAR 動作監視装置を新たに整備する。（各 5基） 

b. 原子炉格納容器内の水素濃度の低減。そのために、イグナイタ及び

イグナイタ動作監視装置を新たに整備する。（各 12個及び予備各 1個） 

c. 原子炉格納容器内の水素濃度の監視。そのために、可搬型格納容器

水素濃度計測装置、可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却ポンプ及び

可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置等を新たに整備する。 

なお、申請者は、上記対策のうち、格納容器内の水素濃度を低減する手

段として、PAR を重大事故等対処設備、イグナイタを自主的対策のための

                                                   
（※52）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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多様性拡張設備と位置付ける方針としていた。また、水素濃度を計測する

手段としては、中央制御室からの監視に対応できないガス分析計を整備す

る方針としていた。このため、規制委員会は、申請者に、イグナイタにつ

いて、より高い耐震性をもたせるとともに確実な保守管理を行うために、

重大事故等対処設備として位置付けることを検討すること、原子炉格納容

器内の水素成層化を踏まえた設置位置を検討することを要求した。また、

ガス分析計について、事故初期の放射線量が高い環境下での使用が困難で

あることなどから、監視方法を検討することを要求した。これを受けて、

申請者は、水素濃度の低減及び計測手段について、下記の方針を反映した。 

ア．格納容器内の水素濃度低減手段については、イグナイタの位置付け

を重大事故等対処設備とした上で、装置の動作状況を中央制御室で監

視するために PAR動作監視装置及びイグナイタ動作監視装置を整備す

ることとした。さらに、格納容器内での水素の成層化を考慮し、イグ

ナイタを格納容器ドーム頂部にも設置することとした。 

イ．水素濃度計測手段については、中央制御室での濃度監視を可能にす

るため可搬型格納容器水素濃度計測装置、可搬型ガスサンプリング冷

却器用冷却ポンプ及び可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置等を重

大事故等対処設備として整備することとした。 

規制委員会は、上記 a.及び b.の対策が第５２条等要求事項イ）に、c.

の対策が同ハ）に対応するものであることを確認した。 

なお、水素ガスを原子炉格納容器外に排出する方針ではないため、第５

２条等要求事項ロ）に対応する対策はない。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 水素濃度制御及び水素濃度監視のための設備は、他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 

b. 水素濃度制御のための設備は、適切な位置に配置され、水素濃度を

低減できる設計とする。 

c. 水素濃度制御及び水素濃度監視のための設備は、交流又は直流電源

が必要な場合は代替電源設備からの給電に対応した設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)PAR 及びイグナイタは、作動

時の水素燃焼による温度上昇が重大事故等対処に必要となる他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とすること、それぞれの動作監視装置は水素処理

能力へ悪影響を及ぼさない設計とすること、水素濃度を計測するための可

搬型格納容器水素濃度計測装置等は通常時には接続先の系統から分離さ
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れ重大事故等発生時には系統構成可能とすること並びに設置場所にて固

定することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすること、b)PAR は、

水素の効率的な低減を考慮して原子炉格納容器内に分散させた配置とし、

水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても水素濃度を低減できる設計

とすること、イグナイタは、水素を計画的に燃焼させ、水素濃度ピークを

抑制するため、水素放出の想定箇所に加えその隣接区画、水素の主要な通

過経路及び上部ドーム部に配置する設計とすること、c)PAR 動作監視装置、

イグナイタ、イグナイタ動作監視装置、可搬型格納容器水素濃度計測装置

等は代替電源設備である大容量空冷式発電機からの給電に対応した設計

とすることを確認した。 

上記 a.、b.等の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故

等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要

求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、上記 c.の確認から、規制委員会は、申請者が①に従って整備する

重大事故等対処設備について、第５２条等要求事項ニ）を満たす設計方針

であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. PAR は、格納容器内の水素濃度上昇に伴って触媒反応を開始するた

め、運転員等による準備や起動操作は不要である。炉心出口温度等に

より炉心損傷発生と判断した場合には、動作状況確認の手順に着手す

る。電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給電（※53）

を確認した後に手順に着手する。この手順は、中央制御室において 1

名により行う。 

b. 炉心出口温度が 350℃に到達した場合又は安全注入信号を伴う 1 次

冷却材喪失時に全ての高圧注入系機能が喪失した場合には、イグナイ

タによる水素濃度低減の手順に着手する。全交流動力電源が喪失した

場合には、代替電源設備からの給電後に手順に着手する。この手順で

は、イグナイタの起動及び動作状況の確認を中央制御室において 1名

により行う。 

c. 炉心出口温度が 350℃に到達した場合又は安全注入信号を伴う 1 次

冷却材喪失時に全ての高圧注入系機能が喪失した場合には、可搬型格

納容器水素濃度計測装置による原子炉格納容器内水素濃度の監視の

                                                   
（※53）「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」より、代替電源である大容量空冷式発電機か

らの給電の準備に要する時間は約 15 分である。さらに、有効性評価では事象発生時の状況判断のための 10
分間を考慮し、代替電源からの給電開始を事象発生の約 25 分後としている。 
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手順に着手する。この手順では、計測装置の接続、系統構成等を計７

名により約 80 分で実施する。全交流動力電源及び原子炉補機冷却機

能が喪失した場合には、代替電源設備からの給電後に手順に着手する。

この場合の手順には、可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却ポンプ及

び可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置の接続及び起動、窒素ボンベ

による空気作動弁操作等が加わるため、計 7 名により約 95 分を要す

る。さらに、この場合には、約 14 名により 24 時間以内にガスの冷却

を移動式大容量ポンプ車による海水通水冷却に切り替える作業が加

わる。また、1 号炉及び 2 号炉の同時被災時には、一系統の水素濃度

監視設備を用い、ガス取り入れ口を中央制御室からの遠隔操作により

約 5分ごとに切り替えることで両ユニットの格納容器内水素濃度を交

互に監視する。  

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)水素濃度低減の手順等を明確

化していること、b)水素濃度測定の手順等について、機器の運搬、接続作

業等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)バ

ッテリ内蔵型照明等により電源喪失時のアクセス性を確保していること、

d)事故環境下でも使用可能なページング装置等の連絡手段を確保してい

ること、e)操作エリアにおいて通常運転状態と同等の室温が確保されるこ

となどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

また、上記 c.の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用

いた手順等について、第５２条等要求事項ホ）を満たす手順等を整備する

方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が、

第５２条等要求事項イ）、ハ）、ニ）及びホ）に対応するものであること、また、

第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５２条等に適合

するものと判断した。 

なお、水素ガスを原子炉格納容器外に排出する方針ではないため、第５２条

等要求事項ロ）に対応する対策はない。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 
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申請者は、有効性評価（第３７条）において、評価項目（f）「原子炉格納容

器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」を満足するために必要

な対策を、原子炉格納容器内の水素濃度の低減、水素濃度の監視、及びそれら

の設備の代替給電としている。これらの対策は（１）①と同じであるため、必

要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処

設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、水素

燃焼による原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備及び

手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備す

る方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実にするため、

更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器内の水素濃度監視手段の多様性を拡

げるための多様性拡張設備及び手順等を整備するとした。 

（１）原子炉格納容器内の水素濃度を監視するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉格納容器内水素濃度を監視するための設備（表Ⅳ－４．９

－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

a. 炉心損傷が発生し可搬型格納容器水素濃度計測装置による監視が出来

ない場合であって、現場の放射線量が低下し、現場操作が可能となった場

合には、ガス分析計による原子炉格納容器内水素濃度の監視に着手する。

この手順は、格納容器雰囲気ガスを試料採取管に採取し、化学室における

手分析で間欠的に水素濃度を計測するものであり、現場対応の計 3名によ

り約 60 分で実施する。制御用空気及び原子炉補機冷却水の供給機能が喪

失している場合は、計 4名により約 95 分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.９－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

ガス分析計 事故初期の放射線量が高い環境下での使用が困難であり、ま

た、中央制御室からの監視に対応していないものの、事象が長

期的に安定した場合に可搬型格納容器水素濃度計測装置の代
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替設備となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

及び手順等（第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０関係） 

本節では、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために申請者が計画す

る設備及び手順等が、第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０項（以

下「第５３条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５３条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋その他

の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設

（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要があ

る場合には、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備

及び手順等を整備することを要求している。 

第５３条等における「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがない

ことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する

機能を付けること。放射性物質低減機能を付けること。）。その設備により、

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等 

ロ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる

監視設備 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）上記イ）及びロ）の設備は、交流又は直流電源を必要とする場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 

申請者は、第５３条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 水素排出及び放射性物質低減のためのアニュラス空気浄化ファン、アニ

ュラス空気浄化微粒子除去フィルタユニット等及び手順等 

② 水素濃度を推定し監視するための可搬型格納容器水素濃度計測装置等

及び手順等 
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③ 上記設備のための代替電源設備（大容量空冷式発電機等）及び手順等（※
54） 

（２）規制委員会は、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために申請者

が計画する設備及び手順等が、第５３条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条及び重大事故

等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通

的な要求事項。以下「第４３条等」という。）等に従って重大事故等対処設備

及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５３条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５３条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. アニュラス空気浄化設備を用いたアニュラスからの水素排出（アニ

ュラス内に水素が滞留しない設計とすることにより水素爆発を防止

すること及びフィルタを介して水素を含む空気を排出する設計とす

ることにより放射性物質を低減することを含む）。そのために、アニ

ュラス空気浄化ファン、アニュラス空気浄化微粒子除去フィルタユニ

ット等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、窒素ボンベ

（アニュラス空気浄化ファン弁用）を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

b. 格納容器の水素濃度監視設備を用いたアニュラス水素濃度推定及

び監視。そのために、格納容器内高レンジエリアモニタＢ（高レンジ）

を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、可搬型格納容器水

素濃度計測装置、アニュラス水素濃度推定用可搬型線量率計等を重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

                                                   
（※54）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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規制委員会は、上記 a.の対策が第５３条等要求事項イ）、上記 b.の対策

が第５３条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. アニュラス空気浄化ファン等は、設計基準事故対処設備としての機

能を使用することによりアニュラス内の水素を屋外に排出すること

ができるため、設計基準事故対処設備としての仕様と同じとするが、

原子炉格納容器内の水素濃度低減機能等と相まって、水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止できる排出容量を確保する。 

b. 可搬型格納容器水素濃度計測装置は、原子炉格納容器内の水素濃度

の推定ができる計測範囲とする。 

c. アニュラス空気浄化ファン、可搬型格納容器水素濃度計測装置等は、

交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電に対応し

た設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)アニュラス空気浄化ファン等

は、格納容器破損防止対策の有効性評価に用いている格納容器漏えい率

（0.16%/日）等を条件として評価した結果により、アニュラス内水素濃度

を可燃限界未満とすることができる排出容量を確保していること、b)可搬

型格納容器水素濃度計測装置は、計測誤差を考慮した上で、0～20vol%を

計測範囲としていることにより、適切な計測範囲を確保していること、c)

アニュラス空気浄化ファン、可搬型格納容器水素濃度計測装置等は代替電

源設備である大容量空冷式発電機からの給電に対応した設計とすること

を確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、上記 c.の確認から、規制委員会は、申請者が①に従って整備する

重大事故等対処設備について、第５３条等要求事項ハ）を満たす設計方針

であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 安全注入信号が発信した場合には、全交流動力電源及び直流電源が

健全な場合のアニュラス空気浄化ファン等による水素排出の手順に
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着手する。この手順では、アニュラス空気浄化ファン自動起動の中央

制御室での確認等を 1名により実施する。 

b. 全交流動力電源又は直流電源の喪失と判断した場合には、全交流動

力電源又は直流電源が喪失した場合のアニュラス空気浄化ファン等

による水素排出の手順に着手する。この手順では、現場での代替空気

（窒素）供給ラインのフレキシブルホースの接続作業、水素排出のた

めの系統構成、アニュラス空気浄化ファンの起動等を計 3名により約

35 分で実施する。 

c. 炉心出口温度等により炉心の著しい損傷が発生したと判断した場

合には、可搬型格納容器水素濃度計測装置、格納容器内高レンジエリ

アモニタＢ（高レンジ）、アニュラス水素濃度推定用可搬型線量率計

等による水素濃度推定の手順に着手する。この手順では、アニュラス

水素濃度推定用可搬型線量率計の運搬及び設置、アニュラス水素濃度

の中央制御室での推定等を計 3名により約 70 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順を明確化している

こと、b)空気供給操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がな

いことを確認していること、c)バッテリ内蔵型照明等によりアクセス性を

確保していること、d)有線通話装置等の必要な連絡手段を確保しているこ

となどを確認した。 

なお、可搬型格納容器水素濃度計測装置は 1、2号炉で同時被災の場合、

切替操作により使用するが、その手順については、「Ⅳ－４．９ 水素爆

発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備及び手順等」におい

て確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

なお、申請者は、アニュラス内の水素濃度について、原子炉格納容器内

の水素濃度を監視することによって推定するとしていたが、その推定方法

の詳細を示していなかった。このため、規制委員会は、アニュラス内の水

素濃度推定方法の詳細を示すことを求めた。申請者は、あらかじめアニュ

ラス水素濃度推定のための関係図を準備し、格納容器高レンジエリアモニ

タＢ（高レンジ）と格納容器排気筒高レンジガスモニタ又はアニュラス水

素濃度推定用可搬型線量率計の線量率との関係によりアニュラスへの漏

えい率を推定し、そのアニュラスへの漏えい率推定値に応じたアニュラス

内の水素濃度の推定を行うことを示した。これにより、規制委員会は、ア

ニュラス内の水素濃度の推定が妥当であることを確認した。 
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以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５３条等要求事項イ）からハ）に

対応するものであること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が

第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合す

るものと判断した。 

 

３．自主的対策における及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、アニュラス水素濃度計測装置

による水素濃度監視及びアニュラス内の放射線量の推定のための多様性拡張設

備及び手順等を整備するとした。 

（１）アニュラス水素濃度計測装置による水素濃度監視のための設備及び手

順等 

申請者は、アニュラスの環境が悪化するまでの水素濃度監視のためのアニュ

ラス水素濃度計測装置（表Ⅳ－４．１０－１参照。）を用いた主な手順等とし

て、炉心出口温度等により炉心の損傷を判断し、アニュラス空気浄化ファンが

起動した場合には、アニュラス水素濃度計測装置による水素濃度測定に着手す

るとしている。この手順では、中央制御室での監視を 1名により実施するとし

ている。 

（２）アニュラス内の放射線量の推定のための設備及び手順等 

アニュラス内の放射線量の推定のための設備（表Ⅳ－４.１０－１参照。）と

して、格納容器排気筒高レンジガスモニタは常設設備であるが、設備が健全で

あれば、アニュラス内濃度推定に必要な測定値が中央制御室で速やかに得られ

るとしている。 

 

以上により、規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大

事故等への対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.１０－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

アニュラス水素

濃度計測装置 

耐放射線等のため、使用範囲に制限があるものの、設備が健全

である場合は、アニュラス内の水素濃度監視の設備となり得

る。 

格納容器排気筒 重大事故等対処設備に要求される耐震性は十分ではないもの
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高レンジガスモ

ニタ 

の、設備が健全である場合は、アニュラス内の放射線量推定の

設備となり得る。 

 
 
Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等（第５

４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１関係） 

本節では、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

が、①第５４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１項（以下「第５４条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、

適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応によ

り重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５４条等の第１項は、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失（以

下「想定事故１」という。）し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因（以下「想定事故２」という。）により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨

界を防止するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。ま

た、第５４条等の第２項は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他

の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要

な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第５４条等における「想定事故１」又は「想定事故２」に対する「貯蔵槽内

燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備及

び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果を

有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型代替注水設備（注水ライン、ポンプ車等）及びその手順等。 

大量の水の漏えいその他の要因による水位の異常な低下に対する「貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備

及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果

を有する設備及び手順等としている。 

ロ）可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ車等）

及びその手順等 

ハ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための

設備及びその手順等 
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さらに、使用済燃料貯蔵槽の監視のための以下の設備及び手順等を整備する

としている。 

ニ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率を計測するための

設備及びその手順等 

ホ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視するための設備及びその手

順等 

また、上記イ）、ロ）及びニ）については、以下の措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ヘ）上記イ）の代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備

が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽

の水位を維持できるものであること。 

ト）上記ロ）のスプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の

水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

チ）上記ニ）の計測設備は、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定可能であること。 

リ）上記ニ）の計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備

からの給電を可能とすること。 

申請者は、第５４条等の要求事項を満たすため、以下の設備及び手順等を整

備する方針としている。 

① 使用済燃料ピット（※55）への代替注水のための使用済燃料ピット補給

用水中ポンプ等及び手順等 

② 使用済燃料ピットへのスプレイのための可搬型電動低圧注入ポンプ、可

搬型ディーゼル注入ポンプ等及び手順等 

③ 使用済燃料ピットへの放水のための移動式大容量ポンプ車、放水砲等及

び手順等（※56） 

④ 状態監視設備（使用済燃料ピット温度、水位等を監視するための計測設

備）及び手順等 

⑤ 状態監視設備に給電するための代替電源設備（大容量空冷式発電機等）

及び手順等（※57） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、「想定事故１」及び「想定事

故２」における燃料損傷を防止するための重大事故等対処設備及び手順等とし

て以下を整備する方針としている。 

① 使用済燃料ピットへの代替注水を行うための設備及び手順等 

                                                   
（※55）使用済燃料貯蔵槽に対して申請者が用いている名称。 

（※56）放水砲等を用いた使用済燃料ピットへの放水に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１２ 発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等」において整理。 

（※57）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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② 使用済燃料ピットを監視するための設備及び手順 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

（３）規制委員会は、使用済燃料ピットの冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第５４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第５４条等に適合するものと判断した。また、有

効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含

み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、

（２）以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をよ

り確実に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 使用済燃料ピットへの代替注水。そのために、使用済燃料ピット補

給用水中ポンプ等を新たに整備する。 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ注水。そのために、可搬型電動低圧

注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ等を新たに整備する。 

c. 使用済燃料ピットの状態監視。そのために、使用済燃料ピット水位

計（SA)、使用済燃料ピット水位計（広域）、使用済燃料ピット温度計

（SA)、使用済燃料ピット周辺線量率計、使用済燃料ピット状態監視

カメラを新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５４条等要求事項イ）に、b.の対策が

同ロ）及びハ）に、c.の対策が同ニ）及びホ）に対応するものであること

を確認した。 

なお、申請者は、使用済燃料貯蔵ピットからの大量の水の漏えい等によ

り水位が異常に低下して燃料体が露出した場合については、電波式の使用

済燃料ピット水位計（SA)による水位計測は困難であるとしていた。この

ため、規制委員会は、水位が異常に低下した場合についても「重大事故等

により変動する可能性のある範囲」であり測定可能であることが求められ

ることから、多様な測定手段について検討し、説明することを要求した。
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これに対し、申請者は、使用済燃料ピット底部までの水位低下傾向を把握

するため、バブラー式の使用済燃料ピット水位計（広域）を整備する方針

を示した。規制委員会は、上記の対策により、使用済燃料ピットの水位が

異常に低下した場合においても、使用済燃料ピットの水位等を監視するこ

とができることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ等による代替注水は、設計基準

対象施設の注水設備に対して多様性を有し、また、位置的分散が図ら

れる設計とする。 

b. 使用済燃料ピットへの代替注水設備及び状態監視設備は他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

c. 代替注水設備は、使用済燃料ピットの冷却設備又は注水設備が機能

喪失し、又は水の漏えいその他の要因により水位が低下した場合にお

いて、使用済燃料ピット内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及

び臨界を防止することができる設計とする。 

d. スプレイ設備は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいが発生

し、可搬型代替注水設備によっても水位が使用済燃料ピット出口配管

下端より低く、かつ、水位の低下が継続する場合に、燃料損傷の進行

を緩和できる設計とする。 

e. 状態監視設備は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。 

f. 状態監視設備は、代替電源設備からの給電に対応した設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)使用済燃料ピット補給用水中

ポンプ等を使用した代替注水は、専用の発電機から給電可能で、海水又は

淡水を補給できる中間受槽を水源とすることで、設計基準対象施設の注水

設備である使用済燃料ピットポンプ等に対して多様性を有し、また、離れ

た位置に分散して保管することで位置的分散が図られる設計とすること、

b)ポンプ類、発電機類、水位計、温度計、線量率計等は他の設備に悪影響

を及ぼさないよう通常運転時に系統から分離可能な設計とすること、c)使

用済燃料ピット補給用水中ポンプ等が必要な水位を維持するために必要

な容量を有すること、d)燃料損傷を緩和するためにスプレイ設備は使用済

燃料ピット全域に必要な流量でスプレイできる設計とすること、e)使用済

燃料ピット水位計（SA）の測定可能範囲を使用済燃料ピット水位計（広域）

で補うなどして、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり状
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態監視が可能な設計とすること、f)状態監視設備は代替電源設備である大

容量空冷式発電機からの給電に対応した設計とすることを確認した。 

上記 a.、b.等の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故

等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要

求事項）を満たす措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、上記 c.から f.の確認から、規制委員会は、申請者が①に従って

整備する重大事故等対処設備について、第５４条等要求事項ヘ）からリ）

を満たす設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 使用済燃料ピットポンプが全台停止した場合、使用済燃料ピットの

水温が 65℃を超える場合、又は使用済燃料ピット水位が EL.+ 11.56m

（燃料使用済ピット出口配管下端）以下まで低下した場合には、使用

済燃料ピット補給用水中ポンプ等による使用済燃料ピットへの注水

の手順に着手する。この手順では、使用済燃料ピット補給用水中ポン

プ、可搬型ホース等の運搬、設置、系統構成等を計 10 名により約 5

時間 20 分で実施する。 

b. 使用済燃料ピット水位が EL.+11.56m（使用済燃料ピット出口配管下

端）以下に低下し、かつ、水位低下が継続する場合には、可搬型電動

低圧注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ等による使用済燃料ピ

ットへのスプレイのための手順に着手する。この手順では、ポンプ、

可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、ポンプの起動、使用済

燃料ピットへのスプレイ等を計 22名により約 2時間で実施する。 

c. 重大事故等対処設備のうち、常設設備である使用済燃料ピット水位

計（SA）、使用済燃料ピット温度計（SA）及び使用済燃料ピット状態

監視カメラは設置作業等を必要としないため、通常時から継続的に状

態の監視が可能である。使用済燃料ピットポンプが全台停止した場合、

使用済燃料ピット温度が 65℃を超える場合、又は使用済燃料ピット水

位が EL.+11.56m（燃料使用済ピット出口配管下端）以下まで低下した

場合には、可搬型設備である使用済燃料ピット水位計（広域）及び使

用済燃料ピット周辺線量率計を用いた状態監視のための手順に着手

する。この手順では、可搬型設備の運搬、設置、接続等を計 6名によ

り約 110 分で実施する。また、交流又は直流電源が喪失している場合

には、代替電源設備からの給電（※58）後に手順に着手する。 

                                                   
（※58）「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」より、代替電源である大容量空冷式発電機か
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規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の着手条件を明確化して

いること、b)使用済燃料ピット補給用水中ポンプ等による代替注水の手順

等について、可搬型ホース及び中間受槽等の運搬、接続作業、注水等を定

め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)可搬型設備

保管エリア、運搬ルート、設置エリア周辺には作業を行う上で支障となる

設備がないこと、d)ヘッドライトや懐中電灯等により夜間のアクセス性を

確保していること、e)通常の連絡手段が使用不能となった場合でもトラン

シーバにて通話可能であることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等を満たす手順等を整備する方針であることを確認した。  

 

以上のとおり、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が、

第５４条等要求事項イ）からリ）に対応するものであること、また、第４３条

等に従って適切に整備する方針であることから、第５４条等に適合するものと

判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、「想定事故１」及び「想定事

故２」に対する対策を、使用済燃料ピットへの注水、使用済燃料ピットの監視、

及びそれらの設備への代替給電としている。これらの対策は（１）①a.及び c.

と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに

関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを

確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実にするため、

更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、使用済燃料ピットへの代替注水、状態監視及び漏え

い緩和のための多様性拡張設備及び手順等を整備するとした。 

                                                                                                                                              
らの給電の準備に要する時間は約 15 分である。さらに、有効性評価では事象発生時の状況判断のための 10

分間を考慮し、代替電源からの給電開始を事象発生の約 25 分後としている。 
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（１）使用済燃料ピットへの代替注水のための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットへの代替注水のための設備（表Ⅳ－４.１１－

１参照。）を用いた主な手順等を以下のとおりとしている。 

① 使用済燃料ピットポンプが全台停止した場合、使用済燃料ピット温度計

指示が 65℃を超える場合、又は使用済燃料ピット水位が EL.+11.56m（燃

料使用済ピット出口配管下端）以下まで低下した場合には、燃料取替用水

タンク、2次系純水タンク等による使用済燃料ピットへの注水に着手する。

この手順では、系統構成、注水操作を 1名により約 30 分で実施する。 
② 燃料取替用水タンク、2 次系純水タンク等による使用済燃料ピットへの

注水が確認できない場合であって、ろ過水貯蔵タンクが確保されている場

合には、電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、消防自動車等による使

用済燃料ピットへの注水に着手する。この手順では、系統構成、消火ポン

プ等の起動、使用済燃料ピットへの給水を計 6名により約 2時間で実施す

る。 

（２）使用済燃料ピットの空間線量率を計測するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットの空間線量率を計測するための設備（表Ⅳ－４.

１１－１参照。）を用いた主な手順等に関し、使用済燃料ピットエリアモニタ

は通常時から使用している設備であり、重大事故等発生時において既に使用可

能な状態にあるとしている。 

（３）使用済燃料ピットの水位を計測するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットの水位を計測するための設備（表Ⅳ－４.１１

－１参照。）を用いた主な手順等に関し、常設及び可搬型の使用済燃料ピット

水位計が故障した場合には、ロープ式水位計により水位を測定するとしている。 

（４）使用済燃料ピットからの水の漏えいを緩和するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいを緩和するための設備

（表Ⅳ－４.１１－１参照。）を用いた主な手順等に関し、使用済燃料ピット水

位が EL.+11.56m（使用済燃料ピット出口配管下端）以下となり、かつ水位低下

が継続する場合には、使用済燃料ピットにおいて、ステンレス鋼板、ガスケッ

ト材、吊り降ろし用ロープ等を用いた水の漏えい緩和に着手するとしている。

この手順では、漏えい部へのステンレス鋼板の設置等を計 4名により約 2時間

で実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.１１－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 
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設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

燃料取替用水タ

ンク、2 次系純

水タンク等 

燃料取替用水タンク等は共用設備であり、定期検査時の原子炉

キャビティの水張りに使用されている場合等、必要な水量を確

保できない場合があるものの、使用済燃料ピットへの給水の代

替手段となり得る。 

電動消火ポン

プ、ディーゼル

消火ポンプ、消

防自動車等 

消火を目的とする設備であるため、重大事故等対処設備として

信頼性は十分ではないものの、使用済燃料ピットへの給水の代

替手段となり得る。 

使用済燃料ピッ

トエリアモニタ 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、重大事故等の発生直後から空間線量率を把握する手

段として有効である。 

ロープ式水位計 使用済燃料ピットに接近可能な場合にしか使用できないもの

の、水位を把握する手段として有効である。 

ステンレス鋼

板、ガスケット

材、吊り降ろし

用ロープ等 

使用済燃料ピットに接近可能な場合にしか実施できず、また、

効果に不確実性はあるものの、大量の水の漏えいを緩和する手

段となり得る。 

 
 
Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び

手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に申請者が計画する設備及び手順等について、第５５条及び重大事故等防止技術的

能力基準１．１２項（以下「第５５条等」という。）における要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であるか確認した。さらに、申請者が、自主的な対応

により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５５条等は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な設備及び手順等の整備を要求している。 

第５５条等における「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等としている。 
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イ）原子炉建屋に放水できる設備及び手順等 

ロ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備及び手順等 

また、上記イ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うこととしている。 

ハ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

に対応できること。 

ニ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水す

ることが可能なこと。 

   ホ）放水設備は、複数の原子炉施設の同時使用を想定し、発電所内原子炉施

設基数の半数以上を配備すること。 

申請者は、第５５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器及びアニュラス部（以下「原子炉格納容器等」という。）

又は燃料取扱建屋等へ放水するための移動式大容量ポンプ車、放水砲等の

設備及び手順等 

② 流出経路の集水ピットに放射性物質吸着剤（以下「吸着剤」）という。）

を設置及び海洋への流出箇所にシルトフェンスを設置して、汚染水の海洋

への拡散を抑制するための設備及び手順等 

③ 航空機燃料火災に対して泡消火するための移動式大容量ポンプ車、放水

砲等の設備及び手順等 

（２）規制委員会は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために申請者が計画する設備及び手順等が、第５５条等における各々

の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第５５条

等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に（１）以外の設備及び手順等を整

備することにより、重大事故等への対処をより確実に実施する方針であること

を確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５５条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 
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申請者は、第５５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。   

a. 放水設備を用いた屋外から原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋へ

の放水。そのために、移動式大容量ポンプ車、放水砲、可搬型電動低

圧注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ、使用済燃料ピットスプ

レイヘッダ等を重大事故等対処設備として整備する。 

b. 原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋への放水による海洋への放射

性物質の拡散の抑制。そのために、吸着剤、シルトフェンス及び小型

船舶を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５５条等要求事項イ）、上記 b.の対策

が第５５条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 移動式大容量ポンプ車及び放水砲は、海を水源とし、車両等により

運搬、移動でき、複数の方向から原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋

に向けて放水できるとともに原子炉格納容器の最高点である頂部に

放水できる容量を有する設計とする。移動式大容量ポンプ車は、1 号

炉及び 2 号炉の同時使用を想定し、1 号炉及び 2 号炉で 1 セット（共

用で 1台）、放水砲は、1号炉及び 2号炉の同時使用を想定し、1号炉

及び 2号炉で 1セット（共用で 2台）を保管する。 

b. 可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプ及び

使用済燃料ピットスプレイヘッダは、中間受槽を水源とし、車両等に

より運搬、移動でき、できる限り環境への放射性物質の放出を低減す

るために必要な容量を有する設計とする。可搬型電動低圧注入ポンプ

又は可搬型ディーゼル注入ポンプ（どちらか一方）は、1 号炉、2 号

炉それぞれ 1 セット（1 台）の使用を想定し、それぞれ 2 セット（バ

ックアップを含め、共用で合計 6台）を保管する。使用済燃料ピット

スプレイヘッダは、1号炉、2号炉それぞれ 1セット（2基）の使用を

想定し、それぞれ 1 セット（バックアップを含め、共用で合計 5 基）

を保管する。 

c. 移動式大容量ポンプ車及び放水砲による原子炉建屋周辺への泡消

火は、泡消火薬剤と混合しながら原子炉建屋周辺に向けて放水できる

設計とする。また、車両等により運搬、移動でき、複数の方向から原

子炉建屋周辺に向けて放水できる設計とする。 
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d. 海洋への放射性物質の拡散を抑制するシルトフェンスは、設置場所

に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は、1 号炉及び 2 号

炉で 3箇所の設置場所に各 2組（合計 6組）とする。吸着剤は、流水

が吸着剤内を通過するように 2箇所の雨水排水処理装置の集水ピット

に設置する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)移動式大容量ポンプ車、放水

砲は、放射性物質の拡散を抑制するために原子炉格納容器の頂部まで放水

できること、移動式大容量ポンプ車、放水砲は、車両等により運搬、移動

できるため、原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋に対して、複数の方向か

ら放水できること、移動式大容量ポンプ車、放水砲、可搬型電動低圧注入

ポンプ及び使用済燃料ピットスプレイヘッダの保有数は、1 号炉及び 2 号

炉の同時使用を想定し、それぞれ、原子炉基数の半数以上を保管すること、

b)航空機衝突による航空機燃料火災に対しては、移動式大容量ポンプ車内

蔵の泡薬剤ポンプにより、泡消火薬剤を混合し、放水砲による泡消火がで

きる仕様であることを確認した。 

なお、放水砲による放水後の放射性物質の海洋への流出に対しては、流

水経路の雨水排水処理装置の上流側にある集水ピットの網目状のマット

内に軽石状の吸着剤を配置し、海洋への放射性物質の拡散の抑制を図る方

針であること、発電所から海洋への流出箇所にシルトフェンスを設置し、

放射性物質の拡散の抑制を図る方針であることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

重大事故等対処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通

的な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備について、第５５

条等要求事項ハ）、ニ）、ホ）に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

   申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 炉心出口温度が 350℃以上かつ格納容器高レンジエリアモニタ（高

レンジ）が 1×105mSv/h 以上になり、原子炉格納容器スプレイの動作

が流量等で確認できない場合には、原子炉格納容器等への放水の手順

に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車を取水ピット周辺

に配置して、取水用ホースを接続した水中ポンプと移動式大容量ポン

プ車をホースで接続し、移動式大容量ポンプ車から放水砲までのホー
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ス布設後、移動式大容量ポンプ車の起動、放水砲により放水開始まで

の作業を計 10 名により約 8時間で実施する。 

b. 使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管高さ（EL.＋

11.56m）以下となり、かつ水位低下が継続しており、さらに燃料取扱

建屋の損壊又は使用済燃料ピットエリアモニタの指示値上昇により

燃料取扱建屋に近づけないと判断される場合には、燃料取扱建屋への

放水の手順に着手する。この手順では、放水砲の放水先が原子炉格納

容器等から燃料取扱建屋に変わるだけでその他の手順は上記 a.の場

合と同様である。 

  なお、使用済燃料ピット内へのスプレイの操作手順は、「Ⅳ－４．

１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等」において

確認する。 

c. 移動式大容量ポンプ車、放水砲による放射性物質の大気への拡散抑

制を行うと判断した場合には、併せて汚染水の海洋への拡散抑制の手

順に着手する。この手順では、吸着剤を雨水排水処理装置の上流側に

ある集水ピットに運搬、配置する作業（2箇所設置）を計 18 名により

約 2時間で実施する。次に、小型船舶とシルトフェンスを海上に降ろ

し、小型船舶などを使ってシルトフェンスを海中に展張する作業（3

箇所設置）を計 60 名により約 16時間で実施する。 

d. 航空機燃料火災が発生した場合には、原子炉建屋周辺への泡消火を

行うための手順に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車を

取水ピット周辺に配置し、取水用ホースを接続した水中ポンプと移動

式大容量ポンプ車をホースで接続し、移動式大容量ポンプ車から放水

砲までのホースを布設後、移動式大容量ポンプ車の起動、泡消火薬剤

を移動式大容量ポンプ車内蔵の泡薬剤ポンプで送水し、放水砲による

泡消火を開始する。以上の作業を計 17名により約 4時間で実施する。  

規制委員会は、申請者の計画において、移動式大容量ポンプ車、放水砲

等により、原子炉格納容器等へ放水するための手順等について、重大事故

等時に原子炉格納容器等への放水を的確かつ柔軟に対処できるよう人員

を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、ヘッドライト等に

より夜間でのアクセス性を確保していること、トランシーバ等の必要な連

絡手段を確保していること、移動式大容量ポンプ車等の移動、接続等を行

う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 
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以上のとおり、規制委員会は、上記①a.の対策が第５５条等要求事項イ）、上

記①b.の対策が第５５条等要求事項ロ）に対応するものであること、①a.に掲げ

る重大事故等対処設備が第５５条等要求事項ハ）、ニ）、ホ）に適合する設計方針

であること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第５５条等に適合するものと

判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、航空機衝突による航空機燃料火災等時に泡消火を実

施するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

申請者は、泡消火を実施することによって初期対応における延焼を防止する

ための設備（表Ⅳ－４．１２－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおり

としている。 

① 航空機燃料火災が発生した場合において、放水砲による消火が開始される

前の初動対応の場合には、化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車によ

る泡消火に着手する。この手順では、水源となるろ過水貯蔵タンク近傍に小

型動力ポンプ付水槽車を設置し、ホースにより水源と小型動力ポンプ付水槽

車を接続し、さらに消火活動場所に配置された化学消防自動車とホースで接

続し、化学消防自動車による泡消火を開始する。以上の作業を計 8名により

約 20 分で実施する。水源として他の防火水槽、宮山池、海等を用いた場合

も同様な手順である。 

② 航空機燃料火災が発生した場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬

型ディーゼル注入ポンプ及び小型放水砲による泡消火に着手する。この手順

では、可搬型電動低圧注入ポンプ、可搬型電動ポンプ用発電機又は可搬型デ

ィーゼル注入ポンプ、小型放水砲及び中間受槽を設置し、可搬型ホース等を

接続し、小型放水砲による泡消火を開始する。以上の作業を計 22 名により

約 2時間で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１２－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 
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設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

化学消防自動

車、小型動力ポ

ンプ付き水槽車

等 

移動式大容量ポンプ車に比べ、流量が少ないため、重大事故等

対処設備と同等の放水効果は得られにくいものの、アクセス道

路及び航空機燃料飛散による建屋への延焼拡大を防止するた

めの設備となり得る。 

 可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ、

小型放水砲等 

 
 
Ⅳ－４．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等（第

５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３関係） 

本節では、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が計画する

設備及び手順等が、①第５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３項（以

下「第５６条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、

自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確

認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５６条等は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な設備及び手順等を整備することを要

求している。 

第５６条等における「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順

等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果を有する

設備及び手順等としている。 

イ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる設備

及び手順等。 

ロ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ハ）海を水源として利用できること。 

ニ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、

多重性又は多様性を確保すること。 
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また、上記イ）、ロ）、ハ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うこととしている。 

   ホ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

   ヘ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ト）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。 

申請者は、第５６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 代替水源から中間受槽へ供給するための設備及び手順等 

② 格納容器再循環サンプを水源とする代替再循環運転をするための設備

及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、重大事故等の収束までの間、

十分な量の水を供給するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を

整備する方針としている。 

① 蒸気発生器2次側による炉心冷却をするための代替水源の確保と水を供

給するための設備及び手順等 

② 炉心注入及び格納容器冷却をするための代替水源の確保と水を供給す

るための設備及び手順等 

③ 使用済燃料ピットへの水源の確保と水を供給するための設備及び手順

等 

（３）規制委員会は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が

計画する設備及び手順等が、第５６条等における各々の要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であることから、第５６条等に適合するものと判断

した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析により機能喪失の原

因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）以

外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５６条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 
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申請者は、第５６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替水源（宮山池、2 次系純水タンク、海等）から中間受槽への水

の供給及び水源の切替え。そのために、中間受槽、取水用水中ポンプ、

取水用水中ポンプ用発電機、燃料油貯蔵タンク及びタンクローリを重

大事故等対処設備として整備する。 

b. 余熱除去ポンプの機能喪失が発生した場合に、格納容器再循環サン

プを水源とする代替再循環運転。そのために、Ａ格納容器スプレイポ

ンプ（RHRS-CSS タイライン使用）、Ａ格納容器スプレイ冷却器等を重

大事故等対処設備として新たに位置付ける。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５６条等要求事項イ）、ロ）、ハ）、ヘ）、

上記 b.の対策が第５６条等要求事項ニ）に対応するものであることを確認

した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 各水源から水を供給する中間受槽、取水用水中ポンプ等は、設計基

準事故対処設備に対して異なる系統の水源として設計する。また、位

置的分散を図る。 

b. 代替再循環運転をするためのＡ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS

タイライン使用）、Ａ格納容器スプレイ冷却器等は、設計基準事故対

処設備に対して多重性を有し、位置的分散が図られる。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)中間受槽は設計基準事故対処

設備である復水タンク、燃料取替用水タンク及び使用済燃料ピットに対し

て淡水又は海水を代替水源として補給できること、中間受槽は屋外に分散

して保管されること、b)中間受槽に水を供給する取水用水中ポンプ、取水

用水中ポンプ用発電機等は、屋外に分散して保管され、重大事故等の収束

までの間、十分な量の水を供給することができること、取水用水中ポンプ

用発電機の燃料は、燃料油貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給でき

ること、c)Ａ格納容器スプレイポンプ、Ａ格納容器スプレイ冷却器等によ

る代替再循環設備は、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器及び充てん/高圧

注入ポンプによる再循環設備に対して多重性を有していること、また、Ａ

格納容器スプレイポンプ等に対しては、余熱除去ポンプ等と異なる区画に

設置することで位置的分散を図ることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）
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に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

なお、設計基準事故対処設備である復水タンク、燃料取替用水タンク及

び使用済燃料ピットの水源の枯渇に対する代替淡水源として、宮山池、2

次系純水タンク、ろ過水貯蔵タンク等の複数の淡水源が確保できることを

確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等が発生し、復水タンク、燃料取替用水タンクの枯渇や破

損等又は使用済燃料ピット水の漏えい等で水源が喪失するおそれが

ある場合であって、2 次系純水タンク、ろ過水貯蔵タンクからの水の

供給ができず、宮山池からの水が供給できることを確認できた場合に

は、宮山池から水を中間受槽へ供給する手順に着手する。この手順で

は、中間受槽を設置した後、宮山池に取水用水中ポンプを設置し、可

搬型ホースを中間受槽まで布設し、移送ルートを確保し、取水用水中

ポンプの起動により、中間受槽へ水を供給する。以上の作業を計 10

名により約 5時間 20 分で実施する。 

また、宮山池からの供給ができず、海（取水口）からの供給ができ

ることを確認できた場合には、海水を中間受槽へ供給する手順に着手

する。この手順は、水源が宮山池から海に変わるだけでその他の手順

は宮山池の場合と同様である。 

b. 中間受槽への水の供給には水質のよい淡水を供給できるタンク類

を優先し、タンク類が使用できなければ宮山池を水源とし、さらに宮

山池が使用できないときは海を水源として使用する。水源の切替えは

水の供給が中断することなく、重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を確保する。 

c. 重大事故等対処設備である取水用水中ポンプ用発電機を運転した

場合において、運転時間が燃料補給作業着手時間の約 5.6 時間に達し

た場合には、取水用水中ポンプ用発電機へ燃料を補給する手順に着手

する。この手順では、燃料油貯蔵タンクからタンクローリへ燃料の給

油を行い、タンクローリを取水用水中ポンプ用発電機の横に移動させ、

燃料の補給を行う作業を計 6名により約 80 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、2 次系純水タンク又はろ過水貯

蔵タンクから宮山池、海水までの水源の選択を明確化して水の供給が中断

することがないように水源切替えの優先順位を設定し、重大事故等の収束

までの間、十分な量の水を供給できること、代替水源から中間受槽へ供給
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するための設備及び手順等について、可搬型ホース及び中間受槽までの移

送ルートの確保、接続作業等を定め、重大事故等時に的確かつ柔軟に対処

できるよう人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、ヘ

ッドライト等により夜間でのアクセス性を確保していること、トランシー

バ等の必要な連絡手段を確保していること、取水用水中ポンプ等の運搬、

接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認

した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる対策について、第５６条等

要求事項ホ）、ト）に適合する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記①a.の対策が第５６条等要求事項イ）か

らハ）、ヘ）、上記①b.の対策が第５６条等要求事項ニ）に対応するものである

こと、①a.に掲げる重大事故等対処設備が第５６条等要求事項ホ）からト）に

適合する設計方針であること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等

が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５６条等に適

合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、重大事故等の収束までの

間、十分な量の水を供給するために必要となる以下の対策とそのための重

大事故等対処設備を整備するとしている。 

①－１）蒸気発生器 2次側による炉心冷却のための代替水源の確保と水の供

給 

a. 1 次冷却系のフィードアンドブリード。そのために、燃料取替用水

タンク、充てん/高圧注入ポンプ及び加圧器逃がし弁を重大事故等対

処設備として位置付ける。  

b. 中間受槽から復水タンクへの水の供給。そのために、中間受槽、復

水タンク補給用水中ポンプ等を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

①－２）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源の確保と水の供給 

c. 燃料取替用水タンクの水が枯渇した場合は復水タンクから燃料取

替用水タンクへの水の供給又は燃料取替用水タンクの代替として復
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水タンクからの代替炉心注入及び代替格納容器スプレイ。そのために、

復水タンク、常設電動注入ポンプ等を重大事故等対処設備として位置

付ける。 

①－３）代替再循環運転のための水の供給 

d. 余熱除去ポンプの機能喪失が発生した場合に、格納容器再循環サン

プを水源とする代替再循環運転。そのために、Ａ格納容器スプレイポ

ンプ（RHRS-CSS タイライン使用）、Ａ格納容器スプレイ冷却器等を重大

事故等対処設備として位置付ける。 

①－４）使用済燃料ピットへの水の供給 

e. 使用済燃料ピットへの注水。そのために、中間受槽、使用済燃料ピ

ット補給用水中ポンプ、水中ポンプ用発電機等を重大事故防止設備と

して整備する。 

規制委員会は、上記 a.から e.の対策が有効性評価（第３７条）におい

て位置付けた重大事故等対処設備及び手順等に対応するものであること

を確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げた重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

②－１）蒸気発生器 2次側による炉心冷却用のための代替水源の確保と水の

供給 

a. 復水タンクへの供給に用いる中間受槽、復水タンク補給用水中ポン

プ、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポンプ用発電機（以

下「水中ポンプ用発電機」という。）は、復水タンクが枯渇した場合、

可搬型ホースを介して復水タンクへ水を供給できる設計とする。 

b. 1 次冷却系のフィードアンドブリードの代替水源として用いる燃料

取替用水タンクは、設計基準事故対処設備に対して異なる系統の水源

として設計し、位置的分散を図る。 

②－２）炉心注入及び格納容器冷却用のための代替水源の確保と水の供給 

c. 代替炉心注入又は格納容器スプレイに用いる復水タンクは、設計基

準事故対処設備に対して異なる系統の水源として設計し、位置的分散

を図る。 

②－３）代替再循環運転のための水の供給 

d. 格納容器再循環サンプを水源とする代替再循環運転に用いるＡ格

納容器スプレイポンプ、Ａ格納容器スプレイ冷却器等は、設計基準事

故対処設備に対して多重性を備えたものとし、さらに位置的分散を図

る。  
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②－４）使用済燃料ピットへの水の供給 

e. 使用済燃料ピットへの水の供給に用いる中間受槽は、設計基準事故

対処設備に対して異なる系統の水源として設計し、位置的分散を図る。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水タンクの枯渇等の場合、

代替水源として中間受槽、燃料取替用水タンク、海等を使用する異なる系

統の水源を有していること、また、位置的分散を図ること、b)燃料取替用

水タンクの枯渇等の場合、代替水源として中間受槽、復水タンク等を使用

する異なる系統の水源を有していること、また、位置的分散を図ること、

c)余熱除去ポンプの故障等により、原子炉への注入機能が喪失した場合に、

格納容器再循環サンプを水源とし、Ａ格納容器スプレイポンプ、Ａ格納容

器スプレイ冷却器等を使用する代替再循環運転設備は再循環運転設備に

対して多重性を有していること、d)使用済燃料ピットへの水の供給が必要

な場合は、代替水源として中間受槽等を使用する異なる系統の水源を有し

ていること、また、位置的分散を図ることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①の考え方に従って整備する設備を用いた主な手順等は以下

のとおりとしている。 

③－１）蒸気発生器 2次側による炉心冷却のための代替水源の確保と水の供

給 

a. 重大事故等の発生時に、蒸気発生器 2次側による原子炉の冷却中に

おいて復水タンクの枯渇等により水の補給が必要であることを水位

にて確認した場合には、中間受槽から復水タンクへ水を供給するため

の手順に着手する。この手順は、代替水源から中間受槽への供給手順

を踏まえて、中間受槽に復水タンク補給用水中ポンプを設置し、復水

タンクまで可搬型ホースを布設、接続し、復水タンク補給用水中ポン

プと水中ポンプ用発電機を電源ケーブルで接続し、復水タンク補給用

水中ポンプを起動し、復水タンクへ供給する。以上の作業を計 5名に

より約 4時間で実施する。 

b. 復水タンクの破損等による燃料取替用水タンクを水源とする1次冷

却系のフィードアンドブリードの手順については「Ⅳ－４．２ 原子

炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設

備及び手順等」における手順等と同じである。 

③－２）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源の確保と水の供給 
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c. 1 次系純水タンク等の常設設備が使用できず、燃料取替用水タンク

の枯渇等により供給が必要であることを水位にて確認した場合にお

いて、復水タンク水位が確保され、使用できることを確認できた場合、

又は 1次冷却材配管大破断が発生し、安全注入、蓄圧注入動作を確認

した場合には、復水タンクから燃料取替用水タンクへの水の供給を行

うための手順に着手する。この手順では、復水タンクから燃料取替用

水タンクへの移送のための系統構成を行い、燃料取替用水タンクへ供

給する作業を 3名により約 40 分で実施する。 

③－３）代替再循環運転のための水の供給 

d.  原子炉格納容器再循環サンプを水源とした代替再循環運転を行う

ための手順については、「Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」における手

順等と同じである。 

③－４）使用済燃料ピットへの水の供給 

e. 中間受槽等の重大事故等対処設備を使用して使用済燃料ピットへ

の注水を行う手順については、「Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯蔵槽の

冷却等のための設備及び手順等」における手順等と同じである。 

規制委員会は、申請者の計画において、手順の優先順位を設定して明確

化していること、中間受槽から復水タンクへ水を供給するための手順等に

ついて、移動経路の確保、可搬型ホースの布設、ポンプの起動及び復水タ

ンクへの供給等を定め、人員を確保するとともに必要な訓練を行うとして

いること、可搬型照明によりアクセス性を確保していること、トランシー

バ等の必要な連絡手段を確保していること、現場で系統構成等を行う作業

環境（空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などにより、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用い

た手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通

的な要求事項）等を満たす手順等を整備する方針であることを確認した。 

なお、中間受槽への水の供給は２．（１）で確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、

重大事故等の収束に必要となる水を供給するための重大事故等対処設備及び

手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備す

る方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実にするため、

更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するための

多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）代替水源から中間受槽への水の供給設備及び手順等 

申請者は、代替水源から中間受槽へ供給することによって一時的な水源を確

保するための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照。）を用いた主な手順等は以下の

とおりとしている。 

① 重大事故等が発生し、復水タンク、燃料取替用水タンク又は使用済燃料

ピットが枯渇や破損等により機能喪失するおそれを水位にて確認した場

合において、2 次系純水タンクの水位が確保され、使用できることが確認

できた場合には、2 次系純水タンクから中間受槽への供給に着手する。こ

の手順では、中間受槽を設置し、2 次系純水タンクブロー弁に可搬型ホー

スを接続し、中間受槽まで布設した後、2 次系純水タンクブロー弁を開弁

する作業を計 5名により、約 3時間で実施する。 

② 上記①の場合であって、ろ過水貯蔵タンクの水位が確保され、使用でき

ることが確認できた場合には、ろ過水貯蔵タンクから中間受槽への供給に

着手する。この手順では、中間受槽を設置し、消防隊専用採水口分配器を

取り外し、フランジ付き継手を取り付け、可搬型ホースを中間受槽まで敷

設した後、消防隊専用採水口弁を開弁する。以上の作業を計 5名により約

3時間で実施する。 

（２）蒸気発生器 2次側による炉心冷却のための代替水源の確保と水を供給

する設備及び手順等 

申請者は、蒸気発生器 2次側による炉心冷却をするための代替水源の確保と

水の供給をするための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照。）を用いた主な手順等

は以下のとおりとしている。 

① 重大事故等の発生時に、復水タンク水位計指示値が 5%まで低下した場合、

又は復水タンクが枯渇、破損等により機能喪失した場合において、2 次系

純水タンクの水位が確保され、使用できることを確認できた場合には、復

水タンクから2次系純水タンクへの水源切替えを行うための手順に着手す

る。この手順は、2 次系純水タンク供給弁の開弁、復水タンク供給弁の閉

止操作を 1名により、約 4分で実施する。復水タンクから 2次系純水タン

クへの水源切替えについては補助給水ポンプを停止することなく切替え

ができる。 
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② 可搬型ディーゼル注入ポンプを用いた蒸気発生器2次側による原子炉冷

却の手順については、「Ⅳ－４．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備及び手順等」における手順等と同じである。 

③ 水源となるタンクの切替え完了後、引き続き次の水源からの送水準備を

開始することで、水源が枯渇しないようにし、最終的には中間受槽に水源

を切替える手順とする。 

（３）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源の確保と水を供給する設

備及び手順等 

申請者は、炉心注入及び格納容器冷却をするための代替水源の確保と水を供

給するための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照。）を用いた主な手順等は以下の

とおりとしている。 

① 原子炉への注水、格納容器への注水中に燃料取替用水タンクの枯渇によ

り機能喪失するおそれがある場合において、1 次系純水タンク等の水位が

確保され、使用できることを確認できた場合、又は 1次冷却材配管大破断

が発生し、安全注入、蓄圧注入動作を確認した場合には、1 次系純水タン

ク水及びほう酸タンク水の混合による燃料取替用水タンクへの供給に着

手する。この手順では、1 次系純水タンク及びほう酸タンクから燃料取替

用水タンクへの補給ラインの系統構成を行い、1 次系補給水ポンプ及びほ

う酸ポンプの起動操作を計 2名により、約 25 分で実施する。 

② 1 次系純水タンク及びほう酸タンクが使用できず、原子炉への注水、格

納容器への注水中に燃料取替用水タンクの枯渇により機能喪失するおそ

れがある場合において、2 次系純水タンク等の水位が確保され、使用でき

ることを確認できた場合には、又は 1次冷却材配管大破断が発生し、安全

注入、蓄圧注入動作を確認した場合、2 次系純水タンクから使用済燃料ピ

ット経由による燃料取替用水タンクへの供給に着手する。この手順では、

2 次系純水タンクから使用済燃料ピット経由による燃料取替用水タンクへ

の補給ラインの系統構成を行う操作を 1名により、約 25 分で実施する。 

③ 2 次系純水タンクが使用できず、燃料取替用水タンクの枯渇等により燃

料取替用水タンクへの供給が必要な場合において、燃料取替用水補助タン

クの水位が確保され、使用できることを確認できた場合、又は 1次冷却材

配管大破断が発生し、安全注入、蓄圧注入動作を確認した場合には、燃料

取替用水補助タンクから燃料取替用水タンクへの供給に着手する。この手

順では、燃料取替用水補助タンクから燃料取替用水タンクへの系統構成を

行い、燃料取替用水補助タンクから燃料取替用水タンクへの供給操作を 1

名により約 25 分で実施する。  
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④ 電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、消防自動車等により原子炉格

納容器へスプレイする手順については、「Ⅳ－４．６ 原子炉格納容器内

の冷却等のための設備及び手順等」における手順等と同じである。 

（４）使用済燃料ピットへ水を供給する設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットへ水を供給するための設備（表Ⅳ－４．１３－

１参照。）を活用した手順等の方針については、「Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための設備及び手順等」における使用済燃料ピットへ注水する

手順と同じであるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１３－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

2 次系純水タン

ク及びろ過水貯

蔵タンク 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、復水タンク、燃料取替用水タンク及び使用済燃料

ピットの故障に際して、宮山池、海水に代わる淡水を中間受

槽へ供給する設備となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期

待できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2 次冷

却系からの除熱による事故収束設備となり得る。 

ろ過水貯蔵タン

ク、電動消火ポ

ンプ等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される設

備として想定されるプラント状況において使用することは困

難であるものの、燃料取替用水タンクの枯渇や破損等に際し

て、代替水源としての設備となり得る。 

可搬型電動低圧

注入ポンプ、可

搬型電動ポンプ

用発電機等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期

待できないものの、燃料取替用水タンクの枯渇又は破損時に

際して、格納容器内の冷却による事故収束設備となり得る。 

 

1 次系純水タン

ク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、代替水源としての設備となり得る。 

燃料取替用水補

助タンク等 

燃料取替用水補助タンクは共用設備であり、定期検査等の水

源となっており必要な水量が確保できない場合もあるもの

の、代替水源としての設備となり得る。 
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Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

本節では、電源の確保に関して申請者が計画する設備及び手順等が、①第５７条

第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項（以下「第５７条等」という。）

における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価

（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整

備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事

故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５７条等は、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における原子炉内の燃料体の著しい

損傷を防止するために必要な電力を確保するため、必要な設備及び手順等を整

備することを要求している。第５７条等における「必要な電力を確保するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）及び手順等。 

ロ）常設代替電源設備として交流電源設備及び手順等。 

ハ）上記イ）及びロ）の代替電源設備は、設計基準事故対処設備に対して、

独立性を有し、位置的分散を図る。 

ニ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8時間、電気

の給電が可能であること。ただし、「負荷の切り離しを行わず」には原子

炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを

行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間

の合計 24時間にわたり、電気の給電を行うことが可能であること。 

ホ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の給電

を行うことが可能である可搬型直流電源設備。 

ヘ）所内直流電源設備から給電されている 24 時間内に、十分な余裕を持っ

て可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できる手順等。 

ト）複数号機が設置されている発電所では、号機間の電力融通を行えるよう

にあらかじめ手動で接続可能なケーブル等を敷設しておくこと。また、敷

設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意す

る手順等。 

チ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パワーセンター

（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）等）は、代替所内電気設備
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を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系

統は機能の維持及び人の接近性の確保を図る。 

申請者は、第５７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 常設代替電源（交流）として大容量空冷式発電機により給電を実施する

ための設備及び手順等 

② 号炉間電力融通ケーブル又は予備ケーブル（号炉間電力融通用）により

代替電源（交流）からの給電を実施するための設備及び手順等 

③ 可搬型代替電源（交流）として発電機車（高圧発電機車及び中容量発電

機車）により給電を実施するための設備及び手順等 

④ 常設代替電源（直流）として蓄電池（安全防護系用及び重大事故等対処

用）により給電を実施するための設備及び手順等 

⑤ 可搬型代替電源（直流）として直流電源用発電機及び可搬型直流変換器

により給電するための設備及び手順等 

⑥ 代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び

手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、電源の確保に関する重大事故

等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① 大容量空冷式発電機を代替電源（交流）として給電を実施するための設

備及び手順等 

② 蓄電池（安全防護系用及び重大事故等対処用）を代替電源（直流）とし

て給電を実施するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、電源の確保のために申請者が計画する設備及び手順等が、第

５７条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

ることから、第５７条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３

７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備

される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 
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（１）第５７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 常設代替電源（交流）からの給電。そのために、大容量空冷式発電

機等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 他号炉からの給電。そのために、他号炉のディーゼル発電機等を重

大事故等対処設備として位置付けるとともに、号炉間電力融通ケーブ

ル、予備ケーブル（号炉間電力融通用）を重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

c. 可搬型代替電源（交流）からの給電。そのために、発電機車（高圧

発電機車及び中容量発電機車）等を重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

d. 常設代替電源（直流）からの給電。そのために、蓄電池（安全防護

系用）を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、蓄電池（重

大事故等対処用）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 可搬型代替電源（直流）からの給電。そのために、直流電源用発電

機、可搬型直流変換器等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. 代替所内電気設備による給電。そのために、重大事故等対処用変圧

器受電盤、重大事故等対処用変圧器盤、変圧器車、可搬型分電盤等を

重大事故等対処設備として位置付ける。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５７条等要求事項ロ）、上記 b.の対策

が第５７条等要求事項ト）、上記c.及びe.の対策が第５７条等要求事項イ）、

上記 d.の対策が、第５７条等要求事項ニ）、上記 f.の対策が第５７条等要

求事項チ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 非常用高圧母線に接続された大容量空冷式発電機及び発電機車は、

設計基準事故対処設備のディーゼル発電機に対して独立性を有し、位

置的分散が図られた設計とする。 

b. 蓄電池（安全防護系用及び重大事故等対処用）は、必要な期間にわ

たり電力の給電が可能な設計とする。 

c. 直流電源用発電機、可搬型直流変換器等は、設計基準事故対処設備

の蓄電池に対して独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。
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また、直流電源用発電機は、必要な期間にわたり電力の給電が可能な

設計とする。 

d. 重大事故等対処用変圧器受電盤及び重大事故等対処用変圧器盤は、

設計基準事故対処設備の所内電気設備に対して独立性を有し、位置的

分散が図られた設計とする。また、これらは設置場所で操作が可能な

設計とする。 

e. 変圧器車、可搬型分電盤等は、所内電気設備に対して独立性を有し、

設計基準事故対処設備の所内電気設備に対して位置的分散が図られ

た設計とする。また、これらは設置場所で操作が可能な設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量空冷式発電機、発電機

車、直流電源用発電機、可搬型直流変換器、重大事故等対処用変圧器受電

盤及び重大事故等対処用変圧器盤、変圧器車及び可搬型分電盤は設計基準

事故対処設備に対して独立した電路で接続されることなどにより独立性

を有していること、b)設計基準事故対処設備とは異なる区画において整備

するなど位置的分散を図ること、c)直流電源用発電機は、燃料の補給が可

能であり 24 時間にわたり電力の給電が可能な設計とすること、d)蓄電池

（安全防護系用及び重大事故等対処用）は、負荷の切離しを行わずに 8時

間、必要な負荷以外を切離して計 24 時間の電力の給電が可能な設計とす

ること、c)重大事故等対処用変圧器受電盤、重大事故等対処用変圧器盤、

変圧器車、可搬型分電盤等は少なくとも一系統は機能が維持され、設置場

所で操作が可能であり接近性を有することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から f.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.から f.に掲げる重大事故等対処設

備について、第５７条等要求事項ハ）、ニ）、ホ）、チ）に適合する設計

方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 外部電源及びディーゼル発電機からの給電ができない場合には、大

容量空冷式発電機を代替電源（交流）とした給電の手順に着手する。

この手順では、電路の構成、起動操作、受電の確認等を計 3名により

約 15 分で実施する。 
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b. 予備変圧器の故障等により予備変圧器 2次側電路による他号炉から

の電力融通ができない場合において、他号炉の交流電源が健全な場合

には、号炉間電力融通ケーブルによる他号炉からの電力融通による代

替電源（交流）からの給電の手順に着手する。この手順では、ケーブ

ルの接続、給電操作、受電の確認等を計 10 名により約 85分で実施す

る。 

c. 号炉間電力融通ケーブルによる他号炉からの電力融通ができない

場合には、発電機車（高圧発電機車又は中容量発電機車）を代替電源

（交流）とした給電の手順に着手する。この手順では、発電機車の配

置、ケーブルの敷設、給電操作、受電の確認等を、高圧発電機車の場

合は計 5名により約 110 分、中容量発電機車の場合は計 7名により約

160 分で実施する。 

d. 発電機車（高圧発電機車又は中容量発電機車）の故障等により代替

電源（交流）から給電ができない場合において、他号炉の交流電源が

健全な場合には、予備ケーブル（号炉間電力融通用）による他号炉か

らの電力融通による代替電源（交流）からの給電の手順に着手する。

この手順では、ケーブルの敷設、給電操作等を計 24 名により約 180

分で実施する。 

e. 全交流動力電源が喪失し、交流電源からの非常用直流母線への直流

電源の給電が喪失した場合には、蓄電池（安全防護系用）を代替電源

（直流）とした給電の手順に着手する。この手順は自動動作となるた

め、動作状況を非常用母線電圧等で確認する。 

f. 全交流動力電源が喪失した場合において、直流電源用発電機及び可

搬型直流変換器の準備が完了する前に、直流母線電圧が低下した場合

には、蓄電池（重大事故等対処用）を代替電源（直流）とした給電の

手順に着手する。この手順では、不要な負荷の切離し、電源からの給

電操作、受電の確認等を計 2名により約 20 分で実施する。 

g. 代替電源（交流）から給電できない場合には、直流電源用発電機及

び可搬型直流変換器による代替電源（直流）からの給電の手順に着手

する。この手順では、ケーブル敷設、電源からの給電操作、受電の確

認等を計 7名により約 120 分で実施する。 

h. 所内電気設備の 2系統が同時に機能喪失して電源からの給電ができ

ない場合には、重大事故等対処用変圧器受電盤及び重大事故等対処用

変圧器盤を用いた大容量空冷式発電機を代替電源とした給電の手順

に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給電操作、受電

の確認等を計 6名により約 40 分で実施する。 
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i. 所内電気設備の 2系統が同時に機能喪失して電源からの給電ができ

ない場合には、変圧器車、可搬型分電盤等を用いた発電機車を代替電

源とした給電の手順に着手する。この手順では、発電機車の配置、電

路の構成、電源からの給電操作、受電の確認等を計 8 名により、約 6

時間で実施する。 

j. 各発電機の燃料が規定油量以上であることを確認した上で運転開

始後、燃料補給作業着手時間に達した場合には、大容量空冷式発電機

用燃料タンク、発電機車及び直流電源用発電機への燃料補給の手順に

着手する。この手順では、タンクローリの準備、ホースの敷設、給油

等を計 6名により、大容量空冷式発電機及び号炉間電力融通時の他号

炉のディーゼル発電機に対して約 115 分、発電機車及び直流電源用発

電機に対して約 80 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を交流電源喪

失時の対応手順として a.、b.、c.、d.の順に、また、直流電源喪失時の対

応手順として e.、f.、g.の順に設定して明確化していること、b)代替電源

からの給電、燃料補給の手順等について、必要な人員を確保するとともに

必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッドライト等により夜間でのアク

セス性を確保していること、d)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保し

ていること、e)作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、上記 c.及び g.の手順等が第５７条等要求事項へ）

に対応するものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５７条等要求事項イ）、ロ）、ニ）、

ト）、チ）に対応すること、①に掲げる重大事故等対処設備がハ）、ニ）、ホ）、

チ）に適合する設計方針であること、③c.及び g.の手順等が第５７条等要求事

項ヘ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手

順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５７条等

に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、必要な電力を確保するために、

大容量空冷式発電機を代替電源（交流）とした給電及び蓄電池（安全防護系用
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及び重大事故等対処用）を代替電源（直流）とした給電を必要な対策としてい

る。これらの対策は、（１）①a.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等

対処設備も同じである。また、これらに関する重要事故等対処設備の設計方針

及び手順等の方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、電源

の確保に関して必要となる重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた

設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認

した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、電源の確保に関する機能が喪失した場合に、その機

能を代替するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）電源の確保に関する機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、電源の確保に関する機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１

４－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 大容量空冷式発電機の故障等により代替電源（交流）からの給電ができ

ない場合であって、他号炉の交流電源が健全な場合には、予備変圧器 2次

側電路による他号炉からの電力融通による代替電源（交流）からの給電に

着手する。この手順では、電路の構成、給電操作等を計 5 名により約 85

分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、更なる重大事故等

への対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１４－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

（交流電源喪失時） 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

予備変圧器 2 次

側電路 

耐震Ｓクラスの能力を持たないものの、他号炉の交流電源が健

全な場合は電力融通の手段となり得る。 
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Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技

術的能力基準１．１５関係） 

本節では、計測機器（非常用のものを含む。以下同じ。）の故障により、重大事

故等に対処するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合にお

いて、当該パラメータを推定するための有効な情報を把握するために申請者が計画

する必要な設備及び手順等について、第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準

１．１５項（以下「第５８条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適

切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により

重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５８条等は、計測機器の故障により、重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該

パラメータを推定するために有効な情報を把握するための必要な設備及び手

順等を整備することを要求している。第５８条等における「当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めの必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の原

子炉施設の状態を推定するための設備及び手順。 

イ-1）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位。 

イ-2）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量。 

イ-3）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中

から確からしさを考慮した優先順位を定める。 

ロ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想

定される重大事故等の対応に必要となるパラメータを計測又は監視及び

記録する設備及び手順。 

ハ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視する手順等（テ

スター又は換算表等）。 

また、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うこととし

ている。 

ニ）設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力を明確化す

る。（最高計測可能温度等） 

申請者は、第５８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 
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① パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に原子炉施設の状態を

把握するための設備及び手順等 

② 計測に必要な計器電源が喪失した場合の設備及び手順等 

③ 重大事故等時のパラメータを記録するための設備及び手順等 

④ パラメータを計測する計器の故障時に原子炉施設の状態を把握するた

めの設備及び手順等 

⑤ 設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力を明確化

する（最高計測可能温度等）。 

（２）規制委員会は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために申請者が計画する必要な設備及び手順等が、第５８条等に基

づく要求事項に対応し、適切に整備される方針であることから、第５８条等に

適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）以外の

設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に実施

する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合

において、原子炉施設の状態を把握するためのパラメータの推定及び

優先順位の設定。そのために、重要な監視パラメータ（表Ⅳ－４．１

５－１参照。）を選定し、代替パラメータを計測する計器（以下「重

要代替計器」という。）を重大事故等対処設備として位置付け、可搬

型計測器を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の給電。そのために、大容量

空冷式発電機等（※59）、可搬型計測器等を重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

                                                   
（※59）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設
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c. 重大事故等時のパラメータの記録。そのために、緊急時運転パラメ

ータ伝送システム（以下「SPDS」という。）、SPDS データ表示装置、可

搬型温度計測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 重大事故等の対処に必要なパラメータを計測する計器の故障時に

おいて、原子炉施設の状態を把握するためのパラメータの他チャンネ

ル（※60）又は他ループによる監視及びパラメータの推定。そのため

に、当該パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器（以下「重

要計器（他チャンネル又は他ループ）」（※61）という。）及び重要代替

計器を重大事故等対処設備として位置付ける。 

規制委員会は、①a.の対策が第５８条等要求事項イ）、ロ）、①b.の対策

が第５８条等要求事項ハ）、①c.及び d.の対策が第５８条等要求事項ロ）

に対応するものであること、①d.の対策が第５８条のうち、計測機器の故

障により、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情

報を得るための対策に対応するものであることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１５－１ 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要な監視パ

ラメータ 

重要な監

視パラメ

ータ 

主要パラメータ

（代表）（※62） 

（計測範囲） 

設 計 基

準 事 故

時の値 

代替パラメータ（代表）（※63） 

主要パラメータ を 計

測する計器に故障の

疑いがある場合 

主要パラメータを計測

する計器の計測範囲を

超えた場合（※64） 

原子炉圧

力容器内

の温度 

1 次系冷却材高

温側温度（広域） 

（0～400℃） 

337℃ 
主要パラメータの他

ループ 

炉 心 損 傷 の 判 断 値

（350℃）を監視可能。

さらに可搬型計測器に

て、0～500℃まで計測

可能。 

原子炉圧

力容器内

の圧力 

1次冷却系圧力 

（0～21MPa（※
65）) 

17.7MPa 
主要パラメータの他

チャンネル 

重大事故等時におい

て、1次系最高使用圧力

（17.16MPa)の 1.2 倍

                                                                                                                                              
備及び手順等」において整理。 

（※60）申請者は、「重要な監視計器については、単一故障を想定してもパラメータを監視できなくならないよう

に 1つのパラメータを複数の計器で監視しており、複数の計器の 1つを指すときにチャンネル」と定義。 

（※61）申請者は、「当該パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器」と記載しているが、分かりやすく

本節では「重要計器（他チャンネル又は他ループ）」と記載。 
（※62）複数ある主要パラメータの代表を記載（【 】内は、多様性拡張設備）。 

（※63）複数ある代替パラメータの代表を記載。 

（※64）計測範囲を超えない場合は、その理由を記載。 
（※65）圧力はゲージ圧。以下、この表において同じ。 
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（20.59MPa)を監視可

能。 

原子炉圧

力容器内

の水位 

加圧器水位 

（0～100%） 
89%以下 

主要パラメータの他

チャンネル 

原子炉容器水位計 

重大事故等時におい

て、加圧器の下部に位

置する原子炉容器水位

計にて原子炉容器頂部

～底部まで監視可能。 

原子炉圧

力容器へ

の注水量 

ＳＡ用低圧炉心

注入及びスプレ

イ積算流量 

（0～160m3/h） 

－ 
燃料取替用水タンク

水位 

重大事故等時のポンプ

の注水量（0～140m3/h）

を監視可能。 

原子炉格

納容器へ

の注水量 

ＳＡ用低圧炉心

注入及びスプレ

イ積算流量 

（0～160m3/h） 

－ 
燃料取替用水タンク

水位 

重大事故等時のポンプ

の注水量（0～140m3/h）

を監視可能。 

原子炉格

納容器内

の温度 

格納容器内温度 

（0～220℃） 
119℃ 

主要パラメータの他

チャンネル 

重大事故等時の最大値

（138℃）を監視可能

（さらに可搬型計測器

にて、計測可能）。 

原子炉格

納容器内

の圧力 

格納容器圧力 

（0～350kPa) 
211kPa 

主要パラメータの他

チャンネル 

ＡＭ用格納容器圧力 

（0～1MPa) 

重大事故等時の最大値

（0.490MPa)をＡＭ用

格納容器圧力で監視可

能。 

原子炉格

納容器内

の水位 

原子炉下部キャ

ビティ水位（※
66） 

－ 
格納容器再循環サン

プ広域水位 

重大事故等時におい

て、必要な水量が原子

炉下部キャビティ室に

あることを監視可能。 

原子炉格

納容器内

の水素濃

度 

格納容器水素濃

度 

（0～20vol%） 

－ 

主要パラメータの予

備 

静的触媒式水素再結

合装置動作監視装置 

電気式水素燃焼装置

動作監視装置 

重大事故等時の全炉心

水-ジルコニウム反応

における水素濃度の最

大値（13vol%）を監視

可能。 

                                                   
（※66）申請者は、商業機密のため、非公開としている。 
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アニュラ

ス内の水

素濃度 

【アニュラス水

素濃度 

（0～20vol%）】 

－ 

可搬型格納容器水素

濃度計測装置 

アニュラス水素濃度

推定用可搬型線量率 

格納容器内高レンジ

エリアモニタB 

アニュラス水素濃度 推

定用可搬型線量率と格

納容器内高レンジエリ

アモニタ B との放射線

量率の比により、漏え

い量を推定し、漏えい

率からアニュラス内の

水素濃度を推定。計測

範囲は、格納容器水素

濃度と同様。 

原子炉格

納容器内

の放射線

量率 

格納容器内高レ

ンジエリアモニ

タＢ 

(103～108mSv/h） 

（105mSv

/h） 

主要パラメータの他

チャンネル 

炉 心 損 傷 の 判 断 値

（105mSv/h）を監視可

能。 

未臨界の

維持又は

監視 

出力領域中性子

束 

（0～120%） 

定 格 出

力 の 約

88 倍 

主要パラメータの他

チャンネル 

設計基準事故初期は中

性子束が急激に上昇

し、一時的に計測範囲

を超えるが、負のドッ

プラ反応度帰還効果に

より抑制され急峻に低

下するため、現状の計

測範囲で事故対応が可

能。重大事故等時も同

様。 

最終ヒー

トシンク

の確保 

【ＡＭ用原子炉

補機冷却水サー

ジタンク圧力 

（0～1MPa)】 

－ 

原子炉補機冷却水サ

ージタンク圧力（ＳA) 

（0～1MPa) 

重大事故等時の加圧目

標値（0.255MPa)を原子

炉補機冷却水サージタ

ンク圧力（SA）で監視

可能。 

格納容器

バイパス

の監視 

蒸気発生器狭域

水位 

（0～100%） 

－ 

主要パラメータの他

チャンネル 

蒸気発生器広域水位

計 

1 次系冷却材高温側

温度（広域） 

1 次系冷却材低温側

蒸気発生器広域水位 

は、蒸気発生器湿分分

離器下端～管板付近ま

で監視可能。 

SG ドライアウトを監視

可能。 
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温度（広域） 

水源の確

保 

 

燃料取替用水タ

ンク水位 

（0～100%） 

100% 
主要パラメータの他

チャンネル 

重大事故等時におい

て、水位（0～100%）を

監視可能。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力（最高

計測可能温度等）を明確にする。 

b. 設計基準を超える状態において原子炉施設の状態を推定するため

の計測範囲を有する設計とする。 

c. 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等

想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータを計測又は監

視及び記録する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)全ての監視パラメータから事

象判別も含めた重大事故等の対処に必要なパラメータを抽出し、炉心損傷

防止及び原子炉格納容器破損防止対策に係る判断に関する重要な監視パ

ラメータ及び重要代替パラメータを選定し、それらを計測する計器を重大

事故等対処設備として位置付けるとともに設計基準を超える状態におけ

る原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度、圧力、水位、注水量

等）を明確にしていること、b)重大事故等対処設備は、設計基準を超える

状態において、代替パラメータ及び可搬型計測器により原子炉施設の状態

を推定するための計測範囲を有していること、c)SPDS 等により重大事故等

の対応に必要となるパラメータが一定期間保存される容量を有すること、

計測又は監視及び記録する機能を有していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５８条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 



379 
 

a. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われた場合には、重要計器（他チャンネル又は他ループ）

によるパラメータの推定の手順に着手する。 

b. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラ

メータの値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重要代替

計器によるパラメータの推定の手順に着手する。 

c. 重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が計器の計測

範囲を外れ確認できない場合、又は重大事故等に直流電源が喪失した

場合において、中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合に

は、可搬型計測器によるパラメータの計測の手順に着手する。この手

順では、1 測定点当たり可搬型計測器の接続、計測等を 1 名により約

20 分で実施する。 

d. 重大事故等が発生した場合には、SPDS 等によるパラメータの記録の

手順に着手する。  

規制委員会は、申請者の計画において、a)推定する手順の優先順位を a.、

b.の順に設定して明確化していること、b)計測される値の確からしさを判断

の上で使用するパラメータの優先順位を定めて有効な情報を把握するとし

ていること、c)可搬型計測器によるパラメータの監視手順については、計測

範囲、測定場所を明確にするとともに換算表等を定め必要な教育を行うこと

としていること、d)SPDS 等により重大事故等の対応に必要となるパラメータ

が記録容量を超える前に定期的に記録媒体に保存すること、e)ヘッドライト

等により夜間でのアクセス性を確保していること、f)有線通話装置等の必要

な連絡手段を確保していること、g)作業環境（作業空間、温度等）に支障が

ないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた手

順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的な要

求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第５８条等要求事項イ）、ロ）、

①b.の対策が第５８条等要求事項ハ）、①c.及び d.の対策が第５８条等要求事

項ロ）に対応するものであること、①d.の対策が第５８条のうち、計測機器の

故障により、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を得

るための対策に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備が第

５８条等要求事項ニ）に適合する設計方針であること、①に掲げる重大事故等
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対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備する方針であるこ

とから、第５８条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

  規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求している。 

これに対して、申請者は、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを

計測する機能を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するた

めの多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、重要計器（他チャンネル又は他ループ）、重要代替計器の故障を

想定し、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１５－２参照。）を用い

た主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が計器の計測範囲

を外れた場合、若しくは計器の故障が疑われた場合には、重大事故等対処

設備としての要求事項を満たさない当該パラメータの他チャンネル又は

他ループの常用計器（以下「常用計器（他チャンネル又は他ループ）。」

（※67）という）、代替パラメータを計測する当該パラメータの他の常用

代替計器（以下「常用代替計器」という。）によるパラメータの推定に着

手する。 

（２）サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、直流電源の喪失を想定し、重大事故等時に監視することが必要な

パラメータを計測するサポート系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

１５－２参照。）を用いた主な手順等として、直流電源喪失により、炉外核計

装装置、放射線監視装置のパラメータが監視できない場合には、可搬型バッテ

リ（炉外核計装盤用、放射線監視盤用）による電源機能回復に着手するとして

いる。この手順では、炉外核計装装置の回復操作を計 3 名により約 55 分、放

射線監視装置の回復操作を計 3名により約 40 分で実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

                                                   
（※67）申請者は、「当該パラメータの他チャンネル又は他ループの常用計器」と記載しているが、分かりやすく

本節では「常用計器（他チャンネル又は他ループ）」と記載。 
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表Ⅳ－４．１５－２ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

当該パラメータの

常用計器（他チャ

ンネル又は他ルー

プ）及び常用代替

計器 

重大事故等対処設備に要求される耐震性又は、耐環境性が

ない計器か、若しくは電源が非常用電源から供給されてい

ないものの、使用可能な場合は事故対応時に有効な手段と

なり得る。 

例）炉心出口温度（0～650℃）は、1次系冷却材高温側温度

（広域）の常用代替計器であり、可搬型計測器を接続する

ことで、約 1300℃まで計測可能となる。 

可搬型バッテリ

（炉外核計装盤

用、放射線監視盤

用） 

代替電源による給電ができない場合において、バッテリの

容量に限度があるものの、炉外核計装装置、放射線監視装

置の専用電源とすることで、格納容器内高レンジエリアモ

ニタ、炉外中性子束等の重要なパラメータの定期的な傾向

監視を行う手段となり得る。 

プラント計算機

（計算機運転日

誌、警報記録） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性を有していないも

のの、設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要と

なる監視パラメータの警報状態及びプラントトリップ状態

を記録する手段となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第２６条、

第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

本節では、原子炉制御室について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第２６条に基づき追加要求となった、原子炉制御室

に原子炉施設外の状況を把握できる設備を有することを確認した。 

重大事故等対処施設としては、重大事故が発生した場合においても運転員が原子

炉制御室にとどまるために申請者が計画する設備及び手順等が、第５９条及び重大

事故等防止技術的能力基準１．１６項（以下「第５９条等」という。）における要

求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請

者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるか

を確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第２６条第１項第２号は、発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有

することを要求している。また、第２６条の設置許可基準規則解釈第２項は、
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原子炉制御室から、発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

を把握できることを要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第５９条等は、原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転

員がとどまるために必要な設備及び手順等を要求している。第５９条等におけ

る「運転員がとどまるために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及び手順等とし

ている。 

イ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性については次

の要件を満たすものであること。 

イ）-1．第３７条において想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束

に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納

容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した

場合）を想定すること。 

イ）-2．運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただし、その場合は、

実施のための体制を整備すること。 

イ）-3．交代要員体制を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のた

めの体制を整備すること。 

イ）-4．判断基準は、運転員等の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv

を超えないこと。 

ロ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服

の着替え等を行うための区画を設けること。 

ハ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）への代替交流電源設備からの

給電を可能とする手順等。 

申請者は、第５９条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 中央制御室遮蔽による適切な遮蔽、中央制御室非常用循環ファン、中央

制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィル

タユニットによる室内の適切な空調管理のための設備及び手順等 

② 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による中央制御室内の濃度を確認す

るための設備及び手順等 

③ 運転員等のマスク着用及び運転員等の交代により、運転員等の被ばく線

量が実効線量において 7日間で 100mSv を超えないための体制の整備 
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④ チェンジングエリア設営用資機材により、中央制御室の外側からの汚染

の持ち込みを防止するためにチェンジングエリアを設ける設備及び手順

等 

⑤ 大容量空冷式発電機からの給電により、中央制御室用の空調及び照明を

維持するための設備及び手順等（※68） 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、運転員

等が原子炉制御室にとどまるために申請者が計画する設備及び手順等が、第５

９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針である

ことから、第５９条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記以外の設備及び手順等を整備

することにより、重大事故等への対処をより確実に実施する方針であることを

確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第２６条としての要求 

申請者は、第２６条の規定に適合するため、同条第１項第２号の追加要求規

定について、以下の設備を整備するとしている。 

① 原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等や発電所構内の周

辺状況（海側、山側）を昼夜にわたり把握するため、暗視機能等を持った

監視カメラや気象観測設備等を設置する設計とする。 

② 公的機関からの地震、津波、竜巻情報等について、中央制御室において

把握できる装置を設置する設計とする。 

規制委員会は、申請者の設計が、監視カメラ及び気象観測設備等を設置する

ことにより、原子炉制御室から原子炉施設外の状況を昼夜にわたり把握するこ

とができる方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合

するものと判断した。 

 

（２）第５９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

                                                   
（※68） 代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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申請者は、第５９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 中央制御室遮蔽、中央制御室非常用循環ファン等の中央制御室空調

設備により、重大事故時に環境に放出された放射性物質による放射線

被ばくから運転員等を防護し居住性を確保。そのために、中央制御室

遮蔽、中央制御室非常用循環ファン等を重大事故等対処設備として位

置付ける。また、運転員等のマスクの着用のための手順等及び運転員

等の交代のための体制を整備し、事故シーケンスを想定した上で運転

員等の被ばく線量が実効線量において 7 日間で 100mSv を超えないよ

うにする。 

b. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により中央制御室内の濃度を確

認。そのために、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を重大事故等対処

設備として新たに整備する。 

c. 可搬型照明により中央制御室の照明を確保。そのために、可搬型照

明を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. チェンジングエリアを設けることにより、中央制御室への汚染の持

ち込みを防止する。 

規制委員会は、上記 a.の対応が第５９条等要求事項イ）、上記 d.の対応

が第５９条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調ファン、中央制御室

循環ファンは、2 系統を有し、また 1、2号炉共用によって多重性を備

える。 

b. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、保管場所を分散させるととも

に、故障時のバックアップを含めた数を確保する。 

c. 可搬型照明は中央制御室通常照明に対して多様性を備え、その保管

場所を分散させるとともに、故障時のバックアップを含めた数を確保

する。 

d. 中央制御室の空調及び照明に対して、代替電源設備から給電ができ

る設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)中央制御室遮蔽による遮蔽、

中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファンによる空調管理に加え、外

気を遮断し、中央制御室非常用循環ファン及び中央制御室非常用循環フィ

ルタユニットを介することによる適切な空調管理により居住性を確保で
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きること、また、全面マスクの着用及び運転員等の交代を考慮することで

運転員等の被ばくによる実効線量の低減を図り、運転員等の被ばく線量が

実効線量において 7 日間で 100mSv を超えない方針であること、b)酸素濃

度計及び二酸化炭素濃度計により、外気の遮断以降、室内の濃度の確認が

できること、c)可搬型照明は、配備されている通常照明に対して多様性を

有していること、d)中央制御室の代替電源設備は、大容量空冷式発電機と

し、独立した電源供給ラインより給電が可能であることから、外部電源及

びディーゼル発電機に対して多様性、独立性を有していること及び異なる

区画に設置することにより位置的分散を図ることを確認した。 

なお、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量については、

運転員等の被ばくの観点から、最も結果が厳しくなる事故収束に成功した

シーケンスとして、過圧破損（大破断 LOCA＋ECCS 注入失敗＋格納容器ス

プレイ失敗）を想定し、遮蔽、空調管理、全面マスクの着用及び運転員等

の交代を考慮した上で、7日間で 1号炉では約 19mSv、2号炉では約 14mSv

と評価していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から c.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる対策が第５９条等要求事項

イ）-4 に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた手順等は以下のとおりとしている。 

a. 安全注入信号発信又は中央制御室エリアモニタ指示上昇による中

央制御室換気空調系隔離信号の発信が確認された場合には、中央制御

室非常用循環ファン等で構成する中央制御室換気空調設備の起動の

手順に着手する。この手順では、中央制御室非常用循環ファンの起動、

中央制御室外気取り入れダンパ及び中央制御室排気ラインの全ての

ダンパの閉止、事故時外気隔離モードの運転を中央制御室において 1

名で確認する。 

b. 全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調設備が事故時外気

隔離モードにできない場合には、中央制御室非常用循環系の起動操作

の手順に着手する。この手順では、中央制御室非常用循環系を運転す

るため、現場でのダンパの開操作を計 8名により約 45分で実施する。 

c. 重大事故が発生し、炉心出口温度等により炉心損傷が予想される事

態となった場合又は炉心損傷の兆候が見られた場合には、運転員等の
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内部被ばくを低減するために全面マスクの着用及び運転員事故時勤

務体制へ移行する手順に着手する。この手順では、中央制御室にとど

まる運転員等が全面マスクを着用する。 

d. 中央制御室換気空調設備が事故時外気隔離モードとなった場合に

は、中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定を行う手順に着手

する。この手順では、中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を 1名で実施する。 

e. 中央非常用照明が使用できない場合には、可搬型照明による中央制

御室の照明を確保する手順に着手する。この手順は、中央制御室にお

いて照明を確保するもので、1名により実施する。 

f. 原子力災害特別措置法第１０条特定事象が発生した場合には、中央

制御室への汚染の持ち込みを防止するため、身体サーベイ、防護具の

着替え等を行うためのチェンジングエリアを設置する手順に着手す

る。この手順では、チェンジングエリアの設置を 2名により 2箇所を

約 60 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)中央制御室の居住性を確保するための手順等について、中央制御室の適

切な空調管理を行うための手順等を整備し、必要な人員を確保するととも

に必要な訓練を実施するとしていること、c)運転員等の被ばく線量が実効

線量において 7 日間で 100mSv を超えないための手順等を整備しているこ

と、d)可搬型照明の保管、配備のための手順等を整備していること、e)中

央制御室に汚染を持ち込まないようにするための手順等を整備している

ことを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が、①a.から d.に掲げる設

備を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関

する共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第５９条等要求事項イ）、①d.の

対策が第５９条等要求事項ロ）に対応するものであること、①a.の対策が第５９

条等要求事項イ）-4 に適合する設計方針であること、①a.から d.に掲げる重大

事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針で

あることから、第５９条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、重大事故が発生した場合においても運転員等が中央

制御室にとどまるための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）中央制御室の照明確保のための設備及び手順等 

申請者は、中央制御室内の照明確保のための設備（表Ⅳ－４．１６－１参照。）

を用いた主な手順等として、設備が健全である場合、中央非常用照明及び蓄電

池内蔵型照明は通常時に使用する設備であり、継続して使用するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ―４．１６－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

中央非常用照明 

蓄電池内蔵型照明 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分では

ないものの、設備が健全である場合には、中央制御室の照明の

代替設備となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第３１条、

第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７関係） 

本節では、監視測定設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３１条の設置許可基準規則解釈第５項に基づき追

加要求となった、モニタリングポストを非常用所内電源に接続しない場合には無停

電電源等により電源復旧まで電力を供給できる設計であること、また、モニタリン

グポストの伝送系は多様性を有する設計とすることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃

度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること、また、風

向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために申請者が計画

する設備及び手順等が、第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７項（以

下「第６０条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 
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１．審査の概要 

（１）第３１条の設置許可基準規則解釈第５項は、モニタリングポストについて、

非常用所内電源に接続しない場合には無停電電源等により電源復旧までの期

間を担保できる設計であること、また、モニタリングポストの伝送系は多様性

を有する設計とすることを要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第６０条等は、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること、また、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備及

び手順等の整備を要求している。第６０条等における「原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を

記録することができる設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又

はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出され

ると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並

びにその結果を記録できる設備及び手順 

ロ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替

し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備

の配備 

ハ）重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風速その他の気象

条件を測定し、及びその結果を記録できる設備及び手順 

ニ）代替交流電源設備から常設モニタリング設備への給電を可能とする設備

及び手順等 

ホ）敷地外でのモニタリングについて、他の機関との適切な連携体制を構築

する手順等 

へ）事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バック

グラウンド低減対策手段の検討 

申請者は、第６０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① モニタリングステーション又はモニタリングポストが機能喪失した場

合に可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定及びその結果

を記録するための設備及び手順等 
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② モニタリングカー搭載機器が機能喪失した場合に放射能測定装置によ

る放射性物質の濃度の代替測定及びその結果を記録するための設備及び

手順等 

③ 発電所及びその周辺（周辺海域含む。）において、可搬型エリアモニタ

又は放射能測定装置により、発電所から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量の測定とその結果を記録するための設備及び手順等 

④ 気象観測設備が機能喪失した場合に可搬型気象観測装置による風向、風

速その他の気象条件の代替測定及びその結果を記録するための設備及び

手順等 

⑤ 代替交流電源設備である大容量空冷式発電機からの給電により、モニタ

リングステーション及びモニタリングポストでの放射線量の監視、測定を

継続するための設備及び手順等（※69） 

⑥ 敷地外でのモニタリングについては、国、地方公共団体と連携して策定

されるモニタリング計画に従って実施する体制の構築 

⑦ バックグラウンド低減対策により、事故後の周辺汚染による測定不能状

態を回避するための手順等 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、発電所

及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出され

る放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記

録すること、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録する

ために申請者が計画する設備及び手順等について、第６０条等における各々の

要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第６０条等

に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記以

外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３１条としての要求 

                                                   
（※69） 代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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申請者は、第３１条の規定に適合するため、第３１条の設置許可基準規則解

釈第５項の追加要求規定について、以下の設備を整備するとしている。 

① モニタリングポスト及びモニタリングステーションは、非常用所内電源

に接続するとともに、モニタリングポスト及びモニタリングステーション

専用の無停電電源装置を設置し、電源切替え時の短時間の停電時に電源を

供給できる設計とする。 

② 中央制御室及び緊急時対策所までのデータの伝送系は、有線及び無線

（一部衛星回線を含む。）によって多様性を備えた設計とする。 

規制委員会は、申請者による監視測定設備の設計において、モニタリングポ

スト及びモニタリングステーションは、非常用所内電源に接続するとともに、

外部電源喪失時にディーゼル発電機からの電力供給が開始されるまでの間に

ついても無停電電源装置により電力を供給することができる方針としている

こと、また、これらの伝送系は有線及び無線（一部衛星回線を含む。）によっ

て多様性を有するものとする方針としていることを確認したことから、設置許

可基準規則に適合しているものと判断した。 

 

（２）第６０条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の設備

及び手順等を整備するとしている。 

a. モニタリングステーション又はモニタリングポストにより、放射線

量を測定し、その結果を記録する。モニタリングステーション及びモ

ニタリングポストを重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. モニタリングステーション又はモニタリングポストが機能喪失し

た場合、可搬型モニタリングポストにより、放射線量を代替測定し、

その結果を記録。そのために、可搬型モニタリングポストを重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

c. モニタリングカー搭載機器が機能喪失した場合には、放射能測定装

置（可搬型ダストサンプラ、GM 汚染サーベイメータ、可搬型よう素サ

ンプラ、NaI シンチレーションサーベイメータ）により、放射性物質

の濃度を代替測定し、その結果を記録する。そのために、放射能測定

装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 可搬型エリアモニタ、電離箱サーベイメータ及び放射能測定装置

（可搬型ダストサンプラ、GM 汚染サーベイメータ、可搬型よう素サン

プラ、ZnS シンチレーションサーベイメータ、β 線サーベイメータ）

により、発電所及びその周辺（周辺海域測定時は小型船舶に積載）に
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おいて、原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を

測定し、その結果を記録する。そのために、可搬型エリアモニタ、電

離箱サーベイメータ及び放射能測定装置及び小型船舶を重大事故等

対処設備として新たに整備する。 

e. 気象観測設備が機能喪失した場合、可搬型気象観測装置により風向、

風速その他の気象条件を代替測定し、その結果を記録する。そのため

に、可搬型気象観測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. 敷地外でのモニタリングについては、国、地方公共団体と連携して

策定するモニタリング計画に従って実施する体制を構築する。 

g. 重大事故等による周辺汚染に対しては、検出器の養生、周辺土壌の

撤去等により、モニタリングステーション又はモニタリングポストの

バックグラウンドの低減対策を実施する。 

規制委員会は、上記a.からd.の対策が第６０条等要求事項イ）及びロ）、

上記 e.の対応が第６０条等要求事項ハ）、上記 f.の対応が第６０条等要求

事項ホ）、上記 g.の対応が第６０条等要求事項へ）に対応するものである

ことを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 可搬型モニタリングポストは、モニタリングステーション、モニタ

リングポストに対して多様性を備えた設計とし、位置的分散を図ると

ともに、必要な台数を確保する。 

b. 放射能測定装置（可搬型ダストサンプラ、GM 汚染サーベイメータ、

可搬型よう素サンプラ、NaI シンチレーションサーベイメータ）は、

モニタリングカー搭載機器に対して多様性を備えた設計とし、位置的

分散を図るとともに、必要な台数を確保する。 

c. 可搬型エリアモニタ及び電離箱サーベイメータは、必要な台数を確

保する。 

d. 可搬型気象観測装置については、気象観測設備に対する位置的分散

を図るとともに、代替測定に必要な台数を確保する。 

e. 小型船舶は、周辺海域での放射線量等の測定に必要な台数を確保す

る。 

f. モニタリングステーション又はモニタリングポストに対して、代替

電源設備である大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型モニタリングポスト、

放射能測定装置は、モニタリングステーション、モニタリングポスト及び
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モニタリングカー搭載機器に対して、放射性物質の濃度、放射線量の代替

測定に必要な台数を確保し、故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを加えた数量を確保するとともに、緊急時対策所に保管すること

で位置的分散を図ること、b)可搬型エリアモニタ、電離箱サーベイメータ

は、必要な台数を確保し、故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップを加えた数量を確保し、緊急時対策所に保管すること、c)可搬型気

象観測装置は、風向、風速その他の気象条件の代替測定に必要な台数を確

保し、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた数量

を確保するとともに、気象観測設備に対して、緊急時対策所に保管するこ

とで位置的分散を図ること、d)小型船舶は、周辺海域での放射性物質の濃

度、放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を積載できると

ともに、必要な台数を確保し、故障時のバックアップを加えた台数を確保

すること、e)モニタリングステーション及びモニタリングポストは、代替

電源設備である大容量空冷式発電機からの給電に対応した設計とするこ

とを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から e.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①の方針に従って整備する設備を用いた主な手順等は以下の

とおりとしている。 

a．発電所敷地境界付近の放射線量をモニタリングステーション又はモ

ニタリングポストにより測定し、その結果を記録する。モニタリング

ステーション及びモニタリングポストでは連続した測定を行う。 

b. 重大事故等が発生した後、モニタリングステーション又はモニタリ

ングポストの放射線量の測定機能が喪失したことを中央制御室の指

示値及び警報表示により確認した場合には、可搬型モニタリングポス

トによる放射線量の代替測定の手順に着手する。この手順は、2 名で

可搬型モニタリングポストを順次 5台配置する場合には約 2時間で実

施する。測定データは、緊急時対策所に自動伝送され、記録される。 

c. 重大事故等が発生した後、モニタリングカーに搭載しているダス

ト・よう素測定装置等が測定機能を喪失したことを確認した場合には、

放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定の手順に着

手する。この手順では、2名で車両にて移動後、測定及び記録を行い、

最も時間を要する場合においても 1 箇所当たり約 1 時間で実施する。 
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d. 原子炉格納容器排気筒モニタの指示値等により放射線量を確認し、

測定が必要と判断した場合には、空気中の放射性物質の濃度を測定す

る手順に着手する。この手順では、2 名で測定及び記録を行い、最も

時間を要する場合においても 1箇所当たり約 1時間で実施する。 

e. 廃棄物処理設備排水モニタの指示値等により放射線量を確認し、放

水に放射性物質が含まれているおそれがある場合には、水中の放射性

物質の濃度を測定する手順に着手する。この手順では、3 名で測定及

び記録を行い、約 3時間で実施する。 

f. 原子炉格納容器排気筒モニタの指示値等により放射線量を確認し、

測定が必要と判断した場合には、土壌中の放射性物質の濃度を測定す

る手順に着手する。この手順では、2 名で測定及び記録を行い、最も

時間を要する場合においても 1箇所当たり約 1時間で実施する。 

g. 原子炉格納容器排気筒モニタの指示値等により放射線量を確認し、

モニタリングが必要と判断された場合には、小型船舶を用いた海上モ

ニタリングの手順に着手する。この手順では、船舶の出航までの作業

を 2名で約 2時間で実施し、測定場所への移動、試料採取、測定及び

記録を含め 2名で 1箇所当たり約 2時間で実施する。 

h. 原子力災害対策特別措置法第１０条事象と判断した場合には、可搬

型エリアモニタによる放射線量を測定する手順に着手する。この手順

では、2 名で順次配置を約 2 時間で実施する。測定データは、緊急時

対策所に自動伝送され、記録される。 

i. 気象観測設備の測定機能が喪失したことを中央制御室の指示値及

び警報表示により確認した場合には、可搬型気象観測装置による風向、

風速その他の気象条件の測定の手順に着手する。この手順では、装置

の配置を 4名、約 3時間で実施する。測定データは、緊急時対策所に

自動伝送され、記録される。 

j. 敷地外でのモニタリングについては、国が立ち上げる緊急時モニタ

リングセンターにおいて、国、地方公共団体と連携して策定するモニ

タリング計画に従って実施する。 

k. 放射性物質放出のおそれを確認した場合には、バックグラウンド低

減対策の手順に着手し、モニタリングステーション及びモニタリング

ポストの検出器の養生を実施する。また、バックグラウンド値が通常

より高い場合には、設備の除染、土壌の撤去、周辺樹木の伐採等によ

り、バックグラウンド低減対策を実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定につい
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ては、モニタリングステーション又はモニタリングポストによる測定が行わ

れること、また、モニタリングステーション又はモニタリングポストの代替

測定として、可搬型モニタリングポストの運搬、機器据え付け、測定の手順

を整備し、必要な人員を確保していること、c)空気中、水中及び土壌中の放

射性物質の濃度の測定について、可搬型エリアモニタ、電離箱サーベイメー

タ、放射能測定装置の運搬、測定の手順を整備し、必要な人員を確保してい

ること、d)海上での放射性物質の濃度及び放射線量の測定について、小型船

舶の準備、放射能測定装置の運搬、測定の手順を整備し、必要な人員を確保

していること、e)気象観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定が

行われること、また代替測定として、可搬型気象観測装置の運搬、機器据え

付け、測定の手順を整備し、必要な人員を確保していること、f)敷地外での

モニタリングについての国、地方公共団体との連携体制を整備していること、

g)周辺汚染により測定ができなくなることを避けるためのバックグラウン

ド低減対策の手順等を整備していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が、①a.から g.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する

共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認し

た。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.から d.の対策が第６０条等要求事項イ）及

びロ）、①e.の対策が第６０条等要求事項ハ）、①f.の対策が第６０条要求事項ホ）、

①g.の対策が第６０条要求事項ヘ）に対応するものであること、①a.から g.に掲

げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備され

る方針であることから、第６０条等に基づく要求事項に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対応における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等対処のための設備及び手順等の多

様性を拡げることにより重大事故等への対処をより確実に実施するため、更なる

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、放射線量等を監視測定するための多様性拡張設備及

び手順等を整備するとしている。 

（１）放射線量等の測定のための自主的な対策としての設備及び手順 

申請者は、放射線量等の測定を行うための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照。）

を用いた主な手順等の方針を以下のとおりとしている。 
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① モニタリングカーは、通常時より放射性物質の濃度を測定しているもの

であり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば継続して使

用する。 

② モニタリングカーに搭載している測定機器の故障等の場合、Geγ多重波

高分析装置、ZnS シンチレーション計数装置及び GM 計数装置による測定に

着手する。 

③ 気象観測設備は、通常時より風向、風速等の気象データを連続的に測定

しているものであり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれ

ば継続して使用する。 

（２）放射線量等の測定の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、モニタリングステーション及びモニタリングポストへの交流電源

の供給が途絶えた場合の給電のための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照。）を用

いた主な設備及び手順等の方針を以下のとおりとしている。 

① モニタリングステーション又はモニタリングポストの交流電源が喪失

した場合には、専用の非常用発電機及び無停電電源装置が自動起動し給電

を開始する。起動状況は中央制御室において確認する。 

② 大容量空冷式発電機からモニタリングステーション又はモニタリング

ポストへの給電が開始された場合には、専用の非常用発電機及び無停電電

源装置から大容量空冷式発電機に自動で切り替わる。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１７－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 多様性拡張設備に位置付けた理由 

モニタリングカ

ー 

通常時より使用しており、重大事故等時に使用できる場合は、

測定手段として有効である。 

Geγ線多重波高

分析装置、ZnS

シンチレーショ

ン計数装置、GM

計数装置 

モニタリングカーに搭載している測定機器の故障に対して、同

様な機能を有する重大事故等対処設備と比較し、測定終了まで

に時間を要するため、重大事故発生後初期には期待できないも

のの、放射性物質の濃度測定手段となり得る。  

気象観測設備 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、設備が健全な場合には、風向、風速その他の気象条

件の監視、測定及び記録する手段として有効である。 

モニタリングス モニタリングステーション又はモニタリングポストの受電設
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テーション及び

モニタリングポ

スト専用の非常

用発電機及び無

停電電源装置 

備の故障等のため、受電ができない場合に対して、モニタリン

グステーション又はモニタリングポストの機能維持に有効で

ある。 

 

 
Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、

第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

本節では、緊急時対策所について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３４条に基づき、発電用原子炉施設に異常が発生

した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設け

る設計とすることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合

においても重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が

計画する設備及び手順等が、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８

項（以下「第６１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であるかを確認した。さらに、申請者が自主的な対応により重大事故等

への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

本申請では緊急時対策所として、代替緊急時対策所と緊急時対策所（免震重要棟

内）を設置するとしている。また、本申請では、初めに緊急時対策所として代替緊

急時対策所が整備され、緊急時対策所（免震重要棟内）設置後においては、代替緊

急時対策所は、その機能に係る設備も含めて緊急時対策所として使用しないとして

いる。 

本節では、緊急時対策所としての対策、設計方針等がほぼ同一であることから、

代替緊急時対策所について記述し、緊急時対策所（免震重要棟内）については代替

緊急時対策所と異なる箇所についてのみ記述することとした。 

 

１．審査の概要 

（１）第３４条は、一次冷却材系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が

発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の

場所に設置することを追加要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に緊急時対策所を整

備する方針であることを確認した。 
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（２）第６１条等は、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合においても

当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、①重大事故等

に対処するために必要な指示を行う対策要員がとどまることができる適切な

措置を講じること、②必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備を設けること、③発電所内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること、④重大事故等

に対処するために必要な数の対策要員を収容できること及びこれらの手順等

を整備することを要求している。第６１条等における緊急時対策所とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及

び手順等を整備したものとしている。 

イ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機

能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ロ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこ

と。 

ハ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当

該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を

有すること。 

ニ）緊急時対策所の居住性が確保され、対策要員がとどまることができるよ

うに、適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこと。 

ホ）緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件（※70）に

適合するものとすること。 

へ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分

できること。 

ト）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

チ）少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するための飲料水及び食

料等を備蓄すること。 

リ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業

服の着替え等を行うための区画を設けること。 

また、「重大事故等に対処するために必要な数の対策要員」とは、「重大事故

等に対処するために必要な指示を行う対策要員」に加え、少なくとも原子炉格

                                                   
（※70） 

・想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

・プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なし

として評価すること。 

・交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のための体

制を整備すること。 

・判断基準は、対策要員の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこと。 
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納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

に対処するために必要な数の対策要員を含むものとする。 

申請者は、第６１条等の要求事項に対応するため、以下の措置を行うための

設備及び手順等を整備する方針としている。 

①  代替緊急時対策所は、耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受け

ない位置に設置。緊急時対策所（免震重要棟内）は、免震構造とする。 

②  代替緊急時対策所は、中央制御室に対して共通要因故障を防止するため

位置的分散を確保する。 

③  代替電源設備（代替緊急時対策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟

内）用発電機及び大容量空冷式発電機）からの給電を可能とする設備及び

手順等（※71）を整備するとともに、緊急時対策所の電源設備は多重性を

確保する。 

④  遮蔽、空気浄化ファン等により緊急時対策所の居住性を確保するための

設備及び手順等。 

⑤ 緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件に適合する

ものとする。 

⑥ 対策要員の装備（線量計、マスク等）の配備。放射線管理のための手順

等。 

⑦  重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を整備するため

の手順等。 

⑧  少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するために必要な飲料水

及び食料等を備蓄等するための手順等。 

⑨  身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリア

を設置するための資機材及び手順等。 

⑩  重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡を行うため

の設備及び手順等。 

⑪  重大事故等に対処するために必要な数の対策要員を収容するための設

備及び手順等。 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても重大事

故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が計画する設備

及び手順等が、第６１条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整

備される方針であることから、第６１条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

                                                   
（※71）代替電源設備のうち、大容量空冷式発電機に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設

備及び電源の確保に関する手順等」において整理。 
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なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記以

外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３４条としての要求 

申請者は、第３４条の追加要求規定に適合するため、以下の設備を整備する

方針としている。 

① 原子炉施設に異常が発生した場合に、発電所内の対応と状況の把握等の

ため、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟内）を中央制御室

以外の場所に設置する設計とする。 

② 免震重要棟内に緊急時対策所を設置した後は、代替緊急時対策所の継続

使用する一部のものを除き、代替緊急時対策所は廃止する設計とする。 

規制委員会は、申請者による緊急時対策所の設計において、原子炉制御室以

外の場所に設置する方針としていることを確認したことから、設置許可基準規

則に適合しているものと判断した。 

 

（２）第６１条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替電源からの給電。そのために、代替緊急時対策所用発電機を重

大事故等対処設備として新たに整備する。また、緊急時対策所（免震

重要棟内）については、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機、緊

急時対策所（免震重要棟内）用発電機用燃料油貯蔵タンク、緊急時対

策所（免震重要棟内）用発電機用給油ポンプを重大事故等対処設備と

して新たに整備する。 

b. 代替緊急時対策所の居住性の確保。そのために、緊急時対策所遮蔽、

緊急時対策所換気設備、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、代替緊急時

対策所エリアモニタ、可搬型エリアモニタ（加圧判断用）を重大事故

等対処設備として新たに整備する。また、緊急時対策所（免震重要棟

内）は、同様の目的で、緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所（免震重要

棟内）の緊急時対策所換気設備、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊
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急時対策所（免震重要棟内）エリアモニタ、可搬型エリアモニタ（加

圧判断用）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等に対処するために必要な数の対策要員の収容。そのため

に、対策要員の装備（線量計及びマスク等）、重大事故等対策の検討

に必要な資料、外部からの支援なしに 1 週間活動するための飲料水、

食料等及びチェンジングエリア設営用資機材等を新たに整備する。 

d. 代替緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指示を

行うために必要な情報の把握。そのために、SPDS、SPDS データ表示装

置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 代替緊急時対策所と原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所との通信連絡の実施。そのために、携帯型通話設備、衛星携帯

電話設備、及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.対策が第６１条等基準要求ハ）、上記 b.の対策が

第６１条基準要求ニ）、上記 c.の対策が第６１条等基準要求ヘ）、ト）、チ）

及びリ）に対応するものであることを確認した。 

また、上記 a.及び b.の対策が第６１条等のうち①重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う対策要員がとどまるための対策、上記 c.の対策

が第６１条等のうち④重大事故等に対処するために必要な数の対策要員

を収容するための対策、上記 d.の対策が第６１条等のうち②重大事故等に

対処するために必要な情報を把握するための対策、上記 e.の対策が第６１

条等のうち③発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けることの対策に対応するものであることを

確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 代替緊急時対策所は、地震力により機能を喪失しないとともに、基

準津波の影響を受けない位置に設置。緊急時対策所（免震重要棟内）

は、免震構造とする。 

b. 代替緊急時対策所は、中央制御室とは離れた位置に設置することで、

位置的分散を図る。 

c. 代替緊急時対策所用発電機は、代替緊急時対策所に給電するため、

多重性を確保する。 

d. 代替緊急時対策所は、居住性を確保し、対策要員がとどまることが

できるように、適切な遮蔽設計及び換気設計とする。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)代替緊急時対策所は、基準地

震動に対する地震力に対し、耐震構造とすることにより機能を喪失しない

ようにするとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置すること、緊

急時対策所（免震重要棟内）は、基準地震動に対する地震力に対し、免震

構造とすることにより機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の

影響を受けない位置に設置すること、b)代替緊急時対策所は、中央制御室

とは離れた位置の別建屋に設置することで位置的分散を図ること、c)代替

緊急時対策所用発電機は、代替緊急時対策所に給電するために必要な容量

を有するものを 3 台保管することで多重性を確保すること、d)代替緊急時

対策所は、建屋と一体となった遮蔽、代替緊急時対策所換気設備（空気浄

化ファン、空気浄化フィルタユニット及び加圧設備）及び気密性により、

代替緊急時対策所にとどまる対策要員の被ばく線量が実効線量において

事故後 7日間で 100mSv を超えない設計とすることを確認した。 

なお、対策要員の被ばくによる実効線量の評価については、想定する放

射性物質の放出量等を東京電力福島第一原子力発電所事故と同等とし、マ

スクの着用、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を条件に入

れていない評価を行い、代替緊急時対策所は 7 日間で 34mSv、緊急時対策

所（免震重要棟内）は 7日間で 30mSv であることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から e.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計方針であることを確認した。 

よって、規制委員会は、申請者が①a.から e.に従って整備する重大事故

等対処設備について、第６１条等要求事項イ）からホ）に適合する設計方

針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を活用した手順等について、主な手順等は以

下のとおりとしている。 

③－１ 代替電源設備からの給電の手順 

a. 全交流動力電源が喪失し、早期の電源回復が不能の場合には、代替

緊急時対策所用発電機の起動の手順に着手する。この手順では、代替

緊急時対策所用発電機、代替電源交流電源盤の操作を総括班他 1名に

より約 10分で実施する。  

③－２ 居住性を確保するための手順等 

a. 代替緊急時対策所を立ち上げる場合には、代替緊急時対策所空気浄

化装置運転の手順に着手する。この手順では、代替緊急時対策所空気

浄化装置の操作等を総括班他 1名により約 20 分で実施する。 
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b. 可搬型エリアモニタ（加圧判断用）の指示が 30mSv/h 以上又は代替

緊急時対策所エリアモニタの指示が 0.5mSv/h以上となった場合には、

代替緊急時対策所空気浄化装置を停止し、代替緊急時対策所加圧設備

による代替緊急時対策所内の加圧を実施する手順に着手する。この手

順では、代替緊急時対策所排気手動ダンパ、代替緊急時対策所空気浄

化ファン給気手動ダンパ及び空気ボンベ流量調整ユニット出口弁等

の操作を総括班他 3名により約 2分で実施する。 

c. 可搬型エリアモニタ（加圧判断用）及び代替緊急時対策所エリアモ

ニタにて空気吸収線量率等の指示値がプルーム接近時の指示値に比

べ急激に低下した場合には、希ガスの放出の収束により、代替緊急時

対策所加圧設備による代替緊急時対策所の加圧を停止し、代替緊急時

対策所空気浄化装置を起動する手順に着手する。この手順では、代替

緊急時対策所加圧設備、代替緊急時対策所空気浄化装置、代替緊急時

対策所空気浄化ファン給気手動ダンパ、空気ボンベ流量調整ユニット

出口弁、代替緊急時対策所排気手動ダンパの操作を総括班他 3名によ

り約 2分で実施する。   

d. プルーム通過中において、代替緊急時対策所にとどまる要員は、重

大事故等に対処するために必要な指示を行う対策要員 49 名と、原子

炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るために必要な対策要員 38 名との合計 87 名と想定している。プルー

ム放出のおそれがある場合、この対策要員数を目安とし、最大収容可

能人数（100 名）の範囲で代替緊急時対策所にとどまる対策要員を判

断する。 

③－３ 必要な数の対策要員の収容に係る手順等 

a. 可搬型エリアモニタにて空気吸収線量率等を監視し、プルームの通

過及び屋外作業可能なレベルまでの線量率低下を確認した場合には、

代替緊急時対策所のチェンジングエリアを設置する手順に着手する。

この手順は、床面養生、ポリハウス及び各資機材の設置等を計 2名に

より約 30分で実施する。 

b. 代替緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員

を含めて最大 100 名を収容する。このため、対策要員の装備（線量計、

マスク等）を配備するとともに、少なくとも外部からの支援なしに 1

週間、活動を続けるために必要な飲料水及び食料等を備蓄し、これら

を維持・管理する。 
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③－４ 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡に関わ

る手順等 

a. SPDS データ表示装置は、代替緊急時対策所立ち上げ時に総括班他 1

名により操作する。   

b. 重大事故等が発生した場合の検討に必要な資料を代替緊急時対策

所に配備し、常に最新となるよう維持・管理する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)代替緊急時対策所の居住性を確保するため、代替緊急時対策所換気設備

等の空気浄化装置、排気手動ダンパ等の操作手順等を整備していること、

c)代替緊急時対策所用発電機から代替緊急時対策所への給電について、代

替緊急時対策所用発電機の起動、代替緊急時対策所発電機へのケーブル接

続、代替緊急時対策所発電機への給油等の操作手順等を整備していること、

d)代替緊急時対策所に要員をとどめるための身体サーベイ及び作業服の

着替え等を行うためのチェンジングエリアの設置等の手順等を定めてい

ること、e)対策要員が 7日間外部からの支援がなくても代替緊急時対策所

の機能を維持できる資機材を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から e.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等技術的能力基準（手順等に関する共

通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認し

た。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.から e.の対策が基準６１条等要求事項ハ）、

ニ）、へ）からリ）及び情報把握、通信連絡、収容数に関する要求に対応する

ものであること、①a.から e.に従って整備する重大事故等対処設備が基準６１

条等要求事項イ）からホ）に適合する設計方針であること、①a.から e.に掲げ

る重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備され

る方針であることから、第６１条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、発電所外との通信連絡を行うための多様性拡張設備

及び手順等を整備するとしている。 

（１）発電所外との通信連絡を行うための設備及び手順等 
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申請者は、発電所外との通信連絡を行うための設備（表Ⅳ－４．１８－１参

照。）を用いた主な手順等として、設備が健全である場合、電力保安通信用電

話設備、無線連絡設備、テレビ会議システム（社内）、及び加入電話設備を使

用するとしており、その手順は、「Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要

な設備及び通信連絡に関する手順等」において記載のとおりとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１８－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電力保安通信用電

話設備、無線連絡

設備、テレビ会議

システム（社内）、

加入電話設備 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、設備が健全である場合は、通信連絡設備の代替設備

となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手

順等 （第３５条、第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１９関

係） 

本節では、通信連絡設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３５条第１項及び同条第２項に基づき追加要求と

なった、設計基準事故が発生した場合において発電所内の人に必要な指示をするた

めに多様性を確保した通信連絡設備を設ける設計とすること、また、発電所外の必

要な場所と通信連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設ける設計とす

ることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場

所との通信連絡を行うために申請者が計画する設備及び手順等が、第６２条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．１９項（以下「第６２条等」という。）における

要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申

請者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針である

かを確認した。 

 

１．審査の概要 
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（１）第３５条第１項は、設計基準事故が発生した場合において、発電所内の人に

必要な指示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設ける設計とする

ことを追加要求している。また、同条第２項は、発電所外の必要な場所と通信

連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設ける設計とすることを追

加要求している。 

   規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第６２条等は、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信

連絡を行うために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第６

２条等における「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手

順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）通信連絡設備が、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とするための設備及び手順等 

ロ）計測等行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等 

申請者は、第６２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 代替緊急時対策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機又

は大容量空冷式発電機及び手順等（※72） 

② 計測等行った特に重要なパラメータを発電所内外の必要な場所で共有

するための設備及び手順等 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても原子炉

施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信連絡を行うために申請

者が計画する設備及び手順等が、第６２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第６２条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が第４３条等に従って重大

事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記以外の設備及び手順等を整備

することにより、重大事故等への対処をより確実に実施する方針であることを

確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

                                                   
（※72）大容量空冷式発電機に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－１．１４ 電源設備及び電源の確保に関

する手順等」において整理。代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所（免震重要棟内）については、「Ⅳ

－４．１８緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等」において整理。 
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２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３５条としての要求 

申請者は、第３５条第１項の追加要求規定に適合するために、以下の設備を

整備するとしている。 

① 本発電所内の通信設備として、多様性を確保した通信設備を設置する設

計とする。 

② 代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟内）へ事故状態等の把

握に必要なデータを転送できる設備として、データ伝送設備を設置する設

計とする。 

③ これらの設備については、非常用所内電源及び無停電電源に接続する設

計とする。 

また、第３５条第２項の追加要求規定に適合するために、以下の設備を整備

するとしている。 

① 発電所外の本店、国、地方公共団体、その他関係機関等へ連絡できるよ

う、通信設備を設置する設計とする。 

② 緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送する設備（以

下「データ伝送設備」という。）として、データ伝送設備を設置する設計

とする。 

③ 通信設備及びデータ伝送設備は、有線、無線又は衛星回線による多様性

を備えた専用回線に接続するとともに、輻輳等による制限を受けることな

く常時使用できる設計とする。 

④ これらの設備については、非常用所内電源及び無停電電源に接続する設

計とする。 

規制委員会は、申請者による設計が、以下の方針としていることを確認した

ことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

① 設計基準事故が発生した場合において、本発電所内の人に必要な指示を

するため、共通要因又は従属要因によって同時に機能が損なわれないよう

に多様性を確保した通信連絡設備を設ける。 

② 本発電所外の必要な場所と通信連絡するため、通信連絡設備及びデータ

伝送設備が常時使用できるよう、専用通信回線は、共通要因又は従属要因

によって同時に機能が損なわれないように通信方式の多様性を有し、輻輳

等による制限を受けることなく使用できる。 

③ これら通信連絡設備等は非常用所内電源及び無停電電源に接続する。 

 

（２）第６２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 



407 
 

申請者は、第６２条に基づく要求事項に対応するために、以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 衛星携帯電話設備（固定型）、統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備、SPDS、SPDS データ表示装置等へ給電。そのため、

代替緊急時対策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機

又は大容量空冷式発電機を重大事故等対処設備として新たに整備す

る。 

b. 計測等行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有。そのた

め、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会

議システム、IP 電話、衛星通信装置（電話）、IP-FAX）を重大事故等

対処設備として新たに整備し、衛星携帯電話設備及び携帯型通話設備

を重大事故等対処設備として位置付けるとともに増設する。  

規制委員会は、上記 a.の対策が第６２条等基準要求イ）、上記 b.の対策

が第６２条基準要求ロ）に対応するものであることを確認した。                                                                                                                             

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 衛星携帯電話設備（固定型）、無線連絡設備、携帯型通話設備、統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、SPDS 及び SPDS

データ表示装置は、代替緊急時対策所用発電機、緊急時対策所（免震

重要棟内）用発電機又は大容量空冷式発電機から給電され、多様性を

有する。 

b. 衛星携帯電話設備、携帯型通話設備、統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備等は多様性を有する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)衛星携帯電話設備（固定型）、

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等は、代替緊急時対

策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機及び大容量空冷式

発電機から給電され、これらの電源は、水冷であるディーゼル発電機等に

対し空冷式であることから、設計基準事故対処設備としての電源に対して

多様性を有していること、b)衛星携帯電話設備、無線連絡設備、統合原子

力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、SPDS は、有線系、無線系又

は衛星系回線による通信方式を備えることで、多様性を有することを確認

した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認
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した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

③－１ 代替電源設備からの給電 

a. 全交流動力電源喪失時において、大容量空冷式発電機、代替緊急時

対策所用発電機又は緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機等により、

衛星携帯電話設備（固定型）、無線連絡設備、携帯型通話設備、統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、SPDS、SPDS データ

表示装置への給電に着手する。これらのうち大容量空冷式発電機に関

する手順は、電路の構成、起動操作、受電の確認等を計 3 名により、

約 15 分で実施する。 

③－２ 計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有 

a. 発電所内 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合、その結

果を現場と中央制御室との間では携帯型通話設備、現場又は中央制御

室と代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟内）との間では

衛星携帯電話設備により共有する手順に着手する。これらのうち携帯

型通話設備に関する手順は、携帯型通話設備の中継コード接続、電源

及び乾電池残量の確認、連絡等を現場と中央制御室で実施する。 

b. 発電所外 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合、その結

果を衛星携帯電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備により、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟

内）と本店、国、地方公共団体との間で共有する手順に着手する。こ

れらのうち統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備によ

る通信連絡のための手順は、テレビ会議システムの起動、通信状態の

確認、通信先との接続操作等を代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免

震重要棟内）で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)衛星携帯電話設備（固定型）、統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備等は、代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所（免震重

要棟内）用発電機、大容量空冷式発電機等に接続された所内の電源系統か

ら給電できる手順等を整備すること、c)炉心損傷防止及び格納容器破損防

止に必要なパラメータ等は、携帯型通話設備、衛星携帯電話設備及び統合
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原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備により発電所内外で共

有される手順等を整備することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。  

 

以上のとおり、規制委員会は、上記①a.の対策が第６２条等要求事項イ）、

上記①b.の対策が第６２条等要求事項ロ）に対応するものであること、①a.及

び b.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切

に整備される方針であることから、第６２条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策のための設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための多様性拡張設備、

手順等を整備するとしている。 

（１）発電所内外の通信連絡を行うための設備及び手順等 

申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（Ⅳ－４．１８－１参照。）

を用いた主な手順等として、設備が健全である場合、運転指令設備、電力保安

通信用電話設備、無線連絡設備、加入電話設備及びテレビ会議システム（社内）

は、通常時使用されている設備であり、重大事故等時においても発電所内外の

通信連絡に用いるとしている。 

 
規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１９－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

運転指令設備、

電力保安通信用

電話設備、無線

連絡設備、加入

電話設備、テレ

ビ会議システム

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、設備が健全である場合は、通信連絡設備の代替設備

となり得る。 
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（社内） 

 

 
Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規

模損壊」という。）が発生した場合における体制の整備に関し、申請者において、

以下の項目についての手順書が適切に整備されていること又は整備される方針が

示されていること、加えて、当該手順書に従って活動を行うための体制及び資機材

が適切に整備されていること又は整備される方針が示されていることを要求して

いる。 

一 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 

二 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

三 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。 

四 使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷

を緩和するための対策に関すること。 

五 放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．手順書の整備 

２．体制の整備 

３．設備及び資機材の整備 

 

 規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準２．１項及び同

項の解釈を踏まえて必要な検討を加えた上で策定されており、大規模損壊が発生し

た場合における体制の整備に関して必要な手順書、体制及び資機材等が適切に整備

される方針であることを確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準２．１

に適合しているものと判断した。 

 

 各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．手順書の整備 

申請者は、大規模損壊が発生した場合の手順書の整備について、以下のとお

りとしている。 

 （１）手順書の策定に際しては、設計基準を超えるような規模の自然災害が原子

炉施設の安全性に与える影響、故意による大型航空機の衝突その他のテロリ
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ズムによる施設の広範囲にわたる損壊、不特定多数の機器の機能喪失、大規

模な火災等の発生、有効性評価において想定する事故シーケンスグループに

追加しなかった地震及び津波特有の事故シーケンス（Ⅳ－１．１ 事故の想

定参照。）などを考慮する。 

 

（２）大規模損壊によって原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あ

らかじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考えられることなどか

ら、環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うこととし、

重大事故等対策において整備する手順等に加えて、可搬型設備による対応を

中心とした多様性及び柔軟性を有する手順等を以下のとおり整備する。 

① 原子炉施設の被害状況を速やかに把握するための手順及び対応操作の

実行判断を行うための手順を整備する。 

② 故意による大型航空機の衝突による大規模な航空機燃料火災を想定し、

放水砲等を用いた泡消火についての手順を整備する。また、事故対応を行

うためのアクセスルート、操作場所に支障となる火災等の消火活動も想定

して手順を整備する。 

③ 大規模損壊発生時の対応手順は、中央制御室での監視及び操作が行えな

い場合も想定し、原子炉施設の状況把握が困難な場合及び状況把握がある

程度可能な場合を想定し、状況に応じた対応が可能となるよう以下の 2つ

の対応を考慮して手順を整備する。 

a. 中央制御室の監視機能及び制御機能の喪失により状況把握が困難

な場合には、外からの目視による確認又は可搬型計測器により、優先

順位に従った内部の状況確認を順次行い、必要の都度緩和措置を行う。 

b. 中央制御室又は緊急時対策所での監視機能の一部が健全であり、速

やかな安全機能等の状況把握が可能な場合には、内部の状況から全体

を速やかに把握し、優先順位を付けて喪失した機能を回復又は代替さ

せる等により緩和措置を行う。 

④ 重大事故等防止技術的能力基準２．１項の一から五までの活動を行うた

めの手順書として、重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加

えて、事象進展の抑制及び緩和に資するための多様性を持たせた手順等を

整備する。 

⑤ 重大事故等防止技術的能力基準の「１．重大事故等対策における要求事

項」における１．２項から１．１４項の要求事項に基づき整備する手順等

に加えて、大規模損壊の発生を想定し、中央制御室での監視及び制御機能

が喪失した場合も対応できるよう現場にてプラントパラメータを監視す

る手順、現場において直接機器を作動させるための手段等を追加して整備
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する。 

 

 規制委員会は、申請者の手順書の整備の計画が、大規模損壊の発生により重大

事故等発生時の手順がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発

生時の特徴を踏まえた手順書を整備する方針としていることから、適切なものと

判断した。 

 

２．体制の整備 

申請者は、大規模損壊発生時の体制について、以下のとおりとしている。 

（１） 教育及び訓練 

大規模損壊への対応のための緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員

（協力会社含む）への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する

教育及び訓練を基に、大規模損壊発生時を想定し、通常の指揮命令系統が機能

しない場合を想定した指揮者等の個別訓練を実施する。さらに、要員の役割に

応じて付与される力量に加え、流動性をもって対応できるような力量を確保し

ていくことにより、期待する要員以外の要員でも対応できるよう教育の充実を

図る。 

（２） 体制の整備 

① 大規模損壊発生時の体制については、通常の緊急時対策本部の体制を基

本としつつ、通常とは異なる対応が必要となる状況においても流動性を持

って対応できるようにするとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従っ

て活動を行うことを前提として、以下の基本的な考え方に基づき整備する。 

a. 勤務時間外、休日（夜間）においても発電所内又は発電所近傍に事

故対応要員 52 名及び専属消防隊 8 名を確保し、大規模損壊の発生に

より中央制御室（運転員を含む）が機能しない場合においても、対応

できるよう体制を整備する。 

b. 勤務時間外、休日（夜間）における常駐者は、地震、津波等の大規

模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合にも対応できるよう、分散して待機する。 

c. 地震、津波等の大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムの発生により、通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しなくなる可能性を考慮する。 

d. 建物の損壊等により対応要員が被災するような状況においても、構

内に勤務している他の要員に、発電所対策本部での役務を割り当てる

等の柔軟な対応をとる。 

e. 大規模損壊発生時において、社員寮、社宅等からの召集に時間を要
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する場合も想定し、発電所構内の最低要員数により当面の間は事故対

応を行えるよう体制を整える。 

f.  プルーム放出時には、最低限必要な要員は緊急時対策所に留まり、

プルーム通過後、活動を再開する。その他の要員は、発電所外へ一時

避難し、その後、交代要員として発電所へ再度非常召集する。 

② 大規模損壊が発生した場合において、運転員及び緊急時対策本部要員等

が活動を行うに当たっての拠点は、中央制御室及び緊急時対策所を基本と

するが、中央制御室等が機能喪失する場合も想定し、緊急時対策所以外に

も代替可能なスペースも状況に応じて活用する。 

③ 大規模損壊発生時における発電所外部から支援体制として、本店対策本

部が速やかに確立できるよう体制を整備する。また、他の原子力事業者及

び原子力緊急事態支援組織へ応援要請し、技術的な支援が受けられるよう

体制を整備する。さらに、協力会社より現場作業や資機材輸送等に係る要

員の派遣を要請できる体制、プラントメーカ及び建設会社による技術的支

援を受けられる体制を構築する。 

 

規制委員会は、申請者の体制の整備の計画が、大規模損壊の発生により重大事

故等発生時の体制がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発生

時の特徴を踏まえた体制を整備する方針としていることから、適切なものと判断

した。 

 

３．設備及び資機材の整備 

申請者は、大規模損壊発生時に必要な設備及び資機材の整備について、以下の

とおりとしている。 

（１）大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な可搬型重大事

故等対処設備は、以下の事項を考慮して整備する。 

① 共通要因による同等の機能を有する設備の損傷の防止 

可搬型重大事故等対処設備は、同等の機能を有する設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう、外

部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

② 共通要因による複数の可搬型設備の損傷の防止 

同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないよう、可搬型

重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して、複数箇所に分散して配置

する。 

（２）大規模損壊発生時の対応に必要な資機材は、重大事故等対策で配備する資機

材の基本的な考え方を基に、以下のとおり配備するとしている。また、大規模
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損壊発生時においても使用を期待できるよう、原子炉建屋から 100m 以上離隔

をとった場所に配備する。 
① 地震及び津波の大規模な自然災害による油タンク火災、又は故意による

大型航空機の衝突による大規模な燃料火災の発生時において、必要な消火

活動を実施するために着用する防護具、消火薬剤等の資機材、小型放水砲

等を配備する。 

② 高線量の環境下において、事故対応を行うために高線量対応防護服等の

必要な資機材を配備する。 

③ 大規模損壊の発生時において、指揮者と現場間、発電所外等との連絡に

必要な通信手段を確保するため、多様な通信手段を複数配備する。また、

消火活動専用の通信連絡設備を配備する。 

 

規制委員会は、申請者の設備及び資機材の整備の計画が、共通要因により同時

に機能喪失しないよう十分な配慮を行うなど、大規模損壊発生時の特徴を踏まえ

た設備及び資機材の整備を行う方針としていることから、適切なものと判断した。 
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Ⅴ 審査結果 

九州電力株式会社が提出した「川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（1 号及び 2 号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25 年 7 月 8 日申請、平成

26 年 4 月 30 日、同年 6 月 24 日及び同年 9 月 4 日補正）を審査した結果、当該申

請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るものに限

る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められる。 
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略語等 

本審査書で用いられる主な略語等は以下のとおり 
 

略語等 名称又は説明 

安全重要度分類指針 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針 

安全評価指針 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 

溢水ガイド 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

解釈別記１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記１ 

解釈別記２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記２ 

解釈別記３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記３ 

外部火災ガイド 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

格納容器破損モード 格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目し

て類型化したもの 

火災防護基準 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準 

火山ガイド 原子力発電所の火山影響評価ガイド 

機器条件 重大事故等対処設備の機器条件 

技術的能力指針 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針 

規制委員会 原子力規制委員会 

原子炉等規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律 

事故シーケンスグルー

プ 

炉心損傷に至る事故シーケンスを、起因事象、安全機

能の喪失状況に着目して、類型化したもの 

事故条件 評価上想定する事故の条件 

地震ガイド 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

地盤ガイド 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

重大事故等防止技術的

能力基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

重要事故シーケンス 各事故シーケンスグループにおいて事象進展や対策の
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 実施の観点から最も厳しい事故シーケンス 

申請者 九州電力株式会社 

設置許可基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則 

設置許可基準規則解釈 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈 

操作条件 重大事故等対処設備の操作条件 

大規模損壊 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な

損壊 

竜巻ガイド 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

地質ガイド 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査

ガイド 

津波ガイド 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

停止中評価ガイド 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

内部火災ガイド 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

被ばく評価ガイド 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急

時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイ

ド 

評価事故シーケンス 各格納容器破損モードにおいて事象進展や対策の実施

の観点から最も厳しい事故シーケンス 

保安規定 川内原子力発電所原子炉施設保安規定 

本申請 川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（1号及び 2号発電用原子炉施設の変更）（平成 25 年 7

月 8 日申請、平成 26年 4 月 30 日、同年 6月 24 日及び

同年 9月 4日補正） 

本発電所 川内原子力発電所 

有効性評価ガイド 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容

器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

AED 大中破断 LOCA が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さ

らに、溶融炉心の冷却と、原子炉格納容器内除熱が行

われないため、原子炉格納容器の破損に至る可能性が

あるシーケンス 

AEI 大中破断 LOCA が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さ
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らに、溶融炉心の冷却と、原子炉格納容器内除熱が行

われるが、原子炉格納容器の破損に至る可能性がある

シーケンス 

AEW 大中破断 LOCA が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さ

らに、溶融炉心の冷却は出来るが、原子炉格納容器内

除熱が行われないため、原子炉格納容器の破損に至る

可能性があるシーケンス 

ATWS 運転時の異常な過渡変化に対して、原子炉の緊急停止

が要求された（必要とされた）にもかかわらず、原子

炉安全保護系（あるいは停止系）の故障等により原子

炉が緊急停止しない事象 

BWR 沸騰水型原子炉 

DCH 格納容器雰囲気直接加熱 

ECCS 非常用炉心冷却装置 

EL. 標高 

ERSS 緊急時対策支援システム 

FCI 溶融燃料－冷却材相互作用 

LOCA 冷却材喪失事故 

MCCI 溶融炉心コンクリート相互作用 

PAR 静的触媒式水素再結合装置 

PCT 燃料被覆管最高温度 

PDS プラント損傷状態 

PRA 確率論的リスク評価 

PWR 加圧水型原子炉 

RCP 原子炉冷却材ポンプ 

SFP 評価ガイド 

 

実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

SPDS 緊急時運転パラメータ伝送システム 

TED 過渡事象が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さらに、

溶融炉心の冷却と、原子炉格納容器内除熱が行われな

いため、原子炉格納容器の破損に至る可能性があるシ

ーケンス 

VEI 火山爆発度指数 

 









別紙７ 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 九州電力株式会社 

代表取締役社長 瓜生 道明 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

川内原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（１号及び２号発電用

原子炉施設の変更）について 

 

 

平成２５年７月８日付け発本原第８６号（平成２６年４月３０日付け発本原

第２４号、平成２６年６月２４日付け発本原第５０号及び平成２６年９月４日

付け発本原第８７号をもって一部補正）をもって、申請のあった上記の件につ

いては、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３

の８第１項の規定に基づき、許可します。 

 

 

 



 

（修正案） 
 

 

 

九州電力株式会社川内原子力発電所の 

発電用原子炉設置変更許可申請書 

（1号及び 2号発電用原子炉施設の変更）

に関する審査書 
（原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号 

（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平成２６年９７月１０１６日 

原子力規制委員会 

参考資料 
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、九州電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委員会

（以下「規制委員会」という。）に提出した「川内原子力発電所の発電用原子炉

設置変更許可申請書（1号及び 2号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25年 7 月 8

日申請、平成 26年 4 月 30 日及び、同年 6月 24 日及び同年 9月 4日補正）（以下

「本申請」という。）の内容が、 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の８第２項で準用する第４３条の３の６第１

項第２号の規定（発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理

的基礎があること。）のうち、技術的能力に係るもの、 
（２）同条同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行

するに足りる技術的能力があること。）、及び、 
（３）同条同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料

物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災

害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適

合するものであること。） 
に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 
 
なお、原子炉等規制法第４３条の３の６同条同項第１号の規定（発電用原子炉

が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）及び第２号の規定のうち経

理的基礎に係るものに関する審査結果は、別途取りまとめる。 
 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力

に係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。） 

（２）同条同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用

発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発

第 1306197 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事

故等防止技術的能力基準」という。） 
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（３）同条同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6月 28 日

規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び実用発電

用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「設置許可基準規則解釈」という。） 

同条同項第４号の規定に関する審査においては、設置許可基準規則解釈に

おいて規定される、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審

査基準（原規技発第1306195号（平成25年6月19日原子力規制委員会決定）。

以下「火災防護基準」という。）に適合しているかどうかについても確認し

た。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイド等を参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１） 原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第 13061910 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「火山ガイド」という。） 

（２） 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原規技発第 13061911 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「竜巻ガイド」という。） 

（３） 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061912 号（平

成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「外部火災ガイド」と

いう。） 

（４） 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（原規技発第 13061913 号（平

成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「溢水ガイド」という。） 

（５） 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061914 号（平

成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「内部火災ガイド」と

いう。） 

（６） 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061915 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「有効性評価ガイド」という。） 

（７） 実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061916 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「SFP 評価ガイド」という。） 

（８） 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061917 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「停止中評価ガイド」という。） 
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（９） 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061918 号（平成

25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「被ばく評価ガイド」とい

う。） 

（１０）敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発

第 1306191 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地

質ガイド」という。） 

（１１）基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306192 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地震ガイド」と

いう。） 

（１２）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「津波ガイド」と

いう。） 

（１３）基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原管地発第

1306194 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地盤ガ

イド」という。） 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅲ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則のうち設計基準対象施設に

適用される規定への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」には、設置

許可基準規則のうち重大事故等対処施設に適用される規定及び重大事故等防止

技術的能力基準への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 審査結果」には、規制委員会としての結論を示した。 

 

なお、同一施設であって、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の双方の

機能を有するもののうち、原子炉制御室等、監視設備、緊急時対策所及び通信連

絡設備に関する審査内容については、「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等

対処に係る技術的能力」において、設計基準対象施設としての基準適合性に関す

る審査内容と併せて示した。 

 

また、1 号炉と 2号炉の審査内容が共通する場合には、号炉ごとではなく、ま

とめて記載した。 
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本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

（参考）本審査書で用いられる主な略語等は以下のとおり 
 

略語等 名称又は説明 

安全重要度分類指針 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針 

安全評価指針 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 

溢水ガイド 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

解釈別記１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記１ 

解釈別記２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記２ 

解釈別記３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記３ 

外部火災ガイド 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

格納容器破損モード 格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目し

て類型化したもの 

火災防護基準 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準 

火山ガイド 原子力発電所の火山影響評価ガイド 

機器条件 重大事故等対処設備の機器条件 

技術的能力指針 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針 

規制委員会 原子力規制委員会 

原子炉等規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律 

事故シーケンスグルー

プ 

炉心損傷に至る事故シーケンスを、起因事象、安全機

能の喪失状況に着目して、類型化したもの 

事故条件 評価上想定する事故の条件 

地震ガイド 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 
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地盤ガイド 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

重大事故等防止技術的

能力基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

重要事故シーケンス 

 

各事故シーケンスグループにおいて事象進展や対策の

実施の観点から最も厳しい事故シーケンス 

申請者 九州電力株式会社 

設置許可基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則 

設置許可基準規則解釈 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈 

操作条件 重大事故等対処設備の操作条件 

大規模損壊 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な

損壊 

竜巻ガイド 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

地質ガイド 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査

ガイド 

津波ガイド 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

停止中評価ガイド 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

内部火災ガイド 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

被ばく評価ガイド 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急

時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイ

ド 

評価事故シーケンス 各格納容器破損モードにおいて事象進展や対策の実施

の観点から最も厳しい事故シーケンス 

保安規定 川内原子力発電所原子炉施設保安規定 

本申請 川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（1号及び 2号発電用原子炉施設の変更）（平成 25 年 7

月 8 日申請、平成 26 年 4月 30 日及び同年 6月 24 日補

正） 

本発電所 川内原子力発電所 

有効性評価ガイド 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容

器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 
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ATWS 運転時の異常な過渡変化に対して、原子炉の緊急停止

が要求された（必要とされた）にもかかわらず、原子

炉安全保護系（あるいは停止系）の故障等により原子

炉が緊急停止しない事象 

BWR 沸騰水型原子炉 

DCH 格納容器雰囲気直接加熱 

ECCS 非常用炉心冷却装置 

EL. 標高 

ERSS 緊急時対策支援システム 

FCI 溶融燃料－冷却材相互作用 

LOCA 冷却材喪失事故 

MCCI 溶融炉心コンクリート相互作用 

PAR 静的触媒式水素再結合装置 

PCT 燃料被覆管最高温度 

PDS プラント損傷状態 

PRA 確率論的リスク評価 

PWR 加圧水型原子炉 

RCP 原子炉冷却材ポンプ 

SFP 評価ガイド 

 

実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

SPDS 緊急時運転パラメータ伝送システム 

VEI 火山爆発度指数 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力があ

ることを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を

適確に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

このうち、本章においては、原子炉を設置するために必要な技術的能力及び原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。

重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力

についての審査結果は、Ⅳ－２、Ⅳ－４及びⅣ－５で記載する。 

 

規制委員会は、申請者の技術的能力を技術的能力指針に沿って審査した。具体

的には、本申請が既に運転実績を有する原子炉に関するものであることにかんが

み、技術的能力指針の項目を以下の項目に整理して審査を行った。 

１．組織 

２．技術者の確保 

３．経験 

４．品質保証活動体制 

５．技術者に対する教育・訓練 

６．原子炉主任技術者等の選任・配置 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した

結果、技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．組織 

技術的能力指針は、原子炉施設の設計及び工事並びに運転及び保守を実施す

るために、役割分担が明確化された組織を構築すること又は構築する方針を示

すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）設計及び工事並びに運転及び保守の業務は、川内原子力発電所原子炉施

設保安規定（以下「保安規定」という。）で定めた業務所掌に基づき実

施する。 

（２）設計及び工事の業務は、本店発電本部の各担当部門及び技術本部の土木

建築部門（以下「原子力関連部門」という。）並びに本発電所の担当課
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それぞれにおいて実施する。なお、設計及び工事の業務のうち、現地に

おける管理は本発電所の担当課において実施する。 

（３）運転及び保守の業務は、本発電所の担当課において実施する。なお、自

然災害及び重大事故等の非常事態に際しては、本発電所に設置する原子

力防災組織により、運転及び保守の業務を実施する。なお、この組織は、

本店に設置する原子力防災組織とも連携する。 

（４）保安規定等の法令上の手続きを要するものについては、本店の原子力発

電安全委員会において審議し、本発電所で使用する手順については、本

発電所の川内原子力発電所安全運営委員会において審議する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守の業務を実施する原子力関

連部門及び本発電所の担当課並びに原子力発電安全委員会及び川内原子力発電

所安全運営委員会については、本店と本発電所の役割分担を明確化するとして

おり、更に自然災害及び重大事故等の非常事態に対応するための組織として、

原子力防災組織を設置し、対応するとしていることなど、申請者の組織の構築

については適切なものであることを確認した。 

 

２．技術者の確保 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を行うための専門知識、

技術及び技能を有する技術者を確保すること又は確保する方針を示すことを要

求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）原子力関連部門及び本発電所においては、設計及び工事並びに運転及び

保守に必要な技術者の人数を確保するとともに、原子炉主任技術者、放

射線取扱主任者、ボイラー・タービン主任技術者等の資格を有する技術

者を確保する。さらに、本発電所では、自然災害及び重大事故等の対応

に必要な大型重機、小型船舶等を運転する資格を有する技術者を確保す

る。 

（２）設計及び工事に必要な技術者は、業務の各工程において必要な人数を配

置する。また、運転及び保守に必要な技術者及び有資格者である技術者

についても、業務を実施するために必要な人数を配置する。 

（３）さらに、必要な技術者については、採用、教育及び訓練を行うことによ

り、今後とも継続的に確保する方針とする。 

 

規制委員会は、原子力関連部門及び本発電所における、技術者数の推移、採

用実績及び訓練実績により、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な技術者
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及び有資格者である技術者を確保していること、及び、今後とも計画的かつ継

続的に採用、教育及び訓練を実施するとしていることなど、申請者の技術者の

確保については適切なものであることを確認した。 

 

３．経験 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な経験として、

本変更と同等又は類似の施設の経験を有していること又は経験を蓄積する方針

を示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）本発電所 2 基及び玄海原子力発電所 4 基の建設及び改造を通じた設計及

び工事の経験に加えて、約 40 年にわたる運転及び保守の経験を有する。 

（２）また、アクシデントマネジメント対策である代替再循環、代替補機冷却、

格納容器自然対流冷却及び格納容器内注水を可能とするための設備改造

を実施した経験を有していることに加えて、経済産業大臣の指示に基づ

き実施した緊急安全対策である大容量空冷式発電機、高圧発電機車、仮

設ポンプ等の配備を通じた設計及び工事並びに運転及び保守の経験を有

する。 

（３）さらに、国内外への関連施設に対する技術者の派遣並びにトラブル対応

に関する情報の収集及び活用により、設計及び工事並びに運転及び保守

の経験を蓄積する。 

 

規制委員会は、緊急安全対策も含めたこれまでの設計及び工事並びに運転及

び保守の経験に加えて、国内外の関連施設への技術者派遣実績並びにトラブル

対応情報の収集及び活用の実績があること、また、今後ともこれらを適切に継

続する方針であることなど、申請者の設計及び工事並びに運転及び保守の経験

並びに経験を蓄積する方針については適切なものであることを確認した。 

 

４．品質保証活動体制 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要

な品質保証活動を行う体制を構築すること又は構築する方針を示すとすること

を要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）社内の体制 

① 品質保証活動の実施に当たっては、原子力発電所の安全を達成、維持

及び向上することを目的として、安全文化を醸成する活動並びに関係

法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るための活動を含め
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た品質マネジメントシステムを構築するため「原子力発電所における

安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」及び「実用発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及

びその検査のための組織の技術基準に関する規則」に基づいて品質マ

ニュアルを定める。 

② 本店各部門及び本発電所並びに監査部門である本店の原子力・保安監

査部においては、品質マニュアルに基づき、手順及び記録に関する文

書体系を定める。 

③ 社長は、品質マニュアルに基づく方針を定め、原子力安全の重要性を

組織内に周知する。また、実施部門の管理責任者である発電本部長の

下、本店各部長及び発電所長は、同方針に基づき各部門における品質

保証活動に関する計画を策定、実施、評価及び改善する。 

④ 監査部門の管理責任者である原子力・保安監査部長は、原子力関連部

門の各部長及び発電所長とは独立した立場で監査を実施する。 

⑤ 社長は、管理責任者から品質保証活動に関する報告を受け、その実施

状況を踏まえた改善の必要性についてマネジメントレビューを行う。 

⑥ さらに、品質マネジメントシステムの有効性を維持あるいは向上させ

るために、組織全体に共通する活動については本店の原子力品質保証

委員会において審議し、一方、本発電所において実施する活動は川内

原子力発電所品質保証委員会において審議し、それぞれの審議結果を

業務へ反映する。 
（２）設計及び工事並びに運転及び保守の品質保証活動 

① 設計及び工事は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

い、その重要度に応じて実施する。調達する場合には、供給者に対し

て要求事項を明確にするとともに、重要度に応じて管理を行い、試験

及び検査等により調達する製品等が要求事項を満足していることを確

認する。 

② 運転及び保守は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

って、個々の業務を計画し、実施する。調達する場合には、設計及び

工事と同様に管理、確認する。 

③ 設計及び工事並びに運転及び保守において不適合が発生した場合、各

業務を主管する組織の長は、不適合を除去し、原因を特定した上で是

正処置を実施する。調達においては、これらを供給者に行わせ、各業

務を主管する組織の長が確認する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守の業務における品質保証活
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動については、品質マニュアルを定めた上で、その品質マニュアル等の下で調

達管理を含めた品質保証活動に関する計画、実施、評価、改善を実施する仕組

み及び役割を明確化した体制を構築していることなど、申請者の品質保証活動

体制の構築については適切なものであることを確認した。 

 

５．技術者に対する教育・訓練 

技術的能力指針は、技術者に対して、専門知識、技術及び技能を維持及び向

上させるための教育及び訓練を行う方針を示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）新たに配属された技術者に対しては、原子力発電の基礎知識の習得を図

るため、現場教育及び訓練を実施する。 

（２）設計及び工事並びに運転及び保守に従事する技術者に対しては、専門知

識、技術及び技能の習得を図るため、本発電所内の原子力訓練センター

に加え、株式会社原子力発電訓練センター等の国内の原子力関係機関に

おいて能力に応じた机上教育及び実技訓練を実施する。 

（３）教育・訓練は、専門知識、技術及び技能の習得状況に応じて対象者、内

容及び時間等に関する実施計画を策定し実施する。 

（４）自然災害及び重大事故等に対応する技術者、事務系社員及び協力会社社

員に対しては、各役割に応じて必要な教育及び訓練を実施する。 

 

規制委員会は、技術者に対しては専門知識、技術及び技能を維持及び向上さ

せるため、教育訓練基準を策定した上で必要な教育及び訓練を実施すること、

更に事務系職員及び協力会社社員に対しても、自然災害対応等の役割に応じて、

教育及び訓練を実施することなど、申請者の技術者等に対する教育及び訓練の

方針は適切なものであることを確認した。 

 

６．原子炉主任技術者等の選任・配置 

技術的能力指針は、原子炉主任技術者及び運転責任者をその職務が適切に遂

行できるよう配置していること又は配置する方針を示す選任し配置することを

要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者の免状を有し、実務経験を有す

る者から、原子炉ごとに選任する。 

（２）原子炉主任技術者は、原子炉施設の運転に関し保安の監督を誠実かつ最

優先に行うこととし、原子炉施設の運転に関して必要な指示ができるよ

う、職務の独立性が確保された原子炉保安監理担当として配置する。 
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（３）原子炉主任技術者の代行者は、原子炉主任技術者の要件を有する課長以

上の職位の者から選任する。 

（４）運転責任者は、規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、

当直の責任者である当直課長の職位として配置する。 

 

規制委員会は、原子炉主任技術者については、必要な要件を定めた上で選任し、

独立性が確保された職位として配置すること、運転責任者については、基準に適

合した者の中から選任し、当直課長の職位として配置することなど、申請者の有

資格者等の選任及び配置の方針については適切なものであることを確認した。 
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Ⅲ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設に関して変更申請がなされた内容について審

査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 
 
 

Ⅲ－１ 地震による損傷の防止（第４条関係） 

第４条は、設計基準対象施設が耐震重要度に応じた地震力に十分に耐えることが

できる設計とすることを、また、基準地震動による地震力及び基準地震動によって

生じるおそれがある斜面の崩壊に対して耐震重要施設の安全機能が損なわれるお

それがない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－１．１ 基準地震動 

１．地盤モデル 

２．震源を特定して策定する地震動 

３．震源を特定せず策定する地震動 

４．基準地震動の策定 

Ⅲ－１．２ 周辺斜面 

Ⅲ－１．３ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

２．弾性設計用地震動の設定方針 

３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

５．波及的影響に係る設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－１．１ 基準地震動 
設置許可基準規則解釈別記２（以下「解釈別記２」という。）は、施設の耐震設

計に用いる基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震

源を特定せず策定する地震動」について、敷地の解放基盤表面における水平方向及

び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することを要求している。 
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規制委員会は、申請者が行った地震動評価について審査した結果、本申請におけ

る基準地震動は、各種の不確かさを考慮して適切に策定していることから、解釈別

記２の規定に適合していることを確認した。 
 

１．地盤モデル 

（１）解放基盤表面の設定 

解釈別記２は、基準地震動を設定する解放基盤表面は、著しい高低差がなく、

ほぼ水平で相当な拡がりを持って想定される自由表面であり、せん断波速度が

概ね 700m/s 以上の硬質地盤であって、著しい風化を受けていないことを要求

している。 
申請者は、本発電所敷地周辺の地質・地質構造に関する調査結果及びその評

価について以下のように評価を示したている。 

① 地質調査及び弾性波探査の結果、1号炉周辺ではＰ波速度が約3.2km/s、

Ｓ波速度が約 1.5km/s、2 号炉周辺ではＰ波速度が約 4.0km/s、Ｓ波速度

が約1.8km/sの岩盤が相当の広範囲にわたり基盤を構成していることが

確認されており、解放基盤表面を当該岩盤中の原子炉格納施設基礎設置

位置の標高（以下「EL.」という。）-18.5m に設定している。 

 

規制委員会は、申請者が設定している解放基盤表面は必要な特徴を有し、要

求されるせん断波速度を持つ硬質地盤であることから、解釈別記２の規定に適

合していることを確認した。 

 

（２）敷地地盤の地下構造 

解釈別記２は、敷地及び敷地周辺の地下構造が地震波の伝播特性に与える影

響を検討評価するため、敷地及び敷地周辺における地層の傾斜、断層及び褶曲

構造等の地質構造を評価するとともに、地震基盤の位置、形状及び岩相・岩質

の不均一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤の減衰特性を評価す

ることを要求している。 
申請者は、敷地及び敷地周辺における地質調査、地震観測記録の分析等につ

いて、以下のように評価を示した。 
① 地質調査の結果、敷地近傍の地質は、ジュラ紀～白亜紀の秩父層群を基

盤とし、敷地付近で地表付近に露出し、当該層群を新第三紀の北薩火山

岩類等が不整合関係で厚く覆っている。 

② 高重力異常域の分布範囲から、敷地周辺の秩父層群等からなる基盤は、

相当な拡がりを持って分布することが推定される。 

③ 敷地地盤で得られている地震観測記録（M2.5～M7.1）のうち、M5.0 以上
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の地震により敷地地盤（EL.11.0m）で得られた地震観測記録の応答スペ

クトルと Noda et al.（2002）による標準的な応答スペクトルの比を、

到来方向別に算定し、比較検討した結果、特異な増幅傾向はどの方向に

も認められない。 

④ 地震波速度構造に関して、原子炉建屋直下の解放基盤表面 EL.-18.5m か

らEL.-28.5mまでのごく浅部は試掘坑弾性波試験結果により、EL.-28.5m

から EL.-118.5m までは鉛直アレイ地震観測結果及び微動アレイ観測結

果による平均的な速度構造により値を設定している。また、EL.-118.5m

からEL.-1018.5mまでは長周期帯における理論的方法による地震動評価

に観測事実から得られた平均的な地下構造特性を反映させるため、微動

アレイの結果を基に地下構造モデルを設定している。さらに、深部につ

いては、宮腰ほか（2004）及び地震調査研究推進本部地震調査委員会

（2003）により設定している。 

⑤ 当該地下構造モデルを基に、レイリー波の理論位相速度を算出した結果、

微動アレイ探査から得られた観測位相速度と概ね一致している。 

⑥ 当該地下構造モデルから算出した伝達関数が、鉛直アレイ地震観測記録

の伝達関数及び地震観測記録から同定された地下構造による理論伝達

関数とほぼ整合している。 

⑦ 本発電所の経験的サイト増幅特性は、独立行政法人防災科学技術研究所

の強震観測網（K-NET、KiK-net）による敷地周辺の観測点及び敷地近傍

の観測点の経験的サイト増幅特性と比較して、顕著な増幅傾向は認めら

れない。 

⑧ 1 号炉及び 2 号炉建屋基礎上端の地震観測記録において、プラント間の

振動特性に顕著な差異が認められない。 

 

規制委員会は、本発電所敷地及び敷地周辺の地下構造に関して申請者が行っ

た調査の手法は、地質ガイドを踏まえているとともに、当該地下構造が地震波

の伝播特性に与える影響を評価するに当たって適切なものであり、その結果の

評価に基づき地下構造を水平かつ成層と評価し、一次元地下構造モデルを設定

していることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 
 

２．震源を特定して策定する地震動 

解釈別記２は、「震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地震、プレ

ート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与えると予想

される地震（以下「検討用地震」という。）を複数選定し、選定した検討用地震

ごとに、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデル
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を用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面までの地震波の伝播特性を反映

して策定することを要求している。 

（１）将来活動する可能性のある断層等 

解釈別記２は、震源として考慮する活断層の評価に当たっては、調査地域の

地形及び地質条件に応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査、地

球物理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に組み合わせた調査を実施し

た上で、活断層の位置、形状、活動性等を明らかにすることを要求している。 

申請者は、調査の結果及びその評価を以下のように示した。 

① 文献調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査の結果か

ら敷地周辺において認定された以下の活断層のうち、五反田川断層、Ｆ

－Ａ断層、Ｆ－Ｂ断層及びＦ－Ｃ断層が、敷地からの距離及び断層の長

さから敷地への影響が相対的に大きいと想定する。 

五反田川断層、辻の堂断層、笠山周辺断層群－水俣南断層群、長島

西断層・長島断層群、出水断層系、Ｆ－Ａ断層、Ｆ－Ｂ断層、Ｆ－

Ｃ断層、Ｆ－Ｄ断層、Ｆ－Ｅ断層、Ｆ－Ｆ断層、人吉盆地南縁断層、

布田川・日奈久断層帯、緑川断層帯、甑島北方断層、甑島西方断層、

長崎海脚断層、男女海盆北方断層、男女海盆断層 

② 後期更新世（約 12～13 万年前）の地形面又は地層が欠如する等、後期

更新世以降の活動性が明確に判断できない場合は、中期更新世以降（約

40 万年前以降）まで遡って地形、地質・地質構造及び応力場等を総合的

に検討した上で活動性、長さ及び地下の断層面形状を適切に評価する。 

③ 敷地北部から瀬戸野付近にかけて確認されているＧ－１断層について

は、深部で緩傾斜又は水平になる円弧状の断層形態を示しており、平面

形態も西側に開いた円弧状を示しており、当該断層を覆う後期更新世以

前の礫層基底面に変位が認められないことを踏まえ、将来活動する可能

性のある断層等でないと評価する。 

④ 既存の文献である「鹿児島県久見崎の古生層・中生層」（九大教養地学

研報 No.17）（橋本ほか（1972））等が指摘した川内川河口付近の推定断

層については、断層による変位又は変形は認められないことを踏まえ、

将来活動する可能性のある断層等でないと評価するしない。 

 

規制委員会は、審査の過程において、申請者が行った本発電所周辺の将来活

動する可能性のある断層等の調査について、十分に適切な判断ができるよう申

請者に対して調査情報の充実等を求めた。申請者は、断層等の調査情報を拡充

し、より詳細な調査情報に基づく評価を実施した。 

規制委員会は、これらの調査及びその結果の評価が、調査地域の地形・地質
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条件に応じ適切な手法、範囲及び密度で行われ、活断層の位置、形状、活動性

等を明らかにしており、それらの結果を総合的に検討していることから、解釈

別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

（２）検討用地震の選定 

解釈別記２は、検討用地震の選定を行うに当たっては、内陸地殻内地震、プ

レート間地震及び海洋プレート内地震について、活断層の性質、地震発生状況

等を精査し、中・小・微小地震の分布、応力場、地震発生様式（プレートの形

状・運動・相互作用を含む。）に関する既往の研究成果等を総合的に検討し、

検討用地震動を複数選定することを要求している。 

申請者は、検討用地震の選定について以下のように示した。 

① 内陸地殻内地震については、将来活動する可能性のある断層等のうち、

想定されるマグニチュード（以下「M」という。）、震央距離及び震度の

関係から、敷地において建物等に被害が発生するとされている震度５弱

程度以上と推定されるものについて、Noda et al.（2002）による応答

スペクトルの比較により、敷地に特に大きな影響を及ぼすと想定される

以下の地震を、検討用地震として選定している。それに加え、将来活動

する可能性のある断層等よりも断層長さが長く評価されている地震調

査研究推進本部地震調査委員会による長期評価を反映して、震源断層を

想定している。 

a. 市来断層帯市来区間（五反田川断層に対応）による地震 

b. 甑断層帯甑区間（Ｆ－Ａ断層、Ｆ－Ｂ断層に対応）による地震 

c. 市来断層帯甑海峡中央区間（Ｆ－Ｃ断層に対応）による地震 

② 複数の活断層の離隔距離、走向及び傾斜、微小地震分布並びに重力異常

の観点から、それらの活断層の連動可能性について検討を行っている。 

③ プレート間地震及び海洋プレート内地震については、それぞれ最大規模

のものの発生位置が敷地から十分に離れており、敷地に大きな影響を与

える地震でないと考えられ、検討用地震として選定しない。 

④ その他の地震として、1914 年桜島地震があるが、Noda et al.（2002）

による応答スペクトルの比較により、上記の検討用地震よりも敷地に与

える影響は小さいと考えられ、選定しない。 

 

規制委員会は、審査の過程において、申請者による将来活動する可能性のあ

る断層等の評価よりも断層長さが長く評価されている地震調査研究推進本部

地震調査委員会（2013）による長期評価を反映させること、Ｆ－Ａ断層の評価

について海上音波探査の結果から北東側に延長させることなどを求めた。申請
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者がこれらを反映した検討用地震の選定に係る評価は、活断層の性質や地震発

生状況を精査し、既往の研究成果等を総合的に検討することにより検討用地震

を複数選定していることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認し

た。 

 

（３）地震動評価 

解釈別記２は、「震源を特定して策定する地震動」について、検討用地震ご

とに不確かさを考慮して「応答スペクトルに基づく地震動評価」及び「断層モ

デルを用いた手法による地震動評価」に基づき、解放基盤表面までの地震波の

伝播特性を反映して策定することを要求している。また、地震動評価に当たっ

ては、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震波の伝播経路等に応じた諸

特性を十分に考慮することを要求している。 

申請者は、地震動評価に際して行ったパラメータ設定、解析等の内容につい

て以下のように評価を示している。 

① 地震発生層の設定に当たっては、1997 年鹿児島県北西部地震に着目し、

各種機関による余震分布の分析、気象庁一元化震源を参考にし、上端

深さ 2km、下端深さ 15km としている。 

② 応答スペクトルに基づく地震動評価の手法は、解放基盤表面における

水平方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを予測することが

でき、震源の拡がり、地震観測記録を用いて諸特性を考慮することが

できる方法である Noda et al.（2002）に基づく方法を採用する。 

③ 断層モデルを用いた手法による地震動評価は、敷地における九州西側

海域の地震（1984 年 8 月 15 日、M5.5）の観測記録を要素地震として

適切なものと評価した上で、1997 年鹿児島県北西部地震に着目し、「震

源断層を特定した地震の強震動予測手法（「レシピ」）」よりも保守的

な震源特性パラメータを設定し、経験的グリーン関数法並びに長周期

帯に理論的手法を適用したハイブリッド合成法を用いた手法に基づ

き評価している。 

④ 応答スペクトルに基づく地震動の評価について、評価結果に保守性を

持たせるため、Noda et al.（2002）による内陸地殻内地震の補正係

数及び観測記録による補正係数を適用していない。 

⑤ 震源特性パラメータのうち、断層長さ及び震源断層の拡がり、断層傾

斜角、応力降下量、アスペリティの位置及び破壊開始点については、

不確かさを考慮すべきものとして、認識論的不確かさと偶然的不確か

さに大別し、前者の不確かさについては、それぞれ独立して考慮し、

後者の不確かさとは重畳させて考慮している。 



19 
 

 

規制委員会は、申請者が行った本発電所の耐震設計において考慮すべき「震

源を特定して策定する地震動」について、各種の不確かさを考慮しつつ適切な

方法で立地地点の諸特性を十分に考慮して策定していることから、解釈別記２

の規定に適合していることを確認した。 

 

３．震源を特定せず策定する地震動 

解釈別記２は、「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連付

けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における

観測記録を収集し、これらを基に各種の不確かさを考慮して、敷地の地盤物性を

加味した応答スペクトルを設定して策定することを要求している。 

申請者は、地震ガイドに例示する収集対象となる内陸地殻内地震を考慮する必

要性に係る検証内容について以下のように示している。 

（１）地震規模がモーメントマグニチュード（以下「Mw」という。）6.5 以上の地

震については 2008 年岩手・宮城内陸地震と 2000 年鳥取県西部地震を検討

対象としている。 

（２）2008 年岩手・宮城内陸地震については、当該地震震源域周辺はひずみ集中

帯で、逆断層を主体とする地域であり、新生代新第三紀以降の火山岩類及

び堆積岩類が厚く複雑に堆積し、顕著な褶曲又は撓曲構造が発達しており、

正断層を主体とし、新生代新第三紀以降の火山岩類が薄く、概ね成層して

いる本発電所周辺とは、地質学的かつ地震学的背景が異なるとして、観測

記録収集対象の地震としていない。 

（３）2000 年鳥取県西部地震については、当該地震震源域周辺が横ずれ断層を主

体とする地域であり、中生代白亜紀～新生代古第三紀の花こう岩類が広く

分布しており、正断層を主体とし、中生代ジュラ紀～白亜紀の堆積岩類等

を基盤とし、新生代新第三紀以降の火山岩類が覆っている本発電所周辺と

は、地質学的かつ地震学的背景が異なるとして、観測記録収集対象の地震

としていない。 

（４）また、Mw6.5 未満の地震については、収集した観測記録を、司・翠川（1999）

による距離減衰式及び加藤ほか（2004）の地震動レベルと対比させ、その

結果から、敷地に及ぼす影響が大きいものとして、5地震（2004 年北海道

留萌支庁南部地震、2011 年和歌山県北部地震、2011 年茨城県北部地震、

2011 年長野県北部地震、2013 年栃木県北部地震）が抽出されている。こ

のうち、2004 年北海道留萌支庁南部地震については、ボーリング調査等に

よる精度の高い地盤情報を元に信頼性の高い解放基盤波が得られ、これに

一定の余裕を持たせた地震動を設定している。 
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規制委員会は、審査の過程において、地震ガイドに震源を特定せず策定する地

震動の評価において収集対象となる内陸地殻内の地震の例として示しているす

べての地震について観測記録等を収集し、検討することを求めた。さらに、この

うち 2004 年北海道留萌支庁南部地震については、その地震観測記録について、

既往の知見である微動探査等に基づく地盤モデルによるはぎとり解析のみなら

ず、適切な地質調査データに基づく地盤モデルによるはぎとり解析等を求めた。

申請者がこれらを反映した本発電所の耐震設計において考慮すべき「震源を特定

せず策定する地震動」の評価については、過去の内陸地殻内の地震について得ら

れた震源近傍における観測記録を精査し、各種の不確かさ及び敷地の地盤物性を

考慮して策定していることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認し

た。 

 

４．基準地震動の策定 

申請者は、施設の耐震設計に用いる基準地震動として、以下の（１）及び（２）

に示すような基準地震動 Ss-1 及び Ss-2 を策定した。 

（１）基準地震動 Ss-1 検討用地震の応答スペクトルを包絡して設定した地震動

（最大加速度：540cm/s2） 

（２）基準地震動 Ss-2 「震源を特定せず策定する地震動」として、2004 年北

海道留萌支庁南部地震におけるK-NET港町観測点の解放基盤波に余裕を持

たせた地震動（最大加速度：620cm/s2） 

 

規制委員会は、これらについて、「１．地盤モデル」で示した地盤モデルの設

定に基づいて、「２．震源を特定して策定する地震動」及び「３．震源を特定せ

ず策定する地震動」において導き出された地震動を、敷地の解放基盤表面におけ

る水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定していること、並びに最新

の科学的・技術的知見を踏まえ、地震学及び地震工学的見地から想定しているこ

とから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

なお、申請者は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及び「震源を

特定せず策定する地震動」の各々の年超過確率を 10-4～10-5程度としている。 

また、申請者は、常設重大事故緩和設備である緊急時対策所を有する免震重要

棟の周波数特性に着目し、基準地震動 Ss-L を策定しており、Ss-L については、

「Ⅳ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１条及

び第４３条関係）」に示す。 
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Ⅲ－１．２ 周辺斜面 

解釈別記２は、耐震重要施設の周辺斜面に、基準地震動による地震力を作用させ

た安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認するとともに、崩壊のおそれが

ある場合には、崩壊によって耐震重要施設に影響を及ぼすことがないようにするこ

とを要求している。 

申請者は、以下のとおり、耐震重要施設の周辺斜面について評価している。 

１．評価対象とする斜面は、斜面崩壊に伴う土砂の到達想定距離と対象施設との

離間距離の観点から、選定している。 

２．すべり安全率の評価は、地形及び地質・地質構造の観点から、評価対象断面

を選定し、有限要素法による動的解析により行っている。 

３．動的解析は、周波数応答解析法を用いた等価線形解析により、基準地震動に

基づき作成した水平地震動及び鉛直地震動の同時加振による応答を考慮し

ている。 

４．動的解析に用いる入力値については、地盤パラメータを各種の調査の結果か

ら総合的に判断して設定しており、岩盤及び断層内物質の強度特性のばらつ

きを考慮している。また、入力地震動の位相の反転についても考慮している。 

５．動的解析の結果から得られた最小すべり安全率は、1.2 以上である。 

 

規制委員会は、耐震重要施設の周辺斜面について、申請者が基準地震動による地

震力を作用させた適切な動的解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認している

ことから、解釈別記２の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 
 
 

Ⅲ－１．３ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

解釈別記２は、耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに設計基

準対象施設を分類することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、耐震重要度分類を設定する方針としている。 

（１）施設の分類 

設計基準対象施設について、耐震重要度に応じて、重要な安全機能を有する

施設（地震に伴って発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止す

るために必要となる施設を含む）をＳクラス、これと比べて安全機能を喪失し

た場合の影響の小さいものをＢクラス、これら以外の一般産業施設、公共施設

と同等の安全性が要求される施設をＣクラスに分類する。 

（２）設備の区分 
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設計基準対象施設について、その施設に要求される安全機能の役割に応じて、

施設を構成する設備（主要設備、補助設備、直接支持構造物、間接支持構造物

及び波及的影響を検討すべき施設）に区分する。 

（３）検討用地震動の設定 

間接支持構造物及び波及的影響を検討すべき施設について、それぞれに関連

する主要設備、補助設備及び直接支持構造物の耐震設計に適用する地震力を踏

まえ、検討用地震動（当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されること

を確認する地震動及び波及的影響を考慮すべき施設に適用する地震動）を設定

する。 

 

規制委員会は、申請者が、耐震重要度分類の策定について、地震に伴って発生

するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設

を含む設計基準対象施設を、耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラ

スに分類する方針としていること、さらに、分類した施設を、安全機能の役割に

応じた設備に区分する方針とし、安全機能に間接的な役割を担う設備については、

それに関連する設備に適用する地震力を踏まえ検討用地震動を設定する方針と

していることから、これらの方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地

震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．弾性設計用地震動の設定方針 

解釈別記２は、工学的判断に基づいて、基準地震動との応答スペクトルの比率

が目安として 0.5 を下回らないような値でに、工学的判断に基づいて、弾性設計

用地震動を設定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、弾性設計用地震動を設定する方針としている。 

（１）地震動設定の条件 

基準地震動との応答スペクトルの比率について、工学的判断として以下を考

慮し工学的判断として 0.6 と設定する。 

① 基準地震動との応答スペクトルの比率は、安全機能限界と弾性限界に対

する入力荷重の比率に対応し、その値は 0.5 程度である。 

② 弾性設計用地震動は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（昭和 5 6 年 7月 2 0 日原子力安全委員会決定、平成 1 3 年 3 月 2 9 日

一部改訂）における 2号炉の基準地震動 S１が耐震設計上果たしてきた役

割を一部担うものであることを踏まえ、その応答スペクトルは、2 号炉

の基準地震動 S１の応答スペクトルを概ね下回らないようにする。 

（２）弾性設計用地震動 
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前項の条件で設定する弾性設計用地震動は、最大加速度が Sd-1 については

水平方向 324cm/s2及び鉛直方向 194cm/s2、Sd-2 については水平方向 372cm/s2

及び鉛直方向 192cm/s2であり、その地震動の年超過確率は 10-3～10-4程度とな

る。 

 

規制委員会は、申請者が、安全機能限界と弾性限界に対する入力荷重の比率を

考慮すること及び基準地震動 S１の応答スペクトルを概ね下回らないように考慮

すること、これらの工学的判断に基づき、基準地震動との応答スペクトルの比率

を 0.6 として弾性設計用地震動を適切に設定する方針としており、この方針が解

釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認

した。 

 

３．地震応答解析による地震力と静的地震力の算定方針 

（１）地震応答解析による地震力 

解釈別記２は、基準地震動又は弾性設計用地震動に基づく地震動を用いて、

水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして、地震応答解

析による地震力を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、地震応答解析による地震力を算定する方針として

いる。 

① Ｓクラスの施設の地震力の算定方針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から定まる入力地震動を用いて、建

物・構築物の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影響を考慮し、水平 2

方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ、地震応答解析による地震力

を算定する。なお、地震応答解析には、建物・構築物と地盤との相互作用、

地盤等の非線形性を考慮する。 

② Ｂクラスの施設の地震力の算定方針 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設の影響検討に当たって、

弾性設計用地震動に 2分の 1を乗じたものから定まる入力地震動を入力に

用いることとし、加えてＳクラスと同様に、水平 2方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせ、地震力を算定する。 

③ 入力地震動の設定方針 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動について、対象建物・

構築物の地盤条件を考慮し、必要に応じて 2次元 FEM 解析又は 1次元波動

理論を用いて設定する。地盤条件の設定については、敷地全体の地下構造

との関係に留意し、地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。
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また、必要に応じて敷地における観測記録による検証や最新の科学的・技

術的知見を踏まえる。 

④ 地震応答解析方法 

地震応答解析方法について、対象施設の形状、構造特性、振動特性等を

踏まえ、解析手法の適用性、適用限界等を考慮のうえ、使用する解析方法

を選定するとともに、十分な調査に基づく解析条件を設定する。また、対

象とする施設の形状、構造特性等を踏まえたモデル化を行う。 

 

規制委員会は、申請者が、施設、地盤等の構造特性、振動等の施設の応答特

性、及び施設と、地盤等との相互作用、地盤の非線形性を適切に考慮し、水平

2 方向及び鉛直方向を適切に組み合わせたものとして地震応答解析による地震

力を算定する方針としていることから、この方針が解釈別記２の規定に適合し

ていること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）静的地震力 

解釈別記２は、耐震重要度分類に応じて水平方向及び鉛直方向の静的地震力

を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、静的地震力を算定する方針としている。 

① 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力について、地震層せん断力係数に、施設の重要度分類に応じ

た係数（Ｓクラスは 3.0、Ｂクラスは 1.5 及びＣクラスは 1.0）を乗じ、

さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。 

ここで、地震層せん断力係数は、標準層せん断力係数を 0.2 以上とし、

建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 

② 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力について、必要保有水平耐力を上回るものとし、必要保有

水平耐力については、地震層せん断力係数に乗じる係数を 1.0、標準せん

断力係数を 1.0 以上として算定する。 

③ 建物・構築物の鉛直地震力 

鉛直地震力について、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度より

算定する。 

④ 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力について、建物・構築物で算定した地震層せん断

力係数に施設の耐震クラスに応じた係数を乗じたものを水平震度と見な
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し、その水平震度と建物・構築物の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとして算

定する。 

⑤ 水平地震力と鉛直地震力の組合せ 

Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。 

⑥ 標準せん断力係数等の割増し係数 

標準せん断力係数等の割増し係数の適用については、耐震性向上の観点

から、一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定す

る。 

 

規制委員会は、申請者が、施設の振動特性等を考慮し、耐震性向上の観点に

配慮して算定に用いる係数等の割増をして求めた水平震度及び鉛直震度より

静的地震力を算定する方針としていることから、この方針が解釈別記２の規定

に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

（１）建物・構築物 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの建物・構築物についての荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時

に作用する荷重と基準地震動による地震力との組合せに対して、構造物

全体としての変形能力について十分な余裕を有し、終局耐力に対し妥当

な安全余裕を有していること。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、常時作用

している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラ

スは共振影響検討用の地震動、Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又

は静的地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準

法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容

限界とすること。 

申請者は、以下のとおり、建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

① 荷重の組合せ 

Ｓクラスの建物・構築物について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、常時作用し

ている荷重（固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による

荷重）、運転時に作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の
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異常な過渡変化時に生じる荷重）、事故時に生じる荷重（事故が発生し長

時間継続する事象による荷重）及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）と

する。Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物について、共振影響検討用の

地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、常時作用して

いる荷重及び運転時に作用する荷重とする。なお、運転時及び事故時の荷

重には、機器・配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、

地震時土圧、機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含ま

れるものとする。 

② 許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物について、基準地震動による地震力との組合せ

においては、構造物全体として十分変形能力（終局耐力時の変形）の余裕

を有し、終局耐力に対し妥当な安全余裕を有することとする。なお、終局

耐力は、建物・構築物に対する荷重又は応力が漸次増大し、その変形又は

ひずみが著しく増加するに至る限界の最大耐力とし、既往の実験式等に基

づき定めるものとする。Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物

について、基準地震動以外の地震動による地震力又は静的地震力との組合

せにおいては、建築基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とする。 

 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

常時作用している荷重及び運転状態の時に作用する荷重及び自然条件の荷重

を地震力と適切に組み合わせる方針としており、荷重の組合せに対する許容限

界については、基準地震動による地震力との組合せの場合は、構造物全体とし

ての変形能力に十分な余裕を有し、終局耐力に対して妥当な安全余裕を有する

ようにする、また、その他の地震力との組合せの場合は、安全上適切と認めら

れる規格及び基準による許容応力度とする方針としていることから、これらの

方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえている

こと、これらに加え、事故時に生じる荷重及び自然事象による荷重についても

適切に考慮する方針としていることを確認した。 

 

（２）機器・配管系 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの機器・配管系について、荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの機器・配管系について、通常運転時に作用する荷重、運転時

の異常な過渡変化時に生じる荷重又は事故時に生じる荷重と基準地震

動による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、その施設に要求され
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る機能を保持すること。組合せ荷重により塑性ひずみが生じる場合であ

っても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有し、その施設に要求される機能に影響を及ぼさないこと。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、通常運転時

に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重又は事故時に

生じる荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラスは共振影響検討用の地震動、

Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又は静的地震力を組み合わせた荷

重条件に対して、応答が全体的に概ね弾性状態に留まること 

③ 運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じる荷重については、次の荷

重を考慮すること。 

a. 地震によって引き起こされるおそれのある事象により生じる荷重 

b. 地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、事象の

発生確率、継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏まえ長時間

継続する荷重 

申請者は、以下のとおり、機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

① 荷重の組合せ 

Ｓクラスの機器・配管系について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時

に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重、事故時に生じ

る荷重及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）とする。 

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時作用す

る荷重及び運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。 

なお、運転時の異常な過渡変化時及び事故時に生じる荷重は、地震によ

って引き起こされるおそれのある事象による荷重及び地震によって引き

起こされるおそれはないが、事象の発生確率、継続時間及び地震動の年超

過確率の関係を踏まえ長時間継続する事象による荷重とする。 

② 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系について、基準地震動による地震力との組合せ

においては、塑性ひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベル

に留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及

ぼすことがない限度に応力を制限する許容限界とする。なお、地震時又は

地震後の機器等の動的機能要求については、実証試験等により確認されて

いる機能維持加速度等を許容限界とする。 
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Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、基準地震動

以外の地震動による地震力又は静的地震力との組合せにおいては、応答が

全体的に概ね弾性状態に留まる許容限界とする。 

 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

運転状態の荷重及び自然条件の荷重を地震力と適切に組み合わせる方針とし

ており、荷重の組合せに対する許容限界については、基準地震動による地震力

との組合せの場合は、破断延性限界に十分な余裕を有し、その施設の機能に影

響を及ぼすことがないように、また、その他の地震力との組合せの場合は、応

答全体が概ね弾性状態に留まるように、適切に設定する方針としていることか

ら、これらの方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏

まえていること、これらに加え、自然事象による荷重についても適切に考慮す

る方針としていることを確認した。 

 

（３）津波防護施設、浸水防止設備等 

解釈別記２は、津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物並

びに浸水防止設備及び津波監視設備についての荷重の組合せと許容限界の考

え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による

地震力の組合せに対して、その施設、設備に要求される機能（津波防護

機能、浸水防止機能及び津波監視機能）を保持すること。 

② これらの荷重の組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性

について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷

重の組合せを考慮すること。 

申請者は、以下のとおり、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せ及

び許容限界を設定する方針としている。 

① 荷重の組合せ 

基準地震動による地震力と組み合わせる荷重は、津波防護施設及び浸水

防止設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重（固

定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による荷重）及び運転

時に作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変

化時に生じる荷重）とし、浸水防止設備及び津波監視設備については、通

常運転時に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重及び事

故時に生じる荷重とする。また、必要に応じて津波による荷重の組合せを

考慮する。なお、津波以外の地震力に組み合わせる荷重は、（１）又は（２）

の荷重の組合せの荷重に準じるものとする。 
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② 許容限界 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物の許容限界は、

構造全体としての変形能力（終局耐力時の変形）について十分な余裕を有

し、その施設に要求される津波防護機能及び浸水防止機能を保持できるも

のとする。また、浸水防止設備及び津波監視設備の許容限界は、塑性ひず

みが生じる場合であっても、その量が小さなレベルに留まって破断延性限

界に十分な余裕を有し、その設備に要求される機能（浸水防止機能及び津

波監視機能）が保持できるものとする。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せと

許容限界について、Ｓクラスの建物・構築物又は機器・配管系に準じて設定す

る方針とすること、また、基準地震動による地震力には必要に応じて津波によ

る荷重を組み合わせる方針としていることから、これらの方針が解釈別記２の

規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

５．波及的影響に係る設計方針 

解釈別記２は、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によ

って、耐震重要施設の安全機能を損なわないように設計することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価を行

う方針としている。 

（１）敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等を含めて、以下に示す 4つの影響（視

点）について、波及的影響の評価に係る事象選定を行う。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈下

による影響 

② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 

③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震重

要施設への影響 

④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震重

要施設への影響 

（２）これら 4つの影響（視点）以外に追加すべきものがないかを、原子力発電所

の地震被害情報をもとに確認し、新たな検討事象が抽出された場合には、そ

の影響（視点）を追加する。 

（３）各影響（視点）より選定した事象に対して波及的影響の評価を行い、波及的

影響を考慮すべき施設を摘出する。 

（４）波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地

震力を適用する。 
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（５）波及的影響の評価においては、溢水防護及び火災防護の観点からの波及的影

響についても確認する。 

 

規制委員会は、申請者が、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価につ

いて、以下のとおりの方針としていることから、これらの方針が解釈別記２の規

定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

（１）波及的影響の評価に係る事象選定について、敷地全体を俯瞰した調査・検討

の内容等を含めて波及的影響の評価に係る事象選定を行う方針としている

ことに加え、原子力発電所の地震被害情報についても併せて検討する方針と

していること。 

（２）影響評価について、選定された事象による波及的影響を評価して考慮すべき

施設を摘出する方針としていることに加え、溢水防護及び火災防護の観点も

踏まえて考慮すべき施設を摘出する方針としていること。 

 

 

Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係） 

第３条は、設計基準対象施設は、当該設計基準対象施設を十分に支持することが

できる地盤に設けること、また、耐震重要施設は、変形した場合においてもその安

全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けること、変位が生ずるおそれがない地

盤に設けることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．変位 

２．支持力 

３．変形 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．変位 

設置許可基準規則解釈別記１（以下「解釈別記１」という。）は、耐震重要施

設を、変位が生ずるおそれがない地盤に設けることを要求している。 
申請者は、敷地及び敷地近傍における変動地形学的調査及び地表地質調査の結

果のほか、熱水変質活動及び断層活動の前後関係に着目した活動性評価手法によ

る検討結果を示した。 
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（１）原子炉施設設置位置に分布する断層と同時期に活動したと考えられる敷地

東部の断層（Ａ－４７断層、Ｄ－４５断層、Ｄ－４６断層、Ｄ－４８断層）

は、当該断層の破砕部の観察の結果、熱水変質鉱物が断層内のせん断構造

を横切って晶出、又は、断層内の粒子間に晶出しており、これらの変質鉱

物に断層による変位又は変形は認められず、少なくとも新第三紀鮮新世の

熱水活動以降の活動はないこと。 
 
規制委員会は、申請者が行った変動地形学的調査及び地表地質調査の結果、耐

震重要施設を設置する地盤における断層の活動性評価手法等が適切であり、原子

炉施設設置位置に分布する断層は、少なくとも新第三紀鮮新世以降の活動がない

としていることから、解釈別記１の規定に適合していることを確認した。 
 

２．支持力 

解釈別記１は、設計基準対象施設を、各々の耐震重要度に応じて算定した地震

力（耐震重要施設については、基準地震動による地震力）が作用した場合におい

ても、当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けることを

要求している。 
申請者は、解析モデルの設定、動的解析等の内容を以下のとおりとしている。 

（１）設計基準対象施設については、各々の耐震クラスに応じた地震力が作用し

た場合においても、十分な支持力を有する設計とする。 

（２）耐震重要施設については、原子炉建屋及び貯留堰を評価対象とする。 

（３）動的解析は、原子炉建屋基礎地盤の地質・地質構造から、1 号原子炉炉心

及び2号原子炉炉心並びに津波防護施設を通る東西断面及び南北断面の直

交する 2断面を対象に有限要素法により評価する。その際、周波数応答解

析法を用いた等価線形解析により、基準地震動に基づき作成した水平地震

動及び鉛直地震動の同時加振による応答を考慮する。 

（４）動的解析に用いる入力値については、地盤パラメータを各種の調査の結果

から総合的に判断して設定しており、基礎岩盤及び断層内物質の強度特性

のばらつきを考慮している。また、入力地震動の位相の反転についても考

慮している。 

（５）動的解析の結果から得られた原子炉建屋基礎底面の最大接地圧は、6.45 

N/mm2 であり、原子炉建屋基礎地盤の主体であるＣＭ級礫岩の極限支持力

13.7N/mm2を下回る。 

（６）動的解析の結果から得られた原子炉建屋基礎地盤の最小すべり安全率は、

1.5 以上である。 

（７）動的解析の結果から得られた原子炉建屋基礎底面の最大傾斜は、1/2,000
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を下回る。 

 

規制委員会は、設計基準対象施設を設置する地盤の評価については、申請者が

行った動的解析の手法、地盤パラメータの設定方法等が適切であり、当該施設を

十分に支持することができる地盤に設けるとしていることから、解釈別記１の規

定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえていることを確認した。 
 

３．変形 

解釈別記１は、耐震重要施設を設置した地盤が変形した場合においてもその安

全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けることを要求している。 
申請者は、建屋等の施工内容、地殻変動による傾斜に関する解析内容を以下の

とおりとしている。 
（１）耐震重要施設は、直接又はマンメイドロック等を介して岩盤に支持させて

いるため、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等の影響はないと評価して

いる。 

（２）施設の傾斜は、敷地内及び敷地近傍に「将来活動する可能性のある断層等」

が分布していないため、顕著な地殻変動が生じることはないものの、敷地

に近い活断層について地震発生に伴う地殻変動による地盤変動量を Wang 

et al.（2003）の手法により算出した結果、1/2,000 を下回っている。 

 

規制委員会は、耐震重要施設を設置する地盤の評価については、申請者が行っ

た建屋等の施工内容、傾斜に関する解析に用いた手法及び入力値等が適切であり、

当該施設を変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地

盤に設けるとしていることから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤

ガイドを踏まえていることを確認した。 
 
 

Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係） 

第５条は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損なわれるお

それがないことを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
Ⅲ－３．１ 基準津波 
１．地震による津波 

２．地震以外の要因による津波及び地震との組合せ 

３．基準津波の策定等 

Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 
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１．防護対象とする施設の選定方針 

２．基本事項の検討 

３．津波防護方針 

４．施設又は設備の設計方針及び条件 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－３．１ 基準津波 

設置許可基準規則解釈別記３（以下「解釈別記３」という。）は、基準津波は、

最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質

構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策定する

ことを要求している。また、津波の調査に関しては、調査地域の地形・地質条件に

応じ、既存文献の調査、変動地形学的調査、地質調査及び地球物理学的調査等の特

性を活かし、これらを適切に組み合わせることを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が検討した津波評価の内容について審査した結果、本申請

における基準津波は、不確かさを考慮して適切に策定していることから、解釈別記

３の規定に適合していることを確認した。 

 

１．地震による津波 

解釈別記３は、地震による津波としては、プレート間地震、海洋プレート内地

震及び海域の活断層による地殻内地震に伴う津波を考慮することを要求してい

る。また、国内のみならず世界で起きた大規模な津波事例を踏まえ、津波の発生

機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮することを要求している。 

申請者は、地震による津波評価を以下のとおりとしている。 

（１）既往津波による被害状況等に関する文献調査の結果、日本周辺の海域や遠

地で過去に発生した津波を含めて、本発電所敷地周辺の沿岸域に顕著な影

響を及ぼした既往津波は認められない。 

（２）プレート間地震について、世界で起きた大規模な地震の発生地域と南海ト

ラフ～琉球海溝を比較分析した結果、南海トラフや琉球海溝南部では

Mw8.5 クラスの地震が繰り返し発生していることから、大規模な固着域が

存在する可能性はあるものの、テクトニクス若しくは応力降下量等に関す
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る情報において、大規模な地震の記録がある沈み込み帯との差異が認めら

れる。しかしながらプレート間地震として考慮する南海トラフの巨大地震

の津波波源を、内閣府「南海トラフの巨大地震モデル検討会（2012）」に

基づき設定しており、想定ケースで最も安全側の Mw9.1 を考慮し、震源域

としては、地震発生域の深さの下限の深部低周波地震が観測されなくなる

深さ 40km から、海溝軸までを考慮している。 

（３）プレート間地震として考慮する琉球海溝の地震は、固着域の分析結果を踏

まえると、各領域内における最大規模の固着域による破壊範囲は各領域の

大きさに比べ、小さいと考えている。しかしながら、不確かさとして領域

内にある複数の固着域の連動破壊により、領域全範囲が破壊する場合を考

慮し、琉球海溝北部から中部（Mw9.1）の津波波源を想定している。また、

琉球海溝の固着域は、南海トラフに比べ、小さいと考えられるが、不確か

さとして、南海トラフと同等の深さに対応する断層幅を設定している。 

（４）海域活断層による津波については、敷地周辺の活断層調査や地震調査研究

推進本部における評価に基づき、断層の長さと位置を設定している。阿部

（1989）の簡易予測式による津波高の比較から、発電所に及ぼす影響が大

きいと考えられる市来断層帯市来区間、甑断層帯甑区間①・②、市来断層

帯甑海峡中央区間、甑島北方断層、甑島西方断層及び長崎海脚断層を津波

波源として抽出している。 

（５）海洋プレート内地震による津波については、フィリピン海プレートの沈み

込みに関連した海域での発生を検討しているが、想定される津波の規模及

び敷地とプレート境界との位置関係から、琉球海溝におけるプレート間地

震に伴う津波に比べ、影響が小さい。 

 

規制委員会は、審査の過程において、南海トラフ～琉球海溝の波源の連動、琉

球海溝北部から中部（Mw9.1）による津波、地震調査研究推進本部地震調査委員

会（2013）による長期評価を反映させた海域活断層による津波について検討を求

めた。申請者は、これらを評価した結果、琉球海溝北部から中部（Mw9.1）によ

る津波の影響が大きいと評価した。 

規制委員会は、申請者が実施した地震による津波に関する調査及びその結果の

評価は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、断層の特性や位置等から考えられ

る適切な規模の波源を考慮しており、また、国内のみならず世界で起きた大規模

な津波事例を踏まえ、津波の発生機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮し、

さらに不確かさを考慮して行われていることから、解釈別記３の規定に適合して

いることを確認した。 
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２．地震以外の要因による津波及び地震との組合せ 

解釈別記３は、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、斜面崩壊その

他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによるものを複数選定することを要求

している。 

申請者は、地震以外の要因による津波調査の内容を以下のとおりとしている。 

（１）海底地すべり地形については、文献調査及び海上音波探査記録等から発電

所に影響を与える可能性のある海底地すべり地形が抽出され、調査の結果、

上甑島の西側大陸斜面近傍の海底谷下に音響的散乱層が認められること

から、この大陸斜面を津波発生要因となる可能性のある地すべり地形とし

ている。また、海底地すべりに伴う津波の数値計算については、二層流モ

デルに基づく手法及び Watts et al.（2005）の予測式に基づく手法の複数

の手法を用いて総合的に評価している。 

（２）火山活動に伴う山体崩壊による津波については、過去の火山現象として鬼

界カルデラの噴火による津波の知見はあるものの、運用期間中における火

山爆発度指数（以下「VEI」という。）7 以上の噴火の活動可能性は十分低

いとしている。 

（３）地すべり及び斜面崩壊に伴う津波については、文献調査の結果、発電所か

ら半径約 10km 以内にある地すべり地形として、轟川河口地点を除き、地

すべり地形が認められないとしている。また、轟川河口地点における現地

確認の結果、明瞭な地すべり地形は認められず、地すべり移動土塊は、轟

川方向に流入する地形であり、発電所に影響のある津波が発生するもので

はないとしている。 

（４）地震による津波と地震以外の要因による津波の組合せは、上甑島の西側大

陸斜面における海底地すべりに伴う津波以外は、上記のとおり発電所への

影響はないと考えられることから、その大陸斜面周辺にある海域活断層に

よる津波との組合せを考慮した数値解析により評価している。 

 

規制委員会は、申請者が実施した地震以外の要因による津波に関する調査及び

その結果の評価、並びに地震との組合せは、波源の特性や位置等から考えられる

適切な規模の津波を考慮しており、組合せによるものを複数選定し、不確かさを

考慮して行われていることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認し

た。 

 

３．基準津波の策定等 

解釈別記３は、基準津波の策定に当たっては、策定過程に伴う不確かさの考慮

として、波源特性の不確かさの要因及びその大きさの程度並びに解釈の違いによ
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る不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求している。また、

波源モデルの設定に係る調査、津波の伝播経路に係る調査及び砂移動の評価に係

る調査を行うことを要求している。 

申請者は、基準津波の策定の内容を以下のとおりとしている。 

（１）津波伝播の数値計算手法は、慣性項、海底摩擦項を含む非線形長波方程式

を用い、津波の波源、海底地形、海岸地形等に係る最新の調査・測量に基

づいて適切にモデル化している。 

（２）南日本海域の計算領域は、南北約 2,000km、東西約 2,300km を確保すると

ともに、計算格子間隔は、沖合の最大 1,600m から 6.25m まで 1/2 ずつ徐々

に細かい格子サイズに設定している。また、他の計算条件についても、波

源域の大きさ、津波の空間波形、海底地形の特徴等を考慮して、津波の挙

動を精度よく推計できるよう適切に設定している。 

（３）基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微小となるよ

う、施設から約 8km 離れた水深約 50m の沿岸域で定義している。この地点

で、琉球海溝北部から中部（Mw9.1）による津波が、不確かさとして断層

長さ、断層の幅、平均すべり量、すべり量の不均一及び破壊様式を考慮し

た数値解析の結果、最大水位上昇量1.98m、最大水位下降量-1.60mとなり、

地震に伴う津波、地震以外を要因とする津波及びこれらの組合せによる津

波の中で水位変動量が最も大きくなる。 

（４）基準津波（琉球海溝北部から中部（Mw9.1）による津波）と琉球海溝（Mw9.0）

による津波について、朔望平均潮位を考慮した水位変動量を比較した結果、

港内、取水口、取水ピット及び放水口地点における時刻歴波形はほとんど

変わらないとしている。ただし、取水口及び取水ピット地点における水位

上昇側の水位は、琉球海溝（Mw9.0）の津波によるものが約 10cm 程度高く

なることから、耐津波設計においては、水位上昇側の不確かさを考慮し、

安全側に入力津波が設定される方針である。 

（５）行政機関として鹿児島県と沖縄県が想定している最大クラスの津波波源を

用いて、数値解析を実施した結果、取水口位置での最大水位変動量は、基

準津波による最大水位変動量を下回る。 

（６）基準津波に伴う砂移動の数値計算については、藤井ほか（1998）、高橋ほ

か（1999）による複数の方法を用いて総合的に評価している。 

 

規制委員会は、申請者が、基準津波を、伝播に関する調査、モデルの設定、砂

移動の評価、行政機関による評価の精査、不確かさによる影響要因の考慮等を適

切に行って策定していることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認

した。 
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なお、申請者は、基準津波策定位置における基準津波による水位の年超過確率

を水位上昇側で 10-5～10-6程度、水位下降側で 10-6～10-7程度としている。 

 

 
Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 

解釈別記３は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損なわ

れるおそれがないことを要求している。また、津波ガイドでは、重要な安全機能

を有する施設は、基準津波に対して、その安全機能を損なわない設計であること

を基本方針として示している。 

申請者は、設計基準対象施設のうち、耐震重要度分類におけるＳクラスの施設

を防護対象とする施設として選定する方針としている。これに加えて、「発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2年 8月 30

日 原子力安全委員会決定）（以下「安全重要度分類指針」という。）に基づく安

全機能を有する構築物、系統及び機器に対する設計上の考慮（自然現象に対する

設計上の考慮）を踏まえ参考にして、安全重要度分類におけるクラス１及びクラ

ス２に属する構築物、系統及び機器についても防護対象とする施設として選定す

る方針としている。クラス３に属する構築物、系統及び機器については、代替設

備によって必要な機能を確保する等の対応を行うよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、防護対象とする施設の選定について、設計基準対象

施設のうち耐震重要度分類におけるＳクラスの施設を選定すること、重要な安全

機能を有する施設に着目して選定することとしており、これらの方針が解釈別記

３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．基本事項  

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

津波ガイドでは、耐津波設計の前提条件に関する基本事項として、敷地及び

敷地周辺における地形、施設の配置等について、以下の事項を網羅的に示すこ

ととしている。これらの事項は、遡上域及び浸水域の評価並びに漂流物の評価

において必要な情報である。 

① 敷地及び敷地周辺における地形、標高、並びに敷地周辺における河川の

存在 

② 敷地における施設の位置、形状等 

③ 敷地周辺における人工構造物等の位置、形状等 

申請者は、敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、以下のとおり
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としている。 

① 敷地は、東シナ海に面し、川内川河口の左岸側に位置する。 

② 敷地は、海側から EL.5m、EL.13m、EL.23m 以上に分かれている。屋外の

防護対象とする施設である原子炉補機冷却海水ポンプ（以下「海水ポン

プ」という。）は EL.5m に位置する。 

③ 海水ポンプ以外の防護対象とする施設を内包する建屋及び区画は、

EL.13m に位置する。 

④ 津波監視設備は、EL.5m に位置する取水ピットに設置する。 

⑤ EL.5m の敷地には、津波防護施設以外の建物・構築物等として、排水処

理建屋等の建屋、排水処理施設、防風林等がある。 

⑥ 港湾施設として、敷地内に荷揚岸壁、敷地外に川内港、唐浜漁港及び寄

田漁港がある。 

⑦ 海上設置物として、周辺の漁港に船舶及び漁船が係留されている。 

⑧ 敷地周辺には、本発電所北方に川内火力発電所があり、その敷地内に鉄

塔やタンクが存在する。また、敷地周辺には、民家や倉庫がある。 

⑨ 敷地前面海域の通過船舶として、周辺の港間に運行される定期船がある。 

 

規制委員会は、申請者が、耐津波設計の前提条件として必要な事項として、

敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、図面等を用いて網羅的に示

しており、これらの事項が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）基準津波による敷地周辺の遡上域及び浸水域 

解釈別記３は、遡上域及び浸水域の評価に当たって、敷地及び敷地周辺の地

形及びその標高、河川等の存在、沿岸域の海底地形、津波の侵入角度、伝播経

路上の人工構造物等を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを含め

敷地への遡上の可能性を検討することを要求している。また、地震時の変状（地

盤の液状化）又は津波襲来時の洗掘と堆積を起因とする地形及び河川流路の変

化が可能性として考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討す

ることを要求している。 

申請者は、以下のとおり遡上解析を実施するとしている。 

① モデル 

a. 敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、解析上影響を及ぼす

斜面、道路等を考慮してモデル化する。 

b. 津波の伝播経路上の人工構造物については、図面を基に解析上影響

を及ぼす構造物の設置状況を考慮してモデル化する。 

c. 敷地沿岸の海底地形については、国土地理院発行の「数値地図 25000
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空間データ」、発電所近傍海域の水深データについては、最新のマ

ルチビーム測深の結果を使用する。 

② 考慮事項 

a. 敷地前面、側面及びその周辺における津波の侵入角度及び速度、並

びにそれらの経時変化を把握する。 

b. 敷地の地形、標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込

みを考慮する。 

c. 地震による液状化、流動化、すべり、標高変化を考慮する。 

d. 敷地北側斜面及び盛土の安定性、敷地の沈下について検討し、検討

結果に基づき想定した被害状況を解析の初期条件として設定する。 

e. 敷地北方に位置する河川については、敷地から十分に離れているこ

とから、地震時及び津波襲来時に堤防の崩壊が生じても敷地への遡

上波に影響しない。 

f. 敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁となってい

る箇所はない。 

g. 遡上可能性を検討するに当たって、初期潮位は、潮位のばらつきを

考慮して設定する。 

 

規制委員会は、申請者が、遡上解析について、公的機関による信頼性の高い

データや最新技術に基づいたデータを用いてモデルを作成すること、地震によ

る影響を適切に考慮した上で実施し、敷地への遡上可能性を検討することとし

ており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイド

を踏まえていることを確認した。 

 

（３）入力津波の設定 

解釈別記３は、基準津波の波源からの数値計算により、各施設、設備等の設

置位置において算定される水位変動の時刻歴波形を入力津波として設定する

ことを要求している。また、入力津波の設定に当たっては、津波による港湾内

の局所的な海面振動の励起を適切に評価し考慮することを要求している。 

申請者は、基準津波の波源から各施設、設備等の設置位置において、海水面

の基準レベルからの水位変動量を算定し、時刻歴波形として入力津波を設定す

るとしている。入力津波を設計又は評価に用いるに当たっては、各施設、設備

等の設置位置において算定された津波高さ、津波速度、衝撃力等の数値に対し

て、保守的な設計又は評価となるような配慮を加えて入力津波高さや速度を設

定するとしている。また、港湾内の局所的な海面振動については、津波シミュ

レーション結果を分析し、港湾の内外で最高水位や傾向に大きな差異がないこ
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とから励起しないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、入力津波の設定について、各施設、設備等の設置

位置において、海水面からの水位変動量の時刻歴波形で設定すること、港湾内

の局所的な海面振動の励起に関する評価を、港湾内外の水位分布の傾向を基に

実施することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合しているこ

と及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 

解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却

海水系の評価に当たって、潮汐に加え高潮等の要因による水位変動も考慮して

保守的な評価を実施することを要求している。また、地震に伴う広域的な地殻

変動による敷地の隆起又は沈降を考慮して保守的な評価を実施することを要

求している。 

申請者は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却海水

系の評価について、以下のとおり実施するとしている。 

① 潮汐による水位変動 

敷地周辺の「串木野漁港」における潮位観測記録に基づき求めた朔望平

均満潮位を、入力津波による上昇側水位変動に対して考慮するとともに、

朔望平均干潮位を入力津波による下降側水位変動に対して考慮する。また、

敷地周辺の観測地点「阿久根」における潮位観測記録に基づき求めた潮位

のばらつきを考慮する。 

② 高潮による水位変動 

潮汐以外の要因による潮位変動については、影響の大きなものとして高

潮を抽出する。観測地点「阿久根」における至近約 40 年の潮位観測記録

に基づき高潮の発生状況の調査及び高潮のハザード評価を行い、基準津波

の超過確率を踏まえ、再現期間 100 年の高潮を算定し、これと基準津波と

の重畳を考慮する。 

③ 地殻変動による隆起又は沈降の影響 

地震に伴う地殻変動による敷地の隆起又は沈降については、地殻変動解

析に基づき、基準津波の波源である琉球海溝におけるプレート間地震の発

生に伴い敷地全体が 0.01m 沈降すると評価して、それを上昇側の水位変動

に対して考慮する。 

 

規制委員会は、申請者が、水位変動、地殻変動について、朔望平均満潮位を

入力津波の上昇側水位変動に対して考慮し、朔望平均干潮位を入力津波の下降
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側水位変動に対して考慮し保守的な設定をすること、潮汐に加えて影響の大き

な高潮による水位変動をハザード評価に基づき考慮すること、地震によって発

生する広域的な地殻変動（沈降）を上昇側の水位変動に対して考慮し保守的な

評価をすることとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合している

こと及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

３．津波防護の方針 

（１）津波防護の基本方針 

津波ガイドでは、津波防護の基本方針について、敷地の特性に応じた方針で

あること、また、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等、設置するも

のの概要を敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等に明示するとしている。 

申請者は、敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等を示した上で、津波防護

の基本方針を以下のとおりとしている。 

① 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備及び非常用取水設備を除く。以下③において同じ。）を内

包する建屋及び区画の設置された敷地には、基準津波による遡上波を地

上部から到達、流入させない設計とする。また、取水路、放水路等の経

路から流入させない設計とする。 

② 取水施設、放水施設、地下部等において、漏水の可能性を考慮のうえ、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能を有する施設への影響

を防止できる設計とする。 

③ ①及び②の方針のほか、設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画については、浸水防護を実施することにより、津波によ

る影響等から隔離可能な設計とする。 

④ 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影

響を防止できる設計とする。 

⑤ 津波監視設備については、入力津波に対して津波監視機能が保持できる

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護の基本方針について、敷地の特性に応じ

た方針であること及び当該方針に基づく津波防護施設、浸水防止設備、津波監

視設備等の配置を図面により示していることから、この方針が津波ガイドを踏

まえていることを確認した。 

 

（２）敷地への浸水防止（外郭防護１） 

① 遡上波の地上部からの到達、流入の防止 
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解釈別記３は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び重要な

安全機能を有する屋外の施設を、基準津波による遡上波の到達しない十分

高い場所に設置することを要求している。また、到達する高さにある場合

には、津波防護施設、浸水防止設備を設置することを要求している。 

申請者は、遡上波の地上部からの到達、流入を防止するため、以下の方

針を示している。 

a. 基準津波による遡上解析について、潮汐による潮位のばらつき及び

地震による地盤沈下量を初期条件として考慮した遡上解析を実施

した。その結果、遡上高さは最も高いところで EL.6m 程度（浸水深

2m 程度）となる。 

b. 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設、浸水防止設

備、津波監視設備及び非常用取水設備を除く。）を内包する建屋は、

津波が到達しない EL.13m 以上の高さの敷地にあり、遡上波は地上

部から到達、流入しない。 

c. 屋外の津波防護対象設備である海水ポンプが設置されている敷地

の高さは EL.5m であり、津波による遡上波が地上部から到達、流入

する可能性があることから、津波の流入を防止するため、海水ポン

プエリアを取り囲むように EL.15m の海水ポンプエリア防護壁（以

下「防護壁」という。）を津波防護施設として設置する。 

d. 海水ポンプエリアへの連絡通路から遡上波が流入することを防止

するため、当該箇所に浸水防止設備として水密扉を設置する。さら

に、海水ポンプエリアにおける、床面及び壁面に存在する配管等の

貫通部に止水処置を実施する。 

 

規制委員会は、申請者が、遡上波の地上部からの到達、流入の防止につ

いて、基準津波による遡上域を把握するために実施した解析の結果に基づ

き、遡上波が到達する可能性のある海水ポンプエリアに防護壁、海水ポン

プエリアの連絡通路に水密扉等を設置することとしており、これらの方針

が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

 

② 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 

解釈別記３は、取水路、放水路等の経路からの津波の流入の可能性につ

いて検討した上で、流入の可能性のある経路（扉、開口部、貫通部等）を

特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、津波の流入を防止す

ることを要求している。 
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申請者は、以下のとおり、津波の流入経路を特定した上で、流入防止対

策を施す方針としている。 

a. 流入経路の特定 

流入の可能性のある取水路、放水路等の経路について、取水路又は

放水路につながる海水系、循環水系、それ以外の屋外排水路等それぞ

れの設置位置における入力津波高さと、それらの開口部等の標高に基

づく津波許容高さを比較することにより、その差を裕度として評価し、

津波が流入する可能性を検討する。検討に当たっては、高潮による水

位変動を考慮する。この結果、津波の流入防止等の方針を検討するた

めに算定した取水ピットの入力津波高さ（水位上昇側：EL.5.02m）及

び放水ピットの入力津波高さ（水位上昇側：EL.6.25m）に基づき、流

入の可能性のある経路として、取水ピットを特定した。 

b. 津波の流入防止対策 

特定した取水ピットには津波防護対象設備である海水ポンプが位置

するため、海水ポンプエリア周りに津波防護施設である防護壁を設け

る。海水ポンプエリアには、浸水防止設備として連絡通路の水密扉、

床ドレンライン逆止弁の設置及び貫通部の止水処置を実施する。 

 

規制委員会は、申請者が、取水路、放水路等の経路から津波の流入する

可能性を網羅的に検討して取水ピットを流入経路として特定した上で、流

入経路に近接した海水ポンプエリアに防護壁、水密扉等を設置することに

より津波の流入を防止することとしており、これらの方針が解釈別記３の

規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（３）漏水による重要な安全機能を有する施設への影響防止（外郭防護２） 

① 漏水対策 

解釈別記３は、取水設備及び放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取

水施設、放水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、漏水の継続

による浸水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣という。）するとともに、

同範囲の境界において浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、

貫通口等）を特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、浸水範

囲を限定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、浸水想定範囲を設定した上で、浸水対策を施

す方針としている。 

a. 浸水想定範囲 

取水設備及び放水設備の構造上の特徴等を考慮して、取水施設、放
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水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、津波が取水路から

流入する可能性があり、漏水が継続するものと仮定して、取水ピット

にある海水ポンプエリアを浸水想定範囲として設定する。 

b. 浸水対策 

浸水想定範囲である海水ポンプエリアへの浸水の可能性のある経路

として、床や壁にケーブル、配管等の貫通部が挙げられるため、これ

らに止水処置を実施する。また、海水ポンプエリアへの連絡通路、床

ドレンラインには、それぞれ、水密扉、逆止弁を設置する。 

 

規制委員会は、申請者が、漏水による重要な安全機能を有する施設への

影響防止について、海水ポンプエリアを浸水想定範囲として設定した上で、

同エリアへの浸水経路である床及び壁の貫通部に止水処置を実施するこ

とにより浸水範囲を限定することとしており、これらの方針が解釈別記３

の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認し

た。 

 

② 重要な安全機能を有する施設への影響評価 

解釈別記３は、浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備があ

る場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて同区画内への浸水量評

価を実施して、重要な安全機能を有する施設への影響がないことを確認す

ることを要求している。 

申請者は、浸水想定範囲である海水ポンプエリアに津波防護対象設備で

ある海水ポンプを設置しているため、水密扉及び床ドレンライン逆止弁を

設置することにより本エリアを防水区画化するとしている。また、水密扉

及び床ドレンライン逆止弁について、漏水による浸水経路となる可能性が

あるため、浸水量を評価し、海水ポンプへの影響がないことを確認すると

している。 

 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する施設への影響評価に

ついて、浸水想定範囲である海水ポンプエリアを防水区画化した上で、区

画内への浸水量評価によって海水ポンプへの影響がないことを確認する

こととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及

び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

③ 排水設備設置の検討 

解釈別記３は、浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は、
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排水設備を設置することを要求している。 

申請者は、浸水想定範囲である海水ポンプエリアにおける浸水量評価に

基づき、長期間の冠水が想定される場合は、排水設備を設置する方針とし

ている。 

 

規制委員会は、申請者が、排水設備設置の検討について、「② 重要な

安全機能を有する施設への影響評価」における「浸水想定範囲における浸

水量評価」に基づき、長期間の冠水の有無に応じて排水設備を設置するこ

ととしており、この方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画につい

て、浸水防護重点化範囲として明確化することを要求している。また、津波に

よる溢水を考慮した浸水範囲及び浸水量を保守的に想定した上で、浸水防護重

点化範囲への浸水の可能性のある経路及び浸水口（扉、開口部、貫通口等）を

特定し、それらに対して浸水対策を施すことにより、重要な安全機能を有する

施設を津波による影響等から隔離することを要求している。 

申請者は、重要な安全機能を有する施設の隔離について、以下のとおり、浸

水防護重点化範囲を設定した上で、浸水対策を施す方針としている。 

① 浸水防護重点化範囲の設定 

津波に対する浸水防護重点化範囲として、原子炉格納施設、原子炉補助

建屋、燃料取扱建屋、タンクエリア（復水タンク、燃料取替用水タンク及

び燃料油貯油槽。以下同じ。）、海水管ダクト、海水ポンプエリア及び燃料

油貯蔵タンクを設定する。 

② 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

浸水防護重点化範囲へ浸水の可能性のある経路については、地震による

溢水の影響も考慮して、タービン建屋から中間建屋及び制御建屋への浸水、

取水ピットから海水ポンプエリアへの浸水、さらに、地震時の地下水の流

入を以下のとおり検討し、浸水の経路を特定する。特定した経路に対して、

水密扉、床ドレンライン逆止弁の設置、貫通部止水処置を実施する。 

a. 機器及び配管の損傷によるタービン建屋内の津波浸水量、溢水 

ア．タービン建屋内に流入した津波により、タービン建屋に隣接す

る浸水防護重点化範囲（中間建屋及び制御建屋）への影響を評

価する。 

イ．地震に起因する循環水管の伸縮継手の全周破損及び耐震性の低
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い 2 次系機器の破損を想定し、循環水ポンプ停止までに生ずる

溢水量、2 次系設備の保有水による溢水量及び循環水管の損傷

箇所からの津波流入量の合計が建屋内に滞留するとして、浸水

量を算定する。 

ウ．循環水系機器及び配管の損傷による津波浸水量の算定では、入

力津波の時刻歴波形に基づき津波の繰り返しの都度、津波が流

入し、保守的に一度流入したものは流出しないとする。 

エ．地震に起因する地下部外壁の損傷による地下水の流入について

は、タービン建屋の想定溢水水位と安全側に設定した地下水位

を比較して流入量を算定する。 

b. 屋外配管等の損傷による海水ポンプエリアの津波浸水量、溢水 

ア．循環水管の損傷箇所を介して、取水ピット内に津波が流入する

ことが考えられるため、取水ピット内に流入した津波が、隣接

する浸水防護重点化範囲（海水ポンプエリア）に及ぼす影響を

評価する。 

イ．取水ピットでの循環水系配管の損傷では、循環水ポンプの運転

時はポンプ吐出が支配的であるが、別途実施する内部溢水評価

で、防護壁によって浸水を防止できることを確認する。 

ウ．循環水ポンプ停止時は、損傷箇所からの溢水水位が循環水ポン

プ周辺の津波の浸水水位に包絡されるため、津波に対して海水

ポンプエリアは防護壁、水密扉、貫通部止水処置により浸水が

防止され、この経路からの流入はない。 

c. 地下水の流入 

1 日当たりの地下水（湧水）量の実績値に対して湧水サンプポンプ

の排出量が大きく上回ることと、湧水サンプポンプが耐震性を有する

ことから外部の支援を期待することなく排水可能である。 

d. 施設、設備の施工上生じうる隙間部 

津波及び溢水による浸水を想定するタービン建屋地下部において、

施工上生じうる建屋間の隙間部には、止水処置を行い、浸水防護重点

化範囲への浸水を防止する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防

護）について、発電所の施設の配置、基準津波の特性に応じた浸水の可能

性のある津波の流入や溢水を保守的に評価して、重要な安全機能を有する

施設を隔離することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合

していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 
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（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影

響防止 

① 海水ポンプの取水性 

解釈別記３は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能保

持できる設計であることを要求している。 

申請者は、海水ポンプの取水性について、以下の方針としている。 

a. 取水ピットの評価水位 

基準津波による水位低下に伴う海水ポンプ位置での水位を算定する

ため、取水路の管路形状、材質及び水路表面の状況に応じた摩擦損失

を考慮したモデル化を行い、開水路及び管路の水理解析（以下「管路

解析」という。）を実施する。 

b. 水位低下に対する耐性の確保 

管路解析（後述の貯留堰が無いと仮定した場合）に基づき、取水ピ

ット内の基準津波による下降側の水位を、EL.-5.49m と算定した。こ

の値は、水理試験により確認できた海水ポンプの取水可能（最低）水

位（EL.-5.07m）を下回る水位であり、取水可能水位を下回る時間にお

いても海水ポンプを継続運転可能とするため、海水を貯水する対策と

して取水口前面に貯留堰を設置する。 

c. 循環水ポンプの運用 

原子炉補機冷却海水系及び循環水系で取水路及び取水ピットを併用

していることから、水位低下時の海水ポンプの取水量を確保するため、

発電所を含む地域において大津波警報が発令された場合に、原則とし

て循環水ポンプを停止（プラントを停止）する運用を整備する。 

 

規制委員会は、申請者が、水理試験で求めた海水ポンプ取水可能水位と、

引き波時の下降側の水位を比較し取水性を評価した上で、海水ポンプの継

続運転を可能とするための貯留堰を設置すること、及び大津波警報発令時

に循環水系ポンプを停止して、海水ポンプの取水量を確保する運用とする

ことにより、水位変動に伴う取水性低下に対して海水ポンプの機能を保持

できるよう設計することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に

適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

② 津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能保持確

認 

解釈別記３は、基準津波による水位変動に伴う取水口付近の砂の移動及
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び堆積並びに漂流物について適切に評価することを要求している。また、

原子炉補機冷却海水系については、砂の移動及び堆積並びに漂流物に対す

る通水性を確保すること、混入した浮遊砂に対して機能を保持することを

要求している。 

申請者は、取水口付近の砂の移動及び堆積並びに取水口付近の漂流物の

評価について、以下のとおりとしている。 

a. 取水口付近の砂の移動及び堆積 

基準津波に伴う砂の堆積について、砂移動解析では、取水口付近の

砂の堆積はほとんどないことから、取水口及び取水路は閉塞しない。 

b. 混入浮遊砂に対する海水ポンプの機能保持 

本発電所で使用している海水ポンプについて、砂が混入しても軸固

着しにくい構造とする。具体的には、海水ポンプ取水時に浮遊砂の一

部がポンプ軸受潤滑水ラインに混入したとしても、軸受潤滑水ライン

の網目径約 1mm のストレーナで除去可能である。また、海水下部ポン

プ軸受に混入したとしてもの深さ約 4.5mm の異物逃がし溝からも排出

される構造とする。一方で、本発電所付近の砂の平均粒径が約 0.2mm

で、数 mm以上の砂は僅かであり、基準津波での海流速では、数 mm 以

上の砂は浮遊しにくいことを踏まえると、軸受循環水ラインやストレ

ーナーを閉塞させるような大きな粒径の砂はほとんど混入せず、海水

ポンプの取水機能は保持できる。 

c. 取水口付近の漂流物 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物について、以下のとおり取水性

に影響を与える漂流物はないと評価している。 

ア．津波シミュレーションの結果を踏まえ、発電所近傍半径 5km の

範囲で漂流物となる可能性のある施設、設備等を網羅的に調査

して抽出する。 

イ．上記について、地震による損傷が漂流物の発生可能性を高める

ことを考慮（地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊するとみ

なす。）して漂流物を特定する。 

ウ．地震に起因する敷地地盤の変状、標高変化等、及び潮位のばら

つきを保守的に考慮して特定する。 

エ．発電所構内で漂流物となる可能性があるものとして、EL. 5m の

敷地にあるタンク、防風林の林木等を特定し、これらが漂流し

ても防護堤で止まり、取水性への影響はない。また、これらの

漂流物が取水口に向かった場合を仮定しても、取水口上部に留

まるため取水路呑口に到達することはなく、通水機能は損なわ
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れない。 

オ．発電所構内の荷揚岸壁に停泊する燃料等輸送船は、津波警報等

発令時は緊急避難するため漂流物とはならない。 

カ．発電所構外で漂流物となる可能性のあるものとして発電所近傍

で航行不能となった漁船を特定している。この漁船が取水口に

向かった場合を仮定しても、取水路呑口が十分に広いことから

呑口が閉塞することはなく、通水機能は損なわれない。 

 

規制委員会は、申請者が、設備の構造等を踏まえた基準津波による取水

口付近の砂の移動や堆積及び取水口付近の漂流物の影響も含めて検討を

実施することにより、津波の二次的な影響に対して原子炉補機冷却海水系

の機能を保持することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適

合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（６）津波監視 

津波ガイドでは、津波監視設備を設置して敷地への津波の繰り返しの襲来を

察知し、津波防護施設、浸水防止設備の機能を確実に確保することを示してい

る。 

申請者は、津波監視設備として、取水ピット周辺に津波監視カメラと水位計

を設置するとしている。津波監視カメラは赤外線撮像機能を有し、昼夜問わず

監視可能な設計とし、水位計は津波水位約 EL.-8m～EL.+9m を測定範囲として

上昇側及び下降側の津波高さが計測できる設計とし、いずれも中央制御室から

監視可能な設計としている。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設及び浸水防止設備の機能を確保する

ために津波監視設備を設置して、敷地への津波の繰り返しの襲来を察知するこ

と、及び当該設備により昼夜問わず原子炉制御室から監視可能としており、こ

れらの方針が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．施設又は設備の設計方針及び条件 

津波ガイドでは、「３．津波防護の方針」を具体化するために必要な津波防護

施設、浸水防止設備、津波監視設備等を対象にして、個別施設、設備の設計方針

及び漂流物による波及的影響の防止等に係る検討方針を確認することを示して

いる。 

（１）津波防護施設の設計 

解釈別記３は、津波防護施設について、その構造に応じ、波力による侵食及
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び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時

の耐性にも配慮した上で、当該施設の設置位置における入力津波に対して津波

防護機能が十分に保持できるよう設計することを要求している。 

申請者は、津波防護施設（防護壁、貯留堰）について、波力による侵食及び

洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の

耐性にも配慮した上で、当該施設の設置位置における入力津波に対して津波防

護機能が十分に保持できるよう設計する方針としている。これに加えて、荷重

の組合せについては、漂流物による荷重、余震による荷重、自然条件（積雪、

風荷重等）と入力津波による荷重の組合せを考慮するとしている。また、許容

限界については、地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用を想定し、

当該施設が構造全体として変形能力（終局耐力時の変形）に対して十分な余裕

を有するよう、施設又は設備を構成する材料が弾性域内に収まることとしてい

る。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設の設計について、入力津波に対して

津波防護機能を十分に保持できるよう設計すること、施設に作用する荷重を適

切に組み合わせること、及び地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用

に配慮し十分な余裕を有するよう許容限界を設定することとしており、これら

の方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえてい

ることを確認した。 

 

（２）浸水防止設備の設計 

解釈別記３は、浸水防止設備について、浸水想定範囲における浸水時及び冠

水後の波圧等に対する耐性等を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、当該

設備の設置位置における入力津波に対して浸水防止機能が十分に保持できる

よう設計することを要求している。 

申請者は、浸水防止設備（海水ポンプエリア水密扉、中間建屋水密扉及び制

御建屋水密扉）について、浸水想定範囲等における浸水時及び冠水後の波圧等

に対する耐性を評価し、越流時の耐性にも配慮した上で、当該設備の設置位置

における入力津波に対して浸水を防止する機能が十分に保持できるよう設計

する方針としている。これに加えて、荷重の組合せ及び許容限界については、

建屋内の水密扉である中間建屋水密扉及び制御建屋水密扉の荷重組合せにお

いて漂流物による荷重及び自然条件（積雪、風荷重等）を考慮していないこと

を除き、津波防護施設の設計と同様に設定するとしている。また、浸水防止設

備のうち水密扉については、常時開閉可能であるが、開放後の確実な閉止操作、

中央制御室からの閉止確認（閉止操作含む。）を実施する手順等を整備し、当
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該手順を的確に実施する方針としている。 

 

規制委員会は、申請者が、浸水防止設備の設計について、入力津波に対して

浸水防止機能を十分に保持できるよう設計すること、設備に作用する荷重を適

切に組み合わせること、地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用に配

慮し十分な余裕を有するよう許容限界を設定すること、及び水密扉について開

放後の確実な閉止操作等の手順を整備し、津波襲来時に閉止された状態を保持

することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及

び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（３）津波監視設備の設計 

解釈別記３は、津波監視設備について、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）

を受けにくい位置への設置若しくは影響の防止策又は緩和策等を検討した上

で、当該施設の設置位置における入力津波に対して津波監視機能が保持できる

よう設計することを要求している。 

申請者は、津波監視設備について、取水ピットの入力津波高さに対して波力、

漂流物の影響を受けにくい高さに設置し、津波監視機能を十分に保持できるよ

う設計する方針としている。これに加え、余震による荷重、自然条件（積雪、

風荷重等）と入力津波による荷重の組合せ、漂流物の影響を受けた場合の支持

構造物への衝突荷重を考慮するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、津波監視設備の設計について、入力津波に対して

津波監視機能を十分に保持できるよう設置高さを設定すること及び漂流物に

よる荷重を考慮することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合

していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）施設、設備等の設計又は評価に係る検討事項 

① 津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項 

解釈別記３は、津波防護施設、浸水防止設備等の設計に当たり、津波に

よる荷重の設定、余震荷重の考慮及び津波の繰り返し作用の考慮について、

耐津波設計上の十分な裕度を確保する方針であることを要求している。 

申請者は、津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項につ

いて、以下の方針としている。これに加えて、津波による荷重の設定にお

いて、入力津波が有する数値計算に含まれる不確かさ及び各施設、設備等

の機能損傷モードに対応した荷重の算定過程に介在する不確かさを考慮

する方針としている。 
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a. 各施設、設備の機能損傷モードに対応した荷重（浸水高、波力、波

圧、洗掘力、浮力等）について、入力津波から十分な余裕を考慮し

て設定する。 

b. 余震の発生の可能性を検討した上で、必要に応じて余震による荷重

と入力津波による荷重との組合せを考慮する。 

c. 入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの襲来による作用

が津波防護機能及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

 

規制委員会は、申請者が、津波防護施設、浸水防止設備等の設計につい

て、津波荷重の設定において不確かさを十分に考慮すること、余震による

荷重を安全側に組み合わせることなどにより、耐津波設計上の十分な裕度

を確保することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合して

いること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

② 漂流物による波及的影響の検討 

解釈別記３は、津波防護施設の外側の発電所敷地内及び近傍において建

物・構築物、設置物等が破損、倒壊及び漂流する可能性がある場合に、こ

れらの漂流物が津波防護施設及び浸水防止設備に波及的影響を及ぼさな

いよう、漂流物の発生を防止する措置又は津波防護施設及び浸水防止設備

への影響を防止する措置を要求している。 

申請者は、「３．（５）②津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海

水系の機能保持確認」のとおり漂流物の可能性の検討及びその影響評価を

実施するとしている。その結果を踏まえ、防護壁、水密扉及び津波監視設

備について、入力津波による津波波力及び漂流物の衝突力に対して十分耐

えうる構造として設計する方針としている。さらに、津波や漂流物の衝突

に対する安全裕度を向上させるため、海水ポンプエリアを取り囲む防護堤

を設置する方針としている。防護堤の設計に当たっては、漂流物として衝

突する可能性があるもののうち最も重量のある小型漁船（重量 30t）が衝

突した場合の荷重を考慮する方針としている。ただし、発電所港湾内に停

泊する燃料等輸送船については、津波警報が発令された場合において、荷

役作業を中断し、陸側作業員及び輸送物を退避させ、緊急離岸する船側と

待避状況に関する情報連絡を行う手順等を整備し適確に実施することに

より漂流物としないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、漂流物による波及的影響について、津波防護

施設及び浸水防止設備が漂流物による波及的影響を受けないよう、入力津
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波による漂流物の衝突力に対して十分耐えうる構造として設計すること

としており、この方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガ

イドを踏まえていることを確認した。 

また、発電所港湾内に停泊する燃料等輸送船については、津波襲来時に

退避する手順を整備して適確に実施することにより、漂流物としないこと

を確認した。 

 

③ 津波影響軽減施設及び設備の扱い 

解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計に当たって、津波

影響軽減施設及び設備の効果を期待する場合は、当該施設及び設備の設置

位置における入力津波に対して津波による影響の軽減機能が保持される

よう設計することを要求している。 

申請者は、以下の a.及び b.の施設を津波影響軽減施設と位置付けると

した上で、これらの施設の設置位置における入力津波に対して津波による

影響の軽減機能が保持されるよう設計する方針としている。また、入力津

波による荷重の設定、余震等の荷重組合せ及び津波の繰り返し作用への考

慮について、津波防護施設及び浸水防止設備と同様に耐津波設計上の十分

な裕度を確保する方針としている。さらに、基準地震動に対して津波によ

る影響の軽減機能が保持されるよう設計する方針としている。 

a. 発電所周辺を波源とした津波に対して波力低減を考慮するための

防波堤 

b. 津波や漂流物の衝突による影響の軽減を考慮するための防護堤 

 

規制委員会は、申請者が、津波影響軽減施設及び設備の設計について、

入力津波に対して津波による影響の軽減機能が保持されるよう設計する

こと、及び耐津波設計上の十分な裕度を確保することとしており、これら

の方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえ

ていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

第６条は、設計上考慮すべき自然現象（組合せも含む。）及び人為事象（故意に

よるものを除く。以下本節において同じ。）により、安全施設の安全機能が損なわ

れないような設計とすることなどを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 
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１．自然現象の抽出 

２．人為事象の抽出 

Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空

機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する

重要安全施設への考慮 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 

安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る外部事象として、自然現象（地震及び津

波を除く。）及び人為事象を抽出する必要がある。 

 

１．自然現象の抽出 

自然現象に対する設計方針を検討するためには、自然災害や自然現象の知見・

情報を広く収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の環境を基に、安全施設の

安全機能に影響を及ぼし得る自然現象に加え、当該自然現象にを関連して発生す

る可能性がある自然現象も含めて、抽出する必要がある。 

申請者は、国内外の基準や文献等に基づき自然現象を収集し、海外の選定基準

を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、竜巻、火山の影響、森林火災、風

（台風）、降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、高潮、洪水及び地滑りの 12

事象を抽出している。 

また、これらの自然現象ごとに、関連して発生する可能性がある自然現象も含

めている。 
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規制委員会は、申請者による自然現象の抽出が、自然災害や自然現象に関する

国内外の知見・情報を広く収集した上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環

境を基に、安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象を抽出していること、

その抽出した自然現象について、関連して発生する可能性がある自然現象も含ま

れていること、及び設置許可基準規則解釈に具体的に例示した自然現象が全て含

まれていることにより、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 

 

２．人為事象の抽出 

人為事象に対する設計方針を検討するためには、人為事象に関する知見・情報

を広く収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に、安全施設の安全

機能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出する必要がある。 

申請者は、国内外の基準や文献等に基づき人為事象を収集し、海外の選定基準

を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に、安全施設の安全機能に

影響を及ぼし得る人為事象として、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の

衝突、電磁的障害、飛来物（航空機落下等）及びダムの崩壊の 7事象を抽出して

いる。 

 

規制委員会は、申請者による人為事象の抽出が、人為事象に関する国内外の知

見・情報を広く収集した上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を基に、安全

施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出していること、その抽出した

人為事象について、設置許可基準規則解釈に具体的に例示した人為事象が全て含

まれていることにより、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき外部事象（設計上考慮すべき

自然現象及び設計上考慮すべき人為事象）によって、安全施設の安全機能が損なわ

れない設計とする必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）について、自然現象ごと（関連して発

生する可能性がある自然現象がある場合はそれも考慮に含める。）に原子炉施設に

与える影響を評価した上で、設計上考慮すべき自然現象に対する設計方針又は設計

上考慮する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）に対する

設計方針について、竜巻については「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針」、

火山の影響については「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」、森林火
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災については外部火災の一部として「Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣

の産業施設の火災・爆発、航空機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計方針」、

風（台風）、降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、高潮、洪水及び地滑りの 9

事象（以下「その他自然現象」という。）については「Ⅲ－４．２．４ その他自

然現象に対する設計方針」において記載している。 

また、申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の

安全機能に影響を及ぼし得る人為事象（7事象）について、人為事象ごとに原子炉

施設に与える影響を評価した上で、設計上考慮すべき人為事象に対する設計方針又

は設計上考慮する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象（7事象）に対する設

計方針について、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスについては外部火災の一部

として「Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航

空機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計方針」、船舶の衝突、電磁的障害、

飛来物（航空機落下等）及びダムの崩壊の 4事象（以下「その他人為事象」という。）

については「Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針」において記載し

ている。 

 

 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項は、想定される竜巻が発生した場合においても安全施設

の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．竜巻に対する防護に関して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．発生を想定する竜巻の設定 

３．設計荷重の設定 

４．設計対象施設の設計方針 

５．竜巻随伴事象に対する設計対象施設の設計方針 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．設計上対処象すべき施設を抽出するための方針 

竜巻によって安全施設の安全機能が損なわれないことを確認するための施設

を抽出することが必要である。この抽出をするための区分としては、竜巻ガイド

において、その施設の安全機能が損なわれないように防護する必要がある竜巻防

護施設と、竜巻防護施設に対して影響を及ぼし得る施設の双方（以下この節にお

いて「設計対象施設」という。）を示している。 
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（１）竜巻防護施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻防護施設として、安全重要度分類指針に基づくクラス１及び

クラス２に属する構築物、系統及び機器を抽出する方針としている。また、ク

ラス３に属する構築物、系統及び機器は、竜巻により損傷した場合であっても、

代替手段があることなどにより安全機能が損なわれないことから抽出しない

方針としている。 

規制委員会は、申請者による竜巻防護施設を抽出するための方針が、竜巻ガ

イドを踏まえたものであり、それぞれの安全機能を勘案するとしていることを

確認した。 

（２）竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設として、倒壊等により竜巻

防護施設に影響を及ぼし得る施設や、気圧差等によるダクト等の損傷により竜

巻防護施設の機能維持に影響を及ぼし得る施設を抽出する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設を抽出する

方針について、竜巻ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

なお、竜巻防護施設への竜巻による影響として飛来物によるものもあるが、

この点については「３．（１）設計竜巻荷重の設定」にて記載している。 

 

（１）及び（２）に加え、申請者は、竜巻防護施設を内包する建屋についても

設計対象施設として抽出する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、竜巻によって安全施設の安全機能が損なわれないよ

うに設計する上で必要な竜巻防護施設を内包する建屋を抽出するとしているこ

とを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計対象施設を抽出するための方

針が、竜巻ガイドを踏まえたものであることに加え、安全施設の安全機能に着目

した検討が行われていることを確認した。 

 

２．発生を想定する竜巻の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、本発電所敷地への襲来を想定する竜巻

（以下「設計竜巻」という。）を設定することが必要である。この設定に当たっ

ては、竜巻ガイドにおいて、竜巻発生の観点から、発電所が立地する地域及びと

類似の気象条件等を有する地域（竜巻検討地域）を設定した上で、竜巻検討地域

への竜巻襲来実績を踏まえて設計対象施設の安全性に影響を与えるおそれがあ

る竜巻（以下「基準竜巻」という。）を設定することを示している。さらに、発
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電所が立地する地域の特性を踏まえて基準竜巻に対して最大風速を割り増す必

要性を検討した上で、設計竜巻を設定することを示している。 

（１）竜巻検討地域の設定 

申請者は、本発電所が立地する地域と気象条件の類似性の観点及び局所的な

地域性の観点から検討を行い、竜巻検討地域を設定している。 

規制委員会は、申請者による竜巻検討地域の設定が、竜巻ガイドを踏まえた

ものであり、気象条件に関する公開文献等の知見を踏まえて検討していること、

単位面積当たりの竜巻発生数が大きくなるように、かつ、藤田スケール（以下

「Fスケール」という。）が比較的大きな竜巻が含まれるように、保守的に設定

していることを確認した。 

（２）基準竜巻の最大風速の設定 

申請者は、基準竜巻の最大風速の設定に当たり、竜巻検討地域において過去

に発生した竜巻の規模や発生頻度、最大風速の年超過確率等を考慮し、過去に

発生した竜巻による最大風速（VB1）と、竜巻最大風速のハザード曲線による最

大風速（VB2）を求め、その結果、大きい方を基準竜巻の最大風速として設定し

ている。 

具体的に VB1の設定に当たっては、竜巻検討地域で過去に発生した竜巻の最

大風速について、信頼性のあるデータ等が得られないことから、日本国内で過

去に発生した最大の竜巻である F スケール 3（風速 70m/s～92m/s）の最大値

（92m/s）を選定している。VB2の設定に当たっては、竜巻検討地域におけるハ

ザード曲線を基に、年超過確率 10-5 に相当する最大風速（75.4m/s）を選定し

ている。その上で、VB1と VB2を比較し、大きい方の VB1を基準竜巻の最大風速

と設定している。 

規制委員会は、申請者による基準竜巻の最大風速の設定が、竜巻ガイドを踏

まえたものであることに加え、データの信頼性を考慮して、より保守的な値を

選択していることを確認した。 

（３）設計竜巻の最大風速等の設定 

申請者は、設計竜巻の最大風速の設定に当たり、本発電所の地形等を踏まえ

れば、基準竜巻の最大風速を割り増す必要がなく、基準竜巻の最大風速を設計

竜巻の最大風速とするとしている。また、設計竜巻の特性値の設定に当たり、

米国原子力規制委員会（NRC）の基準類を参考としたモデルを用いるとしてい

る。 

規制委員会は、申請者による設計竜巻の最大風速等の設定が、竜巻ガイドを

踏まえたものであることに加え、割り増しの要否の検討に当たって、本発電所

の地域特性や公開文献等の知見を踏まえて検討し設定していることを確認し

た。 
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以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計竜巻の設定が、竜巻ガイドを

踏まえたものであることに加え、保守性を持たせるなどの考慮をしたものである

ことを確認した。 

 

３．設計荷重の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、設計竜巻による荷重（以下「設計竜巻

荷重」という。）とその他の荷重を適切に組合せた荷重（以下「設計荷重」とい

う。）を設定することが必要である。 

（１）設計竜巻荷重の設定 

申請者は、竜巻に対する防護設計を行うため、設計竜巻の最大風速にさらに

余裕を持たせた竜巻（最大風速 100 m/s）による設計竜巻荷重を設定している。

設計竜巻荷重としては、「風圧力による荷重」、「評価対象施設内外の気圧差に

よる荷重」及び「飛来物の衝撃荷重」を設定している。このうち「飛来物の衝

撃荷重」の設定に当たっては、本発電所構内において飛来物となり得るものを

現地調査等により抽出した上で、運動エネルギー及び貫通力の大きさを踏まえ、

設計上考慮すべき飛来物（以下「設計飛来物」という。）を設定している。そ

の上で、衝突時に設計対象施設に与えるエネルギーが設計飛来物によるものよ

り大きくなる物については、浮き上がりや横滑りの有無を考慮した上で、固定、

固縛、車両の退避等により確実に飛来物とならないようにする運用としている。 

規制委員会は、申請者による設計竜巻荷重の設定が、竜巻ガイドを踏まえた

ものであることに加え、衝撃荷重について、飛来物となり得るものを抽出し設

計飛来物を選定した上で設定していること、設計飛来物より運動エネルギー又

は貫通力が大きくなる場合には固縛等の飛来物発生防止対策を講じる方針と

していることを確認した。 

（２）設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

申請者は、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定に当たり、設計対象施設

に常時作用する荷重（自重）と運転時荷重（死荷重及び活荷重）を組み合わせ

るとしている。 

また、竜巻と同時に発生し得る自然現象による荷重については、竜巻と同時

に発生し得る自然現象が与える影響のモードを踏まえた検討により、設計竜巻

荷重と組み合わせる荷重として考慮する必要がないとしている。 

さらに、設計基準事故時の荷重との組み合わせを適切に考慮する設計として

いる。 

規制委員会は、申請者が、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を設定するとし

ていることについて、竜巻ガイドを踏まえたものであることを確認した。 
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なお、設計基準事故時の荷重との組合せについては「Ⅲ－４．４ 大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重要安全施設への考

慮」で記載している。 

 

以上のとおり、規制委員会は、「風圧力による荷重」、「評価対象施設内外の気

圧差による荷重」及び「飛来物の衝撃荷重」の設定について、竜巻ガイドを踏ま

えたものであることを確認した。これに加え、「飛来物の衝撃荷重」については、

飛来物となり得るものを抽出し設計飛来物を選定した上で設定していること、設

計飛来物より運動エネルギー又は貫通力が大きくなる場合には固縛等の飛来物

発生防止対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

４．設計対象施設の設計方針 

設計対象施設については、設計荷重に対してその構造健全性が維持され、竜巻

防護施設の安全機能が損なわれない設計とすることが必要である。 

申請者は、以下のとおり、竜巻に対して竜巻防護施設の安全機能が損なわれな

いように設計とするとしている。 

（１）建屋に内包される竜巻防護施設 

竜巻防護施設のうち、建屋に内包される施設（外気と繋がっている施設を除

く。） は、建屋による防護により、設計荷重に対して安全機能が損なわれない

方針としている。また、建屋の健全性が確保されず、貫通又は裏面剥離が発生

する場合であっても、補強等の防護対策を実施することにより、設計荷重に対

して安全機能が損なわれない方針としている。 

（２）屋外の竜巻防護施設及び建屋内の施設で外気と繋がっている竜巻防護施設 

屋外の竜巻防護施設は、設計荷重による影響により安全機能が損なわれない

設計とする。安全機能が損なわれる場合には、必要に応じ竜巻防護ネットや防

護壁等の設置等の防護対策を講じることにより安全機能を損なわない設計と

している。建屋により防護される竜巻防護施設のうち、外気と繋がる施設は、

設計荷重の影響を受けても、安全機能が損なわれない設計としている。ただし、

設計荷重によって竜巻防護施設の安全機能が影響を受ける場合であって、安全

上支障のない期間に補修等が行うことができる場合には、修復等により確実に

復旧させる運用としている。 

（３）竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設 

倒壊等により竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設については、設計荷重に

よる影響を受ける場合においても竜巻防護施設に影響を与えないように、固定

等の防護対策を講じる方針としている。 
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規制委員会は、申請者の設計が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、設計荷重

によって生じる影響を考慮し、必要に応じて竜巻防護施設及び竜巻防護施設に影

響を及ぼし得る施設に対して防護対策を講じることにより、竜巻防護施設の安全

機能が損なわれない方針としていることを確認した。 

 

５．竜巻随伴事象に対する設計対象施設の設計方針 

竜巻に伴い発生が想定される事象（以下「竜巻随伴事象」という。）の考慮に

ついては、竜巻ガイドにおいて、竜巻防護施設の安全機能が損なわれない設計と

することを示している。 

申請者は、竜巻随伴事象として、過去の他地域における竜巻被害状況及び本発

電所のプラント配置から想定される事象として、火災、溢水、外部電源喪失を抽

出している。 

火災については、屋外にある燃料タンク等からの火災を想定し、火災源と竜巻

防護施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で、竜巻防護施設の許容温度

を超えないように防護対策を講じる方針としている。なお、詳細については、「Ⅲ

－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空機落下

による火災及び有毒ガス）に対する設計方針」にて記載する。 

溢水については、屋外タンク等からの溢水を想定し、溢水源と竜巻防護施設の

位置関係を踏まえた影響評価行った上で、竜巻防護施設の安全機能が損なわれな

いよう必要に応じた防護対策を講じる方針としている。なお、詳細については、

「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係）」にて記載する。 

外部電源喪失については、ディーゼル発電機を竜巻防護施設として設定し、そ

の安全機能が損なわれないように防護する設計とする方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、燃料タン

ク等と竜巻防護施設の位置関係を本発電所の図面等により確認する等、随伴事象

の影響を適切に設定した上で、その随伴事象に対して竜巻防護施設の安全機能が

損なわれない設計とする方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項は、想定される火山事象が発生した場合においても安全

施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

２．原子力発電所の運用期間（原子力発電所に核燃料物質が存在する期間）にお
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ける火山活動に関する個別評価 

３．火山活動のモニタリング 

４．火山事象の影響評価 

５．火山活動に対する防護に関して、設計対象施設を抽出するための方針 

６．降下火砕物による影響の選定 

７．設計荷重の設定 

８．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

９．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

火山ガイドは、将来の火山活動可能性のある火山の抽出について、地理的領域

にある第四紀火山の完新世における活動の有無を確認するとともに、完新世に活

動を行っていない火山については過去の活動を示す階段ダイヤグラムを作成し、

将来の火山活動可能性が否定できない場合は、個別評価対象とすることを示して

いる。 

申請者は、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の調査及び評価として、完新

世に活動を行った火山及び将来の火山活動可能性が否定できない火山の抽出に

ついて以下のとおり評価を示した。 

（１）検討対象火山について、文献調査及び地形・地質調査に基づいて第四紀火

山の噴出物の分布等を把握し、敷地から半径 160km の範囲に存在する 39

火山を抽出している。 

（２）39火山について将来の活動可能性の評価を行い、活動履歴において最後の

活動終了からの期間が過去の最大休止期間より長いことなど（兼岡・井田

（1997）等に基づいて 100 万年前以降の活動が認められない場合、及び横

瀬ほか（1998）を参考として今後数十年程度の期間において本発電所周辺

の火山活動は現在の火山フロント付近に収束する傾向にあることを含む。）

から25火山を将来の活動性がないと評価し、将来活動する可能性がある、

若しくは否定できない火山として 14 火山を抽出している。 

 

規制委員会は、申請者が実施した本発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出は、

地理的領域の設定や階段ダイヤグラムの作成等に基づいて行われていることな

どから、火山ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 
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火山ガイドは、将来活動する可能性がある、若しくは否定できない火山につい

て、原子力発電所の運用期間中における検討対象火山の活動の可能性を総合的に

評価し、可能性が十分小さいと判断できない場合は、火山活動の規模及びその火

山事象の影響評価を実施することを示している。 

申請者は、これらについて以下のとおり評価を示した。 

（１）鹿児島地溝（加久藤・小林カルデラ、姶良カルデラ及び阿多カルデラが含

まれる地帯）全体としての VEI7 以上の噴火の平均発生間隔は約 9 万年で

あり、当該地域における最新の VEI7 以上の噴火は約 3.0 万年前ないし約

2.8 万年前であることから、鹿児島地溝については VEI7 以上の噴火の活動

間隔は、最新の VEI7 以上の噴火からの経過時間に比べて十分長く、運用

期間中における VEI7 以上の噴火の活動可能性は十分低いとしている。 

（２）Nagaoka（1998）による噴火ステージ、鍵山編（2003）、東宮（1997）など

によるマグマ溜まりの浮力中立点に関する検討及び Roche and Druitt 

（2001）、篠原ほか（2008）などによるメルト包有物・鉱物組成等に関す

る分析結果などに基づくと、VEI7 以上の噴火時のマグマ溜まりは少なくと

も地下 10km 以浅にあると考えられること、Druitt et al.（2012）が VEI7

以上の噴火直前の100年程度の間に急激にマグマが供給されたと推定して

いる知見、及び地球物理学的調査の情報からカルデラの地下構造を推定し

た知見等に基づき、国土地理院の電子基準点間基線距離の変化率からマグ

マ供給の状態を推定し、また、階段ダイヤグラムに基づく噴火ステージの

評価を行うことで、現在のマグマ溜まりが VEI7 以上の噴火直前の状態で

はないと評価し、阿蘇カルデラ、鹿児島地溝のカルデラ及び鬼界における

運用期間中の VEI7 以上の噴火の活動可能性は十分に小さいとしている。 

（３）運用期間中の噴火規模について、阿蘇カルデラ、鹿児島地溝のカルデラ及

び鬼界における噴火は VEI6 以下の既往最大を、その他の 9 火山について

は各火山の既往最大規模をそれぞれ考慮した上で、設計対応不可能な火山

事象（火砕物密度流、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊、新しい

火口の開口、地殻変動）は敷地への影響はないとしている。 

 

規制委員会は、申請者が実施した本発電所の運用期間中の検討対象火山の活動

の評価は、過去の活動履歴の把握や地球物理学的調査に基づいており、これらの

手法が火山ガイドを踏まえていることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者がその結果に基づき、本発電所の運用期間中に設

計対応不可能な火山事象によって本発電所の安全性に影響を及ぼす可能性につ

いて十分小さいとしていることは妥当であると判断した。 
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３．火山活動のモニタリング 

火山ガイドは、火山活動のモニタリングに関して、個別評価により運用期間中

に火山活動の可能性が十分小さいと評価した火山であっても、設計対応不可能な

火山事象が敷地に到達したと考えられる火山に対しては、噴火可能性が十分小さ

いことを継続的に確認することを目的として運用期間中のモニタリングを行い、

噴火可能性につながるモニタリング結果が観測された場合には、必要な判断・対

応をとることを示している。 

申請者は、敷地から半径5kmの範囲に火砕流堆積物が認められていることから、

設計対応不可能な火山事象が過去に敷地に到達したことが否定できない加久

藤・小林カルデラ、姶良カルデラ及び阿多カルデラを含め、阿蘇カルデラ、加久

藤・小林カルデラ、姶良カルデラ、阿多カルデラ及び鬼界を対象に、運用期間中

のモニタリングについて以下のとおり方針を示した。 

（１）VEI7以上の噴火の早期の段階であるマグマの供給時に変化が現れる地殻変

動及び地震活動について、既存観測網等による地殻変動及び地震活動の観

測データ、公的機関による発表情報等の収集・分析を行い、第三者の火山

専門家の助言を得た評価を定期的にかつ警戒時には臨時で行うことで火

山活動状況に変化がないことを定期的に確認する計画としている。 

（２）対象火山の状態に変化が生じた場合は、設計対処不可能な火山事象を伴う

VEI7以上の噴火への発展の可能性を評価し、その可能性がある場合には、

原子炉の運転の停止、燃料体等の搬出等を実施する方針としている。 

 

規制委員会は、火砕物密度流による影響に関する審査の過程において、地球物

理学的な調査項目を考慮したモニタリング計画の検討、噴火の可能性につながる

モニタリング結果が観測された場合の対応方針の検討等を求め、申請者はこれら

を反映したモニタリング計画を再検討した。 

規制委員会は、申請者が計画している運用期間中のモニタリングが、設計対応

不可能な火山事象が過去に敷地に到達したことが否定できない火山を監視対象

として抽出し、その監視項目及び監視の方法、定期的評価の方針及び火山活動の

兆候を把握した場合の対処方針を示していることなどから、火山ガイドを踏まえ

ていることを確認した。 

 

４．火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

によって、安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山について、

それが噴火した場合、原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象を地理的距離から抽出し、その影響評価を行うことを示している。 
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申請者は、設計対応不可能な火山事象以外の火山事象の影響評価について、以

下のとおり示した。 

（１）設計対応不可能な火山事象以外の火山事象については、運用期間中に考慮

する噴火規模と本発電所との位置関係を踏まえ、降下火砕物については桜

島における桜島薩摩噴火（約 12,800 年前、噴火規模は約 11km3）によるも

のが敷地において最も影響が大きいと評価し、文献調査によって層厚が

12.5cm 以下であること及び地質調査によって敷地付近に降下火砕物が認

められないことを踏まえ、敷地において考慮する降下火砕物の層厚を 15cm

としている。 

（２）降下火砕物以外の火山事象である火山性土石流、火山泥流及び洪水、火山

から発生する飛来物（噴石）、火山ガス、津波及び静振、大気現象、火山

性地震、熱水及び地下水の異常の影響については、将来活動する可能性が

ある、若しくは否定できない火山から、いずれも敷地に影響を及ぼさない

としている。 

（３）桜島薩摩噴火による火山灰の堆積量の推定について、シミュレーションに

よる検討を行い、シミュレーション結果による層厚を 12cm 以下、シミュ

レーションの前提条件として得られた諸元として密度を 1.3 ないし

1.5g/cm3（飽和）、0.6 ないし 0.8g/cm3（乾燥）、粒径を 4mm 以下が 95%以

上としている。 

 

規制委員会は、申請者が実施した設計対応不可能な火山事象以外の火山事象の

影響評価については、降下火砕物の数値シミュレーションを行うことにより算出

していることなどから、火山ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

５．火山活動に対する防護に関して、設計対象施設を抽出するための方針 

降下火砕物によって安全施設の安全機能が損なわれないようにするために必

要な設備を設計上対処すべき施設（以下この節において「設計対象施設」という。）

として抽出する方針が示されることが必要である。 

申請者は、降下火砕物の影響を設計に考慮する施設として、安全重要度分類指

針で規定されているに基づき、クラス１及びクラス２に属する構築物、系統及び

機器を抽出する方針としている。このうち、建屋に内包される構築物、系統及び

機器についてはこれらの施設を内包する建屋、屋外に設置されている施設、屋外

に開口している施設並びに外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取込む機

構を有する施設を設計対象施設としている。さらに、降下火砕物の影響によりク

ラス１及びクラス２に属する施設に影響を及ぼし得るクラス３に属する施設を

設計対象施設として抽出する方針としている。それ以外のクラス３に属する施設
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にあっては、降下火砕物により損傷した場合であっても、代替手段があることな

どにより安全機能が損なわれないことから抽出しない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計対象施設を抽出するための方針が、安全重要

度分類指針に従って、降下火砕物によって安全機能が損なわれるおそれがある構

築物、系統及び機器並びに上位クラスへ影響を及ぼし得る施設について、火山ガ

イドを踏まえて降下火砕物の特徴を考慮した上で、適切に抽出するものとしてい

ることを確認した。 

 

６．降下火砕物による影響の選定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、設計対象施設の安全機能に及ぼ

す影響を選定することが必要である。この選定に当たっては、火山ガイドにおい

て、降下火砕物が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外の

影響（以下「間接的影響」という。）をそれぞれ選定することを示している。 

（１）直接的影響 

申請者は、降下火砕物の特徴から荷重、閉塞、摩耗、腐食、大気汚染、水質

汚染及び絶縁低下を設定した上で、外気吸入の有無等の特徴を踏まえ、直接的

影響の主な因子として、構造物への静的負荷及び化学的影響（腐食）、水循環

系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食）、換気系、電気系及び計

装制御系に対する機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影響（腐食）を選定し

ている。 

（２）間接的影響 

申請者は、降下火砕物が原子力発電所に間接的に与える影響について、外部

電源の喪失及び交通の途絶といった本発電所外で生じる影響を選定している。 

 

規制委員会は、申請者による降下火砕物の直接的影響及び間接的影響の選定が、

火山ガイドを踏まえたものであり、降下火砕物の特徴及び設計対象施設の特徴を

考慮していることを確認した。 

 

７．設計荷重の設定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、その堆積荷重に加え、火山事象

以外の自然事象や設計基準事故時の荷重との組合せを設定する必要がある。 

申請者は、降下火砕物に対する防護設計を行うために、個々の設計対象施設ご

とに応じて常時作用する荷重、運転時荷重（自重、死荷重及び活荷重）を適切に

組み合わせるとしている。火山事象以外の自然事象による荷重との組合せについ

ては、同時発生の可能性のある風（台風）及び積雪を対象としている。さらに、
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設計基準事故時の荷重との組合せを適切に考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計荷重の設定が、設計対象施設ごとに常時作用

する荷重、運転時荷重等を考慮するものとしていることを確認した。 

なお、同時発生の可能性のある風（台風）及び積雪の組合せについては「Ⅲ－

４．３ 自然現象の組合せ」、設計基準事故時の荷重との組合せについては「Ⅲ

－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重要

安全施設への考慮」で記載している。 

 

８．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

降下火砕物の直接的影響によって安全機能が損なわれない設計方針とする必

要がある。 

（１）安全機能を有する構築物等の健全性の維持（荷重）に対する設計方針 

申請者は、設計対象施設のうち降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設につ

いて、設計荷重が許容荷重に対して構造健全性を失わず、安全機能を損なわな

い設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計について、設計荷重が許容荷重に対して安全裕

度を有することにより構造健全性を失わず安全機能が損なわれない方針とし

ていることを確認した。 

（２）安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

申請者は、降下火砕物による構造物への化学的影響（腐食）、水循環系の閉

塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食）、電気系及び計装制御系に対す

る機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影響（腐食）等によって、以下のとお

り安全機能が損なわれないように設計するとしている。 

① 構造物への化学的影響（腐食） 

設計対象施設である建屋及び屋外施設は、外装塗装等を実施し、降下火

砕物に付着した腐食性ガスによる化学的影響（腐食）に対して、安全機能

が損なわれないように設計するとしている。 

② 水循環系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

設計対象施設である水循環系を有する施設は、降下火砕物の粒径に対し

て、その施設の狭隘部に十分な幅を設け閉塞しないように設計するとして

いる。降下火砕物の性状の変化による閉塞については、降下火砕物が粘土

質でないため考慮する必要はないとしている。また、降下火砕物から海水

に溶出した腐食性成分による腐食に対しては、塗装又は耐食性を有する材

料の使用等により影響を及ぼさないように設計するとしている。摩耗につ
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いては、降下火砕物の硬度が砂よりも低くもろいことから、点検及び補修

により対応が可能としている。 

③ 電気系及び計装制御系に対する機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影

響（腐食） 

電気系及び計装制御系の設計対象施設は、外気と遮断された全閉構造等

により機械的影響（摩耗、閉塞）を受けず、また塗装等により化学的影響

を受けないように設計するとしている。 

④ その他の影響 

設計対象施設への直接的影響としては、上記の①から③の他に、降下火

砕物の粒子の衝突、水質汚染の影響が考えられるが、設計対象施設の構造

上、有意な影響を受ける可能性がないとしている。また、電気系及び計装

制御系の計装盤は、絶縁低下しないように外気取入口にフィルタを設置す

る等の空調管理された場所に設置するとしている。 

規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物の特徴を踏まえ、設計対象施設

に与える化学的影響、機械的影響その他の影響に対して、安全機能が損なわれ

ない方針としていることを確認した。 

（３）外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 

申請者は、屋外に連通する開口部を有する設計対象施設については、降下火

砕物が侵入し難い設計方針とするとともに、塗装を行うとしている。降下火砕

物により大気汚染が本発電所で発生した場合、当該汚染が外気取入口から中央

制御室に侵入しないように換気空調系の閉回路循環運転を実施することとし、

この場合であっても酸素濃度の低下又は炭酸ガス濃度の上昇により制限値に

達するまでの間の中央制御室の居住性が確保される設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物や設計対象施設の特徴を踏まえ

て、降下火砕物の侵入防止対策として、平型フィルタ等の設置や換気空調系の

停止により、安全施設の安全機能が損なわれないようにするとともに、原子炉

制御室にあっては閉回路循環運転により居住性を確保する方針としているこ

とを確認した。 

（４）降下火砕物の除去等の対策 

申請者は、設計対象施設に、長期にわたり静的荷重がかかることや化学的影

響が発生することを避け、安全機能を維持するために、除灰作業や点検等を実

施する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、降下火砕物の除去等について、除灰作業等に必要

な資機材を確保するとともに、手順等を整備する方針としていることを確認し

た。 
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以上のとおり、規制委員会は、申請者が、降下火砕物の直接的影響により安全

機能が損なわれないとしており、この設計方針が火山ガイドを踏まえていること

を確認した。 

 

９．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

火山ガイドは、降下火砕物による間接的影響として長期間の外部電源の喪失及

び交通の途絶を想定し、外部からの支援がなくても、原子炉及び使用済燃料プー

ルの安全性を損なわないように対応が取れることを示している。 

申請者は、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないようにディーゼ

ル発電機、燃料油貯油槽及び燃料油貯蔵タンクを備えるとし、タンクローリによ

る燃料の運搬も含めて 7日間の連続運転が可能な設計方針としている。燃料貯蔵

タンクから燃料油貯油槽への燃料運搬については、降灰時の道路条件を想定して

も除灰作業によりアクセス性を確保するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物の間接的影響として外部電源喪失

及び交通の途絶を想定し、ディーゼル発電機、燃料油貯油槽及び燃料油貯蔵タン

クを備え、7 日間の連続運転を可能とするために、燃料の運搬のためのアクセス

ルートの除灰作業を行う運用とするとしており、この方針が火山ガイドを踏まえ

たものであることを確認した。 

 
 

Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航

空機落下による火災及び有毒ガス）に対する設計方針 

第６条第１項から及び第３２項は、敷地及び敷地周辺で想定される自然現象及び

人為事象（故意によるものは除く。）による火災等（以下「外部火災」という。）が

発生した場合においても、その影響によって、安全施設の安全機能が損なわれない

ように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．外部火災に対して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．考慮すべき外部火災 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

（３）発電所敷地内における航空機落下等による火災 

（４）ばい煙及び有毒ガス 
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各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．設計上対処すべき外部火災防護施設を抽出するための方針 

外部火災に対して、安全施設の安全機能が損なわれないような設計方針を策定

するに当たり、外部火災の影響を受け得る施設を抽出する必要がある。 

申請者は、安全施設が外部火災の影響を受けた場合において、原子炉施設の安

全性を確保するため、安全重要度分類指針に基づき、設計上対処すべき施設（以

下「外部火災防護施設」という。）として、クラス１、クラス２及びクラス３に

属する構築物、系統及び機器を抽出する方針としている。このうち、建屋に内包

される構築物、系統及び機器については、建屋を外部火災防護施設として抽出す

る方針設計上対処すべき施設（以下「外部火災防護施設」という。）としている。

また、外部火災の二次的影響に対して、外気を取り入れるクラス１、クラス２及

びクラス３に属する構築物、系統及び機器を外部火災防護施設として抽出する方

針としている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災防護施設の抽出方針について、外部火災

によって安全機能が損なわれるおそれがある構築物、系統及び機器を、火炎及び

線強度及び火炎輻射熱の影響強度による影響並びにばい煙等の二次的影響の特

徴を考慮した上で、安全重要度分類指針に従って抽出するものとしていることを

確認した。 

 

２．考慮すべき外部火災 

外部火災に対して、安全施設の安全機能が損なわれないような設計方針を策定

するに当たり、外部火災ガイドは、種々の火災とその二次的影響について、考慮

すべきものを示している。 

申請者は、外部火災として、森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及び航空

機落下による火災（発電所敷地内に存在する危険物タンク火災を含む。）を選定

し、二次的影響としてばい煙及び有毒ガスによる影響を選定している。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたも

のであることを確認した。 

 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

森林火災に対する防護設計を行うために、安全施設の安全機能が損なわれな

いように、外部火災ガイドは、発電所周辺で発生し得る森林火災の設定方法、
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森林火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり森林火災を設定し、その延焼を防ぐための手段とし

て防火帯を設けるとした上で、防火帯の幅、危険距離（火災の延焼防止に必要

な距離）及び火炎が防火帯外縁に到達するまでの時間を評価し、設計方針を策

定している。 

① 発生を想定する森林火災による影響評価 

森林火災による影響を評価するに当たり、外部火災ガイドは、発生を想

定する森林火災の設定方法、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度の算出

方法を示すとともに、延焼速度を基に発火点から発電所までの到達時間を、

火線強度を基に防火帯幅を、火炎輻射強度を基に危険距離を算出する方法

を示している。 

a. 発生を想定する森林火災の設定 

申請者は、発生を想定する森林火災の設定として、本発電所周辺の

可燃物の量（植生）、気象条件、発火点等の森林火災の発生に関連する

条件について、以下のように設定している。 

ア．可燃物の量（植生）の設定 

申請者は、鹿児島県から入手した森林簿、現地調査等により得

られた樹種、林齢に基づき、可燃物となる植生を設定している。 

規制委員会は、この設定については、現地状況を踏まえたもの

であることを確認した。 

イ．気象条件の設定 

申請者は、鹿児島県における森林火災発生頻度が年間を通じて

比較的高い月の過去 10年間の気象データの中から、最小湿度、最

高気温及び最大風速をそれぞれ抽出し、それらの組み合わせを気

象条件として設定している。また、風向については、最大風速時

における風向と卓越風向の 2 つを設定し、これらを基に評価に必

要なパラメータを算出した上で、パラメータごとに、より厳しい

値を採用している。 

規制委員会は、この設定については、本発電所周辺の特徴が考

慮されていることを確認した。 

ウ．発火点の設定 

申請者は、発火点の設定について、最大風速時の風向が東であ

ることを踏まえ、発電所東側で最も近い道路沿いの駐車場を設定

するとともに、卓越風向が北北東であることを踏まえ、北東の森

林も設定している。2 つの発火点を基に評価に必要なパラメータ

を算出し、パラメータごとに、より厳しい値を採用している。ま
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た、いずれの発火点も、発電所からの直線距離が 10km までの範囲

内であり、発火源として人為的行為を想定している。なお、発電

所東側の発火点については、周辺に森林が多いことから、より遠

い場所を発火点とした場合の森林火災も評価し、道路沿いの駐車

場の方がより厳しくなることを確認している。 

規制委員会は、この設定については、本発電所周辺の特徴が考

慮されており、保守的なものであることを確認した。 

エ．土地の利用状況及び地形の設定 

申請者は、土地の利用状況について、国土交通省により提供さ

れている国土数値情報の 100m メッシュのデータを用い、地形デー

タについては国土地理院により提供されている基盤地図情報の

10m メッシュの標高データを用いている。 

規制委員会は、この設定については、高い空間解像度を有する

データが採用されており、現地状況を踏まえたものであることを

確認した。 

オ．発火時刻の設定 

申請者は、森林火災の発火時刻について、日照時間に応じた感

度解析を行い、火線強度が最大となる時刻を採用している。 

規制委員会は、この設定については、火線強度を最大にするも

のであり、保守的なものであることを確認した。 

b. 森林火災による影響評価 

申請者は、以上の設定を基に、森林火災シミュレーション解析コー

ド（FARSITE)を用いて、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度を算出

した上で、延焼速度を基に発火点から防火帯までの到達時間を、火線

強度を基に防火帯幅を算出している。具体的には、延焼速度を 0.03m/s

とし、これを基に、発火点から防火帯までの火災の到達時間を約 5時

間としている。防火帯の外縁での最大火線強度を 366kW/m とし、これ

に必要な防火帯幅を 16m としている。また、最大の火炎輻射強度を

426kW/m2としている。 

規制委員会は、申請者による森林火災の影響評価が、外部火災ガイ

ドを踏まえたものであり、受熱側の輻射強度が保守的に評価されるよ

う森林火災をモデル化するとともに、延焼速度、火線強度及び火炎輻

射強度を評価し、防火帯幅を導出していることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災の設定及び森林火災による影響評

価が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、必要なパラメータが適切に
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設定及び算出されていることを確認した。 

 

② 森林火災に対する設計方針 

発生を想定する森林火災の設定等に関して、外部火災ガイドは、発火点

から発電所敷地境界までの到達時間の算出及び防火帯幅の設定の考え方

を示している。 

申請者は、発火点から防火帯までの到達時間が約 5時間と算出されたこ

とから、発電所に常駐する自衛消防隊により、万が一の飛び火等による火

炎の延焼を防止することが可能であるとしている。 

必要な防火帯幅が 16m と算出されたことから、森林伐採により 20m の防

火帯幅を確保するとしている。また、森林火災による熱影響（最大の火炎

輻射強度）が 426kW/m2と算出されたことから、設計方針の策定に用いる火

炎輻射強度を 500 kW/m2とし、これに対する危険距離を算出した上で、危

険距離に応じた離隔距離を確保するとしている。 

これらの消火活動、防火帯幅及び離隔距離の設定を前提として、森林火

災に対する設計方針を、以下のように策定するとしている。 

クラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器を内包

する建屋について、防火帯外縁における森林火災から最も近い建屋の外壁

温度が許容値を下回るように設計するとしている。クラス１及びクラス２

に属する屋外の構築物、系統及び機器については、森林火災に伴う温度上

昇により安全機能が損なわれないように設計するとしている。また、クラ

ス３に属する屋外の構築物、系統及び機器については、防火帯の内側への

設置、代替設備の確保又は火災防護計画に基づく消火活動により防護する

方針としている。 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計が、外部火災ガイド

を踏まえたものであり、必要な防火帯幅及び外部火災防護施設との離隔距

離を確保するとしていること、代替設備の確保及び火災防護計画に基づく

消火活動によりクラス３に属する屋外の構築物等を防護する方針として

いることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計が、森林火災による影響

に対して必要な防火帯幅等を確保する方針としていることを確認した。 

 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

近隣の産業施設の火災・爆発に対して、安全施設の安全機能が損なわれない

ように、発電所敷地外の石油コンビナート等を抽出した上で、設計方針を策定
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する必要がある。外部火災ガイドは、それらに火災・爆発が発生した場合の影

響（飛来物を含む。）について評価する方法を示している。 

申請者は、以下のように近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価した

上で、離隔距離（火災・爆発の発生が想定される地点から外部火災防護施設ま

での距離）が危険距離（火災の延焼防止に必要な距離）及び危険限界距離（爆

発の爆風圧が 0.01MPa 以下になる距離）以上となるように、設計方針を策定し

ている。 

① 近隣の産業施設の火災・爆発の発生の想定 

近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価するためには、発電所に

影響を及ぼすような火災・爆発を発生し得る近隣の産業施設を抽出する必

要がある。外部火災ガイドは、具体的な火災・爆発の設定方法、危険距離

及び危険限界距離の算出方法を示している。 

申請者は、発電所敷地外の半径 10km 以内に存在する石油コンビナート

及び危険物貯蔵所等を抽出した上で、危険物等の流出による火災やガス爆

発を想定し、危険距離及び危険限界距離を算出している。 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設の火災・爆発の発生の想定

が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、地図等を用いて近隣の産業施

設が抽出された上で、その施設における危険物等の火災やガス爆発の発生

を想定し、近隣の産業施設の火災・爆発による危険距離及び危険限界距離

が算出されていることを確認した。 

② 想定される近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計方針 

発生を想定する近隣の産業施設の火災・爆発に対して防護設計を行うた

めに、設計方針を策定する必要がある。外部火災ガイドは、危険距離及び

危険限界距離に対して、必要な離隔距離（近隣の産業施設と原子炉施設の

間の距離）を確保することを示している。 

申請者は、近隣の産業施設において想定される火災・爆発に対して算出

された危険距離及び危険限界距離を上回る離隔距離が確保されるとして

いる。また、近隣の産業施設の爆発に伴い発生が想定される飛来物につい

ては、過去の実績を踏まえた算出方法によって求められた最大の飛距離を

上回る離隔距離が確保されるとしている。 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計

が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、算出された危険距離及び危険

限界距離等に対して、必要な離隔距離を確保する方針としていることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設の火災・爆発に対する設計が、
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外部火災ガイドを踏まえたものであり、当該火災・爆発による影響に対して必

要な離隔距離を確保する方針としていることを確認した。 

 

（３）発電所敷地内における航空機落下等による火災 

航空機落下等による火災に対して防護設計を行うために、安全施設の安全機

能が損なわれないように、外部火災ガイドは、発電所敷地内における航空機落

下の想定の方法、この火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のように、発電所敷地内における航空機落下等による火災を

設定した上で、設計方針を策定している。その際、航空機落下による火災と発

電所敷地内の危険物タンクによる火災の重畳を考慮している。 

① 発生を想定する発電所敷地内における航空機落下等による火災の設定

等 

航空機落下による影響を評価するに当たり、外部火災ガイドは、落下を

想定する航空機の条件及び落下地点の設定方法、輻射強度の算定方法を示

している。 

申請者は、以下のように、発電所敷地内への航空機落下による火災だけ

でなく、これに伴う危険物タンクによる火災についても想定し、航空機落

下による火災とそれに伴う危険物タンクによる火災も考慮し、輻射強度を

算出している。 

a. 航空機による火災の設定 

申請者は、航空機落下事故の発生状況や機種による飛行形態の違い

に関する最新の知見を基に、航空機を種類別に分類し、その種類ごと

に燃料積載量が最大の航空機を選定している。その航空機ごとの落下

確率に関する知見を基に、敷地内において航空機落下確率が 10-7 回/

炉･年以上となる区域を、選定された航空機ごとに特定し、その中で安

全施設から最も近い場所に航空機が落下し、搭載された全燃料が発火

した場合の火災を想定している。なお、落下実績がない航空機につい

ては、保守的に落下実績を 0.5 件としている。その上で、選定された

航空機ごとの燃料積載量と落下地点から安全施設までの距離を基に、

輻射強度が最大となる航空機の種類を特定し、その落下による火災を

設計方針の策定のために設定している。 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災の設定が、外部

火災ガイドを踏まえたものであり、航空機落下確率が 10-7回/炉・年以

上となる範囲が設定されていること、搭載された全燃料が燃焼した場

合を想定していること、その上で輻射強度が最大となる航空機の種類

と落下地点を仮定することにより、航空機落下による火災が保守的に
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設定されていることを確認した。 

b. 発電所敷地内の危険物タンクによる火災の設定 

申請者は、発電所敷地内に存在する危険物タンクのうち、燃料保有

量及び燃焼面積が最大のタンク又は各外部火災防護施設の最も近くに

設置されたタンクを選定し、タンク内の燃料量と原子炉建屋からの距

離から、輻射強度が最大となる火災を想定している。 

規制委員会は、申請者による発電所敷地内の危険物タンクによる火

災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、発電所敷地内に

存在する危険物タンクが特定され、タンク内の全燃料が燃焼した場合

を想定し、タンクと各外部火災防護安全施設との距離を考慮して、輻

射強度が最大となるタンクが選定され、そのタンクにおける火災が設

定されていることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下等の火災の設定について、外部

火災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

② 航空機落下等による火災に対する設計方針 

発生を想定する発電所敷地内における航空機落下等による火災の設定

等に基づき、外部火災防護施設に対する設計方針を策定する必要がある。 

申請者は、航空機落下による火災及び敷地内の危険物タンクによる火災

を想定した場合について、それぞれについて算出した輻射強度に対し、ク

ラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器を内包する

建屋の外壁温度が、許容値を下回るように設計するとしている。 

さらに、航空機落下による火災と敷地内の危険物タンクによる火災の重

畳について、同様に建屋の外壁温度を評価し、必要に応じて危険物タンク

と建屋との間に障壁を設けることにより、外壁温度を許容値以下とすると

している。 

また、クラス１及びクラス２に属する屋外の構築物、系統及び機器につ

いては、航空機落下等による火災に伴う温度上昇により安全機能が損なわ

れないこととしている。クラス３に属する屋外の構築物、系統及び機器に

ついては、代替設備の確保又は消火活動により防護する方針としている。 

規制委員会は、申請者による航空機落下等による火災に対する設計が、

外部火災ガイドを踏まえたものであり、航空機火災の設定において敷地内

の危険物タンク火災との重畳を考慮し、厳しい火災に対する輻射強度が算

出されていること、算出された輻射強度に対して、必要に応じて障壁を設

置することにより建屋の外壁温度を許容値以下とする方針としているこ
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とを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下等の火災に対する設計が、外部火災

ガイドを踏まえたものであり、当該火災が保守的に評価された上で策定されて

いることを確認した。 

 

（４）ばい煙及び有毒ガス 

外部火災による二次的影響に対して、安全施設の安全機能が損なわれないよ

うに、発生を想定する二次的影響を適切に考慮した上で、その二次的影響に対

する設計方針について策定する必要がある。外部火災ガイドは、考慮すべき二

次的影響として、ばい煙、有毒ガス等を示している。 

申請者は、発生を想定する二次的影響として、火災に伴い発生するばい煙及

び有毒ガスによる影響を抽出している。その上で、それぞれの影響に対して、

安全機能が損なわれるおそれがある構築物、系統及び機器として、外気を取り

込むクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器を抽出し

た上で、設計方針を策定している。 

これらの設備については、フィルタ等によりばい煙を捕獲又はその侵入を低

減させることにより、安全機能を損なわないように設計するとしている。また、

これらの設備のうち、居住性の確保が必要な場所については、外気取入れダン

パを閉止し、換気空調系の閉回路循環運転を行うこととしている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の二次的影響に対する設計が、外部火

災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他自然現象によって、安

全施設の安全機能が損なわれない設計とする必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）のうち、「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対

する設計方針」、「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」及び「Ⅲ－４．

２．３ 外部火災（森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空機落下による火

災及び有毒ガス）に対する設計方針」に記載したもの以外のその他自然現象（9事

象）については、以下のとおり、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計する

としている。 

１．風（台風）に対しては、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し機
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械的強度を有する設計とする。 

２．降水に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された日最大１時間降水

量を上回る処理能力を持つ構内排水設備を設置して海域に排水する設計と

する。 

３．落雷に対しては、建屋等に避雷設備を設置するなどの設計とする。 

４．生物学的事象に対しては、クラゲ等の発生を考慮して原子炉補機冷却海水設

備に除塵設備を設ける設計とする。また、除塵装置を通過する貝等の海生生

物に対して、海水ストレーナやスポンジボール洗浄装置により原子炉補機冷

却水冷却器や復水器等への影響を防止する設計とする。小動物の侵入に対し

て屋外設置の端子箱貫通部等にシールをする設計とする。 

５．凍結に対しては、本発電所近隣の気象台で観測された最低気温を考慮し、屋

外機器で凍結のおそれがあるものは保温等の凍結防止対策を行う設計とす

る。 

６．積雪に対しては、建築基準法に基づき積雪荷重を設定し、これに対し機械的

強度を有する設計とする。 

７．高潮に対しては、本発電所近隣の験潮場での過去最高潮位以上の敷地高さに

安全施設を設置し、高潮により影響を受けることのない設計とする。 

８．洪水に対しては、本発電所の敷地付近には川内川があるが、本発電所敷地は

丘陵地帯であるため、洪水による被害を受けないことから、設計上考慮する

必要はない。 

９．地滑りに対しては、本発電所敷地内に地滑りの素因となるような地滑り地形

の存在は認められず、地滑りが発生しないことから、設計上考慮する必要は

ない。 

 

規制委員会は、申請者の設計について、以下のとおり、安全施設の安全機能が損

なわれない方針としていることを確認した。 

１．風（台風）に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影

響として考えられる最大の風速を考慮して風荷重を設定し、これに対して機

械的強度を有する方針としていること。なお、風（台風）に対する防護対策

は、「Ⅲ－４．２．１ 竜巻による対する設計方針」に包絡される。 

２．降水に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最大の降水量を考慮して構内排水設備を設計するとしている

こと。なお、降水に対する防護対策は、「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止（第

９条関係）」に包絡される。 

３．落雷に対しては、避雷設備、接地網等を有する方針としていること。 

４．生物学的事象に対しては、個々の生物学的事象に対してそれぞれ防護措置を
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とる方針としていること。 

５．凍結に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最低気温を考慮して凍結防止対策を行う方針としていること。 

６．積雪に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最大の積雪量を考慮して積雪荷重を設定し、これに対して機械

的強度を有する方針としていること。なお、積雪に対する防護対策は、地震

及び火山の影響による設計荷重の評価に包絡される（地震に対しては「Ⅲ－

１ 地震による損傷の防止（第４条関係）」、火山の影響に対しては「Ⅲ－

４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」）。 

７．高潮に対しては、信頼性のある過去の記録を調査し、高潮の影響を受けない

よう安全施設への影響として考えられる最大の潮位を考慮して安全施設を

設置する方針としていること。なお、高潮に対する防護対策は、「Ⅲ－３ 津

波による損傷の防止（第５条関係）」に包絡される。 

８．洪水に対しては、川内川と本発電所周辺の地形状況から、洪水による被害を

受けないとして設計上考慮する必要はないとしていることは合理性がある

こと。 

９．地滑りに対しては、本発電所の敷地の地形状況から、地滑りが発生しないと

して設計上考慮する必要はないとしていることは合理性があること。 

 

 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他人為事象によって、安

全施設の安全機能が損なわれない設計とする必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る人為事象（7事象）のうち、「Ⅲ－４．２．３ 外部火災（森

林火災、近隣の産業施設の火災・爆発、航空機落下による火災及び有毒ガス）に対

する設計方針」に記載したもの以外のその他人為事象（4事象）については、以下

のとおり、安全施設の安全機能が損なわれない設計としている。 

１．船舶の衝突については、航路を本発電所敷地から離していることなどから、

船舶が取水口に進入する可能性は極めて低く、仮に船舶が漂流した場合でも、

閉塞しないよう開口部を十分広くした設計とする。また、重油流出事故が発

生した場合はオイルフェンスを設置する設計とする。 

２．電磁的障害については、原子炉保護系計器ラック及びケーブルに対し、電磁

波の侵入防止対策を行う設計とする。 

３．飛来物（航空機落下等）については、「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率の評価について（平成14･07･29原院第4号）」等に基づき、航空機落下
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確率を評価した結果、１号炉は約4.7×10-8回/炉･年、２号炉は約4.8×10-8

回/炉･年であり、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対して、本発電

所1号炉及び2号炉ともに防護設計の要否判断の基準である10-7回/炉･年を超

えないため、航空機落下による防護については、設計上考慮する必要はない。 

４．ダムの崩壊については、崩壊により本発電所に影響を及ぼすようなダムはな

いことから、設計上考慮する必要はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計について、以下のとおり、安全施設の安全機能が損

なわれない方針としていることを確認した。 

１．船舶の衝突に対しては、本発電所周辺の航路や船舶漂流等の可能性も踏まえ

たものとしていること。 

２．電磁的障害に対しては、計測制御回路を構成する機器に電磁波侵入防止対策

を講じるとしていること。 

３．飛来物（航空機落下等）に対しては、最新の航路、飛行実績等の情報を踏ま

えて航空機落下確率を評価し、防護設計の要否判断の基準である10-7回/炉･

年を超えていないことから、設計上考慮する必要はないとしていることは合

理性があること。 

４．ダムの崩壊に対しては、本発電所周辺にダムはないことから、設計上考慮す

る必要はないとしていることは合理性があること。 

 

 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

安全施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき自然現象の組合せを検討する必

要がある。なお、安全施設の安全機能が損なわれないことを広く確認する観点から、

地震と津波についても、組み合わせる自然現象の対象に含める必要がある。 

その上で、その組合せによる影響（地震と津波に係る影響は「Ⅲ－１ 地震によ

る損傷の防止（第４条関係）」及び「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」

において検討していない影響）により、安全施設の安全機能が損なわれないように

設計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る自然現象（12 事象）のうち、「Ⅲ－４．２．４ その他自

然現象に対する設計方針」で本発電所の敷地では発生しないと評価した洪水及び地

滑りを除くとともに、「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」において

評価した高潮を除いた 9 事象に、地震及び津波を加えた 11 事象について、組合せ

を検討している。その際、各自然現象によって関連して発生する可能性がある自然

現象も考慮し、自然現象の組合せについて網羅的に検討している。 
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この組合せが原子炉施設に与える影響について、①個々の自然現象（関連して発

生する可能性がある自然現象も含む）の設計に包絡されている、②原子炉施設に与

える影響が自然現象を組み合わせることにより、個々の自然現象がそれに与える影

響よりも小さくなる、③同時に発生するとは考えられない、という 3つの観点から

検討している。 

その結果、上記の①から③のいずれかに該当する自然現象の組合せについては、

安全施設の安全機能が損なわれないことを確認したとしている。また、①から③の

いずれにも該当しない設計上考慮すべき自然現象の組合せとして、火山の影響、風

（台風）及び積雪が抽出され、その組合せに対して安全施設の安全機能が損なわれ

ない設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者による自然現象の組合せが、安全施設に与える影響を考慮

して抽出されていること、また、抽出されたもの以外の自然現象の組合せによる安

全施設に与える影響に対しては、安全機能が損なわれないとしていることを確認し

た。 

なお、設計上考慮すべき自然現象の組合せ（火山の影響、風（台風）及び積雪）

に対する設計方針については、「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」

において記載している。 

 

 

Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対

する重要安全施設への考慮 

重要安全施設の設計に当たっては、これに大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象（必要に応じて異種の自然現象を重畳させる）により作用する力

（衝撃）に設計基準事故時の荷重（応力）を適切に考慮する必要があり、それぞれ

因果関係や時間的変化を踏まえて、適切に組み合わせる必要がある。 

申請者は、重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した自然現象に含まれるとし

ている。また、これらの自然現象又は「Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せとそれに対

する設計方針」で抽出した自然現象の組合せにより、重要安全施設を含む安全施設

の安全機能が損なわれない設計としていることから、これらの自然現象により設計

基準事故は発生しないため、当該自然現象と設計基準事故を組み合わせる必要はな

いとしている。また、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然

現象により重要安全施設に作用する衝撃と設計基準事故時に生じる応力を適切に

考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、当該自然現象によって設計基準事故が発生しな
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いように設計するとしていること、また、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生す

ると考えられる自然現象により、重要安全施設に作用する力と設計基準事故時の荷

重を適切に組み合わせる方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

第７条は、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、爆発性又は易燃性を有する物

件等が不正に持ち込まれること及び不正アクセス行為のそれぞれを防止するため

の設備を設けることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．原子炉施設への人の不法な侵入を防止するため、安全機能を有する構築物、

系統及び機器を含む区域を設定し、その区域を人の侵入を防止できる障壁等

により防護し、人の接近管理及び出入管理が行える設計とする。 

２．原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件等の持ち込み（郵便物等

による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するため、

持込み検査が可能な設計とする。 

３．原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に

係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバーテ

ロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部から

のアクセスを遮断する設計とする。 

４．これらは、核物質防護対策の一環として実施する。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、核物質防護対策として上記の対策１．から３．

を講じるとしていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと

判断した。 

 

 

Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 

第８条は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火災の発

生を防止すること、かつ、早期に火災を感知消火すること並びに火災の影響を軽減

することができるように設計することを要求している。また、消火設備の破損、誤

作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させるための

機能を損なわないように消火設備を設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．火災区域又は火災区画の設定 

２．火災防護計画を策定するための方針 
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３．火災の発生防止に係る設計方針 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 

６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、火災防護基準に則り、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．火災区域又は火災区画の設定 

火災防護基準は、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減

のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じるために、火災区域又は火災区画を設

定することを要求している。 

申請者は、原子炉を安全に停止する（本節において、「原子炉を安全に停止す

る」とは、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、これを維持することをいう。）

ために必要な安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又

は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器（以下「安全機能を有する機器等」

という。）を、火災から防護する対象として抽出する方針としている。安全機能

を有する機器等を設置する区域であって、耐火壁によって他の区域と分離されて

いる区域を火災区域として、また、火災区域を耐火壁等によりさらに細分化した

ものを火災区画として設定している。 

なお、設計基準対象施設のうち、安全機能を有する機器等以外の構築物、系統

及び機器については、それぞれについて火災防護対策を行うとしている。 

規制委員会は、申請者が、安全機能を有する機器等を設置する場所を、火災区

域又は火災区画として設定する方針としていることを確認した。 

 

２．火災防護計画を策定するための方針 

火災防護基準は、火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び体制等

を定める火災防護計画を策定することを要求している。 

申請者は、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を定めるとして

いる。 

規制委員会は、申請者が、以下の内容を含む火災防護計画を策定する方針とし

ており、火災防護基準の規定に則っていることを確認した。 

（１）原子炉施設全体を対象とする計画であること。 
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（２）火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、防護するための機器、

組織体制を定めること。 

（３）安全機能を有する機器等を火災から防護するため、火災の発生防止、火災

の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれの目的を達成するため

の火災防護対策についても同計画に定めること。 

 

３．火災の発生防止に係る設計方針 

火災防護基準は、発電用原子炉施設に対して、火災の発生を防止するための対

策を講じること、安全機能を有する機器等に対して、不燃性材料又は難燃性材料、

難燃ケーブルを使用すること、発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器に対

して、自然現象によって火災が発生しないように対策を講じることを要求してい

る。 

（１）原子炉施設における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 火災区域に、発火性又は引火性物質を内包する設備を設置する場合、発

火性又は引火性物質の漏えいやその拡大の防止、配置上の考慮、換気、

防爆、貯蔵を考慮した設計とする。 

② 可燃性の蒸気が滞留するおそれがある火災区域においては、換気により

可燃性の蒸気を滞留させない。 

③ 火災区域には、可燃性の微粉を発生する設備を設置しない。 

④ 水素が発生するおそれがある火災区域においては、水素の換気及び漏え

い検知等の対策を図る。 

⑤ 火災区域には、放射線分解等により水素を発生する設備を設置しない。 

⑥ 原子炉施設には、火花を発生する設備等発火源となる設備を設置しない。 

⑦ 原子炉施設には、電気系統の過電流による加熱、焼損の防止等の対策を

図る。 

規制委員会は、申請者による原子炉施設における火災の発生防止に係る設計

が、火災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

（２）安全機能を有する機器等における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 機器等の支持構造物のうち、主要な構造材には不燃性材料を使用する。 

② 変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していないものを

使用する。 

③ 難燃ケーブルは、実証試験により自己消火性及び延焼性を確認したケー

ブルを使用する。 
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④ 換気設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き不燃性材料又は難燃

性材料を使用する。 

⑤ 保温材は、金属等の不燃性のものを使用する。 

⑥ 建屋内装材は、不燃性材料を使用する。 

規制委員会は、申請者による安全機能を有する機器等における火災の発生防

止に係る設計が、火災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

ただし、難燃ケーブルとすべき核計装用ケーブルは、それ単体では延焼を確

実に防止できないものの、チャンネルごとに専用電線管に収納し、電線管外部

からの酸素の供給防止のため、両端を難燃性の耐熱シール材で処置する設計と

することにより、十分な保安水準が確保されることを確認した。 

（３）自然現象による原子炉施設内の構築物、系統及び機器における火災の

発生防止 

申請者は、安全機能を有する機器等を十分な支持性能をもつ地盤に設置し、

自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること、設計に当たっ

ては、設置許可基準規則解釈に従って設計すること、原子炉施設内の構築物、

系統及び機器について、落雷による火災の発生防止対策として建屋等に避雷設

備を設置するとしている。 

規制委員会は、申請者の設計が、自然現象により原子炉施設内の構築物、系

統及び機器における火災の発生を防止する方針としており、火災防護基準の規

定に則っていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の発生防止に係る設計が、火

災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災防護基準は、火災感知設備及び消火設備について、早期の火災感知及び消

火を行える設計とすることを要求している。また、これらの火災感知設備及び消

火設備は、地震等の自然現象に対して機能及び性能を維持すること、消火設備の

破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても、安全機能を有する機器等の安

全機能が損なわれないよう消火設備を設計とすることを要求している。 

（１）火災感知設備 

申請者は、火災感知設備について、以下の設計方針としている。 

① 各火災区域における環境条件や想定される火災の性質を考慮して設置

する。 
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② 早期に火災を感知するため、煙感知器と熱感知器等異なる種類の感知器

を組み合わせて設置するとともに、火災の発生場所を特定することがで

きるものとする。 

③ 感知器の誤作動を防止するため、平常時の状況の温度や煙の濃度を監視

し、急激な温度上昇や煙の濃度上昇を把握することができる「アナログ

式の火災感知器」を使用する。 

④ 外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう内蔵型蓄電池

を設置する。 

⑤ 火災感知設備の情報が中央制御室で監視できる。 

規制委員会は、申請者による火災感知設備の設計が、火災防護基準の規定に

則った方針としていることを確認した。 

ただし、一部については火災防護基準が求める「アナログ式の火災感知器」

を設置するとしないものの、以下の対応により、十分な保安水準が確保される

ことを確認した。 

① 「アナログ式の火災感知器」は火花が出る可能性があるため、水素の漏

えいの可能性が否定できない火災区域又は火災区画には設置せず、代わ

りに防爆型の火災感知器を設置する。また、当該火災区域又は火災区画

は、機械空調により環境を維持し誤作動を防止する。 

② 「アナログ式の火災感知器」は、降水等による誤作動の可能性があり、

それを低減するため、屋外の火災区域又は火災区画には設置せず、代わ

りに密閉性を有する防爆型の火災感知器を設置する。 

使用済燃料ピット及び使用済樹脂貯蔵タンク室に火災感知器を設置しない

としていることについては、発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで

火災を発生させないとしていることを確認した。 

（２）消火設備 

申請者は、消火設備について、以下の設計方針としている。 

① 煙の充満等により消火活動が困難となる区域等における消火設備の設

計方針 

原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等を設置

する火災区域又は火災区画には、火災時の煙の充満及び放射線の影響によ

り消火活動が困難となる場合、中央制御室からの手動操作又は自動起動の

消火設備により消火することとする。ただし、火災が発生しても煙が大気

に放出され充満するおそれがない火災区域又は火災区画、又は、運転員が

常駐し高感度の火災感知器を設置することにより消火活動が可能である

火災区域又は火災区画においては、消火器等で消火する。 

また、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機
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器を設置する火災区域には、火災時の煙の充満及び放射線の影響により消

火活動が困難となる場合、中央制御室からの手動操作又は自動起動の消火

設備により消火することとする。ただし、可燃物がほとんどなく煙が充満

しにくい火災区域又は火災区画においては、消火器等で消火する。 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の確保 

ろ過水貯蔵タンク2基及び燃料取替用水タンク1基を水源とし、水道水系

とは共有しない。消火ポンプは、ディーゼル消火ポンプと電動消火ポンプ

を各々1台設置する。 

③ 消火設備の系統分離に応じた独立性の確保 

系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置する消

火設備は、動的機器である弁等の単一故障（単一の原因によって一つの機

械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含

む。）をいう。）を仮定しても、消火機能を喪失することがないようにする。 

④ 火災に対する二次的影響の考慮 

煙等による二次的な影響を受けないよう、消火対象となる火災区域又は

火災区画とは別のエリアに消火設備を構成するボンベ及び制御盤等を設

置する。 

⑤ 消火設備の電源確保 

消火設備は、外部電源喪失時においても消火が可能となるように、蓄電

池を有したものとする。 

⑥ その他 

①から⑤に加えて、以下の対策を講じる。 

a. 消火剤及び消火用水の確保 

b. 移動式消火設備の配備 

c. 中央制御室への故障警報を発するための吹鳴機能の確保 

d. 全ての火災区域又は火災区画の消火活動を可能とするための消火

栓の配置 

e. 固定式ガス消火設備の作動前における退出警報を発するための吹

鳴機能の確保 

f. 管理区域内での消火活動を行うことにより、管理区域内から放射性

物質を含むおそれがある排水の流出防止 

g. 消火活動を行うために必要となる照明の設置 

規制委員会は、申請者による消火設備の設計が、火災防護基準の規定に則っ

た方針としていることを確認した。 
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ただし、使用済樹脂貯蔵タンク室に消火設備を設置しないとしていることに

ついては、発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで火災を発生させな

いとしていることを確認した。 

（３）地震等の自然現象に対する火災感知設備及び消火設備の機能等の維持 

申請者は、消火設備及び火災感知設備について、凍結、風水害及び地震時に

おける地盤変位を以下のとおり考慮するとしている。 

① 外気温が 0℃まで低下した場合、凍結を防止するために、屋外の消火栓

及び消火配管のブロー弁を微開とする運用とする。また、屋外の火災感

知設備は－10℃の環境下でも使用可能なものとする。 

② 屋外における消火設備の制御盤には浸水防止対策を講じる。また、建屋

外の火災感知設備は、風水害によって流れ込む水などに対しても、早期

に取替を行うことにより当該機器の機能及び性能の維持ができる運用

とする。 

③ 火災感知設備及び消火設備を、安全機能を有する機器等の耐震クラスに

応じて火災区域及び火災区画に設置すること、基準地震動が発生した場

合においても当該機器の機能及び性能の維持ができるものとする。 

④ 地盤変位による影響を直接受けないように配管の建屋接続部に溶接継

手を採用する。消火配管を地上又はトレンチ内に設置する。消火配管接

続口を建屋の外部に設置する。 

規制委員会は、申請者の設計が、火災防護基準の規定に則った方針としてい

ることを確認した。 

（４）消火設備の破損、誤作動作又は誤操作による安全機能への影響 

申請者は、消火設備の放水による溢水に対して、安全機能を有する機器等の

安全機能が損なわれないよう設計するとしている。また、ガス消火設備として、

二酸化炭素及びハロンを用いることとしているが、二酸化炭素は不活性である

こと及びハロンは電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから消火設備の破損、

誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても、電気及び機械設備に影響を与

えないとしている。なお、溢水に対する防護設計については、「Ⅲ－７ 溢水

による損傷の防止等（第９条関係）」において記載する。 

規制委員会は、申請者の設計が、火災防護基準のに規定に則った方針として

いることを確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者による火災感知設備及び消火設備の設

計が、火災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 
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火災防護基準は、原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器

等について、発電用原子炉施設内のいかなる火災による影響を考慮しても、互い

に異なる系統を分離することにより、多重化された系統が同時に機能を喪失する

ことがないように設計することを要求している。また、火災によって運転時の異

常な過渡変化又は設計基準事故が発生した場合にも、原子炉を安全に停止できる

ように設計することを要求している。 

（１）原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等を設置

する火災区域の分離 

申請者は、原子炉を安全に停止するための安全機能を有する機器等を設置す

る火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁、貫通部シール、防火扉及び

防火ダンパで分離するとしている。 

規制委員会は、申請者が、火災耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等に

より互いに異なる系統を分離する設計としており、火災防護基準の規定に則っ

た方針としていることを確認した。 

（２）原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等の系統

分離 

申請者は、原子炉施設において火災が発生した場合に、その機能の喪失によ

り原子炉を安全に停止することを阻害するおそれがある機器（以下「火災防護

対象機器」という。）及び火災防護対象機器を駆動若しくは制御するケーブル

（以下「火災防護対象ケーブル」という。これらを総称して「火災防護対象機

器等」とする。）を防護するため、同機器等の相互の系統分離及びこれらに関

連する火災防護対象ケーブル以外のケーブルとの系統分離を行うとしている。

系統分離に当たっては、火災区画内及び隣接火災区画間の延焼を防止するため、

以下のいずれかに該当する設計とするとしている。 

① 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、3 時間以上の耐火能力を有

する耐火壁等により分離された火災区域又は火災区画に設置する｡ 

② 水平距離 6m以上の距離等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、互いの系統間の水平距離を

6m 以上とし、その間には仮置きするものを含め可燃性物質を置かないこと、

かつ、当該区域又は区画内に火災感知設備及び自動消火設備を設置する｡ 

③ 1 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、1 時間以上の耐火能力を有

する隔壁等により分離し、かつ、当該区域又は区画内に火災感知設備及び

自動消火設備を設置する｡ 
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規制委員会は、申請者による原子炉制御室及び原子炉格納容器内の区画以外

に係る火災の影響軽減に係る設計が、火災防護基準に規定に則っており、火災

耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等により互いに異なる系統を分離し

た上で、原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する機器等の系統

分離を図ることにより、当該火災区域又は火災区画において火災が発生した場

合においても原子炉を安全に停止することができるとしていることを確認し

た。 

ただし、原子炉制御室及び原子炉格納容器内の区画に係る影響軽減に係る設

計方針については、（３）及び（４）で記載している。 

（３）原子炉制御室における火災の影響軽減対策 

申請者は、中央制御室制御盤内で発生が想定される火災に対して、運転員の

操作性及び視認性向上を目的として機器等を近接して設置することから、上記

（２）の系統分離対策を講じることができないものの、以下のとおり対策を講

じるとしている。 

① 制御盤内における操作スイッチ及びケーブルにおいて火災が発生した

場合であっても、近接する他の構成部品に影響がないことを実証試験に

より確認すること。 

② ケーブルは、当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず、また、周囲へ

の火災を与えない金属外装ケーブル、テフロン電線及び難燃ケーブルを

使用すること。 

③ 中央制御室に設置する異なる種類の火災感知器とは別に、直ちに煙を検

知できる火災感知器を制御盤内に設置すること。 

④ 常駐する運転員により早期の消火活動が実施できるよう手順を定めて

訓練を実施すること。 

⑤ 火災の発生箇所の特定ができるようサーモグラフィカメラ等を配備す

ること。 

⑥ 制御盤の一つの区画内で火災が発生し安全機能が全て喪失した場合で

あっても、他の区画の制御盤による運転操作、現場の遮断器等の操作に

より原子炉を停止することができること。 

規制委員会は、申請者による原子炉制御室における火災の影響軽減対策が、

火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、複数の運転員が常駐

していることを踏まえ、上記①から⑥の対策を講じることにより、火災の発生

防止対策、火災による他系統への延焼を防止する上で必要な火災感知及び消火

の対策を講じること、制御盤の一つの区画内で火災が発生し当該区画における

安全機能が全て喪失した場合であっても、原子炉を安全に停止することができ

るとしていることにより、十分な保安水準が確保されることを確認した。 
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（４）原子炉格納容器内における火災の影響軽減対策 

申請者は、原子炉格納容器内で発生が想定される火災に対して、ケーブルト

レイが原子炉格納容器内で近接して設置されていること並びに1時間耐火性能

を有している隔壁等は事故が発生した場合にデブリ発生の要因となり再循環

サンプの閉塞をもたらす可能性があることから、上記（２）の系統分離対策を

講じないものの、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① ケーブルトレイには、火災の延焼や火災からの影響を抑制するため蓋を

設置すること。 

② 電気盤の筐体、油内包機器のケーシング等により、原子炉格納容器内に

おける火災の影響を限定すること。 

③ 火災源となり得る油を内包したポンプは、油が漏れた場合でも拡大しな

いように設計すること。 

④ 防爆型の煙火災感知器及び防爆型の熱火災感知器を設置すること。 

⑤ 原子炉格納容器内で火災が発生した場合の消火要員の進入の可否の判

断を含めた消火手順を定め、消火要員が進入可能な場合は要員による早

期の消火活動を行う運用とすること。 

⑥ 消火要員が進入困難な場合は、中央制御室で手動操作可能な原子炉格納

容器スプレイ設備を用いた消火を行うこと。 

⑦ 格納容器内で火災が発生し動的機器の安全機能を全て喪失した場合で

あっても、原子炉格納容器外に設置される補助給水設備と主蒸気系統設

備により原子炉の高温停止を維持し、火災鎮火後、原子炉格納容器内の

電動弁を手動操作し余熱除去設備を起動することで、原子炉の低温停止

を達成することができること。 

規制委員会は、申請者による原子炉格納容器における火災の影響軽減対策が、

火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、原子炉格納容器内に

は可燃物の持ち込みが制限されることを踏まえ、申請者が上記①から⑦の対策

を講じることにより、原子炉格納容器内において発火源として想定される機器

に火災が発生した場合においても火災の影響を限定し、火災による他系統への

延焼や火災からの影響を防止する上で必要な火災感知及び消火の対策を講じ

ることにより、火災防護対象機器等の機能が損なわれないとしていること、原

子炉格納容器内で火災が発生し動的機器の安全機能を全て喪失した場合であ

っても、原子炉を安全に停止することができるとしていることにより、十分な

保安水準が確保されることを確認した。 

（５）その他の影響軽減に対する設計上の考慮 

申請者は、放射性物質の貯蔵機能を有する構築物、系統及び機器が設置され

る火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁等によって他の火災区域から
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分離すること、他の火災区域又は火災区画へ火炎、熱、煙が悪影響を及ぼさな

いよう換気空調設備には防火ダンパを設置する設計とすること、中央制御室の

火災発生時の煙を排気するために建築基準法に準拠した容量の排煙設備を配

備すること、油タンクは換気空調設備による排気等により屋外へ排気すること

を踏まえた設計としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、火災防護基準の規定に則った方針としてい

ることを確認した。 

（６）火災影響評価 

申請者は、火災により運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故が発生した

としても事故等を収束できるよう設計するとしている。 

規制委員会は、申請者が、火災による影響を考慮しても、発電用軽水型原子

炉施設の安全評価に関する審査指針（以下「安全評価指針」という。）に基づ

き、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するための機器の単一故

障を想定して多重性をもったそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく異

常状態を収束できる設計とする方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の影響軽減に係る設計が、火

災防護基準の規定に則った方針としていることを確認した。 

 

６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

火災防護基準は、１．から５．までの項目に加え、安全機能を有する機器等そ

れぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じた設計とすることを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）配線処理室には、2 箇所の入口を設置する設計とする。また、中央制御室

から配線処理室までのケーブルトレイ間は、運転員が消火活動を行うこと

を考慮しスペースを確保した設計とする。 

（２）安全補機開閉器室は、電源供給のみに使用する設計とする。 

（３）蓄電池室には、蓄電池のみを設置し直流開閉装置やインバータは設置しな

い設計、換気設備は水素ガスの排気に必要な換気量以上となるように設計、

換気設備が停止した場合には、中央制御室に警報を発する機能を有する設

計とする。 

（４）ポンプ室には、煙を排気できる可搬型の排風機を設置できる設計とする。 

（５）中央制御室を含む火災区域の換気空調設備には、防火ダンパを設置する設

計とする。また、中央制御室の床面には、防炎性を有するカーペットを使

用する設計とする。 
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（６）使用済燃料貯蔵設備は、純水中においても未臨界となるように使用済燃料

を配置する設計とする、また、新燃料貯蔵設備は、新燃料を保管するラッ

クが一定のラック間隔を有する設計とするため、消火水が入ったとしても

臨界にはならない。 

（７）放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域は、

換気設備が排気筒に繋がるダンパを閉止し隔離できるように設計する、放

射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、チャコールフィルタ及び HEPA

フィルタは、固体廃棄物として処理を行うまでの間、金属製の容器や不燃

シートに包んで保管する、崩壊熱による火災の発生を考慮する放射性物質

はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、安全機能を有する機器等それぞれの特徴を考

慮した対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

第９条第１項は、安全施設は発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合に

おいても安全機能が損なわれないように設計することを要求している。また、同条

第２項の規定においては、設計基準対象施設について、発電用原子炉施設内の放射

性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって当該容器又は配管から

放射性物質を含む液体があふれ出溢れた場合において、当該液体が管理区域外へ漏

えいしないように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、申請者による溢水に対する設計が、設置許可基準規則

に適合しているものであることを確認するため、以下の項目について審査を行った。 

１．溢水に対し防護すべき設備（以下「防護対象設備」という。）を抽出するた

めの方針 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

６．建屋外からの流入防止に関する設計方針 

７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計方針 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．防護対象設備を抽出するための方針 

発電用原子炉施設内で発生する溢水に対して、安全施設の安全機能が損なわれ

ないようにするために必要な設備を防護対象設備として抽出する方針が示され

ることが必要である。 

申請者は、防護対象設備として、原子炉の高温停止、低温停止を達成し、これ

を維持するために必要な設備、放射性物質の閉じ込め機能を維持するために必要

な設備並びに使用済燃料貯蔵槽の冷却機能及び給水機能を維持するために必要

な設備を防護対象設備として抽出する方針としている。なお、それらのうち、溢

水によって安全機能が損なわれない静的機器、原子炉冷却材喪失事故等を想定し

て設置する原子炉格納容器内の機器、溢水の影響を受けて動作機能を損なっても

安全機能を維持できる機器及び主給水隔離弁の機能を代替できる主給水逆止弁

については、溢水による影響評価の対象として抽出しないこととしている。 

規制委員会は、申請者による防護対象設備を抽出するための方針について、設

置許可基準規則解釈で規定されている安全機能を有する設備を全て抽出すると

していることを確認した。 

 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

防護対象設備の設計方針を検討するに当たり、機器の破損等により生じる溢水

（以下「破損による溢水」という。）、異常状態（火災を含む。）の拡大防止のた

めに設置される系統からの放水による溢水（以下「放水による溢水」という。）

及び地震等の自然現象による機器の破損等により生じる溢水（以下「地震等によ

る溢水」という。）における、溢水源及び溢水量を設定する方針が示されること

が必要である。 

（１）破損による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、機器の破損等により生じる溢水を想定して

源として、配管の破損箇所をからの溢水源としてを設定するとしている。この

場合の溢水量は、配管の破損箇所から流出した漏水量と隔離範囲内の系統保有

水量を合算して設定する方針としている。ここで、漏水量は、配管の破損形状

を考慮した流出流量と漏水箇所の隔離までに必要な時間（以下「隔離時間」と

いう。）を乗じて設定するとし、配管の破損形状については、内包する流体の

エネルギーに応じて、配管を高エネルギー配管と低エネルギー配管に分類した

上で、詳細応力評価により設定する方針としている。 



95 
 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については、

全ての高エネルギー配管及び低エネルギー配管を対象として破損を想定する

配管を抽出した上で、単一の破損を設定する方針であること、また、溢水量に

ついては、操作時間を踏まえた隔離時間の設定や漏水量が最大となる破損位置

等を検討の上、保守性を有するよう設定する方針としていることを確認した。 

（２）放水による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、「Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条

関係）」において設置するとした消火設備からの単位時間当たりの放水量と放

水時間から溢水量を設定する方針としている。放水時間の設定は、火災防護審

査基準に従い 3時間を基本とし、火災源が小さい場合は、火災荷重に応じて放

水時間を設定する方針としている。 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については、

火災発生時の消火設備からの放水とする方針であること、また、溢水量につい

ては、保守性を有するよう設定する方針としていることを確認した。 

（３）地震等による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、本カテゴリーに入る溢水として、地震によ

り発電所内で発生する溢水を想定するとし、地震以外の自然現象（津波を除く。

以下本節において同じ。）により発生する溢水は、防護対象設備の配置及びタ

ンク等の破損条件から地震による溢水に包絡されることから対象としないと

している。具体的な溢水源として、流体を内包するＢ、クラス及びＣクラス機

器（配管及び容器）のうち基準地震動に対する耐震性が確保されない機器及び

使用済燃料ピットのスロッシングによる溢水を想定している。ただし、防護対

象設備が設置されていない水密化区画内で生じる溢水は、溢水源として想定し

ないとしている。配管の破損により生じる溢水量は、流出流量と隔離時間とを

乗じて得られる漏水量と、隔離範囲内の保有水量を合算して設定する方針とし

ている。容器の破損により生じる溢水量は、容器内保有水の全量流出を基本と

している。また、運転員の手動操作により漏えい停止が期待できる場合には、

これを考慮し設定する方針としている。使用済燃料ピットからの溢水量につい

ては、基準地震動により発生するスロッシングによるピット外への漏水量とし

ている。 

規制委員会は、申請者が、地震以外の自然現象による溢水が、地震による溢

水に包絡されるとしており、溢水源については、流体を内包する全てのＢクラ

ス及びＣクラス機器（配管及び容器）を対象として基準地震動に対する耐震性

を考慮し破損を想定する機器を抽出した上で、設定する方針としていること、

また、溢水量については、操作時間を踏まえた隔離時間を考慮して設定する方

針としていることを確認した。 
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また、規制委員会は、申請者が、スロッシングによる溢水量について、評価

条件を保守的に設定するとともに実績のある解析プログラムを使用する方針

としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、本発

電所の状況を踏まえた検討を行った上で、保守的な設定を行う方針としているこ

とを確認した。 

 

３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

防護対象設備の設計方針を検討するに当たり、防護対象設備が設置される区画

及び溢水経路を設定する方針が示されることが必要である。 

（１）溢水防護区画の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、防護対象設備が設置されている全ての場

所並びに中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路を対象に溢

水防護区画を設定する方針としている。 

規制委員会は、申請者による溢水防護区画の設定が、防護対象設備が設置さ

れている全ての区画等を対象に、壁、堰等又はそれらの組合せによって設定す

る方針としていることを確認した。 

（２）溢水経路の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、溢水防護区画内外で発生する溢水を想定

した上で、床ドレン、開口部、扉等からの流入又は流出を保守的に設定した条

件で当該区画内の水位が最も高くなる経路を溢水経路として設定する方針と

している。ただし、消火活動時の区画扉は、開放状態と設定するとしている。

溢水影響を軽減することを期待する壁、扉、堰等については、必要により、保

守点検や水密扉閉止等の運用を適切に実施するとしている。 

規制委員会は、申請者による溢水経路の設定が、溢水防護区画内の水位が最

も高くなるように適切に行われるとしていること、また、経路上の堰等に溢水

影響の軽減を期待する場合は、基準地震動に対する耐震性を評価するとともに、

扉等については適切に運用するとしていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水防護区画及び溢水経路の設定

が、現場設備等の設置状況を踏まえ、防護対象設備が設置されている全ての区画

等を対象に溢水防護区画として設定する方針としているとともに、当該区画内の

溢水水位が最も高くなるような保守的な条件で溢水経路を設定する方針として

いることを確認した。 
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４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

防護対象設備は、破損、放水及び地震等による溢水に関して、没水影響、被水

影響及び蒸気影響の観点で、安全機能が損なわれないよう防護される設計方針で

あることが必要である。 

また、使用済燃料ピット水が地震に伴うスロッシングによってピット外へ漏水

しても、当該ピットの冷却及び給水ができる設計方針であることが必要である。 

（１）没水の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、没水による影響を受けて、防護対象設備が

安全機能を損なわない設計とするとしている。具体的には、以下のいずれかの

設計を行う方針としている。 

① 溢水による水位に対して、機能喪失高さが上回るように設置することに

より、防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。その際、流入

状態、溢水源からの距離、人のアクセス等による一時的な水位変動を考

慮し、発生した溢水水位に対して裕度を確保する設計とする。 

② 防護対象設備が、多重性又は多様性を有し、各々を別区画に設置するこ

とにより、同時に安全機能を損なわない設計とする。 

③ 壁、扉、堰等による没水対策を実施する。 

放水による溢水に対しては、火災により壁貫通部の止水機能が損なわれ当該

貫通部からの消火水の流入を想定しても、防護対象設備が機能喪失しない設計

方針としている。また、現場操作が必要な設備に対しては、環境条件を考慮し

ても操作場所までのアクセスが可能な設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、①溢水による水位に対し防護対象設備ごと

に現場設備等の設置状況を踏まえて機能喪失高さを評価し、一時的な水位変動

等を考慮しても機能喪失高さを上回るように設置すること、②多重性又は多様

性を有する安全施設については、同時に安全機能が損なわれないよう別区画に

設置すること、③没水対策を講じることにより、安全機能が損なわれない設計

とすることのいずれかとする方針としていることを確認した。また、消火活動

時の放水に伴う没水水位に対しては、保守的に放水量を見積もっても、機能喪

失高さを上回らないとする方針としていることを確認した。 

（２）被水の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、被水による影響として、破損した機器から

の飛散による被水、天井開口部からの被水及び消火活動時の放水による被水の

影響を想定している。その上で、溢水源となる機器からの飛散による被水や天

井貫通部からの被水による影響を受けて、防護対象設備が安全機能を損なわな

い設計とするとしている。具体的には、被水による影響を受ける範囲に防護対

象設備が設置される場合は、以下のいずれかの設計を行う方針としている。 
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① 防護対象設備が被水試験等により確認された防滴機能を有しており安

全機能を損なわない設計とする。 

② 防護対象設備が、多重性又は多様性を有し、各々を別区画に設置するこ

とにより、同時に安全機能を損なわない設計とする。 

③ 防護対象設備への止水処置等による被水対策を実施する。 

この他、消火活動時の放水による被水の影響については、防護対象設備に不

要な放水を行わないように消火時の注意事項を定め、教育により周知徹底を図

ることにより被水させるおそれがないとしている。また、現場操作が必要な設

備に対しては、環境条件を考慮しても操作場所までのアクセスが可能な設計方

針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、①被水により安全機能を損なわないよう防

滴機能を有すること、②多重性又は多様性を有する防護対象設備については、

同時に安全機能が損なわれないよう別区画に設置すること、③防護カバー等の

被水対策を講じることにより安全機能が損なわれない設計とすることのいず

れかとする方針としていることを確認した。 

（３）蒸気放出の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、高エネルギー配管の破損により放出される

蒸気放出の影響を評価し、その影響を受けて、防護対象設備が安全機能を損な

わない設計とするとしている。具体的には、蒸気暴露試験又は机上評価によっ

て防護対象設備の健全性が確認されている条件（温度、湿度及び圧力）を超え

ることがなく、防護対象施設が安全機能を損なわない設計とし、必要に応じて

以下のいずれかの設計を行う方針としている。 

① 蒸気影響を緩和するための対策として、蒸気の漏えいを自動検知し、遠

隔隔離を行う設計とする。 

② 自動検知及び遠隔隔離対策だけでは、その防護対象設備の健全性が確保

されない破損想定箇所については、防護カバーを設置する。 

なお、破損想定箇所の近傍に防護対象設備が設置されている場合は、漏えい

蒸気の直接噴出による防護対象設備への影響を考慮するとしている。また、現

場操作が必要な設備に対しては、環境条件を考慮しても操作場所までのアクセ

スが可能な設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、防護対象設備の健全性が確認されている条

件を超えることがないようにする方針とし、必要に応じて、①漏えいの自動検

知及び遠隔隔離による蒸気影響緩和対策又は、②破損想定箇所への防護カバー

を設置することによる緩和対策を行う方針としていることなどを確認した。 

（４）使用済燃料ピットのスロッシング後の機能維持に関する設計方針 

申請者は、使用済燃料ピットの冷却及び給水に必要な設備の没水、被水、蒸
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気放出の影響に対する安全機能維持に係る設計に加え、使用済燃料ピットが、

スロッシング後においても、ピット冷却機能及び遮蔽機能維持に必要な水位を

確保する設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、使用済燃料ピットのスロッシング後の水位

が最も厳しい初期条件等を想定しても水温 65℃以下に維持し、申請者が規定す

る使用済燃料ピット中央水面における線量率以下に維持するために必要な水

位を確保する方針としていることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による溢水に対する設計が、没水、被水、蒸気放出に対

して防護する方針としていることを確認した。 

 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

建屋外の防護対象設備については、溢水に対して安全機能が損なわれない設計

方針であることが要求される。 

申請者は、建屋外の防護対象設備である海水ポンプについて、海水ポンプエリ

ア内外で生じる溢水に対して安全機能が損なわれない設計方針としている。海水

ポンプエリア外で生じる溢水（屋外タンク接続配管の破損等）に対しては、当該

エリアへ流入させないように防護壁及び水密扉の設置や壁貫通部の止水措置を

講じる方針としている。エリア内で生じる溢水に対しては、破損による溢水、放

水による溢水及び地震等による溢水を想定しても、当該設備が没水し機能喪失す

ることがないようにエリア内の床ドレンからの排水を可能とする設計方針とし

ている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、溢水防護区画外からの溢水に対する防護壁等

の流入防止及び区画内の溢水に対する床ドレンから排水が可能な設計とする方

針としていることを確認した。 

 

６．建屋外からの流入防止に関する設計方針 

防護対象設備が設置されている建屋については、建屋外からの流入防止対策を

講じる設計方針であることが必要である。 

申請者は、建屋外の溢水源として、タービン建屋、貯水池（みやま池）、廃棄

物処理建屋、Ｂクラス及びＣクラスの屋外タンクからの溢水を想定して、水密扉

の設置等による流入防止対策を講じる設計方針とするとしている。また、貯水池、

Ｂクラス及びＣクラスの屋外タンクからの溢水に関しては、防護対象設備が設置

されている建屋の開口部高さに水位が達しない設計方針としている。なお、ター

ビン建屋内で生じる溢水及び地下水による溢水に対する設計方針については、
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「Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針」に記載している。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、溢水経路を特定した上で、それぞれの流入経

路に対して水密扉の設置等の対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計

方針 

第９条第２項は、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によっ

て当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出溢れた場合において、

管理区域外へ漏えいしないことを要求している。 

申請者は、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によって当該

容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出溢れた場合において、伝播経

路の制限措置を講じることにより、当該液体が管理区域外へ漏えいしない設計方

針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、建屋内の壁、堰等の設置によって、放射性物

質を含んだ液体の管理区域外への伝播経路を制限することにより、当該液体が管

理区域外へ漏えいしない方針としていることを確認した。 

 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

溢水に対する設計方針を踏まえた上で、溢水により原子炉に外乱が及び、かつ、

安全保護系、原子炉停止系の作動が要求される場合には、溢水の影響を考慮して、

安全評価指針に基づき安全解析を行うことが必要である。 

申請者は、防護対象設備が溢水により安全機能が損なわれない設計とし、評価

に当たっては、安全評価指針に基づき、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事

故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる

設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、安全評価指針に基づき、運転時の異常な過渡

変化又は設計基準事故に対処するための機器の単一故障を考慮しても異常状態

を収束できる設計とする方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－８ 誤操作の防止（第１０条関係） 

第１０条第２項は、安全施設は、容易に操作できるものでなければならないこと

を要求している。 
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申請者は、想定される地震や外部電源喪失等の環境条件下においても、運転員が

容易に安全施設を操作できるよう、以下の設計方針としている。 

１．中央制御室の盤面機器は系統ごとにグループ化した配列にするとともに、操

作器は、形状や色等の視覚的要素での識別を行う設計とする。 

２．現場の弁等については、系統等により色分し識別管理できる設計とする。 

３．中央制御室の制御盤等は床等に固定することにより、地震発生時においても

運転操作に影響を与えない設計とする。 

４．外部電源が喪失した場合においても、ディーゼル発電機等により運転操作に

必要な照明を確保する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、原子炉制御室や現場で操作する機器等の識別管

理及び操作に係る照明等への配慮を行うことによって、想定される地震や外部電源

喪失等の環境条件下においても、運転員が安全施設を容易に操作できるようにする

としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅲ－９ 安全避難通路等（第１１条関係） 

第１１条第３号は、設計基準事故が発生した場合に用いる照明（避難用の照明を

除く。）及びその専用の電源を備える設計とすることを要求している。 

申請者は、以下の設計方針としている。 

１．原子炉の停止、停止後の冷却、監視等の操作が必要となる可能性のある中央

制御室、現場操作場所（主蒸気配管室等）及び当該現場へのアクセスルート

に、避難用照明とは別の作業用照明を設置する設計とする。 

２．中央制御室の作業用照明は非常用電源から給電し、さらに専用の無停電電源

装置を備えた設計とする。 

３．中央制御室以外の作業用照明は常用電源又は非常用電源から給電し、さらに

内蔵電池を備えた設計とする。 

４．夜間にタンクローリによるディーゼル発電機燃料の輸送を実施する場合に備

えて、輸送開始が必要となる時間までに可搬型照明を準備可能な設計とする。  

 

規制委員会は、申請者の設計が、設計基準事故が発生した場合に用いる作業用照

明及びその専用の電源を備える方針としていること、また、可搬型照明を時間的余

裕も考慮し準備可能とすることにより、昼夜及び場所を問わず作業可能とする方針

としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

第１２条第２項は、重要度が特に高い安全機能を有する系統に対して、原則とし

て多重性又は多様性及び独立性の確保を要求している。当該系統のうち静的機器に

ついては、長期間（24時間あるいは運転モードの切替え時点を境界とする。）にお

いて想定される静的機器の単一故障（単一の原因によって一つの機械又は器具が所

定の安全機能を失うこと（従属要因による多重故障を含む。）をいう。）を仮定して

も、所定の安全機能が達成できるように設計することを要求している。 

また、同条第６項においては、重要安全施設について、二以上の発電用原子炉施

設において共用し、又は相互に接続するものであってはならないこととした上で、

共用又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が

向上する場合は、この限りではないとしている。 

さらに、同条第７項においては、重要安全施設以外の安全施設について、二以上

の発電用原子炉施設における安全施設と相互に接続する場合には、発電用原子炉施

設の安全性を損なわないものであることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．静的機器の多重性 

２．共用又は相互接続（重要安全施設及び重要安全施設以外の安全施設） 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

  

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

  

１．静的機器の多重性 

第１２条第２項は、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する設備の

うち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものに対して、最も過酷な

条件である完全機能喪失を単一故障として想定した場合でも、当該系統を構成す

る機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保

し、及び独立性を確保した設計とすることを要求している。ただし、想定される

静的機器の単一故障を仮定すべき長期間の安全機能の評価に当たっては、想定さ

れる最も過酷な条件下においても、その単一故障が安全上支障のない期間に除去

又は修復できることが確実であれば、その単一故障を仮定しなくてもよい。また、

単一故障の発生の可能性が極めて小さいことが合理的に説明できる場合、あるい

は、単一故障を仮定することで系統の機能が失われる場合であっても、他の系統

を用いて、その機能を代替できることが安全解析等により確認できる場合は、当

該機器に対する多重性の要求は適用しない。 
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申請者は、対象となる静的機器として、重要度が特に高い安全機能を有する系

統を構成する設備のうち、多重性を有しない静的機器であって、設計基準事故が

発生した場合に、長期間にわたり機能が要求される設備として、アニュラス空気

浄化再循環設備の排気ダクトの一部、安全補機室排気設備のフィルタユニット及

びダクトの一部及び中央制御室非常用循環フィルタユニット及びダクトの一部

を抽出している。 

抽出された設備については、以下のとおり、（１）単一故障を仮定しなくても

よい場合、あるいは、（２）多重性の要求を適用しない場合に該当するとしてい

る。 

（１）単一故障を仮定しなくてもよい場合 

アニュラス空気浄化再循環設備の排気ダクトの一部並びに安全補機室排気

設備のフィルタユニット及びダクトの一部については、当該設備に要求される

原子炉格納容器内又は放射性物質が原子炉格納容器内から漏れ出た場所の雰

囲気中の放射性物質の濃度低減機能が喪失する単一故障として、想定される最

も過酷な条件となる故障を、ダクトについては全周破断、フィルタユニットに

ついてはフィルタ本体の閉塞を想定している。いずれの故障においても、単一

故障による放射性物質の放出に伴う被ばくの影響を最小限に抑えるよう、安全

上支障のない期間に故障を確実に除去又は修復できる設計とし、その単一故障

を仮定しないとしている。安全上支障のない期間については、修復作業を 3日

間とし、その間における被ばくが緊急時作業に係る線量限度以下とすることが

できるとしている。 

（２）多重性の要求を適用しない場合 

各号炉において単一の設計とする中央制御室の非常用循環フィルタユニッ

ト及びダクトの一部については、容易に補修が可能であることに加え、1 号炉

及び 2号炉において共用とすることにより、当該設備の多重性を確保できる設

計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構

成する設備のうち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものを抽出し

た上で、以下のとおりとしていることを確認した。 

（１）申請者が単一故障を仮定しないとしたアニュラス空気浄化再循環設備の排

気ダクトの一部並びに安全補機室排気設備のフィルタユニット及びダク

トの一部については、設計基準事故時に、ダクトの全周破断又はフィルタ

本体の閉塞を仮定したとしても、放射性物質の漏えい時の運転員等の被ば

くによる実効線量の評価値が、「添付書類十 3 . 4 環境への放射性物質の

異常な放出」の評価結果と同程度となるよう安全上支障のない期間内に除
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去又は修復できるとしていること。 

（２）申請者が単一の設計とするとした原子炉制御室の非常用循環フィルタユニ

ット及びダクトの一部については、他の系統により代替し、所定の安全機

能を維持することができるとしていること。 

 
２．共用又は相互接続 

第１２条第６項は、二以上の発電用原子炉施設における重要安全施設の共用又

は相互接続について、これらを行うことは原則せず、二以上の発電用原子炉施設

の安全性が向上する場合にのみ認められることを規定している。また、同条第７

項においては、二以上の発電用原子炉施設における重要安全施設以外の安全施設

について、共用又は相互に接続する場合、発電用原子炉施設の安全性が損なわれ

ないことを要求している。 

申請者は、重要安全施設のうち中央制御室及び中央制御室換気空調設備につい

て、二以上の原子炉施設において共用するとし、重要安全施設以外の安全施設の

うち補助蒸気連絡ラインについて、二以上の原子炉施設において相互に接続する

としている。これらの設備については、以下の理由から共用又は相互に接続する

としている。 

（１）重要安全施設 

抽出された中央制御室は、共用することにより運転員の融通が可能となり総

合的な運転管理ができること、また、中央制御室の換気空調設備については、

各号炉の換気空調設備を共用することにより、単一の設計とする中央制御室非

常用フィルタユニットも含め、安全性が向上することから、二以上の原子炉施

設の安全性が向上するとしている。 

（２）重要安全施設以外の安全施設 

抽出された補助蒸気連絡ラインは、相互に接続するが、通常時は連絡弁を施

錠閉により物理的に分離し、また、連絡時においても各号炉の補助蒸気の圧力

等が同じであることにより、二以上の原子炉施設の安全性が損なわれないとし

ている。 

 

規制委員会は、申請者による安全施設の共用又は相互接続の設計について、重

要安全施設である原子炉制御室及び原子炉制御室換気空調設備の共用は、1 号炉

及び 2号炉の原子炉施設の安全性が向上すると判断した。また、重要安全施設以

外の安全施設である補助蒸気連絡ラインを1号炉及び2号炉相互に接続すること

は、1号炉及び 2号炉の原子炉施設の安全性を損なわないと判断した。 
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Ⅲ－１１ 全交流動力電源喪失対策設備（第１４条関係） 

第１４条は、全交流動力電源喪失（外部電源喪失と非常用所内交流動力電源喪失

の重畳）に備えて、非常用所内直流電源設備は、原子炉を安全に停止、停止後の冷

却及び原子炉格納容器の健全性の確保のために必要とする電気容量を一定時間（重

大事故等に対処するための電源設備から電力が供給されるまでの間）確保できるよ

うな設計とすることを要求している。 

申請者は、蓄電池（安全防護系用）について、全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するための電源設備によって電力が供給されるまでの約 25 分間に対し、

原子炉を安全に停止し、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全性確保のため、必

要となる設備に 1 時間以上の電源供給が可能な容量を備えた設計とするとしてい

る。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、重大事故等対処設備からの電力供給が可能とな

るまでの間、原子炉停止等のために必要な設備に対し電源供給が可能な電気容量を

有する蓄電池（安全防護系用）を備える方針としていることを確認したことから、

設置許可基準規則に適合しているものと判断した。 

 

 

Ⅲ－１２ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

第１６条第２項第２号ニは、使用済燃料の貯蔵施設（乾式キャスクを除く。）に

おいて想定される燃料体等の落下時だけでなく、他の重量物の落下時においても、

使用済燃料の貯蔵施設の機能（遮蔽能力、最終ヒートシンクへの崩壊熱の輸送及び

漏えい検知等）が損なわれないように設計することを要求している。 

同条第３項第１号は、燃料取扱場所の放射線量並びにに加え、使用済燃料貯蔵槽

の水位及び水温についても、その異常を検知し、原子炉制御室における監視等が可

能な設計とすることを要求している。同第２号は、外部電源が利用できない場合で

あっても、使用済燃料貯蔵槽の状態を示すパラメータの監視が可能な設計とするこ

とを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 

２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 
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１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 

想定される重量物の落下時においても、使用済燃料の貯蔵施設の機能が損なわ

れないように設計することを要求している。 

申請者は、使用済燃料の貯蔵施設内において落下のおそれがある重量物を抽出

した上で、それぞれの重量物が落下しないよう、以下の設計方針としている。 

（１）落下のおそれがある重量物の抽出 

落下時に使用済燃料ピットの機能に影響を及ぼす重量物については、使用済

燃料ピット周辺の状況、現場における作業実績、図面等にて確認することによ

り、落下のおそれのある重量物等の落下時のエネルギーを評価し、気中におけ

る落下試験時の燃料集合体の落下エネルギー以上となる設備等を抽出してい

るする（建屋構造物、使用済燃料ピットクレーン、新燃料取扱クレーン、燃料

取扱建屋クレーン）。 

（２）抽出された各重量物に対する設計又は運用に関する方針 

抽出したそれぞれの重量物に対して、以下のような対策を講じる。 

① 燃料取扱建屋の構造物については、基準地震動に対して落下しないよう

に設計する。 

② 使用済燃料ピットクレーンについては、基準地震動に対して、クレーン

脚部等（走行レールを含む）に発生する荷重が許容応力以下となるよう

に、吊荷を考慮し保守的に設計する。 

③ 新燃料取扱クレーンについては、使用済燃料ピットクレーンと同じレー

ル上を走行するため、使用済燃料ピットから離れた場所に固縛すること

により、使用済燃料ピット上を走行することがないような措置を講じる

か、クレーンの転倒防止対策等により、地震時にも使用済燃料ピットに

落下しない設計とする。 

④ 燃料取扱建屋クレーンについては、使用済燃料ピットの上部に走行レー

ルを敷設せず、仮に走行レールから脱落したとしても、建屋の構造上、

クレーン本体及び吊荷が使用済燃料ピットに落下しない設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、現場状況及び作業実態を調査した上で、当該

貯蔵施設の機能に影響を与えないことが既に確認されている燃料集合体の落下

時のエネルギーと比べて、その値が大きい物を、落下によって使用済燃料の貯蔵

施設の機能を損なうおそれがある重量物として抽出する方針とし、それぞれの重

量物に対して落下を防止する方針としていることを確認した。 

 

２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 
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燃料取扱場所の放射線量に加え、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温についても、

その異常を検知し、原子炉制御室における監視等が可能なように設計することを

要求している。また、外部電源が利用できない場合においても、使用済燃料貯蔵

槽の状態を示すパラメータの監視が可能であることを要求している。 

申請者は、使用済燃料ピットの水位及び水温、燃料取扱場所の放射線量を中央

制御室において監視し、異常時に警報を発信するように設計するとしている。さ

らに、外部電源が利用できない場合においても、非常用所内電源からの給電によ

り、使用済燃料ピットの温度、水位及び放射線量を監視できるように設計すると

している。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、使用済燃料貯蔵槽を監視するために必要なパ

ラメータとして、放射線量に加え、水位及び水温についても、異常の検知や原子

炉制御室における監視を可能とする方針としていること、外部電源喪失時におい

ても監視を可能とする方針としていることを確認した。 

 

 

Ⅲ－１３ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係） 

第１７条の設置許可基準規則解釈第１７条第１項第３号ロは、原子炉冷却材圧力

バウンダリに接続している配管（以下「接続配管」という。）のうち、通常時及び

事故時ともに閉となるべきにもかかわらず、通常時又は事故時に開となるおそれが

ある弁を有する配管については、原子炉側からみて、第 2隔離弁を含むまでの範囲

を、クラス１機器である原子炉冷却材圧力バウンダリとすることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．通常時又は事故時に開となるおそれがある通常時閉及び事故時閉となる弁を

有する接続配管は、原子炉側からみて、第 2隔離弁までの範囲を原子炉冷却

材圧力バウンダリとする。 

２．なお、上記以外の第 1隔離弁については、施錠管理を行うことにより開とな

らない運用とする。 

３．原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管については、原子炉冷却材

圧力バウンダリに加わる負荷に耐えるとともに、瞬間的破壊が生じないよう

十分なじん性を有する設計とする。また、クラス１機器としての供用期間中

検査を可能とする。 

４．設置許可基準規則解釈第１７条の規定により新たに原子炉冷却材圧力バウン

ダリとなる機器及び配管は、いずれもこれまでクラス２機器であったことか

ら、クラス１機器における要求を満足していることを確認する。当該配管と

管台の溶接継手に対して、非破壊検査を全数継続的に行い健全性を確認する
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とともに、クラス１機器としての供用期間中検査を行う。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器

及び配管を抽出するとしていること、当該機器及び配管をクラス１機器として位置

付ける方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するもの

と判断した。 

 

 

Ⅲ－１４ 安全保護回路（第２４条関係） 

第２４条第６号は、不正アクセス行為等による被害を防止できるように安全保護

回路を設ける設計とすることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．安全保護系のデジタル計算機は、盤の施錠等により、ハードウェアを直接接

続させないことで物理的に分離する設計とする。 

２．安全保護系のデジタル計算機は、ゲートウェイを介することにより送信のみ

に制限することで機能的に分離する設計とする。 

３．安全保護系のデジタル計算機は、固有のプログラム及び言語を使用し、一般

的なコンピュータウイルスが動作しない環境となる設計とする。 

４．安全保護系のデジタル計算機の設計、制作、試験及び変更管理の各段階にお

いて、「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程定」

（JEAC4620-2008）及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関

する指針」（JEAG4609-2008）に準じて、検証及び妥当性確認がなされたソフ

トウェアを使用する設計とする。 

５．発電所出入管理により、物理的アクセスを制限するとともに、安全保護系の

デジタル計算機のパスワード管理により、電気的アクセスを制限する設計と

する。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、物理的分離及び機能的分離を適切に講じるとと

もに、使用するソフトウェアについては検証及び妥当性確認により、コンピュータ

ウイルスが混入することを防止する等、承認されていない動作や変更を防ぐことが

できるとしていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判

断した。 
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Ⅲ－１５ 保安電源設備（第３３条関係） 

第３３条は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止することが

ないように設計することを要求している。また、外部電源喪失時における発電所構

内の電源として、必要な電力を供給するように設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の事項について審査を行った。 

１．保安電源の信頼性 

（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

（２）電線路の独立性 

（３）電線路の物理的分離 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 

２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

（２）隣接する原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

  

１．保安電源の信頼性 

（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

第３３条第３項は、保安電源設備について、電線路、発電用原子炉施設にお

いて常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力の供給

が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知するととも

に、その拡大を防止するように設計することを要求している。 

申請者は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止すること

がないように設計するとしている。安全施設に対する電気系統を構成する機器

は、短絡、地絡又は母線の低電圧、過電流等を検知し、検知した場合には遮断

器により故障箇所を隔離した上で、故障による影響を局所化することができる

とともに、他の安全機能への影響を限定できるよう設計するとしている。また、

1 相開放時は、電力の供給の安定性を回復できる設計としている。重要安全施

設に対する電気系統については、系統分離を考慮した 500kV 母線を 2 母線、

220kV 母線を 1 母線により構成することで、多重性を有し、系統分離が可能で

ある母線構成としており、電気系統を構成する機器は、規格等で定められた適

切な仕様とするとともに、非常用所内電源系設備からの受電時等の母線の切替

え操作が容易な設計としている。 
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規制委員会は、申請者の設計が、以下の点を考慮する方針としていることを

確認した。 

① 保安電源設備については、安全施設への電力の供給が停止することがな

いようにすること、電力系統の異常の検知とその拡大防止については、

遮断器により短絡等の故障による影響を局所化するともに、他の安全機

能への影響を限定できること。 

② 外部電源に直接接続している変圧器の 1 次側において、3 相のうちの 1

相の電路の開放が生じた場合にあっては、安全施設への電力の供給が不

安定になったことを検知し、保護継電器が作動することによる故障箇所

の隔離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策

を行うことによって、安全施設への電力の供給の安定性を回復できるこ

と。 

③ 重要安全施設に対する電気系統については、系統分離を考慮した母線に

よって構成されるとともに、電気系統を構成する個々の機器が信頼性の

高いものであって、非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替え操

作が容易であること。 

（２）電線路の独立性 

第３３条第４項は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも 2

回線について、それぞれ互いに独立しているものであって、当該施設において

受電可能なものであり、かつ、それにより当該施設を電力系統に連系する設計

とすることを要求している。 

申請者は、本発電所について、送受電可能な500kV送電線 1ルート2回線と、

受電専用 220kV 送電線 1 ルート 1 回線の 3 回線で電力系統に連系しており、

500kV 送電線は約 60 ㎞離れた南九州変電所に連系し、220kV 送電線は約 3㎞離

れた新鹿児島線に連系するとしている。南九州変電所が停止した場合には、確

実に電力供給するために、人吉変電所等を経由するルートに接続する運用とし

ている。 

規制委員会は、申請者の設計が、原子炉施設に接続する電線路の上流側の接

続先の変電所が停止した場合であっても、当該原子炉施設に接続された送電線

による電力の供給が全て停止しないとしており、独立性を有する方針とするこ

とを確認した。 

（３）電線路の物理的分離 

第３３条第５項は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なくとも 1

回線について、当該設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離して受

電できる設計とすることを要求している。 

申請者は、500kV 送電線 2 回線と 220kV 送電線 1回線について、同一の送電
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鉄塔に架線しない設計とした上で、大規模な盛り土崩壊、大規模な地滑り等に

よる被害の最小化を図るため、鉄塔基礎の安定性を確保するとともに、強風発

生時の事故防止対策の実施により、外部電源系からの電力供給が同時に停止す

ることのないよう設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者の設計が、地滑り等の共通要因にて電力の供給が全て

同時に停止しないように、同一の送電鉄塔に架線しない方針としていることを

確認した。 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 

第３３条第６項は、設計基準対象施設に接続する電線路について、同一の発

電所の二以上の発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いずれの 2

回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設への

電力の供給が同時に停止しないように設計することを要求している。 

申請者は、設計基準対象施設に接続する電線路について、受電可能な 3回線

を有し、いずれの 1 回線によっても 1号炉及び 2号炉の停止に必要な電力を供

給し得る容量を備えるとした上で、500kV 送電線は、母線連絡遮断器を介し、

母線のタイラインにより 1 号炉及び 2 号炉に接続する設計としている。また、

開閉所から主発電機側の送受電設備は、十分な支持性能を持つ地盤に設置する

設計とした上で、碍子及び遮断器等の機器についても、耐震性の高いものを使

用するとしている。また、当該開閉所等は、津波の影響を受けない敷地高さに

設置するとともに、塩害を考慮する設計としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、設計基準対象施設に接続するいずれの 2回

線が喪失した場合でも他の1回線によって1号炉及び2号炉に電力を供給でき

る方針としていることを確認した。 

 

２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

第３３条第７項は、非常用電源設備及びその附属設備について、多重性又は

多様性及び独立性を確保し、その系統を構成する機器又は器具の単一故障が発

生した場合であっても、設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量を有する設計とすることを要求している。 

申請者は、ディーゼル発電機及びその附属設備は、多重性及び独立性を考慮

し、必要な容量のものを 2台備え、それぞれ非常用所内高圧母線に接続すると

している。また、蓄電池は、非常用 2系統をそれぞれ別の場所に設置し、多重

性及び独立性を確保する設計とするとしている。ディーゼル発電機の連続運転

ににより必要な燃料をとする電力を供給できる燃料を貯蔵する設備は、既設の

ディーゼル発電機燃料油貯油槽に加え、7 日間分以上の連続運転を可能とする
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ために燃料油貯蔵タンクを新たに発電所敷地内に設ける設計としている。燃料

油貯油槽と燃料油貯蔵タンクは、接続されていないことから、連続運転のため

にはタンクローリにより燃料を運搬する必要がある。運搬に当たっては、地震

等の自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）に対して、タンクロー

リが複数台損傷することを考慮し、必要な台数を確保した上で、確実に運搬す

る運用によって 7 日間の連続運転に支障のない設計としている。 

規制委員会は、申請者の設計が、以下の方針としていることを確認した。 

① ディーゼル発電機及び直流電源設備について、多重性及び独立性を考慮

し、それぞれ別の場所に設置することにより、その系統を構成する機器

又は器具の単一故障が発生した場合であっても、設計基準事故に対処す

るための設備の機能を確保する。 

② ディーゼル発電機の 7日間連続運転を可能とするために、必要となる燃

料を貯蔵する設備として、燃料油貯油槽に加えて燃料油貯蔵タンクを設

置し、地震等の自然現象及び人為事象（故意によるものを除く。）を想

定しても、燃料油貯蔵タンクから燃料油貯油槽に燃料の運搬を確実に行

う。 

（２）隣接する発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 

第３３条第８項は、設計基準対象施設について、隣接する発電用原子炉施設

に属する非常用電源設備及びその附属設備から受電する場合にあっても、これ

に過度に依存しない設計とすることを要求している。 

申請者は、非常用電源設備及びその附属設備は 1号炉及び 2号炉にそれぞれ

別に設置し、隣接する原子炉施設と共用しない設計としている。 

規制委員会は、申請者が、隣接する原子炉施設に属する非常用電源設備等を

共用しない設計とすることを確認した。 
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Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて原子炉等規制法は、重大事故（炉

心の著しい損傷その他の重大な事故）への対策を規制の対象と位置付け、平成２５

年７月に施行された。この際、設置許可基準規則及び重大事故等防止技術的能力基

準が併せて施行されている。 

 本章においては、申請者の計画が、設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施

設」及び重大事故等防止技術的能力基準（２．２）に適合しているか否かを審査し

た。審査の概要は、以下のとおりである。用いる条番号は、断りのない限り設置許

可基準規則のものである。 

１．重大事故等の拡大の防止等（第３７条） 

申請者は、事故の想定を幅広く行い、その想定した事故に対して有効な対策

を計画しなければならない。 

（１）事故の想定 

事故の原因となる事象の抽出、起因事象（※1）と安全機能の喪失の組み合

わせを網羅的かつ体系的に行っているかを審査する。 

起因事象と安全機能の喪失の組み合わせは多数存在することから、効率的

に対策を計画するため、起因事象、安全機能の喪失状況、対策の共通性に着

目して少数の事故シーケンスグループ等に類型化する。その上で、事故シー

ケンスグループ等ごとに事故の進展や対策の実施等の観点から最も厳しい重

要事故シーケンス等を選定する。すなわち、重要事故シーケンス等に対して

対策が有効であれば、その対策は当該重要事故シーケンス等が含まれる事故

シーケンスグループ等に対して有効であるものと判断できる重要事故シーケ

ンス等を選定する。これらが適切に行われているかを審査する。 

（２）有効性評価 

事故シーケンスグループ等ごとに、申請者の計画する対策が、当該事故シ

ーケンスグループ等の特徴を踏まえたものか審査する。その上で、重要事故

シーケンス等に対して申請者が計画している対策の有効性について、適切な

解析手法を用いているか、解析結果が評価項目を満たしているか、解析コー

ド等の不確かさを考慮しても評価項目を満たしていることに変わりは無いか

を審査する。また、当該対策が要員及び燃料等の観点からも対応可能である

かを審査する。    

 

２．設備及び手順等（第３８～第４１条、第４３～第６２条、重大事故等防

止技術的能力基準１．０～１．１９） 

                                                   
（※1） 通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷、格納容器破損及び燃料損傷に波及する可能性のある事

象（外部電源喪失、LOCA 等）。以下この章において同じ。 
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申請者は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対策や前記のように

網羅的かつ体系的に想定した事故への対策に関する設備及び手順等を適切に

整備する必要がある。さらに、自主的な対応により重大事故等への対処をより

確実に実施する必要がある。 

（１）設備及び手順等に対して要求される共通事項（第３８～第４１条、第

４３条、重大事故等防止技術的能力基準１．０） 

   地震及び津波などにより機能を喪失しないこと、炉心損傷防止などに必要

な容量を確保することなどは、重大事故等に対処するための設備及び手順に対

して要求される共通の事項であり、これらが適切になされる方針であるか審査

する。 

（２）機能ごとに要求される事項（第４４～６２条、重大事故等防止技術的

能力基準１．１～１．１９） 

① 設置許可基準規則等の逐条において必要とされる設備及び手順等 

設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施設」及び重大事故等防止技

術的能力基準第１項では、主として福島第一原子力発電所事故の教訓から

導かれた要求事項から構成されている。申請者が設備及び手順等を整備す

る上での申請者の方針が、要求事項に則った適切なものであるかについて

審査する。 

② 有効性評価において必要とされる設備及び手順等 

上記有効性評価において必要とされた重大事故等対処設備及びその手

順等の整備が、適切な方針の下に行われるかを審査する。 

③ 申請者の自主的な設備及び手順等 

機能喪失の原因分析などを行った上で、さらなる対策の抽出を行い、上

記以外の設備及び手順等を整備など自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であることを確認する。なお、有効性評価

においては厳しい条件で解析を行うため、故障した設備の復旧などは見込

まないが、実際には復旧対策などの自主的な対応が行われる。このため、

全体としての対策の実現性を検討するためには、自主的な対応も確認する

ことが必要である。 

 

３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力基準２．１項） 

申請者は、原子炉施設が大規模な損壊に至った場合に対しても、事故の影響を

緩和する対策を整備しておく必要がある。 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における手順書、当該手順書に
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従って活動を行うための体制及び資機材を適切に整備する方針であることを要

求している。 

 大規模損壊に対する手順書、体制及び資機材の整備については、大規模損壊発

生時の特徴を踏まえた適切な方針であるかを審査する。 

 
 
Ⅳ－１ 重大事故等の拡大の防止等（第３７条関係） 

第３７条は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、重大

事故が発生した場合においては、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

また、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」

という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、運転停止中に

おける発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の

著しい損傷を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策  

Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．４ 停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

 

また、規制委員会は、申請者が有効性評価に用いた解析コードについて、その適

用性を確認した。 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

なお、以下において位置付けた重大事故等対処設備及びその手順等の整備の方針

は、Ⅳ－２からⅣ－４に示している。 

 

 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

第３７条の設置許可基準規則解釈は、評価対象とする原子炉施設において「想定
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する事故シーケンスグループ（※2）」若しくは「想定する格納容器破損モード（※
3）」は、以下に示す事故シーケンスグループ等を必ず含めた上で、当該プラント

に対する確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）などを実施し、有意な頻度

又は影響がある事故シーケンスグループ等が見いだされた場合には、これを追加す

ることを求めている。 

有効性評価ガイドは、想定する事故シーケンスグループごとに、炉心の著しい損

傷に至る重要な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定し、

有効性評価の対象とするとしている。また、格納容器破損モードごとに、格納容器

の損傷に至る重要な事故シーケンス（以下「評価事故シーケンス」という。）を選

定するとしている。 

また、停止中評価ガイドは、燃料の損傷に至る重要事故シーケンスを選定し、有

効性評価の対象とするとしている。 

さらに、SFP 評価ガイドは、使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷防止については、想

定事故１及び想定事故２を想定するとしている。 

（事故シーケンスグループ等（設置許可基準規則解釈が、必ず想定することを要求

しているもの）） 

① 運転中事故シーケンスグループ 

a. 2 次冷却系からの除熱機能喪失 

b. 全交流動力電源喪失 

c. 原子炉補機冷却機能喪失 

d. 原子炉格納容器の除熱機能喪失 

e. 原子炉停止機能喪失 

f. ECCS 注水機能喪失 

g. ECCS 再循環機能喪失 

h. 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA、蒸気発生器伝

熱管破損） 

② 格納容器破損モード 

a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

b. 高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

c. 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

d. 水素燃焼 

e. 格納容器直接接触（シェルアタック） 

f. 溶融炉心・コンクリート相互作用 

③ 運転停止中事故シーケンスグループ 

                                                   
（※2）起因事象、安全機能の喪失状況に着目して事故シーケンスを類型化したもの。単数若しくは複数の事故シ

ーケンスを含む。 
（※3）格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目して類型化したもの。 
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a. 崩壊熱除去機能喪失（RHR の故障による停止時冷却機能喪失） 

b. 全交流動力電源喪失 

c. 原子炉冷却材の流出 

d. 反応度の誤投入 

④ 想定事故１及び想定事故２ 

a. 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能の喪失 

b. 使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失 

 

１．申請内容 

 事故シーケンスグループ等の特定及び事故シーケンスグループ等ごとの重要

事故シーケンス等の選定については、以下のとおりとしている。 

（１）運転中原子炉において重大事故に至るおそれがある事故 

① 事故シーケンスグループの特定 

a. イベントツリーによる炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出 

内部事象（※4）レベル 1PRA の手法を活用し、各起因事象と炉心損

傷を防止するための手段等との組合せをイベントツリーで分析し、炉

心損傷に至る事故シーケンスを抽出した。また、地震 PRA 及び津波 PRA

の手法を活用し、複数機能の同時喪失を伴う事象の発生を想定し、起

因事象をプラントに与える影響度の高いものから順に並べた起因事象

階層イベントツリーと、炉心損傷を防止する手段等の状況を示すイベ

ントツリーによって分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出し

た。 
b. PRA に代わる方法による炉心損傷に至る事故シーケンスの検

討 

内部事象、地震及び津波以外の事象について、現時点では、内部事

象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケンスを検討した。 

内部溢水及び内部火災の事故シーケンスについては、溢水、火災に

より様々な同時故障が発生しても、炉心損傷を防止するための手段等

との組合せは内部事象レベル 1PRA と同じであるため、内部事象レベル

1PRA により抽出された事故シーケンスと同じ事故シーケンスになる

と推定される。 

洪水、風（台風）、竜巻等の事故シーケンスは、安全上の重要度の

高い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部

に設置された設備への影響として海水ポンプ及び変圧器・送電線等の

                                                   
（※4）PRA の方法論には、①偶発故障を仮定した PRA と、②特定の事象を事故の原因とする PRA がある。偶発故

障を仮定した PRA を「内部事象 PRA」という。 
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機能喪失による全交流電源喪失があるが、これは内部事象レベル 1PRA

の手法を活用したイベントツリーにより抽出済みの事故シーケンスで

ある。 

よって、新たに炉心損傷に至る事故シーケンスは抽出されなかった。 
c. 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

上記 a.においてイベントツリーにより網羅的に抽出した炉心損傷

に至る事故シーケンスを起因事象及び安全機能の喪失状況に着目して

類型化し事故シーケンスグループを特定するため、まず、抽出された

炉心損傷に至る事故シーケンスと、必ず想定する 8つの事故シーケン

スグループとの対応関係を整理した。その結果、抽出した炉心損傷に

至る事故シーケンスのうち、地震・津波特有の 5つの事故シーケンス

（原子炉建屋損傷、原子炉格納容器破損、原子炉補助建屋損傷、複数

の信号系損傷、蒸気発生器伝熱管破損（複数本破損））が、必ず想定

する事故シーケンスグループに含まれなかった。 
d. PRA の結果を考慮した事故シーケンスグループの特定 

上記の 5つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとし

て追加するか否かの検討を、PRA の結果も考慮し、頻度及び影響度の

観点から必ず想定する事故シーケンスグループと比較することにより

行った。その結果、頻度の観点からは、5 つの事故シーケンスは、全

炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいことを確認した。また、影

響度の観点からは、建屋損傷等により機能喪失する炉心損傷を防止す

るための設備の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅がある

が、発生する事象の程度に応じて炉心損傷防止対策や格納容器破損防

止対策を柔軟に活用するとともに、必要に応じて大規模損壊対策によ

る影響緩和を図ることができることを確認した。以上より、頻度及び

影響度の観点から必ず想定する事故シーケンスグループと比較し、総

合的に判断して、5 つの事故シーケンスは新たに追加する必要はない

とした。 

よって、想定する事故シーケンスグループは、設置許可基準規則解

釈が必ず想定することを要求しているものと同一である。 

e. 原子炉格納容器の機能に期待する事故シーケンス 

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷防

止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる事故シーケン

スは、事故シーケンスグループに含めないが、格納容器破損防止対策

における評価事故シーケンスに包絡させるものとする。 

② 重要事故シーケンスの選定 
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有効性評価ガイドの指定する 4つの着眼点（系統間機能依存性、余裕時

間、設備容量、代表性）に沿って事故シーケンスグループごとに重要事故

シーケンスを選定した。4 つの着眼点の各々について、影響度を「高」、

「中」、「低」で整理し、選定に用いた。また、選定の際に複数の事故シ

ーケンスが重要事故シーケンスの候補となる場合には、事象進展が早いも

のなど、より厳しいシーケンスを選定した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

（２）運転中原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 
① 格納容器破損モードの抽出 

a. PRA の知見を活用した格納容器破損モードの検討 

内部事象については、プラント状態を分類し、事象の進展に伴い生

じる格納容器の健全性に影響を与える負荷を分析して、格納容器バイ

パス、格納容器隔離失敗及び格納容器物理的破損に係る以下の１２の

格納容器破損モードを日本原子力学会の PRA に関する実施基準（※5）

に則って検討対象とした。 

1) 蒸気発生器伝熱管破損（ｇモード） 

2) インターフェイスシステム LOCA（νモード） 

3) 格納容器隔離失敗（βモード） 

4) 原子炉容器内での水蒸気爆発（αモード） 

5) 格納容器内の水蒸気爆発又は圧力スパイク（ηモード） 

6) 溶融物直接接触（μモード） 

7) 格納容器雰囲気直接加熱（σモード） 

8) 水素燃焼又は水素爆轟（γモード） 

9) ベースマット溶融貫通（εモード） 

10) 格納容器貫通部過温破損（τモード） 

11) 水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損（δモード） 

12) 水蒸気蓄積による格納容器先行破損（θモード） 

b. PRA に代わる方法による格納容器破損モードの検討 

内部事象以外の事象については、現時点では、内部事象レベル 1.5

（※6）PRA の手法と工学的な判断により検討を実施した。 

検討の結果、地震特有の格納容器破損モードとして、βモード、ｇ

モード及び地震による格納容器破損（χモード）が考えられるが、β

モード及びｇモードについては a.の 12 の破損モードで抽出されてい

ること、χモードについては直接的な格納容器の閉じ込め機能喪失で

あることから、格納容器破損防止対策の有効性評価の対象とせず、大

                                                   
（※5）日本原子力学会標準 原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基準 （レ

ベル 21PSA 編）：2008 

（※6）レベル 1.5PRA とは、格納容器破損頻度を求めるまでの PRA をいう。 
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規模損壊対策で対応することとし、新たに追加すべき格納容器破損モ

ードはないとした。 

津波、火災、溢水及びその他の自然現象については、内部事象レベ

ル 1PRA で抽出された事故シーケンス以外の事故シーケンスはなく、炉

心損傷後の格納容器内物理現象についても a.の 12 の破損モードで想

定するものと同じと考えられることから、新たに追加すべき格納容器

破損モードはないとした。 

c. 評価対象とする格納容器破損モードの抽出 

上記 a.において検討対象とした 12 の格納容器破損モードには、必

ず想定する 7つの格納容器破損モードが含まれる。なお、必ず想定す

る格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）

については、BWR の一部の格納容器に特有の事象とみなされているた

め、PWR である当該評価の対象から除外する。 

必ず想定する格納容器破損モードに分類されない 2つの破損モード

（α及びβ）について、海外知見等に基づいて検討を行い当該破損モ

ードは発生する可能性が極めて低いこと、及び 3つの破損モード（θ

モード、ν及びｇモード）について、事故シーケンスグループに含め

炉心損傷防止対策として評価することから新たな格納容器破損モード

として考慮する必要はない。 

よって、想定する格納容器破損モードは、6 つの格納容器破損モー

ド（η、σ、γ、ε、τ、δ）とする。 

② プラント損傷状態の特定 

炉心損傷後のプラント損傷状態（以下「PDS」という。）は、起因事象

と 1 次系圧力、炉心損傷時期、格納容器内事象進展（格納容器破損時期、

溶融デブリの冷却手段）の 3種類の属性を用いて定義した。 

レベル 1PRA で抽出された炉心損傷に至る事故シーケンスから、さらに

高圧注入・再循環、格納容器スプレイ注入・再循環の分岐・ヘディングを

考慮し、内部事象レベル 1.5 評価用のイベントツリーを作成した。これを

用いて各事故シーケンスの PDS を特定した後、PDS ごとに事故シーケンス

を整理した。 

さらに、PDS ごとに、設備の動作状態及び各種現象の発生状態を検討し

て、格納容器イベントツリーを作成し、格納容器破損に至る事故シーケン

スが、①c．の 6 つの格納容器破損モードのいずれかに対応することを確

認した。この結果を用いて、格納容器破損モードごとに PDS を整理した。 

③ 評価事故シーケンスの選定 
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格納容器破損モードごとの PDS から、影響の観点で最も厳しくなる PDS

を選定した。この PDS を構成する事故シーケンスから、事象進展が最も厳

しくなる事故シーケンスを抽出し、有効性評価の評価事故シーケンスとし

た。 

さらに、事象進展を厳しくする観点から複数の機能の喪失の重畳を考慮

した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

（３）運転停止中原子炉において燃料損傷に至るおそれがある事故 

① 事故シーケンスグループの特定 

運転停止中について、各起因事象と燃料損傷を防止するための手段等と

の組合せをイベントツリーで網羅的に分析し、炉心損傷に至る事故シーケ

ンスを抽出した。 

抽出した炉心損傷に至る事故シーケンスについて、喪失した機能及び炉

心損傷に至った主要因の観点から、必ず想定する 4つの事故シーケンスグ

ループとの関係を整理した。その結果、必ず想定すべき事故シーケンスグ

ループに含まれない炉心損傷に至る事故シーケンスは新たに抽出されな

かった。 

② 重要事故シーケンスの選定 

停止中評価ガイドの指定する 3つの着眼点（余裕時間、設備容量、代表

性）に沿って事故シーケンスグループの中から有効性評価の代表シーケン

スとする重要事故シーケンスの選定を実施した。3 つの着眼点の各々につ

いて、影響度を「高」、「中」、「低」で整理して、選定に用いた。具体

的には表Ⅳ－１のとおり。 

（４）使用済燃料貯蔵槽内の燃料損傷に至るおそれがある事故 

   想定事故１及び想定事故２を想定する。 

 

２．審査結果 

（１）運転中原子炉において炉心損傷に至るおそれがある事故 

規制委員会は、申請者が、炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出を、内部事

象については炉心損傷イベントツリー、地震及び津波については階層イベント

ツリーと炉心損傷イベントツリーを構築して行うという日本原子力学会の PRA

に関する実施基準に則った標準的な手法で行っていることを確認した。また、

内部事象、地震及び津波以外の事象について、当該事象を対象とする PRA に代

わる方法として、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケ

ンスを検討していることは妥当と判断した。 

規制委員会は、申請者が、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しな

い地震及び津波特有の5つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループ
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として追加しないとしていることについて、設置許可基準規則解釈に則って、

頻度は全炉心損傷頻度に対する寄与が極めて小さいことを確認し、加えて、大

規模損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしていることから、妥

当であると判断した。 

また、事故シーケンスには、国内外の先進的な対策と同等のものを講じても、

炉心損傷の防止が困難なものがあり、申請者がこれらの事故シーケンスを炉心

損傷防止対策における事故シーケンスグループに含めず、格納容器破損防止対

策において考慮するとしたことは、設置許可基準規則解釈に則った考え方であ

ることから、妥当であると判断した。 
規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

有効性評価ガイドの考え方を踏まえ4つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当であると判断

した。 

（２）運転中原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 
規制委員会は、申請者が、内部事象による格納容器破損モードを日本原子力

学会の PRA に関する実施基準に則って検討対象としていることを確認した。ま

た、申請者が、自然現象について、新たに追加すべき格納容器破損モードはな

いとしていることは、最新の技術に基づく内部事象レベル 1.5PRA の手法と工

学的な判断により検討していることから、妥当と判断した。評価対象とした 12

の格納容器破損モードは、設置許可基準規則解釈における必ず想定する格納容

器破損モード（BWR 固有のものを除く。）と一致することを確認した。これは、

申請者が、検討対象とした 12 の格納容器破損モードのうち、発生する可能性

が極めて低いもの、炉心損傷防止対策において評価するものを除き、すべて評

価対象としていることから、妥当であると判断した。 

規制委員会は、申請者が、格納容器破損モードごとに最も厳しいプラント損

傷状態を選定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケン

スを評価事故シーケンスとしていることは、有効性評価ガイドを踏まえ厳しい

ものを選定していることを確認した。 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した格納容器破損モード及び選

定した評価事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当なものであると判

断した。 

（３）運転停止中原子炉において燃料損傷に至るおそれがある事故 
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規制委員会は、申請者が、各起因事象と燃料損傷に至ることを防止するため

の手段等との組合せをイベントツリーで分析し、運転停止中に炉心損傷に至る

事故シーケンスを抽出しており、これは日本原子力学会の PRA に関する実施基

準に則った標準的な手法であることを確認した。 

規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

停止中評価ガイドの考え方を踏まえ3つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。  

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認から、妥当なものであると判断

した。 

 

３．審査の主な論点 

（１）PRA の評価対象 

規制委員会は、申請者に、PRA 手法の現状の技術知見について示した上で事

故シーケンスグループを特定するように求めた。申請者は、日本原子力学会の

PRA に関する実施基準の策定状況、国内での使用実績に基づいて、現時点で適

用可能なものとして、下記の PRA を実施している。 

出力運転時レベル 1PRA 

運転停止時レベル 1PRA 

出力運転時レベル 1.5PRA 

出力運転時地震レベル 1PRA 

出力運転時津波レベル 1PRA 

規制委員会は、PRA を用いて評価するに当たり、内部事象は定期安全レビュ

ー（PSR）においての実績、地震及び津波は試評価等の実施経験を有するもの

の、その他の PRA は、日本原子力学会の PRA に関する実施基準が未整備である

こと、又は、評価実績が乏しいことを考慮すれば、PRA の評価対象が上記の範

囲に留まるとすることは、最新の技術に基づいた適用範囲であると判断した。 

（２）PRA 手法の確認 

規制委員会は、申請者が実施した上記の PRA のプロセスが最新の知見を踏ま

えているかについて説明を求めた。規制委員会は、申請者の評価手法及びその

技術的根拠は日本原子力学会の実施基準に基づいていること、国内外の知見に

照らして手法が妥当であることを海外を含めたPRAの専門家により確認してい

ることから、標準的な手法に則って実施されていると判断した。 

（３）PRA に代わる手法で評価する事象 

申請者は、地震及び津波以外の自然現象として、洪水、風（台風）、竜巻等

の 12 事象を評価する事象として選定した。規制委員会は、申請者に対し、検
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討する事象の範囲及びその抽出方法、評価する事象の選定の方法の説明を求め

た。 

申請者は、検討する事象には、想定される自然現象及び人為事象（故意によ

るものを除く。）があり、これらについて、国内外の 8つの基準を参考に、網

羅的に 55の自然現象と 23 の人為事象を抽出した。抽出した自然現象と人為事

象について、評価上考慮すべき事象を選定するため、米国機械学会の基準を参

考に除外基準を設定してスクリーニングを行い、12 の自然現象と 7の人為事象

を選定した。このうち、人為事象については、航空機落下等の大規模損壊とし

て取り扱うべきものが含まれており、本評価では自然現象に着目して整理した

としている。 

これにより規制委員会は、検討する事象は複数の基準に基づき抽出している

ことから網羅性があると考えられること、評価する事象のスクリーニング基準

に合理性があると考えられること、航空機落下は大規模損壊で対応することが

適当であること及び船舶の衝突等は安全上の重要度の高い建屋内部の設備に

直接的な影響を及ぼす可能性は低いことから、評価する事象は妥当なものと判

断した。 

（４）想定する格納容器破損モードに含まれないモードについて 

規制委員会は、必ず想定する格納容器破損モードと異なる 2つの破損モード

（α、β）及び高温誘因蒸気発生器伝熱管破損についての扱いを明確にするこ

と求めた。申請者は、それぞれの格納容器破損モードについて、以下の理由に

より新たな格納容器破損モードとして追加する必要はないとしている。 

① 原子炉内での水蒸気爆発（αモード）については、国内外における実験

的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極めて低

いと評価されている。 

② 格納容器隔離失敗（βモード）については、定期検査及び原子炉起動前

の格納容器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施すること、

原子炉運転時には原子炉格納容器圧力を 12 時間に１回確認する運用であ

ること及びエアロック開放時には警報発信により速やかに検知可能であ

ること、事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態を

運転員が確認する手順となっていることなどにより、人的過誤による発生

確率は極めて低いと評価した。 

③ 高温誘因蒸気発生器伝熱管破損については、発生頻度が非常に小さいこ

とに加え、発生を防止するための 1次系強制減圧を確実に行うための対策

が整備されていること、1 次系が高温状態でも 1 次系強制減圧（加圧器逃

がし弁の開状態）を維持できることを解析により確認していること、蒸気

発生器への給水により炉心損傷を回避できる場合があることなどから、発
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生を防止できるとしている。 

 

規制委員会は、αモードについては発生確率が極めて低いと認められること、

βモードについては人的過誤を防止する運用がなされていること、高温誘因蒸

気発生器伝熱管破損については1次系強制減圧を確実に行うための対策等が整

備されていることを確認したことから、申請者がこれらの破損モードを新たな

格納容器破損モードとして追加する必要はないとしたことは妥当と判断した。 
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表Ⅳ－１：申請者の重要事故シーケンス等の選定について 

炉
心
損
傷
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

2 次冷却系からの 

除熱機能喪失 

主給水流量喪失＋ 

補助給水失敗 

主給水が全喪失することで1次系が早期に高温・高圧状態となる事象であり、

特に「主給水流量喪失」では原子炉トリップ（蒸気発生器水位低）時点での

蒸気発生器水量が少なく、「外部電源喪失」と比較して補助給水失敗時点で

の崩壊熱が大きく、除熱の観点でより厳しい事象となる。 

全交流動力電源喪失 外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは「外部電源喪失＋非常用所内交

流電源喪失」のみである。 

原子炉補機冷却機能喪失 原子炉補機冷却機能喪失＋ 

RCP シール LOCA 

加圧器逃がし弁/安全弁 LOCA は気相部破断であり、1 次冷却材の漏えいの観

点で RCP シール LOCA の方が厳しい事象である。 

原子炉格納容器の 

除熱機能喪失 

中破断 LOCA＋ 

格納容器スプレイ注入失敗 

格納容器スプレイ注入失敗時の方が、格納容器スプレイ再循環失敗時に比べ

除熱量が小さくなり格納容器内の温度・圧力上昇が早いため余裕時間が厳し

く、破断口径の違いによる余裕時間の差異に比べ影響が大きい。破断口径の

大きい「中破断 LOCA」が、格納容器除熱に必要なスプレイ流量の観点で厳し

い。 

原子炉停止機能喪失 原子炉トリップが必要な起因事

象＋原子炉トリップ失敗 

多様化自動作動設備の作動に期待する事象のうち、より多くの機能を期待す

る必要があり、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性確保の観点で厳しい

「主給水流量喪失」及び圧力評価が厳しい「負荷の喪失」を選定。 

ECCS 注水機能喪失 中破断 LOCA＋高圧注入失敗 破断口径が大きい「中破断 LOCA」が 1 次冷却材の流出量が多いため、操作（2

次系強制冷却）の余裕時間及び要求される設備容量（低圧注入及び蓄圧注入）

の観点で厳しい。 

ECCS 再循環機能喪失 大破断 LOCA＋低圧再循環失敗 1 次冷却材の系外への流出が多いため再循環切替えまでの時間が短く、再循

環切替時点での崩壊熱が大きくなることを踏まえ「大破断 LOCA」を選定。 

格納容器バイパス IS-LOCA 及び 

蒸気発生器伝熱管破損＋破損側

蒸気発生器の隔離失敗 

格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し、両方のシーケンスを選定 

格
納
容
器
破
損
防
止
対
策 

格納容器破損モード 評価事故シーケンス 選定理由 

雰囲気圧力・温度による 

静的負荷（格納容器過圧） 

大破断 LOCA＋低圧注入失敗＋格

納容器スプレイ注入失敗 

破断規模が大きく格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出され、格納容器

内への注水により圧力上昇が抑制されない AED から選定する。 

AED のうち事故進展が早い大破断 LOCA を選定。 

雰囲気圧力・温度による 

静的負荷（格納容器過温） 

外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

原子炉容器破損時に溶融物が高圧で格納容器内に分散することで格納容器

内雰囲気への伝熱が大きく、補助給水及び格納容器内への注水がなく温度上

昇が抑制されない TED から選定する。 

TED のうち 1 次系圧力が高圧となり溶融物が格納容器内に分散する割合が多

い全交流動力電源喪失シーケンスを選定する。さらに、外部電源喪失時の緩

和機能である補助給水の失敗も考慮する。 

高圧溶融物放出/ 

格納容器雰囲気直接加熱 

外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

1 次系が高圧で維持され、格納容器内への注水がなく高圧溶融物放出時の格

納容器直接加熱が抑制されない TED から選定する。TED のうち 1 次系圧力が

高圧となり溶融物が格納容器内に分散する割合が多い全交流動力電源喪失

シーケンスを選定する。また、事故進展を早める観点から補助給水失敗の重

畳を考慮する。 

原子炉圧力容器外の溶融

燃料─冷却材相互作用 

大破断 LOCA＋低圧注入失敗＋格

納容器スプレイ再循環失敗 

破断規模が大きく格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで

原子炉容器破損時の溶融炉心の崩壊熱が大きく、格納容器内が冷却されない

AEW から選定する。 

AEW のうち事故進展が早い大破断 LOCA を選定する。事象進展を早める観点で

高圧注入失敗を考慮する。原子炉下部キャビティ水のサブクール度を小さく

するため、代替格納容器スプレイによる注入を想定する。 

水素燃焼 大破断 LOCA＋低圧注入失敗 破断規模が大きく格納容器内へ短時間で大量の冷却材が放出されることで

事象進展に伴う水素発生速度が大きく、格納容器スプレイによる水蒸気の凝

縮により格納容器内の水素濃度が高くなる AEI から選定する。 

AEI のうち事象進展の早い大破断 LOCA＋低圧注入失敗を選定。 

溶融炉心・コンクリート 

相互作用 

大破断 LOCA＋低圧注入失敗＋格

納容器スプレイ注入失敗 

破断規模が大きく、原子炉下部キャビティへ落下する溶融物が冷却されない

AED から選定する。AED のうち事故進展が早い大破断 LOCA を選定。 

運
転
停
止
中
原
子
炉
に
お
け
る

燃
料
破
損
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

崩壊熱除去機能喪失 余熱除去機能喪失 余熱除去系及び原子炉補機冷却系の故障は、事象進展が同じであるため、余

裕時間の観点から、代表として余熱除去系の故障により余熱除去機能が喪失

する事象を選定。 

全交流動力電源喪失 外部電源喪失＋ 

非常用所内交流電源喪失 

全交流動力電源喪失に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 

原子炉冷却材の流出 原子炉冷却材圧力バウンダリ機

能喪失 

いずれのシーケンスも原子炉冷却材の流出事象であり、1 次冷却材の流出流

量が大きい原子炉冷却材圧力バウンダリ機能喪失を選定。 

反応度の誤投入 反応度の誤投入 反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

第３７条は、想定する事故シーケンスグループ等ごとに、その対策に有効性があ

ることを確認することを要求している。 
事故シーケンスグループ等ごとの申請内容、審査結果及び審査過程における主な

論点は以下のとおりである。 
 

 
Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

第３７条第１項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの

でなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈において、「炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な措置を講じたもの」とは、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があ

ることを確認するという要件を満たすものとしている。「有効性があることを確認

する」とは、以下の（a）から（d）の項目（以下「炉心損傷防止対策の評価項目」

という。）を概ね満足することを確認するとしている。 

（a）炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を

十分に冷却できるものであること。（※7） 

（b）原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍又

は限界圧力を下回ること。 

（c）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力

を下回ること。 

（d）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること。 

 

Ⅳ－１．２．１．１ 2 次冷却系からの除熱機能喪失 

事故シーケンスグループ「2次冷却系からの除熱機能喪失」（以下この節におい

て「本事故シーケンスグループ」という。）では、運転時の異常な過渡変化又は設

計基準事故（大破断 LOCA 及び中破断 LOCA を除く。）の発生と 2次冷却系からの除

熱機能喪失が重畳した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認し

た。 

                                                   
（※7）「炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであること」

とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。ただし、燃料被覆管の最高温度及び酸化量について、十分

な科学的根拠が示される場合には、この限りでない。 

（a）燃料被覆管の最高温度が 1,200℃以下であること。 

（b）燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であること。 
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１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：2 次冷却系からの除熱機能の喪失に

伴い 1次冷却系が高温・高圧状態となり、加圧器安全弁、その他シール部

からの冷却材漏えいが継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、早期に 1次冷却系を強制

的に減圧するとともに、炉心注水を行い、炉心を冷却する必要がある。 

③ 初期の対策：加圧器逃がし弁の開操作による 1次冷却系の減圧と充てん

/高圧注入ポンプによる炉心注水を行う 1 次冷却系のフィードアンドブリ

ードを実施する。このため、充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁及

び燃料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：1 次冷却系のフィードアンドブリードによ

り、1 次冷却系の冷却・減圧が進み、余熱除去系が使用可能な温度及び圧

力に到達すれば、余熱除去系による炉心冷却に移行する。このため、余熱

除去系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び事象進展解析に用いるコー

ド（以下「解析コード」という。）の選定、解析条件の設定を以下のとお

りとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失す

る事故」を選定する。これは、対策の実施に対する余裕時間の観点で

は、1 次冷却系のフィードアンドブリード開始までの余裕時間が短い

こと、また、対策に必要な設備容量の観点では、主給水系及び補助給

水系が喪失しているため、大きな容量を必要とすることなど、より厳

しい事故シーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：加圧器における気液熱非平衡、水位変化及び冷却材の

放出、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達及び蒸気発生器

2 次側保有水量の変化やドライアウト等を取り扱うことができる

M-RELAP5 を用いる。 

c. 評価上想定する事故の条件（以下「事故条件」という。）：外部電

源はあるものとする。これは、原子炉冷却材ポンプ（以下「RCP」と
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いう。）の運転継続による蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱

伝達の促進により蒸気発生器ドライアウト到達時間が短くなり、炉心

崩壊熱が高い状態で 1次冷却系のフィードアンドブリードを開始する

ことから、炉心冷却の観点では厳しい設定となる。 

d. 重大事故等対処設備の機器条件（以下「機器条件」という。）：1

次冷却系のフィードアンドブリードにおける炉心注水流量は、充てん

/高圧注入ポンプ 2台使用時の最小注入特性とする。 

e. 重大事故等対処設備の操作条件（以下「操作条件」という。）：1

次冷却系のフィードアンドブリードの開始時間は、蒸気発生器広域水

位 0%到達から 5分後とする。 

② 解析結果 

 申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 2 次冷却系からの除熱機能の喪失に伴い 1 次冷却系が高温・高圧状

態となるが、1 次冷却系のフィードアンドブリードにより、燃料被覆

管最高温度（以下「PCT」という。）は約 380℃に、1次冷却系の最高

圧力圧力の上昇は約 16.7MPa[gage]に抑えられるまでにとどまる。 

b. 1 次冷却系のフィードアンドブリードにより 1 次冷却系の蒸気が原

子炉格納容器内に移行することで原子炉格納容器圧力及び温度は上

昇するが、格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 1 次冷却系のフィードアンドブリードにより 1 次冷却系の冷却・減

圧が進むと、余熱除去系による炉心冷却により原子炉を安定停止状態

へ移行させることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

  M-RELAP5（※8）を用いて 1次冷却系のフィードアンドブリードにつ

いて解析した場合、試験データと比較して 1 次冷却系圧力を数百 kPa

程度、温度を数℃程度低く評価する傾向がある。このため、1 次冷却

系の冷却･減圧後の 1 次冷却系圧力が解析結果よりも数百 kPa 程度高

くなる可能性があるが、この影響に対する充てん/高圧注入ポンプに

                                                   
（※8）M-RELAP5 の適用性については「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」において記載している。

以下、SPARKLE-2、MAAP、GOTHIC、COCO についても同様。 
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よる炉心注水流量の減少量はわずかであることから、解析結果に与え

る影響は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

  解析条件では、炉心の崩壊熱に保守的な（大きめの）値を設定して

いるため、蒸気発生器の水位低下が速めに解析されている。このため、

蒸気発生器の水位を起点とした 1次冷却系のフィードアンドブリード

操作が必要なタイミングが遅くなる可能性があり、この影響を確認す

るために操作開始時間を 5分遅らせた感度解析を実施した。結果とし

て、炉心が露出することはなく、燃料被覆管温度の上昇は数十℃程度

にとどまっており、解析結果に与える影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、1 次冷却系のフィードアンドブリード操作が必要な

タイミングが遅くなるなど、そのタイミングは変動する可能性がある

が、この操作は、中央制御室で専任の運転員が担当することから、必

要なタイミングに変動があったとしても、この変動に対応が可能であ

り、対策の実施に与える影響はない。 

 （３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び

燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及

び 2 号炉あわせて 44 名である。これに対して、重大事故等対策要員は

52 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、

7 日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要となる重油

量は、約 494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に

備蓄された重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、重大事故等対

処設備全体に必要な電力供給量に対して、ディーゼル発電機からの電力

供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「2 次冷却系からの除熱機能喪失」に

対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している1次冷却系のフィードアン

ドブリード及び余熱除去系による炉心冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策であ

ると判断した。 

重要事故シーケンス「主給水流量喪失時に補助給水機能が喪失する事故」にお

いて1次冷却系のフィードアンドブリードを行った場合に対する申請者の解析結
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果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使

用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を

概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析で

は、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（主給水ポンプ、

補助給水ポンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこ

れらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

また、1 次冷却系のフィードアンドブリードにより炉心の損傷を回避した後、

原子炉を安定停止状態へ導くために、余熱除去系による炉心冷却へ移行する対策

が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「主給水流

量喪失時に補助給水機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したことに

より、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「2 次冷却系からの除熱機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損

傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）1次冷却系のフィードアンドブリードの開始判断 

申請者は、解析条件では 1次冷却系のフィードアンドブリードの開始判断を

「蒸気発生器広域水位計指示 0%」としていた。一方、実際の運転員の手順では、

その開始判断を「蒸気発生器広域水位計指示 10%」としている。解析条件の開

始判断と実際の手順の開始判断が異なっていることから、操作条件が適切に設

定されているか確認できない。このため、規制委員会は、この違いの理由を明

確にするよう求めた。申請者は、実際の運転員の手順では、蒸気発生器広域水

位計の計器誤差や操作余裕を考慮し、蒸気発生器広域水位が 0%となる前に確実

に 1 次冷却系のフィードアンドブリードを開始する観点から、「蒸気発生器広

域水位計指示 10%」で操作を開始することを示した。また、解析条件の開始判

断を「蒸気発生器広域水位計指示 0%」と設定することで、1次冷却系のフィー

ドアンドブリードの開始が遅くなるため、炉心冷却の観点では、厳しい設定で

あることを示した。これに対して、規制委員会は、解析の不確かさや運転員の
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操作遅れを考慮しても、適切に 1次冷却系のフィードアンドブリードが実施で

きるものと判断した。 

（２）1次冷却系のフィードアンドブリードの操作余裕時間 

規制委員会は、1 次冷却系のフィードアンドブリード操作が確実に実施でき

ることを確認するため、その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求

めた。申請者は、解析により、操作条件の設定時間よりもさらに 5分間程度の

余裕があることを示した。これにより、この操作が原子炉制御室での操作であ

ることも踏まえ、規制委員会は操作条件が妥当であるものと判断した。 

（３）充てん/高圧注入ポンプ台数（注水量）と炉心冷却性の関係 

申請者は 1 次冷却系のフィードアンドブリードの実施に当たって充てん/高

圧注入ポンプ 2 台を使用するとしているが、使用できる充てん/高圧注入ポン

プが 1台となるなど、注水量が少ない場合には、炉心の冷却が十分には行われ

ない可能性がある。このため規制委員会は、1 次冷却系のフィードアンドブリ

ードにおける炉心への注水量と PCT との関係を示すよう求めた。申請者は、充

てん/高圧注入ポンプ 1 台のみを使用した場合の PCT を解析し、この場合でも

炉心の冷却には十分な余裕があることを示した。規制委員会は、申請者が本事

故シーケンスグループへの対策として計画している1次冷却系のフィードアン

ドブリードにおいて、十分な余裕をもって注水量が見込まれていることを確認

した。 

（４）余熱除去系による炉心冷却への移行 

本事故シーケンスグループでは、1 次冷却系のフィードアンドブリードによ

る炉心の冷却･減圧に成功した後、より長期的な対策として余熱除去系による

炉心冷却へ移行し、原子炉の安定停止を図る必要がある。申請者は当初、1 次

冷却系のフィードアンドブリードから余熱除去系による炉心冷却への移行に

係る判断について明確な説明をしていなかった。このため、規制委員会は、こ

の移行に係る判断の基準を明確にするよう求めた。申請者は、余熱除去系が使

用可能となる 1 次冷却系の圧力（2.7MPa[gage]以下）及び温度（177℃以下）

を示した。また、その値に到達する時間を解析により示した上で、これに到達

後、余熱除去系による炉心冷却に移行できることを示した。規制委員会は、1

次冷却系のフィードアンドブリードに続いて原子炉を冷温停止状態に導くた

めの対策を確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．２ 全交流動力電源喪失 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、全交流動力電源の喪失後、交流動力電源を
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必要とする安全機能を有する系統及び機器が機能を喪失し、さらに 1次冷却材の補

給を必要とする規模のRCPシール部からの漏えいが発生する場合（RCPシールLOCA）

と発生しない場合のそれぞれにおいて、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認

した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：交流動力電源を必要とする ECCS に

よる炉心注水ができず、さらに RCP シール LOCA 等により 1 次冷却系の保

有水量が継続的に減少し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、2 次冷却系を強制的に冷

却・減圧することにより 1次冷却系を冷却・減圧するとともに、代替交流

動力電源を確保して代替炉心注水を行い、炉心を冷却する必要がある。 

また、長期的には、最終ヒートシンクへの継続的な熱の輸送手段を確保

する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2次系強制冷却を実施する。このため、タービン動補助給水ポンプ、主

蒸気逃がし弁、蒸気発生器、復水タンク等を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

さらに、2 次系強制冷却後に代替炉心注水を実施する。このため、常設

電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機等を重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、燃料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位

置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策： 

a. RCP シール LOCA が発生する場合は、原子炉補機冷却系統による冷却

の代わりとして移動式大容量ポンプ車による充てん/高圧注入ポンプ

及び余熱除去ポンプへの海水通水後、格納容器再循環サンプ水位及び

燃料取替用水タンク水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、高

圧再循環による炉心冷却に移行する。このため、移動式大容量ポンプ

車等を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、充てん/

高圧注入ポンプ、余熱除去系、格納容器再循環サンプ等を重大事故等

対処設備として位置付ける。 

さらに、移動式大容量ポンプ車による格納容器再循環ユニットＡ系

統及びＢ系統への海水通水後、原子炉格納容器温度が格納容器再循環
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ユニットのダクト開放機構動作温度である 110℃に到達すれば、格納

容器内自然対流冷却を実施する。このため、移動式大容量ポンプ車等

を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、格納容器再循

環ユニットＡ系統及びＢ系統などを重大事故等対処設備として位置付

ける。 

b. RCP シール LOCA が発生しない場合は、2次系強制冷却による炉心冷

却を継続し、交流動力電源が回復後、タービン動補助給水ポンプから

電動補助給水ポンプへの切替えを行う。このため、取水用水中ポンプ、

復水タンク補給用水中ポンプ、中間受槽等を重大事故等対処設備とし

て新たに整備するとともに、電動補助給水ポンプ等を重大事故等対処

設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪

失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事

故」及び RCP シール LOCA が発生しない「外部電源喪失時に非常用所

内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」を選定す

る。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた本事故シーケンスグループにおける事故シーケン

スは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」のみで

あるが、共通原因故障、系統間依存性の観点から、ここでは従属的に

発生する「原子炉補機冷却機能喪失」の重畳を考慮する。また、RCP

シールからの漏えいの有無による影響を確認する観点から、RCP シー

ル LOCA が発生しない場合についても選定する。 

b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系からの冷却材の放出、蒸気発生器におけ

る 1 次側と 2 次側との熱伝達等を取り扱うことができる M-RELAP5 を

用いる。 

また、原子炉格納容器内の構造材と水蒸気との間の熱伝達、原子炉

格納容器内の構造材内部の熱伝導を取り扱うことができる COCO を併

せて用いる。 
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c. 事故条件：RCP シール LOCA が発生する場合、RCP シール部からの漏

えい率は、定格圧力において 1 台当たり約 109m3/h とし、3 台からの

漏えいとする。 

RCP シール LOCA が発生しない場合については、RCP シール部からの

漏えい率は、定格圧力において 1 台当たり約 1.5m3/h とし、3 台から

の漏えいとする。 

d. 機器条件：蓄圧タンク保有水量は、最低保有水量 29.0m3/基を用い

る。 

RCP シール LOCA が発生する場合には、代替炉心注水流量として常設

電動注入ポンプの注水流量 30m3/h を用いる。これは、1次冷却系圧力

0.7MPa[gage]到達時点で炉心注水を開始することにより、想定する漏

えい流量に対して 1次冷却系の保有水量の維持が可能な流量である。 

RCPシールLOCAが発生しない場合、1次冷却材の漏えい停止圧力は、

RCP 封水戻りライン逃がし弁の閉止圧力である 0.83MPa [gage]を用

いる。 

e. 操作条件：2 次系強制冷却の開始時間は、主蒸気逃がし弁の手動に

よる開操作等に必要な時間を考慮し、事象発生から 30 分後とする。

その後、1 次冷却材温度約 208℃（1 次冷却系圧力約 1.7MPa[gage]）

に到達した段階でその状態を維持する。 

代替交流電源が利用できるまでの時間は、RCP シール LOCA が発生す

る場合には 60 分とし、RCP シール LOCA が発生しない場合には 24時間

とする。 

蓄圧タンク出口弁を閉止する時間は、1 次冷却系圧力約

1.7MPa[gage]到達及び代替交流電源が利用できるまでの時間から 10

分後とする。 

2 次系強制冷却の再開時間は、蓄圧タンク出口弁の閉止から 10 分後

とする。その後、1 次冷却材温度約 170℃（1 次冷却系圧力約

0.7MPa[gage]）に到達した段階でその状態を維持する。 

また、RCP シール LOCA が発生する場合、代替炉心注水の開始時間は

1次冷却系圧力約 0.7MPa[gage]到達時点とする。  

② 解析結果 

RCP シール LOCA が発生する場合について、申請者が行った解析の結果は

以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、RCP シール LOCA により、1次冷却系

の保有水量が減少するが、2 次系強制冷却による 1 次冷却系の冷却・

減圧及び代替炉心注水を行うことにより、PCT は約 380℃に、1次冷却
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系の最高圧力圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]に抑えられるまでにとど

まる。 

b. RCP シール LOCA により、1次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいす

ることで原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容器再循環

ユニットによる自然対流冷却を行うことにより、原子炉格納容器の最

高圧力は圧力の上昇は約 0.178MPa[gage]にまで、原子炉格納容器の最

高温度温度の上昇は約 110℃に抑えられるまでにとどまる。 

c. 高圧再循環による炉心冷却及び自然対流冷却による原子炉格納容

器内からの除熱により、原子炉を安定停止状態へ移行させることがで

きる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

RCP シール LOCA が発生しない場合について、申請者が行った解析の結果

は以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、交流動力電源を必要とする安全機能

を有する系統及び機器の機能が喪失するが、RCP シール LOCA が発生し

ないことから、事象初期の 1次冷却系の圧力の低下及び保有水量の減

少は、RCP シール LOCA が発生する場合に比べて緩やかとなる。2次系

強制冷却による1次冷却系の冷却・減圧により、蓄圧注入系が作動し、

1次冷却系の保有水量が回復することで PCT は約 380℃に、1次冷却系

の最高圧力圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]に抑えられるまでにとどま

る。 

b. 原子炉格納容器内への 1次冷却材の漏えい量は、RCP シール LOCA が

発生する場合に比べて少ないことから、原子炉格納容器圧力及び温度

の上昇は小さなものにとどまり、その評価は RCP シール LOCA が発生

する場合の評価に包絡される。 

c. 交流動力電源の回復後、タービン動補助給水ポンプから電動補助給

水ポンプへの切替えを行い、2 次系強制冷却を継続することで原子炉

を安定停止状態へ移行させることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

    申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 
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M-RELAP5を用いてRCPシール部からの漏えいについて解析した場合、

試験データと比較して二相臨界流量を数十%多く評価する傾向がある。

解析結果によれば、事象発生後の大部分の期間において、漏えい流は

二相状態である。このため、実際の漏えい流量は解析結果よりも少な

くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

全交流動力電源喪失事象など、RCP のトリップ後の 1 次冷却材の自

然循環冷却に期待している場合には、この自然循環を阻害する可能性

のある蓄圧タンク内の窒素ガスの混入を防止するため、蓄圧タンク内

の保有水量が全量注入される前に、蓄圧タンク出口弁を閉止する。こ

の場合、蓄圧タンク内の圧力変化と気相部体積の膨張量の関係から、

蓄圧タンク内の初期の保有水量が少なく気相部の初期の体積が大きい

方が、気相部圧力が持続しやすく、蓄圧タンク出口弁を閉止するまで

の炉心への注水量が多くなる。解析条件では、蓄圧タンク保有水量に

最低保有水量を設定しているため、蓄圧タンク内の初期の気相部の体

積が大きくなり、上記のとおり非保守的な設定となっている。そのた

め、この影響について、蓄圧注入系による炉心注水が行われている期

間における 1次冷却系の保有水量の観点から検討した。結果として、

蓄圧注入系による炉心注水が行われている間、1 次冷却系の保有水量

は十分多く、これに対して蓄圧タンク初期保有水量の設定の影響によ

る炉心への注水量の減少はわずかであり、解析結果に与える影響は小

さい。 

解析条件では、RCP シール部からの漏えい率に保守的な（大きめの）

値を設定（３．（２）参照。）しているため、1 次冷却材の漏えい流

量を多めに、かつ、1 次冷却系の圧力及び温度低下が速めに解析され

ている。このため、実際は 1次冷却系の圧力及び温度を起点とした運

転員操作である 2 次系強制冷却操作が必要となるタイミングが遅くな

る可能性があり、この影響を確認するため、2 次系強制冷却の開始時

間を 30 分遅らせた場合の解析を実施した。結果として、炉心が露出す

ることはなく、燃料被覆管温度の上昇もないことから、解析結果に与

える影響は小さい。 

また、上記と同様に代替炉心注水の開始時間が遅くなる可能性があ

るため、1 次冷却系の保有水量の低下率と炉心の露出に至る可能性が

ある保有水量との関係から、代替炉心注水の開始に関する時間的余裕

について検討した。概算評価によると、40 分間程度の遅れの範囲内で

は解析結果に与える影響は小さい。 
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c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、2 次系強制冷却操作が必要なタイミングが遅くなる

など、そのタイミングは遅くなる可能性があるが、この操作は現場で

専任の運転員が担当することから、必要なタイミングに変動があった

としても、この変動に対応が可能であり、対策の実施に与える影響は

ない。  

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉及び 2 号炉あわせ

て 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応が

可能である。なお、解析では復旧を期待していないが、長期的な対策とし

て原子炉補機冷却機能等の復旧作業は、発電所近隣から召集される緊急時

対策本部要員等で対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、2 次系強制冷却を継続して実施するた

めには、蒸気発生器 2次側への注水の継続が必要となり、その水源は復水

タンク（約 640m3）である。この復水タンクへの補給を行わない場合、事

象発生から約 10.9 時間後に枯渇すると評価している。これに対して、そ

れまでの間に、淡水（宮山池）又は海水を取水源として復水タンクへの補

給を開始することで、対応が可能である。  

燃料として、大容量空冷式発電機等の 7日間の運転継続に必要な重油量

の合計は約 279.8kL であり、発電所内の大容量空冷式発電機用燃料タンク

等に備蓄された重油量約 314.0kL で対応が可能である。また、本重要事故

シーケンスの最大負荷は約 2090kW であり、大容量空冷式発電機の給電容

量 3200kW を超えないため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対して申請

者が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、代替交流動力電源を

用いた代替炉心注水等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉

補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA が発生する事故」及び RCP シール LOCA

が発生しない「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却

機能が喪失する事故」において、2 次系強制冷却、代替炉心注水等を行った場合

に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足して

おり、さらに申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、
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解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、

申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した

設備（非常用所内交流電源、原子炉補機冷却系統等）の復旧を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対

策となり得る。 

また、2 次系強制冷却や代替炉心注水等により炉心の損傷を回避した後、原子

炉を安定停止状態へ導くために、高圧再循環による炉心冷却への移行や 2次系強

制冷却による炉心冷却を継続する対策が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「外部電源

喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シー

ル LOCA が発生する事故」及び RCP シール LOCA が発生しない「外部電源喪失時に

非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」におけるそ

の有効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効

であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「全交流動力電源喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策

は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）2次系強制冷却の開始までに確認すべきプラントパラメータ 

   申請者は、漏えい量の抑制や炉心注水を行うために、事象初期の段階で 1次

冷却系を減圧するための 2 次系強制冷却を実施するとしている。この 2次系強

制冷却では、蒸気発生器伝熱管が破損している場合、破損側の主蒸気逃がし弁

を開とすると、放射性物質が外部に放出されることになる。このため、規制委

員会は、全交流動力電源喪失時における蒸気発生器伝熱管破損を確認するため

のプラントパラメータを明確にするよう求めた。申請者は、このプラントパラ

メータが蒸気ライン圧力、蒸気発生器水位等であること、これらが全交流動力

電源喪失時においても監視可能なことを示した。これにより、規制委員会は、

申請者が、全交流動力電源喪失時においても、蒸気発生器伝熱管からの漏えい

の兆候を把握することができ、漏えいの兆候がある場合には、健全側の主蒸気
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逃がし弁の開操作により、放射性物質の外部への放出を限定的とすることがで

きることを確認した。 

（２）RCP シール部からの漏えい率の根拠 

 申請者は、RCP シール部からの漏えい率の根拠を明確に示していなかった。

漏えい率を過小評価している場合には、事象進展に影響するため、対策の有効

性が確認できない。このため、規制委員会は、その根拠を明確に示すよう求め

た。申請者は、RCP シール LOCA が発生する場合は、保守的に RCP の全シールの

機能喪失を仮定し、シール部や配管等の抵抗を考慮せず、サーマルバリア付近

のラビリンス部の抵抗のみを考慮した漏えい率に対して、さらに保守性を持た

せた漏えい率を用いていることを示した。また、このラビリンス部について、

全交流動力電源喪失時の1次冷却系の圧力及び温度の条件下における構造健全

性を示した。 

RCP シール LOCA が発生しない場合は、RCP シール部が健全であるとして、全

交流動力電源喪失時の1次冷却系の圧力及び温度の条件下におけるRCP封水戻

りライン等からの漏えい率を用いていることを示した。 

これにより、規制委員会は、漏えい率が適切に設定されているものと判断し

た。 

（３）2次系強制冷却等の操作余裕時間 

 規制委員会は、2 次系強制冷却操作や代替炉心注水操作が確実に実施できる

ことを確認するため、その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求め

た。申請者は、解析等により、2 次系強制冷却操作については操作条件の設定

時間よりもさらに 30 分間程度、また、代替炉心注水操作については操作条件

の設定時間よりもさらに40分間程度の余裕があることを示した。これにより、

規制委員会は、操作条件が妥当であるものと判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．３ 原子炉補機冷却機能喪失 

事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」（以下この節において「本

事故シーケンスグループ」という。）では、原子炉補機冷却機能の喪失後、RCP シ

ール LOCA が発生する場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認し

た。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 



141 
 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉補機冷却系統がその機能を喪

失した後、RCP シール LOCA が発生する。RCP シール LOCA により、1次冷却

系の保有水量が減少するが、原子炉補機冷却系統による冷却が必要な ECCS

による炉心注水ができず、保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、2 次冷却系を強制的に冷

却・減圧することにより 1次冷却系を冷却・減圧するとともに、原子炉補

機冷却系統による冷却が不要な代替ポンプにより炉心注水を行い、炉心を

冷却する必要がある。 

また、長期的には、最終ヒートシンクへの継続的な熱の輸送手段を確保

する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2次系強制冷却を実施する。このため、補助給水ポンプ、主蒸気逃がし

弁、蒸気発生器、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、2 次系強制冷却後に代替炉心注水を実施する。このため、常設

電動注入ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、燃

料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：原子炉補機冷却系統による冷却の代わりと

して移動式大容量ポンプ車による充てん/高圧注入ポンプ及び余熱除去ポ

ンプへの海水通水後、格納容器再循環サンプ水位及び燃料取替用水タンク

水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、高圧再循環による炉心冷却

に移行する。このため、移動式大容量ポンプ車等を重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、充てん/高圧注入ポンプ、余熱除去系、格

納容器再循環サンプ等を重大事故等対処設備として位置付ける。     

さらに、移動式大容量ポンプ車による格納容器再循環ユニットＡ系統及

びＢ系統への海水通水後、原子炉格納容器温度が格納容器再循環ユニット

のダクト開放機構動作温度である 110℃に到達すれば、格納容器内自然対

流冷却を実施する。このため、移動式大容量ポンプ車等を重大事故等対処

設備として新たに整備するとともに、格納容器再循環ユニットＡ系統及び

Ｂ系統を重大事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

申請者は、PRA の手法等を踏まえて、重要事故シーケンス「原子炉補機冷却

機能喪失時に RCP シール LOCA が発生する事故」を選定している。この事故シ

ーケンスは、「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」に従属

して発生する事故シーケンスに含まれている。このため、対策に有効性がある

ことを確認するために評価を行う重要事故シーケンスは、「外部電源喪失時に

非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シール LOCA
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が発生する事故」としている。これは、「全交流動力電源喪失」の重要事故シ

ーケンスと同一である。 

このため、解析手法及び結果、不確かさの影響評価については、「全交流動

力電源喪失」と同一であるとしている。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。  

① 要員数、燃料及び電源については、「全交流動力電源喪失」と同一であ

り、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して

申請者が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、原子炉補機冷却

系統による冷却が不要な代替ポンプを用いた代替炉心注水等が、事象進展の特徴

を捉えた対策であると判断した。 

規制委員会は、申請者が「全交流動力電源喪失」と同じ重要事故シーケンス「外

部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び

RCP シール LOCA が発生する事故」を選定していることから、その解析手法及び結

果、不確かさの影響評価について、「全交流動力電源喪失」と同一としているこ

とは妥当と判断した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者が「全交流動力電源喪失」と同一としていることは妥当と判断した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「外部電源

喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及び RCP シー

ル LOCA が発生する事故」におけるその有効性を確認したことにより、対策が本

事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。  

  

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉補機冷却機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止

対策は、有効なものであると判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．４ 原子炉格納容器の除熱機能喪失 

事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」（以下この節におい

て「本事故シーケンスグループ」という。）では、LOCA の発生後、原子炉格納容
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器の除熱機能が喪失した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認

した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉格納容器の除熱機能の喪失に

伴い、原子炉格納容器内の圧力上昇を抑制できないため、原子炉格納容器

の先行破損に至り、その後、原子炉格納容器再循環サンプ水の減圧沸騰が

生じることで炉心注水が継続できなくなることから、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉格納容器内からの

除熱を行うための代替策を実施する必要がある。 

③ 初期の対策：充てん/高圧注入ポンプ等による炉心注水を実施する。こ

のため、充てん/高圧注入ポンプ、余熱除去ポンプ、燃料取替用水タンク

等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、格納容器内自然対流冷却を継続的に実施する。このため、窒素

ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク用）を重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、格納容器再循環ユニットＡ系統及びＢ系統、原

子炉補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却水サージタンク等を重大事故等対

処設備として位置付ける。 

④  安定停止状態に向けた対策：格納容器再循環サンプ水位及び燃料取替

用水タンク水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、高圧・低圧再循

環による炉心冷却に移行する。このため、充てん/高圧注入ポンプ、余熱

除去ポンプ、格納容器再循環サンプ等を重大事故等対処設備として位置付

ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定を以下の

とおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「中破断 LOCA 時に格納容器スプレイ注入機

能が喪失する事故」を選定する。これは、対策に必要な設備容量の観

点では、1 次冷却材の流出流量が多いため大きな容量を必要とするこ

と、また、対策の実施に対する余裕時間の観点では、事象初期から格

納容器スプレイによる原子炉格納容器内の冷却ができないため余裕
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時間が短いことなど、より厳しい事故シーケンスであることから選定

する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器内の構造材と水蒸気との間の熱伝達、

原子炉格納容器内の構造材内部の熱伝導、格納容器再循環ユニットに

よる自然対流冷却モデル等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：中破断 LOCA における破断口径は約 10cm（4 インチ）と

する。これは、約 5cm（2 インチ）、4 インチ及び約 15cm（6 インチ）

で感度解析を実施した結果として、原子炉格納容器圧力及び温度評価

の観点では、厳しい設定となる。 

  破断位置は、低温側配管（原子炉容器と ECCS の注水配管の間）と

する。これは、蒸気発生器 2次側保有水の保有する熱量が原子炉格納

容器内に放出されることなどにより、原子炉格納容器圧力及び温度評

価の観点では、厳しい設定となる。 

また、外部電源はあるものとする。これは、ECCS の作動が早くなり、

再循環切替時期が早くなることで、より高温の原子炉格納容器サンプ

水で再循環することになり、原子炉格納容器内に放出されるエネルギ

ーが大きくなることから、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点で

は、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：炉心注水流量は、充てん/高圧注入ポンプ及び余熱除去

ポンプそれぞれ 2台使用時の最大注入特性を用いる。最大注入特性と

した場合、破断口からの 1次冷却材の放出量が増加することで、原子

炉格納容器内に放出されるエネルギーが大きくなることから、原子炉

格納容器圧力及び温度評価の観点では、厳しい設定となる。 

また、格納容器再循環ユニットは 2基使用し、除熱特性については

1 基当たり、原子炉格納容器温度 100℃～155℃に対して、除熱量約

1.9MW～約 8.1MW を用いる。 

e. 操作条件：格納容器内自然対流冷却の開始時間は、現場での原子炉

補機冷却水サージタンクの加圧操作等に必要な時間を考慮し、原子炉

格納容器の最高使用圧力到達から 30 分後とする。 

② 解析結果 

 申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 中破断 LOCA の発生後、1次冷却系の保有水量が減少するが、充てん

/高圧注入ポンプによる炉心注水を行うことにより、PCTは約 340℃に、

1 次冷却系の最高圧力圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]に抑えられるま

でにとどまる。 
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b. 1 次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいすることで原子炉格納容器

圧力及び温度は上昇するが、格納容器再循環ユニットによる自然対流

冷却を行うことにより、原子炉格納容器の最高圧力圧力の上昇は約

0.350MPa[gage]にまで、原子炉格納容器の最高温度温度の上昇は約

134℃に抑えられるまでにとどまる。 

c. 高圧・低圧再循環による炉心冷却及び自然対流冷却による原子炉格

納容器内からの除熱により、原子炉を安定停止状態へ移行させること

ができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

     申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP では、LOCA について解析した場合、試験データと比較して原子

炉格納容器圧力を数十 kPa 程度、温度を十数℃程度高く評価する傾向

があり、事象進展の観点では保守的（厳しめ）の結果を与えることが

示されている。実際の原子炉格納容器圧力及び温度は解析結果よりも

低くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

破断口径の変動を考慮した場合、1 次冷却材の漏えい流量が変動す

ることで、解析結果に影響を与える可能性がある。このため、中破断

LOCA の破断口径の範囲内において、2インチ及び 6インチの感度解析

を実施した。この結果、原子炉格納容器圧力及び温度評価の観点では、

4 インチにおける結果を下回る。また、4 インチから 2 インチ及び 4

インチから 6インチの間の破断口径の場合について、原子炉格納容器

圧力及び温度上昇に対する傾向を上記の感度解析の結果から検討した。

結果として、いずれの場合も原子炉格納容器圧力及び温度の最高値が

低下する傾向となる。 

格納容器再循環ユニットの除熱特性を、ラフフィルタを撤去した場

合の除熱特性として感度解析を実施した。結果として、評価項目に対

する余裕は大きくなる。（３．（１）参照。） 

c. 対策の実施への影響 

格納容器内自然対流冷却操作の実施前の準備作業は、事象発生後約

1.5 時間時点で終了し、実施は解析上約 9.3 時間としている。格納容

器内自然対流冷却の実施時に、現場操作を担当している運転員は、そ
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の操作前に格納容器スプレイ系の回復操作を実施しているが、上記の

とおり、格納容器内自然対流冷却の準備完了から実施まで、十分な余

裕がある。 

このため、当該操作が必要なタイミングに変動があったとしても、

この変動に対応が可能であることから、対策の実施に与える影響はな

い。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及び

2 号炉あわせて 22 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、7

日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、電源として、仮に外部電源

の喪失を仮定しても、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対し

て、ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能で

ある。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に

対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している格納容器内自然対流冷却

等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「中破断 LOCA 時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する

事故」において格納容器内自然対流冷却等を行った場合に対する申請者の解析結

果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使

用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を

概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析で

は、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（格納容器スプレ

イポンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの

設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

  また、格納容器内自然対流冷却等により炉心の損傷を回避した後、原子炉を安

定停止状態へ導くために、高圧・低圧再循環による炉心冷却や格納容器内自然対

流冷却を継続する対策が整備されていることを確認した。 
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さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「中破断 LOCA

時に格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認した

ことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉格納容器の除熱機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損

傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）格納容器再循環ユニットの除熱特性及び長期的な原子炉格納容器の安

定状態への移行 

申請者は、格納容器再循環ユニットの除熱特性を明確に示していなかった。

これに加えて、この除熱特性を用いた解析結果によれば、原子炉格納容器圧力

及び温度の上昇が抑制され、評価項目を下回っているものの、長期的な原子炉

格納容器の安定状態への移行の観点からは、圧力及び温度の低下幅が小さなも

のにとどまっていた。このため、規制委員会は、解析で用いている除熱特性と

本発電所における格納容器再循環ユニットの除熱特性の関係を明確にした上

で、長期的な原子炉格納容器の安定状態への移行に対する対策を示すよう求め

た。申請者は、解析で用いている除熱特性は、本発電所の除熱特性より大きい

値を用いており、非保守的な解析となっていることを示した。これに関して、

申請者は、格納容器再循環ユニットのラフフィルタを撤去する運用とすること

で解析で用いている除熱特性を上回る値（原子炉格納容器温度 100℃～149℃に

対して、除熱量約 5.0MW～約 8.3MW）となることから、この運用により除熱特

性の向上を図る方針とした。この対策を行った場合の解析により、長期的な原

子炉格納容器圧力及び温度の低下傾向が改善されたことを示した。これにより、

規制委員会は、格納容器再循環ユニットによって十分な自然対流冷却が行われ

ることを確認した。 

（２）格納容器内自然対流冷却の操作余裕時間 

規制委員会は、格納容器内自然対流冷却操作が確実に実施できることを確認

するため、その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者

は、原子炉格納容器圧力の上昇率の推移により、操作条件の設定時間よりもさ

らに 4時間程度の余裕があることを示した。これにより、規制委員会は、操作
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条件が妥当であるものと判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失 
事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、主給水流量喪失及び負荷の喪失等の運転時

の異常な過渡変化の発生後、原子炉停止機能が喪失した場合において、炉心損傷防

止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化の発生後に

原子炉停止機能が作動せず、原子炉出力を下げることができないことから、

1 次冷却系圧力及び温度が上昇して、加圧器安全弁等からの 1 次冷却材の

漏えいが継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉出力を抑制し、1

次冷却系の過圧を防止する必要がある。 

③ 初期の対策：新たに ATWS 緩和設備を重大事故等対処設備として整備す

る。また、主蒸気隔離弁、補助給水ポンプ、蒸気発生器及び復水タンクを

重大事故等対処設備として位置付ける。ATWS 緩和設備とは、原子炉トリッ

プに失敗した場合に、蒸気発生器水位の低下を検知し、この設備から作動

信号を自動発信することで、タービントリップ、主蒸気ラインの隔離及び

補助給水ポンプの起動を自動で行う設備である。この設備により主蒸気ラ

インの隔離等を行うことで、1 次冷却材の温度上昇による負の反応度フィ

ードバック効果により原子炉出力を抑制する。 

④ 安定停止状態に向けた対策：原子炉出力の低下後、緊急ほう酸注入によ

り原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の開操作等により、1 次冷却

系を冷却・減圧する。1 次冷却系の冷却・減圧が進み、余熱除去系が使用

可能な温度及び圧力に到達すれば、余熱除去系による炉心冷却に移行する。

このため、充てん/高圧注入ポンプ、ほう酸ポンプ、ほう酸タンク、主蒸

気逃がし弁、余熱除去系等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  
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申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が

喪失する事故」及び「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する

事故」を選定する。 

「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」は、ATWS

緩和設備により多くの機能（主蒸気ラインの隔離及び補助給水ポンプ

の起動）を期待することから選定する。 

「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」は、1 次冷

却系圧力の評価の観点では厳しくなる可能性があることから選定する。 

b. 解析コード：炉心における減速材温度フィードバック効果及びドッ

プラフィードバック効果、加圧器における気液熱非平衡、水位変化及

び冷却材の放出、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達等を

取り扱うことができ、かつ炉心の冷却状態及び出力分布変化を同時に

解析可能な SPARKLE-2 を用いる。 

c. 初期条件：炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び温度は、定格値を用い

る。 

減速材温度係数は、炉心サイクル寿命中の変化、炉心構成のばらつ

き及び解析コードの不確かさを考慮し、負の反応度フィードバック効

果が小さくなるように、-13pcm/℃を用いる。 

ドップラ係数は、原子炉出力の低下により正の反応度となることを

考慮し、大きめの値を用いる。 

d. 事故条件：外部電源はあるものとする。これは、RCP が停止せず 1

次冷却系の冷却が継続することで、負の反応度フィードバック効果が

小さくなるため、1 次冷却系圧力の評価の観点では、厳しい設定とな

る。 

e. 機器条件：ATWS 緩和設備からの作動信号（主蒸気ラインの隔離等が

自動で行われるための信号）は、蒸気発生器狭域水位 7%到達で発信さ

れるものとする。これは、作動設定点の設定範囲の中の下限値となる

ため、1次冷却系圧力の評価の観点では、厳しい設定である。 

f. 操作条件：ATWS 緩和設備により、自動的に主蒸気ラインの隔離等を

行うため、解析上の運転員操作はない。  

② 解析結果 

申請者が行った「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事

故」の解析の結果は、以下のとおりである。 
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a. 主給水流量喪失の発生後、蒸気発生器水位の低下に伴い、ATWS 緩和

設備からの作動信号による主蒸気ラインの隔離により、1 次冷却材温

度が上昇し、負の反応度フィードバック効果により原子炉出力は低下

する。また、1 次冷却材温度の上昇に伴い、1 次冷却系圧力が上昇す

るが、加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の作動により 1次冷却系圧力

の上昇は抑制される。以上により、PCT は約 360℃に、1次冷却系の最

高圧力圧力の上昇は約 18.5MPa[gage]に抑えられるまでにとどまる。 

b. 加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の作動により、1 次冷却材が加圧

器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいするが、その量はわず

かである。また、原子炉格納容器圧力及び温度が上昇した場合には、

格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 緊急ほう酸注入により原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の

開操作等により、1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、余熱除去系によ

る炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行させることができる。 

   上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

申請者が行った「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」

の解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 負荷の喪失の発生後、1 次冷却材温度及び圧力が上昇するが、1 次

冷却材温度の上昇による負の反応度フィードバック効果により原子

炉出力は低下する。その後、蒸気発生器水位の低下に伴う除熱能力の

低下により、再び 1次冷却材温度は上昇し、負の反応度フィードバッ

ク効果により原子炉出力はさらに低下する。また、1 次冷却材温度の

上昇に伴い、1 次冷却系圧力が上昇するが、加圧器逃がし弁及び加圧

器安全弁の作動により 1次冷却系圧力の上昇は抑制される。以上によ

り、PCT は約 360℃に、1 次冷却系の最高圧力圧力の上昇は約

18.5MPa[gage]に抑えられるまでにとどまる。 

b. 加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の作動により、1 次冷却材が加圧

器逃がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいするが、その量はわず

かである。また、原子炉格納容器圧力及び温度が上昇した場合には、

格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 緊急ほう酸注入により原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の

開操作等により、1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、余熱除去系によ

る炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行させることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 
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③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SPARKLE-2 では、ATWS 時のドップラフィードバック効果を解析する

際に、核データライブラリ ENDF/B-Ⅶ.0 を用いて計算したドップラ係

数を使用している。ドップラ係数に関する計算ベンチマークの解析結

果によれば、ENDF/B-Ⅶ.0 を含む代表的な核データライブラリを用い

て国内外の解析コードで計算したドップラ係数の標準偏差は 10%程度

と報告されており、この誤差が ATWS の解析結果に影響を与える可能性

がある。 

また、ATWS について解析した場合、加圧器及び蒸気発生器の挙動モ

デルにおいて、試験データと比較して、1 次冷却系圧力を数百 kPa 程

度、温度を数℃程度低く評価する傾向があり、解析結果に影響を与え

る可能性がある。 

これらの影響については、解析条件の不確かさの影響との重畳も考

慮し、「c. 感度解析による影響評価」に記載する。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び温度については定格値を用いてお

り、その不確かさとして、正の定常誤差（炉心熱出力：＋2%、1 次冷

却系圧力：＋0.21MPa、1 次冷却材温度：＋2.2℃）により、実際には

定格値よりも大きくなる可能性があるとしている。これらの影響につ

いては、解析コードの不確かさの影響との重畳も考慮し、「c. 感度解

析による影響評価」に記載する。 

c. 感度解析による影響評価 

解析コードの不確かさとしてドップラフィードバック効果、解析条

件の不確かさとして炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び温度の正の定常

誤差があり、これらの全てが厳しい方向に重畳する可能性もあること

から、この重畳を考慮した感度解析を実施した。なお、ドップラフィ

ードバック効果については、感度解析において、ドップラ係数の最確

評価値に対して 20%増加させる。 

結果として、「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する

事故」では、1次冷却系圧力の最高値は約 19.0MPa[gage]、「負荷の喪

失時に原子炉トリップが喪失する事故」では、1 次冷却系圧力の最高

値は約 19.2MPa[gage]となる。 
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さらに、解析コードにおける加圧器及び蒸気発生器の挙動モデルに

起因する不確かさとして、1次冷却系圧力を数百 kPa 程度、温度を数℃

程度低く評価する傾向があることを考慮しても、1 次冷却系圧力バウ

ンダリの最高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を下回る。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応等に必要な要員は、1 号炉及び 2 号炉あわ

せて 14 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名であり対応

が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、7

日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、電源として、仮に外部電源

の喪失を仮定しても、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量源に対

して、ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能

である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」に対して、申

請者が炉心損傷防止対策として計画している ATWS 緩和設備の自動作動による負

の反応度フィードバック効果によって原子炉出力を抑制する対策が、事象進展の

特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「主給水流量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」

及び「負荷の喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」において ATWS 緩和

設備の機能に期待した場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評

価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード、解析条件

の不確かさを考慮し、それらを重畳させた場合でも、解析結果が評価項目を概ね

満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（制御棒駆動設備、主

給水ポンプ等）の復旧や手動による原子炉トリップ操作等を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復等も重要な炉心損傷防止

対策となり得る。 

また、ATWS 緩和設備の機能による原子炉出力の抑制により炉心の損傷を回避し

た後、原子炉を未臨界状態とし、安定停止状態へ導くために、緊急ほう酸注入や

余熱除去系による炉心冷却へ移行する対策が整備されていることを確認した。 
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さらに、規制委員会は、対策等に必要な要員及び燃料等についても、申請者の

計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「主給水流

量喪失時に原子炉トリップ機能が喪失する事故」及び「負荷の喪失時に原子炉ト

リップ機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したことにより、対策が

本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

  以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉停止機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策

は、有効なものであると判断した。 
 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）減速材温度係数の設定の考え方 

申請者は、減速材温度係数の設定の考え方を明確に示していなかった。本重

要事故シーケンスでは、原子炉停止機能が喪失していることから、負の反応度

フィードバック効果により原子炉出力を抑制することが主要な対策である。こ

の抑制程度を支配するのが減速材温度係数である。このため、規制委員会は、

減速材温度係数の設定の考え方を明確に示すよう求めた。申請者は、炉心サイ

クル寿命中の変化、炉心構成のばらつき及び解析コードの不確かさを考慮し、

負の反応度フィードバック効果が小さくなるよう -13pcm/℃に設定している

ことを示した。これにより、規制委員会は、減速材温度係数の設定が妥当であ

るものと判断した。 

（２）解析対象の期間の妥当性 

申請者は、解析に影響を与える操作条件はないとしている。これは、申請者

が、原子炉出力が低下して安定するまでの期間（事象発生 10 分後まで）の解

析にとどめているためである。このため、規制委員会は、原子炉出力が安定し

た後、原子炉を安定停止状態へ導くまでの手順を示すよう求めた。申請者は、

緊急ほう酸注入により原子炉を未臨界状態とし、主蒸気逃がし弁の開操作等に

より、1 次冷却系の冷却・減圧を進めて、余熱除去系が使用可能な温度 177℃

以下及び圧力 2.7MPa[gage]以下に到達すれば、余熱除去系による炉心冷却に移

行することで、原子炉を安定停止状態へ移行させることが可能であることを示

した。規制委員会は、解析対象の期間及びそれに伴う操作条件の考え方が妥当

であることを確認した。 

（３）解析コード及び解析条件の不確かさの重畳 
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申請者は、ドップラフィードバック効果、炉心熱出力、1 次冷却系圧力及び

温度の正の定常誤差の不確かさの影響について明確に示していなかった。これ

らの項目の不確かさが全て厳しい方向に重畳した場合には、1 次冷却系圧力が

1 次冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の 1.2 倍（20.59MPa[gage]）を超え

る可能性も考えられた。このため、規制委員会は、これらの影響を明確に示す

よう求めた。申請者は、感度解析を実施し、これらの不確かさの重畳を踏まえ

ても、1 次冷却系圧力が 1 次冷却材圧力バウンダリの最高使用圧力の 1.2 倍

（20.59MPa[gage]）を下回ることを示した。これにより、規制委員会はこれら

の不確かさが全て厳しい方向に重畳した場合でも、評価項目を満足することに

変わりがないことを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．６ ECCS 注水機能喪失 

事故シーケンスグループ「ECCS 注水機能喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、中小破断 LOCA の発生後、ECCS 注水機能が

喪失した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：中小破断 LOCA の発生後、ECCS 注水

機能の喪失に伴い1次冷却系の保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、2 次冷却系を強制的に冷

却・減圧することにより 1次冷却系を冷却・減圧するとともに、炉心注水

を行い、炉心を冷却する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2次系強制冷却を実施する。このため、補助給水ポンプ、主蒸気逃がし

弁、蒸気発生器、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、2 次系強制冷却により 1 次冷却系圧力が十分低下すれば、低圧

注入による炉心冷却を実施する。このため、余熱除去ポンプ及び燃料取替

用水タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：格納容器再循環サンプ水位及び燃料取替用

水タンク水位がそれぞれ再循環切替条件に到達すれば、低圧再循環による

炉心冷却に移行する。このため、余熱除去ポンプ、格納容器再循環サンプ

等を重大事故等対処設備として位置付ける。 
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（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「中破断 LOCA 時に高圧注入機能が喪失する

事故」を選定する。これは、対策に必要な設備容量及び対策の実施に

対する余裕時間の観点では、冷却材の流出流量が多いことから、より

厳しい事故シーケンスとして選定する。 

b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系からの冷却材の放出及び沸騰やボイド率

の変化、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達等を取り扱う

ことができる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件：破断口径は、約 15cm（6 インチ）、約 10cm（4インチ）、

約 5cm（2 インチ）とする。これは、高圧注入系が機能喪失した場合、

低圧注入を行うために1次冷却系の減圧が必要な破断口径の範囲とし

て、不確かさも考慮した設定である。 

破断位置は、低温側配管（原子炉容器と ECCS の注水配管の間）とす

る。この場合、破断ループに接続された ECCS の注水効果に期待できな

いことなどにより、炉心の冷却の観点では、厳しい設定となる。 

また、外部電源はないものとする。これは、常用系機器の機能喪失

及び工学的安全設備の作動遅れにより、炉心の冷却の観点では、厳し

い設定となる。 

   d. 機器条件：蓄圧タンクの保有水量は、最低保有水量 29.0m3/基を用

いる。 

また、低圧注入における炉心注水流量は、余熱除去ポンプ 2台使用

時の最小注入特性を用いる。 

e. 操作条件：2次系強制冷却操作の開始時間は、ECCS 作動信号の発信

から 10 分後とし、主蒸気逃がし弁の開操作に 1分を要するとする。  

② 解析結果 

  申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. ECCS 注水機能の喪失に伴い 1次冷却系の保有水量が減少し、4イン

チ破断及び 2 インチ破断の場合は、炉心が露出するが、2 次系強制冷

却、蓄圧注入及び低圧注入により、PCT は以下のとおりとなる。 

   ア. 6 インチ破断：約 380℃ 

 イ. 4 インチ破断：約 731℃ 
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    ウ. 2 インチ破断：約 496℃ 

    4インチ破断の場合でも、燃料被覆管の酸化量は約0.1%にとどまる。 

        また、1 次冷却系の最高圧力圧力の上昇は、いずれの場合も約

16.2MPa[gage]に抑えられるまでにとどまる。 

b. 中破断 LOCA により、1次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいするこ

とで原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容器スプレイに

よる抑制が可能な範囲に収まっている。 

なお、格納容器スプレイ設備の性能は、設計基準事故（原子炉冷却

材喪失事故）において、大破断 LOCA を想定した解析で評価しており、

原子炉格納容器圧力の最高圧力上昇は約 0.211MPa[gage]にまで、原子

炉格納容器の最高温度温度の上昇は約 119℃に抑えられるまでにとど

まる。 

c. 低圧再循環による炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行さ

せることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 を用いて 1次冷却系の挙動について解析した場合、試験デ

ータと比較して 2 次系強制冷却による 1次冷却系の冷却・減圧時に、1

次冷却系圧力を数百 kPa 程度高く評価する傾向がある。このため、解

析結果よりも 1次冷却系の冷却・減圧が速くなることで、実際の漏え

い流量は少なくなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

蓄圧タンクの保有水量について、全量が炉心へ注水される前に蓄圧

タンク出口弁を閉止する場合には、解析条件として最低保有水量に設

定することが保守的な設定とならない場合がある。これは、蓄圧タン

ク内の圧力変化と気相部体積の膨張量の関係から、蓄圧タンク内の初

期の保有水量が少なく気相部の初期の体積が大きい方が、気相部圧力

が持続しやすく、蓄圧タンク出口弁を閉止するまでの炉心への注水量

が多くなるためである。解析条件では、蓄圧タンクの保有水量を最低

保有水量に設定していることから、上記の影響を確認するため、解析

結果において炉心が露出した4インチ破断及び2インチ破断において、

蓄圧タンクの初期の保有水量に最高保有水量を与えた場合の感度解析



157 
 

を実施した。結果としては、4 インチ破断の場合、蓄圧タンクからの

注水流量が少なくなり、PCTは約791℃となる。2インチ破断の場合は、

炉心露出期間が短くなり、約392℃となる。この結果より、PCTが1200℃

以下であるという評価項目を満足することに変わりはない。 

破断口径の変動を考慮した場合、1 次冷却材の漏えい流量が変動す

ることで、解析結果に影響を与える可能性がある。このため、4 イン

チから 2インチ及び 4インチから 6インチの間の破断口径の場合につ

いて、事象初期の破断流量、蓄圧注入及び低圧注入開始時期等の観点

から検討した。結果として、いずれの場合も PCT が低下する傾向とな

る。 

c. 対策の実施への影響 

2 次系強制冷却操作が必要なタイミングが変動する可能性があるが、

この操作は中央制御室で専任の運転員が担当することから、必要なタ

イミングに変動があったとしても、この変動に対応が可能であり、対

策の実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及び

2 号炉あわせて 26 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間ディーゼル発電機を全出力で運

転した場合などに必要となる重油量は約 494.4kL である。これに対して、

発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量は約510.0kLであり対応が

可能である。また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、

ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「ECCS 注水機能喪失」に対して申請者

が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、低圧注入等が、事象進

展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「中破断 LOCA 時に高圧注入機能が喪失する事故」におい

て 2 次系強制冷却、低圧注入等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心

損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析

コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足す

ることに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳
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しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（充てん/高圧注入ポンプ等）

の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回

復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

 また、2 次系強制冷却、低圧注入等により炉心の損傷を回避した後、原子炉を

安定停止状態へ導くために、低圧再循環による炉心冷却へ移行する対策が整備さ

れていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「中破断 LOCA

時に高圧注入機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したことにより、

対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「ECCS 注水機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、

有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）2次系強制冷却の操作余裕時間 

規制委員会は、2次系強制冷却操作が確実に実施できることを確認するため、

その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者は、解析に

より、操作条件の設定時間よりもさらに 5分間程度の余裕時間が確認できたこ

とを示した。これにより、この操作は原子炉制御室での操作であることも踏ま

え、規制委員会は操作条件が妥当であるものと判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．７ ECCS 再循環機能喪失 

事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」（以下この節において「本事

故シーケンスグループ」という。）では、LOCA の発生後、ECCS 再循環機能が喪失

した場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 



159 
 

① 本事故シーケンスグループの特徴：LOCA の発生後、ECCS 再循環機能の

喪失に伴い 1次冷却系の保有水量の減少が継続し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、ECCS 再循環機能の代替策

により継続して炉心注水を行い、炉心を冷却する必要がある。 

③ 初期の対策：格納容器スプレイポンプを用いた代替再循環により、炉心

冷却を実施する。このため、代替再循環配管を重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、格納容器スプレイＡ系統、格納容器再循環サン

プ等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策：代替再循環を継続する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失す

る事故」を選定する。これは、対策に必要な設備容量及び対策の実施

に対する余裕時間の観点では、1次冷却材の流出流量が多いことから、

より厳しい事故シーケンスとして選定する。 

  本事故シーケンスグループのうち、中小破断 LOCA 等の発生時に高

圧再循環機能が喪失する事故シーケンスでは、破断口径が小さいこと

から、大破断 LOCA が発生する場合と比べて 1 次冷却系圧力の低下が

緩やかなため、2次系強制冷却による1次冷却系の減圧が必要である。

このため、本重要事故シーケンスと対策が異なるが、この対策は「ECCS

注水機能喪失」における対策と同一であり、そこでこの対策の有効性

を確認する。 

b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系における気液分離や対向流などを取り扱

うことができる MAAP を用いる。 

  なお、MAAP については、大破断 LOCA 時の事象初期の原子炉容器内

水位、燃料被覆管温度及び原子炉格納容器温度に対する適用性が低い。

このため、これらの事象初期の結果については、設計基準事故（原子

炉冷却材喪失事故）における大破断 LOCA を想定した解析結果を参照

する。 

c. 事故条件：破断口径は、1次冷却系配管の完全両端破断とする。 
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  破断位置は、低温側配管（原子炉容器と ECCS の注水配管の間）と

する。これは、破断ループに接続された ECCS の注水効果に期待でき

ないことなどにより、炉心の冷却の観点では、厳しい設定となる。 

  また、外部電源はあるものとする。これは、ECCS の作動が早くなる

ことで、再循環切替失敗時期が早くなるため、その時点での炉心崩壊

熱が高くなることで、再循環切替失敗による炉心水位の低下が速くな

り、炉心の露出の観点では、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：再循環切替失敗前の炉心注水流量は、充てん/高圧注入

ポンプ及び余熱除去ポンプそれぞれ 2台使用時の最大注入特性を用い

る。最大注入特性とする場合、燃料取替用水タンクの水位の低下が速

くなることで、再循環切替時期が早くなるため、その時点での炉心崩

壊熱が高くなることによって、再循環切替失敗による炉心水位の低下

が速くなり、炉心の露出の観点では、厳しい設定となる。 

  代替再循環による炉心注水流量は、格納容器スプレイポンプ 1台を

使用して 200m3/h とする。この流量は、再循環切替時点での炉心崩壊

熱に相当する蒸発量を上回る値である。 

e. 操作条件：代替再循環の開始時間は、現場での代替再循環の系統構

成等に必要な時間を考慮し、再循環切替失敗から 30 分後とする。 

② 解析結果 

     申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 大破断 LOCA により、事象初期に、一時的に炉心が露出するが、ECCS

による炉心注水により、冠水状態となる。その後、再循環切替失敗に

より炉心水位は低下するが、代替再循環による炉心注水により炉心水

位は回復する。これらの期間を通じて燃料被覆管温度が最も上昇する

のは、事象初期であるため、設計基準事故（原子炉冷却材喪失事故）

の解析結果を参照する。PCT は約 1,027℃を超えることはない。燃料

被覆管の酸化量は約 3.6%であり、15%以下である。また、1 次冷却系

の最高圧力圧力の上昇は、約 16.2MPa[gage]に抑えられるまでにとど

まる。 

b. 大破断 LOCA により、1次冷却材が原子炉格納容器内に漏えいするこ

とで原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容器スプレイに

よる抑制が可能な範囲に収まっている。 

なお、格納容器スプレイ設備の性能は、設計基準事故（原子炉冷却

材喪失事故）において大破断 LOCA を想定した解析で評価しており、原

子炉格納容器の最高圧力圧力の上昇は約 0.211MPa[gage]にまで、原子

炉格納容器温度の上昇は約 119℃に抑えられるまでにとどまる。 
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c. 代替再循環による炉心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行さ

せることができる。 

上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足 

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP を用いて LOCA について解析した場合、炉心水位挙動に対する

不確かさがある。この影響を確認するため、M-RELAP5 と炉心露出開始

時間を比較した。結果として、MAAP による炉心露出開始時間は、

M-RELAP5 による炉心露出開始時間と比べて約 15 分遅くなるケースが

あった。 

このため、不確かさの影響の評価として、M-RELAP5 を用いて代替再

循環切替の開始時間を 15 分早めた感度解析を実施した。結果として、

再循環切替失敗以降において燃料被覆管温度が上昇することはなく、

PCT が 1200℃以下であるという評価項目を満足することに変わりはな

い。上記を踏まえると、本重要事故シーケンスの対策である代替再循

環切替操作については、再循環切替失敗から 15分後までに完了する必

要があるが、これまでの訓練実績を踏まえると再循環切替失敗から 7

分後までに完了できる。（３．（１）参照。） 

なお、M-RELAP5 を用いて LOCA について解析した場合、炉心水位挙

動において、試験データとの比較等により炉心露出予測は保守的な傾

向を示している。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、燃料取替用水タンク水量に非保守的な（多めの）値

を設定している。燃料取替用水タンク水量としてより実際的な値を与

えた場合には、この水量が少なくなるため、再循環切替水位に到達す

る時間が数分程度早くなる。このため、その時点での炉心崩壊熱が高

くなることで、1次冷却材の蒸発量がわずかに多くなる可能性がある。

しかし、この影響により炉心水位の低下の速さに与える影響はわずか

であり、代替再循環切替操作時間の余裕を踏まえると解析結果に与え

る影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、代替再循環切替操作が必要なタイミングが早くなる

など、そのタイミングは変動する可能性があるが、現場での代替再循
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環ライン系統構成は専任の運転員が担当することから、必要なタイミ

ングに変動があったとしても、この変動に対応が可能であり、対策の

実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1号炉及び

2号炉あわせて 18 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名

であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源の喪失を仮定しても、7

日間ディーゼル発電機を全出力で運転した場合などに必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。また、電源として、仮に外部電源

の喪失を仮定しても、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対し

て、ディーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能で

ある。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「ECCS 再循環機能喪失」に対して申請

者が炉心損傷防止対策として計画している代替再循環等が、事象進展の特徴を捉

えた対策であると判断した。 

  重要事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失する事故」にお

いて代替再循環等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策

の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード及び解

析条件の不確かさを考慮しても、代替再循環切替について、再循環切替失敗から

15 分後までに完了できることを踏まえれば、解析結果が評価項目を概ね満足す

ることに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳

しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（余熱除去ポンプ等）の復旧

を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重

要な炉心損傷防止対策となり得る。 

  また、代替再循環により炉心の損傷を回避した後、原子炉を安定停止状態へ導

くために、代替再循環による炉心冷却を継続することを確認した。 

  さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

本事故シーケンスグループのうち、中小破断 LOCA 等の発生時に高圧再循環機

能が喪失する事故シーケンスでは、本重要事故シーケンスと対策が異なるが、こ
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の対策は「ECCS 注水機能喪失」における対策と同一であり、そこで対策の有効性

を確認したことと併せれば、「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要

事故シーケンス「大破断 LOCA 時に低圧再循環機能が喪失する事故」における有

効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であ

ると判断できる。 

 

  以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「ECCS 再循環機能喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対

策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）代替再循環切替操作に要する時間 

申請者は、代替再循環の開始時間を、再循環切替失敗から 30 分後としてい

る。この操作は、現場での代替再循環ライン系統構成等があるため、操作条件

で設定した時間内で実施できることを確認する必要がある。このため、規制委

員会は、この操作について、操作条件で設定した時間内で実施できる根拠を示

すよう求めた。申請者は、これまでの訓練実績により、現場での代替再循環ラ

イン系統構成や中央制御室での代替再循環開始操作を、あわせて 7分間で実施

できることを示した。これにより、規制委員会は、操作条件が妥当であるもの

と判断した。 

（２）代替再循環切替の操作余裕時間 

 規制委員会は、代替再循環切替操作が確実に実施できることを確認するため、

その操作時間にどれだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者は、解析コ

ード M-RELAP5 を用いた解析により、解析コード間での炉心露出開始時間の違

いを考慮した操作条件（再循環切替失敗から 15 分後までに切替え完了）より

もさらに 5 分間程度の余裕があることを示した。これにより、規制委員会は、

代替再循環切替操作を再循環切替失敗から 15 分後までに完了するという操作

条件が妥当であるものと判断した。 
 
 
Ⅳ－１．２．１．８ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA，

蒸気発生器伝熱管破損） 

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」（以下この節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器
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の破損等の発生後、破損箇所の隔離に失敗した場合において、炉心損傷防止対策に

有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリ機能の

喪失に伴い、1 次冷却材の原子炉格納容器内外への漏えいが継続すること

で、保有水量が減少し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、炉心注水を継続するとと

もに、1次冷却系の減圧を行うことで、原子炉格納容器内外への漏えいを

抑制する必要がある。 

③ 初期の対策：蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作によ

る 2 次系強制冷却及び加圧器逃がし弁の開操作と充てん/高圧注入ポンプ

による炉心注水を行う1次冷却系のフィードアンドブリードにより1次冷

却系の冷却・減圧を実施する。このため、充てん/高圧注入ポンプ、燃料

取替用水タンク、補助給水ポンプ、蒸気発生器、復水タンク、主蒸気逃が

し弁、加圧器逃がし弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定停止状態に向けた対策： 

a. インターフェイスシステム LOCA の場合は、2次系強制冷却を継続す

る。このため、補助給水ポンプ、蒸気発生器、復水タンク、主蒸気逃

がし弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 蒸気発生器伝熱管破損の場合は、1 次冷却系の冷却・減圧が進み、

余熱除去系が使用可能な温度及び圧力に到達すれば、余熱除去系によ

る炉心冷却に移行する。このため、余熱除去系を重大事故等対処設備

として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「インターフェイスシステム LOCA」及び「蒸

気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」を

選定する。これは、格納容器バイパス時の漏えい経路の違いを考慮し

て両方の事故シーケンスを選定する。 
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b. 解析コード：炉心における 1次冷却材の沸騰やボイド率の変化、気

液分離や対向流、1 次冷却系からの冷却材の放出、加圧器からの冷却

材の放出、蒸気発生器における 1次側と 2次側との熱伝達等を取り扱

うことができる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件： 

ア．インターフェイスシステム LOCA 

1 次冷却材の漏えい箇所は、余熱除去系逃がし弁及び余熱除去

系機器等とする。 

破断口径は、原子炉格納容器外の余熱除去冷却器出口逃がし弁

では等価直径約 3.3cm（約 1.3 インチ）相当、原子炉格納容器内

の余熱除去ポンプ入口逃がし弁では等価直径約 11cm（約 4.2 イン

チ）相当とする。余熱除去系機器等では、等価直径約 4.1cm（約

1.6 インチ）相当とする。 

また、外部電源はないものとする。これは、常用系機器の機能

喪失及び工学的安全施設作動設備の作動遅れにより、炉心の冷却

の観点では、厳しい設定となる。 

イ．蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 

破断位置及び破断口径は、1 基の蒸気発生器の伝熱管１本が瞬

時に両端破断するものとする。 

破損側蒸気発生器の隔離失敗の想定は、原子炉トリップ後に主

蒸気逃がし弁が作動した時点で、破損側蒸気発生器につながる主

蒸気安全弁 1個が開固着するものとする。 

また、外部電源はないものとする。これは、常用系機器の機能

喪失及び工学的安全施設作動設備の作動遅れにより、炉心の冷却

の観点では、厳しい設定となる。 

d. 機器条件： 

ア．インターフェイスシステム LOCA 

炉心注水流量は、充てん/高圧注入ポンプ 2台使用時の最大注入

特性を用いる。これは、1次冷却材の漏えい量の観点では、1次冷

却系からの漏えい量を増加させるため厳しい設定である。 

2 次系強制冷却に使用する主蒸気逃がし弁は 3個とする。 

また、余熱除去冷却器出口逃がし弁及び余熱除去ポンプ入口逃

がし弁の吹止まり圧力は、設計値を用いる。 

イ．蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 
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炉心注水流量は、充てん/高圧注入ポンプ 2台使用時の最大注入

特性を用いる。これは、1次冷却材の漏えい量の観点では、1次冷

却系からの漏えい量を増加させるため厳しい設定である。 

また、2 次系強制冷却に使用する主蒸気逃がし弁は健全側の 2

個とする。 

e. 操作条件： 

ア．インターフェイスシステム LOCA 

2 次系強制冷却の開始時間は、余熱除去系統からの漏えいの判

断や余熱除去系統の隔離操作等に必要な時間を考慮し、ECCS 作動

信号発信から 25分後とする。 

また、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水を、高圧モードか

ら充てんモードに切替えるための操作開始時間は、原子炉トリッ

プの 1時間後からとし、操作完了に 2分を要するものとする。 

イ．蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する

事故 

破損側蒸気発生器の隔離操作の開始時間は、原子炉トリップの

10 分後からとし、操作完了に 2分を要するものとする。 

2 次系強制冷却操作の開始時間は、破損側蒸気発生器隔離操作

の完了時点からとし、主蒸気逃がし弁の開操作完了に 1 分を要す

るものとする。 

充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水を、高圧モードから充て

んモードに切替えるための操作開始時間は、ECCS 停止条件（1 次

冷却材のサブクール度 40℃以上及び加圧器水位 50%以上等）成立

時点からとし、操作完了に 1分を要するものとする。 

また、加圧器逃がし弁の開閉操作は、以下の条件が成立すれば、

1個の加圧器逃がし弁を開閉するものとする。 

 ⅰ）ECCS 停止条件成立前は、1次冷却材のサブクール度 60℃以

上で開とし、サブクール度 40℃以下又は加圧器水位 50%以上

で閉とする。 

 ⅱ）ECCS 停止条件成立後は、1次冷却材のサブクール度 20℃以

上で開とし、サブクール度 10℃以下で閉とする。  

② 解析結果 

「インターフェイスシステム LOCA」について、申請者が行った解析の結

果は以下のとおりである。 

a. 余熱除去系逃がし弁及び余熱除去系機器等からの漏えいにより、1

次冷却系の保有水量が減少するが、充てん/高圧注入ポンプによる炉
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心注水及び 2次系強制冷却による 1次冷却系の冷却・減圧を行うこと

により、保有水量は回復し、PCT は約 380℃に、1次冷却系の最高圧力

圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]に抑えられるまでにとどまる。 

b. 余熱除去ポンプ入口逃がし弁から原子炉格納容器内への 1次冷却材

の漏えいにより、原子炉格納容器圧力及び温度は上昇するが、格納容

器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、余熱除去系逃がし弁からの漏え

いが停止する。さらに、余熱除去ポンプの入口弁（ユニハンドラ弁）

を閉止することにより、余熱除去系機器等からの漏えいが停止する。

また、2 次系強制冷却による炉心冷却の継続により原子炉を安定停止

状態へ移行させることができる。 

     上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

     「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」

について、申請者が行った解析の結果は以下のとおりである。 

a. 破損した蒸気発生器伝熱管から蒸気発生器2次側への漏えいにより、

1次冷却系の保有水量が減少するが、充てん/高圧注入ポンプによる炉

心注水、2 次系強制冷却及び加圧器逃がし弁の開操作による 1 次冷却

系の冷却・減圧を行うことにより、保有水量は回復し、PCT は約 340℃

に、1 次冷却系の最高圧力圧力の上昇は約 16.2MPa[gage]に抑えられ

るまでにとどまる。 

b. 加圧器逃がし弁の開操作により、1 次冷却材が加圧器逃がしタンク

から原子炉格納容器内に漏えいするが、その量はわずかである。また、

原子炉格納容器圧力及び温度が上昇した場合には、格納容器スプレイ

による抑制が可能な範囲に収まっている。 

c. 1 次冷却系の冷却・減圧が進むと、1 次冷却系圧力と 2 次冷却系圧

力が均圧することで、漏えいが停止する。また、余熱除去系による炉

心冷却により原子炉を安定停止状態へ移行させることができる。 

  上記 a. 及び b. より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 

  申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 を用いて 1次冷却系の挙動について解析した場合、試験デ

ータと比較して 2 次系強制冷却による 1次冷却系の冷却・減圧時に、1



168 
 

次冷却系圧力を数百 kPa 程度高く評価する傾向がある。そのため、実

際には解析結果よりも 1次冷却系の冷却・減圧が速く、漏えい流量は

少なくなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心の崩壊熱に保守的な（大きめの）値を設定して

いるため、1 次冷却系の保有水量の低下が速めに解析されている。崩

壊熱として実際的な値を与えた場合には、1 次冷却系の保有水量の低

下は緩やかとなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

2 次系強制冷却操作及び加圧器逃がし弁開閉操作が必要なタイミン

グが変動する可能性があるが、この操作は中央制御室での操作であり、

必要なタイミングに変動があったとしても、この変動に対応が可能で

あることから、対策の実施に与える影響はない。 

また、「インターフェイスシステム LOCA」においては、漏えい側余

熱除去ポンプ入口弁（ユニハンドラ弁）を閉止し、漏えいを停止させ

ることで事象が収束する。この弁の操作場所は漏えいの影響を受けに

くい場所にあるため、漏えい量の変動があったとしても、この弁の操

作を実施し、漏えいを停止させることが可能であることから対策の実

施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスグループの対応に必要な要員は、1 号炉及び 2 号

炉あわせて、「インターフェイスシステム LOCA」では 20 名、「蒸気発生

器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」では 18 名で

ある。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名であり対応が可能であ

る。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間ディーゼル発電機を全出力で運

転した場合などに必要な重油量は約 494.4kL である。これに対して、発電

所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量は約510.0kLであり対応が可能

である。また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、デ

ィーゼル発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 
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規制委員会は、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」に対して申請者

が炉心損傷防止対策として計画している 2次系強制冷却、1 次冷却系のフィード

アンドブリード等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」及び「蒸気発生器伝熱

管破損損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」において2次系強制冷却、

1 次冷却系のフィードアンドブリード等を行った場合に対する申請者の解析結果

は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用

した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概

ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（「インターフェイス

システム LOCA」では余熱除去系 2系統、「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気

発生器の隔離に失敗する事故」では主蒸気安全弁 1個の開固着）の復旧を期待し

ていないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心

損傷防止対策となり得る。 

また、1 次冷却系の冷却・減圧により炉心の損傷を回避した後、原子炉を安定

停止状態へ導くために、「インターフェイスシステム LOCA」では、余熱除去ポン

プ入口弁（ユニハンドラ弁）の閉止などにより漏えいを停止させ、2 次系強制冷

却による炉心冷却を継続する対策が整備されていることを確認した。 

「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔離に失敗する事故」では、

原子炉を安定停止状態へ導くために、余熱除去系による炉心冷却と 1次冷却系圧

力と2次冷却系圧力の均圧により漏えいを停止させる対策が整備されていること

を確認した。 

さらに、規制委員会は、対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者の計

画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「インター

フェイスシステム LOCA」及び「蒸気発生器伝熱管破損時に破損側蒸気発生器の隔

離に失敗する事故」におけるその有効性を確認したことにより、対策が本事故シ

ーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「格納容器バイパス」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、

有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 
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（１）インターフェイスシステム LOCA における 1 次冷却材の漏えい箇所及

び破断口径 

申請者は、インターフェイスシステム LOCA における 1 次冷却材の漏えい箇

所及び破断口径の設定の根拠を明確に示していなかった。過小評価している場

合には、事象進展に影響するため、対策の有効性が確認できない。このため、

規制委員会は、その根拠を明確に示すよう求めた。申請者は、余熱除去系統の

圧力挙動の評価により、余熱除去系機器等に 1次冷却系の圧力を上回る荷重が

かからないこと、及び余熱除去系統配管が破断に至らないことを示した。その

上で、余熱除去系逃がし弁及び余熱除去系機器等の合計の破断口径が実機での

漏えい面積と等価となるような設定としていることを示した。これにより、規

制委員会は、インターフェイスシステム LOCA における 1 次冷却材の漏えい箇

所及び破断口径の設定が妥当であるものと判断した。 

 
 
Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

第３７条第２項は、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原

子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を防止する

ために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、想定する格納容器破損モードに対して、原

子炉格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出され

ることを防止する対策に有効性があることを確認するとしている。「有効性がある

ことを確認する」とは、以下の（a）から（i）の項目（以下｢格納容器破損防止対

策の評価項目｣という。）を概ね満足することを確認するとしている。 

（a）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力

を下回ること。 

（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること。 

（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含

め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること（※9）。 

（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減さ

れていること。 

（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機

械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 

                                                   
（※9）実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイドで

は、「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っていること」としている。 
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（f）原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。

（水素濃度がドライ条件に換算して13vol%以下又は酸素濃度が5vol%以下

であること） 

（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足

すること。 

（h）原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納

容器バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却される

こと。 

（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能

が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

 

上記の評価項目（a）及び（b）において、限界圧力又は限界温度を評価項目とし

て用いる場合には、その根拠と妥当性を示すこととしている。 

申請者は、上記の評価項目（a）及び（b）について、重大事故時に作用する荷重

として、自重、圧力、機械的荷重を考慮し、格納容器破損防止対策における原子炉

格納容器の限界圧力・限界温度を定めている。具体的には、既往の知見も含めた試

験又は解析評価等により根拠と妥当性が確認された値である最高使用圧力の 2 倍

（2Pd)、200℃としている。 

 

申請者は、限界圧力及び限界温度の設定について、既往の代表プラントを模擬

した実験及び解析のうち、一部結果の引用に留めており、実機への適用性に係る

根拠資料も限定的にしか示さなかった。このため、規制委員会は、示された原子

炉格納容器の限界圧力及び限界温度の妥当性の確認には情報が不足している点を

指摘し、実機を踏まえた原子炉格納容器漏えい率の設定根拠や原子炉格納容器の

応力集中部に関する情報等、調査した上で判断することが必要であることを伝え

た。申請者は、原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度の設定の前提となった原

子炉格納容器バウンダリを構成する各設備における閉じ込め機能と機能損失要因

を調査するとともに、実機で使用している状況を解析に反映し、限界圧力及び限

界温度の設定の根拠を明確にした。これにより、規制委員会は、原子炉格納容器

の限界圧力及び限界温度の設定が妥当であることを確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者が格納容器破損防止対策において、原子

炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる根拠と妥当性を示した上で、評価項目とし

て原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を設定していることを確認した。 
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Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧） 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」

（以下この節において「本格納容器破損モード」という。）では、雰囲気圧力によ

る静的負荷の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器破

損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策

に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち、｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と。｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温

度を下回ること。｣、｢（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への

汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。｣

及び｢（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足

すること。｣について、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉格納容器内へ流出した高温の原子

炉冷却材、溶融炉心の崩壊熱によって発生した水蒸気及び金属－水反応等

によって発生した非凝縮性ガスの蓄積によって、原子炉格納容器圧力が上

昇する。事故発生から数時間後には最高使用圧力に到達し、その後、放置

すれば原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器雰囲気を冷却・減圧し、原子炉格納容器圧力の上昇を抑制する必要が

ある。また、非凝縮性ガスの発生により、原子炉格納容器圧力が上昇する

ことを抑制する観点及び原子炉格納容器下部の溶融炉心を冠水・冷却し、

原子炉格納容器雰囲気が過熱状態となることを防止する観点から、原子炉

下部キャビティへ注水する必要がある。 

さらに、継続的に発生する水素を処理、低減させるとともに最終的な熱

の逃がし場へ熱を輸送することによって、原子炉格納容器の除熱を確立さ

せる必要がある。 

③ 初期の対策：代替格納容器スプレイにより原子炉格納容器雰囲気の冷

却・減圧及びこれによる原子炉下部キャビティへの注水を実施する。この

ため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機等を重大事故等対処設備
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として新たに整備するとともに、燃料取替用水タンク、復水タンク等を重

大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉格納容器の除熱を確立させるため、格納

容器内自然対流冷却を実施する。このため、移動式大容量ポンプ車等を重

大事故等対処設備として新たに整備するとともに、Ａ、Ｂ格納容器再循環

ユニット等を重大事故等対処設備として位置付ける。また、継続的に発生

する水素の処理及び水素濃度の監視を実施する。このため、静的触媒式水

素再結合装置（以下「PAR」という。）、電気式水素燃焼装置（以下「イ

グナイタ」という。）、イグナイタ動作監視装置等を重大事故等対処設備

として新たに整備する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機

能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故｣を選定する。これ

は、原子炉格納容器圧力上昇及び時間余裕の観点から、原子炉格納容

器内への冷却材放出量が大きくなるとともに炉心損傷が早まること、

原子炉格納容器圧力上昇の抑制の観点から、ECCS 注水機能及び格納容

器スプレイ機能を喪失していること、環境に放出される放射性物質量

の観点では、原子炉格納容器圧力が高く推移することなど、より厳し

い事故シーケンスであることから選定する。PRA の手法により抽出さ

れ、格納容器破損防止対策の有効性を確認する必要があるとされた本

格納容器破損モードにおける事故シーケンスは｢大破断 LOCA時に低圧

注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事故｣であるが、

条件を厳しくするため、高圧注入機能の喪失を追加する。さらに、本

評価事故シーケンスにおいては、常設電動注入ポンプを用いた代替格

納容器スプレイ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットを用いた格納容器

内自然対流冷却の有効性を評価する観点から、全交流動力電源喪失及

び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画内や区画間の流動、構造

材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、格納容器再循環ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却などの現象を評価することが可能な、原子

炉系、原子炉格納容器系の熱水力モデルを備え、かつ、炉心損傷後の
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シビアアクシデント特有の溶融炉心挙動に関するモデルを有するコ

ードとして MAAP を用いる。 

c. 事故条件：急速な 1次冷却材の喪失を仮定し、事象進展が最も速く

厳しい設定とするため、起因事象として高温側配管の大破断 LOCA が

発生するものとする。安全機能の喪失に対する仮定として、低圧注入

機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失するものと

し、さらに全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を

考慮する。水素の発生については、水-ジルコニウム反応を考慮する。 

d. 機器条件：蓄圧注入系の保持圧力を最低圧力とし、蓄圧タンクの保

有水量も使用時の最小量を用いる。常設電動注入ポンプによるスプレ

イ流量は、設計上期待できる値として 140m3/h とする。また、PAR に

ついては、原子炉格納容器圧力の観点で厳しくなるように機能するこ

とを期待しない。一方、PAR の水素処理による発熱反応の原子炉格納

容器圧力・温度への寄与は考慮する。 

e. 操作条件：常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの開始

時間は炉心溶融開始から 30 分後とし、移動式大容量ポンプ車による

格納容器自然対流冷却の開始時間は事象発生から 24 時間後とする。 

f. Cs-137 の環境への放出シナリオ：事象発生まで、定格出力の 102%

で長期間にわたって運転されていたものとする。その運転時間は、燃

料を 1/4 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 40000 時

間とする。 

原子炉格納容器内に放出される Cs-137 の量については、炉心損傷

に至る事故シーケンスを基にした代表的なソースタームに関する報

告書である NUREG-1465 の放出割合を用い、原子炉格納容器全体にイ

ンベントリの 75%が放出される。原子炉格納容器からは 0.16%/日の割

合でアニュラス部へ漏えいする。また、アニュラス部の負圧達成及び

アニュラス空気浄化設備の起動時間の遅れを考慮して約 78 分間はア

ニュラス空気浄化設備が作動しないものとし、この間、原子炉格納容

器側からアニュラス部に Cs-137 が漏えいした場合には、漏えいした

全量が大気に放出されるものとする。 

② 解析結果 

申請者による事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源の喪失に伴い原子炉が自動停止。また、大破断 LOCA

時に高圧注入機能及び低圧注入機能が喪失することから、約 19 分で

炉心溶融に至る。その後、約 49 分より代替格納容器スプレイを実施。

事故発生から約 1.5 時間後に原子炉圧力容器が破損する。このときの
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原子炉格納容器圧力は約 0.166MPa[gage]となる。約 3.4 時間後に原子

炉圧力容器からの溶融炉心の流出が停止し、原子炉格納容器圧力の上

昇が緩やかになる。 

b. 格納容器内自然対流冷却により原子炉格納容器の除熱が確立する

ため原子炉格納容器の最高圧力・最高温度圧力・温度はそれぞれ、約

0.335MPa[gage]、約 133℃に抑えられるまでの上昇に留まる。以降、原

子炉格納容器圧力・温度は、約 72時間時点でも下降傾向が維持されて

おり、安定状態となっている。（原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材

相互作用（以下｢FCI｣という。）、溶融炉心・コンクリート相互作用（以

下｢MCCI｣という。）の評価については、格納容器破損モード｢原子炉圧

力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用｣、｢溶融炉心・コンクリート相互

作用｣を参照。） 

c. 原子炉格納容器内の水素分圧は、全圧 0.4MPa[abs]程度に対して

0.01MPa[abs]程度である。また、PAR による水素処理における発熱量は

崩壊熱の約 2%であり、原子炉格納容器圧力・温度に対しての影響は軽

微である。 

d. 原子炉格納容器から環境に放出される Cs-137 の放出量は、7日間で

約 5.6TBq であり、100TBq を下回っている。 

上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項

目（a）、（b）、（c）及び（g）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP を用いて原子炉格納容器圧力・温度を解析した場合、HDR 実験

解析等の検証結果より、原子炉格納容器圧力については 1割程度高め

に、原子炉格納容器温度については十数℃高めに評価する傾向がある

ことから、実際の原子炉格納容器圧力・温度は低めとなるため、評価

項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。このことから、MAAP

は原子炉格納容器圧力・温度に対して保守的な（厳しい）結果を与え

ることを確認した。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱に保守的な（大きめの）値を設定してい

るため、炉心溶融開始時間が早めに解析されている。このため、実際

は炉心溶融開始を起点とした代替格納容器スプレイの開始操作が必要
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なタイミングが遅くなる。また、原子炉格納容器圧力・温度の上昇は

緩和され、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、代替格納容器スプレイ開始操作が必要なタイミング

が遅くなるなど、そのタイミングは変動する可能性がある。代替格納

容器スプレイ開始操作は、他の事象進展に影響を及ぼす運転員等操作

を実施する運転員等とは別の運転員等による操作であるため、タイミ

ングに変動があったとしても、要員の配置による他の操作への影響は

なく、対策実施へ与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要となる要員は、1 号炉及び

2 号炉合わせて 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスが発生してから約 24 時間後までに使用する常設

電動注入ポンプは、3248m3の水量が必要となるが、所内の復水タンク、燃

料取替用水タンク及び復水タンク補給用水中ポンプによる補給量の合計

は 3370m3であり供給可能である。また、7日間大容量空冷式発電機等が運

転継続した場合に必要となる重油量は約 279.8kL である。これに対して、

発電所内の大容量空冷式発電機用燃料タンク等に備蓄された重油量約

314.0kL で対応が可能である。また、重大事故等対処設備全体に必要な電

力供給量に対して、大容量空冷式発電機からの電力供給量が十分大きいた

め、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧破損）」に対して申請者が格納容器破損防止対策として計画している代

替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下部キャビティ注水が、事象進展の特

徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容

器スプレイ注入機能が喪失する事故｣において、代替格納容器スプレイ及びこれ

による原子炉下部キャビティ注水を行った場合に対する申請者の解析結果は、格

納容器破損防止対策の評価項目（a）、（b）、（c）及び（g）を満足している。

さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項

目（a）、（b）、（c）及び（g）を概ね満足しているという判断は変わらないこ
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とを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点

から、機能を喪失した設備（低圧注入系及び格納容器スプレイ系等）の復旧を期

待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な

格納容器破損防止対策となり得る。 

また、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下部キャビティ注水により

原子炉格納容器破損を防止した後、原子炉格納容器を安定状態へ導くために、格

納容器自然対流冷却により原子炉格納容器の除熱を確立させるとともに水素濃

度低減及び水素濃度監視を継続する対策が整備されていることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢大破断 LOCA

時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事

故｣におけるその有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに

対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」に対して申請者が

計画している格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）対策実施のための判断の基準の明確化 

申請者は、常設電動注入ポンプを炉心損傷防止対策として炉心注水に用いる

場合もあれば、格納容器破損防止として格納容器代替スプレイに用いる場合も

あるとしている。しかしながら、常設電動注入ポンプを炉心損傷防止対策とし

て炉心注水に用いるか、格納容器破損防止として代替格納容器スプレイに用い

るかの判断をするための基準について明確に示していなかった。このため、規

制委員会は、迅速かつ適切に判断できる基準及び判断に用いるパラメータを明

確にするように求めた。 

申請者は、漏えいを検知するためのパラメータとして、1 次冷却系圧力、加

圧器水位、格納容器圧力、格納容器内温度、格納容器内高レンジエリアモニタ

（高レンジ）の指示値、格納容器再循環サンプ広域水位等を用いることを示し

た。LOCA 時の漏えい規模の判断として、1 次冷却系の圧力低下挙動に着目し、

1 次冷却系圧力が蓄圧タンク作動圧力まで急激に低下し、かつ、蓄圧タンク作

動後に 1次冷却系圧力が回復しない場合は、大規模な漏えいが発生し炉心損傷



178 
 

は避けられないとして、注入先を原子炉格納容器として格納容器破損防止対策

を講じるとしている。それ以外の場合は、注入先を原子炉圧力容器として炉心

損傷防止対策を講じるが、炉心注入を行っている間に炉心出口温度 350℃以上、

かつ、格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の指示値が 1×105mSv/h

以上となれば、炉心が損傷したと判断し、注入先を原子炉格納容器へ切替える

こととするなどの判断をするための基準及び判断に用いるパラメータを示し

た。これに対して、規制委員会は、迅速かつ適切に判断できる基準及び判断に

用いるパラメータが明確となっていることを確認した。 

（２）炉心損傷を判断するための設定根拠 

（１）の論点に関連し、申請者は、炉心損傷を判断するパラメータの設定根

拠、検出器種類等について明確にしていなかった。このため、規制委員会は、

その設定根拠、検出器種類等を明確にするように求めた。 

申請者は、炉心出口温度については、加圧器安全弁の設定圧力を踏まえ、炉

心出口温度が 1 次冷却系の飽和蒸気温度の上限値（約 350℃）以上となれば、

炉内が過熱状態であり、炉心冷却が悪化していると判断できることを示した。

格納容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の指示値については、既往のシ

ビアアクシデント解析結果を踏まえ、破断口のサイズ等の相違により、原子炉

格納容器内に放出される核分裂生成物の量は異なるものの、炉心損傷時の格納

容器内高レンジエリアモニタ（高レンジ）の指示値は 1×105mSv/h 以上の線量

率となっていることを示した。さらに、炉心がヒートアップする状態では、炉

心出口温度の上昇は急峻であること、炉心損傷時の原子炉格納容器内の線量率

の上昇は急峻であることから、炉心損傷の検知タイミングが遅れる可能性は小

さいことを示した。加えて、炉心出口温度や格納容器内線量率の検出器の種類、

測定範囲等を示した。これにより、規制委員会は、炉心損傷を判断するための

パラメータの設定根拠が妥当であることを確認した。 

（３）環境に放出される Cs-137 放出量評価の評価期間 

申請者は、原子炉格納容器から環境に放出される Cs-137 の放出量は、時間

経過とともに減少していくことを踏まえて、評価期間を 7 日間としていたが、

原子炉格納容器圧力が高い状態で推移すれば、7 日間以降も放出が継続し、環

境への放出量がさらに増加することとなる。このため、規制委員会は、Cs-137

の放出量評価として、7 日間以降も放出が継続した場合の評価を示すよう求め

た。申請者は、事象発生後 30 日間（約 6.3TBq）及び 100 日間（約 6.3TBq）に

おける評価を実施し、いずれも放出量は100TBqを下回っていることを示した。

これにより、規制委員会は、Cs-137 の放出が長期間継続しても総量は大きく増

加しないことを確認した。 

（４）格納容器再循環ユニットの除熱性能に対する水素の影響 
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MAAP の格納容器再循環ユニットモデルの除熱特性は、原子炉格納容器内に水

素が存在しない場合に対する最適値であり、原子炉格納容器内に水素等の非凝

縮性ガスが存在する場合は、格納容器再循環ユニットにおける凝縮伝熱量が低

下することも考えられる。このため、規制委員会は、格納容器再循環ユニット

の除熱性能に対する水素の影響評価を求めた。 

申請者は、評価項目（f）における水素濃度の最高値（ドライ換算で水素濃

度 13vol%）を考慮した場合の格納容器再循環ユニットの除熱性能に対する感度

解析を実施した。その結果、原子炉格納容器内に水素が存在した場合において

も、原子炉格納容器圧力の上昇は 0.011MPa に留まることを示した。これによ

り、規制委員会は、原子炉格納容器内の水素濃度が格納容器再循環ユニットの

除熱性能へ与える影響は小さいことを確認した。 
 

 
Ⅳ－１．２．２．２ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温） 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」

（以下この節において「本格納容器破損モード」という。）では、雰囲気温度によ

る静的負荷の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器破

損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策

に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち、｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と。｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温

度を下回ること。｣及び｢（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、

（a）の要件を満足すること。｣について、格納容器破損防止対策に有効性があるか

を確認した。 

この節では、格納容器破損モード｢雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）｣（以下｢格納容器過圧破損｣という。）と共通する事項を省略し、本格

納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉格納容器内へ流出した高温の原子

炉冷却材、溶融炉心の崩壊熱及び金属－水反応等による化学反応熱によっ
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て、原子炉格納容器温度が上昇する。事故発生から数時間後には最高使用

温度に到達し、その後、放置すれば原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器雰囲気を冷却・減圧し、原子炉格納容器温度の上昇を抑制する必要が

ある。また、1 次冷却系が高圧となり、原子炉圧力容器が破損する際に溶

融物が格納容器内に分散する割合が多くなることを防止する観点から、原

子炉圧力容器破損前までに 1次冷却系を減圧する必要がある。また、非凝

縮性ガスの発生により、原子炉格納容器圧力が上昇することを抑制する観

点及び原子炉格納容器下部の溶融炉心を冠水・冷却し、原子炉格納容器雰

囲気が過熱状態となることを防止する観点から、原子炉下部キャビティへ

注水する必要がある。 

さらに、継続的に発生する水素を処理、低減させるとともに最終的な熱

の逃がし場へ熱を輸送することによって、原子炉格納容器の除熱を確立さ

せる必要がある。 

③ 初期の対策：高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱（以下｢DCH｣とい

う。）を防止する対策である 1次冷却系の強制減圧については、格納容器

破損モード｢高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱｣を参照。その他の

対策は、「格納容器過圧破損」と同一である。 

④ 安定状態に向けた対策：「格納容器過圧破損」と同一である。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪

失し、補助給水機能が喪失する事故｣を選定する。これは、1次冷却系

が高圧となり、原子炉圧力容器が破損する際に溶融物が格納容器内に

分散する割合が多くなること及び ECCS 又は格納容器スプレイにより

原子炉格納容器温度の上昇が抑制されないことなど、より厳しいシー

ケンスであることから選定する。PRA の手法により抽出され、格納容

器破損防止対策の有効性を確認する必要があるとされた本格納容器

破損モードにおける事故シーケンスは｢外部電源喪失時に非常用所内

交流電源が喪失する事故｣であるが、条件を厳しくするため、補助給

水機能の喪失を追加する。さらに、本評価事故シーケンスにおいては、

常設電動注入ポンプを用いた代替格納容器スプレイ及びＡ、Ｂ格納容
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器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却の有効性を評価

する観点から、原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画内や区画間の流動、構造

材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、格納容器再循環ユニットによ

る格納容器内自然対流冷却、加圧器における冷却材放出（臨界流、差

圧流）などの現象を評価することが可能な、原子炉系、原子炉格納容

器系の熱水力モデルを備え、かつ、炉心損傷後のシビアアクシデント

特有の溶融炉心挙動に関するモデルを有するコードとして MAAP を用

いる。 

c. 事故条件：起因事象として外部電源が喪失するものとし、安全機能

の喪失に対する仮定として、非常用所内交流電源、補助給水機能及び

原子炉補機冷却機能喪失とする。また、RCP からの漏えい率は、定格

圧力において、RCP1 台当たり 1.5m3/h の漏えいを RCP 全台に考慮し、

その他の原子炉冷却材圧力バウンダリからの漏えいについては考慮

しない。これは、1 次冷却系が高圧となり、原子炉圧力容器が破損す

る際に溶融物が格納容器内に分散する割合が多くなるため、原子炉格

納容器温度の観点で厳しい設定となる。水素の発生については、水-

ジルコニウム反応を考慮する。 

d. 機器条件：加圧器逃がし弁に関する条件は、格納容器破損モード｢高

圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱｣を参照。その他の条件は、「格

納容器過圧破損」と同一である。 

e. 操作条件：常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの開始

時間は炉心溶融開始から 30 分後とする。また、原子炉格納容器内保

有水量が 1700m3 に到達した時点で原子炉格納容器圧力が

0.283MPa[gage]に到達していない場合は一旦停止し、原子炉格納容器

の最高使用圧力到達の 30 分後に再開するものとする。その後、格納

容器自然対流冷却の開始に伴い事象発生から 24 時間後に停止するも

のとする。移動式大容量ポンプ車による格納容器自然対流冷却の開始

時間は事象発生から 24時間後とする。 

② 解析結果 

申請者による事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源の喪失及び補助給水機能の喪失に伴い1次冷却系が

高温・高圧となるが、1 次冷却系の強制減圧により原子炉圧力容器破

損時の 1次冷却系圧力は低下する。 

b. 1 次冷却系の強制減圧に伴う加圧器逃がしタンクラプチャディスク

の作動及び原子炉圧力容器破損により、1 次冷却系の蒸気、溶融炉心
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等が原子炉格納容器内に移行することで原子炉格納容器圧力・温度は

上昇するが、代替格納容器スプレイによる抑制が可能な範囲に収まっ

ている。 

c. 格納容器自然対流冷却により原子炉格納容器の除熱が確立するた

め、原子炉格納容器の最高圧力・最高温度圧力・温度はそれぞれ、約

0.345MPa[gage]、約 138℃に抑えられるまでの上昇に留まる。以降、

原子炉格納容器圧力・温度は、約 72 時間時点でも下降傾向が維持さ

れており、安定状態となっている。 

d. 原子炉格納容器内の水素分圧は、全圧 0.4MPa[abs]程度に対して

0.02MPa[abs]程度である。また、PAR による水素処理における発熱量

は崩壊熱の約 2%であり、原子炉格納容器圧力・温度に対しての影響は

軽微である。 

上記 c.、d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（a）、

（b）及び（g）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP を用いて原子炉格納容器圧力・温度を解析した場合、HDR 実験

解析等の検証結果より、原子炉格納容器圧力については 1割程度高め

に、原子炉格納容器温度については十数℃高めに評価する傾向がある

ことから、実際の原子炉格納容器圧力・温度は低めとなるため、評価

項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。このことから、MAAP

は原子炉格納容器圧力・温度に対して保守的な（厳しい）結果を与え

ることを確認した。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱に保守的に大きめの値を、蒸気発生器 2

次側保有水量は保守的に少なめの値を設定しているため、炉心溶融開

始時間が早めに解析されている。原子炉格納容器自由体積は保守的に

小さめの値を、ヒートシンクは保守的に少なめの値を、格納容器再循

環ユニットの除熱特性は保守的に小さく設定しているため、原子炉格

納容器圧力・温度の上昇は早めに解析されている。このため、実際は

炉心溶融開始を起点とした代替格納容器スプレイの開始操作及び原子

炉格納容器圧力を起点とした代替格納容器スプレイの再開操作が必要

なタイミングが遅くなる。また、原子炉格納容器圧力・温度の上昇は

緩和され、評価項目となるパラメータに対する余裕は大きくなる。 
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c. 対策の実施への影響 

上記のとおり、代替格納容器スプレイ開始・再開操作が必要なタイ

ミングが遅くなるなど、そのタイミングは変動する可能性がある。代

替格納容器スプレイ開始操作は他の事象進展に影響を及ぼす運転員等

操作を実施する運転員等とは別の運転員等による操作であり、代替格

納容器スプレイの再開操作は代替格納容器スプレイ開始操作と同一の

運転員等による操作であるため、タイミングに変動があったとしても、

要員の配置による他の操作への影響はなく、対策実施へ与える影響は

ない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本評価事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要となる要員は、1 号炉

及び 2 号炉合わせて 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は

52 名であり対応可能である。 

② 本評価事故シーケンスが発生してから約 24 時間後までに使用する常設

電動注入ポンプは、2730m3の水量が必要となるが、所内の復水タンク水量、

燃料取替用水タンク水量及び復水タンク補給用水中ポンプによる補給量

の合計は 3127m3であり供給可能である。また、7日間大容量空冷式発電機

等が運転継続した場合に必要となる重油量は約 279.4kL である。これに対

して、発電所内の大容量空冷式発電機用燃料タンク等に備蓄された重油量

約 314.0kL で対応が可能である。また、重大事故等対処設備全体に必要な

電力供給量に対して、大容量空冷式発電機からの電力供給量が十分大きい

ため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過温破損）」に対して申請者が格納容器破損防止対策として計画している 1

次冷却系の強制減圧、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下部キャビテ

ィ注水が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。評価事故シーケンス

｢外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故｣

において、1 次冷却系の強制減圧、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉

下部キャビティ注水を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防

止対策の評価項目（a）、（b）及び（g）を満足している。さらに申請者が使用

した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（a）、（b）及び

（g）を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請
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者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備

（補助給水系、非常用所内交流電源等）の復旧を期待していないが、実際の事故

対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策とな

り得る。 

また、1 次冷却系の強制減圧、代替格納容器スプレイ及びこれによる原子炉下

部キャビティ注水により原子炉格納容器破損を防止した後、｢格納容器過圧破損｣

と同一の対策を講じることにより、原子炉格納容器を安定状態に導くことができ

ることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢外部電源喪

失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故｣におけるそ

の有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに対して有効であ

ると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」に対して申請者が

計画している格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が、特に指摘を行い、確認した点は以下のと

おりである。 

（１）原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却 

申請者は、原子炉圧力容器破損後、溶融炉心のほぼ全量が原子炉下部キャビ

ティに落下し継続的に冷却されるとしていたが、原子炉圧力容器内に溶融炉心

が残存する可能性も考えられる。このため、規制委員会は、原子炉圧力容器内

に残存する溶融炉心の冷却に対する考え方を示すよう求めた。 

申請者は、残存する溶融炉心を冷却するために、格納容器再循環ユニットに

よる格納容器内自然対流冷却を阻害しない限りは原子炉格納容器内へ注水す

ることを示した。 

これにより、規制委員会は、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然

対流冷却を阻害しない限りは原子炉格納容器内へ注水することで、炉心発熱有

効長の中心高さまで冠水させることができる冷却手段が整備されていること

を確認した。 

（２）現実的な漏えいの想定 
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本評価事故シーケンスにおいては、申請者は、RCP シール部からの漏えい率

はシール部の機能が維持されている場合の封水戻りライン等からの漏えい率

を評価した結果に基づき、1.5m3/h/台を考慮するとしているが、規制委員会は、

1 次冷却系の高温・高圧状態が継続した場合の原子炉冷却材圧力バウンダリの

健全性を評価するとともに原子炉冷却材圧力バウンダリからの現実的な漏え

いの説明を求めた。 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を評価する部位や機器とし

て、RCP シール、原子炉容器ふたフランジ、高温側配管/サージ管等を挙げ、こ

れらの部位や機器における流体温度、構造材温度を評価した。その結果、漏え

いの可能性がある部位として、RCP シール、原子炉圧力容器ふたフランジ及び

高温側配管/加圧器サージ管であるとした。また、国内製 RCP のラビリンス部

隙間形状等を踏まえると、RCP シール機能が喪失した場合（RCP シール LOCA）

の漏えい率は、シール部の機能が維持されている場合に比べ、さらに多くなる

ことを示した。この結果を踏まえ、1 次冷却系の高温・高圧状態が継続した場

合には、まずは RCP シール LOCA が発生し、1次冷却系の減圧・減温が進み、事

象進展が緩和されることから原子炉圧力容器ふたフランジ及び高温側配管/加

圧器サージ管からの漏えいが発生する可能性は低くなることを示した。 

これにより、規制委員会は、RCP シール部からの現実的な漏えいを想定した

場合には、RCP シール部以外からは漏えいが生じる可能性は低いこと、本評価

事故シーケンスで考慮している RCP シール部からの漏えい率は、現実的な RCP

シール部からの漏えい率と比較して、1 次冷却系圧力が高圧となり、原子炉圧

力容器が破損する際に溶融物が格納容器内に分散する割合が多くなることか

ら、原子炉格納容器温度の観点においては保守的な（厳しい）設定であること

を確認した。 

（３）格納容器内自然対流冷却の操作余裕 

規制委員会は、代替格納容器スプレイ操作から格納容器内自然対流冷却開始

操作への切り替えが確実に実施できることを確認するため、その操作時間にど

れだけの余裕があるかを示すよう求めた。申請者は、代替格納容器スプレイを

連続注水した場合の原子炉格納容器注水制限値到達までの時間を評価し、操作

時間余裕として 5 時間程度は確保できることを示した。これにより、規制委員

会は適切な操作条件であることを確認した。 
 

 
Ⅳ－１．２．２．３ 高温溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱 

格納容器破損モード「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」（以下この節に

おいて「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器が高い圧力の状
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況で損傷する観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器の

破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策

に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（d）

原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されているこ

と。」について、対策に有効性があるかを確認した。 

この節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過温破損）」（以下「格納容器過温破損」という。）と共通する事項を省略し、本

格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器が高い圧力の状況で損傷

し、溶融炉心等が急速に放出され、原子炉格納容器雰囲気が直接加熱され

ることで、急速に原子炉格納容器圧力が上昇し、原子炉格納容器の破損に

至る。 

② 対策の考え方：高圧溶融物放出に伴う格納容器雰囲気直接加熱を防止す

るためには、原子炉圧力容器破損前までに 1次冷却系圧力の減圧を行う必

要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前までに加圧器逃がし弁による 1次冷

却系圧力の減圧を実施する。加圧器逃がし弁を重大事故等対処設備として

位置付ける。全交流電源喪失時に加圧器逃がし弁の機能回復を行う。窒素

ボンベ（加圧器逃がし弁用）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

④  安定状態に向けた対策：「格納容器過温破損」と同一である。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪

失し、補助給水機能が喪失する事故」を選定する。これは、1 次冷却

系圧力が高圧で溶融物からの発熱による過熱ガスが高温になるとと

もに、原子炉圧力容器が破損した際に溶融物が原子炉格納容器内に分

散する割合が多くなることなど、より厳しいシーケンスであることか
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ら選定している。PRA の手法により抽出され、格納容器破損防止対策

の有効性を確認する必要があるとされた本格納容器破損モードにお

ける事故シーケンスは「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失

する事故」であるが、条件を厳しくするため、補助給水機能の喪失を

追加する。さらに、常設電動注入ポンプを用いた代替格納容器スプレ

イ及び格納容器再循環ユニットを用いた格納容器内自然対流冷却の

有効性を評価する観点から、全交流動力電源の喪失により従属的に発

生する原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：加圧器逃がし弁からの冷却材放出 （臨界流・差圧流） 、

原子炉圧力容器における溶融炉心のリロケーション、原子炉圧力容器

内溶融炉心-冷却材相互作用、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、

原子炉圧力容器破損や溶融等を取り扱うことができる MAAPを用いる。 

c. 事故条件：「格納容器過温破損」と同一である。 

d. 機器条件：加圧器逃がし弁は、2個（95t/h/個）の作動を考慮する。

その他は、「格納容器過温破損」と同一である。 

e. 操作条件：加圧器逃がし弁による 1次冷却系強制減圧は、炉心溶融

開始から 10 分後とする。その他は、「格納容器過温破損」と同一で

ある。 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系圧力は、炉心溶融開始後の加圧器逃がし弁の開操作によ

る 1 次系強制減圧により減少し、2～3MPa[gage]近傍で停滞した後、

溶融炉心が原子炉圧力容器下部プレナムに落下することによる蒸気

発生により上昇する。下部プレナム水が喪失すると、1 次冷却系圧力

は減少に転じ、原子炉圧力容器破損の時点の 1 次冷却系圧力は

2.0MPa[gage]以下に抑えられる。 

b. その他の事象進展解析結果は、「格納容器過温破損」と同一である。 

上記 a. より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（d）を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

解析コードには、炉心ヒートアップ、加圧器逃がし弁からの冷却材

放出、原子炉圧力容器における溶融燃料のリロケーション、原子炉圧

力容器内溶融炉心－冷却材相互作用、下部プレナムでの溶融炉心の熱
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伝達、原子炉圧力容器破損・溶融にの係る不確かさがある。これらに

ついて、感度解析を実施しており（※10）、いずれのケースにおいて

も、原子炉圧力容器破損に至るまでの間に 1 次冷却系圧力は 2.0MPa 

[gage]を下回る結果になる。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、加圧器逃がし弁の開放操作は、解析上は保守側（対

策の実施が遅くなる側）に 10 分の操作遅れを考慮しているが、実際に

は中央制御室での操作である。このため、開始が早まる方向の不確か

さが存在するが、感度解析の結果より、評価項目に対して影響は小さ

いことを確認した。また、影響を与えると考えられる炉心崩壊熱、蒸

気発生器 2 次側保有水量等を対象に不確かさの影響を確認したが、い

ずれも評価項目に対して影響は小さいことを確認した。 

c. 対策の実施への影響 

操作遅れによる影響度合いを把握する観点から、加圧器逃がし弁の

開放操作の開始を遅くした場合の感度解析を実施し、操作時間余裕と

して炉心溶融開始から少なくとも 20 分程度は確保できることを確認

した。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「格納容器過温破損」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加

熱」に対して、申請者が格納容器破損防止対策として計画している 1次系強制減

圧が高圧溶融物放出/格納容器直接加熱に至る可能性のある事象進展の特徴を捉

えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給

水機能が喪失する事故｣において、当該対策を行った場合に対する申請者の解析

結果は、格納容器破損防止対策の評価項目（d）を満足している。さらに申請者

が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目を概ね満足

しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行った解析で

は、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（補助給水系、非

常用所内交流電源等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たっては

これらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

                                                   
（※10）Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード ２.（３）MAAP を参照。 
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また、1次系強制減圧により、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」を

防止した後、「格納容器過温破損」への対策と同一の対策をとることにより、原

子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等につい

ても、申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、評価事故シーケンス「外部電源

喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、補助給水機能が喪失する事故」における

その有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに対して有効で

あると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モード

「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」に対して申請者が計画している格

納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）加圧器逃がし弁の開操作の確実性 

規制委員会は、加圧器逃がし弁の開操作を確実に行うことが重要である旨を

指摘した。申請者は、加圧器逃がし弁の開操作失敗時の機能回復のために、全

交流電源喪失に備えて窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）、常設直流電源系喪失

に備えて可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）を新たに整備していることを示

した。規制委員会は、申請者が加圧器逃がし弁の開操作のために必要な駆動源

及び電源のバックアップを準備していることから、開操作実施の確実性は高い

と判断した。 

（２）1次系強制減圧の継続性 

申請者は、加圧器逃がし弁の開操作によって 1次冷却系圧力を 2.0MPa[gage]

以下に低減できるとしている。このため、規制委員会は、原子炉圧力容器破損

の時点まで 1次系強制減圧を継続できることが重要であるため、原子炉圧力容

器上部プレナム気相温度が高温になることにより減圧の継続に支障が生じな

いことを示すよう求めた。申請者は、加圧器逃がし弁に高温蒸気が流入した場

合の減圧継続の支障要因として、弁の流路閉塞及び弁閉止（開維持失敗）の 2

つを抽出し、その評価を行った。その結果、弁棒に発生する熱応力が小さいこ

と及びダイヤフラムへの熱負荷が小さいことから減圧継続に支障となる熱負

荷ではないと結論づけている。規制委員会は、申請者の熱応力等の評価手法は
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適切であり、評価結果は構造物を健全と判断する応力・温度を下回ることから、

1次系強制減圧の継続は可能であると判断した。 

（３）1次冷却系圧力の下げ止まり 

申請者は、モデル化に起因する不確かさの影響を評価しても、原子炉圧力容

器の破損までに 1 次冷却系圧力を 2.0MPa[gage]以下に低減できるとしている。

このため、規制委員会は、様々な不確かさを考慮しても強制減圧後の 1次冷却

系圧力が 2.0MPa[gage] 近傍で下げ止まることについて、現象のメカニズムを

説明するよう求めた。申請者は、1 次冷却系圧力が下げ止まるのは、加圧器逃

がし弁からの蒸気放出流量と蓄圧注入水の蒸発量がバランスした状態が形成

されるためであるとしている。これにより、規制委員会は、物理現象の説明に

は合理性があることを確認した。 

（４）蓄圧タンクの初期条件が評価に及ぼす影響 

申請者は、解析条件のうち、蓄圧タンク保持圧力は炉心への注水を遅くする

最低の保持圧力とするとしている。このため、規制委員会は、強制減圧後の 1

次冷却系圧力が 2.0MPa[gage]近傍で下げ止まることを踏まえ、蓄圧タンク保持

圧力を高い側に設定した場合にも、原子炉圧力容器破損に至るまでの間に 1次

冷却系圧力は 2.0MPa[gage]を下回ることを示すよう求めた。申請者は、蓄圧タ

ンク保持圧力が高い側に設定した解析を実施した結果、蓄圧タンクからの注水

量が多くなり炉心の冷却が進むことで炉心溶融進展が遅くなり、崩壊熱がより

低い状態で原子炉圧力容器破損に至るため、原子炉圧力容器破損までに 1次冷

却系圧力は 2.0MPa[gage]以下となるとしている。規制委員会は、解析条件の設

定は適切であり、解析内容は妥当であることを確認した。 

（５）原子炉圧力容器破損時の溶融物の飛散 

規制委員会は、原子炉圧力容器破損時の 1 次冷却系圧力が 2.0MPa[gage] 以

下であっても、溶融物の飛散が生じることが考えられることから、原子炉格納

容器本体壁や支持構造物等の健全性に与える影響について検討するよう求め

た。申請者は、溶融物が直接放出される原子炉下部キャビティには、支持構造

物等の重要機器は存在しないこと、原子炉下部キャビティから原子炉格納容器

内本体壁へ直線的に通じる経路がないため放出された溶融物が原子炉格納容

器本体壁に到達することはないとしている。さらに、多くの溶融炉心は原子炉

下部キャビティの蓄水によって冷却されるため、飛散する溶融物は少量であっ

て飛散する過程等で冷却されて、過度に壁面が侵食することはなく、支持構造

物等に影響を与えないとしている。これにより、規制委員会は、直接放出され

る原子炉下部キャビティに支持構造物等の重要機器は存在しないこと、原子炉

格納容器内本体壁へ直線的に通じる流出経路がないこと及び原子炉下部キャ

ビティの蓄水があることなどから、重要機器への影響はないことを確認した。 
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Ⅳ－１．２．２．４ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」（以下こ

の節において「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器外の FCI

により生じる一時的な圧力の急上昇の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに

対して原子炉格納容器破損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出さ

れることを防止する対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち｢（e）

急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によ

って原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと｣について、格納容器破損

防止対策に有効性があるかを確認した。 

この節では、格納容器破損モード｢雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）｣（以下｢格納容器過圧破損｣という。）と共通する事項を省略し、本格

納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器外の FCI には、衝撃を伴

う水蒸気爆発と、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急

激な圧力上昇（以下｢圧力スパイク｣という。）があるが、水蒸気爆発の発

生の可能性は極めて低いと考えられるため、圧力スパイクについて考慮す

る。本格納容器破損モードの特徴として、溶融炉心と原子炉圧力容器外の

冷却水が接触して、圧力スパイクが生じる可能性があり、このときに発生

するエネルギーが大きいと構造物が破壊され、原子炉格納容器の破損に至

る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器雰囲気を冷却・減圧し、原子炉格納容器圧力の上昇を抑制する必要が

ある。 

③ 初期の対策：代替格納容器スプレイにより原子炉格納容器雰囲気の冷

却・減圧を実施する。このため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電

機等を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、燃料取替用水

タンク、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：「格納容器過圧破損」と同一である。 
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（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードに対する格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機

能及び格納容器スプレイ再循環機能が喪失する事故｣を選定する。こ

れは、溶融炉心から冷却材の伝熱による水蒸気発生の観点から、事象

進展が早く原子炉圧力容器破損時の炉心崩壊熱が高いこと、原子炉格

納容器圧力の上昇を抑制する観点から、原子炉格納容器の冷却がない

ことなど、より厳しいシーケンスであることから選定する。PRA の手

法により抽出され、格納容器破損防止対策の有効性を確認する必要が

あるとされた本格納容器破損モードにおける事故シーケンスは｢大破

断 LOCA 時に低圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する

事故｣であるが、条件を厳しくするため、高圧注入機能の喪失を追加

する。さらに、本評価事故シーケンスにおいては、全交流動力電源喪

失及び原子炉補機冷却機能喪失の重畳を考慮することにより、格納容

器スプレイによる注水は想定せずに、代替格納容器スプレイによる注

水を想定する。これは、代替格納容器スプレイは格納容器スプレイよ

りも開始時間が遅く、流量も小さいため、原子炉下部キャビティの冷

却材のサブクール度が小さくなり、事象を厳しく評価することになる。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画間や区画内の冷却材の流

動、構造材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、炉心損傷後の原子炉

圧力容器外の FCI 等を評価することが可能な、原子炉系、原子炉格納

容器系の熱水力モデルを備え、かつ、炉心損傷後のシビアアクシデン

ト特有の溶融炉心挙動に関するモデルを有する MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

d. 機器条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

e. 操作条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 事象発生後、約 1.5 時間後には原子炉圧力容器破損に至り、圧力ス

パイクが生じることにより原子炉格納容器圧力・温度が上昇するが、

代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器雰囲気の冷却・減圧及び

原子炉格納容器自由体積の大きさもあいまって、溶融燃料流出停止ま

での期間の原子炉格納容器の最高圧力・最高温度圧力・温度はそれぞ
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れ約 0.262MPa[gage]、約 122℃に抑えられるまでの上昇に留まる。以

降、原子炉格納容器圧力・温度は、約 72 時間時点でも下降傾向が維

持されており、安定状態となっている。 

b. その他の事象進展解析結果は、「格納容器過圧破損」と同一である。 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（e）を満足

している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

原子炉容器外の FCI 現象に関する大規模実験の知見から、圧力スパ

イクへの影響因子として、原子炉下部キャビティ水深、破損口径、デ

ブリ粒子の径及びエントレインメント係数を挙げ、これらの影響因子

に対する感度解析を実施した。その結果、これらのパラメータが圧力

スパイクに与える影響は小さいことを確認していることから、解析コ

ードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

「格納容器過圧破損」と同一である。 

c. 対策の実施への影響 

「格納容器過圧破損」と同一である。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「格納容器過圧破損」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相

互作用」において、申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしている

ことは妥当と判断した。その上で、規制委員会は、格納容器破損防止対策として

申請者が計画している代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器雰囲気の冷

却・減圧が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢大破断 LOCA 時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容

器スプレイ再循環機能が喪失する事故｣において、代替格納容器スプレイを行っ

た場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止対策の評価項目（e）を

満足している。さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮

しても、評価項目（e）を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認

した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機
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能を喪失した設備（低圧注入系及び格納容器スプレイ系等）の復旧を期待してい

ないが、実際の事故対策に当たっては、これらの設備の機能回復も重要な格納容

器破損防止対策となり得る。 

また、代替格納容器スプレイによる原子炉格納容器雰囲気の冷却・減圧により

原子炉格納容器破損を防止した後、｢格納容器過圧破損｣と同一の対策を講じるこ

とにより、原子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢大破断 LOCA

時に低圧注入機能、高圧注入機能及び格納容器スプレイ注入機能が喪失する事

故｣におけるその有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに

対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」に対して申請者が計画して

いる格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性 

申請者は、原子炉圧力容器外の FCI のうち、水蒸気爆発は、実機において発

生する可能性は極めて低いとしているが、規制委員会は、その根拠を整理して

提示するよう求めた。 

申請者は、実機において想定される溶融物（二酸化ウランとジルコニウムの

混合溶融物）を用いた大規模実験として、COTELS、FARO 及び KROTOS を挙げ、

これらのうち、KROTOS の一部実験においてのみ水蒸気爆発が発生していること

を示すとともに、水蒸気爆発が発生した実験では、外乱を与えて液－液直接接

触を生じやすくしていることを示した。さらに、大規模実験の条件と実機条件

とを比較した上で、実機においては、液－液直接接触が生じるような、外乱と

なり得る要素は考えにくいことを示した。 

加えて、規制委員会は、JASMINE コードを用いた原子炉圧力容器外での水蒸

気爆発による格納容器破損確率の評価に関する論文（※11）を提示し、これに

対する申請者の見解を示すよう求めた。申請者は、JASMINE コードを用いた水

                                                   
（※11）JAEA-Research 2007-072「軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価」

2007 年 8 月 
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蒸気爆発の評価では、水蒸気爆発の規模が最も大きくなる時刻に、液－液直接

接触が生じるような外乱を与え水蒸気爆発を誘発していること、融体ジェット

直径分布として、0.1m～1m の一様分布を与え、流体の運動エネルギーを大きく

評価していることを示し、これらの評価想定は、実機での想定と異なることを

示した。 

申請者は、上記の水蒸気爆発に関する大規模実験の知見と実機条件との比較

及び JASMINE コードにおける評価想定と実機での想定との相違を踏まえ、実機

においては、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとする根拠を示した。こ

れにより、規制委員会は、原子炉圧力容器外の FCI で生じる事象として、水蒸

気爆発は除外し圧力スパイクを考慮すべきであることを確認した。 
 
 
Ⅳ－１．２．２．５ 水素燃焼 

格納容器破損モード「水素燃焼」（以下この節において「本格納容器破損モード」

という。）では、水素燃焼の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原

子炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されること

を防止する対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（f） 

原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（水素濃度が

ドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること）」につい

て、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

この節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）」（以下この節において「格納容器過圧破損」という。）と共通する事

項を省略し、本格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：水-ジルコニウム反応、MCCI、水の放射

線分解等によって水素が発生し、発生した水素と原子炉格納容器内の酸素

が反応することにより激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：水素の爆轟を防止するためには、早期に発生する水素及

び継続的に発生する水素を処理し、原子炉格納容器内の水素濃度を低減す

る必要がある。また、MCCI に伴う水素発生に対しては、原子炉下部キャビ

ティへ注水する必要がある。 
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③ 初期の対策：PWR プラントは原子炉格納容器自由体積が大きいことによ

り水素濃度が高濃度にならないという特徴がある。その上で、主に炉心損

傷時に発生した水素の処理を行う。このため、イグナイタを重大事故等対

処設備として新たに整備する。代替格納容器スプレイにより原子炉下部キ

ャビティへ注水する。このため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電

機、燃料油貯蔵タンク、タンクローリ等を重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、燃料取替用水タンク、復水タンク等を重大事故等対

処設備と位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：継続的に発生する水素の処理を行う。このため、

上記③のイグナイタに加え、PAR を重大事故等対処設備として新たに整備

する。水素濃度、イグナイタ及び PAR の監視を行う。このため、可搬型格

納容器水素濃度測定装置、イグナイタ動作監視装置、PAR 動作監視装置等

を重大事故等対処設備として新たに整備する。                                                                                                              

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本格納容器破損モードに対する格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「大破断 LOCA 時に低圧及び高圧注入機能が

喪失する事故」を選定する。これは、事象進展が早くなり、初期から

水素放出が開始され、かつ水素放出速度が大きくなる観点では、破断

口径の大きい大破断 LOCA であること、水蒸気が凝縮され水素濃度が

高くなる観点では、格納容器スプレイが作動する状態であることなど、

より厳しいシーケンスであることから選定する。PRA の手法により抽

出され、格納容器破損防止対策の有効性を確認する必要があるとされ

た本格納容器破損モードにおける事故シーケンスは「大破断 LOCA 時

に低圧注入機能が喪失する事故」であるが、条件を厳しくするため、

高圧注入機能の喪失を追加する。 

b. 解析コード：炉心損傷後の原子炉圧力容器内の溶融物リロケーショ

ン、原子炉圧力容器破損、溶融等の現象を評価することが可能であり、

原子炉系、原子炉格納容器系の熱水力モデルを備え、かつ、原子炉格

納容器内の溶融炉心挙動に関するモデルを有する MAAP を用いる。ま

た、原子炉格納容器内水素濃度評価を行うため、区画内や区画間の流

動、構造材との熱伝達等の事象を適切に評価することが可能な GOTHIC

を用いる。 
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c. 事故条件：水素は、原子炉圧力容器内の全ジルコニウム量の 75%が

水と反応し発生するとする。外部電源についてはあるものとする。外

部電源がある場合、格納容器スプレイが早期に起動し、水蒸気が凝縮

されることにより、水素濃度の観点で厳しい設定となる。 

d. 機器条件：PAR1基当たりの水素処理量は、設備設計値を基に1.2kg/h

とし、5基の設置とする。イグナイタは、12 基設置するが、水素濃度

の観点で厳しくなるように機能することを期待しない。 

e. 操作条件：PAR は、運転員等操作を介することなく原子炉格納容器

内の水素を処理するため、運転員等操作に関する条件はない。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 炉内の水が急激に減少し燃料の露出が始まると、燃料被覆管温度が

上昇し、約 24分後には炉心溶融が開始する。この炉心過熱に伴う水-

ジルコニウム反応により水素が発生する。 

b. 事故発生から約 1.3 時間後に原子炉圧力容器が破損する。約 3時間

後に原子炉圧力容器からの溶融炉心の流出が停止し、水-ジルコニウ

ム反応による水素の生成はほぼ停止する。ドライ条件に換算した原子

炉格納容器内水素濃度は最大約 9.7 vol%で減少に転じ、13 vol%を下

回る。 

c. 水の放射線分解等によって発生する水素を考慮しても、原子炉格納

容器内に設置した PAR の効果により原子炉格納容器内の水素濃度は

徐々に減少し、事象発生から 25 時間時点においても低下傾向が続い

ている。 

d. 1 次冷却材配管の破断区画において、水-ジルコニウム反応により発

生した水素が破断口から放出されることにより、一時的に水素濃度が

高くなるが、その期間は短時間であり、水蒸気を含む雰囲気下におい

て水素濃度は爆轟領域に達しない。 

e. なお、事象初期より格納容器スプレイが起動しているため、原子炉

下部キャビティに落下した溶融炉心は、安定して冷却されており、そ

の後も安定状態を維持できる。 

    上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目

（f）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 
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本格納容器破損モードの有効性評価では、MAAP で得られた水素発生

量を原子炉圧力容器内の全ジルコニウム量の 75%が反応するように補

正して評価する。感度解析のパラメータを組み合わせた場合、MCCI に

伴い発生する水素は、炉心内の全ジルコニウムの約 6%である。このこ

とを考慮し、炉心内の全ジルコニウムが水と反応するとしても、ドラ

イ条件に換算した原子炉格納容器内水素濃度は最大約 12.6 vol%であ

る。したがって、解析コードに依拠せずジルコニウム最大反応量で評

価しても格納容器破損防止対策の評価項目（f）を満足している。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件の中で影響を与えると考えられる炉心崩壊熱、PAR の性能

の変動、金属腐食量等を対象に不確かさの影響を確認したが、いずれ

も水素濃度への影響は小さい又は濃度を低くすることとなる。 

（３）必要な要員及び燃料等 

   申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本評価事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、1 号炉及び

2 号炉あわせて 32 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52 名

であり対応が可能である。 

② 燃料取替用水タンク（約 1677m3：水位異常低警報値までの水量）を水源

とする格納容器スプレイによる格納容器注水は、燃料取替用水タンク水位

が再循環切替水位（16%）に到達後、格納容器スプレイ再循環運転に切り

替える。以降は、格納容器再循環サンプを水源とし、格納容器スプレイ再

循環運転を継続する。したがって、燃料取替用水タンクへの補給は不要で

ある。 

③ ディーゼル発電機及び代替緊急時対策所用発電機の7日間の運転などを

考慮すると合計約 494.4kL の重油が必要となる。これに対して、発電所内

の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量約 510.0kL で対応が可能である。ま

た、仮に外部電源が喪失してディーゼル発電機からの給電を想定した場合

においても、重大事故等対策時に必要な負荷は設計基準事故時に想定して

いる非常用炉心冷却設備作動信号により作動する負荷に含まれることか

ら、ディーゼル発電機による電源供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「水素燃焼」に対して、申請者が格納容器

破損防止対策として計画している水素濃度の低減が、事象進展の特徴を捉えた対

策であると判断した。 
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評価事故シーケンス「大破断LOCA時に低圧及び高圧注入機能が喪失する事故」

において、PAR の設置などを行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器

破損防止対策の評価項目（f）を満足している。さらに、解析コードに依拠せず

ジルコニウム最大反応量で評価しても格納容器破損防止対策の評価項目（f）を

満足している。これにより、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（f）

を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行

った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（充て

ん/高圧注入ポンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たって

はこれらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

また、イグナイタにより、可燃状態になった時点で水素を燃焼させることによ

って、MCCI によるさらなる水素生成がある場合なども含めて、水素濃度をより確

実に低く抑えることができることを確認した。イグナイタは、水素が頂部に成層

化する可能性にも考慮して、格納容器ドーム部頂部付近にも設置することを確認

した。これらの水素処理装置には熱電対を設置して、作動状況を把握することが

できることを確認した。 

水の放射線分解等によって発生する水素を考慮しても、PAR の効果により原子

炉格納容器内の水素濃度は徐々に減少し、低下傾向が続くことなどから、原子炉

格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、評価事故シーケンス「大破断 LOCA

時に低圧及び高圧注入機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認したこと

により、対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「水素燃焼」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、有効な

ものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

  審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）MCCI に伴う水素発生 

申請者は、原子炉下部キャビティに十分な水量が確保されていれば、床コン

クリートには有意な侵食は発生しないため、それに伴う有意な水素発生はない

としていた。規制委員会は、知見が少ない溶融燃料挙動について、不確かさに

対する検討が不足している点を指摘し、MCCI の感度解析の結果を踏まえた水素
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発生について検討することを求めた。申請者は、これに対し以下のように説明

した。 

① 原子炉下部キャビティ床面での炉心デブリの拡がり、炉心デブリと原子

炉下部キャビティ水の伝熱等のパラメータを組み合わせた場合、MCCI によ

り発生する水素は、全てジルコニウムに起因するものであり、反応割合は

全炉心内のジルコニウム量の約 6%である。 

② さらに、上記を上回るものとして、全炉心内のジルコニウムが水と反応

すると仮定した場合において、ドライ条件に換算した原子炉格納容器内水

素濃度は最大約 12.6%であり、格納容器破損防止対策の評価項目（f）を満

足する。 

規制委員会は、上記の申請者の評価が十分保守的であるため妥当であると判

断した。 

（２）水素対策の強化 

   規制委員会は、申請者の解析結果は、不確かさを考慮しても格納容器破損防

止対策の評価項目（f）を満足するとしているが、より確実な水素対策を求め

た。これに対し、申請者は水素放出の想定箇所に加えその隣接区画、水素の主

要な通過経路にイグナイタを設置することとした。 

申請者は、格納容器内の水素濃度は均一化するとしている。しかし、水素は、

成層化する懸念があり、水素が成層化すれば、格納容器上部で水素濃度が高ま

る可能性がある。規制委員会は、水素成層化の可能性を示した NUPEC における

可燃性ガス濃度分布・混合挙動試験で得られた知見に基づき、水素成層化に関

する詳細な検討を行う必要があることを指摘した。申請者は、格納容器スプレ

イ等による原子炉格納容器内の攪拌などにより水素濃度が均一化することを

示したものの、仮に格納容器ドーム頂部で水素が滞留又は成層化した場合にお

いても、早期段階から確実に処理するために、格納容器上部ドーム頂部付近に

もイグナイタを設置することとした。これにより、規制委員会は、水素燃焼に

よる格納容器破損防止のための妥当な対策が行われることを確認した。 

申請者は、PAR 及びイグナイタについて、可搬型格納容器水素濃度計測装置

により水素濃度が低減されていることを確認することで作動状況を確認する

としていた。より確実な作動状況の確認を行うため、規制委員会は、PAR に熱

電対を設置するなどの作動状況の監視手段を検討することを求めた。申請者は、

PAR 動作監視装置及びイグナイタ動作監視装置を重大事故等対処設備として新

たに整備し、中央制御室で温度を監視することで PAR 及びイグナイタの作動状

況を確認することとした。これにより、規制委員会は、PAR 及びイグナイタの

より確実な作動状況の確認が行われることを確認した。 
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これらにより、規制委員会は、MCCI によるさらなる水素生成がある場合も含

めて、確実な水素濃度低減対策が行われることを確認した。 

（３）PAR の性能評価式の妥当性 

規制委員会は、GOTHIC に組み込まれた PAR の性能評価式の妥当性について、

申請者の説明が不十分であったため、確認実験の実機への適用性等を含めた追

加説明を要求した。申請者は、PAR の性能評価式による水素除去割合と THAI

試験におけるPAR単体の性能試験の水素除去割合がよく一致していることなど

を説明した。規制委員会は、これら申請者の説明が妥当であると判断した。 

（４）水素濃度測定への対応 

申請者は、本評価事故シーケンスの対応に必要な水素濃度測定要員は他の操

作と兼ねることとし、事象発生後約 35 分から水素濃度測定の準備を開始する

ようにしていた。規制委員会は、水素濃度測定準備を早期に実施するための対

応を検討することを求めた。申請者は、本評価事故シーケンスの重大事故等対

策要員を増員し、その要員を水素濃度測定の準備作業に充てることにより、水

素濃度測定の準備開始を早めることとした。これにより、規制委員会は、水素

濃度測定の対応がプラント状況判断後、速やかに開始されることを確認した。 

 

 
Ⅳ－１．２．２．６ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」（以下この節において

「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器から流出した溶融炉心

によるコンクリートの侵食という観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対し

て原子炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出される

ことを防止する対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（i）

溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しない

こと及び溶融炉心が適切に冷却されること」について、格納容器破損防止対策に有

効性があるかを確認した。 

この節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧破損）」（以下この節において「格納容器過圧破損」という。）と共通する事

項を省略し、本格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 
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① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器から溶融炉心が原子炉格

納容器内の床上に流出し、溶融炉心と接触した床コンクリートが熱分解に

より侵食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失し、原子炉格

納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：溶融炉心を冷却し、溶融炉心によるコンクリート侵食を

抑制するために、原子炉下部キャビティへ注水する。 

③ 初期の対策：代替格納容器スプレイ操作により原子炉下部キャビティへ

注水する。このため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機、燃料油

貯蔵タンク、タンクローリ等を重大事故等対処設備として新たに整備する

とともに、燃料取替用水タンク、復水タンク等を重大事故等対処設備と位

置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：「格納容器過圧破損」と同一である。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードに対する格納容器破損防止対策の有効

性評価の手法を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「大破断 LOCA 時に高圧注入機能、低圧注入

機能及び格納容器スプレイ機能が喪失する事故」を選定する。これは、

大破断 LOCA 時にはより早期に原子炉圧力容器の破損に至るため流出

する溶融炉心の崩壊熱が大きくなること、また、炉心注水及び格納容

器スプレイ機能の喪失により原子炉下部キャビティへの水の流入が

遅れることから、コンクリート侵食の観点でより厳しくなるためであ

る。PRA の手法により抽出され、格納容器破損防止対策の有効性を確

認する必要があるとされた本格納容器破損モードにおける事故シー

ケンスは「大破断 LOCA 時に低圧注入機能及び格納容器スプレイ機能

が喪失する事故」であるが、条件を厳しくするため、高圧注水機能喪

失を追加した。さらに、代替格納容器スプレイの開始時間を遅らせて、

より厳しい条件とする観点から、代替電源の準備が必要となる全交流

動力電源の喪失も考慮する。 

b. 解析コード：炉心損傷後の原子炉圧力容器内の溶融物リロケーショ

ン、原子炉圧力容器破損、溶融等の現象を評価することが可能であり、

原子炉系、原子炉格納容器系の熱水力モデルを備え、かつ、原子炉格

納容器内の溶融炉心挙動に関するモデルを有する MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

d. 機器条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 

e. 操作条件：「格納容器過圧破損」と同一である。 
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② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 炉心溶融開始 30 分後（事象発生の約 49分後）に常設電動注水ポン

プを用いた代替格納容器スプレイ操作により原子炉下部キャビティ

への注水を開始する。これにより、溶融炉心が原子炉下部キャビティ

に落下する時点（約 1.5 時間後）において約 1.3m の原子炉下部キャ

ビティ水位が確保され、溶融炉心の崩壊熱は除去される。コンクリー

トの侵食は約 3mm であり、原子炉格納容器の構造部材の支持機能に及

ぼす影響はない。 

b. その他の事象進展解析結果は、「格納容器過圧破損」と同じである。 

よって、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（i）を満足して

いる。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

溶融炉心/コンクリート間の伝熱及びコンクリート侵食挙動につい

ては、ACE 実験及び SURC 実験、また、より新しい DEFOR 実験及び

OECD-MCCI実験の結果との比較によりMAAP解析の妥当性が確認されて

いる（※12）。しかし、これらの現象は不確かさが大きく、また、知

見も限られることから、コンクリート侵食量に影響を与えるパラメー

タについて検討し、感度解析を実施した。その結果、厳しい条件を重

畳させた場合でも、コンクリート侵食量は評価項目（i）に関する判断

に影響を及ぼす量には至らなかった。また、これらの挙動に関連する

運転員等操作はないため、運転員等操作開始時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響評価 

炉心崩壊熱の変動を考慮して最確条件とした場合、保守的に設定し

た場合より崩壊熱が小さくなるため炉心溶融の開始が遅くなり、原子

炉下部キャビティ注水の準備時間の余裕が大きくなる。また、原子炉

圧力容器破損時間が遅くなるため、溶融炉心が原子炉下部キャビティ

に落下する時点での原子炉下部キャビティ水量が多くなり、溶融炉心

の熱量も小さくなるため、コンクリート侵食量は減少する。 

c. 対策の実施への影響 

本事故シーケンスの要員の配置による他の操作への影響については

「格納容器過圧破損」と同じであり、対策実施に与える影響はない。 

                                                   
（※12）Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード ２.（３）MAAP を参照。 
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（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「格納容器過圧破損」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対

して申請者が格納容器破損防止対策として計画している代替格納容器スプレイ

操作による原子炉下部キャビティへの注水が、事象進展の特徴を捉えた対策であ

ると判断した。 

評価事故シーケンス「大破断 LOCA 時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納

容器スプレイ機能が喪失する事故」において、原子炉下部キャビティへの注水を

行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止対策の評価項目（i）

を満足している。さらに、申請者が使用した解析コード、解析条件及び現象の不

確かさを考慮し、コンクリート侵食量の感度解析を実施した結果、厳しい条件を

重畳させた場合でもコンクリート侵食量が支持機能に影響を及ぼす量には至ら

なかったことから、評価項目（i）を概ね満足しているという判断は変わらない

ことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観

点から、機能を喪失した設備（低圧注入系、高圧注入系等の設備）の復旧を期待

していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な格

納容器破損防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、評価事故シーケンス「大破断 LOCA

時に高圧注入機能、低圧注入機能及び格納容器スプレイ機能が喪失する事故」に

おけるその有効性を確認したことにより、対策が本格納容器破損モードに対して

有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、格納容器破損モー

ド「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対して申請者が計画している格納容器

破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）原子炉下部キャビティへの注水開始遅れの影響について 
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申請者は、解析条件では、溶融炉心が落下する時点で原子炉下部キャビティ

に十分な水量が確保されているとしていた。規制委員会は、原子炉下部キャビ

ティへの注水操作開始遅れが原子炉下部キャビティ水量に及ぼす影響の評価

を要求した。これを受けて、申請者は注水操作開始時間の余裕を把握するため

の感度解析を実施し、操作開始が 10 分遅れても原子炉圧力容器破損時におい

て約 1m の原子炉下部キャビティ水位を確保できるという結果を得た。これに

より、規制委員会は、溶融炉心・コンクリート相互作用の観点において、原子

炉下部キャビティへの注水操作開始時間の遅れが評価結果に与える影響が小

さいことを確認した。 

（２）原子炉下部キャビティへの注水状態の確認手段について 

申請者は、原子炉下部キャビティへの注水を格納容器スプレイにより行うと

している。規制委員会は、格納容器スプレイにより確実に原子炉下部キャビテ

ィに注水されることを確認する手段の説明を求めた。これを受けて、申請者は、

原子炉下部キャビティ水位監視装置により注水状態の確認が可能であること

を示した。これにより、規制委員会は、原子炉下部キャビティへの注水状態の

確認手段が用意されていることを確認した。 

（３）コンクリート侵食量に影響を与えるパラメータの検討について 

申請者は、原子炉下部キャビティに十分な水量が確保されていれば、床コン

クリートには有意な侵食が発生しないとしていた。これについて、規制委員会

は、知見が少ない溶融燃料挙動について不確かさに対する検討が不足している

点を指摘し、評価に影響を与えるパラメータを整理し、影響を明確にした上で

判断することを求めた。申請者は、床コンクリートの侵食量に影響を与えるパ

ラメータを幅広く検討し、原子炉下部キャビティ床面での溶融炉心の拡がり及

び溶融炉心と原子炉下部キャビティ水の伝熱の不確かさについて感度解析を

実施し、厳しい伝熱条件で、かつ、溶融炉心が床全面に拡がる場合は床面及び

側面に約 4mm のコンクリート侵食が発生し、拡がりが小さい場合（拡がり面積

約 11m2）は床面及び側面に約 19cm の侵食が発生するという結果を得た。ここ

で、側面の侵食は原子炉圧力容器破損位置が側面に近く、溶融炉心が側面に接

触した場合にその位置で生じる。床面及び側面に 19cm の侵食が生じても、原

子炉格納容器の構造部材の支持機能に与える影響はない。なお、いずれのケー

スにおいても現実には溶融炉心が拡がる過程で先端から冷却が進むと考えら

れ、また、実験等の知見によれば側面コンクリートが侵食されて形成されたギ

ャップに水が浸入するため溶融物の冷却が促進されコンクリート侵食は抑制

される。 
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これらから、規制委員会は、コンクリート侵食量に影響を与えるパラメータ

を保守的に設定した場合でも原子炉格納容器の構造部材の支持機能に与える

影響がないことを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

第３７条第３項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽

内燃料体等」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもので

なければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止す

るために必要な措置を講じたもの」とは、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失することにより、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水

位が低下する事故（以下「想定事故１」という。）及びサイフォン現象等により使

用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下す

る事故（以下「想定事故２」という。）に対して、以下の（a）から（c）の項目（以

下「燃料損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認したものとし

ている。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が維持されていること。 

 
 
Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

「想定事故１」では、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失すること

により、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する場合

において、燃料損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故１」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：使用済燃料ピット（※13）の冷却機能又は注水機能

の喪失により、使用済燃料ピット内の水温が徐々に上昇し、沸騰して蒸発

することによって使用済燃料ピット水位が低下し、燃料が露出して損傷に

至る。 

                                                   
（※13）使用済燃料貯蔵槽に対して申請者が用いている名称。 
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② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料ピットへの注水を行う。 

③ 対策：使用済燃料ピットへの代替注水を行う。このため、使用済燃料ピ

ット補給用水中ポンプ、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポン

プ用発電機、燃料油貯蔵タンク、タンクローリ、取水用水中ポンプ、取水

用水中ポンプ用発電機、中間受槽等を重大事故等対処設備として新たに整

備する。また、使用済燃料ピットの状態を監視する。このため、使用済燃

料ピット周辺線量率計（可搬型）、使用済燃料ピット水位計（広域）等を

重大事故等対処設備として新たに整備する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故１」への燃料損傷防止対策の解析手法を、以下の

とおりとしている。 

a. 評価の考え方：使用済燃料ピットの水位が、放射線の遮蔽を維持で

きる最低水位（放射線の遮蔽設計基準値0.15mSv/h を維持できる水位。

通常水位約-3.4m）に低下するまでの時間を評価し、それよりも早期

に注水を開始できることの確認をもって、燃料損傷防止対策の評価項

目（b）を満たすものとする。評価項目（b）が満たされる場合は（a）

も同時に満たされる。 

b. 事故条件：余熱除去ポンプ等の故障により使用済燃料ピットの冷却

機能及び注水機能が喪失するものとする。事故発生時の使用済燃料ピ

ット水温は 40℃、水位は通常水位－0.08m とする。また、外部電源の

有無は事象進展及び運転員等操作時間に影響を及ぼさないが、必要な

燃料等を厳しく評価する観点から、外部電源はないものとする。 

c. 機器条件：使用済燃料ピット補給用水中ポンプの流量は 20 m3/h と

する。 

d. 操作条件：使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる注水の準備に

は、対応要員の参集に 1時間、ポンプや発電機の運搬、設置等に 5時

間 20 分で、合計 6時間 20 分を要するものとする。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能の喪失により、使用済燃料

ピット内の水温が約 14時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し

始める。 

b. 事故発生後、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するまでの時間は約 2.4日である。一方、事故発生後、
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使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる注水の準備に要する時間

は約 6 時間 20 分である。よって、放射線の遮蔽が失われる前に注水

を開始できる。 

c. 使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量は 20 m3/h であり、使用

済燃料ピット水温が 100℃に到達した後の崩壊熱による蒸発量（より

条件の厳しい1号炉ピットで約14.68m3/h）を上回っていることから、

燃料有効長頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位を確保でき

る。よって、評価結果は燃料損傷防止対策の評価項目（a）及び（b）

を満足している。 

d. 使用済燃料ピットは純水冠水状態においても未臨界（実効増倍率約

0.95）であり、使用済燃料ピット内の水が沸騰状態となり密度が低下

する場合には実効増倍率が低下するため未臨界は維持される。使用済

燃料ピット水のほう酸濃度が高い場合、沸騰に伴う密度低下により実

効増倍率が増加する場合があるが、沸騰前の実効増倍率が十分低いた

め、未臨界は維持される。よって、評価結果は燃料損傷防止対策の評

価項目（c）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が用いた解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響 

崩壊熱、初期水位及び初期水温の変動を考慮した場合、使用済燃料

ピット内の水温が変動するが、使用済燃料ピット補給用水中ポンプに

よる使用済燃料ピットへの注水操作は、使用済燃料ピットの水温を起

点に開始する操作ではないことから、運転員等操作時間に与える影響

はない。 

b. 解析条件の不確かさが評価結果に与える影響 

崩壊熱の変動を考慮した場合、解析条件として設定している崩壊熱

より小さい側への変動となり、また、初期水位の変動を考慮した場合、

解析条件として設定している初期水位より高い側への変動となるため、

放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は約 2.4 日

より長くなる。初期水温の変動を考慮し、解析条件である 40℃より厳

しい 65℃（使用済燃料ピットポンプ 1 台故障時の平均水温の制限値）

として評価した結果、遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時

間は約 2.1 日となるが、使用済燃料ピットへの注水は事故発生の 6時

間 20 分後から可能であるため、評価結果に与える影響は小さい。 

その他の解析条件の不確かさ（水温 100℃未満での水面からの蒸発

による水位低下等）による影響や、操作開始時間の遅れによる影響を
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考慮しても、使用済燃料ピットの水位が放射線の遮蔽が維持できる最

低水位に到達するまでの時間は注水開始に必要な時間に対して十分な

余裕を維持することから、評価結果に与える影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注

水操作を現場にて実施する要員は、前後に他の操作がないことから、

対策の実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故１」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を以下のとおりとしている。 

① 1 号炉及び 2 号炉で同時に本想定事故が発生した場合の対応及び復旧作

業に必要な要員は 42 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52

名であり対応が可能である。 

② 本想定事故の対応では、20m3/h の流量で間欠的に使用済燃料ピットへの

注水を行うが、淡水（宮山池）又は海水を取水源としており、供給が可能

である。 

③  本想定事故の対応に必要な燃料としては、事故発生 6時間 20分後から

の運転を想定した 7日間の使用済燃料ピットへの注水、さらに、7日間の

ディーゼル発電機等の運転を考慮する場合等に必要な重油量は約

494.4kL である。これに対して、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された

重油量約 510.0kL で対応が可能である。 

④ 本想定事故の対応に必要な電源容量は、取水用水中ポンプに 11kW 及び

使用済燃料ピット補給用水中ポンプに 5.5kW である。これに対して、取水

用水中ポンプ用発電機、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポン

プ用発電機の電源容量は各々約 80kW であり、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、使用済燃料貯蔵槽の「想定事故１」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故１」において、使用済燃料ピットへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（使用済燃料ピットポ

ンプ等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備

の機能回復も重要な燃料損傷防止対策となり得る。 
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さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、使用済燃料貯蔵槽

の「想定事故１」に対して申請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なも

のであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量について 

申請者は、使用済燃料ピット補給用水中ポンプの流量を、崩壊熱を最も厳し

く想定した場合に対応する蒸発量（より条件の厳しい 1 号炉ピットで約

14.68m3/h）に基づき 15m3/h としていた。規制委員会は、水位が低下した場合

に早期に水位を回復する観点から、ポンプ流量の検討を要求した。これを受け

て、申請者は、使用済燃料ピット補給用水中ポンプの流量を、崩壊熱による蒸

発量に対して十分な余裕をもつ 20m3/h とした。これにより、規制委員会は、機

器条件が妥当であることを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．３．２ 想定事故２ 

「想定事故２」では、サイフォン現象等により使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模

な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する場合において、燃料損傷防止

対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故２」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：サイフォン現象等により使用済燃料ピット内の水の

小規模な喪失が発生し、使用済燃料ピット水位が低下し、燃料が露出して

損傷に至る。 

② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料ピットへの注水を行う。 

③ 対策：使用済燃料ピットへの代替注水を行う。このため、使用済燃料ピ

ット補給用水中ポンプ、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポン

プ用発電機、燃料油貯蔵タンク、タンクローリ、取水用水中ポンプ、取水
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用水中ポンプ用発電機、中間受槽等を重大事故等対処設備として新たに整

備する。また、使用済燃料ピットの状態を監視する。このため、使用済燃

料ピット周辺線量率計（可搬型）、使用済燃料ピット水位計（広域）等を

重大事故等対処設備として新たに整備する。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故２」への燃料損傷防止対策の解析手法を、以下の

とおりとしている。 

a. 評価の考え方：使用済燃料ピット水の小規模な喪失により水位が低

下した後、放射線の遮蔽を維持できる最低水位（放射線の遮蔽設計基

準値 0.15mSv/h を維持できる水位。通常水位－約 3.4m）に低下するま

での時間を評価し、それよりも早期に注水を開始できることの確認を

もって、燃料損傷防止対策の評価項目（b）を満たすものとする。評

価項目（b）が満たされる場合は（a）も同時に満たされる。 

b. 事故条件：使用済燃料ピット冷却系の配管破断によるサイフォン現

象等によりピット水の小規模な漏えいが発生し、使用済燃料ピット出

口配管下端（通常水位－約 1.3m）まで水位が低下すると想定する。こ

の破断により冷却機能が喪失するが、重畳して、注水機能も喪失する

ものとする。漏えいはこの水位で止まるが、水温が上昇して蒸発が起

こる場合は更なる水位低下が生じる。事故発生時の使用済燃料ピット

水温は 40℃とする。また、外部電源の有無は事象進展及び運転員等操

作時間に影響を及ぼさないが、必要な燃料等を厳しく評価する観点か

ら、外部電源はないものとする。 

c. 機器条件：「想定事故１」と同一である。 

d. 操作条件：「想定事故１」と同一である。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

ａ．使用済燃料ピット冷却機能及び注水機能の喪失により、使用済燃料

ピット内の水温が約 12時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し

始める。 

ｂ．事故発生後、使用済燃料ピット水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するまでの時間は約 1.6日である。一方、事故発生後、

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる注水の準備に要する時間

は約 6 時間 20 分である。よって、放射線の遮蔽が失われる前に注水

を開始できる。 
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c. 使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量は 20m3/h であり、使用済

燃料ピット水温が 100℃に到達した後の崩壊熱による蒸発量（より条

件の厳しい 1 号炉ピットで約 14.68m3/h）を上回っていることから、

燃料有効長頂部が冠水し、放射線の遮蔽が維持される水位を確保でき

る。ここで、破断した冷却系配管の復旧を期待しないため、通常水位

を回復することは不可能だが、使用済燃料ピット出口配管下端の水位

を維持することは可能である。よって、評価結果は燃料損傷防止対策

の評価項目（a）及び（b）を満足している。 

d. 使用済燃料ピットは純水冠水状態においても未臨界（実効増倍率約

0.95）であり、使用済燃料ピット内の水が沸騰状態となり密度が低下

する場合には実効増倍率が低下するため未臨界は維持される。使用済

燃料ピット水のほう酸濃度が高い場合、沸騰に伴う密度低下により実

効増倍率が増加する場合があるが、沸騰前の実効増倍率が十分低いた

め、未臨界は維持される。よって、評価結果は燃料損傷防止対策の評

価項目（c）を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさが運転員等操作時間に与える影響 

崩壊熱、初期水位及び初期水温の変動を考慮した場合、使用済燃料

ピット内の水の温度が変動するが、使用済燃料ピット補給用水中ポン

プによる使用済燃料ピットへの注水操作は、使用済燃料ピットの水温

を起点に開始する操作ではないことから、運転員等操作時間に与える

影響はない。 

b. 解析条件の不確かさが評価結果に与える影響 

崩壊熱の変動を考慮した場合、解析条件として設定している崩壊熱

より小さい側への変動となり、また、初期水位の変動を考慮した場合、

解析条件として設定している初期水位より高い側への変動となるため、

放射線の遮蔽が維持される最低水位に到達するまでの時間は約 1.6 日

より長くなる。初期水温の変動を考慮し、解析条件である 40℃より厳

しい 65℃（使用済燃料ピットポンプ 1 台故障時の平均水温の制限値）

として評価した結果、遮蔽が維持できる最低水位に到達するまでの時

間は約 1.4 日となるが、使用済燃料ピットへの注水は事故発生の 6時

間 20 分後から可能であるため、評価結果に与える影響は小さい。 

その他の解析条件の不確かさ（水温 100℃未満での水面からの蒸発

による水位低下等）による影響や、操作開始時間の遅れによる影響を
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考慮しても、使用済燃料ピットの水位が放射線の遮蔽が維持できる最

低水位に到達するまでの時間は注水開始に必要な時間に対して十分な

余裕を維持することから、評価結果に与える影響は小さい。 

c. 対策の実施への影響 

使用済燃料ピット補給用水中ポンプによる使用済燃料ピットへの注

水操作を現場にて実施する要員は、前後に他の操作がないことから、

対策の実施に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故２」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を「想定事故１」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、使用済燃料貯蔵槽の「想定事故２」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故２」において、使用済燃料ピットへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（冷却系配管等）の復

旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も

重要な燃料損傷防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、使用済燃料貯蔵槽

の「想定事故２」に対して申請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なも

のであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）使用済燃料ピット補給用水中ポンプの容量について 

「想定事故１」における論点と同じである。 
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Ⅳ－１．２．４ 停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

第３７条第４項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、運転停止中（※14）における発電用原子炉内の燃料体（以下

「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措

置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定する運転停止中事故シーケ

ンスグループに対して、以下の(a)から(c)の項目（以下「運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認したものとしてい

る。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が確保されていること（ただし、通常の運転操作における臨界、

又は燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨

界は除く。）。 

 

 

Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失 

事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時

冷却機能喪失）」（以下この節において「本事故シーケンスグループ」という。）

では、原子炉運転停止中に、余熱除去系の故障等により崩壊熱除去機能が喪失した

場合において、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認

した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：余熱除去系の故障に伴う崩壊熱除去

機能の喪失に起因して、1 次冷却系の保有水が炉心崩壊熱により継続的に

蒸発して減少し、運転停止中原子炉内燃料体が損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、炉心への注水手段を確保し、1 次冷却系の保有水量を確保する必

                                                   
（※14）運転停止中：「停止中評価ガイド」には、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起

動過程における主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と示している。ただし、全燃料が使用済燃

料貯蔵槽に取り出され、原子炉に燃料がない場合は除くとされている。 



215 
 

要がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を確保し、原子炉内

燃料体の崩壊熱の除熱を継続的に実施する必要がある。 

③ 初期の対策：充てん/ 高圧注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を炉

心に注水し、1次冷却系の保有水量を維持するとともに、加圧器開口部（加

圧器安全弁3弁を取り外し中）からの蒸気の放出により崩壊熱を除去する。

このため、ディーゼル発電機、充てん/ 高圧注入ポンプ、燃料取替用水タ

ンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：格納容器スプレイ系による再循環運転に切り替

え、低温停止状態に移行するとともに、炉心冷却を継続する。このため、

格納容器再循環サンプ、格納容器スプレイ系、代替再循環配管等を重大事

故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価   

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析

コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除

去機能が喪失する事故」を選定する。PRA の手法により抽出され、運

転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を確認する必要が

あるとされた本事故シーケンスグループにおける事故シーケンスは、

「余熱除去機能喪失」である。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避

に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉

冷却材の保有水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に「余熱

除去機能喪失」が起こるとしている。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰及びボ

イド率変化、気液分離及び対向流、1次冷却系における ECCS 強制注入

等を取り扱うことのできる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件：余熱除去ポンプの故障等による余熱除去系の機能喪失が、

2系統で同時に発生することを想定する。事象発生の時期については、

定期検査工程上、原子炉停止から 1次冷却材水抜き開始（ミッドルー

プ運転の準備開始）までの時間として考えられる最短時間に余裕をみ

た（崩壊熱を高くする厳しめの設定にするために短くしている）時間、

原子炉停止後 55時間とする。 
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d. 機器条件：充てん/高圧ポンプによる炉心注水流量は、30m3/h とす

る。これは、炉心注水開始を事象発生後 50 分とした場合の崩壊熱に

よる蒸発量（29.7m3/h）を上回る流量である。 

e. 操作条件：充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水操作の開始は、

事象発生の検知・判断及び充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水操

作に要する時間を考慮して、事象発生から 50 分後とする。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生 1 分後から、1 次冷却材が温度上昇により沸騰し始め、蒸

気が加圧器開口部から流出することで 1次冷却系の保有水量が減少し、

炉心水位は低下する。事象発生後 50 分で、充てん/高圧注入ポンプに

より炉心注水を開始し、事象発生後 140 分で、加圧器開口部からの流

出流量と炉心への注入流量が釣り合うことにより、1 次冷却系の保有

水量及び 1次冷却材温度は安定する。 

b. 事象発生後、燃料有効長頂部のボイド率は最大でも 0.6程度であり、

充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水により、炉心は露出すること

はなく、燃料有効長頂部は冠水している。 

c. 燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止され

ている状態であり、炉心上部の遮蔽物により空間線量率が抑えられ、

作業員の被ばく低減が図られるため、格納容器内の空間線量率は燃料

取替え時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値0.15mSv/hを上回るこ

とはない。 

d. ほう素濃度が高い条件下では、炉心崩壊熱による 1次冷却材におけ

るボイド発生により 1次冷却材の密度が低下すると、一時的に反応度

が正側になる場合がある。ただし、実効増倍率が 1.00（臨界）より十

分に低いこと、さらに、充てん/高圧注入ポンプにより燃料取替用水

タンクのほう酸水が炉心に注水されることから、未臨界は維持される。 

e. なお、燃料取替用水タンク水位が再循環切替値に到達後、格納容器

スプレイ系による再循環運転に切替え、格納容器スプレイ冷却器よる

除熱を継続することで原子炉を安定停止状態へ移行可能である。 

     上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 
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M-RELAP5 では、大気圧程度の低圧時における炉心水位の不確かさは

±10%（±0.4m）程度である。ただし、実際の炉心水位が評価値より

0.4m 程度低くなると仮定しても、燃料有効長頂部から更に約 0.6m 高

い位置まで水位が確保されるので、燃料有効長頂部が冠水しているこ

とには変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱は保守的（大きい）な値に設定されてい

るため実際には、1 次冷却系の保有水量の低下は解析結果に比べて抑

制され、炉心露出に対する時間的余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水の操作については、一連の

操作が中央制御室で実施されるため、要員の配置による他の操作に与

える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料の損傷防止対策に必要な

要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 18 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応可

能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間非常用ディーゼル発電機が全出

力で運転した場合等に必要となる重油量は約 494.4kL である。これに対し

て、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量約 510.0kL で対応が可

能である。また、重大事故等対処設備全体に対して非常用ディーゼル発電

機からの電力供給量が、十分に大きいため、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の

故障による停止時冷却機能喪失）」に対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策として計画している充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水

及び再循環運転による炉心冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断し

た。 

重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失

する事故」において、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水を行った場合に対

する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目

をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確

かさを考慮しても、解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確
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認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、

機能を喪失した設備（余熱除去系の 2系統）の復旧を期待していないが、実際の

事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な運転停止中原子炉内燃

料体の損傷防止対策となり得る。 

また、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水により原子炉内燃料体の損傷を

回避した後、原子炉を安定停止状態へ導くために、格納容器スプレイ冷却器によ

る炉心冷却への移行する対策が整備されていることを確認した。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「燃料取出

前のミッドループ運転中に余熱除去機能が喪失する事故」におけるその有効性を

確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判

断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「崩壊熱除去機能喪失（余熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）」

に対して申請者が計画している原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効なもので

あると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）原子炉容器内の水位が低下した場合の遮蔽性能確保 

原子炉容器内の水位が低下すると、放射線に対する遮蔽性能は低下するため

空間線量が上昇することから、格納容器内の作業員の被ばく線量が増加する可

能性がある。このため、規制委員会は、遮蔽性能の確保について詳細な説明を

求めた。申請者は、ミッドループ運転中において原子炉容器内の水位が燃料有

効長頂部の高さ近くまで低下した場合について、格納容器内の空間線量率を評

価し、原子炉容器ふたによる放射線遮蔽効果により空間線量率は遮蔽設計基準

値 0.15mSv/h を十分に下回ることを示した。規制委員会は、原子炉容器内の水

位低下による放射線の遮蔽効果の低下に比べ、原子炉容器ふたによる放射線の

遮蔽効果が十分に大きいため、格納容器内の作業員の被ばく線量が基準値を超

過しないことを確認した。 

（２）事故が発生した場合の格納容器内の作業員の退避 

事故が発生した場合、作業員の退避手順及び退避ルートが明確にされていな

いと、作業員の退避遅れ等により被ばく線量が増加する他、原子炉格納容器の
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隔離も遅れる可能性がある。このため、規制委員会は、格納容器内の作業員の

退避について詳細な説明を求めた。申請者は、運転停止中に事故が発生した場

合の作業員の退避手順及び退避ルートを具体的に示した。これにより、規制委

員会は、ミッドループ運転中の事故時における作業員の放射線防護と原子炉格

納容器の早期隔離が確実に実施できるように、作業員が原子炉格納容器から退

避する手順と退避ルートが明確化されていることを確認した。 

（３）1次冷却材沸騰中の未臨界確保 

申請者は、ミッドループ運転中に 1次冷却材が沸騰した場合の未臨界確保に

ついて具体的な説明をしていなかった。仮に、1 次冷却材の密度が沸騰によっ

て低下すると、ほう素濃度が高い条件とは言え、一時的に反応度が正側になり、

実効増倍率が上昇する場合がある。このため、規制委員会は、未臨界の確保に

ついて詳細な説明を求めた。申請者は、沸騰開始後の 1次冷却材密度の低下に

伴う炉心反応度の変化を代表的な取替燃料炉心について評価し、取替燃料炉心

の違いによる実効増倍率の変動を考慮して事象発生前の初期の実効増倍率を

高くした場合でも、1次冷却材沸騰時の実効増倍率の上昇は約 0.93 にとどまり、

未臨界を確保できることを示した。これにより、規制委員会は、ほう素濃度が

高い条件下のミッドループ運転中に 1次冷却材が沸騰した場合でも、実効増倍

率の上昇は限定的であり、未臨界が十分に確保できることを確認した。 

 
 
Ⅳ－１．２．４．２ 全交流動力電源喪失 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、送電系統又は所内主発電設備の故障等によ

り外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源系統が機能喪失し、これに従属

して原子炉補機冷却機能が喪失する場合において、運転停止中原子炉内燃料体の損

傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：全交流動力電源喪失に起因する余熱

除去系の炉心注水機能喪失及び全交流動力電源喪失に従属して発生する

原子炉補機冷却機能喪失に起因する余熱除去系の崩壊熱除去機能喪失に

より、1 次冷却系の保有水が炉心崩壊熱により継続的に蒸発して減少する

ことで、運転停止中原子炉内燃料体は損傷に至る。 
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② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、炉心へ注水手段を確保し、1 次冷却系の保有水量を確保する必要

がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を確保し、原子炉内燃

料体の崩壊熱の除熱を継続的に実施する必要がある。 

③ 初期の対策：常設電動注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を炉心に

注水し、1 次冷却系の保有水量を維持するとともに、加圧器開口部（加圧

器安全弁３弁取り外し中）からの蒸気の放出により崩壊熱を除去する。こ

のため、常設電動注入ポンプ、大容量空冷式発電機、タンクローリ等を重

大事故等対処設備として新たに整備するとともに、燃料取替用水タンク等

を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：格納容器再循環サンプと余熱除去ポンプを用

いた低圧再循環運転により炉心への注水を継続する。このため、移動式

大容量ポンプ車とタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整

備し、格納容器再循環サンプ、余熱除去ポンプ等を重大事故等対処設備

に位置付ける。また、格納容器再循環ユニットに海水を通水させること

で格納容器内自然対流冷却を実施し、格納容器内の除熱を行う。このた

め、移動式大容量ポンプ車、タンクローリ等を重大事故等対処設備とし

て新たに整備し、格納容器再循環ユニットＡ系統及びＢ系統を重大事故

等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析

コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電

源が喪失するとともに非常用所内交流電源が機能喪失し、原子炉補機

冷却機能が喪失する事故」を選定する。PRA の手法により抽出され、

運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を確認する必要

があるとされた本事故シーケンスグループにおける事故シーケンス

は「外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失する事故」である。

対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評

価する観点から、崩壊熱が高く、原子炉冷却材の保有水量が少ない燃

料取出前のミッドループ運転中に「外部電源喪失時に非常用所内交流

電源が喪失する事故」が起こるとしている。さらに、従属的に発生す

る補機冷却水の喪失の重畳も考慮している。 
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b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰及びボ

イド率変化、気液分離及び対向流、常設電動注入ポンプによる炉心注

水等を取り扱うことのできる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件：全交流動力電源喪失により余熱除去系の炉心注水機能が

喪失し、さらに、全交流動力電源喪失に従属して発生する原子炉補機

冷却機能喪失により余熱除去系の崩壊熱除去機能が喪失するものと

する。事象発生の時期については、定期検査工程上、原子炉停止から

1 次冷却材水抜き開始（ミッドループ運転の準備開始）までの時間と

して考えられる最短時間に余裕をみた（崩壊熱を高くする厳しい設定

にするために短くしている）時間として、原子炉停止後 55 時間とす

る。 

d. 機器条件：常設電動注入ポンプによる炉心注水流量は、30m3/h とす

る。これは、炉心注水開始を事象発生後 50 分とした場合の崩壊熱に

よる蒸発量（29.7m3/h）を上回る流量である。 

e. 操作条件：大容量空冷式発電機が利用できるのは、事象発生から 35

分後以降とする。常設電動注入ポンプによる炉心注水操作の開始は、

事象発生の検知・判断及び常設電動注入ポンプによる炉心注水操作に

要する時間を考慮して、事象発生から 50分後とする。 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生 1 分後から、1 次冷却材が温度上昇により沸騰し始め、蒸

気が加圧器開口部から流出することで 1次冷却系の保有水量が減少し、

炉心水位は低下する。事象発生後 35 分で大容量空冷式発電機が利用

可能になり、事象発生後 50 分で、大容量空冷式発電機を電源とする

常設電動注入ポンプによる炉心注水を開始する。事象発生後 140分で、

加圧器開口部からの流出流量と炉心への注入流量が釣り合うことに

より、1次冷却系の保有水量及び 1次系温度は安定する。 

b. 事象発生後、燃料有効長頂部のボイド率は最大でも 0.6程度であり、

常設電動注入ポンプによる炉心注水により、炉心は露出することはな

く、燃料有効長頂部は冠水している。 

c. 燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止され

ている状態であり、炉心上部の遮蔽物により空間線量率が抑えられ、

作業員の被ばく低減が図られるため、格納容器内の空間線量率は燃料

取替え時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値0.15mSv/hを上回るこ

とはない。 
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d. ほう素濃度が高い条件下では、炉心崩壊熱による 1次冷却材におけ

るボイド発生により 1次冷却材の密度が低下すると、一時的に反応度

が正側になる場合もある。ただし、実効増倍率が 1.00（臨界）より十

分に低いこと、さらに、常設電動注入ポンプにより燃料取替用水タン

クのほう酸水が炉心に注水されることから、未臨界は維持される。 

e. なお、燃料取替用水タンク水位が再循環切替値に到達後、移動式大

容量ポンプ車を用いた海水通水を行い、低圧再循環運転に切替え、格

納容器内自然対流冷却による格納容器内の除熱を継続することで、燃

料及び原子炉格納容器の健全性を維持できる。 

上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 では、大気圧程度の低圧時における炉心水位の不確かさは

±10%（±0.4m）程度である。ただし、実際の炉心水位が評価値より

0.4m 程度低くなると仮定しても、燃料有効長頂部から更に約 0.6m 高

い地点まで水位が確保されるので、燃料有効長頂部が冠水しているこ

とには変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱は保守的な（大きい）値に設定されてい

るため、実際には、1 次冷却系の保有水量の低下は解析結果に比べて

抑制され、炉心露出に対する時間的余裕は大きくなる。 

c. 対策の実施への影響 

常設電動注入ポンプによる炉心注水については、一連の操作が中央

制御室で実施されるため要員の配置による他の操作に与える影響はな

い。 

（３）必要な要員及び燃料等 

  申請者は、本重要事故シーケンスへの運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対

策に必要な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 52 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応可

能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、大容量空冷式発電機による電源供給、

移動式大容量ポンプ車による格納容器内自然対流冷却、使用済燃料ピット
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への給水、代替緊急時対策所への電源供給を 7日間継続する場合等に必要

となる重油量は、ために、約 280.1kL である。これに対して、発電所内の

燃料油貯蔵タンク容量と大容量空冷式発電機用燃料タンクに備蓄された

重油量約 314.0kL で対応が可能である。また、電源としては、重大事故等

対処設備全体に必要な電力供給量に対して、大容量空冷式発電機からの電

力供給量が十分に大きいため、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対して、申

請者が運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対策として計画している、大容量空冷

式発電機を代替交流電源とすること、常設電動注入ポンプを用いた炉心注水、余

熱除去ポンプを用いた再循環運転及び格納容器再循環ユニットによる格納容器

内自然対流冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に外部電源が喪失する

とともに非常用所内交流電源が機能喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」

において、常設電動注入ポンプによる炉心注水を行った場合に対する申請者の解

析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足

しており、さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮して

も、解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。なお、

申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した

設備（外部電源、非常用所内交流電源系統、原子炉補機冷却機能）の復旧を期待

していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な運

転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策となり得る。 

また、常設電動注入ポンプによる炉心注水により原子炉内燃料体の損傷を回避

した後、余熱除去ポンプを用いた低圧再循環運転に切替え、格納容器内自然対流

冷却による格納容器内の除熱を継続することにより、原子炉を安定停止状態へ導

くことができることを確認した。 

さらに規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者の

計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「燃料取出

前のミッドループ運転中に外部電源が喪失するとともに非常用所内交流電源が

機喪失し、原子炉補機冷却機能が喪失する事故」におけるその有効性を確認した

ことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 
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以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「全交流動力電源喪失」に対して申請者が計画している運転停止中原子炉

内燃料体の損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は、原子炉停

止中の他の事故シーケンスグループである「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機

能喪失」と同じである。 

 
 
Ⅳ－１．２．４．３ 原子炉冷却材の流出 

事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」（以下この節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、原子炉運転停止中に、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリに接続された系統から誤操作等による系外への漏えいが発生す場合にお

いて、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリに接続

された系統から系外への誤操作等による漏えいに起因して1次冷却材が流

出することで、余熱除去機能が喪失する。これにより、1 次冷却系の保有

水が炉心崩壊熱により継続的に蒸発して減少し、運転停止中原子炉内燃料

体は損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、炉心へ注水手段を確保し、1 次冷却系の保有水量を確保する必要

がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ熱の輸送を確保し、原子炉内燃

料体の崩壊熱の除熱を継続的に実施する必要がある。 

③ 初期の対策：充てん/高圧注入ポンプにより燃料取替用水タンク水を炉

心に充てん注入し、1 次冷却系の保有水量を維持するとともに、加圧器開

口部（加圧器安全弁 3弁取り外し中）からの蒸気の放出により崩壊熱を除

去する。このため、ディーゼル発電機、充てん/高圧注入ポンプ、燃料取

替用水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：格納容器スプレイ系による再循環運転に切り替

え、低温停止状態にするとともに、炉心冷却を継続する。このため、原子
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炉格納容器再循環サンプ、格納容器スプレイ系、代替再循環配管等を重大

事故等対処設備として位置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析

コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「燃料取出前のミッドループ運転中に原子

炉冷却材バウンダリ機能が喪失する事故」を選定している。PRA の

手法により抽出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の

有効性を確認する必要があるとされた本事故シーケンスグループに

おける事故シーケンスは「原子炉冷却材バウンダリ機能が喪失する

事故」である。対策実施の余裕時間及び燃料損傷回避に必要な設備

容量を厳しく評価する観点から、崩壊熱が高く、1 次冷却系の保有

水量が少ない燃料取出前のミッドループ運転中に「原子炉冷却材バ

ウンダリ機能が喪失する事故」が起こるとしている。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、沸騰及び

ボイド率変化、気液分離及び対向流、1次冷却系における ECCS 強制

注入、1 次冷却材の原子炉バウンダリからの流出等を取り扱うこと

のできる M-RELAP5 を用いる。 

c. 事故条件：炉心冷却の観点から厳しくするため、以下の条件を設

定している。 

ア．事象発生の時期については、定期検査工程上、原子炉停止から

1 次冷却材水抜き開始（ミッドループ運転の準備開始）までの時

間として考えられる最短時間に余裕をみた（崩壊熱を高くする厳

しめの設定にするために短くしている）時間として、原子炉停止

後 55 時間とする。 

イ．1 次冷却材の流出は、流量の多い余熱除去系からの流出とし、

余熱除去ポンプ 1台による浄化運転時の最大流量である 380 m3/h 

とする。流出する口径は余熱除去系統の最大口径で約 20cm（8 イ

ンチ）相当とする。 

ウ．余熱除去機能喪失後も系外の漏えいの停止を見込まない。 

エ．事象発生から３分後に、1 次冷却系の水位が 1 次系冷却材管の

下端に到達することにより浄化運転中の余熱除去系が機能喪失し、

さらに運転中の余熱除去系機能喪失後に待機中の余熱除去系も機

能喪失する。 
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d. 機器条件：充てん/高圧ポンプによる炉心注水流量は、原子炉停止

55 時間後を事象開始として、余熱除去系の機能喪失（事象発生から

3 分後）から 20 分後（事象発生から 23 分後）における崩壊熱によ

る蒸発量（29.7m3/h）に加えて、流出により低下した水位を回復さ

せるための水量を見込み、31m3/h とする。 

e. 操作条件：余熱除去系の機能喪失を起点（事象発生から３分後）

として、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水操作の準備を開始

する。注水準備に必要な時間を 20分とし、充てん/ 高圧注入ポンプ

による炉心注水が、事象発生から 23 分後に開始されるとする。  

② 解析結果 

 申請者が行った事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、1 次冷却材の流出に伴い、1 次系水位が低下し約 3

分で余熱除去系が機能喪失することで流出流量が減少する。事象発

生後約 23分で、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水を開始し、

加圧器からの流出流量と炉心への注入流量が釣り合うことにより 1

次冷却系の保有水量を確保することができる。 

b. 事象発生後、燃料有効長頂部のボイド率は最大でも 0.6 程度であ

り、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水により、炉心は露出する

ことはなく、燃料有効長頂部は冠水している。 

c. 燃料有効長上端まで水位が低下しても、原子炉容器ふたは閉止さ

れている状態であり、炉心上部の遮蔽物により空間線量率が抑えら

れ、作業員の被ばく低減が図られるため、格納容器内の空間線量率

は燃料取替え時の原子炉格納容器内の遮蔽設計基準値 0.15mSv/h を

上回ることはない。 

d. ほう素濃度が高い条件下では、炉心崩壊熱による 1次冷却材にお

けるボイド発生により 1次冷却材の密度が低下すると、一時的に反

応度が正側になる場合もある。ただし、実効増倍率が 1.00（臨界）

より十分に低いこと、さらに、充てん/高圧注入ポンプにより燃料取

替用水タンクのほう酸水が炉心に注水されることから、未臨界は維

持される。 

e. なお、原子炉冷却材流出系統の隔離を行った上で、燃料取替用水

タンク水位が再循環切替値に到達後、格納容器スプレイ系による再

循環運転に切替え、格納容器スプレイ冷却器よる除熱を継続するこ

とで燃料の健全性を維持できる。 

上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 
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③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

M-RELAP5 では、大気圧程度の低圧時における炉心水位の不確かさは

±10%（±0.4m）程度である。したがって、実際の炉心水位が評価値よ

り0.4m程度低くなる可能性があるが、燃料有効長頂部から更に約1.1m

高い位置まで水位が確保され、燃料有効長頂部が冠水していることに

は変わりはない。また、1 次系冷却材配管の下端の水位に到達するま

での時間が早まるので、余熱除去機能喪失を起点とする充てん/ 高圧

注入ポンプによる炉心注水の操作開始は早くなるが、操作開始が早ま

る時間は数十秒程度であり、燃料の冷却への影響は小さい。 

1 次冷却系における冷却材放出の不確かさとして、解析コードの臨

界流モデルの試験解析では漏えい流量は実験データに対して二相臨界

流領域では大きく評価する傾向を示している。したがって、実際の漏

えい流量は解析結果よりも小さくなり、余熱除去機能が喪失する 1次

系冷却材管の下端の水位に到達するまでの時間が遅くなる。よって、

充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水の開始は、余熱除去機能喪失

を起点としているため遅くなるが、操作開始時点の炉心水位が同じ条

件であることと実際の漏えい量が解析結果より小さいことを考慮する

と、炉心露出に対する時間的余裕は大きくなる。 

b.  解析条件の不確かさの影響 

解析条件では、炉心崩壊熱及び 1次冷却材流出流量は保守的な（大

きい）値（大きい）で設定されているため、実際には、1 次冷却系の

保有水量の低下は解析結果に比べて遅くなり、余熱除去機能が喪失す

る 1 次系冷却材管の下端の水位に到達するまでの時間が遅くなる。よ

って、充てん/ 高圧注入ポンプによる炉心注水開始は、余熱除去機能

喪失を起点としているため遅くなるが、操作開始時点の炉心水位が同

じ条件であることも考慮すると、炉心露出に対する時間的余裕は大き

くなる。 

c.  対策の実施への影響 

充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水の一連の操作が中央制御室

で実施されるため要員の配置による他の操作に与える影響はない。 

（３）必要な要員及び燃料等 

 申請者は、本評価事故シーケンスの特徴を踏まえた重大事故等対策に必要な

要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 
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① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 18 名である。重大事故等対策要員は 52 名であり対応可能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、7 日間非常用ディーゼル発電機が全出

力で運転した場合に必要となる重油量は約 494.4kLℓ である。これに対し

て、発電所内の燃料油貯油槽等に備蓄された重油量約 510.0kLℓ にて対応

が可能である。また、重大事故対処設備全体に必要な電力供給量に対して

非常用ディーゼル発電機からの電力供給量が十分に大きいため、供給が可

能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に対して、申

請者が運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対策として計画している充てん/ 高

圧注入ポンプによる炉心注水及び再循環運転が、事象進展の特徴を捉えた対策で

あると判断した。 

重要事故シーケンス「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材バウン

ダリ機能が喪失する事故」において、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水を

行った場合に対する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード、

解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を満足することに変わり

がないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定

する観点から、機能を喪失した設備（余熱除去系の 2系統）の復旧を期待してい

ないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な原子炉内

燃料体の損傷防止対策となり得る。 

また、充てん/高圧注入ポンプによる炉心注水により運転停止中原子炉内燃料

体の損傷を回避した後、格納容器スプレイポンプ冷却器による炉心冷却への移行

により、原子炉を安定停止状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者

の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「燃料取出

前のミッドループ運転中に原子炉冷却材バウンダリ機能が喪失する事故」におけ

るその有効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対して

有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「燃料取出前のミッドループ運転中に原子炉冷却材バウンダリ機能が喪失
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する事故」に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は、原子炉停

止中の他の事故シーケンスグループである「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機

能喪失」と同じである。 

 
 
Ⅳ－１．２．４．４ 反応度の誤投入 

事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」（以下この節において「本事故シー

ケンスグループ」という。）では、原子炉の運転停止中に、化学体積制御系の故障、

誤操作等により純水が1次冷却材中に注入され1次冷却材中のほう素濃度が低下し

て反応度が添加されることにより、臨界に至る可能性がある場合において、運転停

止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉の運転停止中に、化学体積制

御系の故障や誤操作等に起因する 1 次冷却材中への純水注入により、1 次

冷却材中のほう素濃度が低下することで正の反応度が添加され、臨界に至

る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の臨界を防止するためには、

早期に反応度の誤投入を判断し、速やかに希釈停止操作を行うとともに、

未臨界状態が維持されていることを確認し、必要に応じてほう酸濃縮操作

を実施する必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉補給水補給流量弁の「閉」操作及び 1次系補給水ポ

ンプの停止操作により、1次冷却系への純水の注入を停止する。 

④ 安定状態に向けた対策：充てん/高圧注入ポンプによりほう酸タンクの

ほう酸水を炉心に注水し、未臨界を維持する。このため、ほう酸タンク、

ほう酸ポンプ、充てん/高圧注入ポンプ等を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法  



230 
 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉燃料体

の損傷防止対策の有効性を確認するために、評価の考え方、解析条件の設

定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤

動作等により原子炉へ純水が流入する事故」を選定する。PRA の手法

により抽出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性

を確認する必要があるとされた本事故シーケンスグループにおける

事故シーケンスは「反応度の誤投入」である。定期検査中においては、

原子炉起動前までは純水注入による希釈が生じない措置を講じてい

ることを考慮し、化学体積制御系の故障、誤操作等による純水注水は、

原子炉起動時に起こり得ると想定する。また、臨界到達までの時間余

裕を厳しく評価する観点からも原子炉起動時を想定している。 

b. 評価の考え方：本重要事故シーケンスでは、事象発生から臨界に至

るまでの時間が重要である。中性子束とほう素濃度の関係から導かれ

た評価式により、希釈開始から「中性子源領域炉停止時中性子束高」

警報の発信及び臨界に至るまでの時間を求める。これにより、運転員

が警報により異常な状態を検知し、臨界に至る前に希釈停止操作を実

施するための時間余裕を評価する。 

c. 初期条件：制御棒は全挿入とする。水による希釈率を大きくするた

め、1次系の有効体積は小さめにし、1次系の有効体積は加圧器体積、

原子炉容器上部ドーム部、炉心内バイパス等を除いた 215m3とする。1

次冷却系のほう素濃度については、初期は、燃料取替用水タンクの保

安規定制限値である 2700ppm とし、臨界時は 1800ppm とする 

d. 事故条件：原子炉起動時に、化学体積制御系の故障、誤操作等によ

り、1 次冷却材中に純水が注入されることを想定する。1 次冷却系へ

の純水補給最大流量は、1 次系補給水ポンプ 2 台運転時の全容量

（78.7m3/ h）に余裕を持たせた値 81.8m3/h とする。1次系補給水ポン

プにより原子炉へ純水が流入して反応度が投入される事象を想定す

るため、外部電源はあるものとする。 

e. 機器条件：評価上の「中性子源領域炉停止時中性子束高」設定値は、

警報発信から臨界までの時間的余裕を少なめに評価するため、実際の

設定値（0.5 デカードデガード上）に余裕を見込んだ値として、停止

時中性子束レベルの 0.8 デカード上とする。 

f. 操作条件：希釈停止操作の開始は「中性子源領域炉停止時中性子束

高」警報発信から 10 分後とする。 

② 解析結果 
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申請者が行った事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 1 次冷却材中のほう素濃度が低下するが、事象発生から約 52分後に

「中性子源炉停止時中性子束高」警報が発信する。警報発信から 10

分後の約 62 分後に 1 次系補給水ポンプの停止や弁の閉止等の純水注

入停止操作（所要時間は約 25 秒）を実施し、1次冷却材の希釈を停止

する。 

b. 希釈開始から「中性子源領域炉停止時中性子束高」の警報が発信さ

れるまで約 52 分を要し、臨界（ほう素濃度：1800ppm）に至るまでに

はさらに約 12 分を要する。警報発信から 10分後に純水注入停止操作

を開始することから、臨界到達まで時間余裕は 2分であるが、純水注

入停止操作の所要時間が 25 秒であることを考慮すると、運転員が異

常状態を検知してから純水注入停止操作の終了までには十分な時間

があり、未臨界を維持することができる。 

c. 炉心は満水が維持されており、燃料有効長頂部が冠水している状態

である。 

d. 原子炉容器ふたが閉止されている状態であることから、放射線の遮

蔽は維持されている。 

e. ほう酸注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界の維持が可

能である。なお、事故によって、1 次冷却系が臨界ほう素濃度である

1800ppm まで希釈された際に、初期ほう素濃度 2700ppm まで濃縮する

のに要する時間は約 5時間である。 

上記 a.から e.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

1 次冷却系への純水補給水量及び臨界ほう素濃度は、評価項目のパ

ラメータである事象発生から臨界到達までの時間に対して、余裕が少

なくなるような設定をしている。よって、1 次冷却系への純水補給水

量及び臨界ほう素濃度を変動させた場合、事象進展は遅くなるため臨

界到達までの時間が長くなり、運転員等の事象検知や操作に要する時

間に対する余裕が増す。さらに、臨界到達時期が遅くなることにより、

炉心露出に対する余裕が大きくなる。 

b. 対策の実施への影響 

運転員等操作は中央制御室における希釈停止操作のみを想定してい

ることから、要員の配置による他の操作に与える影響はない。 
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（３）必要な要員及び燃料等 

 申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料の損傷防止対策に必要な

要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応に必要な要員は、1 号炉と 2 号炉を合わせ

て 14 名である。これに対して、重大事故等対策要員は 52名であり対応可

能である。 

② 本重要事故シーケンスが発生し、使用済燃料ピットへの給水、代替緊急

時対策所への電源供給を 7 日間継続する場合等に必要となる重油量は約

19.2kL の重油が必要となる。これに対し、発電所内の燃料油貯油槽等に備

蓄されている重油量約510.0kLにて供給可能である。また、電源としては、

重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、大容量空冷式発電

機からの電力供給量が十分に大きいため、供給が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対して、申請者

が運転停止中原子炉内燃料の損傷防止対策として計画している希釈停止操作及

びほう酸濃縮操作が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により

原子炉へ純水が流入する事故」において、希釈停止操作を行った場合に対する申

請者の評価結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいず

れも満足しており、さらに申請者が評価条件の不確かさを考慮しても、評価結果

が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。 

また、希釈停止操作により運転停止中原子炉内燃料体の損傷を回避した後、ほ

う酸注入による濃縮操作により長期にわたる未臨界の維持が可能であることを

確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者

の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「原子炉起

動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が流入する事故」に

おけるその有効性を確認したことにより、対策が本事故シーケンスグループに対

して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、事故シーケンスグ

ループ「原子炉起動時に、化学体積制御系の弁の誤動作等により原子炉へ純水が

流入する事故」に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷

防止対策は、有効なものであると判断した。 
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３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

（１）臨界ほう素濃度の設定根拠 

申請者は、臨界ほう素濃度の設定根拠を詳細に説明していなかった。仮に、

臨界ほう素濃度を過小に設定してしまうと、事象発生から臨界到達までの時間

余裕を過大に評価してしまう可能性がある。このため、規制委員会は、臨界ほ

う素濃度の設定根拠について詳細な説明を求めた。申請者は、サイクル初期、

低温状態、制御棒全挿入状態における、ウラン炉心の臨界ほう素濃度について、

炉心のばらつき等を考慮して高めの厳しい設定にしていることを示した。これ

により、規制委員会は、臨界ほう素濃度は、事象発生から臨界到達までの時間

余裕を小さくする厳しい条件で設定されていることを確認した。 

（２）電源が復旧した際に 1 次系補給水ポンプが自動起動してほう酸希釈

が再開される可能性の有無 

申請者は、全交流動力電源喪失が発生後、電源が復旧した際に 1次系補給水

ポンプが自動起動してほう酸希釈が再開される可能性の有無について検討し

ていなかった。ほう酸希釈が再開された場合には、純水塊が炉心に送り込まれ、

反応度事故によって燃料の損傷を引き起こす可能性がある。このため、規制委

員会は、ほう酸希釈が再開される可能性の有無について詳細な説明を求めた。

申請者は、充てん/高圧注入ポンプがブラックアウトシーケンスでは起動しな

いこと、「外部電源喪失」の手順書により外部電源喪失後には希釈信号をリセ

ットさせる手順が整備されていることを示した。これにより、規制委員会は、

設備・手順の両面から、電源が復旧した際のほう酸希釈の再開防止を図ってい

ることを確認した。 
 

 
Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

申請者が使用している解析コードのうち、炉心損傷防止対策で使用する解析コ

ードについては、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としていることから、原則とし

て従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の検証方法が適用

可能であると考えられる。よって、これらのコードに対しては、有効性評価ガイド

を踏まえ、実験等を基に検証され、適用範囲が適切なコードを用いているかという

観点を主とし、不確かさ幅が大きいと思われる場合に感度解析による不確かさ評価

が行われているかという観点を従として審査を行う。 
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他方、原子炉格納容器破損防止対策で使用する解析コードは、炉心が損傷した

後の事象進展を解析対象としており、個々の解析モデルについては部分的に実験に

よる検証が行われているものの、実験と実機のスケールの差を含めた条件の違いや、

実機の事故では複数の現象が同時進行することから、不確かさの幅が大きいと考え

られる。このため、有効性評価ガイドの「不確かさが大きいモデルを使用する場合」

に該当すると見なし、有効性評価への適用に際しては、感度解析による不確かさ評

価結果から、解析結果の妥当性の確認が行われているかという観点を主とした審査

を行う。 

以下、コードごとに申請内容とその確認内容について示す。 

 
１．申請者が使用している解析コード 

申請者は、評価対象の事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードで考慮

すべき現象を踏まえて、有効性評価に使用するコードを以下のとおりとしている。 

（１）炉心損傷防止対策の有効性評価 

①―１ 起因事象発生時に原子炉の停止に成功する事象で、炉心の冷却状態

を解析するうえで原子炉格納容器の状態からは有意な影響がない「2 次冷

却系からの除熱機能喪失」、「ECCS 注水機能喪失」、「格納容器バイパス（イ

ンターフェイスシステム LOCA）」、「格納容器バイパス（蒸気発生器伝熱管

破損）」の評価については、2次冷却系も含めて炉心の冷却状態の解析が可

能な M-RELAP5 を使用している。また、「全交流動力電源喪失」の評価にお

いては原子炉格納容器内圧が有意に上昇するため、M-RELAP5 に加えて、原

子炉格納容器内雰囲気の解析が可能な COCO を併用している。 
①―２ 起因事象発生時に原子炉の停止に失敗し、炉心の冷却状態に応じて

原子炉出力が変動する「原子炉停止機能喪失」の評価については、炉心の

冷却状態及び出力分布変化を同時に解析可能なSPARKLE-2を使用している。 

②  炉心の冷却状態を解析するうえで原子炉格納容器の状態が有意な影響

を及ぼす「原子炉格納容器の除熱機能喪失」、「ECCS 再循環機能喪失」の評

価については、炉心の冷却状態と原子炉格納容器の状態の相互作用を解析

可能な MAAP を使用している。 
（２）格納容器破損防止対策の有効性評価 

① いずれの格納容器破損モードについても、炉心及び原子炉格納容器の状

態の熱水力挙動を解析でき、炉心損傷後特有の溶融炉心挙動及び核分裂生

成物（以下「FP」という。）挙動に関するモデルを有する MAAP を使用して

いる。また、「水素燃焼」の評価については、MAAP は格納容器内空間を 3

次元で模擬できずドーム部内の空間分布評価には適さないこと、水素の発
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生量をガイドの条件に設定することから、MAAP に加えて、水素の区画間の

移行等を解析可能な GOTHIC を使用している。 

（３）運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 

① いずれの事故シーケンスグループについても、余熱除去系停止時の炉心

における沸騰現象とそれに伴う水位低下を解析可能な M-RELAP5 を使用し

ている。 

 

２．解析コードの検証及び有効性評価への適用性 

（１）M-RELAP5 

① 申請内容 

申請者は、M-RELAP5 の妥当性確認及び有効性評価への適用性を以下のと

おりとしている。 

a.  M-RELAP5 は、制御系、熱水力、熱構造材、原子炉動特性（1点炉近

似）等の計算機能を有し、原子炉の異常な過渡・事故時の熱流動解析

を行う汎用性の高い計算コードである。 

b.  米国において、US-APWR の安全解析（小破断 LOCA）に適用している。

また、本コードがベースとしているRELAP5は、欧米においてNon-LOCA、

LOCA（大小の双方を含む）の安全解析への適用例がある。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当

性評価を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象のモデル（燃料棒表面熱伝達モデル、ボ

イドモデル、流動様式）については、ORNL/THTF 試験、ROSA/LSTF 

SB-CL-18 及び 39 試験、PKL/F1.1 試験の解析結果により検証している。 

c.－２  1 次冷却系における重要現象のモデル（自然循環時の壁面熱伝

達モデル、冷却材放出時の破断流モデル、気液分離・対向流の流動様

式、沸騰時の 2流体モデル及び壁面熱伝達モデル、ECCS 強制注入時の

ポンプ特性モデル、ECCS 蓄圧タンクの非凝縮性ガス）については、

PKL/F1.1 試験、Marviken 試験、美浜 2 号機の蒸気発生器伝熱管損傷

解析、ROSA/LSTF SB-CL-18 及び 39 試験、PKL/F1.1 試験の解析結果に

より検証している。 

c.－３  加圧器における重要現象のモデル（気液熱非平衡及び水位変化

の２流体モデル、冷却材放出時の臨界流モデル） については、LOFT 

L6-1 及び L9-3 試験、ROSA/LSTF SB-CL-18 及び 39 試験の解析結果に

より検証している。 

c.－４  蒸気発生器における重要現象のモデル（1 次側・2 次側の壁面

熱伝達モデル 、2 次側水位変化・ドライアウトの 2 流体モデル）
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ROSA/LSTF SB-CL-39 試験、PKL/F1.1 試験、LOFT L6-1 及び L9-3 試験

の解析結果により検証している。 

d.  不確かさ評価としては、LOCA 時における炉心水位について、事故時

条件と大気圧条件のそれぞれについて評価している。また、LOCA 時の

破断流量について、破断面積のスペクトル解析により解析結果の保守

性を確保している。 

② 確認内容 

規制委員会は、M-RELAP5 についての申請者の説明内容について、以下の

ように確認した。 

a.  炉心損傷防止対策の重要事故シーケンスにおける炉心及び 1次冷却

系の熱流動に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。 

c.  本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則と

して従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の

検証方法が適用可能である。上記 a.の重要現象に係る解析モデルにつ

いて、実験等を基に検証が行われ、適用範囲が示されている。 

d.  規制委員会は、RELAP5/MOD3.3（※15）及び SKETCH-INS（※16）/TRACE5.0

（※17）を用いて、モデルプラントを対象に重要事象の解析を実施し、

炉心損傷防止対策の有効性を評価する上で重要な現象及び考慮すべ

き主要な不確かさを確認した。そこで抽出されたものについて、不確

かさ評価を行っている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の M-RELAP5

の特性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  炉心水位計算値の不確かさ評価 

申請者は、M-RELAP5 が ORNL/THTF 試験の二相水位の測定値を 0.3m

低めに評価したことから、事故時の炉心水位及び炉心露出に関しては

                                                   
（※15）RELAP5/MOD3.3 CODE MANUAL, VOLUME I: CODE STRUCTURE, SYSTEM MODELS, AND SOLUTION METHODS, December 

2001, Information Systems Laboratories, Inc., Rockville, Maryland, Idaho Falls, Idaho. 

（※16）（独）原子力安全基盤機構, “3次元プラント動特性コード SKETCH-INS/TRAC-BF1 の改良整備”, 04 解部

報-0012, 2003. 

（※17）TRACE V5.0 THEORY MANUAL: Field Equations, Solution Methods, and Physical Models, Division of Risk 

Assessment and Special Projects Office of Nuclear Regulatory Research, U. S. Nuclear Regulatory 

Commission. 
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保守側に評価するとした。さらに、膜沸騰熱伝達モデルの特性により、

燃料棒表面の熱伝達率をが最大で 40%程度低く予測する傾向があり、

被覆管温度を高めに予測するとした。また、事故時に加え、大気圧条

件の余熱除去系停止時の水位についても同様に保守側評価になるとし

ていた。これに対し規制委員会は、ORNL/THTF の試験条件が 4MPa 以上

の高圧に限定されており、余熱除去系停止時に想定される大気圧付近

の条件を含んでいないため、適用範囲外であることを指摘するととも

に、同条件下で沸騰状態にある炉心水位の不確かさ評価を行うよう申

請者に求めた。規制委員会は、EPRI モデルの同条件下での炉心ボイド

率の不確かさから推定した申請者の再検討結果を精査し、平均ボイド

率が約 0.5 の時、同条件下での二相水位の不確かさが±10%程度あり、

評価上考慮する必要があることを指摘した。申請者はこれを了承し、

有効性評価において不確かさとして考慮した。 

b.  LOCA 事象における破断流量の不確かさ評価 

申請者は、LOCA 事象における破断流量について、Marviken 試験解析

により、計算値と測定値の差はサブクール臨界流で±10%程度、二相臨

界流で-10%～+50%程度の範囲に収まっているとしていた。しかし、当

コードによる全解析結果を示すのみで、物理的考察による結果の分析

が不十分であった。これに対し規制委員会は、特に L/D（長さ/内径比）

の小さい条件で熱的に非平衡な状態で配管から流出する場合には、

M-RELAP5 の臨界流モデルで解析誤差が増大すると予想されるとし、そ

の影響について説明を求めた。申請者は ECCS 注水機能喪失事象を対象

とした破断面積のスペクトル解析を実施するとともに、破断面積・流

量の不確かさの影響を包絡した破断サイズを使用することにより、解

析の保守性を確保していると説明した。申請者は、本コードを同事象

の有効性評価に使用する際に、破断面積のスペクトル解析を実施する

こととした。 

c.  1 次冷却系のフィードアンドブリード時の流体解析モデル 

申請者は、1次冷却系の減圧及び注水（1次冷却系のフィードアンド

ブリード）における1次冷却材温度及び加圧器圧力について、LOFT L6-1

試験解析により、計算値と測定値の差は 1次冷却材温度で±2℃、加圧

器圧力で±0.2MPa の範囲に収まっているとした。しかし、この説明の

中で、「2次系からの除熱機能喪失」に対する 1次冷却系のフィードア

ンドブリード実施時に、1 次系圧力挙動と高圧注入系流量に影響を及

ぼす高温側配管から加圧器サージ管へ流入する流体の解析モデルにつ

いての説明が不十分であった。そのため規制委員会は、加圧器サージ



238 
 

管に流入する流体の気相部と液滴のエントレインメントのモデル化に

ついて追加説明を求めた。申請者は、加圧器サージ管へ流入する流体

を、高温側配管のボイド率（約 0.2）を持つ二相混合流（気泡流）で

模擬することにより、蒸気相の流出を少なく評価する方法を選択した

ことを説明した。このようなモデル化では、気相部と液滴が同伴して

流入する実際の状況より流出蒸気量が少なく計算されるため、圧力が

高く評価される。よって、この選択は、炉心注水を保守側に見積もる

方向であり、規制委員会は申請者の選択を妥当と判断した。 

（２）SPARKLE-2 

① 申請内容 

申請者は、SPARKLE-2 の検証及び有効性評価への適用性を以下のとおり

としている。 

a.  SPARKLE-2 は、M-RELAP5 の炉心動特性を 1点炉近似から 3次元動特

性に変更したコードであり、1 次冷却系全体の熱流動と 3 次元炉心動

特性との相互作用が評価可能なプラント過渡特性解析コードである。 

b.  プラント過渡解析モデルに関しては、M-RELAP5 であり、ベースとし

ている RELAP-3D については、欧米において実績がある。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性評価を行っている。 

c.－１ 炉心の核特性に係る重要現象（中性子動特性、ドップラフィー

ドバック効果、減速材フィードバック効果）については、TWIGL ベン

チマーク、LMW ベンチマーク、SPERT-Ⅲ E-core 実験解析、モンテカ

ルロコードとの比較、減速材温度係数測定検査の解析により検証して

いる。 

c.－２  炉心の燃料に係る重要現象（燃料棒内温度変化）については、

FINEコードとの比較、SPERT-Ⅲ E-core実験解析により検証している。 

c.－３  炉心の熱流動に係る重要現象のモデル（沸騰・ボイド率変化の

二相流圧力損失モデル、サブクールボイドモデル、気液相対速度）に

ついては、NUPEC 管群ボイド試験の解析により検証している。 

c.－４  1 次冷却系における重要現象のモデル（ECCS 強制注入時のポン

プ特性モデル）については、PKL/F1.1 試験の解析により検証している。 

c.－５  加圧器における重要現象のモデル（気液熱非平衡及び水位変化

の 2流体モデル 、冷却材放出時の二相/サブクール臨界流モデル）に

ついては、LOFT L6-1 及び L9-3 試験の解析により検証している。 

c.－６  蒸気発生器における重要現象のモデル（1 次側・2 次側の伝熱

管熱伝達モデル 、2次側水位変化・ドライアウトの 2流体モデル）に



239 
 

ついては、LOFT L6-1 及び L9-3 試験の解析により検証している。 

d.  不確かさ評価としては、「原子炉停止機能喪失」時の過渡変化に伴

う原子炉圧力評価に対して影響が大きいと思われる減速材温度係数

初期値、ドップラ温度係数について、減速材温度係数測定検査の解析

による妥当性確認や感度解析による不確かさ評価を行っている。また、

評価用炉心が実際の炉心の運転状態を包絡する根拠として、燃料の種

類、燃料装荷パターン及び燃焼度が異なる炉心間の比較解析により確

認している。 

② 確認内容 

規制委員会は、SPARKLE-2 についての申請者の説明内容について、以下

のように確認した。 

a.  「原子炉停止機能喪失」時の 1次冷却系の熱流動と炉心動特性との

相互作用に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。 

c. 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、原則と

して従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同等の

検証方法が適用可能である。上記 a.の重要現象に係る解析モデルにつ

いて、計算ベンチマークや実験等を基に検証が行われ、適用範囲が示

されている。 
d.  不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の SPARKLE-2

の特性に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  減速材温度係数に対する感度解析方法の妥当性及び包絡性 

申請者は、減速材温度フィードバック効果（減速材温度係数）につ

いては、連続エネルギーモンテカルロコード解析結果との比較による

検証において、種々の燃料タイプ及び燃焼度に対して、「原子炉停止機

能喪失」で発生する減速材密度及びほう素濃度の範囲で両者の結果は

概ね一致するとした。また、SPARKLE-2 の一部を構成する COSMO-K コ

ードと機能が同一の設計コードである COSMO-S コードの減速材温度係

数測定検査結果を用いた妥当性確認において、2～4 ループを含む、炉

型が異なる 4プラントの複数サイクルに対する等温温度係数の計算値



240 
 

と測定値の差が±3.6pcm/℃以内に収まるとした。しかし、これらの結

果を示すために実施した減速材温度係数初期値を所定の値に設定した

解析において、ほう素濃度を人為的に調整して解析を行っていた。こ

れに対し規制委員会は、このような操作により解析対象とする炉心特

性（ドップラ温度係数、軸方向出力分布等）に影響が出ないか確認す

るよう申請者に求めた。また、申請者が解析対象としている炉心が実

際の炉心の燃焼度や炉心配置を包絡している根拠を示すよう求めた。

規制委員会は、申請者が従来手法（1 点炉近似コード）との解析結果

の比較や代表的な「原子炉停止機能喪失」での感度解析を踏まえて、

当該手法で減速材温度係数初期値をパラメータとした解析が行えると

していることを確認した。また、申請者がほう素濃度をパラメータと

した感度解析や、燃料の種類、燃料装荷パターン及び燃焼度が異なる

炉心間の比較解析の結果を踏まえて、評価用炉心が実際の炉心の運転

状態を包絡すると見なせるとしていることを確認した。 

b.  ドップラ温度係数の不確かさ評価 

申請者は、ドップラ温度係数について、ORNL の Doppler-Defect 

Benchmark（※18）の検証計算において、計算値の連続エネルギーモン

テカルロコードとの差異が、燃料種類、組成及び燃焼度の変化に対し

て有意に拡大することはないとした。また、ドップラ温度係数と燃料

温度変化の双方が関係するドップラフィードバック効果については、

SPERT-Ⅲ E-core 実験解析において、「主給水流量喪失＋原子炉停止機

能喪失」よりも広範な燃料温度変化範囲に対して適用性を示したとし

た。さらに、ドップラ温度係数の不確かさについては、過去の実績か

ら約 10%としていたが、それを裏付ける資料の提示はなかった。これ

に対し規制委員会は、本解析に使用する ENDF/B-VII.0 のドップラ温度

係数評価値について近年の研究成果を踏まえた確認を行うよう求めた。

規制委員会は、申請者が Doppler Defect Benchmark の調査を通じて、

ENDF/B-VII.0 を含む代表的な核データライブラリを用いて国内外の

コードで計算されたドップラ温度係数の標準偏差が 10%以内であると

していることを確認した。また、ドップラフィードバック効果は「原

子炉停止機能喪失」においては、出力低下により燃料温度が低下する

結果、正の反応度要因となり、その不確かさから非保守的評価となり

うることから、ドップラ温度係数を対象とした感度解析を実施するよ

                                                   
（※18） Russell D. Mosteller, “The Doppler-Defect Benchmark: Overview and Summary of Results,” 

LA-UR-07-1000. 
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う申請者に求めた。申請者はこれを了承し、感度解析による評価を実

施した。 

c.  加圧器安全弁の容量の裕度確認 

申請者は、「原子炉停止機能喪失」における 1次冷却材温度及び加圧

器圧力について、LOFT L6-1 及び L9-3 試験解析により、計算値と測定

値の差は 1 次冷却材温度で±2℃、加圧器圧力で±0.2MPa の範囲に収

まったことから、これを不確かさとしていた。しかし、これ以外の不

確かさ要因として、原子炉圧力がピーク値付近にある期間中の加圧器

安全弁の作動状況についての説明が不十分であった。これに対し規制

委員会は、加圧器安全弁の容量に余裕がなくなることにより原子炉圧

力の上昇が顕著になる可能性について確認するよう申請者に求めた。

規制委員会は、申請者が減速材温度係数初期値とドップラ温度係数に

対する感度解析結果を踏まえて、有効性評価における解析条件では加

圧器安全弁の容量には十分余裕があるとしていることを確認した。 

d.  「負荷の喪失＋原子炉停止機能喪失」の評価 

申請者が使用した「原子炉停止機能喪失」における重要事故シーケ

ンスは、「主給水流量喪失＋原子炉停止機能喪失」のみであった。規制

委員会は、これに類似するシーケンスで、同様に原子炉圧力の上昇を

もたらしうる「負荷の喪失＋原子炉停止機能喪失」についても評価す

るよう申請者に求めた。申請者はこれを了承し、両方の重要事故シー

ケンスについて有効性評価を実施した。 

（３） MAAP 

① 申請内容 

申請者は、MAAP の妥当性確認及び有効性評価への適用性を以下のとおり

としている。 

a.  MAAP は、シビアアクシデントの事象進展の各段階を網羅し、原子炉、

1 次冷却系、格納容器内で起こると考えられる重要な事故時の物理現

象をモデル化するとともに、工学的安全施設のモデル化や重要事故等

対策として用いる各種機器の取扱いが可能である。また、広範囲の物

理現象を取り扱うことが可能な総合解析コードであり、シビアアクシ

デントで想定される種々の事故シーケンスについて、起因事象から安

定した状態、あるいは過圧・過温により格納容器健全性が失われる状

態まで計算が可能であることが特徴である。 

b.  国内外でシビアアクシデント時の評価に広く利用されており、欧米

では許認可にも適用された実績がある。 
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c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等による妥当性確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象（燃料内温度変化、燃料棒表面熱伝達、

被覆管酸化・変形）については、TMI 事故ベンチマーク解析により妥

当性確認を行っている。 

c.－２ 加圧器における重要現象（冷却材放出）については、TMI 事故

ベンチマーク解析により妥当性確認を行っている。 

c.－３  蒸気発生器における重要現象（1 次側・2 次側の熱伝達、冷却

材放出、2次側水位変化・ドライアウト）については、MB-2 実験解析

により妥当性確認を行っている。 

c.－４  格納容器の重要現象（区画間の流動、構造材との熱伝達及び内

部熱伝導、沸騰・水素濃度）については、HDR 実験、CSTF 実験の解析

及び TMI 事故ベンチマーク解析により妥当性確認を行っている。 

c.－５  炉心損傷後の原子炉容器における重要現象（リロケーション、

下部プレナムでの炉心デブリの熱伝達 、1 次系内 FP 挙動）について

は、TMI 事故ベンチマーク解析及び PHEBUS-FP 実験解析により妥当性

確認を行っている。 

c.－６  炉心損傷後の格納容器における重要現象（格納容器内 FP挙動）

については、PHEBUS-FP 実験、ABCOVE 実験の解析により妥当性確認を

行っている。 

c.－７  炉心損傷後の格納容器における重要現象（炉心デブリとコンク

リートの伝熱、コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生）については、

ACE 試験、SURC 試験、DEFOR-A 試験、OECD-MCCI 試験等の解析により

妥当性確認を行っている。 

d.  不確かさ評価としては、「ECCS 再循環機能喪失」時の炉心露出開始

時間について、M-RELAP5 との比較により不確かさを評価している。次

に、溶融炉心のコンクリート浸食量について、最新の実験的知見を反

映して感度解析による不確かさ評価を行っている。また、FCI、DCH、

MCCI の各事象について、感度解析による不確かさ評価を行っている。 

② 確認内容 

規制委員会は、MAAP についての申請者の説明内容について、以下のよう

に確認した。なお、シビアアクシデントの解析は一般的に不確かさが大き

く、申請者の解析結果の解釈においては、不確かさを踏まえて判断を下す

必要がある。 

a.  炉心損傷後を含めたシビアアクシデントの事象進展に係る重要現

象に対する解析モデルが説明されている。 
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b.  シビアアクシデントの分野においては、国際的に広く利用されてい

る最も代表的なコードのひとつであり、PWR 実機を対象とした安全解

析への豊富な適用実績がある。 

c.  実験による検証や他のシビアアクシデントコードとのベンチマー

ク計算を通じて、一定の信頼性が確認されている。これを前提として、

上記の a.の重要現象に係る解析モデルについて感度解析を行い、解析

結果が概ね妥当と見なせることを確認している。 

d .  規制委員会は、これまでに MELCOR（※19-20）によりモデルプラント

を対象とした数多くの事故シーケンスについて解析を行い、解析結果

の解釈において考慮すべき主要な不確かさ要因について確認してい

る。また、多くの事故シーケンスで、MAAP による解析と比較可能な結

果を得ている。これらで抽出された不確かさ要因について、申請者は

感度解析による不確かさ評価を行っている。 
 
以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の MAAP の解

析結果の解釈は現在の技術レベルに照らして妥当であり、適切に不確かさ

を考慮することで有効性評価に適用が可能と考えている。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  事故シーケンスで重要な物理現象の抽出と不確かさ評価 

規制委員会は、シビアアクシデント現象に関する試験は限られてい

ることから、運転時の異常な過渡変化及び事故解析に使用する最適評

価コードが備えるべき要件を整理することを目的として日米で導入が

進められている階層構造分析手法を参考にした物理現象の抽出と、重

要な物理現象に対しては最新の知見の反映と感度解析による不確かさ

の確認を申請者に求めた。申請者はこれを了承し、有効性評価の事故

シーケンスについて、主要な物理現象を対象に感度解析等に基づく不

確かさ評価を示した。 

b.  「ECCS 再循環機能喪失」時の炉心水位の不確かさ評価 

申請者は M-RELAP5 による解析から、MAAP が M-RELAP5 よりも炉心水

位を高く、炉心露出開始時間を 15分遅く評価するという解析結果を示

したが、物理的考察による結果の分析が不十分なため、有効性評価で

                                                   
（※19） R. Gauntt et. al, "MELCOR Computer Code Manuals Vol.2:Reference Manuals Ver1.8.5.," NUREG/CR-6119, 

Vol.2, Rev.2 / SAND2000-2417/2,  （May 2000）. 

（※20） R. Gauntt et. al, "MELCOR Computer Code Manuals Vol.3: Demonstration Problems," NUREG/CR-6119, 

vol.3, NRC. （2001） 
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の適用範囲が不明であった。これに対し規制委員会は、各コードの解

析モデルの違いを踏まえて、物理的考察を充実させるよう申請者に求

めた。規制委員会は、申請者の追加説明の中で、M-RELAP5 では SG 伝

熱管への液相流入量の違いにより、スチームバインディング効果を高

く計算する結果、高温側配管領域で保有水量を相対的に少なく評価す

るとしていることを確認した。なお、規制委員会は、申請者が旧日本

原子力研究所の CCTF や TPTF 実験解析を通じて、M-RELAP5 が ECCS 再

循環機能喪失での炉心露出、したがって燃料被覆管温度予測を保守的

に評価することを踏まえて、有効性評価においては MAAP と M-RELAP5

との差を不確かさとして考慮するという評価方針は妥当とした。 

c.  FCI 実験の知見の整理 

申請者の説明では、FCI 現象の説明がなかったことから、規制委員

会は、申請者に今までの知見を整理するよう求めた。申請者はこれを

了承し、FARO 実験（欧州委員会欧州 JRC）、KROTOS 実験（欧州委員会

欧州 JRC）、ALPHA 実験（旧日本原子力研究所）、COTELS 実験（旧 NUPEC）

について調査を行い、試験結果から実機において大規模な水蒸気爆発

に至る可能性は極めて小さいことを示した。さらに、規制委員会は FCI

の知見を踏まえ、溶融炉心が水プールに落下した時の粒子化による圧

力スパイクについて、キャビティ水深、溶融炉心落下量等の不確かさ

評価を申請者に求めた。申請者は、複数のパラメータの組み合わせを

含む感度解析により不確かさ評価を行った。 

d.  DCH 防止に関する感度解析結果の適用範囲の確認 

申請者の説明では、MAAP による感度解析結果から影響が小さいこと

を示すのみで、物理的考察による結果の分析が不十分であった。これ

に対し規制委員会は、下部プレナムでの冷却モデルを踏まえた物理的

考察を充実し、この条件が成立する範囲を明確にするよう申請者に求

めた。申請者は、1次系圧力が 2.0MPa 付近に落ち着く理由は、蓄圧注

入水の蒸発量と加圧器逃がし弁からの放出流量がバランスすることが

原因と説明できること、原子炉容器は下部プレナムに冷却水があれば

デブリと容器間のギャップ水により冷却されるためドライアウト後に

破損となることを説明した。規制委員会は、原子炉容器は下部プレナ

ムの冷却水がドライアウトした後に破損することから、申請者の物理

的解釈は概ね妥当と判断した。 

e.  MCCI によるコンクリート浸食量の不確かさ評価 

申請者の説明では、落下した溶融炉心がキャビティ床面全体に均一

に広がるケースの結果を示すのみであった。これに対し規制委員会は、
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DEFOR 試験や OECD MCCI 試験などの最新のデータとの比較により解析

結果の妥当性を確認した上で、感度解析による不確かさ評価を行うよ

う申請者に求めた。申請者はこれを了承し、有効性評価で感度解析に

より不確かさ評価を行った。 
f.  FP 挙動に関する追加説明 

規制委員会は、FP 挙動におけるソースターム上の扱いについての追

加説明と、FP 放出速度に関する不確かさ評価を行うよう申請者に求め

た。規制委員会は、申請者が PHEBUS-FP（FPT1）実験解析結果を踏ま

えて、被覆管酸化反応熱及び燃料棒被覆管温度を高めに評価し、FP 放

出開始のタイミングを早めに評価するとしていること、また、ABCOVE

実験解析を通じて、凝集及び重力沈降により減少するエアロゾル挙動

評価が妥当であるとしていること、さらに FP 放出速度についての感度

解析を通じて、炉心溶融時点で線量率から炉心損傷を検知する手段へ

の影響が小さいとしていることを確認した。 

（４） GOTHIC 

① 申請内容 

申請者は、GOTHIC の妥当性確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a.  GOTHIC は質量、エネルギー及び運動量の 3保存則を気相・液相・液

滴相の各流体場に適用し、状態方程式、熱伝導方程式、各種構成式及

び相関式などを解くことにより流体、構造材の相互作用、機器の作動

を考慮した過渡解析が可能である。また、ポンプ、バルブ、スプレイ、

ファン、空調機器、熱交換器、イグナイタ、水素結合器といった機器

設備の作動及び制御に対しても模擬可能である。 

b.  米国においては、各種プラントの格納容器に対する DBA 解析、SA 解

析及び建屋の設計解析など許認可申請において数多くの適用例があ

る。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析等による妥

当性の確認を行っている。 

c.－１ 格納容器における重要現象（区画間・区画内の流動 、構造材

との熱伝達及び内部熱伝導、スプレイ特性、PAR 特性、イグナイタに

よる水素燃焼）については、NUPEC 試験 Test M-7-1 及び Test M-4-3、

THAI 試験 HR-3 の解析等により妥当性確認を行っている。 

c.－２  PAR の性能評価式及び水素処理モデルについては、THAI 実験に

より妥当性確認を行っている。 

d.  不確かさ評価としては、重大事故時の格納容器内水素混合挙動につ
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いて、妥当性確認が行われた実験条件と実機条件との違いを踏まえて、

有効性評価への適用性について検討している。 

② 確認内容 

規制委員会は、GOTHIC についての申請者の説明内容について、以下のよ

うに確認した。 

a.  シビアアクシデント時の格納容器挙動に係る重要現象に対する解

析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。なお、原子力

分野に限らず一般的な熱水力系にも適用可能であり、高い汎用性を有

している。 

c.  上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、解析結果が概ね妥当

と見なせることを確認している。 

d.  不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、不確かさ

評価を行っている。 
 
以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の GOTHIC の

特性に応じた使用方法は妥当と認められる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  格納容器内水素混合挙動解析の実機適用性 

申請者は、格納容器内水素混合挙動について、ドライ型 4ループ PWR

の 1/4 規模で、4 ループ相当の区画を模擬し、ヘリウムを用いて非凝

縮性ガスの拡散・混合挙動を把握した NUPEC 試験の中で、SG 下部での

配管破断を想定して格納容器スプレイを作動させた M7-1 試験を良好

に再現することから、実機への適用性があるとした。しかし、NUPEC

試験条件と実機条件との違いに関する物理的考察が不十分なため、有

効性評価での適用範囲が不明であった。これに対し規制委員会は、両

者のスケールやスプレイ流量の違いの影響、スプレイ停止後の水素の

成層化の可能性を踏まえて、物理的考察を充実させるよう申請者に求

めた。規制委員会は、申請者がNUPEC M7-1試験解析や数値流体力学（CFD）

コードを用いた実機条件の解析結果を踏まえて、GOTHIC は幅広いスプ

レイ条件を含めた実機条件にも適応可能であるとしていることを確認

した。また、仮にスプレイがなく、水素の成層化が懸念される場合に

おいても、格納容器ドーム部のノード分割を細かくすることで当コー

ドを用いて解析が可能であるとしていることを確認した。 
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b.  PAR の性能評価式及び水素処理モデルの妥当性確認 

申請者は、PAR の性能評価式はメーカより提示されており、国際的

な実証試験において試験結果との相関関係の確認を行っているとした。

しかし、PAR の性能評価式及び GOTHIC における PAR の水素処理モデル

の妥当性についての説明が不十分なため、有効性評価での適用範囲が

不明であった。これに対し規制委員会は、追加説明を申請者に求めた。

規制委員会は、申請者の追加説明として、PAR の性能評価式が THAI 試

験における PAR 単体の性能試験により、PAR の水素処理モデルについ

ては、THAI の HR-3 試験の解析により妥当性確認を行っていることを

確認した。  

（５） COCO 

① 申請内容 

申請者は、COCO の検証及び有効性評価への適用性を以下のとおりとして

いる。 

a.  COCO は、原子炉冷却材喪失事故時の原子炉格納容器内の圧力、温度

変化の評価を主目的に開発されたコードであり、原子炉格納容器内を

気相系と液相系に大別し、各系内では状態は一様とし、各々の系につ

いて質量及びエネルギー保存則を解く。また、原子炉格納容器内構造

物との間の熱の授受もモデルとして組み込まれている。 

b.  国内 PWRの原子炉設計変更許可申請書の添付書類十の安全評価にお

いて使用実績がある。 

c.  重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析等による妥

当性の確認を行っている。 

c.－１ 格納容器の重要現象（構造材との熱伝達及び内部熱伝導）につ

いては、CVTR Test-3 実験の解析により妥当性確認を行っている。 

d.  不確かさ評価としては、シビアアクシデント時の格納容器圧力及び

格納容器雰囲気温度について、スプレイ条件の違いを踏まえて、複数

の実験による妥当性確認を行っている。また、格納容器再循環ユニッ

トによる自然対流冷却時を含めた長期的挙動についての適用性評価

を行っている。 

② 確認内容 

規制委員会は、COCO についての申請者の説明内容について、以下のよう

に確認した。 

a.  「全交流動力電源喪失」時の格納容器圧力及び格納容器雰囲気温度

に係る重要現象に対する解析モデルが説明されている。 

b.  PWR 実機を対象とした安全解析への適用実績がある。 
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c.  本コードは、M-RELAP5 で計算された放出質量、エネルギー流量を境

界条件として、格納容器内圧評価を行うために補助的に使用されてお

り、他コードと比較して解析モデルや数値解法が単純なため、妥当性

確認は容易である。上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、解

析結果が概ね妥当と見なせることを確認している。 
d.  不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、不確かさ

評価を行っている。 
 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の COCO の特

性に応じた使用方法は妥当と認められる。 

③ 審査過程における主な論点  

審査の過程において、特に指摘を行い追加説明を求めた点は以下のとお

りである。 

a.  CVTR 試験解析の不確かさ及び実機への適用性評価 

申請者は、格納容器圧力について、CVTR 試験の解析による妥当性確

認から、ピーク圧力の計算値が測定値を約 1.6 倍過大評価する傾向が

あること、また、格納容器雰囲気温度については、計算値が CVTR 実験

装置の平均雰囲気温度に対する測定値を約 20℃過大評価することを

確認している。しかし、CVTR 試験解析で使用している格納容器内雰囲

気と構造材との熱伝達モデルの不確かさの取り扱いについて説明が不

十分であった。これに対し規制委員会は、追加説明を求めるとともに、

CVTR 試験に類似する別の試験での妥当性確認を申請者に求めた。規制

委員会は、申請者の追加説明として、COCO コードが適用される「全交

流動力電源喪失（RCP シール LOCA)」で、格納容器内のヒートシンク量

やヒートシンク表面の熱伝達係数を小さめに設定することで評価の保

守性を確保していることを確認した。 

b.  実機条件での解析モデルの妥当性 

規制委員会は、実機において LOCA の漏えい量が少なく、格納容器内

自然循環が不十分なためにドーム部に温度成層化が起きる可能性につ

いての検討を申請者に求めた。規制委員会は、申請者が NUPEC 試験（M-3

シリーズ）の知見を踏まえて、実機条件では LOCA による破断流や格納

容器スプレイによって格納容器ドーム部に当試験条件を上回る規模で

混合が起きていると考えられることから、ドーム部には温度成層化が

起こらず、単一ノードを用いた COCO で解析が可能であるとしているこ

とを確認した。 

c.  長期的挙動への適用性評価 
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規制委員会は、格納容器再循環ユニットによる自然対流冷却時を含

めた長期的挙動へのコードの適用性の根拠を示すよう申請者に求めた。

規制委員会は、申請者の追加説明として、CVTR 試験解析等で妥当性が

確認されたヒートシンク量やヒートシンク表面の熱伝達係数は、長期

解析においても一定であるため、有効性評価への適用性が成立すると

していることを確認した。 

 

 
Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重

大事故等防止技術的能力基準１．０関係） 

重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」は、重大事故等に対処する

ために必要な手順等に関し共通の要求事項、全社的な体制の整備など重大事故等に

対処するための基盤的な要求事項を満たす手順等を、保安規定等において規定する

方針であることを要求している。 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項及び同

項の解釈を踏まえ必要な検討を加えた上で策定されており、重大事故等に対処する

ために必要な手順等に関し、設置許可基準規則に基づいて整備される設備の運用手

順等も含め、共通の要求事項を満たす手順等を保安規定等で規定する方針であるこ

とを確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準１．０の要求事項に適合す

るものと判断した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

なお、各手順等における固有の要求に対する審査については、Ⅳ－４．１からⅣ

－４．１９で行っている。 
 

１．重大事故等対処設備に関する手順等に係る共通の要求事項 

（１）切替えの容易性 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

①に則って、重大事故等に対処するための系統構成を速やかに整えられるよう

必要な手順等を整備するとともに、確実に行えるよう訓練を実施する方針であ

ることを確認した。 

（２）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

②に則ったものであることを確認した。 

具体的には、 

① 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬するため、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所
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内の道路及び通路が確保できるよう、迂回路も考慮して複数のアクセス

ルートを確保する方針であること。 

② 障害物を除去可能なホイールローダ及びその他の重機を保管し、それら

を運転できる要員を確保する等、実効性のある運用管理を行う方針であ

ること。 

を確認した。 

なお、規制委員会は、設計基準において想定している規模を超える自然現象

が生じた場合の対応等を示すよう求めた。申請者は、設計基準上の想定を超え

る自然現象等の発生により単一のルートではアクセスルートの確保が困難に

なる場合を想定し、迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保した上で、

被害状況に応じて複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なアクセス

ルートを選択するなどの措置を講ずることを示した。これにより、規制委員会

は、申請者が、アクセスルートの確保に関し実効性のある運用管理を行う方針

であることを確認した。 

 

２．復旧作業に係る要求事項 

（１）予備品等の確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

①に則ったものであることを確認した。 

具体的には、 

① 優先順位を考慮して重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作

業を実施することとし、そのために必要な予備品及び予備品への取替え

のために必要な資機材等を確保すること。 

② 有効な復旧対策についての継続的な検討を行うとともに、必要な予備品

の確保に努めること。 

を確認した。 

（２）保管場所の確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

②に則って、地震による周辺斜面の崩落、津波による浸水等の外部事象の影響

を受けにくい場所に位置的分散を考慮して予備品等を保管する方針であるこ

とを確認した。 

（３）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

③に則って、設備の復旧作業を行うためのアクセスルートの確保について、「１．

（２）アクセスルートの確保」と同じ運用管理を実施する方針であることを確

認した。 
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３．支援に係る要求事項 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（３）

に則ったものであることを確認した。 

具体的には、 

（１）発電所内であらかじめ用意された重大事故等対処設備、予備品、燃料等に

より、事故発生後 7日間は事故収束対応を維持できる方針であること。 

（２）プラントメーカ、協力会社、建設会社、燃料供給会社、他の原子力事業者

等関係機関と協議及び合意の上、外部支援計画を定める方針であること。 

（３）当該発電所は、発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、

予備品、燃料等により、事象発生後 6日間までに支援を受けられる計画であ

ること。 

を確認した。 

 

４．手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

（１）手順書の整備 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈１に則ったものであることを確認した。 

具体的には、以下のとおり。 

① 情報の収集及び判断基準【解釈１a)】 

  全ての交流動力電源及び常設直流電源の喪失、安全系の機器若しくは計

測器類の多重故障、1号炉及び 2号炉の同時被災等の過酷な状態において、

原子炉施設の状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため、必

要な情報が速やかに得られるように情報の種類及び入手方法を整理する

とともに、判断基準を明確にし、手順書にまとめる方針であることを確認

した。 

② 判断に迷う操作等の判断基準の明確化【解釈１b)】 

海水の使用等、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐため

に優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確にした手順書を整備す

る方針であることを確認した。 

③ 財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針【解釈１c)】 

a. 財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動で

きるよう、社長があらかじめ方針を示すこと。 

b. 当直課長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）保護よりも安

全を優先する方針に基づき定めた判断基準を運転手順書に整備する

方針であること。 
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c. 発電所の緊急時対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に従った判断を実施すること、財産（設備等）保護よりも

安全を優先する方針に基づき定めた判断基準を緊急時対策本部用手

順書に整備する方針であること。 

を確認した。 

④ 手順書の構成及び手順書相互間の移行基準の明確化【解釈１d)】 

a. 事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するため

の運転員用及び支援組織用の手順書を整備する方針であること。 

b. 運転手順書は、事故の進展状況に応じて構成を明確化し、手順書相

互間の移行基準を明確にする方針であること。 

を確認した。 

⑤ 状態の監視及び事象進展の予測に係る手順書の整備【解釈１e)】 

a. 重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを

あらかじめ選定し、運転手順書に明記する方針であること。 

b. 重大事故等対策実施時におけるパラメータ挙動予測、影響評価すべ

き項目、監視パラメータ等を手順書に整理する方針であること。 

c. 有効性評価等にて整理した有効な情報を、運転員及び緊急時対策本

部要員が使用する手順書に整理する方針であること。 

を確認した。 

⑥ 前兆事象の確認を踏まえた事前の対応手順の整備【解釈１f)】 

a. 前兆事象として把握ができるか、重大事故を引き起こす可能性があ

るかを考慮して、設備の安全機能の維持及び事故の防止対策をあらか

じめ検討する方針であること。 

b. 前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順書を

整備する方針であること。 

c. 大津波警報が発令された場合、原則として原子炉を停止し、冷却操

作を開始する手順書を整備する方針であること。 

を確認した。 

（２）訓練の実施 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈２に則ったものであることを確認した。 

具体的には、以下のとおり。 

① 教育及び訓練の実施方針【解釈２a)】 

重大事故等対策は、原子炉施設の状況に応じた幅広い対策が必要である

ことを踏まえ、重大事故等発生時の原子炉施設の挙動に関する知識の向上

を図る教育及び訓練を実施する方針であることを確認した。 
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② 知識ベースの理解向上に資する教育及び総合的な演習の実施【解釈２b)】 

a. 要員の役割に応じて重大事故等の内容、基本的な対処方法等、定期

的に知識ベースの理解向上に資する教育を行う方針であること。 

b. 実施組織及び支援組織の実効性等を総合的に確認するための演習

等を定期的に計画する方針であること。 

を確認した。 

③ 保守訓練の実施【解釈２c)】 

普段から保守点検活動を社員自らが行って部品交換等の実務経験を積

むことなどにより、原子炉施設、予備品等について熟知する方針であるこ

とを確認した。 

④ 高線量下等を想定した訓練の実施【解釈２d)】 

  高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実施する方針で

あることを確認した。 

⑤ マニュアル等を即時利用可能とするための準備【解釈２e)】 

設備及び資機材等に関する情報並びにマニュアルが即時に利用できる

よう、普段から保守点検活動等を通じて準備し、それらの情報及びマニュ

アルを用いた事故時対応訓練を行う方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、重大事故等対策要員の力量付与について申請者に示す

よう求めた。申請者は、各要員の役割に応じた教育及び訓練を実施し、力量を

付与された要員を必要人数配置することを示した。これにより、規制委員会は、

重大事故等対策に必要な力量を有する要員が確保される方針であることを確

認した。 

（３）体制の整備 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈３に則ったものであることを確認した。 

具体的には、以下のとおり。 

① 役割分担及び責任者の明確化【解釈３a)】 

a. 重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担、責任者等を定める方針であること。 

b. 専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う方針であること。 

c. 指揮命令系統を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体

制を整備する方針であること。 

を確認した。 

② 実施組織の構成【解釈３b)】 

重大事故等対策を実施する実施組織を、 

a. 運転員等により事故拡大防止に必要な運転上の措置を実施する班 
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b. 発電設備の応急復旧計画の策定及び措置を実施する班 

c. 放射線量及び放射性物質の濃度の状況把握並びに要員の被ばく管

理を実施する班 

d. 建物及び構築物の応急復旧計画の策定及び措置を実施する班 

で構成し、必要な役割分担を行い重大事故等対策が円滑に実施できる体制

を整備する方針であることを確認した。 

③ 複数号炉の同時被災への対応【解釈３c)】 

a. 1 号炉及び 2 号炉において同時に重大事故等が発生した場合におい

て、本部長の指示により号炉ごとに指名した指揮者の指示のもと、号

炉ごとの情報収集や事故対策の検討を行い、重大事故等対策を実施す

る方針であること。 

b. 要員を発電所近傍に常時確保し、1 号炉及び 2 号炉の同時被災発災

が発生した場合においても対応できる体制とする方針であること。 

を確認した。 

④ 支援組織の構成【解釈３d)】 

a. 発電所対策本部に支援組織として、実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織、実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整

える運営支援組織を設ける方針であること。 

b. 運営支援組織は、発電所対策本部の運営及び情報の収集を行う班、

関係地方公共団体、報道機関等の社外対応を行う班、防災資機材の整

備を行う班、避難者の誘導を行う班で構成すること。 

を確認した。 

⑤ 対策本部の設置及び要員の招集【解釈３e)】 

a. 所長（原子力防災管理者）を本部長とする発電所対策本部を設置し、

その中に実施組織及び支援組織を設置する方針であること。 

b. 勤務時間外、休日（夜間）において重大事故等が発生した場合に速

やかに対応を行うため、発電所内又は発電所近傍に、緊急時対策本部

要員 4 名、運転員 12 名及び重大事故等対策要員 36 名の合計 52 名を

常時確保する方針であること。 

c. 勤務時間外、休日（夜間）を含めて必要な要員を非常召集できるよ

う、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、定期的に連絡訓練を実施す

る方針であること。 

を確認した。 

なお、規制委員会は、所定の重大事故等対策要員に欠員が生じた場合の

対応を示すよう求めた。申請者は、そのような事態に備えた重大事故等対

策要員の体制に係る管理を行うことを示した。また、重大事故等対策要員
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の補充の見込みが立たない場合は、原子炉停止等の措置を実施し、確保で

きる要員で、安全が確保できる原子炉の運転状態に移行することを示した。

これにより、規制委員会は、重大事故等対策の実施が必要な状況において、

必要な要員が確保される方針であることを確認した。 

⑥ 各班の役割分担及び責任者の明確化【解釈３f)】 

重大事故等対策の実施組織及び支援組織について、上記４．（３）②項

及び４．（３）④項に示す各班の機能を明確にするとともに、各班に責任

者である班長及びその代行者として副班長を配置する方針であることを

確認した。 

⑦ 指揮命令系統及び代行者の明確化【解釈３g)】 

発電所対策本部における指揮命令系統を明確にすること、指揮者等が欠

けた場合に備え、代行者と代行順位をあらかじめ定め明確にする方針であ

ることを確認した。 

⑧ 実効的に活動するための設備等の整備【解釈３ｈ）】 

a. 実施組織及び支援組織が定められた役割を遂行するため、発電所内

外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを含む）

を備えた緊急時対策所を整備する方針であること。 

b. 中央制御室、緊急時対策所及び現場との連携を図るため、携帯型有

線通話装置等を整備する方針であること。 

を確認した。 

⑨ 発電所内外への情報提供【解釈３ｉ）】 

原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、発電所内外

の組織への通報及び連絡を実施できるよう、衛星携帯電話及び統合原子力

防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いて、広く情報提供を行う

ことができる体制を整備する方針であることを確認した。 

⑩ 外部からの支援体制の整備【解釈３ｊ）】 

a. 発電所外部からの支援を受けることができるよう体制を整備する

方針であること。 

b. 緊急時体制を発令した場合、速やかに原子力施設事態即応センター

に本店対策本部を設置し、原子力部門のみでなく他部門も含めた全社

大での体制にて原子力災害対策活動を実施する方針であること。 

c. 本店対策本部は、発電所対策本部が事故対応に専念できるよう、情

報収集及び災害状況の把握を行う班、事故拡大防止措置の支援を行う

班、外部電源や通信設備に関する支援を行う班、広報活動を行う班及

び資機材の調達運搬を行う班で構成する方針であること。 
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d. 本店対策本部は、原子力事業所災害対策支援拠点の設置を行うこと、

他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織からの技術的な支援

が受けられる体制を整備する方針であること。 

を確認した。 

⑪ 事故後の中長期的な対応に備えた体制の整備【解釈３ｋ）】 

a. 重大事故等発生後の中長期的な対応が必要となる場合に備えて、社

内外の関係各所と連係し、適切かつ効果的な対応を検討できる体制を

整備する方針であること。 

b. 重大事故等発生時に、機能喪失した設備の保守を実施するための放

射線量低減活動、放射性物質を含んだ汚染水が発生した際の汚染水の

処理活動等を円滑に実施するため、平時から必要な対応を検討できる

体制を構築する方針であること。 

を確認した。 

 

 
Ⅳ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１

条及び第４３条関係） 

第３８条から第４１条は、重大事故等対処施設に対して、必要な機能が地盤の変

位等、地震、津波及び火災によって損なわれるおそれがないことを要求している。

第３８条から第４１条の審査においては、重大事故等対処施設の設計方針等につい

て、設計基準対象施設の設計方針等との相違を踏まえた審査を行った。 

また、第４３条においては、重大事故等に対処するため、重大事故等対処設備に

ついて、必要な容量の確保や悪影響の防止等の適切な措置等を講じることを要求し

ている。 
なお、各設備における固有の要求に対する審査内容については、Ⅳ－４．１から

Ⅳ４．１９で示している。 
 

 
Ⅳ－３．１ 重大事故等対処施設の地盤（第３８条関係）  

第３８条は、重大事故等対処施設について、施設の区分に応じて適用される地震

力が作用した場合においても、十分に支持することができる地盤に設けることを要

求している。 

また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備（※21）が設置されるものに限る。）は、変形した場合においても重大事故等

                                                   
（※21）「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」は、第 38 条において定義されているも

のである。以下同様。 
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に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けること、及び変

位が生ずるおそれがない地盤に設けることを要求している。 

申請者は、常設耐震重要重大事故防止設備等が設置される重大事故等対処施設の

基礎地盤の安定性評価の対象施設として、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設のうち、設計基準対象施設のう

ち耐震重要施設等の基礎地盤の評価断面に含まれない施設であるところの代替緊

急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）を抽出している。 

 

規制委員会は、これらの施設を抽出したことは妥当であると判断し、当該２施設

について審査を行った。 

 

１．変位 

解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）を変位が生ずるおそれがない地盤

に設けることを要求している。 

 

申請者は、敷地及び敷地近傍における変動地形学的調査及び地表地質調査の結

果のほか、熱水変質活動及び断層活動の前後関係に着目した活動性評価手法によ

り検討し、敷地東部の断層の破砕部の観察によれば断層の変位又は変形は認めら

れず後期更新世以降の活動はなく、変位が生ずるおそれがない地盤であるとの結

果等を示した。 

 

規制委員会は、申請者が行った変動地形学的調査及び地表地質調査の結果、活

動性評価手法等が適切であり、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟

内）設置位置に分布する断層は、後期更新世以降の活動がないとしていることか

ら、解釈別記１の規定に適合していることを確認した。 

 

２．支持力 

解釈別記１は、重大事故等対処施設を施設の区分に応じた地震力（常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施

設については、基準地震動による地震力）が作用した場合においても、当該重大

事故等対処施設を十分に支持することができる地盤に設けることを要求してい

る。 

 

申請者は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）の設置地盤の

評価は、緊急時対策所（免震重要棟内）を切る代替緊急時対策所については東西
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及び南北方向の二つの評価対象断面を設定し、緊急時対策所（免震重要棟内）に

ついては基礎地盤に分布する断層の走向を踏まえて東西方向を評価対象断面と

選定した。てそれぞれについて動的解析を行い、その際のパラメータの設定値は

強度特性のばらつきや入力地震動の位相の反転について考慮しており、すべり安

全率が十分に大きく基礎底面の接地圧が地盤の極限支持力を十分に下回ってい

る評価結果を示した。 

 

規制委員会は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）が設置さ

れる地盤については、申請者が行った動的解析の手法、地盤パラメータの設定方

法等が適切であり、当該施設を十分に支持することができる地盤に設けるとして

いることから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえて

いることを確認した。 

 

３．変形 

解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）を変形した場合においても重大事

故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けること

を要求している。 

 

申請者は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）の設置地盤の

評価は、当該施設が直接岩盤に支持されていることから不等沈下、液状化、揺す

り込み沈下等の影響はなく、地殻変動による傾斜の影響が十分に小さい評価結果

を得ていることを示した。 

 
規制委員会は、代替緊急時対策所及び緊急時対策所（免震重要棟内）を設置す

る地盤については、申請者が行った施設が直接岩盤に支持されていることによる

不等沈下等の影響評価等が適切であり、当該施設を変形した場合においてもその

安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けるとしていることから、解釈別記

１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえていることを確認した。 
 

以上のとおり、規制委員会は、重大事故等対処施設の地盤について、設置許可基

準規則に適合しているものと判断した。 
 
 

Ⅳ－３．２ 地震による損傷の防止（第３９条関係） 

第３９条は、重大事故等対処施設が、施設の区分に応じて適用される地震力に対
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して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

ることなどを要求している。 

また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩

和設備が設置されるものに限る。）が、基準地震動による地震力によって生ずるお

それのある斜面の崩壊に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とすることを要求している。その際、解釈別記２は、やや長

周期の地震応答が卓越する施設等がある場合には、他の施設とは別に基準地震動を

策定することを要求している。 

規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．基準地震動 Ss-L 

２．耐震設計方針 

３．周辺斜面 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．基準地震動 Ss-L 

解釈別記２は、施設の構造に免震構造を採用する等、やや長周期の地震応答が

卓越する施設等がある場合には、他の施設とは別に基準地震動を策定することを

要求している。   

申請者は、常設重大事故緩和設備である緊急時対策所を有する免震重要棟の周

波数特性に着目し、かつ、長大な活断層、M9 クラスのプレート間地震、地震動の

指向性が長周期の増幅を考慮することの必要性を検討した。また、一般建築物の

免震構造の耐震設計に用いる建設省告示第 1461 号も参照し、設定の妥当性を確

認し、基準地震動 Ss-L を策定している。 

（１）基準地震動 Ss-L 第３９条に規定する常設重大事故緩和設備である緊急

時対策所を有する免震重要棟の長周期の地震応答を評価するために策定

された地震動（最大加速度：400cm/s2、最大速度：200cm/s） 

 

規制委員会は、申請者が、長周期の地震応答が卓越する免震重要棟のため、地

震の特性による長周期の増幅について確認することなどの地震動評価を行い、他

の施設とは別に基準地震動を策定していることから、解釈別記２の規定に適合し

ていることを確認した。 

 



260 
 

２．耐震設計方針 

申請者は、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対処施設の

構造上の特徴、重大事故等における運転状態、重大事故等の状態で施設に作用す

る荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれがないことを目的として、以下のとおり耐震設計を行う

としている。 

（１）重大事故等対処施設の施設区分に応じた耐震設計 

① 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、基

準地震動による地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対

処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する。 

② 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設

備が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震力に十分に耐え

ることができるよう設計する。 

③ 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動

による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないよう設計する。 

（２）地震力の算定方針 

地震力の算定は、設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定等を適

用する。 

（３）荷重の組合せと許容限界の設定方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、運転時

の状態で施設に作用する荷重、設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重、

又は重大事故等の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力を組

み合わせた荷重条件に対して、構造物全体としての変形能力に対して十分な余

裕を有するように設計する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転時、運転時の異常な過

渡変化時、設計基準事故時又は重大事故等の状態で作用する荷重と基準地震動

による地震力を組み合わせた荷重条件に対して、塑性ひずみが生じる場合であ

っても、その量が微少なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し、

その施設の機能を保持できるように設計する。 

なお、運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故時の状態及び重大事故等の

状態で作用する荷重は、地震によって引き起こされるおそれのある事象によっ
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て作用する荷重及び地震によって引き起こされるおそれはないが、長時間継続

する事象による荷重等を考慮する。 

（４）波及的影響に係る設計方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設は、Ｂクラス及びＣクラスの施設等の波及的影響によって、

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の

耐震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事

故等対処施設の構造上の特徴、重大事故等における運転状態、重大事故等の状態

で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計するとしており、解釈

別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

３．周辺斜面 

解釈別記２は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設

重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）の周辺斜面に、基準地震動による

地震力を作用させた安定解析を行い、崩壊のおそれがないことを確認するととも

に、崩壊のおそれがある場合には、崩壊によって同施設に影響を及ぼすことがな

いようにすることを要求している。 

申請者は、以下のとおり、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設

備又は常設重大事故緩和設備が設置されるものに限る。）の周辺斜面について評

価している。 

（１）評価対象とする斜面は、斜面崩壊に伴う土砂の到達想定距離と対象施設との

離間距離の観点から、選定している。 

（２）すべり安全率の評価は、地形及び地質・地質構造の観点から、評価対象断面

を選定し、有限要素法による動的解析により行っている。 

（３）動的解析は、周波数応答解析法を用いた等価線形解析により、基準地震動に

基づき作成した水平地震動及び鉛直地震動の同時加振による応答を考慮して

いる。 

（４）動的解析に用いる入力値については、地盤パラメータを各種の調査の結果か

ら総合的に判断して設定しており、岩盤及び断層内物質の強度特性のばらつき

を考慮している。また、入力地震動の位相の反転についても考慮している。 

（５）動的解析の結果から得られた最小すべり安全率は、1.2 以上である。 

 

規制委員会は、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重
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大事故緩和設備が設置されるものに限る。）の周辺斜面について、申請者が基準地

震動による地震力を作用させる等による適切な方法により動的解析を行い、崩壊の

おそれがないとしていることから、解釈別記２の規定に適合していること及び地盤

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

 

Ⅳ－３．３ 津波による損傷の防止（第４０条関係） 

第４０条は、重大事故等対処施設が基準津波に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがないことを要求している。 

申請者は、重大事故等対処施設について、基準津波に対して、重大事故等に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とするため、以下の耐津波設

計方針としている。 

１．設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画に設置するも

のについては、設計基準対象施設と同じ耐津波設計方針とする。 

２．それ以外の建屋及び区画に設置する免震重要棟、代替緊急時対策所、大容量

空冷式発電機等については、基準津波による遡上波を地上部から到達又は流

入させない設計とするなど、設計基準対象施設の耐津波設計方針に準じた設

計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設に準

じた耐津波設計により、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそ

れがないとしていることから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－３．４ 火災による損傷の防止（第４１条関係） 

第４１条は、重大事故等対処施設が、火災によって必要な機能を損なうおそれが

ないよう、火災の発生を防止すること、かつ、火災を感知及び消火することを要求

している。 

申請者は、重大事故等対処施設は、火災により必要な機能を損なうおそれがない

よう、設計基準対象施設の火災防護対策に準じて、火災の発生防止、火災の感知及

び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じた設計とするとしている。 

申請者は、当初、重大事故等対処施設の火災防護設計について、火災区域を設定

していないなど、設計基準対象施設に対して適用している火災防護基準に基づく火

災防護設計を重大事故等対処施設に適用していなかった。火災区域の設定等の火災

防護基準に基づく火災防護設計が行われない場合には、火災による重大事故等対象

施設の損傷の防止が図られない可能性がある。このため、規制委員会は、設計基準
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対象施設の火災防護方針との相違を踏まえた重大事故等対処施設の火災防護方針

を示すよう求めた。申請者は、重大事故等対処施設についても火災区域を設定する

など、火災防護基準に基づく火災防護設計を重大事故等対処施設にも適用する方針

を示した。 

これにより、規制委員会は、重大事故等対処施設について、火災防護基準に基づ

く火災防護設計が行われる方針であり、設置許可基準規則に適合するものと判断し

た。 

 

 
Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

第４３条は、重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要

求している。 

① 環境条件及び荷重条件（43-1-1（※22）） 

② 操作性（43-1-2） 

③ 試験及び検査（43-1-3） 

④ 切替えの容易性（43-1-4） 

⑤ 悪影響防止（43-1-5） 

⑥ 現場の作業環境（43-1-6） 

 また、常設重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要求

している。 

① 容量（43-2-1） 

② 共用の禁止（43-2-2） 

③ 設計基準事故対処設備との多様性（43-2-3） 

 さらに、可搬型重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を

要求している。 

① 容量（43-3-1） 

② 確実な接続（43-3-2） 

③ 複数の接続口（43-3-3） 

④ 現場の作業環境（43-3-4） 

⑤ 保管場所（43-3-5） 

⑥ アクセスルートの確保（43-3-6） 

⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（43-3-7） 

 

 規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

                                                   
（※

22
）「43-1-1」は、第 43 条において該当する条項「第 43 条第 1項第 1号」を示す。以下同様。 
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果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 なお、各設備が第４３条に適合しているかはⅣ－４．１からⅣ－４．１９で示し

ている。 

 

 各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．審査確認事項 

（１）重大事故等対処設備（第４３条第１項関係） 

申請者は、重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方針と

している。 

① 環境条件及び荷重条件 

重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における

温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発

揮できるよう、その設置（使用）・保管場所に応じた耐環境性を有する設

計とするとともに、操作が可能な設計とする。 

   ② 操作性 

想定される重大事故等が発生した場合においても、重大事故等対処設備

を確実に操作できるように、重大事故等時の環境条件に対し、操作場所で

の操作が可能な設計とする。 

   ③ 試験及び検査 

重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、原子炉の運転

中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できるよう、

特性及び機能・性能確認、分解・開放（非破壊検査を含む。）、外観確認等

ができる構造とする。 

   ④ 切替えの容易性 

重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途として重大事故等に

対処するために使用する設備を含めて通常時に使用する系統から系統構

成を変更する必要のある設備は、速やかに切替操作可能なように、系統に

必要な弁等を設ける設計とする。 

   ⑤ 悪影響防止 

重大事故等対処設備は、原子炉施設（他号炉を含む。）内の他の設備（設

計基準対象施設だけでなく、当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対

処設備も含む。）に対して悪影響を及ぼさないよう、弁の閉止等によって

他の設備への影響を及ぼさない設計とする。 

   ⑥ 現場の作業環境 

重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事故等が発生した場
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合においても操作及び復旧作業に支障がないように、遮蔽の設置や線源か

らの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少ない場所を選定し、設

置場所で操作可能な設計とする。放射線量が高くなるおそれがある場合は、

追加の遮蔽の設置により設置場所で操作可能な設計とするか、放射線の影

響を受けない異なる区画（フロア）又は離れた場所から遠隔で操作可能な

設計とする。 

規制委員会は、本申請が、重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等とし、

他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計方針とするなど、第４３条第１項及

び同項の解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切なものであると判

断した。 

（２）常設重大事故等対処設備（第４３条第２項関係） 

申請者は、常設重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方

針としている。 

① 容量 

常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想

定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時に必要な目的を

果たすために、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

   ② 共用の禁止 

重大事故等対処設備の各機器は、二以上の原子炉施設において共用しな

い設計とする。ただし、共用対象の施設ごとに要求される技術的要件を満

たしつつ、二以上の原子炉施設と共用することによって、安全性が向上す

る場合であって、更に同一の発電所内の他の原子炉施設に対して悪影響を

及ぼさない場合は、共用できる設計とする。 

   ③ 設計基準事故対処設備との多様性 

常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能と、環境条

件、地震、津波その他の自然現象、外部人為事象、溢水、火災及びサポー

ト系による共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講

じた設計とする。 

規制委員会は、本申請が、常設重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等

について、想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とするなど、

第４３条第２項及び同項の解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切

なものであると判断した。 

（３）可搬型重大事故等対処設備（第４３条第３項関係） 

  申請者は、可搬型重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する

方針としている。 
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   ① 容量 

可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、

想定する事象及びその事象の進展を考慮し、系統の目的に応じて１セット

で必要な容量等を有する設計とする。これを複数セット保有することによ

り、必要な容量等に加え、十分に余裕のある容量等を有する設計とする。 

   ② 確実な接続 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては、容易

かつ確実に接続できるように、ケーブルは種別によって規格の統一を考慮

したコネクタ又はより簡便な接続規格等を、配管は、配管径や内部流体の

圧力によって、高圧環境においてはフランジを、小口径かつ低圧環境にお

いてはより簡便な接続規格等を用いる設計とする。また、原子炉施設が相

互に使用することができるように1号炉及び2号炉とも同一規格又は同一

形状とするとともに同一ポンプを接続する配管は同口径のフランジ接続

とする等、複数の系統での規格の統一も考慮する。 

   ③ 複数の接続口 

可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供

給する設備と常設設備との接続口は、故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため、建屋の異なる面の隣接しない位置に、適切な離隔距離をも

って複数箇所設置する。 

   ④ 現場の作業環境 

可搬型重大事故等対処設備の設置場所は、想定される重大事故等が発生

した場合においても設置、及び常設設備との接続に支障がないように、遮

蔽の設置や線源からの離隔距離により放射線量が高くなるおそれの少な

い場所を選定するが、放射線量が高くなるおそれがある場合は、追加の遮

蔽の設置により、当該設備の設置、及び常設設備との接続が可能な設計と

する。 

⑤ 保管場所 

可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象、故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、常設

重大事故等対処設備から 100m の離隔距離を確保した場所に複数箇所に分

散するなどして保管する。 

 ⑥ アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所内の道路



267 
 

及び通路が確保できるよう設計する。 

屋内及び屋外において、想定される重大事故等への対処に必要な可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬する

ための経路、又は他の設備の被害状況を把握するための経路（アクセスル

ート）は、自然現象、外部人為事象、溢水及び火災を想定し、迂回路も考

慮して複数のアクセスルートを確保する。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響その他自然現象による影

響を想定し、複数ルートの中から早期に復旧可能なルートを確保するため、

障害物を除去可能なホイールローダを 1台（予備 1 台）保管、使用する。 

   ⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 

可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済

燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故等対処設備の

重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と、環境条

件、地震、津波その他の自然現象、外部人為事象、溢水、火災及びサポー

ト系による共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう、可能な限り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講

じた設計とする。 

規制委員会は、本申請が、可搬型重大事故等対処設備の設備共通の設計方針

について、原子炉建屋から 100m の離隔距離を確保した場所に複数箇所に分散

して保管するなど、第４３条第３項及び同項の解釈を踏まえた設計方針として

いることから、適切なものであると判断した。 
 

 
Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等 

第４４条から第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項から１．１９

項は、原子炉設置者に対し、重大事故等に対処するために必要な設備及び手順等を

整備することを要求している。このうち、手順等については、保安規定等において

規定する方針であることを要求している。 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の要求事項に対応し、適切に整備する方針

であるか、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備する方針であるかを審査した。さらに、申請者が、自主的

な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを審査した。 
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Ⅳ－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及

び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係） 

本節では、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画する設備

及び手順等が、①第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項（以下「第

４４条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針で

あるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主

的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認し

た。 

 

１．審査の概要 

（１）第４４条等は、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生

した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移

行するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第４４条等における「原子炉を未臨界に移行するために必要な設備及び手順

等」とは、「原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するお

それがある場合」において、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以

上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）手動による原子炉の緊急停止操作を実施する手順等 

ロ）原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプを自動的に起動させる設

備及び手順等と蒸気タービンを自動で停止させる設備及び手順等 

ハ）原子炉出力を抑制するため、補助給水系ポンプが自動起動しない場合又

は蒸気タービンが自動停止しない場合は、手動操作により実施する手順等 

ニ）化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水注

入を実施する設備及び手順等 

申請者は、第４４条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 手動による原子炉の緊急停止操作を実施するための設備及び手順等 

② 原子炉出力を抑制するために蒸気タービンの停止（タービントリップ）

と主蒸気隔離弁の閉止を自動作動させるとともに、1 次冷却系統の過圧防

止のために補助給水系ポンプを自動起動させるため、作動信号を自動発信

する設備及び手順等 

③ 主蒸気隔離弁が自動閉止しなかった場合は、手動により閉止するための

設備及び手順等、また、補助給水系ポンプが自動起動しない場合は、手動
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により起動するための設備及び手順等 
④ 化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水

を注入するための設備及び手順等 
（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉を未

臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 

① 原子炉出力を抑制するために蒸気タービンの停止（タービントリップ）

と主蒸気隔離弁の閉止を自動作動させるとともに、1 次冷却系統の過圧防

止のために補助給水系ポンプを自動起動させるため、作動信号を自動発信

する設備及び手順等 

② 化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備による十分な量のほう酸水

を注入するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画

する設備及び手順等が、第４４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第４４条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条及び重大事故

等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通

的な要求事項。以下「第４３条等」という。）等に従って重大事故等対処設備

及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 手動による原子炉緊急停止。そのため、原子炉トリップスイッチを

重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. タービントリップ及び主蒸気隔離弁の閉止の自動作動による原子

炉出力の抑制と補助給水系ポンプの自動起動による 1次冷却系統の過
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圧防止。そのため、主蒸気隔離弁、電動補助給水ポンプ等を重大事故

等対処設備として位置付けるとともに、多様化自動作動設備（ATWS 緩

和設備（※23））を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 主蒸気隔離弁の手動閉止による原子炉出力の抑制と補助給水系ポ

ンプの手動起動による 1次冷却系統の過圧防止。そのため、主蒸気隔

離弁、電動補助給水ポンプ等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 化学体積制御設備、又は、非常用炉心冷却設備を用いたほう酸水の

注入による原子炉の未臨界への移行。そのため、充てん/高圧注入ポ

ンプ、ほう酸タンク、ほう酸ポンプ、急速ほう酸補給弁、ほう酸注入

タンク、燃料取替用水タンク等を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第４４条等要求事項イ）、上記 b.の対策

が第４４条等要求事項ロ）、上記 c.の対策が第４４条等要求事項ハ）、上記

d.の対策が第４４条等要求事項ニ二）に対応するものであることを確認し

た。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）は、設計基準事故対処設備に

対して位置的分散を図る。 

b. 化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、原子炉トリップ失敗

の場合に原子炉を未臨界状態にするために必要な量のほう酸水を原

子炉に注入できる設計とする。 

c. 化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、設計基準事故対処設

備に対して位置的分散を図る。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)多様化自動作動設備（ATWS 緩

和設備）は、設計基準事故対処設備である原子炉安全保護系設備に対して、

原子炉補助建屋内の異なる区画に設置することで、位置的分散を図ること、

b)化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、原子炉停止失敗時におい

て原子炉を未臨界に移行するために必要な量のほう酸水を注入できる設

備であること、c)化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備は、設計基準

                                                   
（※23）ATWS 緩和設備とは、原子炉の緊急停止失敗時に、この設備から作動信号を自動発信することで、タービ

ントリップ、主蒸気隔離弁の閉止及び補助給水系ポンプの起動を自動で行う設備である。この設備により主蒸

気ラインの隔離等を行うことで、１次冷却系の温度上昇による負の反応度フィードバック効果により原子炉出

力が抑制される。さらに、この設備により補助給水系ポンプが自動起動されることで、蒸気発生器水位の低下

を抑制し、１次冷却系統の過圧を防止することで、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性

を維持する。 
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事故対処設備である原子炉安全保護系設備に対して、建屋内の異なる区画

に設置することで、位置的分散を図ることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉の自動トリップ失敗を原子炉トリップ遮断器等により確認

し、原子炉出力が 5%以上又は中間領域起動率が正となった場合には、

重大事故等対処設備である原子炉トリップスイッチによる原子炉緊

急停止の手順に着手する。この手順は、中央制御室での操作を運転員

等 1名で実施する。 

b. 原子炉緊急停止が必要な原子炉トリップ設定値に到達し、原子炉ト

リップ遮断器故障等により原子炉自動トリップに失敗したことを確

認した際に、「多様化自動作動設備作動」警報が発信した場合には、

多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）の作動確認の手順に着手する。

この手順は、中央制御室での確認を運転員等 1名で実施する。 

c. 「多様化自動作動設備作動」警報発信等を確認した際、主蒸気隔離

弁の閉止及び補助給水系ポンプ起動のうち、自動作動していないもの

に対して手動操作が必要となった場合には、主蒸気隔離弁の閉止、補

助給水系ポンプの起動を手動で実施する手順に着手する。この手順は、

中央制御室での操作を運転員等 1名が約 3分で実施する。 

d.  b.及び c.の原子炉出力の抑制を図った後、手動による原子炉緊急

停止の失敗を原子炉トリップ遮断器等により確認した際（※24）に、

原子炉出力が 5%以上又は中間領域起動率が正であり、ほう酸タンクの

水位が確保されている場合には、ほう酸水注入操作の手順に着手する。

この手順は、中央制御室でのほう酸水注入の準備を運転員等 1名が約

5分以内に実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.、c.、

d.の順に設定して明確化していること、b)上記の全ての操作を中央制御室

で行えることを確認した。 

                                                   
（※24）原子炉出力抑制を図った後も、a.の原子炉手動トリップや後述の３．（１）①及び②の多様性拡張設備（（※

267）において説明する。）による原子炉トリップ操作を継続して実施する。原子炉トリップが成功した場合は、

原子炉出力が５%未満かつ中間領域起動率は負になるので、早急なほう酸水注入は不要となる。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上により、規制委員会は、①a.の対策が第４４条等要求事項イ）、①b.の

対策が第４４条等要求事項ロ）、①c.の対策が第４４条等要求事項ハ）、①d.の

対策が第４４条等要求事項ニ二）に対応するものであること、①a.から d.に掲

げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備さ

れる方針であることから、第４４条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉を未

臨界にするために、多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）により原子炉出力を

抑制すること並びに化学体積制御設備及び非常用炉心冷却設備を用いたほう

酸水の注入により原子炉を未臨界に移行することを必要な対策としている。 

これらの対策は、（１）①b.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等対

処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及

び手順等の方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、緊急

停止失敗時に原子炉を未臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等と

して位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針で

あることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、緊急停止失敗時に原子炉を未

臨界にする機能が喪失した場合に、その機能を構成するフロントライン系（※25）

の機能を回復するための多様性拡張設備（※26）及び手順等を整備するとしてい

る。 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

                                                   
（※25）設計基準事故対処設備の駆動源及び冷却系などをサポート系といい、それ以外の設備をフロントライン系

（例えば、設計基準事故対処設備が有する安全機能を直接的に担保する設備）という。以下同じ。 

（※26）申請者は、自主的対策における設備の一部を「多様性拡張設備」と呼び、「多様性拡張設備：技術基準上

の全ての要求を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラントの状況によ

っては、事故対応に有効な設備」と定義している。以下同じ。 
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申請者は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にする機能を構成するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１－１参照。）を用いた

主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉手動トリップが失敗した場合には、中央制御室において、所内常

用母線４４０Ｖ遮断器 2 台操作スイッチの開放操作による MG セット電源

の遮断に着手する。この手順では、中央制御室での操作を運転員等１名に

より約 2分で実施する。 

② 上記①に失敗した場合には、中央制御室において、手動操作により制御

棒を原子炉に挿入するとともに、現場にて、MG セット出力遮断器スイッチ

の開放操作による MG セット電源の遮断に着手する。さらに、MG セット電

源の遮断に失敗した場合には、現場で原子炉トリップ遮断器 2台を開放す

る。この一連の手順は、中央制御室及び現場での操作を運転員等 1名ずつ

により約 15 分で実施する。 

③ 多様化自動作動設備（ATWS 緩和設備）が作動しても、原子炉出力が抑制

されていない場合には、タービン非常停止操作スイッチの操作により、タ

ービン手動トリップを行う。この手順では、中央制御室での操作を運転員

等 1 名により約 3 分で行う。なお、この手順は、２．（１）③c.の主蒸気

隔離弁の手動閉止と補助給水系ポンプの手動起動を行う前に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がをより確実に実施されする方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

MG セット電源（所内常用

母線４４０Ｖ遮断器操作

スイッチ）、MG セット電

源（MG セット出力遮断器

スイッチ）及び原子炉ト

リップ遮断器スイッチ 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分

ではないものの、サポート系である電源系を遮断するこ

とにより制御棒を全挿入できるため、原子炉を緊急停止

する代替手段となり得る。 

制御棒操作スイッチ 制御棒全挿入完了までは時間を要するものの、上記の電

源系遮断操作完了までの間又はこれが実施できない場

合に原子炉を停止する手段となり得る。 

タービン非常停止操作 

スイッチ 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分

ではないものの、中央制御室にて速やかな操作が可能で

あるため、原子炉出力を抑制する代替手段となり得る。 
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Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

２関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉を冷却する

ために申請者が計画する設備及び手順等が、①第４５条及び重大事故等防止技術的

能力基準１．２項（以下「第４５条等」という。）における要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付け

た重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認し

た。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施

する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４５条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能（※27）が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉を冷却するために必要な設備及び手

順等を整備することを要求している。第４５条等における「原子炉を冷却する

ために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれら

と同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

①－１ 全交流動力電源の喪失及び常設直流電源系統の喪失を想定し、ター

ビン動補助給水ポンプにより原子炉を冷却するため、以下の設備及び手順

等を整備すること。 

イ）可搬型重大事故防止設備 

現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ

等）を用いた弁の操作によりタービン動補助給水ポンプの起動及び十

分な期間（※28）の運転継続を行う設備及び手順等（ただし、下記ロ）

の人力による措置が容易に行える場合を除く。） 

ロ）現場操作 

現場での人力による弁の操作により、タービン動補助給水ポンプの

起動及び十分な期間の運転継続を行うために必要な設備及び手順等 

ハ）監視及び制御 

                                                   
（※27）申請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉

の冷却機能」について、は以下のとおりとしている。 

  ・2 次冷却系からの除熱機能 
（※28）「十分な期間」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の

冷却対策の準備が整うまでの期間のことをいう。 
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ハ）-1 原子炉水位及び蒸気発生器水位を推定する手順等 

ハ）-2 タービン動補助給水ポンプ等の安全上重要な設備の作動状況

を確認する手順等 

ハ）-3 原子炉水位又は蒸気発生器水位を制御する手順等 

①－２ 電動補助給水ポンプに代替交流電源を接続することにより、起動及

び十分な期間の運転継続ができる手順等 

申請者は、第４５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

②－１ 現場での人力による弁の操作により、タービン動補助給水ポンプを

の起動・運転継続するための設備及び手順等 

②－２ 計測設備により監視及び制御するための手順等 

a. 加圧器水位及び蒸気発生器水位の監視又は推定するための手順等

（※29） 

b. 補助給水ポンプの作動状況を確認するための手順等 

c. 加圧器水位及び蒸気発生器水位の制御のための手順等（※30） 

②－３ 代替交流電源設備（大容量空冷式発電機）により電動補助給水ポン

プを起動及び運転継続するための設備及び手順等（※31） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※32）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及

び手順等として以下を整備する方針としている。 

① 1 次冷却系のフィードアンドブリードのための設備及び手順等 

② 現場で人力により主蒸気逃がし弁を操作するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、1次冷却系が高圧時に原子炉を冷却するために申請者が計画

する設備及び手順等が、第４５条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第４５条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

                                                   
（※29）監視及び推定するための手順等については、審査書「Ⅳ－４．１５計装設備及びその手順等」において整

理。 

（※30）制御のための手順等については、審査書「Ⅳ－４．４原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉

を冷却するための設備及び手順」、「Ⅳ－４．３原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備及び手順」

において整理。 

（※31）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理。 

（※32）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「2次系からの除熱機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「原

子炉補機冷却機能喪失」「原子炉格納容器の除熱機能喪失」、「ECCS 注水機能喪失」、「格納容器バイパス」をい

う。 
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なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. タービン動補助給水ポンプの機能回復。そのために、タービン動補

助給水ポンプ（蒸気加減弁付）（手動）、タービン動補助給水ポンプ蒸

気入口弁（手動）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 補助給水ポンプの作動状況確認。そのために、補助給水流量計、復

水タンク水位計、蒸気発生器水位計を重大事故等対処設備として位置

付ける。 

規制委員会は、①a.の対策が第４５条等要求事項ロ）、①b.の対策が第

４５条等要求事項ハ）-2 に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備の主な設計方針として、ター

ビン動補助給水ポンプの蒸気加減弁及び蒸気入口弁は、設計基準事故対処

設備に対して多様性を有する設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者の計画において、タービン動補助給水ポンプの蒸

気加減弁及び蒸気入口弁は、現場での手動操作によるものとし、設計基準

事故対処設備である常設直流電源系統による駆動源に対して多様性を有

していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 蒸気発生器への注水が必要であり、蒸気発生器への注水が確認でき

ない際、復水タンク等の水源が確保されている場合には、現場での手
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動操作によりタービン動補助給水ポンプの機能を回復させる手順に

着手する。この手順は、現場での手動操作によるタービン動補助給水

ポンプの蒸気入口弁及び蒸気加減弁の開操作、タービン動補助給水ポ

ンプの流量調整等を計 4名により、約 15分で実施する。 

b. 蒸気発生器水位が低下した際、補助給水ポンプが自動起動又は手動

により起動した場合には、補助給水ポンプの作動状況確認の手順に着

手する。この手順は、現場及び中央制御室で補助給水ポンプの運転状

況の確認を計 2名により実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を設定して明確化してい

ること、b)人力によるタービン動補助給水ポンプの機能回復の手順等につ

いて、弁の手動操作、ポンプの流量調整の手順等を定め、必要な人員を確

保するととともに必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッドライト等に

より夜間でのアクセス性を確保していること、d)トランシーバ等の必要な

連絡手段を確保していること、e)弁の手動操作、ポンプの流量調整等を行

う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４５条等要求事項ロ）、①b.

の対策が第４５条等要求事項ハ）-2 に対応するものであること、①a.及び b.

に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整

備される方針であることから、第４５条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却系が高圧時に原

子炉を冷却するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対

処設備を整備するとしている。 

a. 1 次冷却系を減圧するとともに原子炉への注水を行う 1 次冷却系の

フィードアンドブリード。そのため、充てん/高圧注入ポンプ、加圧

器逃がし弁及び燃料取替用水タンクを重大事故等対処設備として位

置付ける。 

b. 現場での人力による主蒸気逃がし弁の機能回復。そのため、主蒸気

逃がし弁（手動）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系のフィードアンドブリードに用いる充てん/高圧注入ポ

ンプ、加圧器逃がし弁、燃料取替用水タンクは、設計基準事故対処設

備に対して多様性を有し、位置的分散を図る設計とする。 

b. 充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁及び燃料取替用水タンク

は、1 次冷却系のフィードアンドブリードによる炉心冷却に必要な流

量、容量等を有する設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)1 次冷却系のフィードアンド

ブリードに用いる充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁等は、設計基

準事故対処設備である2次冷却系の除熱機能を有するタービン動補助給水

ポンプ、主蒸気逃がし弁等に対して多様性を有すること、b)加圧器逃がし

弁は原子炉格納容器内に、充てん/高圧注入ポンプは原子炉補助建屋内に

設置し、原子炉補助建屋内のタービン動補助給水ポンプ等とは異なる区画

に設置することにより位置的分散を図る設計とすることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 補助給水ポンプの故障等により蒸気発生器水位が低下し、全ての蒸

気発生器が除熱を期待できない水位（蒸気発生器広域水位計指示 10%

未満）になった際に、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タ

ンク水位が確保されている場合には、重大事故等対処設備を用いた 1

次冷却系のフィードアンドブリードの手順に着手する。この手順は、

充てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁の開操作を 1 名によ

り実施する。 

b. 中央制御室からの遠隔操作で主蒸気逃がし弁の開操作ができない

際に、蒸気発生器への注水が確保されている場合には、人力で操作す

る主蒸気逃がし弁の機能回復の手順に着手する。この手順は、現場で

の人力による主蒸気逃がし弁の開操作を計 3 名により、約 20 分で実

施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b の順

に設定して明確化していること、b)1 次冷却系のフィードアンドブリード

の手順等について、充てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁開操
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作の手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとし

ていることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却系材

が高圧時に原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として位

置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であるこ

とを確認した。 

 

３．自主的対策のための設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、1 次冷却系高圧時において原

子炉を冷却するために必要な重大事故等対処設備を整備するとともに、2 次系か

らの除熱機能が喪失した場合に、その機能を構成するフロントライン系及びサポ

ート系の機能を回復するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしてい

る。 

（１）重大事故等対処設備 

① 対策と設備 

申請者は、上記２．に記したもの以外の対策として、復水タンクへ補給

ができず、2 次系純水タンクが使用できない場合には、1 次冷却系高圧時

において原子炉を冷却するために海水ポンプ、補助給水ポンプ等を用いた

蒸気発生器への海水注水を行うとしている。そのため、Ａ、Ｂ海水ポンプ、

電動補助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁を重大

事故等対処設備に位置付けるとしている。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

蒸気発生器への給水に用いるＡ、Ｂ海水ポンプは、設計基準事故対処設備

に対して多様性を持たせ、位置的分散を図る設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)海水ポンプは、その水源を海

水とすることにより、復水タンクに対して多様性を有していること、b)海

水ポンプは屋外の復水タンクから離れた位置に設置することで、復水タン

クと位置的分散を図ることなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等として、復水タンクへの

補給ができず 2次系純水タンクが使用できない場合で、かつ、Ａ、Ｂ海水

ポンプが起動している場合には、海水ポンプ及び補助給水ポンプによる蒸

気発生器への注水の手順に着手するとしている。また、この手順は、系統

構成、ディスタンスピース取替等を計 5 名により、約 43 分で実施すると

している。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)海水ポンプ及び補助給水ポン

プによる蒸気発生器への注水の手順等について、系統構成、ディスタンス

ピース取替手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行

うとしていること、b)バッテリ内蔵型の照明によりアクセス性を確保して

いること、c)有線通話装置等の必要な連絡手段を確保していること、d)系

統構成、ディスタンスピース取替等を行う作業環境（作業空間、温度等）

に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等と

して自主的に位置付けた設備及び手順等について、第４３条等に従って適切に

整備する方針であることを確認した。 

 

（２）その他の自主的対策 

（２）－１  フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、2 次冷却系からの除熱機能を構成するフロントライン系の機能を

回復させるための設備（表Ⅳ－４．２－１参照。）を用いた主な手順等は以下

のとおりとしている。 

① 補助給水ポンプが使用できない場合には、電動主給水ポンプ及び蒸気発

生器水張ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順では、中

央制御室での操作を 1名により実施する。 

② 補助給水ポンプの故障等により補助給水流量の確認ができない場合に

おいて、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張ポンプが使用できない場合

には、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。
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この手順では、可搬型ホース、可搬型ディーゼル注入ポンプの運搬及び接

続作業を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名により約 8 時間、中間

受槽を水源とする場合は計 24 名により約 8時間で実施する。 

③ 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が確認できない場合であって、外部電源

が確保され、復水器の真空度が維持されている場合には、タービンバイパ

ス弁による蒸気放出に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1

名により実施する。 

（２）－２ サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、2 次冷却系からの除熱機能を構成するサポート系の機能を回復さ

せるための設備（表Ⅳ－４．２－１参照。）を用いた主な手順として、現場の

環境が悪化し、人力による主蒸気逃がし弁の機能回復が出来ない場合における、

窒素ボンベ（主蒸気逃がし弁用）による主蒸気逃がし弁の機能回復着手を挙げ

ている。また、この手順では、系統構成、主蒸気逃がし弁の開操作を計 2名に

より、約 30 分で実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がをより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．２－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張ポンプ等 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2次冷却系

からの除熱による長期的な事故収束のための設備となり得る。 

タービンバイパ

ス弁 

常用系設備であるため重大事故等対処設備に要求される設備

としての耐震性は十分ではないものの、主蒸気逃がし弁の故障

に際して代替設備となり得る。 

窒素ボンベ（主

蒸気逃がし弁

用） 

初期対応は、現場で人力により弁操作を行う必要があるが、そ

の作業環境が悪化した場合、使用時間に制限があるものの、主

蒸気逃がし弁の不動作に際して、中央制御室からの遠隔操作に

より、主蒸気逃がし弁の機能を回復させる設備となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備及び手順
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等 （第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．３関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために申請者が計画する設備及び手順等が、①第４６条及び

重大事故等防止技術的能力基準１．３項（以下「第４６条等」という。）における

要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価（第３７

条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される

方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４６条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する原子炉の減圧機能（※33）が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するために必要な設備及び手順等を整備することを要求

している。第４６条等における「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備及び手順等」とは、以下

に掲げる設備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等

としている。 

イ）可搬型重大事故防止設備 

イ-1）常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（主蒸気逃がし弁

及び加圧器逃がし弁）を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧

操作が行える手動設備又は可搬型代替直流電源設備及び手順等 

イ-2）減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子炉

冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える可搬型コンプレッサー又は

窒素ボンベ及び手順等 

ロ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行える代替電源による復旧手順等 

ハ）蒸気発生器伝熱管破損発生時において、破損した蒸気発生器を隔離する

ための手順等。隔離できない場合に加圧器逃がし弁を作動させることなど

により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える手順等 

ニ）インターフェイスシステムLOCA発生時において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの損傷箇所を隔離するための手順等。隔離できない場合に原子炉を

減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑制するために、主蒸気逃がし弁及び加

圧器逃がし弁を作動させることなどにより原子炉冷却材圧力バウンダリの

                                                   
（※33）申請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉

の減圧機能」について、は以下のとおりとしている。 

・2次冷却系への注水及び蒸気放出による 1次冷却系統の減圧機能。 
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減圧操作が行える手順等 

また、上記イ-1）及びイ-2）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ホ）イ-1）及びイ-2）の減圧用の弁は、作動可能な環境条件を明確にすると

ともに、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において確実に

作動すること。 

申請者は、第４６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 常設直流電源系統喪失時において、主蒸気逃がし弁、加圧器逃がし弁の

機能を回復するための設備（主蒸気逃がし弁（手動）、可搬型バッテリ（加

圧器逃がし弁用）及び窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用））及び手順等 

② 上記①の設備については、減圧用の弁の作動可能な環境条件を明確にす

るとともに、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件において確

実に作動する設計とする。 

③ 常設直流電源喪失時においても減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作を行うため、代替電源による復旧を行うための手

順等（※34） 

④ 蒸気発生器伝熱管破損発生時又はインターフェイスシステム LOCA 発生

時において、損傷箇所の隔離と 1次冷却系の減圧を行うための設備及び手

順等 

⑤ 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリの高圧状態が継続する場合

において、高圧溶融物放出及び格納容器内雰囲気直接加熱を防止するため、

1次冷却系を減圧するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※35）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において原子炉を減圧するための重大事故等対処設備及

び手順等として整備するものは、上記①、④、⑤に加え、以下の設備及び手順

等としている。 

① 1 次冷却系のフィードアンドブリードのための設備（充てん/高圧注入ポ

ンプ、加圧器逃がし弁等）及び手順等 

② 2 次冷却系の注水及び蒸気放出による 2次系強制冷却（※36）のための設

備（電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁等）及び手順等 

                                                   
（※34）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理。 

（※35）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」「原

子炉格納容器の除熱機能喪失」、「ECCS 注水機能喪失」、「格納容器バイパス」、格納容器破損防止対策のうち「雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過温破損）」、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」をいう。 

（※36）申請者は、「蒸気発生器 2次側による炉心冷却（注水）」、「蒸気発生器 2次側による炉心冷却（蒸気放出）」

と記載しているが、分かりやすく本節では「2次系強制冷却」と記載。 
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（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉を

減圧するために申請者が計画する設備及び手順等が、第４６条等における各々

の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第４６条

等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付

けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であること

を確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第４６条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第４６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 可搬型重大事故防止設備等を用いた1次冷却系の減圧。このために、

現場で人力により操作する主蒸気逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付けるとともに、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒

素ボンベ（加圧器逃がし弁用）を可搬型重大事故防止設備として新た

に整備する。 

b. 蒸気発生器伝熱管破損発生時及びインターフェイスシステム LOCA

発生時の 1次冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁及び主蒸気

逃がし弁を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリの高圧状態が継続する

場合、高圧溶融物放出及び格納容器内雰囲気直接加熱を防止する 1次

冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

規制委員会は、①ａ．の対策が第４６条等要求事項イ-1）、イ-2）、①ｂ．

の対策が第４６条等要求事項ハ）、ニ）に対応するものであることを確認

した。 
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①ｃ．の対策が第４６条のうち原子炉格納容器の破損を防止するための

対策に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系の減圧に用いる減圧用の弁（加圧器逃がし弁及び主蒸気

逃がし弁）は想定される重大事故等が発生した場合の環境条件におい

て確実に作動する。 

b. 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒素ボンベ（加圧器逃がし

弁用）は、設計基準事故対処設備に対して多様性を備え、位置的分散

が図られた設計とする。 

c. 可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒素ボンベ（加圧器逃がし

弁用）は、必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)加圧器逃がし弁は、駆動用の

窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）から供給される駆動用窒素空気の設定圧

力について、格納容器最高使用圧力に対し十分な余裕を考慮して設定して

いること、主蒸気逃がし弁は、人力により現場の手動ハンドルにて操作す

るが、重大事故等時の環境条件においては必要に応じて要員の防護措置を

講じることにより確実に操作できること、b)加圧器逃がし弁は、電磁弁の

電源を可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）から給電し、駆動用窒素空気

を窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）から供給すること、主蒸気逃がし弁は、

手動ハンドルを設けること、これらにより、常設直流電源及び制御用空気

を用いた弁操作に対して多様性を有していること、c)加圧器逃がし弁は原

子炉格納容器内に設置し、原子炉補助建屋内の主蒸気逃がし弁と離れた位

置に設置されていること、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）及び窒素

ボンベ（加圧器逃がし弁用）は、通常時は使用せず常設直流電源と分離し、

原子炉補助建屋内の常設直流電源及び制御用空気圧縮機と異なる区画に

分散して保管することで設計基準事故対処設備に対して位置的分散を図

ること、d)可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）及び窒素ボンベ（加圧器

逃がし弁用）は、弁の作動時間、作動回数を考慮した上、予備を確保する

ことにより必要な容量以上を確保していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 
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また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４６条等要求事項ホ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 直流電源喪失時であって、1 次冷却系圧力を減圧するため加圧器逃

がし弁の開操作が必要な場合には、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁

用）による加圧器逃がし弁の機能回復を行うための手順に着手する。

この手順では、バッテリ接続及び加圧器逃がし弁の開操作を計 2名に

より、約 25 分で実施する。 

b. 制御用空気喪失時であって、1 次冷却系圧力を減圧するため加圧器

逃がし弁の開操作が必要な場合には、窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）

による加圧器逃がし弁の機能回復を行うための手順に着手する。この

手順では、窒素ボンベ接続及び加圧器逃がし弁の開操作を計 4名によ

り、約 35分で実施する。 

c. 1 次冷却系圧力の低下及び破損蒸気発生器 2 次側の水位、圧力の上

昇等により蒸気発生器伝熱管破損発生と判断し、破損側蒸気発生器の

隔離操作完了後に破損側蒸気発生器の隔離に失敗したと判断した場

合には、1 次冷却系の漏えい抑制の手順に着手する。この手順では、

加圧器逃がし弁及び主蒸気逃がし弁の開操作、蒸気発生器の隔離等を

計 5名により実施する。 

d. 1 次冷却系圧力及び加圧器水位の低下、余熱除去ポンプ出口圧力上

昇等により余熱除去系への漏えいと判断した場合には、インターフェ

イスシステム LOCA 発生時の 1 次冷却系の漏えい抑制の手順に着手す

る。この手順では、加圧器逃がし弁及び主蒸気逃がし弁の開操作、余

熱除去系の隔離等を計 6名により実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を明確化していること、

b)窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）による加圧器逃がし弁の機能回復の手

順等について、系統構成、設定圧力等を定め、必要な人員を確保するとと

もに必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッドライト等により夜間での

アクセス性を確保していること、d)有線通話装置等の必要な連絡手段を確

保していること、e)窒素ボンベ（加圧器逃がし弁用）の接続等を行う作業

環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が規則第４６条等要求事項

イ）、ハ）、ニ）に対応するものであること、①c.の対策が第４６条のうち原子

炉格納容器の破損を防止するための対策に対応するものであること、①a.に掲

げる重大事故等対処設備が第４６条等要求事項ホ）に適合する設計方針である

こと、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適

切に整備される方針であることから、第４６条等に適合するものと判断した。 

なお、申請者は、インターフェイスシステム LOCA 発生時、余熱除去ポンプ

入口弁を専用工具により手動で閉止することで余熱除去系の隔離を行うこと

としていた。このため、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA が発

生した場合に生じる溢水等を考慮し、作業員の被ばくを含めた作業環境及び作

業の成立性を提示することを要求した。申請者は、専用工具による操作場所を

当初計画より溢水の影響を受けない上のフロアに変更する方針を示した。これ

により、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA に対する隔離操作の

作業環境が改善され、作業員の被ばく影響を含めた操作性が向上することを確

認した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整

備するとしている。 

a. 可搬型重大事故防止設備等を用いた 1 次冷却系の減圧。そのため、

現場で人力により操作する主蒸気逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付け、可搬型バッテリ（加圧器逃がし弁用）、窒素ボンベ（加

圧器逃がし弁用）を可搬型重大事故防止設備として新たに整備する。 

b. 蒸気発生器伝熱管破損発生時及びインターフェイスシステム LOCA

発生時の 1次冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁及び主蒸気

逃がし弁を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリの高圧状態が継続する

場合、高圧溶融物放出及び格納容器内雰囲気直接加熱を防止する 1次

冷却系の減圧。このために、加圧器逃がし弁を重大事故等対処設備と

して位置付ける。 
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d. 1 次冷却系のフィードアンドブリード。このために、充てん/高圧注

入ポンプ、加圧器逃がし弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

e. 2 次系強制冷却。このために、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし

弁、復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 1 次冷却系のフィードアンドブリードに用いる充てん/高圧注入ポ

ンプ、加圧器逃がし弁、燃料取替用水タンクは、設計基準事故対処設

備に対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

b. 2 次系強制冷却を用いた 1 次冷却系統の減圧機能として使用する復

水タンクは、十分な容量を有する設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)1 次冷却系のフィードアンド

ブリードに用いる充てん/高圧注入ポンプ、加圧器逃がし弁等は、設計基

準事故対処設備である2次冷却系の除熱機能を有するタービン動補助給水

ポンプ、主蒸気逃がし弁等に対して多様性を有すること、b)加圧器逃がし

弁は原子炉格納容器内に、充てん/高圧注入ポンプは原子炉補助建屋内に

設置し、原子炉補助建屋内のタービン動補助給水ポンプ等とは異なる区画

に設置することにより位置的分散が図られた設計とすること、c)復水タン

クは、蒸気発生器への給水量に対し、淡水又は海水を補給するまでの間、

水源を確保する設計であることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 蒸気発生器への注水が確保され、中央制御室からの遠隔操作で主蒸

気逃がし弁の開操作ができない場合には、手動による主蒸気逃がし弁

を用いた 2次系強制冷却による 1次冷却系減圧の手順に着手する。こ

の手順では、現場での人力による主蒸気逃がし弁の開操作を計 3名に

より、約 20 分で実施する。 

b. 補助給水ポンプの故障等により蒸気発生器水位が低下し、全ての蒸

気発生器が除熱を期待できない水位（蒸気発生器広域水位計指示 10%

未満）になった際、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タン

ク水位が確保されている場合には、加圧器逃がし弁等を用いた 1次冷
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却系のフィードアンドブリードの手順に着手する。この手順では、充

てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁開操作を計 1 名により

実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b の順

に設定して明確化していること、b)1 次冷却系のフィードアンドブリード

の手順等について、充てん/高圧注入ポンプの起動、加圧器逃がし弁開操

作等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしている

ことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、①に掲げる設備を用いた手順等に

ついて、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的な要求事

項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉を減圧するための重大事故等対

処設備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条重大事故等防

止技術的能力基準等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

  

３．自主的対策における設備及び手順等 

  規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、1 次冷却系の減圧機能が喪失した場合に、その機能

を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するための多様性拡

張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、1 次冷却系の減圧機能を構成するフロントライン系の機能を回復

させる設備（表Ⅳ－４．３．１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりと

している。 

① 補助給水ポンプの故障等により、補助給水流量等が確認できない場合に

おいて、外部電源により所内常用電源が受電され、2 次冷却系の設備が運

転中の場合、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張ポンプによる蒸気発生

器への注水に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1名により

実施する。 

② 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が主蒸気ライン圧力等で確認できない

場合であって、外部電源が確保され、復水器の真空度が維持されている場
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合、タービンバイパス弁による蒸気放出に着手する。この手順では、中央

制御室での操作を 1名により実施する。 

③ 加圧器逃がし弁の故障等により原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機

能が喪失した場合であって、充てん/高圧注入ポンプの運転及び体積制御

タンク等の水位が確保され充てんラインが使用可能な場合、加圧器補助ス

プレイ弁を用いた 1次冷却系減圧に着手する。この手順では、中央制御室

での操作を 1名により実施する。 

④ 補助給水ポンプの故障等により、補助給水流量等が確認できない場合に

おいて、蒸気発生器への注水流量が喪失した場合には、可搬型ディーゼル

注入ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順では、可搬型

ホース、可搬型ディーゼル注入ポンプ等の運搬及び接続作業を、復水タン

クを水源とする場合は計 15 名により約 8 時間、中間受槽を水源とする場

合は計 24名により約 8時間で実施する。 

（２）サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、1 次冷却系の減圧機能を構成するサポート系の機能を回復させる

ための設備（表Ⅳ－４．３．１参照。）を用いた主な手順等として、現場の環

境が悪化し人力による主蒸気逃がし弁の機能回復が出来ない場合の、窒素ボン

ベ（主蒸気逃がし弁用）による主蒸気逃がし弁の機能回復着手を挙げている。

この手順では、系統構成、主蒸気逃がし弁の開操作を計 2 名により約 30 分で

実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がをより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．３．１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張ポンプ等 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2次冷却系

からの除熱による長期的な事故収束手段となり得る。 

タービンバイパ

ス弁 

 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備に要求される設備

としての耐震性は十分ではないものの、主蒸気逃がし弁の故障

に際して、代替手段となり得る。 

加圧器補助スプ 常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される
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レイ弁及び充て

ん/高圧注入ポ

ンプ 

プラント状況において使用することは困難であるものの、加圧

器逃がし弁の代替手段となり得る。 

窒素ボンベ（主

蒸気逃がし弁

用） 

 

初期対応は、現場で人力により弁操作を行う必要があるが、そ

の作業環境が悪化した場合、使用時間に制限があるものの、主

蒸気逃がし弁の不動作に際して、中央制御室からの遠隔操作に

より、主蒸気逃がし弁の機能を回復させる設備となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

４関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するために申請者

が計画する設備及び手順等について、①第４７条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．４項（以下「第４７条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適

切に整備される方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大

事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さ

らに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方

針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４７条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能（※37）が喪失した場合においても

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉を冷却す

るために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第４７条等に

おける「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉を冷却するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型重大事故防止設備。その運搬、接続及び操作に関する手順等 

ロ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合には、これに対応

するための常設重大事故防止設備 

                                                   
（※37）申請者は、「原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する原子炉

の冷却機能」について、は以下のとおりとしている。 

・１次冷却材が喪失している場合：安全注入設備を用いた原子炉への注水による原子炉の冷却機能。また、

余熱除去設備の再循環運転による原子炉の冷却機能。 

・１次冷却材が喪失していない場合又は運転停止中：余熱除去設備による除熱による原子炉の冷却機能。 
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ハ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより、起動及び十分

な期間の運転継続ができる手順等 

  また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）上記イ）及びロ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対し

て、多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

申請者は、第４７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 代替炉心注水のための可搬型電動低圧注入ポンプ等及び手順等 

② 代替炉心注水のための格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプ等

及び手順等 

③ 全交流動力電源喪失を想定した代替電源設備（大容量空冷式発電機等）

及び手順等（※38） 

④ 上記①及び②の設備については、設計基準事故対処設備に対して多様性

及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

⑤ 原子炉圧力容器に残存する溶融炉心を冷却するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※39）において、1次冷却系材低圧時に

原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備す

る方針としている。 

① 2 次冷却系の注水及び減圧のための設備及び手順 

② 代替交流電源の確保及び代替炉心注水のための設備及び手順等 

③ 代替設備を用いた代替再循環運転のための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、1次冷却系材低圧時に原子炉を冷却するために申請者が計画

する設備及び手順等が、第４７条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第４７条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

                                                   
（※38）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理。 
（※39）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」、「ECCS

注水機能喪失」、「ECCS 再循環機能喪失」、「格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）」、格納容器

破損防止対策のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）」、運転停止中の炉心損傷防止対

策をいう。 
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以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４７条等に対応するために、以下の対策とそのための重大

事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 可搬型重大事故防止設備を用いた代替炉心注入。そのため、可搬型

電動低圧注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ、可搬型電動ポン

プ用発電機を可搬型重大事故防止設備として新たに整備する。 

b. 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応する

ための常設重大事故防止設備を用いた代替炉心注入。そのため、Ａ格

納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用。以下同じ。）を常

設重大事故防止設備として位置付けるとともに、常設電動注入ポンプ、

大容量空冷式発電機を新たに整備する。 

c. 原子炉圧力容器に残存する溶融炉心を冷却するための炉心冷却。そ

のため、Ａ格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプ、燃料取替

用水タンク及び復水タンク等を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

規制委員会は、①a.の対策が４７条等要求事項イ）、①b.の対策が第４

７条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

また、①c.の対策が規則第４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止

するための対策に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 代替炉心注入に用いる常設電動注入ポンプ、可搬型電動低圧注入ポ

ンプ等は、設計基準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、

位置的分散が図られた設計とする。 

b. Ａ格納容器スプレイポンプ、常設電動注入ポンプ、可搬型電動低圧

注入ポンプは、代替炉心注入のために必要な流量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型電動低圧注入ポンプは、

その駆動源を専用の可搬型電動ポンプ用発電機とし、水源を淡水又は海水
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とすることにより、設計基準事故対処設備である余熱除去ポンプ及び充て

ん/高圧注入ポンプ（駆動源は非常用母線からの交流電源、水源は淡水の

み）に対して多様性及び独立性を有していること、可搬型電動低圧注入ポ

ンプは屋外に分散して保管されることにより設計基準事故対処設備に対

して位置的分散が図られていること、b)常設電動注入ポンプの駆動源は大

容量空冷式発電機とし、独立した電源供給ラインから供給されることなど

により、余熱除去ポンプ及び充てん/高圧注入ポンプに対して多様性及び

独立性を有していること、常設電動注入ポンプは余熱除去ポンプ及び充て

ん/高圧注入ポンプとは異なる区画に設置することにより位置的分散が図

られていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

よって、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４７条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針で

あることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 1 次冷却材喪失事象発生後、1 系統以上の非常用炉心冷却設備によ

る原子炉への注水を余熱除去ループ流量等により確認できない場合

であって、かつ、燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合に

は、Ａ格納容器スプレイポンプによる代替炉心注入の手順に着手する。

この手順では、中央制御室での操作等を計 2 名により、約 25 分で実

施する。 

b. Ａ格納容器スプレイポンプによる原子炉への注水が余熱除去ルー

プ流量等により確認できない場合であって、かつ、燃料取替用水タン

クの水位が確保されている場合には、常設電動注入ポンプ等による代

替炉心注入の手順に着手する。この手順では、系統構成、常設電動注

入ポンプの起動及び原子炉への注水を計 6 名により、約 53 分で実施

する。なお、運転停止中に全交流動力電源が喪失し原子炉への注入を

早期に実施する場合は計 7名により約 38 分で実施する。 

c. 常設電動注入ポンプによる原子炉への注水が余熱除去ループ流量

等により確認できない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ等による

代替炉心注入の手順に着手する。この手順では、可搬型電動低圧注入

ポンプ、可搬型ホース及び中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動
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低圧注入ポンプの起動並びに原子炉への注水を計 25 名により、約 7

時間 35 分で実施する。 

d. 炉心の著しい損傷、溶融が発生し、格納容器圧力と温度の上昇又は

可搬型温度測定装置（格納容器再循環ユニット入口温度/出口温度用）

の温度差の変化により原子炉格納容器内が過熱状態であると判断し

た場合には、溶融炉心が原子炉圧力容器に残存する場合の冷却の手順

に着手する。この手順では、原子炉格納容器への注水、原子炉格納容

器の圧力及び温度の監視、注水の停止等を計 3名により実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b、c、

の順に設定して明確化していること、b)可搬型電動低圧注入ポンプ等によ

る代替炉心注入等の手順等について、可搬型ホース及び中間受槽等の運搬、

接続作業、炉心注水等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練

を行うとしていること、c)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を確

保していること、d)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保していること、

e)可搬型電動低圧注入ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、

温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４７条等要求事項イ）、①b.

の対策が第４７条等要求事項ロ）に対応するものであること、①c.の対策が第

４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止するための対策に対応するもので

あること、①a.から c.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第４７条等に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却系が低圧時に原

子炉を冷却するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対

処設備を整備するとしている。 

a. 蒸気発生器 2次側への注水と主蒸気逃がし弁の開操作等による 2次

系強制冷却（※40）。このために、電動補助給水ポンプ、タービン動補

                                                   
（※40）申請者は、「蒸気発生器 2次側による炉心冷却（注水）」、「蒸気発生器２次側による炉心冷却（蒸気放出）」、

「蒸気発生器２次側のフィードアンドブリード」と記載しているが、分かりやすく本節では「2次系強制冷却」

と記載。なお、「蒸気発生器 2次側のフィードアンドブリード」時には、主蒸気ドレンラインを使用するとし
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助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁（手動）等を重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

b. 代替交流電源の確保及び代替炉心注入。そのため、大容量空冷式発

電機、常設電動注入ポンプ、可搬型電動低圧注入ポンプ、可搬型電動

ポンプ用発電機等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 代替設備を用いた代替再循環運転。このために、Ａ格納容器スプレ

イポンプ、原子炉格納容器再循環サンプ、格納容器再循環サンプスク

リーン、Ｂ余熱除去ポンプ（海水冷却（※41））、Ｃ充てん/高圧注入ポ

ンプ（海水冷却）等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、

移動式大容量ポンプ車等を重大事故等対処設備として新たに整備す

る。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 2 次系強制冷却に用いる電動補助給水ポンプの駆動源、主蒸気逃が

し弁（手動）は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、位置

的分散が図られた設計とする。 

b. 電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁（手動）等は、2 次冷却系の

除熱機能として必要な流量等を確保する。 

c. Ａ格納容器スプレイポンプ等は、代替再循環運転に必要な流量を確

保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)電動補助給水ポンプは、その

駆動源を大容量空冷式発電機とし、主蒸気逃がし弁に手動操作用のハンド

ルを設けることにより、設計基準事故対処設備の電源であるディーゼル発

電機を使用した電源に対して多様性を有していること、b)電動補助給水ポ

ンプの駆動源及び主蒸気逃がし弁は、ディーゼル発電機とは異なる区画に

設置することにより設計基準事故対処設備に対して位置的分散が図られ

ていること、c)Ａ格納容器スプレイポンプ及びＡ格納容器スプレイ冷却器

は、余熱除去ポンプ及び余熱除去冷却器とは原子炉補助建屋内において異

なる区画に設置することにより位置的分散が図られていることなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

                                                                                                                                              
ている。 

（※41）申請者は、ポンプの軸受等を冷却する機能が喪失した場合、冷却水として海水を供給して冷却機能を回復

させたポンプについて、「設備名（海水冷却）」と表記している。（例：「余熱除去ポンプ（海水冷却）」） 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 全交流動力電源が喪失し、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余

熱除去ループ流量等により確認できない際、2 次冷却系の除熱に必要

な復水タンクの水位が確保されている場合には、電動補助給水ポンプ

又はタービン動補助給水ポンプによる 2次系強制冷却（注水）の手順

に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1 名で実施する。 

b. 全交流動力電源が喪失し、余熱除去設備による崩壊熱除去機能を余

熱除去ループ流量等により確認できない際、補助給水流量等により蒸

気発生器への注水が確保されている場合には、主蒸気逃がし弁（手動）

による 2次系強制冷却（蒸気放出）の手順に着手する。この手順では、

現場での操作を計 3名により約 20分で実施する。 

c. 主蒸気逃がし弁（手動）による 2次冷却系からの冷却効果がなくな

り、低温停止に移行する場合で、かつ、b.の条件等を満たしている場

合には、主蒸気ドレンライン使用による 2次系強制冷却の手順に着手

する。この手順は計 25名により約 10 時間で実施する。 

d. 余熱除去ポンプの故障等により再循環運転による原子炉への注水

が余熱除去ループ流量等にて確認できない場合には、Ａ格納容器スプ

レイポンプによる代替再循環運転の手順に着手する。この手順では、

系統構成、ポンプの起動及び原子炉への注水を計 2 名により、約 15

分で実施する。 

e. 運転停止中に、全交流動力電源喪失等により余熱除去系の機能が喪

失した場合又は原子炉冷却材が流出した場合、若しくは中性子源領域

炉停止時中性子束高警報が発信した場合には、原子炉格納容器内の作

業員を退避させる手順に着手する。この手順では、退避指示、作業員

の退域確認、エアロック閉止作業を計 3名により実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b、cの

順に設定して明確化していること、b)Ａ格納容器スプレイポンプ等による

代替再循環運転の手順等について、系統構成、ポンプの起動及び原子炉へ

の注水等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとして

いること、c)バッテリ内蔵型の照明によりアクセス性を確保していること、

d)ページング装置等の必要な連絡手段を確保していること、e)現場で系統

構成等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認して

いることなどを確認した。 



298 
 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

なお、申請者は、ミッドループ運転中の事故時における原子炉格納容器

内からの作業員の退避に係る時間想定を 30 分としていたが、具体的な退

避時間の内訳、手順等の内容を示していなかった。このため、規制委員会

は、事象発生後、作業員の退避が完了するまでの具体的な手順を示し、当

該手順が想定時間で確実に完了できることの成立性を提示するよう求め

た。これに対し、申請者は、作業員の退避に関する対応について、教育、

作業員の退避及び人数把握、退避時間の内訳を示し、手順着手の判断基準、

操作手順、成立性を示した。これらにより、規制委員会は、原子炉格納容

器内からの作業員を退避させる手順等が適切に整備されていることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、1 次冷却材低

圧時に原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを

確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、1 次冷却系が低圧時に原子炉

を冷却するために必要となる重大事故等対処設備及び手順等を整備するととも

に、1 次冷却系の低圧時に原子炉を冷却する機能が喪失した場合に、その機能を

構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するための多様性拡張

設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）重大事故等対処設備 

① 対策と設備 

申請者は、上記２．以外の設備として、1 次冷却系が低圧時に原子炉を冷

却するために必要となる以下の対策と重大事故等対処設備を整備するとし

ている。 

a. 格納容器再循環サンプスクリーン閉塞時の炉心注水。そのため、Ｂ

充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却（※42））、燃料取替用水タンクを重

大事故等対処設備として位置付ける。 
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b. 代替炉心注入。このために、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却

（※42））を重大事故等対処設備として位置付ける。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備の主な設計方針として、炉心

注水に用いる燃料取替用水タンクは、格納容器再循環サンプ等に対して多

様性を有し、位置的分散を図る設計としている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自

己冷却）は、その水源を燃料取替用水タンクとすることにより、格納容器

サンプスクリーン及び格納容器再循環サンプに対して多様性を有してい

ること、b)燃料取替用水タンクは屋外に設置することで、原子炉格納容器

内の格納容器再循環サンプと位置的分散を図ることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 余熱除去ポンプ、充てん/高圧注入ポンプ等により再循環運転を行

っている際に、各ポンプの流量低下等により格納容器再循環サンプス

クリーンに閉塞の兆候を確認した場合、同兆候が現れた際の手順に着

手する。この手順は、格納容器内自然対流冷却、燃料取替用水タンク

への水源からの補給操作、同タンクを水源とした原子炉への注水等を

計 7名により実施する。 

b. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を確認できな

い際、燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合には、Ｂ充て

ん/高圧注入ポンプ（自己冷却）による代替炉心注入の手順に着手す

る。この手順では、系統構成、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）

の起動及び運転、原子炉への注水を計 6名により約 87分で実施する。 

なお、全交流動力電源喪失時に 1次冷却材喪失事象（大破断）が発

生した場合には、計 8名により約 74 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)格納容器再循環サンプスクリ

ーン閉塞時の炉心注水の手順等について、格納容器内自然対流冷却、燃料

取替用水タンクの補給、原子炉への注水の継続等を定め、必要な人員を確

保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)バッテリ内蔵型の照

                                                   
（※42）申請者は、ポンプの軸受等を冷却するサポート系が喪失した場合、冷却水を自らのポンプ出口水から供給

する方式のポンプについて、「設備名（自己冷却）」と表記している。（例：「充てん／高圧注入ポンプ（自己冷

却）」） 
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明によりアクセス性を確保していること、c)ページング装置等の必要な連

絡手段を確保していること、d)格納容器内自然対流冷却、燃料取替用水タ

ンクへの補給、原子炉への注水の継続等を行う作業環境（作業空間、温度

等）に支障がないことを確認していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等と

して自主的に位置付けた設備及び手順等を、第４３条及び重大事故等防止技術

的能力基準（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通的な要求事項）等に

従って適切に整備する方針であることを確認した。 

 

（２）その他の自主的対策設備 

（２）－１．フロントライン系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、1 次冷却系の低圧時に原子炉を冷却する機能を構成するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．４－１参照。）を用いた

主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を確認できない場

合であって、ろ過水貯蔵タンクの水位が確保されている場合には、電動消

火ポンプ等による代替炉心注水に着手する。この手順では、系統構成、消

火ポンプ等の起動、原子炉への注水を計 3名により、約 20 分で実施する。 

② 補助給水ポンプが使用できない場合には、電動主給水ポンプ又は蒸気発

生器水張ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順では、中

央制御室での操作を 1名により実施する。 

③ 補助給水ポンプ、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張ポンプが使用で

きない場合には、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注水

に着手する。この手順では、可搬型ホース、可搬型ディーゼル注入ポンプ

等の運搬及び接続作業を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名により

約 8 時間、中間受槽を水源とする場合は計 24 名により約 8 時間で実施す

る。 

④ 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が確認できない場合であって、外部電源

が確保され、復水器の真空度が維持されている場合には、タービンバイパ

ス弁による蒸気放出に着手する。この手順では、中央制御室での操作を 1

名により実施する。 

（２）－２．サポート系の機能を回復するための設備及び手順等 
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申請者は、1 次冷却系の低圧時に原子炉を冷却する機能を構成するサポート

系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．４－１参照。）を用いた主な手

順等は以下のとおりとしている。 

① Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）の故障等により、原子炉への注

入を確認できない場合において、燃料取替用水タンクの水位が確保されて

いる場合には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替炉心注

入に着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器スプレイポンプ（自

己冷却）の起動及び運転、原子炉への注水を計 8 名により約 60 分で実施

する。 

② 充てん/高圧注入ポンプの故障等により、原子炉への注入を確認できな

い場合において、燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合には、

燃料取替用水タンク（重力注入）による代替炉心注入に着手する。この手

順では中央制御室での操作を 1名により実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がをより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．４－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポン

プ、ディーゼル

消火ポンプ、消

防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される信頼

性は十分ではないものの、炉心注入の代替手段となり得る。 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張ポンプ等 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ、

可搬型電動低圧

注入ポンプ、可

搬型電動ポンプ

用発電機等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2次冷却系

からの除熱による長期的な事故収束のための設備となり得る。 

タービンバイパ

ス弁 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備に要求される設備

としての耐震性は十分ではないものの、主蒸気逃がし弁の故障

に際して代替設備となり得る。 

Ａ格納容器スプ 原子炉補機冷却水系統が復旧した場合に、原子炉補機冷却水系
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レイポンプ（自

己冷却）等 

統を汚染する可能性があるため、再循環運転で使用することが

できないものの、高い減圧効果が期待できる設備となり得る。 

 

Ａ余熱除去ポン

プ（空調用冷水） 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、原子

炉補機冷却水の代替手段となり得る。 

燃料取替用水タ

ンク（重力注入） 

燃料取替用水タンクの水頭圧が 1 次冷却材の圧力を下回った

場合は炉心へ注水できない可能性があるものの、比較的早い代

替炉心注水の手段となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等（第

４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設備及び手順等が、①第４８条

及び重大事故等防止技術的能力基準１．５項（以下「第４８条等」という。）にお

ける要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価（第

３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備さ

れる方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等

への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４８条等は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能（※43）が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止す

るため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備及び手順等を整備

することを要求している。第４８条等における「最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこ

れらと同等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）炉心の著しい損傷等を防止するための重大事故防止設備 

ロ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、

タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除

熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる設備及び手順等 

                                                   
（※43）申請者は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は以下のとおりとしてい

る。 

・原子炉補機冷却水海水設備及び原子炉補機冷却水設備による冷却機能 
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また、上記イ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うこととしている。 

ハ）上記イ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重

性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

申請者は、第４８条等の要求事項に対応するため、主蒸気逃がし弁から蒸気

を放出するとともに、タービン動補助給水ポンプ等により蒸気発生器 2次側へ

給水する2次冷却系のフィードアンドブリードを実施するための設備及び手順

等を整備する方針としている。 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※44）において、最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 

① 主蒸気逃がし弁から蒸気を放出するとともに蒸気発生器2次側へ給水す

る2次冷却系のフィードアンドブリードを実施するための設備及び手順等 

② 移動式大容量ポンプ車を用いたＡ、Ｂ格納容器再循環ユニット（※45）

による格納容器内自然対流冷却を実施するための設備及び手順等 

③ 移動式大容量ポンプ車（補機冷却海水通水）を用いて代替補機冷却を実

施するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設

備及び手順等が、第４８条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に

整備される方針であることから、第４８条等に適合するものと判断した。また、

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を

含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第４８条等の規制要求に対する設備及び手順 

                                                   
（※44）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」、格

納容器破損防止対策のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器加圧破損）、（格納容器過温破損）」、

「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料-冷却材相互作用」、「溶融炉心・

コンクリート相互作用」、運転停止中の炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」をいう。 

（※45）申請者は、格納容器内自然対流冷却時に、保有する格納容器再循環ユニットのうちＡ、Ｂ号機を使用する

としている。以下同じ。 
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① 対策と設備 

申請者は第４８条等に基づく要求事項に対応するため、その対策として

2 次冷却系のフィードアンドブリードを実施するとし、そのため、電動補

助給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水タンク、主蒸気逃がし弁

等を重大事故防止設備として位置付けるとしている。 

規制委員会は、上記の対策が第４８条等要求事項イ）、ロ）に対応する

ものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

2 次冷却系のフィードアンドブリードに用いるタービン動補助給水ポンプ、

主蒸気逃がし弁等は、設計基準事故対処設備に対して多様性及び独立性を

有し、位置的分散を図る設計とするとしている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)2 次冷却系のフィードアンド

ブリードに用いるタービン動補助給水ポンプの駆動源を蒸気とし、電動補

助給水ポンプの電源を代替電源からの給電とし、主蒸気逃がし弁はハンド

ルを設け手動操作とすることにより、非常用電源から給電される設計基準

事故対処設備である電動駆動の海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプ

に対して駆動源又は電源について多様性を有すること、b)タービン動補助

給水ポンプ、電動補助給水ポンプ、主蒸気逃がし弁は原子炉補助建屋内の

設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却水ポンプと異なる区画に設

置し、屋外の復水タンクは設計基準事故対処設備である海水ポンプと離れ

た位置に設置することにより位置的分散を図り、独立性を有することを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４８条等要求事項ハ）に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した際に、復水タンクの水位が確保さ

れている場合には、電動補助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポン

プを用いた蒸気発生器 2次側による炉心冷却（注水）の手順に着手す

る。この手順は中央制御室で通常の運転操作により実施する。 
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b. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ等の故障により、最終ヒート

シンクへ熱を輸送する機能が喪失した際に、原子炉を停止後に蒸気発

生器への注水が確認された場合には、主蒸気逃がし弁による蒸気発生

器 2次側による炉心冷却（蒸気放出）の手順に着手する。この手順で

は、現場での手動操作を計 3名により約 20 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)現場での手動操作等の手順等

について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしてい

ること、b)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を確保していること、

c)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保していること、d)現場での手動

操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認して

いることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第４８条等要求事項イ）、ロ）に

対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備が第４８条等要求事

項ハ）に適合する設計方針であること、①に掲げる重大事故等対処設備及びそ

の手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第４８

条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシンクへ熱を

輸送するために必要となる以下の対策とそのための重大事故等対処設備

を整備するとしている。 

a. 2 次冷却系のフィードアンドブリードを実施。そのため、電動補助

給水ポンプ、タービン動補助給水ポンプ、復水タンク、主蒸気逃がし

弁等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 格納容器内自然対流冷却を実施。そのため、Ａ、Ｂ格納容器再循環

ユニット等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 代替補機冷却を実施。そのため、移動式大容量ポンプ車（補機冷却

海水通水）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 
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a. 格納容器内自然対流冷却に用いるＡ、Ｂ格納容器再循環ユニット等

は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

b. 代替補機冷却に用いる移動式大容量ポンプ車（補機冷却海水通水）

は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)格納容器内自然対流冷却に用

いる移動式大容量ポンプ車は駆動源をディーゼル駆動とすることにより、

設計基準事故対処設備である電動駆動の海水ポンプ及び原子炉補機冷却

水ポンプに対して駆動源について多様性を有していること、b)Ａ、Ｂ格納

容器再循環ユニットは原子炉格納容器内に設置すること、また、移動式大

容量ポンプ車（補機冷却海水通水）は海水ポンプに対して離れた屋外に保

管することにより、設計基準事故対処設備である海水ポンプ及び原子炉補

機冷却水ポンプに対して位置的分散を図り、独立性を有することなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合には、移動式大容量ポンプ車

を用いたＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷

却の手順に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車の配置、

ホースの接続等、系統構成、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットへの通水

作業等を計 14 名により約 14 時間 10 分で実施する。 

b. 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプの故障等により最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合には、移動式大容量ポンプ車

による補機冷却海水通水による代替補機冷却の手順に着手する。この

手順では、移動式大容量ポンプ車の配置、ホースの接続等、系統構成

等を計 14名により約 14時間 10 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)移動式大容量ポンプ車の配置、

ホースの接続等、系統構成、通水作業の手順等について定め、必要な人員

を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)ヘッドライト等

により夜間でのアクセス性を確保していること、c)トランシーバ等の必要
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な連絡手段を確保していること、d)移動式大容量ポンプ車の配置、ホース

の接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認し

ていることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備

及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、フロントライン系及びサポー

ト系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための機能が喪失した場

合に、その機能を代替するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしてい

る。 

（１）フロントライン系の機能喪失時に最終ヒートシンクに熱を輸送する機

能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を回復させるための設備

（表Ⅳ－４．５－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 補助給水ポンプが使用できない場合には、電動主給水ポンプ又は蒸気発

生器水張りポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。この手順は中央

制御室で通常の運転操作により実施する。 

② 補助給水ポンプ、電動主給水ポンプ及び蒸気発生器水張りポンプが使用

できない場合には、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注

水に着手する。この手順では、可搬型ホース、可搬型ディーゼル注入ポン

プ等の運搬、接続作業等を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名によ

り、約 8 時間、中間受槽を用いる水源の場合は計 24 名により、約 8 時間

で実施する。 

③ 主蒸気逃がし弁による蒸気放出が確認できない場合であって、外部電源

が受電され、復水器の真空度が維持されている場合には、タービンバイパ

ス弁による蒸気放出に着手する。この手順は中央制御室で通常の運転操作

により実施する。 
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④ 海水ポンプ、原子炉補機冷却水ポンプ等の故障により、制御用圧縮空気

が供給されない場合には、所内用空気圧縮機による代替制御用圧縮空気供

給に着手する。この手順は自動動作により実施する。 

⑤ 原子炉補機冷却水ポンプ等の故障により、最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能が喪失した場合であって、安全注入信号が発信している場合には、

空調用冷水ポンプによるＡ余熱除去ポンプ代替補機冷却に着手する。この

手順では、系統構成、通水作業等を計 1名により、約 45 分で実施する。 

（２）サポート系の機能喪失時に最終ヒートシンクに熱を輸送する機能を代

替するための設備及び手順等 

申請者は、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を回復させるための設備

（表Ⅳ－４．５－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 補助給水ポンプの故障等により蒸気発生器への注水ができない場合に

は、可搬型ディーゼル注入ポンプによる蒸気発生器への注水に着手する。

この手順では、可搬型ディーゼル注入ポンプ、可搬型ホース等の運搬、接

続作業等を、復水タンクを水源とする場合は計 15 名により約 8 時間、中

間受槽を用いる水源の場合は計 24名により約 8時間で実施する。 

② 現場の環境が悪化した場合において、現場の手動操作により主蒸気逃が

し弁の機能回復が出来ない場合には、窒素ボンベによる主蒸気逃がし弁の

機能回復に着手する。この手順では、系統構成、主蒸気逃がし弁の開操作

等を計 2名により、約 30 分で実施する。 

③ 長期的に制御用圧縮空気が必要と判断した場合には、Ｂ制御用空気圧縮

機への移動式大容量ポンプ車を用いた海水冷却に着手する。この手順では、

移動式大容量ポンプ車の配置、ホースの接続等を計 14 名により 14 時間強

で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がをより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．５－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動主給水ポン

プ、蒸気発生器

水張りポンプ 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、補助

給水ポンプの代替手段となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、2次冷却系からの除熱による長期的な事故収

束手段となり得る。 
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タービンバイパ

ス弁 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、主蒸

気逃がし弁の代替手段となり得る。 

所内用空気圧縮

機 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、主蒸

気逃がし弁の機能回復が可能。 

空調用冷水ポン

プ（Ａ余熱除去

ポンプ冷却） 

常用系設備であるため、重大事故等対処設備として想定される

プラント状況において使用することは困難であるものの、原子

炉補機冷却水の代替手段となり得る。 

窒素ボンベ（主

蒸気逃がし弁

用） 

現場で弁操作を行う必要があるが、その作業環境が悪化した場

合、使用時間に制限があるものの、中央制御室からの遠隔操作

により、主蒸気逃がし弁の機能回復が可能。 

Ｂ制御用空気圧

縮機（海水冷却） 

系統構成に時間を要するものの、中央制御室からの遠隔操作に

より、主蒸気逃がし弁の機能回復が可能。 

 

 

Ⅳ－４．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備及び手順等（第４９

条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６関係） 

本節では、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

が、①第４９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６項（以下「第４９条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、

適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応によ

り重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第４９条等は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、また、炉心の著し

い損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉

格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要

な設備及び手順等を整備することを要求している。第４９条等における「原子

炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必

要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以

上の効果を有する設備及び手順等をいう。 
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イ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能（※46）が

喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレ

イ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器

スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下さ

せるために必要な設備及び手順等 

ロ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失して

いるものとして、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器

内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設

備及び手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）上記イ）及びロ）の格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対

処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る。 

申請者は、第４９条等の要求事項に対応するため、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の冷却等のため以

下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット等による格納容器内自然対流冷却を実施

するための設備及び手順等 

② 常設電動注入ポンプ等による代替格納容器スプレイを実施するための

設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※47）において、炉心の著しい損傷の防

止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の冷却等のため

の重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット等による格納容器内自然対流冷却を実施

するための設備及び手順等 

② 常設電動注入ポンプ等による代替格納容器スプレイを実施するための

設備及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第４９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第４９条等に適合するものと判断した。また、有

                                                   
（※46）申請者は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる機能は以下のと

おりとしている。 

・格納容器スプレイポンプ、燃料取替用水タンクによる原子炉格納容器への注水機能 

（※47）有効性評価において、炉心損傷防止対策のうち「全交流動力電源喪失」、「原子炉補機冷却機能喪失」、「原

子炉格納容器の除熱機能喪失」、格納容器破損防止対策のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

加圧破損）、（格納容器過温破損）」、「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃

料-冷却材相互作用」、「溶融炉心・コンクリート相互作用」、運転停止中の炉心損傷防止対策のうち「全交流動

力電源喪失」をいう。 
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効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含

み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第４９条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第４９条等に基づく要求事項に対応するために、炉心の著し

い損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内

の冷却等のため以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備する

としている。 

a. 格納容器内自然対流冷却。そのため、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

ト等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 代替格納容器スプレイ。そのため、常設電動注入ポンプ等を新たに

重大事故等対処設備として整備する。 

規制委員会は、上記 a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）、上記 b.

の対策が第４９条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基

準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

b. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、それぞ

れ原子炉格納容器内の雰囲気を除熱できる設計とする。 

c. 原子炉格納容器内の放射性物質濃度を低下できる設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)代替格納容器スプレイに用い

る常設電動注入ポンプは、代替電源設備から給電することにより、非常用

電源設備から給電される設計基準事故対処設備の格納容器スプレイポン

プに対して、電源について多様性を有すること、b)格納容器内自然対流冷
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却に用いるＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基準事故対処設備の格

納容器スプレイポンプに対して、冷却方式が異なることから多様性を有し

ていること、c)常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、

それぞれ格納容器スプレイポンプとは異なる区画に設置することにより

位置的分散を図り、独立性を有すること、d)常設電動注入ポンプは、炉心

崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流

量を有すること、e)Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、自然対流冷却の圧

力損失を考慮しても、炉心崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要な除熱能力を有すること、f)代替格納容器スプレイを行うこと

により原子炉格納容器内の放射性物質濃度を低下できることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４９条等要求事項イ）、ハ）、①b.に掲げる重大事故等対処設備につ

いて、第４９条等要求事項イ）、ロ）、ハ）に適合する設計方針であること

を確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 格納容器圧力が 110kPa[gage]以上であり、格納容器スプレイポンプ

の故障等により原子炉格納容器へ注水できない場合には、Ａ、Ｂ格納

容器再循環ユニットを用いる格納容器内自然対流冷却の手順に着手

する。この手順では、系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作

業等を計 5名により約 70 分で実施する。 

b. 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、格納容

器スプレイポンプの故障等により原子炉格納容器へ注水されない場

合及び格納容器内自然対流冷却により格納容器圧力が低下しない場

合には、常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの手順に着

手する。この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動及び運

転、格納容器への注水を計 8名により約 38 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)格納容器内自然対流冷却、代替格納容

器スプレイ等について、系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作業、

常設電動注入ポンプの起動等の手順等を定め、必要な人員を確保するとと

もに必要な訓練を行うとしていること、c)接続等を行う作業環境（作業空
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間、温度等）に支障がないことを確認していること、d)ヘッドライト等に

より夜間でのアクセス性を確保していること、e)トランシーバ等の必要な

連絡手段を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）、

ロ）、ハ）に対応するものであること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設

備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることか

ら、第４９条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合に原子炉格納容器内の冷却等のた

めに必要となる以下の対策とそのための重大事故等対処設備を整備する

としている。 

a. 代替格納容器スプレイ。そのため、常設電動注入ポンプ等を新たに

重大事故等対処設備として整備する。 

b. 格納容器内自然対流冷却。そのため、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

ト等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、移動式大容量

ポンプ車等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基

準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

b. 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、それぞ

れ原子炉格納容器内の雰囲気を除熱できる設計とする。 

c. 移動式大容量ポンプ車は必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)代替格納容器スプレイに用い

る常設電動注入ポンプは、代替電源設備から給電されることから、非常用

電源設備から給電される設計基準事故対処設備の格納容器スプレイポン

プに対して、電源について多様性を有すること、b)格納容器内自然対流冷
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却に用いるＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、設計基準事故対処設備の格

納容器スプレイポンプに対して、冷却方式について多様性を有しているこ

と、c) 常設電動注入ポンプ及びＡ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、それ

ぞれ格納容器スプレイポンプとは異なる区画に設置することによる位置

的分散が図られ、独立性を有すること、d)常設電動注入ポンプは、炉心崩

壊熱により原子炉格納容器の破損を防止するために必要なスプレイ流量

を有すること、e)Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、自然対流冷却の圧力

損失を考慮しても、炉心崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な除熱能力を有すること、f)移動式大容量ポンプ車は、1 号炉及

び2号炉で同時に格納容器内自然対流冷却を行うために必要な量の水を格

納容器再循環ユニットへ通水できるものであること、g)移動式大容量ポン

プ車は、1 号炉及び 2 号炉で 2 セット 2 台、故障時及び保守点検による待

機除外時のバックアップ用として1台の合計3台を保有することを確認し

た。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 全交流動力電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時に1次冷却材喪

失事象（大破断）が発生し、原子炉格納容器へ注水されない場合には、

常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの手順に着手する。

この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動及び運転、格納

容器への注水を計 8名により約 38分で実施する。 

b. 全交流動力電源喪失時に早期の電源回復が不能、又は、原子炉補機

冷却水系の機能が喪失した場合には、移動式大容量ポンプ車を用いた

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却の手順

に着手する。この手順では、系統構成、格納容器再循環ユニットへの

通水作業等を計 14 名により 14 時間強で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a、b の順

に設定して明確化していること、b)格納容器内自然対流冷却、代替格納容

器スプレイ等について、可搬型ホースの運搬、接続作業等の手順等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッ

ドライト等により夜間でのアクセス性を確保していること、d)トランシー
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バ等の必要な連絡手段を確保していること、e)接続等を行う作業環境（作

業空間、温度等）に支障がないことを確認していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において原子炉格納容器

内の冷却等のため重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備及び

手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

  

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、フロントライン系及びサポート系の機能が喪失し、

原子炉格納容器内の冷却等のための機能が喪失した場合に、その機能を代替する

ための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）フロントライン系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための

機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に

原子炉格納容器内の冷却等のための機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

６－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷前において、格納容器雰囲気の状態に応じて、Ａ、Ｂ原子炉格

納容器再循環ファンの運転が可能な場合には、Ａ、Ｂ格納容器再循環ファ

ンによる格納容器内自然対流冷却に着手する。この手順は通常の運転操作

により実施する。 

② 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、常設電動注

入ポンプの故障等により原子炉格納容器に注水できない場合には、電動消

火ポンプ等による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、系統

構成、電動消火ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

③ 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、常設電動注

入ポンプの故障等により原子炉格納容器に注水できない場合には、可搬型

電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる代替格納容

器スプレイに着手する。この手順では、系統構成、可搬型電動低圧注入ポ

ンプ等の起動等を計 25名により約 7時間 35 分で実施する。 
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（２）サポート系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための機能を

代替するための設備及び手順等 

申請者は、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に

原子炉格納容器内の冷却等のための機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

６－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉格納容器への注水が確認で

きない場合には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代替格納

容器スプレイに着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却）の起動等を計 7名により約 47 分で実施する。 

② Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の故障等により原子炉格納容器

に注水できない場合には、ディーゼル消火ポンプ等による代替格納容器ス

プレイに着手する。この手順は、系統構成、ディーゼル消火ポンプ等の起

動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

③ Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の故障等により原子炉格納容器

に注水できない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、

系統構成、ポンプの起動等を計 25名により約 7時間 35 分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．６－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

Ａ、Ｂ格納容器再循環

ファン 

原子炉格納容器内の空気を強制的に循環できるため、格

納容器内の温度の影響を受ける可能性があるものの、原

子炉格納容器を効率的に冷却する手段となり得る。 

電動消火ポンプ、ディ

ーゼル消火ポンプ、消

防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求され

る信頼性は十分ではないものの、代替格納容器スプレイ

の手段となり得る。 

可搬型電動低圧注入

ポンプ、可搬型ディー

ゼル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期に

は期待できないものの、代替格納容器スプレイの手段と

なり得る。 

Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却） 

自己冷却で使用した場合、原子炉補機冷却水に放射性物

質が流れ込み汚染する可能性があることから再循環運転

で使用することはできないものの、流量が大きく高い減

圧効果が見込める手段となり得る。 
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Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等

（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係） 

本節では、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために申請者が計画する設備及

び手順等が、①第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７項（以下「第５

０条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

るか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順

等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的

な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５０条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必

要な設備及び手順等を整備することを要求している。第５０条等における「原

子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるために必要な設備及び手順等」とは、

以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手

順等をいう。 

イ）格納容器圧力逃がし装置又は格納容器再循環ユニット及びそれら設備に

より原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等 

申請者は、第５０条等の要求事項に対応するため、格納容器内自然対流冷却

を実施するための設備及び手順等を整備する方針としている。① 格納容器内

自然対流冷却を実施するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※48）において、原子炉格納容器の圧

力及び温度を低下させるための重大事故等対処設備及び手順等として、全交流

動力電源喪失時における格納容器内自然対流冷却を実施するための設備及び

手順等を整備する方針としている。 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるために申請者が

計画する設備及び手順等が、第５０条等における各々の要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であることから、第５０条等に適合するものと判断

した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

                                                   
（※48）有効性評価において、格納容器破損防止対策をいう。 
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なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５０条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５０条等に基づく要求事項に対応するために、格納容器内

自然対流冷却を実施するとし、そのために、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

ト（※49）、Ａ、Ｂ原子炉補機冷却水ポンプ、Ａ、Ｂ原子炉補機冷却水冷却

器、原子炉補機冷却水サージタンク、海水ポンプ等を重大事故等対処設備

として位置付けるとともに、窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタンク

加圧用）を新たに整備するとしている。 

規制委員会は、上記の対策が第５０条等要求事項イ）に対応するもので

あることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニット等は原子炉格納容器内の雰囲気を除熱でき

る容量を確保することであるとしている。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニッ

トは、原子炉補機冷却水を通水することにより、自然対流冷却の圧力損失

を考慮しても、炉心崩壊熱による原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な除熱能力を有すること、b)窒素ボンベ（原子炉補機冷却水サージタ

ンク加圧用）は、原子炉補機冷却水の沸騰を防止するため、原子炉補機冷

却水サージタンク気相部を必要な圧力まで加圧できる容量を確保するこ

とを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等として、格納容器圧力が

110kPa［gage］以上であり、格納容器スプレイ流量が確認できない場合に

                                                   
（※49）申請者は、格納容器内自然対流冷却時に、保有する格納容器再循環ユニットのうちＡ、Ｂ号機を使用する

としている。 
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は、格納容器内自然対流冷却の手順に着手するとしている。この手順では、

系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作業を計 5 名により約 70 分

で実施するとしている。 

規制委員会は、格納容器再循環ユニットによる格納容器内自然対流冷却

について、a)系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水等の手順等を定

め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)

系統構成、格納容器再循環ユニットへの通水作業等を行う作業環境（作業

空間、温度等）に支障がないことを確認していること、c)バッテリ内蔵型

の照明によりアクセス性を確保していること、d)ページング装置等の必要

な連絡手段を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた手

順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的な要

求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５０条等要求事項イ）に対応す

るものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第５０条等に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器の圧力及

び温度を低下させるために必要となる対策として、全交流動力電源喪失時

に格納容器内自然対流冷却を実施するとし、そのために、Ａ、Ｂ格納容器

再循環ユニット等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、移動

式大容量ポンプ車を重大事故等対処設備として新たに整備するとしてい

る。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットは、原子炉格納容器内の雰囲気を除

熱できる容量を確保する。 

b. 移動式大容量ポンプ車は、必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)Ａ、Ｂ原子炉格納容器再循環

ユニットは、原子炉補機冷却水を通水することにより、自然対流冷却の圧

力損失を考慮しても、炉心崩壊熱により原子炉格納容器の破損を防止する
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ために必要な除熱能力を有すること、b) 移動式大容量ポンプ車は、1号炉

及び2号炉で同時に格納容器内自然対流冷却を行うために必要な量の水を

格納容器再循環ユニットへ通水できるものであること、c) 移動式大容量

ポンプ車は、1 号炉及び 2 号炉で 2 セット 2 台、故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として 1台の合計 3台を保有することを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉補機冷却機能が補機冷却水ヘッダ供給ライン流量等により

確認できない場合には、移動式大容量ポンプ車による格納容器内自然

対流冷却の手順に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車の

配置及びホースの接続、Ａ、Ｂ格納容器再循環ユニットへの通水作業

等を計 14名により約 14時間 10 分で実施する。 

規制委員会は、格納容器内自然対流冷却について、a)移動式大容量ポン

プ車の配置、ホースの接続等、通水作業の手順等を定め、必要な人員を確

保するとともに必要な訓練を行うとしていること、b)移動式大容量ポンプ

車の配置、ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障が

ないことを確認していること、c)バッテリ内蔵型の照明によりアクセス性

を確保していること、d)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保している

ことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において

原子炉格納容器の過圧破損を防止するため重大事故等対処設備及び手順等と

して位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針で

あることを確認した。 

 

３．自主的対策のための設備及び手順等 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために必要と

なる重大事故等対処設備及び手順等を整備するとともに、交流動力電源及び原子

炉補機冷却機能が健全である場合、喪失した場合のそれぞれについて、原子炉格

納容器の圧力及び温度を低下させるための多様性拡張設備及び手順等を整備す

るとしている。 

（１）重大事故等対処設備 

① 対策と設備 

申請者は、上記２．以外の設備として、原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるために必要となる以下の対策と重大事故等対処設備を整

備するとしている。 

a. 格納容器スプレイ。そのため、格納容器スプレイポンプ、燃料取替

用水タンクを重大事故等対処設備に位置付ける。 

b. 代替設備を用いた代替格納容器スプレイ。そのため、燃料取替用水

タンク、復水タンクを重大事故等対処設備として位置付け、常設電動

注入ポンプを新たに整備する。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプは、原子炉格納容器内の雰囲気の冷却に必要な

容量を確保する。 

b. 燃料取替用水タンク及び復水タンクは、必要な容量を確保する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)常設電動注入ポンプは代替格

納容器スプレイとして格納容器内の雰囲気の冷却に必要な容量を確保す

ること、b)代替格納容器スプレイの水源である燃料取替用水タンク及び復

水タンクは、原子炉格納容器への注水量に対し、淡水又は海水を補給する

までの間に必要な容量を確保することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

 申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 
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a. 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa [gage]）以上で格納容器ス

プレイポンプが起動しておらず、燃料取替用水タンクの水位が確保さ

れている場合には、格納容器スプレイの手順に着手する。この手順で

は、中央制御室での操作を１名により実施する。 

b. 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa [gage]）以上で格納容器ス

プレイポンプの故障等により格納容器への注水が確認できない場合

及び格納容器内自然対流冷却により格納容器圧力が低下しない場合

には、常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレイの手順に着手

する。この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動及び運転、

格納容器への注水を計 8名により約 38 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)格納容器スプレイ、代替格納容器スプ

レイ等について格納容器スプレイの実施、系統構成、常設電動ポンプの起

動の手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとし

ていること、c)接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がない

ことを確認していること、d)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を

確保していること、e)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保しているこ

となどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、原子炉格納容器の圧力及び温度を

低下させるための重大事故等対処設備及び手順等として自主的に位置付けた

設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認

した。 

 

（２）その他の自主的対策設備 

（２）－１ 交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合 

申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合において、

原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるための機能を回復させる設備（表

Ⅳ－４．７－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 常設電動注入ポンプの故障等により格納容器への注水が確認されない

場合であって、ろ過水タンクの水位が確保されている場合には、電動消火

ポンプ等による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、系統構
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成、電動消火ポンプ等の起動、格納容器への注水を計 3 名により約 17 分

で実施する。 

② 常設電動注入ポンプの故障等により格納容器への注水が確認されない

場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプに

よる代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、可搬型電動低圧注

入ポンプ、可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧

注入ポンプの起動並びに格納容器への注水等を計 25 名により約 7 時間 35

分で実施する。 

（２）－２ 全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合 

申請者は、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合において、

原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させるための機能を回復させる設備（表

Ⅳ－４．７－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 格納容器圧力が最高使用圧力（245kPa[gage]）以上であり、常設電動注

入ポンプの故障等により格納容器への注水ができない場合であって、燃料

取替用水タンクの水位が確保されている場合には、Ａ格納容器スプレイポ

ンプ（自己冷却）による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、

系統構成、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の起動及び運転、格納

容器への注水を計 7名により約 47分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がをより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．７－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポン

プ、ディーゼル

消火ポンプ又は

消防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される信頼

性は十分ではないものの、炉心注入格納容器スプレイの代替手

段となり得る。 

可搬型電動低圧

注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期待

できないものの、水源を特定せず原子炉格納容器への注水に使

用できる設備となり得る。 

Ａ格納容器スプ

レイポンプ（自

己冷却） 

原子炉補機冷却水系統が復旧した場合に、原子炉補機冷却水系

統を汚染する可能性があるため、再循環運転で使用することが

できないものの、高い減圧効果が期待できる設備となり得る。 
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Ⅳ－４．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手

順等（第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８関係） 

本節では、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計画する設

備及び手順等について、①第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８項（以

下「第５１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、

自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確

認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５１条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却す

るために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第５１条等に

おける「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するための原子炉格納容

器下部注水設備及び手順等 

ロ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子

炉圧力容器へ注水する手順等 

また、上記の設備及び手順等については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）可搬型の原子炉格納容器下部注水設備の場合は、接続する建屋内の流路

をあらかじめ敷設すること。 

ニ）上記イ）の原子炉格納容器下部注水設備は多重性又は多様性及び独立性

を有し、位置的分散を図ること（ただし、建屋内の構造上の流路及び配管

を除く。）。 

ホ）上記イ）の設備は、交流又は直流電源が必要な場合は、代替電源からの

給電を可能とすること。 

申請者は、第５１条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器下部に落下した溶融炉

心の冷却を行う格納容器スプレイを実施するための設備及び手順等 

② 常設電動注入ポンプによる原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却を行う代替格納容器スプレイを実施するための設備及び手順等 
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③ 充てん/高圧注入ポンプ又は余熱除去ポンプによる溶融炉心の原子炉格

納容器下部への落下の遅延又は防止を行う炉心注入を実施するための手

順等 

④ Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）又は常設電動注

入ポンプによる溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止

を行う代替炉心注入を実施するための手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※50） において、原子炉格納容器下部

の溶融炉心を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として、常設電動

注入ポンプによる代替格納容器スプレイを実施するための設備及び手順等を

整備する方針としている。 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計

画する設備及び手順等が、第５１条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第５１条等に適合するものと判断した。

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５１条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための格納容器

スプレイ。そのために、格納容器スプレイポンプ等を重大事故等対処

設備として位置付ける。 

b. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための代替格納

容器スプレイ。そのために、常設電動注入ポンプ等を重大事故等対処

設備として新たに整備する。 

                                                   
（※50）有効性評価において、格納容器破損防止対策をいう。 
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c. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための

炉心注入。そのために、充てん/高圧注入ポンプ（高圧又は低圧注入

ライン使用、あるいは、充てんライン使用）、余熱除去ポンプ（高圧

又は低圧注入ライン使用）等を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための

代替炉心注入。そのために、Ａ格納容器スプレイポンプ（RHRS-CSS タ

イライン使用）、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）等を重大事故

等対処設備として位置付けるとともに、常設電動注入ポンプ等を重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.及び b.の対策が第５１条等要求事項イ）、上記 c.

及び d.の対策が第５１条等基準要求ロ）に対応するものであることを確認

した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための常設電動

注入ポンプは、格納容器スプレイポンプに対して多様性及び独立性を

有し、位置的分散が図られた設計とする。また、全交流動力電源が喪

失した場合でも代替電源設備により給電が可能な設計とする。さらに、

格納容器スプレイ水は溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビ

ティに十分な水量を蓄水できる設計とする。 

b. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための

常設電動注入ポンプは、Ａ格納容器スプレイポンプに対して多様性を

有し、位置的分散が図られた設計とする。また、全交流動力電源が喪

失した場合でも代替電源設備により給電が可能な設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a) 常設電動注入ポンプは、代

替電源設備から給電されるため、非常用電源設備から給電される設計基準

事故対処設備の格納容器スプレイポンプに対して、電源について多様性を

有すること、b)常設電動注入ポンプは設計基準事故対処設備の格納容器ス

プレイポンプとは原子炉補助建屋の異なる区画に設置されることにより

設計基準事故対処設備に対する位置的分散が図られ、独立性を有すること、

c)常設電動注入ポンプは全交流動力電源が喪失した場合でも代替電源設

備の大容量空冷式発電機から給電が可能な設計とすること、d)格納容器ス

プレイ水が格納容器とフロア最外周部間の隙間等を通じ格納容器最下部

フロアまで流下し、さらに小扉及び連通穴を経由して原子炉下部キャビテ

ィへ流入することで、溶融炉心が落下するまでに原子炉下部キャビティに
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十分な水量を蓄水できる設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備

について、第５１条等要求事項ニ二）及びホ）に適合する設計方針である

ことを確認した。 

なお、申請者の計画においては、原子炉格納容器下部注水設備として可

搬型の設備を重大事故等対処設備としていないことから第５１条等要求

事項ハ）に適合する必要はない。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

③－１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

a. 炉心が損傷し、格納容器再循環サンプ水位が 77%未満の場合におい

て、格納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの水位が確

保されている場合には、格納容器スプレイの手順に着手する。この手

順は、中央制御室での操作を 1名により実施する。 

b. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、格納容器スプレイポ

ンプの故障等により格納容器への注水が確認できない場合において、

格納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの水位が確保

されている場合には、常設電動注入ポンプによる代替格納容器スプレ

イの手順に着手する。この手順では、系統構成、常設電動注入ポンプ

の起動操作等を計 8名により約 38分で実施する。 

③－２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

a. 炉心が損傷し、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タンク

の水位が確保されている場合には、充てん/高圧注入ポンプ又は余熱

除去ポンプによる高圧又は低圧注入ラインを使用した炉心注入の手

順に着手する。この手順は、中央制御室での操作を 1名により実施す

る。 

b. 充てん/高圧注入ポンプ又は余熱除去ポンプの故障等により原子炉

への注水が確認できない場合において、原子炉へ注水するために必要

な燃料取替用水タンクの水位が確保されている場合には、Ａ格納容器

スプレイポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）による代替炉心注入の手

順に着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器スプレイポンプ

の起動操作等を計 2名により約 25分で実施する。 
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c. Ａ格納容器スプレイポンプの故障等により原子炉への注水が確認

できない場合において、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水

タンクの水位が確保されている場合には、充てん/高圧注入ポンプに

よる充てんラインを使用した炉心注入の手順に着手する。この手順は、

中央制御室の通常の運転操作により実施される。 

d. 充てん/高圧注入ポンプの故障等により原子炉への注水が確認でき

ない場合において、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タン

クの水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない場合

には、常設電動注入ポンプによる代替炉心注入の手順に着手する。こ

の手順では、系統構成、常設電動注入ポンプの起動操作等を計 7名に

より約 38分、又は計 6名により約 53 分で実施する。 

e. 全交流電源喪失又は原子炉補機冷却機能喪失時に炉心が損傷した

場合において、原子炉へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの

水位が確保されている場合には、Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷

却）による代替炉心注入の手順に着手する。この手順では、系統構成、

Ｂ充てん/高圧注入ポンプ（自己冷却）の起動等を計 6 名により約 87

分、又は計 8名により約 74 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を、原子炉格

納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための手順として③－１）a.、b.

の順に、また、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止の

ための手順として、全交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全な場合

は③－２）a.、b.、c.、d.の順に、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機

能が喪失した場合は③－２）e.、d.の順に設定して明確化していること、

b)代替格納容器スプレイ、代替炉心注入等について現場での手動操作等の

手順等について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うと

していること、c)作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認

していること、d)ヘッドライト等により夜間でのアクセス性を確保してい

ること、e)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保していることなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から d.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、上記③－２）の手順等が第５１条等要求事項ロ）

に対応するものであることを確認した。 
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以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第５１条等要求事項イ）

に、①c.及び d.の対策が第５１条等要求事項ロ）に対応するものであること、

①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備が第５１条等要求事項ニ二）、ホ）に

適合する設計方針であること、①a.から d.に掲げる重大事故等対処設備及びそ

の手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５１

条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するために、常設電動注入ポンプを用いた代替格納容器スプレイによ

る格納容器下部への注水を必要な対策としている。この対策は、（１）①b.と

同じであるため必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関す

る重大要事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するため重大事故等対処設備及び手順等とし

て位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であ

ることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全な場合

又は喪失した場合において、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機

能が喪失した場合に、その機能を代替するための多様性拡張設備及び手順等を整

備するとしている。 

（１）交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である時に原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却するための機能を代替するための設備及び手

順等 

① 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合にお

いて、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機能を回復する設

備（表Ⅳ－４．８－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとして

いる。 
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a. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、常設電動注入ポンプ

の故障等により、格納容器への注水が確認できない場合であって、格

納容器へ注水するために必要なろ過水貯蔵タンクの水位が確保され

ている場合には、電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ又は消防自

動車による代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、系統構

成、電動消火ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

b. 常設電動注入ポンプの故障等により、格納容器への注水が確認でき

ない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入

ポンプによる代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、ポン

プ、可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注

入ポンプ等の起動等を計 25 名により約 7時間 35 分で実施する。 

② 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

申請者は、交流動力電源及び原子炉補機冷却機能が健全である場合にお

いて、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止するための

機能を回復する設備（表Ⅳ－４．８－２参照。）を用いた主な手順等は以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注水が確認できな

い場合であって、原子炉へ注水するために必要なろ過水貯蔵タンクの

水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない場合には、

電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替炉

心注入に着手する。この手順では、系統構成、電動消火ポンプ等の起

動等を計 3名により約 20 分で実施する。 

b. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注水が確認できな

い場合であって、代替格納容器スプレイに使用されていない場合には、

可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプによる

代替格納容器炉心注入に着手する。この手順では、ポンプ、可搬型ホ

ース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注ポンプの起動

等を計 25名により約 7時間 35 分で実施する。 

（２）交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した時に原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するための機能を代替するための設備及び手順

等 

① 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却 

申請者は、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合にお

いて、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための機能を回復する設

備（表Ⅳ－４．８－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとして

いる。 
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a. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、常設電動注入ポンプ

の故障等により、格納容器への注水が確認できない場合であって、格

納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タンクの水位が確保さ

れている場合には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）による代

替格納容器スプレイ着手する。この手順では、系統構成、Ａ格納容器

スプレイポンプ（自己冷却）の起動等を計 7 名により約 47 分で実施

する。 

b. 格納容器再循環サンプ水位が 77%未満であり、常設電動注入ポンプ

の故障等により、格納容器への注水が確認できない場合であって、格

納容器へ注水するために必要なろ過水貯蔵タンクの水位が確保され

ている場合には、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替格

納容器スプレイに着手する。この手順では、系統構成、ディーゼル消

火ポンプ等の起動等を計 3名により約 17 分で実施する。 

c. 常設電動注入ポンプの故障等により、格納容器への注水が確認でき

ない場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入

ポンプによる代替格納容器スプレイに着手する。この手順では、ポン

プ、可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注

入ポンプ等の起動等を計 25 名により約 7時間 35 分で実施する。 

② 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

申請者は、全交流動力電源又は原子炉補機冷却機能が喪失した場合にお

いて、溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止するための

機能を回復する設備（表Ⅳ－４．８－２参照。）を用いた主な手順等は以

下のとおりとしている。 

a. 常設電動注入ポンプの故障等により、原子炉への注水が確認できな

い場合であって、格納容器へ注水するために必要な燃料取替用水タン

クの水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない場合

には、Ａ格納容器スプレイポンプ（自己冷却）（RHRS-CSS タイライン

使用）による代替炉心注入に着手する。この手順では、系統構成、Ａ

格納容器スプレイポンプ（自己冷却）の起動等を計 8 名により約 60

分で実施する。 

b. Ａ格納容器スプレイポンプの故障等により、原子炉への注水が確認

できない場合であって、格納容器へ注水するために必要なろ過水貯蔵

タンクの水位が確保され、代替格納容器スプレイに使用されていない

場合には、ディーゼル消火ポンプ又は消防自動車による代替炉心注入

に着手する。この手順では、系統構成、ディーゼル消火ポンプ等の起

動等を計 3名により約 20 分で実施する。 
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c. Ａ格納容器スプレイポンプの故障等により、原子炉への注水が確認

できない場合であって、代替格納容器スプレイに使用されていない場

合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプ

による代替炉心注水に着手する。この手順では、ポンプ、可搬型ホー

ス、中間受槽等の運搬、接続作業、可搬型電動低圧注入ポンプ等の起

動等を計 25 名により約 7時間 35分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．８－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

（落下溶融炉心の冷却） 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポンプ、デ

ィーゼル消火ポンプ

又は消防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される

信頼性は十分ではないものの、格納容器スプレイの代替手

段となり得る。 

可搬型電動低圧注入

ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には

期待できないものの、水源を特定せず格納容器スプレイの

代替手段となり得る。 

Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却） 

自己冷却で使用した場合、原子炉補機冷却水に放射性物質

が流れ込み汚染する可能性があることから再循環運転で

使用することはできないものの、流量が大きく高い減圧効

果が見込める手段となり得る。 

 

表Ⅳ－４．８－２ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

（溶融炉心の落下の遅延又は防止） 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電動消火ポンプ、デ

ィーゼル消火ポンプ

又は消防自動車等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される

信頼性は十分ではないものの、炉心注入の代替手段となり

得る。 

可搬型電動低圧注入

ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には

期待できないものの、水源を特定せず炉心注入の代替手段

となり得る。 

Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（自己冷却）

（RHRS-CSSタイライ

自己冷却で使用した場合、原子炉補機冷却水に放射性物質

が流れ込み汚染する可能性があることから再循環運転で

使用することはできないものの、流量が大きく高い減圧効
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ン使用） 果が見込める手段となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

及び手順等（第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９関係） 

本節では、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請者が計画

する設備及び手順等が、①第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９項（以

下「第５２条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、

自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確

認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５２条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素による爆発（以下「水素爆発」という。）による破損を防止する

必要がある場合には、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために

必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第５２条等における「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）PWR のうち必要な場合には、水素濃度制御設備及び手順等 

ロ）水素ガスを原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆

発を防止する設備、放射性物質を低減する設備、水素及び放射性物質濃度

を測定する設備及びそれらの手順等 

ハ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定でき

る水素濃度監視設備及び手順等 

また、上記イ）、ロ）及びハ）については、以下の措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）上記イ）からハ）の設備は、交流又は直流電源を必要とする場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 

ホ）炉心の著しい損傷後、水-ジルコニウム反応及び水の放射線分解による

水素及び酸素の水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等

を整備すること。 
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申請者は、第５２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための PAR 等及び手順等 

② 原子炉格納容器内の水素濃度を低減するためのイグナイタ等及び手順

等 

③ 原子炉格納容器内の水素濃度を監視するための可搬型格納容器水素濃

度計測装置等及び手順等（※51） 

④ 上記設備のための代替電源設備（大容量空冷式発電機等）及び手順等（※
52） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、水素爆発による原子炉格納容

器の破損を防止するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備

する方針としている。 

① 原子炉格納容器内の水素濃度を低減するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内の水素濃度を監視するための設備及び手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

（３）規制委員会は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請

者が計画する設備及び手順等が、第５２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５２条等に適合するものと判

断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設

備及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、

（２）以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をよ

り確実に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５２条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

                                                   
（※51）原子炉補機冷却機能が喪失した場合にサンプルガスの海水冷却に用いる移動式大容量ポンプ車等に関する

手順等については、「Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等」及び「Ⅳ－４．

６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備及び手順等」において整理。 

（※52）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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a. 原子炉格納容器内の水素濃度の低減。そのために、PAR（電源を必

要としない）及び PAR 動作監視装置を新たに整備する。（各 5基） 

b. 原子炉格納容器内の水素濃度の低減。そのために、イグナイタ及び

イグナイタ動作監視装置を新たに整備する。（各 12個及び予備各 1個） 

c. 原子炉格納容器内の水素濃度の監視。そのために、可搬型格納容器

水素濃度計測装置、可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却ポンプ及び

可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置等を新たに整備する。 

なお、申請者は、上記対策のうち、格納容器内の水素濃度を低減する手

段として、PAR を重大事故等対処設備、イグナイタを自主的対策のための

多様性拡張設備と位置付ける方針としていた。また、水素濃度を計測する

手段としては、中央制御室からの監視に対応できないガス分析計を整備す

る方針としていた。このため、規制委員会は、申請者に、イグナイタにつ

いて、より高い耐震性をもたせるとともに確実な保守管理を行うために、

重大事故等対処設備として位置付けることを検討すること、原子炉格納容

器内の水素成層化を踏まえた設置位置を検討することを要求した。また、

ガス分析計について、事故初期の放射線量が高い環境下での使用が困難で

あることなどから、監視方法を検討することを要求した。これを受けて、

申請者は、水素濃度の低減及び計測手段について、下記の方針を反映した。 

ア．格納容器内の水素濃度低減手段については、イグナイタの位置付け

を重大事故等対処設備とした上で、装置の動作状況を中央制御室で監

視するために PAR動作監視装置及びイグナイタ動作監視装置を整備す

ることとした。さらに、格納容器内での水素の成層化を考慮し、イグ

ナイタを格納容器ドーム頂部にも設置することとした。 

イ．水素濃度計測手段については、中央制御室での濃度監視を可能にす

るため可搬型格納容器水素濃度計測装置、可搬型ガスサンプリング冷

却器用冷却ポンプ及び可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置等を重

大事故等対処設備として整備することとした。 

規制委員会は、上記 a.及び b.の対策が第５２条等要求事項イ）に、c.

の対策が同ハ）に対応するものであることを確認した。 

なお、水素ガスを原子炉格納容器外に排出する方針ではないため、第５

２条等要求事項ロ）に対応する対策はない。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 水素濃度制御及び水素濃度監視のための設備は、他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とする。 
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b. 水素濃度制御のための設備は、適切な位置に配置され、水素濃度を

低減できる設計とする。 

c. 水素濃度制御及び水素濃度監視のための設備は、交流又は直流電源

が必要な場合は代替電源設備からの給電に対応した設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)PAR 及びイグナイタは、作動

時の水素燃焼による温度上昇が重大事故等対処に必要となる他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とすること、それぞれの動作監視装置は水素処理

能力へ悪影響を及ぼさない設計とすること、水素濃度を計測するための可

搬型格納容器水素濃度計測装置等は通常時には接続先の系統から分離さ

れ重大事故等発生時には系統構成可能とすること並びに設置場所にて固

定することで他の設備に悪影響を及ぼさない設計とすること、b)PAR は、

水素の効率的な低減を考慮して原子炉格納容器内に分散させた配置とし、

水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても水素濃度を低減できる設計

とすること、イグナイタは、水素を計画的に燃焼させ、水素濃度ピークを

抑制するため、水素放出の想定箇所に加えその隣接区画、水素の主要な通

過経路及び上部ドーム部に配置する設計とすること、c)PAR 動作監視装置、

イグナイタ、イグナイタ動作監視装置、可搬型格納容器水素濃度計測装置

等は代替電源設備である大容量空冷式発電機からの給電に対応した設計

とすることを確認した。 

上記 a.、b.等の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故

等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要

求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、上記 c.の確認から、規制委員会は、申請者が①に従って整備する

重大事故等対処設備について、第５２条等要求事項ニ）を満たす設計方針

であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. PAR は、格納容器内の水素濃度上昇に伴って触媒反応を開始するた

め、運転員等による準備や起動操作は不要である。炉心出口温度等に

より炉心損傷発生と判断した場合には、動作状況確認の手順に着手す

る。電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給電（※53）

を確認した後に手順に着手する。この手順は、中央制御室において 1

名により行う。 

                                                   
（※53）「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」より、代替電源である大容量空冷式発電機か

らの給電の準備に要する時間は約 15 分である。さらに、有効性評価では事象発生時の状況判断のための 10
分間を考慮し、代替電源からの給電開始を事象発生の約 25 分後としている。 
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b. 炉心出口温度が 350℃に到達した場合又は安全注入信号を伴う 1 次

冷却材喪失時に全ての高圧注入系機能が喪失した場合には、イグナイ

タによる水素濃度低減の手順に着手する。全交流動力電源が喪失した

場合には、代替電源設備からの給電後に手順に着手する。この手順で

は、イグナイタの起動及び動作状況の確認を中央制御室において 1名

により行う。 

c. 炉心出口温度が 350℃に到達した場合又は安全注入信号を伴う 1 次

冷却材喪失時に全ての高圧注入系機能が喪失した場合には、可搬型格

納容器水素濃度計測装置による原子炉格納容器内水素濃度の監視の

手順に着手する。この手順では、計測装置の接続、系統構成等を計７

名により約 80 分で実施する。全交流動力電源及び原子炉補機冷却機

能が喪失した場合には、代替電源設備からの給電後に手順に着手する。

この場合の手順には、可搬型ガスサンプリング冷却器用冷却ポンプ及

び可搬型代替ガスサンプリング圧縮装置の接続及び起動、窒素ボンベ

による空気作動弁操作等が加わるため、計 7 名により約 95 分を要す

る。さらに、この場合には、約 14 名により 24 時間以内にガスの冷却

を移動式大容量ポンプ車による海水通水冷却に切り替える作業が加

わる。また、1 号炉及び 2 号炉の同時被災時には、一系統の水素濃度

監視設備を用い、ガス取り入れ口を中央制御室からの遠隔操作により

約 5分ごとに切り替えることで両ユニットの格納容器内水素濃度を交

互に監視する。  

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)水素濃度低減の手順等を明確

化していること、b)水素濃度測定の手順等について、機器の運搬、接続作

業等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)バ

ッテリ内蔵型照明等により電源喪失時のアクセス性を確保していること、

d)事故環境下でも使用可能なページング装置等の連絡手段を確保してい

ること、e)操作エリアにおいて通常運転状態と同等の室温が確保されるこ

となどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

また、上記 c.の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用

いた手順等について、第５２条等要求事項ホ）を満たす手順等を整備する

方針であることを確認した。 
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以上のとおり、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が、

第５２条等要求事項イ）、ハ）、ニ）及びホ）に対応するものであること、また、

第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５２条等に適合

するものと判断した。 

なお、水素ガスを原子炉格納容器外に排出する方針ではないため、規則第５

２条等要求事項ロ）に対応する対策はない。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、評価項目（f）「原子炉格納容

器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」を満足するために必要

な対策を、原子炉格納容器内の水素濃度の低減、水素濃度の監視、及びそれら

の設備の代替給電としている。これらの対策は（１）①と同じであるため、必

要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処

設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、水素

燃焼による原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備及び

手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備す

る方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実にするため、

更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器内の水素濃度監視手段の多様性を拡

げるための多様性拡張設備及び手順等を整備するとした。 

（１）原子炉格納容器内の水素濃度を監視するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉格納容器内水素濃度を監視するための設備（表Ⅳ－４．９

－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

a. 炉心損傷が発生し可搬型格納容器水素濃度計測装置による監視が出来

ない場合であって、現場の放射線量が低下し、現場操作が可能となった場

合には、ガス分析計による原子炉格納容器内水素濃度の監視に着手する。

この手順は、格納容器雰囲気ガスを試料採取管に採取し、化学室における

手分析で間欠的に水素濃度を計測するものであり、現場対応の計 3名によ

り約 60 分で実施する。制御用空気及び原子炉補機冷却水の供給機能が喪

失している場合は、計 4名により約 95 分で実施する。 
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規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処をがより確実に実施されする方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.９－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

ガス分析計 事故初期の放射線量が高い環境下での使用が困難であり、ま

た、中央制御室からの監視に対応していないものの、事象が長

期的に安定した場合に可搬型格納容器水素濃度計測装置の代

替設備となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

及び手順等（第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０関係） 

本節では、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために申請者が計画す

る設備及び手順等が、第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０項（以

下「第５３条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５３条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋その他

の原子炉格納容器から漏えいする気体状の放射性物質を格納するための施設

（以下「原子炉建屋等」という。）の水素爆発による損傷を防止する必要があ

る場合には、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な設備

及び手順等を整備することを要求している。 

第５３条等における「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがない

ことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する

機能を付けること。放射性物質低減機能を付けること。）。その設備により、

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等 

ロ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる

監視設備 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 
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ハ）上記イ）及びロ）の設備は、交流又は直流電源を必要とする場合は代替

電源設備からの給電を可能とすること。 

申請者は、第５３条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 水素排出及び放射性物質低減のためのアニュラス空気浄化ファン、アニ

ュラス空気浄化微粒子除去フィルタユニット等及び手順等 

② 水素濃度を推定し監視するための可搬型格納容器水素濃度計測装置等

及び手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備（大容量空冷式発電機等）及び手順等（※
54） 

（２）規制委員会は、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために申請者

が計画する設備及び手順等が、第５３条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条及び重大事故

等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通

的な要求事項。以下「第４３条等」という。）等に従って重大事故等対処設備

及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５３条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５３条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. アニュラス空気浄化設備を用いたアニュラスからの水素排出（アニ

ュラス内に水素が滞留しない設計とすることにより水素爆発を防止

すること及びフィルタを介して水素を含む空気を排出する設計とす

ることにより放射性物質を低減することを含む）。そのために、アニ

ュラス空気浄化ファン、アニュラス空気浄化微粒子除去フィルタユニ

ット等を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、窒素ボンベ

                                                   
（※54）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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（アニュラス空気浄化ファン弁用）を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

b. 格納容器の水素濃度監視設備を用いたアニュラス水素濃度推定及

び監視。そのために、格納容器内高レンジエリアモニタＢ（高レンジ）

を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、可搬型格納容器水

素濃度計測装置、アニュラス水素濃度推定用可搬型線量率計等を重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.の対策が規則第５３条等要求事項イ）、上記 b.の

対策が第５３条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. アニュラス空気浄化ファン等は、設計基準事故対処設備としての機

能を使用することによりアニュラス内の水素を屋外に排出すること

ができるため、設計基準事故対処設備としての仕様と同じとするが、

原子炉格納容器内の水素濃度低減機能等と相まって、水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止できる排出容量を確保する。 

b. 可搬型格納容器水素濃度計測装置は、原子炉格納容器内の水素濃度

の推定ができる計測範囲とする。 

c. アニュラス空気浄化ファン、可搬型格納容器水素濃度計測装置等は、

交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備からの給電に対応し

た設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)アニュラス空気浄化ファン等

は、格納容器破損防止対策の有効性評価に用いている格納容器漏えい率

（0.16%/日）等を条件として評価した結果により、アニュラス内水素濃度

を可燃限界未満とすることができる排出容量を確保していること、b)可搬

型格納容器水素濃度計測装置は、計測誤差を考慮した上で、0～20vol%を

計測範囲としていることにより、適切な計測範囲を確保していること、c)

アニュラス空気浄化ファン、可搬型格納容器水素濃度計測装置等は代替電

源設備である大容量空冷式発電機からの給電に対応した設計とすること

を確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、上記 c.の確認から、規制委員会は、申請者が①に従って整備する

重大事故等対処設備について、第５３条等要求事項ハ）を満たす設計方針
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であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 安全注入信号が発信した場合には、全交流動力電源及び直流電源が

健全な場合のアニュラス空気浄化ファン等による水素排出の手順に

着手する。この手順では、アニュラス空気浄化ファン自動起動の中央

制御室での確認等を 1名により実施する。 

b. 全交流動力電源又は直流電源の喪失と判断した場合には、全交流動

力電源又は直流電源が喪失した場合のアニュラス空気浄化ファン等

による水素排出の手順に着手する。この手順では、現場での代替空気

（窒素）供給ラインのフレキシブルホースの接続作業、水素排出のた

めの系統構成、アニュラス空気浄化ファンの起動等を計 3名により約

35 分で実施する。 

c. 炉心出口温度等により炉心の著しい損傷が発生したと判断した場

合には、可搬型格納容器水素濃度計測装置、格納容器内高レンジエリ

アモニタＢ（高レンジ）、アニュラス水素濃度推定用可搬型線量率計

等による水素濃度推定の手順に着手する。この手順では、アニュラス

水素濃度推定用可搬型線量率計の運搬及び設置、アニュラス水素濃度

の中央制御室での推定等を計 3名により約 70 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順を明確化している

こと、b)空気供給操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がな

いことを確認していること、c)バッテリ内蔵型照明等によりアクセス性を

確保していること、d)有線通話装置等の必要な連絡手段を確保しているこ

となどを確認した。 

なお、可搬型格納容器水素濃度計測装置は 1、2 号炉で同時発災被災の

場合、切替操作により使用するが、その手順については、「Ⅳ－４．９ 水

素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備及び手順等」に

おいて確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

なお、申請者は、アニュラス内の水素濃度について、原子炉格納容器内

の水素濃度を監視することによって推定するとしていたが、その推定方法

の詳細を示していなかった。このため、規制委員会は、アニュラス内の水

素濃度推定方法の詳細を示すことを求めた。申請者は、あらかじめアニュ
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ラス水素濃度推定のための関係図を準備し、格納容器高レンジエリアモニ

タＢ（高レンジ）と格納容器排気筒高レンジガスモニタ又はアニュラス水

素濃度推定用可搬型線量率計の線量率との関係によりアニュラスへの漏

えい率を推定し、そのアニュラスへの漏えい率推定値に応じたアニュラス

内の水素濃度の推定を行うことを示した。これにより、規制委員会は、ア

ニュラス内の水素濃度の推定が妥当であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５３条等要求事項イ）からハ）に

対応するものであること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が

第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合す

るものと判断した。 

 

３．自主的対策における及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、自主的な対策として、アニュラス水素濃度計測装置

による水素濃度監視及びアニュラス内の放射線量の推定のための多様性拡張設

備及び手順等を整備するとした。 

（１）アニュラス水素濃度計測装置による水素濃度監視のための設備及び手

順等 

申請者は、アニュラスの環境が悪化するまでの水素濃度監視のためのアニュ

ラス水素濃度計測装置（表Ⅳ－４．１０－１参照。）を用いた主な手順等とし

て、炉心出口温度等により炉心の損傷を判断し、アニュラス空気浄化ファンが

起動した場合には、アニュラス水素濃度計測装置による水素濃度測定に着手す

るとしている。この手順では、中央制御室での監視を 1名により実施するとし

ている。 

（２）アニュラス内の放射線量の推定のための設備及び手順等 

アニュラス内の放射線量の推定のための設備（表Ⅳ－４.１０－１参照。）と

して、格納容器排気筒高レンジガスモニタは常設設備であるが、設備が健全で

あれば、アニュラス内濃度推定に必要な測定値が中央制御室で速やかに得られ

るとしている。 

 

以上により、規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大

事故等への対処がをより確実に実施される方針であることを確認した。 
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表Ⅳ－４.１０－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

アニュラス水素

濃度計測装置 

耐放射線等のため、使用範囲に制限があるものの、設備が健全

である場合は、アニュラス内の水素濃度監視の設備となり得

る。 

格納容器排気筒

高レンジガスモ

ニタ 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は十分ではないもの

の、設備が健全である場合は、アニュラス内の放射線量推定の

設備となり得る。 

 
 
Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等（第５

４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１関係） 

本節では、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

が、①第５４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１項（以下「第５４条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、

適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応によ

り重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５４条等の第１項は、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能が喪失（以

下「想定事故１」という。）し、又は使用済燃料貯蔵槽からの水の漏えいその

他の要因（以下「想定事故２」という。）により当該使用済燃料貯蔵槽の水位

が低下した場合において貯蔵槽内燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨

界を防止するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。ま

た、第５４条等の第２項は、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他

の要因により当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合において貯

蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要

な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第５４条等における「想定事故１」又は「想定事故２」に対する「貯蔵槽内

燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備及

び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果を

有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型代替注水設備（注水ライン、ポンプ車等）及びその手順等。 

大量の水の漏えいその他の要因による水位の異常な低下に対する「貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備
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及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果

を有する設備及び手順等としている。 

ロ）可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン及びポンプ車等）

及びその手順等 

ハ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための

設備及びその手順等 

さらに、使用済燃料貯蔵槽の監視のための以下の設備及び手順等を整備する

としている。 

ニ）使用済燃料貯蔵槽の水位、水温及び上部の空間線量率を計測するための

設備及びその手順等 

ホ）使用済燃料貯蔵槽の状態をカメラにより監視するための設備及びその手

順等 

また、上記イ）、ロ）及びニ）については、以下の措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ヘ）上記イ）の代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備

が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料貯蔵槽

の水位を維持できるものであること。 

ト）上記ロ）のスプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料貯蔵槽の

水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

チ）上記ニ）の計測設備は、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定可能であること。 

リ）上記ニ）の計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合は代替電源設備

からの給電を可能とすること。 

申請者は、第５４条等の要求事項を満たすため、以下の設備及び手順等を整

備する方針としている。 

① 使用済燃料ピット（※55）への代替注水のための使用済燃料ピット補給

用水中ポンプ等及び手順等 

② 使用済燃料ピットへのスプレイのための可搬型電動低圧注入ポンプ、可

搬型ディーゼル注入ポンプ等及び手順等 

③ 使用済燃料ピットへの放水のための移動式大容量ポンプ車、放水砲等及

び手順等（※56） 

④ 状態監視設備（使用済燃料ピット温度、水位等を監視するための計測設

備）及び手順等 

                                                   
（※55）使用済燃料貯蔵槽に対して申請者が用いている名称。 

（※56）放水砲等を用いた使用済燃料ピットへの放水に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１２ 発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等」において整理。 
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⑤ 状態監視設備に給電するための代替電源設備（大容量空冷式発電機等）

及び手順等（※57） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、「想定事故１」及び「想定事

故２」における燃料損傷を防止するための重大事故等対処設備及び手順等とし

て以下を整備する方針としている。 

① 使用済燃料ピットへの代替注水を行うための設備及び手順等 

② 使用済燃料ピットを監視するための設備及び手順 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

（３）規制委員会は、使用済燃料ピットの冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第５４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第５４条等に適合するものと判断した。また、有

効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含

み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、

（２）以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をよ

り確実に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 使用済燃料ピットへの代替注水。そのために、使用済燃料ピット補

給用水中ポンプ等を新たに整備する。 

b. 使用済燃料ピットへのスプレイ注水。そのために、可搬型電動低圧

注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ等を新たに整備する。 

c. 使用済燃料ピットの状態監視。そのために、使用済燃料ピット水位

計（SA)、使用済燃料ピット水位計（広域）、使用済燃料ピット温度計

（SA)、使用済燃料ピット周辺線量率計、使用済燃料ピット状態監視

カメラを新たに整備する。 

                                                   
（※57）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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規制委員会は、上記 a.の対策が第５４条等要求事項イ）に、b.の対策が

同ロ）及びハ）に、c.の対策が同ニ）及びホ）に対応するものであること

を確認した。 

なお、申請者は、使用済燃料貯蔵ピットからの大量の水の漏えい等によ

り水位が異常に低下して燃料体が露出した場合については、電波式の使用

済燃料ピット水位計（SA)による水位計測は困難であるとしていた。この

ため、規制委員会は、水位が異常に低下した場合についても「重大事故等

により変動する可能性のある範囲」であり測定可能であることが求められ

ることから、多様な測定手段について検討し、説明することを要求した。

これに対し、申請者は、使用済燃料ピット底部までの水位低下傾向を把握

するため、バブラー式の使用済燃料ピット水位計（広域）を整備する方針

を示した。規制委員会は、上記の対策により、使用済燃料ピットの水位が

異常に低下した場合においても、使用済燃料ピットの水位等を監視するこ

とができることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ等による代替注水は、設計基準

対象施設の注水設備に対して多様性を有し、また、位置的分散が図ら

れる設計とする。 

b. 使用済燃料ピットへの代替注水設備及び状態監視設備は他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

c. 代替注水設備は、使用済燃料ピットの冷却設備又は注水設備が機能

喪失し、又は水の漏えいその他の要因により水位が低下した場合にお

いて、使用済燃料ピット内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及

び臨界を防止することができる設計とする。 

d. スプレイ設備は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいが発生

し、可搬型代替注水設備によっても水位が使用済燃料ピット出口配管

下端より低く、かつ、水位の低下が継続する場合に、燃料損傷の進行

を緩和できる設計とする。 

e. 状態監視設備は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。 

f. 状態監視設備は、代替電源設備からの給電に対応した設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)使用済燃料ピット補給用水中

ポンプ等を使用した代替注水は、専用の発電機から給電可能で、海水又は

淡水を補給できる中間受槽を水源とすることで、設計基準対象施設の注水
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設備である使用済燃料ピットポンプ等に対して多様性を有し、また、離れ

た位置に分散して保管することで位置的分散が図られる設計とすること、

b)ポンプ類、発電機類、水位計、温度計、線量率計等は他の設備に悪影響

を及ぼさないよう通常運転時に系統から分離可能な設計とすること、c)使

用済燃料ピット補給用水中ポンプ等が必要な水位を維持するために必要

な容量を有すること、d)燃料損傷を緩和するためにスプレイ設備は使用済

燃料ピット全域に必要な流量でスプレイできる設計とすること、e)使用済

燃料ピット水位計（SA）の測定可能範囲を使用済燃料ピット水位計（広域）

で補うなどして、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり状

態監視が可能な設計とすること、f)状態監視設備は代替電源設備である大

容量空冷式発電機からの給電に対応した設計とすることを確認した。 

上記 a.、b.等の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故

等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要

求事項）を満たす措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、上記 c.から f.の確認から、規制委員会は、申請者が①に従って

整備する重大事故等対処設備について、第５４条等要求事項ヘ）からリ）

を満たす設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 使用済燃料ピットポンプが全台停止した場合、使用済燃料ピットの

水温が 65℃を超える場合、又は使用済燃料ピット水位が EL.+ 11.56m

（燃料使用済ピット出口配管下端）以下まで低下した場合には、使用

済燃料ピット補給用水中ポンプ等による使用済燃料ピットへの注水

の手順に着手する。この手順では、使用済燃料ピット補給用水中ポン

プ、可搬型ホース等の運搬、設置、系統構成等を計 10 名により約 5

時間 20 分で実施する。 

b. 使用済燃料ピット水位が EL.+11.56m（使用済燃料ピット出口配管下

端）以下に低下し、かつ、水位低下が継続する場合には、可搬型電動

低圧注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ等による使用済燃料ピ

ットへのスプレイのための手順に着手する。この手順では、ポンプ、

可搬型ホース、中間受槽等の運搬、接続作業、ポンプの起動、使用済

燃料ピットへのスプレイ等を計 22名により約 2時間で実施する。 

c. 重大事故等対処設備のうち、常設設備である使用済燃料ピット水位

計（SA）、使用済燃料ピット温度計（SA）及び使用済燃料ピット状態

監視カメラは設置作業等を必要としないため、通常時から継続的に状
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態の監視が可能である。使用済燃料ピットポンプが全台停止した場合、

使用済燃料ピット温度が 65℃を超える場合、又は使用済燃料ピット水

位が EL.+11.56m（燃料使用済ピット出口配管下端）以下まで低下した

場合には、可搬型設備である使用済燃料ピット水位計（広域）及び使

用済燃料ピット周辺線量率計を用いた状態監視のための手順に着手

する。この手順では、可搬型設備の運搬、設置、接続等を計 6名によ

り約 110 分で実施する。また、交流又は直流電源が喪失している場合

には、代替電源設備からの給電（※58）後に手順に着手する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の着手条件を明確化して

いること、b)使用済燃料ピット補給用水中ポンプ等による代替注水の手順

等について、可搬型ホース及び中間受槽等の運搬、接続作業、注水等を定

め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)可搬型設備

保管エリア、運搬ルート、設置エリア周辺には作業を行う上で支障となる

設備がないこと、d)ヘッドライトや懐中電灯等により夜間のアクセス性を

確保していること、e)通常の連絡手段が使用不能となった場合でもトラン

シーバにて通話可能であることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等を満たす手順等を整備する方針であることを確認した。  

 

以上のとおり、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が、

第５４条等要求事項イ）からリ）に対応するものであること、また、第４３条

等に従って適切に整備する方針であることから、第５４条等に適合するものと

判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、「想定事故１」及び「想定事

故２」に対する対策を、使用済燃料ピットへの注水、使用済燃料ピットの監視、

及びそれらの設備への代替給電としている。これらの対策は（１）①a.及び c.

と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに

関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、使用

済燃料貯蔵槽の冷却等のための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

                                                   
（※58）「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」より、代替電源である大容量空冷式発電機か

らの給電の準備に要する時間は約 15 分である。さらに、有効性評価では事象発生時の状況判断のための 10

分間を考慮し、代替電源からの給電開始を事象発生の約 25 分後としている。 
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けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを

確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実にするため、

更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、使用済燃料ピットへの代替注水、状態監視及び漏え

い緩和のための多様性拡張設備及び手順等を整備するとした。 

（１）使用済燃料ピットへの代替注水のための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットへの代替注水のための設備（表Ⅳ－４.１１－

１参照。）を用いた主な手順等を以下のとおりとしている。 

① 使用済燃料ピットポンプが全台停止した場合、使用済燃料ピット温度計

指示が 65℃を超える場合、又は使用済燃料ピット水位が EL.+11.56m（燃

料使用済ピット出口配管下端）以下まで低下した場合には、燃料取替用水

タンク、2次系純水タンク等による使用済燃料ピットへの注水に着手する。

この手順では、系統構成、注水操作を 1名により約 30 分で実施する。 
② 使用済燃料ピット補給用水中ポンプ燃料取替用水タンク、2 次系純水タ

ンク等による使用済燃料ピットへの注水が確認できない場合であって、ろ

過水貯蔵タンクが確保されている場合には、電動消火ポンプ、ディーゼル

消火ポンプ、消防自動車等による使用済燃料ピットへの注水に着手する。

この手順では、系統構成、消火ポンプ等の起動、使用済燃料ピットへの給

水を計 6名により約 2時間で実施する。 

（２）使用済燃料ピットの空間線量率を計測するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットの空間線量率を計測するための設備（表Ⅳ－４.

１１－１参照。）を用いた主な手順等に関し、使用済燃料ピットエリアモニタ

は通常時から使用している設備であり、重大事故等発生時において既に使用可

能な状態にあるとしている。 

（３）使用済燃料ピットの水位を計測するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットの水位を計測するための設備（表Ⅳ－４.１１

－１参照。）を用いた主な手順等に関し、常設及び可搬型の使用済燃料ピット

水位計が故障した場合には、ロープ式水位計により水位を測定するとしている。 

（４）使用済燃料ピットからの水の漏えいを緩和するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットからの大量の水の漏えいを緩和するための設備

（表Ⅳ－４.１１－１参照。）を用いた主な手順等に関し、使用済燃料ピット水

位が EL.+11.56m（使用済燃料ピット出口配管下端）以下となり、かつ水位低下

が継続する場合には、使用済燃料ピットにおいて、ステンレス鋼板、ガスケッ
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ト材、吊り降ろし用ロープ等を用いた水の漏えい緩和に着手するとしている。

この手順では、漏えい部へのステンレス鋼板の設置等を計 4名により約 2時間

で実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処をがより確実に実施されする方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.１１－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

燃料取替用水タ

ンク、2 次系純

水タンク等 

燃料取替用水タンク等は共用設備であり、定期検査時の原子炉

キャビティの水張りに使用されている場合等、必要な水量を確

保できない場合があるものの、使用済燃料ピットへの給水の代

替手段となり得る。 

電動消火ポン

プ、ディーゼル

消火ポンプ、消

防自動車等 

消火を目的とする設備であるため、重大事故等対処設備として

信頼性は十分ではないものの、使用済燃料ピットへの給水の代

替手段となり得る。 

使用済燃料ピッ

トエリアモニタ 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、重大事故等の発生直後から空間線量率を把握する手

段として有効である。 

ロープ式水位計 使用済燃料ピットに接近可能な場合にしか使用できないもの

の、水位を把握する手段として有効である。 

ステンレス鋼

板、ガスケット

材、吊り降ろし

用ロープ等 

使用済燃料ピットに接近可能な場合にしか実施できず、また、

効果に不確実性はあるものの、大量の水の漏えいを緩和する手

段となり得る。 

 
 
Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び

手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に申請者が計画する設備及び手順等について、第５５条及び重大事故等防止技術的

能力基準１．１２項（以下「第５５条等」という。）における要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であるか確認した。さらに、申請者が、自主的な対応

により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 
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１．審査の概要 

（１）第５５条等は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な設備及び手順等の整備を要求している。 

第５５条等における「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉建屋に放水できる設備及び手順等 

ロ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備及び手順等 

また、上記イ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うこととしている。 

ハ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

に対応できること。 

ニ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水す

ることが可能なこと。 

   ホ）放水設備は、複数の原子炉施設の同時使用を想定し、発電所内原子炉施

設基数の半数以上を配備すること。 

申請者は、第５５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器及びアニュラス部（以下「原子炉格納容器等」という。）

又は燃料取扱建屋等へ放水するための移動式大容量ポンプ車、放水砲等の

設備及び手順等 

② 流出経路の集水ピットに放射性物質吸着剤（以下「吸着剤」）という。）

を設置及び海洋への流出箇所にシルトフェンスを設置して、汚染水の海洋

への拡散を抑制するための設備及び手順等 

③ 航空機燃料火災に対して泡消火するための移動式大容量ポンプ車、放水

砲等の設備及び手順等 

（２）規制委員会は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために申請者が計画する設備及び手順等が、第５５条等における各々

の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第５５条

等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 
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なお、規制委員会は、申請者が、自主的に（１）以外の設備及び手順等を整

備することにより、重大事故等への対処をより確実に実施する方針であること

を確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５５条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。   

a. 放水設備を用いた屋外から原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋へ

の放水。そのために、移動式大容量ポンプ車、放水砲、可搬型電動低

圧注入ポンプ、可搬型ディーゼル注入ポンプ、使用済燃料ピットスプ

レイヘッダ等を重大事故等対処設備として整備する。 

b. 原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋への放水による海洋への放射

性物質の拡散の抑制。そのために、吸着剤、シルトフェンス及び小型

船舶を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５５条等要求事項イ）、上記 b.の対策

が第５５条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 移動式大容量ポンプ車及び放水砲は、海を水源とし、車両等により

運搬、移動でき、複数の方向から原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋

に向けて放水できるとともに原子炉格納容器の最高点である頂部に

放水できる容量を有する設計とする。移動式大容量ポンプ車は、1 号

炉及び 2 号炉の同時使用を想定し、1 号炉及び 2 号炉で 1 セット（共

用で 1台）、放水砲は、1号炉及び 2号炉の同時使用を想定し、それぞ

れ 1号炉及び 2号炉で 1セット（合計共用で 2台）を保管する。 

b. 可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬型ディーゼル注入ポンプ及び

使用済燃料ピットスプレイヘッダは、中間受槽を水源とし、車両等に

より運搬、移動でき、できる限り環境への放射性物質の放出を低減す

るために必要な容量を有する設計とする。可搬型電動低圧注入ポンプ

又は可搬型ディーゼル注入ポンプ（どちらか一方）は、1 号炉、2 号

炉それぞれ 1 セット（1 台）の使用を想定し、それぞれ 2 セット（バ

ックアップを含め、共用で合計 6台）を保管する。使用済燃料ピット
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スプレイヘッダは、1号炉、2号炉それぞれ 1セット（2基）の使用を

想定し、それぞれ 1 セット（バックアップを含め、共用で合計 5 基）

を保管する。 

c. 移動式大容量ポンプ車及び放水砲による原子炉建屋周辺への泡消

火は、泡消火薬剤と混合しながら原子炉建屋周辺に向けて放水できる

設計とする。また、車両等により運搬、移動でき、複数の方向から原

子炉建屋周辺に向けて放水できる設計とする。 

d. 海洋への放射性物質の拡散を抑制するシルトフェンスは、設置場所

に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は、1 号炉及び 2 号

炉で 3箇所の設置場所に各 2組（合計 6組）とする。吸着剤は、流水

が吸着剤内を通過するように 2箇所の雨水排水処理装置の集水ピット

に設置する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)移動式大容量ポンプ車、放水

砲は、放射性物質の拡散を抑制するために原子炉格納容器の頂部まで放水

できること、移動式大容量ポンプ車、放水砲は、車両等により運搬、移動

できるため、原子炉格納容器等又は燃料取扱建屋に対して、複数の方向か

ら放水できること、移動式大容量ポンプ車、放水砲、可搬型電動低圧注入

ポンプ及び使用済燃料ピットスプレイヘッダの保有数は、1 号炉及び 2 号

炉の同時使用を想定し、それぞれ、原子炉基数の半数以上を保管すること、

b)航空機衝突による航空機燃料火災に対しては、移動式大容量ポンプ車内

蔵の泡薬剤ポンプにより、泡消火薬剤を混合し、放水砲による泡消火がで

きる仕様であることを確認した。 

なお、放水砲による放水後の放射性物質の海洋への流出に対しては、流

水経路の雨水排水処理装置の上流側にある集水ピットの網目状のマット

内に軽石状の吸着剤を配置し、海洋への放射性物質の拡散の抑制を図る方

針であること、発電所から海洋への流出箇所にシルトフェンスを設置し、

放射性物質の拡散の抑制を図る方針であることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

重大事故等対処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通

的な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備について、第５５

条等要求事項ハ）、ニ）、ホ）に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

   申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 
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a. 炉心出口温度が 350℃以上かつ格納容器高レンジエリアモニタ（高

レンジ）が 1×105mSv/h 以上になり、原子炉格納容器スプレイの動作

が流量等で確認できない場合には、原子炉格納容器等への放水の手順

に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車を取水ピット周辺

に配置して、取水用ホースを接続した水中ポンプと移動式大容量ポン

プ車をホースで接続し、移動式大容量ポンプ車から放水砲までのホー

ス布設後、移動式大容量ポンプ車の起動、放水砲により放水開始まで

の作業を計 10 名により約 8時間で実施する。 

b. 使用済燃料ピット水位が使用済燃料ピット出口配管高さ（EL.＋

11.56m）以下となり、かつ水位低下が継続しており、さらに燃料取扱

建屋の損壊又は使用済燃料ピット線量率エリアモニタの指示値上昇

により使用済燃料ピットへのアクセスが不可能燃料取扱建屋に近づ

けないと判断される場合には、燃料取扱建屋への放水の手順に着手す

る。この手順では、放水砲の放水先が原子炉格納容器等から燃料取扱

建屋に変わるだけでその他の手順は上記 a.の場合と同様である。 

  なお、使用済燃料ピット内へのスプレイの操作手順は、「Ⅳ－４．

１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等」において

確認する。 

c. 移動式大容量ポンプ車、放水砲による放射性物質の大気への拡散抑

制を行うと判断した場合には、併せて汚染水の海洋への拡散抑制の手

順に着手する。この手順では、吸着剤を雨水排水処理装置の上流側に

ある集水ピットに運搬、配置する作業（2箇所設置）を計 18 名により

約 2時間で実施する。次に、小型船舶とシルトフェンスを海上に降ろ

し、小型船舶などを使ってシルトフェンスを海中に展張する作業（3

箇所設置）を計 60 名により約 16時間で実施する。 

d. 航空機燃料火災が発生した場合には、原子炉建屋周辺への泡消火を

行うための手順に着手する。この手順では、移動式大容量ポンプ車を

取水ピット周辺に配置し、取水用ホースを接続した水中ポンプと移動

式大容量ポンプ車をホースで接続し、移動式大容量ポンプ車から放水

砲までのホースを布設後、移動式大容量ポンプ車の起動、泡消火薬剤

を移動式大容量ポンプ車内蔵の泡薬剤ポンプで送水し、放水砲による

泡消火を開始する。以上の作業を計 17名により約 4時間で実施する。  

規制委員会は、申請者の計画において、移動式大容量ポンプ車、放水砲

等により、原子炉格納容器等へ放水するための手順等について、重大事故

等時に原子炉格納容器等への放水を的確かつ柔軟に対処できるよう人員

を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、ヘッドライト等に
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より夜間でのアクセス性を確保していること、トランシーバ等の必要な連

絡手段を確保していること、移動式大容量ポンプ車等の移動、接続等を行

う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記①a.の対策が第５５条等要求事項イ）、上

記①b.の対策が第５５条等要求事項ロ）に対応するものであること、①a.に掲げ

る重大事故等対処設備が第５５条等要求事項ハ）、ニ）、ホ）に適合する設計方針

であること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第５５条等に適合するものと

判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、航空機衝突による航空機燃料火災等時に泡消火を実

施するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

申請者は、泡消火を実施することによって初期対応における延焼を防止する

ための設備（表Ⅳ－４．１２－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおり

としている。 

① 航空機燃料火災が発生した場合において、放水砲による消火が開始される

前の初動対応の場合には、化学消防自動車及び小型動力ポンプ付水槽車によ

る泡消火に着手する。この手順では、水源となるろ過水貯蔵タンク近傍に小

型動力ポンプ付き水槽車を設置し、ホースにより水源と小型動力ポンプ付き

水槽車を接続し、さらに消火活動場所に配置された化学消防自動車とホース

で接続し、化学消防自動車による泡消火を開始する。以上の作業を計 8名に

より約 20 分で実施する。水源として他の防火水槽、宮山池、海等を用いた

場合も同様な手順である。 

② 航空機燃料火災が発生した場合には、可搬型電動低圧注入ポンプ又は可搬

型ディーゼル注入ポンプ及び小型放水砲による泡消火に着手する。この手順

では、可搬型電動低圧注入ポンプ、可搬型電動ポンプ用発電機又は可搬型デ

ィーゼル注入ポンプ、小型放水砲及び中間受槽を設置し、可搬型ホース等を
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接続し、小型放水砲による泡消火を開始する。以上の作業を計 22 名により

約 2時間で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処がをより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１２－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

化学消防自動

車、小型動力ポ

ンプ付き水槽車

等 

移動式大容量ポンプ車に比べ、流量が少ないため、重大事故等

対処設備と同等の放水効果は得られにくいものの、アクセス道

路及び航空機燃料飛散による建屋への延焼拡大を防止するた

めの設備となり得る。 

 可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ、

小型放水砲等 

 
 
Ⅳ－４．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等（第

５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３関係） 

本節では、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が計画する

設備及び手順等が、①第５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３項（以

下「第５６条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるか、②有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、

自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確

認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５６条等は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な設備及び手順等を整備することを要

求している。 

第５６条等における「重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順

等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果を有する

設備及び手順等としている。 
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イ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる設備

及び手順等。 

ロ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ハ）海を水源として利用できること。 

ニ）原子炉格納容器を水源とする再循環設備は、代替再循環設備等により、

多重性又は多様性を確保すること。 

また、上記イ）、ロ）、ハ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の

効果を有する措置を行うこととしている。 

   ホ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

   ヘ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ト）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。 

申請者は、第５６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 代替水源から中間受槽へ供給するための設備及び手順等 

② 格納容器再循環サンプを水源とする代替再循環運転をするための設備

及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、重大事故等の収束までの間、

十分な量の水を供給するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を

整備する方針としている。 

① 蒸気発生器2次側による炉心冷却をするための代替水源の確保と水を供

給するための設備及び手順等 

② 炉心注入及び格納容器冷却をするための代替水源の確保と水を供給す

るための設備及び手順等 

③ 使用済燃料ピットへの水源の確保と水を供給するための設備及び手順

等 

（３）規制委員会は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が

計画する設備及び手順等が、第５６条等における各々の要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であることから、第５６条等に適合するものと判断

した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等を含み、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析により機能喪失の原

因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）以

外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。 
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具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５６条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替水源（宮山池、2 次系純水タンク、海等）から中間受槽への水

の供給及び水源の切替え。そのために、中間受槽、取水用水中ポンプ、

取水用水中ポンプ用発電機、燃料油貯蔵タンク及びタンクローリを重

大事故等対処設備として整備する。 

b. 余熱除去ポンプの機能喪失が発生した場合に、格納容器再循環サン

プを水源とする代替再循環運転。そのために、Ａ格納容器スプレイポ

ンプ（RHRS-CSS タイライン使用）、Ａ格納容器スプレイ冷却器等を重

大事故等対処設備として新たに位置付ける。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５６条等要求事項イ）、ロ）、ハ）、ヘ）、

上記 b.の対策が第５６条等要求事項ニ）に対応するものであることを確認

した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

ca. 各水源から水を供給する中間受槽、取水用水中ポンプ等は、設計

基準事故対処設備に対して異なる系統の水源として設計する。また、

位置的分散を図る。 

db.  代替再循環運転をするためのＡ格納容器スプレイポンプ

（RHRS-CSS タイライン使用）、Ａ格納容器スプレイ冷却器等は、設計

基準事故対処設備に対して多重性を有し、位置的分散が図られる。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)中間受槽は設計基準事故対処

設備である復水タンク、燃料取替用水タンク及び使用済燃料ピットに対し

て淡水又は海水を代替水源として補給できること、中間受槽は屋外に分散

して保管されること、b)中間受槽に水を供給する取水用水中ポンプ、取水

用水中ポンプ用発電機等は、屋外に分散して保管され、重大事故等の収束

までの間、十分な量の水を供給することができること、取水用水中ポンプ

用発電機の燃料は、燃料油貯蔵タンクよりタンクローリを用いて補給でき

ること、c)Ａ格納容器スプレイポンプ、Ａ格納容器スプレイ冷却器等によ

る代替再循環設備は、余熱除去ポンプ、余熱除去冷却器及び充てん/高圧
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注入ポンプによる再循環設備に対して多重性を有していること、また、Ａ

格納容器スプレイポンプ等に対しては、余熱除去ポンプ等と異なる区画に

設置することで位置的分散を図ることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）

に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

なお、設計基準事故対処設備である復水タンク、燃料取替用水タンク及

び使用済燃料ピットの水源の枯渇に対する代替淡水源として、宮山池、2

次系純水タンク、ろ過水貯蔵タンク等の複数の淡水源が確保できることを

確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等が発生し、復水タンク、燃料取替用水タンクの枯渇や破

損等又は使用済燃料ピット水の漏えい等で水源が喪失するおそれが

ある場合であって、2 次系純水タンク、ろ過水貯蔵タンクからの水の

供給ができず、宮山池からの水が供給できることを確認できた場合に

は、宮山池から水を中間受槽へ供給する手順に着手する。この手順で

は、中間受槽を設置した後、宮山池に取水用水中ポンプを設置し、可

搬型ホースを中間受槽まで布設し、移送ルートを確保し、取水用水中

ポンプの起動により、中間受槽へ水を供給する。以上の作業を計 10

名により約 5時間 20 分で実施する。 

また、宮山池からの供給ができず、海（取水口）からの供給ができ

ることを確認できた場合には、海水を中間受槽へ供給する手順に着手

する。この手順は、水源が宮山池から海に変わるだけでその他の手順

は宮山池の場合と同様である。 

b. 中間受槽への水の供給には水質のよい淡水を供給できるタンク類

を優先し、タンク類が使用できなければ宮山池を水源とし、さらに宮

山池が使用できないときは海を水源として使用する。水源の切替えは

水の供給が中断することなく、重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を確保する。 

c. 重大事故等対処設備である取水用水中ポンプ用発電機を運転した

場合において、運転時間が燃料補給作業着手時間の約 5.6 時間に達し

た場合には、取水用水中ポンプ用発電機へ燃料を補給する手順に着手

する。この手順では、燃料油貯蔵タンクからタンクローリへ燃料の給
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油を行い、タンクローリを取水用水中ポンプ用発電機の横に移動させ、

燃料の補給を行う作業を計 6名により約 80 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、2 次系純水タンク又はろ過水貯

蔵タンクから宮山池、海水までの水源の選択を明確化して水の供給が中断

することがないように水源切替えの優先順位を設定し、重大事故等の収束

までの間、十分な量の水を供給できること、代替水源から中間受槽へ供給

するための設備及び手順等について、可搬型ホース及び中間受槽までの移

送ルートの確保、接続作業等を定め、重大事故等時に的確かつ柔軟に対処

できるよう人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、ヘ

ッドライト等により夜間でのアクセス性を確保していること、トランシー

バ等の必要な連絡手段を確保していること、可搬型電動低圧注入ポンプ取

水用水中ポンプ等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）に

支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる対策について、第５６条等

要求事項ホ）、ト）に適合する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記①a.の対策が第５６条等要求事項イ）か

らハ）、ヘ）、上記①b.の対策が第５６条等要求事項ニ）に対応するものである

こと、①a.に掲げる重大事故等対処設備が第５６条等要求事項ホ）からト）に

適合する設計方針であること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等

が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５６条等に適

合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、重大事故等の収束までの

間、十分な量の水を供給するために必要となる以下の対策とそのための重

大事故等対処設備を整備するとしている。 

①－１）蒸気発生器 2次側による炉心冷却のための代替水源の確保と水の供

給 

a. 1 次冷却系のフィードアンドブリード。そのために、燃料取替用水

タンク、充てん/高圧注入ポンプ及び加圧器逃がし弁を重大事故等対

処設備として位置付ける。  
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b. 中間受槽から復水タンクへの水の供給。そのために、中間受槽、復

水タンク補給用水中ポンプ等を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

c.  海を水源としてＡ、Ｂ海水ポンプから補助給水ポンプへの直接給

水。そのために、Ａ、Ｂ海水ポンプを重大事故等対処設備として整備

する。 

①－２）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源の確保と水の供給 

dc. 燃料取替用水タンクの水が枯渇した場合は復水タンクから燃料取

替用水タンクへの水の供給又は燃料取替用水タンクの代替として復

水タンクからの代替炉心注入及び代替格納容器スプレイ。そのために、

復水タンク、常設電動注入ポンプ等を重大事故等対処設備として位置

付ける。 

e. 燃料取替用水タンクの代替として中間受槽からの代替炉心注入。そ

のために、可搬型電動低圧注入ポンプ等を可搬型重大事故防止設備と

して整備する。 

①－３）代替再循環運転のための水の供給 

fd. 余熱除去ポンプの機能喪失が発生した場合に、格納容器再循環サ

ンプを水源とする代替再循環運転。そのために、Ａ格納容器スプレイ

ポンプ（RHRS-CSS タイライン使用）、Ａ格納容器スプレイ冷却器等を重

大事故等対処設備として位置付ける。 

①－４）使用済燃料ピットへの水の供給 

ge. 使用済燃料ピットへの注水。そのために、中間受槽、使用済燃料

ピット補給用水中ポンプ、水中ポンプ用発電機等を重大事故防止設備

として整備する。 

h. 使用済燃料ピットへのスプレイ。そのために、中間受槽、使用済燃

料ピットスプレイヘッダ、可搬型ディーゼル注入ポンプ等を重大事故

防止設備として整備する。 

i. 使用済燃料ピットへの放水。そのために、移動式大容量ポンプ車、

放水砲等を重大事故防止設備として整備する。 

規制委員会は、上記 a.から ie.の対策が有効性評価（第３７条）におい

て位置付けた重大事故等対処設備及び手順等に対応するものであること

を確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げた重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 
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②－１）蒸気発生器 2次側による炉心冷却用のための代替水源の確保と水の

供給 

a. 復水タンクへの供給に用いる中間受槽、復水タンク補給用水中ポン

プ、使用済燃料ピット及び復水タンク補給用水中ポンプ用発電機（以

下「水中ポンプ用発電機」という。）は、復水タンクが枯渇した場合、

可搬型ホースを介して復水タンクへ水を供給できる設計とする。 

b. 1 次冷却系のフィードアンドブリードの代替水源として用いる燃料

取替用水タンクは、設計基準事故対処設備に対して異なる系統の水源

として設計し、位置的分散を図る。 

c. 海水を補助給水ポンプへ直接給水するＡ、Ｂ海水ポンプは設計基準

事故対処設備に対して異なる系統の水源として設計し、位置的分散を

図る。 

②－２）炉心注入及び格納容器冷却用のための代替水源の確保と水の供給 

d. 代替炉心注入に用いる中間受槽は、燃料取替用水タンクが枯渇又は

破損した場合に備え、異なる系統の水源として設計し、燃料取替用水

タンクに対する位置的分散を図る。 

ec. 代替炉心注入又は格納容器スプレイに用いる復水タンクは、設計

基準事故対処設備に対して異なる系統の水源として設計し、位置的分

散を図る。 

②－３）代替再循環運転のための水の供給 

fd. 原子炉格納容器再循環サンプを水源とする代替再循環運転に用い

るＡ格納容器スプレイポンプ、Ａ格納容器スプレイ冷却器等は、設計

基準事故対処設備に対して多重性を備えたものとし、さらに位置的分

散を図る。  

②－４）使用済燃料ピットへの水の供給 

ge. 使用済燃料ピットへの水の供給に用いる中間受槽は、設計基準事

故対処設備に対して異なる系統の水源として設計し、位置的分散を図

る。 

h. 使用済燃料ピットへのスプレイに用いる中間受槽、可搬型電動低圧

注入ポンプ等は、使用済燃料ピットから大量の水の漏えいが発生した

場合に、使用済燃料ピットスプレイヘッダを介して使用済燃料ピット

へスプレイを行うことができる設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水タンクの枯渇等の場合、

代替水源として中間受槽、燃料取替用水タンク、海等を使用する異なる系

統の水源を有していること、また、位置的分散を図ること、b)燃料取替用

水タンクの枯渇等の場合、代替水源として中間受槽、復水タンク等を使用
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する異なる系統の水源を有していること、また、位置的分散を図ること、

c)余熱除去ポンプの故障等により、原子炉への注入機能が喪失した場合に、

格納容器再循環サンプを水源とし、Ａ格納容器スプレイポンプ、Ａ格納容

器スプレイ冷却器等を使用する代替再循環運転設備は再循環運転設備に

対して多重性を有していること、d)使用済燃料ピットへの水の供給が必要

な場合は、代替水源として中間受槽等を使用する異なる系統の水源を有し

ていること、また、位置的分散を図ることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①の考え方に従って整備する設備を用いた主な手順等は以下

のとおりとしている。 

③－１）蒸気発生器 2次側による炉心冷却のための代替水源の確保と水の供

給 

a. 重大事故等の発生時に、蒸気発生器 2次側による原子炉の冷却中に

おいて復水タンクの枯渇等により水の補給が必要であることを水位

にて確認した場合には、中間受槽から復水タンクへ水を供給するため

の手順に着手する。この手順は、代替水源から中間受槽への供給手順

を踏まえて、中間受槽に復水タンク補給用水中ポンプを設置し、復水

タンクまで可搬型ホースを布設、接続し、復水タンク補給用水中ポン

プと水中ポンプ用発電機を電源ケーブルで接続し、復水タンク補給用

水中ポンプを起動し、復水タンクへ供給する。以上の作業を計 5名に

より約 4時間で実施する。 

b. 復水タンクの破損等によるり燃料取替用水タンクを水源とする 1次

冷却系のフィードアンドブリードの手順については「Ⅳ－４．２ 原

子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備及び手順等」における手順等と、海水ポンプから補助給水ポンプ

への直接供給を行うための手順については「Ⅳ－４．２ 原子炉冷却

材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び

手順等原子炉冷却材バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの手順等」における手順等とそれぞれ同じである。 

③－２）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源の確保と水の供給 

c. 燃料取替用水タンクの破損等により中間受槽から原子炉への代替

注水するための手順については、「Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バ
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ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」に

おける手順等と同じである。 

dc. 1 次系純水タンク等の常設設備が使用できず、燃料取替用水タンク

の枯渇等により供給が必要であることを水位にて確認した場合にお

いて、復水タンク水位が確保され、使用できることを確認できた場合、

又は 1次冷却材配管大破断が発生し、安全注入、蓄圧注入動作を確認

した場合には、復水タンクから燃料取替用水タンクへの水の供給を行

うための手順に着手する。この手順では、復水タンクから燃料取替用

水タンクへの移送のための系統構成を行い、燃料取替用水タンクへ供

給する作業を 3名により約 40 分で実施する。 

③－３）代替再循環運転のための水の供給 

ed.  原子炉格納容器再循環サンプを水源とした代替再循環運転を行う

ための手順については、「Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」における手

順等と同じである。 

③－４）使用済燃料ピットへの水の供給 

fe. 中間受槽等の重大事故等対処設備を使用して使用済燃料ピットへ

のスプレイ注水を行う手順については、「Ⅳ－４．１１ 使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等」における手順等と同じであ

る。 

g. 使用済燃料ピットへの放水を行う手順については、「Ⅳ－４．１２ 

発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等」に

おける手順等と同じである。 

規制委員会は、申請者の計画において、手順の優先順位を設定して明確

化していること、中間受槽から復水タンクへ水を供給するための手順等に

ついて、移動経路の確保、可搬型ホースの布設、ポンプの起動及び復水タ

ンクへの供給等を定め、人員を確保するとともに必要な訓練を行うとして

いること、可搬型照明によりアクセス性を確保していること、トランシー

バ等の必要な連絡手段を確保していること、現場で系統構成等を行う作業

環境（空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などにより、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用い

た手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通

的な要求事項）等を満たす手順等を整備する方針であることを確認した。 

なお、中間受槽への水の供給は２．（１）で確認した。 
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以上のとおり、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、

重大事故等の収束に必要となる水を供給するための重大事故等対処設備及び

手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備す

る方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実にするため、

更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するための

多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）代替水源から中間受槽への水の供給設備及び手順等 

申請者は、代替水源から中間受槽へ供給することによって一時的な水源を確

保するための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照。）を用いた主な手順等は以下の

とおりとしている。 

① 重大事故等が発生し、復水タンク、燃料取替用水タンク又は使用済燃料

ピットが枯渇や破損等により機能喪失するおそれを水位にて確認した場

合において、2 次系純水タンクの水位が確保され、使用できることが確認

できた場合には、2 次系純水タンクから中間受槽への供給に着手する。こ

の手順では、中間受槽を設置し、2 次系純水タンクブロー弁に可搬型ホー

スを接続し、中間受槽まで布設した後、2 次系純水タンクブロー弁を開弁

する作業を計 5名により、約 3時間で実施する。 

② 上記①の場合であって、ろ過水貯蔵タンクの水位が確保され、使用でき

ることが確認できた場合には、ろ過水貯蔵タンクから中間受槽への供給に

着手する。この手順では、中間受槽を設置し、消防隊専用採水口分配器を

取り外し、フランジ付き継手を取り付け、可搬型ホースを中間受槽まで敷

設した後、消防隊専用採水口ろ過水貯蔵タンクサンプル弁を開弁する。以

上の作業を計 5名により約 3時間で実施する。 

（２）蒸気発生器 2次側による炉心冷却のための代替水源の確保と水を供給

する設備及び手順等 

申請者は、蒸気発生器 2次側による炉心冷却をするための代替水源の確保と

水の供給をするための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照。）を用いた主な手順等

は以下のとおりとしている。 

① 重大事故等の発生時に、復水タンク水位計指示値が 5%まで低下した場合、

又は復水タンクが枯渇、破損等により機能喪失した場合において、2 次系

純水タンクの水位が確保され、使用できることを確認できた場合には、復

水タンクから2次系純水タンクへの水源切替えを行うための手順に着手す
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る。この手順は、2 次系純水タンク供給弁の開弁、復水タンク供給弁の閉

止操作を 1名により、約 4分で実施する。復水タンクから 2次系純水タン

クへの水源切替えについては補助給水ポンプを停止することなく切替え

ができる。 

② 可搬型ディーゼル注入ポンプを用いた蒸気発生器2次側による原子炉冷

却の手順については、「Ⅳ－４．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備及び手順等」における手順等と同じである。 

③ 水源となるタンクの切替え完了後、引き続き次の水源からの送水準備を

開始することで、水源が枯渇しないようにし、最終的には中間受槽に水源

を切替える手順とする。 

（３）炉心注入及び格納容器冷却のための代替水源の確保と水を供給する設

備及び手順等 

申請者は、炉心注入及び格納容器冷却をするための代替水源の確保と水を供

給するための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照。）を用いた主な手順等は以下の

とおりとしている。 

① 原子炉への注水、格納容器への注水中に燃料取替用水タンクの枯渇によ

り機能喪失するおそれがある場合において、1 次系純水タンク等の水位が

確保され、使用できることを確認できた場合、又は 1次冷却材配管大破断

が発生し、安全注入、蓄圧注入動作を確認した場合には、1 次系純水タン

ク水及びほう酸タンク水の混合による燃料取替用水タンクへの供給に着

手する。この手順では、1 次系純水タンク及びほう酸タンクから燃料取替

用水タンクへの補給ラインの系統構成を行い、1 次系補給水ポンプ及びほ

う酸ポンプの起動操作を計 2名により、約 25 分で実施する。 

② 1 次系純水タンク及びほう酸タンクが使用できず、原子炉への注水、格

納容器への注水中に燃料取替用水タンクの枯渇により機能喪失するおそ

れがある場合において、2 次系純水タンク等の水位が確保され、使用でき

ることを確認できた場合には、又は 1次冷却材配管大破断が、発生し、安

全注入、蓄圧注入動作を確認した場合、2 次系純水タンクから使用済燃料

ピット経由による燃料取替用水タンクへの供給に着手する。この手順では、

2 次系純水タンクから使用済燃料ピット経由による燃料取替用水タンクへ

の補給ラインの系統構成を行う操作を 1名により、約 25 分で実施する。 

③ 2 次系純水タンクが使用できず、燃料取替用水タンクの枯渇等により燃

料取替用水タンクへの供給が必要な場合において、燃料取替用水補助タン

クの水位が確保され、使用できることを確認できた場合、又は 1次冷却材

配管大破断が、発生し、安全注入、蓄圧注入動作を確認した場合には、燃

料取替用水補助タンクから燃料取替用水タンクへの供給に着手する。この
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手順では、燃料取替用水補助タンクから燃料取替用水タンクへの系統構成

を行い、燃料取替用水補助タンクから燃料取替用水タンクへの供給操作を

1名により約 25分で実施する。  

④ 電動消火ポンプ、ディーゼル消火ポンプ、消防自動車等により原子炉格

納容器へスプレイする手順については、「Ⅳ－４．６ 原子炉格納容器内

の冷却等のための設備及び手順等」における手順等と同じである。 

（４）使用済燃料ピットへ水を供給する設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料ピットへ水を供給するための設備（表Ⅳ－４．１３－

１参照。）を活用した手順等の方針については、「Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための設備及び手順等」における使用済燃料ピットへ注水する

手順と同じであるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１３－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

2 次系純水タン

ク及びろ過水貯

蔵タンク 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、復水タンク、燃料取替用水タンク及び使用済燃料

ピットの故障に際して、宮山池、海水に代わる淡水を中間受

槽へ供給する設備となり得る。 

可搬型ディーゼ

ル注入ポンプ等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期

待できないものの、補助給水ポンプの故障に際して、2 次冷

却系からの除熱による事故収束設備となり得る。 

ろ過水貯蔵タン

ク、電動消火ポ

ンプ等 

消火を目的としており、重大事故等対処設備に要求される設

備として想定されるプラント状況において使用することは困

難であるものの、燃料取替用水タンクの枯渇や破損等に際し

て、代替水源としての設備となり得る。 

可搬型電動低圧

注入ポンプ、可

搬型電動ポンプ

用発電機等 

系統構成に時間を要するため、重大事故等発生後初期には期

待できないものの、燃料取替用水タンクの枯渇又は破損時に

際して、格納容器内の冷却による事故収束設備となり得る。 

 

1 次系純水タン

ク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、代替水源としての設備となり得る。 
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燃料取替用水補

助タンク等 

燃料取替用水補助タンクは共用設備であり、定期検査等の水

源となっており必要な水量が確保できない場合もあるもの

の、代替水源としての設備となり得る。 

 
 
Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

本節では、電源の確保に関して申請者が計画する設備及び手順等が、①第５７条

第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項（以下「第５７条等」という。）

における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか、②有効性評価

（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整

備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事

故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５７条等は、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における原子炉内の燃料体の著しい

損傷を防止するために必要な電力を確保するため、必要な設備及び手順等を整

備することを要求している。第５７条等における「必要な電力を確保するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）及び手順等。 

ロ）常設代替電源設備として交流電源設備及び手順等。 

ハ）上記イ）及びロ）の代替電源設備は、設計基準事故対処設備に対して、

独立性を有し、位置的分散を図る。 

ニ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8時間、電気

の給電が可能であること。ただし、「負荷の切り離しを行わず」には原子

炉制御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを

行う場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間

の合計 24時間にわたり、電気の給電を行うことが可能であること。 

ホ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の給電

を行うことが可能である可搬型直流電源設備。 

ヘ）所内直流電源設備から給電されている 24 時間内に、十分な余裕を持っ

て可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できる手順等。 
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ト）複数号機が設置されている発電所では、号機間の電力融通を行えるよう

にあらかじめ手動で接続可能なケーブル等を敷設しておくこと。また、敷

設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意す

る手順等。 

チ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パワーセンター

（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）等）は、代替所内電気設備

を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系

統は機能の維持及び人の接近性の確保を図る。 

申請者は、第５７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 常設代替電源（交流）として大容量空冷式発電機により給電を実施する

ための設備及び手順等 

② 号炉間電力融通ケーブル又は予備ケーブル（号炉間電力融通用）により

代替電源（交流）からの給電を実施するための設備及び手順等 

③ 可搬型代替電源（交流）として発電機車（高圧発電機車及び中容量発電

機車）により給電を実施するための設備及び手順等 

④ 常設代替電源（直流）として蓄電池（安全防護系用及び重大事故等対処

用）により給電を実施するための設備及び手順等 

⑤ 可搬型代替電源（直流）として直流電源用発電機及び可搬型直流変換器

により給電するための設備及び手順等 

⑥ 代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び

手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、電源の確保に関する重大事故

等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① 大容量空冷式発電機を代替電源（交流）として給電を実施するための設

備及び手順等 

② 蓄電池（安全防護系用及び重大事故等対処用）を代替電源（直流）とし

て給電を実施するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、電源の確保のために申請者が計画する設備及び手順等が、第

５７条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

ることから、第５７条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３

７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適切に整備

される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 
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なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

以外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実

に実施する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５７条等の規制要求に対する設備及び手順 

① 対策と設備 

申請者は、第５７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 常設代替電源（交流）からの給電。そのために、大容量空冷式発電

機等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 他号炉からの給電。そのために、他号炉のディーゼル発電機等を重

大事故等対処設備として位置付けるとともに、号炉間電力融通ケーブ

ル、予備ケーブル（号炉間電力融通用）を重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

c. 可搬型代替電源（交流）からの給電。そのために、発電機車（高圧

発電機車及び中容量発電機車）等を重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

d. 常設代替電源（直流）からの給電。そのために、蓄電池（安全防護

系用）を重大事故等対処設備として位置付けるとともに、蓄電池（重

大事故等対処用）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 可搬型代替電源（直流）からの給電。そのために、直流電源用発電

機、可搬型直流変換器等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. 代替所内電気設備による給電。そのために、重大事故等対処用変圧

器受電盤、重大事故等対処用変圧器盤、変圧器車、可搬型分電盤等を

重大事故等対処設備として位置付ける。 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５７条等要求事項ロ）、上記 b.の対策

が第５７条等要求事項ト）、上記c.及びe.の対策が第５７条等要求事項イ）、

上記 d.の対策が、第５７条等要求事項ニ）、上記 f.の対策が第５７条等要

求事項チ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 
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a. 非常用高圧母線に接続された大容量空冷式発電機及び発電機車は、

設計基準事故対処設備のディーゼル発電機に対して独立性を有し、位

置的分散が図られた設計とする。 

b. 蓄電池（安全防護系用及び重大事故等対処用）は、必要な期間にわ

たり電力の給電が可能な設計とする。 

c. 直流電源用発電機、可搬型直流変換器等は、設計基準事故対処設備

の蓄電池に対して独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。

また、直流電源用発電機は、必要な期間にわたり電力の給電が可能な

設計とする。 

d. 重大事故等対処用変圧器受電盤及び重大事故等対処用変圧器盤は、

設計基準事故対処設備の所内電気設備に対して独立性を有し、位置的

分散が図られた設計とする。また、これらは設置場所で操作が可能な

設計とする。 

e. 変圧器車、可搬型分電盤等は、所内電気設備に対して独立性を有し、

設計基準事故対処設備の所内電気設備に対して位置的分散が図られ

た設計とする。また、これらは設置場所で操作が可能な設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量空冷式発電機、発電機

車、直流電源用発電機、可搬型直流変換器、重大事故等対処用変圧器受電

盤及び重大事故等対処用変圧器盤、変圧器車及び可搬型分電盤は設計基準

事故対処設備に対して独立した電路で接続されることなどにより独立性

を有していること、b)設計基準事故対処設備とは異なる区画において整備

するなど位置的分散を図ること、c)直流電源用発電機は、燃料の補給が可

能であり 24 時間にわたり電力の給電が可能な設計とすること、d)蓄電池

（安全防護系用及び重大事故等対処用）は、負荷の切離しを行わずに 8時

間、必要な負荷以外を切離して計 24 時間の電力の給電が可能な設計とす

ること、c)重大事故等対処用変圧器受電盤、重大事故等対処用変圧器盤、

変圧器車、可搬型分電盤等は少なくとも一系統は機能が維持され、設置場

所で操作が可能であり接近性を有することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から f.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.から f.に掲げる重大事故等対処設

備について、第５７条等要求事項ハ）、ニ）、ホ）、チ）に適合する設計

方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 
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申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 外部電源及びディーゼル発電機からの給電ができない場合には、大

容量空冷式発電機を代替電源（交流）とした給電の手順に着手する。

この手順では、電路の構成、起動操作、受電の確認等を計 3名により

約 15 分で実施する。 

b. 予備変圧器の故障等により予備変圧器 2次側電路による他号炉から

の電力融通ができない場合において、他号炉の交流電源が健全な場合

には、号炉間電力融通ケーブルによる他号炉からの電力融通による代

替電源（交流）からの給電の手順に着手する。この手順では、ケーブ

ルの接続、給電操作、受電の確認等を計 10 名により約 85分で実施す

る。 

c. 号炉間電力融通ケーブルによる他号炉からの電力融通ができない

場合には、発電機車（高圧発電機車又は中容量発電機車）を代替電源

（交流）とした給電の手順に着手する。この手順では、発電機車の配

置、ケーブルの敷設、給電操作、受電の確認等を、高圧発電機車の場

合は計 5名により約 110 分、中容量発電機車の場合は計 7名により約

160 分で実施する。 

d. 発電機車（高圧発電機車又は中容量発電機車）の故障等により代替

電源（交流）から給電ができない場合において、他号炉の交流電源が

健全な場合には、予備ケーブル（号炉間電力融通用）による他号炉か

らの電力融通による代替電源（交流）からの給電の手順に着手する。

この手順では、ケーブルの敷設、給電操作等を計 24 名により約 180

分で実施する。 

e. 全交流動力電源が喪失し、交流電源からの非常用直流母線への直流

電源の給電が喪失した場合には、蓄電池（安全防護系用）を代替電源

（直流）とした給電の手順に着手する。この手順は自動動作となるた

め、動作状況を非常用母線電圧等で確認する。 

f. 全交流動力電源が喪失した場合において、直流電源用発電機及び可

搬型直流変換器の準備が完了する前に、直流母線電圧が低下した場合

には、蓄電池（重大事故等対処用）を代替電源（直流）とした給電の

手順に着手する。この手順では、不要な負荷の切離し、電源からの給

電操作、受電の確認等を計 2名により約 20 分で実施する。 

g. 代替電源（交流）から給電できない場合には、直流電源用発電機及

び可搬型直流変換器による代替電源（直流）からの給電の手順に着手
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する。この手順では、ケーブル敷設、電源からの給電操作、受電の確

認等を計 7名により約 120 分で実施する。 

h. 所内電気設備の 2系統が同時に機能喪失して電源からの給電ができ

ない場合には、重大事故等対処用変圧器受電盤及び重大事故等対処用

変圧器盤を用いた大容量空冷式発電機を代替電源とした給電の手順

に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給電操作、受電

の確認等を計 6名により約 40 分で実施する。 

i. 所内電気設備の 2系統が同時に機能喪失して電源からの給電ができ

ない場合には、変圧器車、可搬型分電盤等を用いた発電機車を代替電

源とした給電の手順に着手する。この手順では、発電機車の配置、電

路の構成、電源からの給電操作、受電の確認等を計 8 名により、約 6

時間で実施する。 

j. 各発電機の燃料が規定油量以上であることを確認した上で運転開

始後、燃料補給作業着手時間に達した場合には、大容量空冷式発電機

用燃料タンク、発電機車及び直流電源用発電機への燃料補給の手順に

着手する。この手順では、タンクローリの準備、ホースの敷設、給油

等を計 6名により、大容量空冷式発電機及び号炉間電力融通時の他号

炉のディーゼル発電機に対して約 115 分、発電機車及び直流電源用発

電機に対して約 80 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を交流電源喪

失時の対応手順として a.、b.、c.、d.の順に、また、直流電源喪失時の対

応手順として e.、f.、g.の順に設定して明確化していること、b)代替電源

からの給電、燃料補給の手順等について、必要な人員を確保するとともに

必要な訓練を行うとしていること、c)ヘッドライト等により夜間でのアク

セス性を確保していること、d)トランシーバ等の必要な連絡手段を確保し

ていること、e)作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、上記 c.及び g.の手順等が第５７条等要求事項へ）

に対応するものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５７条等要求事項イ）、ロ）、ニ）、

ト）、チ）に対応すること、①に掲げる重大事故等対処設備がハ）、ニ）、ホ）、

チ）に適合する設計方針であること、③c.及び g.の手順等が第５７条等要求事
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項ヘ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手

順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５７条等

に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、必要な電力を確保するために、

大容量空冷式発電機を代替電源（交流）とした給電及び蓄電池（安全防護系用

及び重大事故等対処用）を代替電源（直流）とした給電を必要な対策としてい

る。これらの対策は、（１）①a.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等

対処設備も同じである。また、これらに関する重要事故等対処設備の設計方針

及び手順等の方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、電源

の確保に関して必要となる重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた

設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認

した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

 規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、電源の確保に関する機能が喪失した場合に、その機

能を代替するための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）電源の確保に関する機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、電源の確保に関する機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１

４－１参照。）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 大容量空冷式発電機の故障等により代替電源（交流）からの給電ができ

ない場合であって、他号炉の交流電源が健全な場合には、予備変圧器 2次

側電路による他号炉からの電力融通による代替電源（交流）からの給電に

着手する。この手順では、電路の構成、給電操作等を計 5 名により約 85

分で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、更なる重大事故等

への対処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１４－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

（交流電源喪失時） 
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設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

予備変圧器 2 次

側電路 

耐震Ｓクラスの能力を持たないものの、他号炉の交流電源が健

全な場合は電力融通の手段となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技

術的能力基準１．１５関係） 

本節では、計測機器（非常用のものを含む。以下同じ。）の故障により、重大事

故等に対処するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合にお

いて、当該パラメータを推定するための有効な情報を把握するために申請者が計画

する必要な設備及び手順等について、第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準

１．１５項（以下「第５８条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適

切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により

重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第５８条等は、計測機器の故障により、重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該

パラメータを推定するために有効な情報を把握するための必要な設備及び手

順等を整備することを要求している。第５８条等における「当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めの必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の原

子炉施設の状態を推定するための設備及び手順。 

イ-1）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位。 

イ-2）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量。 

イ-3）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中

から確からしさを考慮した優先順位を定める。 

ロ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想

定される重大事故等の対応に必要となるパラメータを計測又は監視及び

記録する設備及び手順。 

ハ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視する手順等（テ

スター又は換算表等）。 
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また、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うこととし

ている。 

ニ）設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力を明確化す

る。（最高計測可能温度等） 

申請者は、第５８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に原子炉施設の状態を

把握するための設備及び手順等 

② 計測に必要な計器電源が喪失した場合の設備及び手順等 

③ 重大事故等時のパラメータを記録するための設備及び手順等 

④ パラメータを計測する計器の故障時に原子炉施設の状態を把握するた

めの設備及び手順等 

⑤ 設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力を明確化

する（最高計測可能温度等）。 

（２）規制委員会は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために申請者が計画する必要な設備及び手順等が、第５８条等に基

づく要求事項に対応し、適切に整備される方針であることから、第５８条等に

適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記（１）以外の

設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に実施

する方針であることを確認した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合

において、原子炉施設の状態を把握するためのパラメータの推定及び

優先順位の設定。そのために、重要な監視パラメータ（表Ⅳ－４．１

５－１参照。）を選定し、代替パラメータを計測する計器（以下「重
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要代替計器」という。）を重大事故等対処設備として位置付け、可搬

型計測器を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の給電。そのために、大容量

空冷式発電機等（※59）、可搬型計測器等を重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

c. 重大事故等時のパラメータの記録。そのために、緊急時運転パラメ

ータ伝送システム（以下「SPDS」という。）、SPDS データ表示装置、可

搬型温度計測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 重大事故等の対処に必要なパラメータを計測する計器の故障時に

おいて、原子炉施設の状態を把握するためのパラメータの他チャンネ

ル（※60）又は他ループによる監視及びパラメータの推定。そのため

に、当該パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器（以下「重

要計器（他チャンネル又は他ループ）」（※61）という。）及び重要代替

計器を重大事故等対処設備として位置付ける。 

規制委員会は、①a.の対策が第５８条等要求事項イ）、ロ）、①b.の対策

が第５８条等要求事項ハ）、①c.及び d.の対策が第５８条等要求事項ロ）

に対応するものであること、①d.の対策が第５８条のうち、計測機器の故

障により、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情

報を得るための対策に対応するものであることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１５－１ 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要な監視パ

ラメータ 

重要な監

視パラメ

ータ 

主要パラメータ

（代表）（※62） 

（計測範囲） 

設 計 基

準 事 故

時の値 

代替パラメータ（代表）（※63） 

主要パラメータ を 計

測する計器に故障の

疑いがある場合 

主要パラメータを計測

する計器の計測範囲を

超えた場合（※64） 

原子炉圧

力容器内

の温度 

1 次系冷却材高

温側温度（広域） 

（0～400℃） 

337℃ 
主要パラメータの他

ループ 

炉 心 損 傷 の 判 断 値

（350℃）を監視可能。

さらに可搬型計測器に

                                                   
（※59）代替電源に関する設備及び手順等については、審査書「Ⅳ－４．１４電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理。 

（※60）申請者は、「重要な監視計器については、単一故障を想定してもパラメータを監視できなくならないよう

に 1つのパラメータを複数の計器で監視しており、複数の計器の 1つを指すときにチャンネル」と定義。 

（※61）申請者は、「当該パラメータの他チャンネル又は他ループの重要計器」と記載しているが、分かりやすく

本節では「重要計器（他チャンネル又は他ループ）」と記載。 
（※62）複数ある主要パラメータの代表を記載（【 】内は、多様性拡張設備）。 

（※63）複数ある代替パラメータの代表を記載。 

（※64）計測範囲を超えない場合は、その理由を記載。 
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て、0～500℃まで計測

可能。 

原子炉圧

力容器内

の圧力 

1次冷却系圧力 

（0～21MPa（※
65）) 

17.7MPa 
主要パラメータの他

チャンネル 

重大事故等時におい

て、1次系最高使用圧力

（17.16MPa)の 1.2 倍

（20.59MPa)を監視可

能。 

原子炉圧

力容器内

の水位 

加圧器水位 

（0～100%） 
89%以下 

主要パラメータの他

チャンネル 

原子炉容器水位計 

重大事故等時におい

て、加圧器の下部に位

置する原子炉容器水位

計にて原子炉容器頂部

～底部まで監視可能。 

原子炉圧

力容器へ

の注水量 

ＳＡ用低圧炉心

注入及びスプレ

イ積算流量 

（0～160m3/h） 

－ 
燃料取替用水タンク

水位 

重大事故等時のポンプ

の注水量（0～140m3/h）

を監視可能。 

原子炉格

納容器へ

の注水量 

ＳＡ用低圧炉心

注入及びスプレ

イ積算流量 

（0～160m3/h） 

－ 
燃料取替用水タンク

水位 

重大事故等時のポンプ

の注水量（0～140m3/h）

を監視可能。 

原子炉格

納容器内

の温度 

格納容器内温度 

（0～220℃） 
119℃ 

主要パラメータの他

チャンネル 

重大事故等時の最大値

（138℃）を監視可能

（さらに可搬型計測器

にて、計測可能）。 

原子炉格

納容器内

の圧力 

格納容器圧力 

（0～350kPa) 
211kPa 

主要パラメータの他

チャンネル 

ＡＭ用格納容器圧力 

（0～1MPa) 

重大事故等時の最大値

（0.490MPa)をＡＭ用

格納容器圧力で監視可

能。 

原子炉格

納容器内

原子炉格

納容器 内

の水位 

原子炉下部キャ

ビティ水位（※
66） 

－ 
格納容器内再循環サ

ンプ広域水位 

重大事故等時におい

て、必要な水量が原子

炉下部キャビティ室に

あることを監視可能。 

                                                   
（※65）圧力はゲージ圧。以下、この表において同じ。 

（※66）申請者は、商業機密のため、非公開としている。 
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原子炉格

納容器内

の水素濃

度 

格納容器水素濃

度 

（0～20vol%） 

－ 

主要パラメータの予

備 

静的触媒式水素再結

合装置動作監視装置 

電気式水素燃焼装置

動作監視装置 

重大事故等時の全炉心

水-ジルコニウム反応

における水素濃度の最

大値（13vol%）を監視

可能。 

アニュラ

ス内の水

素濃度 

【アニュラス水

素濃度 

（0～20vol%）】 

－ 

可搬型格納容器水素

濃度計測装置 

アニュラス水素濃度

推定用可搬型線量率 

格納容器内高レンジ

エリアモニタB 

アニュラス水素濃度 推

定用可搬型線量率と格

納容器内高レンジエリ

アモニタ B との放射線

量率の比により、漏え

い量を推定し、漏えい

率からアニュラス内の

水素濃度を推定。計測

範囲は、格納容器水素

濃度と同様。 

原子炉格

納容器内

の放射線

量率 

格納容器内高レ

ンジエリアモニ

タＢ 

(103～108mSv/h）

（ 103 ～

108mSv/h） 

（105mSv

/h） 

主要パラメータの他

チャンネル 

炉 心 損 傷 の 判 断 値

（105mSv/h）を監視可

能。 

未臨界の

維持又は

監視 

出力領域中性子

束 

（0～120%） 

定 格 出

力 の 約

88 倍 

主要パラメータの他

チャンネル 

設計基準事故初期は中

性子束が急激に上昇

し、一時的に計測範囲

を超えるが、負のドッ

プラ反応度帰還効果に

より抑制され急峻に低

下するため、現状の計

測範囲で事故対応が可

能。重大事故等時も同

様。 

最終ヒー

トシンク

の確保 

【ＡＭ用原子炉

補機冷却水サー

ジタンク圧力 

－ 

原子炉補機冷却水サ

ージタンク圧力（ＳA) 

（0～1MPa) 

重大事故等時の加圧目

標値（0.255MPa)を原子

炉補機冷却水サージタ
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（0～1MPa)】 ンク圧力（SA）で監視

可能。 

格納容器

バイパス

の監視 

蒸気発生器狭域

水位 

（0～100%） 

－ 

主要パラメータの他

チャンネル 

蒸気発生器広域水位

計 

1 次系冷却材高温側

温度（広域） 

1 次系冷却材低温側

温度（広域） 

蒸気発生器広域水位 

は、蒸気発生器湿分分

離器下端～管板付近ま

で監視可能。 

SG ドライアウトを監視

可能。 

水源の確

保 

水源の 確

保 

燃料取替用水タ

ンク水位 

（0～100%） 

100% 
主要パラメータの他

チャンネル 

重大事故等時におい

て、水位（0～100%）を

監視可能。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 設計基準を超える状態における原子炉施設の状態の把握能力（最高

計測可能温度等）を明確にする。 

b. 設計基準を超える状態において原子炉施設の状態を推定するため

の計測範囲を有する設計とする。 

c. 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等

想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータを計測又は監

視及び記録する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)全ての監視パラメータから事

象判別も含めた重大事故等の対処に必要なパラメータを抽出し、炉心損傷

防止及び原子炉格納容器破損防止対策に係る判断に関する重要な監視パ

ラメータ及び重要代替パラメータを選定し、それらを計測する計器を重大

事故等対処設備として位置付けるとともに設計基準を超える状態におけ

る原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度、圧力、水位、注水量

等）を明確にしていること、b)重大事故等対処設備は、設計基準を超える

状態において、代替パラメータ及び可搬型計測器により原子炉施設の状態

を推定するための計測範囲を有していること、c)SPDS 等により重大事故等

の対応に必要となるパラメータが一定期間保存される容量を有すること、

計測又は監視及び記録する機能を有していることを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５８条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われた場合には、重要計器（他チャンネル又は他ループ）

によるパラメータの推定の手順に着手する。 

b. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラ

メータの値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重要代替

計器によるパラメータの推定の手順に着手する。 

c. 重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が計器の計測

範囲を外れ確認できない場合、又は重大事故等に直流電源が喪失した

場合において、中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合に

は、可搬型計測器によるパラメータの計測の手順に着手する。この手

順では、1 測定点当たり可搬型計測器の接続、計測等を 1 名により約

20 分で実施する。 

d. 重大事故等が発生した場合には、SPDS 等によるパラメータの記録の

手順に着手する。  

規制委員会は、申請者の計画において、a)推定する手順の優先順位を a.、

b.の順に設定して明確化していること、b)計測される値の確からしさを判断

の上で使用するパラメータの優先順位を定めて有効な情報を把握するとし

ていること、c)可搬型計測器によるパラメータの監視手順については、計測

範囲、測定場所を明確にするとともに換算表等を定め必要な教育を行うこと

としていること、d)SPDS 等により重大事故等の対応に必要となるパラメータ

が記録容量を超える前に定期的に記録媒体に保存すること、e)ヘッドライト

等により夜間でのアクセス性を確保していること、f)有線通話装置等の必要

な連絡手段を確保していること、g)作業環境（作業空間、温度等）に支障が

ないことなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた手

順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する共通的な要

求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第５８条等要求事項イ）、ロ）、

①b.の対策が第５８条等要求事項ハ）、①c.及び d.の対策が第５８条等要求事

項ロ）に対応するものであること、①d.の対策が第５８条のうち、計測機器の

故障により、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測することが

困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を得

るための対策に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備が第

５８条等要求事項ニ）に適合する設計方針であること、①に掲げる重大事故等

対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備する方針であるこ

とから、第５８条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

  規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、更なる対

策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求している。 

これに対して、申請者は、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを

計測する機能を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するた

めの多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、重要計器（他チャンネル又は他ループ）、重要代替計器の故障を

想定し、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１５－２参照。）を用い

た主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 重大事故等時に監視している必要なパラメータの値が計器の計測範囲

を外れた場合、若しくは計器の故障が疑われた場合には、重大事故等対処

設備としての要求事項を満たさない当該パラメータの他チャンネル又は

他ループの常用計器（以下「常用計器（他チャンネル又は他ループ）。」

（※67）という）、代替パラメータを計測する当該パラメータの他の常用

代替計器（以下「常用代替計器」という。）によるパラメータの推定に着

手する。 

（２）サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 

                                                   
（※67）申請者は、「当該パラメータの他チャンネル又は他ループの常用計器」と記載しているが、分かりやすく

本節では「常用計器（他チャンネル又は他ループ）」と記載。 
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申請者は、直流電源の喪失を想定し、重大事故等時に監視することが必要な

パラメータを計測するサポート系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

１５－２参照。）を用いた主な手順等として、直流電源喪失により、炉外核計

装装置、放射線監視装置のパラメータが監視できない場合には、可搬型バッテ

リ（炉外核計装盤用、放射線監視盤用）による電源機能回復に着手するとして

いる。この手順では、炉外核計装装置の回復操作を計 3 名により約 55 分、放

射線監視装置の回復操作を計 3名により約 40 分で実施するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への

対処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１５－２ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

当該パラメータの

常用計器（他チャ

ンネル又は他ルー

プ）及び常用代替

計器 

重大事故等対処設備に要求される耐震性又は、耐環境性が

ない計器か、若しくは電源が非常用電源から供給されてい

ないものの、使用可能な場合は事故対応時に有効な手段と

なり得る。 

例）炉心出口温度（0～650℃）は、1次系冷却材高温側温度

（広域）の常用代替計器であり、可搬型計測器を接続する

ことで、約 1300℃まで計測可能となる。 

可搬型バッテリ

（炉外核計装盤

用、放射線監視盤

用） 

代替電源による給電ができない場合において、バッテリの

容量に限度があるものの、炉外核計装装置、放射線監視装

置の専用電源とすることで、格納容器内高レンジエリアモ

ニタ、炉外中性子束等の重要なパラメータの定期的な傾向

監視を行う手段となり得る。 

プラント計算機

（計算機運転日

誌、警報記録） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性を有していないも

のの、設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要と

なる監視パラメータの警報状態及びプラントトリップ状態

を記録する手段となり得る。 

 

 
Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第２６条、

第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

本節では、原子炉制御室について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 
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設計基準対象施設としては、第２６条に基づき追加要求となった、原子炉制御室

に原子炉施設外の状況を把握できる設備を有することを確認した。 

重大事故等対処施設としては、重大事故が発生した場合においても運転員が原子

炉制御室にとどまるために申請者が計画する設備及び手順等が、第５９条及び重大

事故等防止技術的能力基準１．１６項（以下「第５９条等」という。）における要

求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申請

者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針であるか

を確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第２６条第１項第２号は、発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有

することを要求している。また、第２６条の設置許可基準規則解釈第２項は、

原子炉制御室から、発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

を把握できることを要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第５９条等は、原子炉制御室には、重大事故が発生した場合においても運転

員がとどまるために必要な設備及び手順等を要求している。第５９条等におけ

る「運転員がとどまるために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる措置

又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及び手順等とし

ている。 

イ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性については次

の要件を満たすものであること。 

イ）-1．第３７条において想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束

に成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納

容器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した

場合）を想定すること。 

イ）-2．運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただし、その場合は、

実施のための体制を整備すること。 

イ）-3．交代要員体制を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のた

めの体制を整備すること。 

イ）-4．判断基準は、運転員等の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv

を超えないこと。 
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ロ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服

の着替え等を行うための区画を設けること。 

ハ）原子炉制御室用の電源（空調及び照明等）への代替交流電源設備からの

給電を可能とする手順等。 

申請者は、第５９条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 中央制御室遮蔽による適切な遮蔽、中央制御室非常用循環ファン、中央

制御室空調ファン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィル

タユニットによる室内の適切な空調管理のための設備及び手順等 

② 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による中央制御室内の濃度を確認す

るための設備及び手順等 

③ 運転員等のマスク着用及び運転員等の交代により、運転員等の被ばく線

量が実効線量において 7日間で 100mSv を超えないための体制の整備 

④ チェンジングエリア設営用資機材により、中央制御室の外側からの汚染

の持ち込みを防止するためにチェンジングエリアを設ける設備及び手順

等 

⑤ 大容量空冷式発電機からの給電により、中央制御室用の空調及び照明を

維持するための設備及び手順等（※68） 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、運転員

等が原子炉制御室にとどまるために申請者が計画する設備及び手順等が、第５

９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針である

ことから、第５９条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記以外の設備及び手順等を整備

することにより、重大事故等への対処をより確実に実施する方針であることを

確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第２６条としての要求 

申請者は、第２６条の規定に適合するため、同条第１項第２号の追加要求規

                                                   
（※68） 代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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定について、以下の設備を整備するとしている。 

① 原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等や発電所構内の周

辺状況（海側、山側）を昼夜にわたり把握するため、暗視機能等を持った

監視カメラや気象観測設備等を設置する設計とする。 

② 公的機関からの地震、津波、竜巻情報等について、中央制御室において

把握できる装置を設置する設計とする。 

規制委員会は、申請者の設計が、監視カメラ及び気象観測設備等を設置する

ことにより、原子炉制御室から原子炉施設外の状況を昼夜にわたり把握するこ

とができる方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合

するものと判断した。 

 

（２）第５９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 中央制御室遮蔽、中央制御室非常用循環ファン等の中央制御室空調

設備により、重大事故時に環境に放出された放射性物質による放射線

被ばくから運転員等を防護し居住性を確保。そのために、中央制御室

遮蔽、中央制御室非常用循環ファン等を重大事故等対処設備として位

置付ける。また、運転員等のマスクの着用のための手順等及び運転員

等の交代のための体制を整備し、事故シーケンスを想定した上で運転

員等の被ばく線量が実効線量において 7 日間で 100mSv を超えないよ

うにする。 

b. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により中央制御室内の濃度を確

認。そのために、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を重大事故等対処

設備として新たに整備する。 

c. 可搬型照明により中央制御室の照明を確保。そのために、可搬型照

明を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. チェンジングエリアを設けることにより、中央制御室への汚染の持

ち込みを防止する。 

規制委員会は、上記 a.の対応が第５９条等要求事項イ）、上記 d.の対応

が第５９条等要求事項ロ）に対応するものであることを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 
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a. 中央制御室遮蔽、中央制御室非常用循環ファン、中央制御室空調フ

ァン、中央制御室循環ファン、中央制御室非常用循環フィルタユニッ

トは、2系統を有し、また 1、2号炉共用によって多重性を備える。 

b. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、保管場所を分散させるととも

に、故障時のバックアップを含めた数を確保する。 

c. 可搬型照明は中央制御室通常照明に対して多様性を備え、その保管

場所を分散させるとともに、故障時のバックアップを含めた数を確保

する。 

d. 中央制御室の空調及び照明に対して、代替電源設備から給電ができ

る設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)中央制御室遮蔽による遮蔽、

中央制御室空調ファン、中央制御室循環ファンによる空調管理に加え、外

気を遮断し、中央制御室非常用循環ファン及び中央制御室非常用循環フィ

ルタユニットを介することによる適切な空調管理により居住性を確保で

きること、また、全面マスクの着用及び運転員等の交代を考慮することで

運転員等の被ばくによる実効線量の低減を図り、運転員等の被ばく線量が

実効線量において 7 日間で 100mSv を超えない方針であること、b)酸素濃

度計及び二酸化炭素濃度計により、外気の遮断以降、室内の濃度の確認が

できること、c)可搬型照明は、配備されている通常照明に対して多様性を

有していること、d)中央制御室の代替電源設備は、大容量空冷式発電機と

し、独立した電源供給ラインより給電が可能であることから、外部電源及

びディーゼル発電機に対して多様性、独立性を有していること及び異なる

区画に設置することにより位置的分散を図ることを確認した。 

なお、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量については、

運転員等の被ばくの観点から、最も結果が厳しくなる事故収束に成功した

シーケンスとして、過圧破損（大破断 LOCA＋ECCS 注入失敗＋格納容器ス

プレイ失敗）を想定し、遮蔽、空調管理、全面マスクの着用及び運転員等

の交代を考慮した上で、7日間で 1号炉では約 19mSv、2号炉では約 14mSv

と評価していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から c.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる対策が第５９条等要求事項

イ）-4 に適合する設計方針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 
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申請者は、①に掲げる設備を用いた手順等は以下のとおりとしている。 

a. 安全注入信号発信又は中央制御室エリアモニタ指示上昇による中

央制御室換気空調系隔離信号の発信が確認された場合には、中央制御

室非常用循環ファン等で構成する中央制御室換気空調設備の起動の

手順に着手する。この手順では、中央制御室非常用循環ファンの起動、

中央制御室外気取り入れダンパ及び中央制御室排気ラインの全ての

ダンパの閉止、事故時外気隔離モードの運転を中央制御室において 1

名で確認する。 

b. 全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調設備が事故時外気

隔離モードにできない場合には、中央制御室非常用循環系の起動操作

の手順に着手する。この手順では、中央制御室非常用循環系を運転す

るため、現場でのダンパの開操作を計 8名により約 45分で実施する。 

c. 重大事故が発生し、炉心出口温度等により炉心損傷が予想される事

態となった場合又は炉心損傷の兆候が見られた場合には、運転員等の

内部被ばくを低減するために全面マスクの着用及び運転員事故時勤

務体制へ移行する手順に着手する。この手順では、中央制御室にとど

まる運転員等が全面マスクを着用する。 

d. 中央制御室換気空調設備が事故時外気隔離モードとなった場合に

は、中央制御室内の酸素及び二酸化炭素濃度の測定を行う手順に着手

する。この手順では、中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を 1名で実施する。 

e. 中央非常用照明が使用できない場合には、可搬型照明による中央制

御室の照明を確保する手順に着手する。この手順は、中央制御室にお

いて照明を確保するもので、1名により実施する。 

f. 原子力災害特別措置法第１０条特定事象が発生した場合には、中央

制御室への汚染の持ち込みを防止するため、身体サーベイ、防護具の

着替え等を行うためのチェンジングエリアを設置する手順に着手す

る。この手順では、チェンジングエリアの設置を 2名により 2箇所を

約 60 分で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)中央制御室の居住性を確保するための手順等について、中央制御室の適

切な空調管理を行うための手順等を整備し、必要な人員を確保するととも

に必要な訓練を実施するとしていること、c)運転員等の被ばく線量が実効

線量において 7 日間で 100mSv を超えないための手順等を整備しているこ

と、d)可搬型照明の保管、配備のための手順等を整備していること、e)中

央制御室に汚染を持ち込まないようにするための手順等を整備している
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ことを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が、①a.から d.に掲げる設

備を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関

する共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第５９条等要求事項イ）、①d.の

対策が第５９条等要求事項ロ）に対応するものであること、①a.の対策が第５９

条等要求事項イ）-4 に適合する設計方針であること、①a.から d.に掲げる重大

事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針で

あることから、第５９条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、重大事故が発生した場合においても運転員等が中央

制御室にとどまるための多様性拡張設備及び手順等を整備するとしている。 

（１）中央制御室の照明確保のための設備及び手順等 

申請者は、中央制御室内の照明確保のための設備（表Ⅳ－４．１６－１参照。）

を用いた主な手順等として、設備が健全である場合、中央非常用照明及び蓄電

池内蔵型照明は通常時に使用する設備であり、継続して使用するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ―４．１６－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

中央非常用照明 

蓄電池内蔵型照明 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分では

ないものの、設備が健全である場合には、中央制御室の照明の

代替設備となり得る。 
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Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第３１条、

第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７関係） 

本節では、監視測定設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３１条の設置許可基準規則解釈第５項に基づき追

加要求となった、モニタリングポストをが非常用所内電源に接続しない場合には無

停電電源等により電源復旧まで電力を供給できる設計であること、また、モニタリ

ングポストの伝送系は多様性を有する設計とすることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃

度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること、また、風

向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために申請者が計画

する設備及び手順等が、第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７項（以

下「第６０条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される

方針であるかを確認した。さらに、申請者が、自主的な対応により重大事故等への

対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第３１条の設置許可基準規則解釈第５項は、モニタリングポストについて、

非常用所内電源に接続しない場合には無停電電源等により電源復旧までの期

間を担保電力を供給できる設計であること、また、モニタリングポストの伝送

系は多様性を有する設計とすることを要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第６０条等は、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること、また、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備及

び手順等の整備を要求している。第６０条等における「原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を

記録することができる設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又

はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出され

ると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並

びにその結果を記録できる設備及び手順 
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ロ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替

し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備

の配備 

ハ）重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風速その他の気象

条件を測定し、及びその結果を記録できる設備及び手順 

ニ）代替交流電源設備から常設モニタリング設備への給電を可能とする設備

及び手順等 

ホ）敷地外でのモニタリングについては、他の機関との適切な連携体制を構

築する手順等 

へ）事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バック

グラウンド低減対策手段の検討 

申請者は、第６０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① モニタリングステーション又はモニタリングポストが機能喪失した場

合に可搬型モニタリングポストによる放射線量の代替測定及びその結果

を記録するための設備及び手順等 

② モニタリングカー搭載機器が機能喪失した場合に放射能測定装置によ

る放射性物質の濃度の代替測定及びその結果を記録するための設備及び

手順等 

③ 発電所及びその周辺（周辺海域含む。）において、可搬型エリアモニタ

又は放射能測定装置により、発電所から放出される放射性物質の濃度及び

放射線量の測定とその結果を記録するための設備及び手順等 

④ 気象観測設備が機能喪失した場合に可搬型気象観測装置による風向、風

速その他の気象条件の代替測定及びその結果を記録するための設備及び

手順等 

⑤ 代替交流電源設備である大容量空冷式発電機からの給電により、モニタ

リングステーション及びモニタリングポストでの放射線量の監視、測定を

継続するための設備及び手順等（※69） 

⑥ 敷地外でのモニタリングについては、国、地方公共団体と連携して策定

されるモニタリング計画に従って実施する体制の構築 

⑦ バックグラウンド低減対策により、事故後の周辺汚染による測定不能状

態を回避するための手順等 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、発電所

及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において原子炉施設から放出され

                                                   
（※69） 代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」

において整理。 
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る放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記

録すること、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録する

ために申請者が計画する設備及び手順等について、第６０条等における各々の

要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第６０条等

に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記以

外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３１条としての要求 

申請者は、第３１条の規定に適合するため、第３１条の設置許可基準規則解

釈第５項の追加要求規定について、以下の設備を整備するとしている。 

① モニタリングポスト及びモニタリングステーションは、非常用所内電源

に接続するとともに、モニタリングポスト及びモニタリングステーション

専用の無停電電源装置を設置し、電源切替え時の短時間の停電時に電源を

供給できる設計とする。 

② 中央制御室及び緊急時対策所までのデータの伝送系は、有線及び無線

（一部衛星回線を含む。）によって多様性を備えた設計とする。 

規制委員会は、申請者による監視測定設備の設計において、モニタリングポ

スト及びモニタリングステーションは、非常用所内電源に接続するとともに、

外部電源喪失時に非常用ディーゼル発電機からの電力供給が開始されるまで

の間についても無停電電源装置により電力を供給することができる方針とし

ていること、また、これらの伝送系は有線及び無線（一部衛星回線を含む。）

によって多様性を有するものとする方針としていることを確認したことから、

設置許可基準規則に適合しているものと判断した。 

 

（２）第６０条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の設備

及び手順等を整備するとしている。 
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a. モニタリングステーション又はモニタリングポストにより、放射線

量を測定し、その結果を記録する。モニタリングステーション及びモ

ニタリングポストを重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. モニタリングステーション又はモニタリングポストが機能喪失し

た場合、可搬型モニタリングポストにより、放射線量を代替測定し、

その結果を記録。そのために、可搬型モニタリングポストを重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

c. モニタリングカー搭載機器が機能喪失した場合には、放射能測定装

置（可搬型ダストサンプラ、GM 汚染サーベイメータ、可搬型よう素サ

ンプラ、NaI シンチレーションサーベイメータ）により、放射性物質

の濃度を代替測定し、その結果を記録する。そのために、放射能測定

装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 可搬型エリアモニタ、電離箱サーベイメータ及び放射能測定装置

（可搬型ダストサンプラ、GM 汚染サーベイメータ、可搬型よう素サン

プラ、ZnS シンチレーションサーベイメータ、β 線サーベイメータ）

により、発電所及びその周辺（周辺海域測定時は小型船舶に積載）に

おいて、原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を

測定し、その結果を記録する。そのために、可搬型エリアモニタ、電

離箱サーベイメータ及び放射能測定装置及び小型船舶を重大事故等

対処設備として新たに整備する。 

e. 気象観測設備が機能喪失した場合、可搬型気象観測装置により風向、

風速その他の気象条件を代替測定し、その結果を記録する。そのため

に、可搬型気象観測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. 敷地外でのモニタリングについては、国、地方公共団体と連携して

策定するモニタリング計画に従って実施する体制を構築する。 

g. 重大事故等による周辺汚染に対しては、検出器の養生、周辺土壌の

撤去等により、モニタリングステーション又はモニタリングポストの

バックグラウンドの低減対策を実施する。 

規制委員会は、上記a.からd.の対策が第６０条等要求事項イ）及びロ）、

上記 e.の対応が第６０条等要求事項ハ）、上記 f.の対応が第６０条等要求

事項ホ）、上記 g.の対応が第６０条等要求事項へ）に対応するものである

ことを確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 
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a. 可搬型モニタリングポストは、モニタリングステーション、モニタ

リングポストに対して多様性を備えた設計とし、位置的分散を図ると

ともに、必要な台数を確保する。 

b. 放射能測定装置（可搬型ダストサンプラ、GM 汚染サーベイメータ、

可搬型よう素サンプラ、NaI シンチレーションサーベイメータ）は、

モニタリングカー搭載機器に対して多様性を備えた設計とし、位置的

分散を図るとともに、必要な台数を確保する。 

c. 可搬型エリアモニタ及び電離箱サーベイメータは、必要な台数を確

保する。 

d. 可搬型気象観測装置については、気象観測設備に対する位置的分散

を図るとともに、代替測定に必要な台数を確保する。 

e. 小型船舶は、周辺海域での放射線量等の測定に必要な台数を確保す

る。 

f. モニタリングステーション又はモニタリングポストに対して、代替

電源設備である大容量空冷式発電機から給電できる設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型モニタリングポスト、

放射能測定装置は、モニタリングステーション、モニタリングポスト及び

モニタリングカー搭載機器に対して、放射性物質の濃度、放射線量の代替

測定に必要な台数を確保し、故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップを加えた数量を確保するとともに、緊急時対策所に保管すること

で位置的分散を図ること、b)可搬型エリアモニタ、電離箱サーベイメータ

は、必要な台数を確保し、故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップを加えた数量を確保し、緊急時対策所に保管すること、c)可搬型気

象観測装置は、風向、風速その他の気象条件の代替測定に必要な台数を確

保し、故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを加えた数量

を確保するとともに、気象観測設備に対して、緊急時対策所に保管するこ

とで位置的分散を図ること、d)小型船舶は、周辺海域での放射性物質の濃

度、放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を積載できると

ともに、必要な台数を確保し、故障時のバックアップを加えた台数を確保

すること、e)モニタリングステーション及びモニタリングポストは、代替

電源設備である大容量空冷式発電機からの給電に対応した設計とするこ

とを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から e.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①の方針に従って整備する設備を用いた主な手順等は以下の

とおりとしている。 

a．発電所敷地境界付近の放射線量をモニタリングステーション又はモ

ニタリングポストにより測定し、その結果を記録する。モニタリング

ステーション及びモニタリングポストでは連続した測定を行う。 

b. 重大事故等が発生した後、モニタリングステーション又はモニタリ

ングポストの放射線量の測定機能が喪失したことを中央制御室の指

示値及び警報表示により確認した場合には、可搬型モニタリングポス

トによる放射線量の代替測定の手順に着手する。この手順は、2 名で

可搬型モニタリングポストを順次 5台配置する場合には約 2時間で実

施する。測定データは、緊急時対策所に自動伝送され、記録される。 

c. 重大事故等が発生した後、モニタリングカーに搭載しているダス

ト・よう素測定装置等が測定機能を喪失したことを確認した場合には、

放射能測定装置による空気中の放射性物質の濃度の測定の手順に着

手する。この手順では、2名で車両にて移動後、測定及び記録を行い、

最も時間を要する場合においても 1 箇所当たり約 1 時間で実施する。 

d. 原子炉格納容器排気筒モニタの指示値等により放射線量を確認し、

測定が必要と判断した場合には、空気中の放射性物質の濃度を測定す

る手順に着手する。この手順では、2 名で測定及び記録を行い、最も

時間を要する場合においても 1箇所当たり約 1時間で実施する。 

e. 廃棄物処理設備排水モニタの指示値等により放射線量を確認し、放

水に放射性物質が含まれているおそれがある場合には、水中の放射性

物質の濃度を測定する手順に着手する。この手順では、3 名で測定及

び記録を行い、約 3時間で実施する。 

f. 原子炉格納容器排気筒モニタの指示値等により放射線量を確認し、

測定が必要と判断した場合には、土壌中の放射性物質の濃度を測定す

る手順に着手する。この手順では、2 名で測定及び記録を行い、最も

時間を要する場合においても 1箇所当たり約 1時間で実施する。 

g. 原子炉格納容器排気筒モニタの指示値等により放射線量を確認し、

モニタリングが必要と判断された場合には、小型船舶を用いた海上モ

ニタリングの手順に着手する。この手順では、船舶の出航までの作業

を 2名で約 2時間で実施し、測定場所への移動、試料採取、測定及び

記録を含め 2名で 1箇所当たり約 2時間で実施する。 

h. 原子力災害対策特別措置法第１０条事象と判断した場合には、可搬

型エリアモニタによる放射線量を測定する手順に着手する。この手順
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では、2 名で順次配置を約 2 時間で実施する。測定データは、緊急時

対策所に自動伝送され、記録される。 

i. 気象観測設備の測定機能が喪失したことを中央制御室の指示値及

び警報表示により確認した場合には、可搬型気象観測装置による風向、

風速その他の気象条件の測定の手順に着手する。この手順では、装置

の配置を 4名、約 3時間で実施する。測定データは、緊急時対策所に

自動伝送され、記録される。 

j. 敷地外でのモニタリングについては、国が立ち上げる緊急時モニタ

リングセンターにおいて、国、地方公共団体と連携して策定するモニ

タリング計画に従って実施する。 

k. 放射性物質放出のおそれを確認した場合には、バックグラウンド低

減対策の手順に着手し、モニタリングステーション及びモニタリング

ポストの検出器の養生を実施する。また、バックグラウンド値が通常

より高い場合には、設備の除染、土壌の撤去、周辺樹木の伐採等によ

り、バックグラウンド低減対策を実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)原子炉施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定につい

ては、モニタリングステーション又はモニタリングポストによる測定が行わ

れること、また、モニタリングステーション又はモニタリングポストの代替

測定として、可搬型モニタリングポストの運搬、機器据え付け、測定の手順

を整備し、必要な人員を確保していること、c)空気中、水中及び土壌中の放

射性物質の濃度の測定について、可搬型エリアモニタ、電離箱サーベイメー

タ、放射能測定装置の運搬、測定の手順を整備し、必要な人員を確保してい

ること、d)海上での放射性物質の濃度及び放射線量の測定について、小型船

舶の準備、放射能測定装置の運搬、測定の手順を整備し、必要な人員を確保

していること、e)気象観測設備による風向、風速その他の気象条件の測定が

行われること、また代替測定として、可搬型気象観測装置の運搬、機器据え

付け、測定の手順を整備し、必要な人員を確保していること、f)敷地外での

モニタリングについての国、地方公共団体との連携体制を整備していること、

g)周辺汚染により測定ができなくなることを避けるためのバックグラウン

ド低減対策の手順等を整備していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が、①a.から g.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関する

共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認し

た。 
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以上のとおり、規制委員会は、①a.から d.の対策が第６０条等要求事項イ）及

びロ）、①e.の対策が第６０条等要求事項ハ）、①f.の対策が第６０条要求事項ホ）、

①g.の対策が第６０条要求事項ヘ）に対応するものであること、①a.から g.に掲

げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備され

る方針であることから、第６０条等に基づく要求事項に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対応における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等対処のための設備及び手順等の多

様性を拡げることにより重大事故等への対処をより確実に実施するため、更なる

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、放射線量等を監視測定するための多様性拡張設備及

び手順等を整備するとしている。 

（１）放射線量等の測定のための自主的な対策としての設備及び手順 

申請者は、放射線量等の測定を行うための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照。）

を用いた主な手順等の方針を以下のとおりとしている。 

① モニタリングカーは、通常時より放射性物質の濃度を測定しているもの

であり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれば継続して使

用する。 

② モニタリングカーに搭載している測定機器の故障等の場合、Geγ多重波

高分析装置、ZnS シンチレーション計数装置及び GM 計数装置による測定に

着手する。 

③ 気象観測設備は、通常時より風向、風速等の気象データを連続的に測定

しているものであり、重大事故等発生時においてもその機能が健全であれ

ば継続して使用する。 

（２）放射線量等の測定の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、モニタリングステーション及びモニタリングポストへの交流電源

の供給が途絶えた場合の給電のための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照。）を用

いた主な設備及び手順等の方針を以下のとおりとしている。 

① モニタリングステーション又はモニタリングポストの交流電源が喪失

した場合には、専用の非常用発電機及び無停電電源装置が自動起動し給電

を開始する。起動状況は中央制御室において確認する。 

② 大容量空冷式発電機からモニタリングステーション又はモニタリング

ポストへの給電が開始された場合には、専用の非常用発電機及び無停電電

源装置から大容量空冷式発電機に自動で切り替わる。 
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規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１７－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 多様性拡張設備に位置付けた理由 

モニタリングカ

ー 

通常時より使用しており、重大事故等時に使用できる場合は、

測定手段として有効である。 

Geγ線多重波高

分析装置、ZnS

シンチレーショ

ン計数装置、GM

計数装置 

モニタリングカーに搭載している測定機器の故障に対して、同

様な機能を有する重大事故等対処設備と比較し、測定終了まで

に時間を要するため、重大事故発生後初期には期待できないも

のの、放射性物質の濃度測定手段となり得る。  

気象観測設備 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、設備が健全な場合には、風向、風速その他の気象条

件の監視、測定及び記録する手段として有効である。 

モニタリングス

テーション及び

モニタリングポ

スト専用の非常

用発電機及び無

停電電源装置 

モニタリングステーション又はモニタリングポストの受電設

備の故障等のため、受電ができない場合に対して、モニタリン

グステーション又はモニタリングポストの機能維持に有効で

ある。 

 

 
Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、

第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

本節では、緊急時対策所について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３４条に基づき、発電用原子炉施設に異常が発生

した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に設け

る設計とすることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合

においても重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が

計画する設備及び手順等が、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８

項（以下「第６１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であるかを確認した。さらに、申請者が自主的な対応により重大事故等

への対処をより確実に実施する方針であるかを確認した。 
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本申請では緊急時対策所として、代替緊急時対策所と緊急時対策所（免震重要棟

内）を設置するとしている。また、本申請では、初めに緊急時対策所として代替緊

急時対策所が整備され、緊急時対策所（免震重要棟内）設置後においては、代替緊

急時対策所は、その機能に係る設備も含めて緊急時対策所として使用しないとして

いる。 

本節では、緊急時対策所としての対策、設計方針等がほぼ同一であることから、

代替緊急時対策所について記述し、緊急時対策所（免震重要棟内）については代替

緊急時対策所と異なる箇所についてのみ記述することとした。 

 

１．審査の概要 

（１）第３４条は、一次冷却材系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が

発生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の

場所に設置することを追加要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に緊急時対策所を整

備する方針であることを確認した。 

（２）第６１条等は、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合においても

当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、①重大事故等

に対処するために必要な指示を行う対策要員がとどまることができる適切な

措置を講じること、②必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために

必要な情報を把握できる設備を設けること、③発電所内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること、④重大事故等

に対処するために必要な数の対策要員を収容できること及びこれらの手順等

を整備することを要求している。第６１条等における緊急時対策所とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及

び手順等を整備したものとしている。 

イ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機

能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ロ）緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないこ

と。 

ハ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当

該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を

有すること。 

ニ）緊急時対策所の居住性が確保され、対策要員がとどまることができるよ

うに、適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこと。 
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ホ）緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件（※70）に

適合するものとすること。 

へ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分

できること。 

ト）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

チ）少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するための飲料水及び食

料等を備蓄すること。 

リ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業

服の着替え等を行うための区画を設けること。 

また、「重大事故等に対処するために必要な数の対策要員」とは、「重大事故

等に対処するために必要な指示を行う対策要員」に加え、少なくとも原子炉格

納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

に対処するために必要な数の対策要員を含むものとする。 

申請者は、第６１条等の要求事項に対応するため、以下の措置を行うための

設備及び手順等を整備する方針としている。 

①  代替緊急時対策所は、耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受け

ない位置に設置。緊急時対策所（免震重要棟内）は、免震構造とする。 

②  代替緊急時対策所は、中央制御室に対して共通要因故障を防止するため

位置的分散を確保する。 

③  代替電源設備（代替緊急時対策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟

内）用発電機及び大容量空冷式発電機）からの給電を可能とする設備及び

手順等（※71）を整備するとともに、緊急時対策所の電源設備は多重性を

確保する。 

④  遮蔽、空気浄化ファン等により緊急時対策所の居住性を確保するための

設備及び手順等。 

⑤ 緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件に適合する

ものとする。 

⑥ 対策要員の装備（線量計、マスク等）の配備。放射線管理のための手順

等。 

                                                   
（※70） 

・想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

・プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なし

として評価すること。 

・交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のための体

制を整備すること。 

・判断基準は、対策要員の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこと。 

（※71）代替電源設備のうち、大容量空冷式発電機に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設

備及び電源の確保に関する手順等」において整理。 
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⑦  重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を整備するため

の手順等。 

⑧  少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するために必要な飲料水

及び食料等を備蓄等するための手順等。 

⑨  身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリア

を設置するための資機材及び手順等。 

⑩  重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡を行うため

の設備及び手順等。 

⑪  重大事故等に対処するために必要な数の対策要員を収容するための設

備及び手順等。 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても重大事

故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が計画する設備

及び手順等が、第６１条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整

備される方針であることから、第６１条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、更なる対策の抽出を行い、自主的に上記以

外の設備及び手順等を整備することにより、重大事故等への対処をより確実に

実施する方針であることを確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３４条としての要求 

申請者は、第３４条の追加要求規定に適合するため、以下の設備を整備する

方針としている。 

① 原子炉施設に異常が発生した場合に、発電所内の対応と状況の把握等の

ため、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟内）を中央制御室

以外の場所に設置する設計とする。 

② 免震重要棟内に緊急時対策所を設置した後は、代替緊急時対策所の継続

使用する一部のものを除き、代替緊急時対策所は廃止する設計とする。 

規制委員会は、申請者による緊急時対策所の設計において、原子炉制御室以

外の場所に設置する方針としていることを確認したことから、設置許可基準規

則に適合しているものと判断した。 

 

（２）第６１条等の規制要求に対する設備及び手順等 
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① 対策と設備 

申請者は、第６１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替電源からの給電。そのために、代替緊急時対策所用発電機を重

大事故等対処設備として新たに整備する。また、緊急時対策所（免震

重要棟内）については、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機、緊

急時対策所（免震重要棟内）用発電機用燃料油貯蔵タンク、緊急時対

策所（免震重要棟内）用発電機用給油ポンプを重大事故等対処設備と

して新たに整備する。 

b. 代替緊急時対策所の居住性の確保。そのために、緊急時対策所遮蔽、

緊急時対策所換気設備、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、代替緊急時

対策所エリアモニタ、可搬型エリアモニタ（加圧判断用）を重大事故

等対処設備として新たに整備する。また、緊急時対策所（免震重要棟

内）は、同様の目的で、緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所（免震重要

棟内）の緊急時対策所換気設備、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊

急時対策所（免震重要棟内）エリアモニタ、可搬型エリアモニタ（加

圧判断用）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等に対処するために必要な数の対策要員の収容。そのため

に、対策要員の装備（線量計及びマスク等）、重大事故等対策の検討

に必要な資料、外部からの支援なしに 1 週間活動するための飲料水、

食料等及びチェンジングエリア設営用資機材等を新たに整備する。 

d. 代替緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指示を

行うために必要な情報の把握。そのために、緊急時運転パラメータ伝

送システム（SPDS）、SPDS データ表示装置を重大事故等対処設備とし

て新たに整備する。 

e. 代替緊急時対策所と原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のあ

る場所との通信連絡の実施。そのために、携帯型通話設備、衛星携帯

電話設備、及び統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

規制委員会は、上記 a.対策が第６１条等基準要求ハ）、上記 b.の対策が

第６１条基準要求ニ）、上記 c.の対策が第６１条等基準要求ヘ）、ト）、チ）

及びリ）に対応するものであることを確認した。 

また、上記 a.及び b.の対策が第６１条等のうち①重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う対策要員がとどまるための対策、上記 c.の対策

が第６１条等のうち④重大事故等に対処するために必要な数の対策要員

を収容するための対策、上記 d.の対策が第６１条等のうち②重大事故等に
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対処するために必要な情報を把握するための対策、上記 e.の対策が第６１

条等のうち③発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を設けることの対策に対応するものであることを

確認した。 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 代替緊急時対策所は、地震力により機能を喪失しないとともに、基

準津波の影響を受けない位置に設置。緊急時対策所（免震重要棟内）

は、免震構造とする。 

b. 代替緊急時対策所は、中央制御室とは離れた位置に設置することで、

位置的分散を図る。 

c. 代替緊急時対策所用発電機は、代替緊急時対策所に給電するため、

多重性を確保する。 

d. 代替緊急時対策所は、居住性を確保し、対策要員がとどまることが

できるように、適切な遮蔽設計及び換気設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)代替緊急時対策所は、基準地

震動に対する地震力に対し、耐震構造とすることにより機能を喪失しない

ようにするとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置すること、緊

急時対策所（免震重要棟内）は、基準地震動に対する地震力に対し、免震

構造とすることにより機能を喪失しないようにするとともに、基準津波の

影響を受けない位置に設置すること、b)代替緊急時対策所は、中央制御室

とは離れた位置の別建屋に設置することで位置的分散を図ること、c)代替

緊急時対策所用発電機は、代替緊急時対策所に給電するために必要な容量

を有するものを 3 台保管することで多重性を確保すること、d)代替緊急時

対策所は、建屋と一体となった遮蔽、代替緊急時対策所換気設備（空気浄

化ファン、空気浄化フィルタユニット及び加圧設備）及び気密性により、

代替緊急時対策所にとどまる対策要員の被ばく線量が実効線量において

事故後 7日間で 100mSv を超えない設計とすることを確認した。 

なお、対策要員の被ばくによる実効線量の評価については、想定する放

射性物質の放出量等を東京電力福島第一原子力発電所事故と同等とし、マ

スクの着用、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を条件に入

れていない評価を行い、代替緊急時対策所は 7 日間で 34mSv、緊急時対策

所（免震重要棟内）は 7日間で 30mSv であることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から e.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的
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な要求事項）に適合する措置等を講じた設計方針であることを確認した。 

よって、規制委員会は、申請者が①a.から e.に従って整備する重大事故

等対処設備について、第６１条等要求事項イ）からホ）に適合する設計方

針であることを確認した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を活用した手順等について、主な手順等は以

下のとおりとしている。 

③－１ 代替電源設備からの給電の手順 

a. 全交流動力電源が喪失し、早期の電源回復が不能の場合には、代替

緊急時対策所用発電機の起動の手順に着手する。この手順では、代替

緊急時対策所用発電機、代替電源交流電源盤の操作を総括班他 1名に

より約 10分で実施する。  

③－２ 居住性を確保するための手順等 

a. 代替緊急時対策所を立ち上げる場合には、代替緊急時対策所空気浄

化装置運転の手順に着手する。この手順では、代替緊急時対策所空気

浄化装置の操作等を総括班他 1名により約 20 分で実施する。 

b. 可搬型エリアモニタ（加圧判断用）の指示が 30mSv/h 以上又は代替

緊急時対策所エリアモニタの指示が 0.5mSv/h以上となった場合には、

代替緊急時対策所空気浄化装置を停止し、代替緊急時対策所加圧設備

による代替緊急時対策所内の加圧を実施する手順に着手する。この手

順では、代替緊急時対策所排気手動ダンパ、代替緊急時対策所空気浄

化ファン給気手動ダンパ及び空気ボンベ流量調整ユニット出口弁等

の操作を計総括班他 3名により約 2分で実施する。 

c. 可搬型エリアモニタ（加圧判断用）及び代替緊急時対策所エリアモ

ニタにて空気吸収線量率等の指示値がプルーム接近時の指示値に比

べ急激に低下した場合には、希ガスの放出の収束により、代替緊急時

対策所加圧設備による代替緊急時対策所の加圧を停止し、代替緊急時

対策所空気浄化装置を起動する手順に着手する。この手順では、代替

緊急時対策所加圧設備、代替緊急時対策所空気浄化装置、代替緊急時

対策所空気浄化ファン給気手動ダンパ、空気ボンベ流量調整ユニット

出口弁、代替緊急時対策所排気手動ダンパの操作を計総括班他 3名に

より約 2分で実施する。   

d. プルーム通過中において、代替緊急時対策所にとどまる要員は、重

大事故等に対処するために必要な指示を行う対策要員 49 名と、原子

炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制す

るために必要な対策要員 38 名との合計 87 名と想定している。プルー
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ム放出のおそれがある場合、この対策要員数を目安とし、最大収容可

能人数（100 名）の範囲で代替緊急時対策所にとどまる対策要員を判

断する。 

③－３ 必要な数の対策要員の収容に係る手順等 

a. 可搬型エリアモニタにて空気吸収線量率等を監視し、プルームの通

過及び屋外作業可能なレベルまでの線量率低下を確認した場合には、

代替緊急時対策所のチェンジングエリアを設置する手順に着手する。

この手順は、床面養生、ポリハウス及び各資機材の設置等を計 2名に

より約 30分で実施する。 

b. 代替緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員に加え、原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性

物質の拡散を抑制するための対策に対処するために必要な数の要員

を含めて最大 100 名を収容する。このため、対策要員の装備（線量計、

マスク等）を配備するとともに、少なくとも外部からの支援なしに 1

週間、活動を続けるために必要な飲料水及び食料等を備蓄し、これら

を維持・管理する。 

③－４ 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡に関わ

る手順等 

a. SPDS データ表示装置は、代替緊急時対策所立ち上げ時に総括班他 1

名により操作する。   

b. 重大事故等が発生した場合の検討に必要な資料を代替緊急時対策

所に配備し、常に最新となるよう維持・管理する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)代替緊急時対策所の居住性を確保するため、代替緊急時対策所換気設備

等の空気浄化装置、排気手動ダンパ等の操作手順等を整備していること、

c)代替緊急時対策所用発電機から代替緊急時対策所への給電について、代

替緊急時対策所用発電機の起動、代替緊急時対策所発電機へのケーブル接

続、代替緊急時対策所発電機への給油等の操作手順等を整備していること、

d)代替緊急時対策所に要員をとどめるための身体サーベイ及び作業服の

着替え等を行うためのチェンジングエリアの設置等の手順等を定めてい

ること、e)対策要員が 7日間外部からの支援がなくても代替緊急時対策所

の機能を維持できる資機材を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から e.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等技術的能力基準（手順等に関する共

通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認し

た。 
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以上のとおり、規制委員会は、①a.から e.の対策が基準６１条等要求事項ハ）、

ニ）、へ）からリ）及び情報把握、通信連絡、収容数に関する要求に対応する

ものであること、①a.から e.に従って整備する重大事故等対処設備が基準６１

条等要求事項イ）からホ）に適合する設計方針であること、①a.から e.に掲げ

る重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備され

る方針であることから、第６１条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、発電所外との通信連絡を行うための多様性拡張設備

及び手順等を整備するとしている。 

（１）発電所外との通信連絡を行うための設備及び手順等 

申請者は、発電所外との通信連絡を行うための設備（表Ⅳ－４．１８－１参

照。）を用いた主な手順等として、設備が健全である場合、電力保安通話信用

電話設備、無線連絡設備、テレビ会議システム（社内）、及び加入電話設備を

使用するとしており、その手順は、「Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必

要な設備及び通信連絡に関する手順等」において記載のとおりとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１８－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

電力保安通話信用

電話設備、無線連

絡設備、テレビ会

議システム（社

内）、加入電話設備 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、設備が健全である場合は、通信連絡設備の代替設備

となり得る。 
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Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手

順等 （第３５条、第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１９関

係） 

本節では、通信連絡設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３５条第１項及び同条第２項に基づき追加要求と

なった、設計基準事故が発生した場合において発電所内の人に必要な指示をするた

めに多様性を確保した通信連絡設備を設ける設計とすること、また、発電所外の必

要な場所と通信連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設ける設計とす

ることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場

所との通信連絡を行うために申請者が計画する設備及び手順等が、第６２条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．１９項（以下「第６２条等」という。）における

要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるかを確認した。さらに、申

請者が、自主的な対応により重大事故等への対処をより確実に実施する方針である

かを確認した。 

 

１．審査の概要 

（１）第３５条第１項は、設計基準事故が発生した場合において、発電所内の人に

必要な指示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設ける設計とする

ことを追加要求している。また、同条第２項は、発電所外の必要な場所と通信

連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設ける設計とすることを追

加要求している。 

   規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第６２条等は、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信

連絡を行うために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第６

２条等における「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手

順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）通信連絡設備が、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とするための設備及び手順等 

ロ）計測等行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等 

申請者は、第６２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 
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① 代替緊急時対策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機又

は大容量空冷式発電機及び手順等（※72） 

② 計測等行った特に重要なパラメータを発電所内外の必要な場所で共有

するための設備及び手順等 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても原子炉

施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信連絡を行うために申請

者が計画する設備及び手順等が、第６２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第６２条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が第４３条等に従って重大

事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記以外の設備及び手順等を整備

することにより、重大事故等への対処をより確実に実施する方針であることを

確認した。 

 

（１）、（２）に関する具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３５条としての要求 

申請者は、第３５条第１項の追加要求規定に適合するために、以下の設備を

整備するとしている。 

① 本発電所内の通信設備として、多様性を確保した通信設備を設置する設

計とする。 

② 代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟内）へ事故状態等の把

握に必要なデータを転送できる設備として、データ伝送設備を設置する設

計とする。 

③ これらの設備については、非常用所内電源及び無停電電源に接続する設

計とする。 

また、第３５条第２項の追加要求規定に適合するために、以下の設備を整備

するとしている。 

① 発電所外の本店、国、地方公共団体、その他関係機関等へ連絡できるよ

う、通信設備を設置する設計とする。 

                                                   
（※72）大容量空冷式発電機に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－１．１４ 電源設備及び電源の確保に関

する手順等」において整理。代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所（免震重要棟内）については、「Ⅳ

－４．１８緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等」において整理。 
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② 緊急時対策支援システム（ERSS）等へ必要なデータを伝送する設備（以

下「データ伝送設備」という。）として、データ伝送設備を設置する設計

とする。 

③ 通信設備及びデータ伝送設備は、有線、無線又は衛星回線による多様性

を備えた専用回線に接続するとともに、輻輳等による制限を受けることな

く常時使用できる設計とする。 

④ これらの設備については、非常用所内電源及び無停電電源に接続する設

計とする。 

規制委員会は、申請者による設計が、以下の方針としていることを確認した

ことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

① 設計基準事故が発生した場合において、本発電所内の人に必要な指示を

するため、共通要因又は従属要因によって同時に機能が損なわれないよう

に多様性を確保した通信連絡設備を設ける。 

② 本発電所外の必要な場所と通信連絡するため、通信連絡設備及びデータ

伝送設備が常時使用できるよう、専用通信回線は、共通要因又は従属要因

によって同時に機能が損なわれないように通信方式の多様性を有し、輻輳

等による制限を受けることなく使用できる。 

③ これら通信連絡設備等は非常用所内電源及び無停電電源に接続する。 

 

（２）第６２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６２条に基づく要求事項に対応するために、以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 衛星携帯電話設備（固定型）、統合原子力防災ネットワークに接続

する通信連絡設備、緊急時運転パラメータ伝送システム（SPDS）、SPDS

データ表示装置等へ給電。そのため、代替緊急時対策所用発電機、緊

急時対策所（免震重要棟内）用発電機又は大容量空冷式発電機を重大

事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 計測等行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有。そのた

め、統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備（テレビ会

議システム、IP 電話、衛星通信装置（電話）、IP-FAX）を重大事故等

対処設備として新たに整備し、衛星携帯電話設備及び携帯型通話設備

を重大事故等対処設備として位置付けるとともに増設する。  

規制委員会は、上記 a.の対策が第６２条等基準要求イ）、上記 b.の対策

が第６２条基準要求ロ）に対応するものであることを確認した。                  

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 衛星携帯電話設備（固定型）、無線連絡設備、携帯型通話設備、統

合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、緊急時運転パラ

メータ伝送システム（SPDS）及び SPDS データ表示装置は、代替緊急

時対策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機又は大容

量空冷式発電機から給電され、多様性を有する。 

b. 衛星携帯電話設備、携帯型通話設備、統合原子力防災ネットワーク

に接続する通信連絡設備等は多様性を有する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)衛星携帯電話設備（固定型）、

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備等は、代替緊急時対

策所用発電機、緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機及び大容量空冷式

発電機から給電され、これらの電源は、水冷であるディーゼル発電機等に

対し空冷式であることから、設計基準事故対処設備としての電源に対して

多様性を有していること、b)衛星携帯電話設備、無線連絡設備、統合原子

力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、緊急時運転パラメータ伝送

システム（SPDS）は、有線系、無線系又は衛星系回線による通信方式を備

えることで、多様性を有することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

③－１ 代替電源設備からの給電 

a. 全交流動力電源喪失時において、大容量空冷式発電機、代替緊急時

対策所用発電機又は緊急時対策所（免震重要棟内）用発電機等により、

衛星携帯電話設備（固定型）、無線連絡設備、携帯型通話設備、統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備、緊急時運転パラメ

ータ伝送システム（SPDS）、SPDS データ表示装置への給電に着手する。

これらのうち大容量空冷式発電機に関する手順は、電路の構成、起動

操作、受電の確認等を計 3名により、約 15 分で実施する。 

③－２ 計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有 

a. 発電所内 
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特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合、その結

果を現場と中央制御室との間では携帯型通話設備、現場又は中央制御

室と代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟内）との間では

衛星携帯電話設備により共有する手順に着手する。これらのうち携帯

型通話設備に関する手順は、携帯型通話設備の中継コード接続、電源

及び乾電池残量の確認、連絡等を現場と中央制御室で実施する。 

b. 発電所外 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合、その結

果を衛星携帯電話設備及び統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備により、代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免震重要棟

内）と本店、国、地方公共団体との間で共有する手順に着手する。こ

れらのうち統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備によ

る通信連絡のための手順は、テレビ会議システムの起動、通信状態の

確認、通信先との接続操作等を代替緊急時対策所又は緊急時対策所（免

震重要棟内）で実施する。 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)衛星携帯電話設備（固定型）、統合原子力防災ネットワークに接続する

通信連絡設備等は、代替緊急時対策所用発電機又は緊急時対策所（免震重

要棟内）用発電機、大容量空冷式発電機等に接続された所内の電源系統か

ら給電できる手順等を整備すること、c)炉心損傷防止及び格納容器破損防

止に必要なパラメータ等は、携帯型通話設備、衛星携帯電話設備及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備により発電所内外で共

有される手順等を整備することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる設備

を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。  

 

以上のとおり、規制委員会は、上記①a.の対策が第６２条等要求事項イ）、

上記①b.の対策が第６２条等要求事項ロ）に対応するものであること、①a.及

び b.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切

に整備される方針であることから、第６２条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策のための設備及び手順等 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処をより確実に実施するた

め、更なる対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求

した。 

これに対して、申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための多様性拡張設備、

手順等を整備するとしている。 

（１）発電所内外の通信連絡を行うための設備及び手順等 

申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（Ⅳ－４．１８－１参照。）

を用いた主な手順等として、設備が健全である場合、運転指令設備、電力保安

通信用電話設備、無線連絡設備、加入電話設備及びテレビ会議システム（社内）

は、通常時使用されている設備であり、重大事故等時においても発電所内外の

通信連絡に用いるとしている。 

 
規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策によって、重大事故等への対

処をがより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１９－１ 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が多様性拡張設備に位置付けた理由 

運転指令設備、

電力保安通信用

電話設備、無線

連絡設備、加入

電話設備、テレ

ビ会議システム

（社内） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、設備が健全である場合は、通信連絡設備の代替設備

となり得る。 

 

 
Ⅳ－５ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規

模損壊」という。）が発生した場合における体制の整備に関し、申請者において、

以下の項目についての手順書が適切に整備されていること又は整備される方針が

示されていること、加えて、当該手順書に従って活動を行うための体制及び資機材

が適切に整備されていること又は整備される方針が示されていることを要求して

いる。 

一 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 
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二 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

三 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。 

四 使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷

を緩和するための対策に関すること。 

五 放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．手順書の整備 

２．体制の整備 

３．設備及び資機材の整備 

 

 規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準２．１項及び同

項の解釈を踏まえて必要な検討を加えた上で策定されており、大規模損壊が発生し

た場合における体制の整備に関して必要な手順書、体制及び資機材等が適切に整備

される方針であることを確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準２．１

に適合しているものと判断した。 

 

 各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．手順書の整備 

申請者は、大規模損壊が発生した場合の手順書の整備について、以下のとお

りとしている。 

 （１）手順書の策定に際しては、設計基準を超えるような規模の自然災害が原子

炉施設の安全性に与える影響、故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる施設の広範囲にわたる損壊、不特定多数の機器の機能喪失、大規

模な火災等の発生、有効性評価において想定する事故シーケンスグループに

追加しなかった地震及び津波特有の事故シーケンス（Ⅳ－１．１ 事故の想

定参照。）などを考慮する。 

 

（２）大規模損壊によって原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大きく、あ

らかじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考えられることなどか

ら、環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うこととし、

重大事故等対策において整備する手順等に加えて、可搬型設備による対応を

中心とした多様性及び柔軟性を有する手順等を以下のとおり整備する。 

① 原子炉施設の被害状況を速やかに把握するための手順及び対応操作の

実行判断を行うための手順を整備する。 

② 故意による大型航空機の衝突による大規模な航空機燃料火災を想定し、
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放水砲等を用いた泡消火についての手順を整備する。また、事故対応を行

うためのアクセスルート、操作場所に支障となる火災等の消火活動も想定

して手順を整備する。 

③ 大規模損壊発生時の対応手順は、中央制御室での監視及び操作が行えな

い場合も想定し、原子炉施設の状況把握が困難な場合及び状況把握がある

程度可能な場合を想定し、状況に応じた対応が可能となるよう以下の 2つ

の対応を考慮して手順を整備する。 

a. 中央制御室の監視機能及び制御機能の喪失により状況把握が困難

な場合には、外からの目視による確認又は可搬型計測器により、優先

順位に従った内部の状況確認を順次行い、必要の都度緩和措置を行う。 

b. 中央制御室又は緊急時対策所での監視機能の一部が健全であり、速

やかな安全機能等の状況把握が可能な場合には、内部の状況から全体

を速やかに把握し、優先順位を付けて喪失した機能を回復又は代替さ

せる等により緩和措置を行う。 

④ 重大事故等防止技術的能力基準２．１項の一から五までの活動を行うた

めの手順書として、重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加

えて、事象進展の抑制及び緩和に資するための多様性を持たせた手順等を

整備する。 

⑤ 重大事故等防止技術的能力基準の「１．重大事故等対策における要求事

項」における１．２項から１．１４項の要求事項に基づき整備する手順等

に加えて、大規模損壊の発生を想定し、中央制御室での監視及び制御機能

が喪失した場合も対応できるよう現場にてプラントパラメータを監視す

る手順、現場において直接機器を作動させるための手段等を追加して整備

する。 

 

 規制委員会は、申請者の手順書の整備の計画が、大規模損壊の発生により重大

事故等発生時の手順がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発

生時の特徴を踏まえた手順書を整備する方針としていることから、適切なものと

判断した。 

 

２．体制の整備 

申請者は、大規模損壊発生時の体制について、以下のとおりとしている。 

（１） 教育及び訓練 

大規模損壊への対応のための緊急時対策本部要員及び重大事故等対策要員

（協力会社含む）への教育及び訓練については、重大事故等対策にて実施する

教育及び訓練を基に、大規模損壊発生時を想定し、通常の指揮命令系統が機能
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しない場合を想定した指揮者等の個別訓練を実施する。さらに、要員の役割に

応じて付与される力量に加え、流動性をもって対応できるような力量を確保し

ていくことにより、期待する要員以外の要員でも対応できるよう教育の充実を

図る。 

（２） 体制の整備 

① 大規模損壊発生時の体制については、通常の緊急時対策本部の体制を基

本としつつ、通常とは異なる対応が必要となる状況においても流動性を持

って対応できるようにするとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従っ

て活動を行うことを前提として、以下の基本的な考え方に基づき整備する。 

a. 勤務時間外、休日（夜間）においても発電所内又は発電所近傍に事

故対応要員 52 名及び専属消防隊 8 名を確保し、大規模損壊の発生に

より中央制御室（運転員を含む）が機能しない場合においても、対応

できるよう体制を整備する。 

b. 勤務時間外、休日（夜間）における常駐者は、地震、津波等の大規

模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生した場合にも対応できるよう、分散して待機する。 

c. 地震、津波等の大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムの発生により、通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しなくなる可能性を考慮する。 

d. 建物の損壊等により対応要員が被災するような状況においても、構

内に勤務している他の要員に、発電所対策本部での役務を割り当てる

等の柔軟な対応をとる。 

e. 大規模損壊発生時において、社員寮、社宅等からの召集に時間を要

する場合も想定し、発電所構内の最低要員数により当面の間は事故対

応を行えるよう体制を整える。 

f.  プルーム放出時には、最低限必要な要員は緊急時対策所に留まり、

プルーム通過後、活動を再開する。その他の要員は、発電所外へ一時

避難し、その後、交代要員として発電所へ再度非常召集する。 

② 大規模損壊が発生した場合において、運転員及び緊急時対策本部要員等

が活動を行うに当たっての拠点は、中央制御室及び緊急時対策所を基本と

するが、中央制御室等が機能喪失する場合も想定し、緊急時対策所以外に

も代替可能なスペースも状況に応じて活用する。 

③ 大規模損壊発生時における発電所外部から支援体制として、本店対策本

部が速やかに確立できるよう体制を整備する。また、他の原子力事業者及

び原子力緊急事態支援組織へ応援要請し、技術的な支援が受けられるよう

体制を整備する。さらに、協力会社より現場作業や資機材輸送等に係る要
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員の派遣を要請できる体制、プラントメーカ及び建設会社による技術的支

援を受けられる体制を構築する。 

 

規制委員会は、申請者の体制の整備の計画が、大規模損壊の発生により重大事

故等発生時の体制がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発生

時の特徴を踏まえた体制を整備する方針としていることから、適切なものと判断

した。 

 

３．設備及び資機材の整備 

申請者は、大規模損壊発生時に必要な設備及び資機材の整備について、以下の

とおりとしている。 

（１）大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な可搬型重大事

故等対処設備は、以下の事項を考慮して整備する。 

① 共通要因による同等の機能を有する設備の損傷の防止 

可搬型重大事故等対処設備は、同等の機能を有する設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう、外

部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

② 共通要因による複数の可搬型設備の損傷の防止 

同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないよう、可搬型

重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して、複数箇所に分散して配置

する。 

（２）大規模損壊発生時の対応に必要な資機材は、重大事故等対策で配備する資機

材の基本的な考え方を基に、以下のとおり配備するとしている。また、大規模

損壊発生時においても使用を期待できるよう、原子炉建屋から 100m 以上離隔

をとった場所に配備する。 
① 地震及び津波の大規模な自然災害による油タンク火災、又は故意による

大型航空機の衝突による大規模な燃料火災の発生時において、必要な消火

活動を実施するために着用する防護具、消火薬剤等の資機材、小型放水砲

等を配備する。 

② 高線量の環境下において、事故対応を行うために高線量対応防護服等の

必要な資機材を配備する。 

③ 大規模損壊の発生時において、指揮者と現場間、発電所外等との連絡に

必要な通信手段を確保するため、多様な通信手段を複数配備する。また、

消火活動専用の通信連絡設備を配備する。 

 

規制委員会は、申請者の設備及び資機材の整備の計画が、共通要因により同時
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に機能喪失しないよう十分な配慮を行うなど、大規模損壊発生時の特徴を踏まえ

た設備及び資機材の整備を行う方針としていることから、適切なものと判断した。 
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Ⅴ 審査結果 

九州電力株式会社が提出した「川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（1 号及び 2 号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25 年 7 月 8 日申請、平成

26 年 4 月 30 日、及び同年 6 月 24 日及び同年 9 月 4 日補正）を審査した結果、当

該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの

に限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められる。 
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略語等 

本審査書で用いられる主な略語等は以下のとおり 
 

略語等 名称又は説明 

安全重要度分類指針 発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関

する審査指針 

安全評価指針 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 

溢水ガイド 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

解釈別記１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記１ 

解釈別記２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記２ 

解釈別記３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈別記３ 

外部火災ガイド 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

格納容器破損モード 格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目し

て類型化したもの 

火災防護基準 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準 

火山ガイド 原子力発電所の火山影響評価ガイド 

機器条件 重大事故等対処設備の機器条件 

技術的能力指針 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針 

規制委員会 原子力規制委員会 

原子炉等規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律 

事故シーケンスグルー

プ 

炉心損傷に至る事故シーケンスを、起因事象、安全機

能の喪失状況に着目して、類型化したもの 

事故条件 評価上想定する事故の条件 

地震ガイド 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

地盤ガイド 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

重大事故等防止技術的

能力基準 

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事

故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

重要事故シーケンス 各事故シーケンスグループにおいて事象進展や対策の
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 実施の観点から最も厳しい事故シーケンス 

申請者 九州電力株式会社 

設置許可基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則 

設置許可基準規則解釈 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則の解釈 

操作条件 重大事故等対処設備の操作条件 

大規模損壊 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な

損壊 

竜巻ガイド 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

地質ガイド 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査

ガイド 

津波ガイド 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

停止中評価ガイド 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

内部火災ガイド 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 

被ばく評価ガイド 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急

時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイ

ド 

評価事故シーケンス 各格納容器破損モードにおいて事象進展や対策の実施

の観点から最も厳しい事故シーケンス 

保安規定 川内原子力発電所原子炉施設保安規定 

本申請 川内原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書

（1号及び 2号発電用原子炉施設の変更）（平成 25 年 7

月 8 日申請、平成 26年 4 月 30 日、同年 6月 24 日及び

同年 9月 4日補正） 

本発電所 川内原子力発電所 

有効性評価ガイド 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容

器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

AED 大中破断 LOCA が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さ

らに、溶融炉心の冷却と、原子炉格納容器内除熱が行

われないため、原子炉格納容器の破損に至る可能性が

あるシーケンス 

AEI 大中破断 LOCA が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さ
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らに、溶融炉心の冷却と、原子炉格納容器内除熱が行

われるが、原子炉格納容器の破損に至る可能性がある

シーケンス 

AEW 大中破断 LOCA が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さ

らに、溶融炉心の冷却は出来るが、原子炉格納容器内

除熱が行われないため、原子炉格納容器の破損に至る

可能性があるシーケンス 

ATWS 運転時の異常な過渡変化に対して、原子炉の緊急停止

が要求された（必要とされた）にもかかわらず、原子

炉安全保護系（あるいは停止系）の故障等により原子

炉が緊急停止しない事象 

BWR 沸騰水型原子炉 

DCH 格納容器雰囲気直接加熱 

ECCS 非常用炉心冷却装置 

EL. 標高 

ERSS 緊急時対策支援システム 

FCI 溶融燃料－冷却材相互作用 

LOCA 冷却材喪失事故 

MCCI 溶融炉心コンクリート相互作用 

PAR 静的触媒式水素再結合装置 

PCT 燃料被覆管最高温度 

PDS プラント損傷状態 

PRA 確率論的リスク評価 

PWR 加圧水型原子炉 

RCP 原子炉冷却材ポンプ 

SFP 評価ガイド 

 

実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

SPDS 緊急時運転パラメータ伝送システム 

TED 過渡事象が発生し、短時間で炉心損傷に至り、さらに、

溶融炉心の冷却と、原子炉格納容器内除熱が行われな

いため、原子炉格納容器の破損に至る可能性があるシ

ーケンス 

VEI 火山爆発度指数 

 


